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中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
権
と
公
証
人

田　

口　

正　

樹

論
　
　
　
説

は
じ
め
に

　
「
あ
る
事
柄
が
法
的
に
確
か
で
あ
る（
確
か
ら
し
い
）」と
い
う
状
態
を
得
る
た
め
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
が
あ
り
う
る
。「
裁
判
で
争
っ
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て
白
黒
を
つ
け
る
」
の
は
一
つ
の
ル
ー
ト
で
あ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
非
訟
事
件
の
手
続
や
、
正
規
の
裁
判
外
で
の
（
例
え
ば
仲
裁
な
ど
に
よ

る
）
解
決
や
合
意
な
ど
、
多
様
な
方
法
が
試
み
ら
れ
う
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
公
証
人
に
よ
る
文
書
作
成
と
い
う
ル
ー
ト
が
考
え

ら
れ
う
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
中
世
後
期
の
ド
イ
ツ
で
も
、
公
証
人
の
存
在
と
活
動
が
次
第
に
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
世
後

期
ド
イ
ツ
の
公
証
人
の
意
義
に
つ
い
て
、
国
王
裁
判
権
と
の
関
係
と
い
う
視
角
か
ら
、
史
料
を
集
め
考
察
を
試
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿

の
意
図
で
あ
る
。
こ
の
種
の
試
み
は
、
国
王
裁
判
権
研
究
の
側
か
ら
も
、
公
証
人
研
究
の
側
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の

意
味
で
本
稿
は
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
権
と
公
証
人
の
一
側
面
に
新
し
く
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

具
体
的
に
本
稿
の
方
法
は
、一
九
八
〇
年
代
以
来
刊
行
が
進
め
ら
れ
て
き
た
「
国
王
・
宮
廷
裁
判
所
の
活
動
に
関
す
る
証
書
要（

１
）録

」
か
ら
、

公
証
人
と
公
証
人
文
書
が
現
れ
る
史
料
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
証
書
集
は
、
国
王
裁
判
権
の
活
動
に
直
接
関
係
す
る
史
料
だ
け
を

収
録
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
紛
争
の
全
過
程
を
視
野
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
更
に
他
の
史
料
集
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
証
書
集
の
検
討
を
通
じ
て
我
々
は
、
国
王
裁
判
権
と
直
接
か
か
わ
る
場
面
に
お
け
る
公
証
人
の
登
場
と

活
動
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
証
書
集
に
は
、
国
王
裁
判
権
の
活
動
で
も
、「
ド
イ
ツ
」
外
に
お
い
て
、

両
当
事
者
と
も
「
ド
イ
ツ
」
外
の
勢
力
で
あ
る
よ
う
な
事
件
を
扱
っ
て
い
る
場
合
は
、
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
イ

タ
リ
ア
、
ブ
ル
グ
ン
ト
王
国
の
大
部
分
、
ボ
ヘ
ミ
ア
王
冠
の
諸
領
邦
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
諸
領
邦
は
基
本
的
に
「
ド
イ
ツ
」
外
と
見
な
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
イ
タ
リ
ア
関
係
で
、
皇
帝
・
国
王
の
裁
判
活
動
と
の
関
係
で
公
証
人
が
出
て
く
る
事
例
が
数
多
く
証
書
集

か
ら
も
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
行
わ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
王
権
が
上
述
の
よ
う

な
地
理
的
・
人
的
な
意
味
で
の
「
ド
イ
ツ
」
に
お
い
て
活
動
す
る
際
に
、
公
証
人
と
公
証
人
文
書
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
現
れ
て
く
る
か
を

調
査
し
、
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
ま
ず
前
提
と
し
て
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
存
在
と
活
動
全
般
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
文
献
に
も
と
づ
い
て
概
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観
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
．
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人

　

ア
ル
プ
ス
以
北
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
公
証
人
が
出
現
す
る
の
は
、
一
三
世
紀
後
半
の
こ
と
で
あ（

２
）る

。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
既
に
遅
く
と
も

一
一
世
紀
か
ら
公
証
人
が
活
動
し
て
い（

３
）た

。
公
証
人
の
存
在
と
公
証
人
に
よ
る
文
書
作
成
は
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
更
に
南
フ
ラ
ン
ス
な
ど
各

地
に
広
が
り
、
か
な
り
遅
れ
て
ド
イ
ツ
に
も
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
二
七
二
年
に
も
ま
だ
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ム
レ

K
onrad von M

ure

は
そ
の
著
作
『Sum

m
a de arte prosandi

』
で
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
と
違
っ
て
ド
イ
ツ
は
公
証
人
が
い
な
い
地
方

に
属
す
る
と
書
い
て
い
る（

４
）し

、
一
三
〇
〇
年
ご
ろ
に
も
『
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
書
式
集Baum

gartenberger Form
elbuch

』
は
、

イ
タ
リ
ア
と
違
っ
て
ド
イ
ツ
に
は
公
証
人
が
存
し
な
い
と
し
て
い（

５
）る

。
し
か
し
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
も
、
最
初
の
公
証

人
の
存
在
証
拠
が
一
三
世
紀
後
半
か
ら
現
れ
る
。
各
地
に
お
け
る
公
証
人
の
初
出
は
、リ
ェ
ー
ジ
ュ
と
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
が
一
二
七
七
年
、

ケ
ル
ン
が
一
二
七
九
年
以
前
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
が
一
二
八
三
年
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
地
方
で
は
一
二
八
二
年
、
マ
イ
ン
ツ
が
一
二
九
二
年
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
が
一
三
〇
〇
年
、
な
ど
で
あ（

６
）る

。
こ
の
よ
う
に
、
最
も
初
期
の
例
は
、
イ
タ
リ
ア
に
近
い
ド
イ
ツ
南
部
で
は
な
く
、
主
に

ド
イ
ツ
西
部
で
見
ら
れ（

７
）る

。
し
か
し
、
上
に
あ
げ
た
最
初
期
の
事
例
の
う
ち
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
、

マ
イ
ン
ツ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
教
皇
特
使
や
教
皇
庁
の
徴
税
人
に
従
っ
て
き
た
公
証
人
が
文
書
を
作
成
し
て
い（

８
）る

。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ

て
、
初
期
の
公
証
人
は
、
自
身
し
ば
し
ば
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ン
以
東
の
ド
イ
ツ
各
地
に
公
証
人

が
現
れ
る
の
は
、
お
お
む
ね
一
四
世
紀
前
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ（

９
）た

。

　

中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
公
証
人
は
、
ま
ず
教
会
お
よ
び
教
会
裁
判
所
と
の
関
係
で
活
動
を
展
開
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

）
（1
（

る
。
こ
の
点
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は
、
イ
タ
リ
ア
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
地
域
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
教
会
は
、
教
会
関
係
の
法
的
行
為
の
証
書
、
特
に
教

会
裁
判
権
に
関
係
す
る
文
書
を
公
証
人
に
作
ら
せ
た
。
既
に
一
一
六
三
年
の
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
の
教
皇
令
が
、「
公
の
手m

anus 

publica
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
書
か
、
真
正
の
印
章
を
付
さ
れ
た
文
書
だ
け
が
、
教
会
裁
判
所
で
証
明
力
を
認
め
ら
れ
る
と
定
め
て

い
）
（（
（

る
。
一
二
一
五
年
の
第
四
ラ
テ
ラ
ン
教
会
会
議
は
、
そ
の
決
議
三
八
条
で
訴
訟
記
録
は
で
き
る
だ
け
「
公
人persona publica

」
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る

）
（1
（

が
、公
証
人
は
典
型
的
な
公
人
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
公
証
人
自
身
も
、ド
イ
ツ
で
は
、

普
通
は
聖
職

）
（1
（

者
（
た
だ
し
上
級
叙
品
を
受
け
て
い
な
い
、
結
婚
も
可
能
な
聖
職

）
（1
（

者
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
公
証
人
の
世
俗
分
野
へ

の
進
出
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
か
な
り
遅
れ
て
か
ら
、
と
り
わ
け
一
五
世
紀
の
間
に
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
五

世
紀
前
半
に
書
か
れ
た
『
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
の
改
革Reform

atio Sigism
undi

』
は
、
す
べ
て
の
帝
国
都
市
は
公
証
人
を
都
市
の
書
記
と
し

て
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

）
（1
（

る
。
実
際
、
都
市
の
書
記
は
し
ば
し
ば
公
証
人
と
し
て
も
活
動
し
て
い

）
（1
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
教
会
裁
判
所
と
の
関
係
で
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
も
公
証
人
が
出
現

し
て
、
各
種
の
契
約
、
遺
言
、
非
訟
事
件
、
訴
訟
手
続
な
ど
に
つ
い

）
（1
（

て
、
文
書
作
成
を
行
っ
て
い
た

）
（1
（

が
、
そ
の
存
在
は
イ
タ
リ
ア
の
公
証
人

と
比
肩
し
う
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
世
後
期
の
間
は
、
イ
タ
リ
ア
都
市
で
普
通
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
都
市
ご
と
の
公
証

人
団
体
も
存
在
し
な
か
っ

）
（1
（

た
。
そ
う
し
た
団
体
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
欠
け
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
公
証
人

が
用
い
る
独
特
の
書
き
判N

otarsignet, N
otarszeichen

が
、
公
証
人
文
書
の
真
正
性
を
担
保
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
近
世

に
か
け
て
発
達
を
遂
げ
て
い
っ

）
11
（

た
。

　

国
王
宮
廷
で
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
イ
タ
リ
ア
滞
在
中
に
宮
廷
に
公
証
人
が
抱
え
ら
れ
て
い
た
（
い
わ
ゆ
るK

am
m

ernotar

）
1（
（e

）。
彼

ら
に
は
、と
り
わ
け
教
皇
庁
と
の
交
渉
に
関
す
る
文
書
作
成
が
ゆ
だ
ね
ら
れ

）
11
（

た
。
教
皇
庁
関
係
の
文
書
を
公
証
人
に
作
ら
せ
る
と
い
う
点
は
、

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
か
ら
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
ま
で
の
支
配
者
も
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
は
、
一
三
二
三
年
の
い
わ
ゆ
る
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ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
上

）
11
（

訴
や
一
三
三
八
年
九
月
に
コ
ブ
レ
ン
ツ
で
発
し
た
諸
立

）
11
（

法
を
公
証
人
証
書
化
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
選
挙
侯
た
ち
も
、

一
三
三
八
年
七
月
の
レ
ン
ス
法
判
告
を
公
証
人
証
書
と
し
て
作
成
さ
せ
て
い

）
11
（

る
。
そ
の
後
一
五
世
紀
に
な
る
と
、ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
の
も
と
で
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
判
文
書
を
、
書
記
局
で
作
成
さ
せ
た
後
、
公
証
人
に
認
証
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
現
れ

）
11
（

る
。

　

公
証
人
の
任
命
は
、
本
来
、
皇
帝
自
身
の
権
限
で
あ
っ
た

）
11
（

が
、
し
か
し
イ
タ
リ
ア
で
は
、
早
く
か
ら
宮
廷
宮
中
伯H

ofpfalzgraf

に
よ
っ

て
代
行
さ
れ
て
い

）
11
（

た
。
更
に
一
一
世
紀
半
ば
以
降
は
、
教
皇
も
公
証
人
任
命
権
を
主
張
し
実
行
し
て
い
っ

）
11
（

た
。
ド
イ
ツ
で
も
皇
帝
カ
ー
ル
四

世
の
も
と
で
、一
四
世
紀
半
ば
以
降
、公
証
人
任
命
権
を
持
つ
宮
廷
宮
中
伯
の
職
が
確
立
し

）
11
（

た
。
カ
ー
ル
四
世
は
、一
三
五
五
年
四
月
に
は
、

イ
タ
リ
ア
遠
征
中
に
ロ
ー
マ
で
、
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
司
教
ゲ
ア
ハ
ル
ト
に
ラ
テ
ラ
ン
の
宮
中
伯
（com

es sacri Lateranensis palatii

）
と

し
て
公
証
人
を
選
定
す
る
権
限
を
与
え

）
1（
（

た
。
宮
廷
宮
中
伯
へ
の
任
命
の
書
式
も
作
成
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
こ
う
し
た
皇
帝
に
よ
る
宮
廷
宮
中
伯
の

任
命
は
、
そ
の
後
の
支
配
者
に
よ
っ
て
も
継
承
さ
れ

）
11
（

た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
公
証
人
任
命
権
は
、
別
に
諸
侯
、
都
市
、
大
学
な
ど
に
授
与

さ
れ
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ

）
11
（

た
。
最
も
早
期
の
例
と
し
て
は
、
一
三
二
七
年
三
月
に
ロ
ー
マ
遠
征
途
上
の
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
が
、
ト
リ
エ
ン
ト
で
、
ヘ
ン
ネ
ベ
ル
ク
伯
ベ
ル
ト
ル
ト
に
授
与
し
た
特
権
が
あ
る
。
ベ
ル
ト
ル
ト
に
は
生
涯
で
一
〇
人
の
公

証
人
を
選
定
し
任
命
す
る
権
利
が
付
与
さ
れ

）
11
（

た
。
一
三
五
三
年
一
二
月
に
カ
ー
ル
四
世
が
マ
イ
ン
ツ
で
発
行
し
た
証
書
で
は
、
ケ
ル
ン
大
司

教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
求
め
に
応
じ
て
、
一
〇
〇
人
の
公
証
人
を
任
命
す
る
権
利
が
彼
に
与
え
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。
ま
た
カ
ー
ル
四
世
は
一
三
五
八

年
五
月
に
プ
ラ
ハ
で
、
プ
ラ
ハ
大
司
教
エ
ル
ン
ス
ト
に
帝
国
内
、
ボ
ヘ
ミ
ア
、
そ
の
他
の
場
所
で
公
証
人
を
選
定
・
任
命
す
る
権
利
を
授
与

し
て
い

）
11
（

る
。
こ
う
し
た
任
命
権
授
与
も
関
係
し
て
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
た
公
証
人
の
中
で
は
、
皇
帝
の
権
威
に
よ
る
公
証
人
が
、

教
皇
の
権
威
に
よ
る
そ
れ
よ
り
も
多
数
で
あ
っ

）
11
（

た
。
し
か
し
、
任
命
権
が
分
散
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
行
使
の
仕
方
も
恣
意
的
に
な
っ
て
い

き
（
こ
れ
は
任
命
権
者
の
収
入
と
も
関
係
す
る
）、
そ
の
た
め
公
証
人
の
質
の
低
下
を
招
く
危
険
が
増
大
し

）
11
（

た
。

　

公
証
人
の
質
の
管
理
は
、
既
に
イ
タ
リ
ア
で
も
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
確
か
に
中
世
大
学
で
は
、
自
由
学
芸
学
部
で
公
証
術ars notaria
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が
教
え
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
公
証
人
と
な
る
に
は
、
大
学
で
の
法
学
学
習
や
学
位
取
得
は
一
般
に
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ

）
11
（

た
。
ド
イ
ツ

で
も
既
に
一
四
世
紀
か
ら
、
公
証
人
の
質
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
措
置
や
規
則
が
散
発
的
に
出
現
し
て
い
た

）
1（
（

が
、
し
か
し
本
格
的
な

ル
ー
ル
設
定
は
、
一
五
一
二
年
の
帝
国
公
証
人
条
令Reichsnotariatsordnung

に
よ
り
初
め
て
行
わ
れ

）
11
（

た
。
こ
れ
は
刑
事
法
分
野
の
カ
ー

ル
五
世
刑
事
裁
判
令
（
カ
ロ
リ
ナ
）
等
と
同
様
の
枠
組
み
立
法
で
、
領
邦
に
お
け
る
効
力
と
意
義
に
つ
い
て
は
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
も
の

）
11
（

の
、
ド
イ
ツ
の
公
証
人
の
歴
史
上
、
画
期
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
、
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
状
態
の
確
認
を
経
た
う
え
で
、
以
下
で
は
前
記
証
書
集
か
ら
抽
出
さ
れ
た
、
関
係

史
料
の
考
察
に
入
る
。
そ
の
際
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ー
ル
四
世
の
治
世
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
、
カ
ー
ル
四
世
以
前
、
カ
ー
ル
四
世
期
、
カ
ー
ル
四
世
以
後
に
時
代
を
分
け
て
検
討
を
行
う
。
ま
た
前
記
証
書

集
は
、
現
在
国
王
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
の
治
世
ま
で
及
ん
で
い
る
が
、
彼
の
治
世
全
体
が
カ
バ
ー
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
の
調

査
は
基
本
的
に
一
四
〇
〇
年
の
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
廃
位
を
も
っ
て
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

二
．
一
三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
半
ば
ま
で
（
一
二
七
三－

一
三
四
七
年
）

　

上
記
証
書
集
に
は
、
前
述
の
編
集
方
針
か
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
内
の
当
事
者
が
か
か
わ
る
場
合
に
は
イ
タ
リ
ア
関
係
の
史
料
も
採
録
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
種
の
史
料
の
中
に
時
お
り
公
証
人
文
書
が
現
れ
る
の
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
公
証
人
の
数
の
多
さ
と
活
発
な
仕
事
ぶ
り
を

考
え
れ
ば
、
不
思
議
で
は
な
い
。

　

一
二
九
六
年
一
一
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
発
行
さ
れ
た
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
の
証

）
11
（

書
に
よ
れ
ば
、
ケ
ル
ン
テ
ン
公
・
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
マ
イ

ン
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
教
会
へ
の
圧
迫
と
教
会
の
諸
権
利
の
侵
害
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
国
王
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
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司
教
た
ち
が
（
強
い
ら
れ
て
）
行
っ
た
司
教
教
会
に
不
利
な
授
封
・
処
分
な
ど
を
、
時
効
を
度
外
視
し
て
、
無
効
と
宣
言
し
た
。
こ
の
証
書

か
ら
は
、
一
三
三
九
年
に
五
人
の
公
証
人
に
よ
っ
て
確
認
証
書V

idim
us

が
作
ら
れ
、
更
に
そ
こ
か
ら
一
三
四
四
年
に
四
人
の
公
証
人
に

よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
写
し
が
作
ら
れ
て
い
る
。
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
教
会
が
権
利
確
保
の
た
め
に
公
証
人
に
証
書
を
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
特
に
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
が
い
っ
た
ん
行
っ
た
処
分
を
無
効
に
す
る
と
い
う
内
容
が
、
公
証
人
に
よ
り
証
書
が
作
成
さ
れ
る
要
因

に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
述
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
事
情
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
文
書
作
成
に
関
し
て
も
、
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
二
九
九
年
三
月
に
北
イ
タ
リ
ア
の
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
作
成
さ
れ
た
公
証
人
証
書
に
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
前
出
の
ケ
ル
ン

テ
ン
公
マ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
子
ら
で
あ
る
ケ
ル
ン
テ
ン
公
オ
ッ
ト
ー
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
兄
弟
と
の
和
解
に
関
す
る
手
続
が

記
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
が
司
教
に
出
頭
を
促
し
、
公
た
ち
は
、
国
王
が
ま
ず
司
教
に
支
払
う
よ
う

求
め
た
三
〇
〇
マ
ル
ク
を
実
際
に
司
教
に
支
払
っ
た
。
し
か
し
こ
の
金
額
は
、
司
教
が
出
頭
し
な
け
れ
ば
公
た
ち
に
返
還
さ
れ
る
も
の
と

さ
れ
た
。
証
書
は
、
多
く
の
マ
ン
ト
ヴ
ァ
市
民
が
立
ち
会
う
中
、
公
証
人
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ア
デ
ル
ベ
リ
ウ
スA

dalbert von 

A
delberius

に
よ
っ
て
印
章
を
付
さ
れ
、
公
証
人
ボ
マ
サ
リ
ウ
スBom

m
asarius

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
公
証
人
証
書
を
作
ら
せ
た
の

は
ケ
ル
ン
テ
ン
公
た
ち
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
が
司
教
に
支
払
っ
た
金
額
が
司
教
の
態
度
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
返
還
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
三
二
七
年
二
月
に
イ
タ
リ
ア
遠
征
途
上
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
が
、
ト
リ
エ
ン
ト
で
ケ
ル
ン
テ
ン
公
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
た
め
に
発
行
し
た

二
通
の
証
書
も
、
公
証
人
文
書
化
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
そ
の
中
で
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
カ
ン
グ
ラ
ン
デ
・
デ
ッ
ラ
・

ス
カ
ラCanglande della Scara 

の
対
立
に
際
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
支
援
す
る
こ
と
な
ど
を
約
束
し
て
い
る
が
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
方
が
こ

の
国
王
証
書
の
写
し
を
公
証
人
ボ
ー
ツ
ェ
ンBozen

の
オ
ッ
ト
ー
・
コ
ン
ラ
デ
ィO

tto K
onradi 

が
同
年
三
月
に
作
成
し
た
証
書
に
挿
入
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さ
せ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
イ
タ
リ
ア
関
係
の
事
例
と
並
ん
で
、
帝
国
西
部
境
界
地
方
か
ら
も
公
証
人
に
よ
る
文
書
作
成
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
上
述
の
よ

う
に
、ア
ル
プ
ス
以
北
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
公
証
人
の
活
動
が
ま
さ
に
こ
の
方
面
か
ら
始
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

や
は
り
不
思
議
で
は
な
い
。

　

一
二
九
二
年
七
月
に
、
カ
ン
ブ
レ
ー
司
教
区
の
聖
ジ
ス
レ
ン St. Ghislain

修
道
院
の
修
道
院
長
ロ
ジ
ェ
ー
ルRoger

と
同
司
教
区
モ
ー

ボ
ー
ジ
ュM

aubeuge
の
聖
カ
ン
タ
ンSt. Q

uentin

教
会
の
参
事
会
員K

anoniker

で
あ
っ
た
ト
ゥ
ー
ル
ネ
イ
の
ヨ
ハ
ン
（
ジ
ャ
ン
）

Johann von T
ournai

が
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
に
あ
て
た
文
書
が
、
公
証
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
と
エ

ノ
ー
伯
ジ
ャ
ン
二
世
お
よ
び
国
王
と
の
対
立
が
あ
り
、
国
王
は
市
側
を
裁
判
の
た
め
に
宮
廷
に
召
喚
し

）
11
（

た
。
そ
の
際
、
国
王
は
こ
の
二
人
の

聖
職
者
に
、
召
喚
状
の
送
達
を
命
じ
て
い
た
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。
二
人
は
、
危
険
を
冒
し
て
、
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
近
く
の
サ
ン
・
ソ
ー
ヴSt. 

Sauve

ま
で
行
っ
て
、
国
王
か
ら
命
じ
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
そ
こ
で
召
喚
状
を
教
会
の
入
り
口
に
掲
示
し
た
う

え
で
、
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
人
は
こ
の
経
過
の
報
告
を
、
カ
ン
ブ
レ
ー
の
聖
職
者
で
公
証
人
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
ウ
ス
こ
と
ヤ

コ
ブJakob gen. Rossiau

）
11
（s

に
証
書
と
し
て
作
成
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
召
喚
手
続
に
つ
い
て
述
べ
た
国
王

証
書
が
、
危
険
で
あ
る
た
め
使
者
は
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
自
体
に
入
る
必
要
は
な
く
、
隣
接
す
る
村
で
十
分
な
証
人
の
も
と
で
召
喚
を
告

知
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
確
か
に
召
喚
任
務
が
遂
行
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
使
者
た
ち
は
召
喚
状
を
や
は
り
十
分
な

証
人
の
も
と
で
残
し
て
く
る
こ
と
、
を
指
示
し
て
い

）
1（
（

た
。
二
人
の
聖
職
者
へ
の
国
王
の
命
令
も
同
様
の
こ
と
を
指
示
す
る
他
、
任
務
遂
行
の

状
況
を
文
書
で
報
告
す
る
こ
と
を
も
命
じ
て
い

）
11
（

た
。
こ
の
よ
う
な
、
国
王
の
指
示
を
ふ
ま
え
、
確
か
に
任
務
を
全
う
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

た
め
に
、
聖
職
者
た
ち
は
公
証
人
文
書
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
二
九
三
年
一
〇
月
に
は
、
エ
ル
ザ
ス
の
コ
ル
マ
ー
ル
市
外
の
陣
営
で
、
ブ
ル
グ
ン
ト
の
宮
中
伯
オ
ッ
ト
ー
が
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
に
対
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し
て
封
臣
と
し
て
誠
実
宣
誓
を
行
い
、
国
王
か
ら
レ
ー
ン
を
受
領
し
た
こ
と
を
叙
述
す
る
公
証
人
証
書
が
作
成
さ
れ

）
11
（

た
。
オ
ッ
ト
ー
が
聖

職
者
に
し
て
教
皇
の
権
威
に
よ
る
公
証
人
（clericus publicus auctoritate apostolica notarius

）
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
・
ド
・
ギ
ー

Bartholom
eus de Gy

に
文
書
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
証
書
作
成
に
は
、
こ
の
と
き
の
臣
従
行
為
が
条
件
付
で
あ
っ
た
こ
と
が

関
係
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
ッ
ト
ー
は
、
学
識
法
曹
ア
ル
デ
ィ
チ
オA

rdicio

に
、
ブ
ル
グ
ン
ト
の
宮
中
伯
は
本
来
、
皇
帝
戴
冠

後
の
皇
帝
に
対
し
て
の
み
封
臣
と
し
て
の
義
務
を
負
い
、
皇
帝
戴
冠
前
の
国
王
に
対
し
て
は
何
ら
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
主
張
さ
せ
た
。

そ
の
う
え
で
、
今
回
は
義
務
ゆ
え
に
で
な
く
臣
従
す
る
の
で
あ
り
、
今
回
の
こ
と
は
ブ
ル
グ
ン
ト
宮
中
伯
の
義
務
に
関
し
て
先
例
と
は
な
ら

な
い
と
い
う
留
保
を
付
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
王
も
こ
れ
を
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
オ
ッ
ト
ー
の
主
張
は
い
わ
ゆ
る
戴
冠

理
論K

rönungstheorie

に
基
づ
く

）
11
（

が
、
こ
の
よ
う
な
条
件
つ
き
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
オ
ッ
ト
ー
と
し
て
は
、
事
情
を
公
証
人
文
書
と
し

て
残
し
、
将
来
に
わ
た
る
効
力
を
確
実
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ッ
ト
ー
の
側
に
学
識
法
曹
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
、

こ
う
し
た
公
証
人
利
用
を
促
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ン
は
ア
ル
プ
ス
以
北
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
最
も
早
く
か
ら
「
土
着
の
」
公
証
人
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る

地
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
反
映
し
て
か
、
ケ
ル
ン
大
司
教
が
関
係
す
る
事
案
で
多
く
の
公
証
人
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

一
二
九
三
年
五
月
の
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
の
証
書
は
、
国
王
と
ケ
ル
ン
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
と
の
間
の
取
り
決
め
に
し
た
が
っ
て
、
ま

た
大
司
教
に
よ
る
金
銭
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
伯
ヨ
ハ
ン
が
カ
イ
ザ
ー
ス
ヴ
ェ
ル
トK

aisersw
erth

城
を
大
司
教
に

引
き
渡
す
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
。
伯
の
方
も
こ
の
決
定
の
際
に
同
席
し
決
定
に
同
意
し
た
こ
と
が
、
あ
わ
せ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

証
書
は
、
同
年
九
月
に
ケ
ル
ン
の
聖
職
者
で
公
証
人
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ド
ゥ
リ
ン
チH

erm
ann D

urinch

が
作
成
し
た
写
し
の
形
で
伝
存
し

て
い

）
11
（

る
。
ア
ー
ド
ル
フ
の
国
王
選
出
に
あ
た
っ
て
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
は
ケ
ル
ン
大
司
教
教
会
の
た
め
の
大
幅
な
譲
歩
を
ア
ー
ド
ル
フ
に
約
束

さ
せ
て
い
た

）
11
（

が
、
国
王
選
挙
後
、
ア
ー
ド
ル
フ
は
約
束
を
履
行
せ
ず
、
大
司
教
は
徐
々
に
要
求
を
後
退
さ
せ
て
い
た
。
カ
イ
ザ
ー
ス
ヴ
ェ
ル
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ト
の
獲
得
は
そ
の
過
程
で
日
程
に
上
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。
大
司
教
と
し
て
は
、
今
後
の
金
銭
支
払
い
を
控
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

カ
イ
ザ
ー
ス
ヴ
ェ
ル
ト
に
対
す
る
権
利
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
公
証
人
文
書
を
作
成
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
二
九
八
年
八
月
に
は
、
再
び
カ
イ
ザ
ー
ス
ヴ
ェ
ル
ト
城
の
帰
属
が
国
王
証
書
で
問
題
と
な
っ
て
い

）
11
（

る
。
こ
の
証
書
で
国
王
ア
ル
ブ
レ

ヒ
ト
一
世
は
、
ゾ
ン
ネ
ン
ベ
ル
クSonnenberg

の
ヴ
ィ
ッ
ツ
ト
ゥ
ー
ムV

iztum

で
あ
っ
た
騎
士
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
占
拠
す
る
同
城
を
ケ

ル
ン
大
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
に
引
き
渡
す
こ
と
を
約
束
し
、
そ
の
た
め
に
保
証
人
ま
で
立
て
た
。
し
か
し
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
国
王
の
命

令
に
従
わ
ず
城
を
明
け
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
、
同
年
九
月
に
は
国
王
宮
廷
に
お
け
る
判
決
で
断
罪
さ
れ

）
11
（

た
。
こ
れ
ら
の
証
書
が
少
し
後
の

一
三
〇
〇
年
九
月
二
五
日
に
、
や
は
り
同
様
に
公
証
人
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
一
通
の
公
証
人
証
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
公
証
人
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
文
書
作
成
さ
れ
た
国
王
証
書
は
、
以
上
の
も
の
に
限
ら
れ
な
い
。

先
ほ
ど
の
一
二
九
八
年
八
月
の
証
書
と
同
日
付
の
別
の
国
王
証
書
は
、
モ
ー
ゼ
ル
川
の
城
塞
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ン
ゲ
ンZeltingen

を
め
ぐ
る
ケ

ル
ン
大
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
と
フ
ェ
ル
デ
ン
ツV

eldenz

伯
と
の
争
い
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
伯
が
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
で
質
入
さ
れ
た

と
し
て
城
を
占
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
国
王
は
、
こ
の
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
を
代
わ
り
に
伯
に
支
払
っ
て
、
城
が
大
司
教
支
配
下
に
戻
る

よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い

）
11
（

る
。
一
二
九
八
年
一
一
月
の
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
は
以
前
に
ケ
ル
ン
市
と
ケ
ル

ン
（
大
）
司
教
区
に
お
け
る
聖
職
推
薦
権
（
い
わ
ゆ
るErste Bitte

の
権
利
）
を
大
司
教
に
譲
与
し
た
。
い
ま
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
が

あ
る
よ
う
だ
が
、
国
王
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
抵
抗
を
許
さ
な
い
と
し
て
い

）
1（
（

る
。
一
二
九
九
年
二
月
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
証
書
は
、
ケ

ル
ン
大
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
に
よ
る
問
い
に
対
す
る
宮
廷
に
お
け
る
法
判
告
を
記
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
娘
な
い
し
妻
の
レ
ー
ン

相
続
権
が
否
定
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
こ
れ
ら
の
国
王
証
書
が
、
や
は
り
同
じ
く
一
三
〇
〇
年
九
月
二
五
日
に
公
証
人
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
、
公
証

人
証
書
に
書
か
れ
た
り
、
写
し
を
作
成
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
証
書
が
い
ず
れ
も
発
行
さ
れ
て
少
し
時
間
が
経
っ
た
一
三
〇
〇
年
九
月
末
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
公
証
人
に
よ
っ
て
書
き
と
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め
ら
れ
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
背
景
事
情
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
な
ど
ラ
イ
ン
地
方
の
選
挙
侯
と
国
王
ア
ル
ブ
レ

ヒ
ト
一
世
と
の
対
立
で
あ

）
11
（

る
。
一
三
〇
〇
年
一
〇
月
一
四
日
に
は
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ゲ
ア
ハ
ル
ト
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
、
ト

リ
ー
ア
大
司
教
デ
ィ
ー
タ
ー
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
ド
ル
フ
が
ニ
ー
ダ
ー
ハ
イ
ム
バ
ッ
ハN

iederheim
bach

で
国
王
廃
位
を
念
頭
に
置
い

た
同
盟
を
結
成
し
て
、
国
王
と
の
対
決
路
線
を
鮮
明
に
し
て
い

）
11
（

る
。
お
そ
ら
く
ケ
ル
ン
大
司
教
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
と
の
政
治
的
衝
突

と
彼
ら
選
挙
侯
に
よ
る
国
王
廃
位
が
近
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
そ
の
後
に
も
な
お
自
分
に
有
利
な
国
王
証
書
の
効
力
を
維
持
す
べ
く
、
公
証

人
に
文
書
を
作
成
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ケ
ル
ン
大
司
教
の
特
権
に
関
す
る
公
証
人
文
書
は
、
次
の
国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
治
世
か
ら
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
一
三
一
〇
年
九
月
一

日
の
国
王
証
書
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
、
ア
ン
デ
ル
ナ
ッ
ハA

ndernach

、
ボ
ン
、
ノ
イ
スN

euß

に
お
け
る
流
通
税
徴
収

を
認
め
た
。
前
述
の
対
決
に
勝
利
し
た
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
が
大
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
に
こ
れ
ら
の
権
利
を
放
棄
さ
せ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
再
び
税
徴
収
を
承
認
し
た
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。
そ
の
二
日
後
、九
月
三
日
付
の
国
王
証
書
で
、ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
は
、

ケ
ル
ン
大
司
教
と
マ
ル
ク
伯
の
間
で
争
わ
れ
て
い
た
エ
ッ
セ
ン
修
道
院
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
に
関
し
て
、
従
来
修
道
院
に
認
め
ら
れ
て
い
た
、

み
ず
か
ら
フ
ォ
ー
ク
ト
を
選
任
す
る
特
権
を
撤
回
し
た
う
え
で
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
お
よ
び
そ
の
後
継
の
ケ
ル
ン
大
司
教
を
修
道

院
の
フ
ォ
ー
ク
ト
に
任
命
し
た
。
ま
た
国
王
は
、
ケ
ル
ン
教
会
の
権
利
を
無
視
し
て
不
当
に
マ
ル
ク
伯
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
に
質
入
さ
れ
て
い

た
ブ
ラ
ッ
ケ
ルBrackel

が
大
司
教
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め

）
11
（

た
。
こ
の
二
通
の
証
書
か
ら
は
、
同
年
九
月
九
日
、
ケ
ル
ン
の
聖
ア

ン
ド
レ
ア
ス
教
会
の
学
校
長Scholaster

ハ
イ
デ
ン
ラ
イ
ヒ H

eidenreich

の
求
め
に
よ
り
、
公
証
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ビ
レ

トH
einrich von Jubileto

に
よ
っ
て
写
し
が
作
ら
れ
て
い
る
。
前
の
証
書
が
前
国
王
が
し
た
処
分
を
否
定
す
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま

た
後
の
証
書
が
こ
れ
ま
で
エ
ッ
セ
ン
修
道
院
に
認
め
ら
れ
て
き
た
フ
ォ
ー
ク
ト
選
任
の
特
権
を
撤
回
し
、
マ
ル
ク
伯
に
対
す
る
質
入
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
側
が
公
証
人
を
関
与
さ
せ
た
要
因
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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同
じ
く
ラ
イ
ン
地
方
の
聖
界
選
挙
侯
で
あ
っ
た
ト
リ
ー
ア
大
司
教
の
関
係
で
は
、
一
三
一
〇
年
三
月
に
作
成
さ
れ
た
公
証
人
証
書
が
知
ら

れ
て
い

）
11
（

る
。
ア
ル
ノ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ピ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ンA

rnold von Pittingen

は
、
ル
ム
シ
ュ
タ
イ
ンRum

stein

城
に
関
し
て
ト
リ
ー

ア
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
権
利
を
侵
害
し
た
と
し
て
何
度
も
国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
も
と
で
訴
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、

国
王
か
ら
派
遣
さ
れ
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
領
の
裁
判
官justiciarius

ブ
ル
シ
ャ
イ
トBourscheid

の
ソ
ジ
ェSogier

は
、
現
地
で
当

事
者
た
ち
の
権
利
を
調
査
し
、
そ
の
た
め
に
集
ま
っ
た
証
人
た
ち
の
名
前
が
証
書
に
は
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
公
証
人
証
書
自
体
は
、
バ

ル
ド
ゥ
イ
ン
が
作
ら
せ
た
筆
写
文
書
集
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
るBalduineum

中
に
、
写
し
と
し
て
伝
来
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
証
書
を
作
成
し
た
公
証
人
の
名
前
は
残
っ
て
い
な

）
11
（

い
。
広
義
の
裁
判
手
続
に
関
係
す
る
行
為
を
当
事
者
が
公
証
人
文
書
化
し
て
い
る
ケ
ー

ス
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
も
、
か
な
り
早
く
か
ら
公
証
人
の
活
動
が
見
ら
れ
た

）
11
（

が
、
国
王
裁
判
権
と
の
関
係
で
も
、
興
味
深

い
史
料
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
一
三
二
四
年
三
月
に
、
公
証
人
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
（
以
前
に
は
フ
ォ
ン
・

ダ
ル
ド
ル
フD

alldorf

と
呼
ば
れ
て
い
た
）
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
市
の
た
め
に
公
証
人
証
書
を
作
成
し

）
11
（

た
。
こ
れ
に
は
、
前
年
一
三
二
三
年

一
一
月
付
の
国
王
宮
廷
の
（
国
王
に
代
わ
る
）
裁
判
官
ト
ル
エ
ン
デ
ィ
ン
ゲ
ンT

ruhendingen

伯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
証
書
が
関
係
し
て

い
）
1（
（

た
。
そ
の
証
書
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
ツ
ロ
ウJohannes von Gerzlow

の
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト

Greifsw
ald

、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
トStralsund

、
ア
ン
ク
ラ
ムA

nklam

、
デ
ミ
ンD

em
m

in

、
ト
リ
プ
ゼ
ー
スT

ribsees

、
ロ
イ
ツ

Loicz

の
各
市
と
そ
の
市
民
た
ち
に
対
す
る
訴
え
、
被
告
の
国
王
宮
廷
へ
の
召
喚
と
不
出
頭
、
被
告
に
対
す
る
ア
ハ
ト
宣
告
と
原
告
へ
の
ア

ン
ラ
イ
テA
nleite

付
与
を
述
べ

）
11
（

る
。
そ
の
う
え
で
、
伯
は
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
市
に
、
原
告
を
被
告
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
へ
導
入
す
る
、
つ
ま
り
ア

ン
ラ
イ
テ
を
執
行
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
三
二
四
年
の
公
証
人
証
書
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ゲ
ル
ツ
ロ
ウ
が
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ

ク
市
が
ア
ン
ラ
イ
テ
執
行
の
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
承
認
し
、
今
後
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
も
し
な
い
と
約
束
し
て
い
る
。
バ
ル
ト
海
・
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ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
の
多
く
の
都
市
に
対
す
る
ア
ン
ラ
イ
テ
は
、
実
現
す
る
に
は
や
っ
か
い
な
案
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
ュ
ー
ベ
ッ

ク
市
と
し
て
は
、
国
王
宮
廷
で
出
さ
れ
た
証
書
に
よ
っ
て
負
わ
さ
れ
た
義
務
を
、
後
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
な
形
で
免
れ
る
た
め
に
、

公
証
人
証
書
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

中
部
ド
イ
ツ
か
ら
の
事
例
と
し
て
、
一
三
三
九
年
五
月
に
は
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
が
、
市
内
の
学
校
の
支
配

権
を
め
ぐ
る
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
市
と
の
紛
争
に
際
し
て
、
自
己
に
有
利
な
関
連
文
書
を
公
証
人
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ド
ル
ラ

D
ietrich von D

orla
に
ま
と
め
さ
せ
て
い

）
11
（

る
。
そ
の
中
に
は
、
同
年
四
月
に
出
さ
れ
た
、
市
側
の
宮
廷
不
出
頭
ゆ
え
に
学
校
支
配
権
を
騎

士
修
道
会
に
認
め
る
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
の
決

）
11
（

定
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
お
よ
び
マ
イ
セ
ン
辺
境
伯
に
騎
士
修
道
会
を
援
助
す
る
よ
う

命
じ
る
皇
帝
の
命

）
11
（

令
、
騎
士
修
道
会
を
保
護
下
に
い
れ
た
こ
と
お
よ
び
修
道
会
の
権
利
を
妨
害
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
市
に
知
ら
せ
る
皇
帝

文
）
11
（

書
、
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
形
式
上
の
名
宛
人
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
一
括
し
て
騎
士
修
道
会
に
渡
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
修
道
会
側
は
、
そ
れ
を
公
証
人
証
書
と
し
て
残
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
騎
士
修
道
会
は
こ
れ
ら
の
文
書
を
獲
得
し
た
こ

と
で
紛
争
が
片
付
く
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、市
側
の
抵
抗
を
予
想
し
て（
そ
も
そ
も
市
側
は
召
喚
さ
れ
て
も
国
王
宮
廷
に
出
て
こ
な
か
っ
た
）、

今
後
の
た
め
に
態
勢
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
来
地
中
海
世
界
に
由
来
す
る
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
に
と
っ

）
11
（

て
、
公
証
人
に
文

書
作
成
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
は
、
な
じ
み
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　

一
三
四
二
年
五
月
に
、
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
は
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
マ
イ
セ
ン
辺
境
伯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
お
よ
び
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ゲ
ン
ハ
イ
ムW

angenheim

の
対
立
を
当
事
者
た
ち
の
付
託
を
受
け
て
仲
裁
し

）
11
（

た
。
同
年
マ
イ
ン
ツ
側

は
こ
の
皇
帝
証
書
を
マ
イ
ン
ツ
の
司
教
代
理
裁
判
官O

ffi
zial

に
確
認
さ
せ
た
う
え
で
、
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ル
デ
リ
・
デ
・
エ
ル
ベ
レ

Johannes Luderi de Elbere

に
証
書
化
さ
せ

）
11
（

た
。
な
ぜ
皇
帝
証
書
が
あ
る
の
に
別
に
公
証
人
に
文
書
を
作
ら
せ
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か

ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
仲
裁
の
内
容
が
先
行
す
る
証
書
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
の
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仲
裁
は
、
三
人
の
仲
裁
人
（
両
当
事
者
側
と
皇
帝
が
一
人
ず
つ
を
選
ぶ
）
が
、
大
司
教
が
一
三
三
七
年
の
同
盟
文

）
11
（

書
に
も
と
づ
い
て
辺
境
伯

に
援
助
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
助
け
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
こ
と
を
命
じ
て
お
り
、
も
し
大
司
教
側
が
そ
の
点

を
立
証
す
れ
ば
大
司
教
は
辺
境
伯
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い
と
定
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

マ
イ
ン
ツ
大
司
教
と
マ
イ
セ
ン
辺
境
伯
の
対
立
は
大
き
な
政
治
問
題
で
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
も
そ
の
解
決
に
は
苦
心
し

）
1（
（

た
。
マ
イ
ン

ツ
大
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
教
皇
の
特
別
任
命
に
よ
っ
て
大
司
教
位
を
得
た
当
初
こ
そ
皇
帝
と
対
立
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は

皇
帝
と
教
皇
庁
と
の
対
立
の
中
で
皇
帝
に
忠
実
で
あ
り
、
一
方
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ー
ン
家
の
マ
イ
セ
ン
辺
境
伯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
皇
帝
の
女
婿

で
あ
っ
た
。
対
立
が
続
く
中
で
、
結
局
皇
帝
は
辺
境
伯
側
に
組
す
る
よ
う
に
な
る
。
両
陣
営
の
対
立
に
つ
い
て
、
一
三
四
二
年
一
二
月
に

は
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
、
五
人
の
仲
裁
人
、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ル
ネ
ブ
ル
クV

irneburg

伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
、
ヴ
ェ
ル
ト
ハ
イ
ムW

ertheim

伯
ル
ー
ド
ル
フ
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
エ
ン
ロ
ー
エLudw

ig von H
ohenlohe

、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
シ
ェ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
エ

ア
バ
ッ
ハK

onrad Schenk von Erbach
、
ク
ー
ノ
・
フ
ォ
ン
・
プ
フ
ァ
ー
レ
ン
ハ
イ
ムK

uno von Pfahlenheim

が
仲
裁
判
決
を
下

し
）
11
（

た
。
と
こ
ろ
が
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
フ
ッ
ク
ス
シ
ュ
タ
ッ
トK

onrad von Fuchsstadt

と
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
オ
ス
テ
ル
ナ
ッ

ハJohann von O
sternach

が
作
成
し
た
同
日
付
の
公
証
人
証
書
は
、
こ
の
判
決
が
公
表
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
効
力
も
有
し
な
い
こ
と
を

認
証
し
て
い

）
11
（

る
。
公
証
人
に
文
書
を
作
ら
せ
た
の
は
マ
イ
ン
ツ
側
で
あ
る
。
仲
裁
判
決
の
内
容
は
著
し
く
皇
帝
お
よ
び
辺
境
伯
側
に
有
利

で
あ
っ
た
た
め
、
マ
イ
ン
ツ
側
と
し
て
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
仲
裁
付
託
に
同
意
し
た
以
上
は

い
ま
さ
ら
仲
裁
自
体
に
従
え
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
こ
で
マ
イ
ン
ツ
側
の
三
人
の
代
理
人
、
す
な
わ
ち
聖
堂
参
事
会

長D
om

dekan

ヨ
ハ
ン
、
聖
堂
参
事
会
員
ル
ー
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ベ
ン
ブ
ル
クLupold von Bebenburg 

、
マ
イ
ン
ツ
の
聖
ペ
ー

タ
ー
教
会
の
参
事
会
長Propst

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
ト
ゲ
ン
バ
ッ
ハErnst von Ö

ttgenbach

は
、
判
決
を
下
し
た
五
人
の
仲
裁

人
の
同
席
の
も
と
で
、
判
決
が
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
効
力
も
持
た
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
次
第
を
公
証
人
に
証
書
化
さ
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せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
い
っ
た
ん
下
さ
れ
た
仲
裁
判
決
を
無
効
に
す
る
と
い
う
異
常
な
事
態
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に

特
に
公
証
人
に
文
書
を
作
ら
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
五
人
の
仲
裁
人
が
す
べ
て
世
俗
貴
族
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て
、
マ
イ
ン
ツ
側
の
代
理
人
が
す
べ
て
聖
職
者
、
し
か
も
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
人
は
学
識
法
曹
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ

る
。
聖
堂
参
事
会
長
ヨ
ハ
ン
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
法
学
を
学
ん
だ
人
物
で
、
こ
の
時
期
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
中
心
人
物
の
一

人
で
あ
っ

）
11
（

た
。
ル
ー
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ベ
ン
ブ
ル
ク
も
や
は
り
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
学
ん
だ
が
、
帝
国
国
制
を
論
じ
た
著
作
で
知
ら
れ
て

い
）
11
（

る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
の
時
期
の
所
見
を
ま
と
め
る
と
、
イ
タ
リ
ア
関
係
の
史
料
の
他
に
、
帝
国
西
部
境
界
地
方
や
ケ
ル
ン
か
ら
、
比
較

的
多
く
の
公
証
人
文
書
作
成
事
例
が
知
ら
れ
、
ラ
イ
ン
以
東
で
も
散
発
的
に
史
料
が
見
ら
れ
た
。
公
証
人
を
使
っ
て
い
る
当
事
者
は
大
半
が

教
会
と
聖
職
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
わ
ず
か
の
都
市
と
世
俗
貴
族
が
混
じ
る
。
公
証
人
に
文
書
を
作
ら
せ
て
い
る
背
景
と
し
て
、
国
王
と
の
対

決
、
裁
判
手
続
上
の
困
難
な
任
務
の
遂
行
、
将
来
に
向
け
て
特
別
の
留
保
を
付
す
、
以
前
の
特
権
付
与
や
処
分
を
撤
回
す
る
、
国
王
宮
廷
に

お
け
る
決
定
を
変
更
す
る
、
い
っ
た
ん
下
さ
れ
た
仲
裁
判
決
を
無
効
に
す
る
、
と
い
っ
た
特
別
な
必
要
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
点
は
注
目
に

値
す
る
。
ま
た
、
公
証
人
文
書
と
と
も
に
、
時
に
学
識
法
曹
が
現
れ
る
こ
と
に
も
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
．
カ
ー
ル
四
世
の
時
代
（
一
三
四
六－

一
三
七
八
年
）

　

カ
ー
ル
四
世
の
時
代
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
歴
史
一
般
に
と
っ
て
も
、
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
現
象
が
見
ら

れ
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
国
王
裁
判
権
の
活
動
と
の
関
係
で
現
れ
る
公
証
人
お
よ
び
公
証
人
文
書
の
事
例
の
数
も
、
前
代
と
比
べ
て
大
き
く

増
加
し
、
多
数
に
上
っ
て
い
る
。
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カ
ー
ル
四
世
の
治
世
に
お
い
て
も
、
帝
国
西
部
境
界
地
方
か
ら
、
多
く
の
公
証
人
文
書
作
成
事
例
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
ド

イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
活
動
は
、
も
と
も
と
こ
の
方
面
か
ら
広
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
伝
存
す
る
事
例
の
多
さ
は
そ
う
し
た
経
緯
と
対
応
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

カ
ン
ブ
レ
ー
司
教
を
め
ぐ
る
紛
争
に
関
し
て
、
一
三
四
九
年
九
月
に
大
部
の
公
証
人
証
書
が
作
成
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
司
教
グ
イ
ド
は
カ
ー

ル
四
世
へ
の
服
従
と
レ
ガ
リ
ア
受
領
を
拒
否
し
て
い
た
た
め
、
国
王
は
、
ヴ
ァ
ル
ラ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
＝
リ
ニ
ーW

alram
 

von Luxem
burg, H

err zu Ligny

と
そ
の
子
ヨ
ハ
ン
（
リ
ー
ルLille

の
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
）
に
司
教
座
の
レ
ガ
リ
ア
管
理
を
ゆ
だ
ね
、

更
に
そ
の
収
入
は
ト
リ
ー
ア
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
に
渡
す
よ
う
指
示
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ブ
レ
ー
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
が
、
グ

イ
ド
の
死
に
よ
っ
て
空
位
に
な
っ
た
後
の
レ
ガ
リ
ア
管
理
を
任
せ
て
ほ
し
い
と
国
王
に
訴
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
形
式
上
は
、
司
教
と
聖
堂

参
事
会
の
争
い
と
な
り
、
結
局
ヴ
ァ
ル
ラ
ム
は
参
事
会
の
権
利
を
認
め
る
決
定
を
下
し
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
一
件
書

）
11
（

類
を
、
参
事
会
が

三
人
の
公
証
人
、
す
な
わ
ち
イ
オ
メ
の
ヴ
ィ
ア
ル
ド
ゥ
スW

yardus gen. Iom
eit

、
ア
ニ
ヤ
の
ヤ
コ
ブJakob gen. von A

nya

、
ロ
ゼ
・

ア
ン
・
ブ
リ
ー
の
ヨ
ハ
ンJohann von Rozay-en-Brie

の
三
人
に
ま
と
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ア
ル
ド
ゥ
ス
は
ラ
ン
ス
司
教
区
、

ヤ
コ
ブ
は
カ
ン
ブ
レ
ー
司
教
区
、
ヨ
ハ
ン
は
ラ
ン
司
教
区
の
公
証
人
で
あ
っ
た
。
レ
ガ
リ
ア
管
理
権
が
い
っ
た
ん
ヴ
ァ
ル
ラ
ム
ら
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
て
い
た
の
が
変
更
さ
れ
て
、
聖
堂
参
事
会
に
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
点
に
留
意
し
て
お
こ
う
。

　

一
三
四
九
年
七
月
に
ア
ー
ヘ
ン
で
出
さ
れ
た
国
王
証
書
は
、
ま
ず
シ
ン
ト
・
ト
ル
イ
デ
ンSint-T

ruiden

（
サ
ン
・
ト
ロ
ンSt. 

T
rond

）
の
修
道
院
長
ア
メ
リ
ウ
スA

m
elius

の
要
望
を
記
し
て
い

）
11
（

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
修
道
院
長
と
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
が
シ
ン
ト
・
ト

ル
イ
デ
ン
市
に
与
え
た
特
権
状
に
院
長
と
司
教
に
不
利
な
解
釈
を
許
す
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
た
め
修
道
院
長
は
国
王
に
「
公
定
解
釈
」
を
求

め
た
。
そ
れ
を
受
け
て
国
王
は
、
特
権
の
確
認
と
解
釈
を
行
い
、
更
に
将
来
の
解
釈
権
を
院
長
に
認
め
た
。
こ
の
証
書
が
か
な
り
後
に
な
っ

て
、
一
三
七
五
年
七
月
に
公
証
人
証
書
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
行
し
て
授
与
さ
れ
て
い
た
特
権
状
の
解
釈
を
明
確
に
す
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る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
三
五
四
年
八
月
の
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、
シ
オ
ンSion

（
ジ
ッ
テ
ンSitten

）
司
教
ギ
シ
ャ
ー
ルGuichard

と
サ
ヴ
ォ
イ
伯
ア
マ
デ

ウ
ス
は
、
国
王
か
ら
レ
ー
ン
を
受
領
し
国
王
に
対
し
て
忠
誠
を
誓
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
一
方
ヴ
ァ
レ
ーV

alais

（
ヴ
ァ
リ
スW

allis

）

の
人
々
は
、
国
王
の
も
と
に
出
頭
し
て
忠
誠
を
誓
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
国
王
は
彼
ら
の
諸
特
権
を
確
認
し
、
彼
ら
を
他
へ
譲
渡
し
な
い
こ
と
を

約
束
し

）
11
（

た
。
ス
イ
ス
西
部
で
も
、
一
三
世
紀
後
半
以
来
、
公
証
人
が
活
動
を
展
開
し
て
い
た

）
11
（

が
、
こ
の
国
王
証
書
は
そ
の
後
、
一
三
五
五
年

二
月
の
公
証
人
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

一
三
五
九
年
四
月
に
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
が
ア
ー
ヘ
ン
で
発
行
し
た
証
書
は
、
ア
ー
ヘ
ン
の
マ
リ
ア
教
会M

arienstift

が
ラ
イ
ン
川
で
流

通
税
を
取
ら
れ
な
い
と
い
う
特
権
を
確
認
し
て
い
る
。
確
か
に
、
ケ
ル
ン
大
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
、
こ
の
特
権
に
反
し
て
流
通
税
を
徴
収

し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
一
度
だ
け
で
、
し
か
も
そ
の
際
に
マ
リ
ア
教
会
に
生
じ
た
損
害
を
、
大
司
教
は
賠
償
ず
み
で
あ
る
、
と
述
べ

）
1（
（

る
。

こ
の
証
書
は
そ
の
後
一
三
六
八
年
と
一
四
二
三
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
公
証
人
証
書
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
マ
リ
ア
教
会
の
特
権
が

一
度
は
害
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
存
し
た
点
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

　

一
三
六
二
年
一
二
月
一
七
日
に
ア
ー
ヘ
ン
で
出
さ
れ
た
証
書
で
、
カ
ー
ル
四
世
は
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
に
以
下
の
よ
う

に
伝
え
て
い
る
。
ナ
ミ
ュ
ー
ルN

am
ur

伯
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
（
ギ
ヨ
ー
ム
）
が
み
ず
か
ら
宮
廷
に
来
て
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ハ
ン

（
ジ
ャ
ン
）・
フ
ォ
ン
・
ナ
ミ
ュ
ー
ルJohann von N

am
ur

に
科
さ
れ
て
い
た
ア
ハ
ト
が
皇
帝
書
記
局
の
証
書
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
、
リ
ェ
ー

ジ
ュ
司
教
が
ヨ
ハ
ン
の
た
め
に
原
状
回
復
を
す
る
よ
う
ナ
ミ
ュ
ー
ル
市
に
命
じ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
原
状
回
復
の
た
め
に
は
、
通
常
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
の
賠
償
が
必
要
な
の
で
、司
教
は
件
の
皇
帝
書
記
局
の
証
書
を
一
二
月
二
五
日
ま
で
に
証
拠
と
し
て
皇
帝
に
送
付
・

提
示
す
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
皇
帝
は
、
ナ
ミ
ュ
ー
ル
市
の
た
め
に
、
ヨ
ハ
ン
に
再
び
ア
ハ
ト
を
科
す
で
あ
ろ

）
11
（

う
。
こ
の
件
に

つ
い
て
、
一
二
月
二
一
日
に
リ
ェ
ー
ジ
ュ
で
、
公
証
人
ユ
イH

uy

の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
レ
ネ
リJohannes Reneri

に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
が
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作
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
に
現
れ
た
ナ
ミ
ュ
ー
ル
伯
の
使
者
た
ち
は
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
の
代
理
の
顧
問
た
ち
に
対

し
て
、問
題
と
な
っ
た
皇
帝
証
書
を
提
示
し
、そ
の
写
し
を
渡
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
側
は
、上
述
の
皇
帝
の
命
令
に
沿
っ

て
行
動
す
る
と
約
束
し
た
。
一
二
月
一
七
日
の
皇
帝
命
令
自
体
も
公
証
人
証
書
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
も
、
過
去
に
皇
帝

書
記
局
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
証
書
の
内
容
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
翌
一
三
六
三
年
一
月
一
二
日
の
皇
帝
証
書
に
よ
れ
ば
、

リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
は
結
局
期
間
内
に
証
書
を
皇
帝
に
提
示
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ

）
11
（

た
。

　

一
三
六
四
年
二
月
に
は
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
が
ア
ル
ノ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ル
ン
メ
ンA

rnold von Rum
m

en

と
の
ロ
ー
ン

Loen

伯
領
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
、
以
前
の
訴
訟
代
理
人Prokurator

任
命
を
撤
回
し
た
う
え
で
、
新
た
に
法
学
博
士doctor legum

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ボ
イ
ラ
イ
ヴ
ェ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ゲ
ンW

ilhelm
 Boyleiw

e von Bergen

を
訴
訟
代
理
人
に
任
命
し
、
皇
帝
の
前
な

ど
で
訴
訟
を
遂
行
す
る
権
限
を
与
え
た
。
ア
ル
ノ
ル
ト
が
皇
帝
の
も
と
で
得
た
判
決
を
無
効
と
す
る
よ
う
努
め
る
権
限
も
与
え
ら
れ

）
11
（

た
。
こ

の
証
書
も
リ
ェ
ー
ジ
ュ
の
公
証
人
ユ
ス
タ
シ
ュ
・
ラ
ン
ド
ルEustache Landres

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
訴
訟
代
理
人
へ
の
権
限
付

与
は
公
証
人
が
し
ば
し
ば
扱
っ
た
事
項
で
あ
っ
た

）
11
（

が
、
と
り
わ
け
こ
の
ケ
ー
ス
の
場
合
、
い
っ
た
ん
行
っ
た
訴
訟
代
理
人
任
命
を
撤
回
し
た

こ
と
が
、
公
証
人
証
書
作
成
の
背
景
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
紛
争
に
関
し
て
は
、
一
三
六
三
年
二
月
に
行
わ
れ
た
司
教

と
聖
堂
参
事
会
の
皇
帝
宮
廷
へ
の
召
喚
に
つ
い

）
11
（

て
、一
三
六
四
年
一
二
月
に
聖
堂
参
事
会
の
依
頼
を
受
け
た
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ァ
ッ
サ
ー

ルJohannes V
assart

に
よ
っ
て
召
喚
証
書
の
写
し
が
作
成
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

一
三
七
八
年
八
月
、
宮
廷
裁
判
官
テ
ッ
シ
ェ
ンT

eschen
公
プ
シ
ェ
ミ
ス
ルPřem

ysl

は
エ
ル
ザ
ス
の
下
級
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク

トU
nterlandvogt

ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ン
ス
テ
ィ
ン
ゲ
ンU

lrich von Finstingen

に
、
皇
帝
の
た
め
に
ラ
イ
ニ
ン
ゲ
ン

Leiningen

伯
エ
ミ
ヒ
ョEm

icho

の
所
領
に
ア
ン
ラ
イ
テ
を
行
う
よ
う
指
令
し

）
11
（

た
。
こ
の
文
書
は
九
月
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
司

教
裁
判
所
の
公
証
人
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ナ
ッ
ハRudolf von Reinach
に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
化
さ
れ
て
い
る
。
同
年
九
月
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に
皇
帝
が
伯
を
ア
ハ
ト
に
処
し
た
証
書
も
同
じ
公
証
人
証
書
に
記
さ
れ
て
い

）
（11
（

る
。

　

ケ
ル
ン
関
係
の
公
証
人
文
書
作
成
の
例
も
、
や
は
り
い
く
つ
か
知
ら
れ
る
が
、
ケ
ル
ン
大
司
教
な
ど
教
会
関
係
の
当
事
者
だ
け
で
な
く
、

ケ
ル
ン
市
も
ま
た
、
公
証
人
に
文
書
を
作
成
さ
せ
て
い
る
。
一
三
五
七
年
二
月
三
日
に
、
ケ
ル
ン
市
の
裁
判
籍
特
権
を
尊
重
し
、
原
告
ゲ

ア
ラ
ッ
ハ
・
フ
ォ
ン
・
レ
ヴ
ィ
ン
クGerlach von Rew

ink

に
ケ
ル
ン
市
で
の
裁
判
を
指
示
す
る
、
宮
廷
裁
判
官
フ
ァ
ル
ケ
ン
ベ
ル
ク

Falkenberg

公
ボ
ル
コBolko

の
証
書
が
出
さ
れ
て
い

）
（1（
（

る
。
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
の
訴
え
に
基
づ
い
て
既
に
一
月
二
〇
日
に
、
宮
廷
裁
判
所
へ
の

召
喚
が
行
わ
れ
て
い
た

）
（10
（

が
、
そ
れ
に
対
し
て
ケ
ル
ン
市
側
は
、
二
月
三
日
の
証
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
公
証
人
が
認
証
し
た
裁
判
籍
特
権
状

を
宮
廷
裁
判
官
に
提
示
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
と
き
市
が
持
ち
出
し
た
裁
判
籍
特
権
状
は
、
お
そ
ら
く
一
三
四
九
年
二
月
に
カ
ー
ル
四
世

が
授
与
し
た
も
の
（
な
い
し
一
三
五
五
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
そ
の
特
権
の
確
認
）
か
、
一
三
四
九
年
八
月
に
一
般
的
な
特
権
確
認
の
中
で

認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
宮
廷
裁
判
所
を
含
め
て
市
外
の
裁
判
所
へ
の
召
喚
か
ら
市
民
を
免
除
し
て
い

）
（10
（

た
。
具
体
的
な
訴
え
を
前
に

し
て
特
権
状
の
効
力
が
問
題
と
な
る
状
況
で
、
市
側
は
公
証
人
を
用
い
、
既
に
い
っ
た
ん
行
わ
れ
た
召
喚
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

た
の
で
あ
る
。
一
三
六
七
年
ご
ろ
に
も
、
ケ
ル
ン
市
は
裁
判
籍
特
権
を
公
証
人
に
抜
粋
さ
せ
て
公
証
人
文
書
を
作
ら
せ
、
そ
の
う
え
で
、
フ

リ
ッ
ツ
・
ア
ガ
ッ
トFritz A
gat

と
い
う
者
の
訴
え
に
も
と
づ
く
宮
廷
裁
判
官
に
よ
る
ケ
ル
ン
市
召
喚
の
取
り
消
し
を
、
皇
帝
に
求
め
て

い
）
（10
（

る
。
市
と
し
て
は
原
告
に
対
し
て
裁
判
を
拒
む
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
の
宮
廷
裁
判
所
へ
の
召
喚
は
市
が
持
つ
裁
判
籍
特
権
に
反
し
て

い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
述
の
一
三
五
七
年
の
事
例
と
同
様
な
状
況
に
お
け
る
公
証
人
利
用
で
あ
る
。
一
方
、
一
三
七
五
年
五
月
一
〇

日
の
カ
ー
ル
四
世
か
ら
ケ
ル
ン
市
へ
の
命
令
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
の
市
内
に
お
け
る
諸
権
利
、
特
に
裁
判
権
を
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
）
（10
（

る
。
六
月
一
日
付
で
、
騎
士
シ
ュ
テ
ー
ヴ
ェ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
ホ
シ
ュ
タ
ー
デ
ンSteven von H

ochstaden

と
エ
ン
ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・

フ
ォ
ン
・
オ
ル
ス
ベ
ッ
クEngelbrecht von O

rsbeck

が
こ
の
命
令
書
を
確
か
に
ケ
ル
ン
市
の
都
市
参
事
会
に
届
け
た
こ
と
を
、
皇
帝
に

復
命
し
て
い
る
が
、
こ
の
復
命
は
公
証
人
証
書
と
し
て
も
作
ら
れ
、
そ
こ
に
皇
帝
の
命
令
書
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

）
（10
（

る
。
召
喚
手
続
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遂
行
の
復
命
と
い
う
点
で
、
上
述
の
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
召
喚
の
ケ
ー
ス
と
類
似
し
た
状
況
に
お
け
る
公
証
人
利
用
と
言
え
よ
う
。

　

帝
国
西
部
の
聖
界
諸
侯
や
教
会
が
公
証
人
に
文
書
を
作
成
さ
せ
て
い
る
例
も
、
い
く
つ
か
あ
る
。
一
三
五
七
年
八
月
に
公
証
人
ペ
ト
ル

ス
・
フ
ォ
ン
・
オ
ー
デ
ル
ン
ハ
イ
ムPetrus von O

dernheim

が
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
た
め
に
公
証
人
証
書
を
作
成
し
て

い
）
（10
（

る
。オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ムO

ppenheim

、オ
ー
デ
ル
ン
ハ
イ
ム
、シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
ス
ブ
ル
クSchw

absburg

な
ど
の
中
ラ
イ
ン
の
国
王
都
市
・

国
王
領
は
い
っ
た
ん
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
座
に
質
入
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
質
入
は
後
に
解
除
さ
れ
た
。
こ
の
件
に
つ
き
、
カ
ー
ル
四
世
は
聖

堂
参
事
会
に
、
質
入
証
書
の
返
還
な
い
し
解
除
を
了
承
し
た
旨
の
証
書
の
発
行
を
要
求
し
た
。
参
事
会
は
し
ば
ら
く
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た

が
、
皇
帝
の
強
硬
な
姿
勢
に
あ
い
、
ま
た
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
自
身
か
ら
の
援
助
も
望
め
な
い
と
い
う
状
況
も
あ
っ
て
、
結
局
は
屈
服
し
、
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
な
ど
に
権
利
を
持
た
な
い
こ
と
、
今
後
何
ら
の
要
求
も
し
な
い
こ
と
、
放
棄
を
宣
言
す
る
証
書
を
皇
帝
に
手
交
す
る
こ
と
、
を

約
束
し
た
。
た
だ
し
参
事
会
は
、
そ
う
し
た
放
棄
文
書
は
、
参
事
会
が
問
題
の
都
市
・
所
領
に
対
し
て
持
つ
権
利
を
将
来
に
わ
た
っ
て
侵
害

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
参
事
会
は
そ
れ
ら
都
市
・
所
領
の
返
還
を
要
求
す
る
権
利
を
留
保
す
る
こ
と
、
を
も
付
け
加
え
た
。
こ
の
間
の

一
件
書

）
（10
（

類
と
上
記
の
よ
う
な
聖
堂
参
事
会
の
約
束
が
公
証
人
証
書
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
な
さ
れ
た
質
入
の
効
力
を
無
効
に
す
る

こ
と
に
か
か
わ
る
事
案
で
あ
り
、
ま
た
参
事
会
が
将
来
に
向
か
っ
て
留
保
を
付
し
て
い
る
点
は
、
前
述
の
ブ
ル
グ
ン
ト
宮
中
伯
オ
ッ
ト
ー
の

ケ
ー
ス
に
類
似
し
て
い
る
。

　

一
三
五
九
年
一
〇
月
に
皇
帝
は
プ
ラ
ハ
で
、
北
ド
イ
ツ
の
教
会
と
聖
職
者
の
保
護
の
た
め
の
大
部
の
特
権
状
を
発
行
し
た
。
皇
帝
は
、
マ

ク
デ
ブ
ル
ク
、ブ
レ
ー
メ
ン
両
大
司
教
管
区
な
ど
の
聖
職
者
か
ら
の
訴
え
に
応
じ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
役
職
を
帯
び
た
俗
人
が
制
定
し
た
立
法
、

規
則
、
布
告
等
を
廃
止
し
た
。
世
俗
貴
族
や
都
市
参
事
会
に
は
、
そ
れ
ら
の
規
則
等
を
撤
回
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
を
根
拠

と
し
て
裁
判
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
た
。
俗
人
が
聖
職
者
を
攻
撃
・
逮
捕
・
略
奪
・
傷
害
な
ど
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
た
。
皇
帝
は
聖
職
者

た
ち
に
対
し
て
は
、
こ
の
皇
帝
の
定
め
を
教
区
教
会
会
議
な
ど
で
公
表
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
特
権
状
に
つ
い
て
、
一
三
六
〇
年
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三
月
に
ブ
レ
ー
メ
ン
大
司
教
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
が
公
証
人
に
写
し
を
作
ら
せ
て
い

）
（10
（

る
。
特
権
状
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
ケ
ー

ス
も
、
先
行
す
る
立
法
、
規
則
、
布
告
な
ど
の
廃
止
と
撤
回
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
二
世
に
よ
る
権
利
侵
害
に
対
し
て
、
マ
イ
ン
ツ
の
聖
ア
ル
バ
ンSt. A

lban

修
道
院
が
皇
帝
の
も
と
に
訴

え
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
皇
帝
は
、
一
三
六
七
年
一
月
に
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
に
ラ
イ
ン
宮
中
伯
と
の
交
渉

と
修
道
院
保
護
を
命

）
（（1
（

じ
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
自
身
に
も
侵
害
を
や
め
る
よ
う
命
令
し

）
（（（
（

た
。
こ
れ
ら
の
文
書
が
、
お
そ
ら
く
修
道
院
側
の
求
め
に

よ
っ
て
、
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ク
セ
ン
ハ
ウ
ゼ
ンJohannes H

einrici von Sachsenhausen

に
よ
っ
て
証

書
化
さ
れ
て
い
る
。
皇
帝
の
命
令
書
を
修
道
院
が
一
括
し
て
受
領
し
、
そ
の
内
容
を
公
証
人
に
確
認
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
三
六
四
年
一
〇
月
に
は
、
ト
リ
ー
ア
大
司
教
ク
ー
ノ
と
ト
リ
ー
ア
市
と
の
紛
争
に
お
い
て
公
証
人
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
司
教
区
の
エ
グ
ベ

ル
トEgbert

（
故
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
ゲ
ベ
ル
クEberhard von Eggeberg

の
子
）
に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
が
作
ら
れ

て
い

）
（（0
（

る
。
両
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張

）
（（0
（

点
を
交
換
し
た
こ
と
、
お
よ
び
大
司
教
の
訴
訟
代
理
人
任
命
と
全
権
付

）
（（0
（

与
が
認
証
さ
れ
て
い
る
。

証
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
公
証
人
だ
け
で
な
く
、
参
審
人
な
ど
市
側
の
人
間
と
大
司
教
の
訴
訟
代
理
人
も
と
も
に
出
席
し
て
い
た
。
翌

一
一
月
に
は
、
皇
帝
の
前
へ
出
る
こ
と
を
約
束
し
た
大
司
教
の
証

）
（（0
（

書
が
や
は
り
公
証
人
エ
グ
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
て
い

）
（（0
（

る
。
同
じ
く

一
一
月
に
は
ト
リ
ー
ア
市
が
、
オ
ッ
ト
ー
四
世
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
、
カ
ー
ル
四
世
の
証
書
を
公
証
人
証
書
に
書
き
留
め
さ
せ
て
い

）
（（0
（

る
。

一
三
六
四
年
一
二
月
の
皇
帝
の
判
決
は
、
大
司
教
側
に
有
利
な
内
容
で
あ
っ
た

）
（（0
（

が
、
一
三
六
五
年
一
月
に
は
、
皇
帝
が
大
司
教
側
に
有
利

な
判
決
を
下
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
大
司
教
か
ら
市
へ
の
手
紙
が
、
騎
士
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ヴ
ァ
ル
ポ
ド
・
フ
ォ
ン
・
バ
ッ
セ
ン
ハ
イ
ム

D
ietrich W

alpod von Bassenheim

と
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
リ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ンJohann von Liebenstein

に
よ
っ
て
市
側
に
渡

さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
大
司
教
側
が
以
前
の
皇
帝
へ
の
仲
裁
付

）
（（0
（

託
に
し
た
が
っ
て
皇
帝
の
判
決
を
受
け
入
れ
る
よ
う
市
側
に
要
求

し
た
こ
と
、
市
側
が
皇
帝
の
判
決
が
途
中
で
大
司
教
有
利
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
も
基
本
的
に
要
求
を
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
見
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せ
た
こ
と
を
述
べ
る
公
証
人
証
書
が
、
公
証
人
テ
ィ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ク
レ
ー
フ
ェ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い

）
（01
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ

ら
一
連
の
ケ
ー
ス
で
は
、
大
司
教
側
が
主
導
し
な
が
ら
も
、
お
お
む
ね
大
司
教
側
と
都
市
側
が
合
意
し
た
う
え
で
、
公
証
人
文
書
の
作
成
が

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
多
く
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

教
会
や
修
道
院
に
よ
る
公
証
人
文
書
利
用
は
、
ラ
イ
ン
以
東
で
も
こ
の
時
期
か
な
り
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
と

ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
市
の
再
度
の
争
い
に
関
し
て
、
や
は
り
何
通
か
の
公
証
人
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
紛
争
は
市
側
の
法
制
定

に
よ
る
騎
士
修
道
会
の
権
利
の
侵
害
を
争
点
と
し
て
い
た
。
騎
士
修
道
会
が
皇
帝
の
も
と
へ
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
カ
ー
ル
四
世
は
聖
界
諸

侯
に
決
定
を
ゆ
だ
ね
た
。
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
市
は
、
一
三
五
七
年
一
〇
月
に
、
皇
帝
宮
廷
で
の
訴
訟
に
つ
い
て
の
訴
訟
代
理
人
へ
の
権
限

委
任
状
を
、
公
証
人
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
に
作
成
さ
せ

）
（12a
（

た
。
一
三
五
八
年
七
月
四
日
に
は
、

公
証
人
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ロ
ト
ハ
イ
ムN

ikolaus von Schlotheim

が
エ
ア
フ
ル
ト
で
、
騎
士
修
道
会
の
求
め
に
応
じ
て
、

同
年
五
月
に
ミ
ン
デ
ンM

inden

司
教
が
下
し
た
修
道
会
有
利
な
判
決
を
認
証
し
て
い

）
（0（
（

る
。
こ
の
判
決
自
体
も
、
オ
ル
ミ
ュ
ッ
ツO

lm
ütz

司
教
区
の
聖
職
者
で
公
証
人
の
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ビ
シ
ェW

enzel von Crabiče

に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
化
さ
れ
て
伝
わ
っ

て
い

）
（00
（

る
。
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
に
よ
る
ミ
ン
デ
ン
司
教
の
判
決
の
確

）
（00
（

認
も
ま
た
、
や
は
り
騎
士
修
道
会
の
求
め
に
よ
り
、
七
月
四
日
に
同
じ
く

公
証
人
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
よ
り
認
証
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
更
に
一
三
五
八
年
一
月
の
ラ
イ
ト
ミ
シ
ュ
ルLeitom

ischl

司
教
に
よ
る
同
様
に
修
道
会

側
に
有
利
な
判

）
（00
（

決
と
皇
帝
に
よ
る
そ
の
確

）
（00
（

認
も
ま
た
、
七
月
四
日
に
同
じ
く
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
よ
り
公
証
人
証
書
化
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
判
決
が
下

さ
れ
た
こ
と
も
、
既
に
一
月
に
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ザ
ッ
ト
ラ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ム
ニ
ッ
ツJohannes Sattler von Chem

nitz

に
よ
り

認
証
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
同
年
七
月
二
一
日
に
は
、
公
証
人
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
、
関
係
文
書
の
写

）
（00
（

し
を
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
市
に
送
達
し
市
民
の
前

で
読
み
上
げ
た
こ
と
を
証
言
す
る
証
書
を
作
成
し
て
い

）
（01
（

る
。
一
三
五
八
年
一
二
月
に
は
、
両
者
の
仲
裁
裁
判
を
め
ぐ
る
交
渉
の
経
過
（
最

後
に
は
市
側
が
合
意
を
拒
否
し
て
交
渉
の
場
か
ら
去
る
）
が
、
や
は
り
公
証
人
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
と
し
て
作
成
さ
れ
て
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い
）
（0（
（

る
。
こ
れ
も
修
道
会
が
作
ら
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
交
渉
経
過
に
つ
い
て
マ
イ
セ
ン
辺
境
伯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
一
三
五
九
年
一
月
ご
ろ

に
出
し
た
証
書
に
も
、
修
道
会
側
が
公
証
人
文
書
の
作
成
を
求
め
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い

）
（00
（

る
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
は
、
紛

争
過
程
の
各
段
階
ご
と
に
い
ち
い
ち
公
証
人
文
書
を
作
成
さ
せ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
が
地
中
海
世
界
に
由
来
す

る
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
の
他
、
手
続
が
司
教
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
市
側
も
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
の
も
と
に
訴
え

て
い
た
こ
と
な
ど
、
教
会
裁
判
権
の
手
続
と
の
関
係
が
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

一
三
五
八
年
七
月
三
〇
日
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
発
行
さ
れ
た
証
書
で
、
カ
ー
ル
四
世
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
クW

ürttem
berg

伯

エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
お
よ
び
ウ
ル
リ
ヒ
に
対
し
て
、
彼
ら
に
仕
え
る
貴
族
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
お
よ
び
コ
ン
ラ
ー
ト
・
シ
ェ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン

プ
ル
クSchenken von Lim

purg
が
大
コ
ム
ブ
ル
クGroß-Com

burg

修
道
院
か
ら
不
法
な
流
通
税
を
徴
収
し
た
こ
と
、
ま
た
や
は
り

伯
の
従
者
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ュ
ル
ン
ハ
イ
ムK

onrad von H
ürnheim

が
修
道
士
た
ち
か
ら
公
道
で
財
産
を
奪
っ
た
う
え
、
い

ま
だ
に
返
還
し
な
い
こ
と
を
伝
え
、
流
通
税
徴
収
を
や
め
さ
せ
、
財
産
を
返
還
さ
せ
る
よ
う
命
令
し

）
（00
（

た
。
修
道
院
側
は
こ
の
証
書
を
八
月
二

日
に
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
で
、
公
証
人
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
キ
ッ
ツ
ィ
ン
ゲ
ンFriedrich von K

itzingen

に
公
証
人
証
書
と
し
て

作
成
さ
せ
て
い

）
（00
（

る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
コ
ン
ブ
ル
ク
は
、
特
に
一
四
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
没
落
の
度
を
強
め
て

お
り
、
フ
ォ
ー
ク
ト
の
地
位
を
要
求
す
る
シ
ェ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
プ
ル
ク
な
ど
の
圧
迫
を
受
け
て
い
た
。
皇
帝
は
既
に
一
三
五
五
年
七

月
に
、
修
道
院
か
ら
の
訴
え
を
受
け
て
、
修
道
院
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
を
や
め
る
よ
う
、
シ
ェ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
プ
ル
ク
に
命
令
し

て
い

）
（00
（

た
。
ま
た
修
道
院
の
フ
ォ
ー
ク
ト
職
は
当
時
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ビ
ッ
シ
ュ
・
ハ
ルSchw

äbisch-H
all

市
に
移
っ
て
お
り
、
カ
ー
ル
四
世
は

一
三
五
八
年
七
月
二
九
日
付
で
市
に
修
道
院
を
保
護
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る

）
（00
（

が
、
こ
れ
ら
の
皇
帝
命
令
も
修
道
院
に
と
っ
て
余
り
役
に
立
っ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

）
（00
（

る
。
こ
う
し
た
事
情
が
修
道
院
に
公
証
人
利
用
を
促
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
三
七
一
年
五
月
に
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
の
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
トH

ersfeld

修
道
院
と
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
市
の
市
内
に
お
け
る
課
税
な
ど
を
め
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ぐ
る
対
立
に
関
連
し
て
、
修
道
士
総
会K

onvent

を
代
表
す
る
総
会
長D

ekan

ア
ル
ベ
ル
ト
が
公
証
人
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
タ
ン

D
ietrich von T

ann

に
証
書
を
作
ら
せ
て
い

）
（00
（

る
。
こ
の
紛
争
に
お
い
て
は
、
ま
ず
修
道
院
長
ベ
ル
ト
ル
ト
ら
の
修
道
院
側
が
宮
廷
裁
判
所

へ
訴
え
た
が
、
お
そ
ら
く
皇
帝
の
意
を
受
け
た
ゲ
ッ
ツ
ェ
・
フ
ォ
ン
・
グ
ロ
シ
ュ
タ
イ
ンGötze von Grostein

（
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク

の
聖
ペ
ー
タ
ー
教
会
の
参
事
会
長Propst

）
と
騎
士
ス
テ
ィ
ス
ラ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ト
ミ
ュ
ー
ルStislav von W

eitm
ühl

へ
の
仲

裁
付
託
が
両
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
一
三
七
一
年
二
月
に
は
彼
ら
に
よ
る
仲
裁
判
決
が
出
さ
れ

）
（00
（

て
、
カ
ー
ル
四
世
も
宮
廷
裁
判
所
印
章

付
の
証
書
で
そ
れ
を
確
認
し

）
（01
（

た
。
こ
の
確
認
証
書
は
、
市
側
の
要
請
に
よ
り
一
三
七
一
年
四
月
に
、
皇
帝
の
金
印
付
証
書
で
再
度
確
認
さ

れ
）
（0（
（

た
。
と
こ
ろ
が
、
公
証
人
証
書
に
よ
れ
ば
、
修
道
院
総
会
側
は
、
自
ら
の
主
張
を
裏
付
け
る
証
書
を
提
示
し
つ
つ
、
仲
裁
判
決
に
反
論
し
、

ま
た
件
の
金
印
証
書
は
詐
欺
的
手
続
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
教
皇
庁
に
上
訴
を
行
っ
た
こ
と
を
宣
言
し
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
経
過
を
公
証
人
が
証
書
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
教
皇
庁
へ
の
上
訴
と
い
う
事
情
が
、
教
会
裁
判
所
で
の

証
明
力
を
確
保
す
べ
く
公
証
人
証
書
を
作
ら
せ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
っ
た
ん
仲
裁
付
託
に
同
意
し
な
が
ら
、
仲
裁
判
決
も

そ
れ
を
確
認
し
た
皇
帝
証
書
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
特
異
な
状
況
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

一
三
七
七
年
一
一
月
に
は
、皇
帝
臨
席
の
も
と
、ザ
ク
セ
ン
＝
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
ヘ
ル
フ
ォ

ル
トH

erfold

修
道
院
と
ヘ
ル
フ
ォ
ル
ト
市
に
い
か
な
る
権
利
も
持
た
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
ヘ
ル
フ
ォ
ル
ト
女
子
修
道
院
長

ヒ
ル
デ
グ
ン
トH

ildegund

は
、
こ
れ
を
パ
ー
ダ
ー
ボ
ル
ン
司
教
区
の
聖
職
者
で
公
証
人
の
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ハ
ン
テ
ロ
エSiegfried 

H
anteloye

に
公
証
人
証
書
と
し
て
作
成
さ
せ
て
い

）
（00
（

る
。
そ
の
際
、
修
道
院
が
提
示
し
た
と
思
わ
れ
る
、
一
一
四
七
年
の
コ
ン
ラ
ー
ト
三
世

の
特
権
状
お
よ
び
一
一
五
五
年
の
教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
四
世
の
教
皇
勅
書
が
証
書
中
に
挿
入
さ
れ
、
検
分
さ
れ
読
み
上
げ
ら
れ
た
そ
れ
ら
の

特
権
状
に
も
と
づ
い
て
皇
帝
自
身
が
、
ヘ
ル
フ
ォ
ル
ト
が
公
に
属
し
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
公
証
人
文
書
を
使
う
の
は
教
会
関
係
者
だ
け
で
は
な
い
。
既
に
こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
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期
に
は
、
都
市
や
世
俗
貴
族
が
公
証
人
に
文
書
を
作
ら
せ
て
い
る
例
が
か
な
り
の
数
見
ら
れ
る
。
一
三
五
八
年
六
月
二
日
に
皇
帝
は
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
市
の
訴
え
に
応
じ
て
、
貴
族
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
プ
シ
ュ
タ
イ
ンEberhard von Eppstein

に
、
シ
ュ
タ
イ
ン

ハ
イ
ムSteinheim

の
流
通
税
徴
収
所
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
民
か
ら
税
を
取
ら
な
い
よ
う
命
令
し

）
（00
（

た
。
こ
の
文
書
が
、
一
三
五
八
年
六
月

二
二
日
付
の
コ
ン
ラ
ー
ト
・
エ
ッ
カ
ル
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ン
ベ
ル
クK

onrad Eckardi von Bam
berg

の
公
証
人
証
書
に
含
ま
れ
て
伝

わ
っ
て
い
る
。
国
王
都
市
に
よ
る
公
証
人
証
書
利
用
の
事
例
で
あ

）
（00
（

る
。

　

一
三
六
〇
年
三
月
に
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
・
フ
ォ
ン
・
カ
ッ
ツ
ェ
ン
エ
ル
ン
ボ
ー
ゲ
ンElisabeth von K

atzenelnbogen

が
ヴ
ォ
ル
ム
ス
で
、

リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
区
の
公
証
人
ペ
ト
ル
ス
・
ケ
ラ
ー
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ア
ー
ヘ
ンPetrus K

ellerm
ann von A

achen

に
公
証
人
証
書
を

作
ら
せ
て
い

）
（00
（

る
。
内
容
は
、
彼
女
が
夫
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ェ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
エ
ア
バ
ッ
ハEberhard Schenk von Erbach

を
シ
ュ

タ
イ
ン
ハ
イ
ムSteinheim

な
ど
に
お
け
る
彼
女
の
権
利
の
代
理
人
に
任
命
し
、
聖
俗
裁
判
所
に
お
け
る
、
そ
し
て
と
り
わ
け
皇
帝
の
も
と

に
お
け
る
訴
訟
遂
行
な
ど
の
権
限
を
与
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
は
兄
弟
の
カ
ッ
ツ
ェ
ン
エ
ル
ン
ボ
ー
ゲ
ン
伯
エ
ー
バ
ー
ハ
ル

ト
四
世
が
子
な
く
し
て
死
ん
だ
た
め
、
ベ
ル
ト
ル
ト
三
世
に
始
ま
る
伯
分
家
の
相
続
人
と
し
て
、
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
エ
プ
シ
ュ

タ
イ
ン
と
所
領
を
争
う
立
場
に
あ
っ
た
。
訴
訟
権
限
の
授
与
と
い
う
点
で
は
、
前
述
の
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
ケ
ー
ス
と
似
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
司
教
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
が
同
席
し
、
請
わ
れ
て
文
書
に
印
章
を
付
し
て
い
る
こ
と
も
注

目
さ
れ

）
（00
（

る
。
あ
る
い
は
、
公
証
人
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
司
教
の
助
言
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
後
、
実
際
に
シ
ェ
ン
ク
・

フ
ォ
ン
・
エ
ア
バ
ッ
ハ
は
、
皇
帝
宮
廷
で
エ
プ
シ
タ
イ
ン
相
手
に
訴
訟
を
遂
行
し
、
ア
ハ
ト
判
決
を
獲
得
す
る
な
ど
し
て
い

）
（00
（

る
。

　

お
そ
ら
く
一
三
六
一
年
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
市
が
、
皇
帝
か
ら
裁
判
官
と
し
て
の
任
務
を
委
託
さ
れ
た
ゴ
ス
ラ
ー
市
の
参
事
会
の
前
で
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
い
る
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ト
ー
テH

erm
ann Stote

と
の
五
年
以
上
に
及
ぶ
争
い
に
お
け
る
市
側
の
訴
え
を
、
公
証
人

文
書
に
作
成
さ
せ
て
い

）
（00
（

る
。
こ
こ
で
、
市
側
の
訴
訟
代
理
人
に
し
て
法
律
顧
問Syndikus

と
し
て
、
パ
ー
ダ
ー
ボ
ル
ン
司
教
区
の
聖
職
者
、
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マ
ギ
ス
テ
ル
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
ヴ
ァ
ル
ツ
ハ
ウ
ゼ
ンM

agister H
ildebrand von H

ilw
artshausen

が
登
場
し
て
い

る
の
は
目
に
付
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
証
人
文
書
で
は
、
皇
帝
の
委
託
が
ド
イ
ツ
語
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
要
求
も
ド
イ
ツ
語
で
書
か

れ
た
方
が
適
切
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
も
し
シ
ュ
ト
ー
テ
が
市
側
の
要
求
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
望
み
ど
お
り
訳
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
し
法
的
抗
弁
は
ド
イ
ツ
語
よ
り
も
ラ
テ
ン
語
の
方
が
よ
り
す
み
や
か
に
な
さ
れ
う
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い

）
（00
（

る
。
こ

の
よ
う
な
言
い
方
か
ら
す
る
と
、
お
そ
ら
く
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
学
識
法
の
知
識
を
有
し
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
紛
争
に
関
係

し
て
は
、
一
三
六
一
年
一
〇
月
に
も
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
市
が
、
マ
イ
ン
ツ
司
教
区
の
聖
職
者
で
公
証
人
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ガ

ン
ダ
ー
ス
ハ
イ
ムD

ietrich von Gandersheim

に
皇
帝
証
書
の
内
容
を
認
証
さ
せ
て
い

）
（01
（

る
。

　

ハ
ン
ブ
ル
ク
市
と
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
伯
ア
ー
ド
ル
フ
の
紛
争
に
お
い
て
は
、
伯
側
が
い
く
つ
か
の
公
証
人
証
書
を
作
ら
せ
て
い
る
。

一
三
六
三
年
五
月
二
六
日
に
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
、
公
証
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ボ
ル
クH

einrich von W
ittenborg

（
ラ
ッ
ツ
ェ

ブ
ル
クRatzeburg

司
教
区
の
聖
職
者
）
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証

）
（0（
（

書
は
、
手
続
の
一
件
書

）
（00
（

類
を
含
む
大
部
の
も
の
で
あ
る
。
皇
帝
か
ら
こ

の
対
立
に
つ
い
て
の
委
任
裁
判
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
公
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
、必
要
な
際
に
そ
こ
か
ら
証
書
を
作
れ
る
よ
う
に
、

関
係
書
類
を
記
録
す
る
よ
う
公
証
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
命
じ
、
そ
の
後
一
件
書
類
の
記
載
が
続
き
、
最
後
は
公
が
期
日
を
同
日
夕
方
ま
で
延
期

し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
同
日
付
で
や
は
り
公
証
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
よ
り
書
か
れ
た
別
の
証
書
で
は
、
市
側
が
皇
帝
の
も
と
へ
上
訴
を
行
う
こ

と
を
提
起
し
た
の
に
対
し
て
、
公
が
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
市
側
が
裁
判
の
場
か
ら
退
去
し
、
そ
れ
に
対
し
て
市
側
の
行
動
を
裁
判

懈
怠contum

acia

と
す
る
決
定
が
宣
告
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
同
年
六
月
に
も
や
は
り
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
、
同
じ
公
証
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
手
に
よ

り
、
い
く
つ
か
の
文

）
（00
（

書
が
公
証
人
証
書
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い

）
（00
（

る
。
証
書
は
、
こ
の
六
月
の
期
日
に
も
市
側
が
皇
帝
へ
の
上
訴
を
行
っ
た

が
認
め
ら
れ
ず
、
市
側
が
退
去
し
た
後
、
最
終
的
に
伯
側
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
一
連
の
手
続
の
中
で
、
市
側
の

皇
帝
へ
の
上
訴
を
封
じ
こ
め
る
と
い
う
必
要
が
、
公
証
人
証
書
作
成
を
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ザ
ク
セ
ン
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
公
と
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
の
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
の
遺
産
を
め
ぐ
る
対
立
で
も
、
先
行
す
る

法
的
行
為
を
無
効
と
す
る
皇
帝
証
書
か
ら
、
一
三
七
一
年
一
二
月
に
、
何
通
か
の
公
証
人
証
書
が
作
成
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。

　

一
三
七
四
年
五
月
の
皇
帝
証
書
は
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
民
を
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
フ
ェ
ー
メ
裁
判
所Freistuhl, Freigericht

へ
召
喚
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
市
の
裁
判
籍
特
権
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
市
民
に
対
し
て
フ
ェ
ー
メ
裁
判
所
に
起
こ
さ
れ
た
訴
訟

は
皇
帝
宮
廷
へ
回
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ

）
（00
（

る
。
こ
の
証
書
は
公
証
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
コ
ン
ラ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
・
デ
ィ
ー
ン
ブ
ル
クH

einrich 

Conradi von D
ienburg

と
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
聖
職
者
エ
ッ
カ
ル
トEckhard

の
確
認
証
書V

idim
us

の
形
で
伝
存
し
て
い
る
が
、
確

認
証
書
の
発
行
日
付
は
不
明
で
あ
る
。
確
認
証
書
は
市
の
求
め
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
籍
特
権
を
公
証
人
文
書
化
し
た
前
述
の
ケ

ル
ン
市
の
ケ
ー
ス
に
近
い
例
と
言
え
よ
う
。

　

一
三
七
五
年
五
月
二
〇
日
付
の
カ
ー
ル
四
世
か
ら
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
公
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
へ
の
命
令
書
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は
ラ
イ
ン
宮
中
伯

ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
に
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ンK

aiserslautern

な
ど
を
ゆ
だ
ね
た
が
、
フ
ェ
ル
デ
ン
ツ
伯
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
こ
の
処
分
に

抵
抗
し
て
い
る
。
伯
は
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
同
意
と
指
示
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
引
き
渡
す
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
帝
は
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル

に
、
た
だ
ち
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
指
示
し
て
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン
等
を
ラ
イ
ン
宮
中
伯
に
引
き
渡
さ
せ
る
よ
う
命
令
し
て
い

）
（00
（

る
。
こ
の
命

令
書
が
五
月
三
一
日
付
の
公
証
人
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
公
証
人
証
書
自
体
は
、
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン
の
市
立
文
書
館
に
伝
わ
っ

て
い
る
。
更
に
、
同
じ
く
五
月
二
〇
日
付
の
フ
ェ
ル
デ
ン
ツ
伯
あ
て
の
命
令
書
で
、
皇
帝
は
、
伯
自
身
に
対
し
て
も
、
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ

ル
ン
等
を
引
き
渡
す
よ
う
命
令
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
伯
は
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
か
ら
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン
の
城
と
都
市
を
ゆ
だ
ね

ら
れ
た
が
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
そ
れ
を
た
だ
帝
国
代
理Reichsvikar
と
し
て
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
皇
帝
自
身
が
ラ
イ

ン
宮
中
伯
に
そ
れ
ら
を
任
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
伯
は
た
だ
ち
に
抵
抗
な
く
、
城
と
都
市
を
宮
中
伯
に
引
き
渡
す
べ
き
で
あ

）
（00
（

る
。
こ
の

命
令
書
も
、同
じ
五
月
三
一
日
付
の
公
証
人
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
も
、ま
ず
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
公
に
よ
る
処
分
が
あ
り
、
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そ
れ
を
皇
帝
の
処
分
に
よ
っ
て
覆
す
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
案
件
の
関
係
で
は
、
皇
帝
は
一
三
七
五
年
七
月
に
カ
イ
ザ
ー
ス

ラ
ウ
テ
ル
ン
市
に
も
命
令
書
を
送
り
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
に
服
従
宣
誓
を
行
う
よ
う
命
令
し
て
い
る

）
（01
（

が
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
も
一
三
七
五
年

八
月
二
七
日
お
よ
び
一
三
九
〇
年
五
月
に
確
認
証
書V

idim
us

が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
作
成
日
付
は
、
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン

市
が
ラ
イ
ン
宮
中
伯
に
服
従
宣
誓
を
行
っ
た
二
日
後
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
公
証
人
が
関
与
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

一
三
七
七
年
六
月
に
、カ
ー
ル
四
世
は
、エ
ス
リ
ン
ゲ
ンEßlingen

、ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ルRottw

eil

、ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ンReutlingen

、ヴ
ァ

イ
ルW

eil

の
各
市
を
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
伯
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
と
ウ
ル
リ
ヒ
お
よ
び
そ
の
他
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
伯
、
お
よ
び
ク
ラ

フ
ト
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
エ
ン
ロ
ー
エK

raft von H
ohenlohe

の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
と
し
て
の
権
限
と
保
護
へ
の
服
従
か
ら
解
放
し
た
。

た
だ
し
皇
帝
が
他
の
者
を
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
に
任
命
し
た
場
合
は
、
彼
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
ヴ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
ク
伯
は
エ
ス
リ
ン
ゲ
ン
な
ど
下
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
国
王
諸
都
市
を
支
配
下
に
お
こ
う
と
努
め
て
い
た
が
、
こ
の
処
分
に
よ
り
皇
帝

は
、
都
市
同
盟
を
結
ん
で
結
束
し
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
諸
都
市
に
譲
歩
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
証
書
が
、
一
三
七
七
年
五
月
の
同
趣

旨
の
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
証
書
と
と
も
に
、
一
三
八
七
年
に
エ
ス
リ
ン
ゲ
ン
市
が
作
ら
せ
た
公
証
人
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。
公
証
人
証

書
の
作
成
時
期
は
次
の
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
治
世
期
に
属
す
る
が
、
こ
の
時
点
で
下
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
諸
都
市
と
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
と

の
関
係
に
つ
い
て
紛
争
が
再
燃
し
て
い
た
こ
と
が
、
証
書
作
成
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

）
（0（
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ー
ル
四
世
の
も
と

）
（00
（

で
、
と
り
わ
け
一
三
五
〇
、六
〇
年
代
に
比
較
的
多
く
、
国
王
裁
判
権
の
活
動
に
か
か
わ
っ
て
当
事

者
た
ち
が
公
証
人
を
利
用
し
て
い
た
。
カ
ー
ル
四
世
治
世
以
前
と
比
較
す
る
と
、
公
証
人
利
用
は
活
発
化
し
て
き
て
い
る
。
史
料
の
残
る
地

理
的
範
囲
は
、
前
代
か
ら
多
く
見
ら
れ
た
帝
国
西
部
境
界
地
方
の
他
、
帝
国
西
部
か
ら
ラ
イ
ン
以
東
の
か
な
り
広
い
空
間
に
及
ん
で
お
り
、

ま
た
当
事
者
の
身
分
の
点
で
も
、
教
会
と
聖
職
者
だ
け
で
な
く
、
都
市
も
か
な
り
現
れ
、
数
は
少
な
い
が
世
俗
貴
族
も
登
場
す
る
。
公
証
人

文
書
が
登
場
す
る
文
脈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
訴
訟
代
理
人
の
任
命
や
召
喚
手
続
の
遂
行
報
告
と
い
っ
た
裁
判
手
続
関
係
の
案
件
の
他
、
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相
手
方
の
抵
抗
に
よ
り
困
難
が
予
想
さ
れ
る
状
況
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
も
関
連
し
て
、
先
行
す
る
処
分
を
撤
回
・
変
更
す
る
、

以
前
の
文
書
の
解
釈
を
行
う
、
以
前
に
発
行
さ
れ
た
文
書
の
効
力
を
否
定
す
る
、
な
ど
の
事
情
が
多
く
現
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
事
情
は
既
に
前
代
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
カ
ー
ル
四
世
の
も
と
で
も
数
多
く
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

四
．
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
時
代
（
一
三
七
八－

一
四
〇
〇
年
）

　

ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
治
世
に
入
る
と
、
史
料
集
に
現
れ
る
公
証
人
文
書
の
数
は
大
き
く
減
少
す
る
。
特
に
一
三
八
〇
年
代
か
ら
は
わ
ず
か
し
か

伝
わ
ら
な
い
。
た
し
か
に
父
カ
ー
ル
四
世
と
比
べ
て
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
治
世
は
短
期
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
勘
案
し
て
も
減
少
傾
向
に
は

著
し
い
も
の
が
あ
る
。

　

帝
国
西
部
境
界
地
方
か
ら
の
事
例
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
一
三
九
五
年
二
月
に
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
が
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ

ル
ク
市
に
宮
廷
往
復
の
安
全
通
行
権
を
付
与
し
て
い
る
が
、
こ
の
証
書
が
同
年
三
月
に
聖
職
者
で
公
証
人
の
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ダ
ー
・
フ
ォ

ン
・
エ
ス
リ
ン
ゲ
ンJohann W

erder von Eßlingen
お
よ
び
公
証
人
ヴ
ェ
ル
ン
ヘ
ル
・
シ
ュ
パ
ツ
ィ
ン
ガ
ーW

ernher Spatzinger

に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
司
教
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
公
証
人
文
書
に
挿
入
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
一
三
九
七
年
六
月
に
は
、
国
王
が
デ

ヴ
ェ
ン
テ
ルD

eventer

市
を
国
王
宮
廷
に
召
喚
し
た
。
そ
の
際
デ
ヴ
ェ
ン
テ
ル
で
実
行
さ
れ
た
召
喚
手
続
、
す
な
わ
ち
国
王
の
召
喚
状
が

確
か
に
市
側
に
手
渡
さ
れ
た
こ
と
が
、
教
皇
の
公
証
人
で
ケ
ル
ン
司
教
区
の
聖
職
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ッ

シ
ェ
ルW
ilhelm

 Gottschalk von W
ischel

と
皇
帝
の
公
証
人
で
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
区
の
聖
職
者
ラ
ン
ベ
ル
ト
・
ラ
ン
デ
ンLam

bert 

Randen

に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

）
（00
（

る
。
既
に
い
く
つ
か
見
た
よ
う
な
、
召
喚
手
続
の
完
遂
を
証
明
す
る
と
い
う
文
脈
で

あ
る
。
一
三
九
八
年
九
月
に
は
、
教
皇
と
皇
帝
の
公
証
人
イ
ン
グ
ラ
ム
・
ド
メ
ルIngram

 D
om

el

（
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
区
の
聖
職
者
）
が
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デ
ヴ
ェ
ン
テ
ル
市
民
の
国
王
宮
廷
裁
判
所
へ
の
召
喚
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
公
証
人
証
書
と
し
て
書
い
て
い

）
（00
（

る
。

　

ケ
ル
ン
関
係
の
事
例
が
や
は
り
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
一
三
八
七
年
七
月
の
国
王
証
書
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ら
の
求

め
に
応
じ
て
、
パ
ド
ベ
ル
ク
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒFriedrich von dem

 alten H
aus zu Padberg

と
そ
の
子
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
ヴ
ェ
ス
ト

フ
ァ
ー
レ
ン
の
パ
ド
ベ
ル
ク
の
フ
ェ
ー
メ
裁
判
所Freigrafschaft

を
不
法
に
占
拠
し
て
い
る
こ
と
を
認
定
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
国
王
は

同
裁
判
所
を
廃
止
し
、
同
裁
判
所
の
こ
れ
ま
で
の
行
為
の
効
力
を
否
定
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
対
し
て
は
裁
判
所
か
ら
手
を
引
き
ケ
ル
ン
大

司
教
を
害
し
な
い
よ
う
求
め
て
い

）
（00
（

る
。
こ
の
証
書
は
一
三
八
八
年
一
月
に
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
デ
ン
ブ
ル
ッ
フJohannes 

von Radenbruch

に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
化
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
や
は
り
文
書
の
内
容
が
、
裁
判
所
を
廃
止
し
、
特
に
従
来
裁
判
所
が
行
っ

た
措
置
を
無
効
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
注
目
し
て
お
こ
う
。

　

一
三
九
三
年
二
月
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
ケ
ル
ン
市
に
対
し
て
、
市
の
使
節
と
し
て
来
た
騎
士
ヒ
ル
ガ
ー
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
シ
ュ
テ
ッ
セ

ンH
ilger von der Stessen

の
言
う
と
こ
ろ
を
聞
き
、
市
に
有
利
な
決
定
を
下
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
国
王
は
そ
の
中
で
、
ド
イ

ツD
eutz

修
道
院
問
題
と
流
通
税
問
題
に
つ
い
て
は
（
ヒ
ル
ガ
ー
に
国
王
の
意
向
を
伝
え
た
の
で
）
彼
と
よ
く
協
議
す
る
よ
う
に
と
命
じ

て
い
る
。
こ
の
文
書
が
、
そ
の
後
一
三
九
六
年
二
月
に
な
っ
て
ケ
ル
ン
（
大
）
司
教
区
の
聖
職
者
に
し
て
教
皇
の
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ

ン
・
ア
ン
ラ
ー
トJohannes von A

nrath

に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
ド
イ
ツ
修
道
院
は
一
三
九
三
年
三
月
に
ケ
ル
ン
市
に
よ
っ
て

占
拠
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ケ
ル
ン
市
と
ケ
ル
ン
大
司
教
お
よ
び
ベ
ル
ク
公
と
の
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
一
三
九
六
年
一

月
以
後
ケ
ル
ン
市
が
ヒ
ル
ガ
ー
お
よ
び
そ
の
党
派
を
訴
追
す
る
際
に
も
影
響
を
与
え
た
。
公
証
人
文
書
は
お
そ
ら
く
こ
の
訴
追
と
の
関
係
で

作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

）
（00
（

る
。

　

一
三
九
九
年
一
二
月
二
〇
日
、
国
王
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
ケ
ル
ン
市
に
、
ヨ
ハ
ン
・
カ
ヌ
スJohann Canus

が
ケ
ル
ン
市
を
国
王
宮
廷
裁

判
所
に
訴
え
て
召
喚
し
た
件
に
つ
き
、
市
の
求
め
に
応
じ
て
、
国
王
が
ド
イ
ツ
に
来
て
決
定
（
和
解
な
い
し
判
決
）
す
る
ま
で
手
続
を
停
止
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さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
知
ら
せ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
間
、
原
告
の
家
や
財
産
は
無
傷
で
あ
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
こ
の
証
書
が
一
二

月
二
二
日
以
後
に
公
証
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
レ
ン
トH

einrich V
rend

に
よ
っ
て
写
さ
れ
て
ケ
ル
ン
市
に
伝
存
し
て
い

）
（00
（

る
。
こ
れ
も
、
い
っ

た
ん
行
わ
れ
た
召
喚
の
効
力
を
停
止
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

他
に
、
教
会
と
聖
職
者
が
公
証
人
に
文
書
を
作
成
さ
せ
て
い
る
例
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
一
三
八
八
年
九
月
に
ヴ
ェ
ン

ツ
ェ
ル
は
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
市
壁
外
の
聖
モ
ー
リ
ッ
ツSt. M

oritz

教
会
の
た
め
に
大
部
の
保
護
特
権
状
を
発
行
し
て
い
る
が
、
ヒ
ル
デ
ス

ハ
イ
ム
司
教
ゲ
ア
ハ
ル
ト
は
一
三
九
一
年
一
〇
月
に
公
証
人
ア
ル
ベ
ル
ト
・
グ
ル
デ
ン
ク
ロ
ー
ンA

lbert Guldencron

に
命
じ
て
こ
の
特

権
状
の
写
し
を
作
成
さ
せ
て
い

）
（01
（

る
。
こ
の
特
権
状
は
、
世
俗
の
諸
侯
、
貴
族
、
都
市
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
圧
迫
や
権
利
侵
害
が
教
会
と
修
道

院
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
そ
う
し
た
世
俗
側
の
行
為
・
処
分
な
ど
を
す
べ
て
無
効
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
前

述
し
た
カ
ー
ル
四
世
の
北
ド
イ
ツ
の
聖
職
者
の
た
め
の
大
特
権
状
と
類
似
し
た
状
況
と
言
っ
て
よ
い
。

　

一
三
九
四
年
二
月
の
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
へ
の
命
令
に
よ
れ
ば
、
国
王
は
市
に
市
民
か
ら
租
税
を
徴
収
す
る
権
利
を

授
与
し
た
が
、
そ
の
際
市
内
の
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
スSt. Bartholom

äus

教
会
と
そ
の
聖
職
者
の
諸
権
利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
説
明
し
て

お
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
は
聖
職
者
か
ら
も
税
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
国
王
は
、
国
王
が
派
遣
す
る
エ
ル
ザ

ス
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
、
ボ
リ
ヴ
ォ
イ
・
フ
ォ
ン
・
ス
ヴ
ィ
ナ
ー
レBořivoj von Svinaře

ら
が
到
着
す
る
ま
で

税
徴
収
を
や
め
る
よ
う
市
に
命
令
し
て
い
る
。
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
ら
が
両
者
を
和
解
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
が

一
三
九
四
年
二
月
に
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ハ
ル
ダ
ーJohannes H

alder
に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
化
さ
れ
て
い

）
（0（
（

る
。
証
書
を
作
ら
せ
た
の
は

聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
教
会
側
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
や
は
り
、
租
税
徴
収
権
の
付
与
と
い
う
、
以
前
に
行
わ
れ
た
国
王
の
処
分
の
効
力
を
限
定

す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
事
案
で
あ
る
。

　

都
市
や
俗
人
が
公
証
人
を
利
用
す
る
ケ
ー
ス
も
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
。
一
三
八
八
年
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
ゲ
ア
ハ
ル
ト
が
発
行
し
た



論　　　説

北法65（5・32）1158

何
通
か
の
文
書
は
、名
宛
人
と
し
て
、ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
市
と
司
教
区
の
聖
職
者
た
ち
と
と
も
に
公
証
人
を
も
あ
げ
て
い

）
（00
（

る
。
案
件
は
、ヴ
ィ

ン
ズ
ハ
イ
ムW

indsheim

市
民
の
同
市
参
事
会
に
対
す
る
訴
え
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
一
三
九
四
年
一
月
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
か
ら
国

王
宮
廷
裁
判
官
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
伯
ヨ
ハ
ン
へ
の
命
令
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イH

einrich Schley

の
寡
婦
ア
ン
ナ
が
訴
え

て
、
ヴ
ィ
ン
ズ
ハ
イ
ム
市
を
宮
廷
裁
判
所
に
召
喚
し
た
。
し
か
し
市
は
原
告
に
対
し
て
、
宮
廷
で
も
そ
の
他
の
場
所
で
も
応
訴
し
、
ま
た
市

で
原
告
に
法
を
与
え
る
用
意
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
国
王
は
宮
廷
裁
判
所
で
こ
れ
以
上
手
続
を
進
め
る
こ
と
を
禁
じ
、
事
案
を
ヴ
ィ
ン
ズ

ハ
イ
ム
市
の
裁
判
所
へ
と
回
付
さ
せ
た
。
こ
の
文
書
が
そ
の
他
の
文
書
と
と
も
に
、
二
人
の
ヴ
ィ
ン
ズ
ハ
イ
ム
市
民
の
求
め
に
よ
っ
て
、

一
三
九
六
年
六
月
に
、
公
証
人
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
キ
ィ
ス
ツ
ィ
ヒH

einrich von K
yszig zu N

ürnberg

に

よ
っ
て
写
し
を
作
ら
れ
て
認
証
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
こ
こ
で
も
、
い
っ
た
ん
な
さ
れ
た
召
喚
を
変
更
す
る
こ
と
と
、
公
証
人
文
書
作
成
が
結
び
つ

い
て
い
る
。

　

一
三
八
八
年
一
一
月
一
三
日
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
オ
ッ
ト
ー
が
裁
判
官
に
し
て
帝
国
法
と
帝
国
命
令
の
執
行
者
と
し
て
ハ
ル
ツ

ブ
ル
クH

arzburg

の
ア
ム
ト
マ
ン
、ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ィ
ヒ
ェ
ル
トH

ans von Schw
icheldt

に
あ
て
た
文
書
に
よ
れ
ば
、公
は
、

ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
司
教
ゲ
ア
ハ
ル
ト
と
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
よ
る
ゴ
ス
ラ
ー
市
に
対
す
る
侵
害
の
案
件
に
つ
い
て
、
ハ
ン
ス
を
み
ず
か
ら

の
代
理
裁
判
官
と
し
て
任
命
し

）
（00
（

た
。
こ
の
証
書
が
公
証
人
証
書
に
組
み
込
ま
れ
て
ゴ
ス
ラ
ー
市
の
文
書
館
に
残
っ
て
い
る
。
更
に
、
一
一
月

二
三
日
付
で
ハ
ン
ス
が
発
行
し
た
文
書
も
、
写
し
の
形
で
同
じ
公
証
人
証
書
に
含
ま
れ
て
い

）
（00
（

る
。
証
書
を
作
成
し
た
公
証
人
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・

ヴ
ェ
レ
ン
ベ
ル
クH

erm
ann W

erenberch

と
前
出
の
ア
ル
ベ
ル
ト
・
グ
ル
デ
ン
ク
ロ
ー
ンA

lbertus Guldencron

で
あ
っ
た
。

　

一
三
九
五
年
一
月
の
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
ブ
レ
ス
ラ
ウ
市
民
ハ
ン
ス
・
ベ
テ
ィ
コ
・
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ス
ラ
ウH

ans Betiko von 

Breslau

の
証
書
は
、
彼
が
国
王
宮
廷
裁
判
所
で
パ
ッ
サ
ウ
市
民
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
フ
トFriedrich K

raft

を
訴
え
て
勝
訴
し
ア
ン
ラ

イ
テ
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
を
適
法
に
実
行
し
て
得
た
資
産
を
売
却
し
た
こ
と
を
記
す
。
こ
の
証
書
が
一
四
〇
八
年
九
月
に
ユ
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ト
レ
ヒ
ト
司
教
区
の
エ
ン
メ
リ
ッ
ヒEm

m
erich

の
聖
職
者
で
公
証
人
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ペ
ヒH

einrich Pech

に
よ
り
公
証
人
証
書
に
作

成
さ
れ
、
二
人
の
修
道
院
長
に
よ
り
認
証
さ
れ
て
い
る
。
証
書
の
伝
承
場
所
は
ア
ン
ラ
イ
テ
が
実
行
さ
れ
た
パ
ッ
サ
ウ
で
あ

）
（00
（

る
。
こ
の
件
で

は
更
に
一
四
〇
四
年
一
一
月
の
「
国
王
」
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
証
書
も
同
じ
公
証
人
証
書
に
入
れ
ら
れ
て
い

）
（00
（

る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
フ
ト

は
国
王
宮
廷
に
よ
っ
て
ア
ハ
ト
を
科
さ
れ
て
い
た
が
、
国
王
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
求
め
に
よ
り
ア
ハ
ト
を
解
除
し
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
と
そ
の
子
ら
の
財
産
は
以
後
無
傷
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
側
が
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
公
証
人

証
書
を
作
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
い
っ
た
ん
出
さ
れ
た
ア
ハ
ト
と
関
連
証
書
を
無
効
に
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

一
三
九
八
年
一
月
八
日
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
発
行
さ
れ
た
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
と
都
市
同
盟
と
の
対
立
に
関
す
る
仲

裁
決
定
が
下
さ
れ
、
そ
の
結
果
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
諸
都
市
が
賠
償
金
支
払
い
義
務
を
負
っ
た
。
国
王
も
こ
の
仲
裁
決
定
を
確
認
し
た
。
と

こ
ろ
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
諸
都
市
は
損
害
賠
償
を
支
払
わ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
マ
イ
ン
ツ
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
、
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
の
各
市
に
損

害
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
国
王
は
、
三
都
市
に
賠
償
金
を
得
る
こ
と
を
認
め
、
他
の
都
市
等
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
諸
都
市
を
援
助
し
な
い

よ
う
に
命
令
し
た
。
こ
の
証
書
が
皇
帝
の
公
証
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ガ
ス
タ
ー
フ
ェ
ル
トJohannes M

eyer d. Ä
 von 

Gasterfeld 

（
マ
イ
ン
ツ
司
教
区
の
聖
職
者
）
に
よ
り
一
月
二
一
日
に
公
証
人
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。
公
証
人
証
書
を
作
成
さ
せ
た
の

は
伝
承
場
所
で
あ
る
ヴ
ォ
ル
ム
ス
市
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

一
三
九
八
年
一
月
の
国
王
証
書
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ル
・
カ
ス
テ
ラ
ンPaul Castellan

が
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
と
ハ
イ
ナH

aina

修

道
院
を
国
王
宮
廷
裁
判
所
へ
訴
え
て
召
喚
し
た
。
こ
の
紛
争
で
一
三
九
四
年
四
月
に
成
立
し
た
和
解
に
つ
き
、
カ
ス
テ
ラ
ン
は
一
三
九
七
年

一
〇
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
教
会
で
公
証
人
に
写
し
を
作
成
さ
せ
て
い

）
（00
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
治
世
に
お
け
る
公
証
人
の
登
場
例
は
数
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
公
証
人
を
利
用
す
る
当
事
者
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
教
会
・
聖
職
者
が
登
場
す
る
他
、
都
市
・
市
民
が
目
立
つ
よ
う
に
も
見
え
る
。
公
証
人
文
書
が
作
ら
れ
る
背
景
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
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ル
四
世
期
と
同
様
に
、
や
は
り
先
行
す
る
処
分
や
文
書
の
効
力
を
変
更
・
否
定
し
て
い
る
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
前
代

と
比
べ
て
大
き
な
変
化
は
生
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
本
稿
は
、
全
部
で
約
七
〇
の
事
例
を
抽
出
し
た
が
、
こ
れ
は
検
討
対
象
と

し
た
証
書
集
が
一
冊
に
つ
き
四
〇
〇
か
ら
五
〇
〇
の
史
料
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
関
係
史
料
全
体
の
ご
く
わ
ず
か
を
占
め

る
に
す
ぎ
な
い
。
公
証
人
に
よ
る
文
書
作
成
は
、
国
王
裁
判
権
と
の
関
係
で
は
、
決
し
て
日
常
的
と
い
え
る
レ
ベ
ル
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
本
稿
が
対
象
と
し
た
一
四
〇
〇
年
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
は
、
一
五
世
紀
と
比
較
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
数
が
な
お

少
な
か
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ー
ラ
ー
が
作
成
し
た
一
五
二
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
西
南
ド
イ
ツ
の
公
証
人

リ
ス
ト
は
一
五
六
六
名
を
収
録
す
る
が
、
そ
の
う
ち
一
四
〇
〇
年
以
前
に
公
証
人
と
し
て
活
動
し
え
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
約
三
八
〇
名
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ

）
（01
（

る
。

　

公
証
人
を
利
用
し
公
証
人
に
文
書
を
作
成
さ
せ
る
主
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
皇
帝
・
国
王
お
よ
び
宮
廷
裁
判
官
自
身
が
公
証
人
証
書
を
作

ら
せ
た
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
、
従
来
の
研
究
所
見
は
、
我
々
が
用
い
た
証
書
集
に
よ
っ
て
拡
充
さ
れ
た
史
料
的
基
盤
に
お
い

て
も
、
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
王
裁
判
権
の
活
動
と
の
関
係
で
、
公
証
人
を
利
用
し
た
の
は
、
紛
争
当
事
者
た
ち
お
よ
び

彼
ら
と
か
か
わ
り
を
持
っ
た
周
囲
の
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
身
分
・
属
性
を
見
る
と
、
や
は
り
教
会
と
聖
職
者
が
数
多
く
、
こ
の
点
で
、

中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
拡
大
と
教
会
、
と
り
わ
け
教
会
裁
判
所
（
そ
れ
も
司
教
代
理
裁
判
官O

ffi
zial

の
裁
判
所
）
と
の
密

接
な
関
連
を
強
調
す
る
従
来
の
諸
研
究
の
見
解
と
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
教
会
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
と
り
わ
け
カ
ー
ル
四
世
期
か
ら
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ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
期
に
か
け
て
、都
市
と
市
民
が
か
な
り
多
く
の
公
証
人
証
書
を
作
ら
せ
て
い
る
こ
と
も
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

公
証
人
利
用
が
教
会
セ
ク
タ
ー
だ
け
で
な
く
世
俗
分
野
に
も
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
世
俗
貴
族
が
公
証
人

証
書
を
作
成
さ
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
全
体
の
中
で
は
例
外
的
で
あ
り
、
彼
ら
の
世
界
と
公
証
人
に
よ
る
「
確
か
さ
」
の
創
出
と
の
間
に
は
、

こ
こ
で
検
討
し
た
一
四
〇
〇
年
ま
で
と
い
う
時
期
に
お
い
て
は
、
ま
だ
か
な
り
の
距
離
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

国
王
裁
判
権
と
の
関
係
で
の
公
証
人
利
用
は
、
時
期
的
に
は
、
一
三
世
紀
末
に
始
ま
り
、
カ
ー
ル
四
世
期
、
特
に
一
三
五
〇
、六
〇
年
代

に
多
く
の
事
例
を
残
し
て
い
る
が
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
治
世
に
入
る
と
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
。
地
理
的
に
は
、
帝
国
西
部
境
界
地
方
や
、
ラ

イ
ン
川
以
西
の
帝
国
西
部
か
ら
、
公
証
人
証
書
の
作
成
例
が
数
多
く
伝
わ
る
が
、
や
は
り
カ
ー
ル
四
世
期
を
中
心
に
、
ラ
イ
ン
以
東
か
ら
も

史
料
が
残
っ
て
い
る
。
特
に
北
ド
イ
ツ
か
ら
も
、
か
な
り
の
数
の
公
証
人
証
書
が
伝
来
し
て
い
る
の
は
眼
を
引
く
。
こ
う
し
た
所
見
は
、
公

証
人
利
用
が
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
外
部
か
ら
の
刺
激
を
受
け
つ
つ
も
、
次
第
に
ド
イ
ツ
で
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
状
況
を
示
し
て
い

よ
う
。
も
っ
と
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
四
〇
〇
年
ま
で
の
時
期
に
は
公
証
人
の
数
は
一
五
世
紀
に
比
べ
て
な
お
少
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注

意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

公
証
人
証
書
が
作
ら
れ
る
場
面
と
し
て
、
訴
訟
代
理
人
へ
の
権
限
授
与
や
召
喚
状
の
送
達
が
、
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
た

こ
と
か
ら
は
、
国
王
裁
判
権
の
手
続
が
次
第
に
制
度
化
・
文
書
化
・
学
識
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
中
で
公
証
人
証
書
も
紛
争
当
事
者
な
ど

関
係
者
に
よ
っ
て
意
義
を
認
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
効
果
を
期
待
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
公
証
人
と
と
も
に
、
と
き
に
学

識
法
曹
が
登
場
す
る
例
が
見
ら
れ
た
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
公
証
人
が
広
が
り
つ
つ
も
、
ま
だ
数
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
一
般
的
背
景
の
も
と
で
、
多
く
の
場

合
に
お
い
て
、
特
別
な
事
情
に
よ
っ
て
い
わ
ば
「
負
荷
」
が
か
か
っ
た
状
況
の
中
で
、
公
証
人
証
書
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ

る
。
そ
の
中
に
は
、
将
来
に
向
け
て
異
議
を
と
ど
め
、
留
保
を
付
す
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
広
く
過
去
に
行
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（
１
）Bernhard D

iest
elk

a
m

p (H
g.), U

rkundenregesten zur T
ätigkeit des deutschen K

önigs- und H
ofgerichts bis 1451, (Q

uellen 
und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im

 A
lten Reich, Sonderreihe), K

öln u. a. 1986 ff. 

（
以
下U

R

と
略
す
）. 

こ
の
史

料
集
を
活
用
し
た
最
近
の
研
究
と
し
て
、Peter O

est
m

a
n

n, Rechtsverw
eigerung im

 A
lten Reich, in: Zeitschrift der Savigny-

Stiftung für Rechtsgeschichte 
（
以
下ZRG

と
略
す
）, Germ

anistische A
bteilung 

（
以
下GA

と
略
す
） 127 (2010), S. 51-141; D

ers, 
Prozesse aus H

ansestädten vor dem
 K

önigs- und H
ofgericht in der Zeit vor 1400, in: ZRG GA

 128 (2011), S. 114-168; 
Bernhard D

iest
elk

a
m

p, V
om

 einstufigen Gericht zur obersten Rechtsm
ittelinstanz. D

ie deutsche K
önigsgerichtsbarkeit 

und die V
erdichtung der Reichsverfassung im

 Spätm
ittelalter, (Q

uellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit 
im

 A
lten Reich, 

（
以
下Q

uF

と
略
す
） Bd. 64) , K

öln u. a. 2014. 

中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
権
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
国
王
裁
判
所
─
最
近
の
研
究
に
よ
る
そ
の
再
評
価
に
つ
い
て
」『
北
大
法
学
論
集
』
四
四
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
）
一

三
五－

一
五
七
頁
、
お
よ
び
近
世
ま
で
含
め
て
、
ペ
ー
タ
ー
・
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
正
樹
訳
）「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
二
つ
の
最

高
裁
判
所
（
一
四
九
五
年
か
ら
一
八
〇
六
年
）：
歴
史
・
研
究
・
展
望
」『
北
大
法
学
論
集
』
六
四
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
〇－

一
六
〇

頁
を
参
照
。

（
２
）
中
世
後
期
の
ア
ル
プ
ス
以
北
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
公
証
人
の
概
観
と
し
て
、
さ
し
あ
た
りW

erner s
ch

u
bert, Geschichte des 

N
otariats und N

otariatsrechts in D
eutschland, in: M

athias s
ch

m
O

eck
el, W

erner s
ch

u
bert (H

g.), H
andbuch zur Geschichte 

des N
otariats der europäischen T

raditionen, Baden-Baden 2009, S. 203-239

の
他
、
同
書
所
収
の
諸
論
文
を
参
照
。
ま
た
、M

. 
s

ch
m

O
eck

el, W
. s

ch
u

bert, H
andbuch 

（
注
42
）, 

所
収
の
ド
イ
ツ
諸
領
邦
を
扱
っ
た
諸
論
文
の
、
中
世
に
お
け
る
前
史
に
触
れ
た
部
分
も
参

照
。
更
に
、K

arl k
rO

esch
ell, A

lbrecht c
O

rD
es, K

arin n
eh

lsen - V
O

n s
t

ry
k, D

eutsche Rechtsgeschichte, Bd. 2: 1250-1650, 9. 

わ
れ
た
処
分
・
措
置
を
変
更
し
、
限
定
し
、
否
定
し
、
無
効
に
す
る
と
い
う
例
が
数
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
普
通
は
過
去

に
文
書
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
効
力
を
変
更
・
限
定
・
否
定
し
よ
う
と
い
う
際
に
、
公
証
人
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん

発
行
さ
れ
た
他
の
文
書
の
「
確
か
さ
」
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
人
々
は
公
証
人
に
筆
を
執
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
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A
ufl., K

öln u. a. 2008, S. 29-41; W
infried t

ru
sen, A

nfänge des gelehrten Rechts in D
eutschland. Ein Beitrag zur Geschichte 

der Frührezeption, W
iesbaden 1962, S. 69-101; Peter-Johannes s

ch
u

ler, Geschichte des südw
estdeutschen N

otariats. V
on 

seinen A
nfängen bis zur Reichsnotariatsordnung von 1512, Bühl/Baden 1976, S. 21 ff.; K

arl H
einz b

u
rm

eist
er, A

nfänge 
und Entw

icklung des öffentlichen N
otariats bis zur Reichsnotariatsordnung von 1512, in: Louis c

a
rlen/ Friedrich e

bel 
(H

g.), Festschrift für Ferdinand e
lsen

er zum
 65. Geburtstag, Sigm

aringen 1977, S. 77-90; .Christian n
esch

w
a

ra, Geschichte 
des österreichischen N

otariats, Bd. I: V
om

 Spätm
ittelalter bis zum

 Erlass der N
otariatsordnung 1850, W

ien 1996, S. 30 ff. 

な
お
、Ferdinand O

est
erley, D

as deutsche N
otariat. I: Geschichte des N

otariats, H
annover 1842 (N

D
 A

alen 1965) 

お
よ
び

Ludw
ig k

O
ech

lin
g, U

ntersuchungen über die A
nfänge des öffentlichen N

otariats in D
eutschland, M

arburg 1925

の
古
い
概

観
は
、
そ
の
後
の
地
方
的
個
別
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
修
正
・
補
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
証
書
学
か
ら
の
概
観
と
し
て
、H

arry 
b

ressla
u, H

andbuch der U
rkundenlehre für D

eutschland und Italien, Bd.1, 4. A
ufl., Berlin 1969, S. 631-635, 662-664, 730-

732; O
sw

ald r
eD

lich, D
ie Privaturkunden des M

ittelalters, M
ünchen/Berlin 1911, S. 227-232; Reinhard h

ä
rt

el, N
otarielle 

und kirchliche U
rkunden im

 frühen und hohen M
ittelalter, W

ien/M
ünchen 2011, S. 96. 

一
般
向
け
の
叙
述
と
し
て
、W

ilhelm
 

s
ch

m
iD

t-t
h

O
m

é, D
as N

otariat, in: H
einrich k

a
spers (H

g.), V
om

 Sachsenspiegel zum
 Code N

apoléon, 2. A
ufl., K

öln 1965, S. 
171-200. 

文
献
目
録
と
し
て
、b

u
n

D
esn

O
t

a
rk

a
m

m
er, a

u
ssch

u
ss n

O
t

a
ria

t
sgesch

ich
t

e (H
g.), Bibliographie zur Geschichte des 

deutschen N
otariats, W

ürzburg 2007. 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
の
概
観
と
し
て
は
、
前
記H

andbuch

所
収
の
諸
論
文
の
他
、A

rm
in w

O
lf, 

D
as öffentliche N

otariat, in: H
elm

ut c
O

in
g (H

g.), H
andbuch der Q

uellen und Literatur der neueren europäischen 
Privatrechtsgeschichte, Bd. I: M

ittelalter, M
ünchen 1973, S. 505-514; Gero D

O
leza

lek und K
arl-O

tto k
O

n
O

w, A
rt. N

otar, 
N

otariat, in: H
andw

örterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 

（
以
下H

RG

と
略
す
）, 1. A

ufl., Bd. 3, Berlin 1984, Sp. 1043-
1049; A

. g
a

w
lik u. a., A

rt. N
otar, N

otariat, in: Lexikon des M
ittelalters, Bd. 6, M

ünchen 1993, Sp. 1271-1281. 

日
本
語
文
献
と

し
て
は
、
久
保
正
幡
「
公
証
人
と
法
律
学
の
歴
史
」『
公
証
法
学
』
二
号
（
一
九
七
三
年
）
一－

二
四
頁
。

（
３
）
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
公
証
人
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、H

. b
ressla

u, a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 618-631; O

. r
eD

lich, a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 209-

224; R. h
ä

rt
el, a. a. O

. 

（
注
２
）, S. 51 ff. ; M

ario a
m

elO
t

t
i, Giorgio c

O
st

a
m

a
gn

a, A
lle origini del notariato italiano, Rom

a 
1975; W

infried t
r

u
se

n, Zur Geschichte des m
ittelalterlichen N

otariats. Ein Bericht über Ergebnisse und Problem
e 
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neuerer Forschung, in: ZRG Rom
anistische A

bteilung 

（
以
下RA

と
略
す
） 98 (1981), S. 369-381, S. 369 ff. 

（
ま
たD

ers., 
Gelehrtes Recht im

 M
ittelalter und in der frühen N

euzeit, (Bibliotheca eruditorum
, Bd. 23), Goldbach 1997, S. 659-671, S. 

659 ff.); T
ilm

an s
c

h
m

iD
t, D

er ungetreue N
otar, in: Fälschungen im

 M
ittelalter, Bd. 2, (M

GH
 Schriften, Bd. 33, 2

）, 
H

annover 1988, S. 691-711; A
ndreas m

ey
er, Felix et inclitus notarius. Studien zum

 italienischen N
otariat vom

 7. bis zum
 

13. Jahrhundert, T
übingen 2000; Petra s

ch
u

lt
e, Scripturae publicae creditur. D

as V
ertrauen in N

otariatsurkunden im
 

kom
m

unalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts, T
übingen 2003. 

日
本
語
文
献
と
し
て
、
清
水
廣
一
郎
『
イ
タ
リ
ア
中
世
都
市
国

家
研
究
』（
一
九
七
五
年 

岩
波
書
店
）
三
〇
九
頁
以
下
、
特
に
三
八
二
頁
以
下
、
同
「
一
四
世
紀
ピ
サ
に
お
け
る
一
公
証
人
の
活
動
」『
史
学
研

究
』（
東
京
教
育
大
学
文
学
部
）
一
〇
一
号
（
一
九
七
五
年
）
一－

一
五
頁
、
同
「
中
世
末
期
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
公
証
人
の
活
動
─
史
料
と
し

て
の
公
証
人
文
書
─
」『
公
証
法
学
』
七
号
（
一
九
七
八
年
）
一－

一
五
頁
（
同
『
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
と
商
人
』（
一
九
八
九
年 

洋
泉
社
）

一
一
七－

一
三
五
頁
に
も
収
録
）、
同
「
中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け
る
公
証
人
─
民
衆
の
法
意
識
と
の
関
連
で
」『
史
潮
』
一
六
号
（
一
九
八

五
年
）
二
六－

四
一
頁
（
同
『
イ
タ
リ
ア
中
世
の
都
市
社
会
』（
一
九
九
〇
年 

岩
波
書
店
）
四
五－

六
五
頁
に
も
収
録
）、
徳
橋
曜
「
中
世
イ
タ

リ
ア
に
お
け
る
都
市
の
秩
序
と
公
証
人
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
紛
争
と
訴
訟
の
文
化
史
』（
二
〇
〇
〇
年 

青
木
書
店
）
二
六
三－

二
九
六
頁
、

同
「
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
公
証
人
の
社
会
的
位
置
づ
け
」『
公
証
法
学
』
三
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
七－

七
五
頁
。
な
お
、
古
代
末
期
に

お
け
る
展
開
に
つ
い
て
は
、林
信
夫
「『
勅
法
彙
纂
』
第
八
巻
第
一
七
章
第
一
一
法
文
に
つ
い
て
─
「
公
証
人
」
の
生
成
過
程
解
明
の
た
め
に
─
」

『
立
命
館
法
学
』
三
三
三
・
三
三
四
号
中
巻
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
三
四－

一
一
五
六
頁
を
参
照
。
ス
イ
ス
東
南
部
の
グ
ラ
ウ
ビ
ュ
ン
デ
ン
地
方

に
イ
タ
リ
ア
か
ら
公
証
人
と
公
証
人
文
書
が
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、O

tto P. c
la

V
a

D
et

sch
er, Zum

 N
otariat im

 
m

ittelalterlichen Rätien, in: Festschrift für Friedrich h
a

u
sm

a
n

n, Graz 1977, S. 81-92, 

（
ま
た D

ers., Rätien im
 M

ittelalter. 
V

erfassung, V
erkehr, Recht, N

otariat. A
usgew

ählte A
ufsätze. Festgabe zum

 75. Geburtstag, D
isentis-Sigm

aringen 1994, S. 
551-562

に
も
収
録
）．
も
っ
と
も
、
グ
ラ
ウ
ビ
ュ
ン
デ
ン
北
部
に
は
、
北
か
ら
公
証
人
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。Ebenda, S. 89 ff. (S. 

559 ff.); D
ers., Ö

ffentliche N
otare in der Bischofsstadt Chur im

 14. Jahrhundert, in: Peter-Johannes s
ch

u
ler (H

g.), T
radition 

und Gegenw
art. Festschrift zum

 175jährigen Bestehen eines badischen N
otarstandes, (Badische H

eim
at H

eft3/1981), 
K

arlsruhe 1981, S. 85-94, 

（
ま
たD

ers., Rätien, S. 563-573

に
も
収
録
）．

（
４
）H

. b
r

e
ssla

u, a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 632; Ludw

ig r
O

c
k

in
g

e
r (B

earb.), B
riefsteller und F

orm
elbücher des 11. bis 14. 
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Jahrhunderts, (Q
uellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, A

lte Folge Bd. 9), M
ünchen 1863-64 

(N
D

 A
alen 1969), S. 476, “ ... in his terris et provinciis, in quibus non est usus legalium

 tabellionum
 ...”; W

. t
ru

sen, A
nfänge 

（
注
２
）, S. 71.

（
５
）L. r

O
ck

in
ger, a. a. O

. 

（
注
４
）, S. 766, “set ista non fiunt apud nos”. 

一
三
二
四
年
に
な
っ
て
も
な
お
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
は
ド
イ

ツ
に
は
公
証
人
が
存
し
な
い
と
し
て
、印
章
証
書
と
証
人
に
よ
っ
て
、国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
に
対
す
る
教
皇
庁
の
訴
訟
の
公
表
を
行
っ
た
旨
、

教
皇
に
報
告
し
て
い
る
。H. b

ressla
u, a. a. O

. 

（
注
２
）, S. 632, A

nm
. 5, “... tabellionum

 usus in A
lem

annie partibus non habetur” 

お
よ
び
後
述
のJ.s

ch
w

a
lm

の
注
記
を
参
照
。
ま
た
一
三
二
七
年
に
ケ
ル
ン
の
聖
セ
ヴ
ェ
リ
ン
教
会
の
参
事
会
長Propst 

ハ
イ
デ
ン
ラ
イ
ヒ

H
eidenreich

が
教
皇
庁
に
対
し
て
行
っ
た
請
願
で
は
、
ド
イ
ツ
に
は
公
証
人
が
数
少
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。Jakob s

ch
w

a
lm, Reise 

nach Italien im
 H

erbst 1898, in: N
eues A

rchiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 25 (1899), S. 717-766, 
S. 742, N

r. 11, 2, “In terra A
lem

anie pauci sunt tabelliones auctoritate apostolica et qui sunt auctoritate im
periali, ...”. 

（
た

だ
し
、
二
、
三
人
の
公
証
人
を
選
定
す
る
権
限
を
付
与
す
る
よ
う
求
め
る
文
脈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
既
に
あ

る
程
度
公
証
人
の
利
用
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。）
一
方
既
に
一
二
五
〇
、
六
〇
年
代
か
ら
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
フ
ラ
ン

チ
ェ
ス
コ
会
のStudium

 generale
で
は
、
公
証
人
お
よ
び
公
証
人
文
書
に
つ
い
て
の
議
論
を
含
む
教
会
法
学
が
教
え
ら
れ
て
い
た
。

W
infried t

r
u

se
n, D

as N
otariat und die A

nfänge der rechtlichen U
rkundenlehre in D

eutschland, in: 25 Jahre 
Bundeskam

m
er 1961-1986, (Sonderheft der D

eutschen N
otar-Zeitschrift), M

ünchen 1986, S. 13*-23*, S. 16* f. 

（
ま
たD

ers., 
Gelehrtes Recht 

（
注
３
）, S. 583-593, S. 586 f.
） 

（
６
）
対
象
地
方
・
都
市
を
限
定
し
た
研
究
と
し
て
、Ludw

ig g
erber, N

otariatsurkunde in Frankfurt/M
ain im

 14. und 15. Jahrhundert, 
(D

iss. phil. M
arburg), M

arburg 1916; H
. n

elis, Les origines du notariat public en Belgique, in: Revue belge de philologie et 
d’histoire 2 (1923), S. 267-277; Fritz l

u
sch

ek, N
otariatsurkunde und N

otariat in Schlesien von den A
nfängen (1282) bis zum

 
Ende des 16. Jahrhunderts, W

eim
ar 1940; Erich m

a
y

e
r, D

as M
ainzer N

otariat von seinen A
nfängen (1292) bis zur 

A
uflösung des K

urstaates, (D
iss. iur. M

ainz, 1953); O
lof a

h
lers, Zur Geschichte des N

otariats in Lübeck, in: A
hasver V

O
n 

b
ra

n
D

t, W
. k

O
ppe (H

g.), Städtew
esen und Bürgertum

 als geschichtliche K
räfte. Gedächtnisschrift für Fritz r

ö
rig, Lübeck 

1953, S. 341-347; Franz-Ludw
ig k

n
e

m
e

y
e

r, D
as N

otariat im
 Fürstbistum

 M
ünster, (D

iss. jur. M
ünster, 1964); H

arald 
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l
ö

n
n

eck
er, D

as N
otariat in H

essen, dargestellt nach den Q
uellen im

 H
essischen Staatsarchiv zu M

arburg, (D
iss. phil. 

M
arburg 1988). 

シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
地
方
に
つ
い
て
の
新
し
い
研
究
と
し
て
、N
orbert k

ersk
en, D

as öffentliche N
otariat in Schlesien 

- Lokale und regionale Bindungen und Beziehungen, in: Zeitschrift für O
stm

itteleuropa-Forschung 56 (2007), S. 163-201. 

他

に
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
、A

dolf w
eissler, Zur Geschichte des Preußischen N

otariats, Freiburg 1914, S. 12-22. 

（
７
）
イ
タ
リ
ア
の
公
証
人
実
務
は
、
ア
ル
プ
ス
以
南
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
南
部
ま
で
は
既
に
一
三
世
紀
前
半
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。H

ans 
von V

O
lt

elin
i, D

ie Südtiroler N
otariats-Im

breviaturen des 13. Jahrhunderts I (A
cta T

irolensia 2), Innsbruck 1899; H
ans 

von V
O

lt
elin

i, Franz h
u

t
er, D

ie Südtiroler N
otariats-Im

breviaturen des 13. Jahrhunderts II (A
cta T

irolensia 4), Innsbruck 
1951. 

ま
た
、Franz h

u
t

er, D
as U

rkundenw
esen D

eutschtirols vor dem
 Jahre 1200. Ein Ü

berblick über die verbreiteten 
U

rkundenarten und ihre Entw
icklung, in: T

iroler H
eim

at 7/8 (1934/35), S. 183-213, S. 201 ff.; H
ektor a

m
m

a
n

n, D
ie 

Bedeutung der südtiroler N
otare des 13. Jahrhunderts für die W

irtschaftsgeschichte, in: Schlern-Schriften 207, (Beiträge 
zur geschichtlichen Landeskunde T

irols), (1959), S. 1-19; Ch. n
esch

w
a

ra, a. a. O
. （

注
２
）, S. 46 ff.; Lothar D

epla
zes, Begegnung 

und A
bgrenzung zw

ischen N
ord und Süd in den Paß

tälern der Zentralalpen. Pragm
atische Schriftlichkeit und 

bäuerliches N
otariat vom

 13. bis 15. Jahrhundert, in: H
elm

ut m
a

u
rer u. a. (H

g.), Schw
aben und Italien im

 H
ochm

ittelalter, 
(V

orträge und Forschungen, Bd. 52), Stuttgart 2001, S. 203-228. 

ア
ク
ィ
レ
イ
ア
総
大
司
教
領
お
よ
び
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
け
る
公
証
人

文
書
と
印
章
付
証
書
の
混
合
状
況
に
つ
い
て
は
、O

sw
ald r

eD
lich, Siegelurkunde und N

otariatsurkunde in den süddeutschen 
A

lpenländern, in: Carinthia I 103 (1913), S. 23-33 
お
よ
びW

erner k
ö

fler, Beiträge zum
 U

rkunden- und K
anzleiw

esen M
einhards 

II. in den Jahren 1271-1295, in: M
itteilungen des Ö

sterreichischen Staatsarchivs 26 (1973), S. 56-93, S. 76 ff. 

ア
ル
プ
ス
を
越

え
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
諸
領
邦
に
お
け
る
公
証
人
の
展
開
に
つ
い
て
は
、Ch. n

esch
w

a
ra, a. a. O

. 

（
注
２
）, S. 92 ff. 

の
詳
細
な
叙
述
を
参
照
。

（
８
）P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 38.

（
９
）
西
南
ド
イ
ツ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 
（
注
２
）, S. 66 ff. 

一
三
一
四
年
に
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
ヴ
ァ
イ
ヒ
ャ

ル
ト
が
公
証
人
に
文
書
を
筆
写
さ
せ
て
い
る
。Frank m

a
rt

in
i, Zum

 spätm
ittelalterlichen Salzburger U

rkundenw
esen, in: 

M
itteilungen des Ö

sterreichischen Instituts für G
eschichtsforschung, E

rg. B
d. 11 (1929), S. 278-287, S. 286f.; H

ans 
p

a
a

rh
a

m
m

er, Rechtsprechung und V
erw

altung des Salzburger O
ffi

zialats 1300-1569, (D
iss. theol. Salzburg 1976),  W

ien 
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1977, S. 53. 

（
一
三
一
二
年
三
月
に
も
な
お
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
の
選
挙
に
際
し
て
、
大
司
教
座
聖
堂
参
事
会
は
、
公
証
人
が
い
な
い
こ

と
を
理
由
に 

（quod in nostris partibus nullius tabellionis copiam
 habem

us

）、
二
人
の
聖
職
者
を
選
挙
書
記W

ahlnotar

に
任
命
し

て
お
り
、
同
年
五
月
に
も
大
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
た
め
に
行
わ
れ
た
文
書
複
写
は
、
公
証
人
を
使
う
習
慣
が
な
い
こ
と
を
理
由
に 

（cum
 

usus in nostris non habeatur partibus tabellionum

）、
印
章
を
付
さ
れ
て
い
る
。F. m

a
rt

in
i, a. a. O

., S. 285f. 

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ

れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
と
の
交
流
に
よ
っ
て
公
証
人
と
そ
の
役
割
自
体
は
、
一
四
世
紀
初
め
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。）
一
方
既
に
一
三
一
〇
年
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
領
で
最
初
の
公
証
人
文
書
が
現
れ
て
い
る
。D

ieter h
eck

m
a

n
n, 

Ferm
ent in der V

erw
altung. D

as öffentliche N
otariat im

 D
eutschordensland Preußen, in: A

rchivalische Zeitschrift 93 
(2013), S. 207-220, S. 208. 

ま
た
、
一
三
二
九
年
九
月
に
ケ
ル
ン
大
司
教
に
よ
っ
て
破
門
さ
れ
た
聖
職
者
た
ち
の
中
に
、
四
人
の
エ
ア
フ
ル
ト

の
公
証
人
が
現
れ
る
。Carl b

ey
er (Bearb.), U

rkundenbuch der Stadt Erfurt, T
. 2, H

alle 1897, N
r. 78; Georg m

a
y, D

ie 
geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von M

ainz im
 T

hüringen des späten M
ittelalters, Leipzig 1956, S. 268. 

一
三
四

七
年
ご
ろ
に
は
パ
ッ
サ
ウ
の
教
会
裁
判
所
と
の
関
係
で
公
証
人
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。H

enriette p
et

ers, D
ie N

otare des 
Passauer O

ffi
zialats für N

iederösterreich in W
ien, ihre Signete und W

appen, in: A
dler. Zeitschrift für Genealogie und 

H
eraldik, Folge 3, 10 (M

onatsblatt A
dler 24), W

ien 1974-76, S. 314-328, S. 314. 

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
居
を

構
え
た
公
証
人
が
史
料
上
最
初
に
確
認
さ
れ
る
の
は
一
三
三
四
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。F.-L.k

n
em

ey
er, a. a. O

. 

（
注
６
）, S. 13 f. 

ラ
ー

ンLahn

河
畔
の
リ
ン
ブ
ル
クLim

burg

に
お
け
る
公
証
人
の
初
出
は
一
三
二
二
年
で
あ
る
。K

laus w
O

lf, Privatrecht, Prozeßrecht 
und N

otariat in der Stadt Lim
burg im

 M
ittelalter, (D

iss. iur. Gießen 1989), S. 165ff. 

下
ラ
イ
ン
の
ベ
ル
ク
伯
（
公
）
領
に
お
け
る

最
初
の
公
証
人
は
一
三
三
二
年
に
史
料
に
登
場
す
る
。H

ubert Q
u

erlin
g, D

ie Entw
icklung des N

otariats in Jülich-Berg von den 
A

nfängen bis zur A
uflösung der H

erzogtüm
er durch die Franzosen 1794 und 1806, (D

iss. iur. K
öln, 1961), (Zeitschrift des 

bergischen Geschichtsvereins 79 (1962), S. 1ff. 

に
も
収
録), S. 13. 

ま
た
、
個
別
の
公
証
人
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、K

arl-O
tto 

k
O

n
O

w
, Johannes H

alder, apostolischer und kaiserlicher N
otar in Frankfurt a. M

. im
 späten M

ittelalter, (D
iss. iur. 

Frankfurt/M
ain, 1959); Peter k

ey
ser, M

ichael de Leone (†1355) und seine literarische Sam
m

lung, W
ürzburg 1966.

（
10
）
こ
の
点
を
強
調
す
る
の
は
、W

. t
ru

sen, A
nfänge 

（
注
２
）; K

. k
rO

esch
ell u. a., a. a. O

 

（
注
２
）. 

ま
た
、
既
に
、H. b

ressla
u, a. a. O

. 

（
注
２
）, S. 731. 

更
に
、K

. H
. b

u
rm

eist
er, A

nfänge 

（
注
２
）, S. 84 f. 

は
教
会
裁
判
所
の
公
証
人
だ
け
が
職
業
上
の
公
証
人Berufsnotar
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と
見
な
さ
れ
う
る
と
す
る
。
教
会
裁
判
所
と
結
び
つ
い
て
活
動
す
る
公
証
人
と
し
て
、
具
体
的
に
例
え
ば
、
主
に
ト
リ
ー
ア
と
コ
ブ
レ
ン
ツ
の

ト
リ
ー
ア
大
司
教
の
教
会
裁
判
所
と
の
関
係
で
現
れ
る
公
証
人
に
つ
い
て
、Fritz m

ich
el, Zur Geschichte der geistlichen 

Gerichtsbarkeit und V
erw

altung der T
rierer Erzbischöfe im

 M
ittelalter, T

rier 1953, S. 139-190; 

エ
ア
フ
ル
ト
の
マ
イ
ン
ツ
大

司
教
の
教
会
裁
判
所
と
公
証
人
に
つ
い
て
、G. m

a
y, a. a. O

. 

（
注
９
）, S. 266 ff. 

ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
教
会
裁
判
所
の
公
証
人
に
つ
い
て
、

H
ans p

a
a

rh
a

m
m

er, a. a. O
. 

（
注
９
）, S. 52-60. 

他
に
、F. l

u
sch

ek, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 133 ff.; Gerhard s

ch
ra

D
er, D

ie bischöflichen 
O

ffi
ziale H

ildesheim
s und ihre U

rkunden im
 späten M

ittelalter (1300-1600), in: A
rchiv für U

rkundenforschung 13 (1935), S. 
91-176, S. 111 ff.; T

heodor g
O

t
t

lO
b, D

ie O
ffi

ziale des Bistum
s K

onstanz im
 M

ittelalter, Lim
burg/Lahn 1951, S. 96 f.; D

ers., 
D

ie O
ffi

ziale des Bistum
s Basel im

 M
ittelalter, in: ZRG, 69, K

anonistische A
bteilung

（
以
下K

A

と
略
す
） 37 (1952), S. 113-

157, S. 154 ff.; P.-J. s
ch

u
ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 181 ff.; P. p

ieiy
n

s-r
igO, N

otaires d’offi
cialité et notaires publics au service 

de l’officialité liégeoise (1252-1335), in: Bulletin de la Com
m

ission Royale d’H
istoire 132 (1966), S. 297-332; F. k

et
n

er, 
V

estiging en eerste ontw
ikkeling van het notariaat in U

trecht (1291-1341), in: W
. Ja

ppe a
lbert

s und F. k
et

n
er (H

g.), 
N

ederrijnse Studien X
III-X

V
e eeuw

, Groningen/D
jakarta 1954, S. 83-116, S. 87 ff.; H

. l
ö

n
n

eck
er, a. a. O

. 

（
注
６
）, S. 60 ff.; 

Ch. n
esch

w
a

ra, a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 39 ff.  

な
お
、
公
証
人
と
公
証
人
文
書
に
関
す
る
中
世
法
学
者
の
議
論
に
つ
い
て
は
、W

infried 
t

ru
sen, Zur U

rkundenlehre der m
ittelalterlichen Jurisprudenz, in: Peter c

la
ssen (H

g.), Recht und Schrift im
 M

ittelalter 
(V

orträge und Forschungen, Bd. 23), Sigm
aringen 1977, S. 197-219, S. 209 ff. (

ま
たD

ers., Gelehrtes Recht 

（
注
３
）, S. 635-

657, S. 647 ff.) 

お
よ
びW

. t
ru

sen, D
as N

otariat （
注
５
）、 

更
にSiegfried f

u
rt

en
ba

ch, D
as öffentliche N

otariat in der K
anonistik 

des 13. Jahrhunderts, in: P.-J. s
ch

u
ler (H

g.), T
radition 

（
注
３
）, S. 73-94.

の
概
観
を
参
照
。

（
11
）
こ
の
教
皇
令
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
教
皇
令
集
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。X

. 22. 2. (A
em

ilius f
rieD

berg (H
g.), Corpus iuris canonici, 

Pars secunda, D
ecretalium

 collectiones, Leipzig 1897 (N
D

 Graz 1959), Sp. 344, “Scripta vero authentica, si testes inscripti 
decesserint, nisi forte per m

anum
 publicam

 facta fuerint ita, quod appareant publica, aut authenticum
 sigillum

 habuerint, 
per quod possint probari, non videntur nobis aliquius firm

itatis robur habere.”)

（
12
）X

. 2. 19. 11 (A
. f

rieD
berg, a. a. O

. 

（
注
11
）, Sp. 313, “... iudex sem

per adhibeat aut publicam
, si potest habere, personam

, 
aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant, ...”).
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（
13
）K

arl Siegfried b
a

D
er, K

lerikernotare des Spätm
ittelalters in Gebieten nördlich der A

lpen, in: H
. l

en
t

ze / I. g
a

m
pl (H

g.), 
Speculum

 iuris ecclesiarum
. Festschrift für W

illibald p
lö

ch
l, W

ien 1967, S. 1-16 

（
ま
たD

ers., A
usgew

ählte Schriften zur 
Rechts- und Landesgeschichte, Bd. 1: Schriften zur Rechtsgeschichte, Sigm

aringen 1984, S. 366-380

に
も
収
録
）．

（
14
）K

. S. b
a

D
er, K

lerikernotare 

（
注
13
）, S. 377 ff. 

一
二
一
一
年
以
降
、
上
級
叙
品
を
受
け
た
聖
職
者
が
公
証
人
と
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

な
く
な
っ
た
。X

. 3. 50. 8 (A
. f

rieD
berg, a. a. O

. 

（
注
11
）, Sp. 659) 

を
参
照
。

（
15
）H

einrich k
O

ller (H
g.), Reform

ation K
aiser Siegm

unds, (M
onum

enta Germ
aniae H

istorica, Staatsschriften des späteren 
M

ittelalters, Bd. 6), Stuttgart 1964, S. 304 f., “Item
 es soll auch ein yglich reichstat ein schreiber han, der auch ein rechter 

notarie/ sey und auch gelert sey...”; H
. b

ressla
u, a. a. O

. 

（
注
２
）, S. 731 f.

（
16
）
西
南
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、Gerhart b

u
rger, D

ie südw
estdeutschen Stadtschreiber im

 M
ittelalter,  Böblingen 1960, S. 139 f., 

158 ff.; P.-J. s
ch

u
ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 174 ff. 

ス
イ
ス
に
つ
い
て
、Ferdinand e

lsen
er, N

otare und Stadtschreiber. Zur 
Geschichte des schw

eizerischen N
otariats, K

öln/O
pladen 1962, S. 15 ff. 

ま
た
、Folkm

ar t
h

iele, D
ie Freiburger Stadtschreiber 

im
 M

ittelalter,  Freiburg 1973, S. 104. 

ま
た
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
に
つ
い
て
、F. l

u
sch

ek, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 150 ff. 

（
17
）
公
証
人
が
扱
っ
た
法
的
行
為
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、L. k

O
ech

lin
g, a. a. O

. 

（
注
２
）, S. 26 ff.; F. l

u
sch

ek, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 

101 ff.; P.-J. s
ch

u
ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 138 ff. 

な
ど
を
見
よ
。

（
18
）
公
証
人
文
書
に
つ
い
て
の
証
書
学
的
検
討
は
、従
来
の
個
別
研
究
の
重
要
な
部
分
を
構
成
し
て
き
た
。
例
え
ば
、L. g

erber, a. a. O
. 

（
注
６
）, 

S. 21 ff.; F. l
u

sch
ek, a. a. O

. 

（
注
６
）, S. 44 ff.; Franz w

igger, D
ie A

nfänge des öffentlichen N
otariats in der W

estschw
eiz bis 

zur M
itte des X

IV
. Jahrhunderts, (D

iss. Phil. Freiburg in der Schw
eiz), Schüpfheim

 1951, S. 64 ff.; F.-L. k
n

em
ey

er, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 86; P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 258 ff.; H

. l
ö

n
n

eck
er, a. a. O

. 

（
注
６
）, S. 71 ff. 

な
ど
を
参
照
。

（
19
）
わ
ず
か
な
痕
跡
と
し
て
、
例
え
ば
、P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 
（
注
２
）, S. 171 ff.

（
20
）
公
証
人
の
書
き
判
に
つ
い
て
は
、W

ilhelm
 s

ch
m

iD
t-t

h
O

m
é, A

rt. N
otarsignet, in: H

RG, 1. A
ufl., Bd. 3, Berlin 1984, Sp. 1049-

1055; H
ans g

erig, D
as N

otariatssignet, in: H
einrich k

a
spers (H

g.), a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 201-236; W

ilhelm
 s

ch
m

iD
t-t

h
O

m
é, V

om
 

N
otariatsignet zum

 N
otarsiegel. Ein Beitrag zur Geschichte des N

otariats und der N
otariaturkunde, in: D

eutsche N
otar-

Zeitschrift 1964, S. 455-478; F. l
u

sch
ek, a. a. O

., S. 72 ff. 

（
注
６
）; F. w

igger, a. a. O
. 

（
注
18
）, S. 68 ff.; F.-L. k

n
em

ey
er, a. a. O

. 
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（
注
６
）, S. 91 ff.; P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 244 ff.; D

ers., Südw
estdeutsche N

otarszeichen. M
it einer Einleitung 

über die Geschichte des deutschen N
otarszeichens, Sigm

aringen 1976; D
ers., H

errschaftliche und religiöse Bildinhalte in 
den deutschen N

otarszeichen des M
ittelalters, in: D

ers. (H
g.), T

radition （
注
３
）, S. 95-109; K

arl Siegfried b
a

D
er, Rechtsw

ahrzeichen 
in N

otariatssigneten, in: K
urt e

bert (H
g.), Festschrift H

erm
ann b

a
lt

l, Graz 1978, S. 15-54 （
ま
たD

ers., A
usgew

ählte Schriften 

（
注
13
） S. 381-420

に
も
収
録
）; K

arl H
einz b

u
rm

eist
er, D

as hum
anistische Bildungsideal des hom

o trilinguis im
 Spiegel der 

N
otarszeichen, in: Clausdieter s

ch
O

t
t/ Claudio s

O
liV

a (H
g.), N

it anders denn liebs und guets (Petershauser K
olloquium

 
aus A

nlaß des achtzigsten Geburtstags von K
arl S. b

a
D

er), Sigm
aringen 1986, S. 31-34; A

. m
ey

er, a. a. O
. 

（
注
３
）, S. 557 

ff.; H
. l

ö
n

n
eck

er, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 78 ff. 

お
よ
びA

nhang II 

を
参
照
。

（
21
）
ド
イ
ツ
王
権
と
公
証
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 62 ff. 

を
参
照
。

（
22
）
既
に
一
三
〇
八
年
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
国
王
選
挙
時
に
、
ト
リ
ー
ア
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
は
選
挙
結
果
を
公
証
人
文
書
に
し
て
、
教
皇

庁
へ
送
っ
て
い
る
。Jacob s

ch
w

a
lm (H

g.), M
onum

enta Germ
aniae H

istorica. Legum
 sectio IV

, Constitutiones et acta publica 
im

peratorum
 et regum

 

（
以
下m

gh
 Const. 

と
略
す
）, T

. 4, P. 1, H
annover/Leipzig 1906, (N

D
 H

annover 1981), N
r. 262.

（
23
）Jacob s

ch
w

a
lm (H

g.), m
gh

 Const., T
. 5, H

annover/Leipzig 1909-13, (N
D

 H
annover 1981), N

r. 824.

（
24
）M

ichael m
en

zel (Bearb.), m
gh

 Const., T
. 7, 1, W

iesbaden 2013, N
r. 477; Edm

und E. s
t

en
gel (H

g.), N
ova A

lam
anniae. 

U
rkunden, Briefe und andere Q

uellen besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts vornehm
lich aus den 

Sam
m

lungen des T
rierer N

otars und O
ffi

zials, D
om

dekans von M
ainz Rudolf Losse aus Eisenach in der Ständischen 

Landesbibliothek zu K
assel und im

 Staatsarchiv zu D
arm

stadt, 2. H
älfte, I. T

eil, Berlin 1930, N
r. 556.

（
25
）m

gh
 Const., 7, 1, N

r. 448. 

（
26
）H

. b
ressla

u, a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 664; W

. t
ru

sen, A
nfänge 

（
注
２
）, S. 80.

（
27
）
カ
ー
ル
四
世
の
宮
廷
書
記
局
で
一
三
六
〇
、
七
〇
年
代
に
活
動
し
、
ま
た
み
ず
か
ら
公
証
人
で
も
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
ン
ハ
ウ

ゼ
ンJohann von Gelnhausen

が
宮
廷
書
記
局
で
の
経
験
と
そ
こ
で
の
素
材
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
た
書
式
集
に
は
、
皇
帝
に
よ
る
公
証
人

任
命
の
書
式
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。H

ans k
a

iser (H
g.), Collectarius perpetuarum

 form
arum

 Johannis de Geylnhusen, Innsbruck 
1900, N

r. 29.
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（
28
）Julius f

ick
er, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Bd. 2, Innsbruck 1868-74 (N

D
 A

alen 1961), S. 66-
118 ; R. h

ä
rt

el, a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 88.

（
29
）
教
皇
に
よ
る
公
証
人
任
命
に
つ
い
て
は
、Rudolf h

iest
a

n
D, N

otarius sedis apostolicae. Ein Beitrag zum
 V

erhältnis von N
otariat 

und Politik, in: Peter-Johannes s
ch

u
ler (H

g.), T
radition 

（
注
３
）, S. 36-56.

（
30
）Gero D

O
le

za
le

k, A
rt. H

ofpfalzgraf, in: H
RG, 1. A

ufl., Bd. 2, Berlin 1978, Sp. 212-213; F
riedrich b

a
t

t
e

n
b

e
r

g, A
rt. 

H
ofpfalzgraf, in: H

RG, 2. A
ufl., Bd. 2, Berlin 2012, Sp. 1098-1099; Jürgen a

r
n

D
t, Zur E

ntw
icklung des kaiserlichen 

H
ofpfalzgrafenam

tes von 1355 - 1806, in: D
ers., (Bearb.), H

ofpfalzgrafen-Register Bd. I, N
eustadt an der A

isch 1964, S. 
V

-X
X

IV
; Jürgen a

rn
D

t, D
as N

otarernennungsrecht der kaiserlichen H
ofpfalzgrafen, in: D

ers., (Bearb.), H
ofpfalzgrafen-

Register, Bd. III, N
eustadt an der A

isch 1988, S. V
II-X

X
. 

宮
廷
宮
中
伯
に
付
与
さ
れ
た
権
限
は
、
場
合
に
よ
っ
て
異
な
る
が
（
前
述

の
カ
ー
ル
四
世
の
も
と
で
の
書
式
が
既
に
付
与
さ
れ
た
権
限
に
よ
っ
て
三
段
階
の
区
別
を
設
け
て
い
る
）、
公
証
人
の
任
命
の
他
に
、
非
嫡
出
子

の
準
正
、
養
子
と
父
権
離
脱
の
確
認
、
非
訟
事
件
の
決
定
、
後
見
人
の
任
命
、
学
位
の
授
与
、
貴
族
身
分
の
授
与
な
ど
で
あ
っ
た
。

（
31
）W

olfgang D
. f

rit
z (Bearb.), M

GH
 Const., T

. 11, Fasc. 3, W
eim

ar 1981, N
r. 387. 

な
お
、
同
じ
く
一
三
五
五
年
四
月
に
、
ミ
ン
デ

ン
司
教
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
も
同
様
の
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。Ebenda, N

r. 406.

（
32
）H

. k
a

iser, a. a. O
. 

（
注
27
）, N

r. 32-34. 
ま
た
宮
廷
宮
中
伯
に
よ
る
公
証
人
選
定
の
書
式
は
、Ebenda, N

r. 31.

（
33
）
ア
ル
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
を
あ
わ
せ
た
宮
廷
宮
中
伯
任
命
証
書
の
君
主
ご
と
の
概
数
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
カ
ー
ル

四
世
：
七
〇
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
：
不
明
、
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
：
三
〇
、
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
：
一
四
〇
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
二
世
：
一
五
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
三
世
：
一
三
〇
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
：
五
五
。
そ
の
後
の
近
世
の
皇
帝
た
ち
の
も
と
で
の
数
字
も
含
め
て
、J. a

rn
D

t, Entw
icklung 

（
注

30
）, S. X

V
 f.

（
34
）
一
五
世
紀
後
半
以
後
、
特
に
広
い
権
限
を
付
与
さ
れ
た
宮
廷
宮
中
伯
（
い
わ
ゆ
るGroßes Palatinat

）
に
対
し
て
は
、
み
ず
か
ら
宮
廷
宮

中
伯
を
任
命
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。J. a

rn
D

t, Entw
icklung 

（
注
30
）, S. X

II. 

ま
た
、
ス
イ
ス
の
例
に
つ
い
て
、Louis 

c
a

r
le

n, Einkünfte des D
om

kapitels von Sitten aus dem
 N

otariat im
 M

ittelalter, in: Zeitschrift für Schw
eizerische 

K
irchengeschichte 58 (1964), S. 205-210; D

ers., H
ofpfalzgrafen und N

otare in der Schw
eiz, in: L.  c

a
rlen/ F. e

bel (H
g.), a. a. 

O
. 

（
注
２
）, S. 91-96. 
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（
35
）Jacob s

ch
w

a
lm (H

g.), M
GH

 Const., T
. 6, H

annover 1914-27, N
r. 263, c. 3.　

な
お
、
彼
の
後
に
ヘ
ン
ネ
ベ
ル
ク
の
城
と
支
配
を
継

承
す
る
者
に
は
六
人
の
公
証
人
を
選
定
・
任
命
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。Ebenda, c. 4. 

ま
た
、
こ
の
特
権
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世

の
皇
帝
戴
冠
後
、
一
三
三
〇
年
一
月
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。Ebenda, N

r. 671, c. 5.

（
36
）M

argarete k
ü

h
n (Bearb.), M

GH
 Const., T

. 10, W
eim

ar 1979, N
r. 754.

（
37
）U

lrike h
O

h
en

see u. a. (Bearb.), M
GH

 Const., T
. 12, W

iesbaden 2013, N
r. 266.

（
38
）K

. S. b
a

D
er, K

lerikernotare 

（
注
13
）, S. 371 ff.

（
39
）
公
証
人
の
収
入
お
よ
び
問
題
を
抱
え
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte （
注
２
）, S. 160 ff. 

ま
た
、F. l

u
sch

ek, a. 
a. O

. 

（
注
６
）, S. 36 ff.; F. w

igger, a. a. O
. 

（
注
18
）, S. 56 ff.; H

. l
ö

n
n

eck
er, a. a. O

. 

（
注
６
）, S. 58 ff.

（
40
）
西
南
ド
イ
ツ
の
公
証
人
の
教
育
と
大
学
で
の
勉
学
に
つ
い
て
、P.-J. s

cu
h

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 100 ff. 

実
態
と
し
て
は
、
西
南
ド

イ
ツ
の
公
証
人
は
一
五
世
紀
に
入
る
と
大
学
を
訪
れ
る
傾
向
を
強
め
、
特
に
世
紀
後
半
に
は
約
半
数
が
大
学
で
学
ん
だ
経
歴
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
他
、F. l

u
sch

ek, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 26 ff.; F. w

igger, a. a. O
. 

（
注
18
）, S. 29 ff.; H

. l
ö

n
n

eck
er, a. a. O

. 

（
注
６
）, S. 46 ff.; Ch. 

n
esch

w
a

ra, a. a. O
. 

（
注
２
）, S. 236 ff.

（
41
）
例
え
ば
ケ
ル
ン
大
司
教
の
も
と
に
お
け
る
規
制
に
つ
い
て
、H

ans f
O

erst
er, D

ie O
rganisation des erzbischöflichen O

ffi
zialatsgerichts 

zu K
öln bis auf H

erm
ann von W

ied, in: ZRG 42, K
A

 11 (1921), S. 254-350, S. 302, S. 310 ff.; 

ま
た
、F. l

u
sch

ek, a. a. O
. 

（
注
６
）, 

S. 25 f.; F. w
igger, a. a. O

. 

（
注
18
）, S. 59 ff.; P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 39 f., 143 ff.; K

. H
. b

u
rm

eist
er, A

nfänge 

（
注

２
）, S. 80 f.

（
42
）
一
五
一
二
年
の
帝
国
公
証
人
条
令
に
つ
い
て
は
、M

athias s
ch

m
O

eck
el, D

ie Reichsnotariatsordnung von 1512. Entstehung und 
W

ürdigung, in: M
athias s

ch
m

O
eck

el, W
erner s

ch
u

bert (H
g.), H

andbuch zur Geschichte des deutschen N
otariats seit der 

Reichsnotariatsordnung von 1512, Baden-Baden 2012, S. 29-74. 

ま
た
、W

infried t
ru

sen, N
otar und N

otariatsinstrum
ent an 

der W
ende vom

 M
ittelalter zur N

euzeit. Zu den gem
einrechtlichen Grundlagen der Reichsnotariatsordnung von 1512, in: 

G
erd k

le
in

h
e

y
e

r und Paul m
ik

a
t (H

g.), B
eiträge zur R

echtsgeschichte. G
edächtnisschrift für H

erm
ann c

O
n

r
a

D, 
Paderborn u. a. 1979, S. 545-566 

（D
ers., Gelehrtes Recht 

（
注
３
）, S. 595-616 

に
も
収
録
）．
条
令
の
テ
ク
ス
ト
は
、H

erbert 
g

rziw
O

t
z, K

aiserliche N
otariatsordnung von 1512. Spiegel der Entw

icklung des Europäischen N
otariats, M

ünchen 1996 
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を
参
照
。

（
43
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、Inga z

erbes, W
irkung der Reichsnotariatsordnung von 1512 im

 D
eutschen Reich bis 

1806, in: M
athias s

ch
m

O
eck

el, W
erner s

ch
u

bert (H
g.), a. a. O

. 

（
注
42
）, S. 75-103. 

ま
た
、
帝
国
最
高
法
院
規
則
と
同
様
に
、
帝
国
公

証
人
条
令
も
ま
た
、
領
法
立
法
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
え
た
と
い
う
見
方
を
表
明
す
る
の
は
、Stephan w

en
D

eh
O

rst, Zw
ischen 

K
aiser und Reichsständen. D

as öffentliche N
otariat in der frühen N

euzeit - Einige V
orüberlegungen, in: A

nette b
a

u
m

a
n

n 
u. a. (H

g.), Reichspersonal. Funktionsträger für K
aiser und Reich, (Q

uF, Bd. 46), K
öln u. a. 2003, S. 343-351, S. 347 f.

（
44
）U

te r
ö

D
el (Bearb.), D

ie Zeit A
dolfs von N

assau, A
lbrechts I. von H

absburg, H
einrichs von Luxem

burg : 1292 - 1313, 
(U

R, Bd. 4), K
öln u. a. 1992, (=U

R4), N
r. 130.

（
45
）U

R4, N
r. 186.

（
46
）Friedrich b

a
t

t
en

berg (Bearb.), D
ie Zeit Ludw

igs des Bayern und Friedrichs des Schönen 1314-1347, (U
R, Bd. 5), K

öln u. 
a. 1987, (=U

R5), N
r. 96, 97; Jacob s

ch
w

a
lm (H

g.), M
GH

 Const., T
. 6, P. 1, H

annover 1914-27, (N
D

 H
annover 1982), N

r. 247, 
248.

（
47
）U

R4, N
r. 8; V

incenz s
a

m
a

n
ek, N

eue Beiträge zu den Regesten K
önig A

dolfs, W
ien / Leipzig 1932, S. 45 ff., N

r. 1. 

な
お
、

現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
公
証
人
の
初
期
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、H

. n
elis, a. a. O

.  

（
注
６
）
を
参
照
。

（
48
）U

R4, N
r. 4, 6; Eduard w

in
k

elm
a

n
n, A

cta im
perii inedita saeculi X

III et X
IV

. U
rkunden und Briefe zur Geschichte des 

K
aiserreichs und des K

önigreichs Sizilien, Bd. 2: In den Jahren 1200 bis 1400, Innsbruck 1885 (N
D

 A
alen 1964), N

r. 199. 

こ
の
対
立
に
つ
い
て
は
、Fritz k

ern, D
ie A

nfänge der französischen A
usdehnungspolitik bis zum

 Jahr 1308, T
übingen 1910, 

S. 138 ff.; V
incenz s

a
m

a
n

ek, Studien zur Geschichte K
önig A

dolfs. V
orarbeiten zu den Regesta im

perii V
I 2 (1292-1298), 

W
ien / Leipzig 1930, S. 47-54 

お
よ
び
拙
稿
「
エ
ノ
ー
伯
ジ
ャ
ン
二
世
と
ド
イ
ツ
国
王
裁
判
権
」、『
北
大
法
学
論
集
』
五
二
巻
五
号
（
二
〇

〇
二
年
）
一－

四
八
頁
、
二
一
頁
以
下
を
参
照
。
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
に
は
フ
ラ
ン
ス
王
権
お
よ
び
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
味
方
に
付
い
た
。
国

王
ア
ー
ド
ル
フ
は
同
年
九
月
に
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
市
に
対
し
て
ア
ハ
ト
を
宣
告
し
た
が
（U

R4, N
r. 14

）、
効
果
は
な
か
っ
た
。

（
49
）U

R4, N
r. 7; E. w

in
k

elm
a

n
n, a. a. O

. 

（
注
48
）, N

r. 200.

（
50
）
彼
に
つ
い
て
は
、H

. n
elis, a. a. O

. 

（
注
６
）, S. 273. 

一
二
八
六
年
か
ら
一
三
〇
五
年
ま
で
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
彼
の
公
証
人
と
し
て
の
活
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動
が
確
認
で
き
る
。 

（
51
）U

R4, N
r. 6; E. w

in
k

elm
a

n
n, a. a. O

. 

（
注
48
）, N

r. 199.
（
52
）U

R4, N
r. 7; E. w

in
k

elm
a

n
n, a. a. O

. 

（
注
48
）, N

r. 200, “Q
uid autem

 super hoc feceritis, nobis vestris patentibus litteris 
rescribatis.”

（
53
）U

R4, N
r. 63; Jacob s

ch
w

a
lm (H

g.), M
GH

 Const., T
. 3, H

annover/Leipzig 1904-06, (N
D

 H
annover 1980), N

r. 503. 

国
王
ア
ー

ド
ル
フ
と
オ
ッ
ト
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は
、F. k

ern, A
nfänge 

（
注
48
）, S. 143 ff.; V

. s
a

m
en

ek, Studien 

（
注
48
）, S. 94-106. 

（
54
）
こ
の
主
張
に
つ
い
て
は
、Fritz k

ern, Reichsgew
alt des deutschen K

önigs nach dem
 Interregnum

. Zeitgenössische T
heorien, 

in: H
istorische Zeitschrift 106 (1911), S. 39-95, S. 42 ff. 

ま
た
、
オ
ッ
ト
ー
側
が
特
に
こ
う
し
た
留
保
を
付
し
た
背
景
に
フ
ラ
ン
ス
王
権

と
の
縁
組
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
ド
イ
ツ
王
権
と
の
レ
ー
ン
関
係
の
解
消
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、V

. s
a

m
a

n
ek, Studien 

（
注
48
）, 

S. 101 ff. 

（
55
）U

R4, N
r. 46; T

heodor Joseph l
a

c
O

m
b

le
t, U

rkundenbuch für die Geschichte des N
iederrheins..., Bd. 2: 1201-1300, 

D
üsseldorf 1846 (N

D
 A

alen 1966), N
r. 939.

（
56
）
一
二
九
二
年
四
月
に
ア
ン
デ
ル
ナ
ッ
ハ
で
な
さ
れ
た
ア
ー
ド
ル
フ
の
ケ
ル
ン
大
司
教
の
た
め
の
約
束
。M

GH
 Const., 3, N

r. 474. 

国
王
選

挙
前
後
か
ら
一
二
九
三
年
ご
ろ
ま
で
の
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
と
ケ
ル
ン
大
司
教
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
の
関
係
に
つ
い
て
は
、V

. s
a

m
a

n
ek, Studien 

（
注
48
）, S. 54 ff.; Franz-Reiner e

rk
en

s, Siegfried von W
esterburg (1274-1297). D

ie Reichs- und T
erritorialpolitik eines 

K
ölner Erzbischofs im

 ausgehenden 13. Jahrhundert, Bonn 1982, S. 330 ff.

（
57
）U

R4, N
r. 15, A

rt. 17-20, N
r. 42, A

rt. 1, 5.

（
58
）U

R4, N
r. 150; T

h. J. l
a

cO
m

blet, a. a. O
. 

（
注
55
）, N

r. 998.

（
59
）U

R4, N
r. 155. 

同
日
付
の
ト
リ
ー
ア
大
司
教
ボ
エ
ム
ン
ト
宛
文
書
も
同
様
に
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
対
す
る
有
責
判
決
を
伝
え
る
。U

R4, N
r. 

156.

（
60
）U
R4, N

r. 151.

（
61
）U

R4, N
r. 161; M

GH
 Const., 4, 1, N

r. 32.

（
62
）U

R4, N
r. 181; M

GH
 Const., 4, 1, N

r. 59.
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（
63
）
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
と
ラ
イ
ン
地
方
の
選
挙
侯
た
ち
の
対
立
の
背
景
と
経
過
に
つ
い
て
は
、A

lfred h
essel, Jahrbücher des 

D
eutschen Reichs unter K

önig A
lbrechts I. von H

absburg, Berlin 1931, S. 60-108 

を
参
照
。

（
64
）Jacob s

ch
w

a
lm (H

g.), M
GH

 Const., T
. 4, P. 2, H

annover/Leipzig 1909-11, (N
D

 H
annover 1981), N

r. 1188. 

ま
た
、A

. h
essel, 

a. a. O
. 

（
注
63
）, S. 93 f.

（
65
）U

R4, N
r. 477; M

GH
 Const., 4, 1, N

r. 412.　

大
司
教
ヴ
ィ
ク
ボ
ル
ト
に
よ
る
放
棄
（
一
三
〇
二
年
一
〇
月
）
は
、U

R4, N
r. 308, A

rt. 2, 
4, 7; M

GH
 Const., 4, 1, N

r. 156, c. 1.

（
66
）U

R4, N
r. 490; M

GH
 Const., 4, 1, N

r. 420.

（
67
）U

R4, N
r. 459; Cam

ille w
a

m
pa

ch, U
rkunden- und Q

uellenbuch zur Geschichte der altluxem
burgischen T

erritorien bis 
zur burgundischen Zeit, Bd. 7, Luxem

burg 1949, N
r. 1286.

（
68
）Johannes m

ö
t

sch, D
ie Balduineen. A

ufbau, Entstehung und Inhalt der U
rkundensam

m
lung des Erzbischofs Balduin 

von T
rier, K

oblenz 1980, N
r. 365. 

な
お
、
他
に
、
一
三
〇
〇
年
三
月
に
カ
ッ
ツ
ェ
ン
エ
ル
ン
ボ
ー
ゲ
ンK

atzenelnbogen

伯
エ
ー
バ
ー

ハ
ル
ト
が
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ムO

ppenheim

に
お
け
る
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
フ
ォ
ー
ク
ト
と
し
て
、
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン

K
aiserslautern

の
教
会
の
た
め
に
発
行
し
た
証
書
がnotarius dom

ini regis

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
別
に
印
章
が
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
公
証
人
で
な
く
国
王
書
記
局
の
書
記
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。U

R4, N
r. 250; Ludw

ig b
a

u
r (H

g.), 
H

essische U
rkunden, Bd. 5: U

rkunden 1077-1499, D
arm

stadt 1873 (N
D

 A
alen 1979), N

r. 186.

（
69
）
主
に
一
五
世
紀
の
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
お
け
る
公
証
人
に
つ
い
て
は
、O

. a
h

lers, a. a. O
.  

（
注
６
）を
参
照
。
な
お
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
国

王
宮
廷
と
の
関
係
で
は
、
一
二
九
一
年
と
一
三
一
一
年
にnotarius

の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
が
、
市
の
訴
訟
代
理
人
と
し
て
登
場
す
る
が
、
市
の

書
記
で
あ
っ
て
公
証
人
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。Bernhard D

iest
elk

a
m

p und U
te r

ö
D

el (Bearb), D
ie Zeit Rudolfs von 

H
absburg 1273-1291, (U

R, Bd. 3), K
öln u. a. 1986, (=U

R3), N
r. 634; U

R4, N
r. 515.

（
70
）U

R5, N
r. 68.

（
71
）U
R5, N

r. 59.

（
72
）
中
世
後
期
の
国
王
裁
判
権
に
お
け
る
ア
ハ
ト
と
ア
ン
ラ
イ
テ
に
つ
い
て
は
、Friedrich  b

a
t

t
en

berg, Reichsacht und A
nleite im

 
Spätm

ittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der höchsten königlichen Gerichtsbarkeit im
 A

lten Reich, besonders im
 14. 
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und 15. Jahrhundert, (Q
uF, Bd. 18), K

öln-W
ien 1986 

を
参
照
。

（
73
）K

arl h
erQ

u
et (Bearb.), U

rkundenbuch des ehem
als freien Reichsstadt M

ühlhausen in T
hüringen, H

alle 1874 (N
D

 Bad 
Langensalza 2009), N

r. 920. 

な
お
、
他
に
ラ
イ
ン
以
東
か
ら
の
事
例
と
し
て
、
ゾ
ル
ム
スSolm

s

伯
が
ア
ル
テ
ン
ベ
ル
クA

ltenberg

修
道

院
に
対
し
て
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
、
一
二
九
三
年
六
月
の
国
王
ア
ー
ド
ル
フ
の
証
書
が
、
は
る
か
後
代
の
一

四
九
四
年
に
、
ヴ
ェ
ツ
ラ
ー
市
の
委
託
に
よ
っ
て
、
公
証
人
証
書
の
中
に
写
さ
れ
て
い
る
。U

R4, N
r. 49. 

一
三
〇
六
年
七
月
に
国
王
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
一
世
が
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
市
民
の
間
の
対
立
に
つ
い
て
下
し
た
裁
定
に
つ
い
て
も
、
公
証
人
に
よ
っ
て
確
認
証
書

が
作
ら
れ
て
い
る
が
、
作
成
時
期
は
不
明
で
あ
る
。U

R4, N
r. 369.

（
74
）U

R5, N
r. 335; K

. h
erQ

u
et, a. a. O

. 

（
注
73
）, N

r. 920.

（
75
）U

R5, N
r. 330, 331; K

. h
erQ

u
et, a. a. O

. 

（
注
73
）, N

r. 921, 922.

（
76
）U

R5, N
r. 334; K

. h
erQ

u
et, a. a. O

. 

（
注
73
）, N

r. 923, 924.

（
77
）
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、K

laus m
ilit

zer, D
ie Geschichte des D

eutschen O
rdens, Stuttgart 

2005; Jürgen s
a

rn
O

w
sk

y, D
er D

eutsche O
rden, M

ünchen 2007 

を
参
照
。

（
78
）U

R5, N
r. 446.

（
79
）H

einrich O
t

t
O (Bearb.), Regesten der Erzbischöfe von M

ainz von 1286-1396, A
bteilung 1, Bd. 2: 1328-1353, D

arm
stadt 

1932-35 (N
D

 A
alen 1976), N

r. 4825.

（
80
）H

. O
t

t
O, a. a. O

. 

（
注
79
）, N

r. 4035, 4036.

（
81
）
こ
の
対
立
に
つ
い
て
は
、Georg u

h
l, U

ntersuchungen über die Politik Erzbischofs H
einrichs III. von M

ainz und seines K
apitels 

in den Jahren 1337-1346, in: A
rchiv für hessische Geschichte und A

ltertum
skunde N

eue Folge 15 (1926), S. 87-146, S. 133 
ff. 

ま
た
関
係
史
料
と
し
て
、
以
下
に
見
る
も
の
の
他
にU

R5, N
r. 369, 375, 376, 391, 400, 426, 447, 448, 468, 469, 470, 471, 472, 501, 

505, 506, 512, 517, 518, 521. 

（
82
）U
R5, N

r. 499; H
. O

t
t

O, a. a. O
. 

（
注
79
）, N

r. 4926. 

仲
裁
付
託
は
一
三
四
二
年
一
〇
月
に
な
さ
れ
て
い
る
。UR5, N

r. 467; H
.O

t
t

O, a. a. 
O

. 

（
注
79
）, N

r. 4896.

（
83
）U

R5, N
r. 500; H

. O
t

t
O, a. a. O

. 

（
注
79
）, N

r. 4927. 

公
証
人
コ
ン
ラ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、Peter- Johannes s

ch
u

ler, N
otare 
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Südw
estdentschlands. Ein prosopographisches V

erzeichnis für die Zeit von 1300 bis ca 1520, 2 Bde., Stuttgart 1987, N
r. 

376. 

彼
は
一
三
三
九
年
に
も
ヴ
ェ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
公
証
人
証
書
を
発
行
し
て
い
る
。

（
84
）
ヨ
ハ
ン
に
つ
い
て
は
、Gustav b

ra
ba

n
D, D

om
dekan Johannes U

nterschopf (1325 - 1345). Studien zur Geschichte des M
ainzer 

D
om

kapitels und seiner B
eziehungen zum

 Papsttum
 und R

eich unter Ludw
ig dem

 B
ayern, in: A

rchiv für 
m

ittelrheinische K
irchengeschichte 7 (1955), S. 22 - 76, 8 (1956), S. 94 - 132.

（
85
）
ル
ー
ポ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
池
谷
文
夫
『
ド
イ
ツ
中
世
後
期
の
政
治
と
政
治
思
想　

大
空
位
時
代
か
ら
『
金
印
勅
書
』
の
制
定
ま
で
』（
二
〇

〇
〇
年 

刀
水
書
房
）
三
二
五
頁
以
下
お
よ
び
拙
稿
「
ル
ー
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ベ
ン
ブ
ル
ク
の
帝
国
論
─
─
一
四
世
紀
中
葉
の
帝
国
と
ド

イ
ツ
人
─
─
」『
北
大
法
学
論
集
』
六
三
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一－

四
五
頁
を
参
照
。

（
86
）Friedrich b

a
t

t
en

berg (Bearb.), D
ie K

önigszeit K
arls IV

. (1346 －
 1355 M

ärz),  (U
R, Bd. 6), K

öln u. a. 1990, (=U
R6), N

r. 
51; K

arl z
eu

m
er und Richard s

a
lO

m
O

n (H
g.), M

GH
 Const., T

. 8, H
annove 1910-26, (N

D
 H

annover 1982), N
r. 704. 

公
証
人
た

ち
が
判
決
を
確
認
し
た
、
も
う
一
通
の
公
証
人
証
書
は
、U

R6, N
r. 52; M

GH
 Const., 8, N

r. 705.

（
87
）U

R6, N
r. 27, 36, 43, 44, 50; M

GH
 Const., 8, N

r. 690, 691, 699, 700, 702. 

な
お
、
カ
ー
ル
四
世
の
大
叔
父
に
あ
た
る
ト
リ
ー
ア
大
司

教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
が
、帝
国
代
理Reichsvikar

に
任
命
さ
れ
る
な
ど
、帝
国
西
部
で
強
大
な
地
位
を
築
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、さ
し
あ
た
り
、

A
lfred h

a
V

erk
a

m
p, Studien zu den Beziehungen zw

ischen Erzbischof Balduin von T
rier und K

önig K
arl Ⅳ

., in: Blätter 
für deutsche Landesgeschichte

（
以
下BD

LG
と
略
す
）114 (1978), S. 463-503 

を
参
照
。

（
88
）U

R6, N
r. 174; Ch. p

iO
t, Cartulaire de l’abbaye de Saint-T

rond, T
om

e 1, Bruxelles 1870, N
r. 383. 

同
日
付
の
別
の
証
書
で

カ
ー
ル
四
世
は
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
お
よ
び
シ
ン
ト
・
ト
ル
イ
デ
ン
修
道
院
と
シ
ン
ト
・
ト
ル
イ
デ
ン
市
と
の
間
の
紛
争
に
つ
い
て
出
さ
れ
た

和
解
文
書
や
特
権
状
を
確
認
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
公
証
人
文
書
化
さ
れ
て
い
な
い
。U

R6, N
r. 173. 

な
お
、
一
四
世
紀
末
ま
で
の
シ

ン
ト
・
ト
ル
イ
デ
ン
市
の
発
達
に
つ
い
て
は
、J. L. c

h
a

rles, La ville de Saint-T
rond au m

oyen âge. D
es origines à la fin du 

X
IV

e siècle, Paris 1965. 

（
89
）U
R6, N

r. 607; M
GH

 Const., 11, N
r. 244.

（
90
）M

aurice m
a

n
gisch, D

e la situation et de l’organisation du N
otariat en V

alais sous le régim
e épiscopal 999-1798, Saint-

M
aurice 1913; F. w

igger,  a. a. O
. 

（
注
18
）. 
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（
91
）Friedrich b

a
t

t
en

berg (Bearb.), D
ie Zeit K

arls IV
. (1355 A

pril - 1359), (U
R, Bd. 7), K

öln u. a. 1994, (=U
R7), N

r. 434.
（
92
）Ronald n

eu
m

a
n

n (Bearb.), D
ie Zeit K

arls IV
. (1360-1364), (U

R, Bd. 8), K
öln u. a. 1996, (=U

R8), N
r. 312.

（
93
）U

R8, N
r. 313. 

な
お
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
区
に
お
け
る
公
証
人
の
初
期
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、P. p

ieiy
n

s-r
igO, a. a. O

 

（
注
10
）. 

を
参
照
。

（
94
）U

R8, N
r. 318. 

こ
の
時
期
、
皇
帝
と
司
教
の
関
係
は
、
後
述
の
ロ
ー
ン
伯
領
問
題
の
た
め
に
緊
張
し
て
い
た
。W

ilhelm
 Ja

n
ssen, K

arl Ⅳ
. 

und die Lande an N
iederrhein und U

nterm
aas, in: BD

LG 114 (1978), S. 203-241, S. 222 ff.

（
95
）U

R8, N
r. 415. 

リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
は
、
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
一
三
六
三
年
八
月
に
フ
ォ
ッ
スFosse

の
参
事
会
員K

anoniker

ゲ
オ
ル
ク
・

フ
ォ
ン
・
カ
テ
ナGeorg von Cathena

を
訴
訟
代
理
人
に
任
命
し
て
い
た
。U

R8, N
r. 393. 

ま
た
、
原
告
ア
ル
ノ
ル
ト
の
方
は
、
一
三
六
三

年
一
〇
月
に
皇
帝
宮
廷
で
勝
訴
判
決
を
獲
得
し
て
い
た
。U

R8, N
r. 397, 398. 

ま
たU

R8, N
r. 402, 406 

も
参
照
。
し
か
し
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
側

は
そ
の
判
決
の
正
当
性
を
争
い
、
そ
の
結
果
皇
帝
は
両
当
事
者
に
再
び
期
日
を
設
定
し
て
い
た
。U

R8, N
r. 405.

（
96
）
例
え
ば
、F. l

u
sch

ek, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 111 ff. 

（
97
）U

R8, N
r. 338. 

ア
ル
ノ
ル
ト
に
よ
る
皇
帝
の
も
と
へ
の
訴
え
提
起
は
、U

R8, N
r. 316 (1362. 12. 23)

に
あ
る
が
、
上
述
の
ナ
ミ
ュ
ー
ル
市

の
ケ
ー
ス
と
同
じ
時
期
で
あ
る
。
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
教
会
の
教
会
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
ロ
ー
ン
伯
領
の
回
収
を
図
る
リ
ェ
ー
ジ
ュ
側
と
伯
領
の
相

続
人
か
ら
権
利
を
買
い
取
っ
た
ア
ル
ノ
ル
ト
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、W

. Ja
n

ssen, a. a. O
. 

（
注
94
） 

を
参
照
。

（
98
）U

R8, N
r. 453. 

こ
の
紛
争
の
関
係
史
料
と
し
て
、
更
に
、U

R8, N
r. 337, 391, 392, 397, 398.

（
99
）Ekkehart r

O
t

t
er (Bearb.), D

ie Zeit K
arls IV

. 1372-1378,  (U
R, Bd. 10), K

öln u. a. 2014, (=U
R10), N

r. 506.

（
100
）U

R10, N
r. 509. 

公
証
人
ル
ー
ド
ル
フ
に
つ
い
て
は
、P.-J. s

ch
u

ler, N
otare 

（
注
83
）, N

r. 1054. 

彼
は
一
三
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に

か
け
て
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
で
多
く
の
公
証
人
証
書
を
作
成
し
て
い
る
。

（
101
）U

R7, N
r. 220. 

（
102
）U

R7, N
r. 213.

（
103
）Friedrich b

a
t

t
en

berg, D
ie Gerichtsstandsprivilegien der deutschen K

aiser und K
önige bis zum

 Jahre 1451, (Q
uF, Bd. 

12), T
eilbd. 1, K

öln-W
ien 1983, N

r. 520, 538, 619; M
GH

 Const., 9, N
r. 156. 

ケ
ル
ン
市
が
カ
ー
ル
四
世
か
ら
得
た
特
権
状
に
つ
い
て

は
、A

nna-D
orothee von den b

rin
ck

en, Privilegien K
arls Ⅳ

. für die Stadt K
öln, in: BD

LG114 (1978), S. 243-264. 

フ
ァ
ル
ケ
ン

ベ
ル
ク
公
の
証
書
に
つ
い
て
は
、Ebenda, S. 256.
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（
104
）Ronald n

eu
m

a
n

n und Ekkehart r
O

t
t

er (Bearb.), D
ie Zeit K

arls IV
. 1365-1371,  (U

R, Bd. 9), K
öln u. a. 2003, (=U

R9), N
r. 

222.
（
105
）U

R10, N
r. 241; Leonard e

n
n

en (H
g.), Q

uellen zur Geschichte der Stadt K
öln, Bd. 5, K

öln 1875 (N
D

 A
alen 1970), N

r. 89. 
こ
の
と
き
の
大
司
教
と
ケ
ル
ン
市
の
対
立
に
つ
い
て
は
、W

. Ja
n

ssen, a. a. O
. 

（
注
94
）, S. 233 ff.

（
106
）U

R10, N
r. 251. 

た
だ
し
、
要
録
で
見
る
限
り
こ
の
復
命
書
は
印
章
つ
き
証
書
と
し
て
発
行
さ
れ
て
お
り
、U

R10, N
r. 241

に
あ
る
公
証
人

文
書
へ
の
挿
入
と
い
う
注
記
の
意
味
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
107
）U

R7, N
r. 285; E. E. s

t
en

gel (H
g.), a. a. O

. 

（
注
24
）, N

r. 999.

（
108
）U

R7, N
r. 268, 276, 279; E.E. s

t
en

gel, a. a. O
. 

（
注
24
）, N

r. 993, 995, 997. 

参
事
会
自
身
が
発
行
し
た
同
内
容
の
文
書
と
皇
帝
代
官
に

よ
る
承
認
は
、U

R7, N
r. 283, 284; E.E. s

t
en

gel, a. a. O
. 

（
注
24
）, N

r. 998.

（
109
）U

R7, N
r. 495. 

カ
ー
ル
四
世
は
既
に
一
三
五
四
年
一
月
に
同
様
の
定
め
を
発
し
て
い
た
。U

R6, N
r. 490. 

な
お
、U

R6, N
r. 465

も
参
照
。

こ
れ
ら
の
カ
ー
ル
四
世
の
特
権
状
と
教
会
保
護
政
策
に
関
し
て
は
、W

olfgang h
ö

lsch
er, K

irchenschutz als H
errschaftsinstrum

ent. 
Personelle und funktionelle A

spekte der Bistum
spolitik K

arls IV
, W

arendorf 1985 

を
参
照
。
特
権
状
の
テ
ク
ス
ト
も
そ
こ
に
公

刊
さ
れ
て
い
る
（
一
三
五
四
年
の
特
権
状
は
、S. 186 f. 

に
、
一
三
五
九
年
の
そ
れ
はS. 188-191

に
あ
る
）。
ま
た
、Peter JO

h
a

n
ek, D

ie 
„K

arolina de ecclesiastica libertate.

“ Zur W
irkungsgeschichte eines spätm

ittelalterlichen Gesetzes, in: BD
LG114 (1978), S. 

797-831 

も
参
照
。

（
110
）U

R9, N
r. 185. 

（
111
）U

R9, N
r. 186. 

カ
ー
ル
四
世
と
聖
ア
ル
バ
ン
修
道
院
の
関
係
と
皇
帝
に
よ
る
同
修
道
院
保
護
に
つ
い
て
は
、Reinhard s

ch
m

iD, D
ie A

btei 
St. A

lban vor M
ainz im

 hohen und späten M
ittelalter, M

ainz 1996, S. 186-191. 

特
に
こ
の
件
に
関
し
て
はEbenda, S. 190.

（
112
）U

R8, N
r. 441.　

そ
の
際
、
別
の
公
証
人
、
リ
ェ
ー
ジ
ュ
司
教
区
の
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ル
ッ
ベ
ル
テ
ィ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
デ
ル
ヴ
ィ
イ
ク

Gerhard Lubberti von H
arderw

ijk

と
テ
ィ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ク
レ
ー
フ
ェT

ilm
an von K

leve

も
同
席
し
て
い
た
。
一
三
六
〇
年
代

の
ト
リ
ー
ア
大
司
教
と
ト
リ
ー
ア
市
の
激
し
い
対
立
に
つ
い
て
は
、Friedhelm

 b
u

rga
rD, A

useinandersetzungen zw
ischen 

Stadtgem
einde und Erzbischof (1307-1500), in: H

ans H
ubert a

n
t

O
n, A

lfred h
a

V
erk

a
m

p (H
g.), T

rier im
 M

ittelalter, (2000 
Jahre T

rier, Bd. 2), S. 295-398, S. 302-305 

を
参
照
。
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（
113
）U

R8, N
r. 438, 440; Friedrich r

u
D

O
lph (H

g.), Q
uellen zur Rechts- und W

irtschaftsgeschichte der rheinischen Städte, 
K

urtrierische Städte, I: T
rier, Bonn 1915, N

r. 68 

（
一
部
）, 69. 

文
書
は
い
わ
ゆ
る
項
目
訴
訟
的
に
書
か
れ
て
い
る
。 

（
114
）U

R8, N
r. 439. 

（
115
）U

R8, N
r. 448.

（
116
）U

R8, N
r. 452. 

や
は
り
他
の
二
人
の
公
証
人
ゲ
ア
ハ
ル
ト
と
テ
ィ
ル
マ
ン
が
同
席
し
、
両
当
事
者
の
代
表
も
出
席
し
た
。

（
117
）U

R8, N
r. 458, A

nm
.

（
118
）U

R8, N
r. 489. 

（
119
）U

R8, N
r. 463.

（
120
）U

R9, N
r. 28. 

文
書
中
に
は
上
述
の
大
司
教
の
市
へ
の
手
紙
（U

R9, N
r. 9

）
お
よ
び
上
記
の
皇
帝
の
判
決
（U

R8, N
r. 489

）
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
こ
の
紛
争
を
い
ち
お
う
終
わ
ら
せ
た
、
一
三
六
五
年
六
月
お
よ
び
一
三
六
七
年
一
〇
月
の
両
者
の
和
解
は
、
皇
帝
判
決
よ
り

は
市
側
に
有
利
な
内
容
で
あ
っ
た
。F. r

u
D

O
lph, a. a. O

. 

（
注
113
）, N

r. 75-77.

（
120a
）U

R7, N
r. 296. 

こ
の
文
書
は
、
一
三
五
七
年
一
〇
月
の
カ
ー
ル
四
世
か
ら
ラ
イ
ト
ミ
シ
ュ
ル
司
教
へ
の
決
定
権
限
委
任
状
（U

R7, N
r. 

300

）
お
よ
び
一
三
五
八
年
一
月
の
訴
訟
代
理
人
任
命
を
知
ら
せ
る
市
か
ら
皇
帝
へ
の
証
書
（U

R7, N
r. 316

）
な
ど
と
と
も
に
一
三
六
〇
年
四

月
に
公
証
人
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
ア
シ
ャ
ッ
フ
ェ
ン
ベ
ル
ク
教
会
の
聖
歌
隊
長K

antor

）
が
作
成
し
た
公
証
人
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
121
）U

R7, N
r. 363.　

判
決
（U

R7, N
r. 350

）
が
公
証
人
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
一
三
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
騎

士
修
道
会
と
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
市
と
の
間
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、W

. w
in

t
ru

ff, D
ie Reichsstadt M

ühlhausen i. T
hür. im

 K
am

pfe 
m

it dem
 D

eutschen O
rden w

ährend der Jahre 1357-1362, in: M
ühlhäuser Geschichtsblätter 14 (1913/14), S. 53-133; 

Bernhard D
iest

elk
a

m
p, Rechtsgutachten in Prozessen vor dem

 H
ofgericht des K

önigs im
 14. Jahrhundert, in: Bernd-

Rüdiger k
ern u. a. (H

g.), H
um

aniora, M
edizin, Recht, Geschichte. Festschrift für A

dolf l
a

u
fs zum

 70. Geburtstag, Berlin-
H

eidelberg 2006, S. 73-83.

（
122
）U
R7, N

r. 350.

（
123
）U

R7, N
r. 357.

（
124
）U

R7, N
r. 364.　

皇
帝
の
確
認
（U

R7, N
r. 357

）
と
司
教
の
判
決
（U

R7, N
r. 350

）
が
と
も
に
公
証
人
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
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（
125
）U

R7, N
r. 325.

（
126
）U

R7, N
r. 351.

（
127
）U

R7, N
r. 365.　

や
は
り
判
決
と
確
認
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

（
128
）U

R7, N
r. 326.

（
129
）U

R7, N
r. 350, 351, 357.

（
130
）U

R7, N
r. 366.

（
131
）U

R7, N
r. 405.

（
132
）U

R7, N
r. 417. 

ま
たU

R7, N
r. 418

も
参
照
。

（
133
）U

R7, N
r. 370.

（
134
）U

R7, N
r. 371.　

も
っ
と
も
、
こ
の
二
通
の
証
書
に
は
偽
造
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。U

R7, N
r. 370, A

nm
. 

（
135
）U

R7, N
r. 9; M

GH
 Const., 11, N

r. 458. 

ま
た
皇
帝
は
一
三
五
五
年
一
一
月
に
も
、
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
市
に
対
し
て
、
修
道
院
に
対
す
る
圧

迫
を
や
め
、
修
道
院
を
保
護
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。U

R7, N
r. 38; M

GH
 Const., 11, N

r. 565. 

な
お
、U

R7, N
r. 42 

も
参
照
。
な
お
、
中

世
後
期
の
コ
ン
ブ
ル
ク
修
道
院
に
つ
い
て
は
、Rainer JO

O
ss, K

loster K
om

burg im
 M

ittelalter. Studien zur V
erfassungs-, Besitz- 

und Sozialgeschichte einer fränkischen Benediktinerabtei, Sigm
aringen 1987, S. 41-71 

を
参
照
。 

（
136
）U

R7, N
r. 369. 

（
137
）
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ビ
ッ
シ
ュ
・
ハ
ル
と
リ
ン
プ
ル
ク
に
対
す
る
命
令
は
、
一
三
五
九
年
四
月
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。U

R7, N
r. 450, 451.　

な
お
、U

R7, N
r. 411 

も
参
照
。

（
138
）U

R9, N
r. 420; H

einrich b
u

t
t

e, Stift und Stadt H
ersfeld im

 14. Jahrhundert m
it einem

 A
nhang: D

ie Stadt H
ersfeld bis 

zum
 Beginn des 15. Jahrhunderts, und 14 U

rkundenbeilagen, (D
iss. phil., M

arburg), M
arburg 1911, S. 147 ff., (Beilage, N

r. 
8). 

院
長
ベ
ル
ト
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
フ
ェ
ル
カ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ンBerthold von V

ölkershausen

の
も
と
で
の
一
三
七
〇－

八
〇
年
代
に
お
け
る

ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
と
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
市
の
衝
突
に
つ
い
て
は
、H

. b
u

t
t

e, a. a. O
., S. 43-84 

を
参
照
。
こ
の
公
証
人
証
書
作
成
の

前
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
特
に
、Ebenda, S. 48-52. 

院
長
ベ
ル
ト
ル
ト
が
行
っ
た
仲
裁
交
渉
の
結
果
は
、
修
道
院
総
会
を
満
足
さ
せ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
市
の
発
展
に
つ
い
て
は
、Ebenda, S. 93-135

を
見
よ
。
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（
139
）U

R9, N
r. 393, 394. 

（
140
）U

R9, N
r. 395.

（
141
）U

R9, N
r. 413. 

（
142
）U

R10, N
r. 460; E. w

in
k

elm
a

n
n,  a. a. O

. 

（
注
48
）, N

r. 959.

（
143
）U

R7, N
r. 356.

（
144
）
前
述
の
よ
う
に
、
既
に
一
三
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
は
公
証
人
が
出
現
し
て
い
た
。
中
世
後
期
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
の
公

証
人
と
公
証
人
証
書
に
つ
い
て
は
、L. g

erber, a. a. O
. 

（
注
６
） 

を
参
照
。

（
145
）U

R8, N
r. 16; D

aniel s
ch

n
eiD

er (Bearb.), V
ollständige H

ochgräflich Erbachische Stam
m

tafel nebst deren Erklär- und 
Bew

ährungen oder H
ochgräflich Erbachische H

istorie, Frankfurt a. M
. 1736, U

rkundenanhang, S. 84, N
r. 32.

（
146
）
中
世
後
期
の
公
証
人
文
書
に
印
章
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
（
つ
ま
り
、そ
の
よ
う
な
形
で
伝
統
的
な
印
章
付
き
証
書
と
新
し
く
入
っ

て
き
た
公
証
人
文
書
と
の
混
合
が
見
ら
れ
た
こ
と
）
に
つ
い
て
は
、
例
え
ばP.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 210 ff. 

を
参
照
。

（
147
）U

R8, N
r. 163, 189, 191, 192, 286 

を
参
照
。

（
148
）U

R8, N
r. 230, 231. 

た
だ
し
こ
れ
ら
は
草
稿K

onzept

と
し
て
伝
存
し
て
い
る
。
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
証
人
の
文
書
作
成
手
続
に

お
け
る
草
稿
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、F. l

u
sch

ek, a. a. O
. 

（
注
６
）, S. 50 f.; P.-J. s

ch
u

ler, Geschichte 

（
注
２
）, S. 223 ff. 

な
お
、
皇
帝

の
ゴ
ス
ラ
ー
市
に
対
す
る
裁
判
権
委
任
は
、U

R8, N
r. 229.

（
149
）U

R8, N
r. 230.

（
150
）U

R8, N
r. 236. 

こ
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
他
にU

R8, N
r. 87, 132, 139-142, 144, 151, 155-161, 175, 204-208 

も
参
照
。

（
151
）U

R8, N
r. 373.

（
152
）U

R7, N
r. 161; U

R8, N
r. 336, 341, 362, 364, 368, 371, 372. 

こ
の
う
ちU

R8, N
r. 364

は
、
そ
れ
自
体
、
ケ
ル
ン
（
大
）
司
教
区
の
聖
職

者
で
公
証
人
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ク
ニ
イ
プW

ilhelm
 K

nyp

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
証
人
証
書
で
、
裁
判
期
日
の
延
期
（U

R8, N
r. 

362

）
の
後
を
受
け
て
、
新
た
な
期
日
へ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
側
の
召
喚
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
証
書
は
、
別
の
公
証
人
ラ
イ
ナ
ー
・
ヘ
ル
マ
ン
ニ
・

フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ブ
ル
クReiner H

erm
anni von W

ittenburg

（
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
司
教
区
の
聖
職
者
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
、
公
証
人

ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
後
、U

R8, N
r. 373

の
証
書
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
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（
153
）U

R8, N
r. 374.

（
154
）U

R8, N
r. 370, 375, 381. 

こ
の
う
ち
、U

R8, N
r. 370 

は
、
そ
れ
自
体
公
証
人
ゴ
ツ
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
デ
ル
ンGotzw

in von 
Geldern

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
公
証
人
証
書
で
、
両
当
事
者
が
和
解
交
渉
に
合
意
し
た
こ
と
、
和
解
が
成
立
し
な
い
場
合
の
た
め
に
公
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
が
期
日
を
指
定
し
た
こ
と
、
を
記
す
。

（
155
）U

R8, N
r. 380. 

（
156
）U

R9, N
r. 436, 463. N

r. 436

（1371.10.13

）は
、ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
側
に
対
し
て
上
級
ア
ハ
ト
を
宣
告
す
る
皇
帝
証
書
で
あ
る
が
、

ザ
ク
セ
ン
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
公
へ
の
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
領
授
封
に
反
す
る
契
約
・
約
束
な
ど
を
無
効
と
し
、
ま
た
ア
ハ
ト
の
効
果
と
し

て
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
側
の
た
め
の
同
盟
・
特
権
な
ど
を
失
効
さ
せ
て
い
る
。N

r. 463

（1371.11.11

）
の
皇
帝
証
書
も
ま
た
、
ブ
ラ
ウ

ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
側
に
有
利
な
誓
約
や
同
盟
を
無
効
と
宣
言
し
て
い
る
。N

r. 436

か
ら
は
ザ
ク
セ
ン
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
公
と
フ
ェ
ル
デ

ン
司
教
の
求
め
に
よ
っ
て
公
証
人
証
書
が
作
ら
れ
、
ま
たN

r. 436

とN
r. 463

は
、
別
に
フ
ェ
ル
デ
ン
司
教
区
の
公
証
人
に
よ
っ
て
一
通
の
公

証
人
証
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
領
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て
は
、Ernst s

ch
u

bert, (H
g.), Geschichte 

N
iedersachsens. Bd. 2, T

. 1: Politik, V
erfassung, W

irtschaft vom
 9. bis zum

 ausgehenden 15. Jahrhundert, H
annover 1997, 

S. 755-782 

を
参
照
。

（
157
）U

R10, N
r. 189; M

ax f
O

lt
z (Bearb.), U

rkundenbuch der Stadt Friedberg, Bd. 1, M
arburg 1904, N

r. 579. 

こ
の
件
に
つ
い
て

は
、Bernhard D

iest
elk

a
m

p, D
as K

önigliche H
ofgericht unter K

arl Ⅳ
. : W

enzel und Ruprecht und die V
em

e, in: M
arcel 

s
e

n
n und Claudio s

O
liV

a (H
g.), Rechtsgeschichte &

 Interdisziplinarität. Festschrift für Clausdieter s
c

h
O

t
t zum

 65. 
Geburtstag, Bern u. a. 2001, S. 3-14, S. 7 f.

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
が
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
城
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
の
長
年
の
紛
争
に
お
い
て
、

皇
帝
が
関
与
し
た
仲
裁
判
決
な
ど
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
城
対
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
市
─
─
中
世
後
期
ド

イ
ツ
の
継
続
的
紛
争
─
─
（
一
）（
二
・
完
）」『
北
大
法
学
論
集
』
六
二
巻
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
一－

三
三
頁
、六
二
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）

一
〇
三－

一
四
六
頁
を
参
照
。

（
158
）U
R10, N

r. 248; E. w
in

k
elm

a
n

n, a. a. O
. 

（
注
48
）, N

r. 947. 

ラ
イ
ン
宮
中
伯
へ
の
譲
渡
は
一
三
七
五
年
二
月
に
行
わ
れ
て
い
た
。U

R10, 
N

r. 228. 

同
じ
時
期
に
カ
ー
ル
四
世
が
、
息
子
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
国
王
選
出
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
に
国
王
領
の
質
入
な
ど
で

多
く
の
利
益
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、H

ubert r
ö

h
ren

beck, K
arl Ⅳ

. und die Pfalzgrafen bei Rhein, in: 
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BD
LG114 (1978), S. 613-643, S. 639 f. 

を
参
照
。

（
159
）U

R10, N
r. 249; E. w

in
k

elm
a

n
n, a. a. O

. 

（
注
48
）, N

r. 948.
（
160
）U

R10, N
r. 255; E. w

in
k

elm
a

n
n, a. a. O

. 

（
注
48
）, N

r. 949.

（
161
）U

R10, N
r. 439. 

国
王
領
の
管
理
に
あ
た
る
ラ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク
ト
と
下
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
諸
都
市
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、H

ans-Georg 
h

O
fa

ck
er, D

ie schw
äbischen Reichslandvogteien im

 späten M
ittelalter, Stuttgart 1980, S. 268-276, S. 283 

を
参
照
。

（
162
）
本
文
で
挙
げ
た
事
例
の
他
に
、
一
三
六
一
年
四
月
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ド
ー
ジ
ェ
が
バ
ー
ゼ
ル
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
・
ミ
ュ
ン
ヒ

Burkhard M
uench

と
の
対
立
に
つ
い
て
公
証
人
文
書
を
作
ら
せ
て
い
る
。U

R8, N
r. 164. 

ま
た
、
一
三
五
六
年
一
月
七
日
付
の
、
ラ
イ
ン

宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
に
、
国
王
選
挙
権
と
選
挙
侯
と
し
て
の
地
位
を
承
認
し
た
い
く
つ
か
の
文
書
が
、
一
三
七
九
年
一
〇
月
の
、
公
証

人
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
枢
機
卿
ピ
レ
ウ
スPileus

の
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。U

R7, N
r. 96, 102, 104, 106. 

ヴ
ォ
ル
ム
ス
司
教
デ
ィ
ー
ト

リ
ヒ
の
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
伯
ヴ
ァ
ル
ラ
ム
に
対
す
る
訴
え
が
、
皇
帝
宮
廷
か
ら
ラ
イ
ン
宮
中
伯
ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
一
世
の
も
と
へ
移
管
さ
れ
た
こ

と
な
ど
を
記
す
宮
中
伯
の
証
書
が
、
一
三
六
三
年
五
月
の
公
証
人
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。U

R8, N
r. 367. 

他
に
、
公
証
人
証
書
の
利
用
が

考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、UR8, N
r. 396 A

nm
.

（
一
三
六
三
年
ご
ろ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
と
ア
ク
ィ
レ
イ
ア
総
大
司
教
の
対
立
）。
ま
た
、

一
五
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
公
証
人
証
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
、U

R9, N
r. 78, 218, 333, 457 

が
あ
る
。

（
163
）U

te r
ö

D
el (Bearb.), D

ie Zeit W
enzels 1393 - 1396,  (U

R, Bd. 13), K
öln u. a. 2001, (=U

R13), N
r. 203; Johannes f

rit
z 

(Bearb.), U
rkundenbuch der Stadt Straßburg, Bd. 6: Politische U

rkunden von 1381-1400, Straßburg 1899, N
r. 916. 

シ
ュ
ト

ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
国
王
宮
廷
に
召
喚
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
安
全
通
行
権
の
付
与
を
求
め
て
い
た
。U

R13, N
r. 182. 

ま
た
、U

R13, N
r. 207

も
参
照
。
な
お
、
公
証
人
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、P.-J. s

ch
u

ler, N
otare 

（
注
83
）, N

r. 1478. 

彼
は
一

三
九
〇
年
代
か
ら
一
四
一
〇
年
代
に
か
け
て
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
で
何
通
か
の
公
証
人
証
書
を
発
行
し
て
い
る
。
公
証
人
ヴ
ェ
ル
ン
ヘ
ル
に

つ
い
て
は
、Ebenda, N

r. 1268. 

彼
は
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
の
書
記
で
も
あ
り
、
市
の
任
務
を
帯
び
て
し
ば
し
ば
各
地
へ
使
節
と
し
て
派

遣
さ
れ
て
い
た
。

（
164
）U
te r

ö
D

el (Bearb.), D
ie Zeit W

enzels 1397 - 1400,  (U
R, Bd. 14), K

öln u. a. 2004, (=U
R14), N

r. 40.　

国
王
宮
廷
裁
判
所
へ
の

召
喚
状
（U

R14, N
r. 24

）
は
同
年
四
月
に
プ
ラ
ハ
で
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
召
喚
状
は
公
証
人
証
書
に
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
召
喚

手
続
の
翌
日
に
、
市
は
こ
の
訴
訟
の
た
め
の
訴
訟
代
理
人
を
任
命
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
公
証
人
証
書
化
さ
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れ
て
い
な
い
。U

R14, N
r. 41.

（
165
）U

R14, N
r. 269. 

再
度
の
召
喚
は
、
一
三
九
七
年
一
〇
月
に
な
さ
れ
て
い
る
。U

R14, N
r. 83.　

デ
ヴ
ェ
ン
テ
ル
市
の
一
件
に
つ
い
て
は
、

他
にU

R14, N
r. 272, 282, 283, 284 

も
参
照
。
な
お
、
デ
ヴ
ェ
ン
テ
ル
を
含
む
ユ
ト
レ
ヒ
ト
司
教
区
に
お
け
る
公
証
人
の
初
期
の
歴
史
に
つ

い
て
は
、F. k

et
n

er, a. a. O
 

（
注
10
）. 

を
参
照
。

（
166
）Ekkehart r

O
t

t
er (Bearb.), D

ie Zeit W
enzels 1376 - 1387,  (U

R, Bd. 11), K
öln u. a. 2001, (=U

R11

）, N
r. 399; Johann Suibert 

s
e

ib
e

r
t

z (B
earb.), U

rkundenbuch zur Landes- und R
echtsgeschichte des H

erzogtum
s W

estfalen, B
d. 2: 1300-1400, 

A
rnsberg 1843, N

r. 876.

（
167
）U

R13, N
r. 13; Leonard e

n
n

en, Q
uellen zur Geschichte der Stadt K

öln, Bd. 6, K
öln 1879 (N

D
 A

alen 1970), N
r. 241. 

ケ
ル
ン

市
と
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
の
宮
廷
が
密
接
な
連
絡
を
保
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、Paul-Joachim

 h
ein

ig, Reichsstädte, Freie Städte und 
K

önigtum
 1389-1450. Ein Beitrag zur deutschen V

erfassungsgeschichte, W
iesbaden 1983, S. 251 f. 

を
見
よ
。ケ
ル
ン
市
が
ヴ
ェ

ン
ツ
ェ
ル
か
ら
得
た
特
権
状
に
つ
い
て
は
、Ebenda, S. 277, 304 ff.

（
168
）
こ
の
間
の
経
過
に
つ
い
て
は
、U

R13, N
r. 13, A

nm
. 

の
記
述
を
参
照
。
ま
た
一
三
九
六
年
前
後
の
ケ
ル
ン
市
内
の
複
雑
な
政
権
争
い
に
つ

い
て
は
、H

ugo s
t

eh
k

ä
m

per, Gem
einde in K

öln im
 M

ittelalter, in: Johannes h
elm

ra
t

h und H
eribert m

ü
ller (H

g.), Studien 
zum

 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich m
eu

t
h

en, Bd. 2, M
ünchen 1994, S. 1025-1100, S. 1051 ff. 

を
参
照
。

（
169
）U

R14, N
r. 357. 

一
二
月
二
二
日
付
で
同
内
容
の
宮
廷
裁
判
官
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
クM

ünsterberg

公
ボ
ル
コ 

Bolko

の
証
書
も
同
じ
公
証
人
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
。U

R14, N
r. 358. 

宮
廷
裁
判
所
へ
の
召
喚
は
一
三
九
八
年
一
月
に
行
わ
れ
て
い
た
。

U
R14, N

r. 138. 

こ
の
紛
争
に
関
し
て
は
、
更
に
、U

R14, N
r. 119, 128, 164, 165, 179, 190, 191, 202-207, 292, 320, 336, 343, 345, 346, 

383 

も
参
照
。

（
170
）Ekkehart r

O
t

t
er (Bearb.), D

ie Zeit W
enzels 1388 - 1392,  (U

R, Bd. 12), K
öln u. a. 2008, (=U

R12), N
r. 51.

（
171
）U

R
13, N

r. 135; Johann F
riedrich b

O
e

h
m

e
r (H

g.), C
odex diplom

aticus M
oenofrancofurtanus. U

rkundenbuch der 
Reichsstadt Frankfurt, T

. 1, Frankfurt am
 M

ain 1836, S. 769 f. 
国
王
は
既
に
一
三
九
〇
年
六
月
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
対
し
て
、

税
徴
収
は
認
め
る
が
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
教
会
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
命
令
し
て
い
た
。U

R12, N
r. 232. 

中
世
後
期
の
聖
バ
ル
ト
ロ
メ

ウ
ス
教
会
に
つ
い
て
は
、Günter r

a
u

ch, Pröpste, Propstei und Stift Bartholom
äus in Frankfurt. 9. Jahrhundert bis 1802, 
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Frankfurt am
 M

ain 1975, S. 39-102 

を
、
皇
帝
・
国
王
に
よ
る
特
権
確
認
に
つ
い
て
は
、Ebenda, S. 223-228 

特
にS. 227 

を
、
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
市
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
は
、Ebenda, S. 247 f. 

を
参
照
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
が
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
か
ら
得
た
数
多
く

の
特
権
に
つ
い
て
は
、P.-J. h

ein
ig, a. a. O

. 

（
注
167
）, S. 271 ff.

（
172
）U

R12, N
r. 49, 52, 74, 136.

（
173
）U

R13, N
r. 117.

（
174
）U

R12, N
r. 66; Georg b

O
D

e und U
. h

ö
lsc

h
e

r (Bearb.), U
rkundenbuch der Stadt Goslar und der in und bei Goslar 

belegenen geistlichen Stiftungen, Bd. 5, Berlin 1922, N
r. 717.

（
175
）U

R12, N
r. 69; G. b

O
D

e u. U
. h

ö
lsch

er, a. a. O
. 

（
注
174
）, N

r. 718..

（
176
）U

R13, N
r. 201. 

一
三
九
五
年
一
一
月
に
も
ハ
ン
ス
・
ベ
テ
ィ
コ
に
よ
っ
て
同
様
の
証
書
が
出
さ
れ
、
や
は
り
一
四
〇
八
年
の
同
じ
公
証
人

証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。U

R13, N
r. 273.

（
177
）U

R14, N
r. 413.

（
178
）U

R14, N
r. 131; Julius w

eizsä
ck

er (H
g.), D

eutsche Reichstagsakten unter K
önig W

enzel, A
bt. 3: 1397-1400, (D

eutsche 
Reichstagsakten, Bd. 3), M

ünchen 1877, N
r. 20. 

こ
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
他
にU

R14, N
r. 150, 231, 232 

も
参
照
。

（
179
）U

R14, N
r. 142. 

他
に
、
一
五
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
公
証
人
に
よ
っ
て
写
し
が
作
ら
れ
て
い
る
事
例
と
し
てU

R14, N
r. 25.

（
180
）P.-J. s

ch
u

ler, N
otare 

（
注
83
）.
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租
税
法
に
お
け
る
外
国
の
法
形
態

田　

中　

啓　

之

論
　
　
　
説

一　

は
じ
め
に

　

外
国
の
法
形
態
に
対
す
る
租
税
法
の
適
用
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
る
事
例
は
大
別
し
て
ふ
た
つ
あ
る
（
以
下
、
所
得
課
税
に
つ
い
て
考
え



論　　　説

北法65（5・62）1188

る
）。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
居
住
者
ま
た
は
内
国
法
人
が
参
加
す
る
外
国
の
法
形
態
が
当
該
国
ま
た
は
第
三
国
に
お
い
て
所
得
を
獲
得
す
る
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド
の
事
例
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
居
住
者
ま
た
は
内
国
法
人
が
参
加
す
る
外
国
の
法
形
態
が
国
内
に

お
い
て
所
得
を
獲
得
す
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
事
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、租
税
法
の
適
用
に
お
い
て
、

外
国
の
法
形
態
が
独
立
し
た
存
在
と
み
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
応
じ
て
、
課
税
の
具
体
的
な
あ
り
方
が
左
右
さ
れ（

１
）る

。

　

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
至
り
、
い
く
つ
か
の
裁
決
例
お
よ
び
裁
判
例
を
契
機
と
し
て
、
多
少
の
議
論
が

重
ね
ら
れ
て
き（

２
）た

。
ま
た
、そ
の
過
程
に
お
い
て
、日
本
と
諸
外
国
の
解
釈
状
況
が
乖
離
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
き（

３
）た

。
し
か
し
、

そ
う
し
た
乖
離
の
解
明
に
向
け
ら
れ
た
、
外
国
法
の
本
格
的
な
紹
介
は
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ（

４
）る

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
状
況
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
比
較
法
研
究
の
不
足
を
埋
め
る
こ
と
と
し
た（

５
）い

。

ド
イ
ツ
で
は
、す
で
に
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
か
ら
、判
例
お
よ
び
学
説
に
よ
る
議
論
の
蓄
積
が
あ
り
、ま
た
日
本
と
同
じ
く
、「
租
税
法
と
私
法
論
」

お
よ
び
「
大
陸
型
の
組
織
法
」
と
い
う
議
論
の
前
提
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
外
国
の
法
形
態
に
対
す
る
租
税
条
約
の
適
用
の
あ
り
方
は
、
議
論
の
対
象
と
し
な
い
。

二　

類
型
比
較
の
歴
史
的
展
開

１　

前
史

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
所
得
課
税
の
権
限
が
ラ
ン
ト
か
ら
ラ
イ
ヒ
に
移
転
し
た
の
は
、
漸
く
一
九
二
〇
年
の
こ
と
で
あ（

６
）る

。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
所
得
課
税
の
状
況
が
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
、
国
際
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
租
税
法
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に
お
け
る
外
国
の
法
形
態
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
合
資
会
社
に
有
限
責
任
社
員
と
し
て
参
加

し
て
い
た
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
会
社
（corporation

）
に
つ
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
法
の
法
人
（juristische Person

）
は
、そ
れ
だ
け
で
（als 

solche
）
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
」
と
い
う
判
断
を
し
て
い（

７
）た

。
そ
こ
で
は
、
黙
示
的
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
の
租
税
法
の
あ
り
方
は
、
外

国
の
私
法
の
あ
り
方
に
依
拠
す
る
と
い
う
判
断
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
国
際
私
法
の
問
題
は
、
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ（

８
）た

。

２　

類
型
比
較
の
原
則
的
あ
り
方

（
１
）
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
三
〇
年
二
月
一
二
日
判（

９
）決

　

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
議
論
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
判
断
が
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
（V

enezuela-

Entscheidung

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
合
資
会
社
の
利
益
持
分
が
、
そ
の
有
限
責
任
社
員
で
あ
る

ド
イ
ツ
居
住
者
の
課
税
所
得
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
同
争
点
に
つ
い
て
、
原
審
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
と
お
り

判
示
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
。
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
法
に
お
い
て
法
人
格
を
も
つ
本
件
合
資
会
社
は
、
ド
イ
ツ
租
税
法
に
お
い
て
も
法
人
と
し
て

扱
わ
れ
る
た
め
、
本
件
利
益
持
分
は
、
事
業
所
得
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
く
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
法
に
お
い
て
、
合
資
会
社
の

利
益
持
分
は
、
事
業
年
度
の
終
了
と
と
も
に
、
た
だ
ち
に
社
員
に
帰
属
す
る
（zukom

m
en

）
た
め
、
本
件
利
益
持
分
は
、
本
件
有
限
合
資

会
社
社
員
の
資
本
財
産
所
得
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
は
、
資
本
財
産
所
得
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
現
実
の

配
当
が
さ
れ
、
配
当
財
産
に
対
す
る
処
分
権
が
取
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
原
判
決
の
理
由
付
け
を
否
定
し
つ
つ
、
以
下
の
と

お
り
判
示
し
て
、
原
判
決
の
結
論
を
肯
定
し
た
。
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「
ド
イ
ツ
の
民
法
法
人
を
法
人
税
法
の
対
象
に
含
め
る
際
、
立
法
者
は
そ
の
射
程
に
つ
い
て
完
全
に
認
識
し
て
い
た
。
立
法
者
に
は
、
ド

イ
ツ
法
の
法
人
の
法
的
お
よ
び
経
済
的
な
構
造
が
正
確
に
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
立
法
者
に
は
、
外
国
の
法
人
の

扱
い
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
設
け
た
り
、
外
国
の
法
人
を
た
と
え
ば
、
た
だ
ち
に
ド
イ
ツ
の
法
人
と
同
じ
く
扱
う
と
明
定
し
た
り
す
る

つ
も
り
は
、
全
く
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
規
定
は
、
外
国
の
法
人
の
多
様
性
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
影
響
を
見
通
せ
な
い
以
上
、
は
じ
め
か

ら
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
そ
う
し
た
規
定
か
ら
は
、
経
済
的
に
等
し
い
関
係
を
で
き
る
限
り
租
税
法
上
も
等
し
く
扱
う
、

と
い
う
原
則
の
実
現
に
反
す
る
法
状
態
が
生
じ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
外
国
の
法
人
ま
た
は
そ
の
構
成
員
の

所
得
税
法
に
お
け
る
扱
い
は
、
原
則
と
し
て
、
事
案
ご
と
に
、
所
得
税
法
お
よ
び
法
人
税
法
の
基
本
的
な
考
え
に
照
ら
し
て
、
判
断
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
外
国
の
会
社
が
ド
イ
ツ
法
の
会
社
と
比
較
（vergleichen

）
で
き
る
か
ど

う
か
で
あ
る
…
…
。
そ
の
比
較
の
際
、
と
く
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
外
国
の
会
社
が
人
的
会
社
の
類
型
（T

yp

）
ま
た
は
資
本
会
社
の

類
型
の
い
ず
れ
に
類
似
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
…
…
。
…
…
。
…
…
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
合
名
会
社
ま
た
は
合
資
会
社
の
社
員
が
、
所

得
税
法
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
合
名
会
社
ま
た
は
合
資
会
社
の
社
員
と
比
較
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
い
が
な

）
（1
（

い
。」（
傍
線
は
原
文

Gesperrt

）

　

ド
イ
ツ
の
法
人
税
法
に
お
い
て
納
税
義
務
を
負
う
形
態
の
類
型
（T

yp

）
と
比
較
（vergleichen

）
で
き
る
外
国
の
形
態
は
、
ド
イ
ツ
の

租
税
法
の
適
用
に
お
い
て
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
形
態
と
扱
わ
れ
る
、
と
い
う
本
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た
判
断
枠
組
み
は
、
類
型
比
較

（T
ypenvergleich

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
原
則
的
な
あ
り
方
は
、
外
国
の
法
形
態
と
ド
イ
ツ
の
法
形
態
の
定
型
的
な
比
較
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
国
の
法
形
態
と
ド
イ
ツ
の
法
形
態
の
対
応
関
係
が
明
ら
か
で
あ
る
多
く
の
場
合
、
そ
れ
以
上
、
個

別
の
吟
味
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
タ
イ
の
合
資
会
社
に
つ
い
て
、
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
八
八
年
二
月
三
日
判

）
（（
（

決
。
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ



租税法における外国の法形態

北法65（5・65）1191

ン
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
九
二
年
六
月
二
三
日
判

）
（1
（

決
。
ス
イ
ス
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九

九
二
年
一
二
月
一
六
日
判

）
（1
（

決
。
チ
ェ
コ
の
合
資
会
社
に
つ
い
て
、
連
邦
財
政
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
四
月
四
日
決

）
（1
（

定
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
のbetéti 

társaság
お
よ
びkorlátolt felelősségű társaság

に
つ
い
て
、
連
邦
財
政
裁
判
所
二
〇
一
一
年
五
月
二
五
日
判

）
（1
（

決
。

（
２
）
事
業
所
通

）
（1
（

達
別
表

　

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
類
型
比
較
の
原
則
的
な
あ
り
方
は
、
そ
の
後
の
課
税
実
務
に
踏
襲
さ

）
（1
（

れ
、
一
九
九
九
年
一
二
月

二
四
日
に
発
遣
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
事
業
所
通
達
の
別
表
一
お
よ
び
二
に
至
っ
て
は
、
外
国
の
法
形
態
の
う
ち
典
型
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
比

較
で
き
る
ド
イ
ツ
の
法
形
態
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
の
企
業
法
体
系
と
の
差
異
か
ら
、
し
ば
し
ば
類
型
比
較

の
具
体
的
な
あ
り
方
が
争
わ
れ
た
英
米
の
法
形
態
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

英
国
。Private com

pany lim
ited by shares－

Gm
bH

（
有
限
会
社
）。Public com

pany lim
ited by shares－

A
G

（
株
式
会
社
）。

Lim
ited Partnership－

K
G

（
合
資
会
社
）。Partnership－

O
H

G

（
合
名
会
社
）。（Private

） U
nlim

ited com
pany－

K
apGes

（
資

本
会
社
）。Cooperative society－

Genossenschaft
（
協
同
組
合
）。

　

米
国
。Business Corporation 

（Public Corporation, Close Corporation

） - A
G

（
株
式
会
社
）。Lim

ited Partnership - K
G

（
合

資
会
社
）。General Partnership - O

H
G

（
合
名
会
社
）。

　

こ
の
よ
う
に
、ド
イ
ツ
の
法
形
態
と
の
対
応
関
係
が
明
ら
か
で
あ
る
典
型
的
な
法
形
態
に
つ
い
て
は
、定
型
的
な
判
断
が
さ
れ
る
こ
と
で
、

課
税
実
務
の
安
定
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
課
税
実
践
は
、
類
型
比
較
の
執
行
可
能
性
に
対
す
る
疑
義
を
大
き
く
払
拭
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
法
形
態
と
の
対
応
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
非
典
型
的
な
法
形
態
に
つ
い
て
は
、
次
に
確
認
す
る
と
お
り
、

個
別
的
な
判
断
が
さ
れ
て
い

）
（1
（

る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
の
租
税
法
に
お
い
て
、
独
立
し
た
主
体
と
み
な
さ
れ
る
法
形
態
か
ら
抽
出
さ
れ
る
諸
要
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素
が
、外
国
の
法
形
態
に
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
、外
国
の
法
規
定
（
お
よ
び
当
事
者
の
約
定
）
を
参
照
し
て
、詳
細
な
吟
味
が
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
類
型
比
較
の
執
行
可
能
性
に
対
す
る
疑
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
後
者
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

３　

類
型
比
較
の
例
外
的
あ
り
方

（
１
）
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
六
八
年
七
月
一
七
日
判

）
（1
（

決

　

本
件
は
、
ド
イ
ツ
の
有
限
会
社
に
対
し
て
、
そ
の
社
員
で
あ
る
と
と
も
に
、
サ
イ
ロ
（Silo

）
そ
の
他
の
事
業
財
産
を
貸
し
付
け
て
い
た

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
信
託
事
業
（T

reuunternehm
e

）
11
（n

）
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
法
人
税
の
制
限
納
税
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
が
争
わ

れ
た
事
案
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
に
は
、
連
邦
財
務
大
臣
が
訴
訟
参
加
し
て
い
る
。
同
争
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
以
下
の
と
お
り
判
示

し
て
、
原
判
決
を
取
り
消
し
、
事
案
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

「
１　

本
件
信
託
事
業
が
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
形
態
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ド
イ
ツ
の
租
税
法
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
。

　

⒜　

ド
イ
ツ
の
法
人
税
法
に
お
い
て
─
─
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
無
制
限
ま
た
は
制
限
─
─
納
税
義
務
を
負
う
の
は
、
法
人
税
法
一

条
な
い
し
三
条
に
い
う
法
人［
等
］に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。同
規
定
が
民
法
お
よ
び
商
法
の
法
形
式
に
依
拠
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

法
人
税
法
一
条
な
い
し
三
条
に
挙
げ
ら
れ
た
種
類
の
権
利
能
力
あ
る
形
態
ま
た
は
権
利
能
力
な
き
形
態
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
民
法

お
よ
び
商
法
を
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
る
（
…
…
）。
外
国
の
会
社
の
権
利
能
力
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
の
諸
原
理
が
基
準
と

な
る
。
し
か
し
、
外
国
の
権
利
能
力
あ
る
会
社
ま
た
は
権
利
能
力
な
き
会
社
が
ド
イ
ツ
の
法
人
税
法
ま
た
は
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
所
得
税

法
に
服
す
る
か
ど
う
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
の
租
税
法
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
（［
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
］）。
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
に



租税法における外国の法形態

北法65（5・67）1193

よ
れ
ば
、
租
税
法
の
扱
い
は
、
外
国
の
会
社
が
そ
の
外
国
に
お
い
て
規
律
さ
れ
た
法
的
構
造
お
よ
び
経
済
的
地
位
を
考
慮
し
た
と
き
ド
イ

ツ
の
会
社
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
。
そ
の
と
き
、
法
人
税
の
納
税
義
務
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
外
国
の
会

社
は
対
応
す
る
ド
イ
ツ
の
会
社
と
同
じ
く
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
権
利
能
力
の
有
無
は
決
定
的
で
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
の
法
人
税
法
に
よ
れ
ば
、
権
利
能
力
な
き
［
社
団
等
］
も
…
…
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負

う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
能
力
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
法
人
税
法
三
条
に
い
う
［
権
利
能
力
な
き
社
団
等
］
に

分
類（einordnen

）で
き
る
か
ど
う
か
…
…
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
1（
（

い
。
そ
の
際
、次
の
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
件
に
お
い
て
は
…
…
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
民
法
典
九
三
二
条
ａ
に
準
拠
し
た
信
託
事
業
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ヒ
テ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
信
託
事
業
は
、
設
立
時
、
法
人
格
の
有
無
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
法
人
格
な
き
信
託
事
業
に
も
、
人

的
団
体
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
が
補
充
的
に
準
用
さ
れ
る
た
め
、法
人
格
の
差
異
は
法
的
に
重
要
な
も
の
で
は
な
い
（
…
…
）。
し
た
が
っ

て
、
本
件
信
託
事
業
は
、
権
利
能
力
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
事
実
上
（tatsächlich

）、
権
利
能
力
あ
る
形
態
と
類
似
し
て
い
る
と

い
え
る
。
つ
ま
り
、
本
件
信
託
事
業
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
人
税
法
一
条
一
項
五
号
、
二
条
お
よ
び
三
条
に
よ
り
法
人
税
の
納
税
義
務

を
負
う
形
態
と
比
較
で
き
る
。
ま
た
、
本
件
信
託
事
業
が
主
観
的
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
は
、
当
事
者
に
よ
り
争
わ
れ
て
い
な

）
11
（

い
。」

（
２
）
米
国LLC

通
）
11
（

達

　

以
上
の
判
例
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
、
類
型
比
較
の
例
外
的
な
あ
り
方
は
、
そ
の
原
則
的
な
あ
り
方
か
ら
、
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
四
年
三
月
一
九
日
に
発
遣
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
米
国LLC

通
達
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
例
外

的
な
判
断
枠
組
み
そ
の
も
の
に
加
え
て
、
そ
の
適
用
に
お
け
る
具
体
的
な
考
慮
要
素
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
課
税
実
務
に
お
い
て
も
、
ふ

た
つ
の
異
な
る
判
断
枠
組
み
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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米
国LLC

通
達
は
、「
序
論
」、「
米
国
の
会
社
・
組
合
法
（Gesellschaftsrecht

）
に
お
け
るLLC

」、「
米
国
の
租
税
法
に
お
け
る

LLC
」と
題
さ
れ
た
各
部
分
に
続
き
、「
ド
イ
ツ
の
課
税
目
的
の
た
め
のLLC

の
分
類（Einordnung

）」と
題
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
、ま
ず
、

以
下
の
判
断
枠
組
み
を
示
し
て
い
る
。

「LLC

は
、
ド
イ
ツ
の
課
税
目
的
の
た
め
、
独
立
し
た
租
税
主
体
（
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
形
態
）
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、人
的
会
社
す
な
わ
ち
本
件
で
はLLC

の
各
社
員
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
導
管
（
事
業
所
）
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
分
類
は
、国
内
に
お
い
て
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
社
員
の
利
益
持
分
、利
益
分
配
お
よ
び
先
取
報
酬
に
対
す
る
課
税
の
ほ
か
、

所
得
税
法
四
九
条
に
い
う
国
内
源
泉
所
得
を
獲
得
し
たLLC

の
条
約
適
格
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
の
課
税
お
よ
び
独
米
租
税
条
約
の
適
用
と
い
う
目
的
の
た
め
のLLC

の
分
類
は
、
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
の
国
内
租
税
法
を
基
準

と
し
て
判
断
さ
れ
る
。
独
米
租
税
条
約
は
、
法
形
態
の
分
類
に
つ
い
て
本
店
所
在
地
国
の
法
が
基
準
を
な
す
と
は
定
め
て
い
な
い
。
む
し

ろ
、
各
締
約
国
は
、
独
米
租
税
条
約
の
適
用
に
お
け
る
そ
の
分
類
に
つ
い
て
、
自
国
の
法
を
基
準
と
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
米
国
お
よ
び
そ
の
各
州
の
租
税
法
を
基
準
と
し
たLLC

の
分
類
は
、
考
慮
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
趣
旨
でLLC

の
社
員
がLLC

の
米
国
に
お
け
る
租
税
上
の
扱
い
に
つ
い
て
選
択
権
を
行
使
し
た
か
も
、
重
要
で
な
い
。

　

LLC

の
分
類
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
二
段
階

の
法
形
態
比
較
と
い
う
原
理
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
原
理
に
よ
れ
ば
、
外
国
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
形
態
が
、
法
人
税
法

一
条
一
項
一
号
に
い
う
内
国
法
人
ま
た
は
同
条
四
号
に
い
う
そ
の
他
の
法
人
に
類
似
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
（
…
…
）。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
国
の
形
態
は
、
関
連
す
る
外
国
の
規
定
な
ら
び
に
関
連
す
る
組
織
（O

rganisation und Struktur

）
条
項
を
総

合
考
慮
（Gesam

tbetrachtung

）
し
た
と
き
、
法
的
お
よ
び
経
済
的
に
内
国
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
法
人
に
類
似
す
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
、
法
人
（K

örperschaft

）
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
比
較
に
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
法
人
の
本
質
的
な
構
成
要
素

（Strukturm
erkm

al

）
を
な
す
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
（Elem

ent

）
が
考
慮
さ
れ
る
。
…
…
。」

　

そ
の
上
で
、
類
型
比
較
と
い
う
判
断
枠
組
み
の
具
体
的
な
適
用
の
た
め
、
以
下
の
考
慮
要
素
を
掲
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
な
解
説
を
付
し

て
い
る
。
①
集
中
化
さ
れ
た
業
務
執
行
お
よ
び
代
表
、
②
有
限
責
任
、
③
持
分
の
自
由
譲
渡
性
、
④
利
益
の
配
賦
（Gew

innzuteilung

）、

⑤
出
資
、⑥
会
社
の
無
限
の
存
続
期
間
、⑦
利
益
の
分
配（Gew

innverteilung

）、⑧
形
式
的
な
設
立
要
件
、⑨
そ
の
他
の
基
準
。
こ
の
う
ち
、

⑨
の
解
説
に
お
い
て
、
外
国
の
形
態
の
外
国
に
お
け
る
権
利
能
力
の
有
無
は
、
類
型
比
較
に
お
い
て
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
米
国LLC

通
達
に
お
い
て
示
さ
れ
た
例
外
的
な
判
断
枠
組
み
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
フ
ロ
リ
ダ
州
のLLC

に
つ
い
て

争
わ
れ
た
連
邦
財
政
裁
判
所
二
〇
〇
八
年
八
月
二
〇
日
判
決
に
お
い
て
、
明
示
的
に
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

）
11
（

た
。
と
く
に
、
そ
の
際
、
組

織
条
項
（A

rticles of O
rganisation

）
に
お
け
る
具
体
的
な
規
定
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
、
強
調
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
四

月
一
六
日
に
発
遣
さ
れ
た
通
達
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
判
断
枠
組
み
の
対
象
は
、
米
国
のLLC

に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ

）
11
（

た
。

４　

類
型
比
較
と
国
際
私
法
の
関
係



論　　　説

北法65（5・70）1196

（
１
）
実
務
に
お
け
る
混
乱

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
ド
イ
ツ
の
租
税
法
の
適
用
に
お
け
る
外
国
の
法
形
態
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
も
っ

ぱ
ら
ド
イ
ツ
の
租
税
法
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
は
基
準
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
が

確
立
さ
れ
る
過
程
で
は
、
課
税
実
務
に
お
い
て
、
若
干
の
混
乱
が
見
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
国
内
に
所
在
地
（
ま
た
は
本
拠
地
）（Sit

）
11
（z

）
が
あ

る
、
英
国
のprivate com

pany lim
ited by shares

に
つ
い
て
、
国
際
私
法
上
は
、
設
立
地
説
（Gründungstheorie

）
で
な
く
、
所

在
地
説
（Sitztheorie
）
に
よ
る
限

）
11
（

り
、
法
人
格
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
租
税
法
上
も
、
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
、
と
い
う
見

解
を
示
し
た
、H

am
burg

税
務
署
通

）
11
（

達
お
よ
びBaden-W

ürttem
berg

財
務
省
通

）
11
（

達
は
、
そ
の
例
で
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解

が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
多
く
の
学
説
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
ば
か
り

）
1（
（

か
、
次
に
検
討
す
る
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
判

決
（Lichtenstein-U

rteil

）
に
お
い
て
も
明
示
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
２
）
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
九
二
年
六
月
二
三
日
判

）
11
（

決

　

本
件
は
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
商
業
登
記
簿
に
登
記
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
管
理
支
配
地
が
あ
る
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
株
式
会

社
の
損
失
が
、そ
の
社
員
で
あ
る
ド
イ
ツ
居
住
者
の
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
、そ
の
先
決
問
題
と
し
て
、リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
株
式
会
社
が
、
ド
イ
ツ
の
租
税
法
に
お
い
て
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
独
立
し
た
主
体
で
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で

あ
る
。
な
お
、
本
件
に
は
、
連
邦
財
務
大
臣
が
訴
訟
参
加
し
て
い
る
。
同
争
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
以
下
の
と
お
り
判
示
し
て
、
原
判

決
を
取
り
消
し
た
。

「
外
国
の
会
社
の
権
利
能
力
は
、
そ
の
所
在
地
お
よ
び
管
理
支
配
地
が
あ
る
外
国
の
法
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
（
…
…
）。
こ
れ
と
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異
な
る
の
は
、
定
款
上
の
所
在
地
（
一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
一
一
条
）
が
外
国
に
あ
り
、
事
実
上
の
所
在
地
が
設
立
時
か
ら
ド
イ
ツ
に

あ
る
か
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
に
移
転
し
て
き
た
資
本
会
社
で
あ
る
。
こ
う
し
た
会
社
の
権
利
能
力
は
、
国
際
私
法
上
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の

判
例
お
よ
び
学
説
の
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
事
実
上
の
所
在
地
に
お
い
て
妥
当
す
る
法
秩
序
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
（
所
在
地

説
）。し
た
が
っ
て
、外
国
で
設
立
さ
れ
、事
実
上
の
所
在
地
が
設
立
時
か
ら
国
内
に
あ
る
か
、そ
の
後
国
内
に
移
転
し
て
き
た
株
式
会
社
は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
の
商
業
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
ま
で
、
権
利
能
力
を
も
た
な
い
（
…
…
）。
…
…
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
株
式

会
社
は
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
法
に
よ
れ
ば
、
権
利
能
力
を
も
つ
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
商
業
登
記
簿
に
登
記

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
権
利
能
力
を
も
た
な
い
（
…
…
）。」

「
国
内
に
お
い
て
権
利
能
力
を
も
た
な
い
外
国
の
法
人
が
、
ド
イ
ツ
の
資
本
会
社
そ
の
他
の
法
人
に
類
似
し
て
い
る
と
き
、
法
人
税
の
納

税
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
は
争
わ
れ
て
い
る
。

　

⒜　

外
国
に
所
在
地
お
よ
び
管
理
支
配
地
が
あ
り
、
権
利
能
力
を
も
つ
外
国
の
会
社
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
法
人
税
法
一

条
一
項
一
号
ま
た
は
四
号
に
い
う
資
本
会
社
ま
た
は
そ
の
他
の
法
人
の
類
型
（T

yp

）
と
比
較
で
き
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
判
断
さ

れ
る
（
…
…
）。
外
国
の
会
社
は
、
会
社
の
組
織
（O

rganisation und Struktur

）
に
つ
い
て
関
連
す
る
外
国
の
諸
規
定
を
総
合
評
価

（Gesam
tw

ürdigung

）
し
た
と
き
、
法
的
お
よ
び
経
済
的
に
、
国
内
の
資
本
会
社
そ
の
他
の
私
法
上
の
法
人
に
類
似
す
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
、
法
人
税
の
（
制
限
）
納
税
義
務
を
負
う
。
…
…
。

　

⒝　

学
説
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、外
国
の
会
社
が
権
利
能
力
を
も
た
な
い
こ
と
は
同
じ
く
決
定
的
で
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

む
し
ろ
学
説
に
よ
れ
ば
、
判
例
と
同
じ
く
、
外
国
の
会
社
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
法
人
税
法
に
よ
れ
ば
法
人
税
の
納
税
義
務
に
つ
い
て
必

要
な
諸
要
素
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
さ
れ
て
き
た
。
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
外
国
の
会
社
が
、
類
型
比
較
に
お
い
て
、
法
人
税
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の
納
税
義
務
を
負
う
国
内
の
会
社
に
対
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
（
…
…
）。

　

⒞　

こ
れ
に
対
し
、
か
つ
て
税
務
行
政
は
、
国
内
に
管
理
支
配
地
が
あ
る
外
国
の
資
本
会
社
は
、
権
利
能
力
を
も
た
な
い
た
め
、
法
人

税
の
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
見
解
を
主
張
し
て
い
た
。
…
…
。
し
か
し
、
連
邦
財
務
大
臣
の
代
理
人
が
口
頭
弁
論
手
続
に
参
加
し

て
き
た
よ
う
に
、
税
務
行
政
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
も
は
や
支
持
し
て
い
な
い
。」

「
し
た
が
っ
て
、
本
法
廷
は
、
連
邦
財
務
大
臣
お
よ
び
学
説
の
支
配
的
な
見
解
を
採
用
す
る
。
外
国
で
設
立
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
資
本
会
社

の
よ
う
に
組
織
さ
れ
た
外
国
の
会
社
は
、
そ
の
管
理
支
配
地
が
国
内
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
に
よ
れ
ば
権
利
能
力
を

も
た
な
い
と
し
て
も
、
…
…
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。」

　

そ
こ
で
、
本
判
決
は
、
以
上
の
判
断
枠
組
み
の
具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
法
の
諸
規
定
を
評
価
し
て
、
本
件
株

式
会
社
は
、
ド
イ
ツ
の
株
式
会
社
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
法
人
税
の
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
と
判
断
す
る
に
至
っ

）
11
（

た
。
つ
ま
り
、
国
際

私
法
上
、
権
利
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
と
、
租
税
法
上
、
独
立
し
た
主
体
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
相
互
に
独
立
し
た
問
題
で
あ
る
と
判
断
し

た
こ
と
と
な
る
。

三　

類
型
比
較
の
理
論
的
検
討

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
後
、
判
例
お
よ
び
実
務
に
お
い
て
は
、
類
型
比
較
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
大
ま
か
に

維
持
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
実
質
的
な
理
由
は
、「
課
税
の
公
平
」
と
い
う
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
の
説
明
に
尽
き
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
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き
）
11
（

た
。
そ
の
た
め
、
類
型
比
較
に
対
す
る
（
散
発
的
な
）
批
判
も
、
支
配
的
な
見
解
を
揺
る
が
す
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
批
判
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
支
配
的
な
見
解
に
動
揺
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
探
る
こ
と

は
、
類
型
比
較
の
意
義
と
限
界
を
定
め
る
た
め
、
必
ず
し
も
無
意
味
な
作
業
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
①
租
税
法
と

国
際
私
法
の
関
係
、②
国
際
的
企
業
の
競
争
中
立
性
、③
類
型
比
較
の
例
外
的
あ
り
方
と
い
う
異
な
る
見
地
か
ら
さ
れ
た
批
判
に
的
を
絞
り
、

以
上
の
課
題
に
取
り
組
み
た
い
。

１　

租
税
法
と
国
際
私
法
の
関
係

　

類
型
比
較
に
対
す
る
最
初
の
（
潜
在
的
な
）
批
判
は
、「
租
税
法
と
国
際
私
法
秩
序
の
統
一
性
」
と
い
う
見
地
か
ら
提
起
さ
れ
た
と
理
解

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
の
直
後
、
あ
る
国
際
私
法
の
博
士
論
文
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ

）
11
（

り
、
当
時
、

さ
ほ
ど
注
目
を
集
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

）
11
（

が
、
戦
後
、
国
際
租
税
法
の
体
系
が
構
築
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、O

ttm
ar Bühle

）
11
（r

お
よ
び

K
laus V

oge

）
11
（l

と
い
う
二
人
の
碩
学
か
ら
否
定
的
に
言
及
さ
れ
て
退
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

批
判
の
論
旨
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
明
快
で
あ
る
。
ま
ず
、
国
際
租
税
法
に
は
、
租
税
法
上
の
概
念
と
私
法
上
の
概
念
が
あ
る
と
論
じ

ら
れ

）
11
（

る
。
た
と
え
ば
、
外
国
税
額
控
除
に
お
け
る
「
租
税
」
の
概
念
は
、
前
者
の
例
で
あ
り
、
外
国
の
租
税
法
の
あ
り
方
が
考
慮
さ
れ
る
と

い
）
1（
（

う
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
大
部
分
は
、
後
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
私
法
と
い
う
抵
触
法
規
範
を
通
じ
て
選
択
さ
れ
る
実

質
法
の
あ
り
方
が
考
慮
さ
れ
る
と
い

）
11
（

う
。
不
動
産
取
得
税
に
お
け
る
「
共
有
」
ま
た
は
「
契
約
」
の
概
念
が
、
そ
の
例
と
さ
れ

）
11
（

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
批
判
は
、
議
論
の
は
じ
め
に
お
い
て
、
国
際
租
税
法
を
国
際
公
法
と
位
置
づ
け
た
上
で
、「
国
内
実
質
法
の
国
際
的
適
用

に
か
か
わ
る
国
際
租
税
法
」
と
「
実
質
法
の
選
択
に
か
か
わ
る
国
際
私
法
」
の
論
理
的
な
差
異
を
承
認
し
て
い

）
11
（

た
。
そ
の
た
め
、
国
際
租
税
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法
が
、「
私
法
上
の
概
念
」
に
つ
い
て
、
国
際
私
法
を
基
準
と
し
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
論
証
の
不
足
を
補
う
た
め
か
、
同
批
判
は
、
議
論
の
お
わ
り
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
租
税
法
秩
序
は
ひ
と
つ
の
体
系
で
あ
る
」

と
い
う
規
範
的
な
認
識
を
援
用
し
て
い

）
11
（

る
。
そ
う
し
た
認
識
に
よ
れ
ば
、
各
国
の
租
税
法
は
、
同
一
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
同
一
の
性
質

決
定
を
す
べ
き
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
結
局
、
租
税
法
上
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
私
法
上
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
各
国
の
租
税
法
と
整
合
的

な
解
釈
を
す
べ
き
だ
と
い
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
ふ
た
つ
の
異
な
る
議
論
の
関
係
は
、
さ
ほ
ど
明
晰
で
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
各
国
の
租
税
法
が
同
一

の
性
質
決
定
を
す
べ
き
基
準
も
、
さ
ほ
ど
明
白
で
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
多
く
の
場
合
、
国
際
私
法
を
基
準
と
し
て
も
、
各

国
の
租
税
法
を
基
準
と
し
て
も
、
結
論
は
重
な
り
合
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
外
国
の
法
形
態
に
つ
い
て
も
、
基
準
と
す
べ
き
国
際
私

法
ま
た
は
各
国
の
租
税
法
の
理
解
し
だ
い
で
、
結
論
は
重
な
り
合
う
の
か
も
し
れ
な

）
11
（

い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
常
に
そ
う
し
た
符
合

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
じ
た
い
論
証
を
要
す
る
、
い
く
つ
も
の
前
提
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
た
め
か
、

Bühler

は
、
同
論
文
の
存
在
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
に
言
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

）
11
（

い
。

　

こ
れ
に
対
し
、V

ogel

は
、
よ
り
広
範
な
視
野
に
お
い
て
、
国
際
租
税
法
ひ
い
て
は
国
際
行
政
法
と
国
際
私
法
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う

と
い
う
構
想
そ
の
も
の
に
異
論
を
向
け

）
11
（

る
。そ
の
た
め
、同
批
判
は
、「
国
内
実
質
法
の
国
際
的
適
用
に
か
か
わ
る
国
際
租
税
法
の
論
理
」を「
実

質
法
の
選
択
に
か
か
わ
る
国
際
私
法
ま
た
は
抵
触
法
の
論
理
」
と
不
当
に
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
向
け
ら
れ
る
こ
と

と
も
な

）
11
（

る
。

　

V
ogel

は
、『
行
政
法
規
範
の
領
域
的
適
用
範
囲
』
と
題
さ
れ
た
教
授
資
格
申
請
論
文
に
お
い
て
、
国
際
行
政
法
と
国
際
私
法
の
構
造
的

な
差
異
を
明
証
す
る
具
体
例
と
し
て
、
国
際
行
政
法
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
国
際
租
税
法
に
つ
い
て
、
大
要
、
以
下
の
と
お
り
論
じ

）
11
（

る
。

　

確
か
に
、
租
税
法
が
、
国
際
的
関
係
に
お
い
て
、
明
示
的
に
、
国
際
私
法
を
基
準
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
相
続
税
法
に
お
け
る
相
続
財
産
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の
帰
属
（Erbanfall

）
が
、
そ
の
典
型
で
あ

）
1（
（

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
明
示
的
な
決
定
が
な
い
限
り
、
租
税
法
は
、
国
際
私
法
を
基
準
と

し
て
い
な
い
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
租
税
法
が
、
私
法
か
ら
概
念
を
借
用
し
て
い
る
と
き
、
自
国
の
私
法
を
参
照
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
公
平
な
課
税
と
い
う
租
税
法
の
目
的
と
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
の
共
通
性
と
い
う
仮
定
の
上
に
成
立

す
る
）
私
的
自
治
の
保
障
お
よ
び
判
決
の
調
和
と
い
う
国
際
私
法
の
目
的
は
、
異
な
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
こ
れ
を
、
一
般
的
に
、
主
要
問
題
が

行
政
法
に
属
す
れ
ば
、
先
決
問
題
は
行
政
法
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
、
と
定
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
う
し
たV

ogel

の
主
張
の
前
提
お
よ
び
射
程
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
考
察
は
、本
稿
の
課
題
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
実
質
的
な
背
景
と
考
え
ら
れ
る
、
現
実
に
は
必
ず
し
も
共
通
性
が
な
い
外
国
の
私
法
の
あ
り
方
が
国
内
の
租
税
法
の
あ
り
方
に
決
定
的

な
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
惧
は
、
そ
の
後
の
議
論
に
も
受
け
継
が
れ
る
こ
と
と
な

）
11
（

る
。

２　

国
際
的
企
業
の
競
争
中
立
性

　

類
型
比
較
に
対
す
る
異
な
る
本
格
的
な
批
判
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
至
り
、
当
時IBFD

に
勤
務
し
て
い
た
実
務
家
に
よ
り
提
起
さ
れ
た

も
の
で
あ

）
11
（

る
。
そ
こ
で
の
問
題
関
心
は
、
類
型
比
較
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
合
名
会
社
ま
た
は
合
資
会
社
に
類
似
し
、
外
国
で
法
人
税
の
納

税
義
務
を
負
う
会
社
の
留
保
利
益
は
、
ド
イ
ツ
で
の
共
同
事
業
者
課
税
（
組
合
課
税
）
と
外
国
で
の
法
人
課
税
と
い
う
二
重
課
税
に
服
す
る

こ
と
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

批
判
の
論
拠
は
多
岐
に
亘
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
、「
租
税
法
と
国
際
私
法
秩
序
の
統
一
性
」
と
い
う
見
地
か
ら
さ
れ
た
も

）
11
（

の
は
、
せ

い
ぜ
い
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、EEC

域
内
に
お
け
る
企
業
と
法
人
の
相
互
承
認
と
い
う
見
地
か
ら
さ
れ
た
も

）
11
（

の
は
、

も
と
も
と
私
法
に
限
ら
れ
て
い
た
条
約
の
議
論
を
租
税
法
に
拡
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
根
拠
に
欠
け

）
11
（

る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
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国
際
的
企
業
の
競
争
中
立
性
と
い
う
見
地
か
ら
さ
れ
た
批

）
11
（

判
を
取
り
上
げ
る
。

　

い
わ
く
、
外
国
に
お
い
て
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
人
的
会
社
を
ド
イ
ツ
に
お
い
て
資
本
会
社
と
し
て
承
認
す
る
た
め
決
定
的
で
あ
る

べ
き
は
、
競
争
正
義
（W

ettbew
erbsgerechtigkeit

）
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
競
争
状

態
（W

ettbew
erbslage

）
は
、
会
社
が
利
益
を
獲
得
し
た
国
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
社
員
が
居
住
し
て
い
て
、
利
益
が
分
配
さ
れ
る
国
の

も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
国
内
の
居
住
者
を
社
員
と
す
る
外
国
の
会
社
に
つ
い
て
、
外
国
に
お
け
る
競
争
状
態
が
不
利
に
な
ら
な

い
よ
う
、
国
内
の
租
税
法
は
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　

し
か
し
、
国
内
の
租
税
法
が
、
外
国
の
法
形
態
が
所
得
を
分
配
す
る
国
内
の
競
争
状
態
で
な
く
、
所
得
を
獲
得
す
る
外
国
の
競
争
状
態
に

対
す
る
中
立
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
外
国
の
法
形
態
が
設
立
準
拠
法
と
し
て
選
択
し
た

国
と
は
異
な
る
国
に
お
い
て
所
得
を
獲
得
す
る
場
合
、
こ
の
議
論
は
前
提
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
、
留
保
利
益
に
対
す

る
二
重
課
税
と
い
う
問
題
は
、
国
内
の
居
住
者
で
あ
る
社
員
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
に
よ
り
解
決
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
は
ず
の

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
批
判
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
以
上
を
含
め
、
そ
の
直
後
に
さ
れ
た
包
括
的
な
反
論
に
よ
り

退
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。

３　

類
型
比
較
の
例
外
的
あ
り
方

　

以
上
の
二
つ
の
批
判
は
い
ず
れ
も
、
類
型
比
較
に
外
在
的
な
批
判
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
近
年
、
米
国
のLLC

を
め
ぐ

る
議
論
に
お
い
て
は
、
類
型
比
較
に
内
在
的
な
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い

）
1（
（

る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
あ
る
標
準
的
な
体
系
書
の
叙
述
を
参
照
し
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て
、
そ
う
し
た
問
題
を
概
観
し
た

）
11
（

い
。

　

た
だ
し
、
問
題
の
所
在
は
、
容
易
に
予
想
で
き
る
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
類
型
比
較
の
例
外
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
、
外
国
の
法
形

態
の
個
別
具
体
的
な
諸
要
素
が
総
合
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
そ
の
適
用
は
法
的
安
定
性
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
、
と
い
う
も
の

で
あ

）
11
（

る
。
事
実
、米
国LLC

通
達
は
、す
で
に
引
用
し
た
部
分
に
続
き
、「
個
別
事
例
に
お
け
るLLC

の
分
類
」と
題
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
、

以
下
の
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た
。

「
米
国
法
に
お
け
るLLC
と
い
う
形
態
の
広
範
な
選
択
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
、ド
イ
ツ
の
課
税
目
的
の
た
め
の
そ
の
分
類
に
つ
い
て
、

一
般
的
な
命
題
を
立
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
事
例
に
お
い
て
法
律
の
規
定
お
よ
び
定
款
上
の
規
定
に
よ
り
形

成
さ
れ
た
具
体
的
な
あ
り
方
が
、
判
断
の
基
礎
と
な
る
ほ
か
な
い
。

　

分
類
の
基
準
は
、
問
題
のLLC

に
認
め
ら
れ
る
諸
要
素
が
そ
の
全
体
像
（Gesam

tbild

）
に
お
い
て
法
人
（K

örperschaft

）
と
人

的
会
社
の
い
ず
れ
に
典
型
的
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
判
断
に
際
し
て
、
各
諸
要
素
は
比
較
考
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
際
、
そ
の
い
か
な
る
要
素
に
も
決
定
的
な
意
義
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
問
題
のLLC

に
法
人
の

要
素
と
し
て
有
限
責
任
ま
た
は
無
限
の
存
続
期
間
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
のLLC

が
た
だ
ち
に
法
人
と
し
て
分
類
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
と
は
な
ら
な
い
。
…
…
」

　

こ
の
よ
う
に
、
分
類
の
基
準
は
、
あ
く
ま
で
諸
要
素
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
全
体
像
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
要
素
に
決
定
的
な
意
義
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
通
達
の
解
釈
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
要
素
を
根
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
法
人
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
で
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き
な
い
。
し
か
し
、
通
達
か
ら
は
、
全
体
像
の
判
断
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
上
、
い
か
な
る
解
釈
基
準
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ

は
、
従
来
の
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
断
に
も
付
随
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
従
来
、
こ
う
し
た
全
体
像
の
判
断
に
つ
い
て
安
定
し
た
解
釈
を
も
た
ら
す
た
め
、
外
国
の
私
法
ひ
い
て
は
租
税
法
に
お
け
る

独
立
し
た
主
体
と
し
て
の
扱
い
を
考
慮
し
よ
う
と
し
た
り
、
当
事
者
の
意
思
を
重
視
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
議
論
も
散
見
さ
れ
て
い

）
11
（

た
。
ま

た
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
米
国
の
チ
ェ
ッ
ク
・
ザ
・
ボ
ッ
ク
ス
規
則
を
参
照
し
て
、
課
税
方
式
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
選
択
権
を
認
め
よ
う
と

す
る
議
論
も
散
見
さ
れ
て
い

）
11
（

た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
米
国LLC
通
達
は
、
個
別
事
例
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
、
一
義
的
な
（eindeutig

）
全
体
像
が
導
か
れ
な
い
場
合
、

①
集
中
化
さ
れ
た
業
務
執
行
お
よ
び
代
表
、
②
有
限
責
任
、
③
持
分
の
自
由
譲
渡
性
、
④
利
益
の
配
賦
、
⑤
出
資
と
い
う
す
で
に
紹
介
し
た

諸
要
素
の
う
ち
多
数
を
以
て
、
分
類
の
基
準
に
代
え
る
と
い
う
決
断
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
示
さ
れ
た
補
充
的
な
基
準
は
、
従

来
の
議
論
か
ら
の
飛
躍
で
あ
る
ば
か
り
か
、
い
ま
だ
判
例
の
追
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た

米
国LLC

通
達
の
決
断
に
つ
い
て
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
議
論
の
展
開
を
俟
つ
必
要
が
あ
る
。

４　

小
括

　

類
型
比
較
に
対
し
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
、
一
九
七
〇
年
代
お
よ
び
二
〇
〇
〇
年
前
後
と
い
う
お
よ
そ
三
つ
の
異
な
る
時
期
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
見
地
か
ら
散
発
的
な
批
判
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
最
初
の
批
判
は
、
あ
る
国
際
私
法
の
博
士
論
文
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
理
論
的
な
根
拠
も
意
義
も
不
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
、
国
際
行
政
法
お
よ
び
国
際
私
法
と
い
う
異
な
る
構
想
の
差

異
を
強
調
し
たV

ogel

の
議
論
に
よ
り
、
完
全
に
退
け
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
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続
い
て
の
批
判
は
、IBFD

の
実
務
家
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
国
内
租
税
法
の
解
釈
を
通
じ
て
二
重
課
税
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
実
践
的

な
意
図
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
外
国
の
競
争
状
態
に
対
す
る
中
立
性
を
は
じ
め
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
論
拠

は
、
い
ず
れ
も
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
近
年
の
批
判
は
、
米
国
のLLC

に
関
す
る
議
論
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
と
さ
れ
た
類
型
比
較
の
例
外
的
な
あ
り
方
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
米
国
へ
留
学
し
た
経
験
を
も
つ
実
務
家
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
課
税
実
務
は
、
米
国

LLC

通
達
に
お
い
て
も
、
全
体
像
を
基
準
と
し
た
総
合
考
慮
と
い
う
判
断
の
あ
り
方
を
、
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
、
維
持
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、散
発
的
な
批
判
は
あ
っ
た
も
の
の
、類
型
比
較
と
い
う
判
例
の
立
場
は
、実
務
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
支
持
さ
れ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
実
質
的
な
根
拠
と
し
て
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
裁
判
後
、
課
税
の
公
平
と
い
う
理
念
が
共
有
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
じ
た
い

重
要
な
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
念
が
、
た
ん
な
る
剥
き
出
し
の
利
益
考
量
の
域
を
超
え
て
、
国
際
行
政
法
と
い
う
国
際
私
法

と
は
異
な
る
世
界
像
を
前
提
と
し
た
理
論
的
な
構
想
に
お
い
て
、
強
固
な
基
盤
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
重
要
な
認
識
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
租
税
法
に
お
け
る
外
国
の
法
形
態
と
い
う
限
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
実
像
を
素
描
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
、
課
税
の
公
平
と
い
う
理
念
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
国
際
行
政
法
お
よ
び
国
際
私
法
と

い
う
異
な
る
構
想
の
差
異
を
批
判
的
に
識
別
し
つ
つ
、
さ
ら
に
考
察
を
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
租
税
法
に
お
い
て
、
法

人
課
税
お
よ
び
組
合
課
税
と
い
う
異
な
る
課
税
の
あ
り
方
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
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他
方
、
ド
イ
ツ
法
の
背
景
に
は
、
国
際
私
法
に
お
け
る
外
国
の
法
形
態
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
明
確
な
態
度
決
定
が
あ
る
こ
と
も
見
の
が

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
法
の
あ
り
方
か
ら
日
本
法
の
あ
り
方
へ
、
明
確
な
示
唆
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
民
法
三
五
条

お
よ
び
会
社
法
八
二
三
条
と
い
う
外
国
法
人
お
よ
び
外
国
会
社
に
か
か
る
規
定
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
基
礎
的
な
考
察
を
重
ね
る
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
、
本
稿
の
課
題
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
追
記
）

　

本
稿
は
、平
成
二
六
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）（
若
手
研
究
（
Ｂ
））（
課
題
番
号
２
６
７
８
０
０
０
７
）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
１
）
ま
た
、
内
国
法
人
と
し
て
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
か
否
か
が
、
設
立
地
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の
で
な
く
、
所
在
地
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
問
題
状
況
は
さ
ら
に
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
２
）
ご
く
簡
単
な
分
析
と
し
て
、
田
中
啓
之
「
判
批
（
東
京
高
判
平
成
二
五
年
三
月
一
三
日
訟
月
六
〇
巻
一
号
一
六
五
頁
）」
税
研
一
七
八
号
『
最

新
租
税
基
本
判
例
七
〇
』（
二
〇
一
四
）
九
七
頁
。

（
３
）
木
村
弘
之
亮
「
判
批
（
大
阪
地
判
平
成
二
二
年
一
二
月
一
七
日
判
時
二
一
二
六
号
二
八
頁
）」
判
評
六
三
八
号
一
六
〇
頁
（
二
〇
一
二
）、
今

村
隆
「
外
国
事
業
体
の
『
法
人
』
該
当
性
」
税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
四
号
一
頁
（
二
〇
一
四
）。

（
４
）
ご
く
簡
単
な
紹
介
と
し
て
、
吉
村
政
穂
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
事
業
体
・
取
引
を
利
用
し
た
ス
キ
ー
ム
を
め
ぐ
る
課
税
上
の
問
題
」
租
税
研
究
七

五
五
号
二
四
三
頁
（
二
〇
一
二
）、
今
村
・
前
掲
註
三
。

（
５
）
な
お
、
た
と
え
ばIFA

に
お
け
る
、
国
際
的
な
議
論
の
蓄
積
も
無
視
で
き
な
い
。Partnerships and joint enterprises in international 
tax law

, CD
FI LV

III b (1973); Recognition of foreign enterprises as taxable entities, CD
FI LX

X
III a (1988); International 
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incom
e tax problem

s of partnerships, CD
FI LX

X
X

X
 a (1995).

（
６
）D

eutsches R
eichseinkom

m
ensteuergesetz vom

 29. 3. 1920, R
G

B
l. I 1920, S. 353 und D

eutsches 
K

örperschaftssteuergesetz vom
 30. 3. 1920, RGBl. I 1920, S. 393.

（
７
）RFH

 vom
 17. 4. 1925 I A

 92/24, RFH
E 16, S. 212.

（
８
）
た
だ
し
、学
説
に
お
い
て
は
、国
際
私
法
を
通
じ
て
選
択
さ
れ
た
実
質
法
が
基
準
と
な
る
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。W

. 
R

ehdans/ W
. Selle, D

ie Besteuerung der A
usländer im

 D
eutschen Reich, Berlin 1927, S. 22 f..

（
９
）RFH

 vom
 12. 2. 1930 V

I A
 899/27, RStBl. 1930, S. 444, RFH

E 27, S. 73.

（
10
）RFH

E 27, S. 78 ff..

（
11
）BFH

 vom
 3. 2. 1988 I R 134/84, BStBl. II 1988, S. 588.

（
12
）Siehe unten.

（
13
）BFH

 vom
 16. 12. 1992, BStBl. II 1993, S. 399. V

gl. auch BFH
 vom

 26. 8. 1993 I R 44/92, BFH
/N

V
 1994, S.318.

（
14
）BFH

 vom
 4. 4. 2007 I R 110/05, BStBl. II 2007, S. 521, BFH

E 217, S. 535.

（
15
）BFH

 vom
 25. 5. 2011 I R 95/10, BStBl. II 2011, S. 807, BFH

E 233, S. 314.

（
16
）Grundsätze der V

erw
altung für die Prüfung der A

ufteilung der Einkünfte bei　

Betriebsstätten international tätiger 
U

nternehm
en, BM

F-Schreiben vom
 24. 12. 1999, IV

 B 4 - S 1300 - 111/99, BStBl. I 1999, S. 1076.

（
17
）
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
合
名
会
社
お
よ
び
合
資
会
社
に
つ
い
て
、Steuerliche Behandlung spanischer Personengesellschaft, 

BM
F-Schreiben vom

 19. 3. 1976, IV
 C 6－

S 1301－
Spanien

－
20/75, BB 1976, 540, RIW

 1976, S. 305; 

チ
リ
のsociedad de 

responsabilidad lim
itada

に
つ
い
て
、V

erm
eidung der D

oppelbelastung im
 V

erhältnis zu Chile: Behandlung einer „sociedad 
de responsabilidad lim

itada“ als Personengesellschaft oder K
apitalgesellschaft, BM

F-Schreiben vom
 1. 12. 1980, IV

 B 7－
S 2741－

20/80, D
B 1981, S. 139, RIW

 1980, S. 70.

（
18
）V
gl. auch A

. R
aupach, D

er D
urchgriff im

 Steuerrecht, H
abil., M

ünchen 1968, S. 141 ff.; H
.-J. W

urster, D
ie Q

ualifikation 
ausländischer K

apitalgesellschaften nach deutschem
 Steuerrecht, RIW

 1981, S. 679.

（
19
）BFH

 vom
 17. 7. 1968 I 121/64, BStBl. II 1968, S. 695, BFH

E 93, S. 1.
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（
20
）§

932 a PGR. 

な
お
、リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
民
法
典
は
、第
一
巻「
物
権
法
」、第
二
巻「
債
権
法
」、第
三
巻「
人
お
よ
び
会
社
法
」（Personen- 

und Gesellschaftsrecht

）、
第
四
巻
「
家
族
法
」
お
よ
び
第
五
巻
「
相
続
法
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
民
法
典
の
総
合
的
な
体

系
を
維
持
す
る
た
め
、
一
九
二
八
年
四
月
一
〇
日
、
信
託
事
業
（
事
業
信
託
）
に
つ
い
て
新
し
く
設
け
ら
れ
た
全
部
で
一
七
〇
条
の
規
定
は
、

形
式
上
、「
人
お
よ
び
会
社
法
」
九
三
二
条
ａ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、同
条
を
指
し
て
「
信
託
事
業
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
を
継
受
し
た
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
民
法
典
に
お
い
て
、
信
託
事
業
法
は
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
独
自
な
も
の
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。V

gl. auch A
. R

aupach, a.a.O
., S. 141 ff..

（
21
）
た
だ
し
、現
在
で
は
、国
際
私
法
上
、権
利
能
力
な
き
会
社
に
つ
い
て
、租
税
法
上
、権
利
能
力
な
き
社
団
等
と
の
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
は
、

類
型
比
較
の
あ
り
方
と
し
て
誤
り
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）BFH

E 93, S. 3 ff..

（
23
）Steuerliche Einordnung der nach dem

 Recht der Bundesstaaten der U
SA

 gegründeten Lim
ited Liabilty Com

pany, 
BM

F-Schreiben vom
 19. 3. 2004, IV

 B 4 - S 1301 U
SA

－
22/04, BStBl. I 2004, S. 411.

（
24
）BFH

 vom
 20. 8. 2008 I R 34/08, BStBl. II 2009, S. 263.

（
25
）A

nw
endung der D

oppelbesteuerungsabkom
m

en (D
BA

) auf Personengesellschaften, BM
F-Schreiben vom

 16. 4. 2010, IV
 

B 2－
S 1300/09/10003.

（
26
）
国
際
私
法
上
の
所
在
地
（Sitz

）
は
、
租
税
法
上
の
所
在
地
（Sitz

）（§
11 A

O

）
と
全
く
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
租
税
法
上
の
所
在
地
は
、

「
法
律
、
会
社
契
約
、
定
款
、
寄
付
行
為
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
（O

rt

）」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
私
法

上
の
所
在
地
は
、
む
し
ろ
租
税
法
上
の
管
理
支
配
地
（Geschäftsleitung

）（§
10 A

O

）
に
対
応
す
る
概
念
で
あ
る
。

（
27
）
な
お
、
現
在
で
は
、
欧
州
連
合
域
内
に
お
け
る
企
業
の
移
転
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
、
域
内
の
外
国
会
社
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
解
釈
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
28
）FinBeh. H

am
burg, Erlass vom

 15. 1. 1985, 53 - S 2071－
3/82, D

B 1985, S. 258.

（
29
）FinM

in. Baden-W
ürttem

berg, Erlass vom
 15. 1. 1985, S 2071 A

－
1/84, D

StR 1985, S. 180.

（
30
）
ま
た
、
税
務
行
政
の
担
当
者
の
見
解
と
し
て
、V

. Sarrazin, U
nbeschränkte Steuerpflicht ausländischer K

örperschaften, FR 
1985, S. 466; R

. O
pperm

ann, Steuerrechtliche Folgen der V
erlegung des Sitzes und des O

rts der Geschäftsleitung von 
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ausländischen K
apitalgesellschaften in das Inland, D

B 1988, S. 1469; zust. C. Buyer, D
ie „Repartriierung“ ausländischer 

beschränkt steuerpflichtiger K
apitalgesellschaften durch Sitzverlegung ins Inland, D

B 1990, S. 1682.
（
31
）D

. J. P
iltz, U

nbeschränkte Steuerpflicht ausländischer K
apitalgesellschaften aufgrund inländischer Geschäftsleitung, 

FR 1985, S. 347; J. M
. M

össner, Selbstständigkeit juristischer Personen und K
apitalgesellschaften im

 internationalen 
Steuerreeht, RIW

 1986, S. 208; U
. H

artm
ann, Steuerliche Subjektsfähigkeit ausländischer juristischer Personen m

it 
inländischer G

eschäftsleitung am
 B

eispiel einer britischen „non-resident-lim
ited“, D

B
 1987, S. 122; M

. L
ehner, D

ie 
steuerliche A

nsässigkeit von K
apitalgesellschaften, R

IW
 1988, S. 201; H

. D
ebatin, Subjektfähigkeit ausländischer 

W
irtschaftsgebilde im

 deutschen Steuerrecht, BB 1988, S. 1155; E
. D

ötsch, K
örperschaftsteuerliche Behandlung der 

V
erlegung des Sitzes bzw

. der Geschäftsleitung einer K
apitalgesellschaft über die Grenze, D

B 1989, S. 2296; H
. D

ebatin, 
Zum

 Steuerstatus ausländischer K
apitalgesellschaften, B

B
 1990, S. 1457; G

. E
ppler, Sitztheorie, unbeschränkte 

Steuerpflicht und M
ißbrauch, D

B 1991, S. 1949; U
. H

enkel, Subjektfähigkeit grenzüberschreitender K
apitalgesellschaften, 

RIW
 1991, S. 565 ;a.A

. F. W
asserm

eyer, K
ann eine ausländische K

apitalgesellschaft im
 Inland unbeschränkt steuerpflichtig 

sein ?, D
B 1990, S. 244.

（
32
）BFH

 vom
 23. 6. 1992 IX

 R 182/87, BStBl. II 1992, S. 972, BFH
E 168, S. 285.

（
33
）
た
だ
し
、
国
際
私
法
上
、
権
利
能
力
を
も
た
な
い
会
社
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
条
文
が
、
法
人
税
法
一
条
一
項
一
号
で
な
く
、
五
号
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
、
類
型
比
較
の
あ
り
方
と
し
て
正
し
く
な
い
と
批
判
さ
れ
、
現
在
で
は
傍
論
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。B. 

K
nobbe-K

euk, A
nm

erkung, D
B 1992, S. 2070.

（
34
）Etw

a W
. A

rendt, Zum
 Q

ualifikationsproblem
 im

 deutschen Internationalen Steuerrecht, StuW
 1959, Sp. 381; ders., 

A
nw

endung deutscher Sachnorm
en auf ausländische Privatinstitute, StuW

 1960, Sp. 349; A
. R

aupach, a.a.O
., S. 137 f.; H

. 
D

ebatin, A
uslegungsm

axim
en zum

 internationalen Steuerrecht, A
W

D
 1969, S. 477; B. G

rossfeld, Basisgesellschaften im
 

Internationalen Steuerrecht, H
abil., T

übingen 1974, S. 63.

（
35
）E

. H
erzfeld, Problem

e des internationalen Steuerrechts unter besonderer Berücksichtigung des T
erritorialitätsproblem

s 
und des Q

ualifikationsproblem
s, D

iss., V
JSchrStFR 6 (1932), S. 422.
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（
36
）
事
実
、
同
批
判
は
、
当
時
の
他
の
代
表
的
な
文
献
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。E

. R
abel, D

as Problem
 

der Q
ualifikation, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 5 (1931), S. 241 ff., S. 270, S. 273; E

. Isay, 
Internationales Finanzrecht: eine U

ntersuchung über die äußeren Grenzen der staatlichen Finanzgew
alt, Stuttgart/

Berlin 1934, S. 6 ff.; W
. W

engler, Beiträge zum
 Problem

 der internationalen D
oppelbesteuerung, Berlin/Leipzig 1935, S. 

102 ff..

（
37
）O

. B
ühler, Internationales Steuerrecht (IStR) und Internationales Privatrecht (IPR): Ein system

atischer V
ersuch, 

A
m

sterdam
 1960; ders., Prinzipien des Internationales Steuerrechts, IStR - Ein system

atischer V
ersuch, A

m
sterdam

 
1964, S. 75 ff.. 

行
政
法
か
ら
研
究
生
活
を
開
始
し
た
租
税
法
の
碩
学
が
、
最
晩
年
の
研
究
対
象
と
し
て
本
問
題
を
選
択
し
た
と
い
う
事
実
は
、

そ
れ
じ
た
い
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、Bühler

は
、IFA

創
設
者
の
一
人
で
も
あ
る
。

（
38
）K

. V
ogel., D

ie räum
liche A

nw
endungsbereich der V

erw
altungsrechtsnorm

, H
abil., Frankfurt am

 M
ain 1965. 

同
じ
く
行

政
法
か
ら
研
究
生
活
を
開
始
し
た
租
税
法
の
碩
学
が
、
最
初
期
の
研
究
対
象
と
し
て
本
問
題
を
選
択
し
た
と
い
う
事
実
も
、
そ
れ
じ
た
い
興
味

深
い
も
の
で
あ
る
。

（
39
）D

. J. P
iltz, D

ie Personengesellschaften im
 internationalen Steuerrecht der B

undesrepublik D
eutschland, D

iss., 
H

eidelberg 1981, S. 64 m
w

N
.

（
40
）E

. H
erzfeld, a.a.O

., S. 457. 

（
41
）E

. H
erzfeld, a.a.O

., S. 457, S. 460 ff..

（
42
）E

. H
erzfeld, a.a.O

., S. 457, S. 462 ff..

（
43
）E

. H
erzfeld, a.a.O

., S. 457, S. 459.

（
44
）E

. H
erzfeld, a.a.O

., S. 423 ff..

（
45
）E

. H
erzfeld, a.a.O

., S. 467.

（
46
）E
. H

erzfeld, a.a.O
., S. 463, S. 464, S. 467.

（
47
）O

. Bühler, IStR und IPR, a.a.O
., S. 13.

（
48
）K

. V
ogel, a.a.O

., V
erw

altungsrechtsnorm
, S. 151 ff..
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（
49
）
な
お
、Vogel

は
、同
批
判
に
お
い
て
国
際
私
法
か
ら
国
際
租
税
法
へ
持
ち
込
ま
れ
た
「
性
質
決
定
（Q

ualifikation

）」
と
い
う
用
語
で
な
く
、

「
包
摂
（Subsum

tion

）」
ま
た
は
「
分
類
（Einordnung

）」
と
い
う
用
語
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。K

. V
ogel, Ein 

Q
ualifikationsproblem

 im
 D

reieck zw
ischen D

eutschland, Frankreich und Ö
sterreich, in: GS für Brigitte K

nobbe-K
euk, 

K
öln 1997, S. 835.

（
50
）K

. V
ogel, a.a.O

., V
erw

altungsrechtsnorm
, S. 290 ff., S. 330 ff..

（
51
）RFH

 vom
 24. 9. 1935 III e A

 37/35, RStBl. 1935, S. 1366, RFH
E 38, S. 225; RFH

 vom
 16. 1. 1936 III e A

 33/35, RStBl. 
1936, S. 248; BFH

 vom
 20. 12. 1957 III 250/56 U

, BFH
E 66, S. 204; W

. W
engler, a.a.O

., S. 60 ff.; vgl. auch H
. M

öller, 
Erbschaftsteuergesetz und ausländisches Erbrecht, D

iss., Göttingen 1970.

（
52
）A

uch K
. V

ogel, a.a.O
., V

erw
altungsrechtsnorm

, S. 215 ff..

（
53
）Etw

a B. G
rossfeld, a.a.O

., S. 53.

（
54
）L

. H
intzen, D

ie A
nerkennung ausländischer Personengesellschaften als K

apitalgesellschaften nach deutschen 
Steuerrecht, D

StR 1971, S. 327; ders., Zur Q
ualifikation ausländischer körperschaftsteuerpflichtiger Personengesellschaften, 

StuW
 1974, S. 319. 

論
文
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
執
筆
の
動
機
は
、
一
九
六
八
年
、
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
合
名
会
社V

an 
den A

kker

に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
法
を
適
用
し
て
法
人
と
し
て
課
税
す
る
と
い
う
判
断
を
し
な
か
っ
た
事
例
が
、IBFD

の
関
心
を
集
め
て

い
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。L. H

intzen, A
nerkennung, S. 330. 

な
お
、
後
者
の
論
文
は
、
主
と
し
て
、
前
者
の
論
文
を
、
独
西
租
税

条
約
と
の
関
係
で
、
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
55
）L. H

intzen, a.a.O
., A

nerkennung, S. 328.

（
56
）L. H

intzen, a.a.O
., A

nerkennung, S. 331 ff.. 

な
お
、
論
者
の
実
践
的
な
意
図
は
、
外
国
の
私
法
ひ
い
て
は
外
国
の
租
税
法
に
お
け
る
扱

い
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
57
）L. H
intzen, a.a.O

., A
nerkennung, S. 334.

（
58
）
条
約
の
文
言
お
よ
び
沿
革
を
超
え
て
い
る
と
い
う
指
摘
と
し
て
、B. G

rossfeld, a.a.O
., S. 61 f..

（
59
）L. H

intzen, a.a.O
., A

nerkennung, S. 333 f..

（
60
）V

. K
luge, D

ie A
nerkennung ausländischer Gesellschaften im

 deutschen Steuerrecht, D
StR 1976, S. 365.
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（
61
）
最
初
期
の
議
論
と
し
て
、E

. Schlütter, Personengesellschaft oder K
apitalgesellschaft?－

A
ktuelle Q

ualifikationsfragen, D
StJG 

8 (1985), S. 215, S. 224 ff.; F. E
. F. H

ey, Gesellschafts- und steuerrechtliche A
spekte der Lim

ited Liability Com
pany, RIW

 
1992, S. 916; ders., Stellung der U

S (D
elw

are) Lim
ited Liability Com

pany im
 internationalen Steuerrecht, in: FS für 

H
elm

ut D
ebatin, M

ünchen 1997, S. 121; J. Lüdicke, N
eue Entw

icklungen der Besteuerung von Personengesellschaften im
 

internationalen Steuerrecht, StbJb 1997/98, S. 449.

（
62
）H

. Schnittker, in: F. W
asserm

eyer/ S. Richter/ders., Personengesellschaften im
 Internationalern Steuerrecht, K

öln 
2010, S. 132 ff..

（
63
）H

. Schnittker, a.a.O
., S. 161, S. 165.

（
64
）H

. Schnittker, a.a.O
., S. 164. E

tw
a K

. P
usill-W

achtsm
uth, D

er T
ypenvergleich zur E

inordnung ausländischer 
Gesellschaften in das deutsche System

 der Einkom
m

ensbesteuerung, D
iss., Frankfurt am

 M
ain 2003, S. 174 ff.; H

. 
H

errm
ann, D

ie Einordnung ausländischer Gesellschaften im
 Ertragsteuerrecht am

 Beispiel der U
S-A

m
erikanischen 

Lim
ited Liability Com

apy, RIW
 2004, S. 445.

（
65
）H

. Schnittker, a.a.O
., S. 165 f..
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は
じ
め
に

　

一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
始
ま
る
高
度
経
済
成
長
を
経
て
、
一
九
六
八
年
、
日
本
は
西
側
第
二
位
の
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
を
持
つ
経
済

大
国
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
外
務
省
は
転
機
を
迎
え
て
い
た
。

　

敗
戦
国
と
し
て
そ
の
歩
み
を
始
め
た
戦
後
日
本
外
交
の
課
題
は
「
戦
後
処
理
」
に
あ
っ
た
。
各
国
と
の
講
和
や
経
済
関
係
の
正
常
化
、
主

要
国
際
機
関
へ
の
加
盟
な
ど
「
戦
後
処
理
」
外
交
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
い
ず
れ
も
条
約
や
政
府
間
協
定
の
締
結
を
必
要
と
し
た
点
に
特
徴

（
１
）「
戦
後
処
理
」
外
交

（
２
）
経
済
外
交
の
変
化

三　

機
構
改
革
構
想
の
検
討

（
１
）
機
構
改
革
構
想
の
浮
上

（
２
）
機
構
委
員
会
及
び
機
構
小
委
員
会
に
お
け
る
検
討
開
始

（
３
）
昭
和
四
二
年
度
予
算
要
求
と
「
外
務
省
機
構
改
革
第
一
次
改
革
案
」

四　

機
構
改
革
の
実
現

（
１
）「
政
経
合
体
」
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き

（
２
）「
政
策
企
画
」
担
当
部
局

（
３
）
改
革
実
施
方
針
策
定

（
４
）
最
終
調
整

お
わ
り
に
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が
あ
る
。「
外
交
一
元
化
」
を
め
ぐ
っ
て
外
務
省
を
再
三
苦
し
め
た
軍
部
が
解
体
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
外
交
交
渉
を
担
い
、
条
約
な
ど
の

国
際
協
定
の
解
釈
権
を
持
つ
外
務
省
は
政
府
内
で
盤
石
の
地
位
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と「
戦
後
処
理
」

の
多
く
は
完
了
し
、外
務
省
に
求
め
ら
れ
る
役
割
も
徐
々
に
変
化
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、同
時
期
の
日
本
外
交
は
残
さ
れ
た
「
戦
後
処
理
」

の
課
題
で
あ
る
沖
縄
返
還
と
日
中
国
交
正
常
化
に
取
り
組
む
一
方
で
、「
戦
後
処
理
」外
交
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

一
方
で
は
経
済
大
国
に
ふ
さ
わ
し
い
外
交
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
は
「
戦
後
処
理
」
を
終
え
た
後
、
対
外
政
策
決
定
過
程

に
お
け
る
外
務
省
の
影
響
力
を
ど
の
よ
う
に
し
て
維
持
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
戦
後
処
理
」
外
交
か
ら

の
脱
却
は
い
か
に
模
索
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
外
務
省
の
機
構
改
革
に
着
目
し
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。

　

外
務
省
の
機
構
改
革
に
着
目
す
る
意
義
を
こ
こ
で
は
三
点
に
絞
っ
て
挙
げ
て
お
き
た（

１
）い

。
第
一
は
、
稟
議
制
を
特
徴
と
す
る
他
省
庁
と
異

な
り
「
縦
の
ラ
イ
ン
」
が
強
い
外
務
省
に
お
け
る
機
構
及
び
そ
の
改
革
の
重
要
性
で
あ（

２
）る

。「
縦
の
ラ
イ
ン
」
と
は
大
臣
・
次
官
・
主
管
局
（
場

合
に
よ
っ
て
は
主
管
課
）
を
指
す
。
対
外
交
渉
を
主
た
る
任
務
と
す
る
外
務
省
で
「
縦
の
ラ
イ
ン
」
が
あ
る
程
度
強
く
な
る
こ
と
は
必
然
と

も
言
え
る
が
、
そ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
縦
割
り
の
弊
害
を
緩
和
し
て
多
面
的
に
政
策
を
検
討
す
る
回
路
を
確
保
し
つ
つ
外
交
の
一
体
性

を
担
保
す
る
の
が
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
（
冗
長
性
）
を
特
徴
と
す
る
そ
の
機
構
で
あ（

３
）る

。
ど
の
よ
う
な
「
縦
の
ラ
イ
ン
」
を
形
成
し
、
さ
ら
に

そ
の
弱
点
を
補
う
よ
う
な
機
構
と
す
る
か
に
よ
っ
て
政
策
決
定
過
程
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
は
変
化
す
る
。

　

第
二
は
、
機
構
改
革
の
関
連
文
書
が
無
謬
性
を
前
提
と
し
な
い
例
外
的
な
史
料
群
だ
と
い
う
こ
と
で
あ（

４
）る

。
行
政
の
継
続
性
を
重
視
す
る

と
い
う
建
前
も
あ
り
、
他
の
行
政
文
書
と
同
様
に
外
交
文
書
で
も
従
来
の
政
策
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
よ
う
な
記
述
は
限
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
用
い
る
機
構
改
革
の
関
連
文
書
は
、
既
存
の
機
構
を
改
編
す
る
こ
と
を
前
提
に
開
か
れ
た
各
種
委
員
会
の
会
議
資

料
を
中
心
と
し
て
お
り
、
日
本
外
交
の
問
題
点
を
率
直
に
指
摘
す
る
外
務
官
僚
た
ち
の
本
音
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
は
、
所
掌
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
個
別
の
政
策
を
超
え
た
同
時
期
の
外
交
課
題
が
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
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年
、
史
料
状
況
の
改
善
を
受
け
て
個
別
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
機
構
レ
ベ
ル
の
変
化
や
影
響
に
つ
い
て
も
目
配
り
を
し
た
研
究
が
徐
々
に
増

え
て
い
る（

５
）が

、
こ
れ
ら
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
あ
く
ま
で
も
個
別
の
政
策
決
定
と
関
連
す
る
範
囲
で
あ
る
。
機
構
改
革
に
着
目
す
る

こ
と
で
、
個
別
の
政
策
決
定
過
程
に
回
収
さ
れ
な
い
、
よ
り
大
き
な
政
策
潮
流
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
政
経
合
体
」
を
実
現
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
一
九
六
九
年
一
月
か
ら
三
ヵ
年
計
画
で
実

施
さ
れ
た
機
構
改
革
を
そ
の
前
後
の
動
き
と
併
せ
て
検
討
す（

６
）る

。
こ
の
改
革
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
た
の
は
政
策
企
画
（
ポ
リ
シ
ー
・
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
）
で
あ
る
。
政
策
企
画
機
能
の
強
化
を
掲
げ
て
、
経
済
局
の
各
地
域
課
を
地
域
局
に
移
管
・
再
編
す
る
「
政
経
合
体
」
が
実
施
に

移
さ
れ
、
併
せ
て
経
済
局
の
多
国
間
外
交
機
能
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
さ
ら
に
国
際
資
料
部
が
調
査
課
・
分
析
課
・
企
画
課
の
三
課
体
制
か

ら
な
る
調
査
部
に
改
編
さ
れ
、
中
長
期
的
な
課
題
や
他
の
部
局
の
所
掌
に
入
ら
な
い
よ
う
な
課
題
に
関
す
る
「
政
策
企
画
」
を
専
門
に
扱
う

部
局
が
設
置
さ
れ
た
（
本
稿
で
は
こ
の
狭
義
の
政
策
企
画
を
、
改
革
全
体
を
貫
く
課
題
と
な
っ
た
政
策
企
画
と
区
別
す
る
た
め
に
括
弧
書
き

す
る
）。
一
九
六
九
年
の
機
構
改
革
は
、関
係
部
局
の
数
と
い
う
点
で
戦
後
日
本
の
外
務
省
機
構
改
革
の
中
で
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

検
討
さ
れ
た
各
種
の
課
題
が
そ
の
後
の
機
構
改
革
で
も
引
き
続
き
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の

機
構
改
革
の
構
想
段
階
か
ら
実
施
に
至
る
ま
で
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
戦
後
処
理
」
か
ら
の
脱
却
と
政
策
企
画
機
能
の
強
化
を
模
索
し
た
、

高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
外
務
省
の
試
み
と
そ
の
帰
結
を
明
ら
か
に
し
た（

７
）い

。

一　

外
務
省
機
構
改
革
の
流
れ

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
外
務
省
機
構
改
革
は
、
概
ね
十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
全
省
的
な
改
革
と
、
日
々
浮
上
す
る
新
た
な
政
策
課
題
に
対

応
す
る
た
め
の
比
較
的
小
規
模
な
改
革
を
両
輪
と
す（

８
）る

。
全
省
的
改
革
は
機
構
委
員
会
と
機
構
小
委
員
会
を
設
置
し
、
二
～
三
年
程
度
の
検



「戦後処理」からの脱却を目指して：高度経済成長期の外務省機構改革

北法65（5・91）1217

討
を
行
っ
た
上
で
実
施
さ
れ（

９
）る

。
一
九
六
九
年
一
月
の
改
革
の
場
合
は
、
六
六
年
一
月
に
機
構
委
員
会
及
び
同
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

機
構
委
員
会
委
員
長
は
官
房
長
が
、
副
委
員
長
は
官
房
総
務
参
事
官
が
務
め
、
委
員
に
は
大
臣
官
房
の
各
課
長
及
び
官
房
書
記
官
（
総
務
参

事
官
室
）、各
局
・
部
の
参
事
官
（
参
事
官
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
右
翼
課
長
）
が
充
て
ら
れ
、小
委
員
会
は
機
構
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

で
も
あ
る
官
房
書
記
官
が
主
宰
し
、
官
房
及
び
各
局
・
部
の
首
席
事
務
官
ク
ラ
ス
八
名
程
度
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

）
（1
（

た
。
機
構
委
員
会
で
基
本

的
な
課
題
を
検
討
の
上
で
小
委
員
会
へ
の
諮
問
事
項
や
付
託
事
項
が
決
定
さ
れ
、
小
委
員
会
で
各
部
局
の
意
見
を
集
約
し
つ
つ
具
体
的
な
検

討
が
行
わ
れ
る
。
小
委
員
会
で
の
検
討
結
果
を
基
に
機
構
委
員
会
で
改
め
て
議
論
を
行
い
、
幹
部
会
で
最
終
決
定
に
至
る
と
い
う
の
が
改
革

の
基
本
的
な
流
れ
で
あ
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
で
は
、
八
四
年
の
情
報
文
化
局
を
廃
止
し
情
報
調
査
局
を
設
置
し
た
改
革
、
九
三
年
の
国
連
局
を
廃
止
し
総
合
外
交

政
策
局
を
設
置
し
た
改
革
、
二
〇
〇
四
年
の
領
事
移
住
部
の
領
事
局
へ
の
昇
格
及
び
国
際
情
報
局
の
国
際
情
報
統
括
官
組
織
へ
の
改
編
、
条

約
局
の
国
際
法
局
へ
の
改
編
、
総
合
外
交
政
策
局
の
機
能
強
化
を
実
現
し
た
改
革
な
ど
が
大
規
模
改
革
に
当
た
る
。

　

室
レ
ベ
ル
の
改
編
も
含
め
れ
ば
小
規
模
な
改
革
は
ほ
ぼ
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
規
模
改
革
を
追
う
こ
と
で
、
そ
の
時
々
の
政
策
課

題
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
新
し
い
外
交
課
題
へ
の
対
応
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
中
東
問

題
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
外
務
省
に
中
東
問
題
を
専
門
に
所
掌
す
る
部
局
と
し
て
中
近
東
ア
フ
リ
カ
問
題
を
担
う
欧
米
局
第
七
課
が
設

置
さ
れ
た
の
は
一
九
五
五
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
鳩
山
一
郎
内
閣
下
で
行
政
簡
素
化
が
進
め
ら
れ
る
過
程
で
、
外
務
省
全
体
の

計
四
一
課
一
室
体
制
か
ら
八
課
一
室
を
削
減
す
る
こ
と
に
な
り
、
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の
第
七
課
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
課
の

所
掌
事
務
は
欧
米
局
に
配
置
さ
れ
た
外
務
書
記
官
が
担
う
こ
と
に
な
り
、
あ
く
ま
で
組
織
令
上
の
変
更
で
あ
っ
た
が
、
省
内
に
お
け
る
中
東

問
題
の
位
置
付
け
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
五
六
年
夏
の
ス
エ
ズ
危
機
（
第
二
次
中
東
戦
争
）
発
生
を
受
け
て
変
わ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
五
六
年
一
一
月
に
は
、
独
立
の
中
近
東
室
が
欧
亜
局
内
に
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
五
八
年
一
月
に
は
経
済
局
に
課
長
級
を
ト
ッ



論　　　説

北法65（5・92）1218

プ
と
す
る
中
近
東
書
記
官
室
が
設
置
さ
れ

）
（（
（

た
。
そ
の
後
、
石
油
輸
入
量
の
急
増
や
中
東
情
勢
の
緊
迫
化
に
伴
っ
て
、
中
近
東
室
は
順
次
格
上

げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
欧
亜
局
中
近
東
室
は
五
七
年
七
月
に
独
立
の
第
七
課
と
し
て
復
活
す
る
形
で
昇
格
（
五
八
年
五
月
に
は
中
近
東
課

に
名
称
変
更
）、
六
一
年
五
月
に
は
欧
亜
局
に
付
設
す
る
形
で
中
近
東
ア
フ
リ
カ
部
が
新
設
さ
れ
、
最
終
的
に
六
五
年
五
月
に
中
近
東
ア
フ

リ
カ
局
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
経
済
局
中
近
東
書
記
官
室
も
五
九
年
一
月
に
は
中
近
東
課
に
昇
格
し
た
。

　

そ
の
他
に
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
後
述
す
る
ア
ジ
ア
局
賠
償
部
の
廃
止
及
び
所
掌
事
務
の
経
済
協
力
局
へ
の
移
管

に
加
え
て
、
文
化
事
業
部
設
置
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
加
盟
に
伴
う
日
本
政
府
代
表
部
及
び
経
済
局
国
際
機
関
第
二
課
（「
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
課
」）
設
置
、
ア
メ
リ
カ
局
の
北
米
局
と
中
南
米
・
移
住
局
へ
の
分
割
（
た
だ
し
政
府
全
体
の
行
革
で
打
ち
出
さ
れ
た
「
一
省
庁
一

局
削
減
」
に
伴
い
、
六
八
年
六
月
に
中
南
米
・
移
住
局
は
廃
止
さ
れ
る
。
同
局
の
中
南
米
部
門
は
再
び
北
米
局
と
統
合
し
て
ア
メ
リ
カ
局
と

な
り
、
代
わ
り
に
領
事
移
住
部
が
設
置
さ
れ
た
）、
本
省
ナ
ン
バ
ー
二
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
外
務
審
議
官
の
増
員
（
一
名
→
二
名
）
と
い
っ
た

諸
改
革
が
実
施
さ
れ

）
（1
（

た
。

　

外
務
省
機
構
改
革
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
全
省
的
な
改
革
だ
け
で
な
く
小
規
模
改
革
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿

で
は
全
省
的
な
改
革
に
加
え
て
、全
省
的
改
革
と
小
規
模
改
革
が
連
関
し
た
事
例
と
し
て
南
北
問
題
と
資
源
問
題
も
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

二　
「
戦
後
処
理
」
か
ら
の
脱
却
と
い
う
課
題

（
１
）「
戦
後
処
理
」
外
交

　

機
構
改
革
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
外
務
省
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
改
め
て
説
明
し
て
お
く
。
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第
二
次
世
界
大
戦
後
、
外
務
省
は
敗
戦
と
占
領
に
対
応
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
。
占
領
下
に
置
か
れ
外
交
権
を
失
っ
た
こ
と
で
、
日
本
は

通
常
の
外
交
業
務
を
禁
止
さ
れ
、
外
務
省
の
役
割
は
間
接
占
領
下
に
お
け
る
対
占
領
軍
連
絡
業
務
お
よ
び
交
渉
と
、
講
和
に
向
け
た
検
討
を

含
む
国
際
事
情
の
調
査
が
中
心
と
な
っ
た
。
ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
占
領
期
に
外
務
省
は
権
限
だ
け
で
な
く
人
員
も
大
幅
に

削
減
さ
れ
た
。
吉
田
茂
首
相
が
「
ま
ず
、
俺
の
古
巣
の
外
務
省
か
ら
見
本
を
示
そ
う
」
と
い
う
こ
と
で
大
鉈
を
振
る
っ
た
か
ら
で
あ

）
（1
（

る
。
在

外
公
館
が
廃
止
さ
れ
た
影
響
が
大
き
い
と
は
い
え
、
戦
中
と
独
立
直
後
を
比
べ
る
と
定
員
は
約
半
分
と
な
り
、
本
省
に
限
定
し
て
も
約
四
分

の
三
に
ま
で
削
減
さ
れ
た
。
加
え
て
、
一
九
四
九
年
に
は
通
商
行
政
の
大
部
分
が
新
設
の
通
商
産
業
省
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
経
済

外
交
要
員
と
し
て
外
務
省
員
が
通
産
省
に
大
挙
し
て
出
向
す
る
事
態
も
発
生
し
て
い

）
（1
（

た
。
敗
戦
と
占
領
に
よ
っ
て
植
民
地
関
連
業
務
が
関
係

各
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
外
務
省
の
権
限
と
機
構
は
大
幅
な
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と

は
い
え
、
外
務
省
の
縮
小
以
上
に
、「
外
交
一
元
化
」
を
阻
害
し
続
け
て
き
た
軍
部
の
解
体
の
影
響
を
よ
り
大
き
く
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
占

領
期
か
ら
独
立
直
後
の
政
策
決
定
過
程
は
錯
綜
し
て
い
る
が
、
外
務
省
の
対
外
政
策
決
定
に
お
け
る
地
位
は
戦
前
と
比
べ
て
飛
躍
的
に
安
定

し
た
も
の
と
な
っ
た
。

　

一
九
五
二
年
四
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
発
効
に
よ
り
独
立
を
果
た
し
た
日
本
の
外
交
課
題
と
な
っ
た
の
は
「
戦
後
処
理
」
で

あ
っ
た
。
西
側
諸
国
を
中
心
と
す
る「
多
数
講
和（
単
独
講
和
）」を
選
択
し
た
日
本
に
と
っ
て
、共
産
圏
諸
国
や
旧
植
民
地
と
の
国
交
回
復
、

講
和
の
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
賠
償
交
渉
や
、
国
際
経
済
秩
序
復
帰
と
し
て
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
（
関
税
お
よ
び
貿
易
に
関
す
る

一
般
協
定
）
加
盟
、そ
の
後
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
三
五
条
援
用
撤
回
問
題
な
ど
は
、い
ず
れ
も
「
戦
後
処
理
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
も
奄
美
群
島
や
小
笠
原
諸
島
、
そ
し
て
沖
縄
の
返
還
と
い
う
「
戦
後
処
理
」
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

講
和
後
の
外
務
省
機
構
は
「
戦
後
処
理
」
に
対
応
し
た
も
の
と
な
り
、
機
構
改
革
も
「
戦
後
処
理
」
の
進
捗
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
賠
償
関
係
の
機
構
は
そ
の
典
型
と
言
え
る
。
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
賠
償
協
定
締
結
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
五
五
年
七
月
に
は
ア
ジ
ア
局
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に
賠
償
部
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
作
業
に
一
定
の
目
途
が
立
っ
た
六
四
年
五
月
に
は
賠
償
部
は
廃
止
さ
れ
、
賠
償
部
の
所
掌
事
務
は
経
済

協
力
局
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

）
（1
（

た
。

　
「
戦
後
処
理
」
が
主
要
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
外
務
省
条
約
局
は
独
特
の
重
み
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平

和
条
約
や
日
米
安
全
保
障
条
約
は「
戦
後
日
本
の
基
本
的
な
国
際
関
係
を
定
め
る
重
要
な
条
約
」で
あ
っ
た
し
、日
本
が
様
々
な「
戦
後
処
理
」

を
進
め
る
過
程
で
は
必
ず
条
約
や
行
政
協
定
な
ど
の
政
府
間
協
定
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
民
党
と
社
会
党
が

対
峙
す
る
五
五
年
体
制
下
の
国
会
で
は
、
安
保
条
約
や
自
衛
隊
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
度
々
紛
糾
し
た
が
、
そ
の
際
、
答
弁
に
立
つ
の
は
条
約

局
長
の
役
割
で
あ
り
、そ
の
こ
と
も
条
約
局
に
外
務
省
内
で
他
の
部
局
以
上
の
力
を
持
た
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
法
令
上
で「
統
合
調
整
」

機
能
を
担
う
と
さ
れ
た
の
は
大
臣
官
房
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
各
部
局
を
横
断
す
る
調
整
機
能
を
発
揮
し
た
の
は
主
に
条
約
局
で
あ
っ

）
（1
（

た
。

　

一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、「
戦
後
処
理
」
を
最
大
の
課
題
と
し
て
条
約
局
が
調
整
機
能
を
果
た
す
と
い
う
形
が
日
本
外
交
の
前
提

と
な
る
状
況
は
徐
々
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
賠
償
に
関
す
る
作
業
も
こ
の
時
期
に
は
概
ね
完
了
し
、
佐

藤
栄
作
政
権
成
立
後
の
六
五
年
六
月
に
は
日
韓
基
本
条
約
が
締
結
さ
れ
韓
国
と
の
国
交
が
樹
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
六
四
年
四
月
に
は
「
先
進

国
ク
ラ
ブ
」
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
加
盟
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
交
渉
と
並
行
し
て
各
国
と
の
交
渉
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
経
済
面
に
お
け
る
対
日
差

別
も
そ
の
多
く
が
撤
廃
さ
れ
る
に
至
っ

）
（1
（

た
。
小
笠
原
諸
島
や
沖
縄
の
返
還
、
日
中
国
交
正
常
化
、
北
方
領
土
問
題
の
解
決
と
い
っ
た
課
題
は

依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
外
交
資
源
の
多
く
が
割
か
れ
て
い
た
が
、
日
本
外
交
の
中
で
「
戦
後
処
理
」
が
占
め
る
比
率
は
徐
々
に
下
が

り
、
高
度
経
済
成
長
を
通
じ
て
蓄
え
た
経
済
力
を
背
景
に
い
か
な
る
外
交
を
展
開
し
て
い
く
か
が
潜
在
的
な
課
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

（
２
）
経
済
外
交
の
変
化
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敗
戦
に
伴
っ
て
海
外
領
土
を
失
い
、
憲
法
第
九
条
に
よ
っ
て
限
定
的
な
防
衛
力
し
か
持
ち
得
な
い
日
本
に
と
っ
て
、
経
済
こ
そ
が
活
路
で

あ
り
、
経
済
外
交
は
極
め
て
重
要
な
外
交
課
題
で
あ
っ
た
。
経
済
外
交
は
先
進
国
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
目
指
す
外
交
と
し
て
展
開
さ

れ
）
（1
（

た
。
大
蔵
省
が
所
管
す
る
国
際
金
融
分
野
と
い
う
例
外
は
存
在
す
る
が
、
経
済
外
交
で
も
外
務
省
は
圧
倒
的
な
影
響
力
を
誇
っ
た
。
そ
れ

は
、
前
述
の
よ
う
に
経
済
外
交
も
ま
た
「
戦
後
処
理
」
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
通
商
行
政
を
担
う
通
産
省
通
商
局

に
外
務
省
員
が
大
量
に
出
向
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
通
商
局
長
は
初
代
の
武
内
龍
次
（
一
九
四
九
年
五
月
～
一
二
月
）
か
ら
四
代
目
の
板

垣
修
（
一
九
五
四
年
七
月
～
五
六
年
九
月
）
ま
で
外
務
省
か
ら
の
出
向
者
が
務
め
、
ま
た
そ
の
下
の
課
長
も
外
務
省
か
ら
の
出
向
者
が
大
半

を
占
め
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
は
一
変
す
る
。
五
〇
年
代
を
通
じ
て
外
務
省
か
ら
の
出
向
者
の
下
で
国
際
派
の
通
産
官
僚
が

育
ち
、
さ
ら
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
を
果
た
す
頃
に
な
る
と
「
戦
後
処
理
」
の
側
面
は
影
を
潜
め
、
新
た
な
課
題
と
し
て
各
国
と
の
経
済
摩
擦
や

多
国
間
の
政
策
調
整
が
浮
上
し
始
め
た
。
条
約
な
ど
の
政
府
間
協
定
締
結
を
通
じ
た
先
進
国
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
で
は
な
く
、
そ
の
時
々

の
課
題
に
応
じ
た
ル
ー
テ
ィ
ン
・
ワ
ー
ク
と
し
て
の
経
済
外
交
に
そ
の
性
格
は
変
化
し
て
い
た
。

　

経
済
外
交
の
課
題
は
多
様
な
分
野
・
地
域
に
拡
散
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
外
務
省
経
済
局
は
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
開
始

直
後
の
一
九
五
八
年
に
は
六
課
一
室
（
国
際
機
関
課
［「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
課
」］、
東
西
通
商
課
、
米
州
課
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
課
、
ア
ジ
ア
課
、

欧
州
課
、
総
務
参
事
官
室
）
だ
っ
た
も
の
が
、
六
四
年
に
は
十
課
三
室
（
国
際
機
関
第
一
課
［「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
課
」］、
国
際
機
関
第
二
課
［「
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
課
」］、
経
済
統
合
課
、
東
西
通
商
課
、
ア
ジ
ア
課
、
米
国
カ
ナ
ダ
課
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
課
、
欧
州
課
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
課
、

中
近
東
課
、
総
務
参
事
官
室
、
調
査
室
、
商
務
室
）
に
ま
で
肥
大
化
し
て
い
た
。
経
済
局
は
次
長
ポ
ス
ト
も
有
し
て
お
り
、
外
務
省
に
お
け

る
最
大
の
部
局
に
な
っ
て
い
た
。
実
は
経
済
局
の
肥
大
化
を
懸
念
す
る
省
内
の
声
は
五
〇
年
代
後
半
か
ら
存
在
し
、
経
済
局
か
ら
地
域
課
を

切
り
離
し
て
地
域
局
に
移
管
す
る「
政
経
合
体
」構
想
が
模
索
さ
れ
て
い

）
（1
（

た
。
こ
の
構
想
を
具
体
的
な
機
構
改
革
の
俎
上
に
載
せ
る
動
き
が
、
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六
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
本
格
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

三　

機
構
改
革
構
想
の
検
討

（
１
）
機
構
改
革
構
想
の
浮
上

　

機
構
改
革
構
想
検
討
の
最
初
の
舞
台
に
な
っ
た
の
は
外
交
政
策
企
画
委
員
会
で
あ
る
。
外
交
政
策
企
画
委
員
会
は
一
九
五
七
年
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
、
官
房
長
を
委
員
長
に
、
各
局
配
属
の
参
事
官
を
メ
ン
バ
ー
に
週
一
回
程
度
の
会
合
を
行
な
い
、
多
様
な
案
件
を
自
由
に
議
論

す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い

）
11
（

た
。
案
件
に
よ
っ
て
は
事
務
次
官
も
加
わ
り
、
ま
た
議
題
に
関
係
す
る
局
長
は
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
委
員
会
で
六
四
年
七
月
か
ら
翌
六
五
年
一
月
に
か
け
て
「
外
務
省
機
構
問
題
」
が
三
回
に
わ
た
っ
て
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

検
討
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
の
は
小
川
平
四
郎
国
際
資
料
部
長
作
成
の
「
省
内
態
勢
刷
新
に
つ
い
て
」
で
あ

）
1（
（

る
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
は
機
構
の
問

題
か
ら
人
事
行
政
、
執
務
体
制
ま
で
幅
広
い
論
点
を
含
む
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
各
委
員
会
を
通
じ
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
政
経

合
体
」
と
複
数
の
部
局
に
ま
た
が
る
よ
う
な
中
長
期
的
な
課
題
を
取
り
扱
う
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
の
二
点
に
絞
っ
て
、
各
委
員
会

の
議
論
を
紹
介
す

）
11
（

る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、「
政
経
合
体
」
は
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
外
交
政
策
企
画
委
員
会
で
の
議
論
に
先
立
つ
「
省
内

態
勢
刷
新
に
つ
い
て
」
で
も
「
政
経
合
体
」
は
重
要
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
経
済
局
や
経
済
協
力
局
、
国
連
局
な
ど
機
能
局
の
業

務
を
地
域
局
に
移
管
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
に
は
、「
戦
後
処
理
」
が
着
実
に
進
ん
で
い
く
中
で
国
際
関
係
の
多
角
化
へ
の
対
応

に
機
能
局
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
が
、「
経
済
各
省
と
対
抗
す
る
た
め
に
外
務
省
の
経
済
各
局
を
拡
充
す
る
と
い
う
の
で
は
、
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相
手
の
ペ
ー
ス
に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
は
政
経
不
可
分
の
原
則
に
よ
り
、
む
し
ろ
政
務
局
〔
地
域
局
〕
を
強
化
す

る
こ
と
に
よ
り
強
力
外
交
を
推
進
す
る
べ
き
も
の
と
の
立
前
で
対
処
す
べ
き
も
の
と
思
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
対
外
政
策
決
定
過

程
に
お
け
る
外
務
省
の
影
響
力
維
持
と
い
う
観
点
も
入
り
込
ん
で
い
た
。

　

一
九
六
四
年
七
月
二
九
日
の
第
二
九
二
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
で
は
、
経
済
協
力
業
務
に
関
す
る
「
政
経
合
体
」
に
つ
い
て
の
反
対
意

見
が
相
次
い

）
11
（

だ
。
片
上
一
郎
経
済
協
力
局
政
策
課
長
は
「
元
来
総
合
的
、
基
本
的
な
性
格
の
も
の
を
バ
ラ
せ
ば
事
務
の
複
雑
化
、
粗
雑
化
を

招
く
」
と
し
、「
結
論
的
に
は
、政
府
の
援
助
方
式
が
明
確
化
す
る
ま
で
は
経
協
局
を
バ
ラ
す
べ
き
に
非
ず
と
思
う
」
と
反
対
論
を
展
開
し
た
。

最
後
の
点
は
、
賠
償
か
ら
経
済
協
力
へ
と
政
策
の
重
点
が
移
行
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
お
り
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
担
当
部
局
の
反
対
姿
勢
は
明
確
で
あ
っ
た
。
経
済
協
力
に
関
し
て
は
、
加
藤
匡
夫
経
済
局
次
長
か
ら
経
済
関
係
だ
け
で
な
く
政
務
に
つ

い
て
も
後
進
国
担
当
課
を
経
済
協
力
局
に
移
管
す
る
と
い
う
構
想
が
以
前
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
経
済
協
力

庁
構
想
」
な
ど
の
形
で
外
務
省
解
体
論
に
繋
が
る
と
し
て
、
牛
場
信
彦
外
務
審
議
官
も
反
対
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
。
政
府
全
体
の
行
政
改
革

が
進
め
ら
れ
る
中
で
外
務
省
か
ら
経
済
協
力
業
務
を
切
り
離
す
経
済
協
力
庁
構
想
が
浮
上
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
外
務
省
は
神
経
質
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
経
済
協
力
局
か
ら
地
域
局
と
い
う
方
向
に
せ
よ
、
ま
た
そ
の
逆
に
せ
よ
、
経
済
協
力
局
を
対
象
に
し
た
「
政
経
合
体
」

へ
の
反
対
意
見
が
そ
の
多
く
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
経
済
協
力
局
を
対
象
に
し
た
「
政
経
合
体
」
に
は
反
対
意
見
が
根
強
か
っ
た
が
、
経
済
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
「
政
経

合
体
」
に
つ
い
て
は
、
加
藤
経
済
局
次
長
が
実
施
に
当
た
っ
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
も
基
本
的
に
は
賛
成
だ
と
表
明
す
る
な
ど
、
賛
成

意
見
が
多
数
を
占
め
た
。
た
だ
し
、
経
済
局
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
経
済
協
力
局
も
対
象
と
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
検
討

課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。

　

一
九
五
〇
年
代
以
来
の
課
題
で
あ
っ
た
「
政
経
合
体
」
に
対
し
て
、「
政
策
企
画
」
を
専
門
に
担
当
す
る
部
局
の
設
置
は
こ
の
外
交
政
策
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企
画
委
員
会
で
官
房
総
務
参
事
官
の
安
川
壮
が
「
米
国
務
省
で
はPolicy Planning

とResearch and A
nalysis

の
機
能
が
あ
る
。
現

在
の
国
資
部
〔
国
際
資
料
部
〕
はResearch

の
み
で
あ
る
が
、
や
は
り
ど
こ
かPlanning

を
や
る
と
こ
ろ
が
必
要
だ
」
と
提
起
し
た
こ
と

で
浮
上
し
た
課
題
で
あ
る
。「
政
経
合
体
」
に
よ
る
地
域
局
の
強
化
も
、
各
地
域
局
に
お
け
る
政
策
企
画
機
能
の
強
化
を
目
指
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
単
独
で
全
省
的
な
課
題
を
担
う
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
安
川
の
提
案

で
あ
っ
た
。
唐
突
な
感
も
あ
る
安
川
提
案
は
、
第
一
回
日
米
政
策
企
画
協
議
開
催
を
直
後
に
控
え
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
）
11
（

る
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
西
欧
各
国
と
の
間
で
も
定
期
的
に
実
施
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
政
策
企
画
協
議
は
、
政
府
の
公
式
見
解
を

伝
え
る
場
で
も
交
渉
を
す
る
場
で
も
な
く
、
そ
の
時
々
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
中
長
期
的
な
観
点
も
踏
ま
え
て
自
由
に
意
見
交
換
を
行
う
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
六
四
年
九
月
二
一
日
か
ら
二
五
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
協
議
で
は
、
国
務
省
の
政
策
企
画
委
員
会
の
機
能
や

役
割
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
側
が
「
政
策
企
画
」
機
能
強
化
に
強
い
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

）
11
（

る
。

　
「
政
策
企
画
」担
当
部
局
設
置
に
関
す
る
安
川
提
案
へ
の
賛
否
は
割
れ
た
。
牛
場
外
務
審
議
官
が「
抽
象
論
が
多
す
ぎ
る
の
も
い
け
な
い
が
、

も
う
少
し
現
実
ば
な
れ
し
た
議
論
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
長
期
的
にPlanning

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
計
画
を
ま

と
め
る
に
つ
い
て
も
そ
の
素
材
と
な
るpaper

を
つ
く
る
と
こ
ろ
が
必
要
と
な
ろ
う
」
と
賛
意
を
示
す
一
方
で
、
黄
田
多
喜
男
外
務
事
務

次
官
や
小
川
国
際
資
料
部
長
は
外
交
の
出
発
点
と
し
て
二
国
間
関
係
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
地
域
局
の
機
能
強
化
を
唱
え
、「
政
策
企
画
」

を
専
門
に
担
当
す
る
部
局
の
設
置
に
は
反
対
で
あ
っ

）
11
（

た
。

　

九
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
九
七
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
で
も
こ
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ

）
11
（

た
。
委
員
会
で
は
日
米
政
策
企
画
協
議

に
向
け
た
検
討
や
、
椎
名
悦
三
郎
外
務
大
臣
が
通
産
省
に
総
務
局
を
設
置
し
た
経
験
に
触
れ
つ
つ
外
務
省
内
に
「
総
合
調
整
の
機
関
が
必
要

で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
を
幹
部
会
で
述
べ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
椎
名
は
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
に
前
向
き
な
意
見
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
委
員
会
で
の
議
論
は
平
行
線
を
辿
っ
た
。
政
策
企
画
機
能
強
化
の
必
要
性
と
い
う
大
筋
で
は
合
意
が
得
ら
れ
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た
が
、
そ
れ
を
「
政
経
合
体
」
を
伴
う
形
で
地
域
局
中
心
に
進
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
調
整
機
能
を
持
つ
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
す

る
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ
た
点
で
意
見
が
割
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
の
設
置
が
機
構
改
革
の
課
題

と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
小
委
員
会
を
設
け
て
、
大
蔵
省
や
行
政
管
理
庁
と
の
折
衝
を
想
定
し
な
い
機
構
改
革
の
「
理
想
案
」
が
佐
藤
正
二
条
約
局
参
事

官
を
中
心
に
策
定
さ
れ

）
11
（

た
。「
理
想
案
」
は
、
経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
双
方
を
対
象
に
「
政
経
合
体
」
を
実
施
す
る
と
共
に
、
国
際
資
料

部
を
情
勢
分
析
調
査
部
と
情
報
部
に
改
組
し
、
現
状
で
は
主
要
局
長
の
下
に
配
置
さ
れ
て
い
る
審
議
官
六
名
を
局
長
の
上
に
置
き
、
総
務
・

ア
ジ
ア
・
ア
メ
リ
カ
・
欧
州
ア
フ
リ
カ
中
近
東
・
経
済
・
法
律
を
そ
れ
ぞ
れ
担
当
さ
せ
る
な
ど
野
心
的
な
案
を
提
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
大

臣
・
次
官
・
外
務
審
議
官
・
審
議
官
及
び
関
係
局
部
長
か
ら
構
成
さ
れ
る
政
策
審
議
会
（
外
務
審
議
官
が
議
長
と
な
り
、
事
務
局
は
情
勢
分

析
調
査
部
が
担
当
）
設
置
も
掲
げ
、
政
策
決
定
過
程
の
刷
新
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
理
想
案
」
に
対
し
て
各
委
員
が
コ
メ
ン
ト
す
る
形
で
、
一
九
六
五
年
一
月
二
七
日
の
第
三
一
二
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
で
機
構

改
革
が
検
討
さ
れ

）
11
（

た
。
そ
の
後
、
さ
ら
な
る
を
討
議
を
経
て
、
行
政
管
理
庁
へ
の
提
出
用
に
検
討
結
果
を
ま
と
め
た
「
外
務
省
の
機
構
改
革

に
つ
い
て
」
が
五
月
一
七
日
に
策
定
さ
れ

）
1（
（

た
。「
外
務
省
の
機
構
改
革
に
つ
い
て
」
で
は
、「
政
経
合
体
」
に
関
す
る
検
討
の
経
緯
を
概
観
し

た
上
で
、
同
年
の
機
構
改
革
の
重
点
事
項
と
な
る
中
南
米
・
移
住
局
の
新
設
、
国
際
資
料
部
及
び
対
外
広
報
を
担
当
す
る
外
務
審
議
官
の
増

員
等
が
掲
げ
ら
れ
た
。
短
期
的
な
機
構
要
求
と
中
長
期
的
な
改
革
構
想
が
混
在
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
大
規
模
な
機
構
改
革
に
向
け
た

検
討
の
叩
き
台
が
こ
こ
に
完
成
し
た
。

（
２
）
機
構
委
員
会
及
び
機
構
小
委
員
会
に
お
け
る
検
討
開
始
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一
九
六
六
年
一
月
に
機
構
委
員
会
及
び
同
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、
全
省
的
な
検
討
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
機
構
委
員
会
の

設
置
に
あ
た
っ
て
は
、「
わ
が
国
の
国
際
社
会
に
占
め
る
地
位
の
向
上
に
よ
り
わ
が
国
の
外
交
活
動
は
一
層
活
発
化
し
て
お
り
、
そ
の
結
果

と
し
て
外
務
省
に
よ
る
外
交
政
策
の
企
画
立
案
並
び
に
外
交
事
務
の
遂
行
は
益
々
適
確
に
し
て
且
つ
迅
速
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ

）
11
（

た
。「
戦
後
処
理
」
の
進
展
と
高
度
経
済
成
長
に
伴
う
経
済
大
国
化
が
機
構
改
革
を
本
格
的
に
検
討

す
る
背
景
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
。
六
八
年
末
ま
で
に
機
構
委
員
会
は
計
二
十
回
、
小
委
員
会
は
計
三
十
八
回
に
及

ぶ
会
合
で
、
機
構
改
革
に
加
え
て
人
事
行
政
な
ど
を
含
め
た
包
括
的
な
検
討
が
行
わ
れ
た
。
各
回
の
議
題
は
本
稿
末
尾
の
資
料
に
譲
り
、
以

下
で
は
ま
ず
六
六
年
六
月
の
改
革
原
案
策
定
に
至
る
過
程
を
概
観
す
る
。

　

第
一
回
の
機
構
委
員
会
は
一
九
六
六
年
二
月
一
一
日
に
開
催
さ
れ

）
11
（

た
。
会
合
の
冒
頭
で
高
野
藤
吉
官
房
長
か
ら
、
検
討
の
結
果
を
翌
年
度

の
機
構
予
算
要
求
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
同
年
五
月
末
を
目
途
に
審
議
を
進
め
て
い
く
と
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。
委
員
会
は
、
従
来
の
検
討

結
果
を
改
め
て
精
査
す
る
と
と
も
に
、
機
構
の
現
状
を
分
析
し
て
問
題
点
を
摘
出
す
る
と
さ
れ
、
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
①

地
域
局
と
経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
と
の
間
の
事
務
の
調
整
の
問
題
等
を
含
む
地
域
局
と
機
能
局
の
統
合
調
整（「
政
経
合
体
」）、②
中
南
米
・

移
住
局
の
在
り
方
、③
経
済
協
力
庁
構
想
と
の
関
連
を
含
む
経
済
協
力
局
の
在
り
方
、④
従
来
の
局
課
制
の
是
非
、の
四
点
が
掲
げ
ら
れ
た
。

機
構
委
員
会
が
当
初
、
中
長
期
的
な
改
革
構
想
の
検
討
と
翌
年
度
の
機
構
要
求
と
い
う
短
期
的
な
課
題
の
双
方
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

　

機
構
委
員
会
に
続
い
て
二
月
一
五
日
に
は
小
委
員
会
の
第
一
回
会
合
が
開
催
さ
れ
、
小
委
員
会
で
の
具
体
的
な
検
討
手
順
が
決
定
さ

れ
）
11
（

た
。
機
構
委
員
会
で
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
た
四
つ
の
点
を
中
心
に
、
ま
ず
問
題
点
を
洗
い
出
す
作
業
に
着
手
す
る
こ
と
に

な
り
、
各
委
員
は
箇
条
書
き
程
度
の
意
見
メ
モ
を
次
回
会
合
ま
で
に
事
務
局
の
官
房
総
務
参
事
官
室
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
機
構
委
員
会
が
ま
ず
問
題
設
定
を
行
い
、
そ
れ
を
小
委
員
会
の
場
で
具
体
的
に
検
討
し
、
政
策
決
定
の
現
場
と
な
る
各
局
・
部
の
意
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見
は
各
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
帰
っ
て
部
局
内
で
検
討
す
る
際
に
吸
い
上
げ
る
、と
い
う
の
が
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
進
め
方
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
後
、
機
構
委
員
会
は
二
週
間
に
一
回
、
小
委
員
会
は
一
週
間
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
機
構
改
革
に
関
す
る
具
体
案
の
検
討
に
入
り
、
六

月
に
小
委
員
会
の
改
革
案
が
ま
と
ま
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
過
程
で
当
初
の
予
定
に
は
無
か
っ
た
「
外
相
複
数
制
」
に
関
す
る
検
討
が
行

わ
れ
た
。「
外
相
複
数
制
」
は
三
月
一
〇
日
の
第
四
回
機
構
小
委
員
会
で
、
高
野
官
房
長
か
ら
の
検
討
指
示
が
伝
え
ら
れ
る
形
で
議
題
に
登

場
し

）
11
（

た
。「
外
相
複
数
制
」
構
想
は
前
年
九
月
に
川
島
正
次
郎
自
由
民
主
党
副
総
裁
が
提
起
し
た
も
の
で
、
六
六
年
一
月
に
鹿
島
守
之
助
自

民
党
外
交
調
査
会
長
が
私
案
を
作
成
、
前
外
相
で
外
交
調
査
会
副
会
長
だ
っ
た
大
平
正
芳
が
取
り
ま
と
め
役
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
も

あ
り
、
他
の
課
題
を
押
し
の
け
て
主
要
議
題
と
し
て
一
ヵ
月
近
く
議
論
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
国
会
と
の
関
係
と
い
う
文

脈
か
ら
検
討
さ
れ
た
課
題
で
あ
り
、
機
構
委
員
会
で
は
国
会
関
係
渉
外
事
務
が
増
加
す
る
中
で
官
房
総
務
参
事
官
が
省
内
と
国
会
の
双
方
を

担
当
す
る
体
制
を
改
め
、
国
会
担
当
参
事
官
を
設
置
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ

）
11
（

た
。「
外
相
複
数
制
」
は
小
委
員
会
に
お
け
る
検
討
段
階
で
、

外
交
の
二
元
化
や
事
務
の
複
雑
化
を
招
き
得
ず
、
む
し
ろ
政
務
次
官
や
外
務
省
顧
問
、
本
省
付
大
使
、
外
務
審
議
官
等
を
活
用
す
る
べ
き
と

い
う
慎
重
論
が
支
配
的
と
な
っ

）
11
（

た
。
機
構
委
員
会
で
小
委
員
会
の
結
論
に
対
す
る
異
議
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
大
臣
の
負
担
緩
和
の
た
め

に
政
務
次
官
複
数
制
や
外
務
次
官
補
制
等
の
代
案
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ

）
11
（

た
。
最
終
的
に
、「
外
相
複
数
制
」
を
否
定
す
る
結
論

が
四
月
中
旬
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
11
（

が
、
国
会
や
政
府
与
党
と
外
務
省
機
構
改
革
の
関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

　
「
外
務
大
臣
複
数
制
」検
討
を
挟
ん
で
、小
委
員
会
で
は「
政
経
合
体
」と
政
策
企
画
機
能
強
化
を
中
心
に
改
革
案
の
検
討
が
進
め
ら
れ
、「
長

期
的
視
野
に
立
つマ

マ

た
外
務
省
の
機
構
改
革
に
つ
い
て
」
が
六
月
に
ま
と
め
ら
れ

）
11
（

た
。
こ
の
文
書
は
、
冒
頭
で
「
近
年
外
交
活
動
の
分
野
は
ま

す
ま
す
広
汎
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
が
専
門
化
し
つ
つ
あ
る
中
に
お
い
て
総
合
的
か
つ
一
元
的
な
外
交
政
策
の
企
画
立
案
に

対
す
る
要
請
は
一
層
高
ま
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
外
交
一
元
化
に
対
す
る
外
務
省
の
こ
だ
わ
り
は
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

外
務
省
機
構
の
あ
る
べ
き
形
と
し
て
「
総
合
的
な
外
交
政
策
企
画
立
案
機
能
の
制
度
化
」
を
掲
げ
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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長
期
的
に
見
れ
ば
、
政
経
合
体
は
、
政
治
、
経
済
、
経
済
協
力
等
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
総
合
的
な
基
盤
の
上
に
外
交
政
策
を
企
画

立
案
す
る
と
の
目
的
を
機
構
の
面
に
お
い
て
達
成
す
る
一
つ
の
有
力
な
手
段
で
あ
り
、
検
討
に
値
し
よ
う
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、

外
務
省
の
機
構
は
、
大
き
な
方
向
と
し
て
は
、
政
経
合
体
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
合
的
な
政
策
企
画
立
案
と
こ
れ
に
基
づ
く
一
元

的
な
政
策
を
実
施
し
う
る
よ
う
な
強
力
な
機
構
す
な
わ
ち
、
政
務
総
局
的
な
も
の
（
現
在
の
地
域
局
そ
の
他
政
務
関
係
局
を
包
含
し
て

一
つ
の
局
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
情
勢
分
析
と
企
画
立
案
を
中
心
と
す
る
政
務
の
諸
機
能
を
あ
わ
せ
た
強
力
な
右
翼
局
の
如
き
も
の

が
地
域
局
の
中
心
と
な
っ
て
活
動
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
に
俟
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
）
を
中
心
と
し
た
姿
と
な
る
の
が
最
も

理
想
形
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
政
務
局
一
般
に
お
け
る
事
務
の
絶
対
量
の
増
加
（
若
し
政
経
合
体
を
行
な
え
ば
ま
す
ま
す
然

り
）
に
伴
な
い
現
在
の
地
域
局
を
細
分
化
し
て
局
な
い
し
部
の
数
を
増
す
必
要
が
生
じ
、
か
つ
、
政
務
総
局
の
中
核
と
な
る
べ
き
機
構

は
当
然
必
要
で
、
現
在
の
国
資
部
の
果
し
て
い
る
機
能
を
拡
大
強
化
し
た
も
の
が
こ
の
中
核
と
な
っ
て
主
と
し
て
情
勢
分
析
と
企
画
立

案
を
行
な
う
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
段
階
で
、
地
域
局
を
統
合
す
る
か
つ
て
の
政
務
局
復
活
を
思
わ
せ
る
案
や
「
政
策
企
画
」
機
能
を
中
核
と
す
る
政
務
総
局
と
い
う
か

な
り
思
い
切
っ
た
改
革
案
が
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
と
し
て
は
、
こ
の
文
書
に
先
立
っ

て
作
成
さ
れ
た
「
外
交
政
策
の
企
画
立
案
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
」
で
、
既
存
の
国
際
資
料
部
を
改
編
強
化
し
た
企
画
課
・
情
勢
分
析
課
・

安
全
保
障
課
の
三
課
か
ら
な
る
政
策
企
画
部
が
構
想
さ
れ
て
い

）
1（
（

た
。「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
の
設
置
が
単
な
る
理
想
論
に
留
ま
ら
な
い
中

期
的
な
改
革
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

政
策
企
画
機
能
強
化
に
積
極
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、「
政
経
合
体
」
に
つ
い
て
こ
の
段
階
で
は
強
く
踏
み
込
む
こ
と
は
無

か
っ
た
。
機
構
小
委
員
会
で
は
、
経
済
局
と
経
済
協
力
局
の
合
体
と
い
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
案
を
含
め
て
、
経
済
関
係
業
務
の
整
理
統
合
は
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様
々
な
形
で
検
討
さ
れ
た
が
、「
政
経
合
体
」
実
現
に
向
け
た
意
見
集
約
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
経
済
局
だ
け
で
な
く
経
済
協
力

局
の
所
掌
事
務
移
管
も
目
指
す
野
心
的
な
「
政
経
合
体
」
構
想
に
は
、
小
委
員
会
で
の
意
見
集
約
が
始
ま
っ
た
段
階
で
各
委
員
か
ら
様
々
な

反
対
論
が
寄
せ
ら
れ
た
。
反
対
論
は
多
岐
に
渡
る
が
、
そ
の
多
く
は
二
国
間
経
済
関
係
業
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
地
域
局
の
業
務
量
や
経

済
事
務
に
付
随
す
る
雑
務
が
増
す
こ
と
を
懸
念
す
る
も
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。
経
済
局
の
首
席
事
務
官
ク
ラ
ス
に
対
す
る
意
見
聴
取
で
も
、「
政
経

合
体
」
は
条
件
付
き
賛
成
、
反
対
及
び
現
状
維
持
で
三
分
さ
れ
て
意
見
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ

）
11
（

れ
、
四
月
一
一
日
に
機
構
小

委
員
会
と
し
て
「
政
経
合
体
」
に
反
対
す
る
意
見
が
ま
と
め
ら
れ

）
11
（

た
。
そ
の
後
の
検
討
を
経

）
11
（

て
、
行
政
管
理
庁
へ
の
提
出
用
に
こ
れ
ま
で
の

議
論
を
取
り
ま
と
め
た
同
年
八
月
の
文
書
で
も
、「
政
経
合
体
」
は
あ
く
ま
で
も
中
長
期
的
課
題
で
あ
り
「
外
務
省
が
経
済
局
及
び
経
協
局

と
い
う
機
構
を
通
じ
て
経
済
外
交
に
果
し
て
い
る
役
割
を
直
ち
に
急
激
に
変
更
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
」
と
反
対

意
見
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
短
期
的
に
は
「
政
経
合
体
」
は
退
け
ら
れ
た
も
の
の
、
こ
の
段
階
で
「
経
済
外
交
」
の
変
化
と
現
状
の
問
題
点
が
的
確
に
認

識
さ
れ
て
お
り
、「
政
経
合
体
」の
中
長
期
的
な
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、

機
構
小
委
員
会
が
五
月
一
七
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
外
務
省
の
経
済
外
交
に
果
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
特
に
政
経
合
体
と
の
関

連
に
お
い
て
―
」
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来

）
11
（

る
。
こ
の
文
書
で
ま
ず
示
さ
れ
る
の
は
「
戦
後
二
〇
年
の
外
務
省
の
経
済
外
交
は
、
経
済
局

を
中
心
に
推
進
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
の
実
態
は
「
経
済
」
と
い
う
よ
り
は
比
較
的
狭
義
の
「
通
商
」（
主
と
し
て
物
品
の
貿
易
）
を
」
中
心

と
し
て
き
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
戦
前
の
外
務
省
通
商
局
の
継
承
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、（
イ
）
戦
後
の
貿
易

再
開
を
め
ぐ
る
諸
事
情
、（
ロ
）
経
済
こ
と
に
貿
易
以
外
に
は
、わ
が
国
外
交
の
主
た
る
目
的
は
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、「
外

務
省
は
、
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
産
業
を
有
し
な
い
ま
ま
、
従
っ
て
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
自
己
の
み
で
意
志マ

マ

決
定
を
行
い
え
な
い
ま

ま
、
強
い
発
言
力
を
も
っ
て
今
日
に
至
」
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
今
後
も
基
本
的
に
は
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
外
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務
省
と
し
て
「
経
済
外
交
」
に
お
け
る
一
定
の
影
響
力
を
保
ち
つ
つ
、
国
内
各
省
（
と
り
わ
け
通
産
省
）
と
の
調
整
を
い
か
に
図
る
か
は
今

後
の
課
題
と
し
て
避
け
て
通
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
の
が
以
下
の
認
識
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
外
務
省
（
経
済
局
の
み
な
ら
ず
全
省
と
し
て
）
は
「
経
済
」
に
関
し
、

（
イ 

）
案
件
処
理
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
整
理
を
行
っ
て
各
省
に
譲
る
べ
き
も
の
は
譲
り
（
こ
の
た
め
多
少
出
来
の
悪
い
訓
電
も
黙
っ

て
発
電
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
）

（
ロ 

）
交
渉
、
国
際
機
関
へ
の
対
処
方
針
策
定
に
つ
い
て
は
従
来
以
上
に
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
判
断
の
上
、
外
務
省
が
主
導
権

を
も
つ
も
の
とveto
を
も
つ
の
み
で
内
容
的
に
余
り
介
入
し
な
い
も
の
と
に
分
け
て
対
処
す
べ
き
で
あ
り

（
ハ
）
調
査
に
つ
い
て
は
従
来
以
上
に
強
化
す
る
と
の
態
度
を
と
る
と
と
も
に
、
政
務
と
関
係
深
い
案
件
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
し

（
ニ
）
財
界
と
の
接
触
を
強
化
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

外
務
省
がcoordinator

と
し
て
働
く
分
野
は
今
後
と
も
減
少
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
各
省
の
国
際
感
覚
や
語
学
力
の
不
足

を
補
う
機
能
は
漸
減
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
を
ふ
ま
え
て
、
同
文
書
は
「
政
経
合
体
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

　

政
経
合
体
の
論
拠
は
夫
々pow

erful

で
あ
り
、
ま
た
、
外
務
省
が
将
来
あ
る
べ
き
姿
を
長
期
的
に
と
ら
え
れ
ば
大
勢
と
し
て
政
務

と
経
済
と
が
融
合
の
方
向
に
向
う
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
従
っ
て
、
政
経
合
体
を
行
う
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
は
、
あ
く
ま
で

現
在
乃
至
今
後
の
一
定
期
間
の
諸
般
の
事
情
か
ら
み
て
（
イ
）
政
務
と
経
済
が
融
合
す
る
か
ら
と
い
っ
て
機
構
的
な
合
体
を
行
う
必
要
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は
な
く
、
合
体
に
よ
る
害
が
日
本
全
体
に
と
り
あ
る
い
は
外
務
省
に
と
っ
て
合
体
の
メ
リ
ッ
ト
よ
り
も
大
き
い
ま
た
は
（
ロ
）
行
う
意

図
を
も
っ
た
と
し
て
も
直
ち
に
実
現
は
困
難
で
あ
る
、
の
い
ず
れ
か
の
判
断
に
基
く
こ
と
と
な
る
。

　

同
文
書
は
、
こ
の
後
「
政
経
合
体
」
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
い
か
に
し
て
解
消
す
る
か
に
つ
い
て
、
省
内
人
事
交
流
の
推
進
な
ど
の
具
体
例
を

挙
げ
つ
つ
検
討
を
加
え
て
い
く
。
機
構
小
委
員
会
は
一
九
六
六
年
半
ば
の
段
階
で
「
政
経
合
体
」
改
革
の
実
現
に
向
け
た
具
体
策
の
検
討
に

入
り
つ
つ
あ
っ
た
。

（
３
）
昭
和
四
二
年
度
予
算
要
求
と
「
外
務
省
機
構
改
革
第
一
次
改
革
案
」

　

一
九
六
六
年
一
月
の
機
構
委
員
会
設
置
以
来
、
約
半
年
に
渡
っ
て
機
構
改
革
に
関
す
る
検
討
は
精
力
的
に
進
め
ら
れ
た
が
、
八
月
に
外

務
省
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
文
書
を
取
り
ま
と
め
た
段
階
で
小
休
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
予
算
要
求
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
連
動
し
て
始

ま
っ
た
委
員
会
の
動
き
と
し
て
は
自
然
な
も
の
と
言
え
る
。
機
構
改
革
に
関
す
る
動
き
は
約
半
年
後
に
再
始
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
検
討
に
入
る
前
に
こ
の
年
の
予
算
要
求
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

機
構
委
員
会
及
び
同
小
委
員
会
で
の
検
討
を
通
じ
て
政
策
企
画
機
能
強
化
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
改
革
構
想
は
「
長
期
的
視
野
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
予
算
要
求
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

全
省
的
な
政
策
企
画
機
能
強
化
に
繋
が
る
も
の
は
外
務
審
議
官
の
二
名
増
員
要
求
の
み
で
あ

）
11
（

り
、
各
局
要
求
原
案
の
段
階
で
も
大
き
な
機
構

改
革
に
繋
が
り
得
る
も
の
は
大
臣
官
房
儀
典
長
室
の
儀
典
局
へ
の
昇
格
と
、
中
南
米
・
移
住
局
を
中
南
米
局
及
び
移
住
領
事
局
を
新
設
す
る

形
で
分
割
す
る
案
の
二
つ
に
留
ま
っ
て
い

）
11
（

た
。
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個
別
の
予
算
要
求
で
は
国
際
資
源
課
設
置
要
求
が
注
目
さ
れ
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ（
欧
州
経
済
共
同
体
）及
び
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ（
欧
州
自
由
貿
易
連
合
）

を
所
管
し
て
い
た
経
済
統
合
課
を
国
際
資
源
課
に
移
し
変
え
る
要
求
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
南
北
問
題
の
担
当
課
と
し
て
国

際
資
源
課
を
設
置
し
、
経
済
統
合
課
の
所
掌
事
務
は
同
じ
経
済
局
内
に
あ
る
欧
州
課
に
移
管
す
る
と
い
う
案
で
あ
り
、
資
源
問
題
と
い
う
よ

り
は
南
北
問
題
一
般
へ
の
対
応
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
一
九
六
四
年
に
第
一
回
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
（
国
連
貿
易
開
発
会
議
）
が

開
催
さ
れ
る
な
ど
南
北
問
題
は
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
え
れ
ば
、
南
北
問
題
担
当
課
の
設
置
は
時
宜
に
か
な
っ

た
要
求
と
言
え
る
し
、
既
存
の
課
を
改
編
す
る
と
い
う
点
で
は
無
理
の
少
な
い
改
革
案
で
あ
っ
た
が
、
肝
心
の
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
を
所
管
し
て

い
る
国
連
局
経
済
課
の
役
割
は
手
付
か
ず
と
い
う
中
途
半
端
な
案
で
あ
り
、
結
局
こ
の
予
算
で
国
際
資
源
課
設
置
が
実
現
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
直
接
結
果
に
結
び
つ
く
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
経
済
局
が
多
国
間
外
交
機
能
強
化
を
模
索
す
る
姿
が
こ
の
予
算
要
求
か
ら
は
浮
か

び
上
が
る
。

　

機
構
改
革
構
想
の
検
討
に
話
を
戻
そ
う
。
予
算
要
求
関
連
の
検
討
を
終
え
た
後
、
機
構
委
員
会
は
開
会
さ
れ
ず
、
機
構
小
委
員
会
で
も
機

構
で
は
な
く
人
事
行
政
が
検
討
さ
れ
て
い

）
11
（

た
。
人
事
行
政
は
機
構
小
委
員
会
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、

機
構
改
革
検
討
の
動
き
は
停
滞
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
年
が
明
け
る
と
注
目
す
べ
き
動
き
が
見
ら
れ
た
。
一
九
六
七
年
一
月
、「
外
務
省
機
構
第
一
次
改
革
案
」
が
策
定
さ
れ
た
の
で

あ
）
1（
（

る
。
前
後
に
開
催
さ
れ
た
機
構
小
委
員
会
は
い
ず
れ
も
人
事
行
政
を
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、「
外
務
省
機
構
第
一
次
改
革
案
」
策
定
経
緯

の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、同
月
初
め
に
官
房
長
が
高
野
藤
吉
か
ら
斎
藤
鎮
男
に
交
代
し
た
こ
と
が
そ
の
契
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

斎
藤
が
「
一
九
六
七
年
、
官
房
長
に
就
任
し
て
間
も
な
く
、
省
内
の
有
力
な
課
長
が
数
人
で
来
室
し
、
機

マ

マ

構
改
革
委
員
会
で
検
討
し
て
き
た

改
革
案
が
完
成
し
た
の
で
聴
い
て
欲
し
い
、
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
」
と
い
う
回
顧
を
残
し
て
い
る
の
が
傍
証
と
な
る
だ
ろ

）
11
（

う
。

　

こ
の
改
革
案
は
わ
ず
か
五
頁
に
ま
と
め
ら
れ
た
短
い
も
の
だ
が
、
機
構
小
委
員
会
の
審
議
で
は
退
け
ら
れ
て
い
た
「
政
経
合
体
」
を
含
め
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る
形
の
急
進
的
な
改
革
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
改
革
案
は
、
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」「
外
交
政
策
企
画
立
案
部
門

の
強
化
」「
地
域
局
の
強
化
」
の
三
点
を
挙
げ
る
。
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、「
外
交
問
題
が
広
範
化
し
、
複
雑
多
岐
化
す
る

に
従
い
、
総
合
調
整
の
任
に
当
る
べ
き
事
務
次
官
は
極
度
に
繁
忙
と
な
り
既
に
唯
一
人
の
外
務
審
議
官
の
補
佐
の
み
で
は
物
理
的
に
事
務
を

処
理
し
得
な
い
事
態
」
を
招
き
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
外
務
審
議
官
を
少
な
く
と
も
三
名
に
増
員
す
る
と
さ
れ
た
。
地
域
局
の
強
化
に
つ
い
て

は
、
経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
が
所
掌
す
る
二
国
間
事
務
を
「
地
域
局
に
吸
収
合
併
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
し
、
北
米
局
を
念
頭
に
例

外
を
認
め
る
可
能
性
を
示
し
つ
つ
も
、
経
済
課
方
式
で
は
な
く
「
政
・
経
両
者
を
一
課
内
に
統
合
す
る
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
地
域
局
の
負

担
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
領
事
業
務
の
切
り
離
し
も
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
改
革
案
が
最
も
力
を
入
れ
て
説
い
た
の
が
、
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
「
外
交
政
策
企
画
立
案
部
門
の
強
化
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

１
．
目
標

　

国
際
問
題
に
関
す
る
わ
が
国
の
基
本
的
な
政
策
を
常
に
確
立
し
て
お
く
べ
き
必
要
性
が
ま
す
ま
す
痛
感
さ
れ
つ
つ
あ
り
、と
く
に
、

総
合
的
問
題
例
え
ば
中
国
問
題
等
の
主
要
な
外
交
政
策
の
企
画
立
案
を
行
う
と
と
も
に
そ
の
基
礎
と
な
る
べ
き
国
際
情
勢
に
関
す
る

情
勢
判
断
を
行
う
機
能
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
の
機
構
と
し
て
政
策
企
画
局
を
新
設
す
る
。

　

な
お
、
政
策
企
画
局
の
任
務
を
前
記
の
機
能
に
限
ら
ず
に
現
在
の
地
域
局
、
経
済
局
、
経
協
局
、
国
連
局
の
政
策
立
案
を
包
括
し

て
総
合
調
整
す
る
と
と
も
に
外
交
政
策
の
一
元
的
実
施
を
統
括
指
揮
す
る
よ
う
な
政
務
総
局
的
な
機
構
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
に
つ

い
て
も
検
討
の
要
が
あ
る
。
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２
．
当
面
の
措
置

　
　
　

イ
、
政
策
企
画
担
当
の
外
務
審
議
官
を
設
け
る
。

　
　
　

ロ
、
現
在
の
国
際
資
料
部
を
政
策
企
画
部
と
改
め
、
そ
の
内
容
を
強
化
す
る
。

　
　
　

ハ
、
現
在
の
政
策
企
画
委
員
会
の
組
織
、
運
営
方
法
を
改
善
す
る
。

　
　
　

ニ
、
省
外
に
お
け
る
外
交
関
係
有
識
者
の
企
画
参
加
を
考
慮
す
る
。

　

政
策
企
画
局
の
名
称
や
省
外
の
有
識
者
の
参
画
な
ど
、
多
分
に
ア
メ
リ
カ
の
政
策
企
画
委
員
会
方
式
に
近
い
点
は
あ
る
が
、
こ
の
改
革
構

想
は
こ
れ
ま
で
の
機
構
委
員
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、さ
ら
に
急
進
的
な
案
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で「
政
策
企
画
」

担
当
部
局
が
担
う
可
能
性
を
持
つ
政
策
と
し
て
中
国
問
題
が
例
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
問
題
を
め
ぐ
っ
て
国
際
資
料
部
と
ア
ジ
ア
局
の

間
で
大
き
な
論
争
が
戦
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
の
後
の
展
開
を
考
え
る
と
興
味
深

）
11
（

い
。
予
算
要
求
と
の
関
連
で
経
済
協
力
関
連
機
構
が
取

り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
除
け

）
11
（

ば
、
そ
の
後
一
九
六
七
年
一
二
月
初
め
ま
で
機
構
小
委
員
会
で
の
審
議
で
人
事
行
政
が
優
先
さ
れ
た
た
め
、「
外

務
省
機
構
第
一
次
改
革
案
」
が
直
ち
に
具
体
的
な
改
革
の
検
討
に
結
び
つ
く
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
機
構
改
革
実
施
の
要
と
な
る
官
房
長
交

代
直
後
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
を
狙
っ
て
提
起
さ
れ
た
急
進
的
な
改
革
構
想
は
、
斎
藤
官
房
長
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
、
改
革
の
検
討
が
始
動
す
る

と
再
び
浮
上
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

四　

機
構
改
革
の
実
現

（
１
）「
政
経
合
体
」
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
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大
規
模
な
機
構
改
革
の
検
討
は
、
一
九
六
七
年
一
二
月
一
五
日
の
第
二
六
回
機
構
小
委
員
会
か
ら
再
開
さ
れ

）
11
（

た
。
小
委
員
会
開
催
に
先
立

ち
、
従
来
首
席
事
務
官
ク
ラ
ス
八
名
程
度
で
構
成
さ
れ
て
い
た
小
委
員
会
は
、「
作
業
を
よ
り
効
率
的
に
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
従
来
の
委

員
の
委
嘱
を
一
旦
解
き
、
課
長
ク
ラ
ス
を
委
員
に
含
め
る
形
で
再
構
成
さ
れ

）
11
（

た
。
課
長
ク
ラ
ス
の
委
員
と
し
て
改
め
て
委
嘱
さ
れ
た
岡
崎
久

彦
国
際
資
料
部
資
料
課
長
、
枝
村
純
郎
ア
メ
リ
カ
局
北
米
課
長
、
村
田
良
平
国
際
機
関
第
二
課
長
ら
は
課
長
心
得
と
し
て
六
六
年
の
段
階
で

小
委
員
会
に
加
わ
っ
て
お
り
、
作
業
の
継
続
性
を
重
視
し
実
態
に
合
わ
せ
る
意
味
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
六
八
年
に
入
る
と
改
革
実
施

に
向
け
た
検
討
の
本
格
化
を
見
据
え
て
課
長
ク
ラ
ス
の
委
員
が
大
幅
に
増
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。
再
開
後
の
小
委
員
会
で
は
各
種
の
問

題
が
並
行
し
て
審
議
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
「
政
経
合
体
」
に
関
す
る
動
き
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

第
二
六
回
機
構
小
委
員
会
で
は
、
事
前
に
関
係
各
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
政
経
合
体
」
の
具
体
案
を
基
に
検
討
が
進
め
ら
れ
た
が
、
注
目

す
べ
き
は
、
一
九
六
六
年
八
月
の
段
階
で
は
課
題
と
し
て
挙
げ
つ
つ
も
外
務
省
と
し
て
反
対
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
た
「
政
経
合
体
」
実
施

が
検
討
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
間
の
検
討
を
示
す
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
周
辺
の
史
料

や
前
後
の
経
過
を
踏
ま
え
る
と
、
外
務
省
幹
部
の
人
事
動
向
が
背
景
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
七
年
一
月
に
官
房
長
に
就
任
し
た

斎
藤
鎮
男
と
、
経
済
局
長
経
験
者
で
あ
り
六
七
年
四
月
に
事
務
次
官
に
就
任
し
た
牛
場
信
彦
は
共
に
「
政
経
合
体
」
に
前
向
き
な
姿
勢
で

あ
っ

）
11
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
駐
米
大
使
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
前
事
務
次
官
の
下
田
武
三
は
、
経
済
局
を
改
編
し
て
し
ま
う
と
「
財
界
な
ど
に

対
す
る
国
内
発
言
力
が
弱
く
な
る
」
と
「
政
経
合
体
」
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
が
あ

）
11
（

る
。
官
房
長
に
斎
藤
を
迎
え
、
牛
場
が
事
務
次

官
に
就
任
し
た
こ
と
で
機
構
改
革
方
針
決
定
の
中
心
と
な
る
外
務
省
幹
部
は
初
め
て
「
政
経
合
体
」
推
進
で
ま
と
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。
次
官
と
官
房
長
の
積
極
姿
勢
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
後
、「
政
経
合
体
」
に
向
け
た
改
革
案
が
小
委
員
会
で
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　

人
事
異
動
で
委
員
の
大
幅
な
入
れ
替
え
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
機
構
小
委
員
会
で
は
「
政
経
合
体
」
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
無
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視
す
る
よ
う
な
異
論
も
出
さ
れ
た
が
、
全
体
と
し
て
は
「
政
経
合
体
」
実
施
を
前
提
に
想
定
さ
れ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を
い
か
に
解
決
し
て
い
く

か
が
議
論
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
六
八
年
四
月
を
目
標
に
、
ま
ず
は
現
行
の
法
令
を
変
え
ず
に
暫
定
的
な
「
政
経
合
体
」
に
着
手
し
、
必
要

な
法
令
の
改
正
を
伴
う
完
全
実
施
の
時
期
に
つ
い
て
も
一
定
の
結
論
を
明
記
す
る
形
で
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ

）
11
（

た
。
翌
週
の

一
九
六
七
年
一
二
月
二
一
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
七
回
機
構
小
委
員
会
会
合
で
は
、
暫
定
的
な
「
政
経
合
体
」
の
実
施
方
針
と
完
全
実
施
後

の
構
想
、
先
進
国
と
後
進
国
に
よ
っ
て
実
施
方
式
を
分
け
る
べ
き
か
、
具
体
的
案
件
処
理
に
あ
た
り
地
域
局
と
経
済
局
の
ど
ち
ら
を
主
管
と

す
る
の
か
（
ま
た
は
共
管
と
す
る
の
か
）
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
が
行
わ
れ

）
1（
（

た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
も
意
見
が
割
れ
て
い
た
経
済
協
力
関

係
業
務
の
取
り
扱
い
を
含
め
、
具
体
的
な
実
施
方
法
を
詰
め
る
作
業
は
残
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
六
七
年
末
の
段
階
で
「
政
経
合
体
」
実
施

と
い
う
方
向
性
は
定
ま
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　

続
く
三
回
の
機
構
小
委
員
会
で
は
後
述
す
る
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
や
人
事
行
政
が
議
題
に
な
っ
た
た
め
、「
政
経
合
体
」
が
次

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
一
九
六
八
年
三
月
一
五
日
の
第
三
一
回
機
構
小
委
員
会
と
な
っ

）
11
（

た
。
こ
の
会
合
で
、「
政
経
合
体
第
一
段
階
に
お

け
る
経
済
局
再
編
成
図
（
案
）」
が
若
干
の
修
正
を
加
え
た
上
で
了
承
さ
れ
た
。
こ
の
再
編
成
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
課
と
ア
ジ
ア
課
が
、

そ
れ
ぞ
れ
ア
ジ
ア
第
一
課
（
中
国
・
朝
鮮
半
島
・
香
港
・
イ
ン
ド
シ
ナ
諸
国
担
当
）
と
ア
ジ
ア
第
二
課
（
ア
ジ
ア
第
一
課
所
掌
地
域
以
外
の

ア
ジ
ア
地
域
担
当
）に
再
編
さ
れ
る
こ
と
を
除
け
ば
、課
の
名
称
変
更
や
組
織
令
上
の
所
掌
事
務
に
若
干
の
変
更
が
加
え
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ

た
）
11
（

が
、
そ
れ
で
も
「
政
経
合
体
」
実
施
の
第
一
段
階
の
手
順
が
ほ
ぼ
固
め
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
会
合
で
は
三
ヵ
年
計
画

に
よ
る
達
成
を
定
め
た
「
政
経
合
体
完
成
図
（
案
）」
も
検
討
さ
れ

）
11
（

た
。「
政
経
合
体
」
に
直
接
関
係
す
る
問
題
と
し
て
は
、
国
連
局
の
国
連

部
へ
の
改
編
、
経
済
局
と
経
済
協
力
局
の
統
合
問
題
な
ど
が
討
議
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
次
回
会
合
で
引
き
続
き
検
討
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

三
月
二
二
日
の
第
三
二
回
機
構
小
委
員
会
会
合
で
は
、
ま
ず
国
連
局
の
改
組
統
合
問
題
に
時
間
が
割
か
れ

）
11
（

た
。
こ
の
会
合
に
向
け
て
改
訂
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さ
れ
た
「
政
経
合
体
完
成
図
（
案
）」
は
、
新
設
す
る
総
合
政
務
局
（
調
査
企
画
局
）
と
統
合
す
る
経
済
局
・
経
済
協
力
局
で
国
連
関
連
事

務
を
分
掌
し
、
国
連
局
を
解
体
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

）
11
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
連
局
政
治
課
首
席
事
務
官
の
加
藤
吉
弥
は
資
料
を
事
前

配
布
し
て
詳
細
な
反
対
意
見
を
述
べ

）
11
（

た
。
討
議
の
結
果
、
国
連
局
は
残
置
す
る
も
の
の
、
従
来
の
五
課
体
制
か
ら
政
治
課
・
経
済
社
会
課
・

専
門
機
関
課
か
ら
な
る
三
課
体
制
に
縮
小
す
る
こ
と
で
概
ね
合
意
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
前
回
会
合
で
議
論
さ
れ
た
国
連
部
構
想
と
ほ
ぼ
重
な

る
も
の
で
あ
る
。
六
九
年
一
月
に
実
施
さ
れ
る
機
構
改
革
で
国
連
局
の
縮
小
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
な
り
大
胆
な
改
革
案
が
模

索
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

一
九
六
八
年
四
月
一
日
、機
構
小
委
員
会
と
し
て
「
政
経
合
体
」
に
関
す
る
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
文
書
と
し
て
「
政
経
合
体
に
つ
い
て
」

が
策
定
さ
れ

）
11
（

た
。
こ
の
文
書
は
、
ア
ジ
ア
局
の
分
割
や
経
済
局
と
経
済
協
力
局
の
統
合
問
題
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
棚
上
げ
し
つ
つ
も

「
基
本
的
に
政
経
合
体
を
実
現
す
る
と
の
方
向
を
明
確
に
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
、「
現
行
法
令
の
解
釈
の
限
度
内
で
政
経
合
体
の
実
を
あ
げ
る

た
め
の
諸
措
置
」
か
ら
な
る
「
政
経
合
体
」
実
施
に
向
け
た
第
一
段
階
の
具
体
案
を
各
局
部
内
の
詳
細
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。「
政
経
合
体
に
つ
い
て
」は
、四
月
二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
四
回
機
構
小
委
員
会
で「
機
構
改
革
三
ヵ
年
計
画
の
概
略
プ
ラ
ン
」

と
そ
の
附
属
文
書
「
政
経
合
体
実
施
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
」
と
併
せ
て
採
択
さ
れ
、
機
構
委
員
会
に
関
連
文
書
と
共
に
提
出
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ

）
11
（

た
。
こ
こ
に
「
政
経
合
体
」
に
向
け
た
改
革
案
は
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
た
。

（
２
）「
政
策
企
画
」
担
当
部
局

　
「
政
経
合
体
」
に
向
け
た
検
討
が
改
革
の
実
施
に
向
け
て
順
調
に
動
き
出
し
た
の
に
対
し
て
、「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
に
関
す
る
検

討
は
方
向
が
定
ま
る
ま
で
に
若
干
の
時
間
を
要
し
た
。「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
に
関
す
る
議
論
は
、
一
九
六
八
年
一
月
五
日
の
第
二
八
回
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機
構
小
委
員
会
か
ら
再
開
さ
れ

）
11
（

る
。
こ
の
会
合
の
検
討
は
、
事
前
配
付
さ
れ
た
岡
崎
久
彦
資
料
課
長
作
成
の
ペ
ー
パ
ー
を
資
料
に
自
由
な
意

見
交
換
の
形
で
進
め
ら
れ
た
。

　

岡
崎
ペ
ー
パ
ー
は
私
案
と
し
て
作
成
さ
れ
、「
も
と
よ
り
政
策
企
画
及
び
情
勢
分
析
の
全
て
の
問
題
点
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
断
っ

て
い
る
が
、
最
終
的
に
実
現
し
た
限
定
的
な
改
革
に
近
い
考
え
を
示
し
て
い

）
1（
（

る
。
岡
崎
は
、「
政
策
企
画
」
を
短
期
政
策
と
長
期
政
策
の
二

つ
に
分
け
て
議
論
を
進
め
る
。
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
考
慮
は
常
に
必
要
だ
が
、短
期
的
な
個
々
の
政
策
決
定
は
各
地
域
局
の
事
務
で
あ
り
、

国
際
資
料
部
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
「
政
策
企
画
」
の
担
当
部
局
が
参
加
す
る
こ
と
は
実
際
上
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
長
期
政

策
の
必
要
性
は
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
主
要
国
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
そ
の
役
割
り
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識

す
べ
き
で
あ
る
」
と
注
意
を
促
す
。
そ
れ
で
は
、「
政
策
企
画
」
担
当
者
の
役
割
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
大
方
針
と
な
る
べ
き
政

策
を
起
案
、
推
進
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
常
に
長
期
的
見
通
し
を
た
て
、
そ
の
観
点
か
ら
政
策
を
再
検
討
し
、
将
来
の
種
々
の
可
能
性
を
検

討
し
、
そ
の
対
処
方
針
を
考
え
、
そ
の
結
果
を
部
内
で
発
表
す
る
こ
と
に
よ
りinfluence thinking

を
行
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」。
そ
し

て
、
短
期
政
策
の
調
整
は
、「
局
長
よ
り
も
上
位
に
あ
る
者
が
行
な
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
制
度
を
考
え
る
と
し
て
も
、
外
務
審
議

官
又
は
政
務
総
局
長
の
ご
と
き
者
に
委
ね
る
べ
き
」
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
岡
崎
は
政
務
総
局
設
置
の
可
能
性
を
考
慮
し
つ
つ
も
、「
政

策
企
画
」の
役
割
を
比
較
的
限
定
し
て
捉
え
て
い
た
。
岡
崎
ペ
ー
パ
ー
が
、情
勢
分
析
に
関
し
て
国
際
資
料
部
の
機
能
拡
充
を
掲
げ
な
が
ら
、

調
整
機
能
を
含
ん
だ
よ
う
な
担
当
部
局
に
関
す
る
具
体
的
な
改
革
案
を
提
示
し
て
い
な
い
の
は
、「
政
策
企
画
」
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な

考
え
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

会
合
で
は
、「
政
策
企
画
」
に
は
長
期
・
短
期
の
別
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
局
に
ま
た
が
る
政
策
、
い
ず
れ
の
局
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
な
い
政
策
な
ど
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
政
策
決
定
に
積
極
的
な
効
果
を
期
待
し
得
る
と
の
指
摘
や
、「
政
策
企
画
」
や
情
勢
分
析
に

つ
い
て
は
、
既
存
の
幹
部
会
や
外
交
政
策
企
画
委
員
会
等
の
役
割
と
性
格
も
勘
案
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
に
関
係
付
け
る
か
に
つ
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い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ

）
11
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
機
構
小
委
員
会
で
の
検
討
は
再
開
さ
れ
た
も
の
の
、「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
の
設
置
は
同
時
期
の
「
政
経
合
体
」
に
関
す

る
議
論
ほ
ど
に
煮
詰
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
動
い
た
の
が
官
房
長
の
斎
藤
鎮
男
で
あ
る
。
斎
藤
は
、
一
九
六
八
年
二
月
二
八
日
に

開
催
さ
れ
た
第
二
九
回
機
構
小
委
員
会
の
冒
頭
に
出
席
し
、
軍
縮
や
安
全
保
障
問
題
な
ど
い
ず
れ
の
局
の
所
管
に
も
入
ら
な
い
問
題
を
取
り

扱
う
「
総
合
政
務
局
的
な
も
の
」
を
設
置
す
る
必
要
性
の
検
討
を
指
示
し

）
11
（

た
。
そ
の
際
、「
理
想
案
」
で
は
な
く
実
現
性
の
あ
る
案
の
検
討
、

実
施
順
序
や
時
期
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
作
成
、
他
の
国
内
諸
官
庁
の
動
き
を
勘
案
し
外
務
省
と
し
て
損
失
が
無
い
よ

う
に
考
慮
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
併
せ
て
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
官
房
長
指
示
の
背
景
に
は
牛
場
信
彦
次
官
が
関
係
し
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
。「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
に
牛
場
が
六
四
年
の
議
論
開
始
時
に
賛
意
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
前
職
の
外
務
審
議
官
時

代
は
各
国
と
の
政
策
企
画
協
議
に
出
席
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
斎
藤
と
共
に
「
政
策
企
画
」
を
担
う
部
局
の
必
要
性
を
強
く
考
え
て
い
た
と

い
う
関
係
者
の
回
顧
も
残
さ
れ
て
お

）
11
（

り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
斎
藤
と
協
議
を
続
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
次
官

と
官
房
長
が
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
機
構
小
委
員
会
で
の
審
議
に
も
有
形
無
形
の
影
響
を
与
え
た

と
思
わ
れ
る
。

　

斎
藤
官
房
長
の
指
示
を
受
け
て
、
総
合
政
務
的
な
機
能
及
び
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
を
盛
り
込
ん
だ
機
構
小
委
員
会
と
し
て
の
考

え
が
一
九
六
八
年
四
月
一
二
日
に
ま
と
め
ら
れ
、
岡
崎
ペ
ー
パ
ー
で
は
落
と
さ
れ
て
い
た
総
合
政
務
的
機
構
を
設
置
す
る
構
想
が
復
活
す
る

こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。
従
来
の
国
際
資
料
部
を
総
合
政
務
部
（
ま
た
は
調
査
企
画
部
）
に
改
組
し
、
企
画
課
を
新
設
し
、
調
査
課
・
分
析
課
・
企

画
課
か
ら
な
る
三
課
体
制
と
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
骨
子
で
あ
る
。
斎
藤
の
指
示
に
あ
っ
た
安
全
保
障
問
題
に
つ
い
て
は
、「
安
全
保
障
問

題
の
如
き
、
い
ず
れ
の
局
の
所
掌
に
も
属
さ
な
い
重
要
な
、
い
わ
ば
総
合
政
務
的
な
問
題
が
、
部
分
的
に
日
米
安
保
問
題
と
し
て
あ
る
い
は

軍
縮
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
総
合
的
に
そ
の
基
本
的
分
析
と
企
画
を
行
な
う
こ
と
が
等
閑
に
附
さ
れ
て
」
き
た
こ
と
が
問
題
点



論　　　説

北法65（5・114）1240

と
し
て
指
摘
さ
れ
、
新
設
す
る
企
画
課
で
「
軍
事
、
軍
縮
問
題
を
含
む
安
全
保
障
問
題
の
基
礎
的
分
析
及
び
企
画
を
行
な
い
、
そ
の
た
め
に

必
要
な
情
報
の
収
集
及
び
世
界
に
お
け
る
安
全
保
障
体
制
の
研
究
を
行
な
う
」
と
さ
れ
た
。
六
七
年
一
月
の
段
階
で
構
想
さ
れ
て
い
た
「
地

域
局
、
経
済
局
、
経
協
局
、
国
連
局
の
政
策
立
案
を
包
括
し
て
総
合
調
整
す
る
と
と
も
に
外
交
政
策
の
一
元
的
実
施
を
統
括
調
整
す
る
よ
う

な
政
務
総
局
的
な
機
構
」
と
比
べ
れ
ば
大
幅
に
後
退
し
た
が
、
こ
う
し
て
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
を
盛
り
込
ん
だ
改
革
案
が
取
り
ま

と
め
ら
れ
、「
政
経
合
体
」
に
関
す
る
構
想
と
併
せ
て
機
構
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。

（
３
）
改
革
実
施
方
針
策
定

　

機
構
小
委
員
会
か
ら
の
答
申
を
受
け
て
、
一
九
六
八
年
五
月
二
日
と
四
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
第
一
四
回
機
構
委
員
会
が
開
催
さ

れ
）
11
（

た
。
委
員
会
で
は
「
政
経
合
体
」
が
中
心
に
討
議
が
行
わ
れ
、「
政
経
合
体
」
実
施
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
は
全
委
員
の
賛
成
が
得
ら

れ
る
一
方
で
、
細
部
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
機
構
委
員
会
の
開
催
は
前
年
九
月
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
前
々
回
の
開
催

は
六
七
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
に
委
員
は
大
幅
に
入
れ
替
わ
り
、
小
委
員
会
で
の
検
討
経
過
が
必
ず
し
も
全
て
の
委
員
に
共
有

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
段
階
で
様
々
な
意
見
が
噴
出
し
た
背
景
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
官
房
総
務
参
事
官
室
の
担
当

者
か
ら
機
構
小
委
員
会
答
申
の
趣
旨
が
繰
り
返
し
伝
え
ら
れ
る
と
共
に
、
斎
藤
官
房
長
か
ら
は
「
政
経
合
体
の
方
向
に
つ
い
て
は
何
れ
も
異

論
の
な
い
も
の
と
認
め
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
施
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
障
害
の
除
去
、
マ
イ
ナ
ス
面
の
手
当
、
部
外
へ
の
説
明
ぶ
り
等
慎

重
に
考
え
て
最
も
摩
擦
の
少
な
い
よ
う
に
行
な
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
」
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
、「
政
経
合
体
」
実
施
の
方
針
が
確
認

さ
れ
た
。
ま
た
、
機
構
小
委
員
会
の
答
申
に
つ
い
て
、「
そ
れ
自
体
一
貫
し
た
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
字
句
の
修
正
を

行
な
う
こ
と
は
せ
ず
、
機
構
委
員
会
と
し
て
は
こ
の
ま
ま
受
理
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
委
員
会
の
意
見
を
付
す
る
方
法
を
と
る
」
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こ
と
も
併
せ
て
決
定
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
政
経
合
体
」
実
施
が
着
実
に
前
進
し
た
の
に
対
し
て
、「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
の
設
置
に
つ
い
て
は
強
硬
な
反
対
意

見
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。機
構
小
委
員
会
答
申
に
対
す
る
各
局
部
長
の
意
見
は
五
月
一
三
日
ま
で
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、

五
月
一
一
日
に
総
合
政
務
部
構
想
に
反
対
す
る
ペ
ー
パ
ー
が
地
域
局
長
の
連
名
で
提
出
さ
れ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
は
、
地
域
局
間

や
「
政
策
企
画
」
部
門
と
の
緊
密
な
連
携
の
必
要
は
認
め
つ
つ
も
、「
政
策
企
画
」
部
門
の
所
掌
は
情
勢
分
析
や
地
域
局
が
単
独
で
取
り
扱

う
こ
と
が
難
し
い
問
題
に
つ
い
て
特
命
で
企
画
立
案
を
行
う
こ
と
に
留
め
、
政
策
立
案
の
権
限
は
あ
く
ま
で
も
地
域
局
に
残
す
べ
き
だ
と
い

う
趣
旨
で
あ
り
、
国
際
資
料
部
の
改
称
は
総
合
政
務
部
で
は
な
く
調
査
部
な
い
し
調
査
企
画
部
に
す
る
よ
う
に
求
め
る
な
ど
、「
政
策
企
画
」

を
専
門
に
担
う
政
務
総
局
的
部
局
の
創
設
に
待
っ
た
を
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
改
革
を
主
導
す
る
斎
藤
官
房
長
や
牛
場
次
官
の
意
図
は
と

も
か
く
、
機
構
小
委
員
会
の
答
申
案
は
地
域
局
の
懸
念
に
配
慮
し
て
総
合
政
務
部
の
任
務
は
「
地
域
局
の
任
務
と
補
完
的
役
割
を
果
す
も
の

で
あ
る
」
と
慎
重
に
記
載
し
て
い
た
が
、
第
一
四
回
機
構
委
員
会
後
に
作
成
さ
れ
た
総
合
政
務
部
構
想
は
「
外
交
政
策
の
長
期
的
あ
る
い
は

総
合
的
な
企
画
立
案
」
を
そ
の
任
務
に
掲
げ
て
い

）
11
（

た
。
地
域
局
長
連
名
の
ペ
ー
パ
ー
は
こ
の
構
想
に
待
っ
た
を
か
け
、
国
際
資
料
部
の
改
編

を
最
低
限
に
留
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

総
合
政
務
部
構
想
に
つ
い
て
は
、
機
構
委
員
会
開
催
以
前
に
国
連
局
か
ら
「
総
合
的
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
の
役
割
の
部
局
を
別
に
設
置
す

る
こ
と
は
よ
い
」
と
し
つ
つ
も
「
企
画
立
案
面
と
実
施
面
と
を
切
り
離
す
こ
と
は
基
本
的
に
反
対
」
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
寄
せ
ら
れ
て

い
）
11
（

た
。
国
連
局
は
こ
の
機
構
改
革
で
機
能
及
び
所
掌
事
務
の
整
理
・
縮
小
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
総
合
政
務
部
構
想
へ
の
反
対
に
は
組
織
防

衛
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
の
設
置
に
つ
い
て
、
外
務
省
内
で
は
反
対
の

声
が
強
ま
っ
て
い
た
。

　

各
部
局
か
ら
の
意
見
提
出
を
得
て
開
催
さ
れ
た
五
月
一
四
日
の
第
一
五
回
機
構
委
員
会
で
は
、
多
方
面
か
ら
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
に
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つ
い
て
懸
念
す
る
声
が
表
明
さ
れ

）
1（
（

た
。
こ
う
し
た
反
対
意
見
の
強
ま
り
を
受
け
て
、
改
革
の
一
つ
の
柱
で
あ
っ
た
強
力
な
「
政
策
企
画
」
担

当
部
局
設
置
の
試
み
は
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

六
月
四
日
に
第
一
六
回
、
六
日
に
第
一
七
回
の
機
構
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方
針
（
案
）」
が
検
討
さ
れ

）
11
（

た
。
委

員
会
で
の
検
討
を
経
て
、
局
全
体
を
対
象
と
す
る
「
政
経
合
体
」
か
ら
国
連
局
を
外
し
、
さ
ら
に
「
政
経
合
体
」
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た

め
に
、官
房
長
を
委
員
長
と
し
、地
域
局
、経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
の
代
表
か
ら
な
る
経
済
関
係
機
構
改
革
実
施
委
員
会
を
設
置
し
て
一
ヵ

月
以
内
を
目
途
に
実
施
計
画
を
策
定
す
る
手
筈
を
整
え
る
こ
と
が
決
ま
っ

）
11
（

た
。
こ
う
し
て
、
機
構
改
革
実
施
方
針
に
関
す
る
本
省
内
の
調
整

は
決
着
し
た
。

　

六
月
二
四
日
の
幹
部
会
で
採
択
さ
れ
た
「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方
針
」
に
機
構
改
革
の
主
要
点
と
し
て
の
掲
げ
ら
れ
た
の
は
以
下
の
通

り
で
あ

）
11
（

る
。

　
　
（
１
）
総
合
的
な
情
勢
分
析
及
び
政
策
企
画
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
調
査
企
画
部
を
新
設
す
る
。

　
　
（
２ 

）
各
国
な
い
し
各
地
域
に
つ
い
て
の
情
勢
分
析
、
外
交
政
策
の
企
画
及
び
実
施
を
地
域
局
に
置
い
て
総
合
的
に
行
な
わ
し
め
る
べ

く
、
従
来
経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
に
分
散
さ
れ
て
い
た
各
国
な
い
し
地
域
別
の
経
済
関
係
（
経
済
協
力
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

事
務
を
地
域
局
に
移
管
す
る
。

　
　
（
３ 

）
経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
を
、
多
角
的
か
つ
機
能
的
事
務
を
中
心
に
再
編
成
し
、
機
能
局
と
し
て
の
一
層
の
強
化
を
図
る
。
た

だ
し
、
経
済
協
力
行
政
に
つ
い
て
は
か
ね
て
よ
り
経
済
協
力
庁
（
省
）
設
置
の
考
え
方
も
あ
る
と
こ
ろ
、
当
省
と
し
て
は
こ
の
問

題
に
つ
い
て
対
外
的
に
は
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
と
の
姿
勢
を
と
る
こ
と
と
す
る
が
、
基
本
的
に
は
、
昭
和
三
九
年
の
臨
時
行
政
制
度

調
査
会
の
答
申
の
線
（
経
協
基
金
の
外
務
省
所
管
を
含
む
外
務
省
調
整
機
能
の
強
化
、
経
協
審
議
会
（
民
間
）
の
設
置
、
経
協
閣
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僚
協
議
会
の
設
置
）
が
実
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
（
４
）
国
連
局
の
所
掌
事
務
を
整
理
し
、
そ
の
編
成
を
合
理
化
す
る
。

　
　
（
５ 
）
情
報
文
化
活
動
の
効
率
化
を
計マ

マ

る
た
め
、
報
道
機
能
と
広
報
機
能
を
分
離
す
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
広
報
文
化
関
係
事
務
の
一

部
を
適
当
な
特
殊
法
人
等
に
委
託
す
る
こ
と
等
の
合
理
化
措
置
を
と
る
。

　
　
（
６
）
以
上
の
ほ
か
、
ア
ジ
ア
局
の
二
分
化
等
の
問
題
を
検
討
し
、
本
省
機
構
の
合
理
化
を
計マ

マ

る
。

　
　
（
７ 

）
外
交
事
務
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
従
来
の
局
部
課
制
と
並
行
し
、
参
事
官
、
書
記
官
、
調
査
官
等
の
官
制
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
増
強
す
る
。

　

以
上
に
加
え
て
、「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
と
し
て
の
調
査
企
画
部
に
つ
い
て
は
以
下
の
改
革
実
施
要
領
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　
　

来
年
度
よ
り
国
資
部
を
調
査
企
画
部
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
、
所
要
の
法
令
改
正
を
行
な
う
。

　
　

同
部
の
主
た
る
所
掌
事
務
は
、
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　
（
イ
）
他
局
の
所
掌
に
属
さ
な
い
総
合
的
な
外
交
政
策
の
企
画
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
（
ロ
）
国
際
情
勢
の
総
合
的
な
分
析
及
び
こ
れ
に
必
要
な
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
（
ハ
）
外
国
に
関
す
る
調
査
で
他
局
の
所
掌
に
属
さ
な
い
も
の
及
び
調
査
事
務
の
総
合
的
管
理
を
行
な
う
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
同
部
の
編
成
は
、
と
り
あ
え
ず
、
企
画
課
、
分
析
課
及
び
調
査
官
室
と
す
る
が
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
を
段
階
的
に
拡
充
し
て
、

将
来
調
査
官
室
を
調
査
課
に
改
め
る
も
の
と
す
る
。
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一
時
期
検
討
さ
れ
た
政
務
総
局
的
な
改
革
か
ら
は
大
き
く
後
退
し
た
が
、
こ
こ
に
「
総
合
的
な
外
交
政
策
の
企
画
立
案
」
を
担
う
専
門
の

部
局
を
設
置
す
る
方
針
が
決
定
さ
れ
た
。
併
せ
て
既
存
の
外
交
政
策
企
画
委
員
会
は
そ
の
役
割
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
機
構
改
革

の
先
行
措
置
と
し
て
一
九
六
八
年
七
月
一
日
、
国
際
資
料
部
に
企
画
室
が
設
置
さ
れ
、
初
代
企
画
室
長
に
は
村
田
良
平
調
査
課
長
が
横
滑
り

す
る
形
で
就
任
し
た
。
課
長
か
ら
室
長
へ
の
横
滑
り
は
異
例
の
人
事
で
あ
り
、
こ
の
人
事
か
ら
は
機
構
改
革
検
討
作
業
で
中
心
的
な
役
割
を

担
っ
た
一
人
で
あ
る
村
田
の
「
政
策
企
画
」
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
が
窺
え

）
11
（

る
。
そ
の
後
の
検
討
を
経
て
、
翌
六
九
年
度
の
予
算
要
求
に
企

画
課
新
設
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
11
（

が
、
最
終
的
に
、
国
際
資
料
部
の
名
称
が
調
査
部
と
し
て
改
め
ら
れ
る
と
共
に
、
企
画
室
が
課

に
昇
格
し
、
調
査
課
・
分
析
課
・
企
画
課
の
三
課
体
制
が
整
う
の
は
七
〇
年
一
二
月
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

（
４
）
最
終
調
整

　
「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方
針
」
で
設
置
が
決
定
さ
れ
た
経
済
関
係
機
構
改
革
実
施
委
員
会
は
、
幹
部
会
の
方
針
採
択
か
ら
一
週
間
後
の

一
九
六
八
年
七
月
二
日
に
第
一
回
会
合
が
開
催
さ
れ

）
11
（

た
。
こ
の
実
施
委
員
会
で
「
政
経
合
体
」
の
具
体
案
と
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

約
一
ヵ
月
間
の
集
中
的
な
審
議
が
行
わ
れ
た
。

　

機
構
改
革
実
施
委
員
会
で
は
、「
政
経
合
体
」
を
避
け
た
い
経
済
協
力
局
が
巻
き
返
し
を
図
る
な

）
11
（

ど
、
そ
の
審
議
は
難
航
し
た
が
、
八
月

一
日
に
「
経
済
関
係
機
構
改
革
実
施
計
画
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
一
応
の
決
着
が
み
ら
れ

）
11
（

た
。
実
施
計
画
で
は
、
経
済
局
に
関
す
る
業
務
に
つ

い
て
、
①
経
済
局
の
再
編
成
（
六
八
年
一
一
月
一
日
を
期
す
）、
②
地
域
局
経
済
課
の
設
置
（
六
九
年
一
月
初
旬
を
目
途
）、
③
経
済
課
方
式

よ
り
地
域
課
方
式
へ
の
移
行
（
途
上
地
域
局
は
七
一
年
三
月
ま
で
に
完
了
、
先
進
地
域
局
は
経
済
課
方
式
の
期
間
を
経
て
再
検
討
）
と
い
う

三
段
階
か
ら
な
る
「
政
経
合
体
」
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
固
め
ら
れ
た
。
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順
調
に
計
画
策
定
が
進
ん
だ
経
済
局
関
連
業
務
の
「
政
経
合
体
」
に
対
し
て
、
経
済
協
力
局
に
関
す
る
検
討
は
難
航
し
た
。
投
資
・
合
弁
・

延
べ
払
い
等
の
事
務
の
地
域
局
へ
の
移
管
を
地
域
局
経
済
課
設
置
に
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
も
の
の
、こ
の
移
管
に
つ
い
て「
移

管
事
務
の
内
容
が
各
地
域
局
ご
と
に
若
干
異
な
る
こ
と
も
さ
し
つ
か
え
な
い
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
他
残
さ
れ
た
二
国
間
業
務
に
つ
い
て

は
「
移
管
進
捗
状
況
を
に
ら
み
あ
わ
せ
つ
つ
、
各
地
域
ご
と
に
可
能
な
も
の
よ
り
漸
進
的
に
移
管
す
る
こ
と
と
す
る
」
と
し
て
、
具
体
的
な

「
政
経
合
体
」の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
描
か
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
段
階
で
経
済
協
力
局
に
関
す
る「
政
経
合
体
」は
骨
抜
き
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

実
際
に
、
一
九
六
九
年
一
月
末
に
機
構
改
革
が
実
施
さ
れ
た
際
に
経
済
協
力
局
か
ら
地
域
局
に
移
管
さ
れ
た
所
掌
事
務
は
、
技
術
協
力
関
連

の
ご
く
一
部
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。
ま
た
、
経
済
協
力
内
の
編
成
も
各
課
の
所
掌
事
務
の
整
理
は
行
わ
れ
た
も
の
の
、
課
の
編
成
は
手

付
か
ず
の
ま
ま
と
さ
れ

）
1（
（

た
。

　
「
政
経
合
体
」
の
例
外
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
局
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
北
米
第
二
課
で
あ
る
。
北
米
第
二
課

は
ア
メ
リ
カ
及
び
カ
ナ
ダ
と
の
経
済
関
係
を
担
当
す
る
部
局
だ
が
、「
当
分
の
間
経
済
局
長
の
責
任
の
も
と
に
、
北
米
第
二
課
の
関
係
要
員

を
直
接
指
揮
監
督
し
て
事
務
処
理
に
当
た
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
局
長
と
経
済
局
長
が
随
時
協
議
し

て
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」と
さ
れ

）
11
（

た
。
結
果
と
し
て
、よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
北
米
第
二
課
は
ア
メ
リ
カ
局
に
所
属
し
つ
つ
も
、

「
個
々
の
経
済
案
件
は
経
済
局
長
の
区
処
の
下
に
こ
れ
を
処
理
す
る
と
い
う
体
制
」
と
な
っ

）
11
（

た
。
北
米
第
二
課
員
は
北
米
局
と
経
済
局
双
方

の
局
議
に
出
席
す
る
形
に
な
り
、
そ
の
方
式
は
基
本
的
に
現
在
に
至
る
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
「
政
経
合
体
」
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
経
済
局
内
の
再
編
成
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
た
。
調
査
室
と

商
務
室
を
廃
止
し
総
務
参
事
官
室
に
統
合
す
る
こ
と
な
ど
が
随
時
決
定
さ
れ
た
が
、
各
課
の
所
掌
事
務
を
検
討
す
る
中
で
浮
上
し
た
の
が
、

経
済
統
合
課
の
所
掌
事
務
に
資
源
問
題
を
加
え
る
、
と
い
う
改
革
案
で
あ
っ

）
11
（

た
。
一
九
六
六
年
夏
に
南
北
問
題
担
当
課
と
し
て
国
際
資
源
課

設
置
要
求
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
が
、
そ
の
後
も
引
き
続
き
国
際
資
源
課
設
置
が
経
済
局
内
で
は
検
討
さ
れ
て
い
た
。
六
七
年
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六
月
の
第
三
次
中
東
戦
争
中
東
戦
争
勃
発
後
、
経
済
局
内
で
は
改
め
て
国
際
資
源
課
の
設
置
が
模
索
さ
れ

）
11
（

た
。
名
称
は
前
年
と
同
じ
く
国
際

資
源
課
だ
が
、
こ
の
年
は
「
総
合
的
且
つ
長
期
的
な
見
地
か
ら
南
北
通
商
問
題
全
般
に
つ
い
て
常
時
調
査
研
究
し
、policy-m

aking

に
携

わ
る
独
立
の
課
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
点
に
新
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
局
内
の
検
討
を
離
れ
た
省
内
で
の
説
明
段
階
に
な
る
と
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ

Ｔ
Ａ
Ｄ
を
所
管
す
る
国
連
局
経
済
課
と
の
権
限
争
い
を
避
け
る
た
め
に
「policy-m

aking

」
と
い
う
言
葉
は
姿
を
消
し
、
所
掌
事
務
は
南

北
問
題
に
関
す
る
「
政
策
」
で
は
な
く
「
研
究
」
と
さ
れ
る
な
ど
、
腰
が
引
け
た
姿
勢
は
相
変
わ
ら
ず
で
あ
っ

）
11
（

た
。
具
体
性
と
い
う
点
で
前

年
よ
り
多
少
は
深
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
結
局
こ
の
構
想
も
実
現
を
見
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
国
際
資
源
課
構
想
は
一
九
六
六
年
、
六
七
年
と
検
討
が
続
い
て
い
た
が
、
六
八
年
夏
の
場
合
は
、
そ
れ
ま
で
に
検
討
さ
れ
て

き
た
国
際
資
源
課
案
と
は
異
な
り
、
南
北
問
題
で
は
な
く
文
字
通
り
の
資
源
問
題
を
既
存
の
経
済
統
合
課
に
所
掌
さ
せ
る
と
い
う
形
を
取
っ

た
点
に
新
し
さ
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
機
構
改
革
の
文
脈
で
南
北
問
題
と
は
別
の
課
題
と
し
て
の
資
源
問
題
が
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
経
済

統
合
課
の
所
掌
に
資
源
問
題
を
加
え
る
と
い
う
経
済
局
案
は
、
政
経
合
体
に
よ
っ
て
地
域
局
を
失
う
経
済
局
の
多
国
間
外
交
機
能
の
強
化
と

い
う
改
革
全
体
の
方
向
性
に
沿
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
特
に
反
対
も
な
く
「
政
経
合
体
」
機
構
改
革
の
第
一
弾
に
合
わ
せ
て
実
施
に
移
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
経
済
局
の
多
国
間
外
交
機
能
充
実
を
図
る
改
革
の
一
環
と
し
て
、
全
省
的
な
機
構
改
革
に
際
し
て
資
源
問
題
を
所
掌

す
る
課
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
七
一
年
三
月
に
資
源
関
係
事
務
を
専
門
に
所
掌
す
る
国
際
資
源
室
が
経
済
統
合

課
内
に
設
置
さ
れ
た
。
国
際
資
源
室
長
は
経
済
統
合
課
長
の
兼
務
が
続
い
て
い
た
が
、
第
一
次
石
油
危
機
の
直
前
に
は
、
初
代
資
源
課
長
含

み
で
通
産
省
か
ら
の
出
向
者
の
宇
田
川
治
宣
が
専
任
の
室
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
七
四
年
五
月
の
経
済
局
内
の
改
編
に

合
わ
せ
て
国
際
資
源
室
は
資
源
課
に
格
上
げ
さ
れ
、
こ
こ
に
単
独
で
の
資
源
問
題
担
当
課
が
設
置
さ
れ

）
11
（

た
。

　

南
北
問
題
や
一
次
産
品
問
題
と
い
う
以
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
国
連
局
と
経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
と
の
間
の
所
掌

事
務
の
調
整
作
業
が
残
さ
れ
て
い
た
。
一
九
六
八
年
六
月
末
の
幹
部
会
で
決
定
さ
れ
た
機
構
改
革
実
施
方
針
で
は「
南
北
問
題
に
つ
い
て
は
、
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Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
、
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
〔
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
〕
等
の
国
連
機
関
に
関
す
る
事
務
は
従
来
ど
お
り
国
連
局
で
所
掌
し
、
そ

の
実
質
問
題
に
つ
い
て
の
事
務
は
、
経
済
局
及
び
経
済
協
力
局
に
お
い
て
国
連
局
と
密
接
に
連
絡
の
上
そ
れ
ぞ
れ
処
理
す
る
体
制
を
と
る
」

と
さ
れ
て
い
た

）
11
（

が
、
幹
部
会
で
も
南
北
問
題
の
位
置
付
け
が
曖
昧
だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
な

）
11
（

ど
、
必
ず
し
も
詰
め
切
れ
て
い
な
い
点
が

残
さ
れ
て
お
り
、
実
施
方
針
に
基
づ
く
調
整
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

両
局
間
の
調
整
作
業
が
一
九
六
八
年
一
〇
月
か
ら
翌
六
九
年
一
月
に
か
け
て
進
め
ら
れ
る
過
程
で
は
様
々
な
案
が
浮
上
し
た
。
例
え
ば
経

済
局
内
で
、「
外
務
省
内
に
お
け
る
一
次
産
品
な
い
し
国
際
資
源
問
題
の
取
扱
い
が
従
来
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
幣マ

マ

を
改
め
、
問
題
を
統
一
的

に
把
握
フ
ォ
ロ
ー
す
る
た
め
、
将
来
国
連
局
経
済
課
の
主
管
し
て
い
る
一
次
産
品
委
員
会
及
び
国
連
専
門
機
関
主
管
の
Ｆ
Ａ
Ｏ
〔
国
連
食
糧

農
業
機
関
〕
の
一
次
産
品
別
ス
タ
デ
ィ
グ
ル
ー
プ
を
経
済
局
に
移
し
、
経
済
局
国
一
〔
国
際
機
関
第
一
課
〕
が
主
管
し
て
来
た
国
際
商
品
協

定
と
一
括
し
て
機
能
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ

）
（11
（

た
。
結
局
、
将
来
的
な
経
済
局
へ
の
移
管
の
可
能
性
を
残

し
つ
つ
も
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
や
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
は
国
連
局
の
所
管
事
項
と
し
て
確
定
し
、
経
済
局
や
経
済
協
力
局
の
関
係
各
課
と
密
接
に
連
絡
を

取
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
機
構
改
革
の
最
終
調
整
作
業
で
は
機
構
改
革
実
施
方
針
に
様
々
な
修
正
が
行
わ
れ
、
経
済
局
に
関
す
る
「
政
経
合
体
」

を
除
け
ば
、
局
部
を
超
え
た
所
掌
事
務
の
変
更
や
再
編
は
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
っ
た
。
ア
ジ
ア
局
の
二
分
割
案
も
見
送
ら
れ
、
実
施
方
針

で
は
業
務
の
整
理
・
縮
小
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
国
連
局
の
機
構
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
さ
れ
た
。
大
胆
な
改
革
構
想
が
具
体
的
な
実
施

を
検
討
す
る
最
終
段
階
で
骨
抜
き
に
な
る
こ
と
は
機
構
改
革
に
限
ら
ず
行
政
改
革
一
般
の
常
で
あ
る
が
、
こ
の
改
革
で
は
関
係
各
局
に
お
い

て
こ
の
最
終
段
階
で
全
面
的
に
所
掌
事
務
の
点
検
作
業
が
行
わ
れ
、地
域
局
と
機
能
局
の
双
方
で
政
策
企
画
機
能
の
充
実
が
図
ら
れ
る
な
ど
、

改
革
実
施
に
向
け
て
真
摯
な
検
討
が
最
後
ま
で
行
わ
れ
た
。
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お
わ
り
に

　

一
九
六
九
年
一
月
二
七
日
、「
政
経
合
体
」
を
主
軸
と
す
る
三
ヵ
年
計
画
の
外
務
省
機
構
改
革
が
実
施
に
移
さ
れ
た
。
経
済
局
内
の
地
域

課
は
即
時
に
地
域
局
に
移
管
さ
れ
、
各
局
で
は
随
時
経
済
課
方
式
が
廃
止
さ
れ
、
一
つ
の
課
で
政
治
・
経
済
の
両
面
を
所
掌
す
る
体
制
が
整

え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
地
域
局
に
置
か
れ
な
が
ら
経
済
局
長
の
区
処
を
受
け
る
と
さ
れ
た
北
米
第
二
課
と
い
う
大
き
な
例
外
を
残
し

つ
つ
も
、
全
体
と
し
て
経
済
局
に
関
す
る
「
政
経
合
体
」
は
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
改
革

で
地
域
局
は
強
化
さ

）
（1（
（

れ
、
各
機
能
局
の
役
割
も
再
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

経
済
局
の
多
国
間
機
能
の
充
実
が
図
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
資
源
問
題
を
所
掌
す
る
課
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
九
七

〇
年
代
に
入
り
顕
在
化
し
た
国
際
石
油
市
場
の
変
動
に
対
処
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ

）
（10
（

た
。
資
源
問
題
を
含
め
て
七
〇
年
代
は
国
際
経

済
秩
序
に
と
っ
て
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
七
五
年
に
は
国
際
経
済
秩
序
の
変
動
に
先
進
国
間
協
調
の
枠
組
み
で
対
処
す
る
主
要
国
首
脳
会

議（
サ
ミ
ッ
ト
）が
開
始
さ
れ
、日
本
で
は
外
務
省
経
済
局
の
総
務
参
事
官
室
が
事
務
的
に
補
佐
す
る
役
割
を
担
っ
た
。「
政
経
合
体
」を
行
っ

た
上
で
経
済
局
の
多
国
間
外
交
機
能
を
強
化
し
た
こ
と
は
、
時
宜
に
適
っ
た
機
構
改
革
と
し
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
全
省
的
な
調
整
機
能
を
含
む
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
の
創
設
と
い
う
当
初
目
指
さ
れ
た
構
想
は
中
途
半
端
な
も
の
に
終
わ
っ

た
。
国
際
資
料
部
は
調
査
部
へ
の
移
行
に
向
け
て
改
組
さ
れ
、
調
査
・
分
析
・
企
画
と
い
う
三
課
体
制
を
見
据
え
た
改
革
が
実
行
さ
れ
、
一

九
七
〇
年
末
に
は
調
査
部
が
発
足
し
た
も
の
の
、
複
数
の
部
局
が
関
わ
る
政
策
の
調
整
機
能
を
備
え
た
部
局
の
創
設
は
見
送
ら
れ

）
（10
（

た
。
政
策

企
画
機
能
の
強
化
は
、
限
定
的
な
「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
の
創
設
と
各
局
の
役
割
を
見
直
す
形
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
当
初
の
構
想
と
は
異
な
る
形
に
な
っ
た
も
の
の
、「
政
策
企
画
」に
関
す
る
試
み
は
機
構
改
革
を
経
て
着
実
に
進
め
ら
れ
た
。

こ
の
機
構
改
革
に
際
し
て
そ
の
役
割
が
見
直
さ
れ
た
外
交
政
策
企
画
委
員
会
は
、
六
九
年
九
月
二
五
日
に
「
わ
が
国
の
外
交
政
策
大
綱
」
を
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取
り
ま
と
め
て
い

）
（10
（

る
。
こ
の
文
書
は
「
政
策
企
画
報
告
（
第
一
号
）」
と
銘
打
た
れ
、「
今
後
も
本
報
告
を
定
期
的
に
レ
ヴ
ュ
ー
し
て
行
く
こ

と
と
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
関
係
者
の
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
こ
の
文
書
は
愛
知
揆
一
外
相
も
列
席
の
下
で
詳

細
な
検
討
が
行
わ
れ
た
上
で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ

）
（10
（

る
。
同
文
書
は
冒
頭
で
「
こ
れ
を
も
っ
て
全
省
的
な
政
策
指
針
と
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
関
係
部
局
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
外
交
政
策
企
画
委
員
会
の
事
務
局
で
あ
る

国
際
資
料
部
が
中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
定
期
的
な
検
討
を
謳
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
沖
縄
返
還
交
渉
や
日
米
繊

維
摩
擦
等
で
通
常
業
務
に
追
わ
れ
た
結
果
、「
定
期
的
に
レ
ヴ
ュ
ー
」
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
成
果
が
同
様
の
文
書
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

）
（10
（

た
。
同
文
書
は
、
第
一
部
で
一
九
七
〇
年
代
の
十
年
間
を
念
頭
に
「
日
本
外
交
の
前
提
条
件
」
を
、
第
二

部
で
は
「
今
後
三
年
な
い
し
五
年
程
度
の
施
策
」
を
対
象
に
各
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
同
時
期
に
外
務
省
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
政
策
課

題
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
か
を
知
る
上
で
は
有
用
で
あ
り
、
ま
た
全
省
的
な
検
討
を
経
て
作
成
さ
れ
た
中
長
期
な
情
勢
分
析
を
示
す
文
書

と
い
う
点
で
は
貴
重
だ
が
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
無
い
点
に
は
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
村
田
良
平
や
岡
崎
久
彦
な
ど
機
構

小
委
員
会
委
員
と
し
て
改
革
の
経
緯
を
よ
く
知
る
課
長
が
配
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、「
わ
が
国
の
外
交
政
策
大
綱
」
策
定
を
含
め
て
、
改
組

さ
れ
た
国
際
資
料
部
は
精
力
的
に
活
動
し

）
（10
（

た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
が
各
局
で
立
案
さ
れ
る
政
策
に
直
接
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
は
言
い

難
い
。
本
論
で
紹
介
し
た
岡
崎
の
「
政
策
企
画
」
に
対
す
る
見
方
が
正
鵠
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
、「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
に
関
す
る
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
検
討
は
、
冷
戦
終
結
後
に
実
現
す
る
国
連
局
の
廃
止
を
伴

う
総
合
外
交
政
策
局
設
置
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
見
性
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
政
策
企
画
」
機
能
強
化

や
日
米
安
保
条
約
関
連
業
務
を
除
い
た
安
全
保
障
を
担
う
部
局
の
構
想
は
、
そ
の
後
の
機
構
改
革
の
検
討
で
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
、
最
終
的

に
九
三
年
八
月
の
総
合
外
交
政
策
局
設
置
に
繋
が
っ
た
の
で
あ

）
（10
（

る
。
総
合
外
交
政
策
局
の
役
割
は
二
〇
〇
四
年
の
機
構
改
革
を
経
て
高
ま
っ

た
と
は
い
え
、そ
の
役
割
は
調
整
よ
り
も
全
省
的
な
課
題
や
各
局
の
所
掌
を
跨
ぐ
よ
う
な
政
策
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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国
際
関
係
の
多
角
化
と
国
内
各
省
の
国
際
化
が
進
む
中
で
、
外
務
省
の
主
た
る
任
務
で
あ
る
対
外
交
渉
の
形
も
変
容
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
二
国
間
関
係
の
調
整
は
依
然
と
し
て
外
交
の
現
場
に
お
け
る
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
強
力
な
「
縦
の
ラ
イ
ン
」
と
そ
れ
を
補
う
リ
ダ

ン
ダ
ン
シ
ー
を
特
徴
と
す
る
外
務
省
の
機
構
と
政
策
決
定
過
程
の
性
格
が
大
き
く
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
機
構
改
革
の
背
景
に
日
本
の
経
済
大
国
化
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
最
後
に
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

機
構
改
革
検
討
が
最
終
段
階
を
迎
え
て
い
た
一
九
六
八
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
昭
和
四
四
年
度
中
近
東
大
使
会
議
で
、
愛
知
外
相
は
、
日
本

の
経
済
大
国
化
に
よ
っ
て
「
こ
ち
ら
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
他
動
的
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き

な
変
動
で
は
な
い
か
と
思
う
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
新
情
勢
に
い
か
に
対
処
し
て
行
く
か
に
つ
い
て
、
そ
の
発
想
を
転
換
す
る
ま
さ
に
そ
の

時
期
に
き
て
い
る
と
感
じ
る
」
と
述
べ
て
い

）
（10
（

る
。
愛
知
の
発
言
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
受
動
的
な
姿
勢
だ
が
、
経
済
大
国
と
し
て
日
本
の
行

動
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
国
際
関
係
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
と
い
う
視
点
は
機
構
改
革
の
検
討
で
は
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
六
〇
年
代
後
半

は
、
沖
縄
返
還
交
渉
や
日
中
国
交
正
常
化
な
ど
戦
後
処
理
の
大
き
な
課
題
を
抱
え
る
一
方
で
、
同
時
に
経
済
大
国
化
を
前
提
に
い
か
に
外
交

を
展
開
し
て
い
く
か
を
検
討
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
政
策
担
当
者
の
間
で
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
沖
縄
返
還
交
渉
も
日
中

国
交
正
常
化
に
向
け
た
交
渉
も
、「
戦
後
処
理
」
と
い
う
課
題
と
し
て
は
捉
え
切
れ
な
い
側
面
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

）
（（1
（

る
。

　
「
戦
後
処
理
」
か
ら
の
脱
却
と
経
済
大
国
化
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
は
、
こ
の
機
構
改
革
に
通
底
す
る
問
題
意
識
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。
本
論
で
は
、
具
体
的
な
機
構
改
革
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
が
、
様
々
な
文
書
で
日
本
の
国
際
社
会
に
お
け
る
地
位

の
向
上
や
、
果
た
す
べ
き
役
割
の
増
大
、
積
極
的
な
外
交
活
動
を
行
う
必
要
性
と
い
っ
た
こ
と
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
そ
れ
が
対
外
説
明

用
の
文
書
の
み
な
ら
ず
、
内
部
検
討
用
の
文
書
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
通
産
省
を
中
心
に
他
省
庁
が
対
外
政
策
分
野
で
影
響
力
を
高

め
て
い
く
中
で
外
務
省
が
い
か
に
そ
の
影
響
力
を
保
持
し
続
け
る
か
も
常
に
考
慮
さ
れ
て
い

）
（（（
（

た
。

　

通
常
、
外
務
省
で
は
強
力
な
「
縦
の
ラ
イ
ン
」
を
中
心
に
各
政
策
が
策
定
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
て
機
構
改
革
は
、
外
務
省
の
政
策
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決
定
と
し
て
は
珍
し
く
稟
議
制
に
近
い
も
の
で
、
関
係
部
局
の
総
意
が
無
け
れ
ば
実
施
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
機
構
改
革
に
お
け
る
「
縦
の

ラ
イ
ン
」
を
形
成
す
る
の
は
事
務
次
官
、官
房
長
、官
房
総
務
参
事
官
で
あ
り
、こ
の
ラ
イ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
決
定
的
に
重
要
だ
が
、

機
構
委
員
会
や
機
構
小
委
員
会
で
の
議
論
を
通
じ
て
各
部
局
の
意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
双
方
が
う

ま
く
機
能
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
進
む
機
構
改
革
の
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
個
別
の
政
策
課
題
に

回
収
さ
れ
な
い
組
織
と
し
て
外
務
省
全
体
に
共
有
さ
れ
る
様
々
な
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
今
後
は
個
別
の
政
策
決
定
と
機
構
の
関
連
を
精
査
す
る
と
共
に
、
他
の
大
規
模
な
機
構
改
革
に
つ
い
て
も
検

討
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

［
付
記
］本
稿
は
、日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
一
三
年
度
研
究
大
会
分
科
会
Ｅ－

１「
日
本
外
交
史
分
科
会
Ⅲ
自
由
論
題（
戦
後
）」の
報
告
ペ
ー

パ
ー
「
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
外
務
省
機
構
改
革
―
『
戦
後
処
理
』
か
ら
の
脱
却
と
『
政
策
企
画
』
機
能
強
化
の
模
索
」
を
、
そ
の
後

の
調
査
を
ふ
ま
え
て
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
の
若
手
研
究
者
に
よ
る
社
会
と
文
化
に
関
す
る

個
人
研
究
助
成
（
鳥
井
フ
ェ
ロ
ー
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
１
）
戦
前
に
つ
い
て
は
豊
富
な
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、第
二
次
世
界
大
戦
後
の
外
務
省
機
構
の
研
究
は
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
六
〇
年
代
後
半
ま
で
の
外
務
省
機
構
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
外
務
省
の
百
年
』

原
書
房
、
一
九
六
九
年
、
下
巻
、
七
六
一－

七
八
七
頁
、
が
基
本
的
な
事
実
関
係
を
簡
潔
に
記
載
し
て
お
り
参
考
に
な
る
。
戦
後
期
の
外
務
省

機
構
を
取
り
上
げ
た
わ
ず
か
な
例
外
と
し
て
井
上
勇
一
に
よ
る
以
下
の
研
究
が
あ
る
が
、『
官
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
外
務
省
組
織
令
や
国
会
議
事

録
を
検
討
し
た
も
の
で
、
本
格
的
な
分
析
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
井
上
勇
一
「
外
務
省
地
域
局
の
復
興
に
関
す
る
一
考
察
」『
法
学
研
究
』
第
七
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六
巻
第
七
号
、
二
〇
〇
三
年
七
月
、
二
九－

五
五
頁
、
同
「
外
務
省
経
済
局
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」『
法
学
研
究
』
第
七
六
巻
第
一
一
号
、

二
〇
〇
三
年
一
一
月
、
三
九－

六
八
頁
。
日
本
に
お
け
る
外
交
研
究
の
古
典
で
あ
る
坂
野
正
高
『
現
代
外
交
の
分
析
―
―
情
報
・
政
策
決
定
・

外
交
交
渉
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
で
も
戦
後
の
外
務
省
は
か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
的
な
限
界
を

抱
え
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
機
構
、
人
事
、
そ
し
て
外
務
省
内
の
人
脈
な
ど
の
諸
側
面
を
多
面
的
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
永
野
信
利
『
外

務
省
研
究
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
が
あ
る
が
同
書
の
記
述
も
機
構
の
変
遷
に
つ
い
て
は
限
定
的
で
あ
る
。
外
務
省
に
限
定
せ
ず

に
よ
り
広
く
冷
戦
期
の
対
外
政
策
形
成
過
程
と
関
係
機
関
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
渡
辺
昭
夫
「
日
本
の
対
外
政
策
形
成
の
機
構

と
過
程
」
細
谷
千
博
・
綿
貫
譲
治
編
『
対
外
政
策
決
定
過
程
の
日
米
比
較
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、
二
三－

五
八
頁
、
草
野
厚
「
対

外
政
策
決
定
の
機
構
と
過
程
」有
賀
貞
他
編『
講
座
国
際
政
治
四　

日
本
の
外
交
』東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
九
年
、五
三－

九
二
頁
、が
あ
る
。

（
２
）
坂
野
『
現
代
外
交
の
分
析
』
一
八
六－

一
八
七
頁
。

（
３
）
城
山
英
明
・
坪
内
淳「
外
務
省
の
政
策
形
成
過
程
」城
山
英
明
・
鈴
木
寛
・
細
野
助
博
編『
中
央
省
庁
の
政
策
形
成
過
程
―
―
日
本
官
僚
制
の
解
剖
』

中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
二
五
三－

二
七
一
頁
。

（
４
）
本
稿
で
用
い
る
主
要
史
料
は
外
務
省
に
フ
ァ
イ
ル
単
位
で
情
報
公
開
請
求
を
行
っ
て
開
示
を
受
け
た
文
書
で
あ
る
（
機
構
改
革
関
係
の
文
書

に
つ
い
て
は
引
用
に
際
し
て
初
出
時
に
フ
ァ
イ
ル
名
及
び
開
示
請
求
番
号
を
、
初
出
以
外
は
開
示
請
求
番
号
の
み
記
載
す
る
）。

（
５
）
例
え
ば
、
井
上
正
也
「
日
本
政
府
の
一
九
七
〇
年
代
ア
ジ
ア
秩
序
構
想
―
―
中
国
問
題
を
中
心
に
」
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
一
〇
年
度
研

究
大
会
報
告
ペ
ー
パ
ー
、同
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、二
〇
一
〇
年
、中
島
琢
磨
『
沖
縄
返
還
と
日
米
安
保
体
制
』

有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
。

（
６
）
一
九
六
九
年
一
月
に
実
施
さ
れ
た
機
構
改
革
の
詳
細
は
斉
藤
鎮
男（
外
務
省
官
房
長
）「
外
務
省
機
構
改
革
の
実
施
に
よ
せ
て
」『
経
済
と
外
交
』

一
九
六
九
年
一
月
一
日
号
、
三－

七
頁
、「
外
務
省
の
経
済
関
係
機
構
改
革
」（
官
房
総
務
参
事
官
室
）『
経
済
と
外
交
』
一
九
六
九
年
一
月
一
日

号
、
八－

九
頁
、
経
済
局
総
務
参
事
官
室
「
外
務
省
の
機
構
改
革
と
事
務
分
担
の
変
更
」『
経
済
と
外
交
』
一
九
六
九
年
二
月
一
五
日
号
、
二
三

－

二
四
頁
、「
外
務
省
の
経
済
関
係
機
構
改
革
に
つ
い
て
」（
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
参
事
官
室　

田
島
高
志
）『
時
の
法
令
』
第
六
七
二
号
、
一

九
六
九
年
三
月
、
三
四－

四
一
頁
、
を
参
照
。
ま
た
当
事
者
の
回
顧
と
し
て
、
斎
藤
鎮
男
『
外
交
―
―
私
の
体
験
と
教
訓
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、

一
九
九
一
年
、
九
九－

一
一
〇
頁
、
村
田
良
平
『
村
田
良
平
回
想
録
（
上
巻
）
―
―
戦
い
に
敗
れ
し
国
に
仕
え
て
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

〇
八
年
、
一
八
七－

二
一
四
頁
。
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（
７
）「
戦
後
処
理
」
か
ら
の
脱
却
と
政
策
企
画
機
能
強
化
の
模
索
と
い
う
視
座
は
、
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
一
〇
年
度
研
究
大
会
部
会
一
「『
経

済
大
国
化
』
と
日
本
外
交
の
新
局
面
」
の
問
題
意
識
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

（
８
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
機
構
改
革
の
基
本
的
な
事
実
関
係
の
記
述
は
、
特
に
断
り
の
無
い
限
り
『
わ
が
外
交
の
近
況
』
各
年
版
及
び
『
官
報
』

の
記
載
事
項
に
基
づ
く
。

（
９
）
機
構
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
も
大
規
模
な
機
構
改
革
を
目
的
と
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
一
九
七
九
年
に
は
機
構
委
員
会
及
び
Ｗ
Ｇ

（
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
：
小
委
員
会
に
相
当
）
が
設
置
さ
れ
、
約
半
年
間
の
検
討
が
行
わ
れ
た
が
、
課
題
の
洗
い
出
し
と
い
う
側
面
が
強
く

大
規
模
な
機
構
改
革
は
当
初
か
ら
目
的
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
機
構
委
員
会
報
告
」
一
九
七
九
年
八
月
一
日
（『
機
構
委
員
会
』

外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
一－

〇
〇
四
三
〇
）。

（
10
）
高
裁
案
「
機
構
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
」
一
九
六
五
年
一
二
月
二
〇
日
（『
外
務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件 

外
務
省
機
構
改
革
関
係 

機
構
委

員
会
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
11
）
高
裁
案
「
経
済
局
に
中
近
東
担
当
書
記
官
を
配
属
せ
し
め
る
件
」
一
九
五
七
年
三
月
一
八
日
、
及
び
各
部
局
課
長
宛
経
済
局
長
回
章
（
一
九

五
七
年
一
二
月
一
七
日
）、戦
後
期
外
務
省
記
録『
外
務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件 

特
別
組
織
関
係（
省
内
限
り
の
も
の
）第
１
巻
』（M

’.1.3.1.1-10

）。

（
12
）
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
外
務
省
の
百
年
』
下
巻
、
七
七
一－

七
七
二
頁
。

（
13
）
平
原
毅
『
英
国
大
使
の
外
交
人
生
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
、
二
七
五－

二
七
六
頁
。
大
河
原
良
雄
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一

二
年
七
月
一
九
日
、
東
京
）。
大
河
原
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
局
長
、
駐
米
大
使
な
ど
を
歴
任
し
た
知
米
派
の
代
表
的
な
外
交
官
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
が
、
人
事
課
長
、
官
房
長
な
ど
人
事
行
政
の
中
枢
を
歩
ん
だ
経
歴
も
持
っ
て
い
る
。

（
14
）
井
上
「
外
務
省
経
済
局
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
五
六
頁
、
斎
藤
『
外
交
』
一
〇
七
頁
。
通
産
省
設
置
に
つ
い
て
は
、
通
商
産
業
省
通
商

産
業
政
策
史
編
纂
委
員
会
編
『
通
商
産
業
政
策
史　

第
四
巻
―
―
第
Ⅰ
期　

戦
後
復
興
期
（
三
）』
通
商
産
業
調
査
会
、
一
九
九
一
年
、
三
七
一

－

四
四
二
頁
、村
井
哲
也
『
戦
後
政
治
体
制
の
起
源
―
―
吉
田
茂
の
「
官
邸
主
導
」』
藤
原
書
店
、二
〇
〇
八
年
、二
九
四－

二
九
八
頁
、を
参
照
。

（
15
）
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
外
務
省
の
百
年
』
下
巻
、
七
七
〇－
七
七
一
頁
。

（
16
）
中
島
敏
次
郎
（
井
上
正
也
・
中
島
琢
磨
・
服
部
龍
二
編
）『
外
交
証
言
録　

日
米
安
保
・
沖
縄
返
還
・
天
安
門
事
件
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、

二
五
七
頁
、井
上「
日
本
政
府
の
一
九
七
〇
年
代
ア
ジ
ア
秩
序
構
想
」三－

四
頁
。戦
後
日
本
外
交
に
お
け
る
外
務
省
条
約
局
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

同
書
の
解
題
（
井
上
正
也
「
解
題 

「
外
交
証
言
録
」
に
見
る
戦
後
日
本
外
交
」）
二－
五
頁
、
友
田
錫
『
入
門
・
現
代
日
本
外
交
―
―
日
中
国
交
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正
常
化
以
後
』
中
央
公
論
社
〔
中
公
新
書
〕、
一
九
八
八
年
、
一
四
二
頁
、
薬
師
寺
克
行
『
外
務
省
―
―
外
交
力
強
化
へ
の
道
』
岩
波
書
店
〔
岩

波
新
書
〕、二
〇
〇
三
年
、七
七－

七
九
頁
。
ま
た
、外
務
省
条
約
局
長
経
験
者
に
よ
る
論
考
と
し
て
柳
井
俊
二
「
日
本
外
交
に
お
け
る
国
際
法
」

国
際
法
学
会
編
『
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年 

第
一
巻 

国
際
社
会
の
法
と
政
治
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
六－

一
八
一
頁
、
も
参
照
。

（
17
）
鈴
木
宏
尚
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
の
外
交
過
程
―
―
「
政
治
経
済
一
体
」
路
線
と
し
て
の
自
由
陣
営
に
お
け
る
外
交
的
地
平
の
拡
大
」『
国
際
政
治
』

第
一
四
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、
五
七－

七
二
頁
、
同
『
池
田
政
権
と
高
度
成
長
期
の
日
本
外
交
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
。

（
18
）
日
本
の
経
済
外
交
の
目
標
と
し
て
山
本
満
は
「
西
方
先
進
諸
国
へ
の
同
質
化
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
の
国
際
的
地
位
の
確
立
、
そ

し
て
日
本
経
済
の
成
長
を
制
約
す
る
外
的
要
因
の
除
去
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
の
た
め
の
外
交
と
捉
え
る
こ
と
は
可

能
だ
ろ
う
。
山
本
満
『
日
本
の
経
済
外
交
―
―
そ
の
軌
跡
と
転
換
点
』
日
本
経
済
新
聞
社
〔
日
経
新
書
〕、
一
九
七
三
年
、
三
〇
頁
。

（
19
）
官
総
参
「
外
務
省
運
営
の
た
め
の
三
ヶ
年
計
画
（
第
一
次
案
）」
一
九
五
八
年
一
月
二
二
日
（『
機
構
委 

基
本
資
料
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二

〇
一
〇－

〇
〇
二
二
七
）、
官
総
参
「
外
務
省
運
営
三
ヵ
年
計
画　

第
二
次
案
」
一
九
五
八
年
三
月
一
二
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
二
二
七
）。

（
20
）
官
総
「
政
策
企
画
委
員
会
設
置
要
領
（
第
二
案
）」、
戦
後
期
外
務
省
記
録
『
本
邦
対
外
政
策
調
査
研
究
関
係
雑
集 

外
交
政
策
企
画
委
員
会 

第
一
巻
』（A

’.1.1.0.1-9

）。
同
文
書
は
「
第
二
案
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ァ
イ
ル
の
冒
頭
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
続
く
文
書
は
実
際
の
委
員
会

記
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
設
置
さ
れ
た
外
交
政
策
企
画
委
員
会
の
役
割
を
定
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）
国
際
資
料
部
長
「
省
内
態
勢
刷
新
に
つ
い
て
」
一
九
六
四
年
七
月
九
日
（『
外
務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件 

外
務
省
機
構
改
革
関
係 

機
構
委
員

会 

機
構
小
委
員
会 

第
一
巻
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
三
）。

（
22
）「
省
内
態
勢
刷
新
に
つ
い
て
」
は
、
条
約
局
の
法
規
課
機
能
を
拡
充
し
た
上
で
法
律
局
に
改
組
し
て
筆
頭
局
に
位
置
付
け
る
と
い
っ
た
構
想
も

提
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
条
約
や
政
府
間
協
定
締
結
交
渉
中
心
の
条
約
局
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
国
務
省
に
お
け
る
法
律
顧
問
的
な
機
能
を
付
加

し
て
「
条
約
の
み
な
ら
ず
外
務
省
の
関
係
す
る
法
律
問
題
の
最
高
権
威
」
と
し
て
条
約
局
を
改
組
す
る
も
の
で
あ
り
、「
戦
後
処
理
」
外
交
の
後

を
見
据
え
た
構
想
し
て
興
味
深
い
が
、「
政
策
企
画
」
担
当
部
局
設
置
に
関
す
る
提
案
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
形
と
な
り
、
委
員
会
で
具
体
的
な

検
討
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
官
総
参
「
第
二
九
二
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
記
録
」
一
九
六
四
年
七
月
二
九
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：

二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
三
）。

（
23
）
同
右
。
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（
24
）
小
川
「
機
構
改
革
案
の
問
題
点
」
一
九
六
四
年
八
月
二
二
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
三
）。

（
25
）
第
一
回
日
米
政
策
企
画
協
議
開
催
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
吉
田
真
吾
『
日
米
同
盟
の
制
度
化
―
―
発
展
と
深
化
の
歴
史
過
程
』
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
九
〇－

九
二
頁
。

（
26
）
小
川
平
四
郎
国
際
資
料
部
長
「
渡
米
報
告
」
一
九
六
四
年
一
〇
月
二
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
〇
六－

〇
一
一
四
三
）。
同
文
書
は
、
吉

田
真
吾
氏
に
ご
提
供
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
27
）
小
川
国
際
資
料
部
長
が
私
案
と
し
て
作
成
し
た
「
省
内
態
勢
刷
新
に
つ
い
て
」
で
も
、
地
域
局
の
機
能
強
化
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
観

点
か
ら
「
政
経
合
体
」
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
。

（
28
）
官
総
参
「
第
二
九
七
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
記
録
」
一
九
六
四
年
九
月
九
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
三
）。

（
29
）
官
総
参
「
第
三
一
二
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
記
録
」
一
九
六
五
年
一
月
二
七
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
三
）。

（
30
）
同
右
。

（
31
）
作
成
者
な
し
「
外
務
省
の
機
構
改
革
に
つ
い
て
」
一
九
六
五
年
五
月
一
七
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
二
二
七
）。

（
32
）
前
掲
「
機
構
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
」。

（
33
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
委
員
会
第
一
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
六
年
二
月
一
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇

一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
34
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
小
委
員
会
第
一
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
六
年
二
月
一
五
日
（『
外
務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件 

外
務
省
機
構

改
革
関
係 

第
一
巻
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－
〇
〇
六
七
〇
）。

（
35
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
四
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
六
年
三
月
一
〇
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
〇
）。

（
36
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
委
員
会
第
三
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
六
年
三
月
一
六
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
37
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
五
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
六
年
三
月
一
七
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
〇
）。

（
38
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
委
員
会
第
四
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
六
年
四
月
五
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）、

官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
委
員
会
第
五
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
六
年
四
月
一
二
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
39
）
作
成
者
な
し
「
外
務
大
臣
の
複
数
制
に
つ
い
て
」
一
九
六
六
年
四
月
一
四
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
40
）
機
構
小
委
員
会「
長
期
的
視
野
に
立
つマ

マ

た
外
務
省
の
機
構
改
革
に
つ
い
て
」一
九
六
六
年
六
月（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。
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（
41
）
機
構
小
委
員
会
「
外
交
政
策
の
企
画
立
案
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
」
一
九
六
六
年
五
月
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

同
文
書
は
、
機
構
小
委
員
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
岡
崎
久
彦
（
国
際
連
合
局
政
治
課
）
及
び
枝
村
純
郎
（
北
米
局
北
米
課
）
の
作
成
ペ
ー
パ
ー

と
内
容
的
に
重
複
し
て
お
り
、両
氏
が
政
策
企
画
機
能
強
化
検
討
の
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
岡
崎
「
本
省
の
政
策
立
案
機
能
に
つ
い
て
」

一
九
六
六
年
五
月
七
日
、枝
村
「
政
策
企
画
立
案
機
能
の
強
化
（
案
）」
一
九
六
六
年
五
月
九
日
、戦
後
期
外
務
省
記
録
『
外
務
省
機
構
（
本
省
）』

（
二
〇
一
四－
二
六
八
〇
）。

（
42
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
二
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
六
年
二
月
二
三
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
〇
）。

（
43
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
六
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
六
年
三
月
三
〇
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
〇
）。

（
44
）
機
構
小
委
員
会
「
政
経
合
体
に
つ
い
て
」
一
九
六
六
年
四
月
一
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
〇
）。

（
45
）
機
構
小
委
員
会
「
政
経
合
体
の
是
非
に
関
す
る
意
見
」
一
九
六
六
年
五
月
、
及
び
機
構
小
委
員
会
「
外
務
省
の
経
済
外
交
に
果
す
べ
き
役
割

に
つ
い
て
の
一
考
察
―
特
に
政
経
合
体
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」
一
九
六
六
年
五
月
一
七
日
、
前
掲
『
外
務
省
機
構
（
本
省
）』。

（
46
）
作
成
者
な
し
「
外
務
省
機
構
に
つ
い
て
」
一
九
六
六
年
八
月
一
八
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
二
二
七
）。

（
47
）
前
掲
「
外
務
省
の
経
済
外
交
に
果
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
特
に
政
経
合
体
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」。

（
48
）
外
務
省
「
本
省
機
構
の
整
備
を
必
要
と
す
る
理
由　

昭
和
四
二
年
度
予
算
」
日
付
な
し
（『
外
務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件 

外
務
省
機
構
改
革
関

係 

第
二
巻
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－
〇
〇
六
七
一
）、作
成
者
な
し
「
昭
和
四
二
年
度
本
省
機
構
要
求
」
一
九
六
六
年
七
月
一
五
日
（『
外

務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件 

外
務
省
機
構
改
革
関
係 
機
構
委
員
会 

機
構
小
委
員
会 

第
二
巻
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
四
）。

（
49
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
昭
和
四
二
年
度
本
省
機
構
要
求（
各
局
要
求
原
案
）」一
九
四
六
年
六
月（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
50
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
小
委
員
会
第
一
六
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
六
年
九
月
一
九
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六

七
四
）、
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
小
委
員
会
第
一
七
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
六
年
一
二
月
二
三
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
四
）。

（
51
）
作
成
者
な
し
「
外
務
省
機
構
第
一
次
改
革
案
」
一
九
六
七
年
一
月
三
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
二
二
七
）。

（
52
）
斎
藤
『
外
交
』
一
〇
七－

一
〇
八
頁
。
な
お
、「
外
務
省
機
構
第
一
次
改
革
案
」
に
付
属
す
る
手
書
き
の
草
案
に
は
官
房
長
、
官
房
総
務
参
事

官
、
官
房
書
記
官
の
サ
イ
ン
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）
中
国
問
題
を
め
ぐ
る
外
務
省
内
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
井
上
「
日
本
政
府
の
一
九
七
〇
年
代
ア
ジ
ア
秩
序
構
想
」、
が
詳
し
い
。
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（
54
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
一
八
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
七
年
二
月
一
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
四
）、

官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
一
九
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
七
年
二
月
一
〇
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
四
）。

（
55
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
二
六
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
七
年
一
二
月
一
五
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
四
）。

（
56
）
高
裁
案
「
機
構
小
委
員
会
の
委
員
交
代
に
つ
い
て
」
一
九
六
七
年
一
〇
月
一
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
四
）。
こ
の

高
裁
案
に
先
立
っ
て
機
構
小
委
員
会
の
委
員
交
代
の
方
針
が
機
構
委
員
会
で
報
告
・
了
承
さ
れ
て
い
る
。
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
委
員
会

第
一
三
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
七
年
九
月
五
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
57
）
高
裁
案
「
機
構
小
委
員
会
の
委
員
委
嘱
に
つ
い
て
」
一
九
六
八
年
二
月
八
日
（『
外
務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件 

外
務
省
機
構
改
革
関
係 

機
構

委
員
会 

機
構
小
委
員
会 
第
三
巻
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
58
）
斎
藤
『
外
交
』
一
〇
八
頁
、
村
田
『
村
田
良
平
回
想
録
（
上
巻
）』
一
八
五
頁
。

（
59
）
報
道
課
「
下
田
次
官
霞
ク
ラ
ブ
・
民
放
ク
ラ
ブ
懇
談
記
録
」
一
九
六
六
年
七
月
八
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
二
）。

（
60
）
前
掲
「
機
構
小
委
員
会
第
二
六
回
会
合
議
事
要
旨
」。

（
61
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
小
委
員
会
第
二
七
回
会
合
議
事
要
旨
」
一
九
六
七
年
一
二
月
二
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇

六
七
四
）。

（
62
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
三
一
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
八
年
三
月
一
五
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
63
）
作
成
者
な
し
「
政
経
合
体
第
一
段
階
に
お
け
る
経
済
局
再
編
成
図
（
案
）」
一
九
六
八
年
三
月
一
四
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇

〇
六
七
五
）。

（
64
）
機
構
小
委
員
会
「
政
経
合
体
完
成
図
（
案
）」
一
九
六
八
年
三
月
一
三
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
65
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
三
二
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
八
年
三
月
二
二
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
66
）
機
構
小
委
員
会
「
政
経
合
体
完
成
図
（
案
）」
一
九
六
八
年
三
月
二
二
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
67
）
加
藤
委
員
「
機
構
改
革
と
国
連
局
に
つ
い
て
」
一
九
六
八
年
三
月
一
八
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
68
）
機
構
小
委
員
会
「
政
経
合
体
に
つ
い
て
」
一
九
六
八
年
四
月
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
69
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
第
三
四
回
機
構
小
委
員
会
議
事
要
旨
」
一
九
六
八
年
四
月
二
六
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
70
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
二
八
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
八
年
一
月
五
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。
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（
71
）
岡
崎
資
料
課
長「
政
策
企
画
及
び
情
勢
分
析
の
機
能
に
つ
い
て
」一
九
六
七
年
一
二
月
二
五
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
72
）
前
掲
「
機
構
小
委
員
会
第
二
八
回
会
合
議
事
要
旨
」。

（
73
）
官
房
総
務
参
事
官
室「
機
構
小
委
員
会
第
二
九
回
会
合
議
事
要
旨
」一
九
六
八
年
二
月
二
八
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
74
）
村
田
『
村
田
良
平
回
想
録
（
上
巻
）』
一
八
八
頁
。

（
75
）
機
構
小
委
員
会
「
情
勢
分
析
、
政
策
企
画
及
び
総
合
政
務
的
機
能
に
つ
い
て
（
政
経
合
体
と
の
関
連
に
お
い
て
）」
一
九
六
八
年
四
月
一
二
日

（『
外
務
省
機
構
改
革
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
76
）
前
掲
「
第
三
四
回
機
構
小
委
員
会
議
事
要
旨
」。
本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
は
外
れ
る
が
、
機
構
小
委
員
会
で
継
続
的
に
審
議
さ
れ
て
き
た
人
事

行
政
に
つ
い
て
も
「「
局
部
課
」
制
と
「
官
」
制
に
つ
い
て
」「
定
員
の
配
置
に
つ
い
て
」「
中
級
職
員
の
処
遇
に
つ
い
て
」
の
三
部
の
答
申
を
次

回
機
構
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

（
77
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
機
構
委
員
会
（
五
月
二
日
及
び
四
日
）
議
事
要
旨
録
（
未
定
稿
）」
一
九
六
八
年
五
月
一
〇
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：

二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。
通
常
、
機
構
委
員
会
は
一
日
の
開
催
だ
が
、
こ
の
第
一
四
回
会
合
は
二
日
間
に
分
け
て
開
催
さ
れ
て
い
る
。

（
78
）
ア
ジ
ア
局
長
・
北
米
局
長
・
中
南
米
移
住
局
長
・
欧
亜
局
長
・
中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
長
「「
情
勢
分
析
、
政
策
企
画
及
び
総
合
政
務
的
機
能
に

つ
い
て
」
の
意
見
」
一
九
六
八
年
五
月
一
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
79
）
作
成
者
な
し
「
総
合
政
務
部
（
仮
称
）
の
具
体
的
担
当
分
野
に
つ
い
て
（
案
）」
一
九
六
八
年
五
月
八
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
80
）
国
連
局
「
行
政
改
革
案
及
び
意
見
」
一
九
六
八
年
四
月
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
81
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
本
省
機
構
改
革
問
題
等
に
つ
い
て
の
機
構
委
員
会
の
討
議
（
五
月
二
日
、四
日
及
び
一
四
日
）
に
お
け
る
主
要
意
見
」

一
九
六
八
年
五
月
二
四
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－
〇
〇
六
七
二
）。

（
82
）
第
一
六
回
及
び
第
一
七
回
機
構
委
員
会
の
議
事
要
旨
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
委
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
が
、「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方

針
（
案
）」
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
外
務
省
「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方
針
（
案
）」
一
九
六
八
年
五
月
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
83
）
外
務
省
「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方
針
（
案
）」
一
九
六
八
年
六
月
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
五
）。

（
84
）
外
務
省
「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方
針
」
一
九
六
八
年
六
月
二
四
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。
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（
85
）
村
田
『
村
田
良
平
回
想
録
（
上
巻
）』
一
九
三－

一
九
四
頁
。
一
九
六
八
年
四
月
二
二
日
に
資
料
課
は
分
析
課
に
改
編
さ
れ
た
た
め
、
岡
崎
の

職
名
も
機
構
小
委
員
会
で
の
検
討
時
か
ら
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
86
）
官
房
総
務
参
事
官
室
「
昭
和
四
四
年
度
本
省
機
構
要
求
」
一
九
六
八
年
八
月
八
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
87
）
若
杉
「
経
済
関
係
機
構
改
革
実
施
委
員
会
第
一
回
議
事
要
旨
」
一
九
六
八
年
七
月
二
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
一
）。

（
88
）
作
成
者
な
し
「
第
二
回
実
施
委
員
会
」
一
九
六
八
年
七
月
一
二
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
一
）。

（
89
）
作
成
者
な
し
「
経
済
関
係
機
構
改
革
実
施
計
画
」
一
九
六
八
年
八
月
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
90
）
技
術
協
力
課
長「
政
経
合
体
に
伴
な
う
技
術
協
力
事
務
移
管
準
則
」一
九
六
九
年
一
月
二
七
日（『
外
務
省
機
構
改
革
／
経
済
協
力
局
内
編
成
』

外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
七
）。

（
91
）
経
済
協
力
局
「
機
構
改
革
後
の
経
済
協
力
局
の
局
内
編
成
に
つ
い
て
」（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
七
）。

（
92
）
作
成
者
・
作
成
日
な
し
「（
高
裁
案
）」（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
一
）。
こ
の
文
書
は
、
経
済
関
係
機
構
改
革
に
伴
う
各
地

域
局
の
受
け
入
れ
に
関
す
る
文
書
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
も
の
で「
日
米
間
の
経
済
問
題
」に
関
す
る
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
93
）
北
米
局
「
機
構
改
革
に
お
け
る
北
米
第
二
課
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
一
九
八
三
年
六
月
一
三
日
（『
機
能
強
化
対
策
／
経
済
局
機
構
問
題
』
外

務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
二－

〇
〇
〇
六
七
）、
お
よ
び
、
渡
邊
幸
治
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
九
年
四
月
一
八
日
、
東
京
）。
渡
邊
氏
は

政
経
合
体
機
構
改
革
の
直
後
に
経
済
局
に
勤
務
し
、
八
〇
年
代
後
半
に
は
経
済
局
長
を
務
め
て
い
る
。

（
94
）
作
成
者
な
し
「
機
構
改
革
に
関
す
る
経
済
局
意
見
」
一
九
六
八
年
九
月
一
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
95
）
経
総
「
国
際
資
源
課
の
設
置
に
つ
い
て
」
一
九
六
七
年
七
月
二
六
日
（『
外
務
省
機
構
改
革
／
資
源
課
設
置
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
〇
九

－

〇
〇
四
二
〇
）。

（
96
）
経
総
「
国
際
資
源
課
の
設
置
に
つ
い
て
」
一
九
六
七
年
八
月
四
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
〇
九－

〇
〇
四
二
〇
）。

（
97
）
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
資
源
問
題
に
関
す
る
外
務
省
機
構
改
革
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
資
源
外
交
の
形
成 

一
九

六
七－

一
九
七
四
年
」
慶
應
義
塾
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
六
〇－

六
四
頁
及
び
七
二－

七
七
頁
、
を
参
照
。

（
98
）
前
掲
「
外
務
省
機
構
改
革
実
施
方
針
」。

（
99
）
作
成
者
・
作
成
日
な
し
「
局
長
発
言
（
六
．
二
四
幹
部
会
）」（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。
作
成
日
は
書
か
れ
て
い
な

い
が
、
内
容
お
よ
び
前
後
の
収
録
文
書
か
ら
考
え
て
一
九
六
八
年
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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（
100
）
経
統
「
一
次
産
品
問
題
の
取
扱
い
」
一
九
六
八
年
一
一
月
二
九
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
〇－

〇
〇
六
七
六
）。

（
101
）
た
だ
し
、
例
外
的
に
中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
で
は
経
済
課
方
式
が
取
ら
れ
ず
、
一
課
削
減
と
い
う
形
に
な
っ
た
。

（
102
）
拙
稿
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
資
源
外
交
の
形
成 

一
九
六
七－

一
九
七
四
年
」。

（
103
）
た
だ
し
、
村
田
良
平
企
画
課
長
の
後
任
に
は
加
藤
吉
弥
経
済
統
合
課
長
が
充
て
ら
れ
る
な
ど
、
省
内
人
事
上
、
調
査
部
企
画
課
長
は
右
翼
課

長
の
一
つ
と
い
う
扱
い
で
あ
っ
た
。
村
田
『
村
田
良
平
回
想
録
（
上
巻
）』
一
九
七－

一
九
八
頁
。

（
104
）
外
交
政
策
企
画
委
員
会
「
わ
が
国
の
外
交
政
策
大
綱
」
一
九
六
九
年
九
月
二
五
日
（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://w

w
w

8.cao.go.jp/
jyouhou/tousin/h16-14/652.pdf

［
二
〇
一
四
年
九
月
一
二
日
最
終
ア
ク
セ
ス
］）。

（
105
）
国
際
資
料
部
「
第
一
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
記
録
」
日
付
な
し
、
国
際
資
料
部
「
第
二
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
記
録
」
日
付
な
し
、
国

際
資
料
部
「
第
三
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
記
録
」
日
付
な
し
、
国
際
資
料
部
「
第
四
回
外
交
政
策
企
画
委
員
会
記
録
」
日
付
な
し
、
い
ず
れ

も
戦
後
期
外
務
省
記
録
『
本
邦
外
交
政
策
／
外
交
政
策
企
画
委
員
会
（
第
一
～
四
回
）
記
録
』（
二
〇
一
三－

一
八
五
四
）
所
収
。
開
催
日
は
第

一
回
が
一
九
六
九
年
七
月
一
八
日
、
第
二
回
が
八
月
二
九
日
、
第
三
回
が
九
月
二
日
、
第
四
回
が
九
月
四
日
で
あ
る
こ
と
が
文
書
内
に
明
記
さ

れ
て
お
り
、
愛
知
外
相
は
第
一
回
及
び
第
二
回
に
出
席
し
討
議
に
参
加
し
て
い
る
。

（
106
）「
平
成
一
六
年
度
（
行
情
）
答
申
第
六
五
二
号
」
二
〇
〇
五
年
三
月
二
九
日
（
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://w

w
w

8.cao.go.jp/
jyouhou/tousin/h16-14/652.pdf

［
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
日
最
終
ア
ク
セ
ス
］）。

（
107
）
村
田
『
村
田
良
平
回
想
録
（
上
巻
）』
一
九
四－
二
二
四
頁
。

（
108
）
官
総
「
機
構
の
見
直
し
（
政
策
企
画
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
）」
一
九
七
九
年
五
月
九
日
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
一－

〇
〇
四
三
〇
）、

官
総「
機
構
の
見
直
し（
安
全
保
障
問
題
の
処
理
体
制
）」一
九
七
九
年
五
月
二
三
日（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
一－

〇
〇
四
三
〇
）、官
総「
機

構
委
員
会
第
一
回
会
議
概
要
（
メ
モ
）」
一
九
八
二
年
四
月
二
一
日
（『
機
構
委
員
会
』
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
一
一－

〇
〇
二
一
九
）。

（
109
）
中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
中
近
東
課
「
昭
和
四
四
年
度
中
近
東
大
使
会
議
議
事
要
録
」
一
九
六
八
年
一
一
月
（
外
務
省
情
報
公
開
：
二
〇
〇
九－

〇
〇
五
七
〇
）。

（
110
）
中
島
琢
磨
「
沖
縄
返
還
と
日
米
安
全
保
障
関
係
の
新
展
開
―
―
事
前
協
議
制
度
の
沖
縄
へ
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇

一
〇
年
度
研
究
大
会
報
告
ペ
ー
パ
ー
、
一－

三
〇
頁
、
井
上
「
日
本
政
府
の
一
九
七
〇
年
代
ア
ジ
ア
秩
序
構
想
」。

（
111
）
例
え
ば
、
前
掲
「
外
務
省
機
構
に
つ
い
て
」、
前
掲
「
政
経
合
体
に
つ
い
て
」。
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【資料１】機構委員会開催記録
開催日 検討事項

第１回 1966年２月11日 官房長説明（政経合体／中南米・移住局・経済協力庁構想
／局課制）

第２回 1966年３月１日 第１・２回小委説明／政経合体／中南米・移住局（領事局問
題含む）

第３回 1966年３月15日 第３・４回小委説明／政経合体／領事移住局／官房／局課制
／外相複数制

第４回 1966年４月５日 第５・６回小委説明／外相複数制
第５回 1966年４月12日 外相複数制
第６回 1966年４月19日 政経合体
第７回 1966年５月17日 機構小委提出ペーパー検討（機構改革３ヵ年計画［政策企

画部構想］）
第８回 1966年５月23日 政策企画立案機能強化（政務総局的構想）
第９回 1966年５月31日 機構改革３ヵ年計画
第10回 1966年６月９日 機構改革３ヵ年計画／昭和42年度機構要求／在外公館
第11回 1966年６月21日 在外公館（「在外公館の増設及び充実について」）／行管か

らの依頼説明／機構委・小委の役割分担 / 昭和42年度機構
要求

第12回 1966年７月27日 定員
第13回 1967年９月５日 官房長挨拶／人事行政（「人事政策のあり方について」）／

小委付託事項
第14回 1968年５月２日・４日 機構改革３ヵ年計画／政経合体／情勢分析及び政策企画／

局課制／定員
第15回 1968年５月14日 機構改革について
第16回 1968年６月４日 機構改革について　※開催案内のみで議事要旨無し（配付

資料あり）
第17回 1968年６月６日 機構改革について　※開催案内のみ
第18回 1968年９月５日 機構改革について　※開催案内のみ
第19回 1968年９月10日 機構改革について　※開催案内のみ
第20回 1968年９月13日 機構改革について　※開催案内のみ

（『外務省行政組織関係雑件 外務省機構改革関係 機構委員会』（外務省情報公開：二〇一〇－
〇〇六七二）、『外務省機構改革』（外務省情報公開：二〇一〇－〇〇六七六）所収の各回議事
要旨に基づいて筆者作成）

【資料２】機構小委員会開催記録
開催日 検討事項

第１回 1966年２月15日 機構委・機構小委設置経緯説明／委嘱事項説明
第２回 1966年２月23日 政経合体／中南米・移住局改組及び領事局新設／官房強化・

国資部／局課制
第３回 1966年３月２日 第２回機構委説明／委嘱事項説明・検討／中南米局・移住局改組
第４回 1966年３月10日 委員による試案検討（政経合体及び領事局）／外相複数制

に関する研究指示
第５回 1966年３月17日 第３回機構委説明／外相複数制／局課制／政経合体
第６回 1966年３月30日 政経合体
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第７回 1966年４月11日 外務大臣複数制／政経合体／政策企画立案機能強化
第８回 1966年４月18日 「政経合体についての小委員会報告書（案）」
第９回 1966年４月22日 第６回機構委説明（政経合体）／政経合体
第10回 1966年５月10日 政策企画立案機能強化／官房／情文局／中南米局・移住局
第11回 1966年５月13日 機構改革全般（長期的視野）／政経合体／経済外交／政策

企画立案機能強化／移住領事局＆中南米局設置案／機構改
革３ヵ年計画

第12回 1966年６月７日 第７～９回機構委説明／在外公館
第13回 1966年６月24日 第10・11回機構委説明（小委案承認）／定員
第14回 1966年７月25日 定員
第15回 1966年８月３日 第12回機構委説明／機構改革３ヵ年計画／定員／在外公館

／人事行政
第16回 1966年９月19日 人事行政（「長期的な人事行政について」他）
第17回 1966年12月23日 人事行政（「人事政策のあり方」）
第18回 1967年２月１日 経済協力庁構想
第19回 1967年２月10日 経済協力（「わが国の経済技術協力上の問題点とその解決策」）
第20回 1967年４月21日 人事行政（「人事政策のあり方」）
第21回 1967年４月28日 人事行政（「人事政策のあり方」）
第22回 1967年11月１日 第13回機構委説明（付託事項追加）
第23回 1967年11月17日 人事行政（中級職制度・中級試験制度・研修と訓練・中級職員登用）
第24回 1967年11月14日 人事行政（「外務省における人事政策―特に中級職員等の処

遇について」）
第25回 1967年12月１日 人事行政（「外務省における人事政策―特に中級職員等の処

遇について」）
第26回 1967年12月15日 政経合体
第27回 1967年12月21日 政経合体
第28回 1968年１月５日 政策企画及び情勢分析の機能全般について
第29回 1968年２月28日 官房長指示（総合政務局設置構想）／「外務省機構改革の

問題点」（政経合体・情勢分析及び政策企画・官房）
第30回 1968年３月６日 人事行政（中級職員処遇・勤務評定）
第31回 1968年３月15日 人事行政（勤務評定）／政経合体
第32回 1968年３月22日 国連局／政経合体
第33回 1968年４月12日 情勢分析及び政策企画／在外公館／その他（定員・政経合体・

3 ヵ年計画）
第34回 1968年４月26日 政経合体（「政経合体について」「政経合体実施のタイムテー

ブル」）
第35回 1968年５月10日 第14・15回機構委説明（付託事項追加［総合政務部構想含

む］）・討議
第36回 1968年６月11日 「外務省機構改革実施方針（案）」
第37回 1968年７月26日 「在外公館のあり方」
第38回 1968年10月22日 「在外公館のあり方」

（『外務省行政組織関係雑件 外務省機構改革関係 第一巻』（外務省情報公開：二〇一〇－〇〇
六七〇）、『外務省行政組織関係雑件 外務省機構改革関係 機構委員会 機構小委員会 第二巻』（外
務省情報公開：二〇一〇－〇〇六七四）、『外務省行政組織関係雑件 外務省機構改革関係 機構
委員会 機構小委員会 第三巻』（外務省情報公開：二〇一〇－〇〇六七五）所収の各回議事要
旨に基づいて筆者作成）
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序
章　

は
じ
め
に

　

実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
で
は
な
い
者
を
、
い
か
な
る
場
合
に
正
当
な
当
事
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
の
問
題

は
、
わ
が
国
の
手
続
法
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
判
決
手
続
に
お
け
る
当
事
者
の
正
当
性
（
当

事
者
適
格
）
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
手
続
法
学
に
お
い
て
極
め
て
長
い
議
論
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
帰
属
主

体
で
は
な
い
者
が
自
己
の
名
に
お
い
て
判
決
手
続
を
追
行
す
る
場
面
を
指
し
て
、「
第
三
者
の
訴
訟
担
当
（Prozeßstandschaft

）」
と
い

　
　
　
　
　
　
（
い
）
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
式
に
対
す
る
批
判

　
　
　
　
　
（
イ
）
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
を
基
準
と
す
る
こ
と
自
体
へ
の
批
判

　
　
　
　
　
（
ウ
）
小
括

　
　
　
　
（
三
）
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
着
目
す
る
見
解
に
対
す
る
批
判

　
　
　
　
（
四
）
小
括

　
　
　

六　

現
在
の
学
説
状
況

　
　
　

七　

小
括 

（
以
上
、
本
号
）

　
　

第
三
款　

第
三
者
授
権
型

　
　

第
四
款　

戻
授
権
型

　

第
四
節　

小
括

第
二
章　

日
本
法

第
三
章　

総
括
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う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

他
方
、
執
行
手
続
に
お
い
て
も
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
で
は
な
い
者
が
自
己
の
名
に
お
い
て
手
続
を
追
行
す
る
可
能
性
は

否
定
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
第
三
者
の
訴
訟
担
当
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
で
は
な
い
者
が
執
行
当
事

者
と
し
て
執
行
手
続
を
追
行
す
る
場
面
を
指
し
て
、「
第
三
者
の
執
行
担
当
（V

ollstreckungsstandschaft

）」（
以
下
で
は
「
執
行
担
当
」

と
略
記
す
る
）
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

（
１
）（
２
）

る
。
執
行
担
当
の
領
域
に
属
す
る
事
象
と
し
て
は
、
一
般
的
に
以
下
の
三
つ
の
類
型

が
挙
げ
ら
れ
て
い（

３
）る

。

　

第
一
は
、
訴
訟
担
当
者
が
自
己
を
名
宛
人
と
す
る
判
決
を
取
得
し
た
後
に
、
そ
の
ま
ま
執
行
当
事
者
と
し
て
強
制
執
行
を
す
る
と
い
う
類

型
で
あ
る
。
こ
の
類
型
は
、
訴
訟
当
事
者
で
あ
っ
た
者
が
執
行
当
事
者
に
な
る
と
い
う
限
り
で
は
通
常
と
同
じ
で
あ
る
が
、
執
行
債
権
は
被

担
当
者
た
る
第
三
者
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、執
行
担
当
の
領
域
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、こ
の
類
型
の
こ
と
を
「
訴

訟
担
当
先
行
型
（V

ollstreckungsstandschaft nach vorangegangener Prozeßstandschaft

）」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

第
二
は
、
判
決
手
続
等
の
債
務
名
義
の
成
立
過
程
に
当
事
者
と
し
て
関
与
し
た
者
が
、
自
己
を
名
宛
人
と
す
る
判
決
等
の
債
務
名
義
を
取

得
し
た
際
に
、
当
該
判
決
等
の
債
務
名
義
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
第
三
者
に
委
託
し
、
そ
の
委
託
に
基
づ
い
て
当
該
第
三
者
が
執
行
当
事
者

と
し
て
強
制
執
行
を
す
る
と
い
う
類
型
で
あ
る
。
こ
の
類
型
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
実
体
法
上
の
権
利
の
帰
属
主
体
で
は
な
い
第
三

者
が
、
委
託
に
基
づ
い
て
執
行
当
事
者
と
し
て
執
行
手
続
を
追
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
担
当
の
領
域
に
入
る
こ
と
に
な

る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
類
型
の
こ
と
を
「
第
三
者
授
権
型
（D

ritterm
ächtigungsfälle

）」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

第
三
は
、
判
決
手
続
等
の
債
務
名
義
の
成
立
過
程
に
当
事
者
と
し
て
関
与
し
た
者
が
、
自
己
を
名
宛
人
と
す
る
判
決
等
の
債
務
名
義
を
取

得
し
た
後
に
、
当
該
判
決
等
の
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
実
体
法
上
の
権
利
を
第
三
者
に
譲
渡
し
た
上
で
、
当
該
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け

て
自
ら
執
行
当
事
者
と
し
て
強
制
執
行
を
す
る
と
い
う
類
型
で
あ
る
。
こ
の
類
型
は
、
判
決
を
例
に
す
る
と
、
訴
訟
当
事
者
で
あ
っ
た
者
が
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執
行
当
事
者
に
な
る
と
い
う
限
り
で
は
通
常
と
同
じ
で
あ
る
が
、執
行
債
権
は
譲
渡
に
よ
っ
て
譲
受
人
に
帰
属
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

判
決
を
取
得
し
た
譲
渡
人
が
そ
の
ま
ま
執
行
当
事
者
と
し
て
執
行
手
続
を
追
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
担
当
の
領
域
に
入

る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
類
型
の
こ
と
を
「
戻
授
権
型
（Rückerm

ächtigungsfälle

）」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す（

４
）る

。

　

さ
て
、わ
が
国
に
お
い
て
、過
去
に
執
行
担
当
に
関
し
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、訴
訟
担
当
先
行
型
で
あ
る
。
例
え
ば
、

株
主
代
表
訴
訟
の
勝
訴
原
告
株
主
に
よ
る
強
制
執
行
の
申
立
て
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
五
年
頃
に
盛
ん
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
選
定
当
事
者
に
よ
る
強
制
執
行
の
申
立
て
の
可
否
に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
通
り
、
有
力
な
否
定
説
が
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
現
在
の
と
こ
ろ
肯
定
説
が
通
説
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
支

え
の
な
い
状
況
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
の
学
説
状
況
の
形
成
が
、
理
論
的
な
意
味
で
十
分
な
決
着
を
見
た
結
果
と
い
え
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
一
度
過
去
に
な
さ
れ
て
き
た
議
論
を
詳
細
に
振
り
返
っ
て
、
特
に

有
力
な
否
定
説
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
根
拠
に
つ
い
て
、
理
論
的
な
基
礎
か
ら
再
度
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
訴
訟
担
当
先
行
型
に
対
し
て
、
戻
授
権
型
や
第
三
者
授
権
型
の
よ
う
な
委
託
に
基
づ
く
執
行
担
当
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い

て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
属
す
る
事
象
は
、
例
え
ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
債
権
譲
渡
担

保
の
場
合
に
お
い
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
サ
ー
ビ
サ
ー
に
よ
る
債
権
回
収
の
場
合
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
起
き
得
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
委
託
に
基
づ
く
執
行
担
当
に
つ
い
て
も
、
そ
の
可
否
や
理
論
的
な
基
礎
に
つ
い
て
、
一
度
考
察
を
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
わ
が
国
の
状
況
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
後
に
紹
介
す
る
通
り
、
一
九
八
四
年
頃
を
境
に
執
行
担
当
に
関
す
る

議
論
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
理
論
的
な
分
析
が
急
速
に
発
展
し
て
き
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
課
題
を
解
決
す
る
上
で
の
示
唆
を
得
る
こ



論　　　説

北法65（5・142）1268

と
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
上
で
、
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
状
況
を
整
理
し
つ
つ
、
筆
者
な
り
の
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
と
思
う
。

　

な
お
、
執
行
担
当
の
各
類
型
が
、
執
行
法
の
ど
の
次
元
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
何
が

問
題
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
必
ず
し
も
十
分
な
整
理
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
検
討
を
す
る
上
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
確
に
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
執
行
担
当
の
各
類
型
の
執
行
法
上
の
問
題
の
次
元
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
当
然
に
統
一
的
な
問
題
領
域
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
然
に
そ
の
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
、
執
行
担
当
と
い
う
統
一
的
な
問
題
領
域
を
観
念
す
る
こ
と
に
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
も
、
検
討
の
対
象

と
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
執
行
担
当
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
い
か
な

る
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
（
第
一
章
）。
そ
れ
を
受
け
て
、
執
行
担
当
に
関
連
す
る
わ
が
国
の
議
論
の
状
況
を
整
理
し
つ
つ
、
わ

が
国
に
お
け
る
執
行
担
当
の
各
類
型
の
許
容
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
上
で
（
第
二
章
）、
執
行
担
当
に
関
し
て
総
括
的
な
検
討
を
加
え

た
い
と
思
う
（
第
三
章
）。
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第
一
章　

ド
イ
ツ
法

第
一
節　

執
行
担
当
概
念
の
萌
芽

　

執
行
担
当
と
い
う
概
念
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
（K

arl A
ugust Betterm

ann

）
の
ハ
ビ
リ
タ
ツ
ィ
オ
ン
に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
の
中
で
こ
の
概
念
が
登
場
す
る
の
は
、
他
人
の
判
決
（
他
人
を
当
事
者
と
す
る
判
決
）
に
よ
る
強
制
執
行
に
お
い
て
は
誰

の
ど
の
よ
う
な
請
求
権
を
執
行
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ（

５
）る

。

　

ま
ず
、
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
は
、
自
己
の
判
決
（
自
己
を
当
事
者
と
す
る
判
決
）
に
よ
る
強
制
執
行
に
お
い
て
は
、
執
行
さ
れ
る
の
は
判
決
に

お
い
て
確
認
さ
れ
た
請
求
権
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
判
決
に
お
い
て
確
認
さ
れ
執
行
さ
れ
る
請
求
権
は
、
必
ず
し

も
原
告
に
帰
属
す
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
手
続
が
訴
訟
担
当
の
原
告
に
よ
っ
て
追
行
さ
れ
た
場
合
、「
勝
訴
し
た
原

告
は
そ
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
た
請
求
権
の
保
有
者
で
は
な
い
た
め
、
勝
訴
し
た
原
告
は
執
行
手
続
的
に
は
債
権
者
で
あ
っ
て
も
実
体
法
的
に

は
債
権
者
で
は
な
い
か
ら
」
で
あ
り
、「
し
た
が
っ
て
、
執
行
担
当
は
訴
訟
担
当
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
執
行
担
当
は
、
自
己
の
名
に

お
け
る
他
人
の
権
利
の
強
制
的
な
徴
収
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

以
上
の
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
の
論
述
は
、挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、訴
訟
担
当
先
行
型
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
訴
訟
担
当
先
行
型
に
相
当
す
る
事
象
の
存
在
そ
の
も
の
は
こ
れ
以
前
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
（
第
三

節
第
二
款
「
二
」（
一
）
及
び
「
三
」（
一
）（
ア
）
参
照
）、
こ
の
部
分
で
何
か
新
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
が
執
行
担
当
と
い
う
新
た
な
概
念
を
用
い
た
こ
と
に
意
味
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
、
他
人
の
判
決
に

よ
る
強
制
執
行
の
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
担
当
先
行
型
以
外
の
執
行
担
当
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ま
ず
、
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
は
、
他
人
の
判
決
に
よ
る
強
制
執
行
の
話
題
に
入
る
に
あ
た
っ
て
、
上
の
記
述
に
続
け
て
、「
こ
の
法
解
釈
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
概
念
〔
＝
執
行
担
当
〕
と
、
他
人
の
判
決
を
執
行
す
る
こ
と
自
体
と
は
関
係
が
な
い
」
と
し
て
、
単
に
判
決
手
続
の
当
事
者

と
執
行
手
続
の
当
事
者
が
同
一
で
は
な
い
と
い
う
一
事
を
以
っ
て
、執
行
担
当
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

他
人
の
判
決
に
よ
る
強
制
執
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
一
般
的
に
は
そ
の
判
決
の
権
利
は
自
己
の
権
利
と
な
っ
て
い
る
た
め
、「
他

人
の
権
利
の
裁
判
上
の
訴
求
で
あ
る
担
当
（Standschaft

）
の
制
度
」
と
の
類
似
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
他
人
の

判
決
の
執
行
の
一
般
的
な
場
合
に
お
い
て
は
、
執
行
を
す
る
第
三
者
は
そ
の
自
己
の
請
求
権
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
手
続

的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
、
実
体
法
的
な
意
味
に
お
い
て
も
、
そ
の
第
三
者
は
債
権
者
で
あ
る
。
例
え
ば
、
権
利
承
継
人
は
彼
に
譲
渡
さ
れ
た

請
求
権
を
実
行
す
る
。
権
利
承
継
に
よ
っ
て
、
そ
の
第
三
者
は
判
決
が
な
さ
れ
た
請
求
権
の
債
権
者
と
な
る
か
ら
、
法
は
明
示
的
に
そ
の
第

三
者
に
強
制
執
行
を
行
う
権
利
を
付
与
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
手
続
法
的
な
意
味
で
の
債
権
者
の
役
割
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
。
…
こ
の
点
は
、

判
決
が
な
さ
れ
た
者
と
は
別
の
者
に
対
し
て
執
行
が
な
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
」、
と
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
は
、
法
が
認
め
て
い
る
他
人
の
判
決
に
よ
る
強
制
執
行
の
中
に
は
、
例
外
的
に
他
人
の
権
利
を
強
制
執

行
す
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
す
る
。
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
四
二
条
（
訴
訟
係
属
後
に
財
産
共
通
制
が

採
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
当
事
者
と
な
っ
た
一
方
の
配
偶
者
が
夫
婦
の
合
有
財
産
に
つ
い
て
単
独
の
管
理
権
を
持
た
な
い
こ
と
と
さ

れ
た
場
合
に
、
配
偶
者
の
他
方
が
執
行
当
事
者
と
し
て
強
制
執
行
す
る
場（

６
）合

）
や
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
四
九
条
（
遺
言
執
行
者
が
被
相
続
人
を
当
事
者

と
す
る
判
決
に
基
づ
い
て
執
行
当
事
者
と
し
て
強
制
執
行
す
る
場（

７
）合

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
は
、「
訴
訟
担
当
非

先
行
型
の
執
行
担
当
（V

ollstreckungsstandschaft ohne vorausgegangene Prozeßstandschaft

）」
と
呼
ん
で
い（

８
）る

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
が
訴
訟
担
当
先
行
型
で
は
な
い
執
行
担
当
の
存
在
に
つ
い
て
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
は
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
第
三
者
授
権
型
や
戻
授
権
型
と
い
っ
た
委
託
に
基



いわゆる「第三者の執行担当」について（１）

北法65（5・145）1271

づ
く
類（

９
）型

も
含
め
て
、
執
行
担
当
が
議
論
の
対
象
と
し
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
は
、
そ
の
引
き
金
と
な
っ
た
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事

第
五
部
一
九
八
四
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
二
節　

執
行
担
当
に
関
す
る
議
論
の
引
き
金

　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
第
五
部
一
九
八
四
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
─
─

　

執
行
担
当
が
大
き
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
第
五
部
一
九
八
四
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
（BGH

, 

BGH
Z 92, 347

）
で
あ
る
。
こ
の
判
決
の
事
案
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

原
告
（
執
行
債
務
者
）
は
、
被
告
（
執
行
債
権
者
）
に
対
し
て
、
執
行
証
書
に
よ
っ
て
原
告
の
土
地
に
証
券
土
地
債

）
（1
（

務
を
設
定
し
た
が
、

被
告
は
担
保
の
目
的
で
第
三
者
に
そ
の
証
券
土
地
債
務
の
権
利
を
譲
渡
し
た
。
そ
の
後
、
当
該
第
三
者
が
被
告
に
対
し
て
、
証
券
土
地
債
務

の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
強
制
競
売
を
委
託
し
て
、
そ
の
土
地
債
務
証
券
を
被
告
に
返
還
し
た
。
そ
こ
で
、
被
告
が
単
純
執
行
文
の
付

与
を
受
け
て
、
原
告
の
土
地
の
強
制
競
売
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
原
告
は
、
被
告
は
も
は
や
証
券
土
地
債
務
の
権
利
者
で
は
な
い
と
主
張

し
て
、
請
求
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

こ
の
事
案
は
、
被
告
か
ら
の
譲
渡
に
よ
っ
て
証
券
土
地
債
務
の
権
利
帰
属
主
体
と
な
っ
た
第
三
者
に
代
わ
っ
て
、
旧
権
利
者
で
あ
る
被
告

が
執
行
当
事
者
と
し
て
執
行
手
続
を
追
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
戻
授
権
型
に
属
す
る
事
案
で
あ
る
。

　

連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
第
五
部
は
、
こ
の
請
求
を
認
容
し
、
強
制
競
売
の
不
許
を
宣
言
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
被
告
が
当
該
第
三
者
に
対

し
て
譲
渡
し
た
証
券
土
地
債
務
の
権
利
を
、
当
該
第
三
者
が
被
告
に
対
し
て
さ
ら
に
譲
渡
し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
の
当
該
第
三
者
に

対
す
る
権
利
の
譲
渡
に
よ
り
、
被
告
は
土
地
債
務
を
強
制
競
売
に
利
用
す
る
権
限
を
失
う
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
当
該
第
三
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者
が
被
告
に
よ
る
証
券
土
地
債
務
の
権
利
の
利
用
を
許
諾
し
て
い
た
と
し
て
も
左
右
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

請
求
異
議
の
訴
え
を
認
容
す
る
た
め
に
は
、
理
由
と
し
て
は
こ
こ
ま
で
で
十
分
で
あ
る
が
、
判
旨
は
そ
の
後
に
付
け
加
え
て
、
以
下
の
よ

う
な
一
般
論
を
述
べ
て
い
る
。

　

①
判
決
手
続
に
お
い
て
、
第
三
者
が
本
来
の
債
権
者
に
よ
る
授
権
（Erm

ächtigung

）
に
基
づ
い
て
自
己
の
名
で
裁
判
上
の
主
張
を
す

る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
任
意
的
訴
訟
担
当
）
は
、
当
該
第
三
者
が
他
人
の
権
利
の
実
現
に
つ
き
保
護
に
値
す
る
自
己
の
利
益
を
持
っ
て
い
る
な

ら
ば
許
容
さ
れ
、
当
該
第
三
者
が
自
己
の
名
に
お
い
て
判
決
を
取
得
し
た
な
ら
ば
、
当
該
第
三
者
は
有
名
義
債
権
者
と
し
て
執
行
文
の
付
与

を
受
け
て
、
自
己
の
名
で
強
制
執
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
こ
れ
に
対
し
て
、
有
名
義
債
権
者
が
第
三
者
に
対
し
て
有
名
義
請
求
権
を
自
己
〔
＝
当
該
第
三
者
〕
の
名
で
執
行
す
る
こ
と
を
授
権
す

る
こ
と
（
独
立
的
執
行
担
当 isolierte V

ollstreckungsstandschaft

）
は
、
こ
れ
と
は
異
な
り
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
名

）
（（
（

義
に

お
い
て
は
、
当
該
第
三
者
が
名
宛
人
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
当
該
第
三
者
が
強
制
執
行
を
行
う
に
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七

）
（1
（

条
に
基

づ
く
承
継
執
行
文
の
付
与
が
必
要
で
あ
る
が
、
有
名
義
請
求
権
の
譲
渡
の
な
い
純
然
た
る
執
行
授
権
は
、
実
体
適
格
（Sachlegitim

ation

）

の
是
正
を
伴
っ
て
い
な
い
の
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
に
お
け
る
意
味
で
の
権
利
承
継
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
権
に
よ
る

執
行
文
付
与
は
問
題
に
な
る
余
地
が
な
い
。

　

③
ま
た
、有
名
義
債
権
者
が
、執
行
文
付
与
の
前
後
に
第
三
者
に
対
し
て
そ
の
債
権
を
譲
渡
し
た
上
で
、当
該
第
三
者
の
た
め
に
自
己
〔
＝

有
名
義
債
権
者
〕
の
名
で
執
行
を
行
お
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
新
債
権
者
の
た
め
の
旧
債
権
者
に
よ
る
執
行
担
当
は
許

さ
れ
な
い
。
確
か
に
、
債
務
名
義
に
お
い
て
債
権
者
と
し
て
証
さ
れ
て
い
る
者
は
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
強
制
執

行
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
執
行
債
務
者
は
請
求
異
議
の
訴
え
に
お
い
て
、
新
債
権
者
へ
の
権
利
の
譲
渡
を
主
張
し
て
、
そ

の
強
制
執
行
の
不
許
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五

）
（1
（

条
は
有
名
義
請
求
権
の
譲
渡
に
は
適
用
が
な

）
（1
（

い
。
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④
少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
な
執
行
担
当
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
や
法
的
明
確
性
を
確
保
す
る
た
め
の
執
行
法
の
形
式
的
厳

格
性
に
反
す
る
。
ま
た
、
債
権
者
が
自
身
で
権
利
を
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
譲
渡
人
に
権
利
を
残
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
債
権
者

は
信
託
的
譲
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
本
件
の
よ
う
な
執
行
担
当
は
実
際
上
の
必
要
も
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
一
般
論
の
う
ち
、
③
と
④
の
戻
授
権
型
に
関
す
る
判
示
部
分
は
、
こ
の
事
案
の
結
論
の
理
由
付
け
の
裏
付
け
と
な
る
部
分

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
②
の
第
三
者
授
権
型
に
関
す
る
判
示
部
分
や
、
こ
れ
と
対
比
す
る
意
味
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
①
の
訴
訟
担
当
先
行
型

に
関
す
る
判
示
部
分
は
、
こ
の
事
案
の
解
決
に
は
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
判
決
が
戻
授
権
型
の
み
な
ら
ず
、
執
行
担
当
の
領
域
全
般
を
視
野
に
入
れ
て
判
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
執

行
担
当
と
い
う
領
域
に
関
す
る
大
き
な
関
心
を
呼
ぶ
発
端
と
な
っ
た
。
特
に
戻
授
権
型
や
第
三
者
授
権
型
に
つ
い
て
は
、
こ
の
判
決
以
前
に

は
ほ
と
ん
ど
学
説
や
裁
判
例
が
な
い
分
野
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
判
決
は
議
論
の
引
き
金
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。第

三
節　

学
説
・
裁
判
例
の
状
況

第
一
款　

総
説

　

執
行
担
当
論
は
、
第
三
者
に
帰
属
す
る
権
利
を
自
己
の
名
で
強
制
執
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
二
つ
の
問
題
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
一
の
レ
ベ
ル
は
、
第
三
者
に
帰
属
す
る
権
利
を
自
己
の
名
で
強
制
執
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
者
が
強
制
執
行
の
申
立
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て
を
す
る
資
格
を
有
す
る
か
、
す
な
わ
ち
執
行
債
権
者
（
執
行
当
事
者
）
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
強
制
執
行
を

申
し
立
て
る
た
め
に
は
執
行
文
が
付
与
さ
れ
た
債
務
名
義
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
執
行
債
権
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
そ
の
者

に
対
す
る
執
行
文
の
付
与
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
こ
れ
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
当
該
強
制
執
行
は
不
許
容
で
あ
る

（unzulässig ist
）。

　

第
二
の
レ
ベ
ル
は
、
第
三
者
に
帰
属
す
る
権
利
を
自
己
の
名
で
強
制
執
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
執
行
文
の
付
与
が
認
め
ら
れ
て
執
行
債

権
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
強
制
執
行
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
当
該
強
制
執
行
は
不
許
容
と
な
る
（unzulässig w

ird

）。

　

前
者
は
手
続
法
的
な
執
行
当
事
者
適
格
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
実
体
法
的
な
適
格
性
─
─
い
わ
ゆ
る
「
実
体
適
格
」
─
─

の
問
題
で
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
執
行
担
当
の
類
型
に
よ
っ
て
い
ず
れ
が
問
題
と
な
る
か
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
訴
訟
担
当
先
行
型
と
第
三
者
授
権
型
は
、
専
ら
前
者
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
訴
訟
担
当
先
行
型

は
、
判
決
主
文
に
お
い
て
給
付
の
宛
先
（
給
付
が
な
さ
れ
る
べ
き
対
象
）
と
さ
れ
て
い
な
い
訴
訟
担
当
者
が
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
設
定
で
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
第
三
者
授
権
型
は
、
判
決
等
の
債
務
名
義
の
成
立
過
程
に
当
事

者
と
し
て
関
与
し
た
者
か
ら
執
行
委
託
を
受
け
た
者
が
承
継
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
設
定
で
議
論
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
戻
授
権
型
は
、
専
ら
後
者
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
通
り
、
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
判
決
等
の

債
務
名
義
の
成
立
過
程
に
当
事
者
と
し
て
関
与
し
た
者
が
執
行
当
事
者
と
な
る
た
め
、
第
一
の
レ
ベ
ル
の
問
題
は
特
に
問
題
と
な
ら
ず
、
強

制
執
行
の
許
容
性
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、
執
行
当
事
者
が
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
実
体
法
上
の
権
利
を
譲
渡
に
よ
っ
て
失
っ
て

い
る
点
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
執
行
担
当
の
類
型
に
よ
っ
て
、
手
続
法
的
な
当
事
者
適
格
が
問
題
と
な
る
か
、
実
体
適
格
が
問
題
と
な
る
か
が
異
な
る
と

い
う
点
に
留
意
し
つ
つ
、
以
下
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
・
裁
判
例
の
状
況
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

第
二
款　

訴
訟
担
当
先
行
型

一　

は
じ
め
に

（
一
）
問
題
の
所
在

　

訴
訟
担
当
者
が
原
告
と
な
っ
て
取
得
し
た
判
決
が
、
訴
訟
担
当
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
訴
訟
担
当

者
が
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
て
執
行
債
権
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
特
段
の
争
い
は
な

）
（1
（

い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
比
較
的
古
い
時
代
か
ら
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
訴
訟
担
当
者
が
原
告
と
な
っ
て
取
得
し
た
判
決
が
、
実
体

法
上
の
権
利
者
で
あ
る
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
判
決
主
文
に
お
い
て
給
付
の
宛
先
（
給
付
が
な
さ

れ
る
べ
き
対
象
）
と
さ
れ
て
い
な
い
訴
訟
担
当
者
が
執
行
債
権
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
、と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
の
問
題
は
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五

）
（1
（

条
に
基
づ
い
て
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
訴
訟
担
当
者
な
の
か
（
肯
定
説
）、
そ

れ
と
も
実
体
法
上
の
権
利
者
で
あ
る
当
該
第
三
者
な
の
か
（
否
定
説
）、
と
い
う
問
題
設
定
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
議
論
の
対
象
と
な
る
場
面

　

こ
の
問
題
─
─
訴
訟
担
当
者
が
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟
担
当
者
の
執
行
当
事
者
適
格
─

─
に
関
し
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
主
と
し
て
権
利
承
継
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
）
の
場
面
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
な
ぜ
権
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利
承
継
の
場
面
に
お
い
て
訴
訟
担
当
者
が
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
取
得
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
点
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

周
知
の
通
り
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
訴
訟
係
属
中
の
係
争
目
的
物
の
譲
渡
や
請
求
権
の
譲
渡
は
訴
訟
手
続
に
は
影
響
を
与
え
な
い
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
当
事
者
恒
定
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二
項
）。
そ
の
結
果
と
し
て
、
訴
訟
係
属
中
の
係
争
目
的
物
や
請
求

権
の
譲
渡
（
原
告
側
）
の
後
に
当
事
者
と
し
て
訴
訟
追
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、新
た
に
権
利
者
と
な
っ
た
権
利
承
継
人
で
は
な
く
、

旧
権
利
者
で
あ
る
譲
渡
人
と
な
る
た
め
、
譲
渡
人
は
権
利
承
継
人
の
権
利
に
つ
い
て
、
法
定
訴
訟
担
当
者
と
し
て
訴
訟
追
行
を
す
る
こ
と
に

な
）
（1
（

る
。
も
っ
と
も
、
訴
訟
手
続
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
っ
て
も
、
当
事
者
の
変
更
が
な
い
に
と
ど
ま
ら
ず
請
求
の
趣
旨
の
変
更
も
必
要
が

な
い
の
か
否
か
─
─
訴
訟
担
当
者
と
な
っ
た
譲
渡
人
は
自
己
に
対
す
る
給
付
を
求
め
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
─
─
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
。
請
求
の
趣
旨
の
変
更
は
必
要
な
い
と
す
る
説
（
い
わ
ゆ
る
無
影
響
説
〔Irrelevanztheorie

〕）
を
採
用
す
る
と
、

判
決
に
お
い
て
は
譲
渡
人
で
あ
る
訴
訟
担
当
者
に
対
す
る
給
付
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
請
求
の
趣
旨
を
新
権
利
者
に
対

す
る
給
付
を
求
め
る
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
説
（
い
わ
ゆ
る
影
響
説
〔Relevanztheorie

〕）
を
採
用
す
る
と
、
判

決
に
お
い
て
は
新
権
利
者
で
あ
る
権
利
承
継
人
に
対
す
る
給
付
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
制
定
後
ま
も
な
く
は
無
影
響
説
が

一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
前
半
に
は
影
響
説
が
一
般
的
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
た

）
（1
（

め
、
権
利
承
継
の
場
面
に
お
い
て
は
、
訴

訟
担
当
者
が
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
取
得
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
前
提
に
、
議
論
が
な
さ
れ
る
の
が
一
般
的

で
あ

）
（1
（

る
。

　

さ
て
、
訴
訟
担
当
者
が
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
取
得
す
る
と
い
う
事
態
が
理
論
的
に
生
じ
得
る
の
は
、
以
上
に

述
べ
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
場
面
の
他
に
、
任
意
的
訴
訟
担
当
（gew

illkürte Prozeßstandschaft

）
の
場
面
が
あ
る
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
任
意
的
訴
訟
担
当
を
生
じ
さ
せ
る
訴
訟
追
行
授
権
に
は
、
被
授
権
者
自
身
に
対
す
る
給
付
を
求
め
る
実
体
法
上
の
権
限
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の
付
与
（
取
立
授
権
〔Einziehungserm

ächtigung

〕）
を
伴
う
も
の
と
、
そ
れ
を
伴
わ
な
い
純
粋
な
訴
訟
追
行
の
授
権
（reine 

Prozeßführungserm
ächtigung

）
が
あ
る
と
さ
れ
、
前
者
の
場
合
は
、
訴
訟
担
当
者
は
自
身
に
対
す
る
給
付
を
求
め
る
実
体
法
上
の
権

限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
自
身
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
、
訴
訟
担

当
者
は
自
身
に
対
す
る
給
付
を
求
め
る
実
体
法
上
の
権
限
を
持
た
な
い
た
め
、
自
身
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
で
は
な
く
、
本
来
の
権

利
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
た
め
、
後
者
の
任
意
的
訴
訟
担
当
の
場

合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
の
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

）
1（
（

る
。

　

以
下
で
は
、
権
利
承
継
の
場
合
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
、
任
意
的
訴
訟
担
当
の
場
合
に
関
す
る
議
論
に
も
触
れ
つ

）
11
（

つ
、
肯
定
説
を
採
用

す
る
裁
判
例
の
立
場
を
確
認
し
た
う
え
で
、
学
説
上
の
否
定
説
と
そ
れ
に
対
す
る
学
説
上
の
反
論
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

二　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
場
面
に
関
す
る
裁
判
例
の
立
場

　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
場
面
に
関
し
て
、
裁
判
例
は
、
訴
訟
担
当
者
（
譲
渡
人
）
に
対
す
る
単
純
執
行
文
の
付
与
を
肯
定
す
る
こ
と
で
一
致

し
て
い

）
11
（

る
。
肯
定
説
を
採
る
裁
判
例
の
理
由
付
け
と
の
関
係
で
、
学
説
上
の
反
対
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
裁
判
例
の
内
容

を
若
干
詳
細
に
紹
介
し
た
い
。

（
一
）
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
三
二
年
一
〇
月
二
二
日
決
定

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
初
に
直
接
的
に
判
断
を
示
し
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
三
二
年
一
〇
月
二
二
日
決
定
（K

G, JW
 

1933, 1799

）
で
あ
る
。
こ
の
決
定
の
事
案
は
、
権
利
承
継
人
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
強
制
執
行
の
際
に
、
権
利
承
継
人
が
Ｚ
Ｐ

Ｏ
七
二
七
条
（
承
継
執
行
文
の
付
与
の
規
定
）
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
五
条
に
基
づ
い
て
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
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で
き
る
と
主
張
し
て
抗
告
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
決
定
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五
条
に
よ
っ
て
単

純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
訴
訟
当
事
者
で
あ
り
、
権
利
の
譲
渡
後
も
訴
訟
当
事
者
に
は
変
更
が
な
く
、
訴
訟
当
事
者

で
は
な
か
っ
た
抗
告
人
は
、
自
身
の
資
格
を
以
っ
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
に
よ
っ
て
承
継
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
〔
に
と
ど

ま
る
〕、
と
し
て
い
る
。

（
二
）
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
五
六
年
五
月
二
三
日
決
定
・
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
一
月
二
三
日
決
定

　
（
ア
）
条
文
の
文
言
を
根
拠
と
す
る
理
由
付
け

　
　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
五
六
年
五
月
二
三
日
決
定
（K

G, JR 1956, 303

）
及
び
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九

八
三
年
一
一
月
二
三
日
決
定
（BGH

, N
JW

 1984, 806

）
は
、
訴
訟
担
当
者
が
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
と

し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
五
条
及
び
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
四
条
の
条
文
の
文
言
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
五
条
は
付
与
さ
れ
る
べ
き
執
行
文
の
文
言
に
つ
い
て
、「
上
の
正
本
は
、
強
制
執
行
の
た
め
に
誰
某
（
当
事
者
の
表
示
）

に
付
与
す
る
」
と
規
定
し
て
お

）
11
（

り
、
執
行
文
付
与
の
対
象
者
が
「
当
事
者
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
四

）
11
（

条
は
、
執
行
力
あ
る
正
本
（
執
行
文
が
付
与
さ
れ
た
判
決
の
正
本
）
の
交
付
の
際
に
判
決
の
原
本
に
記
載
す
べ
き
事
項
と

し
て
、
そ
の
正
本
を
付
与
し
た
当
事
者
及
び
日
時
を
挙
げ
て
お
り
、
執
行
力
あ
る
正
本
の
交
付
の
対
象
者
が
「
当
事
者
」
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
勘
案
す
る
と
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五
条
に
よ
っ
て
単
純
執
行
文
の
付
与
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
事
者
と
し
て
判
決
を
取
得
し
た
訴
訟
担
当
者
で
あ
る
。
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（
イ
）
条
文
の
文
言
以
外
の
理
由
付
け

　
　

ま
ず
、
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
五
六
年
五
月
二
三
日
決
定
は
、
条
文
の
文
言
以
外
の
理
由
付
け
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。

　
（
ⅰ 

）
職
務
上
の
当
事
者
（Partei kraft A

m
tes

）
が
執
行
法
上
の
債
権
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
執
行
法
上
の
債
権
者
と

実
体
法
上
の
債
権
者
は
一
致
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
、
実
体
法
上
の
権
利
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二

項
の
権
利
承
継
人
を
執
行
法
上
の
債
権
者
と
み
な
す
根
拠
は
な
い
。

　
（
ⅱ 

）
訴
訟
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
成
果
は
、
単
な
る
勝
訴
判
決
の
取
得
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
執
行
文
を
具
備
す
る
勝
訴
判
決
の
取
得
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二
項
に
よ
っ
て
従
前
の
訴
訟
当

事
者
が
実
体
法
上
の
権
利
の
喪
失
後
も
引
き
続
き
判
決
手
続
を
追
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
従
前
の
訴
訟
当
事
者
は
強
制

執
行
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
ⅲ 

）
権
利
承
継
人
が
自
身
で
執
行
を
行
う
か
、
そ
れ
と
も
訴
訟
担
当
者
に
行
わ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
向
に
任
さ
れ
て
い
る
問

題
で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
一
月
二
三
日
決
定
は
、
権
利
承
継
人
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
主
文
の
記
載
の
み
に
基

づ
い
て
、
承
継
執
行
文
の
付
与
の
手
続
を
ス
キ
ッ
プ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
権
利
承
継
人
に
対
し
て
（
承
継
執
行
文
の
付
与
の
手

続
を
ス
キ
ッ
プ
す
る
と
い
う
意
味
で
）単
純
執
行
文
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

権
利
承
継
人
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
に
従
っ
て
権
利
承
継
の
事
実
を
証
明
す
べ
き
で
あ
る
が
、
訴
訟
担
当
者
が
取
得
し
た
権
利
承
継
人
に
対

す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
は
、
権
利
承
継
の
事
実
に
つ
い
て
判
決
効
を
以
っ
て
確
定
し
て
い
な
い
た

）
11
（

め
、
こ
の
判
決
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条

が
要
求
す
る
形
式
に
よ
る
証
明
と
し
て
常
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
当
該
判
決
に
よ
っ
て
当
然
に
権
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利
承
継
が
証
明
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、当
該
権
利
承
継
人
に
対
し
て
単
純
執
行
文
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
。

三　

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
場
面
の
訴
訟
担
当
者
の
執
行
当
事
者
適
格
を
否
定
す
る
学
説

（
一
）
専
ら
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
を
基
準
に
す
る
見
解

　
（
ア
）
ブ
ラ
イ
（Erich Bley

）
の
見
解
（
一
九
三
三
年
）

　
　

訴
訟
担
当
者
（
譲
渡
人
）
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五
条
に
よ
っ
て
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
見
解

に
対
し
て
、
最
初
に
異
論
を
提
起
し
た
の
は
ブ
ラ
イ
で
あ
る
。

　
　

ブ
ラ
イ
の
異
論
は
、
前
述
の
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
三
二
年
一
〇
月
二
二
日
決
定
に
対
す
る
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ブ
ラ
イ
は
同
決
定
に
反
対
し
て
、
権
利
承
継
人
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五
条
に
よ
っ
て
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
す

）
11
（

る
。

　
　

ま
ず
、
ブ
ラ
イ
は
、「
こ
の
問
題
は
強
制
執
行
の
目
的
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、「
強
制
執
行
は
、
公
的
文
書
に
お
い
て
執
行

可
能
な
も
の
と
し
て
表
示
さ
れ
た
、
義
務
者
（V

erpflichtete

）
に
対
す
る
資
格
者
（Berechtigten

）
の
実
体
法
上
の
給
付
請
求
権
な

い
し
損
害
賠
償
請
求
権
を
実
現
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（Leo Rosenberg

）
の
教
科
書
に
お
け
る

強
制
執
行
の
目
的
に
つ
い
て
の
記
述
を
引
用
し
た
上

）
11
（

で
、「
こ
の
よ
う
な
執
行
法
的
意
味
に
お
け
る
資
格
者
と
は
『
債
権
者
』
で
あ
り
、

義
務
者
と
は
『
債
務
者
』
の
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

　
　

そ
の
上
で
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
や
教
科
書
に
お
け
る
執
行
債
権
者
に
関
す
る
定
式
を
引
用
し
て
、
現
在
の
債
権
者
が
専
ら
執
行
債
権

者
と
な
る
と
い
う
結
論
を
補
強
す
る
。
例
え
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ヨ
ナ
ス
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
（Friedrich 
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Stein

）
は
、
執
行
債
権
者
と
は
「
そ
の
者
の
た
め
に
判
決
が
な
さ
れ
た
者
」
で
あ
る
と

）
11
（

し
、
ま
た
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
そ
の
教
科

書
に
お
い
て
、執
行
債
権
者
と
は
「
債
務
名
義
又
は
執
行
文
に
よ
れ
ば
、債
務
名
義
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
請
求
権
の
保
持
者
（Inhaber

）

で
あ
る
者
」
で
あ
る
と
し
て
い
た

）
11
（

が
、
ブ
ラ
イ
は
、「
こ
れ
ら
は
、
被
告
か
ら
給
付
が
な
さ
れ
る
べ
く
判
決
さ
れ
た
権
利
譲
受
人
の
こ
と

で
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、バ
ウ
ム
バ
ッ
ハ
（A

dolf Baum
bach

）
の
「
債
務
名
義
に
お
い
て
名
宛
て
ら
れ
た
者
」
と
い
う
定
式
に
よ
っ

て
）
1（
（

も
、「
権
利
譲
受
人
は
ま
さ
に
判
決
主
文
に
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
」、
こ
の
結
論
が
是
認
さ
れ
る
と
す
る
。

　
　

そ
し
て
、
ブ
ラ
イ
は
、「
原
告
は
債
権
者
で
は
な
い
し
、
原
告
が
他
人
の
権
利
に
つ
い
て
判
決
手
続
を
追
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

と
い
っ
て
、
他
人
の
権
利
を
執
行
で
き
る
と
い
う
論
理
は
成
り
立
た
な
い
」、「
強
制
執
行
上
の
訴
訟
担
当
（Prozeßstandschaft auf 

die Zw
angsvollstreckung

）
は
実
際
上
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
る
法
的
根
拠
を
欠
い
て

い
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

　
（
イ
）
キ
オ
ン
（H

ans-Jürgen K
ion

）
の
見
解
（
一
九
六
五
年
）

　
　

ブ
ラ
イ
の
見
解
が
発
表
さ
れ
て
後
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
し
ば
ら
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
前
述
の
通
り
、
ベ
ル
リ
ン

高
等
裁
判
所
一
九
五
六
年
五
月
二
三
日
決
定
は
、
訴
訟
担
当
者
（
譲
渡
人
）
が
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結

論
を
採
用
し
た
。

　
　

キ
オ
ン
は
、
こ
の
決
定
に
反
対
し
て
、
ま
ず
、
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
定
式
を
引
用
し
つ
つ
、
譲
渡
人
に
は
実
体
権
も
帰

属
し
な
い
し
、
権
利
者
と
し
て
債
務
名
義
に
も
表
示
さ
れ
な
い
た
め
、
譲
渡
人
は
執
行
債
権
者
と
は
な
り
え
な
い
、
と
い
う
ブ
ラ
イ
と
ほ

ぼ
同
様
の
議
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
決
定
が
執
行
法
上
の
債
権
者
と
実
体
法
上
の
債
権
者
と
は
一
致
す
る
必
要
は
な
い
と
し

て
い
る
（「
二
」（
二
）（
イ
）
に
お
い
て
紹
介
し
た
理
由
付
け
（
ⅰ
）
参
照
）
の
に
対
し
て
、
実
体
法
上
の
債
権
者
が
誰
な
の
か
が
問
題
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な
の
で
は
な
く
、
債
務
名
義
に
お
い
て
指
し
示
さ
れ
た
債
権
者
が
誰
で
あ
る
の
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
、
と
反
論
し
て
い

）
11
（

る
。

　
　

ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
一
月
二
三
日
決
定
が
、
当
該
権
利
承
継
人
に
対
し
て
承
継
執
行
文
の
付
与
の
手
続
を
ス
キ
ッ

プ
し
て
単
純
執
行
文
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
権
利
承
継
人
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
は
権
利
承
継
の
事
実
に

つ
い
て
判
決
効
を
以
っ
て
確
定
し
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
（「
二
」（
二
）（
イ
）
参
照
）
の
に
対
し
て
、
キ
オ
ン
は
、
当
事
者
に
単
純

執
行
文
を
付
与
す
る
際
に
は
、
判
決
の
内
容
で
あ
る
実
体
法
上
の
権
利
の
存
否
は
問
題
と
は
な
ら
ず
、
判
決
か
ら
形
式
的
に
判
断
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
承
継
の
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
判
決
〔
主
文
の
給
付
の
宛
先
〕
か
ら
形
式
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
反
論
し
て
い

）
11
（

る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
キ
オ
ン
は
、
仮
に
こ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
決
定
の
述
べ
る
通
り
で
あ
る
と
す
る
と
、
判
決
文
か
ら

は
「
権
利
承
継
…
が
裁
判
所
に
顕
著
で
あ
る
」
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
譲
渡
の
際
に
「
公
の
証
書
若
し
く
は
公
の
認
証
の

あ
る
証
書
」
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
の
要
件
を
常
に
満
た
さ
な
い
た
め
、
権
利
承
継
人
は
常
に

執
行
文
付
与
の
訴
え
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
一
条
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
執
行
文
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

）
11
（

て
、
訴
訟
関
係
を
変
動
さ

せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
を
保
護
す
る
と
い
う
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
趣
旨
や
目
的
に
反
し
て
、
手
続
を
煩
雑
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈
す

）
11
（

る
。

　
（
ウ
）
小
括

　
　

ブ
ラ
イ
と
キ
オ
ン
の
見
解
は
、
実
体
法
上
の
権
利
者
の
み
に
執
行
債
権
者
適
格
を
認
め
る
こ
と
を
企
図
し
て
、
実
体
法
上
の
債
権
者
は

債
務
名
義
に
お
い
て
給
付
の
宛
先
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
で
、
給
付
の
宛
先
を
基
準
に
単
純
執
行
文
を
付
与
す
る

対
象
を
決
す
る
べ
き
と
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
彼
ら
の
問
題
意
識
の
根
底
に
は
、
譲
渡
人
は
訴
訟
手
続
の
便
宜
の
た
め
に
訴
訟
当
事

者
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
実
体
法
上
の
請
求
権
の
実
現
と
い
う
強
制
執
行
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
の
権
利
者
で
あ
る
権
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利
承
継
人
の
み
が
執
行
債
権
者
と
な
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
慮
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

以
上
の
見
解
と
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
が
執
行
手
続
に
妥
当
す
る
か
と
い

う
観
点
か
ら
、
訴
訟
担
当
者
の
執
行
当
事
者
適
格
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
次
に
見
て
い
き
た
い
。

（
二
）
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
着
目
す
る
見
解

　

前
述
の
通
り
、
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
五
六
年
五
月
二
三
日
決
定
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二
項
に
よ
っ
て
従
前
の
訴
訟
当
事
者
が
引

き
続
き
判
決
手
続
を
追
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
従
前
の
訴
訟
当
事
者
は
強
制
執
行
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
（「
二
」（
二
）（
イ
）
に
お
い
て
紹
介
し
た
理
由
付
け
（
ⅱ
）
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
譲
渡
人
に
訴
訟
追
行
権
が
認
め
ら

れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二
項
の
規
定
は
執
行
手
続
に
は
妥
当
し
な
い
、
と
い
う
観
点
か
ら
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
キ
オ
ン
は
、
仮
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
が
債
権
者
の
利
益
に
お
い
て
手
続
の
追
行
を
許
容
す
る
規
定
で
あ
る
の
な
ら
こ
の
よ
う
な
議

論
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
被
告
か
ら
既
存
の
訴
訟
関
係
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
の
訴
訟
上
の
地
位
を
悪
化
さ
せ
る
こ

と
を
防
ぐ
と
い
う
専
ら
被
告
保
護
の
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
か
ら
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
権
利
ま
で
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
主
張
す

）
11
（

る
。

　

ま
た
、
グ
ル
ン
ス
キ
ー
（W

olfgang Grunsky

）
も
同
様
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
規
定
は
、
被
告
に
そ
の
有
利
な
手
続
上
の
途
中
経

過
を
維
持
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
被
告
保
護
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
新
た
な
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
何
ら

の
成
果
を
維
持
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
を
適
用
す
る
根
拠
が
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
判
決
手
続

と
執
行
手
続
は
権
利
実
現
の
手
続
と
い
う
意
味
で
は
一
体
で
あ
る
と
は
い
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
は
何
ら
執
行
手
続
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

な
い
か
ら
、
執
行
手
続
に
お
い
て
は
権
利
者
の
み
に
自
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
権
限
が
あ
る
と
い
う
原
則
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
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と
主
張
す
る
。
ま
た
、
被
告
に
は
執
行
手
続
を
新
債
権
者
と
の
間
で
行
う
と
い
う
以
上
の
ど
の
よ
う
な
利
益
も
な
い
か
ら
、
譲
渡
人
は
強
制

執
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
譲
渡
人
は
譲
受
人
（
権
利
承
継
人
）
か
ら
授
権
を
受
け
て
、
任
意
的
執
行
担

）
11
（

当
と
し
て
強
制
執
行
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
と
す

）
11
（

る
。

（
三
）
小
括

　

訴
訟
担
当
者
の
執
行
権
限
を
否
定
す
る
見
解
は
、以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、二
種
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
分
類
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
は
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
を
基
準
に
、
単
純
執
行
文
の
付
与
の
対
象
を
決
定
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
実
体
法
上
の
権
利
者
の
み
に
執
行
当
事
者
適
格
を
認
め
る
こ
と
を
企
図
し
て
、
判
決
の
当
事
者
の
表
示
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く

（
訴
訟
担
当
者
に
執
行
当
事
者
適
格
を
認
め
ず
）、
判
決
主
文
に
お
い
て
給
付
の
宛
先
と
さ
れ
た
者
を
基
準
に
、
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
者
を
決
す
る
べ
き
で
あ
る
（
専
ら
権
利
承
継
人
に
執
行
当
事
者
適
格
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二
項

に
よ
っ
て
、
訴
訟
係
属
後
の
権
利
の
譲
渡
に
よ
っ
て
も
譲
渡
人
が
そ
の
ま
ま
訴
訟
追
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
判
決
手
続
に
お
け
る
被

告
の
利
益
の
保
護
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
は
執
行
手
続
に
は
妥
当
し
な
い
た
め
、
譲
渡
人
が
そ
の
ま
ま
執
行
当
事
者
と
し
て
執
行

手
続
を
追
行
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
は
根
拠
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
議
論
の
仕
方
に
対
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
に
よ
る
詳
細
な
反
論（
後
述「
五
」）が
あ
る
が
、

こ
れ
を
紹
介
す
る
前
に
、
任
意
的
訴
訟
担
当
の
場
面
に
関
す
る
議
論
の
状
況
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
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四　

任
意
的
訴
訟
担
当
の
場
面
に
関
す
る
議
論

　

任
意
的
訴
訟
担
当
の
場
合
も
権
利
承
継
の
場
面
と
同
じ
よ
う
に
、
訴
訟
担
当
者
の
執
行
当
事
者
適
格
を
肯
定
す
る
（
訴
訟
担
当
者
が
単
純

執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
）
方
向
で
裁
判
例
は
一
致
し
て
お

）
11
（

り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
第
五
部
一
九
八
四
年
一
〇

月
二
六
日
判
決
（
第
二
節
参
照
）
も
こ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、ヴ
ィ
ー
ン
ケ（A

lbrecht W
ienke

）は
、『
執
行
担
当
』と
題
す
る
博
士
論
文
に
お
い
て
、授
権
者（
実
体
法
上
の
権
利
者
）

に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
つ
い
て
、
訴
訟
担
当
者
の
執
行
当
事
者
適
格
を
否
定
す
る
主
張
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
任
意

的
訴
訟
担
当
の
場
合
に
つ
い
て

）
11
（

は
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
を
基
準
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五
条
に
よ
り
単
純
執
行
文
の
付
与
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
決
せ
ら
れ
、
授
権
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
は
、
授
権
者
に
単
純
執
行
文
を
付
与
す
べ
き
も
の

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
ヴ
ィ
ー
ン
ケ
は
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い

）
1（
（

る
。

　

権
利
者
〔
＝
授
権
者
〕
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
お
い
て
も
、原
告
に
対
し
て
単
純
執
行
文
を
付
与
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、

主
文
に
表
示
さ
れ
た
給
付
の
宛
先
は
何
の
意
味
や
効
果
が
な
い
も
の
に
な
る
か
ら
、
主
文
に
表
示
さ
れ
た
給
付
の
宛
先
は
、
執
行
文
付
与
の

際
に
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

）
11
（

る
。
任
意
的
訴
訟
担
当
者
が
債
権
の
取
立
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
任
意
的
訴
訟

担
当
者
が
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
は
強
制
執
行
の
意
味
や
目
的
に
適
合
せ

）
11
（

ず
、ま
た
、こ
の
よ
う
な
場
合
の
任
意
的
訴
訟
担
当
者
の
権
限
は
、

単
に
判
決
の
取
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
委
任
代
理
権
の
終
了
の
場
合
と
同
じ
く
判
決
の
取
得
を
以
っ
て
目
的
達
成
に
よ
っ
て

終
了
す
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る

）
11
（

し
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
権
利
者
が
強
制
執
行
を
行
う
こ
と
ま
で
授
権
し
た
と
は
解
し

が
た
い
。

　

以
上
の
ヴ
ィ
ー
ン
ケ
の
主
張
は
、
実
体
法
上
の
権
限
の
な
い
者
に
強
制
執
行
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
強
制
執
行
の
目
的
に
適
合
し
な
い
と
し

て
い
る
点
や
、
訴
訟
追
行
権
限
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
授
権
が
執
行
手
続
に
妥
当
し
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
点
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
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条
の
場
面
に
お
け
る
否
定
説
と
お
お
よ
そ
同
様
の
構
図
の
も
の
で
あ
る
。

五　

ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
（Ekkehard Becker-Eberhard

）
の
反
論
（
一
九
九
一
年
）

（
一
）
総
論

　

ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は
、
訴
訟
担
当
者
に
対
す
る
単
純
執
行
文
の
付
与
を
否
定
す
る
学
説
に
対
し
て
、
常
に
判
決
手
続
の
当
事

者
に
対
し
て
単
純
執
行
文
を
付
与
す
る
と
い
う
構
図
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
以
上
に
紹
介
し
て
き
た
否
定
説
の
論
拠
に
つ
い
て
、
逐
一
詳
細

に
批
判
し
て
い

）
11
（

る
。
以
下
で
は
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
を
基
準
と
す
る
見
解
に
対
す
る
批
判
と
、
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認

め
ら
れ
る
根
拠
に
着
目
す
る
見
解
に
対
す
る
批
判
と
に
分
け
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

（
二
）
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
を
基
準
と
す
る
見
解
に
対
す
る
批
判

　
（
ア
）
ブ
ラ
イ
や
キ
オ
ン
が
依
拠
し
て
い
る
定
式
に
対
す
る
批

）
11
（

判

　
　
（
あ
）
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
定
式
に
対
す
る
批
判

　
　

ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は
、
ブ
ラ
イ
や
キ
オ
ン
が
依
拠
し
て
い
る
「
債
務
名
義
又
は
執
行
文
に
よ
れ
ば
、
債
務
名
義
に
お
い
て

確
認
さ
れ
た
請
求
権
の
保
持
者
で
あ
る
者
」
と
い
う
執
行
債
権
者
に
関
す
る
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
定
式
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
問
題

点
を
指
摘
す
る
。

　
　

ま
ず
、
訴
訟
担
当
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
お
い
て
す
ら
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
定
式
に
は
重
大
な
問
題
が
あ
る
、

と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
主
文
の
み
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
は
、
原
告
が
権
利
者
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
無
関
係
に
、

単
に
原
告
に
対
し
て
給
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
権
の
保
持
者
を
明
ら
か
に
す
る
た
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め
に
は
、
判
決
主
文
を
検
討
す
る
の
み
で
は
足
り
ず
、
判
決
理
由
に
踏
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
強

制
執
行
の
形
式
性
の
原
則
や
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
に
反
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判
決
理
由
は
訴
訟
担
当
者
が
権
利

者
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
た

）
11
（

め
、
執
行
権
限
な
い
し
単
純
執
行
文
を
受
け
る
権
限
は
、
訴
訟
担
当
者
に
あ
る
の

で
は
な
く
実
体
的
な
権
利
者
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
例
え
ば
職
務
上
の
当
事
者
の
場
合
に

は
、
破
産
管
財
人
や
遺
言
執
行
者
で
は
な
く
、
破
産
者
や
相
続
人
に
単
純
執
行
文
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
旧
Ｋ

Ｏ
六

）
11
（

条
や
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
一

）
11
（

条
以
下
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
。

　
　

ま
た
、
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
お
い
て
も
、
訴
訟
担
当
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
と
同
様

に
、
判
決
主
文
の
み
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
は
、
権
利
の
帰
属
の
如
何
と
は
無
関
係
に
、
単
に
第
三
者
に
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
主
文
は
、
単
に
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を

命
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
当
該
第
三
者
が
給
付
請
求
権
を
有
す
る
か
否
か
を
オ
ー
プ
ン
に
し
た
ま
ま
で
あ
る
─
─
当
該
第
三
者
が
自

己
の
給
付
請
求
権
を
持
た
ず
、
単
に
給
付
受
領
権
の
み
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
含
ん
で
い
る
─
─
か
ら
、
当
該
第
三
者
が
給
付
請
求
権

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
例
え
ば
、
第
三
者
の
た
め
の
契
約
（V

ertrag zugunsten D
ritter

）
の
履
行
を

求
め
て
要
約
者
が
諾
約
者
を
訴
え
た
場
合
、
そ
の
勝
訴
判
決
に
お
い
て
は
、
原
告
（
要
約
者
）
が
被
告
（
諾
約
者
）
に
対
し
て
受
益
者
に

対
す
る
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
の
、
受
益
者
が
自
己
の
給
付
請
求
権
を
有
し
て
い
る
か
否
か
─

─
す
な
わ
ち
第
三
者
の
た
め
の
契
約
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
か
不
真
正
な
も
の
で
あ
る

）
11
（

か
─
─
に
つ
い
て
は
オ
ー
プ
ン
に
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
主
文
だ
け
か
ら
で
は
、
当
該
第
三
者
が
請
求
権
の
保
持
者
で
あ
る
か
ど
う

か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か

）
1（
（

ら
、
請
求
権
の
保
持
者
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
判
決
理
由
に
踏
み
込
む
こ
と
を
要

求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
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以
上
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
上
で
、
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は
、
執
行
債
権
者
に
関
す
る
厳
格
な
規
定
や
判
決
手
続
と
執
行
手

続
の
役
割
分
担
の
観
点
か
ら
は
、
強
制
執
行
や
単
純
執
行
文
の
付
与
に
あ
た
っ
て
は
、
債
務
名
義
に
お
け
る
外
見
上
の
給
付
命
令
が
決
定

的
で
あ
り
、
本
来
の
請
求
権
者
は
誰
か
と
い
っ
た
実
体
的
問
題
は
重
要
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
定
式
は
こ
の

こ
と
を
十
分
留
意
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。

　
　
（
い
）
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
式
に
対
す
る
批
判

　
　

ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は
、「
そ
の
者
の
た
め
に
判
決
が
な
さ
れ
た
者
」
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
式
に
つ
い

）
11
（

て
、
第
三
者
に

対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
お
い
て
は
、
誰
が
執
行
債
権
者
に
な
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
回
答
を
可
能
に
し
な
い
、
と
批
判
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訴
訟
担
当
者
が
判
決
を
求
め
て
そ
れ
を
取
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
担
当
者
の
た
め
に
判
決
が
な
さ
れ

て
い
る
と
も
い
え
る
し
、
給
付
の
宛
先
で
あ
る
権
利
者
が
そ
の
直
接
の
受
益
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
は
権
利
者
の
た
め
に
な
さ
れ
て

い
る
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

　
（
イ
）
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
を
基
準
と
す
る
こ
と
自
体
へ
の
批

）
11
（

判

　
　

以
上
の
よ
う
に
、
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
批
判
（
特
に
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
定
式
に
対
す
る
も
の
）
の
骨
子
は
、
執
行
手
続

の
形
式
性
や
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
に
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
イ
や
キ
オ
ン
の
主
張
は
、
結
論
的

に
は
（
形
式
的
に
）
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
を
基
準
と
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
必
ず
し
も
ベ
ッ
カ
ー

＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
批
判
に
対
峙
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
よ
り
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
を
基
準
と
す
る
こ
と
自
体
の
正
当
性
で
あ
ろ
う
。

　
　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は
、
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
主
文
の
文
面
の
み
か
ら
で
は
、
当
該
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判
決
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
事
案
の
も
の
か
、
任
意
的
訴
訟
担
当
の
事
案
の
も
の
か
、
第
三
者
の
た
め
の
契
約
の
事
案
の
も
の
か
を
判
別

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

判
決
主
文
の
文
面
か
ら
で
は
、
原
告
（
要
約
者
）
の
み
が
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
第
三
者
の
た
め
の
契
約
の

場
合
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
場
合
や
任
意
的
訴
訟
担
当
の
場
合
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
を

基
準
と
す
る
た
め
に
は
、
前
者
か
ら
後
二
者
を
区
別
す
る
た
め
に
、
執
行
文
付
与
手
続
に
お
い
て
判
決
理
由
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
形
式
化
さ
れ
た
手
続
で
あ
る
執
行
文
付
与
手
続
は
、
こ
の
よ
う
な
吟
味
を
す
る
に
つ
い
て
正

し
い
場
で
も
な
け
れ
ば
適
当
な
場
で
も
な
い
。

　
（
ウ
）
小
括

　
　

ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
が
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
判
決
理
由
に
踏
み
込
ん

で
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
、
執
行
手
続
の
形
式
性
や
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
に
反
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　

要
約
し
て
述
べ
る
と
、
ブ
ラ
イ
や
キ
オ
ン
の
考
え
方
が
、
単
純
執
行
文
を
付
与
す
る
対
象
を
判
断
す
る
上
で
、
実
体
法
上
の
請
求
権
の

所
在
を
基
準
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
は
実
体
法
上
の
請
求
権
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
を
判
断
す
る
た
め
に
は
判
決
理
由
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
主
文
の
給
付
の
宛
先

の
記
載
そ
の
も
の
を
形
式
的
に
基
準
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
原
告
（
要
約
者
）
に
の
み
執
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る

第
三
者
の
た
め
の
契
約
の
場
合
と
訴
訟
担
当
先
行
型
の
場
合
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
判
決
主
文
の
文
面
か
ら
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る

た
め
、
こ
の
区
別
の
た
め
に
は
や
は
り
判
決
理
由
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



論　　　説

北法65（5・164）1290

（
三
）
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
着
目
す
る
見
解
に
対
す
る
批
判

　

執
行
手
続
の
形
式
性
や
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
の
観
点
は
、
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
着
目
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は
、
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
が
執

行
手
続
に
妥
当
す
る
か
否
か
と
い
う
議
論
の
仕
方
に
対
し
て
、
執
行
手
続
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
専
ら
執
行
文
の
付
与
さ
れ
た
債
務

名
義
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
批
判
を
す

）
11
（

る
。

　

訴
訟
追
行
権
限
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
そ
の
権
利
に
つ
い
て
の
訴
訟
を
追
行
し
、
そ
れ
が
適
法
に
判
定
さ
れ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
た

め
の
、
主
張
さ
れ
た
実
体
権
と
の
一
定
の
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
権
限
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
強
制
執
行
は
、
純
然
た
る
権

利
の
有
無
の
主
張
や
判
定
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
判
決
を
実
現
す
る
こ
と
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
権
利
の
有

無
の
主
張
や
判
定
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
執
行
手
続
を
拘
束
す
る
判
決
が
前
置
さ
れ
て
お
り
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
請
求
異
議
の
訴
え

な
ど
執
行
手
続
外
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
両
者
に
は
厳
格
な
役
割
分
担
が
あ
り
、
こ
の
役
割
分

担
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
執
行
の
根
拠
は
、
実
体
的
請
求
権
に
で
は
な
く
、
専
ら
執
行
文
の
付
与
さ
れ
た
債
務
名
義
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
強
制
執
行
は
、実
体
的
請
求
権
の
基
礎
か
ら
切
り
離
さ
れ
、新
た
に
独
立
し
た
根
拠
で
あ
る
債
務
名
義
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
え
る
。

訴
訟
担
当
者
の
執
行
権
限
は
執
行
文
の
付
与
さ
れ
た
債
務
名
義
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
訴
訟
担
当
者
の
訴
訟
追
行
権
限
は
、
そ

れ
が
あ
る
が
た
め
に
訴
訟
担
当
者
の
た
め
に
債
務
名
義
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
形
で
、間
接
的
に
執
行
権
限
を
導
く
に
過
ぎ
な
い
。

執
行
権
限
と
い
う
独
立
の
制
度
化
さ
れ
た
手
続
要
件
を
持
ち
込
む
こ
と
は
全
く
余
計
な
こ
と
で
あ
り
、
執
行
文
の
付
与
さ
れ
た
債
務
名
義
に

よ
っ
て
執
行
権
限
が
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
者
が
強
制
執
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
以
外
に
は
な
い
。
重
要
な
の
は
執
行
文
の
付
与
さ

れ
た
債
務
名
義
な
の
で
あ
っ
て
、
訴
訟
担
当
の
基
礎
に
あ
る
権
限
が
判
決
手
続
に
制
限
さ
れ
る
か
、
又
は
執
行
手
続
に
も
作
用
を
及
ぼ
し
続

け
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
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（
四
）
小
括

　

ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
主
張
の
骨
子
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
執
行
手
続
の
形
式
性
や
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
の
観

点
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
イ
や
キ
オ
ン
の
よ
う
に
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
を
基
準
と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
は
、
こ
の
考
え
方
が
実
体
法
上

の
請
求
権
の
所
在
を
基
準
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
そ
の
も
の
を
形
式
的
に
基
準
と

す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
判
決
理
由
に
踏
み
込
ん
だ
判
断
が
必
要
と
な
る
た
め
、
執
行
手
続
の
形
式
性
や
判
決

手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
の
観
点
に
反
す
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
反
論
で
あ
る
。
ま
た
、
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ

る
根
拠
が
執
行
手
続
に
妥
当
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
設
定
に
対
し
て
は
、
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
の
観
点
か
ら
は
、
執
行
権
限

は
専
ら
執
行
文
の
付
与
さ
れ
た
債
務
名
義
か
ら
形
式
的
に
導
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
反
論
で
あ
る
。

六　

現
在
の
学
説
状
況

　

現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
お
い
て
も
、
訴
訟
担
当
者
に
対
し
て
単
純
執
行
文
を
付

与
す
る
、
と
い
う
結
論
に
争
い
は
な
い
状
態
で
あ

）
11
（

る
。
ブ
ラ
イ
や
キ
オ
ン
が
依
拠
し
て
き
た
執
行
債
権
者
に
関
す
る
定
式
も
、
現
在
は
既
に

記
述
が
書
き
換
え
ら
れ
て
姿
を
消
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
定
式
に
つ
い
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
第
五
部
一
九

八
四
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
（
第
二
節
参
照
）
が
出
さ
れ
た
後
に
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
教
科
書
の
記
述
を
引
き
継
い
だ
ガ
ウ
ル
に
よ
り
、

「〔
執
行
〕
債
権
者
と
は
、
─
─
そ
の
実
体
的
権
限
に
つ
い
て
顧
慮
す
る
の
で
は
な
く
─
─
債
務
名
義
に
よ
れ
ば
給
付
の
権
利
を
是
認
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
債
務
名
義
と
執
行
力
あ
る
正
本
（
執
行
文
）
に
お
い
て
債
権
者
と
し
て
証
明
さ
れ
た
者
で
あ
る
」
と
、
記
述
が

改
め
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
式
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ヨ
ナ
ス
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
部
分



論　　　説

北法65（5・166）1292

を
引
き
継
い
で
い
た
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
が
、
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
見
解
が
発
表
さ
れ
た
後
に
、「〔
執
行
〕
債
権
者
と
は
、
債
務

名
義
並
び
に
執
行
文
の
文
面
上
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
り
、
債
務
名
義
に
お
い
て
第
三
者
に
対
す
る
給
付
が
企
図
さ
れ
て

い
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
」
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
を
改
め
、そ
の
注
に
お
い
て
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
論
文
を
引
用
し
て
、シ
ュ

タ
イ
ン
に
従
っ
た
定
式
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い

）
11
（

る
。

七　

小
括

　

訴
訟
担
当
先
行
型
の
問
題
点
は
、
主
に
権
利
承
継
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
）
の
場
面
に
お
い
て
、
実
体
法
上
の
権
利
者
で
あ
る
第
三
者
に
対

す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
給
付
の
宛
先
と
さ
れ
て
い
な
い
訴
訟
担
当
者
が
執
行
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

す
な
わ
ち
、
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
訴
訟
担
当
者
か
（
肯
定
説
）、
そ
れ
と
も
当
該
第
三
者
か
（
否
定
説
）

と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
は
一
貫
し
て
肯
定
説
を
採
用
し
て
い
た
が
、
一
部
の
学
説
か
ら
は
否
定
説
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根

拠
付
け
と
し
て
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
を
基
準
と
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
や
訴
訟
担
当
者
に
訴
訟
追
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に

着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
か
ら
は
、
訴
訟
手
続
と
執
行
手
続
の
役
割
分
担
や
執
行
手
続
の
形
式
性
の
観
点
か
ら
、

否
定
説
の
両
ア
プ
ロ
ー
チ
の
難
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
否
定
説
が
依
拠
し
て
い
た
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
執
行
債
権
者
に

関
す
る
定
式
も
肯
定
説
を
支
持
す
る
方
向
に
書
き
改
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
は
学
説
上
も
肯
定
説
を
採
用
す
る
こ
と
で
争
い
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
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（
１
）「
第
三
者
の
執
行
担
当
」
に
関
す
る
わ
が
国
に
お
け
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
中
野
貞
一
郎
「
第
三
者
の
訴
訟
担
当
と
執
行
担
当
─
─
代
表
訴

訟
勝
訴
株
主
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
」
同
『
民
事
訴
訟
法
の
論
点
Ⅱ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
四
頁
以
下
〔
初
出:

判
タ
九
四

四
号
（
一
九
九
七
年
）
四
一
頁
以
下
〕、
同
『
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
六
版
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
四
頁
、
下
村
眞
美
「『
第

三
者
の
執
行
担
当
』
に
関
す
る
基
礎
理
論
の
試
み
」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
六
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
２
）
本
文
で
述
べ
た
と
お
り
、実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
以
外
の
者
が
自
己
の
名
に
お
い
て
執
行
手
続
を
追
行
す
る
場
面
の
こ
と
を
、「
執

行
担
当
」
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
（K

irsten Schm
idt, V

ollstreckung im
 eigenen N

am
en durch Rechtsfrem

de : zur 
Zulassigkeit einer "V

ollstreckungsstandschaft", 2001, S.15 f.

）、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
理
解
を
提
唱
す
る
見
解
も
あ
る
（Ekkehard 

Becker-Eberhard, In Prozessstandschaft erstrittene Leistungstitel in der Zw
angsvollstreckung, ZZP 104 (1991), S. 420.; 

K
irsten Schm

idt, a. a. O
, S.93 ff.

）。
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
前
者
に
従
っ
て
論
述
し
、
後
者
に
関
し
て
は
後
に
紹
介
す
る
。

（
３
）K

irsten Schm
idt, a. a. O

. (Fn. 2), S.15 f.; A
lbrecht W

ienke, D
ie V

ollstreckungsstandschaft : Eine folgerichtige Parallele 
zur Prozeßstandschaft?; D

iss. Bonn, 1989., S. 24-41; 

下
村
・
前
掲
（
注
１
）
一
七
一
頁
。

（
４
）
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
第
一
の
類
型
（
訴
訟
担
当
先
行
型
）
に
つ
い
て
は
「
派
生
的
執
行
担
当
」、
第
二
と
第
三
の
類
型
（
第
三
者
授
権
型
・

戻
授
権
型
）
に
つ
い
て
は
「
接
続
的
執
行
担
当
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
中
野
・
前
掲
（
注
１
）『
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
六
版
〕』
一

四
五
頁
、
同
・
前
掲
（
注
１
）「
第
三
者
の
訴
訟
担
当
と
執
行
担
当
」
二
〇
五
頁
）。

（
５
）Betterm

ann, D
ie V

ollstreckung des Zivilurteils in den Grenzen seiner Rechtskraft, 1948, S. 35 f.

（
６
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
四
二
条
は
、
配
偶
者
の
一
方
に
よ
り
又
は
一
方
に
対
し
て
追
行
さ
れ
る
訴
訟
が
係
属
し
た
後
に
、
夫
婦
財
産
契
約
と
し
て
財
産
共

通
性
（
夫
婦
財
産
は
合
有
と
し
、
そ
の
合
有
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
、
夫
婦
共
同
で
行
う
か
夫
婦
の
一
方
が
単
独
で
行
う
か
は
合
意
に
よ
る
と

い
う
も
の
）
が
採
ら
れ
、
当
該
配
偶
者
が
財
産
の
管
理
を
し
な
い
又
は
単
独
で
は
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
合
有
財
産
に
関
す
る

判
決
の
執
行
力
あ
る
正
本
を
配
偶
者
の
他
方
の
た
め
に
又
は
他
方
に
対
し
て
付
与
す
る
に
つ
い
て
は
、
承
継
執
行
文
の
付
与
の
規
定
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
二
七
条
等
）
を
準
用
す
る
、
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
現
行
規
定
の
説
明
で
あ
り
、
ベ
ッ
タ
ー
マ
ン
が
こ
の
著
書
を
執
筆
し
た

の
は
、
ボ
ン
基
本
法
の
男
女
同
権
規
定
（
同
法
三
条
二
項
）
に
従
っ
た
男
女
同
権
法
に
よ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
改
正
が
な
さ
れ
る
前
で
あ
る
た
め
、
ベ
ッ

タ
ー
マ
ン
の
記
述
は
、
常
に
夫
が
管
理
権
を
持
つ
こ
と
を
前
提
に
、「
夫
は
妻
が
取
得
し
た
判
決
に
つ
い
て
自
己
に
対
す
る
承
継
執
行
文
を
得
て

執
行
が
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
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（
７
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
四
九
条
は
、
被
相
続
人
の
た
め
に
又
は
こ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
判
決
の
執
行
力
あ
る
正
本
を
、
遺
言
執
行
者
の
た
め
に
又
は
こ

れ
に
対
し
て
付
与
す
る
に
つ
い
て
は
、
承
継
執
行
文
の
付
与
の
規
定
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
等
）
を
準
用
す
る
、
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

（
８
）
配
偶
者
の
一
方
な
い
し
被
相
続
人
を
訴
訟
当
事
者
と
す
る
判
決
に
基
づ
い
て
、
配
偶
者
の
他
方
な
い
し
遺
言
執
行
者
が
強
制
執
行
を
行
う
も

の
で
あ
る
か
ら
、
他
人
の
判
決
に
よ
る
強
制
執
行
で
あ
る
も
の
の
、
当
該
判
決
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
権
利
は
合
有
財
産
な
い
し
相
続
人
等
の

財
産
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
権
利
に
関
し
て
配
偶
者
の
他
方
や
遺
言
執
行
者
が
執
行
当
事
者
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
担
当
の
領
域
に

入
る
こ
と
に
な
る
。

（
９
）
戻
授
権
型
や
第
三
者
授
権
型
に
つ
い
て
は
、
委
託
に
基
づ
く
執
行
担
当
と
い
う
意
味
で
「
任
意
的
執
行
担
当
（gew

illkürte 
V
ollstreckungsstandschaft

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
（Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, Zw

angsvollstreckungsrecht, 12. 
A
ufl. (2010), §

16 Ⅴ
 2. d (Rdnr. 109), M

üK
o(ZPO

)-G. Lüke, 2. A
ufl. (2000), §

265 Rdnr. 10; M
üK

o (ZPO
)-Becker-Eberhard, 3. 

A
ufl. (2008) und 4. A

ufl. (2013), §
265 R

dnr. 10; Schuschke/W
alker-Schuschke, V

ollstreckung und vorläufiger 
Rechtsschutz, 5. A

ufl. (2011), §
727 Rdnr. 29

）。
ま
た
、
訴
訟
担
当
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
「
独
立
的
執
行
担
当

（isolierte V
ollstreckungsstandschaft

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（M

üK
o (ZPO

)-W
olfsteiner, 3. A

ufl. (2008), §
724 Rdnr. 27; 

Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, a. a. O
., §

23 Ⅱ
 7 (Rdnr. 32); Zim

m
erm

ann, ZPO
, 9. A

ufl. (2011), §
727 Rdnr. 4; Zöller-

V
ollkom

m
er, ZPO

, V
or §

50 Rdnr. 43; Zöller-Stöber, ZPO
, §

727 Rdnr. 13; T
hom

as/Putzo, ZPO
, 34. A

ufl. (2013), §
727 

Rdnr. 3a; Prütting/Gehrlein-Gehrlein, ZPO
, 5. A

ufl. (2013), §
50 Rdnr. 38

）。
ま
た
、「
任
意
的
独
立
的
執
行
担
当
」
と
す
る
も
の
も

あ
る
（Baur/Stürner/Bruns, Zw

angsvollstreckungsrecht, 13. A
ufl. (2006), Rdnr. 12.12; Stein/Jonas-M

ünzberg, ZPO
, vor §

704 
Rdnr. 38; Zöller-H

erget, ZPO
, §

767 Rdnr. 8

）。

（
10
）
土
地
債
務
と
は
、
抵
当
権
に
類
似
す
る
不
動
産
担
保
権
で
あ
る
が
、
被
担
保
債
権
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
抵
当
権
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
被
担
保
債
権
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
と
い
う
点
を
除
い
て
は
、
抵
当
権
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
一
九
二
条
）。
土
地
債
務
に
は
証
券
土
地
債
務
（Briefgrundschuld

）
と
登
記
土
地
債
務
（Buchgrundschuld

）
が
あ
る
が
、
証
券

の
交
付
を
当
事
者
が
禁
止
し
た
場
合
に
後
者
が
成
立
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
一
六
条
）、前
者
が
原
則
で
あ
る
と
い
え
る
。

前
者
は
土
地
債
務
証
券
（Grundschuldbrief

）
が
発
行
さ
れ
る
土
地
債
務
で
あ
り
、
土
地
債
務
を
譲
渡
す
る
た
め
に
は
物
権
的
合
意
お
よ
び

土
地
債
務
証
券
の
引
渡
し
が
必
要
と
な
る
（Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. A

ufl. (2009), §
44 Rdnr. 1 ff.; 

大
場
浩
之
「
ド
イ
ツ
に
お
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け
る
登
記
と
土
地
債
務
（Grundschuld

）
の
関
係
（
一
）
─
─
公
示
制
度
と
非
占
有
担
保
制
度
の
理
論
的
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し
て
─
─
」

早
稲
田
法
学
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
〇
頁
以
下
）。

（
11
）
ド
イ
ツ
語
の
「V

ollstreckungstitel

」
は
、
訳
語
と
し
て
は
「
執
行
名
義
」
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
さ

し
あ
た
り
比
較
的
わ
が
国
の
用
語
法
に
な
じ
み
や
す
い
「
債
務
名
義
」
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
12
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
一
項
：「
執
行
力
あ
る
正
本
は
、
判
決
に
表
示
さ
れ
た
債
権
者
の
承
継
人
の
た
め
に
、
並
び
に
、
判
決
に
表
示
さ
れ
た
債
務

者
の
承
継
人
及
び
係
争
目
的
物
の
占
有
者
で
あ
っ
て
、三
二
五
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
に
対
し
て
、付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
権
利
承
継
や
占
有
関
係
が
裁
判
所
に
顕
著
で
あ
る
と
き
、
又
は
、
公
の
証
書
若
し
く
は
公
の
認
証
の
あ
る
証
書
に
よ
る
証
明
が
あ
る

と
き
に
限
る
。」

（
13
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
一
項
：「
訴
訟
係
属
は
、
一
方
又
は
他
方
の
当
事
者
が
係
争
目
的
物
を
譲
渡
す
る
権
利
又
は
主
張
さ
れ
て
い
る
請
求
権
を
譲

渡
す
る
権
利
を
排
除
し
な
い
。」

　
　
　

同
二
項
一
文
：「
係
争
目
的
物
の
譲
渡
又
は
主
張
さ
れ
て
い
る
請
求
権
の
譲
渡
は
、
訴
訟
手
続
に
影
響
を
与
え
な
い
。」

（
14
）
前
注
の
通
り
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二
項
は
訴
訟
係
属
後
の
譲
渡
の
場
合
の
当
事
者
恒
定
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
が
、こ
の
判
示
部
分
の
意
味
は
、

有
名
義
請
求
権
の
譲
渡
（
確
定
判
決
取
得
後
の
請
求
権
の
譲
渡
）
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
恒
定
効
を
用
い
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
有
名
義
請
求
権
の
譲
渡
の
場
合
に
も
当
事
者
恒
定
効
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
譲
渡
人
が
そ
の
ま
ま
強
制
執
行
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
帰
結
も
成
り
立
ち
得
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
の
規
定
は
、
訴
訟
係
属
中
に
権
利
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
た
る
当
事
者
が
既
存
の
判
決
手
続
を
そ
の
ま
ま
継
続
す
る
利
益

を
保
護
す
る
趣
旨
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
第
三
節
第
二
款
「
三
」（
二
）
参
照
）。

（
15
）
訴
訟
担
当
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
お
け
る
訴
訟
担
当
者
の
執
行
当
事
者
適
格
に
関
し
て
、
わ
ず
か
に
問
題
と
な
っ
て
い

た
の
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
二
九
条
三
項
の
場
面
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
・
裁
判
例
と
も
ほ
ぼ
肯
定
説
で
一
致
し
て
い
る
の
で
、
注
で
紹
介
す
る

に
と
ど
め
た
い
（
以
下
に
つ
い
て
、Schm

idt, a. a. O
. (Fn. 2), S. 22 ff.; Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 431 ff.

）。

　
　
　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
二
九
条
三
項
一
文
は
、婚
姻
中
の
両
親
が
別
居
し
て
い
る
場
合
又
は
婚
姻
中
の
両
親
の
婚
姻
事
件
（Ehesache

〔
離
婚
の
訴
え
、

婚
姻
無
効
・
取
消
の
訴
え
、
婚
姻
関
係
の
存
否
の
確
定
の
訴
え
、
婚
姻
生
活
の
作
出
の
訴
え
を
い
う
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
〇
六
条
一
項
）〕）
の
係
属
中

に
限
り
、
両
親
の
一
方
は
、
子
が
両
親
の
他
方
に
対
し
て
有
す
る
扶
養
請
求
権
に
つ
い
て
、
両
親
の
他
方
に
対
し
て
自
己
の
名
で
請
求
す
る
こ
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と
が
で
き
る
、
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
親
の
一
方
は
、
子
が
両
親
の
他
方
に
対
し
て
有
す
る
扶
養
請
求
権
に
つ
い
て
、
法
定
訴

訟
担
当
者
と
し
て
訴
訟
追
行
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
子
供
が
両
親
の
離
婚
訴
訟
等
に
当
事
者
と
し
て
引
き
込
ま
れ
る
こ

と
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
子
が
有
す
る
扶
養
料
請
求
権
に
つ
い
て
、
両
親
の
一
方
が
給
付
受
領
権
を
有
す
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
が
、
そ

の
根
拠
は
両
親
の
一
方
が
有
す
る
実
体
法
上
の
法
定
代
理
権
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
子
の
成
人
や
保
護
権
の
剥
奪
な
ど
に
よ
り
終
了

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

原
告
と
な
っ
た
両
親
の
一
方
が
勝
訴
判
決
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
両
親
の
一
方
が
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
二
九
条
三
項
の
要
件
（
法
定
訴
訟
担
当
の
要
件
）
を
満
た
し
て
い
る
間
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
肯

定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
婚
姻
事
件
の
終
了
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
二
九
条
三
項
の
要
件
を
満
た

さ
な
く
な
っ
た
後
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
訴
訟
当
事
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
（Gaul/

Schilken/Becker-Eberhard, Zw
angsvollstreckungsrecht, 12. A

ufl. (2010), §
10 Ⅳ

 2. a (Rdnr. 66); Zöller-Stöber, ZPO
, 30. 

A
ufl. (2014), §

724 Rdnr. 3; Lackm
ann, Zw

angsvollstreckungsrecht, 9. A
ufl. (2010), Rdnr. 735. 

高
裁
レ
ベ
ル
の
裁
判
例
と
し
て
、

ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
八
三
年
七
月
四
日
決
定
（K

G, Fam
RZ 1984, 505

）、
ハ
ン
ブ
ル
グ
高
等
裁
判
所
一
九
八
四
年
五
月
九
日
決
定

（O
LG H

am
burg, Fam

RZ 1984, 927
）、ケ
ル
ン
高
等
裁
判
所
一
九
八
五
年
三
月
五
日
決
定
（O

LG K
öln, Fam

RZ 1985, 626

）、シ
ュ
レ
ー

ス
ヴ
ィ
ヒ
高
等
裁
判
所
一
九
八
九
年
九
月
二
五
日
決
定
（O

LG Schlesw
ig, Fam

RZ 1990, 189

）、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
九
〇
年

一
月
二
三
日
決
定
（O

LG M
ünchen, Fam

RZ 1990, 653

）、
ハ
ム
高
等
裁
判
所
一
九
九
二
年
一
月
一
七
日
判
決
（O

LG H
am

m
, Fam

RZ 
1992, 843

））。
な
お
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
高
等
裁
判
所
一
九
九
三
年
七
月
一
五
日
決
定
（O

LG Frankfurt, Fam
RZ 1994, 453

）
は
、
基
本

的
に
通
説
に
従
う
も
の
の
、
親
の
法
定
代
理
権
が
消
滅
し
た
こ
と
が
債
務
名
義
自
体
か
ら
明
ら
か
な
場
合
（
子
の
成
人
等
）
に
つ
い
て
は
、
両

親
の
一
方
に
対
す
る
執
行
文
の
付
与
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
高
等
裁
判
所
一
九
八
五
年
三
月
二
〇
日
決
定
（O

LG 
H
am

burg, Fam
RZ 1985, 624

）
は
、
子
供
が
成
人
し
た
際
に
扶
養
料
の
徴
収
方
法
に
関
す
る
無
用
の
争
い
が
発
生
す
る
の
を
防
止
す
る
観
点

か
ら
、
両
親
の
一
方
は
子
の
法
定
代
理
人
と
し
て
子
の
名
で
強
制
執
行
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
16
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
一
項
：「
強
制
執
行
は
、
執
行
文
が
付
与
さ
れ
た
判
決
の
正
本
（
執
行
力
あ
る
正
本
）
に
基
づ
い
て
す
る
。」

　
　
　

同
条
二
項
：「
執
行
力
あ
る
正
本
は
、
第
一
審
裁
判
所
の
書
記
課
の
書
記
官
が
付
与
し
、
訴
訟
が
上
級
審
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
裁
判
所
の
書
記
課
の
書
記
官
が
付
与
す
る
。」
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同
七
二
五
条
：「『
上
の
正
本
は
、
強
制
執
行
の
た
め
に
誰
某
（
当
事
者
の
表
示
）
に
付
与
す
る
。』
と
い
う
文
言
に
よ
る
執
行
文
は
、
判
決
の

正
本
の
末
尾
に
付
記
さ
れ
、
書
記
課
の
書
記
官
に
よ
っ
て
署
名
が
な
さ
れ
、
裁
判
所
の
公
印
が
押
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
17
）Rosenberg/Schw

ab/Gottw
ald, Zivilprozessrecht, 17. A

ufl. (2010), §
100 Ⅲ

 1 (Rdnr. 16); M
üK

o (ZPO
)-Becker-Eberhard, 

§
265 Rdnr. 69.

（
18
）W

olfgang Grunsky, D
ie V

eräußerung der streitbefangenen Sache, 1968, S. 99 f. 

参
照
。
最
近
ま
で
の
学
説
の
分
布
状
況
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、Paul O

berham
m
er, A

btretung, Inform
ationsrisiko und Zivilprozeß, in: Festschrift für D

ieter Leipold zum
 

70. Geburtstag, 2009, S. 104, Fn. 14 und 15 

に
詳
細
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
19
）
な
お
、
ヴ
ィ
ー
ン
ケ
は
、『
執
行
担
当
』
と
題
す
る
博
士
論
文
に
お
い
て
、
任
意
的
訴
訟
担
当
の
場
合
は
、
判
決
主
文
の
給
付
の
宛
先
で
単
純

執
行
文
の
付
与
の
対
象
を
決
定
す
る
の
に
対
し
て
（
後
述
「
四
」
参
照
）、
法
定
訴
訟
担
当
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
二
項
）
の
場
合
は
、
常
に
訴
訟

担
当
者
に
単
純
執
行
文
の
付
与
を
認
め
る
旨
の
主
張
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
無
影
響
説
を
採
用
し
て
い
る
（
＝
給
付
の
宛
先
は
常
に
訴
訟
担

当
者
と
な
る
）
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（W

ienke, a. a. O
. (Fn. 3), S. 135-142

）。

（
20
）
後
者
の
よ
う
な
任
意
的
訴
訟
担
当
は
、「
純
粋
な
任
意
的
訴
訟
担
当
（reine gew

illkurte Prozeßstandschaft

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
取
立
授
権
と
任
意
的
訴
訟
担
当
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
て
お
り
（
八
田
卓
也
「
任
意
的
訴
訟
担

当
の
許
容
性
に
つ
い
て
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
六
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
一
二
八
頁
以
下
）、
後
者
の
よ
う
な
類
型
の
み
を
任
意
的
訴

訟
担
当
と
す
る
学
説
も
あ
れ
ば
、
後
者
の
よ
う
な
任
意
的
訴
訟
担
当
を
不
許
容
と
す
る
学
説
も
あ
っ
て
、
見
解
は
様
々
な
よ
う
で
あ
る
（
八
田
・

前
掲
一
三
五
頁
（
注
117
）、
一
三
六
頁
（
注
119
）
に
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
）。
な
お
、
堀
野
出
「
任
意
的
訴
訟
担
当
の
意
義
と
機
能
（
二
・
完
）」

民
商
法
雑
誌
一
二
〇
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
二
七
八
頁
（
注
105
）
は
、
後
者
の
よ
う
な
類
型
の
任
意
的
訴
訟
担
当
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

理
論
モ
デ
ル
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

（
21
）
以
上
に
つ
い
て
、Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 413 ff., S. 424; W
ienke, a. a. O

. (Fn. 3), S. 161 ff., S. 167.

（
22
）
な
お
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
訴
訟
担
当
先
行
型
に
つ
い
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
は
主
に
株
主
代
表
訴
訟
の
場
面
で
あ
る
が
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
の
株
式
法
（
Ａ
ｋ
ｔ
Ｇ
）
の
改
正
に
よ
っ
て
、
株
主
代
表
訴
訟
に
相
当
す
る
制
度
が
新
設
さ
れ
た
た
め
（
Ａ

ｋ
ｔ
Ｇ
一
四
八
条
〔K

lagezulassungsverfahren

〕）、
執
行
担
当
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
株
主
代
表
訴
訟
に
相
当
す

る
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
（
な
お
、
条
文
上
は
会
社
に
対
す
る
給
付
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
〔
Ａ
ｋ
ｔ
Ｇ
一
四
八
条
四
項
二
文
〕）。
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（
23
）
裁
判
例
の
中
で
こ
の
問
題
が
直
接
的
に
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
三
二
年
一
〇
月
二
二
日
決
定
（K

G, JW
 

1933, 1799

）、
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
五
六
年
五
月
二
三
日
決
定
（K

G, JR 1956, 303

）、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
一
月
二
三

日
決
定
（BGH

, N
JW

 1984, 806

）
が
あ
り
、
本
文
で
詳
し
く
紹
介
す
る
。

　
　
　

ま
た
、
訴
訟
担
当
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五
条
に
よ
っ
て
単
純
執
行
文
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
た
判
例
と

し
て
、
帝
国
裁
判
所
一
九
四
一
年
一
一
月
八
日
決
定
（RG, RGZ 167, 321

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い

て
も
影
響
説
を
と
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
決
定
理
由
の
中
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
は
、
権
利
承
継

人
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、権
利
承
継
人
は
そ
れ
を
以
っ
て
当
然
に
は
執
行
文
付
与
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、

執
行
文
付
与
を
受
け
る
に
は
権
利
承
継
の
事
実
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
示
し
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
〇
年
一
一
月
二
九
日
判
決
（BGH

, BGH
Z 113, 90 = N

JW
 1991, 839

）
は
、
権
利
承
継
人
に
承
継
執

行
文
が
付
与
さ
れ
る
ま
で
と
い
う
留
保
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
二
重
執
行
の
危
険
の
防
止
の
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
同
判
決
が
引
用
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
一
月
二
三
日
決
定
（BGH

, N
JW

 1984, 806

）
が
、
新
債
権
者
が
承
継
執
行
文
の
付

与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
少
な
く
と
も
、
旧
債
権
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
条
、
七
二
五
条
に
基
づ
い
て
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
て

お
ら
ず
、
債
務
者
を
二
重
執
行
の
危
険
に
さ
ら
さ
な
い
場
合
で
あ
る
と
し
て
い
る
た
め
）。

（
24
）
条
文
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
注
16
）
参
照
。

（
25
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
四
条
一
文
：「
執
行
力
あ
る
正
本
の
交
付
に
先
立
っ
て
、
判
決
の
原
本
に
そ
の
正
本
を
付
与
し
た
当
事
者
及
び
日
時
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
26
）
権
利
承
継
の
事
実
は
、
確
か
に
第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
す
る
た
め
の
実
体
法
上
の
要
件
と
し
て
必
要
な
事
実
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
単
に
判
決
理
由
中
の
判
断
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
実
そ
の
も
の
に
は
判
決
効
は
生
じ
な
い
（Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, 

Zw
angsvollstreckungsrecht, 12. A

ufl. (2010), §
10 Ⅳ

 2. c (Rdnr. 70); Stein/Jonas-M
ünzberg, ZPO

, 22.A
ufl. (2002), §

727 
Rdnr. 12, Fn. 64

）。
し
た
が
っ
て
、
被
告
で
あ
っ
た
債
務
者
は
、
当
該
第
三
者
へ
の
権
利
承
継
の
事
実
を
争
っ
て
、
権
利
承
継
人
が
別
人
で
あ

る
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
仮
に
権
利
承
継
の
事
実
に
判
決
効
が
生
じ
る
も
の
と
し
て
も
、
判
決
効
を

当
該
第
三
者
に
及
ぼ
す
た
め
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
五
条
に
よ
る
既
判
力
の
拡
張
（
わ
が
国
の
民
訴
一
一
五
条
一
項
三
号
に
相
当
）
が
問
題
と
な

る
が
、
こ
の
既
判
力
の
拡
張
は
真
の
権
利
承
継
人
の
た
め
に
起
き
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
被
告
で
あ
っ
た
債
務
者
が
当
該
第
三
者
に
対
し
て
、
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真
の
権
利
承
継
人
が
別
人
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 426 f.

）。

（
27
）Bley, JW

 1933, 1779 ff.
（
28
）
こ
れ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
教
科
書
第
三
版
（Rosenberg, Lehrbuch des D

eutchen Zivilprozessrechts, 3. A
ufl. (1931), §

179, Ⅰ
 

1.

）
の
引
用
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
教
科
書
の
こ
の
部
分
の
記
述
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
後
掲
（
注
56
）
参
照
。

（
29
）
こ
れ
は
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ヨ
ナ
ス
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
第
二
〇
版
ま
で
に
お
け
る
定
式
（Stein/Jonas, ZPO

, 20. A
ufl. (1986), Rdnr. 35 

vor §
704

）
の
引
用
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ヨ
ナ
ス
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
こ
の
部
分
の
記
述
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
後
述
「
六
」
参
照
。

（
30
）
こ
れ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
教
科
書
第
九
版
ま
で
の
定
式（Rosenberg, Lehrbuch des D

eutchen Zivilprozessrechts, 9. A
ufl. (1961), 

§
32, Ⅰ

 1.

）
の
引
用
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
教
科
書
の
こ
の
部
分
の
記
述
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
後
述
「
六
」
参
照
。

（
31
）
こ
れ
は
バ
ウ
ム
バ
ッ
ハ
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
第
六
版
（Baum

bach, ZPO
, 6. A

ufl. (1931), A
nm

. 7 D
 vor §

704

）
の
引
用
で
あ
る
。

（
32
）K

ion, W
er w

ird V
ollstreckungsgläubiger im

 Fall des §
265 ZPO

?, JZ 1965, 56 f. 

こ
の
論
文
は
、
伊
藤
眞
「
株
主
代
表
訴
訟
の

原
告
株
主
と
執
行
債
権
者
適
格
（
下
）」
金
法
一
四
一
五
号
（
一
九
九
五
年
）
一
四
頁
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
キ
オ
ン
（
当
時
司
法
修
習
生
、
後
弁
護
士
）
は
、
後
に
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
予
備
的
関
係
』（Eventualverhältnisse im

 
Zivilprozeß, Schriften zum

 Prozessrecht. (1971)

）
と
題
す
る
デ
ィ
セ
ル
タ
ツ
ィ
オ
ン
を
執
筆
し
て
お
り
、
こ
の
紹
介
と
し
て
榊
原
豊
・

中
京
法
学
八
巻
一
・
二
合
併
号
（
一
九
七
三
年
）
四
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
33
）K

ion, Zum
 Recht des Rechtnachfolgers auf Erteilung der V

ollstreckungsklausel, N
JW

 1984, 1601 f. 

　
　
　

ま
た
、
ヴ
ィ
ー
ン
ケ
も
同
じ
よ
う
に
、
権
利
承
継
の
事
実
が
判
決
効
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
判
決
の
内
容
の
問
題
は
関
係

が
な
く
、
主
文
の
給
付
の
宛
先
の
記
載
か
ら
形
式
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
反
論
す
る
（W

ienke, a. a. O
. (Fn. 3), S. 172-174

）。
ま
た
、

ハ
イ
ン
ツ
マ
ン
も
同
旨
の
結
論
を
述
べ
る
（
後
掲
（
注
44
）
参
照
）。

（
34
）
同
旨
の
結
論
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 437.

（
35
）K

ion, a. a. O
. (Fn. 33), N

JW
 1984, 1602.

（
36
）K
ion, a. a. O

. (Fn. 32), JZ 1965, 56 f. 

ま
た
、
キ
オ
ン
は
続
け
て
、
執
行
手
続
開
始
後
の
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ

と
か
ら
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
の
準
用
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
実
体
適
格
の
欠
缺
に
基
づ
い
て
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
り
強
制
執
行
を
阻

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
執
行
債
権
者
と
し
て
の
資
格
が
権
利
の
喪
失
と
と
も
に
失
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
均
衡
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上
そ
の
請
求
権
を
既
に
判
決
言
渡
し
の
前
に
譲
渡
し
て
い
た
原
告
も
執
行
債
権
者
と
は
な
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

（
37
）「
任
意
的
執
行
担
当
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
注
９
）
参
照
。

（
38
）
以
上
に
つ
い
て
、Grunsky, ZZP 81 (1968), S. 289 ff., S. 292 f.

（
39
）
例
え
ば
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
高
等
裁
判
所
一
九
六
六
年
一
一
月
二
八
日
決
定
（O

LG D
üsseldorf, JurBüro 1967, 256

）
及
び
ベ
ル
リ

ン
高
等
裁
判
所
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
七
日
決
定
（K

G, Rpfleger 1971, 103

）
は
、
訴
訟
提
起
前
の
債
権
譲
渡
の
譲
渡
人
が
、
任
意
的
訴
訟

担
当
者
と
し
て
譲
受
人
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
取
得
し
、
譲
受
人
が
承
継
執
行
文
の
付
与
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
任
意
的
訴
訟

担
当
者
が
単
純
執
行
文
の
付
与
を
受
け
得
る
こ
と
を
前
提
に
、
訴
訟
係
属
時
に
す
で
に
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
譲
受
人
に
は
判

決
効
が
及
ば
な
い
と
し
て
、
譲
受
人
に
対
す
る
承
継
執
行
文
の
付
与
を
否
定
し
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
二
年
九
月
二
二
日
判
決
（BGH

, N
JW

 1983, 1678 = JZ 1983, 150

）
は
、
任
意
的
訴
訟
担
当
者
が
取
得

し
た
判
決
が
授
権
者
（
実
体
法
上
の
権
利
者
）
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
任
意
的
訴
訟
担
当
者
は
、
債
権
者
取
消
権
の
行

使
権
者
で
あ
る
「
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
（Schuldtitel

）
を
取
得
し
た
債
権
者
」（
Ａ
ｎ
ｆ
Ｇ
〔
破
産
手
続
外
に
お
け
る
債
務
者
の
法
的
行
為

の
取
消
に
関
す
る
法
律
〕
二
条
）
に
該
当
す
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
の
事
案
は
、
原
告
が
Ａ
に
対
し
て
債
務
（
執
行
証
書
有
）
を

負
担
し
て
い
た
た
め
、
原
告
が
Ｂ
（
被
告
の
夫
）
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の
一
部
を
Ａ
に
譲
渡
し
て
、
原
告
が
Ｂ
に
対
し
て
当
該
債
権
の
給
付

訴
訟
を
提
起
し
て
、
Ａ
及
び
自
ら
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
取
得
し
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
が
被
告
に
対
し
て
財
産
を
譲
渡
し
た
た
め
に
、
原

告
が
被
告
に
対
し
て
債
権
者
取
消
権
（
Ａ
ｎ
ｆ
Ｇ
一
条
）
を
行
使
す
る
た
め
に
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
40
）
法
定
訴
訟
担
当
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
注
19
）
参
照
。

（
41
）W

ienke, a. a. O
. (Fn. 3), S. 161-168.

（
42
）
こ
の
部
分
の
記
述
に
続
け
て
、ヴ
ィ
ー
ン
ケ
は
、第
三
者
に
対
す
る
給
付
を
合
意
す
る
裁
判
上
の
和
解
に
当
該
第
三
者
が
参
加
し
た
場
合
に
は
、

当
該
第
三
者
に
は
自
己
固
有
の
執
行
権
限
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
、
授
権
者
に
対
す
る
給
付
を
求
め
る
任
意
的
訴
訟

担
当
の
場
合
に
は
、
任
意
的
訴
訟
担
当
者
の
権
限
は
被
告
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
授
権
者
と
任
意
的
訴
訟
担
当
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
授
権

者
に
対
す
る
給
付
を
求
め
る
判
決
を
取
得
す
る
点
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
記
の
和
解
の
場
合
と
同
様
に
理
解
で
き
る
旨
を
述
べ
て
い
る

（W
ienke, a. a. O

. (Fn. 3), S. 163 f.

）。
要
す
る
に
、
訴
外
第
三
者
が
裁
判
上
の
和
解
に
自
ら
に
対
す
る
給
付
の
合
意
を
求
め
て
参
加
す
る
こ

と
と
、
授
権
者
が
任
意
的
訴
訟
担
当
者
の
訴
訟
上
の
権
限
を
自
ら
に
対
す
る
給
付
を
求
め
る
範
囲
に
制
限
す
る
こ
と
を
、
固
有
の
執
行
権
限
を
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認
め
る
根
拠
と
し
て
等
価
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
若
干
難
解
な
議
論
で
あ
る
。

（
43
）
こ
の
点
は
、
ブ
ラ
イ
の
指
摘
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
論
法
で
あ
る
（「
三
」（
一
）（
ア
）
参
照
）。

（
44
）
ヴ
ィ
ー
ン
ケ
は
、
こ
の
記
述
を
す
る
に
際
し
て
、
任
意
的
訴
訟
担
当
の
場
合
の
判
決
効
の
主
観
的
拡
張
に
関
す
る
ハ
イ
ン
ツ
マ
ン
（W

alther 
H
eintzm

ann

）
の
主
張
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
ハ
イ
ン
ツ
マ
ン
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
一
般
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

も
の
の
、
こ
れ
に
対
す
る
賛
否
に
関
係
な
く
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
著
名
な
学
説
で
あ
る
た
め
、
以
下
に
問
題
の
所
在
と
主
張
の
概
要
を
紹

介
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

ま
ず
、
判
決
効
の
主
観
的
拡
張
に
関
す
る
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
の
規
定
上
の
相
違
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
日
本
に
お
い
て
は
、
任
意
的
訴
訟

担
当
の
授
権
者
に
対
す
る
判
決
効
の
拡
張
が
明
文
規
定
で
み
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
（
民
事
訴
訟
法
一
一
五
条
二
号
、
民
事
執
行
法
二
三
条
一

項
二
号
）、
授
権
者
は
交
替
執
行
文
の
付
与
を
受
け
て
執
行
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
明
文
上
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
、
授
権
者
に
対
す
る
判
決
効
の
拡
張
を
認
め
る
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
授
権
者
の
執
行
当
事
者
適
格
の
有
無
は
解
釈
問
題
と
な
る
。
そ

し
て
、
こ
の
問
題
は
、
承
継
執
行
文
の
付
与
を
定
め
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
っ
て
、
授
権
者
に
執
行
文
を
付
与
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
設
定
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

担
保
目
的
の
債
権
譲
渡
の
譲
渡
人
が
、
譲
受
人
か
ら
の
授
権
に
よ
っ
て
原
告
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
、
譲
受
人
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判

決
を
得
た
、
と
い
う
任
意
的
訴
訟
担
当
に
つ
い
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
事
例
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
前
記
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
結
論
を
導
く

の
は
容
易
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
一
項
本
文
は
、「
執
行
力
あ
る
正
本
は
、
判
決
に
表
示
さ
れ
た
債
権
者
の
承
継
人
の
た

め
に
、
並
び
に
、
判
決
に
表
示
さ
れ
た
債
務
者
の
承
継
人
及
び
係
争
目
的
物
の
占
有
者
で
あ
っ
て
、
三
二
五
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
効
力
が

及
ぶ
者
に
対
し
て
、
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
「
承
継
人
」
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
五
条
の
規
定
─
─
「
確
定
力
の

あ
る
判
決
は
、
当
事
者
の
た
め
に
及
び
こ
の
者
に
対
し
て
、
並
び
に
、
訴
訟
係
属
が
生
じ
た
後
に
当
事
者
の
承
継
人
に
な
っ
た
者
の
た
め
に
及

び
こ
の
者
に
対
し
て
、
又
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
承
継
人
が
間
接
占
有
者
に
な
る
方
法
に
よ
っ
て
係
争
目
的
物
の
占
有
を
取
得
し
た
者
の

た
め
に
又
は
こ
の
者
に
対
し
て
、
効
力
を
持
つ
。」
─
─
に
沿
っ
て
、
訴
訟
係
属
後
の
承
継
人
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
（Baur/

Stürner/B
runs, Zw

angsvollstreckungsrecht, 13. A
ufl. (2006), R

dnr. 17. 7.; G
aul/Schilken/B

ecker-E
berhard, 

Zw
angsvollstreckungsrecht, 12. A

ufl. (2010), §
16 Ⅴ

 2. a (Rdnr. 70); Stein/Jonas-M
ünzberg, ZPO

, §
727 Rdnr. 12.; 

連
邦
通

常
裁
判
所
一
九
九
二
年
一
二
月
九
日
判
決
（BGH

, BGH
Z 120, 387

）
な
ど
）、
前
記
の
よ
う
な
訴
訟
係
属
前
の
譲
渡
の
事
案
に
お
い
て
、
Ｚ
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Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
一
項
を
直
接
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
前
掲
（
注
39
）
で
紹
介
し
た
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
高
等
裁
判
所
一
九

六
六
年
一
一
月
二
八
日
決
定
及
び
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
七
日
決
定
は
、
こ
れ
を
理
由
に
譲
受
人
（
授
権
者
）
に
対
す

る
執
行
文
の
付
与
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
二
年
九
月
二
二
日
判
決
は
、
訴
訟
担
当
者
が
強
制
執
行
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
同
規
定
の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
。
な
お
、
任
意
的
訴
訟
担
当
者
に
判
決
効
の
拡

張
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
は
、
訴
訟
担
当
者
の
訴
訟
追
行
が
授
権
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

〔Rosenberg/Schw
ab/Gottw

ald, Zivilprozessrecht, 17. A
ufl. (2010), §

46 Ⅴ
 4. (Rdnr. 62); Stein/Jonas-Leipold, ZPO

, 22. A
ufl. 

(2008), §
325 Rdnr. 63

〕）。

　
　
　

そ
こ
で
、
ハ
イ
ン
ツ
マ
ン
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
五
条
一
項
の
「
承
継
人
」
を
訴
訟
追
行
権
の
承
継
人

3

3

3

3

3

3

3

3

3

と
理
解
し
た
上
で
、
任
意
的
訴
訟
担
当
の

場
合
に
お
い
て
は
、
訴
訟
の
終
了
と
と
も
に
訴
訟
追
行
権
限
が
任
意
的
訴
訟
担
当
者
か
ら
授
権
者
の
下
に
移
転
す
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
授
権
者
に
判
決
効
の
拡
張
を
認
め
る
試
み
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
人
が
授
与
さ
れ
た
よ
う
な
他
人
の
権
利
に
つ
い
て
の
訴
訟
追

行
権
の
授
与
の
目
的
は
、
確
定
力
の
あ
る
判
決
の
取
得
を
以
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
委
任
代
理
権
が
目
的
達
成
に
よ
っ
て
終
了
す
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
権
限
は
失
効
す
る
こ
と
に
な
り
、
再
び
授
権
者
で
あ
る
譲
受
人
は
権
限
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
譲
受
人
は
被

授
権
者
で
あ
る
譲
渡
人
の
承
継
人
と
な
る
、
と
（H

eintzm
ann, D

ie Prozeßführungsbefugnis, Prozeßrechtliche A
bhandlungen, 

H
eft 29, 1970, S. 98 ff.

）。
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
一
項
に
基
づ
く
承
継
執
行
文
の
付
与
に
つ
い
て
も
同
様
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
譲
受
人
か
ら
譲
渡
人
が
授
与
さ
れ
た
訴
訟
追
行
権
は
訴
訟
の
終
了
と
と
も
に
失
効
し
て
、
譲
受
人
は
訴
訟
追
行
権
の
承
継
人
と
な
る

の
で
あ
り
、こ
の
権
利
承
継
の
事
実
は
、判
決
に
お
い
て
自
己
の
債
権
で
は
な
く
他
人
の
債
権
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
、

と
（H

eintzm
ann, V

ollstreckungsklausel für den Rechtnachfolger bei Prozeßstandcshaft, ZZP 92 (1979), S. 61ff., S. 69

）。

（
45
）Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 413 ff., S. 421-428.

（
46
）Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 422-425. 

（
47
）
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
は
、「
担
保
目
的
の
隠
れ
た
債
権
譲
渡
の
場
合
は
別
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（Becker-Eberhard, a. a. 

O
. (Fn. 2), S. 423, Fn. 39

）。
こ
の
趣
旨
は
、
隠
れ
た
債
権
譲
渡
（
債
務
者
に
譲
渡
の
事
実
を
知
ら
せ
な
い
債
権
譲
渡
）
の
場
合
に
、
譲
渡
人

が
債
務
者
に
債
権
の
履
行
を
請
求
す
る
訴
訟
は
、ド
イ
ツ
の
主
要
な
教
科
書
で
は
任
意
的
訴
訟
担
当
の
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り（
例
え
ば
、

Rosenberg/Schw
ab/Gottw

ald, Zivilprozeßrecht, 17. A
ufl. (2010), §

46 Ⅲ
 2. (Rdnr 38)

）、
こ
の
理
解
を
前
提
に
す
れ
ば
、
訴
訟
担
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当
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
が
な
さ
れ
る
場
合
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
隠
れ
た
債
権
譲
渡
が
訴
訟
係
属
前
に
な
さ
れ
て

い
た
事
実
を
訴
訟
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
譲
渡
人
が
譲
受
人
か
ら
授
権
を
受
け
て
原
告
と
し
て
訴
訟
追
行
す
る
場
合
は
、
そ
の
債

権
は
譲
渡
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
主
張
さ
れ
る
た
め
、
判
決
理
由
で
も
譲
渡
人
が
権
利
者
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
も
っ
と
も
、
自
己
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
る
と
原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
担
当
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に
は

疑
問
を
感
じ
な
く
は
な
い
）。

（
48
）
破
産
手
続
開
始
後
の
破
産
者
に
よ
る
法
的
行
為
の
無
効
を
定
め
た
規
定
で
あ
り
、
現
在
の
Ｉ
ｎ
ｓ
Ｏ
八
一
条
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。

（
49
）
遺
言
執
行
者
の
管
理
下
の
遺
産
を
相
続
人
が
処
分
で
き
な
い
旨
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
（
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
論
文
で
は
「
二

〇
一
一
条
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
二
二
一
一
条
」
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
文
で
は
後
者
で
記
載
し
た
）。

（
50
）
第
三
者
の
た
め
の
契
約
が
真
正
（echt

）
な
も
の
か
不
真
正
（unecht

）
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
の
は
、
第
三
者
（
受
益
者
）
が
給
付
請

求
権
を
取
得
す
る
か
否
か
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
に
規
定
さ
れ
る
「
真
正
な
第
三
者
の
た
め
の
契
約
」
の

場
合
は
、
第
三
者
（
受
益
者
）
は
諾
約
者
に
対
し
て
直
接
の
給
付
請
求
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
（
な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
三
五
条
は
、
受
益
者

が
直
接
の
給
付
請
求
権
を
取
得
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
要
約
者
は
諾
約
者
に
対
し
、
受
益
者
に
対
す
る
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

規
定
し
て
い
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
者
（
受
益
者
）
が
諾
約
者
に
対
す
る
直
接
の
給
付
請
求
権
を
取
得
す
る
こ
と
な
し
に
、
単
に
諾
約
者

が
第
三
者
に
給
付
す
る
義
務（
こ
の
給
付
に
は
免
責
的
効
力
を
伴
う
）だ
け
を
負
う
と
い
う
だ
け
の
場
合
が
あ
り（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
二
項
で
は
、

「
第
三
者
が
権
利
を
取
得
す
る
か
否
か
（
中
略
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
定
め
が
な
い
場
合
は
、
事
情
に
よ
り
、
特
に
契
約
の
目
的
に
よ
り
推
定

す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
第
三
者
が
権
利
を
取
得
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
推
定
規
定
〔
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
九
条
及
び
三
三
〇
条
〕
が
あ

る
）、こ
れ
は「
不
真
正
な
第
三
者
の
た
め
の
契
約（unechter V

ertrag zugunsten D
ritter

）」と
呼
ば
れ
て
い
る（M

üko (BGB)-Gottw
ald, 

§
328 Rdnr. 9 ff.; Bam

berger/Roth, BGB, §
328 Rdnr. 2 ff.

）。

（
51
）
シ
ュ
タ
ト
ポ
ウ
ロ
ス
も
、
不
真
正
な
第
三
者
の
た
め
の
契
約
の
場
合
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
実
体
法
上
の
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
給

付
の
宛
先
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（Stathopoulos, D

ie Einziehungserm
ächtigung, 

1968, S. 129

）。

（
52
）
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ヨ
ナ
ス
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
を
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
が
引
き
継
い
で
い
る
の
で
、
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー

ハ
ル
ト
は
「
ミ
ュ
ン
ツ
ベ
ル
ク
的
な
定
式
」
と
表
現
し
て
い
る
（Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 425

）。
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（
53
）Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 425-426.
（
54
）Becker-Eberhard, a. a. O

. (Fn. 2), S. 417-420.
（
55
）
第
三
者
（
権
利
者
）
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
の
場
合
に
お
け
る
訴
訟
担
当
者
の
執
行
当
事
者
適
格
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、

H
eintzm

ann, a. a. O
. (Fn. 40), ZZP 92 (1979), S. 65; W

ieczorek/Schütze-Paulus, ZPO
, 3. A

ufl. (1999), §
727 Rdnr. 10, 18

（
前
の

版
〔2. A

ufl. (1981), §
727 A

nm
. C Ⅰ

 b

〕
か
ら
改
説
）; D

instühler, D
ie prozessuale W

irkungsw
eise des §

265 ZPO
, ZZP 112 (1999), 

S. 61 ff.[74 f.]; Baur/Stürner/Bruns, Zw
angsvollstreckungsrecht, 13. A

ufl. (2006), Rdnr. 12.12, 17.7; Gaul/Schilken/Becker-
E
berhard, Zw

angsvollstreckungsrecht, 12. A
ufl. (2010), §

16 Ⅳ
 1. (R

dnr. 26), §
10 Ⅳ

 2. (R
dnr. 64 ff.); Lackm

ann, 
Zw

angsvollstreckungsrecht, 9. A
ufl. (2010), Rdnr. 734; Schuschke/W

alker-Schuschke, V
ollstreckung und vorläufiger 

Rechtsschutz, 5. A
ufl. (2011), V

or §§
724-734 Rdnr. 6; M

üK
o (ZPO

)-W
olfsteiner, 4. A

ufl. (2012), §
724 Rdnr. 27; M

usielak-
Lackm

ann, ZPO
, 9. A

ufl. (2012), §
724 Rdnr. 5; Prütting/Gehrlein-K

roppenberg, ZPO
, 5. A

ufl. (2013), §
724 Rdnr. 6; Zöller-

Stöber, ZPO
, 30. A

ufl. (2014), §
724 Rdnr. 3, §

727 Rdnr. 13; T
hom

as/Putzo-Seiler, ZPO
, 34. A

ufl. (2013), §
724 Rdnr. 7. 

第

三
者
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
判
決
で
あ
る
点
に
関
し
て
特
別
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
訴
訟
担
当
者
が
執
行
文
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、Baum

bach/Lauterbach/A
lbers/H

artm
ann, Zivilprozessordnung, 70. A

ufl. (2012), §
727 Rdnr. 

33; Zim
m
erm

ann, ZPO
, 9. A

ufl. (2011), 727 Rdnr. 5.; Blom
eyer, Zivilprozeßrecht, V

ollstreckungsverfahren, 1975, §
16 Ⅱ

 1; 
Jauernig/Berger, Zw

angsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, 23. A
ufl. (2010), §

4 Rdnr. 12.

　
　
　

ま
た
、
執
行
担
当
に
関
す
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
執
筆
し
て
い
る
キ
ル
ス
テ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ベ
ッ
カ
ー
＝
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
主
張
を
一

貫
し
て
支
持
し
て
お
り
（K

. Schm
idt, a. a. O

. (Fn. 2), S. 43 ff.

）、
執
行
文
の
付
与
さ
れ
た
債
務
名
義
か
ら
は
訴
訟
担
当
者
に
執
行
権
限
が

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
述
べ
た
上
で
、
訴
訟
担
当
先
行
型
に
つ
い
て
は
今
日
ま
で
の
検
討
の
範
囲
を
超
え
る
議
論
は
全
く
な

い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
し
て
（K

. Schm
idt, a. a. O

. (Fn. 2), S. 82

）、
執
行
担
当
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴

訟
担
当
先
行
型
に
つ
い
て
は
特
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。

（
56
）Rosenberg/Gaul/Schilken, Zw

angsvollstreckungsrecht, 10. A
ufl. (1987)- 12. A

ufl. (2010), §
32, Ⅰ

 1 (Rdnr. 3). 

　
　
　

な
お
、ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
原
著
の
教
科
書
（Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts

）
に
お
け
る
「
執
行
債
権
者
」

に
関
す
る
説
明
部
分
の
変
遷
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
初
版
（
一
九
二
七
年
）
か
ら
第
二
版
（
一
九
二
九
年
）
ま
で
は
、「
債
務
名
義
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又
は
執
行
文
に
よ
れ
ば
、
債
務
名
義
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
請
求
権
の
保
持
者
又
は
管
理
者
で
あ
る
者
」
と
い
う
定
式
を
用
い
て
い
た
が
、
第

三
版
（
一
九
三
一
年
）
か
ら
は
「
又
は
管
理
者
」
が
消
え
て
「
債
務
名
義
又
は
執
行
文
に
よ
れ
ば
、
債
務
名
義
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
請
求
権

の
保
持
者
で
あ
る
者
」
と
い
う
定
式
と
な
り
、
こ
れ
が
第
九
版
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
初
版
か
ら
第
九
版
ま
で
一
貫
し
て
、
こ
の
定
式
に
続

け
て
「
こ
れ
は
必
ず
し
も
先
行
す
る
判
決
手
続
の
原
告
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
、
訴
訟
費
用
を
原
告

が
負
担
す
る
場
合
は
被
告
が
執
行
債
権
者
と
な
る
と
い
う
場
面
を
挙
げ
て
い
る
。
ブ
ラ
イ
の
評
釈
が
出
た
後
の
第
四
版
（
一
九
四
九
年
）
か
ら

第
七
版
（
一
九
五
六
年
）
ま
で
に
お
い
て
は
、
訴
訟
費
用
を
原
告
が
負
担
す
る
場
合
の
例
に
加
え
て
、「
判
決
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
、
二
六
六
条

に
よ
っ
て
権
利
承
継
人
に
対
す
る
給
付
を
命
じ
る
場
合
は
、
原
告
で
は
な
く
権
利
承
継
人
が
〔
執
行
〕
債
権
者
と
な
る
」
と
い
う
例
を
挙
げ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
、ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
一
九
五
六
年
五
月
二
三
日
決
定
（「
二
」（
二
）
参
照
）
が
出
さ
れ
た
後
の
第
八
版
（
一
九
六
〇
年
）

以
降
の
記
述
で
は
、「
債
務
名
義
又
は
執
行
文
に
よ
れ
ば
、
債
務
名
義
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
請
求
権
の
保
持
者
で
あ
る
者
」
と
い
う
定
式
に
続

け
て
、「
こ
れ
は
判
決
を
取
得
し
た
原
告
の
こ
と
で
あ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
五
条
に
よ
る
権
利
承
継
人
に
対
す
る
給
付
の
名
義
に
な
っ
て
い
る
場
合

で
も
同
様
で
あ
る
」
と
、
同
決
定
を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
続
け
て
「
こ
れ
は
必
ず
し
も
先
行
す
る
判
決
手
続
の
原
告
で

あ
る
と
は
限
ら
ず
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
四
、
七
二
五
条
に
よ
っ
て
執
行
文
の
付
与
を
受
け
れ
ば
、
原
告
の
権
利
承
継
人
も
〔
執
行
〕
債
権
者
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
記
述
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
の
意
図
は
不
明
で
あ
る
。

（
57
）Stein/Jonas-M

ünzberg, ZPO
, 21. A

ufl. (1995) und 22. A
ufl. (2002), Rdnr. 35 vor §

704.

〔
未
完
〕

＊
本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
平
成
二
五
年
度
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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第
二
項　

問
題
の
再
定
式
化
─
警
察
任
務
一
般
条
項
論

第
二
節　

ド
イ
ツ
警
察
・
秩
序
法
の
任
務
配
分
原
理
─
分
析
視
角

　

第
一
項　

脱
警
察
化

　
　

第
一　
「
警
察
行
政
庁
」
─
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条

　
　

第
二　

脱
警
察
化
の
法
的
含
意

　

第
二
項　

警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
役
割
分
担
と
協
働

　
　

第
一　

危
険
防
御
任
務
に
お
け
る
管
轄
配
分
─
補
完
性
原
理

　
　
　
（
１
）
概
要

　
　
　
（
２
）
要
件
と
効
果
（
以
上
、
本
号
）

　
　

第
二　

そ
の
他
の
任
務
─
執
行
援
助
・
職
務
共
助

　

第
三
項　

小
括

第
三
節　

分
析
視
角
に
基
づ
く
我
が
国
の
警
察
法
秩
序
の
検
証

お
わ
り
に
─
分
断
的
規
律
と
解
釈
構
成

は
じ
め
に

一　

近
時
、
行
政
機
関
に
よ
る
公
的
任
務
の
遂
行
に
お
い
て
、
警
察
と
の
連
携
な
い
し
協
力
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
、
産
業
廃
棄
物
処
理
行
政
に
お
け
る
環
境
官
庁
と
警
察
の
連
携
・
協（

１
）力

、
消
費
者
保
護
行
政
に
お
け
る
消
費
者
庁
と
警
察
の
連
携
・

協（
２
）力

、
要
保
護
児
童
の
発
見
・
保
護
に
お
け
る
児
童
相
談
所
と
警
察
の
連
携
・
協（

３
）力

、
い
じ
め
・
少
年
非
行
へ
の
対
応
に
お
け
る
学
校
教
育
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機
関
と
警
察
の
連
携
・
協（

４
）力

、
大
規
模
災
害
に
お
け
る
自
治
体
と
警
察
の
連
携
・
協（

５
）力

等
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
携
・
協
力
が
必
要
と

さ
れ
る
理
由
は
個
々
の
問
題
領
域
毎
に
様
々
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
も
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
行

政
機
関
に
よ
る
公
的
任
務
遂
行
に
お
い
て
警
察
に
何
か
し
ら
の
関
与
が
期
待
さ
れ
て
い
る
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
っ
て

よ
い
。
も
っ
と
も
警
察
法
（
昭
和
二
九
年
六
月
八
日
法
律
第
一
六
二
号
）
二
条
に
よ
り
警
察
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
〝
責
務
〟
と
課
せ
ら
れ
て

い
る
〝
限
界
〟
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
連
携
・
協
力
が
果
た
し
て
ま
た
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
は
、
個
々
の
問
題
領
域

に
立
ち
入
る
前
に
、
一
度
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
警
察
が
担
い
得
る
任
務
の
範
囲

（
管
轄
の
範
囲
）
は
ど
こ
ま
で
か
と
い
う
問
い
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

二　

一
九
九
四
年
に
行
わ
れ
た
警
察
法
改
正（
平
成
六
年
法
律
第
三
九
号
）は
、こ
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
一
つ
の
素
材
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

同
改
正
は
、
警
察
庁
内
部
部
局
の
編
成
の
新
設
な
い
し
変
更
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
中
で
も
「
市
民
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
を
所
掌
事
務
と

明
記
す
る
生
活
安
全
局
の
設
置
を
重
要
な
柱
と
位
置
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
形
式
的
に
は
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
刑
事
局
保
安
部
を

生
活
安
全
局
に
格
上
げ
す
る
組
織
改
編
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
警
察
庁
の
各
局
は
、
警
察
庁
独
自
の
権
限
事
項
を
除
き
、
都
道
府
県
警
察
が

行
う
事
務
を
前
提
と
し
て
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
各
局
の
所
掌
事
務
の
総
体
は
警
察
法
二
条
一
項
が
規
定
す
る
警
察

の
責
務
の
範
囲
を
実
質
上
具
体
化
す
る
機
能
を
果
た（

６
）す

。
ゆ
え
に
、
内
部
部
局
が
新
設
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
警
察
庁
の
事
務
に
関
し
、

次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
」（
同
法
二
二
条
）
と
い
う
規
定
を
通
じ
て
、
警
察
責
務
の
中
に
新
た
に
当
該
部
局
の
所
掌
事
務
が
取
り
入

れ
ら
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
わ
け
で
あ（

７
）る

。
こ
の
こ
と
か
ら
一
部
の
学
説
で
は
、
警
察
法
二
条
一
項
の
責
務
内
容
が
、
今
後
内
部
部
局
の

所
掌
事
務
規
定
を
通
じ
て
、
裏
か
ら
堀
崩
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
た
の
で
あ
っ（

８
）た

。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
異
色
な
行
政
組
織（

９
）法

」
と
称
さ
れ
る
警
察
法
の
規
範
構
造
を
、
そ
の
改
正
プ
ロ
セ
ス
と
と
も
に
慎
重
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
稿
の
対
象
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
の
関
心
は
、（
組
織
法
で
あ
れ
作
用
法
で
あ
れ
）
個
別
の
法
規
定
を
通
じ
た



論　　　説

北法65（5・184）1310

警
察
活
動
の
範
囲
拡
大
が
、
警
察
の
責
務
を
「
厳
格
に
」
限
定
し
た
警
察
法
二
条
二
項
と
の
関
連
に
お
い
て
果
た
し
て
、
ま
た
ど
の
程
度
認

め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
警
察
実
務
家
の
中
に
は
、
警
察
に
権
限
を
付
与
す
る
個
別
法
の
規
定
さ
え
あ
れ
ば
警
察
法
二
条
一
項
の

責
務
範
囲
と
は
無
関
係
に
警
察
の
責
務
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
の
見
解
（
行
政
解
釈
）
が
あ
る

）
（1
（

が
、
他
方
で
戦
後
警
察
法
の
姿
を
刻
印
す
る

警
察
法
二
条
二
項
（
濫
用
防
止
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
警
察
の
活
動
は
あ
く
ま
で
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
市
民
生
活

へ
の
安
易
な
介
入
は
慎
む
べ
き
と
い
う
見
解
も
根
強
く
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
解
の
対
立
は
、
我
が
国
の
警
察
が
負
う
負
の
遺

産
に
対
す
る
印
象
的
考
察
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
警
察
が
担
い
得
る
任
務
の
範
囲
に
つ
い
て
法
解
釈
上
の
議
論
は
十
分
に
深
ま
っ
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
か
ら
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
な
お
火
種
が
燻
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
、
警
察
法
学

上
の
古
典
的
論
点
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
警
察
権
の
限
界
論
の
一
つ
を
構
成
す
る
警
察
消
極
目
的
の
原
則
の
妥
当

性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
問
題
か
ら
検
討
を
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）
北
村
喜
宣「
行
政
的
対
応
の
限
界
と
司
法
的
執
行
─
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
め
ぐ
る
環
境
行
政
と
環
境
警
察
の
活
動（
一
）～（
四
・
完
）」

自
治
研
究
六
九
巻
七
号
（
一
九
九
三
）
五
三
頁
、六
九
巻
八
号
（
同
）
六
七
頁
、六
九
巻
九
号
（
同
）
四
四
頁
、六
九
巻
一
〇
号
（
同
）
六
九
頁
、

同
『
行
政
法
の
実
効
性
確
保
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
）
二
〇
五
頁
以
下
、
坂
井
孝
行
「
産
業
廃
棄
物
事
犯
の
現
状
と
警
察
の
対
応
」
法
律
の
ひ

ろ
ば
五
二
巻
七
号
（
一
九
九
九
）
三
五
頁
以
下
。

（
２
）「
特
集　

生
活
経
済
事
犯
対
策
と
消
費
者
保
護
（
上
）
生
活
経
済
事
犯
全
般
・
関
係
機
関
と
の
連
携
関
係
」
警
察
学
論
集
六
一
巻
一
一
号
（
二

〇
〇
八
）
一
頁
以
下
の
各
論
文
。

（
３
）
望
月
彰
「
児
童
虐
待
ケ
ー
ス
に
お
け
る
警
察
と
児
童
相
談
所
の
協
力
関
係
に
つ
い
て
」
司
法
福
祉
学
研
究
三
号
（
二
〇
〇
三
）
五
一
頁
以
下
、

山
田
不
二
子
「
子
ど
も
虐
待
対
応
に
お
け
る
警
察
の
役
割
」
警
察
政
策
一
三
号
（
二
〇
一
一
）
二
五
頁
以
下
等
。

（
４
）「
国
際
犯
罪
学
会
第
一
六
回
世
界
大
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
警
察
政
策
一
四
号
（
二
〇
一
二
）
一
九
八
頁
以
下
の
各
論
文
。
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（
５
）
山
口
敏
「
犯
罪
被
害
か
ら
子
ど
も
を
守
り
、
非
行
を
防
止
す
る
た
め
の
関
係
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
─
学
校
と
警
察
の
連
携
を
中
心
に
」

警
察
政
策
研
究
一
二
号
（
二
〇
〇
八
）
七
一
頁
以
下
。

（
６
）
田
村
正
博
『
全
訂
警
察
行
政
法
解
説
』（
東
京
法
令
出
版
・
二
〇
一
一
）
二
二
頁
。

（
７
）
参
照
、
坂
元
洋
太
郎
「
警
察
組
織
の
分
析
」
菊
田
幸
一
ほ
か
編
『
社
会
の
な
か
の
刑
事
司
法
と
犯
罪
者
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
七
）
一
九

一
頁
。
も
っ
と
も
注
意
を
要
す
る
の
は
、
警
察
法
二
条
一
項
が
規
定
す
る
責
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
〝
執
行
機
関
と
し
て
の
（
都
道
府
県
）
警

察
〟
で
あ
る
（
警
察
法
三
六
条
二
項
。
参
照
、
警
察
制
度
研
究
会
編
『
全
訂
版
警
察
法
解
説
』（
東
京
法
令
出
版
・
二
〇
〇
四
）
五
六
頁
）。
し

か
し
な
が
ら
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
公
安
委
員
会
が
管
理
す
る
警
察
庁
の
各
局
は
、
都
道
府
県
警
察
が
行
う
事
務
を
前
提
と
し
て
こ
れ

に
関
与
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
掌
事
務
が
警
察
法
二
条
一
項
と
全
く
無
関
係
に
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
九
年
法
律
第
二
二
号
）
は
、
疑
わ
し
い
取
引
と

し
て
届
出
の
あ
っ
た
情
報
の
集
約
、
分
析
及
び
提
供
を
金
融
庁
か
ら
国
家
公
安
委
員
会
・
警
察
庁
に
移
管
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
警
察
法

施
行
令
（
昭
和
二
九
年
政
令
第
一
五
一
号
）
別
表
第
一
に
規
定
さ
れ
る
警
視
庁
及
び
都
道
府
県
警
察
本
部
の
刑
事
部
の
所
掌
事
務
と
し
て
「
犯

罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
こ
と
」
が
追
加
さ
れ
、都
道
府
県
警
察
も
ま
た
そ
の
権
限
行
使
の
一
端
を
担
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
犯

罪
収
益
移
転
防
止
法
一
八
条
三
項
）。

（
８
）
参
照
、
白
藤
博
行
「
警
察
法
『
改
正
』
の
行
政
法
学
的
検
討
」
吉
川
経
夫
編
『
各
国
警
察
制
度
の
再
編
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
九
五
）

二
一
六
頁
、
二
二
一
頁
以
下
。
ま
た
、
同
「『
安
全
の
中
の
自
由
』
論
と
警
察
行
政
法
」
公
法
研
究
六
九
号
（
二
〇
〇
七
）
五
六
頁
以
下
。
さ
ら

に
、
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
国
の
行
政
組
織
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
〇
二
号
）
に
伴
う
警
察
法
改

正
に
関
し
て
、
同
「
リ
ス
ク
社
会
下
の
警
察
行
政
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
六
号
（
二
〇
〇
八
）
八
八
頁
以
下
も
参
照
。

（
９
）
稲
葉
馨
「
行
政
組
織
法
と
し
て
の
警
察
法
の
特
色
」
警
察
政
策
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
）
一
四
頁
。

（
10
）
田
村
正
博
「
警
察
の
活
動
上
の
『
限
界
』（
中
）」
警
察
学
論
集
四
一
巻
七
号
（
一
九
八
八
）
六
八
頁
、
警
察
制
度
研
究
会
編
・
前
掲
五
七
頁
。
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第
一
節　

問
題
設
定

第
一
項　

立
法
原
則
と
し
て
の
警
察
消
極
目
的
の
原
則
？

一　

周
知
の
通
り
警
察
消
極
目
的
の
原
則
と
は
、〝
警
察
権
の
発
動
は
、公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
と
い
う
消
極
的
な
目
的
に
限
定
さ
れ
る
〟

と
い
う
考
え
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、
伝
統
的
に
警
察
活
動
を
統
制
す
る
法
理
の
一
つ
と
し
て
警
察
法
学
上
位
置
づ
け
ら
れ
て
き

）
（（
（

た
。

　

我
が
国
に
お
い
て
こ
の
原
則
の
出
自
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
美
濃
部
達

）
（1
（

吉
の
論
稿
「
警
察
ノ
観
念
ヲ
論
シ
テ
憲
法
第

九
条
ニ
依
ル
独
立
命
令
権
ノ
範
囲
ニ
及
フ
」（
法
学
志
林
一
二
巻
三
号
＝
四
号
＝
六
号
（
一
九
一
〇
））
で
あ
る
が
、
既
に
関
根
謙
一
の
研
究
に
あ

る
よ
う
に
、
同
論
文
は
福
利
目
的
も
含
ん
だ
、
帝
国
憲
法
九
条
が
定
め
る
独
立
命
令
（
こ
れ
は
〝
警
察
〟
命
令
と
称
さ
れ
た
。）
の
範
囲
を
保
安

目
的
に
限
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ

）
（1
（

る
。
同
論
文
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（A

LR

）
に
規
定
さ
れ
た
〝
警
察
〟
の
任
務

を
危
険
の
防
御
に
限
定
し
た
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
並
び
に
そ
の
精
神
を
共
有
し
た
同
時
代
の
学
説
と
共
通
の
思
想
的
基
盤
に
た
つ
も
の
で

あ
り
、
警
察
法
領
域
に
お
い
て
自
由
主
義
的
思
想
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
と
共
通
の
思
想
的
基
盤
に
立
つ
と
い
う

こ
と
は
、
同
原
則
が
我
が
国
に
お
い
て
も
同
じ
適
用
形
態
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
の
精
神
を
反
映
し
た
プ
ロ

イ
セ
ン
警
察
行
政
法
が
警
察
一
般
条
項
に
お
い
て
警
察
に
よ
る
福
祉
活
動
を
実
定
法
上
否
定
し
た
の
と
は
異
な
り
、
我
が
国
に
お
い
て
は
福

利
目
的
を
明
示
的
に
規
定
し
た
帝
国
憲
法
九
条
が
存
在
し
、
さ
ら
に
戦
後
同
規
定
が
廃
止
さ
れ
る
や
否
や
、
独
立
命
令
の
制
限
と
い
う
実
践

的
意
味
も
ま
た
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
警
察
消
極
目
的
の
原
則
が
、
戦
後
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
疑

問
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

）
（1
（

る
。

二
（
一
）
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
同
原
則
は
条
理
と
し
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
実
定
法
の
規
定
の
有
無
に
関
係
な
く
、
ま
た
同
原
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則
の
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
も
切
り
離
さ
れ
て
、〝
警
察
権
力
を
制
限
す
る
法
治
国
家
的
理
念
を
表
現
す
る
も
の
〟
と
し
て
今
な
お
語
ら

れ
る
こ
と
が
あ

）
（1
（

る
。
こ
の
原
則
の
意
義
を
高
く
認
め
、
さ
ら
に
「
立
法
原
則
」
と
し
て
こ
れ
を
展
開
し
た
の
は
高
田
敏
で
あ
る
。
高
田
は
、

同
原
則
が
既
に
本
来
的
意
味
を
失
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
本
来
的
な
警
察
機
関
に
消
極
目
的
の
作
用
と
同
時
に
積
極
目
的
の
作
用
を

も
授
権
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
基
本
権
保
障
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
妥
当
性
を
欠
く
」
ゆ
え
、
同
原
則
は
「
現
在
、
立
法
原
則
と
し
て
の
意
味

を
有
す
る
」
と
い
う
。

「
す
な
わ
ち
、
危
険
の
防
止
・
除
去
の
た
め
の
機
関
に
或
種
の
福
祉
配
慮
的
任
務
を
与
え
る
方
向
は
、『
古
の
警
察
国
家
へ
の
歩
み
』
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

警
察
庁
の
権
限
を
危
険
防
除
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
警
察
国
家
へ
の
歩
み
を
防
止
す
る
保
障
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
私
に
は
、
立
法
原

則
と
し
て
の
消
極
目
的
の
原
則
を
以
上
の
意
味
に
と
ど
め
ず
、
さ
ら
に
、
行
政
警
察
の
項
で
警
察
領
域
の
限
定
に
関
し
た
述
べ
た
原
則
（
註
：
行
政
警
察
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
原
則
と
し
て
（
交
通
警
察
以
外
は
）
警
察
に
包
摂
さ
れ
な
い
こ
と
）
を
本
来
的
警
察
行
政
庁
へ
の
授
権
に
際
す
る
立
法
原
則
と
し
、

そ
れ
を
警
察
消
極
目
的
の
原
則
に
包
摂
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
原
則
は
、
脱
警
察
化

（Entpolizeilichung

）
の
立
法
原
則
化
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

）
（1
（

る
。」

　

し
か
し
な
が
ら
、
既
に
そ
の
妥
当
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
同
原
則
を
、
現
在
に
お
い
て
立
法
原
則
と
し
て
転
用
す
る
に
は
な
お
慎
重
な

検
討
を
要
す
る
。
第
一
に
、
警
察
消
極
目
的
の
原
則
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
警
察
」
概
念
は
、
講
学
上
の
概
念
と
実
定
法
上
の
概
念
が
明
確
に

区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
我
が
国
で
は
非
常
に
曖
昧
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
自
由
主
義
的
法
治
国
家
的
警
察
概
念
を
確
立
し
た

と
さ
れ
る
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
も
「
警
察
（Polizei

）」
が
福
祉
配
慮
的
任
務
を
担
う
こ
と
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
別
な

法
律
の
根
拠
な
く
警
察
一
般
条
項
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
〝
福
祉
配
慮
的
任
務
〟
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と
称
さ
れ
る
も
の
が
、
全
行
政
分
野
を
総
称
す
る
か
つ
て
の
理
解
か
ら
危
険
の
防
止
・
除
去
と
間
接
的
に
関
連
す
る
よ
う
な
も
の
に
至
る
ま

で
幅
広
く
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て

）
（1
（

も
、
同
原
則
は
警
察
活
動
の
範
囲
を
画
す
る
規
準
と
し
て
は
な
お
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な

）
（1
（

い

（「
消
極
目
的
」
と
称
さ
れ
る
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
」
概
念
の
曖
昧
性
に
つ
い
て
は
、
高
田
も
ま
た
認
め
て
い

）
（1
（

る
。）。
ま
た
第
二
に
「
行
政
警
察

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
本
来
的
警
察
行
政
庁
に
授
権
し
な
い
こ
と
」
に
つ
い
て
も
な
お
同
様
に
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

行
政
警
察
に
関
す
る
事
項
（
建
築
・
営
業
・
衛
生
な
ど
）
は
基
本
的
に
は
危
険
防
御
の
任
務

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

を
前
提
と
す
る
（
な
い
し
包
含
す
る
）
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
脱
警
察
化
と
は
こ
の
任
務
を
警
察
機
関
か
ら
行
政
機
関
に
移
譲
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
警
察
消
極
目
的
の
原
則
の
適

用
・
拡
大
に
直
接
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い

）
11
（

し
、
ま
た
以
上
の
点
を
問
わ
な
い
に
し
て
も
（〝
消
極
〟
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
〝
警
察
が
行
う
活
動

を
可
能
な
限
り
最
小
限
に
す
る
〟
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
と
し
て

）
1（
（

も
）、
一
般
の
行
政
機
関
も
ま
た
公
権
力
行
使
の
担
い
手
で
あ
る
以
上
、
脱
警

察
化
そ
の
も
の
が
果
た
し
て
ま
た
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
の
か
、
も
う
一
つ
説
明
が
必
要
と
さ
れ
よ

）
11
（

う
。
高
田
が
用

い
る
「
警
察
」「
本
来
的
な
警
察
機
関
」「
警
察
庁
の
権
限
」「
本
来
的
警
察
行
政
庁
」
と
い
っ
た
用
語
が
、
執
行
機
関
と
し
て
の
警
察
を
念

頭
に
置
く
の
か
（
国
家
）
公
安
委
員
会
・
警
察
庁
・
警
察
署
長
な
ど
の
行
政
官
庁
を
指
す
の
か
、
な
お
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
第
三
に
、「
妥

当
性
を
欠
く
」
と
い
う
表
現
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
立
法
原
則
な
る
も
の
が
立
法
政
策
上
の
原
則
に
止
ま
る
も
の
な
の
か
、
そ

れ
と
も
憲
法
上
の
原
則
な
の
か
（
そ
れ
と
も
他
の
何
か
な
の
か
）、
判
然
と
し
な
い
と
い
う
問
題
も
残

）
11
（

る
。

（
二
）
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
警
察
消
極
目
的
の
原
則
（
の
拡
大
や
立
法
原
則
化
）
を
唱
え
る
こ
と
で
「
警
察
国
家
へ
の
歩
み
を
防
止

す
る
」
試
み
が
、
果
た
し
て
ま
た
ど
の
程
度
、
有
効
か
つ
正
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
か
、
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
文
脈
に
お
い
て
、
警
察
概
念
を
あ
く
ま
で
実
定
法
の
定
め
に
基
づ
い
て
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
警
察
権
限
の
範
囲
を
考
察
し
よ
う

す
る
見
解
が
登
場
し
て
く
る
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
藤
田
宙
靖
は
「『
消
極
目
的
か
ら
す
る
規
制
』
と
い
う

見
地
か
ら
す
る
領
域
画
定
は
、
純
粋
に
理
論
的
な
見
地
か
ら
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、・
・
消
極
目
的
の
行
政
活
動
か
そ
れ
と
も
積
極
目
的
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を
持
っ
た
活
動
か
の
区
別
が
、
多
く
の
場
合
困
難
と
な
っ
て
い
る
今
日
の
行
政
活
動
の
現
実
に
鑑
み
る
と
、
我
が
国
実
定
法
の
考
察
に
と
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
見
地
が
、
果
た
し
て
ま
た
ど
の
程
度
有
効
か
に
つ
い
て
は
、
疑
わ
し
い
」
と
述
べ
た
上
で
、「
今
後
あ
る
べ
き
警
察
行
政

法
学
は
、
ま
ず
以
て
、
い
わ
ゆ
る
『
制
定
法
上
の
警
察
概
念
』、
す
な
わ
ち
、
現
行
の
警
察
法
が
想
定
す
る
『
警
察
』
の
活
動
を
対
象
と
す

べ
き
」
で
あ
り
、「
警
察
法
な
る
一
般
法
が
、
こ
の
意
味
で
の
警
察
行
政
活
動
（
我
が
国
の
行
政
組
織
法
上
「
警
察
組
織
」
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
組
織
体
・
行
政
機
関
が
行
う
活
動
の
中
で
、（
司
法
で
は
な
く
）「
行
政
」
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
活
動
（
い
わ
ゆ
る
「
行
政
警
察
」）

─
筆
者
註
）
を
、
一
定
領
域
を
成
す
も
の
と
し
て
、
多
様
な
行
政
の
中
か
ら
切
り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
規
範
学
の
見
地
か
ら
し

て
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
定
法
が
示
す
こ
の
よ
う
な
関
心
の
意
味
を
、
法
学
的
に
追
求
し
て
み
る
意
義
と
必
要
は
大
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
」
と
す
る
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。

　

も
っ
と
も
、現
行
の
警
察
法
が
想
定
す
る
「
警
察
組
織
」
の
活
動
を
考
察
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、あ
く
ま
で
法
学
的
（
実
定
法
的
）

な
議
論
の
出
発
点
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
警
察
が
他
の
行
政
機
関
が
所
管
す
る
任
務
と
の
関
係
に
お
い
て
果
た
し
て
ま
た
ど
の

程
度
ま
で
関
与
で
き
る
か
、
と
い
う
本
稿
が
設
定
し
た
問
い
に
直
接
答
え
る
も
の
で
は
な

）
11
（

い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
定
法
の
定
め
を
出
発

点
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
定
法
の
規
定
に
従
え
ば
─
憲
法
に
反
し
な
い
限
り
─
ど
の
よ
う
な
任
務
で
も
警
察
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
個
々
の
法
律
規
定
は
、
警
察
の
活
動
を
規
律
す
る
法
秩
序
全
体
（
本
稿
で
は
こ
れ
を
便
宜
上
、

警
察
法
秩
序
と
称
す
る
）
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
つ
つ
関
連
規
定
と
矛
盾
抵
触
な
き
よ
う
、
そ
し
て
一
貫
性
を
担
保
す
る
法
内
在
的
な
準
則
に

最
低
限
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
高
田
が
提
示
す
る
（
拡
大
さ
れ
た
）「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
も

ま
ず
は
現
行
警
察
法
に
通
底
す
る
理
念
・
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
実
定
法
の
定
め
の
中
で
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
11
（

い
。

三　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
三
年
七
月
十
二
日
法
律
第
一
三
六
号
。
以
下
、
警
職
法
と
略
）
一
条
一

項
が
規
定
す
る
「
他
の
法
令
の
執
行
」
の
解
釈
問
題
は
、
右
検
証
素
材
と
し
て
適
例
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
警
察
の
任
務
を
規
定
す
る
警
察
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法
二
条
二
項
に
よ
れ
ば
警
察
の
活
動
は
同
一
項
で
掲
げ
ら
れ
た
責
務
の
範
囲
に
「
厳
格
に
・
・
限
ら
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
他
方
で

警
察
官
の
個
別
的
権
限
を
規
定
す
る
警
職
法
一
条
一
項
は
、「
こ
の
法
律
は
、
警
察
官
が
警
察
法
（
・
・
）
に
規
定
す
る
個
人
の
生
命
、
身

体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
公
安
の
維
持
並
び
に
他
の
法
令
の
執
行
等
の
職
権
職
務
を
忠
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
必
要
な
手
段

を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
と
規
定
し
た
上
で
、
八
条
で
「
警
察
官
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
の
外
、
刑
事
訴
訟
そ
の
他
に
関

す
る
法
令
及
び
警
察
の
規
則
に
よ
る
職
権
職
務
を
遂
行
す
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
文
言
を
形
式
的
に
読
む
限
り

で
は
、「
他
の
法
令
」
が
警
察
法
の
定
め
る
警
察
責
務
に
入
ら
な
い
職
務
を
警
察
に
任
ず
る
場
合
に
は
、
警
職
法
上
の
権
限
を
行
使
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
そ
う
で
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
学
説
上
二
つ
の
相
対
立
す
る
見
解
が
存
在
し
て
い

）
11
（

た
。

　

一
つ
は
、
警
察
法
二
条
二
項
は
警
察
責
務
を
「
厳
格
に
」
限
定
し
そ
の
拡
大
を
防
ぐ
趣
旨
で
あ
る
と
し
て
、
他
の
法
令
の
執
行
を
あ
く
ま

で
警
察
法
が
定
め
る
警
察
責
務
の
内
容
に
限
定
す
る
見
解
（
限
定
列
挙
説
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
須
貝
脩
一
は
「
警
察
法
第
一
条
は
、
警
察

の
責
務
を
終
局
的
完
結
的
に
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
点
に
於
て
、
行
政
警
察
規
則
第
一
条
が
警
察
の
元
来
の
職
務
を
一
応
定
め
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
に
他
の
法
令
に
よ
り
異
種
的
諸
行
政
機
能
が
警
察
に
委
ね
ら
れ
得
た
、
の
と
全
く
異
な
つ
て
居

）
11
（

る
」
と
い
う
。「
新
た
な

る
法
律
ま
た
は
条
例
を
以
て
す
れ
ば
、
警
察
機
関
に
右
の
事
務
以
外
の
事
務
を
委
ね
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
に
見
え
る
（
が
、）、
新

た
な
る
法
律
に
よ
つ
て
、
警
察
法
の
規
定
に
よ
る
職
務
以
外
の
事
務
を
警
察
に
委
任
す
る
こ
と
は
警
察
本
来
の
職
務
の
能
率
を
害
す
る
か
、

ま
た
は
警
察
権
の
濫
用
に
導
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
警
察
法
立
法
の
精
神
に
反
す

）
11
（

る
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
他
の

行
政
機
関
が
明
確
に
所
掌
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
「
交
通
の
取
締
り
」
以
外
の
（
例
え
ば
産
業
警
察
、
衛
生
警
察
と
い
っ
た
）
狭
義
の
行

政
警
察
で
あ
っ
て
も
警
察
の
責
務
に
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
（
例
示
列
挙
説
）
で
あ

）
1（
（

る
。
例
え
ば
警
察
実
務
家
で
あ
る
高
石
和
夫
は
、
現
代

社
会
に
お
け
る
生
活
危
険
の
増
大
の
、
国
民
意
識
の
不
安
か
ら
く
る
「
規
制
需
要
の
高
ま
り
は
、
警
察
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
生
活
危
険
の
規

制
を
求
め
る
、
規
制
需
要
の
範
囲
及
び
そ
れ
に
伴
い
利
害
調
整
機
能
を
果
た
す
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
る
分
野
の
範
囲
を
、
著
し
く
拡
大
さ
せ



脱警察化と行政機関に対する警察の役割（１）

北法65（5・191）1317

て
い
る
」
と
い
う
。
ゆ
え
に
高
石
に
よ
れ
ば
、「
警
察
の
責
務
」
で
あ
る
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
」
の
概
念
は
、「
時
と
所
と
を
異
に

し
て
、
そ
の
内
容
に
変
化
の
あ
る
、『
動
く
概
念
』
で
あ
り
、『
本
質
的
に
進
化
す
る
概
念
』
で
あ
」
っ
て
、「
警
察
が
、
従
来

3

3

、『
警
察
の
責

務
』
と
解
し
て
き
た

3

3

3

3

3

範
囲
を
超
え
る
規
制
需
要
に
対
し
て
、
警
察
は
、
そ
れ
を
『
警
察
の
責
務
』
外
で
あ
る
と
速
断
し
て
、
拒
否
し
て
は
な

ら
な
い
」（
強
調
─
原
文
）
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

最
近
で
は
後
者
の
例
示
列
挙
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

）
11
（

り
、
ま
た
事
実
、
実
務
に
お
い
て
も
既
に
「
他
の
法
律

に
よ
っ
て
警
察
機
関
に
権
限
を
与
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
が
本
条
（
警
察
法
二
条
─
筆
者
註
）
に
規
定
す
る
責
務
の
範
囲
内
で
あ
る
か
ど
う

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

か
に
か
か
わ
ら
ず

3

3

3

3

3

3

3

、
そ
の
権
限
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」（
強
調
─
筆
者
）
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
同
説
が
、警
察
法
二
条
二
項
の
定
め
る
〝
限
界
〟
と
の
関
係
に
お
い
て
、果
た
し
て
ま
た
ど
の
程
度
説
得
的
で
あ
る
か
は
、

学
説
判
例
上
、
十
分
な
検
証
は
な

）
11
（

い
。
そ
も
そ
も
法
が
「
厳
格
に
・
・
・
責
務
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
」
と
強
調
し
て
規
定
し
て
い
る
場
合
に

は
、
こ
れ
が
最
終
的
規
律
、
す
な
わ
ち
特
別
法
に
よ
っ
て
も
変
更
で
き
な
い
規
律
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
法
解
釈
と
し
て
、
ま
た
警
察
法
（
特

に
旧
警
察
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
九
六
号
））
の
制
定
経
緯
か
ら
し
て
も
自
然
な
態
度
で
あ
る

）
11
（

し
、ま
た
こ
の
こ
と
は
、旧
警
察
法
一
条
が
「
警

察
は
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
任
じ
、
犯
罪
の
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
及
び
公
安
の
維
持
に
当
た
る
こ
と
を
以
て
そ
の
責

務
と
す
る
」
と
定
め
、
具
体
的
に
二
条
で
「
公
共
の
秩
序
の
維
持
」「
生
命
及
び
財
産
の
保
護
」「
犯
罪
の
予
防
及
び
鎮
圧
」「
犯
罪
の
捜
査

及
び
被
疑
者
の
逮
捕
」「
交
通
の
取
締
」
に
加
え
「
逮
捕
状
、
拘
留
状
の
執
行
そ
の
他
の
裁
判
所
、
裁
判
官
又
は
検
察
官
の
命
ず
る
事
務
で

法
律
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
」
の
み
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ

）
11
（

る
。
現
に
警
職
法
八
条
に
よ
り
「
刑
事
訴
訟
そ
の
他
に
関
す

る
法
令
及
び
警
察
の
規
則
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
刑
事
訴
訟
法
の
他
、
風
俗
営
業
等
取
締
法
、
古
物
営
業
法
、
質
屋
営
業
法
、
道

路
交
通
法
、
遺
失
物
法
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
等
、
多
く
は
一
般
的
権
限
を
持
つ
警
察
官
が
警
察
責
務
の
枠
内

3

3

3

3

3

3

3

で
特
殊
具
体
的
な
事

態
に
対
処
す
る
場
合
の
特
別
な
職
権
職
務
を
定
め
た
も
の
で
あ

）
11
（

り
、
警
職
法
と
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
な
法
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令
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
警
察
責
務
と
全
く
無
関
係
な
職
権
職
務
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係

か
ら
離
れ
、
警
察
責
務
を
「
厳
格
に
」
限
定
し
た
警
察
法
に
法
体
系
上
違
背
す
る
と
評
す
る
こ
と
も
直
ち
に
不
可
能
と
は
言
い
切
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
警
察
の
責
務
外
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
〝
産
業
警
察
〟〝
衛
生
警
察
〟
と
い
っ
た
任
務
に
つ
い
て
も
、
警
察
が
こ
の

任
務
を
（
許
認
可
権
限
を
含
め
て
）
全
面
的
に
担
う
の
か
、
そ
れ
と
も
行
政
機
関
が
行
う
立
入
り
調
査
な
ど
に
一
部
関
与
す
る
に
止
ま
る
の
か

に
よ
っ
て
も
随
分
と
結
果
は
異
な
る
。
仮
に
警
察
の
責
務
と
全
く
無
関
係
な
職
権
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
警
察

法
二
条
二
項
に
照
ら
し
て
も
な
お
こ
れ
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
論
証
負
担
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

）
11
（

て
、
個
別
法
の
規
定
さ

え
あ
れ
ば
警
察
法
二
条
の
責
務
と
は
無
関
係
に
警
察
任
務
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
の
見
解
は
決
し
て
「
い
う
ま
で
も
な

）
11
（

い
」
と
即
断
で
き
る

問
題
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
警
察
の
任
務
範
囲
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
我
が
国
の
警
察
法
な
い
し
警
職
法
制
定
の

経
緯
を
踏
ま
え
、
改
め
て
慎
重
に
考
察
し
直
す
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

（
11
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
下
巻
（
全
訂
第
二
版
）』（
弘
文
堂
・
一
九
八
三
）
五
六
頁
。

（
12
）
以
下
、
本
稿
で
は
敬
称
を
略
す
。

（
13
）
関
根
謙
一
「
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
警
察
の
概
念
」
成
田
頼
明
先
生
古
稀
記
念
『
政
策
実
現
と
行
政
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
八
）
四
五
二
頁

以
下
、
四
六
七
頁
以
下
。
参
照
、
島
田
茂
「
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
構
造
」
甲
南
法
学
五
三
巻
二
号
（
二
〇
一
二
）
四
頁
以
下
。

（
14
）
参
照
、
田
村
正
博
『
全
訂
警
察
行
政
法
解
説
』（
東
京
法
令
出
版
・
二
〇
一
一
）
七
〇
頁
以
下
。

（
15
）
美
濃
部
の
警
察
概
念
が
学
問
上
の
概
念
と
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、
関
根
・
前
掲
五
〇
九

頁
以
下
。
ま
た
、
戦
後
田
中
二
郎
が
、
当
初
警
察
消
極
目
的
の
原
則
を
限
界
論
と
し
て
挙
げ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三
七
年

『
新
版
行
政
法
（
下
）』（
弘
文
堂
）
で
特
に
説
明
も
な
く
新
た
に
こ
れ
を
追
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
須
藤
陽
子
「
日
独
警

察
法
理
論
の
相
違
─
『
警
察
権
の
限
界
論
』
に
対
す
る
批
判
に
答
え
て
─
」
立
教
法
学
八
〇
号
（
二
〇
一
〇
）
一
八
七
頁
（
同
『
比
例
原
則
の
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現
代
的
意
義
と
課
題
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
一
〇
）
一
一
四
頁
）。

（
16
）
高
田
敏
「
現
代
行
政
の
展
開
と
警
察
法
」
公
法
研
究
三
四
号
（
一
九
七
二
）
二
二
八
頁
。
同
様
の
主
張
と
し
て
、
杉
村
敏
正
編
『
行
政
法
概

説
各
論
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
・
一
九
八
八
）
八
六
頁
。
参
照
、島
田
茂
「
警
察
規
制
の
概
念
と
手
法
」
芝
池
義
一
ほ
か
編
『
行
政
法
の
争
点
（
第

三
版
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
）
二
一
三
頁
。

（
17
）
福
祉
配
慮
的
任
務
を
給
付
行
政
な
い
し
サ
ー
ビ
ス
業
務
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
現
実
の
警
察
実
務
に
お
い
て
は
既
に
、
犯

罪
被
害
者
の
救
済
、
暴
力
団
離
脱
者
に
対
す
る
援
護
、
風
俗
営
業
・
警
備
業
等
の
適
正
化
、
青
少
年
保
護
、
住
宅
防
犯
の
目
的
の
た
め
に
す
る

相
談
・
助
言
業
務
等
を
行
っ
て
い
る
。
成
田
頼
明
「
警
察
法
五
〇
年
の
回
顧
と
展
望
」
警
察
学
論
集
五
七
巻
七
号
（
二
〇
〇
四
）
五
九
頁
は
、

こ
の
よ
う
な
事
実
を
も
っ
て
同
原
則
を
疑
問
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
危
険
防
御
か
福
祉
か
と
い
う
対
立
は
本
来
、
父
権
的
絶
対
主
義
国
家

か
ら
の
脱
却
と
い
う
主
題
の
下
、
個
人
の
自
律
の
確
立
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
個
別
具
体
的
な
機
関

の
権
限
を
念
頭
に
置
い
た
議
論
と
は
若
干
次
元
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。D

rew
s/W

acke/V
ogel/M

artens, 
Gefahrenabw

ehr, 9. A
ufl. 1986, S. 49. 

は
、本
来
危
険
の
防
御
に
か
か
わ
る
建
築
警
察
や
営
業
警
察
が
、時
折「
福
祉
警
察（W

ohlpolizei

）」

と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
不
幸
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
18
）
他
方
で
白
藤
博
行
「『
安
全
の
中
の
自
由
』
論
と
警
察
行
政
法
」
公
法
研
究
六
九
号
（
二
〇
〇
七
）
六
〇
頁
は
「
法
秩
序
形
成
」
と
対
比
さ
せ

た
上
で
「
法
秩
序
維
持
」
た
る
こ
と
を
求
め
る
「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
の
根
拠
を
、「
国
家
に
よ
る
権
力
（M

acht

）
と
実
力
（Gew

alt

）

の
独
占
」
と
「
私
人
に
よ
る
実
力
行
使
の
禁
止
」
に
求
め
、
同
原
則
は
「
実
力
に
よ
る
紛
争
解
決
」
が
「
紛
争
の
平
和
的
解
決
」
と
の
関
係
に

お
い
て
常
に
補
充
的
、
消
極
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
紛
争
解
決
の
原
理
・
原
則
を
示
し
た
も
の
と
説
明
す
る
。
し
か
し
近
代
国
家
成

立
の
た
め
に
正
統
に
認
め
ら
れ
た
「
実
力
を
有
す
る
特
別
な
行
政
権
」
で
あ
る
警
察
が
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
任
務
を
担
い
得
る
か
と
い
う
問

い
は
、
近
代
国
家
成
立
の
説
明
根
拠
で
あ
る
「
権
力
独
占
」
や
「
自
力
救
済
の
禁
止
」
か
ら
直
ち
に
答
え
が
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
実
力

に
よ
る
紛
争
解
決
」
も
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
な
い
以
上
（
い
な
、
私
人
に
代
わ
り
、
実
力
に
よ
る
紛
争
解
決
が
国
家
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
れ
ば
）、
や
は
り
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
実
定
法
に
よ
る
詳
細
な
内
容
形
成
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
「
法
秩
序
形
成
」
や
「
法
秩
序
維
持
」
と
い
っ
た
概
念
も
、「
権
力
独
占
」
概
念
な
ど
と
同
様
に
な
お
記
述
的
説
明
概
念
に
と
ど
ま
り
、
警

察
の
具
体
的
な
活
動
を
規
律
す
る
規
範
と
す
る
に
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
19
）
高
田
・
前
掲
二
二
九
頁
。
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（
20
）
杉
村
敏
正
編
・
前
掲
八
六
頁
が
、
警
察
消
極
目
的
の
原
則
を
「
本
来
的
な
警
察
機
関
に
対
し
て
は
原
則
的
に
は

・
・
・
・
・

消
極
目
的
の
た
め
の
作
用
を

授
権
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
法
原
則
」
と
称
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
古
谷
洋
一
編
『
注
釈
警
察
官
職
務
執
行
法
〔
四
訂
版
〕』（
立
花
書
房
・

二
〇
一
四
）
四
五
頁
は
、「
こ
れ
は
、
行
政
裁
量
を
統
制
す
る
手
段
と
し
て
の
『
警
察
消
極
目
的
の
原
則
』
の
議
論
と
は
異
な
り
、
行
政
事
務
の

分
配
に
関
す
る
一
定
の
立
場
か
ら
の
政
策
的
な
提
言
（
・
・
）
と
で
も
い
う
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
批
判
す
る
。

（
21
）
な
お
、
同
原
則
は
、
規
制
権
限
不
行
使
に
よ
る
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
被
告
国
側
が
権
限
行
使
義
務
を
否
定
し
責
任
を
回
避
す
る
論
拠
と

し
て
持
ち
出
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
参
照
、
大
阪
地
判
平
成
一
五
年
三
月
一
三
日
判
時
一
八
三
四
号
六
二
頁
以
下
。

（
22
）
脱
警
察
化
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
国
家
に
よ
る
介
入
が
自
由
主
義
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
旨
、V

gl. D
rew

s/W
acke/V

ogel/
M

artens, a. a. O
., S. 52f. 

（
23
）
ち
な
み
に
高
木
光
「
警
察
行
政
法
の
現
代
的
位
置
づ
け
」「
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開
」
編
集
委
員
会
編
『
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開
』

（
東
京
法
令
出
版
・
二
〇
〇
一
）
一
七
七
頁
以
下
は
、
高
田
説
を
検
討
し
た
上
で
「
高
田
説
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
風
営
適
正
化
法
や
道
路
交
通
法

も
『
積
極
目
的
』
を
含
む
限
り
で
、
憲
法
違
反
な
い
し
警
察
法
二
条
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
し
、「『
組
織
と
し
て
の
警
察
』

に
『
犯
罪
の
予
防
』
に
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
様
々
な
『
任
務
な
い
し
所
掌
事
務
』
を
割
り
当
て
る
こ
と
は
、
他
の
行
政
機
関
と
の
役
割
分

担
や
国
民
へ
の
影
響
と
い
う
見
地
か
ら
『
立
法
政
策
的
』
に
望
ま
し
く
な
い
が
、
憲
法
違
反
は
生
じ
ず
」、
ま
た
「
警
察
法
二
条
一
項
は
そ
れ
ほ

ど
強
い
規
範
的
意
味
を
持
た
な
い
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
」
と
の
立
場
を
示
す
。

（
24
）
藤
田
宙
靖
「
警
察
行
政
法
学
の
課
題
」
警
察
政
策
一
巻
一
号
（
一
九
九
九
）
三
一
頁
以
下
（
同
『
行
政
法
の
基
礎
理
論
上
巻
』（
有
斐
閣
・
二

〇
〇
五
）
三
四
八
頁
）。
こ
の
考
え
に
基
本
的
に
賛
同
す
る
も
の
と
し
て
、
高
木
光
「
警
察
行
政
法
論
の
可
能
性
」
警
察
政
策
二
巻
一
号
（
二
〇

〇
〇
）
一
七
頁
以
下
。

（
25
）
藤
田
・
前
掲
三
二
頁
も
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
そ
の
課
題
に
言
及
し
て
い
る
。「〔
警
察
法
第
二
条
一
項
二
項
〕
に
定
め
ら
れ
た
、『
責
務
』

及
び
『
限
界
』
が
、
警
察
機
関
の
行
う
行
政
活
動
に
対
す
る
法
治
主
義
的
制
約
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
意
味
付
け
を
与
え
る
か
を
検
討

す
る
こ
と
こ
そ
が
、
先
ず
以
て
、
行
政
法
各
論
と
し
て
の
警
察
行
政
法
学
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

（
26
）
ち
な
み
に
〝
実
定
法
の
定
め
に
基
づ
い
た
検
討
〟
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
白
藤
博
行
「
リ
ス
ク
社
会
下
の
警
察
行
政
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

三
五
六
号
（
二
〇
〇
八
）
八
八
頁
は
、実
定
法
の
内
容
を
法
実
証
的
に
考
察
す
る
必
要
性
を
論
じ
た
拙
稿
（「
危
険
概
念
の
解
釈
方
法
（
四
・
完
）

─
損
害
発
生
の
蓋
然
性
と
帰
納
的
推
論
」
自
治
研
究
八
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
）
一
一
八
頁
）
に
言
及
し
な
が
ら
「
米
田
が
い
う
と
こ
ろ
の
『
立
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法
者
に
よ
り
』『
実
定
法
規
範
に
組
み
込
ま
れ
た
（
広
い
意
味
で
の
危
険
防
御
の
）
法
技
術
を
発
見
す
る
姿
勢
』
は
こ
と
の
ほ
か
重
要
で
あ
る
」

と
し
つ
つ
も
、
他
方
で
、
個
別
法
令
に
よ
る
警
察
庁
の
事
務
の
拡
大
が
準
備
さ
れ
て
き
た
現
実
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
実
定
法
に
よ
る
警
察
規
制
の

可
能
性
を
探
求
す
る
際
に
、
事
柄
の
本
質
か
ら
し
て
安
易
に
実
定
警
察
法
規
範
そ
の
も
の
へ
の
過
信
・
過
重
負
担
が
な
い
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
、
ま
ず
は
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
く
ぎ
を
刺
し
て
い
た
。

　
　
　

実
定
（
警
察
）
法
へ
の
「
過
信
」「
過
重
負
担
」
に
対
す
る
同
種
の
疑
念
・
批
判
に
つ
い
て
は
、
白
藤
以
外
か
ら
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
岡
田
健
一
郎
「
日
本
公
法
学
に
お
け
る
『
警
察
』
に
つ
い
て
の
メ
モ
─
経
済
的
自
由
規
制
目
的
二
分
論
を
出
発
点
と
し
て
─
」
一
橋
法
学

七
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
）
四
三
六
頁
以
下
は
、
警
察
と
い
う
存
在
そ
れ
自
体
の
合
憲
性
を
論
じ
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
が
、「〝
法
〟
や
〝
国

家
〟
の
最
終
的
な
根
拠
付
け
で
は
な
く
、
個
別
具
体
的
な
法
関
係
の
内
容
的
規
定
に
関
す
る
根
拠
付
け
」
を
問
題
に
す
べ
き
と
す
る
筆
者
の
見

解
に
対
し
、「
行
政
法
学
と
憲
法
学
を
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
同
様
に
扱
う
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
」
と
す
る
。
岡
田
に
よ
れ
ば
、「
行

政
法
学
は
さ
し
あ
た
り
当
該
法
令
の
合
憲
性
を
前
提
に
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
憲
法
学
は
当
該
法
令
の
合

憲
性
を
、
時
に
は
『〝
法
〟
や
〝
国
家
〟
の
最
終
的
な
根
拠
付
け
』
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
面
も
存
在
す
る
」
か
ら
で
あ
り
、

む
し
ろ
「
実
定
（
行
政
）
法
の
『
メ
タ
理
論
』
を
問
う
こ
と
が
憲
法
学
の
課
題
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
桑
原
勇
進
『
環
境
法
の
基
礎
理
論
─

国
家
の
環
境
保
全
義
務
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三
）
一
三
六
頁
以
下
は
、
国
家
の
基
本
権
保
護
義
務
を
擁
護
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
や
は
り
「
個

別
の
法
律
関
係
そ
れ
自
体
か
ら
行
政
法
関
係
を
基
礎
付
け
る
こ
と
」
を
重
視
す
る
筆
者
の
立
場
を
、
か
つ
て
学
説
が
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
、

行
政
手
続
に
関
す
る
最
高
裁
の
制
定
法
律
準
拠
主
義
と
同
様
の
立
場
で
あ
り
、「
か
な
り
問
題
」
が
あ
る
と
し
、
む
し
ろ
立
法
に
よ
る
多
数
者
の

専
制
を
防
止
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
的
義
務
（
基
本
権
保
護
義
務
）
と
構
成
す
る
ほ
う
が
有
効
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　

い
ず
れ
の
疑
念
・
批
判
も
、
個
別
の
実
定
法
の
み
に
着
目
す
る
筆
者
の
考
察
態
度
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
。
こ
の
問
題
は
警
察
活
動
の
統
制
方
法
の
み
な
ら
ず
、
国
家
（
な
い
し
政
治
）
と
法
の
関
係
性
に
対
す
る
考
察
態
度
な
い
し
向
き
合
い

方
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
筆
者
が
〝
実
定
法
の
定
め
に
基
づ
い
た
考
察
方
法
〟
と
い
う
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
考
え
て
い
る
の
か
、
機
会
を
見
て
改
め
て
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
筆
者
が
想
定
し
て
い
る

「（
個
別
の
）
実
定
法
」
と
は
、
制
定
法
律
準
拠
主
義
を
導
く
よ
う
な
狭
い
理
解
で
は
な
く
、
む
し
ろ
（
─
な
お
そ
の
構
造
が
解
明
さ
れ
る
余
地

の
あ
る
─
比
例
原
則
な
ど
の
憲
法
原
理
に
支
え
ら
れ
た
）個
別
実
定
法
の
内
在
的
・
体
系
的
理
解
を
通
じ
て
、警
察
活
動
の
統
制
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
個
別
実
定
法
の
内
在
的
・
体
系
的
理
解
を
追
求
す
る
こ
と
で
実
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定
警
察
法
が
本
来
有
す
る
統
制
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
（
再
）
確
認
、（
再
）
発
見
し
、
多
数
者
の
専
制
に
対
す
る
、
実
効
的
な
統
制
を
可
能
に

す
る
こ
と
が
、
筆
者
が
と
る
立
場
で
あ
る
（
こ
の
立
場
は
憲
法
的
統
制
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。）。
も
ち
ろ
ん
「
個
別
実
定
法

の
内
在
的
・
体
系
的
理
解
を
追
求
す
る
」
方
法
の
開
拓
は
、
今
後
筆
者
に
課
せ
ら
れ
た
継
続
的
な
課
題
で
あ
る
。

（
27
）
ま
た
宮
田
三
郎
『
警
察
法
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
二
）
一
〇
頁
は
、
警
察
法
二
条
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
伝
統
的
な
行
政
警
察
作
用
を
警
察
の

責
務
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
「
文
理
的
に
疑
問
」「
法
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
」
と
述
べ
る
。

（
28
）
田
宮
裕
＝
河
上
和
雄
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
警
察
官
職
務
執
行
法
』（
青
林
書
院
・
一
九
九
三
）
五
九
頁
以
下
。

（
29
）
須
貝
脩
一
『
警
察
法
逐
条
解
説
』（
法
律
文
化
社
・
一
九
四
八
）
一
九
頁
以
下
。

（
30
）
須
貝
脩
一
『
行
政
法
総
論
』（
有
信
堂
高
文
社
・
一
九
七
六
）
一
〇
頁
。

（
31
）
高
石
和
夫
「
講
学
上
の
『
警
察
』
概
念
と
警
察
行
政
（
下
）」
警
察
公
論
三
五
巻
一
一
号
（
一
九
八
〇
）
四
五
頁
。
他
に
、
田
村
正
博
「
警
察

の
活
動
上
の
『
限
界
』（
中
）」
警
察
学
論
集
四
一
巻
七
号
（
一
九
八
八
）
六
八
頁
等
。

（
32
）
高
石
・
前
掲
四
七
頁
以
下
。
他
方
で
高
石
は
、
こ
の
場
合
「
保
安
警
察
も
狭
義
の
行
政
警
察
も
、
と
も
に
警
察
法
二
条
一
項
の
『
公
共
の
安

全
と
秩
序
の
維
持
』
に
含
ま
れ
る
が
、
他
の
行
政
機
関
が
明
確
に
所
掌
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
『
警
察
の
責
務
』
の
範
囲
が
縮
減
さ
れ
た
結

果
に
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。
こ
の
「
縮
減
」
と
い
う
表
現
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
に
お
い
て
吟
味
に
値
す
る
表
現
で
あ
る
。

（
33
）
田
宮
＝
河
上
・
前
掲
六
〇
頁
。
但
し
同
書
は
、
例
示
列
挙
説
に
対
し
、
①
戦
後
の
警
察
改
革
の
歴
史
に
照
ら
す
と
、
警
察
法
の
責
務
規
定
は

安
易
な
拡
大
解
釈
を
許
さ
な
い
ほ
う
が
よ
い
、
②
行
政
取
締
法
規
に
罰
則
を
付
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
結
果
違
反
行
為
の
予
防
・
取
締
の

責
務
は
警
察
組
織
も
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
警
察
の
所
掌
が
無
限
に
広
が
り
か
え
っ
て
能
率
的
・
効
果
的
な
不
法
事
犯
の
抑
止
・
除
去
が
期

待
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
③
こ
れ
に
伴
い
予
防
・
取
締
の
重
点
の
置
き
方
な
ど
も
す
べ
て
警
察
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
適
切
な
方
法
が
な
い
、
④
従
っ
て
、
犯
罪
捜
査
と
治
安
維
持
の
た
め
に
必
要
な
強
力
な
人
的
・
物
的
な
組
織
と
法

的
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
警
察
組
織
が
、
市
民
生
活
に
深
く
関
わ
る
各
種
の
許
認
可
・
統
制
・
監
視
・
取
締
等
の
行
政
権
限
を
も
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
と
戦
前
の
よ
う
な
警
察
国
家
を
つ
く
り
出
す
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
以
上
四
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
34
）
警
察
制
度
研
究
会
編
『
全
訂
版
警
察
法
解
説
』（
東
京
法
令
出
版
・
二
〇
〇
四
）
五
七
頁
。

（
35
）
例
外
と
し
て
島
田
茂
「
憲
法
改
正
と
最
近
の
警
察
法
学
の
動
向
」
法
の
科
学
三
八
号
（
二
〇
〇
七
）
三
七
頁
以
下
が
、
本
稿
と
同
様
の
視
点

か
ら
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
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（
36
）
こ
の
よ
う
な
見
解
を
唱
え
る
も
の
と
し
て
、
既
に
加
藤
陽
三
監
修
『
全
訂
警
察
法
逐
條
解
説
』（
新
警
察
社
・
一
九
五
二
）
二
四
頁
。
ま
た
、

田
上
穣
治
『
新
版
警
察
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
）
二
七
〇
頁
は
、「
警
察
の
活
動
が
、
厳
格
に
・
・
警
察
の
責
務
に
限
ら
れ
る
べ
き
も
の
と

し
た
こ
と
は
（
警
二
条
）、
立
法
権
を
拘
束
せ
ず
、
特
別
な
法
律
に
よ
っ
て
例
外
の
規
定
を
設
け
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
み
え
る
」
が
、「
特

定
の
警
察
作
用
が
い
ず
れ
の
機
関
の
権
限
に
属
す
る
か
は
、
組
織
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
、
警
察
法
を
改
正
し
な
い
限
り
、
警
察
の
責

務
の
範
囲
外
に
お
い
て
普
通
警
察
機
関
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
。

（
37
）
警
察
官
職
務
執
行
法
の
前
身
で
あ
る
警
察
官
等
職
務
執
行
法
の
作
成
に
深
く
か
か
わ
っ
た
上
原
誠
一
郎
著
『
警
察
官
等
職
務
執
行
法
解
説
』

（
立
花
書
房
・
一
九
四
八
）
五
〇
頁
も
、
同
法
一
条
が
規
定
す
る
「
他
の
法
令
等
の
職
権
職
務
」
の
内
容
に
つ
き
、
明
確
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も

所
謂
司
法
警
察
の
事
務
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
38
）
参
照
、
出
射
義
夫
『
警
察
権
限
詳
論
』（
警
察
時
報
社
・
一
九
五
九
）
二
〇
二
頁
以
下
。

（
39
）
ち
な
み
に
宮
崎
清
文
「
警
察
権
の
限
界
─
特
に
一
般
警
察
機
関
の
そ
れ
に
つ
い
て
─
」
中
原
英
典
ほ
か
編
『
警
察
学
の
諸
問
題
』（
立
花
書
房
・

一
九
五
〇
）
一
八
一
頁
は
「
現
在
で
は
、
一
般
警
察
機
関
が
、
興
え
ら
れ
た
責
務
の
範
囲
外
で
活
動
す
る
こ
と
は
警
察
法
違
反
で
あ
る
」
と
明

言
す
る
が
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
責
務
範
囲
外
の
活
動
と
は
政
治
警
察
で
あ
り
、
比
較
的
、
限
界
事
例
と
し
て
明
確
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

（
40
）
警
察
制
度
研
究
会
編
・
前
掲
五
七
頁
。
但
し
同
書
は
、
こ
の
文
脈
で
は
「
警
察
」
で
は
な
く
「
警
察
行
政
機
関
」
と
い
う
表
現
に
言
い
換
え

て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
警
察
行
政
機
関
、
つ
ま
り
国
家
公
安
委
員
会
が
達
成
す
べ
き
目
的
は
、
警
察
法
二
条
一
項
の
責
務
に
限
定
さ
れ

ず
、
警
察
行
政
機
関
が
担
う
任
務
は
大
き
く
開
か
れ
る
余
地
も
出
て
こ
よ
う
。
但
し
他
方
で
国
家
公
安
委
員
会
の
任
務
・
所
掌
範
囲
は
「
個
人

の
権
利
と
自
由
を
保
護
し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る
」
任
務
と
さ
れ
て
お
り
、
─
こ
れ
を
「
究
極
目
的
」
と
言
う
か
ど
う
か
は
と
も

か
く
─
警
察
行
政
機
関
の
任
務
・
所
掌
範
囲
を
画
す
る
外
縁
も
ま
た
示
さ
れ
て
い
る
（
警
察
法
五
条
一
項
。
平
成
一
一
年
の
中
央
省
庁
再
編
の

法
改
正
で
明
記
さ
れ
た
。
参
照
、佐
藤
英
彦
「
警
察
行
政
機
関
の
任
務
、所
掌
事
務
及
び
権
限
」
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
講
座
日
本
の
警
察
第
一
巻
』

（
立
花
書
房
・
一
九
九
三
）
五
五
頁
以
下
）。
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
の
規
定
に
基
づ
く
給
付
金
支
給
、
あ
る
い
は
従
来
金
融
庁
の
所
管

で
あ
っ
た
「
疑
わ
し
い
取
引
と
し
て
届
け
出
の
あ
っ
た
情
報
の
集
約
、
分
析
及
び
提
供
」（
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
）
は

「
個
人
の
権
利
と
自
由
を
保
護
し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る
」
任
務
で
あ
る
と
す
る
の
が
現
行
法
の
立
場
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

「
個
人
の
権
利
と
自
由
の
保
護
し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る
」
作
用
の
規
範
的
内
実
を
─
警
察
法
二
条
が
定
め
る
警
察
責
務
と
の
異
同
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第
二
項　

問
題
設
定
の
再
定
式
化
─
警
察
任
務
一
般
条
項
論

一　

警
察
は
、
警
察
法
二
条
が
定
め
る
責
務
と
限
界
と
の
関
係
に
お
い
て
果
た
し
て
ま
た
ど
の
程
度
、
他
の
行
政
機
関
が
所
管
す
る
任
務
に

対
し
関
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
本
稿
が
立
て
た
問
い
は
、
実
は
戦
後
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
と
直
接
的
に
関
わ
ら

な
い
任
務
が
警
察
以
外
の
他
の
行
政
機
関
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
旧
）
警
察
法
制
定
当
時
に
お
い
て
、
一
部
の
警
察
実
務
家
の
間

で
は
既
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
宮
崎
清
文
は
「
警
察
権
の
分
配
─
現
行
法
に
お
け
る
一
般
警
察
機
関
と
特
別
警
察

機
関
の
関
係

）
1（
（

─
」（
一
九
五
〇
）
と
題
す
る
論
稿
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
そ
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
従
来
の
我
が
国
の
警
察
が
保
持
し
て
来
た
行
政
警
察
─
そ
れ
は
時
と
し
て
は
拡
張
解
釈
に
よ
り
所
謂
保
育
行
政
に
迄
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
─
分
野
に

お
け
る
権
限
も
、
こ
れ
を
学
問
上
よ
り
定
義
す
る
時
は
広
義
の
警
察
作
用
と
言
う
を
得
べ
く
、
た
と
え
そ
れ
が
他
の
行
政
庁
に
移
譲
せ
ら
れ
て
も
、
依
然
と

し
て
広
義
の
警
察
作
用
の
一
環
と
見
做
す
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
新
し
い
実
定
法
上
の
警
察
を
狭
義
の
警
察
と
称
す
る
な
ら
ば
、

我
が
国
の
警
察
が
広
義
の
警
察
か
ら
狭
義
の
警
察
に
転
化
し
た
こ
と
は
、
表
現
方
法
を
変
え
る
な
ら
ば
、
警
察
の
地
方
分
権
と
は
異
つ
た
意
味
で
所
論
警
察

組
織
部
外
へ
の
警
察
権
の
分
配
が
行
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
狭
義
の
警
察
に
お
い
て
も
行
政
警
察
的
権
能
は
全
然
否
定
さ
れ
た
わ
け
で

を
踏
ま
え
つ
つ
─
警
察
法
秩
序
の
体
系
的
理
解
の
中
で
明
確
に
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
、「
個
人
の
権
利
と
自
由
を
保
護

し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る
」
任
務
は
あ
く
ま
で
国
家
公
委
員
会
の
任
務
で
あ
り
、
警
察
庁
の
任
務
は
警
察
法
二
条
の
責
務
の
ま
ま

で
あ
る
と
す
る
見
解
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、白
藤
博
行
「『
監
視
社
会
』
と
『
警
察
行
政
法
』
理
論
の
展
開
」
法
律
時
報
七
五
巻
一
二
号
（
二

〇
〇
三
）
三
七
頁
以
下
。
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は
な
く
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
の
保
護
、
或
は
公
安
の
維
持
と
い
う
形
で
一
般
的
な
責
務
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
今
仮
に
権
限
の
移
譲
を
受

け
た
各
個
の
行
政
庁
を
特
別
行
政
警
察
機
関
と
称
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
等
と
一
般
警
察
機
関
と
の
間
に
お
け
る
権
限
の
競
合
、
両
者
の
連
絡
調
整
等
の
問
題

は
当
然
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

）
11
（

い
。」

　

同
論
文
は
、
近
く
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
警
察
組
織
運
営
上
の
課
題
を
一
般
的
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
後
こ
の
問

題
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

）
11
（

た
。
そ
の
理
由
を
探
求
す
る
こ
と
は
我
が
国
の
警
察
法
秩
序
の
変
遷
史
と
い

う
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
が
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て
、
我
が
国
に
お
け
る
戦
後
の
警
察
改
革
が
警
察
事
務
の
市
町
村
へ
の
移
管

や
公
安
委
員
会
制
度
の
創
設
等
、
主
と
し
て
警
察
の
民
主
化
・
地
方
分
権
に
狙
い
が
置
か
れ
た
こ
と
、
ま
た
現
行
新
警
察
法
へ
の
改
正
論
議

に
お
い
て
も
警
察
に
対
す
る
民
主
的
な
管
理
と
能
率
的
運
営
の
達
成
、
地
方
分
権
と
国
の
関
与
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
垂
直
的
権
限

配
分
に
議
論
が
集
中
し
た
こ
と
か
ら
、
行
政
機
関
と
の
権
限
分
配
と
い
う
水
平
的
権
限
配
分
へ
の
視
点
が
不
十
分
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
内
務

省
の
解
体
・
脱
警
察
化
と
い
う
政
治
的
課
題
に
関
心
が
集
ま

）
11
（

り
、
そ
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
シ
ュ
な
意
味
、
具
体
的
に
は
行
政
機
関
と
警
察
の
権

限
配
分
を
論
ず
る
視
点
が
（
宮
崎
を
例
外
と
し
て
）
欠
落
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
確
か
に
戦
後
の
警
察
改
革
は
、
こ
れ
ま
で

行
政
警
察
の
名
の
下
で
あ
ら
ゆ
る
国
民
生
活
に
干
渉
し
て
き
た
警
察
の
機
能
を
整
理
し
、
そ
の
責
務
を
限
定
す
る
こ
と
を
重
要
な
改
革
の
柱

と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
警
察
の
任
務
範
囲
を
規
範
的
に
画
定
す
る
に
は
十
分
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う

に
実
際
我
が
国
で
は
、
警
察
の
責
務
を
限
定
し
て
も
な
お
必
然
的
に
生
じ
う
る
問
題
、
つ
ま
り
〝
危
険
防
御
の
任
務
に
関
し
行
政
機
関
と
警

察
と
で
管
轄
が
競
合
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
〟
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
法
律
上
ほ
と
ん
ど
規
律
さ
れ
て
い

な
）
11
（

い
。

二　

む
ろ
ん
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
田
上
穣
治
は
、
他
の
国
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家
機
関
の
任
務
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
も
は
や
警
察
の
任
務
で
は
な
い
、
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
解
決
策
を
提
示
し
て
い
る
。
田
上

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
〝
警
察
の
補
充
性
の
原
則
〟
に
よ
れ
ば
、
法
律
に
よ
っ
て
警
察
と
は
異
な
る
国
家
機
関
の
権
限
に
配
属
さ
れ
た
事
項

は
す
べ
て
、
警
察
の
管
轄
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
民
事
秩
序
や
刑
事
法
秩
序
の
維
持
は
裁
判
所
の
管
轄
領
域
で
あ
り
、

ゆ
え
に
警
察
の
責
務
か
ら
除
か
れ

）
11
（

る
。
も
っ
と
も
田
上
は
こ
れ
を
警
察
の
目
的
、
つ
ま
り
〝
公
共
の
安
全
〟
と
い
う
任
務
の
観
点
か
ら
説
明

し
て
い
る
た
め
議
論
が
管
轄
衝
突
の
問
題
か
ら
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
公
共
の
安
全
の
維
持
の
任
務
が
警
察
以
外
の
機
関

に
も
法
律
上
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
機
関
は
、
私
権
や
国
家
刑
罰
権
の
実
現
を
担
う

裁
判
所
の
み
で
あ
り
、
行
政
機
関
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
警
察
の
任
務
に
つ
い
て
一
定
の

限
界
を
画
そ
う
と
す
る
試
み
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　

こ
れ
に
対
し
警
察
実
務
家
で
あ
る
松
井
真
理
は
、
警
察
の
補
充
性
の
原
理
の
主
張
者
は
法
律
解
釈
の
議
論
と
政
策
論
議
を
混
同
し
て
い
る

と
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
松
井
に
よ
れ
ば
、
複
数
の
行
政
機
関
が
同
じ
よ
う
な
行
政
客
体
に
対
し
同
じ
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
機
関
ご
と
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
行
政
目
的
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
行
政
組
織
法
上
は
問
題
な
い
と
い

う
。
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
が
既
に
他
の
行
政
機
関
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
警
察
が
こ
れ
に
関
わ
る
と
、

確
か
に
そ
れ
は
行
政
効
率
と
い
う
観
点
か
ら
政
策
的
に
不
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
決
し
て
違
法
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
）
11
（

う
。
ま
た
同
じ
く
警
察
実
務
家
で
あ
る
田
村
正
博
も
、「（
警
察
と
他
の
機
関
の
間
で
）
任
務
の
レ
ベ
ル
で
重
複
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

が
排
他
的
な
関
係
に
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。「
他
の
機
関
が
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
と
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
一
部
を

任
務
と
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
警
察
の
責
務
の
対
象
外
と
さ
れ
、
警
察
の
責
任
が
解
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
」
く
、「
犯
罪
捜
査
に
お

け
る
特
別
司
法
警
察
職
員
制
度
の
よ
う
に
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
複
数
の
行
政
機
関
が
担
当
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」。
む

し
ろ
「
重
複
す
る
任
務
を
持
つ
機
関
等
と
の
間
で
は
、
相
互
に
連
絡
を
と
り
つ
つ
、
協
力
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
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れ
て
い

）
11
（

る
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
現
在
、
警
察
実
務
で
一
般
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三　

し
か
し
田
村
が
述
べ
る
よ
う
な
、
警
察
と
他
の
行
政
機
関
の
関
係
を
論
ず
る
場
合
、
も
う
少
し
慎
重
な
調
査
・
検
討
を
行
う
余
地
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
複
数
の
行
政
機
関
が
担
当
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
「
合
理
的
な
理
由
」
と
は
一
体
何
か
。
換
言
す
れ
ば
、

具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
特
別
司
法
警
察
職
員
制
度
」
は
、
警
察
と
一
般
行
政
機
関
の
関
係
に
、
果
た
し
て
ま
た
ど
の
程
度
ま
で

一
般
化
で
き
る
か
（
他
の
機
関
が
捜
査
機
関
と
一
般
行
政
機
関
で
あ
る
こ
と
で
違
い
は
存
在
し
な
い
か
）。
第
二
に
、
警
察
と
他
の
行
政
機
関
と
の
間

で
排
他
的
な
関
係
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
協
力
関
係
の
在
り
様
に
全
く
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
の
か
（
両
機
関
の
権
限
行
使
の
優
先
関
係
の

有
無
な
ど
）。
第
三
に
、「
相
互
に
連
絡
を
と
り
つ
つ
、
協
力
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
を
果
た
す
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
行
わ
れ
る
の

か
（
私
人
に
対
し
て
侵
害
的
行
為
を
伴
う
の
か
否
か
、事
実
上
の
協
力
か
法
的
効
果
を
伴
う
協
力
か
な
ど
）、ま
た
そ
こ
に
は
限
界
は
存
在
し
な
い
の
か
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
点
は
右
の
説
明
だ
け
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
検
討
す
る
が
、
少
な
く
と

も
右
説
明
で
は
「
警
察
の
責
任
」
と
い
う
名
で
警
察
の
広
い
活
動
領
域
（
守
備
範
囲
）
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
し
こ
の
よ

う
な
理
解
が
妥
当
す
る
と
し
た
場
合
、
他
の
行
政
機
関
が
明
確
に
所
掌
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
行
政
機
関

3

3

3

3

3

3

の
権
限
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
警
察
の
責
務
か
ら
明
確
に
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
に
関

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

す
る
事
項
は
警
察
活
動
の
対
象
と
な
る
と
い
う
見
解

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

も
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ

）
11
（

う
。
公
共
の
安
全
の
秩
序
の
維
持
を
図
る
た
め
に
警
察
と
他

の
行
政
機
関
が
協
力
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
異
論
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
警
察
法
二
条
が
厳
格
に
限
定
し
た
責
務
と
の

関
係
に
お
い
て
、
果
た
し
て
ま
た
ど
の
程
度
妥
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
両
機
関
の
協
力
関
係
を
論
ず
る
前
に
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
協
力
関
係
の
在

り
様
が
現
行
警
察
法
秩
序
の
中
で
整
合
的
な
形
で
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、《
他

の
行
政
機
関
の
権
限
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
警
察
の
責
務
か
ら
明
確
に
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
警
察
活
動
の
対
象

と
な
る
》
と
い
う
命
題
（
以
下
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
便
宜
的
に
「
警
察
任
務
一
般
条
項
論
」
と
呼
ぶ
）
が
、
我
が
国
の
警
察
法
秩
序
に
お
い
て
果
た
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し
て
ま
た
ど
の
程
度
妥
当
す
る
か
で
あ

）
1（
（

る
。
警
察
消
極
目
的
の
原
則
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
主
張
も
ま
た
、
こ
の
命
題
の
妥
当
性
を
問

う
と
い
う
形
で
別
に
論
じ
る
の
が
相
応
し
い
だ
ろ
う
。
警
察
の
責
務
か
ら
明
確
に
排
除
さ
れ
な
い
限
り
警
察
活
動
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
警
察
は
「
他
の
行
政
作
用
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
警
察
作
用
」
と
さ
れ
る
行
政
警
察
の
定
義
を
通
じ
て
（
公
共
の
安
全
と
秩
序
に
維
持

に
直
接
的
に
関
連
し
な
い
）
他
の
行
政
作
用
に
も
関
与
可
能
と
い
う
議
論
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。

　

行
政
機
関
に
対
す
る
警
察
の
役
割
を
め
ぐ
る
こ
の
種
の
問
題
は
特
に
裁
判
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
た

）
11
（

め
、
こ
れ
ま
で
人
々
の
関

心
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
「
所
論
警
察
権
の
分
配
に
関
す
る
諸
問
題
は
何
れ
も
何
等
か
の
意
味
で
我
が
国
の

警
察
制
度
の
民
主
化
、
更
に
広
い
意
味
で
は
行
政
機
構
の
民
主
化
と
密
接
な
関
連
を
有
す

）
11
（

る
」
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
行
政
機
関
の
任
務
に
警

察
と
の
何
か
し
ら
の
関
わ
り
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
も
警
察
の
活
動
範
囲
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
警
察
法
そ
の
他
関

連
法
規
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
そ
の
限
界
を
可
視
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
が
可
視
化
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
政

機
関
に
対
す
る
警
察
の
役
割
も
ま
た
よ
り
明
確
と
な
り
、
行
政
機
関
と
警
察
と
の
効
果
的
・
最
適
な
連
携
・
協
力
関
係
の
構
築
に
寄
与
す
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
近
時
、
警
察
実
務
の
中
か
ら
も
、
警
察
活
動
へ
の
期
待
の
高
ま
り
を
受
け
、
両
機
関
の
権
限
分
配
に
関
す
る

規
範
に
関
し
、「
領
土
専
管
的
・
排
他
的
・
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
種
の
相
互
乗
り
入
れ
的
な
業
務
運
営
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
規

定
振
り
な
い
し
解
釈
態
度
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
、
両
機
関
の
連
携
に
係
る
規
範
の
在
り
様
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

）
11
（

る
。
本
稿
の
問
題
意
識
と
も
共
通
し
て
、
大
変
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

四　

本
稿
は
以
上
述
べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
警
察
消
極
目
的
の
原
則
を
め
ぐ
る
従
来
の
問
題
を
《
他
の
行
政
機
関
の
権
限
で
あ

る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
警
察
の
責
務
か
ら
明
確
に
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
に
関
す
る
事
項
は

警
察
活
動
の
対
象
と
な
る
》
と
い
う
命
題
の
妥
当
性
の
問
題
と
し
て
新
た
に
位
置
づ
け
直
し
、
そ
の
当
否
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
行

政
機
関
に
対
す
る
警
察
の
役
割
並
び
に
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
付
言
す
る
に
、
本
稿
は
警
察
の
役
割
な
い
し
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権
限
が
拡
大
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
当
否
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
警
察
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え

た
上
で
、
行
政
機
関
と
警
察
の
規
範
的
な
関
係
を
警
察
法
秩
序
の
中
に
適
切
に
位
置
づ
け
、
両
機
関
に
よ
る
見
通
し
の
良
い
権
限
行
使
の
在

り
様
を
探
る
こ
と
に
主
た
る
狙
い
が
あ

）
11
（

る
。

　

以
下
検
討
を
始
め
る
に
あ
た
り
、本
稿
は
、我
が
国
の
警
察
法
秩
序
の
構
造
を
相
対
的
に
眺
め
る
た
め
の
い
わ
ば
〝
も
の
さ
し
〟
と
し
て
、

ド
イ
ツ
警
察
・
秩
序
法
の
任
務
配
分
原
理
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。
ド
イ
ツ
警
察
・
秩
序
法
は
、
我
が
国
と
同
様
の
脱
警
察
化
（
危
険
防

御
権
限
の
分
散
化
）を
経
験
し
つ
つ
も
、我
が
国
と
は
異
な
り
明
確
な
規
範
的
要
請
の
下
で
行
政
機
関
と
警
察
の
役
割
分
担
を
規
律
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
こ
の
任
務
配
分
原
理
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
が
設
定
し
た
課
題
解
決
の
糸
口
が
見
つ
か
り
、
ま
た
同
時
に
我
が
国
の
警

察
法
秩
序
の
規
律
構
造
の
特
徴
と
そ
の
問
題
点
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
む
ろ
ん
ド
イ
ツ
と
我

が
国
と
の
間
で
は
、
連
邦
制
の
採
用
に
基
づ
く
統
治
構
造
の
違
い
を
は
じ
め
、
人
口
の
相
違
、
警
察
組
織
の
形
態
、
こ
れ
を
規
律
す
る
実
定

法
の
構
造
も
ま
た
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
と
い
う
任
務
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
国
家
の
基

本
的
作
用
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、我
が
国
は
ド
イ
ツ
と
同
様
の
法
治
国
家
の
仕
組
み（
法
律
適
合
性
原
理
と
裁
判
所
に
よ
る
権
利
救
済
）を
採
用
し
、

戦
後
ド
イ
ツ
（
の
多
く
の
州
）
と
同
じ
く
英
米
的
な
警
察
制
度
の
影
響
を
一
部
受
け
な
が
ら
警
察
法
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
点

に
お
い
て
、
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
警
察
・
秩
序
法
の
任
務
配
分
原
理
を
手

掛
か
り
と
し
て
、
本
稿
の
課
題
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

五　

な
お
検
討
に
入
る
前
に
論
点
が
拡
散
し
な
い
よ
う
、ま
た
議
論
が
混
乱
し
な
い
よ
う
、い
く
つ
か
の
重
要
な
前
提
を
付
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、本
稿
が
対
象
と
す
る
の
は
警
察
法
二
条
が
規
定
す
る
警
察
、す
な
わ
ち
執
行
機
関
と
し
て
の
（
都
道
府
県
）
警
察
で
あ
り
、（
国
家
）

公
安
委
員
会
や
警
察
庁
、
警
察
署
長
な
ど
行
政
官
庁
と
し
て
の
警
察
行
政
機
関
は
含
ま
な
い
。
む
ろ
ん
本
稿
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
国

家
公
安
委
員
会
が
管
理
す
る
と
こ
ろ
の
警
察
庁
の
所
掌
事
務
が
警
察
庁
長
官
に
よ
る
指
揮
監
督（
警
察
法
一
六
条
二
項
）を
通
じ
て（
都
道
府
県
）
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警
察
に
及
び
う
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
公
安
委
員
会
な
い
し
警
察
庁
と
執
行
警
察
の
権
限
関
係
や
実
際
の
運
用
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
個

人
の
権
利
と
自
由
を
保
護
し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る
」
警
察
行
政
機
関
の
任
務
・
所
掌
範
囲
の
輪
廓
に
つ
い
て
慎
重
な
考
察
が

必
要
で
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
、
本
稿
は
差
し
当
た
り
警
察
の
他
の
行
政
機
関
の
任
務
へ
の
関
与
の
在
り
様
に
関
心
を
持
つ
も
の
で
あ
る
た
め
、
行

政
官
庁
と
し
て
の
警
察
行
政
機
関
に
つ
い
て
は
取
り
あ
え
ず
考
察
の
対
象
か
ら
除
く
。
第
二
に
、
行
政
機
関
の
任
務
遂
行
に
お
い
て
警
察
と

の
連
携
・
協
力
が
問
題
と
な
る
の
は
、
大
き
く
、
⑴
秩
序
違
反
訴
追
（
行
政
刑
罰
）
時
に
お
け
る
警
察
と
の
連
携
・
協
力
の
局
面
と
、
⑵
危

険
防
御
任
務
に
お
け
る
警
察
の
連
携
・
協
力
の
局
面
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
本
稿
は
専
ら
後
者
の
局
面
を
取
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

確
か
に
捜
査
活
動
も
犯
罪
予
防
と
い
う
点
で
危
険
防
御
に
資
す
る
た
め
両
者
は
密
接
な
関
連
に
あ
る
が
、
犯
罪
捜
査
は
既
に
発
生
し
た
犯
罪

行
為
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
行
使
の
準
備
行
為
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
具
体
的
手
続
が
刑
事
訴
訟
法
に
よ
っ
て
詳
細
に
規
律
さ

れ
る
な
ど
両
者
に
は
な
お
大
き
な
違
い
が
存
在
す

）
11
（

る
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
互
い
の
任
務
特
性
を
平
準
化
さ
せ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て

も
、
前
者
の
局
面
は
検
討
対
象
か
ら
除
く
こ
と
と
し
た
い
。
警
察
と
海
上
保
安
庁
・
特
別
司
法
警
察
職
員
等
と
の
協
力
関
係
に
つ
い
て
も
、

そ
の
多
く
は
捜
査
権
の
行
使
に
絡
み
刑
事
訴
訟
手
続
に
服
す
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
本
稿
対
象
か
ら
除

）
11
（

く
。
第
三
に
、
行
政
機
関
に
対
す
る

警
察
の
役
割
を
考
察
す
る
際
、
原
則
と
し
て
警
察
の
権
限
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
、
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
律
で
規
定
さ
れ
た

任
）
1（
（

務
に
対
す
る
警
察
の
関
与
を
対
象
と
す
る
。
現
行
法
を
眺
め
る
と
、
警
察
の
個
別
的
権
限
を
定
め
る
法
律
と
し
て
は
警
職
法
以
外
に
、
⑴

警
察
責
務
を
特
定
の
領
域
に
お
い
て
具
体
化
し
た
、
警
察
庁
が
所
管
す
る
法
律
（
質
屋
営
業
法
、
風
俗
営
業
等
取
締
法
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
な
ど
）
の
ほ
か
、⑵
警
察
庁
所
管
の
法
律
で
は
な
い
が
警
察
と
極
め
て
類
似
し
た
性
格
と
権
限
を
有
す
る
執
行
機
関
（
収
税
官
吏
・
消
防
職
員
、

少
年
保
護
職
員
）
の
権
限
行
使
に
お
い
て
、
警
察
に
も
一
定
の
権
限
行
使
を
認
め
た
法
律
が
存
在
す
る
が
（
消
防
法
二
八
条
、
国
税
犯
則
取
締
法

五
条
、
少
年
法
一
六
条
、
国
税
徴
収
法
一
四
四

）
11
（

条
等
）、
し
か
し
こ
れ
ら
の
法
律
は
既
に
内
容
上
警
察
責
務
に
関
連
す
る
か
、
あ
る
い
は
執
行
機

関
と
し
て
の
警
察
の
権
限
と
性
質
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
本
稿
の
直
接
の
考
察
対
象
と
し
な
い
。
も
っ
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と
も
と
り
わ
け
⑵
の
、
既
に
個
別
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
警
察
の
権
限
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
に
対
す
る
警
察
の
役
割
を
考
察

す
る
上
で
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、本
稿
で
も
間
接
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
は
、

警
察
の
権
限
に
関
す
る
規
定
を
何
ら
設
け
て
い
な
い
、
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
律
で
定
め
ら
れ
た
任
務
の
実
施
に
お
い
て
、
警
察
は
果
た

し
て
ま
た
ど
の
程
度
関
与
し
う
る
か
を
主
た
る
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
前
提
の
下
、
ま
ず
次
節
で
は
、
ド
イ
ツ
警
察
・
秩
序
法
の
任
務
配
分
原
理
、
具
体
的
に
は
脱
警
察
化
の
法
的
含
意
並
び
に
、
警
察

と
行
政
機
関
の
役
割
分
担
を
規
律
す
る
法
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
分
析
視
角
を
獲
得
す
る
。
続
い
て
第
三
節
で
は
こ
の
分
析
視
角

に
基
づ
き
、
我
が
国
の
警
察
法
秩
序
に
お
け
る
警
察
任
務
一
般
条
項
論
の
妥
当
性
を
、
学
説
並
び
に
個
別
の
実
定
法
を
通
じ
て
検
証
す
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
の
警
察
法
秩
序
の
規
範
構
造
の
特
徴
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
総
括
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

（
41
）
宮
崎
清
文
「
警
察
権
の
分
配
─
現
行
法
に
お
け
る
一
般
警
察
機
関
と
特
別
警
察
機
関
の
関
係
─
」 

中
原
英
典
ほ
か
編
『
警
察
学
の
諸
問
題
』（
立

花
書
房
・
一
九
五
〇
）
一
四
四
頁
以
下
。

（
42
）
宮
崎
・
前
掲
一
四
六
頁
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
清
文
『
警
察
官
の
た
め
の
行
政
法
講
義
（
四
訂
版
）』（
立
花
書
房
・
一
九
五
九
）

二
一
七
頁
以
下
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
43
）
戦
前
・
戦
後
の
ド
イ
ツ
警
察
法
の
変
遷
を
丹
念
に
追
っ
た
土
屋
正
三
氏
（
元
警
察
大
学
校
教
授
）
も
ま
た
こ
の
問
題
を
「
将
来
に
お
け
る
わ

が
警
察
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、考
究
に
値
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
土
屋
正
三
「
広
義
の
警
察
と
狭
義
の
警
察
」

警
察
研
究
二
八
巻
四
号
（
一
九
五
七
）
二
四
頁
）。
し
か
し
須
藤
陽
子
「
即
時
強
制
の
系
譜
」
立
命
館
法
学
三
一
四
号
（
二
〇
〇
七
）
一
〇
〇
三

頁
（
同
『
即
時
強
制
と
行
政
調
査
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
一
四
）
一
九
六
頁
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
両
者
（
警
察
組
織
と
一
般
行
政
組
織

─
筆
者
註
）
の
関
係
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
は
現
代
に
お
い
て
も
な
お
十
分
で
は
な
い
」。
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（
44
）
戦
後
警
察
改
革
史
に
つ
い
て
は
、差
し
当
た
り
、自
治
大
学
校
監
修
『
戦
後
自
治
史
第
五
巻
（
警
察
お
よ
び
消
防
制
度
の
改
革
）』（
文
生
書
院
・

一
九
七
七
）
七
頁
以
下
、
警
察
庁
警
察
史
編
纂
委
員
会
編
『
戦
後
警
察
史
』（
警
察
協
会
・
一
九
七
七
）
五
三
頁
以
下
、
古
川
純
「
警
察
改
革
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
現
代
の
警
察
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
〇
）
一
九
二
頁
以
下
等
、
参
照
。

（
45
）
須
藤
・
前
掲
一
〇
〇
二
頁
は
、「
強
大
過
ぎ
た
警
察
権
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
時
代
の
趨
勢
に
あ
っ
て
は
、
積
極
的
に
警
察
の
関
与
を
い
う
こ

と
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
評
し
て
い
る
。

（
46
）
田
上
穣
治
『
新
版
警
察
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
）
三
二
頁
。

（
47
）
言
い
換
え
る
と
、田
上
は
国
家
に
お
け
る

3

3

3

3

管
轄
（Zuständigkeit

）
で
は
な
く
、国
家
の3

権
限
（K

om
petenz

）
を
論
じ
て
い
る
と
言
え
る
。

（
48
）
以
上
、
松
井
真
理
「
警
察
法
二
条
一
項
の
意
味
」
警
察
公
論
三
八
巻
二
号
（
一
九
八
三
）
九
二
頁
。

（
49
）
以
上
、
田
村
正
博
『
全
訂
警
察
行
政
法
解
説
』（
東
京
法
令
・
二
〇
一
一
）
三
六
頁
。

（
50
）
田
村
正
博
「
警
察
活
動
上
の
『
限
界
』（
中
）」
警
察
学
論
集
四
一
巻
七
号
（
一
九
八
八
）
七
〇
頁
。

（
51
）
園
部
敏
『
行
政
法
論
』（
法
律
文
化
社
・
一
九
五
七
）
二
六
三
頁
は
、
戦
前
の
警
察

3

3

3

3

3

は
「
他
の
機
関
の
権
限
に
属
し
な
い
限
り
行
政
活
動
は
警

察
機
関
に
よ
っ
て
な
す
べ
き
も
の
と
説
か
れ
た
」
と
す
る
。

（
52
）
事
実
、（
都
道
府
県
）
警
察
が
生
活
保
護
な
ど
の
福
祉
的
活
動
に
関
わ
る
こ
と
は
組
織
形
態
、
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
人
員
の
観
点
か
ら
見
て

も
実
際
上
困
難
で
あ
り
、
警
察
消
極
目
的
の
原
則
を
支
持
す
る
論
者
も
こ
の
よ
う
な
可
能
性
に
ま
で
警
戒
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
警
察
の
責
務
（
も
ち
ろ
ん
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
が
）
の
枠
組
み
の
中
で
、〝
予
防
〟
を
名
目
と
し
て
警
察
の

活
動
範
囲
が
新
た
な
法
律
の
制
定
を
通
じ
て
、あ
る
い
は
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
事
務
を
通
じ
て
拡
大
す
る
こ
と
に
警
戒
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
53
）
し
か
し
組
織
法
違
反
（
管
轄
外
の
権
限
行
使
）
が
、
権
限
行
使
の
当
・
不
当
に
止
ま
ら
ず
、
適
法
・
違
法
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
。
ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
追
求
す
る
も
の
と
し
て
、H

uber, D
ie U

naufschiebbarkeit－
Rechtm

äßigkeitsvoraussetzung polizeilicher M
aßnahm

en, BayV
Bl. 1989, S. 5ff.

（
54
）
宮
崎
清
文
「
警
察
権
の
分
配
─
現
行
法
に
お
け
る
一
般
警
察
機
関
と
特
別
警
察
機
関
の
関
係
─
」
中
原
英
典
ほ
か
編
『
警
察
学
の
諸
問
題
』（
立

花
書
房
・
一
九
五
〇
）
一
四
六
頁
。

（
55
）
萩
野
徹
「
新
し
い
『
警
察
法
学
』
の
構
想
」
関
根
謙
一
ほ
か
編
『
講
座
警
察
法
第
一
巻
』（
立
花
書
房
・
二
〇
一
四
）
四
二
頁
。

（
56
）
そ
し
て
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
本
稿
は
、
警
察
任
務
一
般
条
項
論
の
否
定
で
は
な
く
、
一
定
の
〝
合
理
的
再
構
成
〟
が
施
さ
れ
る
必
要
が
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あ
る
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
57
）Schneider, Polizei und Gefahrenabw

ehr in Japan, 2001, S. 118. 

は
、
日
独
警
察
法
に
お
い
て
多
く
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
つ
つ
も
、
日
本
の
法
令
に
は
、
警
察
と
他
の
行
政
機
関
の
任
務
の
競
合
を
調
整
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
特
に
注
目
し
て
い
る
。

（
58
）
こ
れ
ら
の
問
題
を
精
緻
に
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
島
根
悟
「
現
行
警
察
制
度
の
基
本
構
造
に
関
す
る
一
整
理
」
関
根
謙
一
ほ
か
編
『
講
座

警
察
法
第
一
巻
』（
立
花
書
房
・
二
〇
一
四
）
二
三
七
頁
以
下
。

（
59
）
但
し
こ
の
こ
と
は
、
両
者
に
異
な
る
法
原
理
が
妥
当
す
る
こ
と
を
直
ち
に
は
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
具
体
的
権
限
が
機
能
的
に
等

価
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
両
任
務
に
共
通
の
法
（
適
正
手
続
や
比
例
原
則
な
ど
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
参
照
、
櫻

井
敬
子
「
犯
罪
予
防
と
行
政
法
」
渥
美
東
洋
編
『
犯
罪
予
防
の
法
理
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
八
）
九
二
頁
以
下
。

（
60
）
こ
の
問
題
に
関
す
る
分
析
は
、
既
に
宮
崎
・
前
掲
一
五
五
頁
以
下
が
行
っ
て
い
る
。

（
61
）
従
っ
て
、
当
初
か
ら
警
察
庁
が
所
管
し
て
い
る
法
律
（
道
路
交
通
法
、
売
春
防
止
法
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
ほ
か
、
風
俗
営
業
法
、

古
物
営
業
法
、
質
屋
営
業
法
と
い
っ
た
営
業
取
締
法
令
）
の
実
施
に
係
る
警
察
の
活
動
に
つ
い
て
は
対
象
外
で
あ
る
。
現
在
の
警
察
庁
の
所
管

法
令
は
、
警
察
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
62
）
国
会
の
各
議
院
や
裁
判
所
に
お
け
る
秩
序
維
持
活
動
を
定
め
た
法
律
（
国
会
法
一
一
五
条
、
裁
判
所
法
七
一
条
の
二
、
法
廷
等
の
秩
序
維
持

に
関
す
る
法
律
三
条
二
項
な
ど
）
も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
れ
が
警
察
の
責
務
内
と
さ
れ
る
か
責
務

外
と
さ
れ
る
か
は
議
論
が
あ
る
。
責
務
外
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
宍
戸
基
男
ほ
か
編
『
新
版
警
察
官
権
限
法
注
解
上
巻
』（
立
花
書
房
・

一
九
七
七
）
二
七
頁
。

第
二
節　

ド
イ
ツ
警
察
・
秩
序
法
の
任
務
配
分
原
理
─
分
析
視
角

第
一
項　

脱
警
察
化
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第
一　
「
警
察
行
政
庁
」
─
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条

一　

人
の
知
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
各
州
が
定
め
る
警
察
法
の
多
く
は
一
九
三
一
年
に
制
定
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
（
以
下
、

PrPV
G

と
略
）を
模
範
と
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
警
察
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
警
察
一
般
条
項
の
雛
型
と
さ
れ
たPrPV

G

一
四
条
一
項
は「
警

察
行
政
庁
は
、
現
行
法
の
枠
内
に
お
い
て
、
公
共
の
安
全
あ
る
い
は
秩
序
を
脅
か
す
危
険
を
公
衆
あ
る
い
は
個
人
か
ら
防
御
す
る
た
め
に
、

義
務
に
適
合
的
な
裁
量
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
同
条
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
「
警
察

行
政
庁
」
と
は
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
（
危
険
防
御
）
を
担
う
行
政
機
関
一
般
（
通
常
警
察
行
政
庁
と
特
別
警
察
行
政
庁
）
を
指
す
も
の

で
あ
っ

）
11
（

た
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
本
条
文
の
起
草
段
階
に
お
い
て
既
に
、PrPV

G

一
四
条
一
項
に
基
づ
く
警
察
行
政
庁
の
任
務

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

に
は
福
祉
増
進
任
務
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
か
ら
続
く
判
例
法
理
か
ら
し
て
当
然
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
新
た
に
明

文
を
以
て
こ
れ
を
確
認
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ

）
11
（

る
。
従
っ
て
、
我
が
国
で
言
う
と
こ
ろ
の
警
察
消
極
目
的

の
原
則
は
、
ド
イ
ツ
で
は
少
な
く
と
も
一
般
条
項
の
レ
ベ
ル
で
は
既
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

二　

し
か
し
こ
の
警
察
行
政
庁
は
、PrPV

G

一
四
条
二
項
の
規
定

3

3

3

3

3

3

3

3

（3

個
別
法
で
委
託
さ
れ
る
任
務
）

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

に
基
づ
き

3

3

3

3

、
健
康
・
衛
生
・
営
業
・
建
築
・

農
業
・
狩
猟
・
山
林
・
漁
業
な
ど
広
範
囲
の
任
務
も
担
い
、
執
行
警
察
（V

ollzugspolizei

）
と
行
政
警
察
（V

erw
altungspolizei

）
の
組
織
を

一
体
と
し
て
包
含
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
制
服
を
着
用
し
た
執
行
官
吏
と
官
庁
内
部
の
官
吏
と
の
間
に
は
明
確
な
区
別
が
な
く
、
警
察
行
政

庁
が
発
し
た
警
察
処
分
は
、
代
執
行
（Ersatzvornahm

e

）
や
直
接
強
制
（unm

ittelbarer Zw
ang

）
な
ど
強
制
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
執
行
警
察
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い

）
11
（

た
。
つ
ま
り
執
行
警
察
は
、組
織
内
部
的
に
警
察
行
政
庁
の
一
部
門
と
し
て
、

警
察
行
政
庁
の
「
目
や
耳
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
腕
と
し
て
」
活
動
し
た
の
で
あ

）
11
（

る
。
さ
ら
に
警
察
行
政
庁
が
有
し
た
権
限
は
以
上
に
止
ま

ら
な
い
。
立
法
作
用
と
し
て
の
警
察
命
令
権
の
ほ
か
、
刑
事
処
分
と
い
っ
た
司
法
的
権
限
も
ま
た
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
広
範
に
及
ぶ
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任
務
と
〝
公
共
の
秩
序
〟
概
念
の
拡
張
解
釈
と
と
も
に
そ
の
極
限
ま
で
行
き
着
い
た
先
が
、
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
警
察
の
政
治
警
察
化
、
秘
密

警
察
化
、
そ
し
て
軍
事
化
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

）
11
（

る
。
戦
後
ド
イ
ツ
の
警
察
法
は
、
こ
の
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
警
察
組
織
体
制
の

解
体
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二　

脱
警
察
化
の
法
的
含
意

一　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
警
察
行
政
庁
に
属
し
て
い
た
任
務
は
、
戦
勝
国
に
よ
る
占
領
の
下
、
州
毎
に
様
々
な
形
で
廃
止
も
し
く
複
数
の

行
政
機
関
に
移
譲
さ
れ
た
。
占
領
国
は
既
存
の
ド
イ
ツ
警
察
制
度
を
、
非
ナ
チ
化
、
非
軍
事
化
、
分
権
化
並
び
に
民
主
化
の
方
針
の
下
で
解

体
す
る
こ
と
で
一
致
し
、
警
察
組
織
は
そ
れ
ぞ
れ
の
占
領
国
の
警
察
モ
デ
ル
に
沿
っ
て
新
た
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。
中
で
も
注
目

さ
れ
る
の
は
、
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
警
察
制
度
を
徹
底
し
て
変
革
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
警
察
改
革
で

あ
）
11
（

る
。

二　

イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
両
国
は
、
警
察
は
国
家
の
保
護
よ
り
も
市
民
の
保
護
に
寄
与
す
べ
き
と
す
る
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
流
の
自

己
防
衛
の
思
想
に
従
い
、
立
法
作
用
で
あ
る
警
察
命
令
権
や
司
法
作
用
で
あ
る
刑
事
処
分
権
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
警
察
の
地
方
分
権
化

を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
改
革
方
針
と
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

）
11
（

る
。
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
地
域
で
実
施
さ
れ
た
〝
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
に
お
け
る
ド

イ
ツ
警
察
シ
ス
テ
ム
の
再
建
に
関
す
る
指
令
〟（
一
九
四
五
年
九
月
二
五
日
）
に
よ
れ
ば
、
警
察
と
関
連
の
な
い
す
べ
て
の
活
動
を
排
除
し
、

こ
れ
を
徐
々
に
他
の
行
政
庁
に
移
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
警
察
の
責
任
と
任
務
を
そ
の
本
来
の
領
域
に
制
限
し
、
警
察
か
ら
あ
ら
ゆ
る
司

法
的
並
び
に
立
法
的
権
力
を
撤
廃
し
、
行
政
警
察
を
特
別
な
組
織
と
し
て
新
た
に
確
立
す
る
こ
と
が
改
革
の
主
要
目
的
と
さ
れ
た
。
警
察
の

概
念
は
、「
他
の
行
政
庁
と
は
無
関
係
に
自
ら
の
任
務
を
遂
行
す
る
独
自
の
非
軍
事
的
組
織
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、「
生
命
並
び
に
財
産
の
保
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護
、
法
律
と
秩
序
の
維
持
、
犯
罪
の
防
止
と
解
明
、
犯
罪
者
の
裁
判
所
へ
の
送
致
」
と
必
然
的
に
結
び
つ
か
な
い
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
は

「
警
察
と
い
う
用
語
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
の
で
あ

）
1（
（

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
つ
て
警
察
行
政
庁
に
属
し
て
い
た
〝
公
共
の
安
全
・

秩
序
の
維
持
あ
る
い
は
犯
罪
行
為
の
予
防
と
い
っ
た
任
務
と
直
接
関
連
の
な
い
任
務

3

3

3

3

3

3

3

3

3

〟（
い
わ
ゆ
る
行
政
警
察
）
が
警
察
の
活
動
領
域
か
ら
取

り
除
か
れ
、
新
た
に
〝
秩
序
行
政
（O

rdnungsverw
altun

）
11
（g

）〟
と
し
て
一
般
行
政
機
構
に
編
入
も
し
く
は
新
た
に
組
織
さ
れ
る
一

）
11
（

方
、
警
察

は
制
服
を
着
用
し
た
保
安
警
察
と
し
て
、
目
前
の
危
険
の
除
去
を
目
的
と
す
る
緊
急
的
な
権
限
（
猶
予
不
可
能
な
措
置
（unaufschiebbare 

M
aßnahm

e

））を
行
使
す
る
機
関
へ
と
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

）
11
（

た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、危
険
防
御
任
務
は
第
一
に
秩
序
行
政
庁
が
担
い
、

警
察
は
た
だ
〝
緊
急
時
に
お
け
る
危
険
防
御
、
犯
罪
行
為
並
び
に
秩
序
違
反
の
訴
追
の
際
の
検
察
官
と
の
協
働
、
執
行
援
助
並
び
に
そ
の
他

法
律
で
規
定
さ
れ
た
任
務
〟
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
確
立
で
あ
り
、
危
険
防
御
は
、
法
律
が
明
示
的
に
警
察
に
そ
の
任
務
を
割

り
当
て
て
い
な
い
限
り
秩
序
行
政
庁
が
権
限
を
有
す
る
と
い
う
〝
秩
序
行
政
庁
の
権
限
の
推
定
〟、〝
警
察
任
務
の
列
記
主
義
〟
が
妥
当
す
る

こ
と
を
意
味
し

）
11
（

た
。
こ
の
種
の
改
革
は
、
危
険
防
御
の
任
務
の
担
い
手
を
警
察
と
秩
序
行
政
庁
に
組
織
的
に
分
離
さ
せ
る
点
に
特
徴
が
あ
る

た
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
組
織
形
態
は
一
般
に
分
離
シ
ス
テ
ム
と
言
わ
れ
て
い

）
11
（

る
。

三
（
一
）
と
こ
ろ
で
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁
を
組
織
的
に
分
離
さ
せ
る
こ
の
警
察
改
革
は
、
権
力
の
相
互
抑
制
の
体
制
を
整
え
る
こ
と
で
警

察
に
よ
る
権
限
乱
用
を
阻
止
す
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ

）
11
（

た
。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
指
し
て
、
分
離
シ
ス
テ
ム
は
し
ば
し
ば
〝
脱
警

察
化
〟
の
成
果
と
評
さ
れ
た
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
改
革
に
ド
イ
ツ
側
か
ら
全
く
批
判
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

）
11
（

い
。

　

一
つ
は
、
警
察
権
力
の
乱
用
を
警
察
組
織
の
分
離
に
よ
っ
て
阻
止
し
よ
う
と
す
る
考
え
は
今
日
で
は
も
は
や
根
拠
が
な
い
と
す
る
批
判
で

あ
る
。
か
つ
て
警
察
概
念
は
、「
国
家
が
尊
重
す
る
自
由
の
範
囲
は
、
警
察
権
力
の
範
囲
か
ら
読
み
取
ら
れ

）
11
（

る
」
と
い
う
法
治
国
家
保
障
機

能
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
基
本
法
制
定
以
来
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
が
法
と
法
律
に
拘
束
さ
れ
、
基
本
権
へ
の
介
入
に
は
常
に
議

会
に
よ
る
詳
細
な
法
律
の
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
と
、
も
は
や
警
察
の
活
動
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
法
治
国
家
的
意
味
を
見
出
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す
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
そ
も
そ
も
秩
序
行
政
庁
を
新
た
に
設
け
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
言
葉
の
使
用
方
法
に
か
か
わ
る
形
式
的
な

問
題
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
例
え
ば
〝
建
築
警
察
（Baupolizei

）〟
を
〝
建
築
監
督
（Bauaufsicht

）〟
に
言
い
換
え
た
と
こ
ろ
で
公
共
の
安
全

と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
（
実
質
的
意
味
に
お
け
る
）

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

警
察
上
の

3

3

3

3

権
限
に
何
ら
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な

）
11
（

い
。
む
し
ろ
秩
序
行
政
庁
に
対
し

て
警
察
と
い
う
呼
び
名
を
用
い
な
い
こ
と
は
、
従
来
、
警
察
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
き
た
法
原
則
、
就
中
、
比
例
原
則
が
秩
序
行
政
庁
に
も

適
用
さ
れ
る
こ
と
を
覆
い
隠
す
、
と
い
う
わ
け
で
あ

）
1（
（

る
。
ま
た
第
二
に
─
特
に
こ
ち
ら
が
実
際
上
重
要
な
批
判
で
あ
っ
た
が
─
、
危
険
防
御

を
担
う
機
関
が
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
二
つ
に
分
離
さ
れ
る
と
、
危
険
防
御
の
任
務
の
履
行
責
任
を
互
い
に
転
嫁
し
合
う
な
ど
両
者
の
間
に

常
に
権
限
争
議
が
発
生
し
、
法
的
安
定
性
を
損
な
う
と
い
う
批
判
で
あ

）
11
（

る
。
と
り
わ
け
新
た
に
創
設
さ
れ
た
秩
序
行
政
庁
に
対
し
て
は
、
ど

の
よ
う
な
法
律
が
適
用
さ
れ
る
の
か
な
お
曖
昧
で
あ
り
、警
察
組
織
改
革
は
か
つ
て
の
秩
序
立
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
の
仕
組
み
を
破
壊
し
、

秩
序
行
政
庁
に
よ
る
処
分
が
執
行
警
察
に
よ
っ
て
確
実
に
履
行
さ
れ
な
い
な
ど
、（
占
領
当
局
の
意
図
と
は
逆
に
）
法
的
不
安
定
性
を
助
長
す

る
お
そ
れ
が
あ

）
11
（

る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

（
二
）
し
か
し
他
方
で
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
必
ず
し
も
多
く
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
第
一
の
批
判
に
対
し
て
は
、
脱

警
察
化
の
象
徴
的
意
義
が
強
調
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
概
念
的
な
い
し
組
織
的
な
分
離
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
警
察
が

有
し
た
〝
無
限
の
権
限
〟
が
再
び
想
起
さ
れ
る
の
を
阻
止
し
、
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
と
の
明
確
な
決
別
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
強
調

さ
れ

）
11
（

た
。
ま
た
、プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
の
伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
組
織
内
部
で
は

3

3

3

3

行
政
警
察
と
執
行
警
察
と
に
分
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

外
部

3

3

、
つ
ま
り
市
民
の
目
か
ら
は
い
つ
も
〝
警
察
〟
が
活
動
し
て
い
る
と
映
る
が
、
分
離
シ
ス
テ
ム
で
は
市
民
は
自
分
が
誰
と
向
き
合
っ
て

い
る
の
か
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
市
民
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と

さ
れ

）
11
（

た
。
さ
ら
に
、
分
離
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
は
、
警
察
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
比
例
原
則
が
秩
序
行
政
庁
に
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
こ
と

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
も
主
張
さ
れ
た
。
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も
っ
と
も
第
二
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
一
部
、
正
当
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
新
た
に
創
出
さ
れ
た
秩
序

行
政
庁
に
も
、
か
つ
て
のPrPV

G

が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
の
か
疑
問
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
秩
序
行
政
庁
の
権
限
行
使
に
か
か
る
法
的
根

拠
が
な
お
不
明
確
な
ま
ま
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
一
部
の
学
説
で
は
、
警
察
組
織
が
占
領
当
局
に
よ
っ
て
根
本
的
に
変
更

せ
し
め
ら
れ
た
以
上
、
警
察
並
び
に
秩
序
行
政
庁
の
活
動
に
は
、
新
た
な
法
律
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ

）
11
（

た
。
こ
の

よ
う
な
見
解
は
多
く
の
論
者
に
お
い
て
も
一
致
し
て
い
た
が
、
し
か
し
実
務
的
に
は
か
つ
て
のPrPV

G

が
広
く
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
狭
く

解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
の
み
が
論
じ
ら
れ
た
た
め
、
法
的
不
安
定
性
の
除
去
は
最
終
的
に
は
州
政
府
並
び
に
占
領
当
局
に
よ
る

政
治
決
定
を
待
つ
ほ
か
な
か
っ

）
11
（

た
。
し
か
し
占
領
当
局
は
専
ら
組
織
的
な
問
題
、つ
ま
り
形
式
的
警
察
法
に
の
み
関
心
を
寄
せ
て
い
た
た
め
、

こ
の
種
の
警
察
実
体
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
特
に
具
体
的
な
手
当
を
講
じ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
州
政
府
の
多
く
も
単
に
占
領
当
局
の
形

式
的
警
察
法
に
対
す
る
要
求
を
州
法
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
集
中
し
て
い
た
た
め
、
一
向
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
も
っ
と
も
、
一
部
の
州
で
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
不
安
定
性
を
解
消
す
べ
く
、
早
く
か
ら
秩
序
行
政
庁
の
活
動
を
支
え
る
法
的
根
拠
の

制
定
に
向
け
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
問
題
に
い
ち
早
く
取
り
組
み
改
善
を
試
み
た
の
は
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ

ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
あ
っ

）
11
（

た
。
同
州
は
〝
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
に
よ
る
警
察
の
引
き
継
ぎ
の
た
め
の
法
律
〟（
一

九
四
七
年
一
月
四
日
）
第
四
条
に
お
い
て
、「
警
察
の
機
関
は
、
以
前
の
行
政
警
察
の
任
務
の
枠
内
に
お
い
て
、
執
行
措
置
の
遂
行
を
求
め
る

行
政
庁
の
要
請
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
規
定
を
設
け
た
。
脱
警
察
化
に
よ
り
秩
序
行
政
庁
か
ら
執
行
警
察
が
失
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
以
上
、
警
察
の
援
助
な
し
で
は
秩
序
行
政
庁
に
よ
る
処
分
は
事
実
上
履
行
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
か
ね
な
い
。
同
規
定
は
秩
序

行
政
庁
の
活
動
に
実
体
法
上
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
脱
警
察
化
に
よ
っ
て
必
然
的
に
発
生
す
る
〝
秩
序
行
政
庁
か
ら
の

執
行
機
構
の
喪
失
〟
と
い
う
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
さ
ら
に
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

政
府
は
、
秩
序
行
政
庁
の
実
体
法
上
の
法
的
根
拠
を
整
備
す
べ
く
対
策
を
講
じ
た
。
同
州
の
内
務
大
臣
は
、
一
九
四
九
年
三
月
八
日
の
訓
令
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に
よ
っ
て
、
危
険
防
御
の
領
域
に
お
い
て
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
秩
序
行
政
庁
はPrPV

G

で
定
め
ら
れ
た
手
段
（
処
分
（PrPV

G

四
〇

条
以
下
）
と
命
令
（
二
四
条
以
下
））
を
引
き
続
き
用
い
る
も
の
と
す
る
、
と
確
認
す
る
と
と
も
に
、
一
九
四
九
年
の
警
察
法
（
一
九
四
九
年
三
月

二
三
日
）
で
は
、
そ
の
適
用
対
象
を
警
察
の
み
な
ら
ず
秩
序
行
政
庁
に
も
及
ぼ
し
、PrPV

G

一
四
条
一
項
と
ほ
ぼ
同
一
の
一
般
条
項
（
一
条

一
項
）
を
設
け
る
ほ
か
、
同
条
三
項
に
お
い
て
「
一
項
の
諸
原
則
は
、・
・
公
共
の
安
全
あ
る
い
は
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
活
動
す
る
限
り

行
政
庁
に
も
適
用
さ
れ
る
。
警
察
は
こ
の
範
囲
に
お
け
る
執
行
措
置
の
実
施
の
た
め
の
行
政
庁
の
要
請
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と

明
確
に
定
め
る
こ
と
で
、
つ
い
に
秩
序
行
政
庁
の
活
動
に
明
確
な
法
的
根
拠
を
与
え
た
の
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
警
察
法
の
規

律
は
そ
の
後
、
内
務
省
訓
令
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
で
も
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四　

と
も
あ
れ
各
州
は
、
占
領
期
を
経
て
再
び
主
権
を
回
復
し
た
後
、
改
め
て
独
自
の
警
察
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
基
本
的
に

は
、
占
領
期
に
行
わ
れ
た
警
察
改
革
の
路
線
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
確
か
に
占
領
当
局
に
よ
る
警
察
改
革
は
、
ド
イ
ツ
警
察
法
の
伝

統
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
占
領
当
局
の
関
与
が
徐
々
に
緩
和
さ
れ
る
に
つ
れ
、
各
州
は
独
自
の
警

察
制
度
、
就
中
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
の
「
復

）
11
（

原
」
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
戦
後
警
察
改
革
の
最
も
重
要
な
柱
で
あ
っ
た
警

察
か
ら
の
立
法
的
・
司
法
的
権
限
の
剥
奪
を
は
じ
め
、
組
織
分
離
に
よ
る
執
行
警
察
の
純
化
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
は
─
ノ
ル
ド
ラ
イ
ン

＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
な
ど
の
例
外
は
あ
っ
た
も
の
の
─
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

）
1（
（

た
。
そ
れ
は
分
離
シ
ス
テ
ム
が
市
民
と

直
接
向
き
合
う
執
行
警
察
の
み
を
〝
警
察
〟
と
呼
ぶ
こ
と
で
ナ
チ
ズ
ム
と
の
断
絶
を
鮮
明
に
す
る
と
と
も
に
、
脱
警
察
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
に

つ
い
て
は
新
た
な
法
規
定
で
手
当
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
安
定
性
を
確
保
し
う
る
こ
と
か
ら
、
な
お
維
持
可
能
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に

よ
る
。
各
州
の
警
察
法
を
あ
る
程
度
に
お
い
て
統
一
す
べ
く
、
連
邦
及
び
州
内
務
大
臣
会
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
〝
統
一
警
察
法
模
範
草

案
〟（
一
九
七
七
年
。
一
九
八
六
年
補

）
11
（

正
）
に
お
い
て
も
、
採
用
さ
れ
た
の
は
分
離
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

五
（
一
）
し
か
し
他
方
で
秩
序
行
政
庁
の
創
設
や
警
察
の
名
称
云
々
と
は
別
に
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
組
織
内
部
的
に
せ
よ
執
行
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警
察
と
行
政
機
関
を
区
別
し
、
こ
れ
に
応
じ
た
権
限
の
違
い
を
設
け
て
い
る
点
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
と
同
じ
組
織
体
制
を
維
持
す

る
統
一
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
異
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
統
一
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
二
つ
の
組
織
は
区
別
さ
れ
（
行
政
警
察
（
警

察
行
政
庁
）
と
執
行
警
察
）、
行
政
警
察
（
警
察
行
政
庁
）
が
中
心
的
に
危
険
防
御
任
務
を
遂
行
す
る
一
方
、
執
行
警
察
は
─
法
律
上
別
段
の
規

定
が
な
い
限
り
─
緊
急
時
に
お
け
る
危
険
防
御
を
担
う
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
州
も
ま
た
、

警
察
を
行
政
警
察
と
執
行
警
察
の
機
能
的
に
二
つ
に
区
別
さ
せ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
分
離
シ
ス
テ
ム
と
基
本
的
に
大
き
な
違
い
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
警
察
か
ら
一
般
行
政
を
組
織
的
に
分
離
す
る
と
い
う
こ
と
が
脱
警
察
化
の
主
要
な
狙
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
統
一
シ
ス
テ
ム
で
は
脱
警
察
化
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
の
評
価
は
行
政
機
関
の
名
称
や
組
織
の
形
式
的
分
離
の
み
を
問
題
と
し
、
両
行

政
機
関
の
〝
組
織
体
制
・
機
能
〟〝
任
務
履
行
の
方
法
〟〝
職
員
の
育
成
方
法
〟
と
い
っ
た
組
織
的
特
徴
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
点
で
、
表

層
的
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な

）
11
（

る
。

　

例
え
ば
執
行
警
察
に
は
、《
室
外
で
の
業
務
》《
現
場
と
の
近
接
性
》《
事
実
行
為
に
基
づ
く
危
険
制
圧
の
迅
速
性
》《
口
頭
主
義
、
不
形
式

性
》い
っ
た
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
執
行
警
察
は
、目
前
に
迫
っ
た
危
険
を
迅
速
に
現
場
で
制
圧
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
。
二
四
時
間
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
う
る
の
は
─
消
防
と
医
師
に
よ
る
救
急
業
務
を
除
け
ば
─
執
行
警
察
の
み
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
故
・
地
滑
り
の
危
険
・
健

康
へ
の
危
険
・
自
然
災
害
に
お
い
て
常
に
執
行
警
察
が
事
実
上
最
初
の
権
限
行
使
者
と
な
る
性
質
を
持

）
11
（

つ
。
こ
の
こ
と
は
刑
事
訴
訟
法
に
規

定
さ
れ
る
犯
罪
捜
査
の
領
域
に
も
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
秩
序
行
政
庁
（
警
察
行
政
庁
）
に
は
、《
室
内
で
の
業
務
》《
現
場
か
ら
距

離
が
あ
る
》《
処
分
に
よ
る
危
険
の
制
圧
（
即
座
に
は
実
現
し
な
い
危
険
へ
の
対
応
）》《
一
般
的
抽
象
的
規
律
に
よ
る
危
険
（
抽
象
的
危
険
）
の
防

御
》《
書
面
主
義
、
形
式
性
》
と
い
っ
た
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
秩
序
行
政
庁
は
官
署
の
中
（
屋
内
）
で
事
務
的
な
業
務
を
行
い
、
中
長
期
的

に
危
険
に
対
処
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
。
例
え
ば
抽
象
的
危
険
へ
の
対
応
と
し
て
、
徹
底
し
た
調
査
に
裏
付
け
ら
れ
た
統
計
的
デ
ー
タ
に

基
づ
き
一
般
的
抽
象
的
規
範
を
制
定
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
執
行
警
察
は
執
行
機
関
と
し
て
外
勤
業
務
に
従
事
す
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る
の
に
対
し
、
秩
序
行
政
庁
は
事
務
的
に
（
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
と
し
て
）、
と
り
わ
け
書
面
に
よ
る
処
分
の
発
令
と
い
っ
た
形
式
で
危
険
防
御
措

置
を
講
じ
る
、
と
そ
の
特
徴
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ

）
11
（

る
。
も
と
よ
り
、
右
に
見
た
よ
う
な
両
機
関
の
組
織
的
特
徴
は
、
あ
く
ま
で
抽
象
的
・

傾
向
的
・
理
念
的
な
も
の
で
あ
っ
て
現
実
に
は
異
な
る
部
分
も
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
相
応
の
手
段
と
相
応
の
専
門
的

人
員
を
備
え
た
異
な
る
行
政
機
関
の
存
在
が
、
状
況
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
任
務
遂
行
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
文
脈

で
理
解
さ
れ
る
両
機
関
の
組
織
的
分
離
は
、
も
は
や
権
力
抑
制
と
い
う
権
力
分
立
の
古
典
的
理

）
11
（

解
に
留
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
危
険
防
御
を
実

効
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
相
応
し
い
組
織
機
構
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
機
能
的
な
理
解
に
基
づ
い
て
い

）
11
（

る
。

（
二
）
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
に
い
う
脱
警
察
化
と
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
反
省
に
基
づ
い
た
権
力
抑
制
と
い
う
観
点
か

ら
の
み
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
脱
警
察
化
に
よ
る
改
革
は
、
警
察
か
ら
軍
事
的
機
能
・
立
法
的
機
能
・
司
法
的

機
能
を
取
り
除
く
と
と
も
に
、
こ
れ
を
地
方
分
権
化
す
る
こ
と
に
最
も
重
要
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
程
度
は
占
領
国
に
よ
っ
て

濃
淡
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
下
の
州
の
よ
う
に
組
織
体
制
と
し
て
は
戦
前
と
殆
ど
変
更
が
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
既
に
ド
イ
ツ
警
察
法
が
広
い
意
味
で
の
脱
警
察
化
（
警
察
権
限
の
縮
減
）
を
経
験
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
由
来
し
て
い
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
ド
イ
ツ
警
察
法
の
展
開
は
、
拡
大
し
て
い
く
行
政
活
動
が
警
察
か
ら
徐
々
に
切
り
離
さ
れ
て
い
く
歴
史
で
あ
り
、
少
な

く
と
も
第
一
次
世
界
大
戦
並
び
に
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
以
降
は
、
危
険
防
御
に
関
わ
る
行
政
組
織
は
急
速
に
細
分
化
さ
れ
て
い

）
（11
（

た
。
ワ
イ
マ
ー

ル
時
代
に
は
、
危
険
防
御
は
も
は
や
制
服
を
着
た
執
行
警
察
の
独
占
的
任
務
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
お
り
、
執
行
警
察
（（
国

家
）
保
安
警
察
）
と
（
地
方
）
行
政
警
察
は
、
実
質
的
に
は
機
能
的
に
区
別
さ
れ
て
い

）
（1（
（

た
。
と
い
う
の
も
、
建
築
警
察
、
衛
生
警
察
、
外
国
人

警
察
の
よ
う
な
伝
統
的
な
行
政
警
察
は
徐
々
に
官
僚
的
業
務
を
担
う
一
般
行
政
活
動
と
共
通
性
を
獲
得
す
る
一
方
、
パ
ト
ロ
ー
ル
、
捜
査
、

強
制
権
の
行
使
等
と
い
っ
た
古
典
的
な
警
察
業
務
と
の
類
似
性
を
明
ら
か
に
失
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
決
定
的
な
要
因
は
、
そ
の

対
処
に
お
い
て
行
政
機
関
に
よ
る
特
別
な
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
生
活
様
式
の
登
場
と
、
こ
れ
に
伴
う
危
険
の
増
大
に
あ
っ

）
（10
（

た
。
つ
ま
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り
そ
こ
に
は
既
に
事
態
処
理
の
た
め
に
相
応
し
い
行
政
組
織
の
機
能
的
分
離
の
発
想
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（「
真
正
の
脱
警
察

）
（10
（

化
」）。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
戦
後
の
脱
警
察
化
も
決
し
て
「
占
領
軍
に
よ
っ
て
感
染
さ
せ
ら
れ
た
、
警
察
を
保
安
警
察
と
秩
序
行
政

に
組
織
上
解
体
す
る
と
い
う
流
行

）
（10
（

病
」
と
し
て
単
純
に
評
価
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

）
（10
（

た
。
占
領
当
局
に
よ
る
脱
ナ
チ
の
指
令
は
、
確
か
に

実
体
的
警
察
概
念
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
警
察
法
の
伝
統
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
う
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
警
察
法
の
歴

史
に
お
い
て
も
以
前
か
ら
同
様
の
方
向
性
を
示
す
傾
向
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る

）
（10
（

と
、戦
後
の
脱
警
察
化
も
ま
た
そ
の
延
長
と
し
て
、

あ
る
い
は
再
継
続
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

）
（10
（

る
。

六　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
脱
警
察
化
を
単
に
権
力
抑
制
に
基
づ
く
組
織
的
分
離
の
観
点
か
ら
の
み
消
極
的
に
理
解
す
る
の
は
一

面
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
脱
警
察
化
と
い
う
言
葉
は
、
確
か
に
国
家
権
力
の
抑
制
と
均
衡
と
い
う
権
力
分
立
の
古
典
的
機
能
を
─
戦
前
の

反
省
を
踏
ま
え
る
と
い
う
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
─
警
察
組
織
の
領
域
に
お
い
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し

か
し
、
手
段
の
相
違
を
踏
ま
え
た
組
織
法
的
観
点
、
並
び
に
権
力
分
立
の
新
た
な
意
味
付

）
（10
（

け
か
ら
同
現
象
を
観
察
す
る
な
ら
ば
〝
危
険
防
御

は
秩
序
行
政
庁
が
主
た
る
権
限
を
有
し
、
警
察
は
目
前
の
危
険
に
対
応
す
る
緊
急
権
限
を
有
す
る
〟
と
い
う
組
織
の
特
性
に
適
合
的
な
権
限

行
使
の
問
題
と
し
て
新
た
に
捉
え
直
す
こ
と
も
可
能
と
な
ろ

）
（10
（

う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
脱
警
察
化
の
具
体
的
姿
（
脱
警
察
化
の
法
的
含
意
）
に
注
目
し
、〝
組
織
の
特
性
に
適
合
的
な

権
限
行
使
〟
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
、
秩
序
行
政
庁
と
執
行
警
察
と
の
具
体
的
な
役
割
分
担
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、

脱
警
察
化
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
シ
ュ
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
分
離
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
「
統
一
警

察
法
模
範
草
案
（
一
九
八
六
年
補
正
の
も
の
。
以
下
、M

EPolG

と
略
す
）」
の
条
文
規
定
を
中
心
に
、
ま
た
関
連
す
る
州
警
察
法
の
規
定
も
参
照

し
な
が
ら
、
危
険
防
御
の
任
務
を
遂
行
す
る
両
機
関
の
適
正
な
役
割
分
担
並
び
に
協
働
の
在
り
様
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
（
以
下

で
は
原
則
と
し
て
分
離
シ
ス
テ
ム
を
念
頭
に
、「
警
察
」
と
「
秩
序
行
政
庁
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
す

）
（（1
（

る
。）。
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（
63
）V

gl. Pioch, Polizeirecht einschließlich der Polizeiorganisation, 2. A
ufl. 1952, S. 47.
（
64
）K

lausener/K
erstiens/K

em
pner, Polizeiverw

altungsgesetz vom
 1. Juni, 1931, S. 57. 
（
65
）V

gl. Enderling, D
ie A

ufgaben der O
rdnungsäm

ter, 2. A
ufl. 1952, S. 17f. ; Bastian, W

estdeutsches Polizeirecht unter 
alliierter Besatzung (1945 - 1955), 2010, S. 123. 

（
66
）Pioch, a. a. O

., S. 110.

（
67
）
ナ
チ
ス
の
警
察
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
宮
崎
良
夫
「
ナ
チ
ズ
ム
の
警
察
法
論
（
一
）
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
観
お
よ
び
警
察
法
理

の
変
遷
」
社
会
科
学
研
究
三
四
巻
五
号
（
一
九
八
三
）
一
頁
以
下
、島
田
茂
「
一
九
三
二
年
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）」

甲
南
法
学
四
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
）
一
頁
以
下
。

（
68
）V

gl. Bastian, a. a. O
., S. 9ff. 

保
木
本
一
郎
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
法
の
動
向
─
行
政
警
察
の
解
体
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
現
代
の

警
察
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
〇
）
二
二
〇
頁
以
下
。

（
69
）
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、V

gl. Gönnenw
ein, D

ie Gestaltung des Polizei- und O
rdnungsrechts in den Ländern der am

erikanischen 
und französischen Besatzungszone, V

V
D
StRL 9, 1952, S. 181ff. 

イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、V

gl. W
olff, D

ie Gestaltung des 
Polizei- und O

rdnungsrechts inbesondere in der britischen Besatzungszone, V
V
D
StRL 9, 1952, S. 134ff. 

（
70
）V

gl. W
olff, a. a. O

., S. 143.

（
71
）
ア
メ
リ
カ
の
占
領
地
域
で
は
、一
九
四
七
年
五
月
二
二
日
の
軍
事
政
府
の
公
共
の
治
安
制
度
に
関
す
る
指
令
第
九
章
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。

V
gl. D

rew
s/W

acke/V
ogel/M

artens. Gefahrenabw
ehr, 9. A

ufl. 1986, S. 14.

（
72
）
危
険
防
御
任
務
を
担
う
行
政
庁
は
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
例
え
ば
ハ
ン
ブ
ア
ク
・
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
・
ザ
ク
セ
ン
州
等
で
は

危
険
防
御
の
行
政
庁
、
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
等
で
は
秩
序
行
政
庁
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
安
全
行
政
庁
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
危

険
防
御
行
政
庁
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
秩
序
行
政
庁
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

（
73
）
秩
序
行
政
庁
は
、
通
常
、
一
般
秩
序
行
政
庁
と
特
別
秩
序
行
政
庁
に
分
か
た
れ
る
。
一
般
秩
序
行
政
庁
と
は
危
険
防
御
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

任
務
に
対
し
て
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
で
あ
り
、
例
え
ば
州
政
府
（Landersregierung

）、
管
区
政
府
（Bezirksregierung

）、
行
政
区
長

官
（Regierungspräsidium

）
の
他
、
自
治
体
行
政
庁
（K

om
m
unalbehörde

）
と
し
て
の
群
長
（Landrat

）、
市
町
村
（Gem

einde

）
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
特
別
秩
序
行
政
庁
と
は
、
危
険
防
御
の
任
務
が
法
令
に
よ
っ
て
明
示
的
に
委
託
さ
れ
た
場
合
に
の
み
権
限
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を
有
す
る
行
政
庁
で
あ
り
、
建
築
秩
序
行
政
庁
や
環
境
官
庁
な
ど
、
一
般
行
政
と
は
異
な
る
組
織
と
し
て
特
に
特
別
な
専
門
的
知
識
を
要
す
る

危
険
防
御
任
務
を
担
う
行
政
庁
で
あ
る
。
も
っ
と
も
行
政
実
務
で
は
、一
般
秩
序
行
政
庁
と
特
別
秩
序
行
政
庁
の
区
別
に
重
要
な
意
味
は
な
く
、

単
に
特
別
危
険
防
御
法
令
に
対
す
る
警
察
一
般
条
項
の
補
完
性
を
、
組
織
上
か
ら
も
対
外
的
に
分
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
に
寄
与
す
る
に
過
ぎ

な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。V

gl. M
öller/W

arg, A
llgem

eines Polizei- und O
rdnungsrecht m

it V
erw

altungszw
ang 

und Bescheidtechnik, 6. A
ufl. 2012, S. 19.

（
74
）V

gl. Gönnenw
ein, a. a. O

., S.183f. 

（
75
）V

gl. Friauf, Polizei- und O
rdnungsrecht, in : Schm

idt-A
ßm

ann (H
rsg.), Besonderes V

erw
altungsrecht, 1995, S. 177. ; 

Schenke, Polizei- und O
rdnungsrecht, 7. A

ufl. 2011, S. 279. 

こ
の
点
に
お
い
て
、
同
シ
ス
テ
ム
は
〝
秩
序
行
政
庁
シ
ス
テ
ム
〟
と
呼
ば

れ
る
こ
と
も
あ
る
。V

gl. K
nem

eyer/M
üller, N

eues Polizeirecht in den neuen Bundesländern, N
V
w
Z 1993, S. 4387.

（
76
）
分
離
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
た
州
と
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
州
・
ベ
ル
リ
ン
・
ハ
ン
ブ
ア
ク
ほ
か
多
数
。
他
方
で
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
地
域
に
属
し
て

い
た
州
（
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ア
ク
州
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
州
な
ど
）
で
は
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁
と
い
う
形
で
は
分
離
さ
れ
ず
、
秩
序

行
政
庁
は
〝
警
察
〟
の
構
成
要
素
に
留
ま
る
こ
と
で
、
か
つ
て
の
統
一
的
な
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
の
シ
ス
テ
ム
（
警
察
の
基
幹
と
し
て
の

執
行
警
察
部
門
と
建
築
警
察
や
保
健
警
察
な
ど
専
門
的
知
識
を
要
す
る
部
門
の
、
警
察
行
政
庁
内
部
で
の
区
別
）
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
（
こ
れ
は
統
一
シ
ス
テ
ム
な
い
し
混
成
シ
ス
テ
ム
と
呼
ば
れ
る
）。
こ
の
よ
う
な
制
度
改
革
は
、
占
領
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
が
警
察
制
度
を
新

た
に
創
設
す
る
た
め
の
一
般
的
な
方
針
を
立
て
る
こ
と
放
棄
し
、
単
に
非
ナ
チ
化
・
非
武
装
化
・
分
権
化
の
方
針
の
下
で
ナ
チ
に
関
す
る
法
律

の
廃
止
や
命
令
制
定
権
の
廃
止
に
止
め
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。V

gl. Gönnenw
ein, a. a. O

., S. 181ff.

（
77
）V

gl. W
ürtenberger/H

eckm
ann, Polizeirecht in Baden-W

ürtem
berg, 6. A

ufl. 2005, S. 8f. 

イ
ギ
リ
ス
の
占
領
地
域
で
の
警
察
改

革
は
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
に
警
察
に
属
し
て
い
た
旅
券
や
住
民
登
録
に
関
わ
る
任
務
も
秩
序
行
政
と
し
て
位
置
づ
け
る

ほ
か
、
さ
ら
に
警
察
長
な
い
し
警
察
官
吏
の
任
免
権
を
持
つ
こ
と
で
警
察
を
統
制
す
る
（
住
民
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
）
い
わ
ゆ
る
警

察
委
員
会
（Polizeiausschuß

）
が
設
置
さ
れ
た
。
参
照
、
土
屋
正
三
「
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
法
の
変
遷
─
主
と
し
て
イ
ギ
リ

ス
占
領
地
域
に
つ
い
て
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
三
八
号
（
一
九
五
四
）
一
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
ア
メ
リ
カ
の
占
領
地
域
で
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域

ほ
ど
改
革
は
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
旅
券
や
住
民
登
録
に
関
わ
る
任
務
は
な
お
警
察
に
残
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
任
務
を

も
警
察
か
ら
取
り
除
い
た
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
の
脱
警
察
化
こ
そ
、
脱
警
察
化
に
よ
る
本
質
的
転
機
が
認
め
ら
れ
る
と
の
見
解
も
あ
る
。V

gl., 
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Götz, A
llgem

eines Polizei- und O
rdnungsrecht, 15. A

ufl. 2013, S. 11, S. 224. ; Bastian, a. a. O
., S. 20ff.

（
78
）V

gl. W
olff, D

ie Rechtsgrundlagen der sogenannten O
rdnungsverw

altung im
 nordw

estdeutschen Geltungsgebiet der 
preußischen Polizei-V

erw
altungs-Gesetzes, M

D
R 1950, S. 5ff. ; ders, W

erdendes Polizei- und O
rdnungsrecht in den 

Ländern der britischen Besatzungszone, D
V
Bl 1951, S. 300ff. ; Gönnenw

ein, a. a. O
., S. 195. ; Lorentz-Link, V

erhältnis 
zw

ischen Polizei- und O
rdnungsbehörden, 1998, S. 50ff. ; W

acke, D
as Frankfurter M

odell eines Polizeigesetzes, D
Ö
V
 1953, 

S. 390. 

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
分
離
は
、
ド
イ
ツ
行
政
警
察
の
性
質
に
関
す
る
不
明
確
な
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
時
期
に
お

け
る
ド
イ
ツ
の
学
説
の
展
開
と
そ
の
意
味
を
丹
念
に
追
っ
た
も
の
と
し
て
、
島
田
茂
「
一
九
三
二
年
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
に
関
す
る
一
考

察
（
三
）」
甲
南
法
学
四
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
）
七
頁
以
下
。

（
79
）V

gl. W
erner, W

andelung des Polizeibegriffs ? D
V
Bl. 1957, S. 809f.

（
80
）
事
実
、
一
部
の
州
で
は
任
務
の
移
譲
で
は
な
く
名
称
だ
け
が
変
更
さ
れ
た
。V

gl. D
enninger, Polizeiaufgaben, in : Lisken/ders, 

H
andbuch des Polizeirechts, 5. A

ufl. 2012, S. 275.

（
81
）D

rew
s/W

acke, A
llgem

eines Polizeirecht, 7. A
ufl. 1961, S. 16f.

（
82
）V

gl. W
acke,  a. a. O

., S. 391. ; Gönnenw
ein, a. a. O

., S.195.: W
olff, D

ie Rechtsgrundlagen der sogenannte O
rdnungsverw

altung 
im

 nordw
estdeutschen Gebiet der preußischen Polizei- V

erw
altungs-Gesetzes, M

D
R 1950, S. 5.

（
83
）V

gl. W
olff, a. a. O

., S. 5. 

（
84
）V

gl. Lorentz-Link , a. a. O
., S. 59.

（
85
）K

nem
eyer, R

echtsgrundlagen polizeilichen H
andelns－

G
rundlinien einer Polizeigesetzgebung in den neuen 

Bundesländern, LK
V
 1991, S. 321ff.

（
86
）K

leinrahm
, D

as Polizeiverordnungsrecht nach der N
eugestaltung der Polizei in der britishen Zone, D

V
 1948, S. 109. 

V
gl. Bastian, a. a. O

., S. 122.

（
87
）
戦
後
直
後
に
お
い
て
各
州
の
警
察
法
を
調
査
検
討
し
たPioch, a. a. O

., S.214.

は
、「
か
つ
て
の
行
政
警
察
上
の
任
務
遂
行
の
た
め
に
自
治

体
行
政
や
州
行
政
の
一
般
行
政
庁
にPrPV

G

の
関
連
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
法
律
の
規
律
が
必
要
か
否
か
と
い

う
問
題
は
、
な
お
解
明
を
必
要
と
す
る
。」
と
し
て
い
た
。
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（
88
）
以
下
、V

gl. Bastian, a. a. O
., S. 123ff.

（
89
）V

gl. Bastian, a. a. O
., S. 123ff.　

ま
た
、
土
屋
正
三
「
シ
ュ
レ
ー
ス
ウ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
警
察
組
織
法
（
一
）」
警
察
研
究
二

七
巻
五
号
（
一
九
五
六
）
一
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
90
）W

erkentin, D
ie Restauration der deutschen Polizei, 1984.

（
91
）
そ
の
際
、
各
州
に
お
け
る
分
離
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
内
部
で
さ
ら
に
二
つ
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
分
か
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（V

gl. 
K
nem

eyer, Polizei- und O
rdnungsrecht, 9. A

ufl. 2002, S. 32f.

）。
一
つ
は
、
組
織
的
に
は
警
察
と
秩
序
行
政
庁
を
分
離
さ
せ
な
が
ら
も

一
つ
の
法
律
の
中
で
両
者
に
共
通
の
法
的
根
拠
を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
（
い
わ
ゆ
るBerliner M

odell

）、
も
う
一
つ
は
、
組
織
的
に
警
察
と

秩
序
行
政
庁
を
分
離
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
対
す
る
法
的
根
拠
も
法
律
上
別
々
に
設
け
る
こ
と
で
、
両
者
の
分
離
を
よ
り

厳
格
に
貫
く
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
警
察
と
秩
序
行
政
庁
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
法
律（
そ
し
て
法
的
根
拠
）を
与
え
る
後
者
の
分
離
シ
ス
テ
ム
は〝
純

粋
な
分
離
シ
ス
テ
ム
〟
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
詳
細
に
見
る
と
、
純
粋
な
分
離
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
さ
ら
な
る
区
別
も
見
ら
れ

る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
と
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ア
ク
州
で
は
秩
序
行
政
庁
の
権
限
を
規
律
す
る
法
律
の
中
で
、
部
分
的
に

警
察
法
の
権
限
規
定
が
援
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
異
な
る
法
律
に
基
づ
く
法
的
根
拠
の
分
離
が
再
び
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
州
と
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
は
明
確
な
区
別
を
維
持
し
て
お
り
完
全
に
純
粋
な
分
離
シ
ス
テ
ム
を
貫
い
て
い
る
。
も
っ
と

も
こ
れ
ら
権
限
規
定
の
適
用
関
係
が
複
雑
・
多
様
で
あ
る
こ
と
が
、
両
機
関
の
任
務
配
分
を
不
明
確
に
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
と
し
て
、W

olff, 
Em

pfiehlt sich der Erlass eines einheitlichen bayerischen Polizei- und Sicherheitsgesetzes ?, BayV
Bl, 2004, S. 737ff.

（
92
）V

gl. H
eise/Riegel, M

usterentw
urf eines einheitlichen Polizeigesetzes, 2. A

ufl. 1978, S. 29. 

一
九
七
八
年
のM

EPolG

の
翻
訳

と
し
て
土
屋
正
三
「
西
ド
イ
ツ
統
一
警
察
法
模
範
草
案
（
二
）」
警
察
研
究
三
四
巻
二
号
（
一
九
八
一
）
一
二
四
頁
以
下
。

（
93
）K

nem
eyer, a. a. O

., S. 7.

（
94
）V

gl. D
enninger/Poscher, D

ie Polizei im
 V

erfassungsgefüge, in ; Lisken/D
enninger, H

andbuch des Polizeirechts, 5. A
ufl. 

2012, S. 100f. 

（
95
）V
gl. Gusy, Polizei- und O

rdnungsrecht, 8. A
ufl. 2011, S.28ff. ; K

ugelm
ann, Polizei- und O

rdnungsrecht, 2. A
ufl. 2012, S. 

28.

（
96
）
執
行
警
察
も
ま
た
行
政
警
察
的
な
任
務
（
内
務
行
政
の
他
、
銃
砲
の
取
締
り
や
集
会
規
制
な
ど
）
を
処
理
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
秩
序
行
政
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庁
も
執
行
警
察
上
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
秩
序
行
政
庁

法
（O

BG N
W

）
一
三
条
一
項
一
文
は
明
文
で
「
秩
序
行
政
庁
は
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
を
自
ら
の
職
員
で
も
っ
て
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
」

と
規
定
す
る
ほ
か
、
ま
た
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
州
公
共
の
安
全
と
秩
序
法
八
七
条
も
「
安
全
行
政
庁
は
、
危
険
防
御
の
任
務
が
業
務
時
間

外
で
も
遂
行
さ
れ
う
る
よ
う
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
97
）V

gl. D
rew

s/W
acke/V

ogel/M
artens. a. a. O

., S. 49ff. 

（
98
）V

gl. Ipsen, N
iedersächsisches Gefahrenabw

ehrrecht, 1995, S. 200.

（
99
）V

gl. M
östl, Sicherheitsgew

ährleistung im
 gew

altenteilenden Rechtsstaat, S. 53ff., ders, D
ie staatliche Garantie für 

die öffentliche Sicherheit und O
rdnung, 2002, S. 419ff. 

行
政
組
織
の
任
務
適
合
性
に
つ
い
て
は
、V

gl. Schm
idt-A

ßm
ann, D

as 
allgem

eines V
erw

altungsrecht als O
rdnungsidee, S. 213f.

（
100
）V

gl, Boldt/Stolleis, Geschichte der Polizei in D
eutschland, in : Lisken/ders, H

andbuch des Polizeirechts, 5. A
ufl. 2012, S. 

17.

（
101
）Pioch, a. a. O

., S. 45ff, Behrendes, Polizeiliche Zusam
m
enarbeit m

it O
rdnungsbehörden und sozialen D

iensten im
 

Rahm
en der Gefahrenabw

ehr und eines ganzheitlichen Präventionsansatzes, in : K
niesel/K

ube/M
urck (H

rsg.), H
andbuch 

für Führungskräfte der Polizei, 1996, S. 173.

（
102
）V

gl. Scholler/Schloer, Grundzüge des Polizei- und O
rdnungsrechts in der Bundesrepublik D

eutschland, 4. A
ufl 1993, S. 7.

（
103
）V

gl. D
rew

s/W
acke/V

ogel/M
artens. a. a. O

., S. 52.

（
104
）D

ürig, A
rt. 2 des Grundgesetzes und die Generalerm

ächtigung zu allgem
ein-polizeilichen M

aßnahm
en, A

öR 79, 1954, S. 
57f.

（
105
）V

gl. K
nem

eyer/Behm
er, V

om
 LStV

G zu einem
 A

llgem
einen Sicherheitsgesetz (A

SG), BayV
Bl. 2006, S. 100.

（
106
）
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
に
お
い
て
新
た
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
警
察
委
員
会
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
警
察
法
に
と
っ
て
全
く
馴
染
み
の
な
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
警
察
官
吏
を
統
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
市
民
に
よ
る
委
員
会
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
警
察
命
令
を
統
制

す
る
こ
と
を
意
図
し
た
雑
多
な
委
員
会
は
存
在
し
て
お
り
、
国
家
作
用
に
市
民
が
関
与
す
る
と
い
う
思
考
そ
の
も
の
は
既
に
前
世
紀
初
頭
か
ら

存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。V

gl. Boldt/Stolleis, a. a. O
., S. 30f.
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（
107
）V

gl. Götz, a. a. O
., S. 11., Boldt/Stolleis, a. a. O

., S. 30f., 
（
108
）V

gl. M
östl, Sicherheitsgew

ährleistung im
 gew

altenteilenden Rechtsstaat, in : M
. D

em
el u.a. (H

rsg.), Funktionen und K
ontrolle 

der Gew
alten, 2001, S. 53ff. 

（
109
）
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、統
一
シ
ス
テ
ム
・
分
離
シ
ス
テ
ム
の
優
劣
に
関
す
る
議
論
も
、両
者
と
も
に
組
織
的
・
機
能
的
分
離
が
存
在
し
、

そ
れ
ぞ
れ
危
険
防
御
任
務
に
適
し
た
組
織
構
造
を
備
え
て
い
る
点
で
、
純
理
論
的
な
関
心
事
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
両
シ
ス
テ
ム
の

違
い
は
実
務
上
も
重
要
な
問
題
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。V

gl. W
ürtenberger/H

eckm
ann, a. a. O

., S. 9.

（
110
）
統
一
シ
ス
テ
ム
で
は
、
行
政
警
察
（
警
察
行
政
庁
）
と
執
行
警
察
の
間
の
関
係
は
、
実
務
に
大
き
く
依
存
し
、
分
離
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
協

働
形
態
が
必
ず
し
も
明
確
に
規
律
さ
れ
て
い
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。V

gl. Lorentz-Link, a. a. O
., S. 134f.

第
二
項　

警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
役
割
分
担
と
協
働　

　

M
EPolG

一
条
に
よ
れ
ば
、
警
察
の
任
務
は
「
公
共
の
安
全
並
び
に
秩
序
の
維
持
、
犯
罪
訴
追
、
執
行
援
助
、
そ
の
他
法
令
に
よ
っ
て
委

託
さ
れ
た
任
務
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
が
設
定
し
た
〝
行
政
機
関
に
対
す
る
警
察
の
役
割
〟
を
考
察
す
る
上
で
特
に
重

要
な
任
務
は
、〝
公
共
の
安
全
並
び
に
秩
序
の
維
持
（
危
険
防
御
）〟
と
〝
執
行
援
助
〟
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
各
州
で
定
め
ら
れ
て
い
る
警
察
・
秩
序
法
に
よ
れ
ば
、
危
険
防
御
の
任
務
は
警
察
の
み
な
ら
ず
秩
序
行
政
庁
に
も
割
り
当
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、警
察
と
秩
序
行
政
庁
と
の
間
に
は
一
般
の
行
政
機
関
同
士
に
は
見
ら
れ
な
い
特
別
な
法
関
係
が
成
立
す

）
（（（
（

る
。
以
下
で
は
、

⑴
危
険
防
御
の
任
務
遂
行
に
お
け
る
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
管
轄
配
分
を
規
律
す
る
〝
補
完
性
原
理
〟
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
分
析

す
る
と
と
も
に
、
⑵
危
険
防
御
以
外
の
任
務
遂
行
に
お
け
る
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
協
働
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
我

が
国
の
警
察
法
秩
序
を
検
証
す
る
分
析
視
角
を
得
る
こ
と
と
し
た
い
。
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第
一　

危
険
防
御
任
務
に
お
け
る
管
轄
配
分
─
補
完
性
原
理

（
１
）
概
要

一
（
一
）
既
に
述
べ
た
通
り
、
ド
イ
ツ
各
州
で
定
め
ら
れ
て
い
る
警
察
・
秩
序
法
に
よ
れ
ば
、
危
険
防
御
の
任
務
は
警
察
の
み
な
ら
ず
秩
序

行
政
庁
に
も
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
（
共
管
競
合
事
務
と
し
て
の
危
険
防
御
任
務
）、
特
に
分
離
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
州
の
警
察
・
秩
序
法
で

は
─
組
織
分
離
が
任
務
分
離
を
連
想
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
─
こ
れ
を
明
文
で
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い

）
（（0
（

る
。
も
っ
と
も
警
察
と
秩
序
行
政

庁
と
の
間
で
管
轄
競
合
（Zuständifkeitskonkurrenz

）
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
効
率
的
な
任
務
履
行
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
互
い
の
管
轄
領
域
を
適
切
に
画
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

）
（（0
（

る
。
一
般
に
管
轄
（Zuständigkeit

）
と
は
任
務
（A

ufgabe

）
と
組
織

（O
rganisation

）
を
結
び
つ
け
る
概
念
で
あ
り
、
国
家
組
織
内
部
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
行
政
庁
が
ど
の
よ
う
な
任
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
を
表
す
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
管
轄
規
定
が
明
確
に
存
在
し
な
い
場
合
、
行
政
組
織
は
常
に
発
生
す
る
（
消
極
的
な

い
し
積
極
的
）
権
限
争
議
（K

om
petenzstreitigkeit

）
ゆ
え
に
機
能
不
全
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ

）
（（0
（

る
。
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
管
轄

関
係
を
、
両
機
関
の
組
織
的
特
徴
を
背
景
に
し
つ
つ
規
律
す
る
の
は
、
以
下
に
記
すM

EPolG

一a

条
で
あ
る
。

M
EPolG 

一a

条

　

警
察
は
、・
・
・
危
険
の
防
御
が
他
の
行
政
庁
に
よ
っ
て
は
不
可
能
も
し
く
は
適
時
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
行
動
す
る
。

　

右
規
定
は
す
な
わ
ち
、
危
険
防
御
の
任
務
が
警
察
と
秩
序
行
政
庁
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
秩
序
行
政
庁
に
よ
る
任
務
履
行
が

優
先
さ
れ
、
警
察
は
、
危
険
の
防
御
が
当
該
行
政
庁
に
よ
っ
て
は
不
可
能
も
し
く
は
適
時
に
は
不
可
能
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
─
た
と
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え
秩
序
行
政
庁
の
管
轄
領
域
で
あ
っ
た
と
し
て
も
─
自
ら
の
管
轄
権
と
し
て
警
察
法
に
基
づ
き
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
定
め

る
も
の
で
あ

）
（（0
（

る
（
こ
れ
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
警
察
の
管
轄
は
、「
移
動
し
た
管
轄
」
と
か
「
第
二
次
管
轄
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ

）
（（0
（

る
。）。
同

条
項
が
定
め
る
考
え
は
補
完
性
原
理
（Subsidiaritätsprinzip

）
と
呼
ば
れ
、
各
州
の
警
察
法
に
お
い
て
も
広
く
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

て
い

）
（（0
（

る
。

（
二
）右
の
よ
う
な
警
察
の
活
動
範
囲
を
最
も
シ
ン
プ
ル
に
表
す
事
例
と
し
て
、次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ

）
（（0
（

る
。
Ｘ
が
カ
ラ
オ
ケ
パ
ー

テ
ィ
を
行
う
た
め
自
宅
に
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
、
三
〇
人
の
ゲ
ス
ト
を
招
待
し
た
と
こ
ろ
、
深
夜
二
時
に
な
っ
て
も
歌
声
が
続
い

た
た
め
、
隣
に
住
む
住
民
が
警
察
に
通
報
し
、
臨
場
し
た
警
察
官
Ａ
が
Ｘ
に
対
し
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
の
撤
去
を
命
じ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で

あ
る
。
ま
ず
こ
の
場
合
、
カ
ラ
オ
ケ
に
よ
る
騒
音
行
為
は
州
が
た
い
て
い
の
場
合
定
め
て
い
る
騒
音
防
止
法
に
違
反
し
罰
則
対
象
と
な
る
行

為
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
捜
査
す
る
こ
と
は
当
然
警
察
の
任
務
（
犯
罪
行
為
の
訴
追
準
備
）
と
な
る
。
し
か
し
撤
去
命
令
の
主
た
る
目
的
は
夜

間
の
騒
音
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
秩
序
行
政
庁
に
よ
る
危
険
防
御
と
の
管
轄
競
合
が
問
題
と
な
る
。
右
に
見
た
補
完
性

原
理
に
よ
れ
ば
、
警
察
は
、
秩
序
行
政
庁
が
危
険
防
御
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
も
し
く
は
適
時
に
は
不
可
能
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
限
り
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
こ
の
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
夜
間
で
は
秩
序
行
政
庁
は
業
務
外
で
あ
り
連
絡
が
つ
か
な
い
状
況
で

あ
る
こ
と
か
ら
、二
四
時
間
待
機
・
行
動
で
き
る
警
察
が
撤
去
命
令
を
命
じ
る
こ
と
に
な

）
（（0
（

る
。
こ
こ
に
お
い
て
警
察
が
行
使
す
る
権
限
は
「
緊

急
権
限
（Eilkom

peten

）
（01
（z

）」、あ
る
い
は
事
態
対
処
に「
最
初
に
介
入
す
る
権
限
（Recht der ersten Zugriffs

）」な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

）
（0（
（

る
。
も
っ

と
も
秩
序
行
政
庁
の
権
限
は
こ
の
警
察
の
緊
急
権
限
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な

）
（00
（

い
。
緊
急
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
な
お
秩
序
行
政
庁
に

権
限
は
残
さ
れ
て
お
り
、
秩
序
行
政
庁
が
活
動
可
能
な
状
況
に
な
る
と
、
警
察
の
活
動
は
そ
こ
で
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
。

二　

と
こ
ろ
で
、
警
察
の
権
限
が
他
の
秩
序
行
政
庁
に
対
し
て
補
完
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
当
該
行
政
庁
が
そ
の
時
々

で
管
轄
す
る
任
務
履
行
対
象
に
関
し
て
最
も
専
門
的
な
知
識
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
最
も
効
果
的
に
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
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考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ

）
（00
（

る
（「
専
門
家
に
よ
る
危
険
防
御
の
質
の
向

）
（00
（

上
」）。
も
っ
と
も
他
方
で
、
夜
間
で
問
題
が
起
き
た
右
ケ
ー
ス
の
よ
う

に
秩
序
行
政
庁
の
活
動
が
翌
日
に
開
始
さ
れ
る
ま
で
事
態
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
危
険
防
御
の
実
効
性
を
大
き
く
損
な
う
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
秩
序
行
政
庁
の
管
轄
に
関
係
な
く
、
機
動
力
・
即
応
力
の
あ
る
警
察
に
よ
っ
て
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。M

EPolG

一

a

条
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、
危
険
防
御
任
務
履
行
に
お
け
る
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
管
轄
配
分
と
実
効
的
な
危
険
防
御
の
要

請
と
を
、
両
機
関
の
組
織
的
特
性
を
踏
ま
え
て
調
整
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
要
件
と
効
果

一
（
一
）
と
こ
ろ
でM

EPolG
一a
条
に
よ
れ
ば
、
警
察
が
秩
序
行
政
庁
に
対
し
て
補
完
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
秩

序
行
政
庁
に
よ
る
危
険
防
御
が
適
時
で
は
な
い
場
合
の
《
時
間
的
な
緊
急
ケ
ー
ス
》
と
、
秩
序
行
政
庁
に
よ
る
危
険
の
防
御
が
不
可
能
で
あ

る
場
合
の
《
事
項
的
な
緊
急
ケ
ー
ス
》
と
さ
れ
て
い

）
（00
（

る
。

　

前
者
の
《
時
間
的
な
緊
急
ケ
ー
ス
》
と
は
、警
察
法
の
古
典
的
原
則
と
さ
れ
る
「
警
察
法
上
の
猶
予
不
可
能
性
の
原
則
（polizeirechtlicher 

Grundsatz der U
naufschiebbarkeit

）」
が
想
定
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
警
察
に
よ
る
活
動
を
見
合
わ
せ
て
し
ま
え
ば
公
共
の
安
全
と
秩
序

が
大
き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
指
す
（
先
に
挙
げ
た
カ
ラ
オ
ケ
事
件
は
こ
の
ケ
ー
ス
で
あ

）
（00
（

る
。）。
こ
の
場
合
、
秩
序
行
政
庁
に

よ
る
適
時
な
活
動
が
不
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
、〝
秩
序
行
政
庁
が
権
限
を
行
使
す
る
ま
で
待
ち
続
け
る
と
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
、
あ
る
い
は
無
に
帰
し
て
し
ま
う
か
否
か
〟
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ

）
（00
（

る
。
こ
の
判
断
基
準
は
し
ば
し
ば
「
遅
滞
の
危
険
（Gefahr 

in V
erzu

）
（00
（g

）」
と
い
う
特
殊
な
危
険
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
管
轄
の
移
動
（Zuständigkeitsverschiebung

）
に
あ
た
っ
て
は
、
損
害
と
の

時
間
的
近
接
性
と
高
度
の
蓋
然
性
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
て
い

）
（00
（

る
。

　

も
う
一
つ
の
《
事
項
的
な
緊
急
ケ
ー
ス
》
と
は
、
時
間
的
に
見
れ
ば
秩
序
行
政
庁
が
権
限
行
使
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秩
序
行
政
庁
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が
講
じ
る
方
法
で
は
十
分
な
成
果
が
挙
げ
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
を
指

）
（01
（

す
。
十
分
な
成
果
が
挙
げ
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
は
、〝
法
的
な
理
由
〟

と
〝
事
実
上
の
理
由
〟
の
二
つ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。〝
法
的
な
理
由
〟
と
は
、
秩
序
行
政
庁
に
そ
も
そ
も
危
険
防
御
権
限
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
防
御
措
置
を
講
じ
る
た
め
に
必
要
な
手
段
（
例
え
ば
身
元
確
認
措
置
、
拘
禁
、
押
収
、
家
宅
捜
査
、
デ
ー
タ
徴
収
・

加
工
と
い
っ
た
権
限
）
が
秩
序
行
政
庁
に
全
く
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
一
部
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
な
ど
が
こ
れ
に
該
当

す
る
。
も
う
一
つ
の
〝
事
実
上
の
理
由
〟
と
は
、
秩
序
行
政
庁
が
、
法
的
な
権
限
は
有
す
る
が
当
該
権
限
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
人
的
・

物
的
手
段
、
あ
る
い
は
専
門
的
知
識
を
有
す
る
執
行
職
員
を
事
実
上
有
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
危
険
防
御
の
た
め
大
規
模
施
設

を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秩
序
行
政
庁
に
十
分
な
数
の
外
勤
職
員
が
欠
け
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
秩
序
行
政
庁
が
法
的
な
い
し
事
実
上
、
危
険
防
御
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
警
察
は
秩
序
行
政
庁
に
対
し
て
補
完
的

に
活
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

）
（0（
（

る
。

（
二
）
も
っ
と
も
、
右
の
い
ず
れ
か
の
ケ
ー
ス
が
存
在
し
て
い
る
場
合
で
も
、
幾
つ
か
の
州
で
は
、
警
察
活
動
に
さ
ら
に
一
定
の
制
限
を
課

し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
補
完
的
に
認
め
ら
れ
る
警
察
活
動
は
、
本
来
的
に
権
限
を
持
つ
秩
序
行
政
庁
が
自
己
の
管
轄
す
る
任
務
を

再
び
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
〝
仮
の
措
置
〟（
例
え
ば
期
限
付
き
営
業
禁
止
な
ど
）
に
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

）
（00
（

る
。
確
か

にM
EPolG

一a

条
自
体
は
、
緊
急
時
に
行
使
す
る
警
察
活
動
の
種
類
に
関
し
て
は
何
も
規
定
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
一
部
の
学
説
で
は
、

同
条
項
が
「
秩
序
行
政
庁
に
よ
る
危
険
の
防
御
が
不
可
能
で
あ
る
・
・
・
場
合
に
限
り
」
警
察
は
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い

る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
警
察
は
緊
急
措
置
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
導
き
出
し
て
い

）
（00
（

る
。M

EPolG

一a

条
を
読
む
限
り
、
危
険
が

ま
だ
継
続
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
秩
序
行
政
庁
に
よ
る
危
険
防
御
が
再
び
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
秩
序
行
政
庁
に
危
険
防
御
が
義
務

付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
も
し
警
察
が
も
は
や
取
消
す
こ
と
が
不
可
能
な
措
置
を
講
じ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
秩
序
行
政
庁
は
自

ら
の
考
え
に
基
づ
く
危
険
防
御
措
置
（
例
え
ば
、
秩
序
行
政
庁
が
既
に
行
わ
れ
た
警
察
の
措
置
を
取
り
消
し
た
り
、
是
正
す
る
こ
と
な

）
（00
（

ど
）
を
講
ず
る
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こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
警
察
活
動
を
仮
の
措
置
に
限
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る

と
さ
れ
る
の
は
、《
時
間
的
緊
急
ケ
ー
ス
》
の
場
合
の
み
で
あ

）
（00
（

る
。
秩
序
行
政
庁
が
活
動
で
き
る
状
況
に
な
い
《
事
項
的
な
緊
急
ケ
ー
ス
》

に
お
い
て
は
、
警
察
を
仮
の
措
置
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
特
に
存
在
し
な

）
（00
（

い
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
警
察
は
危
険
を
完
全
に

防
御
し
う
る
し
、
ま
た
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
警
察
活
動
が
仮
の
措
置
に
限
定
さ
れ
る
か
否
か
は
、
ゆ
え
に
ケ
ー
ス
に

応
じ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

二　

と
こ
ろ
で
、
分
離
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
州
、
中
で
も
〝
純
粋
な
分
離
シ
ス
テ
ム
〟
を
採
用
す
る
州
で
は
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
権

限
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、警
察
に
は
警
察
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
権
限
が
、ま
た
秩
序
行
政
庁
に
は
（
一
般
）

秩
序
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
特
別

3

3

秩
序
法
を
適
用
す
る
特
別

3

3

秩
序
行
政
庁
の
任
務
遂
行
に
お
い

て
、
補
完
性
原
理
が
適
用
さ
れ
る
緊
急
ケ
ー
ス
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
警
察
は
ど
の
よ
う
な
権
限
規
定
に
基
づ
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題

と
な
る
。
つ
ま
り
特
別
秩
序
行
政
庁
の
管
轄
領
域
に
お
い
て
緊
急
ケ
ー
ス
に
警
察
が
行
使
す
る
権
限
は
、
特
別
秩
序
法
上
の
権
限
か
、
そ
れ

と
も
警
察
法
に
基
づ
く
警
察
固
有
の
権
限
か
と
い
う
問
題
で
あ

）
（00
（

る
。

　

通
常
は
特
別
秩
序
法
の
権
限
は
、
基
本
的
に
特
別
秩
序
行
政
庁
に
の
み
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
う
る
。
従
っ
て
例
え
ば
ホ
フ
マ
ン
＝

リ
ー
ム/

ア
イ
フ
ェ
ル
ト
（H

ofm
ann-Riem

/Eifert

）
は
、「
実
体
法
上
は
警
察
の
権
限
は
、
そ
の
時
々
の
規
律
領
域
、
あ
る
い
は
主
た
る
権

限
を
持
つ
行
政
庁
に
妥
当
す
る
規
律
に
服
す
る
の
で
、
例
え
ば
終
局
的
に
規
律
す
る
秩
序
特
別
法
に
お
い
て
は
、
治
安
秩
序
法
そ
の
他
の
規

範
に
遡
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
る
」と
述
べ
、あ
く
ま
で
特
別
秩
序
法
に
基
づ
く
権
限
が
排
他
的
に
適
用
さ
れ
る
と
の
立
場
を
支
持
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
こ
の
場
合
、
特
別
秩
序
法
に
警
察
の
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
警
察
の
活
動
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

）
（00
（

る
。
し
か

し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
特
別
秩
序
法
が
定
め
る
管
轄
規
定
だ
け
か
ら
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
管

轄
規
定
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
緊
急
ケ
ー
ス
に
お
い
て

3

3

3

3

3

3

3

3

3

特
別
秩
序
法
と
警
察
法
の
い
ず
れ
の
権
限
規
定
が
適
用
さ
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れ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
般
警
察
法
の
特
別
法
と
し
て
優
先
適
用
さ
れ
る
特
別
秩
序
法
上
の
権
限

が
、
な
ぜ
緊
急
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
な
る
理
由
付
け
が
必
要
と
な
る
の
で
あ

）
（00
（

る
。

　

確
か
に
特
別
秩
序
法
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
秩
序
行
政
庁
に
対
し
て
の
み
権
限
を
付
与
し
て
い
る
た
め
、
警
察
は
特
別
秩
序
法

上
の
権
限
を
持
た
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
従
っ
て
仮
に
警
察
に
よ
る
措
置
が
求
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
常
に
〝
特
別
法
は
一

般
法
に
優
位
す
る
〟
と
い
う
原
則
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
警
察
が
特
別
法
上
の
権
限
を
有
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
特
別
法
が
警
察
に
よ
る
活
動
を
排
除
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
危
険

防
御
法
の
伝
統
的
体
系
、
就
中
、
警
察
一
般
条
項
の
体
系
に
よ
れ
ば
、
特
別
秩
序
法
が
緊
急
ケ
ー
ス
に
関
し
何
ら
警
察
権
限
を
規
定
し
て
い

な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
特
別
法
上
の
命
令
な
い
し
禁
止
規
範
が
毀
損
さ
れ
る
「
危
険
」
が
あ
れ
ば
警
察
は
警
察
一
般
条
項
に
基
づ
き
警
察

法
上
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
例
え
特
別
秩
序
法
が
適
用
さ
れ

る
領
域
で
あ
っ
て
も
、
緊
急
の
ケ
ー
ス
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
警
察
は
他
の
行
政
庁
の
権
限
と
は
無
関
係
に
自
ら
の
任
務
の
枠
内
に
お
い
て

独
自
に
活
動
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
別
秩
序
法
が
緊
急
の
ケ
ー
ス
の
場
合
を
も
規
律
領
域
内
で
終
局
的
に
規
律
し
て

い
る
場
合
に
の
み
、
警
察
は
そ
の
特
別
法
の
規
定
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

）
（01
（

る
。

三
（
一
）
さ
て
、
右
の
よ
う
な
、
警
察
の
秩
序
行
政
庁
に
対
す
る
補
完
的
な
権
限
行
使
の
説
明
の
仕
方
は
、
学
説
に
よ
っ
て
様
々
で
あ

）
（0（
（

る
。

し
か
し
多
く
の
場
合
、〝
危
険
防
御
は
秩
序
行
政
庁
に
優
先
的
に
義
務
付
け
ら
れ
、警
察
は
補
完
的
な
権
限
の
み
有
す
る
〟
で
あ
る
と
か
、《
警

察
に
よ
る
、危
険
防
御
の
緊
急
管
轄
（
権
限
）（N

otzuständigkeit

）》
あ
る
い
は
《
警
察
に
対
す
る
秩
序
行
政
庁
の
優
先
》
な
ど
、《
優
先
》《
補

完
的
》《
緊
急
権
限
》《
秩
序
行
政
庁
の
第
一
次
権
限
》
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
序
列
関
係
を
示
す
概
念
と
と
も
に
、
補
完
性
原
理
が
説
明
さ
れ

て
い

）
（00
（

る
。
し
か
し
他
方
で
こ
の
よ
う
な
序
列
関
係
に
基
づ
く
説
明
に
対
し
否
定
的
な
学
説
も
存
在
す
る
。
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
（K

nem
eyer

）
に

よ
れ
ば
、
警
察
はM

EPolG

一a

条
に
よ
っ
て
直
接
独
自
の
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
秩
序
行
政
庁
の
従
属
機
関
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や
補
助
機
関
な
ど
で
は
な
い
と
い

）
（00
（

う
。
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、M

EPolG

一a

条
は
警
察
官
吏
に
あ
ら
ゆ
る
危
険
の
防
御
を
義
務
づ
け

る
の
で
は
な
く
、
他
の
秩
序
行
政
庁
に
よ
っ
て
は
防
御
が
不
可
能
あ
る
い
は
適
時
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
危
険
の
防
御

の
み
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ

）
（00
（

り
、
そ
れ
は
危
険
防
御
任
務
を
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
さ
ら
に
割
り
当
て
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
こ
のM

EPolG

一a

条
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
猶
予
不
可
能
な
危
険
の
防
御
の
領
域
で
は
、
警
察
は
直
接
的
に
権
限
を
有
す

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
警
察
独
自
の
権
限
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

）
（00
（

る
。
デ
ィ
ー
ト
ラ
イ
ン
（D

ietlein

）
も
ま
た
、
警
察
の
補
完
的
権

限
を
〝
緊
急
権
限
〟
あ
る
い
は
〝
最
初
に
介
入
す
る
権
限
〟
と
い
っ
た
概
念
で
説
明
す
る
と
誤
解
を
招
き
や
す
い
と
注
意
を
促
し
て
い

）
（00
（

る
。

警
察
は
自
ら
に
付
与
さ
れ
た
任
務
を
独
自
の
判
断
で
遂
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
緊
急
ケ
ー
ス
に
限
り
行
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
緊
急
ケ
ー
ス
に
お
い
て
警
察
が
介
入
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
警
察
に
「
優
先
権
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、

た
だ
─
警
察
と
並
行
し
て
権
限
を
有
す
る
─
他
の
秩
序
行
政
庁
が
適
時
に
行
動
で
き
な
い
場
合
に
は
補
完
性
の
原
理
が
妥
当
し
な
い
、
す
な

わ
ち
警
察
が
本
来
課
せ
ら
れ
て
い
る
任
務
を
遂
行
す
る
、
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
序
列
関
係
に
よ
る
説
明
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
二
）
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
にM

EPolG
一a
条
に
よ
れ
ば
、
警
察
は

3

3

3

秩
序
行
政
庁
に
よ
る
危
険
の
防
御
が
不
可
能
も
し
く
は
適

時
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
「
認
め
ら
れ
る

3

3

3

3

3

（erscheinen

）」
場
合
に
の
み
活
動
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
同
条
項
の
要
件
の
充
足
は
専
ら
警
察

官
吏
の
視
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
律
が
警
察
官
吏
の
主
観
的
判
断
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
の
は
、
迅
速

な
危
険
防
御
の
必
要
性
は
し
ば
し
ば
現
場
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
た
め
、
そ
の
現
場
に
臨
場
す
る
警
察
官
吏
こ
そ
が
危
険
を
最
も
適
切
に

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

）
（00
（

る
。
ま
た
「
不
可
能
で
あ
る
場
合
」
で
は
な
く
、
不
可
能
で
あ
る
と
「
認
め
ら
れ

る
場
合
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
警
察
は
し
ば
し
ば
慎
重
な
検
討
を
行
う
間
も
な
く
迅
速
に
、
介
入
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
秩
序
行
政
庁
に

危
険
防
御
を
委
ね
る
べ
き
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
仮
に
客
観
的
に
「
正
し
い
」
事
情
が
判
明
し
て
か
ら
の
行
動
が
求
め
ら
れ
る
の



論　　　説

北法65（5・230）1356

で
あ
れ
ば
遅
き
に
失
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

）
（00
（

る
。
従
っ
て
警
察
官
吏
が
判
断
の
基
礎
と
す
べ
き
事
実
は
、
客
観
的
な
事
実
状

況
そ
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
主
観
的
判
断
は
、
恣
意
的
判
断
と
は
厳
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
最

低
限
、
平
均
的
な
警
察
官
吏
が
専
門
的
に
受
け
た
教
育
と
手
持
ち
の
情
報
に
基
づ
き
理
性
的
な
判
断
に
よ
っ
て
評
価
認
定
さ
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
認
定
に
お
い
て
特
に
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
定
の
危
険
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
か
を
判
断
す
る
基
準
時
点

3

3

3

3

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
緊
急
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
場
合
で
は
、
事
後
に
な
っ
て
初
め
て
明
ら
か
と
な

る
よ
う
な
事
実
は
無
視
さ
れ
て
も
よ
い
が
、
警
察
官
吏
に
と
っ
て
認
識
可
能
で
あ
っ
た
事
実
は
常
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
（00
（

い
。
つ
ま

り
こ
こ
で
は
、〝
事
実
状
況
の
理
性
的
か
つ
専
門
的
な
判
断
に
基
づ
き
、
警
察
官
吏
に
よ
る
決
定
の
時
点
で
認
識
可
能
で
あ
っ
た
事
情
に
よ

れ
ば
秩
序
行
政
庁
が
危
険
を
防
御
し
え
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
適
時
に
防
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
推
論
を
正
当
化
で
き
る
か

ど
う
か
〟
が
重
要
で
あ
る
（
従
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
警
察
官
吏
に
は
〝
裁
量
〟
は
認
め
ら
れ
な

）
（01
（

い
。）。
こ
れ
が
正
当
化
で
き
な
い
場
合
、
そ

の
警
察
活
動
は
、
秩
序
行
政
庁
の
権
限
を
侵
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
違
法
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
違
法
と
評
価

さ
れ
る
の
は
、
警
察
官
吏
が
決
定
時
点
に
お
い
て
、
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
不
適
切
な
前
提
条
件
に
明
ら
か
に
依
拠
し
て
い
た
場
合
（
猶
予

不
可
能
で
あ
る
と
の
評
価
が
正
当
化
で
き
な
い
場
合
）
な
ど
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な

）
（0（
（

る
。
警
察
官
吏
に
よ
る
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
判
断
は
、
確

か
に
場
合
に
よ
っ
て
は
任
務
の
限
界
付
け
基
準
と
し
て
曖
昧
な
点
が
残
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
他
方
で
こ
れ
に
よ
り
危
険
防
御
に
必
要
な

柔
軟
性
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
利
点
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

）
（00
（

る
。

四　

ち
な
み
に
、
右
に
見
た
よ
う
な
、
緊
急
ケ
ー
ス
に
お
け
る
秩
序
行
政
庁
な
い
し
警
察
に
よ
る
対
応
が
現
実
的
に
も
可
能
と
な
る
た
め
に

は
、
警
察
か
ら
の
遅
滞
の
な
い
情
報
提
供
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
（00
（

い
。
と
い
う
の
も
、
秩
序
行
政
庁
は
し
ば
し
ば
警
察
か
ら
の

情
報
提
供
に
よ
っ
て
初
め
て
制
圧
す
べ
き
危
険
状
況
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
幾
つ
か
の
州
の
警
察
法
で
は
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁

が
協
働
す
べ
き
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
た
上

）
（00
（

で
、
同
時
に
両
機
関
相
互
間
の
報
告
義
務
も
規
定
し
て
い

）
（00
（

る
。M

EPolG

一a

条
第
二
文
も
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ま
た
、
補
完
性
原
理
を
規
定
し
た
第
一
文
に
続
き
、「
警
察
は
、
そ
の
秩
序
行
政
庁
の
知
る
こ
と
が
当
該
行
政
庁
の
任
務
履
行
に
と
っ
て
重

要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
全
て
の
出
来
事
を
そ
の
行
政
庁
に
遅
滞
な
く
報
告
す
る
も
の
と
す

）
（00
（

る
。」
と
定
め
て
い

）
（00
（

る
。
な
お
、
同
規
定
に
よ

れ
ば
、
報
告
義
務
の
履
行
の
際
、
事
象
に
関
す
る
知
見
が
秩
序
行
政
庁
の
任
務
遂
行
の
た
め
に
「
必
要
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な

く
、
そ
の
知
見
が
「
重
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
で
十
分
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
特
定
の
情
報
が
秩
序
行
政
庁
の
任
務
履
行
に
と
っ

て
実
際
に
必
要
で
あ
る
か
否
か
ま
で
警
察
が
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
、
警
察
に
過
剰
な
負
担
を
強
い
て
し
ま
う
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ

）
（00
（

る
。
む
ろ
ん
警
察
が
個
人
デ
ー
タ
を
秩
序
行
政
庁
に
提
供
す
る
よ
う
な
場
合
は
、M

EPolG

一a

条
第
二
文
は
適
用
さ

れ
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
九
八
三
年
に
下
し
た
国
勢
調
査
判

）
（00
（

決
が
示
す
よ
う
に
、
各
人
が
有
す
る
情
報
の
自
己
決
定
権
に
よ
り
、
個

人
デ
ー
タ
を
警
察
が
秩
序
行
政
庁
に
提
供
す
る
場
合
に
は
さ
ら
に
個
別
の
法
律
上
の
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

）
（01
（

る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
の
報
告
義
務
は
、
通
常
の
行
政
過
程
に
お
い
て
防
御
さ
れ
る
べ
き
事
実
が
警
察
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
特
に
重

要
性
を
増

）
（0（
（

す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
で
本
来
的
に
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
が
事
態
を
把
握
し
、
こ
れ
を
処
理
す
る
の
に

最
も
近
い
行
政
庁
と
し
て
任
務
遂
行
を
自
ら
引
き
受
け
る
か
否
か
、あ
る
い
は
警
察
が
講
じ
た
仮
の
緊
急
的
措
置
を
継
続
す
る
か
取
消
す
か
、

と
い
っ
た
最
終
的
な
決
定
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
報
告
義
務
の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
危
険
防
御
シ
ス
テ
ム

が
完
全
な
も
の
と
な

）
（00
（

る
」
か
ら
で
あ
る
。

五　

以
上
要
す
る
にM

EPolG

一a

条
は
、
機
関
の
組
織
的
特
徴
を
踏
ま
え
、
危
険
防
御
に
お
け
る
警
察
の
活
動
を
緊
急
ケ
ー
ス
に
割
り

当
て
る
こ
と
で
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
活
動
の
棲
み
分
け
・
役
割
分
担
を
規
定
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
効
果
的
な
危
険
防
御

の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
組
織
適
正
に
応
じ
た
適
切
な
役
割
分
担
に
基
づ
き
任
務
に
あ
た
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
特
に
秩
序

行
政
庁
に
対
し
て
警
察
が
果
た
す
補
完
的
役
割
は
、
危
険
防
御
と
い
う
任
務
が
─
管
轄
規
定
に
関
係
な
く
─
〝
い
つ
何
時
で
も
〟
有
効
に
履

行
さ
れ
る
、
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
（「
危
険
防
御
は
如
何
な
る
猶
予
も
黙
認
し
な

）
（00
（

い
。」）。
警
察
が
「
住
民
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
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（
111
）V

gl. K
önig, Bayerisches Sicherheitsrecht, 1991, S. 65. 

（
112
）
例
え
ば
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
州
公
共
の
安
全
秩
序
法
（SO

G LSA

）
一
条
一
項
は
、「
安
全
行
政
庁
と
警
察
は
、
こ
の
法
律
で
特
別

の
規
定
の
な
い
限
り
、
危
険
防
御
に
お
い
て
共
通
の
任
務
を
担
う
。」
と
定
め
て
い
る
。

（
113
）V

gl. Seidel, D
ie Problem

atik der V
erteilung der Gefahrenabw

egr auf verschiedene Behörden, 1965, S. 85ff.

（
114
）V

gl. Rachor, O
rganisation der Sicherheitsbehörde in D

eutschland, in : Lisken/D
enninger, H

andbuch des Polizeirechts, 5. 
A
ufl. 2012, S. 149ff. ; Jestaedt, Grundbegriffe des V

erw
altungsorganisationsrechts, in : H

offm
ann-Riem

/Schm
idt- A

ßm
ann/

V
oßkuhle, Grundlagen des V

erw
altungsrechts, Bd. 1, 2 A

ufl. 2012, S. 986ff.

（
115
）
も
っ
と
も
特
別
法
に
よ
り
特
定
の
任
務
を
専
ら
警
察
に
委
ね
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
同
条
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
116
）Prüm

m
/Sigrist, A

llgem
eines Sicherheits- und O

rdnungsrecht, 2. A
ufl. 2003, S. 237. 

（
117
）
ヘ
ッ
セ
ン
州
治
安
秩
序
法
（H

SO
G

）
二
条
、テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
警
察
任
務
法
（T

hürPA
G

）
三
条
、ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン
州
警
察
法
（PolGN

W

）
一
条
一
項
、バ
イ
エ
ル
ン
州
警
察
任
務
法
（BayPA

G

）
三
条
、ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
危
険
防
御
法
（N

GefA
G

）

一
条
二
項
、
参
照
。
他
方
で
、
統
一
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
た
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ア
ク
州
の
警
察
法
で
は
、
警
察
官
吏
は
「
即
時
の

活
動
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
」
警
察
任
務
を
遂
行
す
る
（BW

PolG
六
〇
条
二
項
）
と
さ
れ
て
お
り
、
要
件
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

（
118
）V

gl. T
hiel, Polizei- und O

rdnungsrecht, 2013, S. 55. 

そ
の
他
の
具
体
例
と
し
て
、V

gl. Schipper/H
ainka, A

llgem
eines 

V
erw

altungsrecht und Polizeirecht, 2. A
ufl., 1978, S. 55ff. ; M

öller/W
arg, A

llgem
eines Polizei- und O

rdnungsrecht m
it 

空
間
な
い
し
関
心
事
項
に
最
初
に
介
入
す
る
、
横
断
的
機
能
を
も
っ
た
ユ
ニ
ヴ
ァ
─
サ
ル
官

）
（00
（

庁
」
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
警
察
は
、
専

門
的
知
見
を
有
す
る
秩
序
行
政
庁
が
そ
の
時
間
的
制
約
・
執
行
力
不
足
な
ど
に
よ
り
対
応
で
き
な
い
事
案
に
目
を
光
ら
せ
、
こ
れ
に
該
当
し

た
場
合
に
迅
速
に
、
秩
序
行
政
庁
が
対
応
可
能
に
な
る
ま
で
の
間
、
暫
定
的
に
事
態
に
対
処
す
る
こ
と
が
、
補
完
性
原
理
の
核
心
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
役
割
分
担
が
実
現
し
て
は
じ
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
危
険
が
効
果
的
に
防
御
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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V
erw

altungszw
ang und Bescheidtechnik, 6. A

ufl. 2012, S. 24ff.
（
119
）
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
警
察
の
補
完
性
は
、
危
険
防
御
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（V

gl. M
öller/

W
arg, a. a. O

., S. 24.

）、
他
の
任
務
に
付
随
し
て
一
部
、
危
険
防
御
の
任
務
も
担
っ
て
い
る
よ
う
な
行
政
庁
の
施
設
管
理
権
（H

ausrecht

）

や
、さ
ら
に
刑
務
所
や
学
校
の
よ
う
な
公
の
施
設
に
お
け
る
「
規
律
権
（D
isziplinargew

alt

）」
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

V
gl. Gusy, Polizei- und O

rdnungsrecht, 8. A
ufl. 2011, S. 66. ; D

ietlein, Polizei- und O
rdnungsrecht N

RW
, in : ders/Burgi/ 

H
ellerm

ann, Ö
ffentliches Recht in N

ordrhein-W
estfalen, 4. A

ufl, 2011, S. 294.

（
120
）「
緊
急
権
限
（Eilkom

petenz, Eilfallkom
petenz

）」
は
警
察
法
の
伝
統
的
概
念
で
あ
り
（
既
に
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
二
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。）、〝
有
効
な
危
険
防
御
は
、
管
轄
規
定
に
よ
っ
て
無
に
帰
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
〟
と
い
う
法
思
考
を
表
す
概
念
で
あ

る
と
も
さ
れ
て
い
る
。V

gl. M
öllers, W

örterbuch der Polizei, 2. A
ufl. 2010, S. 530. (Borsdorff)

（
121
）V

gl. Pieroth/Schlink/K
niesel, Polizei- und O

rdnungsrecht m
it V

ersam
m
lungsrecht, 7. A

ufl. 2012, S. 85ff. 

も
っ
と
も
同
規

定
そ
の
も
の
は
、
各
州
の
警
察
組
織
形
態
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
採
用
に
当
た
り
一a

条
と
い
う
形
で
州
に
留
保
権
を
与
え
て
い

る
。
し
か
し
今
日
で
は
補
完
性
原
理
は
、
ド
イ
ツ
警
察
・
秩
序
法
に
共
通
す
る
基
本
的
思
考
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。V

gl. D
enninger, 

Polizeiaufgaben, in : Lisken/ders, H
andbuch des Polizeirechts, 5. A

ufl. 2012 , S. 277. 

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
＝
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州

警
察
法
（N

W
 PolG

）
一
条
一
項
三
文
、
ブ
レ
ー
メ
ン
警
察
法
（Brem

PolG

）
六
四
条
一
項
一
号
な
ど
参
照
。

（
122
）H

aberm
ehl, Polizei- und O

rdnungsrecht, 2. A
ufl. 1993, S. 196.

（
123
）V

gl. Gusy, a. a. O
., S. 66.

（
124
）B

ehrendes, Polizeiliche Zusam
m

enarbeit m
it O

rdnungsbehörden und sozialen D
iensten im

 R
ahm

en der 
G
efahrenabw

ehr und eines ganzheitlichen Präventionsansatzes, in : K
niesel/K

ube/M
urck (H

rsg.), H
andbuch für 

Führungskräfte der Polizei, 1996, S. 175.

（
125
）V

gl. Lorentz-Link, V
erhältnis zw

ischen Polizei und O
rdnungsbehörde, 1998, S. 114ff.

（
126
）
こ
の
よ
う
な
限
界
付
け
は
、
道
路
交
通
の
監
督
、
特
に
違
法
駐
車
さ
れ
た
乗
用
車
を
牽
引
す
る
局
面
に
お
い
て
特
に
問
題
と
さ
れ
る
。V

gl. 
M

öller/W
arg, a. a. O

., S. 24ff.

（
127
）
逆
に
言
え
ば
、
猶
予
可
能
な
ケ
ー
ス
で
は
秩
序
行
政
庁
は
自
ら
こ
れ
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
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味
に
お
い
て
は
、
同
原
則
は
警
察
活
動
を
制
限
す
る
作
用
を
持
つ
と
言
い
う
る
。V

gl. H
onnacker/Beinhofer, Polizeiaufgabengesetz 

-PA
G-, 19. A

ufl. 2009, S. 31.
（
128
）
同
概
念
は
伝
統
的
に
は
刑
事
訴
訟
法
の
分
野
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
森
口
佳
樹
「
ボ
ン
基
本
法
一
三
条
に
お
け
る
『
遅
滞
の
危
険
』
概
念
の

一
考
察
─
最
近
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
手
掛
か
り
と
し
て
─
」
経
済
理
論
三
〇
七
号
（
二
〇
〇
二
）
九
一
頁
も
参
照
。

（
129
）V

gl. Pew
estorf/Söllner/T

ölle, Praxishandbuch Polizei- und O
rdnungsrecht, 2013, S. 33. 

（
130
）
こ
の
《
事
項
的
な
緊
急
ケ
ー
ス
》
は
、M

EPolG

に
よ
っ
て
初
め
て
導
入
さ
れ
た
。V

gl. H
aberm

ehl, a .a. O
., S. 199.

（
131
）Schm

idbauer/Steiner, Bayerisches Polizeiaufgabengesetz und Polizeiorganisationsgesetz K
om

m
entar, 3. A

ufl. 2011, 57f. 

な
お
こ
の
場
合
に
警
察
が
行
使
す
る
緊
急
権
限
は
、《
時
間
的
な
緊
急
ケ
ー
ス
》で
は
警
察
一
般
条
項
に
基
づ
く
措
置
、ま
た《
事
項
的
な
緊
急
ケ
ー

ス
》
で
は
警
察
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
通
常
措
置
（Standardm

aßnahm
en

）
に
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。V

gl. H
aberm

ehl, a. 
a. O

., S. 200.

（
132
）V

gl. Gusy, a. a. O
., S. 66. 

（
133
）
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
規
定
が
な
く
て
も
、
多
く
の
場
合
警
察
は
技
術
的
専
門
的
知
識
や
相
応
の
設
備
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
警
察

が
仮
の
措
置
に
止
ま
る
べ
き
こ
と
は
補
完
性
と
い
う
思
考
そ
の
も
の
か
ら
直
接
導
き
出
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
も
あ
る
。D

enninger, a. a. O
., 

S. 277.

（
134
）V

gl. Pew
estorf/Söllner/T

ölle, a. a. O
., S. 33.

（
135
）
な
お
、
他
の
秩
序
行
政
庁
の
庁
舎
施
設
内
で
は
、
警
察
は
当
該
行
政
庁
の
同
意
の
下
で
の
み
行
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同

意
を
必
要
と
し
な
い
の
は
、
適
時
に
同
意
が
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
ら
れ
、
例
え
ば
、
職
員
を
脅
し
暴
力
を
も
辞
さ
な
い
デ
モ
に
よ
っ

て
行
政
庁
舎
が
占
拠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
他
方
、
秩
序
行
政
庁
の
自
主
的
か
つ
明
示
的
な
意
思
が
あ
る
場
合

に
は
、こ
れ
に
反
し
て
警
察
が
活
動
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。権
限
あ
る
秩
序
行
政
庁
は
危
険
防
御
を
自
ら
の
任
務
と
し
て
受
け
取
る
や
否
や
、

警
察
は
こ
の
危
険
に
つ
い
て
も
は
や
権
限
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。V

gl. Gusy, a. a. O
., S. 66f. 

（
136
）V
gl. H

aberm
ehl, a. a. O

., S. 200.

（
137
）V

gl. M
erten/M

erten, H
am

burgisches Polizei- und O
rdnungsrecht, 2007, S. 41.

（
138
）H

ofm
ann-R

iem
/E

ifert, Polizei- und O
rdnungsrecht, in : H

ofm
ann-R

iem
/K

och, H
am

burgisches Staats- und 
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V
erw

altungsrecht, 3. A
ufl. 2006, S. 167. 

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
帰
結
が
整
然
と
導
か
れ
る
た
め
に
は
、
警
察
官
吏
に
特
別
法
の
領
域
に

関
す
る
高
度
な
法
的
素
養
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
実
務
で
の
実
現
に
は
疑
義
を
抱
い
て
い
る
。

（
139
）Poscher/Rusteberg, JuS 2011, S. 891.

（
140
）V

gl. Poscher/Rusteberg, a. a. O
., S. 891.

（
141
）
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、M

EPolG

一a

条
は
、
管
轄
規
定
（Zuständigkeitsregelungen

）
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
任
務

配
分
（A

ufgabenzuw
eisung

）
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
の
か
の
争
い
で
も
あ
る
。
補
完
性
原
理
を
定
め
る
条
文
の
文
言
は
州
に

よ
っ
て
一
致
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
体
系
的
位
置
づ
け
も
ま
た
異
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
州
の
法
律
は
補
完
性
原
理
を
定
め
る
条
文
を
任
務

規
定
の
中
に
配
置
し
て
い
る
が
、
他
の
州
の
法
律
で
は
組
織
な
い
し
管
轄
規
定
の
中
に
配
置
し
て
い
る
。V

gl. D
enninger, a. a. O

., S. 277. ; 
Gallw

as/W
olff, Bayerisches Polizei- und Sicherheitsrecht, 3. A

ufl. 2004, S. 69. 

の
よ
う
に
、
権
限
配
分
規
範
と
管
轄
配
分
規
範
を
互

換
的
に
使
用
す
る
例
も
あ
る
。V

gl. Lorenz-Link, a. a. O
, S. 111.

（
142
）V

gl. Schenke, Polizei- und O
rdnungsrecht, 7. A

ufl. 2011, S. 279. ; Gallw
as/W

olff, a. a. O
., S. 69. Friauf, Polizei- und O

rdnungsrecht, 
in: Schm

idt- A
ß
m

ann (H
rsg.), B

esonderes V
erw

altungsrecht, 1995, S. 177. ; R
asch, A

llgem
eines Polizei- und 

O
rdnungsrecht, 2. A

ufl. 1982 S. 32. 
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
に
お
い
て
は
、「
秩
序
行
政
庁
の
措
置
は
、
こ
の
法
律
に
従
い
、
警
察
の
措
置
に

対
し
て
優
先
す
る
。」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
（T

hürO
BG

三
条
一
項
）。

（
143
）K

nem
eyer, Polizei- und O

rdnungsrecht, 9. A
ufl. 2002, S. 54.

（
144
）K

nem
eyer, a. a. O

., S. 54.

（
145
）
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、M

EPolG

一a

条
は
、
同
法
一
条
一
項
に
よ
っ
て
一
般
的
に
配
分
さ
れ
て
い
る
任
務
（
危
険
防
御
）
の
範

囲
を
限
定
す
る
規
範
（A

ufgabenabgrenzungsnorm
en

）
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。V

gl. K
nem

eyer, a. a. O
., S. 54. ; 

H
aberm

ehl, a. a. O
., S. 198.

（
146
）D

ietlein, a. a. O
., S. 294. 

ま
た
デ
ィ
─
ト
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、「
最
初
に
介
入
す
る
権
限
」
は
、
警
察
の
現
場
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
密
接
に

結
び
付
く
概
念
で
あ
る
た
め
明
確
な
輪
郭
を
持
つ
警
察
の
権
限
領
域
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
身
体
へ
の
実
力
行
使
な
ど
直
接
強
制
が
必
要

と
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
執
行
援
助
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
と
い
う
方
法
も
あ
り
う
る
た
め
、「
緊
急
権
限
」
と
い
う
表
現
は
な
お
曖
昧
で

あ
る
と
い
う
。
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（
147
）Schm

idbauer/Steiner, a. a. O
., S. 58.

（
148
）V

gl. H
eise/Riegel, M

usterentw
urf eines einheitlichen Polizeigesetzes, 2. A

ufl. 1978, S. 29. ; V
ahle, Polizeiliche A

ufgaben 
und Subsidiaritätsgrundsatz, V

erw
altungsrundschau6, 1991, S. 203.

（
149
）Schm

idbauer/Steiner, a. a. O
., S. 58.

こ
の
場
合
、
警
察
か
ら
本
来
的
に
権
限
を
有
す
る
秩
序
行
政
庁
へ
情
報
確
認
の
た
め
（
電
話
な
ど

を
通
じ
て
）
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
と
い
う
行
為
も
試
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。V

gl. Pew
estorf/Söllner/T

ölle, a. a. O
., S. 33f.

（
150
）V

gl. H
uber, D

ie U
naufschiebbarkeit -Rechtm

äßigkeitsvoraussetzung polizeilicher M
aßnahm

en, BayV
BI. 1989, S.6f. 

は
、
管
轄
規
定
は
原
則
と
し
て
厳
格
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
他
方
、
同
規
範
を
評
価
余
地
あ
る
い
は
裁
量
と
し
て
理
解

す
る
も
の
と
し
て
、Götz, Polizei- und O

rdnungsrecht, 15. A
ufl. 2013, S. 173. ; V

GH
 M

annheim
, V

BlBW
 1984, S .21. ; V

GH
 

M
annheim

,V
BlBW

 1990, S. 301.

（
151
）V

GH
 M

annheim
, N

JW
 1990, S. 1618f. V

gl. M
erten/M

eten, a. a. O
., S. 39. 

（
152
）V

gl. Gallw
as/W

olff, a. a. O
., S. 69.

（
153
）V

gl. Götz, a. a. O
., S. 173f.

（
154
）V

gl. SO
GLSA

一
条
一
項
、
メ
ー
ク
レ
ン
ブ
ア
ク
＝
フ
ォ
ア
ポ
メ
ン
州
治
安
秩
序
法
（SO

GM
V

）
一
一
条
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
＝
ホ
ル
シ
ュ

タ
イ
ン
州
行
政
法
（SchlhLV
w
G

）
一
七
二
条
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
治
安
秩
序
秩
序
法
（H

SO
G

）
一
条
六
項
。

（
155
）
報
告
義
務
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
協
働
の
一
般
的
義
務
は
、
後
に
見
る
執
行
援
助
や
職
務
共
助
と
い
っ
た
そ
の
他
の
協
働
形
態
か
ら
も

付
随
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
報
告
義
務
は
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁
が
自
ら
の
判
断
に
基
づ
き
自
発
的
に
行
う
と
い
う
点
で
、

他
の
行
政
庁
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
て
初
め
て
行
う
そ
の
他
の
協
働
形
態
と
は
区
別
さ
れ
る
。V

gl. Lorentz - Link, a. a. O
., S. 133. 

（
156
）
同
じ
くSchlhLV

w
G

一
七
二
条
は
「
秩
序
行
政
庁
と
警
察
は
そ
の
事
物
管
轄
の
枠
内
に
お
い
て
協
働
し
て
活
動
し
、
重
要
な
事
件

（V
orkom

m
nisse

）
や
措
置
（M

aßnahm
e

）
に
つ
い
て
相
互
に
報
告
し
あ
う
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
157
）
当
初
こ
の
第
二
文
は
七
八
年
草
案
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
八
六
年
補
正
草
案
で
導
入
さ
れ
た
。

（
158
）V
gl. M

eixner/M
artell, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und O

rdnung Sachsen-A
nhalt, §

1 Rn. 25.

（
159
）BV

erfGE Bd. 65, S.1ff.

（
160
）
も
っ
と
も
、SchlhLV

w
G

一
九
二
条
一
項
で
は
、
個
人
デ
ー
タ
は
そ
れ
が
警
察
並
び
に
秩
序
行
政
庁
の
任
務
の
履
行
の
た
め
に
必
要
で
あ
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る
限
り
、
両
機
関
の
間
で
引
き
渡
さ
れ
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
161
）V

gl. K
nem

eyer, a. a. O
., S. 73. ; D

ietzel/Gintzel, A
llgem

eines V
erw

altungs- und Polizeirecht für N
ordrhein-W

estfalen, 9. 
A
ufl. 1980, S. 53f.

（
162
）D

enninger, a. a. O
., S. 277.

（
163
）K

ugelm
ann, Poilzei- und O

rdnungsrecht, 2. A
ufl. 2012, S. 65.

（
164
）V

gl. Pew
estorf/Söllner/T

ölle, Polizei- und O
rdnungsrecht, Berliner K

om
m
entar, 2009, S. 91.
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第
一
章　

は
じ
め
に
─
─
問
題
の
所
在

第
一
節　

導
入

（
一
）
債
権
者
平
等
の
原
則
は
、
伝
統
的
に
、
民
法
上
の
原
則
の
一
つ
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
原
則
は
、
旧
民
法
の
債
権
担
保
編
一

条
二
項
本
文
（「
債
務
者
ノ
財
産
カ
総
テ
ノ
義
務
ヲ
弁
済
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
其
価
額
ハ
債
権
ノ
目
的
、
原
因
、
体
様
ノ
如
何
ト
日
付
ノ
前
後
ト

ニ
拘
ワ
ラ
ス
其
債
権
額
ノ
割
合
ニ
応
シ
テ
之
ヲ
各
債
権
者
ニ
分
与
ス
」）
に
み

る
こ
と
が
で
き
、
規
定
こ
そ
置
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
現
行
民
法
典
に

お
い
て
も
自
明
の
原
則
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い（

１
）る

。
し
か
し
、
債
権
者
平

等
の
原
則
は
、
事
実
上
の
優
先
弁
済
を
認
め
る
判
例
（
た
と
え
ば
、
詐
害

行
為
取
消
権
や
相
殺
の
領
域
）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
大
き
く
修

正
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

鈴
木
禄
弥
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、「
破
産
手
続
に
お
い

て
も
、
平
等
に
扱
わ
れ
る
の
は
、
…
…
優
先
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な

い
債
権
同
士
の
み
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、『
債
権
者
平
等
の
原
則
』

な
る
も
の
は
、
実
質
的
に
は
、
い
わ
ば
残
り
カ
ス

3

3

3

3

同
士
の
平
等
に
す
ぎ
な

い
」
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
（
圏
点
、
引
用（

２
）者

）。

　

債
権
者
平
等
の
原
則
の
私
法
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
お
よ
び
そ
の
適
用

範
囲
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
原
則
の
実
質
的
機
能
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
鈴
木
の
上
記
の
指
摘
は
、
わ
れ
わ
れ
に
次
の
二

つ
の
視
点
を
意
識
さ
せ
た
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

に
、
こ
の
原
則
は
債
務
者
の
倒
産
段
階
に
お
い
て
こ
そ
基
本
原
則
と
し
て

の
意
味
を
持
ち
、
執
行
段
階
や
平
常
時
の
段
階
で
は
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け

投
影
さ
れ
る
べ
き
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
あ（

３
）り

、ま
た
、

第
二
に
、
こ
の
原
則
は
優
先
的
地
位
が
付
与
さ
れ
な
い
債
権
に
の
み
適
用

さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
例
外
が
認
め
ら

れ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
こ
う
し
た
鈴
木
の
理
解
を
肯
定
的
に
評
価
し
つ
つ
も
、
債
権

者
平
等
の
原
則
に
は
い
ま
だ
に
検
討
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
。
と
い
う
の
も
、
鈴
木
の
理
解
で
は
、
明
確
に
優
先
的
地
位
が
付
与

さ
れ
る
債
権
以
外
は
、債
権
者
平
等
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
原
則
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
債
権
者
平
等
の

原
則
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
鈴
木
が
「
残
り
カ
ス
」
と
称

し
た
債
権
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
法

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
（
民
法
七
〇
九（

４
）条

）
や
不
当
利
得
返
還

請
求
権
（
民
法
七
〇
三
条
、
七
〇
四（

５
）条

）
な
ど
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ（

６
）る

。
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（
二
）
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
取
り
上
げ

て
検
討
す
る
。
た
と
え
ば
、
錯
誤
に
基
づ
い
て
弁
済
者
Ａ
か
ら
受
領
者
Ｂ

へ
と
金
銭
が
交
付
さ
れ
た
後
に
Ｂ
が
破
産
し
た
場
合
、
錯
誤
無
効
を
主
張

す
る
Ａ
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
他
の
一
般
債
権

者
と
同
様
の
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
取

り
扱
い
に
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
そ
も
そ
も
Ａ
Ｂ
間
の
法
律
関
係
が
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
債
権
者
平
等
の
も
と
に
、
他
の
一
般
債
権
者
と
同
様
の
処
理
が
な

さ
れ
る
の
は
妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
Ｂ
の
他
の
一
般
債
権
者
が
、
法
律
上
の
原
因
の
な

い
給
付
を
行
っ
た
Ａ
の
財
に
よ
り
増
大
し
た
責
任
財
産
に
よ
っ
て
、
本
来

な
ら
ば
引
き
当
て
と
し
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
給
付
分
か
ら
回
収

で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
弁
済
者
の
損
失
で
受
領
者
の
他
の
一
般

債
権
者
に
棚
ぼ
た
的
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

第
二
に
、
目
的
物
が
金
銭
以
外
の
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
Ａ
は
所
有
者

と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
破
産
手
続
き
に
お
い
て
も
、
取

戻
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
優
先
的
な
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
）
の
に
対
し
、
金
銭
の
場
合
に
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
形
で
、
客
体
の

違
い
に
よ
り
、
結
論
に
大
き
な
差
異
が
生
じ
る
こ
う
し
た
処
理
が
、
果
た

し
て
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ（

７
）る

。

　

こ
の
よ
う
に
、
債
権
者
平
等
の
原
則
に
は
、
い
ま
だ
に
検
討
す
べ
き
余

地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ（

８
）る

。

（
三
）
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
判
例
・
学
説
は
、
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て

何
ら
の
対
応
策
を
講
じ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
判

例
の
中
に
は
、
金
銭
の
占
有
と
所
有
の
不
一
致
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と

し
た
判
断
が
な
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
も
の
も
あ（

９
）る

。

　

ま
た
、
学
説
も
、
従
来
の
「
占
有
＝
所
有
」
理
論
が
「
金
銭
の
流
通
性

保
護
の
た
め
に
必
要
以
上
に
金
銭
所
有
者
の
保
護
を
犠
牲
」
に
し
て
き
た

こ
と
を
反
省
し
、「
金
銭
の
流
通
性
保
護
と
金
銭
所
有
権
の
保
護
の
適
切

な
調
整
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
上
述
の
問
題
点
を
解
決
す
べ
く
、「
占
有

＝
所
有
」
理
論
に
再
検
討
を
加
え
て
い

）
（1
（

る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
大
別
し

て
以
下
の
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
金
銭
の
流
通
性
の
保

護
を
図
る
た
め
に
「
占
有
＝
所
有
」
理
論
を
原
則
と
し
て
維
持
し
つ
つ
、

そ
の
射
程
を
限
定
す
る
見

）
（（
（

解
や
修
正
原
理
と
し
て
金
銭
の
物
所
有
権
と
区

別
さ
れ
た
価
値
所
有
権
を
観
念
し
、
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
（
あ
る
い

は
価
値
の
レ
イ
・
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
カ
テ
ィ
オ
）
を
提
唱
す
る
見
解
で
あ

）
（1
（

る
。

第
二
は
、「
占
有
＝
所
有
」
理
論
の
全
面
的
な
放
棄
を
志
向
す
る
見
解
で

あ
）
（1
（

る
。
第
三
は
、
物
権
・
債
権
峻
別
体
系
か
ら
財
産
権
の
帰
属
と
移
転
の

体
系
へ
の
再
編
と
い
う
構
想
の
も
と
で
、
債
権
者
の
優
先
的
保
護
の
根
拠
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を
債
務
者
の
本
来
あ
る
べ
き
責
任
財
産
状
態
へ
の
復
帰
に
求
め
る
見
解
で

あ
）
（1
）（
（1
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
従
来
の
議
論
は
、
金
銭
が
窃
盗
な
い
し
騙
取
さ
れ
た
場
面

を
念
頭
に
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
議
論
が
錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
場
面
な

ど
の
「
金
銭
が
支
払
手
段
と
し
て
交
付
さ
れ
た
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て

い
る
契
約
の
無
効
・
取
消
に
よ
っ
て
金
銭
の
返
還
請
求
が
生
じ
る
」
場
面

に
も
妥
当
す
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
と
い
う
の
も
、
前
者
の

場
面
で
は
被
害
者
救
済
が
強
調
さ
れ
る
た
め
正
当
化
は
し
易
い
が
、
後
者

の
場
面
で
は
弁
済
者
自
身
の
ミ
ス
と
い
う
側
面
が
強
い
た
め
正
当
化
は
困

難
で
あ
る
）
と
し
て
、
後
者
の
場
面
に
は
別
段
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

）
（1
（

る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
直
接
考
察
す
る
本
格

的
な
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
十
分
に
は

行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
節　

分
析
対
象
お
よ
び
叙
述
の
構
成

　

本
稿
は
、
以
上
の
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
、
原
状
回
復
の
場
面
に
お

け
る
（
錯
誤
に
よ
る
）
弁
済
者
保
護
の
あ
り
方
を
中
心
に
、
債
権
者
平
等

の
原
則
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
比
較
法
の
対
象
と
し
て
イ
ギ
リ
ス

（
主
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）
法
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し

た
）
（1
（

い
。
と
い
う
の
は
、上
記
の
よ
う
な
問
題
は
、イ
ギ
リ
ス
で
は
、近
時
、

後
述
す
るChase M

anhattan Bank N
A

 v. Israel-British Bank 

(London) Ltd., [1981] Ch. 105

（
以
下
、「Chase M

anhattan Bank

事
件
」
と
い
う
）（
錯
誤
に
基
づ
く
二
重
弁
済
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
）

に
お
い
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
対
し
て
優
先
的
保
護
が
与
え
ら
れ
た

こ
と
を
契
機
に
、
原
状
回
復
の
場
面
に
お
い
て
弁
済
者
の
処
遇
を
め
ぐ
る

議
論
が
大
々
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
議
論
は
、
錯
誤
に
よ
る

弁
済
者
に
対
し
て
優
先
的
保
護
を
与
え
る
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
の
際
に
、

ど
の
よ
う
に
そ
の
結
論
を
正
当
化
す
る
か
、
と
い
う
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
検
討
を
通
し
て
、
わ
が
国
の
議
論
へ
の
示
唆
と

し
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ

）
（1
（

る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
に
基
づ
く
原
状
回
復
請
求
権
の

優
先
的
保
護
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
立
場
に
つ
い
て
検
討
し

（
第
二
章
）、
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
近
時
の
学
説
の
動
向
に
つ
い

て
検
討
す
る
（
第
三

）
（1
（

章
）。
最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
議
論
が
わ
が
国
の

議
論
に
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
若
干
言
及
す
る
こ
と
に
し

た
い
（
第
四
章
）。
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第
二
章　

錯
誤
に
よ
る
弁
済
に
基
づ
く
原
状
回
復
請

求
権
の
優
先
的
保
護
─
─
通
説
・
判
例
に
よ

る
物
的
救
済
の
正
当
化

　

後
述
す
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、Chase M

anhattan Bank

事
件

を
契
機
に
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
は
、
優
先
的
保
護
が
承
認
さ
れ
た
。
こ

の
判
決
を
契
機
に
、
学
説
は
、
問
題
を
ヨ
リ
一
般
化
し

）
11
（

て
、
原
状
回
復
求

権
に
対
す
る
対
物
的
な
い
し
対
世
的
保
護
（
優
先
的
保
護
）（「
物
的
原
状

回
復
（proprietary restitution

）」
と
い
う
）
の
適
否
を
論
じ
て

い
）
1（
（

る
。
そ
の
議
論
は
、
大
別
す
る
と
、
①
物
的
原
状
回
復
を
認
め
る
か
否

か
と
い
う
問
題
、
ま
た
、
こ
れ
を
認
め
る
場
合
に
は
、
②
ど
の
範
囲
で
認

め
る
か
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
、
③
ど
の
よ
う
な
手
段
な
い
し
形
式
で
認

め
る
か
と
い
う
問
題
、
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

）
11
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
学
説
・
判
例
上
、
一
様

で
は
な

）
11
（

い
。
そ
の
た
め
、
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
原
状
回
復
法
に
お
け
る
「
最

も
複
雑
か
つ
争
い
の
あ
る
」
問
題
と
な
っ
て
い

）
11
（

る
。
以
上
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
以
下
で
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
の
原
状
回
復
請
求
権
に
対
す

る
優
先
的
保
護
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
お
よ
び
通
説

的
見
解
の
理
解
を
検
討
対
象
と
す
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、Chase M

anhattan Bank

事
件
の
意
義
を
明
確

に
す
る
た
め
、
同
事
件
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
議
論
状
況
に
一
瞥
を
与
え

た
上
で
（
第
一
節
）、Chase M

anhattan Bank

事
件
の
概
要
を
示
す

こ
と
に
し
よ
う
（
第
二
節
）。
そ
の
う
え
で
、
判
例
お
よ
び
通
説
的
見
解

に
よ
る
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
の
原
状
回
復
請
求
権
に
対
す
る
優
先
的
保
護

の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
（
第
三
節
）、
最
後
に
、Chase M

anhattan 

Bank

事
件
に
お
い
て
残
さ
れ
た
問
題
（
金
銭
の
特
定
性
の
問
題
）
に
つ

い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
第
四
節
）。

第
一
節�　

錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
処
理
─
─C

hase�M
anhattan�

B
ank

事
件
以
前
の
議
論
状
況

　

本
節
で
は
、Chase M

anhattan Bank

事
件
の
意
義
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
同
事
件
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら

始
め
た

）
11
（

い
。

（
一
）Chase M

anhattan Bank

事
件
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
錯
誤

に
よ
る
弁
済
者
の
優
先
的
保
護
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
対
象
と
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に

対
す
る
優
先
的
保
護
が
直
接
争
点
と
な
る
事
案
が
存
在
し
な
か
っ
た

こ
）
11
（

と
、
第
二
に
、
通
常
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
が
起
こ
る
と
金
銭
所
有
権
は
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受
領
者
に
移
転
す
る
た
め
に
、
弁
済
者
の
優
先
的
保
護
を
問
題
と
す
る
余

地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

）
11
（

と
、
第
三
に
、
判
例
が
錯
誤
に
よ
る
弁

済
者
の
返
還
請
求
そ
れ
自
体
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
二
）
と
こ
ろ
で
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
問
題
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、

伝
統
的
に
「
準
契
約
（quasi contract

）」
─
─
当
事
者
間
の
合
意
が
な

い
場
合
に
、
法
律
上
、
契
約
が
あ
っ
た
よ
う
に
擬
制
し
て
救
済
を
与
え
る

法
理
を
指

）
11
（

す
─
─
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き

）
11
（

た
。
す
な
わ
ち
、
錯
誤

者
Ａ
が
受
領
者
Ｂ
に
事
実
に
関
す
る
錯
誤
に
基
づ
き
金
銭
を
支
払
う
と
、

─
─
Ｂ
は
当
該
弁
済
が
無
効
で
あ
り
、
か
つ
Ｂ
の
保
持
す
る
金
銭
が
不
当

な
利
得
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
返
還
を
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
く
─
─
、

Ｂ
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
Ａ
と
の
間
で
金
銭
を
返
還
す
る
合

意
（
契
約
）
を
し
た
と
擬
制
さ
れ
、
そ
の
合
意
（
契
約
）
に
基
づ
き
金
銭

の
返
還
が
要
求
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

）
11
（

い
。
し
た
が
っ
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済

の
問
題
は
、
不
当
利
得
法
理
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

）
1（
（

た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
原
状
回
復
法
の
嚆
矢
と
な
っ

た
の
は
、Robert Goff

お
よ
びGareth Jones

の
著
作
で
あ
っ

）
11
（

た
。

Goff

お
よ
びJones

の
著
作
は
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
、
イ
ギ
リ
ス
の

裁
判
例
に
散
在
し
た
準
契
約
や
後
述
す
る
擬
制
信
託
（constructive 

trust

）
と
い
っ
た
法
理
を
不
当
利
得
法
理
の
も
と
で
体
系
的
・
統
一
的

に
把
握
し
、
原
状
回
復
法
の
確
立
を
試
み
た
。
彼
ら
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

準
契
約
は
、ま
さ
に
「
原
状
回
復
の
も
っ
と
も
古
く
、か
つ
重
要
な
部
分
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
問
題
は
、
原
状

回
復
法
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
処
理
さ
れ

）
11
（

る
。

（
三
）
も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
用

す
る
の
は
、
も
う
少
し
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
イ

ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、
伝
統
的
に
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
の
返
還
請
求
に

様
々
な
制
約
を
課
し
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス

の
裁
判
所
は
、
弁
済
者
の
返
還
請
求
を
認
め
る
際
に
、
従
来
、（
ａ
）
受

領
者
が
錯
誤
に
よ
る
弁
済
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ

）
11
（

と
、（
ｂ
）

錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
原
因
と
な
る
錯
誤
が
、
①
基
本
的
な

（fundam
ental

）
錯
誤
（
錯
誤
の
存
在
が
弁
済
者
の
側
に
当
該
金
銭
を
当
該

相
手
方
に
譲
渡
す
る
意
思
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
錯
誤
を

指
）
11
（

す
）
に
あ
た
る
こ

）
11
（

と
、
②
誤
信
さ
れ
た
責
任
（supposed liability

）
に

関
す
る
錯
誤
（
弁
済
者
が
弁
済
す
る
責
任
が
あ
る
と
誤
っ
て
信
じ
た
錯
誤
を
指

す
）
に
あ
た
る
こ

）
11
（

と
、
③
事
実
に
関
す
る
錯
誤
（
た
と
え
ば
、
受
領
者
の

同
一
性
の
錯
誤
や
錯
誤
に
よ
る
二
重
弁
済
な
ど
）
に
あ
た
る
こ
と
、そ
し
て
、

④
共
通
錯
誤
（com

m
on m

istake

）（
弁
済
者
の
み
な
ら
ず
受
領
者
も
錯
誤
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に
陥
っ
て
い
る
こ
と
）
に
あ
た
る
こ

）
11
（

と
、
な
ど
を
要
求
し
て
き
た
た
め
、

錯
誤
者
に
よ
る
返
還
請
求
が
容
易
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
う
し
た
制
限
的
な
解
釈
論
は
、
変
更
さ
れ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
る
錯
誤
弁
済
の
増
加

と
そ
れ
に
伴
う
弁
済
者
保
護
の
社
会
的
要
請
の
増
加
と
い
う
実
際
的
な
理

由
に
加
え

）
11
（

て
、（
ア
メ
リ
カ
法
の
議
論
か
ら
の
示
唆
と
し
て
の
）
次
の
二

点
が
伺
わ
れ

）
1（
（

る
。
す
な
わ
ち
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
原
状
回
復
を
認
め

る
こ
と
は
、
第
一
に
、
個
人
の
自
律
性
保
護
─
─
具
体
的
に
は
、
①
弁
済

者
の
意
思
の
支
配
を
回
復
す
る
こ
と
、
②
弁
済
者
の
自
由
な
活
動
領
域
を

拡
大
す
る
こ

）
11
（

と
、
③
弁
済
者
の
完
全
性
（integrity

）
を
確
保
す
る
こ
と

─
─
の
要
請
に
資
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
第
二
に
、
経
済
的
に
効
率
的
な

帰
結
を
導
く
─
─
錯
誤
は
潜
在
的
に
回
避
不
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
錯
誤

を
予
防
す
る
負
担
は
、
錯
誤
の
社
会
コ
ス
ト
を
最
小
限
に
す
る
方
法
に
お

い
て
、
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
社
会
全
体
の
利
益
を
最
大
化
す
る
と
い
う
点

か
ら
望
ま
し
い
（
こ
の
点
は
、
錯
誤
に
関
す
る
法
と
経
済
分
析
の
所
産
で

あ
）
11
（

る
）
─
─
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、Chase M

anhattan Bank

事
件
の
前
年
に

下
さ
れ
たBarclays Bank v. W

.J. Sim
m

s Ltd, [1980] Q
.B. 677 

(Chancery D
ivision) 

に
お
い
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
対
し
て
一

般
的
な
返
還
請
求
権
を
承
認
し
、
従
来
の
方
針
を
転
換
し
た
。
こ
の
判
決

は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
の
原
状
回
復
請
求
権
に
関
す
る
一
般
的
基
準
を

明
確
に
打
ち
立
て
た
。
そ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、（
ア
）
原
則
と
し
て
、
あ

る
者
（
弁
済
者
）
が
事
実
に
関
す
る
錯
誤
に
基
づ
き
他
の
者
（
受
領
者
）

に
弁
済
を
す
る
と
、
弁
済
者
は
、
反
証
の
な
い
限
り
（prim

a facie

）、

事
実
に
関
す
る
錯
誤
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
た
金
銭
を
回
復
す
る
資
格
を
有

す
る
。
し
か
し
、（
イ
）
例
外
的
に
、
弁
済
者
は
、
①
ど
ん
な
場
合
で
あ
っ

て
も
受
領
者
が
そ
の
金
銭
を
保
有
す
る
こ
と
を
本
人
（
＝
弁
済
者
）
が
意

図
し
た
場
合
、
②
弁
済
が
有
効
な
約
因
（good consideration

）
を
伴

う
場
合
、
③
受
領
者
が
善
意
で
そ
の
地
位
を
変
更
し
た
場
合
、
に
は
返
還

が
否
定
さ
れ

）
11
（

る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
決
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
判
例
は
、
先

述
し
た
制
約
を
段
階
的
に
排
除
し
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
み
る
と
、
こ
の

判
決
は
、従
来
の
制
約
の
う
ち
、基
本
的
錯
誤
に
あ
た
る
こ
と（（
ｂ
）①
）、

誤
信
さ
れ
た
責
任
に
関
す
る
錯
誤
に
あ
た
る
こ
と
（（
ｂ
）
②
）
お
よ
び

共
通
錯
誤
に
あ
た
る
こ
と
（（
ｂ
）
④
）、
と
い
う
制
約
を
取
り
除
い
た
。

さ
ら
に
、
九
〇
年
代
に
至
る
と
、
受
領
者
の
認
識
（（
ａ

）
11
（

））、
事
実
に
関

す
る
錯
誤
と
法
律
に
関
す
る
錯
誤
の
区
別
（（
ｂ
）
③

）
11
（

）、
と
い
う
制
約
も

排
除
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
今
日
で
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
問
題
は
不
当

な
利
得
の
原
状
回
復
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に

つ
い
て
の
か
つ
て
の
制
約
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
返

還
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
受
領
者
が
不
利
益
を
被
ら
な
い
た
め
に
、
地
位
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変
更
の
抗
弁
〔（
イ
）
③
〕
─
─
す
な
わ
ち
、「
不
当
利
得
が
生
じ
た
場
合

に
、
受
益
者
が
受
け
取
っ
た
物
を
費
消
し
た
り
滅
失
す
る
な
ど
し
て
失
っ

た
と
き
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
受
益
者
の
責
任
を
減
免
す
る
」
制
度
で

あ
り
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ

）
11
（

る
─
─
が
受
領
者
に

認
め
ら
れ
る
）。

　

こ
れ
ら
の
変
遷
の
当
否
は
、本
稿
の
直
接
の
検
討
対
象
で
は
な
い
た
め
、

こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
以
上
の
概
略
か
ら
も
次
の
こ
と
は

理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
従
来
の

錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
議
論
は
、
弁
済
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
価

3

3

3

3

3

3

3

3

3

値
的
な
返
還

3

3

3

3

3

請
求
権
を
認
め
る
か

3

3

3

3

3

3

3

3

に
重
点
が
置
か
れ
、
弁
済
者
に
優
先
的

な
保
護
を
与
え
る
か
否
か
と
い
う
点
は
、
関
心
の
─
─
少
な
く
と
も
、
主

た
る
─
─
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
も
と
で
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
対
す
る
優
先
的
保
護
の
問

題
が
初
め
て
争
わ
れ
た
の
が
、Chase M

anhattan Bank

事
件
で
あ
っ

た
。
次
に
、
こ
の
事
件
の
概
要
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節　

C
hase�M

anhattan�B
ank

事
件
の
概
要

　

以
下
で
は
、
本
件
の
事
実
（
一
）
お
よ
び
判
決
（
二
）
を
概
観
し
、
本

判
決
の
直
接
の
争
点
を
確
認
し
た
上
で
（
三
）、
そ
の
後
の
学
説
が
本
判

決
に
つ
い
て
問
題
と
し
た
点
（
四
）
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

（
一
）（
事
実
）
一
九
七
四
年
七
月
三
日
に
Ｘ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の

Chase M
anhattan 

銀
行
）
は
、
イ
タ
リ
ア
の
銀
行
（
訴
外
）
の
指
示

に
も
と
づ
き
、二
〇
〇
万
ド
ル
を
Ｙ（
ロ
ン
ド
ン
のIsrael-British

銀
行
）

に
支
払
っ
た
後
、（
Ｘ
の
被
用
者
の
事
務
的
間
違
い
に
よ
り
）
錯
誤
に
基

づ
き
Ｙ
に
対
し
て
再
び
二
〇
〇
万
ド
ル
を
支
払
っ
た
（
な
お
、
同
年
七
月

五
日
に
Ｙ
は
、
Ｘ
の
錯
誤
を
認
識
し
た
が
、
何
ら
の
措
置
も
講
じ
な
か
っ

た
）。
そ
の
後
、
Ｙ
は
、
同
年
八
月
二
日
に
高
等
法
院
（H

igh Court

）

に
清
算
申
立
書
を
提
出
し
、
同
年
一
二
月
二
日
に
清
算
手
続
き
が
開
始
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
本
件
の
準
拠
法
が
ア
メ
リ
カ
法
で
あ
る
と
主
張

し
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
に
よ
り
擬
制
信
託
─
─
当
事
者
の
意
思
と
は
無

関
係
に
、利
得
者
を
受
託
者
、損
失
者
を
受
益
者
と
し
て
、法
の
働
き
（law

 

of operation

）
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
信
託
関
係
を
指

）
11
（

す
─
─
が
成
立
す

る
と
主
張
し
、
弁
済
し
た
金
銭
た
る
二
〇
〇
万
ド
ル
上
に
エ
ク
イ
テ
ィ
上

の
対
物
権
な
い
し
物
的
権
利
（right in rem

/proprietary right

）
を

保
持
す
る
と
主
張
し
て
、
二
〇
〇
万
ド
ル
の
返
還
を
請
求
し
た
（
物
的
請

求
〔proprietary claim

）
11
（s

〕）。

　

こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
こ
の
よ
う
な
主
張
は
認
め
ら

れ
な
い
、
と
反
論
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
法



研究ノート

北法65（5・248）1374

で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
と
は
異
な
り
、
擬
制
信
託
は
、
原
状
回
復
請
求
に
対

す
る
一
般
的
な
救
済
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
、

（
た
と
え
擬
制
信
託
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
）
イ
ギ
リ
ス

法
に
お
い
て
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
救
済
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ア

メ
リ
カ
法
と
異
な
り
、
当
事
者
間
に
信
認
関
係
（fiduciary 

relationship

）
─
─
「
一
方
の
当
事
者
が
他
方
に
信
認
（confidence

）

を
置
き
、
こ
の
こ
と
が
エ
ク
イ
テ
ィ
に
よ
る
法
的
保
護
の
対
象
と
な
る
よ

う
な
関
係
」
を
指

）
11
（

す
─
─
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

）
1（
（

る
の
に
対
し
、

本
件
の
Ｘ
と
Ｙ
の
間
に
は
そ
の
よ
う
な
関
係
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）（
判
決
）
以
上
に
対
し
、大
法
官
府
（Goulding
判
事
）
は
、ま
ず
、

本
件
に
お
け
る
準
拠
法
が
ア
メ
リ
カ
法
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
）
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
Ｙ
の
第
一
の
反
論
理
由
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ

法
（
本
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
）
の
立
場
─
─
具
体
的
に
は
、

Re Beryy (1906) 147 Fed. 208 (2d Cir.) 

お
よ
びA

ustin Scott
の

見
）
11
（

解
─
─
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
一
般
法
理
と
し
て

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と

）
11
（

し
、
さ
ら
に
、
第
二
の
反

論
理
由
（
＝
信
認
関
係
の
有
無
）
に
つ
い
て
、
Ｘ
の
弁
済
に
よ
り
当
然
に

信
認
関
係
が
発
生
す
る
と
し
た
上

）
11
（

で
、
結
論
と
し
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済

者
で
あ
る
Ｘ
の
請
求（
＝
物
的
請
求
）に
対
し
て
物
的
救
済（proprietary 

rem
edy

）
を
認
め
た
。

　

大
法
官
府
は
、（
ａ
）
弁
済
者
は
、
事
実
に
関
す
る
錯
誤
に
よ
り
、
弁

済
し
た
金
銭
に
対
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
（
そ
の

結
果
、
受
領
者
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所
有
権
を
取
得
す
る
）
と
し
つ
つ

も
、（
ｂ
）
錯
誤
に
よ
る
弁
済
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
所
有
権
の
移
転
を

妨
げ
る
こ
と
を
理
由
に
、
弁
済
者
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
所
有
権
を
保
持

し
（retain

）、
そ
し
て
、
受
領
者
は
、
良
心
に
も
と
づ
き
エ
ク
イ
テ
ィ

上
の
物
的
権
利
を
尊
重
す
る
信
認
義
務
に
服
す
る
こ
と
、（
ｃ
）弁
済
者
は
、

一
貫
し
た
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
権
利
に
も
と
づ
き
金
銭
を
追
及
す
る
権

利
を
有
す
る
こ
と
、（
ｄ
）
弁
済
者
の
金
銭
を
体
現
す
る
（represent

）

受
領
者
の
手
元
の
財
産
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
、
受
領
者
に
帰
属
し
な
い
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
受
領
者
は
、
錯
誤
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
金
銭
を
弁
済

者
の
た
め
に
受
託
者
と
し
て
受
領
日
（
一
九
七
四
年
七
月
三
日
）
か
ら
保

有
す
る
、
と
判
示
し

）
11
（

た
。

（
三
）（
直
接
の
争
点
）
本
件
の
直
接
の
争
点
は
、
Ｘ
に
よ
る
錯
誤
弁
済

を
契
機
と
し
て
擬
制
信
託
が
成
立
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
本
件

に
お
い
て
、
Ｙ
に
対
す
る
錯
誤
弁
済
に
基
づ
く
原
状
回
復
請
求
権
が
Ｘ
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
な

）
11
（

い
。
す
な
わ
ち
、
錯
誤
に
よ
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る
弁
済
者
は
、Barclays Bank v. W

.J. Sim
m

s Ltd [1980] Q
.B. 677 

に
よ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
準
契
約
に
基
づ
き
、
受
領
者
に
対
し
て
そ

の
受
領
し
た
金
銭
相
当
額
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、

こ
の
受
領
金
相
当
額
の
返
還
請
求
権
は
、
受
領
者
に
対
し
て
の
み
主
張
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
権
利
（
＝
対
人
的
権
利
〔right in personal/

personal right

〕）
で
あ
り
、
受
領
者
が
破
産
し
た
場
面
に
お
い
て
、
受

領
者
の
他
の
一
般
債
権
者
に
対
す
る
優
先
的
保
護
ま
で
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
権
利
（
＝
対
物
的
権
利
〔right in rem

/proprietary right

〕）

で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
救
済
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
で
は
、
擬
制
信
託
を
理
由
に
弁
済
者
に
優
先
的
保
護

が
与
え
ら
れ
る
余
地

3

3

が
残
さ
れ
て
い
た（
物
的
救
済
）。と
い
う
の
も
、（
ⅰ
）

破
産
に
お
い
て
清
算
人
が
配
当
の
た
め
に
利
用
可
能
な
財
産
は
、
債
務
者

（
破
産
者
）
に
帰
属
す
る
財
産
の
み
で
あ
り
、
第
三
者
の
所
有
物
や
第
三

者
が
他
の
物
的
権
利
を
有
す
る
財
産
は
─
─
た
と
え
、
債
務
者
の
占
有
下

に
あ
っ
た
と
し
て
も
─
─
含
ま
れ

）
11
（

ず
、（
ⅱ
）
錯
誤
に
よ
る
弁
済
を
契
機

に
擬
制
信
託
が
成
立
す
る
と
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
所
有
権
は
弁
済
者
に
帰

属
す
る
こ
と
に
な
り
、
当
該
財
産
は
破
産
財
団
に
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。

　

し
か
し
、こ
の
よ
う
な
錯
誤
弁
済
を
契
機
と
す
る
擬
制
信
託
の
成
立
は
、

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
専
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
本
判
決
以

前
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
不
明
確
な
ま
ま
で

あ
っ
た
（
先
述
）。
敷
衍
し
て
い
え
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
法
に
お
い
て
は
、
①
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
救
済
の
条
件
と
し
て
、
当

事
者
間
に
信
認
関
係
が
要
求
さ
れ
ず
、
②
擬
制
信
託
は
原
状
回
復
請
求
に

対
す
る
一
般
的
な
救
済
手
段
と
位
置
づ
け
ら
れ
（
第
一
次
原
状
回
復
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
六
〇
条
）、
③
錯
誤
に
よ
る
弁
済
を
契
機
に
擬
制
信
託

が
成
立
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
同
一
六
三
条
）。
そ
の
た
め
、

錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
優
先
的
な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
こ

）
11
（

と
は
、
確
立
さ

れ
て
い

）
11
（

た
。
こ
れ
に
対
し
、イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、①
に
つ
い
て
は
、

当
事
者
間
に
信
認
関
係
が
要
求
さ
れ
、
②
お
よ
び
③
に
つ
い
て
も
ア
メ
リ

カ
法
の
よ
う
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
錯
誤
に
よ

る
弁
済
者
の
優
先
的
な
保
護
に
関
す
る
立
場
は
、不
明
確
な
ま
ま
で
あ
り
、

本
判
決
の
直
接
の
問
題
の
所
在
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
錯
誤
に
よ
る

弁
済
を
契
機
に
擬
制
信
託
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
大
法
官
府
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
立
場

を
受
け
入
れ
る
形
で
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
を
契
機
に
信
託
（
擬
制
信
託
な

い
し
復
帰
信

）
11
（

託
）
が
成
立
す
る
こ
と
（
③
）
を
認
め
た
。
な
お
、
大
法
官

府
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
伝
統
的
な
立
場
に
配
慮
し
て
、
信
認
関
係
の
要
件

（
①
）
を
形
式
的
に
は
維
持
し
つ
つ
も
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
以
前
に
そ
の
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よ
う
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
要
求
せ
ず
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
に
よ
り
当
然

に
発
生
す
る
と
柔
軟
に
解
し

）
1（
（

た
。

（
四
）（
本
判
決
以
後
に
学
説
が
注
目
し
た
点
）
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た

帰
結
に
対
し
て
は
、
学
説
か
ら
、
弁
済
者
が
何
ゆ
え
受
領
者
の
他
の
一
般

債
権
者
に
優
先
し
て
保
護
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
批
判
が
な

さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
弁
済
者
と
受
領
者
間
に
擬
制
信
託
を
認
め
、
弁

済
者
の
返
還
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
、
同
時
に
弁
済
者
が
受
領
者
の
他
の

一
般
債
権
者
に
優
先
し
て
返
還
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
事
件
は
、
直
接
的
に
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
二
当
事
者
間
の
問

題
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
検
討
が
十
分
に
行
わ
れ
た

と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
の
学
説
は
、
そ
の
結
論
を
正

当
化
す
る
根
拠
（
弁
済
者
が
優
先
的
保
護
を
受
け
る
根
拠
、
さ
ら
に
は
受

領
者
の
他
の
一
般
債
権
者
が
そ
の
損
失
を
甘
受
す
る
根
拠
）
を
議
論
す
る

よ
う
に
な
っ

）
11
（

た
。

　

そ
れ
で
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
見
直
す
と
、Chase M

anhattan 

Bank

事
件
は
、
い
か
な
る
根
拠
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ

の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
三
節�　

物
的
救
済
の
正
当
化
一
─
─
所
有
権
の
帰
属
に
よ
る

正
当
化

　

Chase M
anhattan Bank

事
件
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
錯
誤
に
よ
る
弁

済
者
の
優
先
的
保
護
は
、弁
済
し
た
金
銭
そ
れ
自
体
（「
原
財
産
〔original 

assets

〕」
と
い
う
）
の
所
有
権
が
弁
済
者
に
帰
属
し
、
弁
済
者
の
原
財

産
が
破
産
財
団
の
一
部
を
構
成
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
帰
結
と
し

て
、
受
領
者
の
他
の
一
般
債
権
者
が
弁
済
者
の
原
財
産
に
対
し
て
権
利
を

有
し
な
い
こ
と
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
破
産
法
上
、

破
産
財
団
が
、
破
産
時
に
債
務
者
自
身
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
財
産
か
ら

の
み
構
成
さ
れ
、
他
の
者
に
帰
属
す
る
財
産
は
そ
こ
（
破
産
財
団
）
に
含

ま
れ
な
い
と
い
う
原
理
（
破
産
法
に
お
け
る
所
有
権
の
エ
ス
テ
イ
ト
原
理

〔property of estate principle

〕）
に
基
づ
く
も
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

こ
の
原
理
に
従
え
ば
、
弁
済
者
は
、
当
然
に
自
己
の
所
有
物
を
取
り
戻

す
に
す
ぎ
ず
、
優
先
的
保
護
は
当
然
の
帰
結
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
処
理
は
、
問
題
を
所
有
権
の
帰
属
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
破
産
法
が
定
め
る
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
の
変
更
と
い
う
困
難

な
問
題
を
巧
み
に
回
避
し
、
か
つ
、
弁
済
者
に
優
先
的
保
護
を
与
え
る
と

い
う
帰
結
を
も
同
時
に
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
し
た
迂
遠
な
方
法
が
採
用
さ
れ
た
原
因
は
、
平
時
実
体
法
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と
破
産
法
の
関
係
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
破
産
法
は
、
原
則
と
し
て
平
時
実
体
法
を
尊
重
し
、
破
産
法
の

目
的
と
の
関
係
で
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
平
時
実
体
法
を
変
更
す
る
と
い

う
建
前
（
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
）
を
採
る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
法

と
破
産
法
と
の
関
係
性
を
踏
ま
え
る
と
、
一
般
債
権
で
あ
る
原
状
回
復
請

求
権
に
受
領
者
の
破
産
に
お
い
て
優
先
的
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
、
破
産

法
に
よ
る
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
の
変
更
を
意
味
し
、
そ
の
正
当
化

根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
を
所
有
権
の
帰
属
に
還
元
し
た
こ

と
に
よ
り
、
破
産
法
は
、
あ
く
ま
で
平
時
実
体
法
上
の
権
利
（
所
有
権
）

の
優
先
順
序
に
従
っ
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
上
記
の
問
題
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
の
金
銭
所
有

権
が
、
受
領
者
（
破
産
者
）
の
占
有
下
に
あ
る
と
し
て
も
、
弁
済
者
に
帰

属
し
、
受
領
者
の
破
産
財
団
を
構
成
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
日
本
法
の
金
銭
の
取
り
扱
い
（
占
有
あ
る
と
こ
ろ
に
所
有
あ
り
す
る

考
え
方
〔
末
川
〕）
と
は
異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
原
因
行
為
（
契
約
）

と
所
有
権
移
転
行
為（
譲
渡〔conveyance

〕）を
区
別
し（
形
式
主
義
）、

か
つ
無
因
性
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
原
因
行
為
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、

金
銭
の
所
有
権
移
転
行
為
そ
れ
自
体
も
取
消
し
（
な
い
し
無
効
）
の
対
象

に
な
る
、
と
説
明
す

）
11
（

る
（
そ
れ
ゆ
え
に
、
無
因
体
系
に
立
ち
つ
つ
も
、
有

因
体
系
と
同
様
の
帰
結
を
導
く
こ
と
に
な
る
〔
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な

構
成
を
「
有
因
類
似
構
成
」
と
い
う
〕）。
し
た
が
っ
て
、
受
領
者
が
金
銭

を
占
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
弁
済
者
に
金
銭
所
有
権
が
帰
属
す
る
こ
と

─
─
す
な
わ
ち
、占
有
と
所
有
の
不
一
致
─
─
が
認
め
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。も
っ

と
も
、イ
ギ
リ
ス
法
が
有
因
（
な
い
し
有
因
類
似
）
構
成
に
立
脚
す
る
か
、

無
因
構
成
に
立
脚
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
がChase M

anhattan Bank

事
件
の
判
決
の

評
価
に
接
続
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
な
ど
弁
済
の
基
礎
と
な
る
原

因
行
為
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
、
原
因
行
為
の
瑕
疵
が
金
銭
所
有
権
の
移

転
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の

判
例
に
一
瞥
を
与
え
（
一
）、
そ
の
う
え
で
、
所
有
権
の
帰
属
を
重
視
す

る
学
説
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
二
）。

（
一
）（
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
の
概
観
）
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
を
、
錯
誤
に

よ
る
弁
済
な
ど
弁
済
の
基
礎
と
な
る
原
因
行
為
に
瑕
疵
（
た
と
え
ば
、
錯

誤
〔
錯
誤
の
内
容
［
基
本
的
錯
誤
（
先
述
）
か
そ
れ
以
外
か
］
と
原
因
［
錯
誤

に
陥
っ
た
原
因
が
錯
誤
者
自
身
に
あ
る
場
合
（「
自
発
的
錯
誤
」
と
い
う
）
と
相

手
方
な
い
し
第
三
者
に
あ
る
場
合
（「
誘
発
的
錯
誤
」
と
い
う
）］
で
分
か
れ
る
〕

や
圧
力
〔
強
迫
か
不
当
威
圧
か
で
分
か
れ
る
〕
な
ど
）
が
あ
る
場
合
、
原
因
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行
為
の
瑕
疵
が
金
銭
所
有
権
の
移
転
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
、

と
い
う
観
点
か
ら
大
別
す
る
と
、
領
域
的
に
、（
ア
）
影
響
を
否
定
す
る

も
の（
金
銭
の
所
有
権
は
受
領
者
に
移
転
す
る
と
解
す
る
も
の
）と（
イ
）

影
響
を
肯
定
す
る
も
の
（
金
銭
の
所
有
権
は
受
領
者
に
移
転
し
な
い
と
解

す
る
も
の
）
に
分
か
れ
る
。
も
っ
と
も
、そ
の
構
成
は
、一
様
で
は
な
い
。

　

ま
ず
、（
ア
）
の
領
域
（
金
銭
の
所
有
権
は
移
転
す
る
と
す
る
も
の
）

に
属
す
る
判
決
を
み
る
と
、
第
一
に
、
無
効
で
あ
っ
て
も
金
銭
の
所
有
権

の
移
転
は
妨
げ
な
い
と
す
る
も
の
（［
１
］ W

estdeutsche Landesbank 

G
irozentrale v. Islington LB

C
, [1996] A

.C
. 669 

〔H
ouse of 

Lord

）
11
（s

〕、［
２
］ Box and others v. Barclays Bank plc, [1998] Lloyd's 

Rep. 185 

〔Chancery D
ivisio

）
11
（n

〕）、
第
二
に
、
金
銭
の
所
有
権
は
移
転

し
、
か
つ
取
消
し
が
一
定
の
事
由
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
金

銭
の
所
有
権
は
復
帰
し
な
い
と
す
る
も
の
（［
３
］ El A

jou v. D
ollar 

Land H
olding plc, [1993] 3 A

ll E
R

 71

）
11
（7

、［
４
］ A

llcard v. 

Skinner, (1887) 36 Ch.D
. 145 

〔Court of A
ppea

）
1（
（l

〕〕）、
第
三
に
、
金

銭
の
所
有
権
は
移
転
し
、
か
つ
取
消
し
が
認
め
ら
れ
て
も
金
銭
の
所
有
権

は
復
帰
し
な
い
と
す
る
も
の
（［
５
］ Re Goldcorp Exchange Ltd. (in 

receivership), [1995] 1 A
.C. 7

）
11
（4

）が
あ
る
。
他
方
で
、（
イ
）の
領
域（
金

銭
の
所
有
権
は
弁
済
者
に
帰
属
す
る
）
に
属
す
る
判
決
を
み
る
と
、
第
一

に
、
無
効
ゆ
え
に
金
銭
の
所
有
権
は
受
領
者
に
移
転
し
な
い
と
す
る
も
の

（［
６
］ Sinclair v. B

rougham
, [1914] A

.C
. 398 

〔H
ouse of 

Lord

）
11
（s

〕）、
第
二
に
、
無
効
で
あ
っ
て
も
金
銭
の
所
有
権
は
移
転
す
る
も

の
の
、
そ
れ
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所
有
権
で
あ
り
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の

所
有
権
は
弁
済
者
に
残
る
と
す
る
も
の
（［
７
］ Chase M

anhattan 

Bank 

事
件
の
ほ
か
、［
８
］ Papam

ichael v. N
ational W

estm
inster 

Bank, [2003] 1 Lloyds Rep.341 

〔Q
ueens Bench D

ivisio

）
11
（n

〕、［
９
］

Com
m

erzbank A
ktiengesellschaft v. I.M

.B M
organ Plc and 

others, [2004] EQ
H

C 2771; [2005] 1 Lloyd's Rep. 298 

〔Chancery 

D
ivisio

）
11
（n

〕）、
第
三
に
、
金
銭
の
所
有
権
は
移
転
す
る
も
の
の
、（
不
実

表
示
等
を
理
由
と
す
る
）
取
消
し
に
よ
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
な
い
し
エ
ク

イ
テ
ィ
上
の
所
有
権
が
弁
済
者
に
復
帰
す
る
と
す
る
も
の
（［
10
］ 

London A
llied H

oldings v. A
nthony Lee and ors, [2007] EW

H
C 

2061 

〔C
hancery D

ivision

〕、［
11
］ B

anque B
elge pour 

l'Etranger v. H
am

brouck and O
thers, [1921] 1 K

B 321 

〔Court 

of A
ppeal

〕、［
12
］ Shalson v. Russo, [2005] Ch. 28

）
11
（1

）
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
は
、理
由
づ
け
は
様
々
で
あ
る
が
、

弁
済
の
原
因
行
為
（
契
約
）
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、（
ⅰ
）
そ
の
瑕

疵
が
無
効
・
取
消
し
の
原
因
と
な
る
か
否
か
を
判
断

）
11
（

し
、そ
の
上
で
、（
ⅱ
）

そ
の
無
効
・
取
消
し
の
効
果
が
金
銭
所
有
権
移
転
（
譲
渡
）
に
も
影
響
を

及
ぼ
す
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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ま
ず
、
弁
済
者
へ
の
金
銭
所
有
権
の
帰
属
を
否
定
し
た
理
由
（（
ア
）

の
領
域
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
取
消
し
自
体
が
否
定
さ
れ
た
［
３
］
判
決

（
善
意
有
償
取
得
者
が
存
在
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
）
お
よ
び
［
４
］

判
決（
合
理
的
期
間
の
経
過
を
理
由
と
す
る
）を
除
く
と
、［
１
］判
決
は
、

「
無
効
な
契
約
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
た
金
銭
の
所
有
権
が
、
受
領
者
に
移

転
し
な
い
と
い
う
一
般
的
ル
ー
ル
は
な
い
」
こ
と
を
挙

）
11
（

げ
、
ま
た
、［
５
］

判
決
は
、「
顧
客
が
取
消
し
に
基
づ
き
回
復
す
る
も
の
は
、『
自
己
の
』
金

銭
で
は
な
く
、
同
価
値
の
総
額
（equivalent sum

）
で
あ

）
11
（

る
」
こ
と
を

挙
げ
る
。
こ
れ
ら
は
、
契
約
の
有
効
性
判
断
が
金
銭
所
有
権
移
転
に
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
（
＝
無
因
）
と
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
帰
結
を
裏
付
け
る
実
質
的
理
由
と
し
て
、［
１
］
判
決
は
、
原

状
回
復
請
求
権
に
優
先
的
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
よ
る
「
経
理
簿
外
の
責

任
（off balance sheet

）」
の
発
生
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
状
回
復

請
求
権
に
優
先
的
保
護
を
与
え
る
と
、
商
事
取
引
に
関
与
す
る
者
は
、「
表

見
上
あ
る
者
に
帰
属
す
る
財
産
が
、
実
際
に
は
他
の
者
に
帰
属
す
る
」
と

の
事
態
を
甘
受
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
取
引
関
係
者
の
予

測
に
反
し
、「
商
事
取
引
に
管
理
で
き
な
い
危
険
（unm

anageable 

risk

）」
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ

）
11
（

る
。
ま
た
、［
１
］

判
決
は
、（
無
効
な
利
率
ス
ワ
ッ
プ
契
約
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
）弁
済
者
は
、

受
領
者
の
他
の
一
般
債
権
者
と
同
様
に
、
破
産
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
商

事
取
引
に
入
っ
た
こ
と
も
挙
げ

）
1（
（

る
。

　

次
に
、
弁
済
者
へ
の
金
銭
所
有
権
の
帰
属
を
肯
定
し
た
理
由
（（
イ
）

の
領
域
）
に
つ
い
て
み
る
と
、ま
ず
、［
６
］［
７
］［
10
］［
12
］
判
決
は
、

無
効
な
い
し
取
消
し
に
よ
り
、
金
銭
所
有
権
─
─
少
な
く
と
も
、
エ
ク
イ

テ
ィ
上
の
所
有
権
─
─
の
移
転
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
（
＝
有
因
類
似

構
成
）
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
帰
結
を
実
質
的
に
裏
付
け
る
理

由
と
し
て
、［
８
］
判
決
は
、（
錯
誤
に
よ
る
弁
済
が
問
題
と
な
っ
た
事
案

で
あ
っ
た
た
め
）「
錯
誤
に
よ
り
金
銭
を
支
払
っ
た
者
は
、
未
弁
済
の
危

険
を
認
識
し
て
い
る
供
給
者
や
そ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
担
保
を
取
得

す
る
〔
機
会
を
有
す
る
〕
供
給
者
と
は
異
な
る
立
場
に
立
つ
」
こ
と
を
挙

げ
）
11
（

る
。

　

以
上
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
は
、
弁
済
者
が
優
先
的
保
護
に
値
す
る

か
否
か
と
い
う
実
質
的
判
断
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
理
屈
と
し
て
は
、
所
有

権
が
弁
済
者
に
帰
属
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
形
式
的
に
判
断
を
下
し
て
い

る
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
枠
組
み
にChase M

anhattan Bank

事
件
の

判
決
を
位
置
づ
け
る
と
、こ
の
事
件
の
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
（
＝
Ｘ
）
は
、

論
理
的
に
は
、
所
有
権
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
い

う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
下
で
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
金
銭
所
有
権

の
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、（
ⅰ
）
錯
誤
が
基
本
的
な
錯
誤
に
当
た
る
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場
合
、
ま
た
は
（
ⅱ
）
錯
誤
が
受
領
者
に
よ
る
不
実
表
示
に
基
づ
き
、
か

つ
不
実
表
示
を
理
由
に
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

若
干
補
足
す
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。（
ⅰ
）
の
場
合
（
た
と

え
ば
、
弁
済
者
が
ち
ょ
う
ど
五
〇
〇
ポ
ン
ド
支
払
う
つ
も
り
が
、
実
際
に
は
六

〇
〇
ポ
ン
ド
を
支
払
っ
た
場
合
〔
量
の
錯
誤
〕）
に
は
、
弁
済
者
は
、
超
過
分

（
一
〇
〇
ポ
ン
ド
）
に
つ
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
金
銭
所
有
権
が
受
領

者
に
移
転
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

）
11
（

る
。
と
い
う
の
も
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所
有
権
は
、
所
有
者
が
譲
渡
す
る
意
思
を
有
す
る
場
合

の
み
移
転
し
、
そ
の
よ
う
な
意
思
を
欠
く
場
合
─
─
基
本
的
な
錯
誤
を
伴

う
場
合
は
こ
れ
に
該
当
す
る
─
─
に
は
、
所
有
権
は
移
転
し
な
い
と
評
価

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
従
来
の
判
例
の
理
解
に
従
う
と
、
錯
誤
に

よ
る
二
重
弁
済
は
、
基
本
的
錯
誤
に
あ
た
る
と
は
い
え
な
い
（
と
い
う
の

も
、
二
重
弁
済
の
場
合
に
は
、
弁
済
者
は
、
二
回
と
も
金
銭
を
移
転
す
る
意
思

を
有
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
か

）
11
（

ら
）
た
め
、
所
有
権
の
移
転
を
阻
止
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、基
本
的
錯
誤
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
も
、

受
領
者
の
不
実
表
示
を
契
機
と
し
て
弁
済
者
が
錯
誤
に
陥
っ
た
場
合

（（
ⅱ
）
の
場
合
）
に
は
、
弁
済
者
は
取
消
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ

）
11
（

り
、

所
有
権
の
帰
属
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

）
11
（

る
。
し
か
し
、自
発
的
錯
誤（
錯

誤
者
自
身
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
錯
誤
）
に
よ
る
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
取

消
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
理
解
を
前
提
と
す
る
と
、
非
基
本
的
錯
誤
か
つ
（
不
実
表
示
に

よ
ら
な
い
）
自
発
的
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
（
＝
Ｘ
）
は
、
所
有
権
の
帰
属

を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
的
請
求
権
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
に
と

ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、Chase M

anhattan Bank

事
件
の
判
決
は
、

明
確
に
こ
れ
と
は
異
な
る
帰
結
を
導
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
判
決
及
び

物
的
原
状
回
復
一
般
を
め
ぐ
っ
て
、
学
説
の
論
争
を
生
ん
だ
。

（
二
）（
通
説
的
見
解
に
よ
る
判
例
の
結
論
の
裏
付
け
）
こ
う
し
た
判
例

に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
通
説
的
見
解
は
、
形
式
的
な
観

点
（
所
有
権
の
帰
属
）
に
重
点
を
置
い
て
弁
済
者
の
優
先
的
保
護
を
説
明

し
よ
う
と
す
る
。
通
説
的
見
解
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
弁
済
者

に
優
先
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
弁
済
者
が
、
原
財
産
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
上
な
い
し
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
所
有
権
を
保
持
な
い
し
取
得
し
た
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
的
救
済
は
、
特
定
財
産
に
対
し
て
既
存
の

（pre-existing

）、
か
つ
、
継
続
す
る
（continuing

）
権
利
（
所
有
権
）

を
執
行
す
る
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見

解
を
強
く
主
張
す
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
原
状
回
復
法
の
先
導
者
と
い
わ
れ

るPeter Birks

で
あ
る
。

　

Birks
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
な
い
し
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
権
利
（
所

有
権
や
そ
の
他
の
物
的
権
利
）
を
指
し
示
す
語
と
し
て
「
所
有
的
基
礎
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（proprietary base

）」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
物
的
救

済
を
形
式
的
な
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い

）
11
（

る
。Birks

に
よ

れ
ば
、
物
的
原
状
回
復
は
、
受
領
者
の
財
産
（
金
銭
）
に
対
し
て
弁
済
者

が
所
有
権
を
保
持
す
る
か
否
か
に
依
存
す
る
、と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

弁
済
者
が
、
当
該
財
産
に
対
す
る
所
有
権
を
喪
失
し
た
場
合
（
＝
受
領
者

に
所
有
権
が
移
転
し
た
場
合
）
に
は
、
物
的
原
状
回
復
は
認
め
ら
れ
な
い

の
に
対
し
、
弁
済
者
が
、
当
該
財
産
に
対
し
て
所
有
権
を
い
ま
だ
保
有
し

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
償
財
産
が
存
在
す
る
限
り
、
物
的
原
状
回
復

は
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、Birks

の
議
論
は
、
弁
済
者
の
財
産
か
ら
逸
出
し
た
財
産

が
受
領
者
の
財
産
の
も
と
に
価
値
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
、
弁
済
者
の
返
還
請
求
は
受
領
者
の
手
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
自
ら
の

財
産
の
返
還
請
求
に
す
ぎ
な
い
、
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の

「
価
値
の
レ
イ
・
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
カ
テ
ィ
オ
」（
先
述
）
と
類
似
の
発
想
に
依

拠
し
た
も
の
で
あ

）
11
（

る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
弁
済
者
が
何
ゆ
え
受
領
者
の

他
の
一
般
債
権
者
に
優
先
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
な

く
、
い
わ
ば
形
式
論
的
にChase M

anhattan Bank

事
件
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、Birks

に
代
表
さ
れ
る
以
上
の
議
論
は
、
形
式
論
に
固
執

す
る
こ
と
で
、
弁
済
者
に
優
先
的
な
保
護
を
与
え
る
べ
き
か
否
か
と
い
う

実
質
論
に
立
ち
入
る
こ
と
を
意
識
的
に

3

3

3

3

回
避
す
る
こ
と
を
も
狙
い
と
し
て

い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

）
11
（

る
。
も
と
も
とChase M

anhattan 

Bank

事
件
の
弁
済
者
は
、
受
領
者
の
破
産
の
場
面
に
お
い
て
、
他
の
一

般
債
権
者
と
同
様
に
、
按
分
配
当
を
甘
受
す
る
立
場
に
い
た
（
先
述
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
物
的
救
済
は
、
弁
済
者
に
対
し
て
、
他
の
一
般
債
権
者

と
比
較
し
、優
先
的
保
護
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、

一
見
す
る
と
、
所
有
権
が
帰
属
し
な
い
弁
済
者
に
、
実
質
的
に
衡
平
の
観

点
か
ら
、
対
物
的
保
護
（
＝
物
的
救
済
）
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
救
済
を
認
め
る
た
め
に
は
、
別
個
に
法
律
上
の
根
拠

が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
決
定
は
立
法
府
の
権
限
に
属
す
る
事
項

で
あ

）
11
（

る
。
裁
判
所
は
、
あ
く
ま
で
既
存
の
法
律
の
枠
内
で
事
案
の
解
決
を

目
指
す
必
要
が
あ
り
、
司
法
府
の
権
限
を
超
え
た
判
決
を
下
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
既
存
の
法
律
の
枠
内
でChase M

anhattan 

Bank

事
件
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
弁
済
者
に
受
領
者
の

他
の
一
般
債
権
者
に
対
す
る
優
先
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う

実
質
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
─
─
こ
れ
を
判
断
す
る
の
は
立
法
府
で
あ

る
─
─
、
弁
済
者
に
所
有
権
が
帰
属
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
形
式
的

な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、Birks

ら
の
主
張
す
る「
所
有
的
基
礎
」と
い
う
概
念
は
、

司
法
府
と
立
法
府
の
権
限
に
配
慮
し
つ
つ
、Chase M

anhattan Bank
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事
件
の
意
義
を
専
ら
所
有
権
の
帰
属
の
問
題
と
す
る
こ
と
で
、
実
質
論
に

立
ち
入
る
こ
と
を
慎
重
に
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
。Birks

は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
、
実
質
論
を
明
確
に
拒
否
し
て
い

）
1（
（

る
。

　

あ
る
請
求
権
が
破
産
に
お
い
て
優
先
〔
的
保
護
〕
に
値
す
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
は
、〔
法
律
家
に
は
〕
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
問
題

で
あ
る
。
対
照
的
に
、
弁
済
者
が
物
的
権
利
を
有
す
る
か
ど
う
か
、
そ

し
て
、
有
す
る
な
ら
ば
、
い
つ
か
ら
そ
の
よ
う
な
権
利
が
優
先
〔
的
保

護
〕
を
受
け
る
か
と
い
う
問
題
は
、
専
門
的
な
概
念
的
問
題
で
あ
り
、

法
律
家
は
期
待
通
り
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
中
略
）そ
れ
ゆ
え
に
、

Goulding

判
事
が
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
が
直
接
の
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の

物
的
権
利
を
発
生
さ
せ
た
と
判
示
し
た
こ
と
がChase M

anhattn 

Bank

事
件
に
お
い
て
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
い
う
問
題
は
、
立
法
者

の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
破
産
に
お
い
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
は
無
担

保
債
権
者
よ
り
も
有
利
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
は
答
え
ら
れ
得
な
い
。
そ
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な

錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
効
果
が
直
接
的
な
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
権
利
を

発
生
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
答
え
る
こ
と
が
で

き
）
11
（

る
。

　

こ
う
し
たBirks

の
見
解
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
通
底
す
る
法
形
式
主

義
─
─
裁
判
官
は
、
実
質
論
（
政
策
論
）
に
踏
み
込
む
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
考
え
方
─
─
の
強
い
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き

）
11
（

る
。
以
上
の
理
解
に

従
う
と
、Chase M

anhattan Bank

事
件
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
に
よ

り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所
有
権
が
受
領
者
に
移
転
し
た
と
し
て
も
、
エ
ク

イ
テ
ィ
上
の
所
有
権
が
弁
済
者
の
下
に
残
る
こ
と
を
認
め
た
判
決
と
し
て

形
式
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
節�　

物
的
救
済
の
正
当
化
二
─
─
柔
軟
な
特
定
性
判
断
に

よ
る
正
当
化

　

Chase M
anhattan Bank

事
件
に
よ
れ
ば
、
弁
済
者
に
対
す
る
優
先

的
保
護
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
救
済
の
問
題
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
物
的
救
済
は
、
も
と
も
と
信
託

上
の
救
済
手
段
（
具
体
的
に
は
、
合
意
に
基
づ
く
信
託
〔
明
示
信
託
〕
の

受
託
者
が
信
託
財
産
を
適
法
に
別
の
財
産
に
変
え
た
ケ
ー
ス
、
お
よ
び
信

託
財
産
の
無
権
限
処
分
の
ケ
ー

）
11
（

ス
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
信
託
と
い
う
文

脈
を
離
れ
て
（
た
と
え
ば
、
違
法
処
分
の
文

）
11
（

脈
で
）
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
以
下
、「
物
的
救
済
一
般
」
と
い
う
）。
そ
の
際
に
、エ
ク
イ
テ
ィ

上
の
権
利
の
対
象
物
─
─
受
益
者
な
い
し
被
害
者
（
以
下
、「
受
益
者
」
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で
統
一
す
る
）の
信
託
財
産
な
い
し
騙
取
さ
れ
た
財
産（
以
下
、「
原
財
産
」

で
統
一
す
る
）
─
─
が
受
託
者
な
い
し
違
法
行
為
者
（
以
下
、「
受
託
者
」

で
統
一
す
る
）
の
手
元
に
お
い
て
特
定
可
能
（
な
い
し
同
一
識
別
可
能
）

で
あ
る
こ

）
11
（

と
が
要
求
さ
れ
て
き

）
11
（

た
。
そ
の
た
め
、
学
説
は
、
こ
の
流
れ
に

沿
っ
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
対
す
る
物
的
救
済
の
場
面
で
も
、
特
定

性
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な

）
11
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
特
定
性
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
の
は
、
と
り
わ

け
、
物
的
救
済
の
対
象
物
が
金
銭
の
場
合
で
あ

）
11
（

る
。
と
い
う
の
も
、
原
財

産
（
金
銭
）
と
受
託
者
の
固
有
財
産
（
金
銭
）
が
混
和
し
た
場
合
に
は
、

受
託
者
の
手
元
に
お
い
て
物
理
的
に
原
財
産
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
た
め
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
金
銭
の
特
定
性
の
問
題
に
つ
い
て
、

Chase M
anhattan Bank

事
件
に
お
い
て
は
、（
当
事
者
が
争
わ
な
か
っ

た
た
め
に
）
原
財
産
は
、
受
領
者
の
手
元
に
お
い
て
特
定
可
能
で
あ
る
と

の
前
提
に
基
づ
い
て
結
論
が
導
か
れ
て
お
り
、
金
銭
の
特
定
性
を
判
断
す

る
た
め
の
具
体
的
な
基
準
に
つ
い
て
は
、
何
ら
言
及
さ
れ
な
か
っ

）
（11
（

た
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
取
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に

優
先
的
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
否
定
的
な
立
場
の
み
な
ら
ず
、
肯
定
的

な
立
場
か
ら
も
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

）
（1（
（

る
。

　

そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
物
的
救
済
一
般
に
お
け

る
金
銭
の
特
定
性
に
関
す
る
議
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
、Chase 

M
anhattan Bank

事
件
に
お
い
て
残
さ
れ
た
問
題
─
─
す
な
わ
ち
、
エ

ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
権
利
の
対
象
物
の
特
定
の
問
題
─
─
を
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
物
的
救
済
一
般
に
関
す
る
従
来
の
判

例
を
概
観
し
、
金
銭
の
所
有
権
の
特
定
性
が
原
財
産
の
み
な
ら
ず
代
償
財

産
や
混
和
財
産
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す（
第
一
款
）。次
に
、

混
和
財
産
へ
の
追
及
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
差
異

が
生
じ
る
原
因
に
つ
い
て
み
る
（
第
二
款
）。
最
後
に
、
代
償
財
産
へ
の

追
及
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
及
び
そ
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
学
説
の
議
論

を
概
観
す
る
（
第
三
款
）。

　

第
一
款　

判
例
の
概
観
─
─
特
定
性
の
拡
大

（
一
）（
は
じ
め
に
─
問
題
と
な
る
場
面
の
類
型
化
）
物
的
救
済
一
般
に

お
い
て
、
従
来
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
・
学
説
は
、
金
銭
の
特
定
性
が
問
題

と
な
る
場
面
を
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
区
別
し
て
き
た
。
第
一
に
、
受
益

者
Ａ
に
帰
属
す
る
金
銭
そ
れ
自
体
（「
原
財
産
」
と
い
う
）
が
受
託
者
Ｂ

の
も
と
で
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
る
場
合
と
他
の
物
（「
代
償
財
産

〔substitute asset

）
（10
（s

〕」
と
い
う
）
を
取
得
す
る
た
め
に
Ｂ
に
よ
り
使
用

さ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
第
二
に
、
受
益
者
Ａ
に
帰
属
す
る
原
財
産
が
受
託

者
Ｂ
の
も
と
で
Ｂ
固
有
（
な
い
し
第
三
者
Ｃ
）
の
金
銭
と
混
和
し
た
場
合
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と
そ
う
で
な
い
場
合
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
論
理
的
に
は
、
上
記
二
つ
の
場
合
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
以
下
の
四
つ
の
類
型
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、（
α
）

受
益
者
Ａ
の
金
銭
（
原
財
産
）
と
受
託
者
Ｂ
固
有
の
金
銭
が
混
和
せ
ず
、

か
つ
受
託
者
Ｂ
は
、
Ａ
の
金
銭
に
よ
り
代
償
財
産
を
取
得
し
て
い
な
い

場
）
（10
（

合
、（
β
）
受
益
者
Ａ
の
金
銭
と
受
託
者
Ｂ
固
有
の
金
銭
が
混
和
せ
ず
、

か
つ
受
託
者
Ｂ
は
、Ａ
の
金
銭
に
よ
り
代
償
財
産
を
取
得
し
た
場
合
、（
γ
）

受
益
者
Ａ
の
金
銭
と
受
託
者
Ｂ
固
有
の
金
銭
が
混
和
し
、
か
つ
受
託
者
Ｂ

は
、
当
該
混
和
し
た
金
銭
に
よ
り
代
償
財
産
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
、

そ
し
て
、（
σ
）
受
益
者
Ａ
の
金
銭
と
受
託
者
Ｂ
固
有
の
金
銭
が
混
和
し
、

か
つ
受
託
者
Ｂ
は
、
当
該
混
和
し
た
金
銭
の
一
部
な
い
し
全
部
に
よ
り
代

償
財
産
を
取
得
し
た
場
合
、
の
各
類
型
で
あ
る
。

（
二
）（
金
銭
の
特
定
性
の
問
題
─
─
追
及
の
問
題
）
ま
ず
、
物
的
救
済

一
般
に
関
す
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て

従
来
金
銭
の
特
定
性
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
か
を
確
認

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
物
的
救
済
一
般
の
場

面
に
お
け
る
金
銭
の
特
定
性
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
「
追
及
の
可
否
」
の

問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。

　

敷
衍
し
て
い
え
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
受
託
者
が
信
認
義
務
に
反

し
て
原
財
産
を
第
三
者
に
処
分
し
た
場
合
（
β
類
型
）
に
は
、受
益
者
は
、

第
三
者
の
手
元
に
あ
る
原
財
産
自
体
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
第
三
者
の
手
元
に
あ
る
原
財
産
を
特
定
す
る
作
業
は
、

follow
ing

と
呼
ば
れ

）
（10
（

る
。
し
か
し
、
第
三
者
が
原
財
産
の
善
意
有
償
取

得
者
（bona fide purchaser for value

）
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
受

益
者
は
、
原
財
産
に
対
す
る
所
有
権
を
喪
失
す
る
。
も
っ
と
も
、
受
託
者

が
代
償
財
産
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、
代
償
財
産
が
原
財
産
の
交
換

価
値
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
受
託
者
は
代
償
財
産
に
対
す

る
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
で
は
、
受
益

者
が
原
財
産
の
交
換
価
値
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
代
償
財
産
を
「
特
定
」
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
受
託
者
の
保
護
の
態
様
に
大
き
な
差
異

を
も
た
ら

）
（10
（

す
。

　

ま
た
、
受
託
者
が
原
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
と
混
和
し
た
場
合
（
γ

類
型
）
に
は
、
金
銭
の
性
質
に
鑑
み
る
と
、
返
還
の
対
象
と
な
る
原
財
産

を
特
定
（
な
い
し
同
一
識
別
）
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
し
か
し
、
エ

ク
イ
テ
ィ
上
で
は
、
金
銭
の
混
和
は
、
受
益
者
か
ら
当
然
に
所
有
権
（
受

益
権
）
を
奪
う
積
極
的
な
理
由
と
は
み
な
さ
れ
な
い
（
後
述
）。
そ
れ
ゆ

え
に
、受
益
者
は
、原
財
産
の
交
換
価
値
が
含
ま
れ
た
混
和
物
を
「
特
定
」

す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
そ
の
価
値
の
割
合
に
応
じ
て
持
分
権
が
認
め

ら
れ
て
き
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
原
財
産
の
交
換
価
値
が
代

償
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
場
合
（
β
類
型
）
や
受
託
者
の

固
有
財
産
と
混
和
し
た
場
合
（
σ
類
型
）
に
は
、
原
財
産
に
対
す
る
所
有

権
は
、
代
償
財
産
や
混
和
物
の
上
に
所
有
権
や
担
保
権
と
い
う
形
で
同
様

の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
問
題
は
、
原
財
産
の

価
値
代
替
物
（
代
償
財
産
ま
た
は
混
和
物
）
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
と
い
う
点
に
帰
着
す
る
。
こ
の
よ
う
な
受
託
者
の
手
元
に
あ
る
原
財
産

の
価
値
代
替
物
を
特
定
す
る
作
業
は
、tracing

（〔
狭
義
の
〕追
及
と
い
う
）

と
呼
ば
れ

）
（10
（

る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、金
銭
の
特
定
性
の
問
題
は
、

原
財
産
を
特
定
す
るfollow

ing

の
問
題
（
物
体
的
な
同
一
性
の
問
題
）

と
原
財
産
の
価
値
代
替
物
を
特
定
す
るtracing

（〔
狭
義
の
〕
追
及
）
の

問
題
（
価
値
的
な
同
一
性
の
問
題
）
と
い
う
二
つ
の
次
元
で
区
別
さ
れ
て

い
る
（follow

ing

とtracing

を
あ
わ
せ
て
〔
広
義
の
〕
追
及
と
い

）
（10
（

う
）。

こ
の
こ
と
は
、
広
義
の
追
及
に
関
す
るM

illett

判
事
の
次
の
叙
述
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
〔
広
義
の
〕
追
及
は
、
い
わ
ゆ
る
、
権
利
主
張
（claim

）
で
も
救
済

手
段
（rem

edy

）
で
も
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
（process

）
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
は
原
告
〔
弁
済
者
〕
が
自
己
の
所
有
物
（property

）

に
生
じ
た
こ
と
を
た
ど
り
、そ
れ
を
受
領
し
た
者
を
特
定
し
、そ
し
て
、

受
領
者
が
譲
渡
し
ま
た
は
受
領
し
た
金
銭
が
自
己
の
所
有
物
を
体
現
す

る
（represent

）
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
と
の
原
告
〔
弁
済
者
〕
の

主
張
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ

）
（10
（

る
）。

　

Chase M
anhattan Bank

事
件
に
お
い
て
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に

物
的
救
済
が
認
め
た
こ
と
は
、
形
式
的
に
み
る
限
り
、
上
記
の
法
理
論
が

同
事
件
に
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す

）
（10
（

る
。
も
っ
と
も
、
何
ゆ
え
特
定

が
認
め
ら
れ
る
と
原
財
産
以
外
の
財
産
（
代
償
財
産
や
混
和
物
）
に
対
し

て
物
的
権
利
（
所
有
権
や
担
保
権
）
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
明

確
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
自
明
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ

で
、
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
具
体
的
に
特
定
性
の
判

断
に
つ
い
て
判
例
の
立
場
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た

）
（（1
（

い
。

（
三
）（
判
例
の
考
察
）
ま
ず
β
類
型
（
代
償
財
産
へ
の
追
及
）
に
つ
い

て
み
る

）
（（（
（

と
、
判
例
は
、
弁
済
者
の
も
と
に
原
財
産
の
交
換
価
値
で
取
得
さ

れ
た
代
償
財
産
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
物
的
救
済
に
必
要
な
特
定
性
は

代
償
財
産
の
存
在
を
も
っ
て
足
り
る
と
解
す
る
よ
う
で
あ

）
（（0
（

る
。
そ
の
根
拠

は
、
代
償
財
産
が
原
財
産
の
価
値
で
取
得
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い

る
。
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次
に
、
γ
類
型
（
混
和
財
産
へ
の
追
及
）
に
つ
い
て
み
る

）
（（0
（

と
、
こ
こ
で

は
、
原
財
産
た
る
金
銭
が
弁
済
者
の
固
有
財
産
た
る
金
銭
と
混
和
し
た
場

合
に
、
原
財
産
た
る
金
銭
の
特
定
性
が
消
滅
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

る
。
判
例
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
で
取
り
扱
い
を
異
に

す
）
（（0
（

る
。
一
方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
判
例
は
、
金
銭
以
外
の
代
替
可

能
財
産
が
混
和
し
た
場
合
と
は
異
な

）
（（0
（

り
、
金
銭
が
混
和
し
た
場
合
に
は
、

原
財
産
は
、
特
定
性
を
失
い
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
物
的
権
利
の
客
体
に

な
り
得
な
い
と
解
し
た
（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
追

）
（（0
（

及
）。
他
方
で
、
エ
ク

イ
テ
ィ
で
は
、
判
例
は
、
か
つ
て
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
様
の
取
り
扱
い

を
行
っ
て
い
た
も
の
の
、
現
在
は
、
原
財
産
の
所
有
権
が
混
和
物
に
対
す

る
担
保
権
と
い
う
形
で
存
続
し
、
特
定
性
は
当
然
に
は
消
滅
し
な
い
と
解

す
る
（
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
追

）
（（0
（

及
）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
原
所
有
者
た
る
弁
済

者
は
、
混
和
物
に
対
し
て
擬
制
信
託
に
基
づ
き
リ
ー
エ
ン
ま
た
は
エ
ク
イ

テ
ィ
上
の
所
有
権
（
持
分
権
）
が
認
め
ら
れ
、
混
和
物
に
含
ま
れ
る
と
み

な
さ
れ
る
原
財
産
の
交
換
価
値
に
対
し
て
執
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
）
（（0
（

る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
際
に
は
、
原
所
有
者
は
、
自
己
の
財
産
が
信
託

上
に
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
一
定
の
信
認
関
係
に
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
と
い
う
点
で
、
要
件
が
加
重
さ
れ
て
い

）
（（0
（

る
（
こ

う
し
た
差
異
が
生
じ
る
原
因
は
、
後
述
す
る
）。

　

最
後
に
、
σ
類
型
（
混
和
財
産
の
代
償
財
産
へ
の
追
及
）
に
つ
い
て
み

る
と
、
判
例
は
、
β
類
型
及
び
γ
類
型
の
判
例
法
理
を
前
提
と
し
つ
つ
、

大
別
し
て
以
下
の
三
つ
の
場
面
に
類
型
化
し
た
う
え
で
特
定
性
を
判
断
す

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
受
領
者
が
弁
済
者
の
金
銭
と
受
領
者
自
身
の

金
銭
を
悪
意
で
混
和
し
た
場
面
で
は
、
判
例
は
、
証
拠
上
の
困
難
性
が
生

じ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
で
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る
。
前
者
の
場

合
（
証
拠
上
の
困
難
性
が
生
じ
る
場
合
）（
例
え
ば
、
受
領
者
が
自
分
自
身

の
二
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
金
銭
と
弁
済
者
か
ら
受
領
し
た
二
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド

を
〔
当
該
金
銭
に
自
己
が
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
〕
混
和
し
、

そ
の
後
、
受
領
者
が
そ
の
混
和
物
か
ら
ま
ず
二
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
出
し
、
そ

れ
を
喪
失
し
、
次
に
、
二
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
引
き
出
し
、
そ
し
て
価
値
で
三

倍
の
絵
画
を
購
入
す
る
た
め
に
そ
れ
を
使
用
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
誰
の
金
銭

が
喪
失
し
、誰
の
金
銭
が
当
該
絵
画
の
購
入
に
使
用
さ
れ
た
か
が
不
明
な
場
合
）

に
は
、
判
例
は
、
受
領
者
＝
悪
意
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
受
領
者
に
不

利
に
証
拠
上
の
推
定
を
及
ぼ
す
。
具
体
的
に
は
、
弁
済
者
は
以
下
の
ル
ー

ル
の
う
ち
、
自
己
に
有
利
な
ほ
う
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、（
α
）（
上
記
の
例
の
よ
う
に
）
先
に
引
き
出
さ
れ
た
金
銭
が
浪
費
等

に
よ
り
追
及
で
き
な
い
場
合
に
は
、
残
っ
て
い
る
金
銭
を
弁
済
者
自
身
の

金
銭
と
推
定
す
る
ル
ー

）
（01
（

ル
と
（
β
）
混
和
資
金
の
残
額
か
ら
後
に
引
き
出

さ
れ
た
金
銭
が
追
及
で
き
な
い
場
合
に
は
、
先
に
引
き
出
さ
れ
た
金
銭
を

弁
済
者
自
身
の
金
銭
と
推
定
す
る
ル
ー

）
（0（
（

ル
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
場
合
（
証
拠
上
の
困
難
性
が
生
じ
な
い
状
況
）

（
例
え
ば
、
受
領
者
が
自
分
自
身
の
金
銭
五
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
と
弁
済
者
の
金
銭

五
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
混
和
し
、
残
金
の
な
い
銀
行
口
座
に
そ
れ
を
預
託
し
た

が
、
そ
こ
か
ら
受
領
者
が
八
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
引
き
出
し
、
喪
失
し
た
〔
追

究
不
能
〕、
そ
の
後
受
領
者
が
他
の
金
銭
三
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
当
該
口
座
に
加

え
、
現
在
五
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
あ
る
場
合
）
に
は
、
判
例
は
、
原
則
と
し
て
、

混
和
と
権
利
確
定
の
間
の
中
間
最
最
低
残
高
（low

est interm
edical 

balance

）（
先
の
例
で
い
え
ば
、
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
）
を
も
っ
て
特
定
性

あ
り
と
し
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
は
、
証
拠
上
の
困
難
性
が
な
い
た
め
、

前
者
の
ル
ー
ル
〔Re H

allet Estate

事
件
の
ル
ー
ル
〕
を
使
う
こ
と
は
で

き
な

）
（00
（

い
）、
例
外
と
し
て
、
弁
済
者
は
受
領
者
が
失
っ
た
財
産
を
置
き
換

え
る
こ
と
に
よ
り
弁
済
者
の
損
失
を
填
補
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
み
、
当
該
混
和
資
金
後
に
加
え
ら

れ
た
も
の
に
自
己
の
金
銭
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す

）
（00
（

る
。

　

第
二
に
、
善
意
の
複
数
の
弁
済
者
に
帰
属
す
る
金
銭
が
一
緒
に
混
和
さ

れ
た
場
面
（
い
ず
れ
も
過
失
が
な
い
場
合
）
で
は
、
判
例
は
、
原
則
と
し

て
、
各
弁
済
者
が
比
例
持
分
に
従
っ
て
利
得
と
損
失
を
分
担
し
あ
う
と
す

る
「
按
分
比
例
」
原

）
（00
（

理
を
支
持
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、「〔
善
意
の

寄
与
者
の
請
求
〕が
他
の
善
意
の
寄
与
者
の
請
求
と
競
合
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
請
求
の
い
ず
れ
か
が
他
方
の
請
求
に
劣
後
さ
れ
う
る
根
拠
は
な
い
」

こ
と
が
挙
げ
ら
れ

）
（00
（

る
。
も
っ
と
も
、
例
外
と
し
て
、
判
例
は
、
当
座
預
金

口
座
（current bank account

）
及
び
そ
の
他
の
銀
行
（active 

bank

）
口
座
に
つ
い
て
は
、「
先
入
れ
先
出
し
（first in, first out

）」
ル
ー

ル
（
例
え
ば
、
受
領
者
Ｃ
が
弁
済
者
Ａ
か
ら
の
一
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
当
座
預

金
口
座
に
入
金
し
、そ
し
て
弁
済
者
Ｂ
か
ら
の
一
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
入
金
し
、

そ
し
て
一
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
引
き
出
し
、
そ
し
て
そ
の
金
銭
を
失
う
〔
あ
る

い
は
三
倍
の
価
値
を
有
す
る
資
産
を
購
入
す
る
た
め
に
そ
の
資
金
を
使
用
す
る
〕

と
、
損
失
〔
ま
た
は
利
得
〕
は
Ａ
に
の
み
帰
す
る
）
を
適
用
す

）
（00
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
帰
結
に
対
し
て
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
間
に
「
非
合
理

的
か
つ
恣
意
的
な
」
帰
結
を
も
た
ら
す
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、

近
時
、
こ
の
ル
ー
ル
（（
先
入
れ
先
出
し
ル
ー
ル
）
原
理
）
の
適
用
を
否

定
す
る
判
例
も
登
場
し
て
い

）
（00
（

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
投
資
者
は
、
自

己
の
金
銭
が
投
資
目
的
の
た
め
に
単
一
の
基
金
で
プ
ー
ル
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
す
べ
て
意
図
し
て
お
り
、
そ
の
基
金
に
残
っ
て
い
る

も
の
を
比
例
的
に
共
有
す
る
こ
と
が
当
事
者
達
の
当
初
の
意
思
と
一
致
す

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
判
例
の
中
に
は
、
代
替
的
な
解
決
策
と

し
て
、「
段
階
的
な
負
担
（rolling charge

）」
的
解
決
─
─
す
な
わ
ち
、

引
き
出
し
以
前
の
当
該
基
金
に
対
す
る
弁
済
者
ら
の
持
分
に
従
っ
て
そ
の

基
金
の
損
失
及
び
利
得
を
分
け
合
う
方
法
─
─
を
提
示
す
る
も
の
も
あ
る

（W
oolf

控
訴
院
判
事
及
びLeggatt

控
訴
院
判
事
。
先
述
の
［
12
］
判
決
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〔Shalson v. Russo, [2005] Ch.281 at [150]

〕
も
こ
の
ル
ー
ル
を
支
持

す
）
（00
（

る
）。

　

第
三
に
、
被
告
が
原
告
の
金
銭
と
被
告
自
身
の
金
銭
を
善
意
で
混
和
し

た
場
面
で
は
、
判
例
は
、
第
二
の
場
面
（
善
意
の
二
人
の
原
告
に
帰
属
す

る
金
銭
が
被
告
に
よ
り
一
緒
に
混
和
さ
れ
た
場
合
）
と
同
じ
ル
ー
ル
を
適

用
す

）
（00
（

る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
現
実
的
に
最
も
特
定
性
が
問
題
と
な
る
の
は
σ
類

型
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
β
類
型
及
び
γ
類
型
の

考
え
方
で
あ
り
、そ
の
根
拠
付
け
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、

こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

第
二
款�　

混
和
財
産
へ
の
追
及

　

ま
ず
、
γ
類
型
（
混
和
財
産
へ
の
追
及
）
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

と
エ
ク
イ
テ
ィ
で
取
り
扱
い
に
差
異
が
生
じ
る
原
因
を
確
認
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
金
銭
の
特
定
方
法
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
は
、「〔
物

質
的
な
〕
物
」
に
着
目
し
て
判
断
さ
れ
る
の
に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
で

は
、物
に
内
在
す
る
「〔
抽
象
的
な
〕
価
値
」
に
着
目
し
て
判
断
さ
れ
る
（
そ

れ
ゆ
え
に
、
物
は
、
そ
の
交
換
価
値
を
体
現
す
る
媒
介
物
で
し
か
な
い
）、

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

）
（01
（

る
。
し
か
し
、
直
截
的
な
理
由
は
、

以
下
の
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
一
に
、

技
術
的
（
制
度
的
）
理
由
と
し
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
は
、（
ⅰ
）

金
銭
が
混
和
し
た
場
合
に
、
混
和
物
に
含
ま
れ
る
金
銭
の
交
換
価
値
を
特

定
す
る
た
め
の
証
拠
上
の
推
定
ル
ー
ル
が
発
展
し
な
か
っ
た
こ
と
、（
ⅱ
）

金
銭
の
返
還
を
担
保
す
る
た
め
の
リ
ー
エ
ン
や
担
保
等
の
物
的
権
利

（proprietary interest

）
が
発
展
し
な
か
っ
た
こ

）
（0（
（

と
、が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
二
に
、
実
質
的
理
由
と
し
て

）
（00
（

は
、（
ⅰ
）「
金
銭
に
は
目
印
な
し

（m
oney is no earm

ark

）」と
い
う
ル
ー
ル
が
働
い
て
い
る
こ

）
（00
（

と
、（
ⅱ
）

金
銭
の
占
有
者
は
、
当
該
金
銭
に
対
し
て
所
有
権
を
有
す
る
と
の
推
定
を

受
け
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
外
観
を
信
頼
し
た
第
三
者
が
真
の
所
有
者
か
ら

の
返
還
請
求
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
、
交
換
媒
介
物
と
し
て
の
金

銭
の
効
率
的
な
流
通
性
を
確
保
す
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ

）
（00
（

る
。
こ
れ
ら
の

理
由
の
た
め
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
は
、
金
銭
が
混
和
し
た
場
合
に
は
、

弁
済
者
は
、
原
財
産
の
交
換
価
値
を
含
む
混
和
物
の
一
部
に
対
す
る
物
的

権
利
が
認
め
ら
れ
ず
、金
銭
の
特
定
性
は
消
滅
す
る
、と
解
さ
れ
て
き
た
。

　

他
方
で
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
一
に
、
技

術
的
（
制
度
的
）
理
由
と
し
て
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
で
は
、（
ⅰ
）
金
銭

が
混
和
し
た
場
面
に
お
い
て
、
信
託
受
益
者
を
保
護
す
る
た
め
に
精
巧
な

証
拠
上
の
推
定
ル
ー
ル
が
発
展
し
て
き
た
こ
と
、（
ⅱ
）
様
々
な
形
式
の
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物
的
権
利
（
と
り
わ
け
、
リ
ー
エ
ン
）
が
承
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
が
挙

げ
ら
れ

）
（00
（

る
。
ま
た
、
第
二
に
、
実
質
的
理
由
と
し
て
は
、（
ⅰ
）
金
銭
が

混
和
し
た
だ
け
で
、
金
銭
の
特
定
性
が
消
滅
し
、
そ
の
結
果
、
弁
済
者
が

一
般
債
権
者
と
し
て
不
利
に
扱
わ
れ
る
理
由
は
な
い
こ

）
（00
（

と
、（
ⅱ
）
こ
の

よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
金
銭
の
流
通
性
確
保
は
、
善
意
有
償
取
得
法

理
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
の
た
め

に
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
で
は
、
金
銭
が
混
和
し
た
場
合
に
も
、
弁
済
者
は
、

原
財
産
の
交
換
価
値
を
含
む
混
和
物
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、

リ
ー
エ
ン
に
よ
る
持
分
権
の
付
与
と
い
う
形
で
保
護
さ
れ
る
、
と
解
さ
れ

て
き
た
。

　

こ
う
し
た
差
異
は
、
金
銭
の
真
の
所
有
権
者
の
保
護
（
静
的
安
全
）
の

要
請
と
通
貨
た
る
金
銭
の
流
通
性
確
保
（
動
的
安
全
）
の
要
請
と
を
ど
の

よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
、こ
の
問
題
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
は
、後
者
の
要
請
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

エ
ク
イ
テ
ィ
上
で
は
、
後
者
の
要
請
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
前
者
の
要
請
に

応
え
て
き
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
起
草
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、同
条
の
削
除
は
、民
法
（
実
体
法
）

次
元
に
お
い
て
債
権
者
平
等
の
原
則
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
図
し

た
も
の
で
は
な
く
（
例
え
ば
、
富
井
政
章
『
民
法
原
論　

第
三
巻

　

債
権
総
論
上
』〔
有
斐
閣
、
一
九
二
九
〕
一
八
頁
は
、
こ
の
原

則
を
承
認
す
る
）、
自
明
の
原
則
ゆ
え
に
、
明
文
で
定
め
る
必
要

は
な
い
と
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
に
つ
い
て

は
、中
田
裕
康
「
責
任
財
産
・
債
権
者
平
等
」
法
教
一
五
二
号
（
一

九
九
三
）
四
三
頁
以
下
（
同
『
継
続
的
取
引
の
研
究
』〔
有
斐
閣
、

二
〇
〇
〇
〕
所
収
）
参
照
。

（
２
）
鈴
木
禄
弥
「『
債
権
者
平
等
の
原
則
』
論
序
説
」
曹
時
三
〇
巻

八
号
（
一
九
七
八
）
一
二
頁
、な
お
、同
「『
債
権
者
平
等
の
原
則
』

に
つ
い
て
」
受
験
新
報
一
九
六
八
年
一
月
号
四
〇
頁
も
参
照
。

（
３
）
第
一
の
視
点
に
つ
き
、
野
村
豊
弘
「
総
括
」
私
法
六
三
号
（
二

〇
〇
一
）
四
一
頁
以
下
、
山
本
和
彦
「
コ
メ
ン
ト
」
同
四
五
頁
以

下
参
照
。

（
４
）
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
優
先
的
保
護
に
つ
い

て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
伊
藤
眞
「
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠

償
債
権
と
破
産
・
会
社
更
生
」
判
評
三
三
〇
号
（
一
九
八
六
）
一

七
四
頁
以
下
、
佐
藤
鉄
男
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
不
法
行
為
債
権

の
処
遇
」『
倒
産
実
体
法
─
─
改
正
の
あ
り
方
を
探
る
』
別
冊
Ｎ

Ｂ
Ｌ
六
九
号
（
二
〇
〇
二
）
四
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
従
来
、
学
説
で
は
、
物
権
・
債
権
峻
別
体
系
の
も
と
で
不
当
利

得
返
還
請
求
権
が
一
般
債
権
で
あ
る
こ
と
は
、
自
明
の
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
明
示
的
に
言
及
す
る
も
の
は
少
な
い
。
し

か
し
、
近
時
後
述
す
る
優
先
的
保
護
を
提
唱
す
る
学
説
が
登
場
し
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て
以
降
、
こ
の
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、
明
示
的
に
否
定
す
る
も
の

と
し
て
は
後
述
す
る
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講
義
』（
創
文
社
、
一

九
八
〇
）
四
二
六
頁
以
下
、
同
『
物
権
法
講
義
（
五
訂
版
）』（
創

文
社
、
二
〇
〇
七
）
四
四
九
頁
以
下
（
以
下
、
前
者
を
鈴
木
①
、

後
者
を
鈴
木
②
と
し
て
引
用
す
る
）
の
他
、
藤
原
正
則
『
不
当
利

得
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
）
二
七
四－

二
七
六
頁
、
潮
見
佳

男
『
債
権
各
論
Ⅰ
契
約
法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
』（
新
世
社
、

二
〇
〇
九
）
三
四
五
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）
本
稿
は
、様
々
な
場
面
で
、鈴
木
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
若
干
言
及
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
か
つ

て
、
わ
が
国
の
民
法
学
は
、
ド
イ
ツ
民
法
特
殊
の
解
釈
論
の
影
響

を
強
く
受
け
、
概
念
法
学
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
法
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
影

響
を
受
け
、
機
能
主
義
的
・
利
益
衡
量
論
的
な
批
判
分
析
が
民
法

の
様
々
な
領
域
で
展
開
さ
れ
て
き
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

（
星
野
英
一
「
民
法
解
釈
論
序
説
」
法
哲
学
年
報
一
九
六
七
年
『
法

の
解
釈
と
運
用
』〔
一
九
六
八
〕〔
同
『
民
法
論
集
第
一
巻
』［
有

斐
閣
、
一
九
七
〇
］〕
一
頁
以
下
所
収
）。
も
っ
と
も
、
一
九
九
〇

年
代
以
降
、平
井
宜
雄
の
利
益
衡
量
論
批
判
及
び
「
議
論
」
論
（
平

井
宜
雄
『
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』〔
有
斐
閣
、一
九
八
九
〕、同
『
続
・

法
律
学
基
礎
論
覚
書
』〔
有
斐
閣
、
一
九
九
一
〕〔
同
『
平
井
宣
雄

著
作
集
一
巻　

法
律
学
基
礎
論
の
研
究
』［
有
斐
閣
、二
〇
一
〇
］

に
所
収
〕）
を
契
機
に
、
こ
う
し
た
動
き
は
低
迷
し
、（
平
井
の
意

図
と
は
逆
行
す
る
形
で
）
概
念
法
学
が
復
権
す
る
動
き
が
近
時
み

ら
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
近
時
の
状
況
を
危
惧
し
、
か
つ
て

の
機
能
主
義
的
・
利
益
衡
量
的
な
分
析
手
法
に
再
度
光
を
当
て
る

こ
と
を
意
図
す
る
と
い
う
目
的
も
副
次
的
に
有
す
る
。
鈴
木
の
機

能
主
義
的
な
議
論
は
、
い
ま
だ
に
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
示
唆
を
与

え
る
点
が
あ
り
、本
稿
に
お
い
て
鈴
木
の
議
論
を
多
用
す
る
の
は
、

専
ら
そ
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
（
わ

が
国
に
お
け
る
近
時
の
法
教
義
学
の
復
権
、
あ
る
い
は
概
念
法
学

へ
の
復
活
に
つ
い
て
批
判
的
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
吉
田
邦

彦
『
債
権
総
論
講
義
録
（
契
約
法
Ⅰ
）』〔
信
山
社
、
二
〇
一
二
〕

ⅵ
以
下
参
照
。
ま
た
、
近
時
の
民
法
学
の
議
論
の
仕
方
が
「
建
前

（
法
的
ド
グ
マ
）」
的
で
あ
る
と
し
、も
っ
と
「
本
音
（
政
策
論
）」

で
す
べ
き
と
の
森
田
果〔
商
法
〕の
私
法
学
会
に
お
け
る
発
言〔
私

法
七
〇
号
［
二
〇
〇
八
］
五
六
頁
〕
も
こ
う
し
た
方
向
を
示
唆
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
得
津
晶
「
民
商
の
壁

─
一
商
法
学
者
か
ら
み
た
法
解
釈
方
法
論
争
」
新
世
代
法
政
策
学

研
究
二
号
〔
二
〇
〇
九
〕
二
三
三
頁
以
下
も
参
照
）。

（
７
）
こ
の
差
異
は
、
わ
が
国
の
金
銭
に
関
す
る
特
殊
な
解
釈
─
─
す

な
わ
ち
、「
金
銭
所
有
権
は
原
則
と
し
て
占
有
と
と
も
に
移
転
す

る
」
と
い
う
解
釈
（
以
下
、「
占
有
＝
所
有
」
理
論
と
い
う
）
─

─
に
由
来
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、末
川
博「
貨
幣
と
そ
の
所
有
権
」

経
済
学
雑
誌
一
巻
二
号
（
一
九
三
七
）（
同
『
物
権
・
親
族
・
相

続
（
末
川
博
法
律
論
文
集
）』〔
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
〕
二
六
三
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頁
以
下
所
収
）（
金
銭
を
他
の
動
産
と
明
確
に
区
別
し
、
金
銭
の

高
度
の
代
替
性
と
消
費
物
と
し
て
の
性
格
を
重
視
し
て
、
金
銭
に

つ
い
て
占
有
と
所
有
権
の
所
在
を
一
致
さ
せ
、
原
因
の
如
何
を
問

わ
ず
金
銭
の
占
有
を
取
得
し
た
者
が
所
有
権
も
取
得
す
る
と
の
解

釈
論
を
提
唱
し
た
）
を
嚆
矢
と
し
、
そ
の
後
、「
占
有
＝
所
有
」

理
論
が
最
高
裁
に
よ
り
採
用
さ
れ
、判
例
と
し
て
確
立
さ
れ
た（
最

判
昭
和
二
八
年
一
月
八
日
民
集
七
巻
一
号
一
頁
、
最
判
昭
和
二
九

年
一
一
月
五
日
刑
集
八
巻
一
一
号
一
六
七
五
頁
、
最
判
昭
和
三
九

年
一
月
二
四
日
判
時
三
六
五
号
二
六
頁
）。
さ
ら
に
、
通
説
も
こ

の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
（
川
島
武
宜
『
所
有
権
法
の
理
論
』〔
岩

波
書
店
、
一
九
四
九
〕
一
九
七-
二
〇
〇
頁
、
同
『
新
版
所
有
権

法
の
理
論
』〔
一
九
八
七
〕一
七
八－
一
八
〇
頁〔「
占
有
＝
所
有
」

理
論
に
例
外
を
一
切
認
め
な
い
点
で
、
末
川
よ
り
も
厳
格
に
捉
え

る
〕、
我
妻
栄
＝
有
泉
亨
補
訂
『
新
訂
物
権
法
』〔
岩
波
書
店
、
一

九
八
三
〕
二
三
五-

七
頁
、
鈴
木
②
・
前
掲
書
注
（
５
）
四
四
七

-

五
〇
頁
）。

（
８
）
一
般
債
権
の
優
先
的
保
護
を
め
ぐ
っ
て
は
、民
法
学
よ
り
も（
債

務
者
の
破
産
と
い
う
局
面
で
問
題
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
当
然

で
は
あ
る
が
）
倒
産
法
学
に
お
い
て
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

倒
産
法
学
に
お
い
て
は
、
平
成
一
六
年
破
産
法
改
正
の
際
に
、「
債

権
者
の
実
質
的
平
等
」
と
い
う
視
角
か
ら
一
般
債
権
の
優
先
化
・

劣
後
化
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
（
法
務
省
民
事
局
参

事
官
室
「
破
産
法
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
編
集

室
編
『
破
産
法
等
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
と
解
説
』
別
冊

Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
四
号
〔
二
〇
〇
二
〕
三
一
頁
以
下
。
民
訴
雑
誌
四
九
号

（
二
〇
〇
三
）
九
二
頁
以
下
）。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
債
務
者
が
破

産
し
た
場
合
に
按
分
配
当
を
甘
受
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
一
般

債
権
者
に
倒
産
法
上
の
優
先
的
保
護
を
与
え
る
た
め
に
は
、
実
体

法
（
民
法
）
上
の
基
礎
づ
け
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
考
え
を
示
し

て
い
た
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
倒
産
法
学
か
ら
の
指
摘
を
踏
ま

え
、
わ
が
国
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
（
民
法
七
〇
三
条
、
七
〇

四
条
）
を
対
象
と
し
て
、
民
法
学
の
側
か
ら
そ
の
よ
う
な
基
礎
づ

け
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
９
）
具
体
的
に
は
、
最
判
昭
和
四
九
年
九
月
二
六
日
民
集
二
八
巻
六

号
一
二
四
三
頁
（
騙
取
金
に
よ
る
弁
済
の
事
案
）
や
最
判
平
成
四

年
四
月
一
〇
日
判
時
一
四
二
一
号
七
七
頁
（
遺
産
分
割
前
に
相
続

財
産
た
る
金
銭
を
保
管
す
る
相
続
人
に
対
し
て
他
の
相
続
人
が
自

己
の
相
続
分
に
相
当
す
る
金
銭
の
支
払
を
求
め
た
事
案〔
否
定
〕）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
道
垣
内
弘
人
「
判
批
（
最

高
裁
平
成
四
年
四
月
一
〇
日
判
決
）」家
族
法
判
例
百
選（
第
六
版
）

（
二
〇
〇
二
）
一
三
五
頁
の
指
摘
参
照
。

（
10
）
能
見
善
久
「
金
銭
の
法
律
上
の
地
位
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
民

法
講
座
別
巻
一
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）
一
一
四
頁
。

（
11
）
例
え
ば
、
①
窃
盗
の
文
脈
に
つ
い
て
、
好
美
清
光
「
賍
物
で
あ

る
金
銭
の
即
時
取
得
」
金
判
七
三
号
（
一
九
六
七
）
二
頁
以
下
お

よ
び
川
島
武
宜
編
『
注
釈
民
法
七 

物
権
（
二
）』（
有
斐
閣
、
一
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九
六
八
）（
好
美
清
光
執
筆
）
九
八
頁
以
下
（「
占
有
＝
所
有
」
理

論
の
射
程
を
、
金
銭
が
そ
の
「
価
値
の
表
象
と
し
て
流
通
さ
せ
ら

れ
た
」
場
合
に
限
定
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
〔
例
え
ば
、
Ａ
の
金

銭
を
Ｂ
が
窃
盗
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
場
合
〕
に
は
、「
価
値

の
表
象
と
し
て
流
通
さ
せ
ら
れ
た
」
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い

か
ら
、
盗
ま
れ
た
金
銭
が
Ｂ
の
も
と
で
特
定
で
き
る
と
き
は
、
Ａ

は
Ｂ
に
対
し
て
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
す
る
）。
ま
た
、
②
金
融
取
引
と
い
う
文
脈
に
つ

い
て
、
神
田
秀
樹
「
国
際
金
融
取
引
に
関
す
る
法
的
諸
問
題
」
金

融
一
九
九
二
年
一
〇
月
六
頁
以
下
（
金
融
取
引
と
い
う
文
脈
に
お

い
て
、「
通
貨
は
カ
ネ
で
は
な
く
モ
ノ
と
し
て
取
引
の
対
象
そ
の

も
の
と
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
当
該
通
貨
に
つ
い
て
一
定
の

条
件
の
下
で
優
先
的
保
護
〔
取
戻
権
〕
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
提

唱
す
る
）
や
森
下
哲
朗
「
銀
行
倒
産
に
お
け
る
取
引
相
手
方
の
権

利
保
護
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
私
法
六
三
号
（
二
〇
〇
一
）
二
七

四
頁
以
下
、
③
金
銭
を
預
金
と
い
う
形
態
で
管
理
す
る
文
脈
に
つ

い
て
、
西
島
良
尚
「
金
銭
の
管
理
と
帰
属
に
つ
い
て
（
一
）（
二
・

完
）
─
─
『
金
銭
の
所
有
と
占
有
の
一
致
』
の
法
理
の
若
干
の
検

討
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
一
〇
号
（
二
〇
〇
五
）
八
九
頁
、
八
一
二
号
（
二

〇
〇
五
）
一
三
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
）
が
あ
る
。

（
12
）
四
宮
和
夫
「
物
権
的
価
値
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
」
我
妻
追
悼

『
私
法
学
の
新
た
な
展
開
』（
有
斐
閣
、一
九
七
五
）
一
八
五
頁
（
同

『
民
法
論
集
』〔
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
〕
九
七
頁
以
下
所
収
。
引
用

は
後
者
に
よ
る
）（
金
銭
を
「
物
」
と
捉
え
る
立
場
も
「
価
値
」

に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
立
場
も
一
面
的
で
あ
り
、
両
者
を
統
合
し

た
観
点
か
ら
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
金

銭
の
価
値
帰
属
者
が
、
価
値
帰
属
を
変
更
す
る
有
効
な
意
思
に
基

づ
か
ず
、
金
銭
の
占
有
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
占
有
者
に
は
金
銭

の
物
所
有
権
が
帰
属
す
る
が
、
価
値
帰
属
者
に
は
価
値
所
有
権
が

存
続
す
る
。
そ
の
結
果
、
価
値
帰
属
の
変
更
の
合
意
な
し
で
占
有

を
失
っ
た
価
値
帰
属
者
は
、
価
値
的
な
同
一
性
が
あ
る
限
り
、
金

銭
の
「
価
値
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
」
を
行
使
で
き
る
、

と
す
る
）
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
り
、
広
中
俊
雄
『
物
権
法
下
』（
青

林
書
院
新
社
、
一
九
八
一
）
二
五
七-

六
三
頁
お
よ
び
加
藤
雅
信

『
財
産
法
の
体
系
と
不
当
利
得
法
の
構
造
』（
有
斐
閣
、一
九
八
六
）

六
六
八
頁
以
下
も
こ
れ
を
支
持
す
る
（
こ
れ
ら
の
見
解
に
お
い
て

も
細
部
に
お
い
て
差
異
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
そ
の
内

容
に
は
立
ち
入
ら
な
い
）。

（
13
）
例
え
ば
、
佐
伯
仁
志
＝
道
垣
内
弘
人
『
刑
法
と
民
法
の
対
話
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
二
四
頁
以
下
〔
道
垣
内
弘
人
発
言
〕
が

あ
る
。
ま
た
、
伊
藤
高
義
「
物
と
し
て
の
金
銭
─
─
金
銭
を
め
ぐ

る
返
還
請
求
権
へ
の
視
点
と
し
て
」
南
山
三
一
巻
一
＝
二
号
（
二

〇
〇
七
）
三
二
三
頁
以
下
、
同
「
金
銭
の
返
還
請
求
権
の
場
に
つ

い
て
の
考
察
」
愛
学
五
二
巻
三
＝
四
号
（
二
〇
一
二
）
一
頁
以
下

も
同
様
の
方
向
を
志
向
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

（
14
）
例
え
ば
、
松
岡
久
和
「
債
権
的
価
値
帰
属
権
に
つ
い
て
の
予
備
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的
考
察
─
─
金
銭
を
騙
取
さ
れ
た
者
の
保
護
を
中
心
に
」
龍
谷
大

学
社
会
科
学
研
究
年
報
一
六
号
（
一
九
八
五
）
六
八
頁
以
下
（
被

騙
取
者
の
侵
害
利
得
請
求
権
に
つ
き
、
債
権
で
あ
り
な
が
ら
価
値

帰
属
権
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
「
債
権
的
価
値
帰
属
権
」
を
観
念

し
、
価
値
の
同
一
性
を
要
件
と
せ
ず
に
優
先
的
保
護
を
認
め
よ
う

と
す
る
）。

（
15
）
学
説
の
議
論
状
況
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
掲
げ
た
も
の

ほ
か
、田
高
寛
貴
「
金
銭
の
特
殊
性
」
民
法
の
争
点
（
二
〇
〇
七
）

一
六
四
頁
以
下
、同『
ク
ロ
ス
ス
タ
デ
ィ
物
権
法
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
八
）
一
〇
五
頁
以
下
、
花
本
広
志
「
価
値
帰
属
論
」
北
居

功
ほ
か
『
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
考
え
る
民
法
』（
商
事
法
務
、

二
〇
〇
八
）
一
〇
二
頁
以
下
、
川
地
宏
行
「
判
批
（
最
高
裁
昭
和

三
九
年
一
月
二
四
日
判
決
）」
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
六
版
）（
二

〇
〇
九
）
一
五
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
16
）
松
岡
久
和
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
追
及
の
法
理
と
特
定
性
─

─
違
法
な
金
銭
混
和
事
例
を
中
心
に
」
林
献
呈
『
現
代
に
お
け
る

物
権
法
と
債
権
法
の
交
錯
』（
有
斐
閣
、一
九
九
八
）
三
九
四
頁
。

従
来
の
見
解
は
、
前
者
の
場
面
（
騙
取
金
弁
済
の
場
面
）
を
念
頭

に
論
じ
つ
つ
も
、
後
者
の
場
面
（
錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
場
面
）
に

も
同
様
に
及
ぶ
と
解
す
る
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
た（
例
え
ば
、

四
宮
〔
能
見
の
理
解
に
従
う
と
、
四
宮
の
提
唱
す
る
物
権
的
価
値

返
還
請
求
権
は
「
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
金
銭
の
占
有
が
移
転
」

し
た
場
面
─
─
具
体
的
に
は
、
金
銭
が
盗
ま
れ
た
場
面
の
み
な
ら

ず
、
金
銭
を
移
転
す
る
法
律
行
為
が
無
効
で
あ
る
場
面
─
─
に
広

く
適
用
さ
れ
る
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る［
能
見
・
前
掲
一
一
六
頁
］〕

の
ほ
か
に
、
磯
村
保
「
騙
取
金
銭
に
よ
る
弁
済
と
不
当
利
得
」
石

田
＝
西
原
＝
高
木
還
暦『
金
融
法
の
課
題
と
展
開
』〔
日
本
評
論
社
、

一
九
九
〇
〕
二
五
一
頁
、
二
六
八
頁
以
下
〔「
紛
争
の
実
質
が
、

金
銭
の
価
値
帰
属
主
体
と
所
有
主
体
が
分
裂
す
る
場
合
の
利
害
調

整
な
い
し
物
権
的
効
力
の
承
認
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え

ば
Ｘ
〔
被
騙
取
者
〕・
Ｍ
〔
騙
取
者
〕
間
で
締
結
さ
れ
た
金
銭
消

費
貸
借
契
約
が
単
に
錯
誤
の
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
場
合
に
も
、
Ｍ

が
Ｙ
〔
受
領
者
〕
に
対
す
る
債
務
弁
済
の
た
め
に
Ｘ
か
ら
受
領
し

た
金
銭
を
交
付
し
た
場
合
に
、
Ｘ
の
受
け
る
べ
き
保
護
は
、
Ｘ
が

金
銭
を
本
来
の
意
味
で
『
騙
取
』
さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
解
し
て

も
よ
い
」と
す
る
〕も
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
）。
こ
れ
に
対
し
、

松
岡
の
指
摘
は
、
こ
う
し
た
理
解
に
異
論
を
挟
む
余
地
が
あ
り
う

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
本
稿
は
、
松
岡
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ

つ
つ
、
近
時
、
後
者
の
場
面
（
錯
誤
に
よ
る
弁
済
の
場
面
）
に
お

い
て
大
々
的
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
法
を
概
観
す

る
こ
と
に
よ
り
、
残
さ
れ
た
こ
の
問
題
に
不
十
分
な
が
ら
も
検
討

を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
17
）
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
原
状
回
復
法
は
、
英
米
法
圏
の
中
で
最
も
発

展
が
遅
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
や
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

法
圏
の
議
論
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ
ギ

リ
ス
原
状
回
復
法
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
議
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論
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
作

業
は
、
現
在
の
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
包
括
的
な

研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
（
主

と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）
法
の
み
を
対
象
と
し
、
そ
の
他
の
英

米
法
圏
内
に
お
け
る
議
論
は
、
検
討
に
必
要
な
範
囲
で
言
及
す
る

に
と
ど
め
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
た
い
。

（
18
）
も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
優

先
的
な
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
直

ち
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
同
様
の
保
護

が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
英
米
法
と
大
陸
法
で
は
、
法
体
系
が
大
き
く

異
な
り
、ま
た
、規
範
的
な
基
礎
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
（Lionel 

Sm
ith, P
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F t

h
e l

a
w o

F u
n

ju
st e

n
RiCh

m
en

t (O
xford 

U
.P., 2009) 283

）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
差
異
を
考
慮
に
入
れ

る
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
利
益
衡
量
上
の
各
因
子
に
つ
い

て
は
、
硬
直
し
た
わ
が
国
の
議
論
を
相
対
化
す
る
際
に
、
参
照
に

値
す
る
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
検
討
す

る
目
的
は
、
専
ら
こ
の
点
に
あ
る
。
同
様
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
も
の
と
し
て
、
松
岡
・
前
掲
注
（
16
）
が
あ
り
、
多
く
の

示
唆
を
得
た
。

（
19
）
用
語
の
問
題
と
し
て
次
の
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。

　
　
　

本
稿
に
お
い
て
「
不
当
利
得
（unjust enrichm

ent

）」
と
い

う
語
は
、
要
件
お
よ
び
規
範
的
な
基
礎
づ
け
を
示
す
語
と
し
て
、

「
原
状
回
復
（restitution

）」
な
い
し
「
原
状
回
復
請
求
権

（restitution claim
s

）」
と
い
う
語
は
、
不
当
利
得
の
効
果
を
示

す
語
と
し
て
、
さ
ら
に
「
原
状
回
復
法
（law

 of restitution

）」

と
い
う
語
は
、
不
当
利
得
原
理
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
法
領
域
を
示

す
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
こ
う
し
た
用
語
法
は
、
原
状

回
復
と
不
当
利
得
を
等
置
（equation

）
の
関
係
と
し
て
捉
え
よ

う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

（
例
え
ば
、P

et
eR b

iRk
s, a

n in
t

Ro
d

u
Ct

io
n t

o t
h

e l
a

w o
F 

R
est

it
u

t
io

n (rev ed.) (O
xford U

.P., 1989) 23

）。も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
用
語
法
は
、
近
時
の
学
説
の
批
判
（
例
え
ば
、Graham

 
V

irgo, W
hat is the Law

 of R
estitution A

bout?, in: W
.R. 

C
o

R
n

ish e
t a

l. e
d

s., R
e

st
it

u
t

io
n: P

a
st, P

R
e

se
n

t a
n

d 
F

u
t

u
Re (H

art Publishing, 1998) 305

〔
伝
統
的
な
理
解
に
対

し
、
原
状
回
復
法
は
、
不
当
利
得
原
理
の
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い

と
指
摘
す
る
〕）
を
踏
ま
え
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
原
状
回
復
法
の
現

状
と
乖
離
す
る
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
問
題
を

論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
り
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

な
お
、
英
米
法
に
お
い
て
「
不
当
利
得
法
」
で
は
な
く
、「
原
状

回
復
法
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、Peter Birks, 

M
isnom

er, in:  C
o

R
n

ish e
t a

l. e
d

s., R
e

st
it

u
t

io
n: P

a
st, 

P
Resen

t a
n

d F
u

t
u

Re (H
art Publishing, 1998) 5 

の
ほ
か
、
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古
谷
英
恵「
ア
メ
リ
カ
錯
誤
法
の
足
跡（
二
）」明
大
院
二
四
号（
二

〇
〇
六
）
一
〇
〇
頁
注
（
100
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）Chase M

anhattan Bank

事
件
以
後
、
同
判
決
の
射
程
を
原

状
回
復
請
求
権
一
般
に
拡
張
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
は
、
早
い
段

階
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
例
え
ば
、P.A

. Butler, A
 

R
estitutionary P

roprietary C
laim

 for the M
istaken 

Payer, 12 U
. Q

u
een

s. L.J. 99, at 104 (1982)

〔「
イ
ギ
リ
ス
の

裁
判
所
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
に
対
す
る
物
的
原
状
回
復
請
求

の
可
能
性
を
考
察
し
、承
認
し
た
以
上
、そ
の
方
法
は
他
の
場
面
」、

具
体
的
に
は
、「
強
迫
、
不
当
威
圧
あ
る
い
は
非
良
心
的
な
取
引
」

の
場
面
に
も
拡
張
す
る
余
地
が
あ
る
と
指
摘
す
る
〕）。

（
21
）
こ
う
し
た
取
扱
い
が
英
米
法
に
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
大
陸
法

に
と
っ
て
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、Sm

ith, 
supra note18, at 283

～. 

な
お
、
近
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
統

一
を
目
指
す
「
共
通
参
照
枠
草
案
（D

raft Com
m

on Fram
e 

of Reference

）」
で
は
、
こ
の
問
題
は
、
留
保
さ
れ
て
い
る

（C
h

R
ist

ia
n v

o
n b

a
R a

n
d e

R
iC C

liv
e e

d
s., P

R
in

C
iPle

s, 
d

eFin
it

io
n

s a
n

d m
o

d
el R

u
les o

F e
u

Ro
Pea

n P
Riv

a
t

e l
a

w

－
d

R
a

F
t C

o
m

m
o

n F
R

a
m

e o
F R

e
F

e
R

e
n

C
e (d

C
F

R) F
u

ll 
e

d
it

io
n (European Law

 Publishers, 2009) Ⅶ
.-7: 101 (2), 

ま
た
、
同
書
の
翻
訳
と
し
て
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
バ
ー

ル
ほ
か
編
〔
窪
田
充
見
ほ
か
監
訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
原
則
・

定
義
・
モ
デ
ル
準
則
─
共
通
参
照
枠
草
案
（D

CFR

）』〔
法
律
文

化
社
、
二
〇
一
三
〕
も
参
照
）。

（
22
）b

iR
k

e h
ä

C
k

e
R, C

o
n

se
Q

u
e

n
C

e
s o

F im
Pa

iR
e

d C
o

n
se

n
t 

t
Ra

n
sFeRs

─a
 s

t
Ru

Ct
u

Ra
l C

o
m

Pa
Riso

n o
F e

n
glish a

n
d 

g
e

R
m

a
n l

a
w

 (M
ohr Siebeck, 2009) 125

～; C
h

a
R

le
s 

m
it

Ch
ell et a

l., g
o

FF a
n

d jo
n

es: t
h

e l
a

w
 o

F u
n

ju
st 

e
n

RiCh
m

en
t (8

th ed.) (Sw
eet and M

axw
ell,2010) 805

～.

（
23
）
例
え
ば
、Richard Calnan

は
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
物
的
原
状

回
復
に
関
す
る
議
論
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
端
的
に
述
べ
る
。
す

な
わ
ち
、「〔
こ
の
問
題
に
関
す
る
〕
法
が
い
か
な
る
も
の
か
に
つ

い
て
の
先
例
の
一
致
は
な
く
」、
ま
た
、「〔
こ
の
問
題
に
関
す
る
〕

法
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
解
釈
の
一
致
も
全
く
な
い
」

（R
iC

h
a

R
d C

a
ln

a
n, P

R
o

PR
ie

t
a

R
y R

ig
h

t
s in in

so
lv

e
n

C
y 

(O
xford U

.P., 2010) 111

～
参
照
。〔　

〕
内
は
引
用
者
。

M
ichel B

ryan, T
he C

riteria for the A
w

ard of 
Proprietary R

em
edies: R

ethinking the Proprietary Base, 
in:  m

iC
h

e
l b

R
y

a
n ed., P

R
iv

a
t

e l
a

w
 in t

h
e

o
R

y a
n

d 
P

Ra
Ct

iCe (Routledge-Cavendish, 2006) 271, m
it

Ch
ell el 

a
l., supra note 22, at 805

も
同
旨
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ

る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
後
述
す
るChase M

anhattan Bank

事

件
の
判
決
の
評
価
─
─
具
体
的
に
は
、
こ
の
判
決
が
イ
ギ
リ
ス
法

に
お
い
て
先
例
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の

評
価
─
─
に
つ
い
て
学
説
の
一
致
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
（
例
え
ば
、
先
例
性
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
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g
Ra

h
a

m v
iRgo, t

h
e P

Rin
CiPles o

F t
h

e l
a

w o
F R

est
it

u
t

io
n 

(2
nd ed.) (O

xford U
.P., 2006) 572

が
あ
り
、
他
方
、
先
例
性
を

肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、Peter Birks, Property, U

njust 
E

nrichm
ent and T

racing, 54 C.L.P. 231, at 248 (2001); 
A

ndrew
 Burrow

s, P
roprietary R

estitution: U
nm

asking 
U

njust E
nrichm

ent, 117 L.Q
.R. 412, at 423 (2001) 

が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
対
立
は
、
後
述
す
る

W
estdeutsche Landesbank G

irozentrale v. Islington 
LBC, [1996] A

.C. 699
に
お
け
るBrow

ne-W
ilkinson

卿
に
よ

るChase M
anhattan Bank

事
件
判
決
の
再
評
価
を
契
機
と
す

る
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
商
事
取
引
に
不
確
実
性
の
要
素
を

残
し
、
取
引
の
当
事
者
の
予
測
を
害
す
る
結
果
と
な
り
う
る
。
と

い
う
の
も
、
商
事
取
引
に
お
い
て
は
、
取
引
の
一
方
当
事
者
（
債

権
者
）
は
、
他
方
当
事
者
（
債
務
者
）
の
現
に
あ
る
財
産
に
よ
り

債
務
者
の
信
用
力
を
評
価
し
、
取
引
を
行
う
。
し
か
し
、
物
的
原

状
回
復
が
認
め
ら
れ
る
と
、
対
象
と
な
る
財
産
は
、
債
務
者
の
責

任
財
産
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
取
引
の
相
手
方
の
信
頼

を
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
物
的
原
状

回
復
の
適
否
の
問
題
は
、
商
事
取
引
に
お
い
て
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
（Richard Calnan, Im

posing Proprietary R
ights, 

[2004] R.L.R. 1

）。

（
24
）A

ndrew
 Burrow

s, T
he E

nglish Law
 of R

estitution: A
 

T
en-Y

ear R
eview

, in:  ja
so

n w
. n

e
y

e
R

s e
t a

l. e
d

s., 

u
n

d
e

R
st

a
n

d
in

g u
n

ju
st e

n
R

iC
h

m
e

n
t (H

art Publishing, 
2004) 11 at 14, 23. Peter M

illet, R
eview

, 115 L.Q
.R. 517, 

at 518 (1995) 

も
同
旨
。
そ
の
原
因
は
、
物
的
原
状
回
復
の
議
論

が
、
原
状
回
復
法
と
破
産
法
と
い
う
二
つ
の
法
領
域
が
交
錯
す
る

問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
議
論
状
況
の
概
略
を

示
す
と
、
ま
ず
、
当
初
の
議
論
は
、
原
状
回
復
法
学
者
（
そ
の
代

表
は
、Peter Birks

で
あ
り
、
本
稿
の
第
二
章
に
お
い
て
検
討

す
る
通
説
的
見
解
で
あ
る
）
を
中
心
に
、
本
文
の
①
の
問
題
（
物

的
原
状
回
復
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
）
を
当
然
な
も
の
と

み
な
し
、
専
ら
本
文
の
③
の
問
題
（
ど
の
よ
う
な
手
段
な
い
し
形

式
で
認
め
る
か
と
い
う
問
題
）
─
─
と
り
わ
け
、
受
領
者
の
利
得

を
弁
済
者
に
返
還
す
る
手
段
と
し
て
の
復
帰
信
託
（resulting 

trust

）
─
─
を
検
討
対
象
と
し
て
き
た
（Peter Birks,  

R
estitution and R

esulting T
rusts, in:  s

t
e

P
h

e
n R

. 
g

o
l

d
st

e
in 

e
d., e

Q
u

it
y 

a
n

d C
o

n
t

e
m

P
o

R
a

R
y l

e
g

a
l 

d
ev

elo
Pm

en
t

s (Jerusalem
, 1992) 335；do., supra note 19, 

at 60-64

）。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
②
の
問
題
（
ど
の
範
囲
で

認
め
る
か
と
い
う
問
題
）
に
つ
い
て
、
瑕
疵
あ
る
合
意
に
よ
る
移

転
が
存
在
す
る
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
原
状
回
復
請
求
権

に
優
先
的
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
破

産
法
の
基
本
原
理
（
同
順
位
原
則
）
と
抵
触
す
る
こ
と
に
批
判
が

向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
近
時
の
学
説
は
、
①
②
の
問

題
を
も
含
め
て
、
再
度
、
様
々
な
観
点
か
ら
原
状
回
復
請
求
権
に
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対
す
る
優
先
的
保
護
の
基
礎
づ
け
を
志
向
す
る
。

（
25
）
以
下
の
記
述
は
、Peter M

cD
erm

ott, M
istaken Paym

ents, 
in:  s

t
e

v
e h

e
d

le
y &

 m
a

R
g

a
R

e
t h

a
lliw

e
ll e

t a
l. e

d
s., 

t
h

e l
a

w o
F R

est
it

u
t

io
n (Butterw

orths,2002) 371

～
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
26
）
も
っ
と
も
、
問
題
の
局
面
は
異
な
る
が
、
錯
誤
に
よ
る
利
得

3

3

3

3

3

3

3

と

い
う
点
で
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
錯
誤
に
よ
り
他
人
の
土
地
を

改
良
し
た
者
に
改
良
に
よ
る
価
値
の
返
還
請
求
権
を
担
保
す
る
た

め
に
当
該
土
地
に
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
リ
ー
エ
ン
─
─
わ
が
国
に
お

け
る
先
取
特
権
類
似
の
も
の
─
─
の
成
立
を
認
め
た
先
例
は
わ
ず

か
な
が
ら
存
在
す
る
（Cooper v. Phibbs, (1867) L.R. 2 H

.L. 
149

）。

（
27
）B

arclays B
ank v. W

.J. Sim
m

s Ltd, [1980] Q
.B

. 677 
(Chancery D

ivision)

（
上
記
の
指
摘
は
、Goff
裁
判
官
が
強
調

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）. Calnan, supra note 23 (Im

posing 
Proprietary R

ights), at 12 

も
参
照
。

（
28
）
田
中
英
夫
編『
英
米
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
九
一
）

六
八
九
頁
参
照
。

（
29
）
谷
口
知
平
＝
甲
斐
道
太
郎
編
『
新
版
注
釈
民
法
一
八　

債
権

（
九
）』（
有
斐
閣
、一
九
九
一
）（
土
田
哲
也
執
筆
）
六
一
頁
参
照
。

な
お
、
準
契
約
に
つ
い
て
は
、
守
屋
善
輝
「
英
法
に
於
け
る
準
契

約
法
の
素
描
（
一
）（
二
・
完
）」
法
協
五
一
巻
七
号
二
〇
頁
以
下
、

同
八
号
四
二
頁
以
下
（
一
九
三
三
）、
小
池
隆
一
「
英
法
に
於
け

る
準
契
約
法
理
序
説
─
─
ウ
イ
ン
フ
ィ
ル
ド
の
『
準
契
約
法
』
を

中
心
と
し
て
』
慶
応
義
塾
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
（
法
律
学
関

係
）
第
一
部
（
一
九
五
八
）
一
頁
以
下
、
立
石
芳
枝
「
イ
ギ
リ
ス

法
に
お
け
る
準
契
約
」
谷
口
還
暦
『
不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研

究
（
二
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
）
三
三
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
30
）M

cD
erm

ott, supra note 25, at 371.

（
31
）
例
え
ば
、Peter Birks, T

he R
ecovery of Carelessly M

istaken 
Paym

ents, 25 C.L.P. 179 (1972). 

こ
の
よ
う
な
理
解
が
生
じ
た

原
因
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
長
ら
く
統
一
的
な
不
当
利
得
法

理
が
定
着
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

D
avid Ibbetson, U

njust E
nrichm

ent, in: a
 h

ist
o

RiCa
l 

i n
t

Ro
d

u
Ct

io
n t

o t
h

e l
a

w o
F o

bliga
t

io
n

s (O
xford U

.P., 
1991) 264. 

木
下
毅
「
ア
メ
リ
カ
原
状
回
復
法
序
説
」
四
宮
古
希

『
民
法
・
信
託
法
理
論
の
展
開
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
）（
同
『
ア

メ
リ
カ
私
法　

日
米
比
較
私
法
序
説
』〔
有
斐
閣
、
一
九
八
八
〕

一
九
八
頁
以
下
所
収
。
以
下
、
引
用
は
後
者
に
よ
る
）
参
照
。

（
32
）R

o
beRt g

o
FF a

n
d g

a
Ret

h jo
n

es, t
h

e l
a

w o
F R

est
it

u
t

io
n 

(1
st ed.) 

（Sw
eet and M

axw
ell, 1966

）（
参
照
は
第
五
版
〔
一

九
九
八
〕
に
よ
る
）。
同
書
に
は
、
ア
メ
リ
カ
法
（
と
り
わ
け
、

第
一
次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
お
よ
び
そ
の
起
草
者
の
一

人
で
も
あ
るA

ustin Scott

の
学
説
）
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ

る
。
こ
の
点
は
、Peter Birks, supra note 19 (M

isnom
er), 

at 2 
の
指
摘
参
照
。
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（
33
）R

o
beRt g

o
FF a

n
d g

a
Ret

h jo
n

es, t
h

e l
a

w o
F R

est
it

u
t

io
n 

(5
th ed.) (Sw

eet and M
axw

ell, 1998) 3

～. g
Ra

h
a

m v
iRgo, 

t
h

e P
R

in
C

iPle
s o

F t
h

e l
a

w
 o

F R
e

st
it

u
t

io
n (1

st ed.) 
(O

xford U
.P., 1999) 134

～
も
同
旨
（
錯
誤
に
よ
る
弁
済
を
不

当
利
得
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
原
状
回
復
の
典
型
例
と
位
置
づ

け
る
）。

（
34
）K

elly v. Solari, (1841) 9 M
 &

 W
 54, 152 ER 24; Peck v. 

M
ayor of H

aw
thorn, (1892) 18 V

LR 24.

（
35
）Glanville W

illiam
s, M

istake in the T
heft, 36 (1) C

a
m

b. 
L. J. 62 at 64 (1977). 

具
体
的
に
は
、
①
受
領
者
の
同
一
性
の
錯

誤
、
②
譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
同
一
性
の
錯
誤
（
た
だ
し
、
金
銭
の

場
合
に
は
、
特
定
物
と
し
て
取
引
の
対
象
と
さ
れ
な
い
限
り
、
問

題
と
な
ら
な
い
）、
③
総
額
の
錯
誤
が
こ
れ
に
あ
た
る
。 

（
36
）M

organ v. A
shcroft, [1938] 1 K

B 49.

（
37
）K

elly v. Solari, (1841) 9 M
 &

 W
 54,152 ER 24

やRe 
Bodega Co Ltd., [1904] 1 Ch. 276.

（
38
）R E Jones v. W
aring &

 Gillow
 Ltd., [1926] A

.C. 670.

（
39
）
こ
の
よ
う
な
制
約
が
課
さ
れ
て
い
た
背
景
に
は
、（
ア
）
無
制

限
の
回
復
を
認
め
る
と
受
領
者
の
取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
に

な
り
、
ま
た
（
イ
）
契
約
に
お
い
て
予
め
リ
ス
ク
配
分
が
決
定
さ

れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
錯
誤
の
問
題
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
解
決

す
れ
ば
よ
く
、
原
状
回
復
法
が
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
価
値

判
断
で
あ
り
、
さ
ら
に
（
ウ
）
弁
済
者
が
弁
済
す
る
と
き
に
、（
本

当
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
に
）
錯
誤
が
あ
っ
た
と
請
求
を
で
っ
ち

上
げ
る
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
、
最
後
に
（
エ
）
原
状
回
復
請
求

を
認
め
る
こ
と
が
公
平
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
際
に
は
、
当
事
者

の
行
為
を
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
受
領
者
が
利

益
を
受
領
し
た
後
の
受
領
者
の
行
為
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
近
時

ま
で
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
た
制
度
的
理
由
、
な
ど
の

事
情
が
存
在
し
た
。V

irgo, supra note 19, at 135-6.

（
40
）g

e
R

a
R

d m
CC

o
R

m
a

C
k, P

R
o

P
R

ie
t

a
R

y C
l

a
im

s 
a

n
d 

i n
so

lv
en

Cy (Sw
eet and M

axw
ell, 1997) 144.

（
41
）h

a
n

o
Ch d

a
ga

n, t
h

e l
a

w a
n

d e
t

h
iCs o

F R
est

it
u

t
io

n 
(Cam

bridge U
.P., 2004) 38

～. 

（
42
）
錯
誤
を
理
由
に
原
状
回
復
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
と
、
錯
誤

に
よ
る
弁
済
者
は
、
原
状
回
復
が
認
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
の
下
で
望

む
で
あ
ろ
う
行
動
を
回
避
し
、
あ
る
い
は
過
剰
に
警
戒
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
非

効
率
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
弁
済
者
の
自
律
性
に
と
っ
て
も
有
害

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
錯
誤
の
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
す
る
た

め
の
異
常
な
ま
で
の
承
認
や
確
認
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
入
念
な

硬
直
し
た
仕
方
で
人
々
が
相
互
に
交
流
す
る
と
い
う
結
果
を
導

く
」
か
ら
で
あ
る
。
原
状
回
復
は
、
こ
れ
ら
の
負
担
か
ら
人
々
の

相
互
作
用
を
軽
減
す
る
の
に
資
す
る
（Id. at 43

）。

（
43
）
例
え
ば
、Saul Levm

ore, E
xplaining R

estitution, 71 (1) 
v

a l. R
ev. 65, at 69 (1985) 

（「
原
状
回
復
の
完
全
な
否
定
は
、
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非
効
率
的
な
高
度
の
注
意
義
務
を
導
く
」
と
指
摘
す
る
）.

（
44
）[1980] Q

.B. 677, at 695 (per Goff J).

（
45
）A

gip (A
frica) Ltd. v. Jackson, [1990] Ch. 265.

（
46
）K

leinw
ort Benson Ltd v. Lincoln City Council, [1999] 

2 A
.C. 349.

（
47
）
笹
川
明
道「
英
米
不
当
利
得
法
に
お
け
る『
事
情
変
更
の
抗
弁
』

─
─
民
法
七
〇
三
条
の
『
利
得
消
滅
の
抗
弁
』
と
の
比
較
の
観
点

か
ら
」
神
院
三
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
）
七
四
頁
参
照
。
な
お
、

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
抗
弁
が
承
認
さ
れ
た
の
は
、

Lipkin G
orm

an v. K
arpnale Ltd., [1991] 2 A

.C
. 548 

(H
ouse of Lords) 

に
お
い
て
で
あ
る
。

（
48
）
木
下
毅
・
前
掲
書
注
（
31
）
二
一
四
頁
。
な
お
、
擬
制
信
託
に

関
し
て
は
、M

itchell, supra note 22, Ch.38
も
参
照
。

（
49
）
用
語
の
問
題
と
し
て
次
の
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。

　
　
　

イ
ギ
リ
ス
法
上
で
は
、
物
的
請
求
（proprietary claim

s

）

と
物
的
救
済
（proprietary rem

edy

）
は
、
区
別
さ
れ
て
い
る

（T
rustee of the Property of FC Jones and Sons (a firm

) 
v. Jones, [1997] Ch. 159, at 168 

〔per M
illett LJ

〕）。
物
的

請
求
は
、
弁
済
者
（
原
告
）
が
受
領
者
（
被
告
）
に
対
し
て
目
的

物
の
返
還
を
求
め
る
際
の
根
拠
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
物
的

救
済
は
、
目
的
物
に
対
し
て
弁
済
者
が
物
的
権
利
を
有
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
り
そ
の
権
利

を
執
行
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
弁
済
者
が

受
領
者
に
物
的
請
求
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
弁
済
者
は
、
自
己

が
物
的
権
利
を
保
持
す
る
財
産
を
受
領
者
が
受
領
し
た
こ
と
を
証

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
が
弁
済
者
に
よ
り
立
証
さ
れ

て
初
め
て
、
裁
判
所
は
、
受
領
者
の
手
元
に
弁
済
者
が
物
的
権
利

を
持
つ
目
的
物
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、弁
済
者
に
物
的
救
済（
擬

制
信
託
、
リ
ー
エ
ン
等
〔
後
述
参
照
〕）
を
認
め
る
の
に
対
し
、

受
領
者
が
現
に
当
該
目
的
物
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
裁

判
所
は
、
人
的
救
済
（personal rem

edy

）
を
認
め
る
に
と
ど

ま
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、g

Ra
h

a
m v

iRgo, t
h

e P
Rin

CiPles 
o

F e
Q

u
it

y &
 t

Ru
st

s (O
xford U

.P., 2012) 615

～
参
照
。

（
50
）
植
田
淳
『
英
米
法
に
お
け
る
信
認
関
係
の
法
理
─
イ
ギ
リ
ス
判

例
法
を
中
心
と
し
て
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
七
）
二
二
六
頁
。

（
51
）Sinclair v. B

rougham
, [1914] A

.C
. 398 (H

ouse of 
Lords). 

も
っ
と
も
、
学
説
は
、
信
認
関
係
の
存
在
を
要
求
す
る

こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
（
例
え
ば
、l

io
n

el d
. s

m
it

h, t
h

e 
l

a
w o

F t
Ra

Cin
g (Clarendon Press,1997) 120; g

o
FF a

n
d 

j o
n

e
s, supra note 33, at 104; d

a
v

id F
o

x, P
R

o
Pe

R
t

y 
R

igh
t

s in m
o

n
ey (O

xford U
.P., 2008) 281

）。

（
52
）a

u
st

in s
C

o
t

t, t
h

e l
a

w
 o

F t
R

u
st

s vol.5 (3
rd ed.) 

(A
spen, 1967) 3428

～.
（
53
）[1981] Ch. 105, at 118.

（
54
）[1981] Ch. 105, at 119.

（
55
）[1981] Ch. 105, at 127. 

な
お
、
本
判
決
に
つ
い
て
紹
介
及
び
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検
討
す
る
わ
が
国
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
植
田
・
前
掲
書
注

（
50
）
二
二
四
頁
以
下
、道
垣
内
弘
人
『
信
託
法
理
と
私
法
法
理
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
）
九
九
頁
以
下
、
岸
本
雄
次
郎
『
信
託
制

度
と
預
り
資
産
の
倒
産
隔
離
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
）
三

一
頁
以
下
、
コ
ー
エ
ン
ズ
久
美
子
「
預
金
の
帰
属
と
優
先
的
返
還

請
求
権
─
─
英
米
法
の
信
託
法
理
の
検
討
を
手
が
か
り
と
し
て
」

山
法
四
四
＝
四
五
合
併
号
（
二
〇
〇
九
）
一
八
頁
以
下
な
ど
が
あ

る
。

（
56
）
こ
こ
で
原
状
回
復
請
求
権
の
要
件
を
確
認
す
る
と
、
原
状
回
復

請
求
権
は
、
①
受
領
者
が
利
得
を
得
た
こ
と
、
②
受
領
者
の
利
得

が
給
付
者
の
損
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
③
受
領

者
の
利
得
が
、
判
例
に
お
い
て
従
来
承
認
さ
れ
て
き
た
「
不
当
性

要
素
（unjust factor

）」
に
よ
り
、
不
当
な
も
の
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
の
み
認
め
ら

れ
る
（h

ä
Ck

eR, supra note 22, at 101

）。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

③
の
不
当
性
要
素
は
、
大
陸
法
（「
法
律
上
の
原
因
の
不
存
在
」）

と
比
較
し
て
、
英
米
法
に
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
給
付
者
と
対
比

し
て
受
領
者
の
利
得
を
「
不
当
」
に
し
、
か
つ
、
原
状
回
復
の
積

極
的
理
由
を
提
供
す
る
具
体
的
な
要
素
の
特
定
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
（h

ä
Ck

eR, supra note 22, at 25

）。
不
当
性

要
素
の
具
体
的
中
身
に
つ
い
て
は
、
細
部
に
つ
い
て
は
見
解
が
分

か
れ
る
も
の
の
、
錯
誤
（
当
初
は
、
制
限
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
、
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
〔
第
二
章
の
第
一
節
参

照
〕）、
詐
欺
、
強
迫
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
見

解
の
一
致
が
見
ら
れ
る
（b

iRk
s, supra note 19, a

n
d

Rew 
b

u
RRo

w
s, t

h
e l

a
w o

F R
est

it
u

t
io

n (3
rd ed.) (O

xford U
.P., 

2011);  g
o

FF a
n

d jo
n

es, supra note 32; v
iRgo, supra note 

23

）。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
Ｘ
は
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
に
よ
り

損
失
を
被
っ
て
い
る
こ
と
（
①
）、
Ｙ
は
、
Ｘ
の
錯
誤
に
よ
る
弁

済
に
よ
り
利
得
を
得
て
い
る
こ
と
（
②
）、
そ
し
て
、
Ｘ
の
（
事

実
に
関
す
る
）錯
誤
は
、不
当
性
要
素
の
一
つ
に
あ
た
る
こ
と（
③
）

か
ら
、
Ｘ
は
Ｙ
に
す
る
原
状
回
復
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
英
米
原
状
回
復
法
の
要
件
一
般
に
関
し
て
は
、
松

坂
佐
一
「
英
米
法
に
お
け
る
不
当
利
得
」
愛
大
五
一
＝
五
二
合
併

号
（
一
九
六
六
）
七
五
頁
以
下
（
同
『
英
米
法
に
お
け
る
不
当
利

得
』〔
有
斐
閣
、
一
九
七
六
〕
所
収
）
参
照
。

（
57
）
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
判
例
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
お
り

（R
ichard C

alnan, P
roprietary C

laim
s for M

istaken 
Paym

ent, in:  F
Ra

n
Cis R

o
se ed., R

est
it

u
t

io
n a

n
d in

so
lv

en
Cy 

(M
ansfield Press, 2000) 168, at 169

）、
ま
た
立
法
に
よ
っ
て

も
同
様
の
立
場
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（Insolvency A

ct 1986 
(U

K
)

§283 (3) (a) and (5)

）。
信
託
財
産
の
破
産
に
お
け
る
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、H

am
ish A

nderson, T
he T

reatm
ent of 

T
rust A

ssets in E
nglish Insolvency L

aw
, in:  e

w
a

n 
m

C
k

e
n

d
R

iC
k e

d., C
o

m
m

e
R

C
ia

l a
sPe

C
t

s o
F t

R
u

st
s a

n
d 

F
id

u
Cia

Ry o
bliga

t
io

n
s (Clarendon Press, 1992) 171

～
参
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照
。
な
お
、Ｘ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所
有
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

Ｘ
は
、
Ｙ
の
目
的
財
産
を
占
有
す
る
破
産
管
財
人
に
対
し
て
横
領

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
、
事
実
上
、
Ｘ

は
Ｙ
の
他
の
一
般
債
権
者
と
の
関
係
で
優
先
的
保
護
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
（D

avid Fox, Com
m

on Law
 Claim

s to Substituted 
A

ssets, [1999] R
.L.R

. 55, at 72-3;  C
R

a
ig R

o
t

h
e

R
h

a
m, 

P
R

o
PR

ie
t

a
R

y R
e

m
e

d
ie

s in C
o

n
t

e
x

t

─a
 s

t
u

d
y in t

h
e 

j
u

d
iC

ia
l R

e
d

ist
R

ib
u

t
io

n 
o

F P
R

o
Pe

R
t

y R
ig

h
t

s (H
art 

Publishing, 2002) 109
～, 128
～
参
照
。
ま
た
、
横
領
に
つ
い

て
は
、
望
月
礼
二
郎
『
英
米
法
〔
新
版
〕』〔
青
林
書
院
、
一
九
九

七
〕
二
七
七
頁
以
下
も
参
照
）。

（
58
）a

m
eRiCa

n l
a

w
 in

st
it

u
t

e, R
est

a
t

em
en

t o
F t

h
e l

a
w 

o
F R

e
st

it
u

t
io

n: Q
u

a
si-C

o
n

t
R

a
C

t
s a

n
d C

o
n

st
R

u
C

t
iv

e 
t

Ru
st

s (A
m

erican Law
 Institute Publishers, 1937). 

関
連

す
る
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
訳
は
、
木
下
・
前
掲
書
注

（
31
）
二
一
五
頁
に
負
う
）。

　
　
　

第
一
次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
六
〇
条〔
擬
制
信
託
〕

　
　
　

 

財
産
に
対
す
る
権
原
（title

）
を
保
有
す
る
者
が
そ
れ
を
引
き

続
き
保
有
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
不
当
に
利
得
す
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
で
、
他
に
そ
れ
を
移
転
す
べ
き
エ
ク
イ

テ
ィ
上
の
義
務
を
負
う
場
合
に
、
擬
制
信
託
が
成
立
す
る
。

　
　
　

 

第
一
次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
一
六
三
条
〔
錯
誤
に
よ

り
惹
起
さ
れ
た
移
転
〕

　
　
　

 

財
産
の
所
有
者
が
、
原
状
回
復
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
よ
う

な
性
質
の
錯
誤
の
結
果
と
し
て
財
産
を
移
転
し
た
と
き
は
、
譲

受
人
は
、
そ
の
財
産
を
そ
の
所
有
者
の
た
め
に
擬
制
信
託
に
基

づ
き
保
有
す
る
。

　
　

な
お
、
近
時
制
定
さ
れ
たa

m
eRiCa

n l
a

w institute, R
esta

tem
ent 

(t
h

iRd) o
F R

est
it

u
t

io
n a

n
d u

n
ju

st e
n

RiCh
m

en
t (A

m
erican 

Law
 Institute Publisher, 2011) 

も
従
来
の
立
場
を
基
本
的
に

追
認
す
る
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、「
原
財
産
の
価
値
を
超
え
る

部
分
」
の
優
先
的
保
護
を
否
定
し
て
い
る
点
で
、
変
更
が
み
ら
れ

る
）。
関
連
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
訳
は
筆
者
に
よ
る
）。

　
　
　

 

第
三
次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
六
条
〔
非
債
弁
済

Paym
ent of M

oney N
ot D

ue

〕

　
　
　

 （
一
）
意
図
さ
れ
た
受
領
者
で
は
な
い
者
へ
の
金
銭
の
支
払
い

あ
る
い
は
支
払
い
が
意
図
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
の
支
払
い

は
、弁
済
者
に
受
領
者
に
対
す
る
原
状
回
復
請
求
権
を
与
え
る
。

　
　
　

 （
二
）
意
図
さ
れ
た
受
領
者
に
対
す
る
弁
済
者
の
債
務
の
存
在

ま
た
は
範
囲
に
つ
い
て
の
錯
誤
か
ら
生
じ
た
金
銭
の
支
払
い

は
、
弁
済
者
に
支
払
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
っ
た
範
囲
で

受
領
者
に
対
す
る
原
状
回
復
請
求
権
を
与
え
る
。

　
　
　

第
三
次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
五
五
条
〔
擬
制
信
託
〕

　
　
　

 （
一
）
受
領
者
が
原
告
の
損
失
に
よ
り
、
ま
た
は
原
告
の
権
利

を
侵
害
し
て
特
定
の
同
一
識
別
可
能
な
財
産
に
対
す
る
法
的
権

原
の
取
得
に
よ
り
不
当
に
利
得
を
得
る
と
、
受
領
者
は
原
告
の
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た
め
に
、
係
争
財
産
お
よ
び
当
該
追
及
可
能
な
生
成
物

（product

）
の
擬
制
受
託
者
と
宣
言
さ
れ
う
る
。

　
　
　

第
三
次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
六
〇
条
〔
優
先
権
〕

　
　
　

 （
一
）
制
定
法
ま
た
は
六
一
条
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
例
外

を
除
き
、
受
領
者
の
手
元
に
お
い
て
同
一
識
別
可
能
な
財
産
か

ら
生
じ
た
権
利
は
、
係
争
財
産
の
有
償
取
得
者
で
は
な
い
受
領

者
の
債
権
者
の
競
合
す
る
権
利
に
優
先
す
る
。（
後
略
）。

　
　

第
三
次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

A
nthony D

uggan, Proprietary R
em

edies: A
 Com

parison 
of R

estatem
ent T

hird on R
estitution and U

njust 
E

nrichm
ent w

ith E
ngland and Com

m
onw

ealth Law
, 68 

w
a

sh. &
 l

ee l. R
ev. 1229 (2011);Em

ily Sherw
in, W

hy In 
R

e O
m

egas G
roup W

as R
ight: A

n E
ssay on the Legal 

Status of E
quitable R

em
edies, 92 B. U

. L. Rev. 885 (2012) 

を
参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
笹
川
明
道
「
米
国
で
の
『
第
三

次
原
状
回
復
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
』
の
刊
行
に
つ
い
て
」
神
院
四

二
巻
三
＝
四
合
併
号
（
二
〇
一
三
）
三
二
三
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
59
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
擬
制
信
託
は
、
破
産
と
い

う
局
面
で
、
同
順
位
原
則
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
一
般
債
権
者
に

優
先
的
保
護
を
与
え
る
「
切
り
札
（trum

p

）」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
（H

anoch D
agan, R

estitution in Bankruptcy: W
hy 

A
ll Involuntary Creditors Should Be Preferred, 78  a

m. 
b

a
n

k
R. L.J. 247, at 248 (2004)

）。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な

擬
制
信
託
に
よ
る
優
先
的
な
保
護
が
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も

積
極
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
後
述
す

る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
に
関
す
る
こ
の
分
野
の
議
論
状
況
に
つ

い
て
は
、
植
本
幸
子
「
ア
メ
リ
カ
原
状
回
復
法
に
お
け
る
優
先
的

取
戻
し
─
─
連
邦
倒
産
事
例
に
お
け
る
擬
制
信
託
」
北
法
五
六
巻

一
号
二
七
七
頁
、
同
二
号
三
五
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
）
参
照
。

（
60
）
本
判
決
で
は
、
単
に
「
信
託
」
が
成
立
す
る
、
と
述
べ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
た
め
、
学
説
上
で
は
、
本
件
の
信
託
の
性
質
（
擬
制

信
託
か
、
そ
れ
と
も
復
帰
信
託
か
）
を
め
ぐ
り
争
い
が
み
ら
れ
る

も
の
の
、
い
ず
れ
と
理
解
し
て
も
、
本
件
の
場
面
に
お
い
て
は
、

結
論
に
差
異
は
生
じ
な
い
（m

it
Ch

ell et a
l., supra note 22, 

at 834

）。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
信
託
の
性
質
論
の

問
題
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
、
近
時
の
学
説
の
中
に

は
、
機
能
的
な
観
点
か
ら
原
状
回
復
の
機
能
を
担
う
擬
制
（
な
い

し
復
帰
）
信
託
を
「
不
当
利
得
信
託
」（P

et
eR b

iRk
s, u

n
ju

st 
e

n
RiCh

m
en

t (2
nd ed.) (O

xford U
.P., 2005) 304

）
あ
る
い
は

「
原
状
回
復
信
託
」〔m

it
Ch

ell et a
l., supra note 22, at 834

）

な
ど
の
名
称
を
つ
け
、
意
識
的
に
、
そ
の
他
の
信
託
（
抑
止
〔
非

良
心
的
行
為
の
防
止
〕
機
能
を
担
う
も
の
や
債
務
の
履
行
を
補
完

す
る
機
能
を
担
う
も
の
）
と
区
別
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。

（
61
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
植
田
・
前
掲
書
注
（
50
）
二
二
七
頁
は
、

イ
ギ
リ
ス
判
例
法
の
ア
メ
リ
カ
法
へ
の
接
近
を
指
摘
す
る
。

（
62
）
例
え
ば
、Scott

の
理
解
に
従
う
と
、
錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
は
、
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原
状
回
復
請
求
権
を
取
得
し
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
受
領
者
は
、

擬
制
信
託
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上

の
物
的
救
済
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
救
済
が
不
十
分
で
あ
る
場

合
（
例
え
ば
、
錯
誤
弁
済
の
受
領
者
が
破
産
の
状
況
に
あ
る
場
合

な
ど
）
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
（s

Co
t

t, supra note 52, at 
3428

）。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
に
よ
れ
ば
、
受
領
者
の
破
産

の
局
面
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
保
護
の
不
十
分
性
の
要
件
は

当
然
に
充
足
さ
れ
る
た
め
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
物
的
救
済
は
、
常

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
づ

け
は
、
結
論
先
取
で
あ
り
、
む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
何
ゆ
え

錯
誤
に
よ
る
弁
済
者
が
受
領
者
の
破
産
に
お
い
て
優
先
的
保
護
が

与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る

（D
agan, supra note 59, at 262

）。

（
63
）Steven W

alt &
 E

m
ily L. Sherw

in, C
ontribution 

A
rgum

ents in Com
m

ercial Law
, 42  e

m
o

Ry L. J. 897, at 
942 (1993)

（
こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
は
、
優
先
権
問
題
一
般
に

妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
）.

（
64
）
こ
の
点
は
、Chase M

anhattan Bank

事
件
に
お
い
て
依
拠

さ
れ
た
先
例
の
一
つ
で
あ
るRe Berry

事
件
が
こ
の
原
理
を
支

持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（Re Berry, 147 F. 

208 (2d Cir. 1906), at 210

）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
破
産
と
い
う
局

面
に
お
い
て
、
あ
る
債
権
者
が
破
産
者
の
他
の
債
権
者
に
優
先
し

て
保
護
さ
れ
る
唯
一
の
方
法
は
、
破
産
者
が
保
持
す
る
財
産
に
対

し
て
物
的
権
利
（
所
有
権
）
を
保
持
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と

で
あ
る
、と
解
さ
れ
て
い
る
（Calnan, supra note 57, at 169.

）。

（
65
）h

ä
Ck

eR, supra note 22, at 191

～
（
イ
ギ
リ
ス
法
が
特
定
物

の
動
産
売
買
を
除
き
〔
一
九
八
七
年
動
産
売
買
法
の
適
用
あ
り
〕

無
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
有
因
類
似
構

成
は
、
無
因
体
系
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る

も
の
の
〔
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
一
項
［
同
一
性
の
瑕
疵
］〕、
同
一
性

の
瑕
疵
は
、
取
消
権
に
つ
い
て
「
実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」〔
瑕
疵

そ
れ
自
体
の
性
質
に
着
目
す
る
〕
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
法
の
下
で

は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
〔
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
一
項
二
項
の
み

を
挙
げ
る
〕。
こ
れ
に
対
し
、
取
消
権
に
つ
い
て
広
く
「
手
続
志

向
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」〔
瑕
疵
が
生
じ
る
方
法
・
手
続
に
着
目
す
る
〕

を
採
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
下
で
は
、
こ
れ
が
多
数
の
場
面
〔
詐

欺
、
強
迫
な
ど
〕
で
生
じ
る
、
と
指
摘
す
る
）.

（
66
）
イ
ギ
リ
ス
法
が
占
有
＝
所
有
理
論
を
一
般
論
と
し
て
認
め
て
い

な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
銭
窃
盗
の
場
面
を
み
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。
例
え
ば
、
Ｂ
が
Ａ
の
金
銭
を
盗
ん
だ
場
合
に
は
、
Ａ
の
所

有
権
は
、
当
然
に
は
、
Ｂ
に
移
転
し
な
い
。
Ｂ
は
、
Ａ
以
外
の
第

三
者
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
占
有
権
を
取
得
す
る
に

と
ど
ま
り
、
Ａ
の
所
有
権
を
承
継
取
得
す
る
も
の
で
は
な
い
（
そ

れ
ゆ
え
に
、
Ａ
は
、
Ｂ
と
の
関
係
で
は
、
所
有
権
者
の
ま
ま
で
あ

る
）。
窃
盗
の
場
面
に
お
け
る
金
銭
所
有
権
の
移
転
に
つ
い
て
は
、

Robert Cham
bers, T

rust and T
heft, in: e

lise b
a

n
t &
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m
a

t
t

h
e

w
 h

a
R

d
in

g 
e

d
s., e

x
P

l
o

R
in

g P
R

iv
a

t
e l

a
w 

(Cam
bridge U

.P., 2010) 223

～
参
照
。
さ
ら
に
、
英
米
法
に
お

け
る
所
有
権
概
念
に
つ
い
て
は
、H

äcker, supra note 22, 
Ch.1 

参
照
。

（
67
）
こ
の
点
は
、H

äcker

が
有
因
・
無
因
の
問
題
と
物
的
原
状
回

復
の
関
連
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
有
因
か
無
因
か
の
決
定
は
、「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所

有
権
の
移
転
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
─
─
少

な
く
と
も
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
─
─
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
ル
ー
ル
お

よ
び
原
理
に
よ
り
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
『
物
的

原
状
回
復
』
に
対
す
る
立
場
」
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（B
irke H

äcker, C
ausality and A

bstraction in the 
Com

m
on Law

, in:  b
a

n
t &

 h
a

Rd
in

g ed
s., supra note 66, 

at 200

～
）。
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
有
因
・
無
因
の
問
題
に
つ

い
て
は
、do., supra note 22, Ch.3 

も
参
照
。

（
68
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
は
、
銀
行

と
金
利
ス
ワ
ッ
プ
契
約
を
締
結
し
金
銭
を
借
り
入
れ
た
が
、
当
該

契
約
は
地
方
自
治
体
の
権
限
を
越
え
る
無
効
な
取
引
で
あ
っ
た

（H
azell v. H

am
m

ersm
ith and Fulham

 London BC, [1992] 
2 A

C 1 

〔H
ouse of Lords

〕）。
そ
の
た
め
、
銀
行
は
、
地
方
自

治
体
に
貸
し
付
け
た
金
銭
の
返
還
を
請
求
す
る
際
に
、
権
限
踰
越

を
根
拠
に
復
帰
信
託
の
成
立
を
主
張
し
た
（
否
定
）。

（
69
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
受
託
者
は
、
金
銭
の
預

託
業
務
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
受
託
者
は
、
預
託
業
務
の
許

可（
一
九
八
七
年
銀
行
法
三
条
一
項
）を
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

預
託
業
務
は
無
効
で
あ
る
。
預
託
者
は
、
預
金
契
約
の
無
効
を
根

拠
に
、受
託
者
に
預
託
し
た
金
銭
の
返
還
を
請
求
し
た
（
否
定
）。

（
70
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
信
認
義
務
を
負
う
個
人

投
資
家
の
代
理
人
は
、欺
罔
者
の
欺
罔
行
為
に
よ
り
錯
誤
に
陥
り
、

株
式
の
価
値
を
誤
っ
て
評
価
し
、
本
人
（
個
人
投
資
家
）
の
た
め

に
購
入
し
た
。
そ
の
後
、
本
人
（
個
人
投
資
家
）
は
、
詐
欺
の
事

実
を
認
識
し
、
代
理
人
が
行
っ
た
株
式
の
売
買
契
約
を
取
消
し
、

詐
取
さ
れ
た
金
銭
で
購
入
し
た
物
（
代
償
財
産
〔substituted 

assets

〕
と
い
う
［
後
述
］）
の
譲
受
人
に
返
還
を
請
求
し
た
（
否

定
）。

（
71
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
贈
与
者
は
、
修
道
会
に

入
る
際
に
金
銭
お
よ
び
株
式
を
当
該
修
道
会
に
寄
贈
し
た
。
そ
の

後
、
贈
与
者
は
、
受
贈
者
（
修
道
会
）
に
よ
る
不
当
威
圧
を
根
拠

に
取
消
し
を
主
張
し
、
贈
与
し
た
金
銭
の
返
還
を
請
求
し
た
（
否

定
）。

（
72
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
販
売
業
者（
売
主
）は
、

顧
客
（
買
主
）
と
金
塊
の
売
買
契
約
を
締
結
し
た
。
同
契
約
は
、

契
約
締
結
後
、
売
主
が
当
該
金
塊
を
買
主
の
た
め
に
保
管
し
、
買

主
の
要
求
が
あ
る
際
に
は
い
つ
で
も
引
き
渡
す
こ
と
が
可
能
な
量

を
貯
蔵
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
も
っ
と

も
、実
際
に
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
）。
そ
の
後
、売
主
は
、破
産
し
、
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同
様
の
手
口
で
被
害
に
あ
っ
た
多
数
の
買
主
と
売
主
の
財
産
に
対

し
て
浮
動
担
保
を
有
す
る
銀
行
と
の
間
で
売
主
の
残
存
資
産
の
分

配
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
た
。
買
主
た
ち
は
、
悪
意
不
実
表
示
、

錯
誤
お
よ
び
約
因
の
全
面
的
滅
失
を
根
拠
に
、
支
払
っ
た
金
銭
に

対
し
て
所
有
権
を
有
す
る
と
し
て
、
売
主
の
責
任
財
産
に
当
該
金

銭
は
含
ま
れ
な
い
と
主
張
し
た
（
否
定
）。

（
73
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
住
宅
金
融
組
合
は
、
そ

の
目
的
の
範
囲
を
超
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
預
金
を
受
け
入
れ

た〔
無
効
〕。
そ
の
後
、同
組
合
が
破
産
し
、清
算
手
続
に
お
い
て
、

組
合
の
残
存
財
産
に
関
し
て
預
金
者
と
組
合
の
持
分
権
者
の
間
で

配
当
が
問
題
と
な
っ
た
。
預
金
者
は
、
権
限
踰
越
を
根
拠
に
復
帰

信
託
の
成
立
を
主
張
し
て
、
優
先
的
保
護
を
求
め
た
（
肯
定
）。

（
74
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
預
金
者
が
錯
誤
を
理
由

と
す
る
擬
制
信
託
を
主
張
し
て
、
銀
行
に
対
し
て
預
託
し
た
金
銭

そ
れ
自
体
の
返
還
を
請
求
し
た
（
肯
定
）。

（
75
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。I.M

.B

名
義
で
原
告
銀

行
に
あ
る
二
つ
の
勘
定
に
関
す
る
多
数
の
競
合
す
る
請
求
権
（
振

込
詐
欺
に
あ
っ
た
多
数
の
被
欺
罔
者
と
真
の
顧
客
の
そ
れ
）
を
め

ぐ
り
、
原
告
銀
行
が
競
合
権
利
者
確
定
手
続
を
申
し
立
て
た
。
被

欺
罔
者
は
、
詐
欺
お
よ
び
錯
誤
に
基
づ
き
擬
制
信
託
が
成
立
す
る

と
し
て
、
優
先
的
保
護
を
主
張
し
た
（
肯
定
）。

（
76
）
事
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
投
資
家
は
、
欺
罔
者
の

欺
罔
行
為
に
よ
り
錯
誤
に
陥
り
、
多
額
の
金
銭
を
欺
罔
者
に
支
払

い
、
そ
の
後
、
詐
欺
を
理
由
に
当
該
契
約
を
取
消
し
、
支
払
っ
た

金
銭
ま
た
は
当
該
金
銭
で
購
入
し
た
物
（
代
償
財
産
）
の
返
還
を

請
求
し
た
（
肯
定
）。

（
77
）
な
お
、
無
効
事
由
と
し
て
は
、
双
方
錯
誤
に
あ
た
る
場
合
や
錯

誤
の
内
容
が
基
本
的
錯
誤
に
該
当
す
る
場
合
（
具
体
的
に
は
、
あ

受
領
者
の
同
一
性
の
錯
誤
、
い
譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
同
一
性
の
錯

誤
で
あ
る
〔
も
っ
と
も
、
金
銭
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
さ
れ

た
財
産
の
同
一
性
は
、
例
外
的
な
場
合
［
金
銭
を
商
品
と
し
て
販

売
し
た
場
合
］
を
除
き
、
問
題
に
な
ら
な
い
〕、
う
量
の
錯
誤
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
取
消
事
由
と
し
て
は
、
錯
誤
が

相
手
方
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
（
誘
発
的
錯
誤
〔
善
意
不

実
表
示
に
よ
る
場
合
と
悪
意
不
実
表
示
に
よ
る
場
合
に
分
か
れ

る
〕）
や
強
迫
・
不
当
威
圧
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、

F
o

x, supra note 51, Ch. 486

な
ど
参
照
。

（
78
）[1996] A

.C. 669, at 689 (per Lord Goff).

（
79
）[1995] 1 A

.C. 74, at 102.

（
80
）[1996] A

.C. 669, at 705 (per Lord Brow
ne-W

ilkinson).

（
81
）Id. at 683-4 (per Lord Goff).

（
82
）[2003] 1 Lloyds Rep.341, para. [229].

（
83
）D

avid Fox, T
he T

ransfer of L
egal T

itle to M
oney, 

[1996] R.L.R. 60, at 66. 
（
84
）Ibid. 

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お

い
て
、
必
ず
し
も
厳
密
に
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
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指
摘
も
み
ら
れ
る
（m

CC
o

Rm
a

Ck, supra note 40, at 91

）。

（
85
）
厳
密
に
は
、
不
実
表
示
が
①
悪
意
不
実
表
示
（
詐
欺
に
よ
る
事

実
と
は
異
な
る
表
示
）
か
②
善
意
不
実
表
示
（
善
意
な
い
し
過
失

に
よ
る
事
実
と
は
異
な
る
表
示
）
か
に
よ
り
取
消
し
の
方
法
及
び

帰
属
す
る
所
有
権
の
形
態
に
差
異
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の

場
合
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
取
消
し
に
よ
り
、
い
っ
た
ん
受

領
者
に
移
転
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
所
有
権
の
復
帰
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
②
の
場
合
に
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上

の
取
消
し
に
よ
り
、
自
己
へ
の
（
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
）
所
有
権
の

復
帰
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
86
）
も
っ
と
も
、
大
陸
法
と
異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
取
消
前

に
善
意
有
償
取
得
者
が
登
場
す
る
と
、取
消
権
自
体
が
消
滅
す
る
。

取
消
し
と
善
意
有
償
取
得
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Birke 

H
äcker, R

escission and T
hird P

arty R
ights, [2006] R.

L.R. 21; do., supra note 22, Ch.7

が
詳
し
い
。

（
87
）b

iRk
s, supra note 19, at 378

～; do., O
verview

: T
racing, 

Claim
ing and D

efences, in:  P
et

eR b
iRk

s ed., l
a

u
n

d
eRin

g 
a

n
d t

Ra
Cin

g (O
xford U

.P., 1995) 311

～
参
照
。Bryan, supra 

note 23, at 274

も
同
旨
。
さ
ら
に
、
今
日
で
は
、
判
例
の
判
決

文
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、［
１
］
事
件
〔at 714 [per 

Lord Brow
ne-W

ilkinson]

〕）。

（
88
）
さ
ら
にBirks

は
、
晩
年
の
著
書
に
お
い
て
、
明
確
に
、
原
状

回
復
法
（Birks

の
語
法
に
従
う
と
、
不
当
利
得
法
）
を
所
有
権

の
創
設
を
支
配
す
る
原
理
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
ま
で
に
至

る
。Birks

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
た
と
え
法
体
系
の
中

に
不
当
利
得
（
返
還
請
求
権
）
に
対
人
的
効
果
し
か
付
与
し
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、
不
当
利
得
（
返

還
請
求
権
）
に
対
物
的
効
果
が
与
え
ら
れ
な
い
論
理
的
理
由
は
な

い
」（b

iRk
s, supra note 60, at 32-33

）。
不
当
利
得
の
効
果
を

対
人
的
効
果
（≒

債
権
）
に
制
限
す
る
大
陸
法
体
系
に
対
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
法
は
独
自
の
立
場
を
維
持
す
べ
き
と
のBirks

の
主
張

の
現
れ
で
あ
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、Birks

に
よ
れ

ば
、
原
状
回
復
請
求
権
（Birks

の
語
法
に
従
う
と
、
不
当
利
得

返
還
請
求
権
）
は
当
然
に
優
先
的
保
護
を
受
け
る
権
利
と
し
て
理

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
対
物
〔
世
〕
的
効
果
に
つ
い
て
は
、

b
iRk

s, supra note 60, ch.8 

参
照
）。

（
89
）Peter Birks, T

he E
nd of the R

em
edial C

onstructive 
T

rust?, 12  t
Ru

st l
a

w in
t

eRn
a

t
io

n
a

l 202 (1998). 

ま
た
、

b
iRk

s, supra note 60, at 181

～
も
参
照
。

（
90
）
と
い
う
の
も
、
所
有
権
が
帰
属
し
な
い
弁
済
者
に
対
物
的
保
護

（
＝
物
的
救
済
）
を
与
え
る
こ
と
は
、
受
領
者
に
帰
属
す
る
財
産

を
弁
済
者
に
割
り
当
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る

（R
o

t
h

eRh
a

m, supra note 57

）。
こ
の
よ
う
な
物
的
救
済
は
、

再
分
配
的
物
的
救
済
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
救
済

手
段
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

（
91
）Birks, supra note 89, at 214. 

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
方
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法
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、W

illiam
 Sw

adling, Policy 
A

rgum
ents for P

roprietary R
estitution, in:  s

im
o

n 
d

egelin
g et a

l. ed
s., u

n
ju

st e
n

RiCh
m

en
t in C

o
m

m
eRCia

l 
l

a
w (A

ustralasia Law
 book Co, 2008) 377

～
の
ほ
か
、

H
äcker, supra note 22, at 126

（
原
状
回
復
請
求
権
が
債
務
者

の
破
産
に
お
い
て
優
先
的
保
護
に
値
す
る
か
否
か
を
問
い
、
そ
し

て
、
そ
れ
に
従
っ
て
所
有
権
を
「
課
す
」
こ
と
は
、
本
末
転
倒
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
所
有
権
の
存
在
は
、
破
産
法
の
問
題
を
超

え
る
潜
在
的
な
影
響
力
を
持
つ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
政

策
的
決
定
は
国
会
に
委
ね
ら
れ
る
方
が
よ
い
、
と
指
摘
す
る
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。

（
92
）
な
お
、
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
の

中
に
も
み
ら
れ
る
。

　
　
　

 　

あ
な
た
が
、
物
的
権
利
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
Ａ
に
対
し
て

物
的
権
利
を
与
え
る
こ
と
は
、
Ｂ
か
ら
物
的
権
利
を
奪
う
こ
と

な
し
に
は
、
で
き
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、
国
会
の
許

可
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
よ
う
に
す
る
権
限
を
有
し
な
い

（Re Polly Peck (N
o 2), [1998] 3 A

ll ER 812, at 825

）。

（
93
）
法
形
式
主
義
が
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
お
よ
びBirks

の
議
論
に
及

ぼ
す
影
響
力
の
強
さ
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
けRotherham

が

強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（R

o
t

h
eRh

a
m, supra note 57, Ch.2 

&
 Ch.15

参
照
）。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
法
形
式
主
義

一
般
に
関
し
て
は
、
深
田
三
徳
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
法
の
完
成
期
か

ら
変
容
期
へ
の
問
題
（
上
）
─
─
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較

的
視
点
か
ら
す
る
研
究
ノ
ー
ト
」同
法
二
五
巻
二
号（
一
九
七
四
）

一
三
三
頁
以
下
、
ジ
ョ
セ
フ
・
マ
カ
ヘ
リ
（
戒
能
通
厚
＝
石
田
眞

訳
）「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
批
判
法
学
」
法
の
科
学
二
〇
巻
（
一

九
九
二
）
一
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
94
）
具
体
的
に
は
、
受
託
者
に
よ
る
（
ⅰ
）
信
託
財
産
と
他
の
財
産

の
混
和
、（
ⅱ
）
信
託
財
産
の
不
当
処
分
、（
ⅲ
）
信
託
財
産
の
自

己
取
引
、（
ⅳ
）信
託
財
産
な
い
し
受
託
者
た
る
地
位
か
ら
の
取
得
、

が
挙
げ
ら
れ
る
（
道
垣
内
・
前
掲
書
注
（
55
）
五
九
頁
）。
こ
れ

ら
の
物
的
救
済
に
つ
い
て
は
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
著
（
ト
ラ
ス
ト
六

〇
・
エ
ク
イ
テ
ィ
研
究
会
訳
）『
エ
ク
イ
テ
ィ
』（
有
斐
閣
、
一
九

九
一
）
一
七
九
頁
以
下
、
森
泉
章
編
『
イ
ギ
リ
ス
信
託
法
原
理
の

研
究
─
─
Ｆ
・
Ｗ
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
諸
説
を
通
じ
て
』（
学
陽

書
房
、
一
九
九
二
）
七
七
頁
以
下
、
海
原
文
雄
『
英
米
信
託
法
概

論
』（
有
信
堂
、
一
九
九
八
）
二
四
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
95
）
例
え
ば
、
他
人
の
財
産
を
騙
取
し
た
場
合
や
横
領
し
た
場
合
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
的
救
済
に
つ
い
て
は
、
松
岡
・
前
掲
注

（
16
）三
六
二
頁
以
下
参
照
。Cham

ber, supra note 66 

も
参
照
。

（
96
）
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
特
定
性
（
同
一
識
別
性
）
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、「
問
題
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
客
体
と
元
の
財
産
の

間
に
価
値
的
な
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
を
指
す
（
松
岡
・

前
掲
注
（
16
）
三
六
〇
頁
）。

（
97
）
例
え
ば
、Re H

allett’s Estate, (1880) 13 Ch.D
, 696 (Court 
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of A
ppeal).

（
98
）
例
え
ば
、Peter Birks, Change of Position: the N

ature 
of the D

efense and its R
elationship to O

ther 
R

estitutionary D
efenses, in:  m

it
C

h
e

ll m
C

in
n

e
s e

d., 
R

e
st

it
u

t
io

n: d
e

v
e

l
o

P
m

e
n

t
s 

in u
n

ju
st e

n
R

iC
h

m
e

n
t 

(A
ustralasia Law

 Book Co., 1996) 71

～. 

特
定
性
が
要
求
さ

れ
る
理
由
と
し
て
は
、（
ⅰ
）
所
有
権
は
、
特
定
の
物
の
存
在
を

前
提
と
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
に
要
求
す
る
と
い
う
も

の
（F

o
x, supra note 51, at 238

、［
５
］
判
決
〔[1995] 1 A

.C. 
74 at 92

〕
に
お
い
て
、M

ustill
卿
は
「
誰
も
そ
の
所
有
権
が
ど

の
動
産
に
関
係
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
き
、
動
産
に
対
す
る
権
原

（title

）
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
物
の
性
質

か
ら
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
る
）、（
ⅱ
）
優
先
的
保
護
を
認
め
る

合
意
に
よ
る
担
保
権
や
合
意
に
よ
ら
な
い
担
保
権
に
お
い
て
特
定

性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
物
的
救
済
の
場
面

に
お
い
て
も
特
定
性
は
要
求
さ
れ
る
と
解
す
る
も
の
（Richard 

Calnan, P
roprietary R

em
edies for U

njust E
nrichm

ent 
in:  a

n
d

R
e

w
 b

u
R

R
o

w
s &

 e
d

w
in P

e
e

l e
d

s., C
o

m
m

e
R

C
ia

l 
R

e
m

e
d

ie
s: C

u
R

R
e

n
t issu

e
s a

n
d P

R
o

b
le

m
s (O

xford U
.P., 

2003) 179

～;do., supra note 23 (Im
posing P

roprietary 
R

ights), at 4

〔
当
事
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
物
的
権
利
の
付
与

の
要
件
は
、
意
思
の
要
件
を
除
き
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
物
的

権
利
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
、
と
主
張
す
る
〕）、（
ⅲ
）
擬
制
信
託
も
信
託
の
一
種
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
特
定
の
物
の
存
在
を
当
然
の
前
提
と
解
す
る
も
の

（Sm
ith, supra note 18, at 293

）、（
ⅳ
）
手
続
上
の
理
由
（
立

証
の
問
題
や
訴
訟
コ
ス
ト
）
か
ら
特
定
性
を
要
求
す
る
と
い
う
も

の
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
99
）Calnan, supra note 98, at 179, 183. 

（
100
）Id. at 179.

（
101
）Gareth Jones, R

em
edies for R

ecovery of M
oney Paid 

by M
istake, 39 (2) C.L.J. 275 (1980). 

（
102
）
代
償
財
産
と
は
、
原
財
産
を
処
分
し
た
こ
と
に
よ
り
、
処
分
者

が
第
三
者
か
ら
反
対
給
付
と
し
て
受
領
す
る
も
の
を
指
す
。
売
得

金
（proceeds

）、生
成
物
（product

）、交
換
生
成
物
（exchange 

product

）
と
も
表
現
さ
れ
る
。
な
お
、
代
償
財
産
の
う
ち
、
原

財
産
の
み
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
代
償
財
産
（
後
述
の
（
β
）
類

型
）
は
、「
純
粋
型
代
償
財
産
（clean substitutions

）」
と
い

わ
れ
、
他
方
、
混
和
物
の
一
部
な
い
し
全
部
を
用
い
て
取
得
さ
れ

た
代
償
財
産
（
後
述
の
（
σ
）
類
型
）
は
、「
混
和
型
代
償
財
産

（m
ixed substitutions

）」
と
い
わ
れ
る
（
例
え
ば
、Sm

ith, supra 
note 51, ch.4 and ch.5, M

itchell, supra note 22, at 178

～, 
Burrow

s, supra note 56, at 123

～
）。

（
103
）
例
え
ば
、
先
述
［
10
］
判
決
が
こ
の
類
型
に
あ
た
る
。
こ
の
事

件
で
は
、
受
領
者
の
銀
行
口
座
に
入
金
さ
れ
た
も
の
の
、
当
該
口

座
に
受
領
者
自
身
の
金
銭
が
存
在
せ
ず
、
受
領
者
自
身
の
金
銭
と
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の
混
和
の
問
題
は
生
じ
ず
、
か
つ
代
償
財
産
も
生
じ
て
い
な
か
っ

た
。

（
104
）Foskett v. M

cK
eow

n, [2001] 1 A
.C. 102, at 127 (per 

Lord M
illett).

（
105
）T

ayler v. Plum
er, (1815) 3 M

 &
 S 562.

（
106
）Foskett v. M

cK
eow

n, [2001] 1 A
.C. 102, at 127 (per 

Lord M
illett)

（
107
）
こ
う
し
た
区
別
は
、Sm

ith, supra note 51

を
嚆
矢
と
す
る
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
両
者
を
区
別
し
て
用
い
る
。
以
下
、
本
稿
に

お
い
て
「
追
及
」
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
に
は
、
別
段
の
表
記

が
な
い
限
り
、「（
狭
義
の
）
追
及
」
を
意
味
す
る
。

（
108
）Boscaw

en v. Bajw
a, [1996] 1 W

LR 328, at 334 (per 
M

illett LJ).

（
109
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
ル
ー
ル
が
錯
誤
に
よ
る

弁
済
の
場
面
に
お
い
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
の
仮
定
の
も
と
で

論
じ
る
。
な
お
、
以
下
で
は
、
物
的
救
済
を
求
め
る
も
の
を
「
弁

済
者
」、そ
の
相
手
方
と
な
る
も
の
を
「
受
領
者
」
と
表
記
す
る
。

（
110
）
以
下
の
記
述
は
、m

it
Ch

ell et a
l., supra note 22, Ch.7

に

負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
111
）
代
償
財
産
に
対
す
る
追
及
に
関
し
て
は
、Sm

ith, supra note 
51,Ch4; Sim

on Evans, R
ethinking tracing and the law

 of 
restitution, 115 L.Q

.R. 469, at 470 (1999); Fox, supra note 
57, at 55

～; P
e

t
e

R ja
F

F
e

y, t
h

e n
a

t
u

R
e a

n
d s

C
o

Pe o
F 

R
est

it
u

t
io

n (H
art Publishing, 2000) 294

～; P
et

eR ja
FFey, 

P
Riv

a
t

e l
a

w a
n

d P
Ro

PRiet
a

Ry C
la

im
s (H

art Publishing, 
2007) 159

～
（
以
下
、
前
者
をja

FFey
①

、
後
者
をja

FFey

②

と
し
て
引
用
す
る
）; R

o
t

h
eRh

a
m, supra note 57, at 57

～；
h

ä
Ck

eR, supra note 22, Ch.8

な
ど
参
照
。

（
112
）T

aylor v. Plum
er, (1803) 3 M

aul &
 Sel 562, 105 ER 

721. 

（
委
託
者
が
一
定
の
株
の
購
入
の
た
め
に
受
託
者
に
金
銭
を

預
け
た
後
に
、
当
該
受
託
者
が
目
的
外
の
証
券
等
を
購
入
し
他
後

に
、
逃
亡
を
図
っ
た
も
の
の
、
委
託
者
に
つ
か
ま
り
、
委
託
者
が

当
該
証
券
等
を
奪
っ
た
。
そ
の
後
、
破
産
し
た
委
託
者
の
他
の
債

権
者
が
当
該
証
券
等
の
返
還
を
求
め
た
事
案
〔
否
定
〕）。

（
113
）
混
和
物
へ
の
追
及
に
関
し
て
は
、s

m
it

h, supra note 51, 
Ch.6；ja

FFey
①

, supra note 111, at 300

～；F
o

x, supra note 
51, Ch.7；b

u
RRo

w
s, supra note 56, Ch.8

の
ほ
か
、
海
原
・
前

掲
書
注
（
104
）
二
四
八
頁
以
下
も
参
照
。

（
114
）
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
区
別
に
対
し
て
は
、
近
時
、
か
な
り
の

批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、b

u
RRo

w
s, supra note 56, 

at 120-1. 

さ
ら
に
、Foskett v. M

cK
eow

n [2001] 1 A
.C. 

102 at 113, 128-9 (per Lord Steyn and M
illett

〔
た
だ
し
、

傍
論
〕）。

（
115
）
例
え
ば
、
石
油
や
綿
花
な
ど
が
混
和
し
た
場
合
に
は
、
混
和
物

を
構
成
す
る
各
寄
与
者
は
、
所
有
権
者
と
み
な
さ
れ
、
寄
与
の
割

合
に
応
じ
て
持
分
権
が
与
え
ら
れ
る（Sm

ith, supra note 

（51

）, 
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at 164

）。

（
116
）T

aylor v. Plum
er, (1803) 3 M

aul &
 Sel 562, 105 ER 

721
を
嚆
矢
と
し
、
前
述
の
［
11
］
事
件
（Banque Belge pour 

l’Etrnger v. H
am

brouck, [1921] 1K
B 321, 327-28 (CA

) 

〔per Bankes LJ

〕）
及
び
［
１
］
事
件
（W

estdeutsche 
Landesbank Girozentrale v. Islington LBC, [1996] A

.C. 
669, at 917 

〔per Lord H
obhouse

〕）
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。

（
117
）
判
例
の
推
移
に
つ
い
て
は
、Fox, supra note 51, at 248-50, 

Calnan, supra note 23 (Proprietary R
ights in Insolvency), 

at 300-15

が
詳
し
い
。

（
118
）Re H

allett’s Estate, (1880) 13 Ch D
 696

（
投
資
の
た
め

に
金
銭
を
預
か
っ
た
代
理
人
が
自
己
の
固
有
財
産
と
当
該
金
銭
を

混
和
し
た
後
に
死
亡
し
た
際
に
、
委
託
者
が
遺
産
の
清
算
に
お
い

て
当
該
代
理
人
の
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
支
払
い
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案〔
肯
定
〕。判
決
は
、

信
託
の
受
託
者
で
は
な
い
代
理
人
に
も
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
追
及
を

認
め
る
と
し
た
上
で
、
証
拠
上
の
推
定
ル
ー
ル
を
用
い
て
、
ま
ず

混
和
物
が
本
人
の
財
産
で
あ
る
と
推
定
し
、
本
人
が
返
還
を
受
け

た
後
に
、
残
っ
て
い
る
財
産
が
あ
る
場
合
の
み
、
他
の
債
権
者
が

支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
）.

（
119
）Sinclair v. B

rougham
, [1914] A

.C
. 398, at 421; R

e 
D

iplock, [1948] Ch. 465, at 536-537; A
gip (A

frica) Ltd v. 
Jackson, [1991] Ch 547, at 566 (CA

) 

〔Fox LJ

〕

（
120
）Re H

allett’s Estate, (1880) 13 Ch.D
. 696, at 727 (per 

Jessel M
R).

（
121
）Re O

atw
ay, [1903] 2 Ch. 356, at 360 (per Joyce J).

（
122
）Jam

es Roscoe (Bolton) Ltd v. W
inder, [1915] 1 Ch 62 

(Ch.D
). 

松
岡
・
前
掲
注
（
16
）
三
七
四
頁
も
参
照
。

（
123
）Re B.A

. Peters Plc (In A
dm

inistration), [2008] EW
H

C 
2205 (Ch); [2008] B.P.I.P. 1180, at [18] and [46]-[47]. 

も
っ

と
も
、
後
者
の
証
明
責
任
は
原
告
に
あ
り
、
裁
判
所
は
被
告
が
信

託
の
受
託
者
の
場
合
で
す
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
思
を
推
定
す
る
こ

と
は
し
な
い
た
め
、
適
用
範
囲
は
狭
い
と
さ
れ
る
（
そ
の
背
景
に

は
、被
告
の
他
の
債
権
者
の
保
護
と
い
う
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
る
）

〔s
Co

t
t, supra note 52, at 3636

～
〕）。

（
124
）
先
述
の
［
６
］
判
決
（Sinclair v. Brougham

, [1914] A
C 

398 (H
L)

）
の
ほ
か
、Re D

iplick,

［1948

］Ch. 465；Foskett v. 
M

cK
eow

n, [2000] 1 A
C 102

な
ど
。

（
125
）Foskett v. M

cK
eow

n, [2000] 1 A
C 102, at 132 

〔per 
Lord M

illett

〕.

（
126
）Clayton’s Case, (1816) 1 M

er 572, 35 ER 781.

（
127
）Barlow

 Clow
es International Ltd v. V

aughan, [1992] 4 
A

ll E.R. 22 (Court of A
ppeal)

（
投
資
詐
欺
に
よ
る
加
害
者
会

社
の
清
算
に
お
け
る
被
害
者
間
で
の
財
産
の
分
配
方
法
が
問
題
と

な
っ
た
事
案
）.

（
128
）
三
つ
の
ル
ー
ル
の
差
異
を
具
体
的
に
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
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あ
る
。
例
え
ば
、
被
告
が
原
告
Ａ
の
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
及
び
原
告

Ｂ
の
四
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
残
額
ゼ
ロ
の
当
座
預
金
口
座
に
入
金
し

た
と
す
る
。
被
告
は
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
引
き
出
し
、そ
れ
を
失
う
。

そ
の
後
、
被
告
は
、
一
〇
倍
に
価
値
が
増
加
す
る
株
式
を
購
入
す

る
た
め
に
原
告
Ｃ
の
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
入
金
す
る
（
そ
の
後
使

用
す
る
）。
さ
ら
に
、
残
り
の
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
引
き
出
し
、

失
う
と
す
る
。
ま
ず  
段
階
的
な
負
担
ル
ー
ル  

に
よ
れ
ば
、
最
初

の
損
失
〔
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
〕
は
、
Ａ
と
Ｂ
に
よ
り
一
対
二
の
割

合
で
負
担
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
Ｃ
は
全
く
負
担
し
な
い
）。

次
の
預
金
後
の
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
は
、
Ａ
と
Ｂ
と
Ｃ
に
一
対
二
対

三
の
割
合
で
帰
す
る
（
三
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
価
値
の
あ
る
株
式

は
、
Ａ
に
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
、
Ｂ
に
一
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
、
Ｃ
に

一
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
づ
つ
帰
す
る
）。
次
に  
按
分
比
例
ル
ー
ル  

に

よ
れ
ば
、
三
〇
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
価
値
の
株
式
は
、
二
対
四
対
三

の
割
合
で
、
配
分
さ
れ
る
。
最
後
に
、  

先
入
れ
先
出
し
ル
ー
ル  

に

よ
れ
ば
、
Ａ
の
金
銭
は
失
わ
れ
、
Ｂ
の
金
銭
の
う
ち
一
〇
〇
〇
ポ

ン
ド
は
失
わ
れ
、
す
べ
て
の
株
式
は
Ｂ
に
帰
属
し
Ｃ
の
金
銭
は
す

べ
て
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、m

it
Ch

ell 
et a

l., supra note 22, 181

～
参
照
。

（
129
）Re D
iplick, [1948] Ch. 465 at 524, and 539.

（
130
）
こ
う
し
た
理
解
は
、Re D

iplock

事
件
の
控
訴
院
判
決
が
述

べ
る
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

 　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、厳
格
な
物
質
主
義
的
方
法（m

aterialistic 

w
ay

）
で
〔
追
及
に
〕
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、

あ
る
物
と
他
の
物
の
「
物
理
的
な
」
特
定
と
お
お
よ
そ
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
の
み
で
き
る
。
コ
モ
ン
・

ロ
ー
は
、
あ
る
人
の
金
銭
を
他
の
人
の
金
銭
と
混
和
し
て
い
な

い
限
り
で
、
特
定
可
能
な
も
の
（identifiable

）
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
他
の
金
銭
の
混
和
が
な
い

限
り
で
、
金
銭
を
当
該
金
銭
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
他
の
種
類
の

金
銭
と
同
一
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（[1948] Ch. 

465 at 518

）。

　
　
　

 　
〔
こ
れ
に
対
し
〕
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
よ
り
抽
象
的

（m
etaphysical

）な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。
エ
ク
イ
テ
ィ

は
、
一
定
の
目
的
の
た
め
に
継
続
し
て
分
離
し
て
存
在
す
る
と

み
な
さ
れ
る
二
つ
以
上
の
資
金
の
混
和
か
ら
な
る
混
合
物
を
合

成
の
資
金
と
み
な
す
際
に
困
難
性
を
見
出
さ
な
い
。
エ
ク
イ

テ
ィ
は
、
そ
の
混
合
物
を
適
切
な
状
況
に
お
い
て
、
構
成
部
分

に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
す
（[1948] Ch. 465 at 

520

）。

（
131
）F

o
x, supra note 51, 240, 246. 

（
132
）Id. at 246, 261, 

さ
ら
に269-273.

（
133
）「
金
銭
に
目
印
な
し
」
の
ル
ー
ル
に
よ
り
、
金
銭
に
対
す
る
よ

り
強
い
競
合
す
る
権
原
を
証
明
す
る
負
担
は
、
奪
わ
れ
た
所
有
者

（
真
の
所
有
者
）
に
の
し
か
か
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
所
有

者
の
金
銭
に
対
す
る
目
印
を
欠
く
た
め
に
、
所
有
者
は
、
特
定
の
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金
銭
に
対
す
る
よ
り
強
い
権
原
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
さ
れ
る
（Id. at 243-244

）。

（
134
）
も
っ
と
も
、こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ

て
は
、
学
説
上
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、Fox

に
よ

れ
ば
、「
金
銭
に
目
印
な
し
」
と
い
う
ル
ー
ル
が
現
代
経
済
に
お

い
て
金
銭
の
効
率
的
な
流
通
に
と
っ
て
い
ま
だ
に
要
求
さ
れ
る
か

は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
す
る（Id. at 247

）。
と
い
う
の
も
、

こ
の
ル
ー
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
善
意
有
償
取
得
原
理
が

承
認
さ
れ
る
以
前
に
金
銭
の
第
三
取
得
者
を
保
護
す
る
た
め
に
機

能
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
原
理
が
承
認
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て

は
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（Id. at 

262

）。

（
135
）Id. at 247, 273； h

ä
Ck

eR, supra note 22, at 280.

（
136
）ja

FFey
②

, supra note 111, at 169

（
弁
済
者
が
損
失
を
被

る
の
は
、
受
領
者
が
地
位
変
更
を
し
た
場
合
の
み
で
あ
る
と
す

る
）.

松
岡
・
前
掲
注
（
16
）
三
七
〇
頁
も
参
照
。
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い
わ
ゆ
る
“
仮
想
財
産
”
の
民
法
的
保
護
に
関
す
る
一
考
察
（
三
・
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─ 
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
内
の
デ
ー
タ
保
護
に
ま
つ
わ
る
米
中
の
議
論
を
参
考
に 

─
─

角　

本　

和　

理

研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
　

目　
　

次

序
章

　

第
一
節　

問
題
の
所
在

　

第
二
節　

比
較
法
の
対
象
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第
三
節　

本
稿
の
構
成

第
一
章　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仮
想
財
産
の
所
有
法
に
よ
る
保
護
の
主
張

　

第
一
節　

序
説

　

第
二
節　

仮
想
財
産
の
所
有
法
に
よ
る
保
護
の
必
要
性
の
提
起

　

第
三
節　

ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
を
基
礎
と
し
た
考
え

　

第
四
節　

ロ
ッ
ク
の
労
働
理
論
を
基
礎
と
し
た
考
え

　

第
五
節　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
格
理
論
を
基
礎
と
し
た
考
え

　

第
六
節　

所
有
法
説
に
対
す
る
批
判

　

第
七
節　

本
章
の
ま
と
め 

（
以
上
、
六
五
巻
三
号
）

第
二
章　

中
国
に
お
け
る
仮
想
財
産
の
民
法
的
保
護
に
関
す
る
議
論
の
展
開

　

第
一
節　

序
説

　

第
二
節　

仮
想
財
産
に
関
す
る
裁
判
例
の
検
討

　

第
三
節　

仮
想
財
産
に
関
す
る
ユ
ー
ザ
の
権
利
を
物
権
と
構
成
す
る
考
え

　

第
四
節　

物
権
法
を
準
用
す
る
準
物
権
が
ユ
ー
ザ
に
帰
属
す
る
と
す
る
考
え

　

第
五
節　

仮
想
財
産
に
関
す
る
ユ
ー
ザ
の
権
利
を
債
権
と
構
成
す
る
考
え

　

第
六
節　

本
章
の
ま
と
め 

（
以
上
、
六
五
巻
四
号
）

第
三
章　

若
干
の
考
察
─
─
日
本
法
に
お
け
る
仮
想
財
産
の
民
法
的
保
護
の
在
り
方

　

第
一
節　

序
説

　

第
二
節　

日
本
法
に
お
け
る
無
体
物
の
民
法
的
保
護
に
関
す
る
従
来
の
議
論

　

第
三
節　

米
中
両
国
の
議
論
の
ま
と
め
─
─
日
本
法
へ
の
示
唆
と
し
て

　

第
四
節　

試
論

　

第
五
節　

本
稿
の
ま
と
め

　

第
六
節　

残
さ
れ
た
課
題 

（
以
上
、
本
号
）
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第
三
章　

若
干
の
考
察
─
─
日
本
法
に
お
け
る
仮
想

財
産
の
民
法
的
保
護
の
在
り
方

第
一
節　

序
説

　

以
上
、
第
一
章
及
び
第
二
章
に
お
い
て
、
米
中
両
国
に
お
け
る
仮
想
財

産
の
民
法
的
保
護
に
関
す
る
議
論
を
み
て
き
た
。
本
章
で
は
、
両
国
の
議

論
を
参
考
に
し
つ
つ
、
日
本
に
お
け
る
仮
想
財
産
の
民
法
的
保
護
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

　

ま
ず
、
第
二
節
に
お
い
て
は
、
日
本
法
に
お
け
る
無
体
物
の
民
法
的
保

護
に
関
す
る
従
来
の
議
論
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、
新
し
い
無
体
財
の

民
法
的
保
護
─
─
物
権
的
保
護
か
、
債
権
的
保
護
か
─
─
に
つ
い
て
は
、

当
該
無
体
財
の
性
質
や
問
題
の
態
様
に
あ
わ
せ
て
適
宜
対
応
す
る
こ
と
が

志
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

次
に
、
第
三
節
に
お
い
て
は
、
海
外
で
展
開
さ
れ
る
議
論
を
参
考
に
、

仮
想
財
産
の
法
的
性
質
、
そ
の
利
用
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
具
体
的
態
様
、

そ
こ
に
お
け
る
ユ
ー
ザ
の
権
限
の
保
護
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

そ
の
後
、
第
四
節
に
お
い
て
は
、
第
三
節
で
明
ら
か
に
し
た
問
題
点
に

つ
い
て
、
日
本
法
に
お
け
る
解
決
の
方
途
を
検
討
し
て
い
く
。

　

最
後
に
、
第
五
節
に
お
い
て
本
稿
の
ま
と
め
を
行
い
、
第
六
節
に
お
い

て
、
本
稿
で
検
討
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
残
さ
れ

た
課
題
と
し
て
触
れ
た
上
で
、
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
す
る
。

第
二
節 　

日
本
法
に
お
け
る
無
体
物
の
民
法
的
保
護
に
関
す
る

従
来
の
議
論

　

一　

起
草
者
の
見
解

　

か
つ
て
、
旧
民
法
財
産
編
で
は
、
そ
の
六
条
に
お
い
て
、「
物
ニ
ハ
有

体
ナ
ル
有
リ
無
体
ナ
ル
有
リ
」（
第
一
項
）
と
規
定
し
た
上
、続
け
て
、「
有

体
物
ト
ハ
人
ノ
感
官
ニ
触
ル
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
即
チ
地
所
、
建
物
、
動
物
、

器
具
ノ
如
シ　
（
第
二
項
）　

無
体
物
ト
ハ
智
能
ノ
ミ
ヲ
以
テ
理
会
ス
ル
モ

ノ
ヲ
謂
フ
即
チ
左
ノ
如
シ　

第
一　

物
権
及
ヒ
人
権　

第
二　

著
述
者
、

技
術
者
及
ヒ
発
明
者
ノ
権
利　

第
三　

解
散
シ
タ
ル
会
社
又
ハ
清
算
中
ナ

ル
共
通
ニ
属
ス
ル
財
産
及
ヒ
債
務
ノ
包
括
」
と
い
う
よ
う
に
定
義
し
、
か

つ
例
示
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、現
行
民
法
八
五
条
は
、「
こ
の
法
律
に
お
い
て『
物
』と
は
、

有
体
物
を
い
う
。」
と
し
、
無
体
物
を
物
権
の
客
体
た
る
物
概
念
か
ら
あ

え
て
排
斥
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
四
点
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
①
も
し
権
利
（
無
体
物
）
も
「
物
」
だ
と
す
る
と
、
権
利
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の
上
に
所
有
権
が
成
立
し
う
る
こ
と
と
な
っ
て
甚
だ
奇
異
な
結
果
を
招
く

こ
と
に
な
り
、②「
物
」と
い
う
こ
と
ば
は
多
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
意
味
が
旧
民
法
に
お
け
る
意
味
と
大
き
く
異
な
る
以
上
は
、
そ
の
旨

を
明
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
③
物
と
は
有
体
物
を
い
う
と
定
義
し
て

お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
体
物
に
関
す
る
規
定
を
掲
げ
る
各
条
文
に
い
ち

い
ち
「
有
体
」
と
い
う
形
容
詞
を
附
加
す
る
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
、

④
「
有
体
物
」
に
限
る
と
し
た
ほ
う
が
、
普
通
の
感
念
に
も
適
い
近
来
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
例
に
も
適
う
か
ら
で
あ（

１
）る

。
そ
し
て
、
起
草
者
は
、

無
体
物
に
も
有
体
物
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
べ
き
場
合
に
は
、
特
別
の

規
定
を
設
け
て
そ
の
旨
を
定
め
る
べ
き
だ
と
の
立
場
を
と
っ
て
い（

２
）た

。

　

二　

有
体
性
を
重
視
す
る
見
解

　

上
記
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
制
定
さ
れ
た
条
文
を
、
表
現
に
忠
実
に
理

解
し
、
有
体
性
を
重
視
す
る
見
解
は
、
一
般
に
、
八
五
条
に
い
う
有
体
物

と
は
空
間
の
一
部
を
占
め
る
有
形
的
存
在
で
あ
る
、
と
説（

３
）く

。
こ
れ
は
、

外
界
の
一
部
で
あ
っ
て
人
の
五
官
に
よ
り
知
覚
さ
れ
う
る
形
態
を
有
す
る

も
の
で
、
物
理
的
考
察
を
中
心
と
す
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
物
理
的
考
察

を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
学
説
に
よ
り
差
異
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
の
う
ち
、
一
般
的
な
考
え
は
、
純
物
理
的
な
考
察
に
基

づ
き
、
有
体
物
と
は
空
間
を
占
め
る
物
質
を
意
味
し
、
あ
る
も
の
が
物
質

で
あ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
物
理
学
上
の
原
則
に
よ
っ
て
こ

れ
を
定
め
、
自
然
界
に
存
在
を
有
す
る
も
の
で
我
々
が
五
官
を
以
て
認
識

し
う
る
現
象
と
い
っ
て
も
、
物
質
（
分
子
）
な
き
も
の
は
「
物
」
で
は
な

い
、
と
す（

４
）る

。
例
え
ば
、
音
響
、
光
線
、
熱
、
物
の
運
動
の
よ
う
な
も
の

は
、
我
々
が
認
識
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
物
質
で
は
な
い
た

め
「
物
」
で
は
な
い
が
、
分
子
の
あ
る
も
の
は
皆
物
で
あ
り
、
瓦
斯
は
気

体
の
有
体
物
で
あ
る
と
い
う
。

　

一
方
で
、
有
体
物
と
は
物
理
的
認
識
の
対
象
と
な
る
物
の
意
味
で
あ
っ

て
、「
有
形
物
た
る
個
体
は
勿
論
、そ
の
他
液
体
の
み
な
ら
ず
、気
体
（
例
、

瓦
斯
）、
電
気
、
光
線
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
苟
も
物
理
的
に
ほ
か
の
物
理

現
象
と
区
別
し
て
認
識
し
、
利
用
処
分
し
得
べ
き
物
体
は
こ
こ
に
云
う
物

で
あ
る
」
と
す
る
も
の
も
あ（

５
）る

。
こ
の
見
解
は
物
理
的
要
素
の
面
か
ら
有

体
性
の
観
念
の
拡
張
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
有
体
性
を
無
視
す
る
に

等
し
い
と
も
い
え（

６
）る

。

　

三　

有
体
性
の
重
視
に
批
判
的
な
見
解

　

有
体
性
の
要
件
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
、こ
こ
で
は
、富
井
政
章
（
敬

称
略
、以
下
同
じ
）、三
潴
信
三
、石
田
文
次
郎
、我
妻
栄
の
見
解
に
つ
い
て
、
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そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
。

三－

一　

富
井
政
章
の
見
解

　

起
草
者
の
一
人
で
あ
る
富
井
は
、
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う

に
自
身
の
見
解
を
展
開
し
て
い（

７
）る

。

　

彼
は
ま
ず
、
お
よ
そ
物
と
い
う
語
に
は
広
狭
二
義
が
あ
っ
て
、
世
俗
普

通
の
見
解
に
よ
れ
ば
物
と
は
有
形
と
無
形
を
問
わ
ず
一
切
の
事
物
を
い
う

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

次
に
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
有
体
物
、
無
体
物
の
区
別
を
認
め
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
ロ
ー
マ
法
で
は
有
体
物
と
所
有
権
を

同
一
視
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
無
体
物
と
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
を
意

味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
近
世
の
観
念
に
お
け
る
物
の
区
別
と
同
様

で
は
な
い
と
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
世
の
学
者
は
往
々
に
し
て
こ

の
区
別
を
敷
衍
し
無
体
物
と
い
う
名
称
の
下
に
一
切
の
権
利
を
物
の
一
種

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
権
利
と
そ
の
目
的
物
と
を
混
同
す
る

謬
見
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
指
摘
す
る
。

　

殊
に
日
本
旧
民
法
に
お
い
て
は
、「
物
」
と
は
無
体
物
即
ち
各
種
の
財

産
権
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
た
結
果
と
し
て
、
一
切
の
物
権
及
び
債
権
は

所
有
権
の
目
的
た
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
し
、
例
え
ば
地
上
権
又
は
債
権

を
有
す
る
と
言
え
ば
そ
の
所
有
権
を
有
す
る
に
他
な
ら
な
い
と
し
た
（
財

六
条
、
三
〇
条
一
項
、
取
二
四
条
一
項
）。
こ
の
規
定
は
一
般
権
利
の
種

別
殊
に
財
産
権
の
一
大
分
類
で
あ
る
物
権
と
債
権
と
の
区
別
を
錯
雑
と
し

た
も
の
と
し
、
物
権
及
び
債
権
を
識
別
す
る
標
準
の
な
い
状
態
に
至
ら
し

め
る
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
新
民
法
に
お
い
て
は
上
記
の
用
例
を
改

め
「
物
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
有
体
物
す
な
わ
ち
一
定
の
空
間
を
占
め
る
物
体

を
い
う
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
（
八
五
条
。
独
九
〇
条
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
主
と
し
て
立
法
上
の
便
宜
か
ら
至
っ
た
結
論
で
あ
っ

て
、
こ
の
改
正
の
結
果
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
物
権
と
は
有
体
物
を
目
的
と

す
る
権
利
と
み
る
に
至
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
理
上
よ
り
考
え
る
に

大
い
に
疑
問
が
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
、現
に
民
法
に
お
い
て
、

準
占
有
、
権
利
質
そ
の
他
数
多
く
の
例
外
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を

も
っ
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
債
権
と
相
対
し
て
財
産
権
の
一
大
分
類

た
る
べ
き
物
権
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、
狭
隘
に
失
す
る
も
の
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
。

三－

二　

三
潴
信
三
の
見
解

　

三
潴
信
三
は
、
物
権
の
客
体
を
有
体
物
と
す
る
点
に
物
権
と
債
権
の
理

論
的
区
別
を
認
め
う
る
と
す
る
考
え
を
批
判
し
、
無
体
物
観
念
の
排
斥
に

関
す
る
疑
念
を
示
し
て
い（

８
）る

。
彼
は
、
い
た
ず
ら
に
理
論
に
拘
泥
し
て
物

権
の
目
的
を
有
体
物
に
限
る
の
は
す
こ
ぶ
る
狭
隘
に
失
す
る
と
い
い
、
債
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権
と
物
権
の
区
別
は
主
と
し
て
対
抗
力
の
如
何
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か

と
主
張
す（

９
）る

。

　

彼
は
ま
ず
、
富
井
と
同
様
に
、
有
体
物
無
体
物
の
区
別
の
標
準
に
関
す

る
各
国
の
立
法
例
並
び
に
学
説
は
大
同
小
異
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
ロ
ー

マ
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も

こ
と
ご
と
く
ロ
ー
マ
法
の
淵
源
に
合
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
と

す
）
（1
（

る
。
そ
し
て
、
民
法
八
五
条
は
、
誤
っ
た
ロ
ー
マ
法
上
の
観
念
を
排
斥

し
た
に
止
ま
る
と
主
張
す

）
（（
（

る
。

　

次
に
、
現
に
「
物
」
と
は
有
体
物
を
い
う
と
規
定
す
る
日
本
民
法
に
お

い
て
も
、
八
六
条
三
項
に
お
い
て
無
記
名
債
権
を
動
産
と
見
做
し
、
そ
の

他
準
占
有
、
準
共
有
、
一
般
の
先
取
特
権
、
権
利
質
、
地
上
権
、
永
小
作

権
の
抵
当
等
を
認
め
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
物
権
を
も
っ
て
有
体
物
上
の

権
利
と
す
る
の
を
原
則
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
い
ず
れ
が
例
外
で
い
ず
れ

が
原
則
な
の
か
を
知
る
に
苦
し
む
と
い

）
（1
（

う
。

　

ま
た
、
当
時
の
最
新
の
立
法
で
あ
る
ス
イ
ス
民
法
七
一
三
条
が
「
動
産

所
有
権
の
目
的
は
性
質
上
の
有
体
動
産
並
び
に
法
律
的
支
配
に
服
し
得
て

且
土
地
に
属
せ
ざ
る
自
然
力
な
り
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
同
じ
く
六
五
五

条
が
「
不
動
産
所
有
権
の
目
的
は
土
地
に
し
て
本
邦
に
お
い
て
土
地
と
は

（
一
）
不
動
産
（
二
）
不
動
産
登
記
簿
に
登
記
せ
ら
る
べ
き
独
立
且
継
続

の
権
利
（
三
）
鉱
業
」
を
い
う
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
日
本
商
法
改
正

法
律
中
に
お
い
て
も
四
一
条
及
び
二
八
四
条
等
に
お
け
る
留
置
権
の
目
的

が
従
来
物
に
限
ら
れ
て
い
た
の
を
拡
張
し
て
有
価
証
券
を
も
加
え
た
こ
と

な
ど
を
参
考
に
、
い
た
ず
ら
に
物
権
の
目
的
を
狭
く
解
し
て
債
権
と
の
区

別
の
主
な
標
準
と
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
理
解
に
苦
し
む
と
す

）
（1
（

る
。

　

さ
ら
に
、
民
法
二
〇
〇
条
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
土
地
の

所
有
権
は
土
地
の
上
下
に
及
ぶ
と
規
定
さ
れ
る
が
、
地
上
と
は
流
動
し
て

定
ま
ら
な
い
空
気
を
指
す
の
で
は
な
く
、
空
中
よ
り
空
気
を
控
除
し
た
部

分
即
ち
空
間
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
果
し
て
今
日
の
立

法
に
い
う
物
権
の
目
的
に
適
合
す
る
だ
ろ
う
か
、と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

有
体
物
と
は
一
定
の
空
間
を
占
め
る
も
の
と
す
る
が
、
空
間
そ
れ
自
体
は

有
体
物
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
物
を
有

体
物
に
限
り
物
権
の
本
質
を
有
体
物
上
の
支
配
と
い
う
点
に
の
み
見
る
こ

と
の
疑
わ
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

）
（1
（

う
。

三－

三　

石
田
文
次
郎
の
見
解

　

石
田
文
次
郎
は
、
民
法
が
物
の
観
念
を
定
め
る
に
つ
い
て
、「
客
体
性
」

を
重
要
視
せ
ず
に
、「
有
体
性
」
を
重
視
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
た
と

主
張
す

）
（1
（

る
。
例
と
し
て
、
手
形
の
問
題
を
挙
げ
、
有
効
な
手
形
は
価
値
の

担
当
物
で
あ
る
が
、
朱
抹
さ
れ
た
手
形
は
一
枚
の
紙
片
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
指
摘
し
、
有
体
性
か
ら
見
る
と
両
者
は
同
一
で
あ
る
が
、
客
体
性
か
ら
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見
る
と
両
者
の
間
に
は
大
な
る
差
が
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
客
体
性
を

重
視
し
て
物
の
観
念
を
定
め
る
と
、
支
配
可
能
性
と
か
、
処
分
可
能
性
と

か
が
、
有
体
性
よ
り
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
一
物
と
し

て
の
存
在
の
た
め
に
は
、
独
立
し
た
物
理
的
存
在
よ
り
も
、
独
立
し
た
取

引
上
の
価
値
が
標
準
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
す

）
（1
（

る
。

　

さ
ら
に
、
当
時
の
判
例
が
未
分
離
の
果
実
及
び
桑
葉
の
取
引
を
認
め
、

又
成
熟
期
に
近
い
稲
の
立
毛
や
、
根
廻
し
た
樹
木
を
独
立
の
物
の
如
く

扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
正
し
く
「
物
と
は
独
立
の
取
引
価
値

を
有
す
る
支
配
可
能
物
」
と
い
う
観
念
の
傾
向
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
と
し

）
（1
（

た
。

三－

四　

我
妻
栄
の
見
解

　

我
妻
栄
は
、法
律
上
の
物
を
物
理
学
上
の
有
体
物
に
制
限
す
る
こ
と
は
、

今
日
の
経
済
事
情
に
適
さ
な
い
と
し
、
法
律
に
お
け
る
「
有
体
物
」
を
、

「
法
律
上
の
排
他
的
支
配
の
可
能
性
」
の
意
義
に
解
し
、
物
の
観
念
を
拡

張
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

）
（1
（

た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
権
利
の
主
体
と
し
て
の

人
が
生
理
学
上
の
観
念
に
限
ら
れ
な
い
の
と
同
様
、
権
利
の
客
体
と
し
て

の
物
も
物
理
学
上
の
観
念
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
電
気

等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
物
と
解
す
る
の
み
な
ら
ず
、
一
商
店
の
在
庫
商
品
全

部
と
い
う
よ
う
な
所
謂
集
合
物
、
さ
ら
に
は
動
産
、
不
動
産
、
各
種
の
権

利
お
よ
び
顧
客
、
営
業
上
の
秘
訣
等
の
事
実
的
利
益
を
包
括
一
体
と
し
た

企
業
（
い
わ
ゆ
る
生
き
た
企
業
）
そ
の
も
の
を
一
個
の
物
と
解
す
る
べ
き

だ
と
い
う
の
で
あ

）
（1
（

る
。

　

四　

有
体
性
を
重
視
す
る
見
解
か
ら
の
再
批
判

　

以
上
の
よ
う
な
、
八
五
条
の
「
物
」
概
念
を
拡
張
し
て
捉
え
る
見
解
に

対
し
、
再
批
判
を
行
っ
た
の
が
、
川
島
武
宜
で
あ
る
。

　

川
島
は
、八
五
条
の
規
定
は
、（
物
権
一
般
で
は
な
く
）と
く
に「
所
有
権
」

の
客
体
を
、
有
体
的
状
態
に
お
い
て
存
在
す
る
外
界
的
自
然
に
限
る
、
と

い
う
趣
旨
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
す

）
11
（

る
。
彼
の
主
張
は
、
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
無
体
的
存
在
は
、
法
律
上
の
概
念
と
し
て
の
所
有
権
の
客
体

と
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
有
体
物
に
対
す
る
全
面
的
支
配
権
と
し

て
の
所
有
権
は
、
そ
う
で
な
い
権
利
に
対
し
種
々
の
法
技
術
上
の
特
殊
性

を
備
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

著
作
物
や
発
明
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
無
体
物
に
対
す
る
「
所
有
権
」
を

法
的
に
承
認
し
て
も
、
そ
の
法
的
内
容
は
民
法
の
所
有
権
法
の
規
定
に

よ
っ
て
そ
の
ま
ま
規
律
さ
れ
る
に
適
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
著
作
権
や
特
許
権

と
し
て
特
別
の
規
定
に
服
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。ま
た
電
気
の
上
に「
所
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有
権
」
が
成
り
立
つ
と
い
う
主
張
も
、
電
気
に
対
す
る
支
配
権
は
法
技
術

的
に
見
て
特
別
の
法
的
規
整
を
必
要
と
す
る
（
電
気
に
つ
い
て
は
占
有
は

問
題
に
な
ら
な
い
）
た
め
、
法
技
術
的
に
無
意
味
で
あ
る
。
ま
た
権
利
の

上
の
所
有
権
と
い
う
概
念
も
、
た
だ
権
利
が
人
に
帰
属
し
て
い
る
側
面
を

「
所
有
」
と
し
て
表
現
す
る
日
常
的
考
え
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の

よ
う
な
概
念
を
用
い
る
べ
き
法
技
術
上
の
必
要
性
は
な
い
。
ま
た
無
体
財

産
権
や
得
意
先
等
の
総
体
と
し
て
の
企
業
に
対
す
る
包
括
的
支
配
権
を
承

認
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
民
法
八
五
条
の
「
物
」
概
念
と

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
企
業
を
物
と
呼
ん
で
み
て
も
法
技
術

的
に
解
決
さ
れ
得
る
問
題
点
は
存
し
な
い
。

　

第
二
に
、所
有
権
の
客
体
が「
物
」で
あ
る
と
い
う
と
き
に
は
、そ
れ
は
、

所
有
権
が
客
体
の
有
体
的
存
在
の
全
体
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
的
所
有
権
が
客
体
の
価
値
を
全
面
的

独
占
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
の
、
客
体
の
物
理
的
側
面
に
お
け
る
表

現
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
よ
う
に
物
に
対
す
る
箇
々
の
利
用
を
個
別
的

に
支
配
す
る
権
利
の
体
系
が
支
配
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
物
の
有
体
的
存
在

を
全
面
的
に
把
握
す
る
と
い
う
「
物
」
概
念
は
存
在
の
余
地
が
な
い
。
だ

か
ら
、八
五
条
の「
物
」概
念
は
、特
殊
的
に
近
代
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
川
島
は
晩
年

に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
考
を
検
討
し
、
所
有
権
の
核
心
は

A
ppropriation

だ
と
の
見
解
を
う
ち
出
し
て
お
り
、
そ
の
客
体
は
今
日

の
法
律
上
の
概
念
と
し
て
の
「
所
有
権
」
の
客
体
即
ち
有
体
物
よ
り
も
広

い
の
は
当
然
で
あ
り
、
お
よ
そ
独
占
的
に
享
受
し
う
る
利
益
の
全
て
を
含

む
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

）
1（
（

る
。
そ
の
た
め
、こ
れ
に
よ
れ
ば
、

別
の
方
向
性
も
あ
り
う
る
と
見
て
取
れ
る
。

　

五　

近
時
の
見
解

　

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
受
け
て
、
四
宮
和
夫
は
、
無
体
物
は
わ
が
民
法

上
「
物
」
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、有
体
物
以
外
の
物
に
つ
い
て
は
、

む
し
ろ
法
の
欠
缺
と
考
え
、
そ
の
性
質
と
問
題
に
応
じ
て
「
物
」
又
は
物

権
に
関
す
る
規
定
を
類
推
適
用
す
れ
ば
足
り
る
と
し

）
11
（

た
。

　

ま
た
、
米
倉
明
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
一
方
に
お
い
て
、「
物
」

を
有
体
物
に
限
る
要
請
は
か
な
り
強
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方

に
お
い
て
は
、
多
分
に
常
識
的
さ
ら
に
は
便
宜
的
と
も
み
う
る
も
の
で
も

あ
る
の
で
、
右
の
要
請
を
い
か
な
る
場
合
に
も
絶
対
に
例
外
を
許
さ
な
い

要
請
と
ま
で
強
く
維
持
す
る
必
要
も
な

）
11
（

い
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
の
規
定

が
な
い
場
合
で
も
、
無
体
物
を
「
物
」
と
扱
う
見

）
11
（

解
も
一
概
に
否
定
し
得

ず
、あ
る
い
は
、や
は
り
無
体
物
は
「
物
」
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、「
物
」

に
関
す
る
規
定
を
類
推
適
用
す
る
見

）
11
（

解
も
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
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つ
つ
、
自
身
は
後
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
と
く
に
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
保
護
に
関
す
る
見
解
と
し
て

は
、
河
上
正
二
が
こ
れ
を
物
概
念
に
含
め
る
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
彼
は
、
情
報
や
デ
ー
タ
の
保
護
に
つ
い
て
、
通
常
は
有
体
物
で
あ
る

紙
・
磁
気
テ
ー
プ
・
メ
モ
リ
ー
チ
ッ
プ
な
ど
の
記
録
媒
体
を
「
物
」
と
観

念
し
て
問
題
を
処
理
す
れ
ば
足
り
る
が
、
ネ
ッ
ト
上
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ

れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ソ
フ
ト
を
想
起
す
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、

Ｉ
Ｔ
化
し
た
社
会
で
は
情
報
や
デ
ー
タ
そ
の
も
の
を
「
物
」
に
準
じ
て
扱

う
こ
と
が
適
当
な
場
面
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
指
摘
す

）
11
（

る
。

　

さ
ら
に
、
近
年
に
な
っ
て
、「
物
」
概
念
の
見
直
し
を
迫
る
、
主
と
し

て
フ
ラ
ン
ス
法
を
対
象
と
し
た
比
較
法
研
究
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
に
お
け
る
「
物
」
概
念
に

と
ら
わ
れ
な
い
、「
財
」、「
財
産
」、「
所
有
」
概
念
に
関
す
る
理
論
的
検

討
が
な
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
こ
れ
ら
は
、
物
権
法
の
改
正
を
も
見
据
え
た
動
き

で
あ
る
と
い
え

）
11
（

る
。
一
方
で
、
ド
イ
ツ
法
を
比
較
対
象
と
し
た
「
物
」
概

念
な
い
し
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
再
評
価
も
な
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

六　

小
括

　

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
、
物
概
念
に
関
す
る
起
草
者
意
思
に
つ
い
て
は
、
立
法
論
は
さ
て

お
き
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
有
体
物
に
関
す
る
規
定
を
無
体
物
に
つ
い
て

適
用
す
る
こ
と
は
そ
の
意
思
に
沿
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

し
か
し
、
少
な
く
と
も
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
起
草
者
は
無
体
物
と

し
て
権
利
の
み
を
想
定
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
よ
う
な
デ
ジ
タ
ル
・

デ
ー
タ
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
八
五

条
に
い
う
物
＝
有
体
物
概
念
の
う
ち
に
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
は
含
ま
れ
な

い
、
こ
れ
ら
が
こ
こ
に
い
う
有
体
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
起
草
者
の
意
図
に

忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
無
体
物
と
し
て
は
権
利
を
想
定
す
る
に
と
ど

め
、
更
に
進
ん
で
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
等
が
こ
こ
に
い
う
「
物
」
概
念
に

含
ま
れ
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
点
、
か
つ
て
は
、
電
気
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
物
権
的
保
護
の
是
非

が
議
論
の
主
た
る
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
近
時
で
は
、
Ｉ
Ｔ
化
し
た
社
会

に
お
け
る
情
報
や
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
の
法
的
保
護
の
可
否
に
つ
い
て
、

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
今

日
の
学
説
は
大
勢
と
し
て
、
新
た
な
無
体
財
に
つ
い
て
も
民
法
上
の
物
権

的
保
護
、
つ
ま
り
広
義
の
所
有
法
上
の
保
護
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
を
志
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向
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
、
そ
れ
は
物
権
法
の
改
正
を
も
視
野

に
入
れ
た
大
き
な
う
ね
り
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
法
技
術

上
の
意
義
が
な
い
限
り
無
体
物
を
物
権
、
特
に
所
有
権
の
客
体
と
扱
う
べ

き
で
は
な
い
と
の
川
島
の
批
判
は
、
本
件
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
等
の
無
体
財
に
関
し
て
い
か
な
る
法
的

利
益
や
そ
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
や
問
題

状
況
等
を
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
三
節 　

米
中
両
国
の
議
論
の
ま
と
め
─
─
日
本
法
へ
の
示
唆

と
し
て

　

そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
本
稿
に
い
う
仮
想
財
産
の
法
的
性
質
、

及
び
そ
の
利
用
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
態
様
を
、
米
中
の
議
論
か
ら
示
唆
を

得
る
と
い
う
か
た
ち
で
検
討
し
、そ
の
民
法
的
保
護
の
方
向
性
に
つ
い
て
、

論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

一　

仮
想
財
産
の
法
的
性
質

　

繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
本
稿
に
お
け
る
仮
想
財
産
と
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で
利
用
さ
れ
る
各
種
デ
ー
タ
を
い
う
。

　

こ
の
点
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は
、
サ
ー
バ
・
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
型
の
通
信
方
式
が
採
用
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
た
め
、
仮
想
財
産
の

デ
ー
タ
そ
れ
自
体
は
事
業
者
の
保
有
す
る
サ
ー
バ
上
に
保
存
さ
れ
、
ユ
ー

ザ
は
自
身
の
端
末
で
も
っ
て
こ
れ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
利
用
す
る
か
た
ち
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ユ
ー
ザ
間
の
取
引
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で

事
業
者
の
管
理
す
る
サ
ー
バ
内
で
の
や
り
取
り
で
あ
り
、
ユ
ー
ザ
の
端
末

同
士
が
事
業
者
の
サ
ー
バ
と
別
個
独
立
し
て
仮
想
財
産
の
取
引
を
行
う
こ

と
は
な
い
と
い
っ
て
よ

）
11
（

い
。

　

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
都
合
上
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で

は
、
従
来
の
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
販
売
方
式
の
よ
う
に
、
ソ
フ
ト
の
提
供
、

使
用
許
諾
を
有
料
で
行
い
、
そ
れ
に
対
し
て
ユ
ー
ザ
に
よ
る
代
金
の
支
払

い
を
求
め
る
方
式
（
①
）
は
あ
ま
り
採
ら
れ
て
い
な
い
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
料
金
体
系
は
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
提
供

及
び
使
用
許
諾
は
無
料
で
行
い
、
サ
ー
バ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
許
諾
を
有
料

と
し
、こ
の
料
金
の
継
続
的
支
払
い
を
ユ
ー
ザ
に
求
め
る
方
式
（
②
）
か
、

ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
提
供
、
使
用
許
諾
、
サ
ー
バ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
許
諾
は

無
料
で
行
い
、
ゲ
ー
ム
中
の
特
定
の
ア
イ
テ
ム
の
使
用
許
諾
に
つ
い
て
、

ユ
ー
ザ
に
よ
る
利
用
代
金
の
支
払
い
を
求
め
る
方
式
（
③
）
が
現
在
主
流

と
な
っ
て
い
る
。

　

実
際
に
は
、
①
＋
②
、
な
い
し
、
①
＋
③
、
②
＋
③
等
、
複
合
的
な
も
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の
も
あ
る
。ま
た
、③
の
う
ち
に
も
、ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
提
供
を
要
し
な
い
、

ユ
ー
ザ
の
利
用
す
る
端
末
の
ブ
ラ
ウ
ザ
上
で
ゲ
ー
ム
が
稼
動
す
る
サ
ー
ビ

ス
も
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
日
本
で
は
現
状
、
③
の
基

本
料
金
無
料
、
ア
イ
テ
ム
課
金
型
の
料
金
体
系
を
基
軸
と
し
た
サ
ー
ビ
ス

が
最
も
主
流
と
い
え
る
。

　

そ
の
た
め
、
日
本
法
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
て
は
、
特

定
の
ア
イ
テ
ム
等
の
デ
ー
タ
の
性
質
、
な
い
し
そ
の
デ
ー
タ
に
関
す
る

ユ
ー
ザ
の
権
利
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
と
く
に
問
題

と
な
る
の
で
あ
る
。

一－

一　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
に
は
、
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
と

整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
仮
想
財
産
に
は
無
体
性
と
時
限
性
と
い
う
特
質
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
見
解
で
あ

）
1（
（

る
。

　

ま
た
、
ひ
と
つ
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
コ
ー
ド
の
規
定
に
よ
り
、
競
争

性
、
永
続
性
、
相
互
接
続
性
等
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
見
解

で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
後
者
の
見
解
は
論
者
に
よ
り
要
件
が
異
な
っ
て
い
る
。
競
争

性
、
永
続
性
、
相
互
接
続
性
を
あ
げ
る
も

）
11
（

の
を
嚆
矢
と
し
て
、
そ
れ
に
二

次
市
場
の
存
在
、
ユ
ー
ザ
に
よ
る
価
値
の
付
加
と
い
う
要
件
の
追
加
を
行

う
も

）
11
（

の
、
競
争
性
を
排
他
性
、
相
互
接
続
性
を
交
換
可
能
性
と
言
い
換
え

る
も

）
11
（

の
、
競
争
性
、
永
続
性
の
み
を
要
件
と
し
て
あ
げ
る
も

）
11
（

の
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
他
方
で
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
仮
想
財
産
が
、
あ
く

ま
で
事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
全
体
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
取
引
の
際
の
目
的
物
の
特
定
の
と
き
に
、
物
理

的
な
意
味
で
移
動
可
能
で
は
な
い
以
上
、統
一
商
事
法
典
上
求
め
ら
れ
る
、

「
分
離
し
て
い
て
、
特
定
可
能
で
、
移
動
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
伝
統
的

な
動
産
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
は
な
い
と
す
る
批
判
が
あ

）
11
（

る
。

一－

二　

中
国
に
お
け
る
議
論

　

一
方
、
中
国
に
お
け
る
多
く
の
見
解
は
、
仮
想
財
産
は
「
光
、
熱
、
電

気
」
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し
た
証
券
等
と
類
似
の
無
体

物
で
あ
る
と
し
て
、
物
権
の
客
体
に
な
り
う
る
こ
と
を
肯
定
す

）
11
（

る
。

　

中
国
民
法
の
物
権
の
客
体
た
る
「
物
」
は
、
支
配
可
能
性
、
独
立
性
、

価
値
性
、
希
少
性
、
以
上
の
四
つ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と

さ
れ
、
有
体
性
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
仮
想
財
産
は
「
物
」
と

し
て
の
要
件
を
そ
れ
ぞ
れ
充
た
し
て
い
な
い
と
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て

い
）
11
（

る
。
そ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
批
判
と
同
様
に
、
仮
想
財
産
が
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サ
ー
ビ
ス
か
ら
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
中
国
に
お
け
る
通
説
的
見
解
は
、
仮
想
財
産
が
法
律
上
の
排

他
的
支
配
可
能
性
と
管
理
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
経
済
的
価
値
を

有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
存
在
は
一
定
の
空
間
を
必
要
と
し
て
お
り
、
伝

統
的
な
物
と
存
在
方
式
上
の
相
似
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

の
物
権
的
保
護
の
可
能
性
を
肯
定
し
て
い

）
11
（

る
。

一－

三　

小
括

　

仮
想
財
産
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
無
体
性
、
時
限

性
と
い
う
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
所
有
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

て
き
た
そ
の
他
の
財
産
と
同
様
の
性
質
─
─
競
争
性
、
永
続
性
、
相
互
接

続
性
等
─
─
を
有
す
る
と
指
摘
さ
れ
、
中
国
で
は
、
物
権
の
客
体
に
含
ま

れ
る
電
気
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し
た
有
価
証
券
等
と
同

様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
所

有
法
な
い
し
物
権
法
に
よ
る
保
護
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
あ
く
ま
で
事
業
者
の
管
理
す
る
サ
ー
バ
で
処
理

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
う
え
、
事
業
者
の
運
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
か
ら
切
り
離

せ
な
い
と
い
う
性
質
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、

「
物
」
の
要
件
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
独
立
性
の
有
無
の
問
題
で
あ
る
と

評
価
で
き
る
。

　

二　

問
題
の
態
様

　

米
中
両
国
に
お
け
る
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
、
仮
想
財
産
に
関
す

る
主
た
る
問
題
の
状
況
と
し
て
は
、次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

① 

シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
等
に
よ
る
サ
ー
バ
上
の
デ
ー
タ
の
滅
失
の
場
合

に
、
ユ
ー
ザ
は
事
業
者
に
当
該
デ
ー
タ
の
復
旧
や
損
害
賠
償
を
請
求
で

き
る
の
か
。

② 

他
ユ
ー
ザ
に
よ
る
デ
ー
タ
の
詐
取
、窃
取
が
あ
っ
た
場
合
に
、被
害
ユ
ー

ザ
は
加
害
ユ
ー
ザ
に
何
を
請
求
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
被

害
ユ
ー
ザ
は
事
業
者
に
デ
ー
タ
の
復
旧
を
請
求
で
き
な
い
か
。

③ 

第
三
者
に
よ
り
窃
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
善
意
転
得
者
と
原
権
利
者
の
利

益
調
整
（
即
時
取
得
の
問
題
）。

④ 

サ
ー
ビ
ス
終
了
、
事
業
者
倒
産
の
場
合
の
ユ
ー
ザ
の
権
限
は
い
か
な
る

も
の
か
。

⑤ 

仮
想
財
産
に
よ
る
収
益
権
限
の
有
無
（
規
約
に
反
す
る
Ｒ
Ｍ
Ｔ
は
正
当

か
）。

⑥
ア
ク
セ
ス
禁
止
の
問
題
に
つ
い
て
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
①
～
④
は
ユ
ー
ザ
の
仮
想
財
産
に
関
す
る
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権
利
の
解
釈
の
問
題
、
⑤
に
つ
い
て
は
、
規
約
の
条
項
の
内
容
的
規
制
の

問
題
、
⑥
に
つ
い
て
は
契
約
の
一
方
的
解
除
の
当
否
の
問
題
で
あ
る
と
整

理
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
日
本
に
お
け
る
問
題
状
況
と
軌
を
一
に

し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
米
中
両
国
に
お
け
る
仮
想
財
産

の
民
法
的
保
護
の
方
向
性
に
関
す
る
議
論
は
、
日
本
に
お
け
る
問
題
解
決

の
参
考
と
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

三 　

ユ
ー
ザ
に
帰
属
す
る
権
利
の
内
容
、
そ
の
民
法
的
保
護

の
方
向
性

　

こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
両
国
で
は
、
ユ
ー
ザ
へ
の
所
有
権
の
包
括
的

な
帰
属
を
肯
定
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
と
す
る
見
解
と
、
一
定
の
権
能

の
帰
属
を
肯
定
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い

た
。

三－

一　

所
有
権
の
包
括
的
な
帰
属
を
ユ
ー
ザ
に
肯
定
す
る
見
解

（
一
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論

　

所
有
権
の
包
括
的
な
帰
属
を
ユ
ー
ザ
に
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
は
、
ア

メ
リ
カ
で
は
、
功
利
主
義
に
基
づ
い
て
、
ユ
ー
ザ
に
よ
る
仮
想
財
産
の
私

的
所
有
お
よ
び
自
由
取
引
の
肯
定
が
社
会
全
体
の
富
の
最
大
化
に
つ
な
が

る
と
す
る
も
の
が
あ

）
11
（

る
。

　

こ
の
考
え
に
対
し
て
は
、
仮
想
財
産
の
私
的
所
有
や
自
由
取
引
を
ユ
ー

ザ
に
認
め
る
こ
と
が
社
会
全
体
の
富
の
最
大
化
や
取
引
費
用
の
低
下
に
必

ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
と
す
る
批

）
1（
（

判
や
、
ユ
ー
ザ
は
あ
く
ま
で
ラ
イ
セ
ン

ス
契
約
に
基
づ
い
た
内
容
の
権
利
─
─
そ
の
多
く
は
使
用
権
─
─
が
帰
属

す
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
こ
れ
を
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る

批
）
11
（

判
が
あ
る
。

（
二
）
中
国
に
お
け
る
議
論

　

一
方
、
中
国
に
は
、
労
働
理
論
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
内
で
の
ユ
ー
ザ

の
活
動
を
一
種
の
労
働
と
み
な
し
、
ユ
ー
ザ
が
仮
想
財
産
を
原
始
取
得
す

る
と
構
成
す
る
も

）
11
（

の
と
、
サ
ー
ビ
ス
内
の
行
動
や
実
際
の
取
引
等
を
通
じ

て
事
業
者
か
ら
所
有
権
を
承
継
取
得
す
る
と
構
成
す
る
も

）
11
（

の
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
は
、
所
有
権
が
帰
属
す
る
と
構
成
し
た
と
こ

ろ
で
、
事
業
者
の
倒
産
時
に
仮
想
財
産
の
取
戻
請
求
を
す
る
意
義
に
乏
し

い
等
実
際
上
の
不
都
合
が
生
じ
る
と
い
う
批
判
や
、
仮
に
理
論
的
に
ユ
ー

ザ
が
仮
想
財
産
の
所
有
権
を
事
業
者
か
ら
承
継
取
得
す
る
と
構
成
し
う
る

と
し
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
は
あ
く
ま
で
利
用
規
約
の
内
容
に
よ
る
べ

き
で
あ
る
─
─
つ
ま
り
、
ユ
ー
ザ
に
は
使
用
権
が
帰
属
す
る
に
過
ぎ
な
い

─
─
と
す
る
批
判
が
存
在
す

）
11
（

る
。
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三－
二　

一
定
の
権
能
の
帰
属
を
肯
定
す
る
見
解

（
一
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
検
討
さ
れ
て
い
た
、
ユ
ー
ザ
に
帰
属

さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
権
能
は
、
現
実
の
通
貨
を
媒
介
と
し
た
取
引
（
Ｒ

Ｍ
Ｔ
）
に
よ
る
収
益
権
能
、
事
業
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
デ
ー
タ
の
滅
失

な
い
し
ハ
ッ
キ
ン
グ
等
に
起
因
す
る
被
害
の
回
復
請
求
権
能
、
事
業
者
に

よ
る
不
当
な
ア
ク
セ
ス
禁
止
、
不
当
な
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
対
す
る
防
禦
・

抵
抗
権
能
で
あ
っ
た
。

　

収
益
権
能
に
つ
い
て
は
、
功
利
主
義
、
労
働
理
論
の
立
場
か
ら
、
こ
れ

を
肯
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
点
、
功
利
主
義
の
立
場
に
は
、
前
述
の

よ
う
に
ユ
ー
ザ
に
よ
る
仮
想
財
産
の
私
的
所
有
を
も
肯
定
す
る
見
解
が
あ

る
が
、
一
方
で
、
私
的
所
有
は
否
定
し
た
う
え
で
、「
ユ
ー
ザ
に
よ
る
仮

想
財
産
へ
の
価
値
の
付
加
」や「
仮
想
財
産
の
取
引
の
二
次
市
場
の
存
在
」

を
要
件
に
、
ユ
ー
ザ
に
よ
る
収
益
を
肯
定
す
る
見

）
11
（

解
も
あ
る
。
労
働
理
論

に
基
づ
く
見
解
も
、
所
有
権
全
体
と
し
て
の
帰
属
で
は
な
く
、
ラ
イ
セ
ン

ス
契
約
の
類
推
を
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
ス
ポ
ー
ツ
や
コ
ン
サ
ー
ト
の
チ

ケ
ッ
ト
の
転
売
の
問
題
と
同
様
に
考
え
、
主
と
し
て
ユ
ー
ザ
の
収
益
権
能

の
帰
属
を
肯
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ

）
11
（

た
。
そ
こ
で
は
、
事
業
者
が
事

後
的
か
つ
抜
き
打
ち
的
に
ユ
ー
ザ
の
収
益
権
能
を
否
定
す
る
条
項
を
規
約

に
入
れ
込
ん
だ
こ
と
等
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。

　

被
害
回
復
請
求
権
能
に
つ
い
て
は
、
労
働
理
論
、
功
利
主
義
の
見
解
が

と
く
に
検
討
し
て
い
た
。
仮
想
財
産
に
つ
い
て
何
ら
か
の
被
害
が
あ
っ
た

場
合
に
ユ
ー
ザ
が
そ
の
回
復
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
と
し
て
、

労
働
理
論
に
基
づ
く
見
解
は
、当
該
仮
想
財
産
に
つ
い
て
正
当
な“
投
資
”

を
し
た
の
は
元
の
利
用
者
で
あ
る
点
を
あ
げ

）
11
（

る
。
ま
た
、
功
利
主
義
に
基

づ
く
見
解
は
、
回
復
請
求
を
ユ
ー
ザ
に
認
め
る
こ
と
で
危
険
な
自
力
救
済

を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
点
、
及
び
、
第
三
者
の
不
当
な
利
得
の
吐
出
し

を
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
社
会
の
富
の
最
大
化
に
つ
な
が
る
こ

と
を
あ
げ

）
11
（

る
。
こ
の
点
、功
利
主
義
的
見
解
に
は
、デ
ー
タ
の
窃
取
を
行
っ

た
直
接
の
加
害
者
に
対
し
て
原
状
回
復
的
損
害
賠
償
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
と
の
考
え
も
み
ら
れ

）
11
（

た
。

　

事
業
者
に
対
す
る
防
禦
・
抵
抗
権
能
を
重
視
す
る
の
は
、
人
格
の
延
長

と
し
て
の
所
有
、
と
い
う
観
点
を
強
調
す
る
人
格
理
論
で
あ
っ

）
1（
（

た
。
こ
の

見
解
は
、
仮
想
財
産
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ユ
ー
ザ
の
利

益
が
そ
の
人
格
形
成
に
か
か
わ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
措
定
し
、
そ
の
損

害
が
財
産
の
金
銭
的
価
値
よ
り
も
遥
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
そ
の
利
用
を
妨
げ
る
、
事
業
者
に
よ
る
不
当
な
ア
ク
セ
ス

禁
止
な
い
し
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
抑
止
す
る
こ
と
を
ユ
ー

ザ
の
権
能
と
し
て
最
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
二
）
中
国
に
お
け
る
議
論

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
国
で
主
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
の
は
、
仮
想

財
産
に
よ
る
収
益
権
能
、
事
業
者
の
倒
産
時
の
仮
想
財
産
の
取
戻
請
求
権

能
、
滅
失
や
盗
難
時
の
被
害
回
復
請
求
権
能
の
帰
属
の
是
非
、
窃
取
さ
れ

た
デ
ー
タ
の
善
意
転
得
者
の
即
時
取
得
の
可
否
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
事
業
者
に
よ
る
不
当
な
ア
ク
セ
ス
禁
止
の
問
題
に
関
す
る
具
体
的
提

言
も
み
ら
れ
た
。

　

収
益
権
能
に
つ
い
て
は
、
物
権
説
は
所
与
の
も
の
と
し
て
肯
定
し
、
債

権
説
は
こ
れ
を
当
事
者
の
契
約
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
す

）
11
（

る
。
事
業

者
の
倒
産
時
の
取
戻
請
求
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
物
権
説
の
多
く
は
存
在

し
な
い
こ
と
を
問
題
視
せ

）
11
（

ず
、
債
権
説
は
こ
れ
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
大

き
な
理
由
と
し
て
、
ユ
ー
ザ
の
権
能
を
債
権
で
あ
る
と
す

）
11
（

る
。

　

一
方
で
、
被
害
回
復
請
求
権
能
に
つ
い
て
は
、
対
事
業
者
の
問
題
、
対

第
三
者
の
問
題
と
も
に
、
法
的
構
成
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
両
説
と
も
に
肯

定
す
る
こ
と
で
基
本
的
に
一
致
し
て
い
た
。
こ
の
点
、
第
三
者
に
よ
る
窃

取
に
起
因
す
る
被
害
回
復
に
つ
い
て
、
直
接
の
加
害
者
が
責
任
を
負
う
の

は
当
然
と
し
て
、
事
業
者
も
そ
の
補
充
的
な
責
任
を
契
約
上
負
う
と
考
え

る
の
が
、
中
国
で
は
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
事
業
者
の
責
任
の
程

度
に
つ
い
て
は
、具
体
的
に
は
、善
管
注
意
義
務
で
あ
る
と
す
る
見

）
11
（

解
と
、

過
失
責
任
に
よ
り
な
が
ら
そ
の
推
定
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見

）
11
（

解
等
が

あ
る
。

　

被
害
回
復
請
求
権
能
と
関
連
し
て
、
窃
取
さ
れ
た
被
害
者
と
、
窃
取
さ

れ
た
デ
ー
タ
を
そ
の
後
の
ユ
ー
ザ
間
の
取
引
で
手
に
入
れ
た
第
三
者
と
の

間
の
調
整
も
必
要
と
な
る
と
の
指
摘
も
み
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

物
権
法
説
及
び
準
物
権
法
説
は
、
物
権
の
規
定
を
適
用
し
、
即
時
取
得
の

問
題
と
し
て
論
じ
て
い

）
11
（

た
。
一
方
で
、
債
権
説
に
は
こ
の
問
題
を
論
じ
な

い
も
の
も
み
ら
れ
る
も
の
の
、
中
に
は
こ
の
点
を
重
視
し
て
、
ユ
ー
ザ
の

権
利
を
無
記
名
債
権
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ

）
11
（

た
。

　

事
業
者
の
ア
ク
セ
ス
禁
止
に
対
す
る
対
応
と
し
て
中
国
で
主
張
さ
れ
て

い
た
見
解
は
、
事
業
者
は
契
約
解
除
の
前
に
ユ
ー
ザ
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ユ
ー
ザ
は
事
業
者
の
契
約
解
除
の
意
思
表
示
に
異
議
が
あ
る
と

き
は
、
人
民
法
院
あ
る
い
は
仲
裁
機
関
に
異
議
を
届
け
る
権
利
を
有
し
、

当
該
法
院
な
い
し
機
関
が
決
定
を
出
す
ま
で
、
事
業
者
は
ユ
ー
ザ
の
ア
カ

ウ
ン
ト
の
使
用
を
停
止
で
き
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

）
11
（

た
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で
の
活
動
が
人
々
の
人
格
形
成
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
学
説
も
、
一
部
に
み
ら
れ

）
11
（

た
。

三－
三　

小
括

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
両
国
に
お
い
て
、
所
有
権
能
の
ユ
ー
ザ
へ
の
包
括

的
帰
属
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
根
強
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
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わ
か
る
。
こ
の
点
、
こ
れ
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
は
、
や
は
り
、
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
及
び
シ
ス
テ
ム
上
、
事
業
者
の
倒
産
時
に
ユ
ー
ザ
が
仮
想
財

産
の
取
戻
の
請
求
を
行
う
こ
と
に
現
実
的
意
義
が
な
い
こ
と
と
、ユ
ー
ザ
・

事
業
者
間
の
契
約
に
か
か
わ
ら
ず
ユ
ー
ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
を
肯
定
す
る
こ
と
へ

の
反
感
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

一
方
で
、
一
定
の
権
能
の
帰
属
を
ユ
ー
ザ
に
肯
定
す
る
見
解
に
は
、
有

力
な
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
の
主
張
を
整
理
す
る
と
、
収
益
権
能
、
被
害

回
復
請
求
権
能
、
不
当
な
ア
ク
セ
ス
禁
止
や
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
対
す
る
防

御
・
抵
抗
権
能
の
ユ
ー
ザ
へ
の
帰
属
の
是
非
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。

（
一
）
収
益
権
能

　

収
益
権
能
に
つ
い
て
は
、
両
国
と
も
に
、
こ
れ
を
当
事
者
間
の
契
約
に

か
か
わ
ら
ず
肯
定
せ
ん
と
す
る
見
解
に
対
し
て
批
判
が
根
強
く
、
結
局
は

当
事
者
の
契
約
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
と
評

価
で
き
よ
う
。

（
二
）
被
害
回
復
請
求
権
能

　

被
害
回
復
請
求
権
能
に
つ
い
て
は
、
両
国
の
積
極
説
は
と
も
に
こ
れ
を

肯
定
す
る
こ
と
で
議
論
は
一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
と
く
に

第
三
者
の
窃
取
に
関
す
る
解
決
に
つ
い
て
、
方
向
性
の
違
い
が
見
受
け
ら

れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
第
三
者
に
よ
る
窃
取
の
問
題
は
あ
く
ま
で
被
害
者

と
直
接
の
加
害
者
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
解
決
策
を
論
ず
る
傾
向
が
あ

る
一
方
、
中
国
で
は
、
あ
る
い
は
第
一
義
的
に
は
直
接
の
加
害
者
の
責
任

と
し
な
が
ら
補
充
的
責
任
と
し
て
、
あ
る
い
は
債
権
の
相
対
性
に
よ
る
加

害
者
へ
の
責
任
追
及
の
困
難
を
根
拠
に
こ
れ
も
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

で
あ
る
と
し
、
一
定
の
場
合
に
事
業
者
に
原
状
回
復
の
責
任
を
認
め
る
傾

向
が
強
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
権
能
の
保
護
の
方
向
性
を
整
理
す
る
と
、
ⓐ
ユ
ー
ザ
対

ユ
ー
ザ
の
問
題
と
、
ユ
ー
ザ
対
事
業
者
の
問
題
を
別
個
に
考
え
る
見
解
、

ⓑ
ユ
ー
ザ
対
ユ
ー
ザ
の
問
題
と
、
ユ
ー
ザ
対
事
業
者
の
問
題
を
、
統
一
的

に
捕
捉
す
る
見
解
、
ⓑ

`

前
記
ⓑ
説
に
加
え
、
被
害
ユ
ー
ザ
と
善
意
転
得
者

の
利
益
調
整
を
考
慮
す
る
見
解
、
ⓒ
前
記
ⓐ
説
と
ⓑ
説
の
折
衷
的
見
解
に

分
け
ら
れ
よ
う
。

ⓐ 

ユ
ー
ザ
対
ユ
ー
ザ
の
問
題
と
、
ユ
ー
ザ
対
事
業
者
の
問
題
を
別
個
に
考

え
る
見
解

　

こ
の
見
解
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
を
一
種
の
仮
想
世
界
と

捉
え
、
そ
こ
に
お
け
る
ユ
ー
ザ
間
の
法
的
問
題
は
、
あ
く
ま
で
ユ
ー
ザ
当

事
者
間
の
問
題
と
し
て
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
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他
ユ
ー
ザ
に
よ
る
デ
ー
タ
の
窃
取
に
つ
い
て
は
ユ
ー
ザ
対
ユ
ー
ザ
の
問
題

と
し
て
、
事
業
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
デ
ー
タ
の
滅
失
に
つ
い
て
は
ユ
ー

ザ
対
事
業
者
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
解
決

を
図
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
、
ユ
ー
ザ
対
ユ
ー
ザ
の
問
題
、
と
く
に
窃
取
の
事
案
で
は
、
こ
の

見
解
に
よ
る
と
、
加
害
ユ
ー
ザ
が
被
害
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
返
還
の
責
任
を

負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
可
能
と
す

る
た
め
に
、
加
害
ユ
ー
ザ
に
対
す
る
被
害
回
復
請
求
権
（
具
体
的
に
は
、

所
有
権
乃
至
物
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
や
損
害
賠
償
請
求
権
等
）
の
帰

属
を
何
ら
か
の
形
で
被
害
ユ
ー
ザ
に
肯
定
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
よ
っ

て
、
こ
の
局
面
は
物
権
法
乃
至
所
有
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
即
時
取
得
等
も
問
題
に
な
り
う
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
併
せ
て
、
被
害
ユ
ー
ザ
が
加
害
ユ
ー
ザ
を

ど
の
よ
う
に
し
て
特
定
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
よ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
事
業
者
が
加
害
ユ
ー
ザ
の
特
定
に
協
力
す
る
義
務
が
あ
る
と

考
え
る
と
、
加
害
ユ
ー
ザ
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
関
す
る
リ
ス
ク
が

事
業
者
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
ユ
ー
ザ
対
事
業
者
の
事
案
で
は
、
と
く
に
事
業
者
に
帰
責
事
由

あ
る
デ
ー
タ
の
滅
失
の
場
合
、
そ
の
復
元
を
求
め
る
手
法
と
し
て
は
、
所

有
権
等
物
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
と
、
契
約
に
基
づ
く
履
行
請
求
の
二
つ

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
局
面
に
お
い
て
は
、
あ
え
て
物
権

法
に
よ
る
解
決
を
志
向
す
る
必
要
性
は
大
き
く
は
な
い
と
言
え
る
。

ⓑ 

ユ
ー
ザ
対
ユ
ー
ザ
の
問
題
と
ユ
ー
ザ
対
事
業
者
の
問
題
を
、
統
一
的
に

捕
捉
す
る
見
解

　

デ
ー
タ
の
保
管
さ
れ
る
サ
ー
バ
を
事
業
者
が
管
理
し
て
い
る
こ
と
や
、

事
業
者
が
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
こ
と
等
を
重
視

し
て
、事
業
者
に
帰
責
事
由
の
あ
る
デ
ー
タ
の
滅
失
の
場
合
は
無
論
、ユ
ー

ザ
に
よ
る
窃
取
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
事
業
者
の
管
理
責
任
等
を
問
題
に

す
る
。

　

こ
の
方
向
性
で
は
、
基
本
的
に
は
、
被
害
ユ
ー
ザ
は
債
権
な
い
し
契
約

に
基
づ
い
て
事
業
者
に
対
し
て
損
失
の
補
償
（
デ
ー
タ
の
原
状
回
復
）
を

請
求
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
事
業
者
が
事
後
的
に
加
害
ユ
ー
ザ
に
対
し
て

求
償
等
を
行
う
、
と
い
う
解
決
策
を
志
向
す
る
。

　

こ
の
方
向
性
に
拠
る
と
、
事
業
者
は
ユ
ー
ザ
の
請
求
に
基
づ
き
、
サ
ー

バ
上
の
デ
ー
タ
の
チ
ェ
ッ
ク
や
原
状
回
復
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
、

そ
の
責
任
の
程
度
が
重
く
な
り
う
る
。
し
か
し
、窃
取
の
事
案
に
お
い
て
、

加
害
ユ
ー
ザ
の
情
報
を
被
害
ユ
ー
ザ
に
提
供
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
リ
ス

ク
は
比
較
的
生
じ
な
い
と
い
え
る
。
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ⓑ
`

 
前
記
ⓑ
説
に
加
え
、
被
害
ユ
ー
ザ
と
善
意
転
得
者
の
利
益
調
整
を
考
慮

す
る
見
解

　

こ
れ
は
、
ⓑ
の
見
解
が
、
問
題
を
あ
く
ま
で
ユ
ー
ザ
と
事
業
者
の
一
対

一
の
関
係
に
限
定
し
て
検
討
し
、
デ
ー
タ
の
窃
取
の
場
合
に
お
い
て
、
加

害
ユ
ー
ザ
か
ら
デ
ー
タ
を
譲
り
受
け
た
善
意
取
得
者
た
る
ユ
ー
ザ
と
真
正

の
利
用
者
た
る
被
害
ユ
ー
ザ
と
の
間
の
利
益
の
調
整
を
考
慮
に
い
れ
て
い

な
い
こ
と
を
補
充
す
る
方
向
性
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
加
害
ユ
ー
ザ
か
ら
窃
取
デ
ー
タ
を
転
得
し
た
第
三
者
の

利
益
の
保
護
を
重
視
し
、
こ
れ
を
有
体
動
産
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し
た
有

価
証
券
の
即
時
取
得
の
問
題
と
同
様
に
考
え
る
。
こ
の
点
、
第
三
転
得
者

の
利
益
を
考
慮
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
保
護
の
程
度
は
、
見
解
に
よ
っ

て
分
か
れ
う
る
と
い
え
よ
う
。

ⓒ
前
記
ⓐ
説
と
ⓑ
説
の
折
衷
的
見
解

　

こ
れ
は
、
理
論
上
は
加
害
ユ
ー
ザ
に
対
す
る
直
接
の
被
害
回
復
請
求
を

認
め
な
が
ら
、契
約
に
基
づ
く
事
業
者
へ
の
原
状
回
復
請
求
を
も
肯
定
し
、

シ
ス
テ
ム
管
理
の
都
合
上
、
後
者
を
主
た
る
解
決
策
と
す
る
方
向
性
で
あ

る
。こ
の
見
解
に
お
い
て
も
、即
時
取
得
の
問
題
は
考
慮
さ
れ
る
と
い
え
る
。

（
三 

）
不
当
な
ア
ク
セ
ス
禁
止
や
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
対
す
る
防
御
・
抵
抗

権
能

　

事
業
者
に
よ
る
不
当
な
ア
ク
セ
ス
禁
止
や
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
対
す
る
防

禦
・
抵
抗
権
能
を
重
視
す
る
見
解
は
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
で
議
論
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
は
、
ユ
ー
ザ
の
人
格
に
か
か
わ
る
財
産
を
、
事
業
者
の
代

替
可
能
な
財
産
（
経
済
的
利
益
）
よ
り
も
保
護
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い

た
。
一
方
、
中
国
に
お
い
て
も
、
正
当
な
手
続
を
踏
む
こ
と
な
く
行
わ
れ

る
事
業
者
の
専
横
的
な
ア
ク
セ
ス
禁
止
を
抑
制
す
る
た
め
の
議
論
や
、
仮

想
財
産
が
と
き
に
ユ
ー
ザ
の
人
格
に
強
い
影
響
を
与
え
る
旨
の
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
権
能
は
要
保
護
性
の
非
常
に
高
い
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
構
成

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
ユ
ー
ザ
保
護
の
た
め
の
重
要
な
一
機
能
を
担
う

も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
四
節　

試
論

　

本
稿
の
問
題
意
識
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
バ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・

デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
人
々
の
利
用
や
取
引
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

積
極
的
に
評
価
し
、
そ
の
利
益
が
ユ
ー
ザ
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
し

て
法
的
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
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た
。

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
米
中
両
国
に
お
い
て

も
、
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
ユ
ー
ザ
の
権
益
を
確
定

す
る
作
業
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
最
後
に
、
米
中
の
議
論
を
参
考

に
し
つ
つ
、
日
本
に
お
け
る
問
題
解
決
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
自
ら
の
一

管
見
を
示
し
て
お
き
た

）
1（
（

い
。

　

こ
の
点
、
日
本
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
規
約

で
は
、
ユ
ー
ザ
の
仮
想
財
産
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
利
用
権
乃
至
使

用
権
が
帰
属
す
る
と
規
定
す
る
も
の
が
大
半
で
あ

）
11
（

る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

は
、
当
該
利
用
権
乃
至
使
用
権
（
以
下
、
専
ら
便
宜
的
な
観
点
か
ら
、
こ

れ
を
利
用
権
と
省
略
し
て
表
記
す
る
）
の
保
護
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ま

ず
、
こ
の
権
利
の
内
容
を
、
具
体
的
な
侵
害
場
面
・
帰
責
主
体
を
想
定
し

つ
つ
、明
ら
か
に
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、事
業
者
の
責
任
、加
害
ユ
ー

ザ
の
責
任
に
つ
い
て
、
侵
害
場
面
を
想
定
し
つ
つ
分
析
し
、
さ
ら
に
、
善

意
取
得
者
と
の
利
益
調
整
、
不
当
な
サ
ー
ビ
ス
終
了
・
事
業
者
倒
産
の
場

合
の
処
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。
次
に
、
規
約
に
よ
る
ユ
ー

ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
禁
止
に
つ
い
て
、
約
款
の
内
容
的
規
制
の
問
題
と
し
て
検

討
す
る
。
最
後
に
、
契
約
の
一
方
的
解
除
の
問
題
と
し
て
、
ア
ク
セ
ス
禁

止
の
問
題
を
検
討
す
る
。

　

一　

仮
想
財
産
の
利
用
権
の
解
釈

　

こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
は
、
米
中
両
国
の
比
較
法
研
究
か
ら
明
ら
か
に

し
た
前
記
問
題
群
の
内
、
①
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
等
に
よ
る
サ
ー
バ
上
の

デ
ー
タ
の
滅
失
の
場
合
の
処
理
、
②
他
ユ
ー
ザ
に
よ
る
デ
ー
タ
の
詐
取
、

窃
取
が
あ
っ
た
場
合
の
処
理
、
③
第
三
者
に
よ
り
窃
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
の

即
時
取
得
の
問
題
、
④
サ
ー
ビ
ス
終
了
、
事
業
者
倒
産
の
場
合
の
処
理
、

以
上
四
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
形
で
解
決
を
図
っ
て
い
く
か
を

検
討
し
て
い
く
。

　

こ
の
点
、
ユ
ー
ザ
の
被
害
回
復
請
求
権
能
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お

り
、
ユ
ー
ザ
対
ユ
ー
ザ
の
問
題
と
ユ
ー
ザ
対
事
業
者
の
問
題
を
別
個
に
考

え
る
か
、
統
一
的
に
事
業
者
の
責
任
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
折
衷
的

見
解
を
と
る
か
で
基
本
的
な
方
向
性
が
異
な
る
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
こ

こ
で
は
折
衷
的
見
解
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、

少
な
く
と
も
現
状
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、

事
業
者
が
デ
ー
タ
の
保
存
さ
れ
る
サ
ー
バ
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

デ
ー
タ
の
窃
取
の
事
案
に
つ
い
て
、
ユ
ー
ザ
当
事
者
間
の
返
還
な
い
し
損

害
賠
償
の
問
題
と
す
る
よ
り
も
、
返
還
の
容
易
性
、
費
用
の
安
価
性
等
の

点
で
、
事
業
者
の
責
任
と
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ユ
ー
ザ
間
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の
問
題
と
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
た
め
、
統
一
的
に
事
業

者
の
責
任
と
す
る
の
で
は
な
く
、
折
衷
的
観
点
か
ら
問
題
を
検
討
す
る
こ

と
で
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
仮
想
財
産
の
利
用
権
の
保
護
に
つ
い
て
事
業

者
に
求
め
ら
れ
る
責
任
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
例
外
的
に
加
害
ユ
ー
ザ
が

負
う
べ
き
責
任
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
後
善
意
転

得
者
と
の
利
益
調
整
、
及
び
サ
ー
ビ
ス
終
了
時
な
い
し
事
業
者
倒
産
時
の

ユ
ー
ザ
の
権
限
の
保
護
に
つ
い
て
、
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一－

一　

事
業
者
の
責
任

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
を
業
と
し
て
行
う
者
に
求
め
ら
れ
る
責

任
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

　

米
中
両
国
法
に
お
け
る
議
論
か
ら
の
示
唆
を
日
本
法
へ
と
応
用
す
る

と
、
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
に
関
す
る
責
任
、
デ
ー
タ
の
適
正
な
保
持

に
関
す
る
責
任
、
ユ
ー
ザ
間
の
利
益
の
調
整
に
関
す
る
責
任
に
分
け
ら
れ

よ
う（
た
だ
し
、こ
れ
ら
の
責
任
は
相
互
に
重
な
る
部
分
も
あ
る
）。
ま
た
、

サ
ー
バ
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
サ
ー
ビ
ス
の
か
な
り
の
部
分
の
料
金
を
無
料
に

し
つ
つ
、
一
部
付
加
価
値
的
な
有
償
契
約
を
結
ぶ
サ
ー
ビ
ス
が
多
く
展
開

さ
れ
て
い
る
日
本
に
お
い
て
は
、
契
約
の
有
償
無
償
の
区
別
に
基
づ
く
要

求
さ
れ
る
注
意
義
務
の
違
い
も
問
題
と
な
ろ
う
。

（
一
）
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
に
関
す
る
責
任

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
は
違

い
、
ゲ
ー
ム
機
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
売
り
切
り
で
は
な
く
、
サ
ー
バ
を
利

用
し
た
継
続
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
を
必
要
と
す
る
業
務
形
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
に
つ
い
て
、
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

の
内
容
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
イ
ン
フ
ラ
化
が
進
み
、
そ
こ
に
お
け
る

人
々
の
活
動
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ
て
、
か
か
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

交
流
が
人
々
の
人
格
形
成
に
与
え
る
影
響
は
、
非
常
に
増
大
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
人
々
の
活
動
を
奨
励
し
、
そ
こ
か
ら
利

益
を
得
ん
と
す
る
事
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
の
人
格
に
か
か

わ
る
利
益
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う
、
一
定
水
準
の
事
業
を
営
む
義
務

が
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン

ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
を
単
に
ゲ
ー
ム
と
い
う
嗜
好
性
の
高
い
娯
楽
の
一
種
と

捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
事
業
で
も

あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
人
々
の
触
れ
合
い
を
一
定
程
度

厚
く
保
護
す
る
必
要
性
は
高
ま
ろ

）
11
（

う
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
住
宅
の
レ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
議
論
を
類
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推
し
て
解
決
を
図
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
の
人
格
理
論
に
基
づ
く
見
解
で

あ
っ
た
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ユ
ー
ザ
の
人
格
に
か
か
わ
る
利
益
に
つ

い
て
、
事
業
者
の
代
替
可
能
な
利
益
に
優
越
す
る
保
護
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な

）
11
（

る
。

　

こ
の
見
解
を
参
考
に
、こ
の
問
題
を
検
討
す
る
と
、次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

サ
ー
ビ
ス
継
続
に
関
す
る
責
任
の
違
反
─
─
つ
ま
り
、
サ
ー
ビ
ス
終
了

の
具
体
的
な
場
面
と
し
て
は
、
事
業
者
が
収
益
の
赤
字
化
や
設
備
の
老
朽

化
を
理
由
と
し
て
、
古
い
サ
ー
ビ
ス
を
終
了
さ
せ
た
り
、
事
業
者
自
体
が

倒
産
し
、お
の
ず
と
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
り
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
中
に
は
、
ユ
ー
ザ
か
ら
荒
稼
ぎ
的
に
利
益
を
得
た
の
ち
に
、
経
営

不
振
を
表
向
き
の
理
由
と
し
て
計
画
倒
産
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
終
了
す
る
悪

質
な
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
当
該
サ
ー
ビ

ス
で
活
動
す
る
ユ
ー
ザ
に
と
っ
て
は
、
自
身
の
人
格
形
成
に
強
い
影
響
を

与
え
う
る
デ
ー
タ
そ
の
も
の
、
お
よ
び
そ
れ
を
利
用
す
る
機
会
を
、
あ
る

い
は
不
当
に
喪
失
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
、
ユ
ー
ザ
の
人
格
に
か
か
わ
る
財
産
の
不
当
な

喪
失
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
事
業
者
が
単
に
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
か
ら
利

益
を
得
た
い
と
い
う
よ
う
な
代
替
可
能
な
理
由
で
、
か
ね
て
よ
り
展
開
し

て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
終
了
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
抑
止
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
事
業
者
は
、
自

身
で
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
続
け
る
か
、
第
三
者
に
サ
ー
ビ
ス
の
引
継
ぎ
を

依
頼
す
る
と
い
っ
た
対
応
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ

て
、
事
業
者
が
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
何
の
事
前
の
告
知
も
せ
ず
、
オ
ン
ラ
イ

ン
ゲ
ー
ム
の
提
供
を
突
然
終
了
し
、
第
三
者
へ
の
引
き
継
ぎ
等
も
行
わ
な

い
よ
う
な
場
合
に
は
、
仮
想
財
産
を
当
該
サ
ー
ビ
ス
で
利
用
す
る
ユ
ー
ザ

の
機
会
が
不
当
に
害
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
ユ
ー
ザ
は
、
事

業
者
に
対
し
、
当
該
仮
想
財
産
に
関
す
る
役
務
（
サ
ー
ビ
ス
）
提
供
義

）
11
（

務

を
履
行
し
な
い
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
仮
想
財
産
の
購
入
代
金
の
全
部
又

は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
と
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
と
き
に
事
業
者
の
責
任
を
増
大

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
業
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
す
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
減
少
し
、
結
果
的
に
ユ
ー
ザ
が
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す

る
機
会
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ー
ザ
の
仮
想
財

産
に
関
す
る
権
利
を
人
格
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
認
め
る
こ
と
で
、
結
果

と
し
て
ユ
ー
ザ
が
当
該
人
格
に
か
か
わ
る
財
産
そ
の
も
の
を
得
る
、
あ
る

い
は
そ
れ
を
利
用
す
る
機
会
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
こ
の
権
能
は
要
保
護
性
の
非
常
に
高
い
絶
対
的
な
も
の
で

あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
事
案
に
即
し
て
当
事
者
間
の
利
益
考
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量
を
し
、
ど
ち
ら
の
利
益
を
法
的
に
保
護
す
べ
き
か
柔
軟
に
判
断
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。し
か
し
、イ
ン
フ
ラ
化
の
進
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
諸
デ
ー
タ
の
利
用
に
関
し
て
、
ユ
ー
ザ
を
保
護
す
る
一
権
能
と
し

て
、
重
要
視
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

　

以
上
よ
り
、
ユ
ー
ザ
は
事
業
者
に
対
し
、
不
当
な
サ
ー
ビ
ス
終
了
を
抑

止
し
、
そ
の
継
続
を
要
求
す
る
─
─
仮
想
財
産
の
あ
る
種
“
半
永
続
”
的

な
利
用
を
積
極
的
に
要
求
す
る
─
─
権
能
が
あ
り
、
事
業
者
は
こ
れ
を
保

護
す
る
一
定
の
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

）
11
（

か
。

（
二
）
デ
ー
タ
の
適
正
な
保
持
に
関
す
る
責
任

　

サ
ー
バ
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
型
の
通
信
が
一
般
的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

サ
ー
ビ
ス
で
は
、ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
的
な
提
供
と
合
わ
せ
て
、サ
ー

バ
上
の
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
（
ユ
ー
ザ
の
ゲ
ー
ム
情
報
等
）
の
適
正
な
保

持
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
そ
の
保
持
に
関
す
る
義
務
の
程
度
と
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
と
有
体
動
産
で
は
、
そ

の
保
管
の
仕
方
は
現
実
的
に
ま
っ
た
く
異
な
り
、
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
等

に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
の
滅
失
は
時
に
不
可
避
的
に
起
こ
り
う
る
も

の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
保
持
に
お
い
て
、
有
体
物
を
保

管
す
る
場
合
の
責
任
と
同
視
し
て
よ
い
の
か
が
、
問
題
と
な

）
11
（

る
。

　

こ
の
点
、
物
の
保
管
に
関
す
る
契
約
に
関
し
て
は
、
民
法
で
は
、
六
五

七
条
か
ら
六
六
六
条
に
寄
託
の
規
定
が
あ

）
11
（

る
。
ま
た
、
と
く
に
商
人
が
そ

の
営
業
の
範
囲
内
に
お
い
て
寄
託
を
受
け
る
場
合
（
商
事
寄
託
）
に
つ
い

て
は
、商
法
に
規
定
が
あ
る（
受
寄
者
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
五
九
三
条
、

場
屋
営
業
車
の
寄
託
責
任
に
つ
い
て
、
五
九
四
～
五
九
六
条
、
倉
庫
営
業

者
の
保
管
責
任
に
つ
い
て
六
一
七
条
、
保
管
料
の
負
担
に
つ
い
て
六
一
八

条
、
保
管
期
間
に
つ
い
て
六
一
九
条
、
責
任
の
消
滅
事
由
に
つ
い
て
六
二

五
条
、
消
滅
時
効
に
つ
い
て
六
二
六
条
）。

　

寄
託
の
う
ち
、
実
際
に
よ
く
問
題
と
な
る
の
は
、
消
費
寄
託
（
預
金
契

約
）
や
倉
庫
業
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
詳
細
な
約
款

が
用
意
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
例
え
ば
、
倉
庫
約
款
三
八
条
は
、
受
寄
者
は
、
自

己
ま
た
は
そ
の
使
用
人
の
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
損
害
が
生

じ
た
こ
と
を
寄
託
者
が
証
明
し
た
場
合
に
限
り
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う

と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム
約
款
三
〇
条
は
、
受

寄
者
は
、
自
己
ま
た
は
そ
の
使
用
人
が
寄
託
物
の
保
管
ま
た
は
荷
役
に
関

し
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
寄
託
物
の
滅
失
ま

た
は
毀
損
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
と
定
め
て
い

る
。
こ
の
違
い
は
、
後
者
の
契
約
で
は
寄
託
者
が
消
費
者
で
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
（
消
費
者
契
約
法
八
条
参
照
）。

　

こ
の
点
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
事
案
に
お
け
る
事
業
者
の

デ
ー
タ
の
保
持
に
関
す
る
注
意
義
務
の
程
度
に
つ
き
、
中
国
で
は
、
善
管
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注
意
義
務
で
あ
る
と
す
る
見
解
や
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
求
め
ら
れ

る
財
産
の
安
全
を
保
障
す
る
義
務
の
違
反
を
推
定
し
、
事
業
者
が
そ
の
義

務
の
履
行
を
立
証
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
免
責
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
み

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
義
務
の
違
反
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、

事
業
者
は
第
一
義
的
に
は
損
害
賠
償
で
は
な
く
、
デ
ー
タ
の
原
状
回
復
の

責
任
が
生
ず
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
本
問
題
の
ユ
ー

ザ
が
基
本
的
に
は
消
費
者
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
義
務
の
程
度
に
つ
い
て

は
、
後
者
の
見
解
を
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
に
も
か
か
わ
ら
ず
、デ
ー
タ
が
完
全
に
滅
失
し
、か
つ
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
も
用
意
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
四
一
五
条
に
基
づ
き
、
履
行

不
能
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
処
理
と
し
て
は
、
事
業
者
に
帰
責
事

由
が
あ
る
場
合
、
損
害
賠
償
が
問
題
と
な
る
。
い
か
な
る
場
合
に
帰
責
事

由
が
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
問
題
で

あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
有
体
物
の
保
管
と
比
較
し
て
、
サ
ー
バ
上
の
デ
ジ

タ
ル
・
デ
ー
タ
は
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
完

全
な
滅
失
は
比
較
的
回
避
可
能
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ

）
11
（

る
。

　

以
上
よ
り
、
デ
ー
タ
の
適
正
な
保
持
に
つ
い
て
、
事
業
者
に
は
、
消
費

者
保
護
の
観
点
か
ら
過
失
の
推
定
が
な
さ
れ
、
そ
の
違
反
に
際
し
て
は
第

一
義
的
に
は
原
状
回
復
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
が
履
行
不
能
の
場
合
は
損
害

賠
償
の
問
題
と
な
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
、
損
害
賠
償
の
対
象
と
な
る
の

は
、
具
体
的
に
は
、
サ
ー
バ
へ
の
ア
ク
セ
ス
料
や
一
部
の
課
金
ア
イ
テ
ム

の
料
金
等
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
賠
償
額
の
算
定
に
つ
き
転
売
利
益
は

含
ま
れ
る
の
か
等
、
ユ
ー
ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
是
非
と
も
関
連
し
た
、
さ
ら
な

る
検
討
を
要
す
る
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え

）
1（
（

る
。

（
三
）
ユ
ー
ザ
間
の
利
益
の
調
整
に
関
す
る
責
任

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
が
自
ら
の
管
理
す
る
サ
ー
バ
に
大
勢
の

ユ
ー
ザ
の
ア
ク
セ
ス
を
呼
び
込
み
、
そ
の
内
部
で
様
々
な
や
り
取
り
を
す

る
こ
と
を
推
奨
す
る
と
い
う
事
業
で
あ
る
以
上
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

ユ
ー
ザ
間
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
に
つ
い
て
も
、
事
業
者
は
何
ら
か
の
責
任

を
負
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
場
面
は
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
や
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
の

問
題
関
心
と
の
関
連
で
は
、
と
く
に
、
ユ
ー
ザ
に
よ
る
他
ユ
ー
ザ
の
デ
ー

タ
の
窃
取
、
詐
取
等
の
場
合
、
事
業
者
が
い
か
な
る
責
任
を
負
う
か
が
問

題
と
な
る
。

　

こ
の
問
題
の
解
決
の
方
向
性
と
し
て
は
、
①
何
ら
の
責
任
も
負
わ
な
い

と
す
る
か
、
②
限
定
的
に
、
加
害
者
の
情
報
を
提
供
す
る
責
任
は
あ
る
と

す
る
か
、
③
そ
も
そ
も
の
ユ
ー
ザ
間
の
紛
争
を
補
充
的
な
い
し
後
見
的
に

解
決
す
る
責
任
が
あ
る
と
す
る
か
、
三
つ
の
方
向
性
が
あ
り
う
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
所
有
法
説
は
、
①
な
い
し
②
の
方
向
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性
を
志
向
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
一
方
、
中
国
で
は
、
裁
判
例
及
び

学
説
の
多
数
が
事
業
者
は
加
害
者
の
補
充
的
責
任
を
負
う
と
す
る
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
、
銀
行
の
誤
振
込
み
の
場
合
の

解
決
に
用
い
ら
れ
る
、
債
権
の
準
占
有
者
へ
の
弁
済
の
問
題
を
類
推
す
る

見
解
も
考
え
ら
れ
る
。が
、あ
る
ユ
ー
ザ
の
利
用
す
る
デ
ー
タ
を
別
の
ユ
ー

ザ
が
窃
取
し
た
場
合
、
当
該
デ
ー
タ
は
被
害
ユ
ー
ザ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら

は
無
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
加
害
ユ
ー
ザ
な
い
し
第
三
転
得
者
の
ア
カ

ウ
ン
ト
内
に
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、

結
局
サ
ー
バ
上
に
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
移
動
の
記
録
も
逐
一
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
窃
取
の
場
合

に
貴
重
品
な
り
金
銭
な
り
が
物
理
的
に
保
管
場
所
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
容

易
に
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
倉
庫
業
や
銀
行
業
の
問
題
と
は
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
窃
取
と
そ
の
返
還
の
問
題
を
ユ
ー
ザ
の
自
己
責
任
と
考
え
て
法

的
に
権
限
の
割
り
当
て
を
考
え
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
が
、

現
実
問
題
と
し
て
は
、
被
害
者
が
加
害
者
に
直
接
何
ら
か
の
責
任
追
及
を

す
る
に
し
て
も
、
そ
の
特
定
の
た
め
に
は
結
局
事
業
者
の
協
力
を
仰
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ー
バ
の
管
理
権
限
を
持

ち
デ
ー
タ
復
旧
が
可
能
な
事
業
者
で
な
く
、
一
ユ
ー
ザ
で
あ
る
加
害
者
に

返
還
の
請
求
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
構
成
す
る
の
は
、
か
え
っ
て
迂
遠
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
（
こ
の
点
、
デ
ー
タ
の
窃
取
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て

ユ
ー
ザ
の
自
己
責
任
と
し
な
が
ら
、
一
方
で
加
害
者
に
対
す
る
返
還
請
求

や
加
害
者
の
特
定
に
関
す
る
権
利
の
帰
属
を
ユ
ー
ザ
に
認
め
な
い
と
す
る

条
項
の
規
定
や
解
釈
は
、
ユ
ー
ザ
か
ら
問
題
解
決
の
方
法
を
奪
う
も
の
で

あ
っ
て
背
理
で
あ
り
、
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
点
は
留
意
す
べ
き

で
あ
る
）。

　

以
上
よ
り
、
基
本
的
に
は
ユ
ー
ザ
間
の
問
題
の
調
整
と
し
て
の
、
デ
ー

タ
の
窃
取
の
問
題
の
解
決
も
事
業
者
の
契
約
責
任
に
含
ま
れ
、
事
業
者
が

そ
の
復
旧
の
責
任
を
負
う
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。こ
の
と
き
、デ
ー

タ
の
復
旧
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
即
時
取
得
の
問
題
に
関
す
る
議
論
を
踏

ま
え
た
う
え
で
対
処
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
四
）
契
約
の
有
償
無
償
の
区
別
と
注
意
義
務
の
程
度
の
違
い

　

近
時
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
フ
リ
ー
ミ
ア
ム
（Freem

iu

）
11
（m

）
と

呼
ば
れ
る
、
基
本
料
金
は
無
料
で
あ
り
な
が
ら
、
付
加
価
値
的
な
サ
ー
ビ

ス
を
個
別
に
有
料
で
提
供
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
が
採
用
さ
れ
る
こ
と

が
多

）
11
（

い
。
そ
し
て
、
本
稿
で
主
た
る
検
討
の
課
題
と
し
て
い
る
オ
ン
ラ
イ

ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は
、
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
の
成
功
例
な
い
し
典

型
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
に
お
い
て
、
契
約

の
無
償
部
分
及
び
有
償
部
分
、あ
る
い
は
、有
償
契
約
を
結
ん
で
い
る
ユ
ー
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ザ
お
よ
び
無
償
契
約
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
ユ
ー
ザ
の
間
で
、
保
護
の
程
度

は
変
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
債
権
法
改
正
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
検

討
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
一
般
的
な
役
務
提
供
契
約
に
お
い
て
は
有

償
無
償
の
違
い
に
よ
っ
て
役
務
提
供
者
の
注
意
義
務
の
程
度
に
違
い
を
設

け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
義
務
の
主
体
が
事
業
者
で
あ
る
場
合

は
こ
の
違
い
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
の
が
基
本
的
な
方
針
で

あ
っ

）
11
（

た
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
当
該
役
務
提
供
に
の
み
に
着
目
す
れ
ば

報
酬
の
支
払
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
関
連
す
る
複
数
の

契
約
や
継
続
的
な
取
引
を
全
体
と
し
て
観
察
す
る
と
き
に
は
有
償
性
を
帯

び
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
役
務
提
供
者
が
い
わ

ゆ
る
専
門
家
で
あ
る
場
合
に
は
、
た
と
え
無
償
の
役
務
提
供
で
あ
っ
て

も
、
当
該
専
門
家
と
し
て
要
求
さ
れ
る
水
準
の
注
意
を
尽
く
す
べ
き
こ
と

が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
米
中
両
国
に
お
い
て
も
、
こ
の

場
合
に
事
業
者
の
注
意
義
務
の
程
度
に
差
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見

解
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
限
り
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

日
本
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は
、
サ
ー
バ
へ
の
ア
ク

セ
ス
等
は
無
償
契
約
で
あ
る
と
い
え
る
も
の
の
、
上
記
の
よ
う
に
別
途
有

償
契
約
を
結
ぶ
こ
と
を
前
提
と
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
で
あ
る
た
め
、

そ
の
デ
ー
タ
の
保
持
等
の
場
合
に
事
業
者
の
注
意
義
務
の
程
度
に
違
い
を

設
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
お
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
有
償
無
償
の
別
は
大
き

な
指
標
と
な
ろ
う
。

一－

二　

加
害
ユ
ー
ザ
の
責
任

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
内
で
何
ら
か
の
悪
事
を
働
い
た
ユ
ー
ザ

は
、
民
事
上
、
多
く
の
場
合
は
た
だ
そ
の
利
用
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
が
事
業

者
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ス
禁
止
に
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で

対
応
は
十
分
な
の
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
他
何
ら
か
の
法
的
責
任
を

負
う
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ

）
11
（

る
。

　

例
え
ば
窃
取
の
場
合
で
は
、
被
害
ユ
ー
ザ
が
盗
ま
れ
た
の
は
い
や
し
く

も
金
銭
的
価
値
の
あ
る
デ
ー
タ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
の
加
害
者
と
い

え
る
ユ
ー
ザ
も
、
損
害
賠
償
等
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の

観
点
か
ら
、
米
中
両
国
法
に
お
け
る
議
論
か
ら
の
示
唆
を
日
本
法
へ
と
応

用
す
る
と
、
債
権
侵
害
と
構
成
す
る
方
向
性
、
占
有
権
侵
害
と
構
成
す
る

方
向
性
、
所
有
権
等
の
物
権
侵
害
と
構
成
す
る
方
向
性
、
不
当
利
得
の
問

題
と
構
成
す
る
方
向
性
な
ど
が
対
応
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
、
本
稿
は
ユ
ー
ザ
間
の
問
題
の
解
決
に
際
し
て
、
基
本
的
に
は

事
業
者
が
後
見
的
に
そ
の
解
決
に
介
入
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
立
場
か
ら

検
討
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
デ
ー
タ
の
窃
取
の
場
合
、
上
記
い
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ず
れ
の
構
成
に
よ
っ
て
も
、
被
害
ユ
ー
ザ
が
事
業
者
に
デ
ー
タ
の
復
旧
を

請
求
し
て
そ
れ
が
叶
っ
た
場
合
、
被
害
ユ
ー
ザ
は
自
身
の
権
利
侵
害
を
根

拠
に
加
害
者
に
請
求
す
る
必
要
は
な
く
な
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

被
害
ユ
ー
ザ
が
加
害
ユ
ー
ザ
に
直
接
法
的
請
求
を
す
る
必
要
が
あ
る
の

は
、
何
ら
か
の
事
情
で
事
業
者
が
デ
ー
タ
を
復
旧
し
な
か
っ
た
場
合
や
、

そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
加
害
ユ
ー
ザ
の
責
任
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は

被
害
ユ
ー
ザ
に
よ
る
予
備
的
な
請
求
の
問
題
と
し
て
各
構
成
に
つ
い
て
検

討
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
、
被
害
ユ
ー
ザ
が
加
害
ユ
ー
ザ
に
直
接
請
求
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
存
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く
。

（
一
）
ユ
ー
ザ
の
債
権
侵
害
と
す
る
構
成

　

他
ユ
ー
ザ
に
よ
る
デ
ー
タ
の
窃
取
を
、
ユ
ー
ザ
が
事
業
者
に
対
し
て
有

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
債
権
の
侵
害
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
は
、
不
法

行
為
の
場
面
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
の
問
題
に
な
る
。

　

こ
の
点
、
債
権
侵
害
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も

議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
11
（

が
、
本
件
の
、
と
く
に
デ
ー
タ
の
窃
取
の
場

合
は
、
債
権
の
帰
属
自
体
を
侵
害
し
て
い
る
上
に
、
故
意
で
な
い
場
合
は

基
本
的
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
伝
統
的
通
説
で
も
批
判
的
学
説
で
も
債

権
侵
害
に
基
づ
く
不
法
行
為
は
当
然
に
成
立
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、中
国
に
お
い
て
は
、債
権
構
成
に
立
ち
な
が
ら
、

本
件
に
は
、
金
銭
賠
償
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
に
お
け
る
原
状
回
復
主
義

（
現
物
賠
償
）
が
妥
当
す
る
と
の
見
解
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
で
、
債
権
侵
害
に
基
づ
き
な
が
ら
、
物
権
的
返
還
請
求
権
を
肯
定
す

る
か
の
よ
う
な
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
法
に
お
い
て
も
、

こ
の
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
、
日
本
民
法
に
お
い
て
は
、
四
一
七
条
に
お
い
て
、「
損
害
賠

償
は
、
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
金
銭
を
も
っ
て
そ
の
額
を
定

め
る
。」
と
し
て
、
金
銭
賠
償
の
原
則
に
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
当
事
者
の
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
原
状
回
復
な
り
現
物
賠
償
な

り
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
債
権
者
の
側
か
ら
、
金
銭
賠
償
以

外
の
形
、
本
問
題
で
は
、
窃
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
原
状
回
復
と
い
う
形
で

の
賠
償
を
求
め
た
場
合
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

戦
前
の
判
例
で
は
、
大
審
院
昭
和
一
六
年
九
月
二
日
判
決
（
判
決
全
集

八
巻
二
七
号
一
一
頁
）
が
、
小
作
米
延
滞
の
事
案
に
お
い
て
、
原
告
が
利

米
を
請
求
し
た
の
に
対
し
て
、
四
一
七
条
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
訴
え
を

斥
け
た
原
判
決
を
正
当
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
事
案
と
本
問
題
は
事
情
が
異
な
る
た
め
、
こ
の
判
決
の

結
論
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
よ
い
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
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題
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
際
に
は
以
下
の
よ
う
な
点
が
判
断
材
料
と
な

ろ
）
11
（

う
。

　

第
一
に
、
こ
の
問
題
で
は
、
債
権
者
の
側
か
ら
債
務
者
の
意
思
に
反
し

て
、
そ
う
し
た
金
銭
賠
償
以
外
の
代
替
的
措
置
を
な
す
こ
と
を
求
め
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
構
造
自
体
、
一
般
的
に
消
極
的
な
要
素
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
金
銭
賠
償
以
外
の
手
段
の
可
能
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ

れ
を
認
め
る
必
要
性
が
ど
れ
だ
け
高
い
の
か
を
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
四
一
七
条
の
レ
ベ
ル
で
金
賠
償
以
外
の
措
置
を
強
制
す
る
と

い
う
こ
と
は
、債
務
の
内
容
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
そ
う
し
た
措
置
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
正
当
性
に
は
、

よ
り
高
度
の
正
当
化
が
求
め
ら
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
金
銭
賠
償
以
外
の
方
法
に
よ
る
損
害
回
復
の
可
能
性
に
つ

い
て
は
一
律
に
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
単

純
に
そ
れ
以
外
の
方
法
が
可
能
か
否
か
と
い
う
基
準
だ
け
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
措
置
を
認
め
る
高
度
の
必
要
性
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
措
置
の
拒

絶
が
信
義
則
に
反
す
る
よ
う
な
特
別
事
情
（
損
害
の
性
質
、
原
状
回
復
に

よ
る
賠
償
が
必
要
と
さ
れ
る
必
要
性
、
原
状
回
復
の
容
易
性
、
そ
の
た
め

の
費
用
の
安
価
性
等
）
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
点
、
本
件
で
問
題
と
し
て
い
る
仮
想
財
産
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
性

質
上
、
ユ
ー
ザ
一
般
に
と
っ
て
は
非
常
に
価
値
が
あ
る
も
の
で
も
、
金
銭

的
価
値
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
難
し
い
類
の
も
の
も
存
在
す
る
。
ま
た
、

原
状
回
復
は
サ
ー
ビ
ス
内
で
返
還
を
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
手
段
と
し
て
は

容
易
で
あ
り
、
そ
の
費
用
も
安
価
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
債
権
侵
害
で
あ

る
と
構
成
し
な
が
ら
、
金
銭
賠
償
で
は
な
く
現
物
の
返
還
を
行
う
と
い
う

こ
と
も
、
賠
償
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、同
時
に
、端
的
に
契
約
の
問
題
と
し
て
事
業
者
に
デ
ー

タ
の
原
状
回
復
の
請
求
を
行
え
ば
足
り
る
問
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
え
て
上
記
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
直
接
の
加

害
者
に
デ
ー
タ
の
返
還
を
請
求
す
る
必
要
性
は
大
き
く
は
な
い
と
も
い
え

よ
う
。

（
二
）
ユ
ー
ザ
の
占
有
権
侵
害
と
す
る
構
成

　

デ
ー
タ
の
窃
取
を
、
事
実
状
態
の
保
護
と
し
て
の
占
有
権
侵
害
と
構
成

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
占
有
保
持
の
訴
え
（
一
九
八
条
）、

占
有
保
全
の
訴
え
（
一
九
九
条
）、
占
有
回
収
の
訴
え
（
二
〇
〇
条
）、
以

上
三
つ
の
占
有
訴
権
は
、
本
権
の
有
無
を
問
わ
ず
事
実
上
の
占
有
状
態
を

私
力
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
権
利
で
あ
る

た
め
、
ユ
ー
ザ
の
仮
想
財
産
の
利
用
を
占
有
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
が
、
そ
の
保
護
を
肯
定
す
る
た
め
に
問
題
と
な
る
。
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こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
が
仮
想
財
産
を
物
理
的
に

占
有
し
て
い
な
い
以
上
、
ユ
ー
ザ
の
権
限
を
占
有
権
と
構
成
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
中
国
に
お
い
て
は
、
事
業
者
に

よ
る
占
有
と
重
な
る
面
は
あ
る
も
の
の
、
ユ
ー
ザ
も
こ
れ
を
占
有
し
て
い

る
と
し
て
保
護
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、
森
田
宏
樹
が
、
有
価
証
券
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の

基
礎
理
論
と
し
て
、
振
替
口
座
簿
の
記
載
な
い
し
記
録
に
よ
り
有
価
証
券

に
関
す
る
権
利
の
帰
属
が
定
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
の

が
、
占
有
、
と
く
に
準
占
有
で
あ
り
、
有
価
証
券
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
と

い
う
の
は
、紙
媒
体
の
券
面
に
対
す
る
物
理
的
支
配
か
ら
、「
口
座
の
記
録
」

を
基
礎
と
し
た
有
価
証
券
上
の
権
利
に
対
す
る
事
実
的
支
配
権
限
へ
と

「
占
有
」概
念
が
機
能
的
に
拡
張
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
旨
主
張
す

）
11
（

る
。

　

本
件
に
お
い
て
も
、
あ
る
ユ
ー
ザ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
何
ら
か
の
デ
ー
タ

が
帰
属
す
る
と
の
記
録
が
現
に
サ
ー
バ
上
に
為
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
、
こ
れ
を
事
実
上
の
支
配
権
限
た
る
占
有
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
な
の

で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ
の
占
有
の
保
護
と
い
う
構
成
が
、

後
述
の
物
権
侵
害
と
す
る
構
成
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
や
、
善

意
取
得
者
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
以
外
に
、
ユ
ー
ザ
対
ユ
ー
ザ
の
事
案
で

具
体
的
に
功
を
奏
す
る
場
面
が
あ
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検

討
を
要
す
る
問
題
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
ユ
ー
ザ
の
物
権
（
所
有
権
）
侵
害
と
す
る
構
成

　

デ
ー
タ
の
窃
取
の
問
題
を
、
物
権
（
と
く
に
、
所
有
権
）
侵
害
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
所
有
法
説
の
一
部
の
見
解
、

中
国
に
お
け
る
物
権
説
は
こ
れ
を
肯
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
見
解
に
立
て
ば
、
被
害
ユ
ー
ザ
は
加
害
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
物
権
的
請
求

権
の
行
使
が
可
能
と
な
る
。

　

こ
の
点
、
ユ
ー
ザ
が
何
者
か
に
ア
カ
ウ
ン
ト
の
管
理
自
体
を
奪
わ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
物
権
的
請
求
権
の
う
ち
、
妨
害
排
除
の
問
題
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
実
際
に
多
く
問
題
と
な
る
の
は
、
中
国
の
裁
判
例
に
現
れ
て

い
る
よ
う
に
、
個
別
の
デ
ー
タ
を
抜
き
出
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
た
め
、
物

権
的
返
還
請
求
権
の
行
使
の
是
非
が
主
た
る
議
論
の
対
象
と
な
ろ
う
。

　

物
権
的
返
還
請
求
権
は
、
物
権
者
が
物
を
占
有
せ
ず
、
無
権
限
者
が
物

を
占
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
物
の
引
渡
し
を
求
め
る
請
求
権
で
あ

）
11
（

る
。
物

権
の
円
満
な
物
支
配
の
状
態
が
妨
害
さ
れ
、
ま
た
は
そ
の
恐
れ
の
あ
る
場

合
に
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
あ
る
べ
き
物
支
配
の
状
態
の
回
復
、
ま
た

は
そ
の
妨
害
の
予
防
措
置
を
求
め
る
物
権
的
請
求
権
の
一
機
能
で
あ

）
1（
（

る
。

物
権
的
返
還
請
求
権
は
、
い
か
な
る
事
情
で
権
原
者
の
非
占
有
と
無
権
原

者
の
占
有
と
が
惹
起
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
物
権
の
あ
る
べ
き
状
態
と
あ
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る
状
態
と
が
合
致
せ
ず
、
そ
れ
が
客
観
的
違
法
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ

れ
ば
行
使
が
認
め
ら
れ

）
11
（

る
。

　

か
つ
て
は
、
所
有
と
占
有
と
の
分
離
に
よ
り
直
ち
に
物
権
的
請
求
権
が

発
生
し
、
相
手
方
は
抗
弁
権
を
有
す
る
の
み
と
の
立
場
か
ら
、
こ
の
要
件

は
必
ず
し
も
強
調
さ
れ
な
か
っ
た

）
11
（

が
、
客
観
的
に
違
法
と
評
価
さ
れ
て
は

じ
め
て
、
物
権
的
請
求
権
に
よ
る
保
護
が
妥
当
視
さ
れ
う
る
。
物
権
者
が

侵
害
の
忍
容
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
を
消
極
要
件
と
す
る
の

）
11
（

も
同
趣

旨
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
違
法
性
な
し
と
さ
れ
る
の
は
、
物
権
と
り
わ
け
所

有
権
の
行
使
が
法
規
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
場
合
、
相
手
方
が
地
上

権
、
賃
借
権
な
ど
の
占
有
す
べ
き
権
利
を
有
す
る
場
合
、
お
よ
び
相
手
方

に
積
極
的
な
占
有
権
原
は
な
く
て
も
、
物
権
的
請
求
権
の
行
使
が
権
利
濫

用
と
さ
れ
る
場
合
な
ど
で
あ

）
11
（

る
。

　

物
権
的
返
還
請
求
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
権
利
は
、
法
定
の
物
権
に

認
め
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
も
の
の
、そ
の
法
的
保
護
の
必
要
性
か
ら
、

一
方
で
は
、
特
別
法
で
も
物
権
が
創
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
差
止
請
求
権
が

付
与
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
他
方
で
は
、
判
例
に
よ
っ
て
慣
習
法
上
の

特
定
の
物
利
用
や
不
動
産
賃
借
権
、
さ
ら
に
は
人
格
権
、
生
活
妨
害
等
に

も
そ
の
保
護
は
拡
大
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
物
権
法
定
主
義
と
い
う
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実

的
な
必
要
性
に
基
づ
い
て
そ
の
保
護
が
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
る
に
、
本
件
の
よ
う
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
、
ユ
ー
ザ
に
何
ら
か
の
物

権
が
帰
属
す
る
と
考
え
る
余
地
は
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
物

権
的
保
護
を
認
め
る
に
は
そ
の
現
実
的
必
要
性
が
求
め
ら
れ
る
、
と
す
る

見
）
11
（

地
か
ら
す
る
と
、
本
件
で
は
加
害
者
特
定
の
た
め
に
事
業
者
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
場
合
が
多
い
以
上
、
物
権
的
返
還
請
求
権
の
問
題
と
す
る
実

際
的
意
義
は
あ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
債
権
に
基
づ
い
て
事
業
者
に
デ
ー
タ

の
復
旧
を
請
求
す
る
と
構
成
す
れ
ば
事
足
り
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑

問
は
や
は
り
付
き
ま
と
う
。

（
四
）
不
当
利
得
の
問
題
と
す
る
構
成

　

デ
ー
タ
の
窃
取
の
問
題
を
、
不
当
利
得
の
問
題
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
。

　

不
当
利
得
の
効
果
は
、
当
該
利
得
に
つ
い
て
の
返
還
義
務
の
発
生
で
あ

る
（
七
〇
三
条
・
七
〇
四
条
）。
返
還
す
べ
き
物
は
原
則
と
し
て
利
得
の

原
物
返
還
に
よ
る
が
、
社
会
観
念
上
不
能
で
あ
れ
ば
価
格
返
還
（
返
還
時

の
価
格
）
に
よ

）
11
（

る
。
返
還
義
務
の
範
囲
は
善
意
の
受
益
者
と
悪
意
の
受
益

者
と
で
は
異
な
る
が
、
デ
ー
タ
の
窃
取
の
場
合
は
、
加
害
ユ
ー
ザ
は
基
本

的
に
は
悪
意
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
悪
意
の
受
益
者
の
責
任
を
見

る
と
、
そ
の
受
け
た
利
益
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

な
お
損
害
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
賠
償
の
責
任
を
負
う
と
さ
れ
る
（
七
〇
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四
条
）。
悪
意
の
受
益
者
は
当
該
利
益
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
律

上
の
原
因
が
自
己
に
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
以
上
、
保
護
の
必
要
は
な

い
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
点
、
受
益
者
が
悪
意
の
場
合
に
も
原
則
は
原
物
返

還
で
あ
り
、
社
会
通
念
上
原
物
返
還
が
困
難
な
場
合
に
価
格
返
還
と
な

り
、
価
格
返
還
の
場
合
に
限
っ
て
利
息
を
付
す
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ

て
い

）
11
（

る
。
以
上
よ
り
、
こ
の
構
成
を
と
る
と
、
被
害
ユ
ー
ザ
は
盗
ま
れ
た

デ
ー
タ
の
返
還
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
、
窃
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
そ
れ
自
体
の
返
還
の
問

題
と
は
別
に
、
他
人
の
デ
ー
タ
を
窃
取
し
て
加
害
ユ
ー
ザ
が
こ
れ
を
Ｒ
Ｍ

Ｔ
で
換
金
し
た
場
合
の
利
得
を
、
受
益
者
に
留
め
て
お
く
べ
き
か
否
か
、

と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
超
過
利
得
の
返

還
の
問
題
と
し
て
検
討
し
て
い
く
。

　

判
例
で
は
、職
工
Ａ
が
Ｘ
製
紙
会
社
の
パ
ル
プ
を
盗
ん
で
Ｙ
に
売
却
し
、

さ
ら
に
Ｂ
が
転
得
し
て
消
費
し
た
と
い
う
事
例
（
大
判
昭
和
一
二
年
七
月

三
日
民
集
一
六
巻
一
〇
八
九
頁
）
で
転
売
代
金
の
返
還
を
認
め
て
い
る
。

近
時
、種
類
物
に
つ
い
て
も
、不
当
利
得
返
還
請
求
時
の
価
格
で
は
な
く
、

売
却
代
金
の
返
還
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
判
決
が
出
て
い
る
（
最
判
平

成
一
九
年
三
月
八
日
民
集
六
一
巻
二
号
四
七
九
頁
、
失
念
株
に
関
す
る
価

格
返
還
請
求
の
事
例
）。

　

学
説
も
、
従
来
は
同
旨
で
あ
っ

）
1（
（

た
。
た
だ
、
近
時
は
、
売
却
代
金
で

は
な
く
、「
物
」
の
客
観
的
価
格
に
よ
る
べ
き
だ
と
の
見
解
も
有
力
で

あ
）
11
（

る
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
、
他
方
で
、
悪
意
・
重
過
失
の
場
合
に
は
、

超
過
利
得
の
返
還
も
要
す
る
と
す

）
11
（

る
。

　

Ｒ
Ｍ
Ｔ
に
直
接
か
か
わ
る
事
案
と
し
て
は
、
下
級
審
で
は
あ
る
が
、
東

京
地
判
平
成
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
判
時
二
〇
〇
八
号
一
〇
九
頁
が
、
オ

ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
す
る
事
業
者
Ｘ
の
ア
ル
バ
イ
ト
社
員

た
る
Ｙ
が
同
社
の
サ
ー
バ
に
不
正
ア
ク
セ
ス
を
し
て
得
た
デ
ー
タ
を
Ｒ
Ｍ

Ｔ
で
換
金
し
た
利
益
を
、
事
業
者
が
本
来
得
ら
れ
た
利
益
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
Ｘ
に
よ
る
Ｙ
に
対
す
る
利
益
吐
き
出
し
的

な
損
害
賠
償
請
求
を
否
定
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
被
害
ユ
ー
ザ
が
加
害
ユ
ー
ザ
な
い
し
Ｒ
Ｍ
Ｔ
業
者
に
超
過

利
得
の
返
還
請
求
を
為
す
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
場
合
は
事

業
者
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
利
益
を
、
窃
取
の
被
害
者
で
あ

る
と
は
い
え
、
一
ユ
ー
ザ
に
帰
属
さ
れ
る
べ
き
利
益
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ユ
ー
ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
に
つ
い
て
は

否
定
的
な
が
ら
も
、
デ
ー
タ
の
窃
取
の
場
合
に
は
加
害
ユ
ー
ザ
の
得
た
不

当
な
利
得
を
吐
き
出
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
被
害
ユ
ー
ザ
に
よ
る

加
害
ユ
ー
ザ
に
対
す
る
原
状
回
復
的
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
た
。
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日
本
に
お
い
て
も
、
代
替
物
を
利
得
し
た
受
益
者
が
第
三
者
に
売
却
し

た
場
合
（
上
記
最
判
平
成
一
九
年
の
事
案
）
の
不
当
利
得
返
還
請
求
に
つ

い
て
、
損
失
者
・
受
益
者
の
主
観
的
態
様
に
よ
り
、「
利
益
剥
奪
」・「
利

益
押
し
付
け
」
の
側
面
を
読
み
取
り
、
効
果
も
そ
れ
に
対
応
さ
せ
る
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
す
る
見
解
が
あ

）
11
（

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
受
益
者
悪

意
の
場
合
に
は
、
利
益
剥
奪
の
必
要
が
あ
り
、
売
却
代
金
が
現
在
価
格
を

上
回
る
場
合
に
は
、
代
金
を
吐
き
出
さ
せ
る
と
い
う
制
裁
的
な
意
味
合
い

を
上
記
平
成
一
九
年
最
判
に
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
、
と
の
評
価
も

あ
）
11
（

る
。

　

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
本
件
に
当
て
は
め
れ
ば
、
仮
想
財
産
の
窃
取
と
そ

の
転
売
と
い
う
事
案
に
お
い
て
も
、
加
害
ユ
ー
ザ
が
Ｒ
Ｍ
Ｔ
で
得
た
利
益

を
本
来
の
利
用
者
た
る
被
害
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
吐
き
出
さ
せ
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
請
求
権
に
こ
そ
、
被

害
ユ
ー
ザ
が
加
害
ユ
ー
ザ
に
直
接
請
求
す
る
意
義
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

一－

三　

善
意
取
得
者
と
の
利
益
調
整

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
ユ
ー
ザ
間
で
の
デ
ー
タ
の
交
換

を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
も
多
い
。
そ
こ
で
は
、
デ
ー

タ
の
窃
取
の
場
合
な
ど
に
、
原
権
利
者
と
善
意
取
得
者
の
間
の
利
益
調
整

が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
即
時
取
得
の
問
題
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
点
、
日
本
民
法
一
九
二
条
は
、
取
引
行
為
に
よ
っ
て
、
平
穏
に
、

か
つ
、
公
然
と
動
産
の
占
有
を
始
め
た
も
の
は
、
善
意
で
あ
り
、
か
つ
、

過
失
が
な
い
と
き
は
、
即
時
に
そ
の
動
産
に
つ
い
て
行
使
す
る
権
利
を
取

得
す
る
、
と
定
め
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
動
産
を
占
有
し
て
い
る
無
権
利
者

を
真
権
利
者
と
誤
信
し
て
、
こ
れ
と
取
引
し
た
者
に
、
あ
た
か
も
前
主
が

真
権
利
者
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
契
約
通
り
の
権
利
を
取
得
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ

）
11
（

る
。
な
お
、
そ
の
う
ち
本
条
は
、
真
権
利
者
が
こ
の
無

権
利
処
分
者
に
賃
貸
・
寄
託
等
に
よ
り
任
意
に
物
を
交
付
し
て
あ
っ
た
場

合
（
占
有
委
託
物
）
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
真
権
利
者
が
そ
の
意
に
反

し
て
物
の
占
有
を
奪
わ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
意
に
依
ら
ず
遺
失
し
た
場
合

（
占
有
離
脱
物
）
に
つ
い
て
は
、
本
条
の
ほ
か
一
九
三
条
及
び
一
九
四
条

の
特
則
が
適
用
さ
れ
る
。
一
九
三
条
で
は
、
盗
品
ま
た
は
遺
失
物
の
場
合

の
回
復
請
求
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
、
一
九
四
条
で
は
、
占
有
者
が
競
売
も

し
く
は
公
の
市
場
に
お
い
て
、
ま
た
は
そ
の
物
と
同
種
の
物
を
販
売
す
る

商
人
か
ら
善
意
で
買
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
の
回
復
請
求
と
代
価
の
弁
償

に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
二
条
以
下
の
規
定
に
よ
り
即
時
取
得
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、「
動

産
」
で
あ
る
。
こ
の
点
、
民
法
で
は
、
無
記
名
債
権
は
動
産
と
み
な
さ
れ
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る
（
八
六
条
三
項
）。
し
た
が
っ
て
、
有
価
証
券
化
さ
れ
な
い
無
記
名
債

権
（
乗
車
券
、
劇
場
観
覧
券
等
）
に
は
、
即
時
取
得
の
適
用
が
あ
る
。
た

だ
し
、
無
記
名
の
公
社
債
、
商
品
券
の
よ
う
に
有
価
証
券
た
る
無
記
名
債

権
に
は
、
そ
の
流
通
保
護
の
た
め
に
、
民
法
以
上
の
公
信
力
が
商
法
五
一

九
条
、
小
切
手
法
二
一
条
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
と
民
法

の
即
時
取
得
と
の
差
異
は
、
第
一
に
、
取
得
者
の
主
観
的
要
件
と
し
て
悪

意
も
し
く
は
重
大
な
過
失
が
な
け
れ
ば
即
時
取
得
し
う
る
こ
と
、第
二
に
、

盗
品
・
遺
失
物
で
あ
っ
て
も
民
法
一
九
三
条
、
一
九
四
条
の
よ
う
な
制
限

に
服
さ
な
い
こ
と
、
で
あ

）
11
（

る
。

　

一
方
で
、
鉱
業
権
（
鉱
業
法
五
九
条
、
六
〇
条
）、
漁
業
権
（
漁
業
法

二
六
条
、
五
〇
条
）、
特
許
権
（
特
許
法
九
八
条
一
項
、
九
九
条
）、
実
用

新
案
権
（
実
用
新
案
法
一
八
条
三
項
、一
九
条
三
項
、二
五
条
、二
六
条
）、

意
匠
権
（
意
匠
法
二
七
条
四
項
、二
八
条
三
項
、三
五
条
四
項
、三
六
条
）、

商
標
権
（
商
標
法
三
〇
条
四
項
、
三
一
条
四
項
、
三
四
条
三
項
四
項
、
三

五
条
）、
著
作
権
（
著
作
権
法
七
七
条
）
等
の
無
体
財
産
権
の
移
転
は
、

登
録
（
認
可
）
が
権
利
移
転
の
効
力
発
生
な
い
し
対
抗
要
件
と
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
は
、
民
法
の
即
時
取
得
規
定
の
適
用
は

な
）
11
（

い
。

　

ま
た
、
近
年
、
電
子
記
録
債
権
法
一
九
条
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
一
四
四
条
等
、
電
子
デ
ー
タ
の
善
意
取
得
が
特
別
法
に
よ
り

規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
口
座
等
へ
の
記
載
な
い
し
記
録
が
対
抗

要
件
と
な
っ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
、
第
三
取
得
者
の
善
意
取
得
が
肯
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
第
三
取
得
者
に
悪
意
な
い
し
重
大
な
過

失
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
善
意
取
得
は
否
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
即
時
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
件
で
は
ど
の
よ
う
に
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
即
時
取
得
の
問
題
で
は
、
譲
受
人
に
権
利

を
与
え
る
に
つ
い
て
そ
の
基
礎
的
条
件
と
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
取
引
分
野
で

の
「
取
引
安
全
の
要
請
の
強
さ
の
度
合
い
」
と
、
原
権
利
者
の
権
利
を
剥

奪
す
る
に
つ
い
て
要
請
さ
れ
る
「
帰
責
事
由
の
度
合
い
」
と
の
相
関
関
係

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
え
る
た
め
、こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

仮
想
財
産
は
基
本
的
に
ゲ
ー
ム
と
い
う
嗜
好
性
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
内
の

デ
ー
タ
で
あ
る
と
は
い
え
、経
済
的
価
値
が
あ
る
も
の
も
多
く
、特
に
ユ
ー

ザ
の
間
で
交
換
価
値
の
あ
る
も
の
は
、
課
金
デ
ー
タ
か
つ
高
価
値
で
あ
る

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
デ
ー
タ
の
や
り
取
り
は
サ
ー
ビ
ス
の
規
模
に

も
よ
る
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
り
、
取
引
安
全
の
要
請
は
強
い
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ザ
間
の
取
引
で
は
、
デ
ー
タ
の
管
理
権
限
の
都
合
上
、

取
引
相
手
が
真
正
の
権
利
者
で
あ
る
か
を
ユ
ー
ザ
が
即
座
に
チ
ェ
ッ
ク
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
、
そ
の
“
所
持
者
”
が
真
正
の

利
用
権
者
で
あ
る
こ
と
は
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
即
時
取
得
を

肯
定
し
な
い
場
合
、
真
正
の
権
利
者
を
特
定
す
る
た
め
に
は
か
な
り
の
過
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去
に
遡
っ
て
デ
ー
タ
の
正
当
な
利
用
者
を
画
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か

な
り
の
手
間
が
か
か
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
全
体
と
し
て
、「
取
引

安
全
の
要
請
の
強
さ
の
度
合
い
」
は
大
き
い
と
い
え
る
。

　

一
方
、
被
害
ユ
ー
ザ
の
「
帰
責
事
由
の
度
合
い
」
は
、
デ
ー
タ
の
窃
取

の
際
に
な
さ
れ
る
ア
カ
ウ
ン
ト
ハ
ッ
キ
ン
グ
の
回
避
可
能
性
の
程
度
に
求

め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
は
、
当
該
ユ
ー
ザ
が
い

か
に
気
を
つ
け
て
い
て
も
不
可
避
的
な
攻
撃
も
あ
る
も
の
の
、
回
避
可
能

な
場
合
も
存
す

）
11
（

る
。
ま
た
、
親
密
な
ユ
ー
ザ
間
に
お
け
る
デ
ー
タ
な
い
し

ア
カ
ウ
ン
ト
の
「
貸
し
借
り
」
に
起
因
す
る
問
題
の
場
合
は
、
被
害
ユ
ー

ザ
の
帰
責
事
由
は
大
き
い
と
い
え
る
。

　

以
上
を
考
量
す
る
と
、
第
三
転
得
者
の
善
意
取
得
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き

要
請
は
比
較
的
強
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
具
体
的
に
分
類
す
る
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン

ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
ユ
ー
ザ
間
の
デ
ー
タ
の
交
換
取
引
が
主
た
る
目

的
の
サ
ー
ビ
ス
と
そ
う
で
な
い
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
デ
ー
タ

の
取
引
を
重
視
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
は
取
引
の
安
全
を
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を

予
定
し
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス
で
は
原
権
利
者
の
利
益
を
優
先
す
る
必
要
が

あ
る
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
前
者
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
第
三

取
得
者
が
悪
意
な
い
し
重
過
失
で
な
い
限
り
即
時
取
得
は
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
一
方
で
、
後
者
の
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
乗
っ

取
り
と
そ
の
売
買
の
場
合
は
、
原
権
利
者
へ
の
原
状
回
復
を
認
め
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一－

四　

サ
ー
ビ
ス
終
了
、
管
理
者
倒
産
の
場
合
の
処
理

　

破
産
者
が
占
有
し
て
い
た
動
産
や
破
産
者
の
名
義
と
な
っ
て
い
た
不
動

産
は
、
破
産
手
続
開
始
時
を
基
準
時
と
し
て
、
す
べ
て
破
産
管
財
人
の
管

理
に
服
す
る
（
破
産
法
三
四
条
一
項
、
七
八
条
一
項
）。
し
か
し
、
破
産

手
続
開
始
前
か
ら
第
三
者
が
破
産
者
に
対
し
て
、
あ
る
財
産
を
自
己
に
引

き
渡
す
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
者
は
、
そ

の
権
利
を
破
産
管
財
人
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
第
三
者
の
実
体
法
上
の
権
利
を
、
破
産
手
続
上
、
取
戻
請
求
権
乃
至
取

戻
権
と
呼
ぶ
（
破
産
法
六
二
条
）。

　

取
戻
請
求
権
と
は
、
目
的
物
に
対
し
て
第
三
者
が
も
つ
対
抗
力
あ
る
実

体
法
上
の
支
配
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
効
力
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な

い
も
の
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
権
利
が
取
戻
請
求
権
と

し
て
扱
わ
れ
る
か
は
、
実
体
法
に
よ
る
物
の
支
配
権
が
認
め
ら
れ
る
か
、

そ
の
支
配
権
に
つ
い
て
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
か
を
基
準
と
し
て

決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
取
戻
請
求
権
の
基
礎
と
な
る
権
利
と
し
て
は
、

所
有
権
並
び
に
そ
の
他
の
物
権
、
債
権
的
請
求
権
、
信
託
関
係
上
の
権
利

等
、
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
点
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
終
了
な

い
し
事
業
者
倒
産
の
場
合
に
、
ユ
ー
ザ
が
サ
ー
バ
上
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て

取
戻
請
求
を
す
る
こ
と
に
現
実
的
な
意
義
が
あ
る
の
か
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、中
国
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

サ
ー
ビ
ス
の
性
質
上
、
サ
ー
バ
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
型
の
通
信
方
式
か
つ

サ
ー
ビ
ス
と
デ
ー
タ
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
類
の
も

の
は
、
仮
想
財
産
の
個
別
の
デ
ー
タ
の
取
戻
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
つ

き
、
積
極
的
な
意
義
は
な
い
だ
ろ

）
（11
（

う
。
現
今
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー

ビ
ス
で
利
用
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と

い
え
る
。

　

他
方
で
、
ピ
ア
・
ツ
ー
・
ピ
ア
型
の
通
信
方
式
で
構
築
さ
れ
た
、
事
業

者
が
倒
産
し
て
も
ユ
ー
ザ
間
で
ゲ
ー
ム
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

で
あ
れ
ば
、取
戻
請
求
に
も
意
義
が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

現
状
こ
の
手
の
タ
イ
プ
の
サ
ー
ビ
ス
は
皆
無
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
サ
ー
ビ
ス
が
現

れ
た
ら
、
別
個
論
じ
る
必
要
が
出
て
こ
よ
う
。

　

一
方
、
不
当
な
サ
ー
ビ
ス
終
了
時
等
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い

て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
事
業
者
が
ユ
ー
ザ
に
対
し
て
何
の
事
前
の
告
知

も
せ
ず
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
提
供
を
突
然
終
了
し
、
第
三
者
へ
の
引

き
継
ぎ
等
も
行
わ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、ユ
ー
ザ
は
、事
業
者
に
対
し
、

ア
ク
セ
ス
料
金
や
仮
想
財
産
の
購
入
代
金
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る

金
額
に
つ
い
て
請
求
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二　

ユ
ー
ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
禁
止
条
項
の
内
容
的
規
制
に
つ
い
て

　

Ｒ
Ｍ
Ｔ
は
、
日
本
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
利
用
規
約

で
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
事
実
上
禁
止
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
状
況
に
あ

）
（1（
（

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ユ
ー
ザ
の
権
利
の
不
当
な
制

限
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
条
項
を
無
効
と
考
え
る
必
要
は
な
い

か
。
こ
れ
は
、約
款
法
に
お
け
る
内
容
的
規
制
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
点
、
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
で
は
、「
民
法
、
商
法
（
明
治
三
二

年
法
律
第
四
八
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
公
の
秩
序
に
関
し
な
い
規
定
の
適

用
に
よ
る
場
合
に
比
し
、
消
費
者
の
権
利
を
制
限
し
、
又
は
消
費
者
の
義

務
を
加
重
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
で
あ
っ
て
、
民
法
第
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
基
本
原
則
に
反
し
て
消
費
者
の
利
益
を
一
方
的
に
害
す
る
も
の

は
、
無
効
と
す
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
消
費
者
の
権
利

を
制
限
し
、
民
法
一
条
二
項
に
規
定
す
る
基
本
原
則
（
信
義
則
）
に
反
し

て
消
費
者
の
利
益
を
一
方
的
に
害
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
Ｒ
Ｍ
Ｔ
禁

止
規
定
は
無
効
と
な

）
（10
（

る
。

　

海
外
で
は
、
規
約
を
利
用
し
た
事
業
者
に
よ
る
ユ
ー
ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
禁
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止
は
、
ま
さ
に
こ
の
不
当
な
制
限
に
あ
た
る
の
だ
と
す
る
立
論
が
い
く
つ

も
み
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
、
ユ
ー
ザ
に
よ
る
仮
想
財
産

の
私
的
所
有
及
び
自
由
取
引
を
肯
定
す
る
こ
と
が
社
会
全
体
の
富
を
増
進

す
る
と
す
る
見
解
と
、
同
じ
く
功
利
主
義
的
検
討
か
ら
、
私
的
所
有
は
認

め
な
い
ま
で
も
、収
益
権
能
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
、ま
た
、

労
働
理
論
の
立
場
か
ら
、
Ｒ
Ｍ
Ｔ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ

た
。
一
方
、
中
国
で
は
、
労
働
理
論
の
立
場
か
ら
、
ユ
ー
ザ
が
仮
想
財
産

を
原
始
取
得
す
る
と
す
る
見
解
と
、
ユ
ー
ザ
が
事
業
者
か
ら
承
継
取
得
す

る
と
す
る
見
解
が
、
こ
の
権
能
の
ユ
ー
ザ
へ
の
帰
属
を
肯
定
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
功
利
主
義
的
見
解
は
、
ユ
ー
ザ
に
よ
る
自
由
取
引
を
認
め

る
こ
と
に
よ
る
利
点
と
し
て
、
社
会
の
富
の
最
大
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を

強
調
す
る
。

　

こ
の
点
、
Ｒ
Ｍ
Ｔ
を
肯
定
す
る
と
、
Ｒ
Ｍ
Ｔ
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
利

益
を
得
る
た
め
に
大
量
使
用
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｏ
Ｔ
に
よ
る
サ
ー
バ
ダ

ウ
ン
や
ラ
グ
の
発
生
、
一
般
ユ
ー
ザ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
ハ
ッ
ク
を
目
的
と
し

た
不
正
ア
ク
セ
ス
等
の
増
加
、
ゲ
ー
ム
内
経
済
の
崩
壊
等
の
問
題
が
生
じ

う
る
。
こ
れ
ら
が
直
接
的
な
い
し
間
接
的
な
原
因
と
な
り
、
不
満
の
蓄
積

し
た
ユ
ー
ザ
が
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
や
め
る
こ
と
も
多
く
、
結
果
的
に
運

営
企
業
の
収
益
低
下
リ
ス
ク
に
も
つ
な
が
り
、
そ
の
ま
ま
サ
ー
ビ
ス
終
了

に
至
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
仮
想
財
産
の
自

由
取
引
を
認
め
る
こ
と
は
特
定
の
ユ
ー
ザ
の
利
益
に
つ
な
が
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
社
会
の
富
の
最
大
化
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
留
保
が
必
要
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
労
働
理
論
に
基
づ
く
考
え
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
批

判
の
よ
う
に
、
仮
想
財
産
の
素
の
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
い
る
者
に
こ
そ
所

有
権
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
日

本
で
展
開
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
事
業
者
が

仮
想
財
産
の
設
計
図
た
る
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

の
た
め
、
こ
れ
を
根
拠
に
ユ
ー
ザ
へ
の
所
有
権
類
似
の
権
利
の
帰
属
を
認

め
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
同
様
に
、
収
益
権
能
の
帰
属
を
裏

付
け
る
根
拠
と
し
て
も
若
干
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
労
働
理
論
に
基
づ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
す
る
事
業
者

が
仮
想
財
産
を
原
始
取
得
し
て
お
り
、
こ
れ
を
ユ
ー
ザ
が
何
ら
か
の
形
で

継
受
取
得
を
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
理
論

的
に
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
問
題
と
し
て
は
、
契
約
の

内
容
に
よ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
よ
り
、
現
実
の
通
貨
を
媒
介
と
し
た
収
益
権
能
に
つ
い
て
は
、
所

有
に
関
す
る
規
範
的
理
論
に
よ
る
ユ
ー
ザ
へ
の
帰
属
の
正
当
化
が
難
し

く
、
利
用
規
約
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
議
論
が
有
力
で
あ
る
と
考
え
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ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
収
益
権
能
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
と
ユ
ー

ザ
間
の
契
約
次
第
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ

）
（10
（

う
。

　

事
実
、
実
務
は
そ
の
方
向
性
で
動
い
て
お
り
、
利
用
規
約
で
ユ
ー
ザ
に

よ
る
収
益
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
が
多
い
一
方
、
こ
れ
を
部
分
的
に
認

め
る
も
の
や
大
々
的
に
収
益
可
能
で
あ
る
こ
と
を
売
り
に
す
る
も
の
も
現

れ
て
き
て
い

）
（10
（

る
。

　

三 　

ア
ク
セ
ス
禁
止
の
問
題
に
つ
い
て
─
─
事
業
者
に
よ
る

契
約
の
一
方
的
解
除
の
是
非

　

事
業
者
に
よ
る
ユ
ー
ザ
の
ア
ク
セ
ス
禁
止
の
問
題
は
、
契
約
の
一
方
的

解
除
の
問
題
で
あ
る
。

　

契
約
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
民
法
で
は
、
五
四
〇
条
以
下
に
お
い
て
規

律
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は
、
継
続
的
契
約
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
解
除
に
つ
い
て
、
一
回
的
な
有
償
交
換
契
約
と

同
視
し
て
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
継
続
的
契
約
の
解
除
の
問
題
は
、

日
本
法
で
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
賃
貸
借
の
事
案
に
お
い
て
、
五
四
一

条
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
て
お
り
、判
例
の
蓄
積
も
多

）
（10
（

い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
契
約
の
継
続
性
を
も
っ
て
一
般
的
な
交
換
型
契
約

と
本
質
的
に
異
な
る
と
み
れ
ば
、
継
続
的
契
約
で
は
「
契
約
の
解
除
」
の

規
定
は
完
全
に
排
除
さ
れ
、
継
続
的
契
約
に
関
す
る
民
法
六
二
八
条
・
六

六
三
条
二
項
、
六
七
八
条
二
項
な
ど
の
趣
旨
を
類
推
し
、
個
々
の
契
約
に

内
在
す
る
信
頼
関
係
の
程
度
に
応
じ
て
、
有
償
の
継
続
的
契
約
に
お
け
る

債
務
不
履
行
に
よ
る
契
約
の
解
消
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
諸
事
由
に

基
づ
く
契
約
の
解
消
を
含
む
、
解
約
告
知
の
み
を
認
め
る
こ
と
に
な

）
（10
（

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
契
約
の
解
除
」
の
規
定
が
継
続
的
契
約
に
お
い
て
修

正
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
規
定
自
体
が
「
契
約
の
解
除
」
の
規
定
で
あ

る
こ
と
、
お
よ
び
継
続
的
契
約
に
関
す
る
規
定
が
必
ず
し
も
「
契
約
の
解

除
」
規
定
を
排
除
し
う
る
ほ
ど
網
羅
的
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の

適
用
を
認
め
る
見
解
が
あ

）
（10
（

る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
の
人
格
理
論
に
基
づ
く
見
解

が
検
討
し
て
い
た
。
そ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、以
下
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　

ま
ず
、
事
業
者
対
ユ
ー
ザ
の
問
題
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
の
た
め

に
行
わ
れ
る
も
の
（
定
期
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
た
め

の
一
時
的
な
ア
ク
セ
ス
の
禁
止
）
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
正
当
性
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、一
方
で
、単
に
ア
ク
セ
ス
料
を
一
、

二
回
支
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
受
任
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
な
迷
惑
行

為
を
し
た
こ
と
等
を
根
拠
に
ユ
ー
ザ
を
ア
ク
セ
ス
禁
止
に
す
る
こ
と
は
、

事
業
者
の
側
に
不
当
性
が
あ
り
、
ア
ク
セ
ス
禁
止
を
解
除
す
べ
き
で
あ
る
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と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ア
ク
セ
ス
禁
止
の
原
因
と
な
る
ユ
ー
ザ
の
行
為
と
し
て
代
表
的
な
も
の

と
し
て
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
ア
カ
ウ
ン
ト
ハ
ッ
ク
、
詐
欺
的
取
引
等
い

く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
が
、
財
産
的
な
問
題
の
う
ち
と
り
わ
け
微
妙
な
判
断

が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
規
約
に
反
す
る
Ｒ
Ｍ
Ｔ
行
為
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
が
ア
ク
セ
ス
禁
止
に
値
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
当
該

Ｒ
Ｍ
Ｔ
行
為
の
態
様
や
規
模
に
基
づ
い
て
柔
軟
に
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
具
体
的
に
は
、
行
き
過
ぎ
た
暴
利
行
為
や
事
業
の
存
続
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
か
ね
な
い
組
織
的
な
取
引
等
は
規
制
す
る
一
方
、
ユ
ー
ザ
間
の
個

人
的
な
、
小
規
模
な
Ｒ
Ｍ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
費
用
対
効
果
の
点
か
ら

も
強
い
て
規
制
の
対
象
と
し
な
い
等
、
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
の
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。

　

ア
ク
セ
ス
禁
止
に
関
す
る
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
中
国
に

お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
見

）
（10
（

解
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
見
解
は
、
契
約

の
解
除
を
す
る
前
に
事
業
者
は
ユ
ー
ザ
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ユ
ー
ザ
は
事
業
者
の
契
約
解
除
の
意
思
表
示
に
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
合

理
的
な
期
限
内
に
裁
判
所
あ
る
い
は
仲
裁
機
関
に
異
議
を
届
け
出
る
権
利

を
有
し
、
当
該
裁
判
所
あ
る
い
は
仲
裁
機
関
が
決
定
を
出
す
ま
で
、
事
業

者
は
ユ
ー
ザ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
の
使
用
を
停
止
で
き
な
い
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
、
組
織
的
な
Ｒ
Ｍ
Ｔ
等
、
ユ
ー
ザ
に
対
す
る
抜
き

打
ち
的
ア
ク
セ
ス
禁
止
こ
そ
事
業
者
に
と
っ
て
功
を
奏
す
る
事
案
も
あ
り

う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
は
別
途
そ
の
正
当
性
の
判
断
を
す

る
と
し
て
、
基
本
的
に
は
上
記
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
五
節　

本
稿
の
ま
と
め

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
ユ
ー
ザ
が
一
定
の
排
他
的
利
用
を
行
っ
て
い
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
バ
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
デ
ー
タ
の
民
法
的
保
護
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
仮
想
財
産
に
関
す
る
問
題
を
対

象
と
し
て
検
討
し
、
自
ら
の
試
論
を
示
し
た
。

　

本
稿
の
出
発
点
は
、
情
報
社
会
の
高
度
化
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
イ
ン

フ
ラ
化
の
結
果
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
バ
上
の
諸
デ
ー
タ
が

そ
の
他
の
私
有
財
産
と
同
等
に
保
護
さ
れ
る
必
要
性
が
出
て
き
た
も
の

の
、
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
利
用
に
関
す
る
ユ
ー
ザ
の
権
益
が
、
有
体
物

の
保
護
を
重
視
す
る
伝
統
的
な
理
解
に
よ
っ
て
閑
却
さ
れ
、
実
質
的
な
解

決
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
意

識
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
稿
で
は
、
ユ
ー
ザ
が
そ
の
“
所
有
”
を
意
識
す

る
よ
う
に
な
っ
た
萌
芽
的
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
、
オ
ン
ラ
イ

ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
内
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
現
状
達
成
さ
れ
る
べ
き
民

法
的
保
護
の
程
度
、
具
体
的
内
容
を
示
す
た
め
に
検
討
を
行
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
、
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
新
た
な
無
体
財
に
つ
い

て
、
い
か
な
る
法
的
保
護
を
な
す
べ
き
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本

民
法
の
近
時
の
学
説
は
、
土
地
等
の
有
体
物
の
取
引
を
前
提
と
し
た
制
度

を
維
持
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
そ
の
制
度
の
修
正
を
も
視
野
に
入
れ
な

が
ら
、
当
該
無
体
財
の
法
的
性
質
と
問
題
の
態
様
に
着
目
し
て
、
適
宜
柔

軟
に
対
応
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
点
を
具
体
的
に
検
証
す
る
た
め
に
、
本
問
題
に
関
し
て
日
本
よ

り
も
議
論
の
蓄
積
の
あ
る
米
中
両
国
の
裁
判
例
及
び
学
説
か
ら
、
示
唆
を

得
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
仮
想
財
産
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
無
体
性
、

時
限
性
と
い
う
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
所
有
法
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
て
き
た
そ
の
他
の
財
産
と
同
様
の
性
質
─
─
競
争
性
、
永
続
性
、
相

互
接
続
性
等
─
─
を
有
す
る
と
指
摘
さ
れ
、
中
国
で
は
、
物
権
の
客
体
に

含
ま
れ
る
電
気
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し
た
有
価
証
券
等

と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
、

所
有
法
な
い
し
物
権
法
に
よ
る
保
護
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
あ
く
ま
で
事
業
者
の
管
理
す
る
サ
ー
バ
で
処

理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
う
え
、
事
業
者
の
運
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
か
ら
切
り

離
せ
な
い
と
い
う
性
質
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。こ
れ
は
、「
物
」

の
要
件
の
う
ち
、
独
立
性
の
有
無
に
つ
い
て
の
批
判
と
評
し
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
仮
想
財
産
の
利
用
に
関
し
て
生
じ
て
い
る

問
題
の
態
様
は
、
主
と
し
て
、
①
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
等
に
よ
る
サ
ー
バ

上
の
デ
ー
タ
の
滅
失
の
場
合
の
処
理
、
②
他
ユ
ー
ザ
に
よ
る
デ
ー
タ
の
詐

取
、
窃
取
が
あ
っ
た
場
合
の
処
理
、
③
第
三
者
に
よ
り
窃
取
さ
れ
た
デ
ー

タ
の
即
時
取
得
の
問
題
、
④
サ
ー
ビ
ス
終
了
、
事
業
者
倒
産
の
場
合
の
処

理
、
⑤
ユ
ー
ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
禁
止
条
項
の
内
容
的
規
制
の
可
否
、
⑥
事
業

者
に
よ
る
ユ
ー
ザ
の
ア
ク
セ
ス
禁
止
の
問
題
、
以
上
の
六
点
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
群
に
関
し
て
、
米
中
両
国
で
は
、
ユ
ー
ザ
に
所
有
権
が

帰
属
す
る
と
構
成
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
一

定
の
権
能
の
帰
属
を
肯
定
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
後
者
は
さ
ら
に
、
収
益
権
能
、
被
害
回
復
請
求
権

能
、
不
当
な
サ
ー
ビ
ス
終
了
・
事
業
者
倒
産
に
対
す
る
防
御
・
抵
抗
権
能

の
ユ
ー
ザ
へ
の
帰
属
を
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
た
。

　

こ
の
点
、
被
害
回
復
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
護
達
成
の
構
想
の
方

向
性
が
、い
く
つ
か
に
分
か
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

上
記
①
と
②
の
問
題
を
あ
く
ま
で
別
個
の
問
題
と
し
て
考
え
る
方
向
性
で

あ
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
①
は
対
事
業
者
の
問
題
と
し
て
、
②
は
対
加
害

ユ
ー
ザ
の
問
題
と
し
て
法
的
保
護
の
在
り
方
を
構
想
す
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
方
向
性
に
よ
る
と
、
と
く
に
②
の
局
面
に
お
い
て
、
物
権
乃
至
所
有

権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
の
帰
属
を
被
害
ユ
ー
ザ
認
め
る
必
要
が
出
て
く
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る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ひ
と
つ
は
、
①
と
②
の
問
題
を
統
一
的
に
捉
え
、

対
事
業
者
の
問
題
と
し
て
法
的
保
護
の
在
り
方
を
検
討
す
る
方
向
性
で
あ

る
。
こ
の
方
向
性
に
よ
る
と
、
①
②
の
両
問
題
を
事
業
者
に
対
す
る
契
約

上
の
請
求
の
問
題
と
考
え
る
た
め
、
こ
の
局
面
に
お
け
る
仮
想
財
産
の
物

権
的
保
護
の
必
要
性
が
低
減
す
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
後
者
に
基
づ

き
つ
つ
③
の
問
題
を
重
視
す
る
見
解
や
、
こ
の
両
見
解
を
折
衷
し
つ
つ
、

後
者
の
方
向
性
を
基
調
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
米
中
両
国
に
お
け
る
議
論
を
参
考
に
、
本
稿
で
は
、
次
の

よ
う
に
試
論
を
展
開
し
た
。

　

ま
ず
、
ユ
ー
ザ
に
帰
属
す
る
仮
想
財
産
の
利
用
権
の
保
護
の
在
り
方
の

問
題
と
し
て
、
事
業
者
の
責
任
、
加
害
ユ
ー
ザ
の
責
任
、
善
意
転
得
者
と

の
利
益
調
整
、サ
ー
ビ
ス
終
了
・
事
業
者
倒
産
の
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
た
。
次
に
、
規
約
の
内
容
的
規
制
の
問
題
と
し
て
ユ
ー

ザ
間
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
禁
止
の
是
非
に
つ
い
て
、
最
後
に
、
契
約
の
一
方
的
解
除

の
問
題
と
し
て
ア
ク
セ
ス
禁
止
の
問
題
に
つ
い
て
、
検
討
し
た
。

　

仮
想
財
産
の
利
用
権
の
保
護
の
問
題
と
し
て
、
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る

責
任
は
、
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
に
関
す
る
責
任
、
デ
ー
タ
の
適
正
な

保
持
に
関
す
る
責
任
、
ユ
ー
ザ
間
の
利
益
の
調
整
に
関
す
る
責
任
に
ま
と

め
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、

ユ
ー
ザ
の
人
格
に
か
か
わ
る
財
産
を
事
業
者
の
代
替
可
能
な
財
産
に
優
越

し
て
保
護
す
る
と
い
う
視
点
が
求
め
ら
れ
、
不
当
な
サ
ー
ビ
ス
終
了
は
抑

止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
デ
ー
タ
の
適
正
な
保
持
に
関
す

る
責
任
に
つ
い
て
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
容
易
性
、
安
価
性
、
そ
し
て
消

費
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
比
較
的
高
度
な
責
任
が
課
せ
ら
れ
、
そ
の
義
務

違
反
は
推
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
ユ
ー
ザ
間
の
利
益
の
調
整

に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
が
保
持
さ
れ
る
サ
ー
バ
を
事
業
者

が
管
理
し
て
い
る
こ
と
や
、デ
ー
タ
の
移
動
の
追
跡
・
監
視
可
能
性
か
ら
、

と
く
に
ユ
ー
ザ
に
よ
る
デ
ー
タ
の
窃
取
の
事
案
に
お
け
る
契
約
上
の
補
充

的
責
任
が
求
め
ら
れ
、
事
業
者
に
よ
る
後
見
的
解
決
を
志
向
す
る
方
向
性

を
採
用
し
た
。

　

次
に
、
窃
取
な
ど
の
事
案
に
お
け
る
加
害
ユ
ー
ザ
に
求
め
ら
れ
る
責
任

と
し
て
は
、
債
権
侵
害
構
成
、
占
有
権
侵
害
構
成
、
物
権
侵
害
構
成
、
不

当
利
得
構
成
が
対
応
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
窃
取

し
た
デ
ー
タ
を
加
害
ユ
ー
ザ
が
Ｒ
Ｍ
Ｔ
に
よ
っ
て
換
金
し
た
場
合
の
不
当

な
利
得
の
吐
出
し
と
被
害
ユ
ー
ザ
へ
の
そ
の
帰
属
と
い
う
観
点
を
重
視
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
以
外
の
問
題
は
基
本
的
に
は
事
業
者
に
対
す
る
請

求
で
解
決
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
た
だ
加
害
者
の
利
得
の
吐
出
し
と

い
う
点
の
み
が
、
事
業
者
に
対
す
る
請
求
で
は
直
接
的
に
は
解
決
し
え
な

い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
デ
ー
タ
の
窃
取
と
そ
の
善
意
取
得
者
と
の
利
益
調
整
の
問
題
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と
し
て
、
一
方
で
、
ユ
ー
ザ
間
の
取
引
を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
た
サ
ー

ビ
ス
に
お
い
て
は
取
引
の
安
全
の
要
請
が
強
く
、
転
得
者
が
悪
意
・
重
過

失
で
な
い
限
り
即
時
取
得
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
方
で
、
ユ
ー

ザ
間
の
取
引
を
前
提
と
し
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
、
原
利
用
者

の
利
益
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
終
了
・
事
業
者
倒
産
の
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
取
戻
請
求
権
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
の
デ
ー
タ
は
、
あ
く
ま
で
事
業
者
の
管
理

す
る
サ
ー
バ
上
に
保
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス

と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
た
め
、
そ
の
権
能
を
認
め
る
意
義
に

乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
当
な
サ
ー
ビ
ス
終
了
の
場
合
に
お
け

る
損
害
賠
償
請
求
は
、
一
定
程
度
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
Ｒ
Ｍ
Ｔ
に
よ
る
収
益
権
能
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
所
有
に
関

す
る
規
範
的
理
論
の
類
推
か
ら
も
そ
の
肯
定
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
当
事

者
の
契
約
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　

最
後
に
、
ア
ク
セ
ス
禁
止
の
問
題
に
つ
い
て
、
賃
貸
借
な
ど
の
継
続
的

契
約
の
解
除
の
問
題
の
類
推
か
ら
、
当
事
者
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
る

よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
き
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
解
除
を
す

る
に
し
て
も
、
無
催
告
解
除
は
例
外
的
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。
そ
の
例
外
的
場
合
と
は
、
財
産
的
な
問
題
の
中
で
は
、
具

体
的
に
は
、
ア
ク
セ
ス
料
金
の
度
重
な
る
滞
納
や
、
組
織
的
な
Ｒ
Ｍ
Ｔ
等

の
場
合
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
本
稿
の
提
示
し
た
仮
想
財
産
の
民
法
的
保
護
の
方

向
性
は
、
現
実
問
題
と
し
て
デ
ー
タ
の
保
存
さ
れ
る
サ
ー
バ
の
管
理
者
が

事
業
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス

内
で
発
生
す
る
様
々
な
問
題
の
解
決
を
基
本
的
に
は
事
業
者
の
契
約
責
任

の
範
囲
内
に
含
め
る
、
つ
ま
り
本
件
仮
想
財
産
の
法
的
保
護
に
つ
い
て
は

債
権
的
保
護
を
中
軸
と
す
る
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、こ
の
ユ
ー

ザ
の
権
利
は
、
人
格
に
か
か
わ
る
利
益
を
含
み
う
る
こ
と
や
、
本
サ
ー
ビ

ス
が
継
続
的
契
約
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
比
較
的
厚
く
保
護
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
窃
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
の

善
意
転
得
者
の
即
時
取
得
の
問
題
や
、
加
害
ユ
ー
ザ
に
対
す
る
被
害
ユ
ー

ザ
の
直
接
的
責
任
追
及
─
─
と
く
に
、
窃
取
し
た
デ
ー
タ
を
Ｒ
Ｍ
Ｔ
に
よ

り
換
金
し
た
加
害
ユ
ー
ザ
の
不
当
な
利
得
の
吐
出
し
─
─
の
問
題
な
ど
、

単
な
る
ユ
ー
ザ
対
事
業
者
、
一
対
一
の
債
権
債
務
関
係
に
収
ま
ら
な
い
対

応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
ユ
ー
ザ
に
帰
属
さ
れ
る
べ
き
権
能
は
、
科
学
技
術
の
発
展
に
よ

り
人
々
が
生
活
上
様
々
な
局
面
で
利
用
し
な
が
ら
も
、
技
術
的
限
界
か
ら

今
な
お
儚
い
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
デ
ー
タ
等
の
無
体
財
そ
れ
自
体
な
い

し
そ
の
利
用
を
、
よ
り
確
固
と
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
を
他
者
に
積
極
的
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に
要
求
し
、
法
が
助
力
す
る
こ
と
で
こ
れ
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
評

価
し
う
る
。

　

情
報
社
会
の
高
度
化
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
イ
ン
フ
ラ
化
に
伴
い
、
新

た
な
無
体
財
に
ま
つ
わ
る
取
引
が
活
発
化
し
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
を
利
用

し
た
活
動
が
ユ
ー
ザ
の
人
格
形
成
に
与
え
る
影
響
が
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
に
、
本
問
題
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
以

上
の
よ
う
な
民
法
的
保
護
が
達
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
六
節　

残
さ
れ
た
課
題

　

以
上
、
序
章
で
掲
げ
た
課
題
に
対
し
、
試
論
で
は
あ
る
が
一
定
の
方
向

性
を
提
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
検
討
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

問
題
に
つ
い
て
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
序
章
で
も
述
べ
、
ま
た
本
論
で
検
討
し
た
海
外
の
論
稿
で
も
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
様
々
な
性
質
を
持
っ
た
無
体

財
が
存
在
し
、
ま
た
新
た
に
生
ま
れ
く
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
直
近
で
世
間
を
騒
が
せ
た
新
た
な
無
体
財
の
問
題
と
し
て
は
、
い

わ
ゆ
る
仮
想
通
貨
の
一
種
で
あ
るBitcoin

の
デ
ー
タ
消
失
と
取
引
所
倒

産
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ

）
（10
（

る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
無
体
財
の
う
ち
、
ご
く
ご
く
一
部
に

つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
取
り
あ
げ
た
問
題
の
態
様

に
つ
い
て
も
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
射
程
は
必
ず
し
も
広
く
は
な

い
。
と
く
に
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
く
ピ
ア
・
ツ
ー
・

ピ
ア
型
の
決
済
網
及
び
暗
号
通
貨
で
あ
るBitcoin

の
問
題
の
解
決
に

は
、
本
稿
で
扱
っ
た
、
サ
ー
バ
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
型
の
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス

内
で
利
用
さ
れ
る
仮
想
財
産
の
そ
れ
と
は
、
ま
た
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ

が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
規
範
理
論
の
類
推
に
よ
る
見
解
の
相
違

の
う
ち
、
と
く
に
重
要
な
の
が
、
保
護
対
象
た
る
仮
想
財
産
の
射
程
の
広

狭
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
他
の
無
体
財
を
も
含
め
た
、
よ
り
広

い
視
野
か
ら
の
よ
り
詳
細
か
つ
慎
重
な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
は

論
を
ま
た
な
い
だ
ろ

）
（（1
（

う
。

　

ま
た
一
方
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
内
で
起
き
て
い
る
問
題

は
、
本
稿
で
扱
っ
た
財
産
的
な
問
題
に
限
ら
れ
な
い
。
名
誉
毀
損
的
表
現

行
為
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
あ
る
い
は
な
り
す
ま
し

の
問
題
等
に
対
し
、
法
的
に
い
か
に
対
処
す
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
こ
と

も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に

扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
法
的
問
題
の
対
応
策
と
し
て
、
事
業

者
の
自
主
規
制
、
行
政
に
よ
る
事
前
規

）
（（（
（

制
、
司
法
に
よ
る
事
後
規
制
、
い
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（
１
）
法
典
調
査
会
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
第
一
巻
六
四
丁
に
お
け

る
富
井
の
説
明
参
照
。
他
に
ほ
ぼ
同
旨
、
同
前
速
記
録
第
六
巻
一

二
丁
所
掲
の「
理
由
」、民
法
修
正
案
理
由
書
総
則
物
権
債
権
五
頁
。

（
２
）
同
前
主
査
会
速
記
録
第
一
巻
六
四
丁
に
お
け
る
富
井
の
原
案
説

明
参
照
。

（
３
）
梅
謙
次
郎『
民
法
要
義
巻
之
一
総
則
編
』（
有
斐
閣
、一
八
九
六
）

一
八
一
頁
、
岡
松
参
太
郎
『
註
釈
民
法
理
由
上
（
総
則
編
）』（
有

斐
閣
、
一
九
〇
六
）
一
四
一
頁
、
富
井
政
章
『
改
訂
増
補
民
法
原

論
第
一
巻
（
総
論
上
）』（
有
斐
閣
、
一
九
二
一
）
三
二
六－

三
二

七
頁
、
舟
橋
諄
一
『
民
法
総
則
（
法
律
学
講
座
）』（
弘
文
堂
、
一

九
五
四
）
八
六
頁
等

（
４
）
中
島
玉
吉
『
民
法
釈
義
巻
之
一
』（
金
刺
芳
流
堂
、一
九
一
一
）

三
七
一－

三
七
二
頁
。

（
５
）
勝
本
正
晃『
新
民
法
総
則
』（
弘
文
堂
、一
九
四
八
）一
二
六
頁
。

ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
い
か
な
る
か
た
ち
で
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論

が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
中
心
的
論
題
と
し
て
扱
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ

）
（（0
（

た
。

　

そ
し
て
、
本
稿
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
デ
ー
タ
の
法
的
保
護
の
問

題
に
つ
い
て
、
従
来
の
法
を
い
わ
ば
そ
の
ま
ま
拡
張
し
て
適
用
す
る
こ
と

で
そ
の
解
決
を
図
る
見
解
を
検
討
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
土
地
等
の
有
体
物
の
取
引
を
前
提

と
す
る
法
制
度
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
新
し
い
理
論
を
構
築

す
る
こ
と
を
志
向
す
る
見
解
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す

）
（（0
（

る
。
本
稿
の
検
討
に

よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
諸
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
、
よ
り
事
態
適
合
的
な

理
論
の
構
築
も
、
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
人
格
に
か
か
わ
る
無
体
財
の
保
護
と
い
う
観
点
の
延
長
線
上

と
し
て
、
居
住
福
祉
法

）
（（0
（

学
の
無
体
財
利
用
へ
の
拡
張
の
可
能
性
に
つ
い

て
も
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
災
害
時
の
緊
急
速
報
、
避
難

所
情
報
の
提
供
等
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
緊
急
連
絡
の
ツ
ー
ル
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
直
後
に
設
立
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「PayForw
ardin

）
（（0
（g

」は
、被
災
者
支
援
ア
プ
リ
を
開
発
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
、
す
で
に
多
く
の
ア
プ
リ
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に

も
、
東
日
本
大
震
災
当
時
、
災
害
関
連
の
公
的
情
報
発
信
支
援
で
、
ク
ラ

ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
無
償
支
援
の
動
き
が
み
ら
れ

）
（（0
（

た
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
福
祉
の
観
点
か
ら
公
的
に
設
立
・
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
も
、

選
択
肢
と
し
て
は
あ
り
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
各
点
の
検
討
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
、次
の
機
会
を
期
し
た
い
。

 

（
完
）
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（
６
）
林
良
平
・
前
田
達
明（
編
）『
新
版
注
釈
民
法（
二
）総
則（
二
）』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
五
八
九
頁
〔
田
中
整
爾
〕。

（
７
）
富
井
・
前
掲
書
注
（
３
）
三
二
六－

三
二
七
頁
。

（
８
）
三
潴
信
三
「
無
体
物
観
念
ノ
排
斥
ニ
関
ス
ル
疑
問
」
法
学
志
林

一
三
巻
八
・
九
合
併
号［
梅
博
士
追
悼
記
念
論
文
集
］（
一
九
一
一
）

四
七
七
頁
以
下
。

（
９
）
同
前
。

（
10
）
同
前
、
四
八
四
頁
。

（
11
）
同
前
、
四
九
一
頁
。

（
12
）
同
前
、
四
九
一－

四
九
二
頁
。

（
13
）
同
前
、
四
九
二
頁
。

（
14
）
同
前
、
四
九
二－

四
九
三
頁
。

（
15
）
石
田
文
次
郎
『
現
行
民
法
総
論
』（
弘
文
堂
書
房
、一
九
三
〇
）

一
八
七－

一
八
八
頁
。

（
16
）
同
前
、
一
八
七
頁
。

（
17
）
同
前
、
一
八
八
頁
。

（
18
）
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
〈
民
法
講
義
Ⅰ
〉』（
岩
波
書
店
、
一

九
七
二
）
二
〇
一－

二
〇
二
頁
。

（
19
）
同
前
、
二
〇
二
頁
、
二
〇
五－

二
〇
七
頁
、
同
『
債
権
の
優
越

的
地
位
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
三
）
二
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
20
）
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
〈
法
律
学
全
集
〉』（
有
斐
閣
、
一
九
六

五
）
一
四
二－

一
四
三
頁
。

（
21
）
川
島
武
宜
「『
権
利
』
の
社
会
学
的
分
析
─
─M

ax W
eber 

の“A
ppropriation”

の
理
論
を
中
心
と
し
て
─
─
」
同
『
川
島

武
宜
著
作
集　

第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
）
三
六
二
頁

以
下
。

（
22
）
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
〈
第
三
版
〉』（
弘
文
堂
、
一
九
八
三
）

一
三
二
頁
。

（
23
）
米
倉
明
『
民
法
講
義
総
則
（
一
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
二

二
四
頁
。

（
24
）
こ
の
立
場
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
近
時
の
教
科
書
類
と
し
て
、
河

上
正
二『
民
法
総
則
講
義
』（
日
本
評
論
社
、二
〇
〇
七
）二
〇
四
頁
、

近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅰ　

民
法
総
則
〈
第
六
版
〉』（
成
文
堂
、

二
〇
〇
八
）
一
五
八
頁
等
。

（
25
）
こ
の
立
場
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
近
時
の
教
科
書
類
と
し
て
、
加

藤
雅
信
『
新
民
法
体
系　

民
法
総
則
〈
第
二
版
〉』（
有
斐
閣
、
二

〇
〇
五
）
一
七
五
頁
、潮
見
佳
男
『
民
法
総
則
講
義
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
五
）
四
六
一
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅰ　

総
則
・
物
権
総
論

〈
第
四
版
〉』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
）
三
五
四
頁
等
。

（
26
）
河
上
・
前
掲
書
注
（
24
）
二
〇
五
頁
。

（
27
）
片
山
直
也
「
財
産
─
─bein

お
よ
びpatrim

oine

」
北
村
一

郎
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
二
〇
〇
年
』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
六
）

一
七
七
頁
以
下
、
日
仏
物
権
法
セ
ミ
ナ
ー
に
関
す
る
特
集
「
二
一

世
紀
に
お
け
る
所
有
権
と
財
産
」法
時
八
三
巻
八
号（
二
〇
一
一
）

七
六
頁
以
下
、
特
集
「
二
一
世
紀
に
お
け
る
物
権
法
の
改
正
に
向

け
て
」
法
時
八
四
巻
一
一
号
（
二
〇
一
二
）
七
八
頁
以
下
、
横
山
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美
夏
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
所
有
（propriété

）
概
念
─
─

財
産
と
所
有
に
関
す
る
序
論
的
考
察
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一

二
号
（
二
〇
一
一
）
二
五
七
頁
以
下
、
同
「
財
産
概
念
に
つ
い
て

─
─
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
の
示
唆
」
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
編

『
日
本
法
の
中
の
外
国
法
─
─
基
本
法
の
比
較
法
的
考
察
』（
成
文

堂
、
二
〇
一
四
）、
瀬
川
信
久
「『
資
産
（patrim

oine

）』
理
論

は
日
本
民
法
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
─
─
横

山
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
」
同
書
八
一
頁
以
下
、
村
田
健
介
「
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
所
有
概
念
の
意
義－

著
作
者
人
格
権
の
法
的
性
質

を
題
材
と
し
て－

（
一
）
～
（
七
・
完
）」
法
学
論
叢
一
七
一
巻

六
号
（
二
〇
一
二
）
三
九
頁
以
下
、一
七
二
巻
三
号
（
二
〇
一
二
）

三
七
頁
以
下
、
一
七
三
巻
四
号
（
二
〇
一
三
）
七
六
頁
以
下
、
一

七
四
巻
二
号
（
二
〇
一
三
）
六
一
頁
以
下
、
同
巻
四
号
（
二
〇
一

四
）
八
〇
頁
以
下
、
同
巻
五
号
（
二
〇
一
四
）
五
四
頁
以
下
、
同

巻
六
号
（
二
〇
一
四
）
六
〇
頁
以
下
等
。

（
28
）
こ
の
一
連
の
研
究
は
二
〇
一
四
年
の
私
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
テ
ー
マ
と
も
な
っ
た
。
そ
の
資
料
と
し
て
、「
財
の
多
様
化

と
民
法
学
の
課
題
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
三
〇
号
（
二
〇
一
四
）
一
〇
頁

以
下
。
論
文
集
と
し
て
、
吉
田
克
己
・
片
山
直
也
（
編
）『
財
の

多
様
化
と
民
法
学
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
）。

（
29
）
水
津
太
郎
「
物
概
念
論
の
構
造
─
─
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
と
の

関
係
を
め
ぐ
っ
て
」新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
二
号（
二
〇
一
一
）

二
九
九
頁
以
下
、
同
「
民
法
体
系
と
物
概
念
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
三
〇

号
（
二
〇
一
四
）
二
二
頁
以
下
。

（
30
）
取
引
の
交
渉
自
体
を
そ
の
他
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や
通
信
ソ
フ

ト
を
介
し
て
行
う
こ
と
は
ま
ま
あ
る
こ
と
だ
が
、
デ
ー
タ
が
事
業

者
の
管
理
す
る
サ
ー
バ
と
独
立
し
て
存
在
し
得
な
い
以
上
、
デ
ー

タ
の
移
動
は
あ
く
ま
で
サ
ー
バ
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
31
）
本
稿
第
一
章
第
二
節
二
参
照
。

（
32
）
本
稿
第
一
章
第
三
節
二
参
照
。

（
33
）
本
稿
第
一
章
第
三
節
三
参
照
。

（
34
）
本
稿
第
一
章
第
三
節
四
参
照
。

（
35
）
本
稿
第
一
章
第
五
節
二
参
照
。

（
36
）
本
稿
第
一
章
第
六
節
一
参
照
。

（
37
）
本
稿
第
二
章
第
三
節
一
参
照
。

（
38
）
本
稿
第
二
章
第
三
節
四－

一
参
照
。

（
39
）
本
稿
第
二
章
第
五
節
二－

一
参
照
。

（
40
）
本
稿
第
一
章
第
三
節
二
参
照
。

（
41
）
本
稿
第
一
章
第
三
節
四
、
及
び
五
参
照
。

（
42
）
本
稿
第
一
章
第
六
節
一
参
照
。

（
43
）
本
稿
第
二
章
第
三
節
二－

二
（
二
）
参
照
。

（
44
）
本
稿
第
二
章
第
三
節
三
参
照
。

（
45
）
本
稿
第
二
章
第
五
節
二－

二
参
照
。

（
46
）
本
稿
第
一
章
第
三
節
三
参
照
。

（
47
）
本
稿
第
一
章
第
四
節
二
参
照
。

（
48
）
本
稿
第
一
章
第
二
節
三－

二
参
照
。
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（
49
）
本
稿
第
一
章
第
三
節
四
参
照
。

（
50
）
同
前
。

（
51
）
本
稿
第
一
章
第
五
節
二
参
照
。

（
52
）
物
権
説
に
つ
い
て
、
本
稿
第
二
章
第
二
節
参
照
。
債
権
説
に
立

つ
も
の
と
し
て
、
特
に
、
本
稿
第
二
章
第
五
節
二－

二
参
照
。

（
53
）
仮
想
財
産
の
価
値
が
特
定
の
ネ
ッ
ト
空
間
に
付
従
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
本
稿
第
二
章
第
三
節
三－

二
参
照
。

（
54
）
特
に
、
本
稿
第
二
章
第
五
節
二－

二
参
照
。

（
55
）
本
稿
第
二
章
第
三
節
二－
二
（
一
）
参
照
。

（
56
）
本
稿
第
二
章
第
四
節
一－

三
参
照
。

（
57
）
本
稿
第
二
章
第
四
節
一－

一
参
照
。

（
58
）
本
稿
第
二
章
第
五
節
四
及
び
五
参
照
。

（
59
）
本
稿
第
二
章
第
四
節
一－

二
参
照
。

（
60
）
本
稿
第
二
章
第
三
節
二－

一
参
照
。

（
61
）
本
稿
が
い
や
し
く
も
日
本
法
に
お
け
る
仮
想
財
産
の
民
法
的
保

護
の
在
り
方
に
つ
い
て
一
定
の
方
向
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
日
本
法
に
お
け
る
各
種
法
制
度
に

関
す
る
従
来
の
議
論
─
─
具
体
的
に
は
、
旧
民
法
に
お
け
る
規
定

及
び
趣
旨
、
現
行
民
法
な
い
し
各
種
特
別
法
の
起
草
者
の
見
解
、

そ
の
後
の
判
例
・
学
説
の
展
開
、
債
権
法
改
正
に
関
す
る
議
論
等

─
─
の
網
羅
的
な
言
及
や
そ
の
詳
細
か
つ
慎
重
な
検
討
が
必
要
な

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
専
ら
筆
者
の
能
力
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は
限

ら
れ
た
言
及
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ご
海
容
を
願
い
た
い
。

（
62
）
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
利
用
規
約
に
対
す
る

ユ
ー
ザ
の
承
諾
を
得
る
手
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ク
リ
ッ
ク
ラ
ッ

プ
契
約
に
依
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
種
の
契
約
の
拘
束
力
の
有
無

に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の

詳
細
な
検
討
を
省
略
し
、
拘
束
力
を
ひ
と
ま
ず
肯
定
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
議
論
を
進
め
て
い
く
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
考

と
し
て
は
、
例
え
ば
、Guibault Luice

、
会
沢
恒
（
訳
）「
著
作

権
の
制
限
と
『
ク
リ
ッ
ク
ラ
ッ
プ
』
ラ
イ
セ
ン
ス
：
著
作
権
取
引

は
ど
う
な
る
の
か
？
（
第
二
特
集　

著
作
権
と
コ
モ
ン
ズ
）」
知

的
財
産
法
政
策
学
研
究
三
号
（
二
〇
〇
四
）
九
一
頁
以
下
、
川
和

功
子
「
米
国
に
お
け
る
電
子
情
報
取
引
契
約
に
つ
い
て
（
一
）
～

（
三
・
完
）」
同
志
社
法
学
五
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
）
一
頁
以
下
、

五
七
巻
七
号
（
二
〇
〇
六
）
一
頁
以
下
、
五
八
巻
一
号
（
二
〇
〇

六
）
一
二
五
頁
以
下
等
。

（
63
）
こ
れ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は

な
い
。
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
や
い
わ
ゆ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
サ
ー
ビ
ス
に

も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
一
般
的
に
は
こ
ち
ら
の

方
が
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
認
知
さ
れ
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

二
〇
一
四
年
に
物
議
を
醸
し
た
も
の
と
し
て
は
、
モ
バ
イ
ル
（
ガ

ラ
ケ
ー
）
版Y

ahoo!

メ
ー
ル
や
Ｐ
Ｃ
／
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ウ
ェ

ブ
版Y

ahoo!

グ
ル
ー
プ
の
サ
ー
ビ
ス
終
了
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
64
）
本
稿
第
一
章
第
五
節
二
参
照
。



研究ノート

北法65（5・332）1458

（
65
）
役
務
提
供
契
約
の
性
質
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、沖
野
眞
已「
契

約
類
型
と
し
て
の
『
役
務
提
供
契
約
』
概
念
（
上
）（
下
）」
Ｎ
Ｂ

Ｌ
五
八
三
号
（
一
九
九
五
）
六
頁
以
下
、五
八
五
号
（
一
九
九
六
）

四
一
頁
以
下
。

（
66
）
こ
の
点
に
関
連
し
た
、
電
子
書
籍
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
指
摘
と

し
て
、町
村
泰
貴「
学
術
書
を
紙
と
電
子
のH

ybrid

で
」〈http://

m
atim

ura.cocolog-nifty.com
/m

atim
ulog/2014/09/

hybrid-4f40.htm
l

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
四
年
九
月
一
三

日
）。
彼
は
、
そ
の
ブ
ロ
グ
に
お
い
て
、「
新
刊
学
術
書
、
今
後

は
紙
・
電
子
セ
ッ
ト
販
売
、
有
斐
閣
な
ど
六
出
版
社
が
図
書

館
向
け
に
」〈http://internet.w

atch.im
press.co.jp/docs/

new
s/20140912_666545.htm

l

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
四

年
九
月
一
三
日
）
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
に
触
れ
、「
現
在
の
と
こ
ろ
、

電
子
書
籍
の
最
大
の
難
点
は
、
デ
ー
タ
を
い
つ
で
も
読
む
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
保
証
が
な
い
と
い
う
点
だ
」
と
し
、「
数
十
年
、

数
百
年
と
い
っ
た
長
期
に
渡
る
図
書
の
安
定
的
な
所
蔵
と
閲
覧
機

会
の
提
供
が
図
書
館
の
使
命
で
あ
る
。
そ
の
図
書
館
に
紙
で
あ
れ

電
子
で
あ
れ
本
を
売
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
そ
の
長
期
的
ス

パ
ン
で
の
利
用
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
指
摘
す
る
。

（
67
）
仮
想
財
産
の
デ
ー
タ
保
持
と
類
似
の
事
案
と
し
て
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
消
失
の
事
案
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
、
こ
の
事
案
と
仮
想
財
産
の
事
案
は
ま
っ
た
く
同
様
の
利
益

状
況
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
ス
ト
レ
ー
ジ
の
事
案
は

ユ
ー
ザ
が
自
身
で
保
管
で
き
る
デ
ー
タ
を
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス

提
供
者
に
預
け
て
い
る
の
で
あ
る
一
方
、
仮
想
財
産
の
事
案
で
は

ユ
ー
ザ
は
事
業
者
の
サ
ー
バ
か
ら
自
身
の
端
末
へ
デ
ー
タ
を
移
動

す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
前

者
で
は
ユ
ー
ザ
が
自
身
で
別
途
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
取
る

こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
後
者
で
は
事
業
者
に
よ
る
適
正
な
保
持

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
デ
ー
タ
の
消
失
の
場
合
の

責
任
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
異
な
っ
た
観
点
か
ら
の
考
慮
が
必
要

と
な
ろ
う
。

（
68
）
寄
託
契
約
に
つ
き
、
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
（
編
）『
新
版
注
釈

民
法
（
一
六
）
債
権
（
七
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
）
三
〇
五
頁

以
下
等
〔
明
石
三
郎
〕。

（
69
）
各
種
業
界
の
約
款
の
内
容
を
紹
介
す
る
教
科
書
類
と
し
て
、
例

え
ば
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ
─
一 

契
約
』（
有
斐
閣
、
二
〇

〇
五
）
七
四
三
頁
等
。

（
70
）
帰
責
事
由
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
盛
ん
に
議
論
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
帰
責
事
由
の
理
解
に
関
す
る
伝
統
的
通
説

と
し
て
、
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義
Ⅳ
）』（
岩
波
書

店
、
一
九
七
一
）
一
〇
五
頁
以
下
、
一
四
五
頁
、
一
五
三
頁
。
伝

統
的
通
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
平
井
宜
雄
『
債
権
総
論
〔
第

二
版
〕』（
弘
文
堂
、一
九
九
四
）
四
六
頁
。
判
例
の
分
析
と
し
て
、

長
尾
治
助
『
債
務
不
履
行
の
帰
責
事
由
』（
有
斐
閣
、一
九
七
五
）、
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広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
（
編
）『
民
法
典
の
百
年
Ⅲ　

個
別
的
観

察（
二
）債
権
編
』（
有
斐
閣
、一
九
九
八
）三
五
頁〔
中
田
裕
康
〕。

近
時
の
帰
責
事
由
の
再
構
成
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
吉
田
邦
彦

「
債
権
の
各
種
─
─
『
帰
責
事
由
』
論
の
再
検
討
」
同
『
契
約
法
・

医
事
法
の
関
係
的
展
開
』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
三
）
二
頁
以
下
〔
初

出
一
九
九
〇
〕、森
田
宏
樹
『
契
約
責
任
の
帰
責
構
造
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
二
）〔
初
出
一
九
九
三
〕、
平
野
裕
之
「
契
約
上
の
『
債
務

の
不
履
行
』
と
『
帰
責
事
由
』」
伊
藤
進
ほ
か
（
編
）『
現
代
取
引

法
の
基
礎
的
課
題
（
椿
寿
夫
教
授
古
稀
記
念
）』（
有
斐
閣
、
一
九

九
九
）四
八
九
頁
以
下
、潮
見
佳
男『
債
権
総
論
Ⅰ〔
第
二
版
〕』（
信

山
社
、
二
〇
〇
三
）
二
五
八
頁
以
下
、
山
本
敬
三
「
契
約
の
拘
束

力
と
契
約
責
任
論
の
展
開
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇

六
）
八
七
頁
以
下
、小
粥
太
郎
「
債
務
不
履
行
の
帰
責
事
由
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
三
一
八
号（
二
〇
〇
六
）一
一
七
頁
以
下
、荻
野
奈
緒「
契

約
責
任
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
位
置
づ
け
」
同
志
社
法
学
五
八
巻

五
号
（
二
〇
〇
六
）
三
五
三
頁
以
下
等
。

（
71
）
損
害
概
念
や
損
害
賠
償
の
範
囲
、
損
害
賠
償
額
の
基
準
時
等
に

つ
き
、奥
田
昌
道（
編
）『
新
版
注
釈
民
法（
一
〇
）Ⅱ　

債
権（
一
）』

（
有
斐
閣
、二
〇
一
一
）二
五
六
頁
以
下〔
北
川
善
太
郎
・
潮
見
佳
男
〕。

（
72
）
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
は
他
に
も
「
基
本
無
料
、
ア
イ
テ
ム

課
金
」、「Free to Play (F2P)

」
等
と
も
呼
ば
れ
、
オ
ン
ラ
イ

ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
呼
び
名
の
ほ
う
が
一

般
的
で
あ
る
。

（
73
）
フ
リ
ー
ミ
ア
ム
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
は
、
二
〇
〇
六
年
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
投
資
家
の
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（Fred 

W
ilson

）
に
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。〈http://avc.
com

/2006/03/m
y_favorite_bus/

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇

一
四
年
七
月
一
一
日
）

（
74
）
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
（
編
）『
詳
解　

債
権
法

改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ　

各
種
の
契
約
（
二
）』（
商
事
法
務
、
二
〇

一
〇
）
九－

一
〇
頁
、
一
三－

一
四
頁
。

（
75
）
同
前
、
一
四
頁
。

（
76
）
こ
の
点
、
刑
事
上
で
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
に
違
反
し
、

罰
金
な
い
し
禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
は
留

意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
77
）
伝
統
的
通
説
と
し
て
、我
妻
・
前
掲
書
注
（
70
）
七
七
頁
以
下
。

そ
の
批
判
と
し
て
、吉
田
邦
彦
『
債
権
侵
害
論
再
考
』（
有
斐
閣
、

一
九
九
一
）
等
。

（
78
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、奥
田
昌
道
（
編
）『
新
版
注
釈
民
法
（
一

〇
）
Ⅱ　

債
権
（
一
）
債
権
の
目
的
・
効
力
（
二
）』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
一
）
五
二
四－

五
二
五
頁
〔
窪
田
充
見
〕
に
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。本
稿
で
は
こ
の
見
解
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

（
79
）
森
田
宏
樹
「
有
価
証
券
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
基
礎
理
論
」
金

融
研
究
第
二
五
巻
法
律
特
集
号
（
二
〇
〇
六
）
一
頁
以
下
、同
「
金

銭
お
よ
び
有
価
証
券
の
無
体
化
・
電
子
化
と
『
占
有
』
概
念
」
城

山
英
明
・
西
山
洋
一
（
編
）『
法
の
再
構
築 

第
三
巻　

科
学
技
術
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の
発
展
と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
七
）二
〇
一
頁
以
下
。

（
80
）
舟
橋
諄
一
・
徳
本
鎮
（
編
）『
新
版
注
釈
民
法
（
六
）
物
権
（
一
）

〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
）
一
四
四
頁
〔
好
美
清
光
〕。

（
81
）
同
前
、
一
一
三
頁
。

（
82
）
同
前
、
一
四
五
頁
。

（
83
）
中
島
玉
吉
『
民
法
釈
義
巻
之
二
物
権
上　

改
訂
一
四
版
』（
金

刺
芳
流
堂
、
一
九
二
七
）
二
八
八
頁
、
二
九
四
頁
以
下
、
末
弘
厳

太
郎
『
物
権
法　

上
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
五
九
頁
。

（
84
）
末
川
博
『
物
権
法
』（
日
本
評
論
新
社
、一
九
五
六
）
四
三
頁
、

勝
本
正
晃
『
物
権
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
五
〇
）
一
二
六
頁
。

（
85
）
舟
橋
・
徳
本
（
編
）・
前
掲
書
注
（
80
）
一
五
九－

一
六
八
頁

参
照
〔
好
美
清
光
〕。

（
86
）
同
前
、
一
二
四－

一
三
三
頁
参
照
。

（
87
）
川
島
・
前
掲
書
注
（
20
）
の
ほ
か
、
例
え
ば
、
鈴
木
禄
弥
「
物

権
と
債
権
の
わ
け
方
」同『
物
権
法
の
研
究
』（
創
文
社
、一
九
七
六
）

一
〇
三
頁
以
下
も
同
趣
旨
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

（
88
）
我
妻
栄
・
有
泉
亨
・
川
井
健
『
民
法
二　

債
権
法　

第
二
版
』

（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
）
四
一
一－

四
一
二
頁
。

（
89
）
川
井
健
『
民
法
概
論
四 

債
権
各
論 

補
訂
版
』（
有
斐
閣
、
二

〇
一
〇
）
三
八
五
頁
。

（
90
）
我
妻
他
・
前
掲
書
注
（
88
）
四
一
三
頁
。

（
91
）
我
妻
栄『
債
権
各
論
下
巻
Ⅰ（
民
法
講
義
Ⅴ
四
）』（
岩
波
書
店
、

一
九
七
二
）
一
〇
一
〇
頁
、
一
〇
六
八
頁
。

（
92
）
四
宮
和
夫
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
上
巻
（
現
代

法
律
学
全
集
）』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
一
）
八
二
頁
、
八
五

頁
、
一
九
六
頁
。
な
お
、
同
七
八
頁
で
は
、
返
還
義
務
者
に
受
益

の
返
還
以
上
の
過
重
な
負
担
を
課
さ
な
い
方
法
に
よ
る
と
す
る
。

（
93
）
同
『
請
求
権
の
競
合
』（
一
粒
社
、
一
九
七
八
）
一
八
三
頁
。

（
94
）
平
田
健
治
「
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
六
号
（
二
〇
〇

八
）
四
九－

五
〇
頁
。

（
95
）
吉
田
邦
彦
『
不
法
行
為
等
講
義
録
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
）

二
六
〇
頁
。

（
96
）
川
島
武
宜
・
川
井
健（
編
）『
新
版
注
釈
民
法（
七
）物
権（
二
）』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
）
一
二
四
頁
〔
好
美
清
光
〕。

（
97
）
い
ず
れ
も
盗
品
に
つ
き
、
大
判
大
正
六
年
三
月
二
三
日
民
録
二

三
輯
三
九
二
頁
（
公
債
）、
宮
城
控
判
大
正
五
年
七
月
二
八
日
評

論
五
商
四
四
八
頁
（
勧
業
債
権
）、
東
京
控
判
大
正
一
三
年
六
月

二
八
日
新
聞
二
二
九
二
号
一
五
頁
（
農
工
債
権
）、
東
京
地
判
昭

和
三
四
年
一
〇
月
一
二
日
下
民
集
一
〇
巻
一
〇
号
二
一
五
三
頁

（
投
資
信
託
受
益
証
券
）。

（
98
）
末
川
・
前
掲
書
注
（
84
）
二
三
二
頁
。

（
99
）
近
時
問
題
と
さ
れ
る
ア
カ
ウ
ン
ト
ハ
ッ
キ
ン
グ
の
手
法
と
し
て

は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
リ
ス
ト
攻
撃
（
リ
ス
ト
型
攻
撃
／
ア
カ
ウ
ン
ト

リ
ス
ト
攻
撃
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
悪
意
を
持
つ
第
三
者

が
、
何
ら
か
の
手
法
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
て
リ
ス
ト
化
し

た
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
利
用
し
て
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
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を
試
み
、
結
果
と
し
て
利
用
者
の
ア
カ
ウ
ン
ト
で
不
正
に
ロ
グ
イ

ン
す
る
手
法
を
い
う
。
利
用
者
は
同
じ
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
組

み
合
わ
せ
を
複
数
の
サ
イ
ト
で
使
用
す
る
傾
向
が
強
い
た
め
、
パ

ス
ワ
ー
ド
リ
ス
ト
攻
撃
の
成
功
率
は
高
く
な
っ
て
い
る
状
況
が
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
一
定
程
度
ユ
ー
ザ
側
で
予
防
が
可
能
で
あ

る
こ
と
も
意
味
す
る
。

（
100
）
一
方
で
、電
子
書
籍
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
で
は
、倒
産
時
の
デ
ー

タ
の
処
遇
が
場
合
に
よ
っ
て
は
問
題
に
な
り
う
る
と
い
え
よ
う
。

（
101
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
Ｒ
Ｍ
Ｔ
業
者
に
対
し
て
何
ら

か
の
法
的
責
任
の
追
及
が
で
き
な
い
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
検
討

し
た
も
の
と
し
て
、
一
般
財
団
法
人
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
情
報
セ
ン

タ
ー
（
編
）『
ク
ラ
ウ
ド
ビ
ジ
ネ
ス
と
法
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一

二
）
一
五
六
頁
以
下
〔
森
亮
二
〕。

（
102
）
約
款
の
内
容
的
規
制
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、谷
口
知
平
・

五
十
嵐
清
（
編
）『
新
版　

注
釈
民
法
（
一
三
）
債
権
（
四
）〔
補

訂
版
〕』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
六
）
一
九
七
頁
以
下
〔
潮
見
佳
男
〕。

（
103
）
こ
の
点
、
仮
想
財
産
が
金
銭
的
価
値
を
持
つ
「
デ
ジ
タ
ル
資

産
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
電
子
く
じ
形
式
で
販
売
さ
れ
る

デ
ー
タ
な
い
し
確
率
で
入
手
す
る
こ
と
と
な
る
デ
ー
タ
が
Ｒ
Ｍ
Ｔ

に
よ
っ
て
換
金
で
き
た
瞬
間
に
そ
れ
は
「
デ
ジ
タ
ル
賭
場
」
で
あ

り
、
賭
博
の
性
質
を
満
た
す
の
で
、
未
認
可
の
賭
場
開
帳
を
行
っ

た
か
ど
で
賭
博
法
違
反
と
な
り
う
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
（
新 

清
士
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ゲ
ー
ム
企
業
は
リ
ア
ル
マ
ネ
ー
ト
レ
ー
ド

の
全
面
禁
止
を
明
確
に
打
ち
出
す
べ
き
」〈http://blogos.com

/
article/33428/

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
四
年
六
月
一

日
））。
そ
の
た
め
、
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
単
純
に
当
事

者
間
の
契
約
の
問
題
と
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
視
座
か

ら
の
検
討
を
す
べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
新
に

よ
る
上
記
の
指
摘
は
、
デ
ー
タ
の
入
手
が
確
率
ま
か
せ
で
あ
っ
て

事
業
者
が
意
図
的
に
ユ
ー
ザ
の
射
幸
心
を
煽
っ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
こ
と
と
、
ユ
ー
ザ
に
よ
る
Ｒ
Ｍ
Ｔ
の
是
非
と
の
、
複
合
的

な
問
題
を
対
象
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
Ｒ
Ｍ
Ｔ
そ
れ
自
体
は
必

ず
し
も
賭
博
な
い
し
一
攫
千
金
目
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
音
楽
の
Ｃ
Ｄ
や
映
画
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
の
古
物
の
取
引
に
似
た
側

面
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
後
者
の
側
面
を
重
視
し
、
純

粋
に
Ｒ
Ｍ
Ｔ
自
体
の
問
題
の
法
的
帰
結
と
し
て
、
当
事
者
の
契
約

に
ゆ
だ
ね
る
方
向
を
と
り
た
い
。

（
104
）
例
え
ば
、
二
〇
一
二
年
五
月
一
五
日
よ
り
発
売
さ
れ
た
ハ
ッ
ク

ア
ン
ド
ス
ラ
ッ
シ
ュ
（H

ack and Slash

） 

Ｒ
Ｐ
Ｇ
「
デ
ィ
ア
ブ

ロ
３ 

（D
iablo3

）」
で
は
、
運
営
の
用
意
し
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
ハ

ウ
ス
を
利
用
し
た
Ｒ
Ｍ
Ｔ
を
肯
定
す
る
こ
と
を
売
り
と
し
て
い

た
。
た
だ
し
、
こ
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
ハ
ウ
ス
は
、
二
〇
一
四
年
三

月
一
八
日
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。
理
由
と
し
て
は
、
比
較
的
性
能

の
高
い
ア
イ
テ
ム
が
安
価
で
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
プ
レ
イ

ヤ
ー
が
自
分
で
ア
イ
テ
ム
を
獲
得
す
る
と
い
う
、
本
ゲ
ー
ム
の
醍

醐
味
と
も
い
え
る
部
分
が
損
な
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
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る
。
元
メ
イ
ン
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
のJay W

ilson

氏
は
「
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
ハ
ウ
ス
が
ゲ
ー
ム
に
深
刻
な
被
害
を
与
え
た
」
と
公
の
場

で
告
白
し
て
い
た
。Jay W

ilson

氏
の
講
演
に
つ
き
、「【GD

C 
2013

】
渦
中
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
振
り
返
る
『D

iablo III

』

の
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
成
功
と
失
敗
」〈http://w

w
w
.inside-

gam
es.jp/article/2013/03/31/65195.htm

l

〉（
最
終
ア
ク
セ

ス
日
二
〇
一
四
年
六
月
一
日
）

（
105
）
い
わ
ゆ
る
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理
に
関
す
る
判
例
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
（
編
）『
新
版
注
釈
民
法
（
一
五
）

債
権
（
六
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
）
三
〇
〇
頁
以
下
〔
石
外
克

喜
〕、
三
二
五
頁
以
下
〔
広
中
俊
雄
〕
等
。

（
106
）
広
中
俊
雄
「
賃
貸
借
に
お
け
る
『
信
頼
関
係
』
の
破
壊
と
『
解

除
』」
同
『
契
約
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
）
一
二
三
頁

以
下
、
田
中
実
「
い
わ
ゆ
る
継
続
的
債
権
（
契
約
）
関
係
の
一
考

察
」
慶
応
法
研
二
六
巻
一
二
号
（
一
九
五
二
）
一
二
一
頁
以
下
。

（
107
）
我
妻
栄『
債
権
各
論
中
巻
Ⅰ（
民
法
講
義
Ⅴ
二
）』（
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
）
四
五
一
頁
、末
川
博
『
契
約
法
（
上
）』（
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
）
一
三
八
頁
、
山
中
康
雄
「
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
」

総
合
判
例
研
究
叢
書
・
民
法
（
一
〇
）（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
）

四
頁
以
下
等
。

（
108
）
本
稿
第
二
章
第
四
節
一－

二
参
照
。

（
109
）
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
例
え
ば
、Lenz K

arl-
Friedrich

「
新
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
貨Bitcoin

の
法
的
問
題 : 

Ｅ
Ｕ
法
・
ド
イ
ツ
法
を
中
心
に
」
青
山
法
務
研
究
論
集 

七
号
（
二

〇
一
三
） 

一
頁
以
下
、渡
邉
雅
之
「N

BL Square :Bitcoin

（
ビ
ッ

ト
コ
イ
ン
）
は
合
法
な
の
か
？
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
（
二
〇
一
四
）
一
〇
一

八
号
七
頁
以
下
、
片
岡
義
広
「
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
等
の
い
わ
ゆ
る
仮

想
通
貨
に
関
す
る
法
的
諸
問
題
に
つ
い
て
の
試
論
」
金
融
法
務
事

情
六
二
巻
一
四
号
（
通
算
一
九
九
八
号
）（
二
〇
一
四
）
二
八
頁

以
下
、
福
田
政
之
「
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
仮
想
通
貨
の
米
国
に
お

け
る
法
規
制
の
動
向
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
二
七
号

（
二
〇
一
四
）
五
三
頁
以
下
等
。

　
　
　

ま
た
、
こ
の
問
題
の
最
近
の
動
き
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
し

て
、
Ｍ
Ｓ
Ｎ
産
経
ニ
ュ
ー
ス
「
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
一
六
億
円
分
が

消
失　

警
視
庁
、
電
算
詐
欺
容
疑
で
本
格
捜
査　

マ
ウ
ン
ト

ゴ
ッ
ク
ス
経
営
破
綻
」〈http://sankei.jp.m

sn.com
/affairs/

new
s/140730/crm

14073019010018-n1.htm

〉（
最
終
ア
ク
セ

ス
日
二
〇
一
四
年
九
月
一
日
）。

（
110
）
こ
の
点
、
知
的
所
有
法
な
い
し
サ
イ
バ
ー
法
の
基
礎
理
論
を
広

い
視
野
か
ら
論
ず
る
こ
と
を
企
図
し
た
論
考
と
し
て
、
吉
田
邦
彦

「『
知
的
所
有
法
・
サ
イ
バ
ー
法
』
原
論
の
試
み
」
田
村
善
之
（
編
）

『
新
世
代
知
的
財
産
法
政
策
学
の
創
成
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）

一
二
一
頁
以
下
。

（
111
）
本
問
題
に
関
す
る
行
政
に
よ
る
規
制
の
表
れ
と
し
て
は
、「
電

子
商
取
引
及
び
情
報
財
取
引
等
に
関
す
る
準
則
」が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
経
済
産
業
省
が
現
行
法
の
解
釈
に
つ
い
て
の
一
つ
の
考
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え
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
電
子
商
取
引
を
め
ぐ
る
法
解
釈

の
指
針
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
四

年
八
月
、
こ
の
準
則
は
改
訂
さ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
サ
ー
ビ

ス
に
関
す
る
規
定
も
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
①
オ

ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
ア
イ
テ
ム
と
所
有
権
、
②
オ
ン
ラ
イ

ン
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
ア
イ
テ
ム
の
利
用
に
お
け
る
権
利
関
係
、
③

ユ
ー
ザ
が
有
償
で
ア
イ
テ
ム
を
取
得
し
た
直
後
に
サ
ー
ビ
ス
が
終

了
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
有
償
ア
イ
テ
ム
に
関
す
る
権
利
関

係
、
④ 

事
業
者
の
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
に
よ
り
ユ
ー
ザ
が
有
償

で
取
得
し
た
ア
イ
テ
ム
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
有
償
ア

イ
テ
ム
に
関
す
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、
民
法
八
五
条
の
「
有
体
物
」
の
文
言
を
根

拠
に
、
ア
イ
テ
ム
の
所
有
権
の
ユ
ー
ザ
へ
の
帰
属
を
否
定
し
た
う

え
で
、
デ
ー
タ
の
有
償
・
無
償
の
区
別
を
重
要
な
判
断
要
素
と
し

て
、
有
償
デ
ー
タ
の
利
用
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
条
件
を

満
た
す
場
合
に
事
業
者
に
よ
る
損
害
賠
償
の
対
象
と
な
り
う
る
と

し
て
い
る
。

（
112
）
こ
の
問
題
に
関
す
る
近
時
の
論
考
と
し
て
、
生
貝
直
人
『
情
報

社
会
と
共
同
規
制
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
）
等
。

（
113
）
例
え
ば
、
吉
田
克
己
「
財
の
多
様
化
」
法
律
時
報
八
三
巻
八
号

（
二
〇
一
一
）
八
九
以
下
等
。

（
114
）
居
住
福
祉
法
学
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
吉
田
邦
彦
『
居
住
福

祉
法
学
の
構
想
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
）。
こ
れ
を
ア
ッ
プ
ツ
ー

デ
イ
ト
に
し
た
も
の
と
し
て
、野
口
定
久
ほ
か
編『
居
住
福
祉
学
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
）
八
章
、
一
二
章
〔
吉
田
邦
彦
〕。

（
115
）「PayForw

arding

」
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト

の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。〈http://code.google.

com
/p/payforw

arding/

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
四
年
九
月

一
日
）

（
116
）
こ
の
点
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
を
集
め
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ

イ
ト
と
し
て
、IN

T
ERN

ET
 W

A
T
CH

「
災
害
関
連
の
公
的

情
報
発
信
支
援
で
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
無
償
支
援
の
動
き

が
広
が
る
」〈http://internet.w

atch.im
press.co.jp/docs/

new
s/20110313_432757.htm

l

〉（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
四

年
九
月
一
日
）
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フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
の
規
範
構
造
（
五
・
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─ 「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
」
理
論
を
中
心
に 

─
─

津　

田　

智　

成

研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
　

目　
　

次

序
章
：
本
稿
の
背
景
と
課
題

　

第
一
節
：
本
稿
の
背
景

　

第
二
節
：
本
稿
の
課
題
─
─
先
行
研
究
と
の
関
係
で
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第
一
章
：
義
務
違
反
と
し
て
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

　

第
一
節
：
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
の
定
義

　
　

第
一
款
：
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ト
の
定
義

　
　

第
二
款
：
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
の
定
義

　
　

第
三
款
：
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
お
け
る
義
務
の
概
念 

（
以
上
、
六
四
巻
六
号
）

　

第
二
節
：
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
違
法
性
の
関
係

　
　

第
一
款
：
二
〇
世
紀
ま
で
の
法
状
況

　
　

第
二
款
：
現
在
の
学
説
及
び
判
例
に
お
け
る
一
般
的
規
範

第
二
章
：
原
則
的
責
任
要
件
と
し
て
の
「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
」

　

第
一
節
：
例
外
的
責
任
要
件
と
し
て
の
重
大
な
フ
ォ
ー
ト

　
　

第
一
款
：
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
の
適
用
範
囲
の
縮
小

　
　

第
二
款
：
現
在
の
適
用
範
囲
と
将
来
的
な
展
望 

（
以
上
、
六
五
巻
二
号
）

　

第
二
節
：
補
充
的
責
任
規
範
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
ら
な
い
賠
償
責
任

　
　

第
一
款
：
責
任
類
型
と
適
用
範
囲

　
　

第
二
款
：
存
在
意
義
と
法
的
性
格　
　

第
三
章
：
自
己
責
任
規
範
と
し
て
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任

　

第
一
節
：
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
起
源

　
　

第
一
款
：
権
力
分
立
原
則
と
官
吏
の
身
分
保
障

　
　

第
二
款
：
行
政
行
為
と
個
人
的
所
為

　
　

第
三
款
：
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
誕
生 

（
以
上
、
六
五
巻
三
号
）

　

第
二
節
：
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
の
規
範
構
造

　
　

第
一
款
：
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
法
的
性
格

　
　

第
二
款
：
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
法
的
性
格



フランス国家賠償責任法の規範構造（５・完）

北法65（5・341）1467

第
二
節
：
賠
償
責
任
の
競
合

　

第
一
款
：
賠
償
責
任
の
競
合
の
原
形

　

前
節
に
お
い
て
論
じ
た
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
原
理
は
、“
異
な
る
二
つ
の

所
為
”
の
存
在
を
前
提
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
役
務

の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
し
、
こ
れ
ら
の
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
公
務
員
個
人
と

国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

第
四
章
：
代
位
責
任
規
範
の
形
成
と
発
展

　

第
一
節
：
フ
ォ
ー
ト
の
競
合

　
　

第
一
款
：
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
の
原
形

　
　

第
二
款
：
監
督
上
の
瑕
疵
に
よ
る
フ
ォ
ー
ト
の
競
合

　
　

第
三
款
：
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
と
求
償

　
　

第
四
款
：
自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
限
界 

（
以
上
、
六
五
巻
四
号
）

　

第
二
節
：
賠
償
責
任
の
競
合　

　
　

第
一
款
：
賠
償
責
任
の
競
合
の
原
形

　
　

第
二
款
：
代
位
責
任
規
範
の
誕
生

　
　

第
三
款
：
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

　
　

第
四
款
：
賠
償
責
任
の
競
合
と
求
償

　
　

第
五
款
：
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
責
任
規
範
の
多
元
化

終
章
：
総
括
と
残
さ
れ
た
課
題

　

第
一
節
：
総
括

　

第
二
節
：
残
さ
れ
た
課
題 

（
以
上
、
本
号
）
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た
。
こ
れ
に
対
し
て
、本
節
に
お
い
て
論
じ
る「
賠
償
責
任
の
競
合（cum

ul 

des responsabilité （
１
）

s

）」
原
理
は
、
公
務
員
個
人
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し

め
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
所
為
に
つ
い
て
、
同
時
に
国
家
賠
償

責
任
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
を
構
成
す
る
所
為
に
つ
い
て
、
公
務
員
個
人
の
賠
償
責
任
と
国
家
賠
償

責
任
が
競
合
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

一　
《Lem

onnier

判
決
》

　

賠
償
責
任
の
競
合
原
理
を
確
立
し
た
判
決
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
の

が
、
一
九
一
八
年
に
下
さ
れ
た
《Lem

onnier
判（

２
）決

》
で
あ
る
。
そ
の

事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
一
〇
月
九
日
、
Ｒ
町

に
お
い
て
町
の
主
催
に
よ
る
祭
り
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
祭
り
で
は
、
川

に
浮
か
べ
た
標
的
に
向
け
て
射
撃
を
行
う
人
気
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が

あ
っ
た
。
当
日
の
午
後
、
こ
の
川
の
対
岸
に
あ
る
並
木
道
を
散
歩
し
て
い

た
人
々
か
ら
右
の
射
撃
の
銃
弾
が
耳
元
を
か
す
め
た
な
ど
の
通
報
が
な
さ

れ
た
。
通
報
を
受
け
た
町
長
は
標
的
の
位
置
を
移
動
さ
せ
た
が
、
そ
の
数

時
間
後
、
並
木
道
を
散
歩
し
て
い
たLem

onnier

夫
人
が
射
撃
の
銃
弾

を
受
け
負
傷
す
る
事
故
が
起
き
た
。
そ
こ
で
、Lem

onnier

夫
妻
は
、

こ
の
事
故
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
Ｒ
町
と
そ
の
町
長
で
あ
るLaur

氏
そ

れ
ぞ
れ
を
被
告
と
し
て
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

ま
ず
、Laur

氏
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、

T
oulouse

控
訴
院
が
、
次
の
よ
う
にLaur

氏
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
認

定
し
、
そ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
市
民
の
安
全
を
保
障
す

る
職
責
を
担
うLaur

氏
は
、
射
撃
の
銃
弾
が
標
的
に
命
中
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
対
岸
の
並
木
道
を
散
歩
し
て
い
る
者
の
安
全
を
脅
か
す
お
そ
れ

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
射
撃
場
の
設
置
を
許
可
し
た
点
に
お
い
て

重
大
な
義
務
違
反
を
犯
し
た
、
②Laur

氏
は
、
こ
の
事
故
が
発
生
す
る

数
時
間
前
に
通
報
を
受
け
て
標
的
の
位
置
を
移
動
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
の

措
置
は
リ
ス
ク
を
わ
ず
か
し
か
軽
減
し
な
か
っ
た
、
③
こ
の
よ
う
な
不
注

意
は
許
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
はLaur

氏
の
職
務

の
執
行
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。

　

Lem
onnier

夫
妻
は
ま
た
、
上
記
訴
訟
の
継
続
中
に
町
会
（conseil 

m
unicipal

）
へ
の
請
求
手
続
を
経
た
上
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
Ｒ

町
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

ま
ず
、
係
争
事
故
が
公
役
務
の
執
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
行
政
職
員
の
フ
ォ
ー

ト
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
が
司
法
系
統
の
裁
判
所
に
お
い
て
当

該
行
政
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
命
令
を
生
ぜ
し
め
う
る
よ
う
な
個
人
的

所
為
の
性
格
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
実
際
に
当
該
賠
償
命

令
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
事
故
の
被
害
者
が
「
係
争
役
務
の
管
理

主
体
で
あ
る
公
法
人
（personne publique qui a la gestion du 
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service incrim
iné

）」
に
対
し
て
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
権

利
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、「
公
道
の
安
全
に
配
慮
す
る
職
責
を
担
う
町
当
局
（autorité 

m
unicipale

）
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
営
状
態
及
び
そ
の
位
置
が
右
安
全

の
た
め
に
十
分
な
保
障
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

な
く
当
該
射
撃
場
の
設
置
を
許
可
し
た
点
に
お
い
て
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
を

犯
し
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
、
町
は
当
該
事
故
に
つ
い
て
賠
償
責

任
を
負
う
」
と
判
示
し
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
の
で
あ
る
。

二　
《Lem

onnier

判
決
》
の
理
論
構
成

　

本
判
決
に
関
し
て
は
、Léon Blum

に
よ
る
非
常
に
有
名
な
論
告
が

あ
る
。
こ
の
論
告
で
は
多
く
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り

わ
け
今
日
に
お
い
て
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
で
提
示
さ

れ
た
次
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
で
あ（

３
）る

。
す
な
わ
ち
、
①
「
個
人
的
性
格
を
有

す
る
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
場
合
」、
②

「
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
手
段
及
び
道
具
が
役
務
に
よ
っ
て
加
害
公
務
員
に
供

さ
れ
て
い
た
場
合
」、
③
「
役
務
の
作
用
効
果
（effet du jeu du 

service

）
が
な
け
れ
ば
被
害
者
が
加
害
公
務
員
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
場
合
」、
要
す
る
に
、「
役
務
が
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又

は
特
定
の
個
人
に
対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け

た
場
合
」
に
は
、
行
政
裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
フ
ォ
ー
ト
は
こ
と
に
よ
る

と
役
務
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
」
が
、「
役
務
は
フ
ォ
ー
ト
か
ら
切
り
離
さ

れ
な
い
」。
つ
ま
り
、Blum

に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
は
故
意
や
重
大
性

等
に
よ
り
観
念
的
に
役
務
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（
第
三
章

第
二
節
第
一
款
参
照
）、「
役
務
が
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又
は
特
定
の
個

人
に
対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け
た
場
合
」
に

は
、
役
務
は
当
該
フ
ォ
ー
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
のBlum

の
テ
ー
ゼ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
問
題
と

な
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
行
政
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
こ
と
を
正
当
化
す

る
根
拠
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
右
の
よ
う
な
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
が
問
題
と
な
る
場
合
に
国
家
が
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
を
正
当

化
す
る
根
拠
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、そ
こ
に
は
、

公
役
務
が
何
ら
か
の
形
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又
は
特
定
の
個
人
に

対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
家
が
そ
れ
ら
の
結
果
に
つ
い
て
被
害
者
に
対
し
て
全
く
賠
償
責
任

を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
賠
償
責
任
を
ど
の
よ
う
な
法
律
構
成
に
よ

り
認
め
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
本
判
決
は
、Laur

町
長
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
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所
為
が
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
も
構
成
す
る
と
解
す
る
こ
と
に

よ（
４
）り

、
こ
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
を
認
め

た
。
つ
ま
り
、Pierre-Laurent Frier

とJacques Petit

の
共
著
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
町
長
の
「
単
一
の
所
為
（un fait 

unique

）」
が
「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
（
市
町
村
警
察
の
悪
し
き
運
営
）
と

そ
の
極
度
の
重
大
性
を
理
由
と
し
た
町
長
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
を
同
時

に
構
成
す（

５
）る

」
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
判
決
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
町
の
賠
償
責
任
は
、
あ
く
ま
で
自
己
責
任

規
範
た
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
“
異
な
る
二
つ
の
所
為
”
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
賠
償
責
任
の
競
合
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

と
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
「
単
一
の
所
為
（un fait uniqu （

６
）

e
）」
な
い
し
「
同

一
の
所
為
（un m

êm
e fai （

７
）

t

）」
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
で
あ
ろ（

８
）う

。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
そ
こ

で
認
め
ら
れ
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯

さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
か
ら
“
推（

９
）定

”
な
い
し
“
擬

）
（1
（

制
”
さ
れ

た
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

）
（（
（

る
。
例
え
ば
、《Souchon

判
）
（1
（

決
》
に
お
け
る
判
示
は
、
こ
の
こ
と
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
判
決
の
事
案
は
、Clapière

橋
の
近
く
の
国
道
上
を
通
行

し
て
い
たSouchon

氏
が
、
こ
の
橋
の
警
備
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
兵

士
の
一
人
が
撃
っ
た
銃
弾
を
受
け
負
傷
し
、
こ
の
負
傷
に
係
る
損
害
の
賠

償
を
国
に
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
請
求
に
対
し
て
、
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
兵
士
の
行
為
が
当
該
兵
士
個
人
の
賠
償
責
任

を
生
ぜ
し
め
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、「
こ
の
行
為
は
、
役
務
の
際
に
（à l’occasion du service

）
実

現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
役
務
の
瑕
疵
あ
る
運
営
の
徴
表
で
あ
る

（révèle un fonctionnem
ent défectueux du service public

）」
と

判
示
し
て
、
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
の
で
あ

）
（1
（

る
。
そ
こ
で
は
、「
役
務

の
瑕
疵
あ
る
運
営
は
、
も
は
や
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
原
因
（cause

）
で

は
な
く
、
そ
の
結
果
（effet

）
な
の
で
あ

）
（1
（

る
」。

　

第
二
款
：
代
位
責
任
規
範
の
誕
生

　

以
上
の
よ
う
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
当
初
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

を
構
成
す
る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

を
構
成
す
る
と
い
う
法
解
釈
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賠
償
責
任
の
競
合

に
よ
る
国
家
賠
償
責
任
を
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
り
認
め
て
い
た
。

か
か
る
法
解
釈
は
、
確
か
に
、《Pelletier

判
決
》
以
来
の
「
伝
統

（traditio
）
（1
（n

）」、
す
な
わ
ち
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
（
個
人
的
所
為
）
に
つ
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い
て
賠
償
責
任
を
負
う
の
は
公
務
員
で
あ
り
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
（
行
政

行
為
）
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
の
は
国
家
で
あ
る
と
い
う
法
解
釈
に

忠
実
で
あ
る
と
い
え
る
が
、解
釈
論
上
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
か
か
る
法
解
釈
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
自
己
責
任
的
法
律
構

成
に
拘
泥
し
た
技
巧
的
で
後
付
的
な
法
解
釈
で
あ
る
と
も
い
え
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
行
政
主
体
が
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
認
定
し
う
る
ほ
ど
の
義
務

違
反
を
犯
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ば
“
実
体
の
な
い
役
務

の
フ
ォ
ー
ト
”
を
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
認
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
か
ね
ず
、
解
釈
論
上
や
や
無
理
を
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
か
ら
で

あ
）
（1
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
お

い
て
は
、
明
示
的
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ

て
国
家
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

）
（1
（

た
。

一　
《D

énoyelle

判
決
》

　

そ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
の
が
、
一
九
三

四
年
に
下
さ
れ
た《D

énoyelle

判
）
（1
（

決
》で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
精
神
病
院
の
職
員
ら
が
入
院
患
者
で
あ
る

D
énoyelle

氏
に
暴
行
を
加
え
死
亡
さ
せ
た
事
故
に
つ
い
て
、

「D
énoyelle

氏
が
被
害
者
と
な
っ
た
死
亡
事
故
は
、D

ury

精
神
病
院
の

職
員
ら
に
よ
り
そ
の
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
県
の
賠
償
責
任
を
生

ぜ
し
め
る
」
と
だ
け
判
示
し
て
、
県
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
判
決
に
お
け
る
県
の
賠
償
責
任
は
、役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
ら
ず
に
、

も
っ
ぱ
ら
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
の
み
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

）
（1
（

る
。こ
の
判
決
以
来
、

多
く
の
判
決
が
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に
認
定
す
る
こ
と
な
く
、

個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を

理
由
と
し
て
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一

九
三
六
年
の
《Boiero

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
は
、
憲
兵
で
あ
るT

orgeard

氏
が
け
ん
か
（rixe

）
を
し
て
い
たBoiero

氏
を
銃
で
撃
ち
就
労
が
不

可
能
に
な
る
ほ
ど
の
重
傷
を
負
わ
せ
た
事
件
に
つ
い
て
、「T

orgeard

氏

に
よ
っ
て
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
当
該
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
公

役
務
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
」
と
し
て
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い

て
は
全
く
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
、国
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
三
七
年
に
下
さ
れ
た
《Q

uesnel

判
）
1（
（

決
》
に
お
い
て
も
、
郵

便
局
の
出
納
職
員
が
預
金
通
帳
の
作
成
の
た
め
に
払
い
込
ま
れ
た
金
銭
を

横
領
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
出
納
職
員
の
横
領

行
為
が
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
こ
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の
郵
便
局
の
出
納
職
員
が
自
身
に
預
け
ら
れ
た
預
金
を
受
領
し
た
の
は
、

ま
さ
にBourg-D

un

郵
便
局
の
出
納
職
員
の
資
格
に
お
い
て
（en 

qualité de
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
の
執
行
の
中
で
（dans l’

exercise de ses fonctions

）、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
の
賠
償
責

任
が
成
立
す
る
」
と
判
示
し
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
判
決
に
お
い
て
は
、
出
納
職
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
上
付
与
さ

れ
た
地
位
に
基
づ
い
て
、
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の

み
か
ら
、
国
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二 　

役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る

賠
償
責
任

　

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
よ
う
に
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に

認
定
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、“
職
務
の
執

行
の
中
で
”
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も

何
ら
か
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
推
定
な
い
し
擬
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
解

す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
“
黙
示
的
に
”
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、《Lem

onnier

判
決
》

や《Souchon

判
決
》の
よ
う
に
判
決
文
に
お
い
て
明
確
に
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、《D

énoyelle

判
決
》、

《Boiero

判
決
》
及
び
《Q

uesnel

判
決
》
の
よ
う
に
判
決
文
に
お
い
て

は
必
ず
し
も
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
明
示
的
に
認
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
認
め
ら
れ
る
国
家
賠
償
責
任
は
す
べ
て
役
務
の

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、Jean-Claude M

aestre

が
先
駆
的
に
そ
う
指
摘

し
て
い
た
よ
う
に
、
判
決
文
を
素
直
に
読
む
限
り
、
後
者
の
類
型
の
国
家

賠
償
責
任
は
、
あ
く
ま
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ

）
11
（

う
。
特
に
近
年
の
学
説
に
お
い
て
は
、
か
か
る
解
釈
が

有
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

）
11
（

る
。
例
え
ば
、Thibaut Leleu

は
、

《D
énoyelle

判
決
》
な
ど
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
国
家
賠
償
責
任

が
、
も
っ
ぱ
ら
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
も
基
づ
く
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

）
11
（

る
。
ま
た
、Jérôm

e T
ravard

も
、「
公
法
人

の
賠
償
責
任
を
直
接
的
に
生
ぜ
し
め
る
の
は
、個
人
的
フ
ォ
ー
ト
で
あ
り
、

い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
で
も
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任

法
に
お
い
て
も
、
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
個
人
的
な
賠
償
責

任
を
前
提
と
し
た
代
位
責
任
規
範
が
誕
生
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
確
か
な
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
賠
償
責
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任
の
競
合
原
理
の
中
に
、
①
《Lem

onnier

判
決
》
の
よ
う
に
、
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
所
為
か
ら
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
推
定
な
い
し
擬

制
し
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
賠
償

責
任
を
認
め
る
と
い
う
法
律
構
成
と
、②《D

énoyelle

判
決
》の
よ
う
に
、

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に
認
定
す
る
こ
と
な
く
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

が
も
っ
ぱ
ら
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠

償
責
任
を
認
め
る
と
い
う
法
律
構
成
と
が
並
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
徐
々
に
前
者
の
法
律
構

成
は
後
者
の
法
律
構
成
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
っ
た
。
実
際
、
行
政
重

要
判
例
集
の
著
者
ら
は
、「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
の
観
念
は
黙
示
的
な
も
の

す
ら
消
滅
し
た
。
つ
ま
り
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
両

立
し
な
い
。
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
実
現
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
当
該
役
務
に
責

任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
の
に
十
分
で
あ

）
11
（

る
」と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
判
例
の
展
開
は
、
ま
さ
に
自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
限
界
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す

る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す

る
と
い
う
技
巧
的
な
法
解
釈
よ
り
も
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で

又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任

を
認
め
る
と
い
う
直
截
的
な
法
解
釈
の
方
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る

フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合
的
な
法
解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。

　

第
三
款
： 

役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的

フ
ォ
ー
ト

一　
《M

im
eur

判
決
》

　

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
に
は
、
一
つ
の
限
界

が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
原
理
は
、
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
原
理
と
は
異

な
り
（
本
章
第
一
節
第
二
款
参
照
）、
あ
く
ま
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役

務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
場
合
に
し
か
適
用
さ
れ
ず
、
言
い

換
え
れ
ば
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
適

用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。
つ
ま
り
、
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て

は
、
前
述
のBlum

の
テ
ー
ゼ
で
示
さ
れ
た
類
型
の
す
べ
て
が
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
九
四
九
年
に
下
さ
れ
た

《M
im

eur

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
、
こ
の
限
界
を
克
服
し
、
役
務
の
外
側
で

犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
“
役
務
と
全
く
関
連

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（n’est pas dépourvue de tout lien avec le 

service

）”
場
合
に
は
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ

）
1（
（

た
。
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そ
の
事
案
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
で
ガ

ソ
リ
ン
を
輸
送
す
る
任
務
に
当
た
っ
て
い
た
輸
送
部
隊
員
のD

essertenne

氏
が
、
目
的
地
に
ガ
ソ
リ
ン
を
届
け
終
え
た
後
、
部
署
に
帰
る
途
中
に
個

人
的
な
目
的
の
た
め
に
家
族
の
家
に
寄
り
道
を
し
、
そ
の
際
に
運
転
操
作

を
誤
り
民
家
の
壁
面
に
衝
突
す
る
事
故
を
起
こ
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
が

当
該
事
故
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
国
に
対
し
て
賠
償
請
求
を
行
っ
た
。

　

こ
の
請
求
に
対
し
て
、
論
告
担
当
官
で
あ
るFrançois Gazier

は
、

ま
ず
、
本
件
に
お
い
て
は
、D

essertenne

氏
が
個
人
的
な
目
的
に
よ
り

役
務
か
ら
離
れ
、
役
務
の
外
側
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
た
こ
と
、
ま

た
、
行
政
が
組
織
又
は
監
督
に
お
い
て
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
も
犯

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
の
判
例
法
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
本

件
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
述
べ

）
11
（

た
。
し
か
し
な
が
ら
、

Gazier

は
、
そ
の
よ
う
な
判
例
法
理
に
沿
っ
た
請
求
の
棄
却
は
、
公
務

員
が
役
務
の
内
側
で
犯
し
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
場
合
に
国
家
賠
償
責
任

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
の
関
係
に
お
い
て
「
論
理
を
充
足
さ
せ
る
が
、
衡

平
に
重
大
に
違
反
す

）
11
（

る
」
と
し
て
、
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
り
国
家
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
被
害

者
が
当
該
公
務
員
の
支
払
不
能
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
使
用
者
責
任
に
関
す
る
司
法

裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
、
被
用
者
に
よ
る
職
務
の
濫
用
（abus de 

fonction

）
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
一
部
の
例
外
を
除
き
ほ
と
ん
ど
常

に
使
用
者
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
付
言
し
て
、
本
件
に
つ
い

て
も
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

こ
の
論
告
を
受
け
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、D

essertenne

氏
が
役

務
の
利
益
と
は
無
関
係
な
動
機
に
基
づ
き
通
常
の
行
程
を
逸
脱
し
て
も
っ

ぱ
ら
個
人
的
な
目
的
に
よ
り
公
用
車
を
利
用
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上

で
、「
公
役
務
の
執
行
の
た
め
に
そ
の
運
転
手
に
供
さ
れ
て
い
た
車
両
に

よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
本
件
事
故
は
、
本
件
事
案
の
状
況
に
お
い
て
は
役
務

と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
」
と
判
示
し
た
。

そ
し
て
、
た
と
え
、D

essertenne

氏
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
が

個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
は
そ

の
賠
償
責
任
を
免
れ
え
な
い
と
し
て
、
国
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
の

で
あ

）
11
（

る
。

　

本
判
決
の
特
徴
は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
推
定
な
い
し
擬
制
さ
れ
た

も
の
す
ら
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
と

全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
か
ら
、
国
の
賠
償
責

任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
も
は
や

二
つ
の
フ
ォ
ー
ト
で
は
な
く
、
二
つ
の
原
因
（
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
損
害

の
発
生
に
寄
与
し
た
役
務
）
な
の
で
あ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
認
め
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ら
れ
て
い
る
国
の
賠
償
責
任
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で

は
な
く
、“
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

に
よ
る
賠
償
責
任
”
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

）
11
（

る
。
か
か
る
理
解
は
、

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
に
お
い
て
大
多
数
の
論
者
に
よ
り
共
有
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

）
11
（

る
。
つ
ま
り
、こ
の
国
家
賠
償
責
任
は
、

公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
責
任
要
件
と
し
た
代
位
責
任
規
範
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
右
の
判
示
を
見
る
限
り
、
係
争

役
務
が
事
故
を
起
こ
し
た
車
両
を
当
該
公
務
員
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
理

由
に
役
務
と
の
関
連
性
を
認
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
本

判
決
に
お
い
て
は
、“
道
具
的
関
連
性
”
が
公
役
務
と
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

と
を
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
“
道
具
的
関
連
性
”
は
、
前
述

のBlum

の
テ
ー
ゼ
の
②
の
類
型
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
起
因
す
る
損
害
を
国
家
に
負
わ
せ
る
た
め
の
正
当
化
根
拠
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二  　

役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る

賠
償
責
任

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
責
任
規
範
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
示
的
に
確
認
さ
れ
て
い

る
。T

hibaut Leleu

は
、こ
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
い
く
つ
も
の
判
決
が
、
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
も
要

求
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
そ
れ
が
役
務

と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
公
的
賠
償

責
任
（responsabilité publique

）
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
十
分
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
公

務
員
の
不
正
行
為
が
《
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ

り
》、
ま
た
、《
当
該
不
正
行
為
が
事
件
の
諸
状
況
に
お
い
て
役
務
と
全
く

関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
》
場
合
に
は
、
当
該
公
務

員
が
属
す
る
役
務
の
《
組
織
ま
た
は
監
督
に
お
い
て
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が

犯
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
探
求
す
る
ま
で
も
な
く
》、
当
該
行
為
は
被
害
者

に
対
す
る
《
・
・
・〔Leleu

注
：
公
法
人
の
〕
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め

る
性
質
を
有
す
る
》と
述
べ
て
い

）
11
（

る
。
最
高
裁
判
所
は
、二
〇
〇
七
年
に
、

次
の
よ
う
に
明
示
的
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
か
る
法
解
釈
を
繰
り
返

し
た
。
す
な
わ
ち
、《
行
政
主
体
の
公
務
員
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た

損
害
の
被
害
者
は
、
自
身
に
フ
ォ
ー
ト
が
な
い
場
合
、
た
と
え
、
い
か
な

る
フ
ォ
ー
ト
も
役
務
に
は
帰
責
さ
れ
え
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
、
当
該
損

害
が
・
・
・
公
務
員
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
完
全
に
帰

責
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
公
務
員
の
行
為
が
役
務
と
全
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く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
行
政
主
体
に

対
し
て
当
該
損
害
を
全
面
的
に
賠
償
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
を
行
政
裁
判

官
に
請
求
し
う

）
11
（

る
》

）
11
（

。」
と
。

　

な
お
、
こ
の
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
賠
償
責
任
は
、
前
述
の
《D

énoyelle

判
決
》
に
お
い
て
問
題

と
な
っ
た
よ
う
な
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
て
い

）
1（
（

る
。
例
え
ば
、
一
九
五
二
年
に
下

さ
れ
た
《Boitet

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
は
、
憲
兵
隊
員
が
パ
ト
ロ
ー
ル
中
に

私
人
（Boitet

氏
）
に
加
え
た
暴
行
が
「
役
務
か
ら
切
り
離
し
う
る
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
」
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
た
上
で
、「
こ
の
個

人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
当
該
公
務
員
が
職
責
を
担
う
公
役
務
の
遂
行
の
際
に

犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
事
件
の
諸
状
況
に
お
い
て
は
役
務
と
全
く
関
連

が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、Boitet

氏
が

被
っ
た
損
害
は
、国
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
」と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ

る
賠
償
責
任
」
は
「
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
」
を
包
含
し
う
る
こ
と
か
ら
、
理
論
的
に
は

前
者
の
責
任
規
範
さ
え
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。実
際
、

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
に
よ

る
国
家
賠
償
責
任
を
説
明
す
る
際
に
、
後
者
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
は
言

及
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
い
る
論

者
も
存
在
す

）
11
）（
11
（

る
。

三　

役
務
関
連
性
の
判
断
基
準

　

そ
れ
で
は
、こ
の
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
も
そ
も
、
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

と
い
う
概
念
は
、
国
家
賠
償
責
任
を
拡
張
す
る
た
め
に
創
造
さ
れ
た
「
機

能
的
概
念（notion fonctionnell

）
11
（e

）」で
あ
る
こ
と
か
ら
、“
役
務
関
連
性
”

の
判
断
基
準
は
決
し
て
明
確
で
は
な

）
11
（

い
。

　

１　

時
間
的
関
連
性
─
─
ま
ず
、Francis-Paul Bénoit

を
は
じ
め
、

多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
役
務
関
連
性
の
認
定
に
当
た
っ

て
極
め
て
重
要
な
要
素
と
な
る
の
は
、“
時
間
的
関
連
性
”
で
あ

）
11
（

る
。
つ

ま
り
、
勤
務
時
間
中
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
加
害
公
務
員
が
自
身
の
時
間

を
行
政
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
任
務
に
費
や
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

る
時
、
あ
る
い
は
、
加
害
公
務
員
が
行
政
の
従
属
下
に
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
時
に
は
、
公
務
員
の
加
害
行
為
は
、
原
則
と
し
て
役
務
と
全
く
関
連
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
の
で
あ

）
11
（

る
。《Bernard

判
決

）
11
（

》
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
時
間
的
関
連
性
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と

い
え
る
。
そ
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
治
安
維
持
の
任
に

当
た
っ
て
い
たBoyer

巡
査
は
、
勤
務
時
間
内
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
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官
の
許
可
な
く
酒
場
に
入
り
、そ
こ
で
の
口
論
が
原
因
で
平
静
さ
を
失
い
、

ピ
ス
ト
ル
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
たBernard

氏

に
重
傷
を
負
わ
せ
た
。Bernard

氏
が
当
該
負
傷
に
係
る
損
害
の
賠
償
を

国
に
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、Boyer

巡
査
の
加
害

行
為
が
役
務
の
執
行
か
ら
切
り
離
し
う
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る

と
認
定
し
た
上
で
、「
こ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
当
該
公
務
員
が
職
責

を
担
っ
て
い
た
公
役
務
の
遂
行
の
際
に
犯
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、「
役

務
と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
」と
判
示
し
て
、

Bernard

氏
に
対
す
る
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

２　

道
具
的
関
連
性
─
─
も
っ
と
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
時
間
的

関
連
性
は「
基
準（critère

）」と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ「
徴
候（indice

）」

に
す
ぎ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
役
務
関
連
性
は
、“
空
間
的
関
連
性
”
や
“
道

具
的
関
連
性
”
な
ど
と
併
せ
て
総
合
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が

正
確
で
あ
ろ

）
11
（

う
。
と
り
わ
け
、
前
述
の
《M

im
eur

判
決
》
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
道
具
的
関
連
性
は
、
そ
の
重
要
な
考
慮
要
素
で
あ
る
。
例
え

ば
、
一
九
七
三
年
に
下
さ
れ
た
《Sadoudi

判
）
1（
（

決
》
に
お
い
て
は
、
警
視

庁
の
巡
査
で
あ
るM

ohand

氏
がSadoudi

氏
と
居
住
し
て
い
た
民
間

の
寮
に
お
い
て
公
用
の
銃
を
い
じ
っ
て
い
た
際
に
銃
を
暴
発
さ
せ

Sadoudi

氏
を
死
に
至
ら
し
め
た
事
故
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
、
完
全
に
時

間
的
に
も
空
間
的
に
も
役
務
と
は
無
関
係
な
事
故
に
つ
い
て
、
公
共
団
体

の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

「
役
務
の
外
側
に
お
い
て
、
パ
リ
市
の
巡
査
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
銃
を
保

管
す
る
義
務
に
起
因
す
る
第
三
者
に
と
っ
て
の
危
険
性
（dangers

）
に

鑑
み
れ
ば
、
本
件
事
故
は
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な

さ
れ
え
な
い
」
と
判
示
し
て
、
被
害
者
遺
族
に
対
す
る
市
の
賠
償
責
任
を

認
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
公
務
員
個
人
の

住
居
に
お
い
て
銃
を
保
管
す
る
義
務
と
当
該
義
務
が
第
三
者
に
及
ぼ
す
危

険
性
に
基
づ
き
役
務
関
連
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

）
11
（

る
。
他
方
、
あ

る
軍
人
が
自
身
の
所
有
す
る
自
動
車
で
職
場
に
向
か
う
際
に
事
故
を
起
こ

し
私
人
に
損
害
を
与
え
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
は
、
当
該
軍
人
の
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
、
国
の

賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

た
だ
し
、Jean-M

arie A
uby

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
そ
の
役

務
の
外
側
に
お
い
て
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
損
害
が
、
役
務
に
よ
っ
て
供
さ
れ
た
道
具
を
用
い
て
実
現
さ
れ
た
と

い
う
事
実
だ
け
で
は
、
行
政
主
体
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
十
分

で
は
な

）
11
（

い
」。
例
え
ば
、A

ntoine Bernard

は
、「
故
意
に
よ
る
フ
ォ
ー

ト
」
を
、
役
務
関
連
性
を
切
断
す
る
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い

）
11
（

た
。
実
際
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
あ
る
憲
兵
が
公
用
の
銃
を
用
い
て
犯
し
た
殺
人

に
つ
い
て
、
こ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
個
人
的
な
復
讐
の
た
め
に
犯
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
役
務
と
の
関

連
性
を
否
定
し
て
い

）
11
（

る
。
ま
た
、
消
防
士
が
職
業
上
の
経
験
か
ら
得
た
専

門
的
な
知
識
を
用
い
て
放
火
を
犯
し
た
事
件
に
つ
い
て
も
、
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
と
役
務
と
の
関
連
性
が
否
定
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

３　

現
在
の
判
例
の
状
況
─
─
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、
一
九
八
八
年
に
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
、
一
見
す
る
と
い
か
な
る

役
務
関
連
性
も
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
故
意
に
よ
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に

つ
い
て
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
て
い

）
11
（

る
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
憲

兵
で
あ
っ
たLam

are

氏
に
よ
っ
て
未
成
年
の
少
女
が
殺
害
さ
れ
た
事
件

に
係
る
《Raszew

ski

判
決

）
11
（

》
で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、Lam

are

氏
に
よ
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
（
殺
人
）
が
勤
務

時
間
外
に
同
氏
の
所
有
す
る
武
器
を
用
い
て
、
し
か
も
故
意
に
よ
り
犯
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
①Lam

are

氏
が
以
前
か
ら
車

の
窃
盗
な
ど
の
複
数
の
悪
事
を
働
い
て
い
た
こ
と
、
②
こ
れ
ら
の
悪
事
の

大
部
分
は
彼
が
職
務
を
執
行
し
て
い
た
管
轄
の
区
域
内
で
犯
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
③
こ
の
こ
と
か
ら
彼
自
身
も
右
の
犯
罪
の
捜
査
に
参
加
し
、
そ
の

進
行
と
成
果
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
④
こ
れ
に
よ
り
実
質
的
に
役
務

が
長
期
に
渡
り
当
該
犯
罪
に
つ
い
て
同
氏
を
捜
査
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と

に
寄
与
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
上
で
、「
か
か
る
諸
状
況
に
お

い
て
は
、Raszew

ski

嬢
の
殺
害
は
、た
と
え
そ
れ
が
役
務
の
時
間
外
に
、

Lam
are

氏
個
人
の
所
有
す
る
武
器
を
用
い
て
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
国
の
賠
償
責
任

を
生
ぜ
し
め
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
役
務
関
連
性
を
決
定
づ

け
る
よ
う
な
絶
対
的
な
基
準
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
前
述
のBlum

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
役
務
が
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又
は
特
定

の
個
人
に
対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け
た
」
か

ど
う
か
を
事
件
の
諸
状
況
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断
し
て

い
る
と
い
う
の
が
現
在
の
判
例
の
状
況
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。な
お
、

行
政
重
要
判
例
集
の
著
者
ら
に
よ
れ
ば
、
役
務
関
連
性
の
要
件
は
今
日
に

お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
役
務
関
連
性
の
認
定
は
非
常
に
緩
や
か

に
行
わ
れ
て
お
り
、
最
近
の
判
例
の
中
に
役
務
関
連
性
を
否
定
し
た
判
決

は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い

）
1（
（

う
。

　

第
四
款
：
賠
償
責
任
の
競
合
と
求
償

　

以
上
の
よ
う
な
賠
償
責
任
の
競
合
が
問
題
と
な
る
場
合
、
国
家
と
公
務

員
の
間
の
求
償
関
係
は
ど
の
よ
う
に
規
律
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
被
害

者
は
一
般
的
に
賠
償
金
の
支
払
能
力
に
不
安
の
あ
る
公
務
員
個
人
よ
り
も

国
家
に
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
公
務
員
に
対
す
る
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国
家
か
ら
の
求
償
が
問
題
と
な

）
11
（

る
。
ま
ず
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
が
、
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
と
し
て
も
、
役

務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
と
し
て
も
、
国
家
は
公
務
員
に
対
し
て
全
額
の
求

償
を
行
う
こ
と
が
で
き

）
11
）（
11
（

る
。
逆
に
言
え
ば
、
公
務
員
は
、
国
家
に
対
し
て

一
切
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
賠
償
責
任

の
競
合
原
理
に
基
づ
く
国
家
賠
償
責
任
が
、《D

énoyelle

判
決
》
以
降
、

そ
の
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
代
位
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
り
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
整
合
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
は

本
来
的
に
負
担
す
べ
き
賠
償
責
任
を
負
担
し
て
い
る
の
で
は
な
く
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
公
務
員
の
賠
償
責
任
を
肩
代
わ
り
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
判
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
、《D

elaprée

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
職
務
中
に
故
意
の
暴
行
に

よ
っ
て
被
害
者
に
負
傷
を
負
わ
せ
、
こ
の
負
傷
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
賠

償
命
令
を
受
け
た
二
人
の
兵
士
が
、
国
に
当
該
損
害
に
係
る
賠
償
の
負
担

を
求
め
た
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。
ま
た
、《T

ilhaud

判
）
11
（

決
》
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
国
内
軍
（forces françaises de l'intérieur

）
に
属
す
る
メ

ン
バ
ー
が
私
人
ら
の
住
居
で
逮
捕
（arrestation

）
及
び
捜
索

（perquisition

）
を
行
っ
た
際
に
当
該
私
人
ら
の
所
有
す
る
金
品
を
略
奪

し
た
事
件
に
お
い
て
、
被
害
者
ら
に
賠
償
金
を
支
払
っ
た
国
に
よ
る
求
償

権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。
さ
ら
に
、《Le Sou M

édical

判
）
11
（

決
》

に
お
い
て
は
、
当
直
医
が
繰
り
返
し
の
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
容
態
が
思
わ
し
く
な
い
患
者
の
も
と
に
行
く
こ
と
を
拒
み
、
そ
れ
に

よ
り
手
術
が
遅
れ
患
者
が
死
亡
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
当
該
医
師
と
公
立

病
院
の
最
終
的
な
賠
償
の
負
担
割
合
が
問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
公
立
病

院
の
側
に
は
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
も
認
め
ら
れ
ず
、
右
の
患
者
の

死
亡
は
も
っ
ぱ
ら
当
該
医
師
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
帰
責
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
賠
償
の
全
額
が
当
該
医
師
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
近
年
、《M

inistre de l'éducation 

nationale c. H
.

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
、
和
解
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
賠

償
金
に
つ
い
て
も
国
の
公
務
員
に
対
す
る
求
償
を
認
め
て
い

）
11
（

る
。
そ
の
事

案
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
小
学
校
で
教
師
を
し
て
い

た
Ｈ
氏
は
、
児
童
ら
に
対
す
る
暴
行
に
つ
い
て
、Saverne

軽
罪
裁
判
所

に
よ
っ
て
執
行
猶
予
付
き
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
国
は
、
こ
の
Ｈ
氏
の

暴
行
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
児
童
の
親
と
和
解
を
締
結
し
、
こ
の
和
解

に
基
づ
い
て
賠
償
金
を
支
払
っ
た
。
本
件
は
、
こ
の
賠
償
金
の
全
額
を
国

が
Ｈ
氏
に
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
請
求
に
つ
い
て
、コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
は
、「
Ｈ
氏
は
、
二
年
の
間
、
彼
が
勤
務
し
て
い
た
小
学
校
の
約
一

五
人
の
児
童
に
対
し
て
、と
り
わ
け
平
手
打
ち（gifles

）や
殴
打（coups

）

か
ら
成
る
暴
行
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
不
正
行
為
は
、
確
か
に
役
務
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の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
教
員
に
よ
る
職
務
の
執
行
か
ら

切
り
離
し
う
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
性
格
づ
け
る
の
に
十
分
な
重
大
性
を

有
す
る
」と
判
示
し
て
、国
の
Ｈ
氏
に
対
す
る
求
償
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
裁
判
官
は
、
求
償
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
和
解
の
金
額
に
拘
束
さ

れ
る
こ
と
な
く
自
ら
の
判
断
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
件

に
お
い
て
は
、
和
解
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
額
（
七
六
二
二
ユ
ー
ロ
）
が
合

理
的
な
和
解
が
締
結
さ
れ
て
い
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
金

額
を
超
過
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
、
Ｈ
氏
に
対
し
て
求
償
で
き
る
額
は

三
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
算
定
さ
れ

）
1（
（

た
。

　

第
五
款
： 

フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
責
任
規
範

の
多
元
化

　

最
後
に
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に

お
け
る
責
任
規
範
を
定
式
化
し
、
そ
の
相
互
関
係
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
行
政
重
要
判
例
集
の
著
者
ら
は
、
現
在
の
フ
ラ
ン

ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ト
に
関
す
る
責
任
規
範
を
次
の
よ

う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
八
七
三
年
七
月
三
〇
日
の

Pelletier

判
決
以
来
、
行
政
の
公
務
員
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
行
政
賠
償
責

任
の
拡
大
は
、
今
日
、
四
組
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
行
政
賠
償
責
任
を
認
め

る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

の
ケ
ー
ス
、役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
競
合
す
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
ケ
ー
ス
、

役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
ケ
ー
ス
、

そ
し
て
、
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
役
務
と
全
く
関
連
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
ケ
ー
ス
で
あ

）
11
（

る
」。
つ
ま
り
、

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
（
以
下
、「
第
一
の
責
任
規
範
」
と

い
う
。）、
②
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
競
合
す
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠

償
責
任
（
以
下
、「
第
二
の
責
任
規
範
」
と
い
う
。）、
③
役
務
の
中
で
又

は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
（
以
下
、

「
第
三
の
責
任
規
範
」
と
い
う
。）、
④
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ

る
賠
償
責
任
（
以
下
、「
第
四
の
責
任
規
範
」
と
い
う
。）
の
四
つ
の
責
任

規
範
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
行
政
裁
判
官
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
件
の
状
況
に
応
じ
て
右
の
責
任
規
範
を
使
い
分
け
て
い
る
が
、
で

き
る
限
り
、
よ
り
“
伝
統
的
な
”
責
任
規
範
を
用
い
る
こ
と
を
好
み
、
逆

に
、
よ
り
最
近
の
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
大
胆
な
責
任
規
範
は
補
充
的
に
し

か
適
用
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い

）
11
（

る
。
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一　

第
一
の
責
任
規
範

　

ま
ず
、
最
も
伝
統
的
な
第
一
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
責

任
規
範
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
原
則
的
責
任
規
範
で

あ
り
（
第
三
章
第
二
節
第
一
款
参
照
）、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責

任
の
“
コ
ア
”
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
責
任
規
範
が

自
己
責
任
規
範
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る

（
第
三
章
第
二
節
第
二
款
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
自
身
が
犯
し
た

フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
賠
償
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
公
務
員
は
被
害
者
と

の
関
係
に
お
い
て
も
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
も
一
切
の
賠
償
責
任
を
負

わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
当
初
、《Pelletier
判
決
》
以
来
の
伝
統
に

基
づ
き
、役
務
の
フ
ォ
ー
ト
（
国
家
賠
償
責
任
）
と
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
（
公

務
員
個
人
の
賠
償
責
任
）
と
を
相
互
排
他
的
な
も
の
と
し
て
解
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
公
務
員
の
加
害
行
為
が
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
認
定
さ
れ

た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
公
務
員
の
支
払
不
能
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
リ
ス
ク
か
ら

被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
に
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
と
い

う
“
コ
ア
”
を
覆
っ
て
い
く
形
で
、
そ
の
“
バ
ッ
フ
ァ
ー
”
と
し
て
、
第

二
の
責
任
規
範
か
ら
順
に
、
第
三
の
責
任
規
範
、
第
四
の
責
任
規
範
と
新

た
な
責
任
規
範
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

二　

第
二
の
責
任
規
範

　

最
初
に
形
成
さ
れ
た
第
二
の
責
任
規
範
は
、《A

nguet

判
決
》
に
よ

り
確
立
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
原
理
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
（
本

章
第
一
節
参
照
）。
こ
の
責
任
規
範
は
、
あ
く
ま
で
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
は
自
己
責

任
規
範
た
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま

た
、
か
か
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
国
家
は
公
務
員
に
対
し
て
賠
償
金
の

全
額
に
つ
い
て
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
々
の
フ
ォ
ー
ト

の
存
在
と
重
大
性
に
応
じ
て
最
終
的
な
負
担
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、“
監
督
上
の
瑕
疵
”
に
よ
る
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
、
国
家
は
公
務
員
に
対
し
て
全
額
の
求
償
を
行
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
代
位
責
任
的
な
発
想
が
伺
え
る
。
実

際
、多
く
の
場
合
、“
監
督
上
の
瑕
疵
”に
よ
り
構
成
さ
れ
る
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
は
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
か
ら
推
定
な
い
し
擬
制
さ
れ
た
も
の
で
し

か
な
く
、
実
質
的
に
は
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
認
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
義
務
違

反
が
犯
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
国
家
賠

償
責
任
が
純
粋
な
自
己
責
任
規
範
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地

が
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
点
に
自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
限
界
が
垣
間
見

え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
の
認
定
を

必
要
と
し
な
い
第
三
の
責
任
規
範
な
い
し
第
四
の
責
任
規
範
が
用
い
ら
れ
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る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

第
三
の
責
任
規
範

　

次
に
、
本
節
で
紹
介
し
た
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
に
基
づ
く
第
三
の
責

任
規
範
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
二
つ
の
責
任
規
範
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同

時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
も
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
“
役
務

の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
”
で
あ
る
（《Lem

onnier

判
決
》）。
こ

の
責
任
規
範
は
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
は
自
己
責
任
規
範
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る

所
為
が
も
っ
ぱ
ら
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
こ
と
の
み
を

も
っ
て
認
め
ら
れ
る
“
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
”
で
あ
る
（《D

énoyelle
判
決
》）。
こ
の

責
任
規
範
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま

で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
責
任
要
件
と
す
る
代
位
責
任
規
範
と
し
て
解
す
べ

き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
賠
償
責
任
の
競
合

の
ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
国
家
か
ら
公
務
員
に
対
す
る
全
額

の
求
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、法
的
効
果
の
次
元
に
お
い
て
は
、

代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
代
位
責
任
規
範
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成

に
拘
泥
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
認
定

す
る
ほ
ど
の
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
技
巧
的
で
後
付
的
な
法

解
釈
を
行
う
こ
と
を
回
避
し
、
よ
り
直
截
的
で
フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合

的
な
法
解
釈
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

第
四
の
責
任
規
範

　

最
後
に
、
第
四
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
責
任
規
範
は
、

役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
認

め
ら
れ
、
ま
た
、
国
家
に
よ
る
公
務
員
に
対
す
る
全
額
の
求
償
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
も
、
法
的
効
果
の
次

元
に
お
い
て
も
、
代
位
責
任
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お

こ
の
第
四
の
責
任
規
範
が
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

五　

よ
り
現
実
に
即
し
た
解
決
へ
の
回
帰

　

本
章
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
競
合
原
理
の
形
成
及
び
発
展
に
よ
り
責

任
規
範
が
多
元
化
す
る
に
つ
れ
、
被
害
者
は
、
公
務
員
の
支
払
不
能
に
衝

突
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
容
易
に
か
つ
よ
り
確
実
に
賠
償
金
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

）
11
（

た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
利
点
を
追
求
す
る
過
程
で
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理
論
的
な
次
元
に
お
い
て
一
定
の
歪
み
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
確

か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
被
害
者
を
救
済
す
る
た

め
に
国
家
賠
償
責
任
の
成
立
範
囲
を
徐
々
に
拡
張
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
拘
泥
し
た
が
ゆ
え
に
、
フ
ォ
ー
ト

の
実
体
に
そ
ぐ
わ
な
い
解
釈
論
上
や
や
無
理
の
あ
る
法
解
釈
を
行
う
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

を
構
成
す
る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

を
も
構
成
す
る
と
い
う
賠
償
責
任
の
競
合
に
お
け
る
法
解
釈
に
つ
い
て
い

え
る
こ
と
で
あ
り
、場
合
に
よ
っ
て
は
、監
督
上
の
瑕
疵
を
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
の
存
在
か
ら
推
定
な
い
し
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
り
認
め
る
と
い
う

フ
ォ
ー
ト
の
競
合
に
お
け
る
法
解
釈
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
な
く
と
も
、
個

人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で
若
し
く
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
場
合
又

は
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
の
み

を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
家
賠

償
責
任
は
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
も
、
法
的
効
果
の
次
元
に
お
い

て
も
、代
位
責
任
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
、
責
任
規
範
が
多
元
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
右
の
よ
う
な
解

釈
論
上
の
問
題
が
克
服
さ
れ
、
よ
り
フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合
的
な
法
解

釈
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、M

ichel Paillet

は
、
役
務
と
全
く
関
連

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に
つ
い

て
「
当
該
公
務
員
の
不
正
行
為
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
〔Paillet

注
：

係
争
役
務
の
運
営
又
は
組
織
に
お
い
て
〕
犯
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
探
求
す

る
ま
で
も
な
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
性
質
を
有
す

る
」
と
判
示
し
た
《D

utertre

判
）
11
（

決
》
を
引
用
し
た
上

）
11
（

で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
か
か
る
定
式
は
、
お
そ
ら
く
過
去
の
判

例
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
被
害
者
に
賠
償
を
行
う
た
め
に
役
務
に
帰
責
す
べ
き
フ
ォ
ー
ト

を
ど
ん
な
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
探
求
し
よ
う
と
す
る
欺
瞞
的
な
論
証
の
ア

プ
ロ
ー
チ
と
決
別
す
る
意
思
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く

と
も
、
多
く
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
行
政
主
体
は
実
際
に
は
何
ら
《
自
ら
咎

む
（se reprocher

）》
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
り
現
実
に

即
し
た
解
決
（réalism

e

）
へ
の
回
帰
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

う
）
11
（

る
」
と
。
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oir 
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égalem
ent, D

idier T
ruchet, supra note 7, p. 398.

（
28
）V

oir, Jean-Claude M
aestre, supra note 15, p. 185.

（
29
）V

oir, C.E. A
ss. 30 janvier 1948, D

am
e veuve Buffevant, 

R
ec. 51 ; F

rançois G
azier, concl. sur C

.E
. A

ss. 18 
novem

bre 1949, M
im

eur, D
efaux et Besthelsem

er, J.C.P. 
1950.Ⅱ

. 5286.

（
30
）C.E. A

ss. 18 novem
bre 1949, M

im
eur, Rec. 492, J.

C
.P

. 1950.Ⅱ
. 5286, concl. François Gazier, D

. 1950, p. 
667, note J. G., R

.D
.P. 1950, p. 183, note M

arcel W
aline. 

（
31
）
な
お
、
本
判
決
と
同
日
に
下
さ
れ
た
《D

efaux

判
決
》
及
び

《Besthelsem
er

判
決
》
に
お
い
て
も
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
同

様
の
判
断
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
（C.E. A

ss. 18 novem
bre 

1949, D
efaux et Besthelsem

er, Rec. 493 et 494.

）。

（
32
）François Gazier, supra note 29.

（
33
）Ibid.

（
34
）
そ
の
後
、
一
九
五
七
年
一
二
月
三
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
公
用

車
両
の
事
故
に
係
る
国
家
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
立
法
的
な
解
決

が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（M

arceau Long, Prosper W
eil, 

Guy Braibant, Pierre D
elvolvé et Bruno Genevois, supra 

note 1, pp. 205-206.

）。

（
35
）H
afida Belrhali, supra note 9, p. 129.

（
36
）V

oir, Cécile Benoît-Renaudin, supra note 8, n

° 536 ; 
M

arceau Long, Prosper W
eil, G

uy B
raibant, Pierre 

D
elvolvé et B

runo G
enevois, supra note 1, p. 205 ; 

Pierre D
elvolvé, supra note 13, p. 69 ; C

hristophe 
G

uettier, «La responsabilité en droit adm
inistratif», 

Philippe Le T
ourneau, D

roit de la responsabilité et des 
contrats, 10

e éd., Paris, D
alloz, 2014, n

° 314 ; Pierre-
Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 5, n

° 1019.

（
37
）René Chapus, D

roit adm
inistratif général, t. 1, 15

e éd., 
Paris, M

ontchrestien, 2001, n

° 1532 ; G
illes D

arcy, 
«D

étachabilité et rattachabilité dans le contentieux de 
la responsabilité extra-contractuelle des personnes 
publiques et de leurs agents», dans D

e code en code. 
M

élanges en l'honneur du doyen G
eorges W

iederkehr, 
Paris, D

alloz, 2009, p. 184 ; Jacqueline M
orand-D

eviller, 
supra note 23, pp. 717-719 ; M

artine Lom
bard, Gilles 

D
um

ont et Jean Sirinelli, D
roit adm

inistratif, 10
e éd., 

Paris, D
alloz, 2013, n

° 913 ; B
ertrand Seiller, D

roit 
adm

inistratif : 2. L
'action adm

inistrative, 5
e éd., Paris, 

Flam
m

arion, 2014, pp. 279-280 ; Pierre-Laurent Frier et 
Jacques Petit, supra note 5, n

° 1019 ; Philippe Foillard, 
D

roit adm
inistratif, 3

e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, p. 
416.

（
38
）C

.E
. 16 février 1973, C

om
m

une de L
a-C

elle-Saint-
Cloud c. dam

e D
utertre, Rec. 146.
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（
39
）C.E. 2 m

ars 2007, Société Banque française com
m

erciale 
de l'O

céan Indien, Rec. 1072.

（
40
）T

hibaut Leleu, supra note 24, n

° 254.

（
41
）V

oir, X
avier Prétot, obs. sous C.E. 23 décem

bre 1987, 
É

poux Bachelier, A
.J.D

.A
. 1988, p. 365.

（
42
）C.E. 9 m

ai 1952, Boitet, Rec. 824, R
.D

.P. 1953, p. 737.

（
43
）V

oir, D
idier T

ruchet, supra note 7, p. 398 ; Prosper 
W

eil et D
om

inique Pouyaud, Le D
roit adm

inistratif, 24
e 

éd., Paris, P.U
.F

., 2013, p. 113 ; C
hristophe G

uettier, 
supra note 36, n

° 313.

（
44
）
も
っ
と
も
、一
九
五
五
年
に
下
さ
れ
た《Paum

ier

判
決
》（C.E. 

25 novem
bre 1955, D

am
e veuve Paum

ier, Rec. 564.

）
に

お
い
て
は
、
二
人
の
巡
査
の
暴
行
に
よ
り
死
亡
し
た
被
害
者
の
遺

族
が
国
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
は
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
公
務
員
の
行
為
が
役
務
の
執
行
か

ら
切
り
離
し
う
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
が
「
公
役
務
の
遂
行
の
際
に
（à l’occasion 

de l'accom
plissem

ent du service public

）」
犯
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、「
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
」
の
登
場
に
よ
り
、「
役
務
の
中
で

又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責

任
」
が
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
の

責
任
規
範
を
区
別
す
る
実
益
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
両
者
の
区
別
の
相
対
性
は
実
際
上
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
45
）Jacques M

oreau et H
élène M

uscat, supra note 17, n

° 
106.

（
46
）M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 207

（
47
）Francis-Paul Bénoit, note sous C.E. Sect. 1

er octobre 
1954, Sieur Bernard, D

. 1955, p. 169 ; Philippe W
eckel, 

«L'évolution de la notion de faute personnelle», R
.D

.P. 
1990, p. 1557 ; Jacques M

oreau et H
élène M

uscat, supra 
note 17, n

° 99 et s. 

（
48
）V

oir, Francis-Paul Bénoit, supra note 47, p. 169 ; C.E. 
27 février 1981, C

om
m

une de C
honville-M

alaum
ont, 

Rec. 116 ; Christophe Guettier, supra note 36, n

° 316.

（
49
）C.E. Sect. 1

er octobre 1954, Sieur B
ernard, Rec. 505, 

concl. Laurent, D
. 1955, p. 167, note Francis-Paul Bénoit.

（
50
）V

oir, Jacques M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 

17, n

° 102 et s. ; D
ouc Rasy, Les frontières de la faute 

personnelle et de la faute de service en droit 
adm

inistratif français, Paris, L.G.D
.J., 1963, pp. 86 et s. ; 

Jean-M
arie A

uby, note sous C.E. A
ss. 26 octobre 1973, 

Sadoudi, D
. 1974, pp. 256 et s.
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（
51
）C.E. A

ss. 26 octobre 1973, Sadoudi, Rec. 603, D
. 1974, 

p. 255, note Jean-M
arie A

uby, R
.D

.P. 1974, p. 554, note 
M

arcel W
aline, et p. 936, concl. A

ntoine Bernard ; V
oir 

égalem
ent, C

.E
. 23 décem

bre 1987, É
poux B

achelier, 
Rec. 431.

（
52
）V

oir, M
arceau Long, Prosper W

eil, G
uy B

raibant, 
Pierre D

elvolvé et B
runo G

enevois, supra note 1, p. 
206 ; Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 
5, n

° 1019 ; Jean-François Lachaum
e, H

élène Pauliat, 
Stéphane Braconnier et Clotilde D

effi
gier, supra note 4, 

pp. 805-806.

（
53
）C.E. 8 novem

bre 1995, Ferron, Rec. 1029.

（
54
）Jean-M

arie A
uby, supra note 50, p. 259 ; V

oir 
égalem

ent, Francis-Paul Bénoit, supra note 47, p. 169.

（
55
）A

ntoine B
ernard, supra note 51, p. 943 ; V

oir 
égalem

ent, M
ichel Paillet, La faute du service public en 

droit adm
inistratif français, Paris, L.G.D

.J., 1980, n
° 21 ; 

M
artine Lom

bard, Gilles D
um

ont et Jean Sirinelli, supra 
note 37, n

° 914 ; Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, 
supra note 5, n

° 1019.

（
56
）C.E. 12 m

ars 1975, Sieur Pothier, Rec. 190.

（
57
）C.E. 13 m

ai 1991, Société d'assurance L
es M

utuelles 
U

nies c. V
ille d'E

chirolles, D
.A

. 1991, com
m

. n

° 351.

（
58
）V

oir, Jacques M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 

17, n

° 107.

（
59
）C

.E
. 18 novem

bre 1988, M
inistre de la défense c. 

É
poux R

aszew
ski, Rec. 416, D

. 1989. som
m

. p. 346, obs. 
Franck M

oderne et Pierre Bon, J.C
.P

. 1989.Ⅱ
. 21211, 

note Bernard Pacteau, L.P.A
. 22 septem

bre 1989, note 
M

ichel Paillet.

（
60
）
な
お
、
本
判
決
の
翌
年
に
も
類
似
の
事
件
に
お
い
て
同
様
の
判

断
が
下
さ
れ
て
い
る
（C.E. 1

er m
ars 1989, M

inistre de la 
défense c. M

lle Poirée, Rec. 919.

）。

（
61
）M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 207 ; V

oir 
égalem

ent, Paul A
m

selek, «La déterm
ination des 

personnes publiques responsables d'après la 
jurisprudence adm

inistrative», dans É
tudes de droit 

public, Paris, Panthéon A
ssas, 2009, réédition de 

l'édition publiée en 1964, p. 304.

（
62
）
な
お
、
行
政
は
求
償
権
と
は
別
に
懲
戒
権
を
有
し
て
お
り
、
ま

た
、
求
償
権
の
行
使
は
行
政
の
広
範
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
行
使
は
非
常
に
稀
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、

公
務
員
が
個
人
的
な
賠
償
責
任
を
負
う
範
囲
は
対
外
的
に
も
対
内

的
に
も
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
（V

oir, Bertrand 
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Seiller, supra note 37, p. 282 ; Pierre-Laurent Frier et 
Jacques Petit, supra note 5, n

° 1025.

）。

（
63
）René Chapus, supra note 37, n

° 1539 ; Y
ves Gaudem

et, 
supra note 10, n

° 1653 ; D
idier T

ruchet, supra note 7, p. 
399 ; M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 836 ; Gilles 

Lebreton, supra note 10, n

° 377-378 ; M
artine Lom

bard, 
Gilles D

um
ont et Jean Sirinelli, supra note 37, n

° 919 ; 
Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 5, n

° 
1024 ; Philippe Foillard, supra note 37, p. 417 ; Patrice 
Chrétien, N

icolas Chiffl
ot et M

axim
e T

ourbe, supra note 
7, n

° 773.

（
64
）
な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、“
被
害
者
と
の
私
法
上

の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
“
行
政
内
部
の
公

法
上
の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
が
理
論
的
に

区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
北

村
和
生
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
務
員
に
対
す
る
求
償
訴
権
の
成

立
と
そ
の
特
色
（
二
・
完
）
―
―
公
務
員
の
個
人
責
任
の
一
側
面

―
―
」
法
学
論
叢
一
三
一
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）
三
二
頁
以
下

を
参
照
）。
つ
ま
り
、「
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
二
元
化

（dédoublem
ent de la notion de faute personnelle

）」
が

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
（Prosper W

eil, note sous C.E. Sect. 

22 m
ars 1957, Jeannier, D

. 1957, p. 757 ; V
oir égalem

ent, 
M

aryse D
eguergue, supra note 14, pp. 530-533 ; Jacques 

M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 17, n

° 85-89.

）。

　
　
　

一
九
五
七
年
に
下
さ
れ
た
《Jeannier

判
決
》（C.E. Sect. 22 

m
ars 1957, Jeannier, R

ec. 196, concl. Jean K
ahn, 

A
.J.D

.A
. 1957.Ⅱ

. 186, chr. Jacques F
ournier et G

uy 
Braibant, D

. 1957, p. 748, concl. Jean K
ahn, note Prosper 

W
eil, J.C.P. 1957.Ⅱ

. 10303 bis, note Paul Louis-Lucas.

）

は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
事
案
は
、

Jeannier

氏
を
含
め
た
六
人
の
兵
士
が
個
人
的
な
目
的
の
た
め

に
監
視
の
目
を
欺
き
軍
用
車
を
持
ち
出
し
ド
ラ
イ
ブ
に
出
か
け
た

際
に
交
通
死
亡
事
故
を
起
こ
し
、
そ
の
被
害
者
遺
族
に
国
が
賠
償

金
を
支
払
っ
た
後
に
六
人
の
兵
士
ら
に
対
し
て
求
償
訴
訟
が
提
起

さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
事
故

当
時
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
い
たLéthenet

氏
以
外
の
同
乗
者
に

は
“
被
害
者
と
の
私
法
上
の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
”
が
存
在
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
審
理
の
結
果
、

事
故
が
起
き
た
際
に
車
の
中
に
い
たJeannier

氏
と
他
の
五
人

は
、
役
務
の
外
側
で
、
し
か
も
個
人
的
な
目
的
の
た
め
に
軍
用
車

を
使
用
し
て
い
た
」
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
国
が
受
け
た
損

害
は
、
役
務
と
無
関
係
な
目
的
で
軍
用
車
を
故
意
に
使
用
し
た
点

に
お
い
て
利
害
関
係
人
〔
筆
者
注
：Jeannier

氏
〕
が
犯
し
た
個

人
的
フ
ォ
ー
ト
の
直
接
的
な
結
果
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
ハ
ン
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ド
ル
を
握
っ
て
い
な
か
っ
たJeannier

氏
の
国
に
対
す
る
賠
償

責
任
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

要
す
る
に
、
こ
の
訴
訟
に
お
い
てJeannier

氏
が
国
に
対
し

て
負
う
こ
と
と
な
る
賠
償
責
任
は
、「
役
務
と
無
関
係
な
目
的
で

軍
用
車
を
故
意
に
用
い
た
」
と
い
う
“
職
務
上
の
義
務
に
対
す
る

違
反
”
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
と
の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
国

家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
求
償
訴
訟
が
「
懲
戒
的
な
色
彩

（coloration disciplinaire
）」（M

arceau Long, Prosper 
W

eil, Guy Braibant, Pierre D
elvolvé et Bruno Genevois, 

supra note 1, p. 437.

）
を
有
す
る
と
い
わ
れ
た
り
、
こ
の
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
が
「
懲
戒
的
な
フ
ォ
ー
ト
（faute disciplinaire

）」

（M
arceau Long, Prosper W

eil, G
uy B

raibant, Pierre 
D

elvolvé et B
runo G

enevois, supra note 1, p. 439 ; 
Jacqueline M

orand-D
eviller, supra note 23, p. 716 ; 

Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 5, n

° 
1024.

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、

か
か
る
法
解
釈
を
と
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
求
償
訴
訟
に
つ
い
て
行

政
裁
判
所
の
管
轄
を
基
礎
づ
け
る
た
め
で
あ
り
、
二
つ
の
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
は
実
体
的
な
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
実
際
、
多
く
の
場
合
、“
被
害
者
と
の
私
法
上
の
法
律
関
係

に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
“
行
政
内
部
の
公
法
上
の
法
律

関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
は
実
質
的
に
重
複
的
な
関

係
に
あ
る
。

（
65
）C.E. 19 février 1954, Consorts D

elaprée, Rec. 117.

（
66
）C.E. Sect. 18 novem

bre 1960, Sieur T
ilhaud, Rec. 636.

（
67
）
な
お
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
た
公
務
員
が
複
数
存
在
す
る

場
合
に
は
、
各
々
の
フ
ォ
ー
ト
の
重
大
性
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
負
担
割
合
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（C.E. Sect. 22 m

ars 
1957, Jeannier, Rec. 196, concl. Jean K

ahn.

）。

（
68
）C

.E
. 4 juillet 1990, Société d’assurances“L

e Sou 
M

édical”c. Centre hospitalier général de G
ap, Rec. 984.

（
69
）C

.E
. 12 décem

bre 2008, M
inistre de l'éducation 

nationale c. H
., Rec. 454, A

.J.D
.A

. 2009, p. 895, note 
Clotilde D

effigier ; V
oir égalem

ent, C.E. 8 août 2008, 
M

azière, Rec. 919,.

（
70
）V

oir, Jacques M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 

17, n

° 141.

（
71
）V

oir, Clotilde D
effi

gier, supra note 69, p. 898.

（
72
）M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 207.

（
73
）Ibid. ; V

oir égalem
ent, Jean-Claude M

aestre, supra 
note 15, p. 175 ; M

ichel Paillet, supra note 55, n

° 22 ; 
Claude Franck, supra note 23.

（
74
）V

oir, Jacques M
oreau, «La responsabilité adm

inistrative», 
sous la direction de Pascale Gonod, Fabrice M

elleray et 
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Philippe Y
olka, T

raité de droit adm
inistratif, t. 2, Paris, 

D
alloz, 2011, p. 647 ; D

idier T
ruchet, supra note 7, pp. 

397-398 ; Bertrand Seiller, supra note 37, p. 279.

（
75
）
な
お
、
公
用
車
両
事
故
や
公
立
学
校
事
故
に
つ
い
て
は
国
が
代

位
責
任
を
負
う
こ
と
が
法
令
上
明
示
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る

（Francis-Paul Bénoit, L
e droit adm

inistratif français, 
Paris, D

alloz, 1968, n

° 1293 ; Cécile Benoît-Renaudin, 
supra note 8, n

° 537 ; Jacqueline M
orand-D

eviller, supra 
note 23, pp. 709 et s. ; Pierre-Laurent Frier et Jacques 
Petit, supra note 5, n

° 1020.；
こ
れ
ら
の
法
律
に
つ
い
て
は
、

滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）

八
四
頁
以
下
（
初
出
：
同
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
上
の
不

法
行
為
責
任
」
山
口
俊
夫
編
集
代
表
『
東
西
法
文
化
の
比
較
と
交

流
：
野
田
良
之
先
生
古
稀
記
念
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
年
））
が

詳
し
い
。

（
76
）C

.E
. 16 février 1973, C

om
m

une de L
a-C

elle-Saint-
Cloud c. dam

e D
utertre, Rec. 146.

（
77
）M

ichel Paillet, supra note 55, n

° 22.

（
78
）Ibid. ; V
oir égalem

ent, Jean K
ahn, concl. sur C.E. Sect. 

22 m
ars 1957, Jeannier, Rec. 204. 

終
章
：
総
括
と
残
さ
れ
た
課
題

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
の
規
範

構
造
と
の
比
較
に
お
い
て
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
が
抱
え
る
解

釈
論
上
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
上
で
（
第
一
節
）、
残

さ
れ
た
課
題
を
指
摘
し
て
（
第
二
節
）、
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
し

た
い
。

第
一
節
：
総
括

一　

我
が
国
に
お
け
る
代
位
責
任
的
法
律
構
成
の
実
体

　

１　

代
位
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な
法
解
釈
─
─
フ
ラ
ン
ス
国
家

賠
償
責
任
法
に
お
け
る
原
則
的
責
任
規
範
で
あ
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ

る
賠
償
責
任
は
、
法
律
構
成
上
、
公
務
員
個
人
の
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
賠
償

責
任
を
前
提
と
せ
ず
、
組
織
体
で
あ
る
公
法
人
が
自
身
の
フ
ォ
ー
ト
に
基

づ
き
賠
償
責
任
を
負
う
自
己
責
任
規
範
で
あ
る
（
第
三
章
参
照
）。
現
代

行
政
に
お
い
て
は
法
律
行
為
に
せ
よ
事
実
行
為
に
せ
よ
公
役
務
の
多
く
が

組
織
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
加
害
行
為
の
主
体
で
あ
る
公
務

員
の
特
定
が
実
際
上
困
難
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
公
務
員
個
人
に

フ
ォ
ー
ト
を
帰
責
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
困
難
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
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し
か
し
な
が
ら
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
右
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
我
が
国
に
お
い
て
も
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を

導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
確
か
に
、
我
が
国
の
判
例
に
お
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
解
釈
上
、“
公
務
員
の
”
故
意
又
は
過
失
及
び
職
務
上
の
義
務
違
反

が
国
家
賠
償
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
過
失

判
断
に
つ
い
て
い
え
ば
、
宇
賀
克
也
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
公
務
員
個
人
の
過
失
で
は
な
く
、
組
織
と
し
て
の
行
政
主
体
の
公
務
運

営
上
の
欠
陥
を
も
っ
て
過
失
と
す（

１
）る

」
よ
う
な
「
組
織
的
過
失
」
の
承
認

が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
賀
教
授
は
、「
実

際
に
は
、
組
織
過
失
の
承
認
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
行
政

処
分
の
違
法
に
基
づ
く
国
家
賠
償
請
求
が
行
わ
れ
る
場
合
、
行
政
作
用
法

上
、
行
政
庁
が
処
分
権
者
と
さ
れ
て
い
て
も
、
現
実
に
は
、
補
助
機
関
や

諮
問
機
関
で
事
実
上
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
訴
訟
で
問

わ
れ
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
組
織
過
失
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く

な（
２
）い

」、「
ま
た
、
行
政
処
分
に
関
し
て
で
は
な
く
て
も
、
行
政
庁
の
過
失

が
問
責
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
組
織
的
過
失

が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多（

３
）い

」
と
さ
れ
、
そ
の
一
例
と
し
て
序
章
で
紹

介
し
た
予
防
接
種
禍
訴
訟
に
係
る
東
京
高
判
平
成
四
年
一
二
月
一
八
日
・

高
民
集
四
五
巻
三
号
二
一
二
頁
を
挙
げ
、「
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

い
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
代
位
責
任
的
法
律
構
成
よ
り
も
自
己

責
任
的
法
律
構
成
の
方
が
、
公
役
務
の
運
営
の
実
態
に
適
合
的
で
あ
り
、

論
理
的
に
整
合
的
な
フ
ォ
ー
ト
の
認
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、右
の
よ
う
な
公
役
務
の
運
営
の
実
態
に
鑑
み
れ
ば
、多
く
の
場
合
、

代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
に
公
務
員
個
人
の

フ
ォ
ー
ト
の
立
証
を
要
求
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の

点
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
理
論
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
個
人
の
フ
ォ
ー
ト
の
立

証
を
要
す
る
こ
と
な
く
、「
役
務
の
運
営
及
び
組
織
に
お
け
る
瑕
疵
」、「
公

役
務
の
悪
し
き
運
営
」、「
公
役
務
の
瑕
疵
あ
る
運
営
」
と
い
っ
た
客
観
的

な
事
実
状
態
に
よ
り
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
の

よ
う
な
不
合
理
な
立
証
か
ら
被
害
者
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
個
人
的
色
彩
を
払
拭
し
た
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
理
論
が
形
成
さ
れ

た
背
景
に
は
、
原
初
的
に
は
裁
判
管
轄
の
分
配
の
観
点
か
ら
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
概
念
の
対
概
念
と
し
て
誕
生
し
た
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
が
、

そ
の
対
比
構
造
の
下
で
、
公
務
員
と
国
家
の
間
の
実
体
的
な
責
任
分
配
の

観
点
か
ら
公
務
員
個
人
に
帰
せ
し
め
ら
れ
な
い
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
性
格
づ

け
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
的
沿
革
が
あ
る
。そ
し
て
、か
か
る
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
賠
償
責
任
が
一
世
紀
以
上
前
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
形
を
変
え

る
こ
と
な
く
存
続
し
え
た
の
は
、
こ
の
責
任
規
範
が
有
す
る
右
の
よ
う
な

利
点
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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厚
生
大
臣
と
い
う
一
機
関
の
責
任
と
い
う
よ
り
は
、
厚
生
省
全
体
の
組
織

的
過
失
と
い
え
よ（

４
）う

」
と
述
べ
ら
れ
て
い（

５
）る

。
つ
ま
り
、
実
際
上
、
加
害

行
為
に
係
る
過
失
が
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

を
当
該
行
為
に
携
わ
っ
た
公
務
員
個
人
の
過
失
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て

国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
実
質
的

に
は
所
轄
行
政
組
織
の
過
失
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ（

６
）る

。
か
か
る
過
失

の
認
定
は
、
そ
の
過
失
の
実
体
に
整
合
的
で
な
い
こ
と
か
ら
、
解
釈
論
と

し
て
は
や
や
無
理
を
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
も
の（

７
）の

、
代
位
責
任
的

法
律
構
成
を
と
る
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
一
つ
の
解
釈
論
上
の

工
夫
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の

文
理
に
則
し
て
考
え
る
な
ら
ば
優
先
的
に
志
向
さ
れ
る
べ
き
法
解
釈
で
あ

る
と
い
え
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
以
上
の
よ
う
な
擬
制
的
な
法
解
釈
を
裁

判
官
が
貫
徹
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
論
的
な
問
題
は
残
る
も
の
の
、
事

案
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
は
立
法
論
と
し

て
は
と
も
か
く
解
釈
論
と
し
て
は
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
採
用
す
る
必

要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
判
例
は
依
然
と
し
て
純
粋
な
代
位
責
任
的

法
律
構
成
に
固
執
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
常
に
右
の
よ
う
な
擬
制
的

な
法
解
釈
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
組
織
的
な

活
動
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
実
体
的
に
は
所
轄
行
政
組
織
全
体
の
過
失

な
い
し
違
法
行
為
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
以
上
、
裁
判
官
が
過
失
な
い

し
違
法
性
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
個
々
の
公
務
員
に
「
否
定
的
」
あ
る

い
は
「
非
難
的
」
な
評
価
を
加
え
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
示
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
一
公
務

員
個
人
に
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
課
し
う
る
注
意
義
務

な
い
し
結
果
回
避
義
務
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う

な
裁
判
官
の
た
め
ら
い
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ（

８
）る

。
結

局
の
と
こ
ろ
、
代
位
責
任
的
法
律
構
成
に
過
度
に
拘
泥
し
て
し
ま
う
と
、

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
基
づ
き
是
正
さ
れ
る
べ
き
違
法
性
や
非
難
さ

れ
る
べ
き
組
織
的
な
過
失
が
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
生
じ
る
の
で

あ（
９
）る

。

　

実
際
、
次
の
よ
う
な
高
木
光
教
授
の
指
摘
は
、
以
上
の
こ
と
を
明
確
に

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
木
教
授
は
、「
最
高
裁

判
所
の
と
る
職
務
行
為
基
準
説
は
、「
行
為
不
法
論
」
的
な
発
想
を
示
す

側
面
と
、「
個
人
責
任
」
的
な
発
想
を
示
す
側
面
が
あ

）
（1
（

る
」
と
さ
れ
、
い

わ
ゆ
る
パ
ト
カ
ー
追
跡
事
件
（
最
一
小
判
昭
和
六
一
年
二
月
二
七
日
・
民

集
四
〇
巻
一
号
一
二
四
頁
）
な
ど
の
最
高
裁
判
決
に
は
、「
公
務
員
の
側

か
ら
み
て
誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
限
り
、
な
る
べ
く
国
家
賠
償
法

上
も
違
法
と
い
う
「
否
定
的
」
評
価
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

）
（（
（

る
」
と
さ
れ
た
上
で
、「
し
か
し



研究ノート

北法65（5・368）1494

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
公
務
員
の
個
人
責
任
か
ら
出
発
し
、
そ

れ
を
国
家
・
公
共
団
体
が
代
位
す
る
と
い
う
「
職
務
責
任
」
の
考
え
方
か

ら
す
れ
ば
自
然
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
個
人
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
る

法
制
の
も
と
で
な
お
個
人
責
任
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
筆

者
は
、
多
く
の
論
者
と
同
様
に
、
国
家
賠
償
法
は
、
む
し
ろ
組
織
体
な
い

し
全
体
と
し
て
の
行
政
の
活
動
の
結
果
被
害
が
生
じ
た
と
と
ら
え
、
ど
の

よ
う
な
場
合
に
そ
れ
を
国
・
公
共
団
体
の
負
担
と
す
べ
き
か
と
い
う
観
点

か
ら
要
件
を
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、
違
法

と
い
う
「
否
定
的
」
評
価
を
う
け
る
と
職
務
遂
行
に
支
障
が
生
じ
る
と
い

う
危
惧
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
該
公
務
員
個
人

に
非
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
国
家
賠
償
訴
訟
の
目
的

で
は
な
い
こ
と
を
、
原
告
・
被
告
・
裁
判
所
が
確
認
し
て
い
れ
ば
そ
の
よ

う
な
弊
害
は
生
じ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

）
（1
（

う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
我
が
国
の
代
位
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な
法
解
釈

は
、
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
る
過
失
や
違
法
行
為
の
実
体
に
整
合
的

で
な
い
解
釈
と
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
貫
徹
さ
れ
な

い
可
能
性
が
あ
り
、
結
果
的
に
組
織
的
な
過
失
や
違
法
行
為
が
看
過
さ
れ

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
を

認
め
る
に
当
た
っ
て
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
組
織

体
で
あ
る
公
法
人
自
身
の
フ
ォ
ー
ト
を
直
截
的
に
認
定
で
き
る
こ
と
か

ら
、
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
る
フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合
的
な
法
解

釈
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
組
織
的
な
フ
ォ
ー

ト
が
看
過
さ
れ
る
お
そ
れ
は
相
対
的
に
低
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
か
か

る
法
解
釈
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
が
有
す
る
適
法
性
統
制
機
能
や
将

来
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ト
の
抑
止
機
能
を
実
効
的
に
働
か
せ
る
こ
と
を
可
能

な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
（
第
一
章
第
二
節
第
二
款
及
び
第
二
章
第
二
節
第

二
款
参
照
）。

　

２　

組
織
的
観
点
か
ら
の
過
失
な
い
し
違
法
性
判
断
の
必
要
性
─
─
以

上
の
よ
う
な
解
釈
論
上
の
問
題
が
表
面
化
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
判
例
と

し
て
、
最
一
小
判
平
成
一
八
年
四
月
二
〇
日
・
裁
時
一
四
一
〇
号
八
頁
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
事
案
は
、
静
岡
県
の
財
政
課
等
の
食
糧
費
支
出
に
関
す
る
公
文
書

に
つ
い
て
の
開
示
請
求
が
な
さ
れ
、
そ
の
内
「
交
際
的
な
懇
談
」
に
係
る

も
の
つ
い
て
は
、
そ
の
相
手
方
名
称
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方

と
の
円
滑
な
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
非

開
示
決
定
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
当
該
決
定
が
取
消
訴
訟
に
お
い
て
違
法
で

あ
る
と
し
て
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
後
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ

た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
取
消
判
決
の
後
、
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当
該
公
文
書
記
載
の
事
実
は
存
在
せ
ず
、
実
際
に
は
、
こ
の
公
文
書
は
、

地
方
財
政
対
策
関
連
の
情
報
収
集
の
た
め
、
県
総
務
部
幹
部
職
員
が
国
の

幹
部
職
員
と
ゴ
ル
フ
を
伴
う
懇
談
を
実
施
す
る
費
用
を
支
出
す
る
た
め
に

作
成
さ
れ
た
偽
造
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。と
り
わ
け
、

本
件
に
お
い
て
は
、
偽
造
文
書
を
作
成
し
た
職
員
と
非
開
示
決
定
を
担
当

し
た
職
員
と
が
同
一
の
組
織
体
に
属
し
て
は
い
る
も
の
の
別
々
の
職
員
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
期
に
異
な
る
決
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
者
の
担
当
職
員
が
当
該
公
文
書
の
真
偽

を
調
査
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
多
数
意
見
は
、「
一
般
的
に
、
担
当
職
員
に
お
い

て
請
求
に
係
る
全
文
書
の
内
容
の
真
否
の
調
査
を
す
る
こ
と
は
義
務
付
け

ら
れ
て
お
ら
ず
、
文
書
の
記
載
内
容
に
基
づ
い
て
迅
速
に
開
示
等
の
決
定

を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
件
条
例
の
規
定
等
か
ら
、
県
財
政
課
の
職
員
が
、
請
求
に
係
る
多

数
の
文
書
の
記
載
内
容
の
真
否
の
調
査
を
行
わ
ず
に
上
記
判
断
を
し
た
こ

と
が
、
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
怠
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
」な
ど
と
し
て
、当
該
非
開
示
決
定
の
違
法
性
を
否
定
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
は
泉
徳
治
裁
判
官
が
次
の

よ
う
な
反
対
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
件
は
、
違
法

な
行
政
処
分
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
事
件
で

あ
る
が
、
行
政
処
分
は
、
知
事
等
の
独
任
機
関
た
る
行
政
庁
の
名
義
で
行

わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
行
政
庁
を
支
え
る
行
政
組
織
体

の
組
織
的
決
定
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
「
公
務
員
」
の
故
意
又
は
過
失
の
存
否
も
、
行
政
組
織
体
を
構
成
す

る
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
、
組
織
体
と
し
て
手
落
ち
手
抜

か
り
が
存
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
当
該
行
政
処
分
を
実
際
に
担
当
し
た
個
別
具
体
的
な
職
員
の
故
意

過
失
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
庁
を
支
え
る
行
政
組
織
体

の
構
成
員
た
る
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
故
意
過
失
が
存
す

る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
上
に
お
い
て
、上
記「
公
務
員
」

を
具
体
的
に
特
定
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
（
最
高

裁
昭
和
五
一
年
（
オ
）
第
一
二
四
九
号
同
五
七
年
四
月
一
日
第
一
小
法
廷

判
決
・
民
集
三
六
巻
四
号
五
一
九
頁
参
照
）」、「
公
務
員
が
故
意
又
は
過

失
に
よ
っ
て
住
民
等
の
公
文
書
開
示
請
求
権
を
害
し
た
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
場
合
に
は
、
公
文
書
の
管
理
か
ら
開
示
ま
で
の
一
連
の
行
為
に
関
与

し
た
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
、
故
意
又
は
過
失
が
存
し
た

か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」

）
（1
（

と
。

　

こ
の
反
対
意
見
に
対
し
て
、
甲
斐
中
辰
夫
裁
判
官
は
、
補
足
意
見
に
お

い
て
、
当
該
偽
造
文
書
を
作
成
し
た
職
員
と
当
該
文
書
の
非
開
示
決
定
を
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担
当
し
た
職
員
と
が
異
な
っ
て
お
り
、
全
く
異
な
る
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ

別
個
に
行
っ
た
行
為
で
あ
り
、
後
者
は
虚
偽
文
書
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
み
な
し
各
職
員
に
虚

偽
の
認
識
が
あ
る
も
の
と
評
価
し
不
法
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
公
務

員
に
よ
る
不
法
行
為
の
概
念
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
泉
裁
判
官
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

論
理
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
県
の
職
員
が
本
来
開
示
す
べ
き
支
出
の
情
報

を
支
出
の
内
容
を
偽
っ
て
本
件
条
例
九
条
各
号
の
非
開
示
情
報
に
加
工
し

て
も
、開
示
請
求
が
出
る
ま
で
に
当
該
職
員
を
他
に
異
動
さ
せ
て
し
ま
い
、

他
の
職
員
に
開
示
事
務
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
県
と
し
て
は
公
文

書
開
示
請
求
権
侵
害
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
ら
か
に
不
合
理

な
論
理
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

）
（1
）（
（1
（

い
」。

　

本
件
不
許
可
決
定
に
つ
い
て
実
際
に
過
失
及
び
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
泉
裁
判
官
が
提
示
さ
れ
た
「
国
家

賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
務
員
」
の
故
意
又
は
過
失
の
存
否
」
を
「
行
政

組
織
体
を
構
成
す
る
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
、
組
織
体
と

し
て
手
落
ち
手
抜
か
り
が
存
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
枠
組
み
は
、
現
代
の
行
政
活
動
の
多
く
が
組
織

的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
行
政
内
部
で
組
織
的
に
形
成
さ
れ
た
決
定

が
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
で
争
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
か
る
判
断
枠
組
み

は
、
序
章
で
紹
介
し
た
今
村
成
和
博
士
に
よ
る
過
失
概
念
の
解
釈
や
フ
ラ

ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
判
断
枠
組
み

と
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
判
例

に
お
い
て
も
、
形
式
的
に
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
組
織
体
の
過
失
な
い
し
違
法
行
為
が
問
わ

れ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
往
々
に
存
す
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
決
し
て

解
釈
論
上
あ
り
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
法
律
構
成
上
、
代
位
責
任
的
な

形
式
を
ま
と
わ
せ
る
が
た
め
に
、
そ
の
実
体
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
ま
ず
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
少
な
か
ら
ず
擬

制
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
代
位

責
任
的
法
律
構
成
の
枠
組
み
に
お
い
て
組
織
的
観
点
か
ら
の
過
失
な
い
し

違
法
性
判
断
を
徹
底
す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
さ
ら
に
歩
を
先
に
進
め
て
、「
組
織
体
と
し
て
手
落
ち
手

抜
か
り
が
存
し
た
か
ど
う
か
」
を
擬
制
的
な
法
解
釈
に
よ
り
代
位
責
任
的

に
法
律
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
直
截
的
に
組
織
体
自
身
の
不
法
行

為
と
し
て
、
つ
ま
り
、
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
る
過
失
な
い
し
違
法

行
為
の
実
体
に
整
合
的
な
形
で
自
己
責
任
的
に
法
律
構
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
則
的
責
任
規
範
で
あ
る
代
位
責
任
規
範
を
例
外
的
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に
補
完
す
る
形
で
自
己
責
任
規
範
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
、
責

任
規
範
を
多
元
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
負
っ
て

い
る
過
重
な
負
担
を
軽
減
し
、
組
織
的
な
過
失
な
い
し
違
法
行
為
の
認
定

を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
合
目
的
的
な
法
解
釈
を
実
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
明

文
の
規
定
に
よ
り
、「
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、損
害
を
受
け
た
」（
日

本
国
憲
法
一
七
条
）
こ
と
、「
国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当

る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て

違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
」（
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
）
こ
と
が
要

求
さ
れ
て
い
る
以
上
、
純
粋
な
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
解
釈
論
と
し
て

採
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
も
「
自
己
責
任
規
範
の
萌
芽
」
が
全
く

存
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

二　

我
が
国
に
お
け
る
自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
可
能
性

　

１　

自
己
責
任
規
範
の
萌
芽
─
─
こ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
判
決
と
し

て
、
最
二
小
判
平
成
一
八
年
六
月
一
六
日
・
民
集
六
〇
巻
五
号
一
九
九
七

頁
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
判
決
は
、
乳
幼
児
期
に
受
け
た
集
団

予
防
接
種
等
に
お
い
て
注
射
器
が
連
続
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
Ｂ
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
原
告
（
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
ら
が
、
国
（
被

告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
訟
に
係
る
も
の

で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
控
訴
審
判
決
の
判

）
（1
（

断
を

是
認
す
る
形
で
、「
被
告
は
、
集
団
予
防
接
種
等
に
お
い
て
注
射
器
の
針

を
交
換
し
な
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
針
を
交
換
し
て
も
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
が
感
染
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
、
又
は
認
識
す
る
こ

と
が
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
本
件
集
団
予
防
接
種
等
を
実
施
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
注
射
器
（
針
、
筒
）
の
一
人
ご
と
の
交
換
又
は
徹
底
し
た
消

毒
の
励
行
等
を
各
実
施
機
関
に
指
導
し
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
未

然
に
防
止
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
過

失
が
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

　

こ
の
判
決
に
関
し
て
、松
並
重
雄
調
査
官
は
、「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
予
防
接
種
禍
訴
訟
に
お
い
て
、
東
京
高
判
平
成
四
・
一
二
・
一

八
・
判
例
時
報
一
四
四
五
号
三
頁
・
・
・
等
が
、
厚
生
大
臣
の
過
失
（
禁

忌
該
当
者
に
予
防
接
種
を
実
施
さ
せ
な
い
た
め
の
十
分
な
措
置
を
採
る
こ

と
を
怠
っ
た
過
失
）
を
肯
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
判
決
は
、
こ

れ
ら
の
下
級
審
判
決
に
お
け
る
予
防
接
種
実
施
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の

厚
生
大
臣
等
の
過
失
（
予
防
接
種
行
政
の
組
織
的
過
失
）
を
問
う
と
い
う

判
断
枠
組
み
を
是
認
し
た
も
の
と
解
さ
れ

）
（1
（

る
」
と
し
て
、
本
判
決
が
、
序

章
で
紹
介
し
た
東
京
高
裁
平
成
四
年
判
決
と
同
じ
判
断
枠
組
み
を
採
用
し

た
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
東
京
高
裁
平
成
四
年
判
決

が
明
示
的
に
過
失
を
「
厚
生
大
臣
」
に
帰
責
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本

判
決
と
原
判
決
が
、
判
決
文
に
お
い
て
過
失
が
帰
責
さ
れ
る
特
定
の
公
務

員
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
引
用
し
た
よ

う
に
、
上
告
審
判
決
で
は
「
被
告
」
の
「
過
失
」、
控
訴
審
判
決
に
お
い

て
は
「
被
控
訴
人
」
の
「
過
失
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、

東
京
高
裁
平
成
四
年
判
決
の
よ
う
に
「
厚
生
大
臣
」
の
過
失
と
は
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
表
現
の
使
用
が
意
識
的
な
も
の
で
は
な
い
に
せ

よ
、
こ
の
判
決
文
を
素
直
に
読
む
限
り
、
こ
こ
で
い
う
「
被
控
訴
人
」
及

び
「
被
告
」
と
い
う
の
は
「
国
」
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
う
る
。
仮
に
、

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
判
決
が
認
め
た
国

の
賠
償
責
任
は
、
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ

る
「
自
己
責
任
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
こ
の
事
案
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
過
失
は
、
国
の
伝
染
病
予
防
行
政
の
重
要
な
施
策
と

し
て
国
か
ら
の
細
部
に
ま
で
わ
た
る
指
導
に
基
づ
い
て
各
自
治
体
に
よ
り

実
施
さ
れ
た
集
団
予
防
接
種
等
に
係
る
国
自
身
の
過
失
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
認
定
は
過
失
の
実
体
に
整
合
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
違
法
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
い
わ

ゆ
る
過
失
一
元
的
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
近
年
の
裁
判
例
の
中
に
は
、
よ
り
明
確
に
自
己
責
任
的
法
律

構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
判
決
が
存
在
す

）
（1
（

る
。
そ
れ
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟

に
係
る
東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
二
月
五
日
・
判
時
二
一
八
三
号
一
九
四

頁
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
東
京
地
裁
は
、「
・
・
・
被
告
国
に

よ
る
こ
の
よ
う
な
規
制
権
限
又
は
監
督
権
限
の
不
行
使
は
、・
・
・
規
制

権
限
の
趣
旨
、
目
的
及
び
性
質
等
を
踏
ま
え
て
も
な
お
許
容
さ
れ
る
限
度

を
逸
脱
し
て
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
不
行

使
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
適
用
上
違
法
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
上

で
、「
被
告
国
と
し
て
は
、
遅
く
と
も
昭
和
五
六
年
一
月
の
時
点
で
は
上

記
の
規
制
を
行
う
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
被

告
国
が
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
は
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
り
、
違
法
で
あ
る

と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
し
て
、
明
確
に
“
国
自
身
の
”
不
法
行
為
を
観
念

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
過
失
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
違
法
性
一
元
的
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
基
本
的
に
代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
維
持
し
て
い
る
裁
判

所
自
身
が
、
実
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
自
己
責
任
的
法
律

構
成
の
世
界
に
足
を
踏
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

２　

自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
許
容
性
─
─
問
題
は
、
国
家
賠
償
法
一

条
一
項
が
“
公
務
員
の
”
不
法
行
為
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
に

お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
自
己
責
任
的
法
律
構
成
が
理
論
的
に
許
容
さ
れ
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る
の
か
、
つ
ま
り
、
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
に
お
い
て
明
確
な
結
論
を
示

す
こ
と
は
難
し
い
が
、
以
下
で
は
現
時
点
で
考
え
う
る
一
つ
の
試
論
を
示

す
こ
と
と
し
た
い
。

　

そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
過
失
な
い
し
違
法
性
の
認
定
の
基
準
と
な

る
「
公
務
員
」
の
特
定
性
の
緩
和
を
一
層
押
し
進
め
た
延
長
線
上
に
、
公

務
員
の
集
合
体
で
あ
る
行
政
組
織
体
自
身
の
不
法
行
為
を
観
念
す
る
自
己

責
任
的
法
律
構
成
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
参
考
に

な
る
の
は
、国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
お
け
る
「
公
務
員
」
の
意
義
を
「
つ

と
め
て
組
織
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す

）
（1
（

る
」
と
い
う
立
場
を
示
さ
れ
て
い

た
遠
藤
博
也
博
士
の
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遠
藤
博
士
は
、「
加
害

行
為
が
合
議
体
の
行
為
や
組
織
的
決
定
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
組
織

体
の
名
称
や
行
政
庁
を
構
成
す
る
名
目
的
な
公
務
員
の
名
前
を
あ
げ
る
だ

け
で
、
加
害
公
務
員
の
特
定
と
し
て
は
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
個

別
具
体
的
な
現
実
の
責
任
者
の
氏
名
を
あ
げ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な

）
11
（

い
」

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
合
議
体
の
過
失
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
、
合
議
体
自
体
を
国
家
賠
償
法
条
一
条
一
項
の
公
務

員
と
み
て
、
そ
の
組
織
的
過
失
を
認
定
す
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
、
今

日
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

）
1（
（

る
。
そ
し
て
、
か
か
る
判

断
枠
組
み
は
、
必
ず
し
も
合
議
体
の
決
定
に
し
か
妥
当
し
な
い
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、
行
政
処
分
や
予
防
接
種
行
政
の
よ
う
な
組
織
的
な
行
政
活

動
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

）
11
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
行

為
も
実
質
的
に
は
合
議
体
の
行
為
と
同
じ
く
組
織
体
の
行
為
と
い
え
る
か

ら
で
あ
る
。
実
際
、
遠
藤
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
合
議
体
決
定
や
制
度
的
決
定
に
お
け
る
行
為
は
、
単
独
者
の
行

動
で
は
な
い
た
め
、
決
定
（
も
し
く
は
不
作
為
）
に
い
た
る
事
実
の
経
緯

が
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
お
の
ず
か
ら
組
織
全
体
が
た

ど
っ
た
過
程
が
正
常
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
何
か
手
落
ち
が
な
い
か
ど
う
か

と
い
う
評
価
の
対
象
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

）
11
（

う
」
と
さ
れ
、
そ
の

例
と
し
て
、
立
法
権
た
る
公
権
力
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
使
に
あ

た
る
「
公
務
員
」
そ
の
も
の
が
、
単
独
者
た
る
公
務
員
と
は
異
な
る
合
議

体
た
る
議
会
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、「
こ
れ
は
制
度
的
決
定

な
い
し
組
織
的
決
定
で
あ
る
行
政
処
分
に
お
け
る
行
政
庁
の
場
合
も
同
様

で
あ
っ
て
、
名
目
上
に
は
独
任
型
行
政
庁
で
あ
る
た
め
、
大
臣
や
知
事
な

ど
、
行
政
庁
を
構
成
す
る
単
独
の
公
務
員
を
名
指
し
て
特
定
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
が
、
実
際
に
決
定
し
た
も
の
が
省
庁
な
ど
の
行
政
組
織
で
あ

り
、
大
臣
や
知
事
は
こ
れ
ら
匿
名
の
行
政
組
織
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
事
実

関
係
に
お
い
て
は
、
実
際
の
担
当
者
の
誰
彼
に
つ
い
て
手
落
ち
、
手
抜
か

り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
組
織
的
決
定
の
一
環
と
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し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
行
為
者
は
組
織
体
で
あ
っ

て
、
個
々
の
公
務
員
個
人
で
は
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

ま
た
、
序
章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
つ
い
て

は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
職
務
責
任
の
場
合
と
同
様
に
「
公

務
員
に
代
わ
っ
て
」
と
い
う
規
定
の
仕
方
を
す
る
こ
と
に
よ
り
本
条
に
基

づ
く
国
家
賠
償
責
任
を
代
位
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
た
が
、
結
局
、
そ
れ
が
見
送
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
の
で

あ
）
11
（

り
、
こ
れ
を
自
己
責
任
と
し
て
法
律
構
成
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
な

い
わ
け
で
は
な

）
11
（

い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
国
家
賠
償
法
一
条

一
項
の
解
釈
上
、「
公
務
員
」
要
件
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
加
害
行
為
が
「
公

務
員
」
の
行
為
で
あ
る
場
合
に
の
み
国
家
が
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
こ

と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
加
害
行
為
が
「
公
務
員
」
に
当
た
ら
な
い
単
な
る

私
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
国
家
が
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
国
家
賠
償
責
任
の
主
体
と
範
囲
を
画
定
す
る

意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う
「
公
務
員
」
は
組

織
法
上
の
公
務
員
に
限
ら
ず
、
私
人
も
含
め
た
「
公
権
力
の
行
使
」
を
行

う
す
べ
て
の
者
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
公
務
員
」
に
当
た
る
か
否

か
は
、
基
本
的
に
加
害
行
為
が
「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、加
害
行
為
が「
公

権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
こ
と
さ
え
明
確
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
律
構
成
に

お
い
て
、
あ
え
て
“
公
務
員
個
人
の
”
過
失
な
い
し
違
法
行
為
の
認
定
に

拘
る
意
味
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
公
務
員
」
と
い
う
文

言
に
国
家
賠
償
責
任
の
主
体
と
範
囲
を
画
定
す
る
も
の
と
し
て
の
位
置
づ

け
を
超
え
て
代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
位
置

づ
け
を
与
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
問
題
と
な
る
加
害
行

為
が
「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
こ
と
さ
え
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
そ
の

「
公
務
員
」
の
集
合
体
で
あ
る
“
国
又
は
公
共
団
体
の
”
過
失
な
い
し
違

法
行
為
を
認
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
代
位
責

任
的
法
律
構
成
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
例
外
的
な
補
完
法
理
と
し
て
自
己

責
任
的
法
律
構
成
を
部
分
的
に
認
め
う
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

少
な
く
と
も
学
説
上
そ
の
可
能
性
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
し
か
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

）
11
）（
11
（

る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
履
行
が
不
可
能

な
注
意
義
務
な
い
し
結
果
回
避
義
務
を
国
又
は
公
共
団
体
等
に
課
す
こ
と

は
実
質
的
に
無
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
過
失
責
任
を
定
め
る

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
義
務

を
課
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
国
又
は
公
共
団
体
の
よ
う
な
組
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織
に
は
、そ
れ
ら
が
、行
政
活
動
を
組
織
し
指
揮
監
督
す
る
立
場
に
あ
り
、

損
害
の
結
果
を
調
査
・
防
止
す
る
た
め
の
手
段
を
豊
富
に
有
し
て
お
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
法
令
又
は
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か

ら
、
一
公
務
員
個
人
と
比
較
す
る
と
相
対
的
に
広
範
で
高
度
な
注
意
義
務

な
い
し
結
果
回
避
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
組
織
的
な
観
点
か
ら

見
て
も
予
見
可
能
性
や
結
果
回
避
可
能
性
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無

限
定
に
右
の
よ
う
な
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　

も
っ
と
も
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
枠
組
み
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
を

解
釈
論
と
し
て
許
容
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
り
差
異
が
あ
り
、

お
そ
ら
く
一
般
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
自
己
責

任
的
法
律
構
成
を
と
る
よ
う
な
法
解
釈
は
解
釈
論
と
し
て
許
容
さ
れ
え
な

い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

を
明
確
に
論
じ
て
い
る
者
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、藤
田
宙
靖
教
授
は
、

序
章
で
紹
介
し
た
今
村
博
士
の
自
己
責
任
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘

を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、藤
田
教
授
は
、「
あ
る
べ
き
法
の
解
釈
は
、

時
の
推
移
そ
し
て
社
会
の
実
状
の
変
動
に
応
じ
て
変
遷
し
得
る
の
で
あ
っ

て
、
問
題
は
、
実
践
的
な
判
断
の
変
化
の
、
ど
こ
ま
で
を
法
解
釈
論
と
し

て
許
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
ど
こ
か
ら
先
を
立
法
政
策
論
と
性
格
付
け

る
べ
き
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

）
11
（

る
」
と
さ
れ
た
上
で
、「
法
解
釈
の
変

遷
に
は
「
連
続
性
」
及
び
「
漸
次
の
変
化
」
と
い
う
要
素
が
不
可
欠

で
）
1（
（

あ
」
り
、
こ
こ
で
い
う
「
連
続
性
」
と
「
漸
次
性
」
と
は
、「
真
に
具

体
的
事
案
に
鑑
み
、
当
該
の
説
に
よ
ら
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
も
合
理
的
な

事
案
の
解
決
が
で
き
な
い
、
と
い
う
ケ
ー
ス
の
積
重
ね
の
上
に
、
あ
る
解

釈
学
説
が
展
開
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と

で
）
11
（

あ
」
る
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
危
険
責
任
に
基
礎
を
置
く
今

村
博
士
の
自
己
責
任
説
は
未
だ
に
右
の
要
素
を
充
足
す
る
も
の
で
は
な
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

）
11
（

る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
ま
で
本
稿
に
お
い
て

論
じ
て
き
た
自
己
責
任
的
法
律
構
成
は
、
か
か
る
藤
田
教
授
の
指
摘
と
の

関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ

う
に
、
代
位
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な
法
解
釈
を
徹
底
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
少
な
く
と
も
解
釈
論
上
は
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
認
め
る

必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
自
己
責
任
的

法
律
構
成
が
真
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な

お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
た
だ
、
過
失
の
客
観
化
、
加
害
公
務
員
の
特
定

性
の
緩
和
、
組
織
的
過
失
と
い
っ
た
法
解
釈
の
出
現
を
は
じ
め
、
こ
こ
ま

で
紹
介
し
て
き
た
学
説
や
判
例
の
展
開
は
、
ま
さ
に
か
か
る
代
位
責
任
的

法
律
構
成
の
貫
徹
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
真
に
具
体
的

事
案
に
鑑
み
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
ら
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
も
合

理
的
な
事
案
の
解
決
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
多
少
な
り
と
も
示
唆
し
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て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、「
連
続
性
」
と
「
漸
次
の
変
化
」
と
い
う
要
素
が
少
な
く
と
も
部

分
的
に
は
充
足
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

自
己
責
任
規
範
と
代
位
責
任
規
範
の
共
存

　

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
注
目

す
べ
き
は
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
論
上
の
問
題
が
、
必
ず
し
も
我
が
国
に

固
有
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
国

家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
も
、
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
お
い
て
同
様
の
問
題
が

生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な

法
解
釈
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
フ
ォ
ー
ト
の
競
合

や
賠
償
責
任
の
競
合
に
お
い
て
、
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
役
務
の

フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
る
（
第
四
章
第
一
節
第
二

款
及
び
同
章
第
二
節
第
一
款
参
照
）。
つ
ま
り
、本
論
で
論
じ
た
と
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
も
、《Pelletier

判
決
》
以
来
の

伝
統
に
従
い
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際

に
は
も
っ
ぱ
ら
公
務
員
個
人
に
帰
せ
し
め
る
べ
き
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
解

釈
論
上
や
や
無
理
を
し
て
で
も
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
認
定
し
よ
う
と
す
る

よ
う
な
法
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン

ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で
又

は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
又
は
役
務
と
全
く
関
連
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
と
い

う
よ
う
な
形
で
、
純
粋
な
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
よ
う
な
法
解
釈
の
歪
み
は
是
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第

四
章
第
二
節
第
二
款
及
び
第
三
款
参
照
）。
当
然
、
判
例
法
ゆ
え
に
柔
軟

に
責
任
規
範
を
創
造
で
き
る
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
と
国
家
賠
償
法

一
条
一
項
の
枠
内
で
の
法
解
釈
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
我
が
国
の
国
家
賠
償

法
と
で
は
、
同
じ
よ
う
な
解
釈
論
上
の
問
題
を
克
服
す
る
場
合
で
も
そ
の

困
難
性
の
程
度
は
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、だ
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
を
立
法
論
の
問
題
と
し
て
棚
上
げ
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
国
家
賠
償

法
一
条
一
項
の
枠
組
み
の
中
に
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
取
り
込
む
こ
と

が
で
き
な
い
か
、
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
具
体
的
に
い
か
な

る
範
囲
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
な
ど
を
真
剣
に
議
論
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

従
来
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
自
己
責
任
説
と
代
位
責
任
説
と
が
二
者

択
一
的
な
い
し
二
項
対
立
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

代
国
家
に
お
い
て
は
、
行
政
の
担
う
任
務
が
増
大
し
、
国
家
賠
償
責
任
の

類
型
も
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
賠
償
責
任
を
自
己

責
任
規
範
と
代
位
責
任
規
範
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
に
よ
り
理
論
的
か
つ
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整
合
的
に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
き
て
い

）
11
（

る
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
以
上
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
よ
う
な
日
仏
両
国
に
お
け
る
国
家

賠
償
法
の
展
開
は
、
今
日
、
自
己
責
任
規
範
と
代
位
責
任
規
範
が
、
相
互

排
他
的
な
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
相
互
に
補
完
し
合
い
、
両
立
・
共
存

し
う
る
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、宇
賀
教
授
に
よ
れ
ば
、我
が
国
の
国
家
賠
償
法
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
ド
イ
ツ
の
国
家
責
任
法
に
お
い
て
も
、
自
己
責
任
規
範
が
形
成
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
宇
賀
教
授
に
よ
れ
ば
、「
代
位
責
任
主
義
を

採
る
代
表
的
な
国
と
み
な
さ
れ
て
い
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
職
務
責

任（A
m

tshaftung

）の
下
で
、組
織
過
失（O

rganizationsverschulden

）

が
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
役
務
の

瑕
疵
と
同
様
、
個
人
的
色
彩
を
払
拭
し
た
も
の
で
あ
り
、
判
例
に
よ
る
自

己
責
任
の
創
出
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま

ら
ず
、
判
例
学
説
は
、
職
務
責
任
以
外
の
国
家
責
任
と
し
て
、
収
用
類
似

の
侵
害
に
基
づ
く
補
償
（Entschädigung aus enteignungsgleichem

 

Eingriff

）、
犠
牲
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
補
償
（Entschädigung aus 

aufopferungsgleichem
 Eingriff

）、結
果
除
去（Folgenbeseitigung

）

を
認
め
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
第
一
次
的
に
国
に
責
任
を
帰
属
さ
せ
る

の
み
な
ら
ず
、
職
務
責
任
の
成
立
す
る
領
域
の
殆
ど
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
、
西
ド
イ
ツ
の
国
家
責
任
も
自
己
責
任
に
転

化
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
職
務
責
任
自
身
も
、
主
と
し
て
、
そ

の
代
位
責
任
的
構
成
の
ゆ
え
に
厳
し
い
批
判
を
受
け
、
一
九
八
一
年
の
国

家
責
任
法
で
は
、
こ
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
自
己
責
任
と
し
て
の
国
家
責

任
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
、「
公
務
員

個
人
の
不
法
行
為
」
と
い
う
観
念
は
姿
を
消
し
、
国
自
体
が
、
加
害
行
為

の
主
体
と
し
て
、
自
己
の
行
為
に
責
任
を
負
う
と
い
う
構
成
が
採
ら
れ
て

い
）
11
（

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
最
後
の
一
九
八
一
年
の
国

家
責
任
法
に
つ
い
て
は
、「
連
邦
が
国
家
責
任
制
度
に
つ
い
て
の
包
括
的

立
法
権
限
を
有
し
な
い
と
い
う
連
邦
と
州
の
権
限
配
分
の
問
題
で
（
内
容

と
は
無
関
係
に
）
違
憲
と
さ
れ

）
11
（

た
」
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
職
務
責
任
制

度
は
現
在
も
存
続
し
て
お
り
、
完
全
に
代
位
責
任
制
度
が
消
滅
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
今
日
、
代
位
責
任

規
範
と
自
己
責
任
規
範
と
が
併
存
し
た
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
：
残
さ
れ
た
課
題

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
の
規
範
構
造
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
が
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
具
体

的
な
内
容
に
着
目
し
た
実
体
法
的
研
究
、
す
な
わ
ち
、
判
例
に
お
い
て
、
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行
政
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
義
務
に
対
す

る
違
反
が
ど
の
よ
う
に
認
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
て
い

る
要
素
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
研
究

は
ほ
と
ん
ど
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
体
法
的
研
究

は
、
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
お
け
る
「
過
失
」
及
び
「
違
法

性
」
の
認
定
方
法
と
の
比
較
法
研
究
を
行
う
た
め
に
も
極
め
て
重
要
な
研

究
で
あ
る
と
い
え
る
。
残
さ
れ
た
最
も
大
き
な
課
題
は
、
こ
の
点
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
課
題
を
現
時
点
に
お
い
て
可
能
な

範
囲
で
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

一　

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
と
過
失
・
違
法
性
概
念
と
の
共
通
点

　

そ
も
そ
も
、
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
「
過
失
」・「
違
法
性
」

概
念
は
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
の
下
、
過
失
は
主
観
的
要
件
と
し
て
、
違
法

性
は
客
観
的
要
件
と
し
て
区
別
さ
れ
て
き

）
11
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
過
失
と
違
法
性
の
よ
う
な

区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
が
包
括
的
な
要

件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
る
と
両
国
の

責
任
要
件
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
も
そ
も
比
較
法
研
究
に
必
要
な
基
盤
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
我
が
国
の
過
失
概
念
が
客
観
化
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
、
こ
の
傾
向
が
進
む
に
つ
れ
、
過
失
と
違
法
性
と
の
区
別
が
相
対

化
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
我
が
国
の
一
部
の
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の

要
件
が
少
な
く
と
も
実
質
的
に
一
元
的
に
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
遠
藤
博
士
の
整
理
を
参
考
に
す
る

）
11
（

と
、
一
元
的
な
判
断
を

行
っ
て
い
る
判
例
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
過
失
か
ら
違
法
性
を
推
定
す

る
も

）
11
（

の
、
②
過
失
判
断
の
み
で
違
法
性
判
断
が
欠
落
し
て
い
る
も

）
11
（

の
、
③

違
法
性
か
ら
過
失
を
推
定
す
る
も

）
1（
（

の
、
④
違
法
性
判
断
の
み
で
過
失
判
断

が
欠
落
し
て
い
る
も

）
11
（

の
、
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
内
、
①
と

②
の
類
型
は
「
過
失
一
元
的
判
断
」
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
③
と
④
の
類

型
は
「
違
法
性
一
元
的
判
断
」
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

こ
れ
に
芝
池
義
一
教
授
の
分
析
を
加
え
る

）
11
（

と
、
①
と
③
の
類
型
は
形
式
的

に
は
ど
ち
ら
の
要
件
も
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
両

要
件
は
「
重
層
的
な
要
件
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
②
と

④
の
類
型
は
過
失
又
は
違
法
性
の
い
ず
れ
か
が
存
在
す
れ
ば
国
又
は
公
共

団
体
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
両

要
件
は
「
択
一
的
な
要
件
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
が
明
示
的
に
過
失
と
違
法
性
を
区
別
し
て
要
求
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し
て
い
る
こ
と
や
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
担
保
す
る
と
い
う
国
家

賠
償
制
度
の
機
能
に
鑑
み
れ
ば
、
と
り
わ
け
法
令
上
の
規
定
に
よ
っ
て
行

為
規
範
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
行
政
処
分
等
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
、
こ

の
よ
う
な
一
元
的
な
判
断
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
思
え
な

）
11
（

い
。
た

だ
、
理
論
的
に
は
、「
過
失
の
客
観
化
」
に
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
両
要

件
の
判
断
過
程
が
重
複
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
実
際
、
一
部
の
判
例
に

お
い
て
一
元
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の

際
、
過
失
又
は
違
法
性
は
、
少
な
く
と
も
実
質
的
に
は
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

と
同
じ
よ
う
に
包
括
的
な
要
件
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
過
失
・
違
法
性
概
念
が
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
に
接
近
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
」
概
念
と
「
過
失
」・「
違

法
性
」
概
念
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
義
務
違
反
」
と
い
う
共
通
項
を
有

し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
第
一
章
第
一
節
参
照
）、
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い

て
比
較
法
研
究
を
行
う
基
盤
は
十
分
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

違
法
性
概
念
及
び
不
作
為
責
任
に
関
す
る
比
較
法
研
究

　

と
り
わ
け
比
較
法
研
究
が
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
我
が
国
の

行
政
法
学
に
お
い
て
近
年
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
違
法
性
」
概
念
に

関
す
る
解
釈
論
上
の
問

）
11
（

題
や
行
政
の
不
作
為
責

）
11
（

任
に
関
す
る
解
釈
論
上
の

問
題
で
あ
る
。

　

我
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
「
職
務
行
為
基
準
説
」
を
と
る

こ
と
に
よ
り
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
違
法
性
概
念
と
国
家
賠
償
請
求
訴
訟

に
お
け
る
違
法
性
概
念
と
を
区
別
し
て
い

）
11
（

る
。
そ
の
結
果
、
前
者
の
違
法

性
が
存
す
る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
後
者
の
違
法
性
を
認
定
す
る
に
は
足
ら

ず
、
こ
れ
に
加
え
て
「
職
務
上
の
注
意
義
務
違
反
」
が
要
求
さ
れ
る
場
合

が
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
解
釈
に
は
批
判
も
少
な
く
な

）
11
（

い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
越

権
訴
訟
に
お
け
る
「
違
法
性
」
と
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
「
役
務

の
フ
ォ
ー
ト
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
日
、
違
法
性
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て

解
さ
れ
て
お
り
、
被
害
者
に
金
銭
的
な
賠
償
を
与
え
る
べ
き
か
否
か
と

い
っ
た
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
固
有
の
観
点
か
ら
の
調
整
は
、
も
っ
ぱ
ら

損
害
又
は
因
果
関
係
（
違
法
性
な
い
し
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
損
害
の
間
の

因
果
関
係
）
の
次
元
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
第
二
節
参

）
11
（

照
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
越
権
訴
訟
に
お
い
て
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
違
法
性
が
認
定
さ
れ
、
ま
た
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い

て
当
該
違
法
性
が
ど
の
よ
う
な
認
定
に
よ
り
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
も
の

と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
国
家
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は

い
か
な
る
場
合
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
学
説
及
び
判
例
に
即
し
て
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（
１
）
宇
賀
克
也
「
行
政
救
済
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三

年
）
四
一
二
頁
。

（
２
）
宇
賀
克
也
『
国
家
責
任
法
の
分
析
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
）

四
三
九
頁
。
な
お
、
宇
賀
教
授
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
現
行
法

の
下
で
、
す
で
に
判
例
通
説
が
組
織
過
失
を
広
く
認
め
て
い
る
以

上
、
法
改
正
が
喫
緊
の
課
題
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
解
釈
論

と
し
て
は
や
や
無
理
を
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
や
は
り
、
立

法
に
よ
り
、
明
確
に
自
己
責
任
主
義
の
採
用
に
ふ
み
き
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
塩
野
宏
『
行
政

救
済
法
〔
第
五
版
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三
年
）
三
二
三

頁
も
併
せ
て
参
照
。

（
３
）
宇
賀
・
註
（
１
）
四
三
八
頁
。。

（
４
）
宇
賀
・
註
（
１
）
四
三
八
頁
。

（
５
）
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
阿
部
泰
隆
教
授
も
次
の
よ
う
な
指

摘
を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
過
失
と
い
う
と
、
普
通
に

は
現
場
の
職
員
の
過
失
で
あ
り
、
医
療
行
為
で
は
現
場
の
医
師
の

実
体
法
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
よ
う
な
我
が
国
に
お
け
る
違

法
性
概
念
と
の
比
較
法
研
究
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
行
政
の
不
作
為
責
任
が
問
題
と
な
る
場

合
に
は
、
作
為
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
と
比
較
し
て
相
対
的
に
行
政
裁

量
が
広
く
認
め
ら
れ
、作
為
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
に
く
い
傾
向
に
あ
り
、

行
政
の
不
作
為
責
任
を
ど
の
よ
う
に
認
め
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
不
作

為
責
任
が
作
為
責
任
と
異
な
る
特
別
な
判
断
枠
組
み
に
お
い
て
検
討
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
我
が
国
と
比
較
し
て
も
行
政
の
不
作

為
責
任
に
関
す
る
判
例
が
豊
富
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
、

行
政
裁
量
が
ど
の
程
度
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
作
為
義
務
が
ど
の
よ
う
に
導

出
さ
れ
て
い
る
の
か
、と
い
っ
た
点
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ

）
1（
（

る
。
ま
た
、

行
政
の
不
作
為
責
任
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
特
定
の
公
務

員
個
人
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
所
轄
行
政
組
織
全
体
の
組
織
的
な
過
失
又

は
違
法
行
為
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、

自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
り
役
務
の
組
織
又
は
運
営
の
瑕
疵
そ
れ
自
体

か
ら
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
う
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
理
論
は
、
一
つ
の
解

釈
論
上
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
研
究
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
役
務

ご
と
に
類
型
的
な
分
析
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
具
体
的
に
は
、
課
税
処
分
の
違
法
性
に
関
す
る
判
例
が
豊
富
に
存

在
す
る
租
税
役
務
や
、
規
制
権
限
又
は
監
督
権
限
の
不
行
使
に
よ
る
不
作

為
責
任
が
問
題
と
な
り
う
る
警
察
役
務
、
監
督
行
政
役
務
な
ど
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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過
失
が
問
題
と
な
る
が
、
組
織
体
で
決
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は

過
失
と
い
っ
て
も
行
為
者
個
人
の
内
心
の
心
理
状
態
は
問
題
に
な

ら
ず
、
そ
う
し
た
組
織
に
期
待
さ
れ
る
行
為
規
範
違
反
は
違
法
で

あ
り
、
そ
う
し
た
組
織
に
期
待
さ
れ
る
注
意
義
務
違
反
が
過
失
と

な
る
の
で
、
過
失
は
か
な
り
抽
象
化
さ
れ
る
」、「
法
の
解
釈
の
誤

り
も
通
常
は
組
織
ミ
ス
で
あ
る
。
各
種
の
行
政
処
分
も
、
通
常
は

そ
の
組
織
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
で
、
組
織
ミ
ス
が
問
題
と
な
る
。

警
察
官
が
逮
捕
の
際
用
い
た
暴
力
な
ど
が
純
粋
の
個
人
ミ
ス
で
あ

る
。
学
校
事
故
は
個
人
ミ
ス
の
典
型
と
も
み
ら
れ
る
が
、
先
生
個

人
の
ミ
ス
と
は
限
ら
ず
、
学
校
の
教
育
条
件
の
未
整
備
や
当
該
学

校
の
方
針
が
重
な
っ
て
事
故
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

そ
の
限
り
で
組
織
ミ
ス
で
も
あ
る
」（
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈

学
Ⅱ
：
実
効
的
な
行
政
救
済
の
法
シ
ス
テ
ム
創
造
の
法
理
論
』（
有

斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
四
八
一－

四
八
二
頁
）。

（
６
）
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
在
外
被
爆
者
除
外
通
達
が
問
題
と
な
っ
た

最
一
小
判
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
・
民
集
六
一
巻
八
号
二
七
三

三
頁
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、“
国
の
担
当
者
”
が
、
原
子
爆
弾

被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
誤
っ
た
解
釈
に

基
づ
き
通
達
を
作
成
、
発
出
し
、
ま
た
、
こ
れ
に
従
っ
た
失
権
取

扱
い
を
継
続
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
担
当
者
の
職
務
上
の
義

務
違
反
と
過
失
を
認
定
し
、
形
式
的
に
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成

に
よ
り
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
実

質
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
右
通
達
に
か
か
わ
る
厚
生
省
な
い

し
国
と
い
う
組
織
体
の
過
失
及
び
違
法
行
為
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
（
北
村
和
生
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
三
八
巻
三
号
（
二
〇

〇
八
年
）
一
〇
三－

一
〇
四
頁
、
阿
部
・
註
（
５
）
四
九
六
頁
、

神
橋
一
彦
『
行
政
救
済
法
』（
信
山
社
・
二
〇
一
二
年
）
四
〇
一

頁
参
照
）。

（
７
）
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
民
法
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
田
上
富
信
教
授
は
、
著
名
な
「
輸
血
梅
毒
事
件
」
に
係

る
最
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
（
最
一
小
判
昭
和
三
六
年
二
月
一
六

日
・
民
集
一
五
巻
二
号
二
四
四
頁
）
に
関
し
て
、「
裁
判
所
と
し

て
は
、
被
害
者
保
護
の
た
め
に
被
用
者
の
過
失
を
擬
制
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
も
使
用
者
に
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
よ

く
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
被
用
者
に
過
失
を
擬
制
で
も
し

な
け
れ
ば
被
害
者
の
保
護
が
は
か
れ
な
い
な
ら
ば
、
ま
ず
、
通
説

の「
過
失
」に
関
す
る
従
来
の
理
解
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、

さ
ら
に
エ
ー
レ
ン
ツ
ワ
イ
グ
の
い
う
視
点
の
移
動
、
す
な
わ
ち
、

病
院
等
の
組
織
体
自
体
の
過
失
の
有
無
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
田
上
富
信
『
使
用
関
係
に
お
け

る
責
任
規
範
の
構
造
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
三
六
八
頁
（
初

出
：
同
「
企
業
責
任
の
法
律
構
成
」
法
と
政
治
五
五
巻
四
号
（
二

〇
〇
四
年
））
参
照
）。

（
８
）
た
だ
し
、
公
務
員
が
法
令
上
付
与
さ
れ
て
い
る
地
位
や
権
限
に

応
じ
て
、
当
該
公
務
員
に
課
し
う
る
注
意
義
務
な
い
し
結
果
回
避

義
務
の
程
度
に
差
が
生
じ
う
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
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え
ば
、
同
じ
公
務
員
で
あ
っ
て
も
、
指
揮
監
督
権
限
や
省
令
制
定

権
限
等
を
有
す
る
大
臣
に
は
、
単
な
る
補
助
機
関
に
す
ぎ
な
い
公

務
員
よ
り
も
相
対
的
に
高
度
で
広
範
な
注
意
義
務
な
い
し
結
果
回

避
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
同
じ
代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
と
る
に
し
て
も
、
ど

の
レ
ベ
ル
の
公
務
員
を
基
準
に
過
失
な
い
し
違
法
性
を
判
断
す
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
が
理
論
的
に
重
要
な
問
題
と
な
る
。
我
が
国

の
民
法
学
に
お
い
て
も
、
法
人
の
不
法
行
為
の
議
論
に
関
し
て
、

被
用
者
、
代
表
機
関
、
企
業
そ
れ
ぞ
れ
に
課
し
う
る
注
意
義
務
な

い
し
結
果
回
避
義
務
に
程
度
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
神
田
孝
夫
「『
企
業
の
不
法
行
為
』
論
を
め
ぐ
る
近
時
の
動
向
と

問
題
点
」同『
不
法
行
為
責
任
の
研
究
』（
一
粒
社
・
一
九
八
八
年
。

初
出
：
一
九
八
七
年
）
五
八
頁
、瀬
川
信
久
「
法
人
の
不
法
行
為
」

内
田
貴
＝
大
村
敦
志
編『
民
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）

二
七
六－

二
七
七
頁
参
照
）。

（
９
）
以
上
の
点
に
関
し
て
は
、
神
橋
一
彦
教
授
に
よ
る
次
の
よ
う
な

指
摘
か
ら
多
大
な
示
唆
を
得
た
。
す
な
わ
ち
、「
国
賠
法
一
条
責

任
に
か
か
わ
る
《
代
位
責
任
的
構
成
》
は
―
―
今
ま
で
指
摘
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
―
―
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
元
々
《
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
》
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
論
上

の
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（
神
橋
一
彦
「『
職

務
行
為
基
準
説
』
に
関
す
る
理
論
的
考
察
―
―
行
政
救
済
法
に
お

け
る
違
法
性
・
再
論
―
―
」 

立
教
法
学
八
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）

三
八－

三
九
頁
）。
つ
ま
り
、
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
神
橋
教
授

の
指
摘
に
触
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
過
失
及
び
違
法
性
概
念
そ
れ
自

体
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
過
失
及
び
違
法
性
判
断
の
“
視

点
”に
か
か
わ
る
国
家
賠
償
責
任
の
法
的
性
質
論（
法
律
構
成
論
）

と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
我
が
国
の
判
例
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
職
務
行
為
基

準
説
に
よ
り
違
法
性
が
「
公
務
員
の
職
務
上
の
義
務
違
反
」
と
し

て
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
職
務
行
為
基
準
説
は
代
位
責
任
的
な

色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
神
橋
教
授
は
、
職
務
行
為
基
準
説
を
極
め
て
緻
密
に
分
析
さ

れ
た
上
で
、
そ
の
特
徴
が
「
行
政
決
定
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

を
分
節
化
し
て
、
個
々
の
公
務
員
の
行
動
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の

公
務
員
が
負
う
職
務
上
の
法
的
義
務
＝
行
為
規
範
に
照
ら
し
て
、

違
法
判
断
を
行
う
と
こ
ろ
」に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る（
神

橋
・
註
（
９
）
二
四
頁
。
小
早
川
光
郎
「
課
税
処
分
と
国
家
賠
償
」

稲
葉
馨
＝
亘
理
格
編
『
行
政
法
の
思
考
様
式
：
藤
田
宙
靖
博
士
東

北
大
学
退
職
記
念
』（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
八
年
）
四
三
一
頁
も

併
せ
て
参
照
）。
も
っ
と
も
、
か
か
る
判
断
方
法
に
よ
る
と
、
行

政
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
が
過
度
に
細
分
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
組

織
的
な
違
法
行
為
が
看
過
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
国
家
賠
償
制

度
の
違
法
行
為
統
制
機
能
な
い
し
違
法
行
為
抑
止
機
能
が
損
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
塩
野
宏
教
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授
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
が
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国

家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
自
然
人
た
る
公
務
員
に
課

せ
ら
れ
た
職
務
義
務
（
注
意
義
務
）
の
み
な
ら
ず
、
当
該
国
家
活

動
の
法
適
合
性
も
審
理
の
中
核
と
な
る
。
国
家
賠
償
法
が
代
位
責

任
的
構
成
・
・
・
を
と
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
国
家
賠
償
制

度
の
本
来
的
趣
旨
が
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。そ
の
意
味
で
、

国
家
賠
償
法
一
条
の
違
法
性
は
、
基
本
的
に
は
国
家
の
権
力
的
活

動
に
課
せ
ら
れ
た
法
違
反
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」

（
塩
野
・
註
（
２
）
三
二
三
頁
）。

（
10
）
高
木
光
「
国
家
賠
償
に
お
け
る
『
行
為
規
範
』
と
『
行
為
不
法

論
』」『
損
害
賠
償
法
の
課
題
と
展
望
―
―
石
田
喜
久
夫
・
西
原
道

雄
・
高
木
多
喜
男
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
（
中
）』（
日
本
評
論
社
・

一
九
九
〇
年
）
一
五
八
頁
。

（
11
）
高
木
・
註
（
10
）
一
五
九
頁
。

（
12
）
高
木
・
註
（
10
）
一
五
九
頁
。

（
13
）
こ
の
反
対
意
見
に
お
い
て
は
、
過
失
と
違
法
性
と
が
実
質
的
に

一
元
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
泉

裁
判
官
は
、
結
論
部
分
に
お
い
て
、「
そ
う
す
る
と
、
県
財
政
課

の
職
員
は
、
全
体
と
し
て
は
、
上
記
記
載
の
情
報
が
虚
偽
の
も
の

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
上
記

記
載
の
情
報
が
本
件
条
例
九
条
八
号
の
情
報
に
該
当
し
な
い
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
務
上
通
常
尽
く
す

べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
本
件
対
象
情
報
を
非

開
示
と
す
る
本
件
各
決
定
を
行
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
過
失
に
よ
っ
て
上
告
人
の
公
文
書
開
示
請
求
権
を
違

法
に
侵
害
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

（
14
）
な
お
、
米
田
雅
宏
准
教
授
は
、
泉
裁
判
官
が
開
示
請
求
権
の
適

正
な
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
情
報
公
開
法
制
の
法
的
仕
組
み
に
着

目
さ
れ
、
開
示
請
求
権
が
行
政
組
織
内
部
の
事
情
に
よ
り
形
骸
化

さ
れ
る
こ
と
を
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、「
情
報
公
開

法
制
の
適
法
性
を
代
位
責
任
説
で
理
解
さ
れ
た
国
家
賠
償
訴
訟
で

も
担
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
歪
み
が
こ
こ
に
表
れ
て

い
る
と
も
言
え
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
米
田
雅
宏
「
情
報
公

開
争
訟
の
諸
問
題
」
現
代
行
政
法
講
座
編
集
委
員
会
編
『
自
治
体

争
訟
・
情
報
公
開
争
訟
〔
現
代
行
政
法
講
座
Ⅳ
〕』（
日
本
評
論
社
・

二
〇
一
四
年
）
二
一
八－

二
一
九
頁
）。

（
15
）
な
お
、
判
例
上
、
同
じ
よ
う
に
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
と
ら

れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
務
員
の
特
定
性
の
程
度
に
は
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
例
え
ば
、神
橋
教
授
は
、前
掲
註
（
６
）

の
最
一
小
判
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
・
民
集
六
一
巻
八
号
二
七

三
三
頁
に
お
い
て
は
「
担
当
者
が
誰
で
あ
っ
た
と
か
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
関
与
を
し
た
か
は
こ
と
さ
ら
に
問
わ
れ
て
は
い
な

い
」
の
に
対
し
て
、
本
判
決
に
お
い
て
は
「
か
な
り
詳
細
な
と
こ

ろ
ま
で
、
担
当
公
務
員
の
特
定
が
問
題
と
な
」
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
神
橋
・
註
（
９
）
三
三
頁
）。
こ
の
点
、
本
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判
決
の
よ
う
に
公
務
員
の
特
定
性
を
厳
格
に
要
求
す
る
方
が
代
位

責
任
的
な
理
解
に
忠
実
で
あ
る
と
い
え
る
（
序
章
第
一
節
註

（
37
）
参
照
）。
逆
に
、
こ
れ
を
緩
和
し
て
い
く
と
、
結
果
的
に
自

己
責
任
的
法
律
構
成
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
違
法
な
課
税
処
分
及
び
滞
納
処
分
が

問
題
と
な
っ
た
東
京
地
判
昭
和
三
九
年
三
月
一
一
日
・
訟
月
一
〇

巻
四
号
六
二
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
本
件
課
税
処
分
お
よ
び
滞
納

処
分
に
お
け
る
故
意
過
失
の
有
無
を
判
断
す
る
に
当
っ
て
は
、
日

本
橋
税
務
署
長
お
よ
び
東
京
国
税
局
長
の
右
処
分
だ
け
で
な
く
、

そ
の
基
礎
を
な
す
国
税
庁
長
官
の
右
通
達
行
為
を
も
含
め
て
考
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
故
意
又
は
過
失
あ
る
公
務

員
を
具
体
的
に
特
定
す
る
必
要
は
な
く
、
税
務
当
局
に
故
意
又
は

過
失
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
え
ば
足
り
る
」
と
い
う
判
示
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
法
解
釈
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成
よ
り

も
む
し
ろ
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
親
和
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
ま
た
、
民
法
学
に
お
け
る
議
論
に
目
を
向
け
る
と
、
神
田

孝
夫
教
授
は
、
使
用
者
責
任
に
関
し
て
不
法
行
為
の
主
体
で
あ
る

被
用
者
の
特
定
性
を
緩
和
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
示

唆
に
富
む
指
摘
を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
過
失
を
結
果

回
避
義
務
違
反
と
捉
え
る
と
し
て
も
、
伝
統
的
に
注
意
義
務
違
反

と
捉
え
る
に
し
て
も
、
不
法
行
為
を
為
し
た
る
被
用
者
の
何
人
な

り
や
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
過
失
の
有
無
を
問
題
視
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
各
被
用
者
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
職
務
を
与

え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
職
務
内
容
と
の
相
関
関
係
に
お

い
て
内
容
づ
け
ら
れ
る
一
定
の
結
果
回
避
義
務
・
注
意
義
務
を
負

担
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
特
定
し
え
な
い

被
用
者
中
の
何
人
か
の
事
業
上
の
過
失
と
は
何
か
、
容
易
に
こ
れ

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
え
て
そ
れ
を
観
念
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
当
該
企
業
の
被
用
者
団
と
し
て
の
過
失
と
い
う

に
近
く
な
り
、
ひ
い
て
は
、
の
ち
に
私
見
と
し
て
提
示
す
る
企
業

自
体
の
過
失
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
」（
神

田
孝
夫
「
企
業
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
―
―
被
用
者
に
よ
る

加
害
を
中
心
と
し
て
―
―
」
同
『
不
法
行
為
責
任
の
研
究
』（
一

粒
社
・
一
九
八
八
年
。
初
出
：
一
九
七
〇
年
）
二
八
頁
）。

（
16
）
原
審
に
お
い
て
札
幌
高
判
平
成
一
六
年
一
月
一
六
日
・
判
時
一

八
六
一
号
四
六
頁
は
、「
被
控
訴
人
は
、
本
件
各
集
団
予
防
接
種

に
お
い
て
注
射
器
の
針
を
交
換
し
な
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
針
を
交
換
し
て
も
肝
炎
の
病
原
に
感
染
さ
せ
る
可
能
性
が

あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
、又
は
認
識
す
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
、

か
つ
、
本
件
各
集
団
予
防
接
種
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
注

射
器
（
針
及
び
筒
）
の
一
人
ご
と
の
交
換
又
は
徹
底
し
た
消
毒
の

励
行
等
を
各
実
施
機
関
に
指
導
し
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
を

未
然
に
防
止
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を

怠
っ
た
過
失
が
認
め
ら
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
た
。

（
17
）
松
並
重
雄
「
判
解
」
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
八
年
度
（
二
〇
〇

六
年
）
七
五
二－

七
五
三
頁
。
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（
18
）
京
都
地
判
平
成
五
年
一
一
月
二
六
日
・
判
時
一
四
七
六
号
三
頁

も
併
せ
て
参
照
。
な
お
、
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
く
法
人
の
不
法

行
為
責
任
を
認
め
た
判
決
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
カ
ネ
ミ
油
事
件
訴

訟
に
係
る
福
岡
地
判
昭
和
五
二
年
一
〇
月
五
日
・
判
時
八
六
六
号

二
一
頁
が
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
福
岡
地
裁
は
、「
有
機

的
統
一
組
織
体
と
し
て
の
企
業
に
お
い
て
、
複
数
か
つ
不
特
定
の

被
用
者
の
企
業
活
動
の
一
環
と
し
て
の
行
為
に
過
失
が
あ
る
場
合

に
は
、
む
し
ろ
個
々
の
被
用
者
の
具
体
的
行
為
を
問
題
と
す
る
こ

と
な
く
、
使
用
者
た
る
企
業
自
身
に
過
失
が
あ
る
と
し
て
直
接
民

法
七
〇
九
条
に
よ
る
責
任
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
直
截
、
簡
明
で

あ
り
、
相
当
で
あ
る
」
と
い
う
判
示
を
行
っ
て
い
る
。

（
19
）
遠
藤
博
也
『
国
家
補
償
法 

上
巻
』（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八

一
年
）
一
五
四
頁
。

（
20
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
五
三
頁
。

（
21
）
宇
賀
・
註
（
１
）
四
一
二－

四
一
三
頁
。
最
大
判
平
成
一
七
年

九
月
一
四
日
・
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
、
札
幌
地
裁
小
樽

支
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
九
日
・
判
時
七
六
二
号
八
頁
参
照
。

（
22
）
も
っ
と
も
、「
国
会
の
立
法
行
為
も
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一

項
の
適
用
を
受
け
、
同
条
項
に
い
う
「
公
務
員
の
故
意
、
過
失
」

は
、
合
議
制
機
関
の
行
為
の
場
合
、
必
ず
し
も
、
国
会
を
構
成
す

る
個
々
の
国
会
議
員
の
故
意
、過
失
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
く
、

国
会
議
員
の
統
一
的
意
思
活
動
た
る
国
会
自
体
の
故
意
、
過
失
を

論
ず
る
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し

た
札
幌
地
裁
小
樽
支
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
九
日
・
判
時
七
六
二

号
八
頁
に
つ
い
て
、
武
田
真
一
郎
教
授
は
、「
国
会
の
よ
う
に
構

成
員
で
あ
る
議
員
の
権
限
が
ほ
ぼ
同
じ
場
合
に
は
個
々
の
構
成
員

の
過
失
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
が
無
い
の
で
、
こ
の
よ
う

な
判
断
を
行
い
や
す
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
件
の
判
旨

が
他
の
行
政
組
織
一
般
に
適
用
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
武
田
真
一
郎
「
国
家
賠
償
に
お
け
る
組
織

的
過
失
に
つ
い
て
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集
一
五
九
号
（
二

〇
〇
二
年
）
七
八
頁
）。

（
23
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
五
二
頁
。

（
24
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
五
二－

一
五
三
頁
。

（
25
）
田
中
二
郎
「
戦
後
立
法
の
一
齣
―
―
国
家
賠
償
法
の
立
案
を
め

ぐ
っ
て
―
―
」
同
『
日
本
の
司
法
と
行
政
―
―
戦
後
改
革
の
諸
相

―
―
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
二
年
。
初
出
：
一
九
八
一
年
）
一
五

七
頁
参
照
。

（
26
）
兼
子
仁『
行
政
法
学
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
七
年
）二
〇
二
頁
、

宇
賀
克
也
「
職
務
行
為
基
準
説
の
検
討
」『
行
政
法
研
究 

創
刊
第

一
号
』（
信
山
社
・
二
〇
一
二
年
）
三
三
頁
参
照
。

（
27
）
古
崎
慶
長
『
国
家
賠
償
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
一
年
）
一
〇

八
頁
、
宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
七
年
）

三
四－

三
六
頁
、稲
葉
馨
＝
人
見
剛
＝
村
上
裕
章
＝
前
田
雅
子『
行

政
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
〇
年
）
二
七
七－

二
七
八

頁
〔
前
田
雅
子
執
筆
担
当
部
分
〕、
神
橋
・
註
（
６
）
三
四
七
頁
、
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塩
野
・
註
（
２
）
三
〇
四－

三
〇
六
頁
、
西
埜
章
『
国
家
賠
償
法

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〔
第
二
版
〕』（
勁
草
書
房
・
二
〇
一
四
年
）
一

一
九
頁－

一
二
三
頁
。
な
お
、
民
間
委
託
の
分
野
に
お
け
る
「
公

務
員
」
該
当
性
判
断
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
交
告

尚
史
「
国
賠
法
一
条
の
公
務
員
―
―
福
祉
行
政
に
お
け
る
民
間
委

託
に
着
目
し
て
―
―
」神
奈
川
法
学
三
〇
巻
二
号（
一
九
九
五
年
）

二
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
28
）
な
お
、
古
典
的
な
学
説
の
中
に
は
、
国
家
の
不
法
行
為
能
力
を

認
め
る
見
解
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
か
の
美
濃
部
達
吉
博
士
は
、

法
人
実
在
説
の
立
場
か
ら
国
家
が
不
法
行
為
能
力
を
有
す
る
こ
と

を
認
め
ら
れ
て
い
た
（
美
濃
部
達
吉
『
日
本
行
政
法 

第
一
巻
』（
有

斐
閣
・
一
九
〇
九
年
）
九
一
九
頁
以
下
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
岡
田
正
則
『
国
の
不
法
行
為
責
任
と
公
権
力
の
概
念
史
―
―

国
家
賠
償
制
度
史
研
究
』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
三
年
）
二
六
〇－

二
六
一
、
二
七
九
頁
か
ら
知
見
を
得
た
）。
ま
た
、
渡
辺
宗
太
郎

博
士
は
、「
国
又
は
公
共
団
体
に
対
し
て
被
害
者
が
賠
償
を
請
求

し
得
る
た
め
に
は
、
損
害
が
公
務
員
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て

加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
つ
つ
も
、
公
務
員
の
対
外
的

な
免
責
を
説
明
す
る
に
当
た
っ
て
、「
国
又
は
公
共
団
体
は
自
己

の
機
関
の
不
法
行
為
、
即
ち
自
己
自
身
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
自

ら
そ
の
責
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
不
法
行
為
に
代
っ
て
そ

の
責
を
負
う
の
で
は
な
い
」（
渡
辺
宗
太
郎
『
新
版
日
本
国
行
政

法
要
論 

上
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
三
年
）
三
三
八－

三
三
九
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

（
29
）
な
お
、
意
思
を
有
し
な
い
、
観
念
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
法
人
自

身
の
不
法
行
為
を
観
念
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
も
あ
る
が

（
平
井
宜
雄『
債
権
各
論
Ⅱ 

不
法
行
為
』（
弘
文
堂
・
一
九
九
二
年
）

七
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
六
三
年
三
月
一
一
日
・
判
時
一
二
七
一

号
三
頁
参
照
）、
今
日
、
過
失
概
念
が
心
理
的
・
主
観
的
に
評
価

さ
れ
る
の
で
は
な
く
客
観
的
・
抽
象
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
民
法
に
お
い
て
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
法
人
の
行
為
が
観

念
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、
か
か
る
批
判
は
必
ず
し

も
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
（
淡
路
剛
久
『
不
法
行
為
法
に
お
け
る
権
利
保
障
と
損
害
の
評

価
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）
九
三
頁
以
下
、
神
田
・
註
（
８
）

七
三
頁
、
西
原
道
雄
「
企
業
の
過
失
責
任
」
小
室
直
人
＝
本
間
輝

雄
＝
古
瀬
村
邦
夫
編
『
企
業
と
法
：
西
原
寛
一
先
生
追
悼
論
文
集

（
下
）』（
有
斐
閣
・
一
九
九
五
年
）
四
五
頁
以
下
、
大
村
敦
志
『
基

本
民
法
Ⅱ 

債
権
各
論
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）

二
七
九
頁
、
田
上
・
註
（
７
）
三
八
〇
頁
参
照
）。

（
30
）
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
・
二
〇
一
三
年
）
五

二
六
頁
。

（
31
）
藤
田
・
註
（
30
）
五
二
六
頁
。

（
32
）
藤
田
・
註
（
30
）
五
二
八
頁
。

（
33
）
藤
田
・
註
（
30
）
五
二
六－

五
二
七
頁
参
照
。

（
34
）
下
山
瑛
二
『
国
家
補
償
法
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
七
三
年
）
一
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四－

一
五
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
責
任

の
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
か
ら
も
多
大
な
示
唆
を
得
た
（
と
り

わ
け
、
瀬
川
信
久
「『
事
業
執
行
性
』
の
展
開
と
使
用
者
責
任
の

多
元
性
」
松
久
三
四
彦
＝
藤
原
正
則
＝
須
加
憲
子
＝
池
田
清
治
編

『
民
法
学
に
お
け
る
古
典
と
革
新
：
藤
岡
康
宏
先
生
古
稀
記
念
論

文
集
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
一
年
）
五
三
三
頁
以
下
、
特
に
五
七

五－

五
七
六
頁
参
照
）。

（
35
）
宇
賀
・
註
（
２
）
四
三
八－

四
三
九
頁
。

（
36
）
宇
賀
・
註
（
26
）
三
四－
三
五
頁
。
詳
し
く
は
、宇
賀
・
註
（
２
）

二
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
37
）
田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法 

上
巻
〔
全
訂
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
・

一
九
七
四
年
）
二
〇
六
頁
、
古
崎
・
註
（
27
）
九
一－

九
二
、
一

五
二
頁
参
照
。

（
38
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
八
八
頁
以
下
。
遠
藤
博
士
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
類
型
は
①
か
ら
③
ま
で
で
あ
り
、
④
の
類
型
に
つ
い
て
は
筆

者
が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
稲
葉
馨

「
公
権
力
の
行
使
に
か
か
わ
る
賠
償
責
任
」
雄
川
一
郎
＝
塩
野
宏

＝
園
部
逸
夫
編
『
国
家
補
償
〔
現
代
行
政
法
大
系
（
六
）〕』（
有

斐
閣
・
一
九
八
三
年
）
四
〇
頁
以
下
も
併
せ
て
参
照
。

（
39
）
大
阪
高
判
昭
和
五
四
年
九
月
二
一
日
・
判
時
九
五
二
号
六
九
頁
、

京
都
地
判
昭
和
五
四
年
七
月
二
日
・
判
時
九
五
〇
号
八
七
頁
、
広

島
地
判
昭
和
五
四
年
二
月
二
二
日
・
判
時
九
二
〇
号
一
九
頁
、
福

岡
地
判
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
四
日
・
判
時
九
一
〇
号
三
三
頁
参

照
。

（
40
）
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
五
月
一
四
日
・
判
時
九
四
二
号
六
八
頁
、

大
阪
高
判
昭
和
五
四
年
四
月
一
二
日
・
判
時
九
三
○
号
七
六
頁
参

照
。
な
お
、
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
過
失
と
違
法
性
の
区
別
の
相

対
化
は
、「
過
失
の
客
観
化
」
の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
権
力
の
行
使
」
要
件
に
つ
い
て
広

義
説
が
通
説
・
判
例
と
な
っ
た
こ
と
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
典
型
的
な
公
権
力
の
行
使
に

つ
い
て
は
行
為
規
範
が
明
確
で
あ
る
が
、
学
校
事
故
等
に
お
け
る

非
権
力
的
行
政
に
つ
い
て
は
行
為
規
範
が
必
ず
し
も
明
確
と
は
い

え
な
い
場
合
が
少
な
く
な
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
両
者
の

区
別
は
相
対
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
西
埜
・
註

（
27
）
一
三
八－

一
三
九
頁
）。
実
際
、
学
校
事
故
に
つ
い
て
は
、

も
っ
ぱ
ら
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任
を

認
め
て
い
る
判
例
が
多
い
（
最
二
小
判
昭
和
六
二
年
二
月
六
日
・

判
時
一
二
三
二
号
一
〇
〇
頁
、
最
二
小
判
昭
和
五
八
年
二
月
一
八

日
・
民
集
三
七
巻
一
号
一
〇
一
頁
、
芝
池
義
一
『
行
政
救
済
法
講

義
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
二
五
一
頁
参
照
）。

　
（
41
）
違
法
性
が
強
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
過
失
が
推
定

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
最
三
小
判
昭
和
六
〇
年
七
月
一

六
日
・
民
集
三
九
巻
五
号
九
八
九
頁
が
、
建
築
主
事
が
行
っ
た
建

築
確
認
の
留
保
に
つ
き
、「
・
・
・
行
政
指
導
を
理
由
と
す
る
確

認
処
分
の
留
保
は
違
法
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
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建
築
主
事
に
も
少
な
く
と
も
過
失
の
責
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
家
永
教
科
書
検

定
第
三
次
訴
訟
判
決
（
最
三
小
判
平
成
九
年
八
月
二
九
日
・
民
集

五
一
巻
七
号
二
九
二
一
頁
）
も
同
様
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ

る
（
芝
池
・
註
（
40
）
二
五
一
頁
）。

（
42
）
例
え
ば
、
熊
本
水
俣
病
第
三
次
第
一
陣
訴
訟
判
決
（
熊
本
地
判

昭
和
六
二
年
三
月
三
〇
日
・
判
時
一
二
三
五
号
三
頁
）
は
、
も
っ

ぱ
ら
規
制
権
限
の
不
行
使
の
違
法
性
に
つ
い
て
だ
け
判
断
し
、
過

失
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
規
制

権
限
の
不
行
使
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
不
作
為
の
違
法
性
の

判
断
の
中
に
、
予
見
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性
と
い
う
過
失
判

断
の
要
素
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
違
法
性
一
元
的

判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
（
宇
賀
・
註

（
１
）
四
二
八
頁
、
塩
野
・
註
（
２
）
三
一
五
頁
参
照
）。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
「
職
務
行
為
基
準
説
」
に
よ
る
場
合
に
は
、
違
法
性
の

判
断
に
当
た
っ
て
過
失
の
判
断
要
素
で
も
あ
る
注
意
義
務
違
反
の

有
無
が
検
討
さ
れ
る
た
め
、
過
失
の
判
断
が
違
法
性
の
判
断
の
中

に
取
り
込
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
北
村
和
生
「
国

家
賠
償
に
お
け
る
違
法
と
過
失
」
高
木
光
＝
宇
賀
克
也
編
『
行
政

法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
四
年
）
一
四
七
頁
、
宇
賀
・
註

（
１
）
四
三
四
頁
）。

（
43
）
芝
池
・
註
（
40
）
二
五
〇－

二
五
一
頁
。

（
44
）
小
幡
純
子
「
国
家
補
償
の
体
系
の
意
義
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光

郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇

八
年
）
二
八
八
頁
、
塩
野
・
註
（
２
）
三
二
〇－

三
二
一
頁
、
藤

田
・
註
（
30
）
五
四
二－

五
四
六
頁
、五
七
〇－

五
七
三
頁
参
照
。

（
45
）
と
り
わ
け
近
年
公
表
さ
れ
た
論
文
と
し
て
、
北
村
和
生
「
国
家

補
償
の
概
念
と
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
違
法
性
」
公
法
研
究
六
七

号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
五
二
頁
、
西
埜
章
「
職
務
行
為
基
準
説
の

批
判
的
検
討
」『
暁
の
鐘
ふ
た
た
び
―
―
明
治
大
学
法
科
大
学
院

開
設
記
念
論
文
集
』（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
・
二
〇
〇
五
年
）

一
六
九
頁
以
下
、
武
田
真
一
郎
「
国
家
賠
償
に
お
け
る
違
法
性
と

過
失
に
つ
い
て
―
―
相
関
関
係
説
、
違
法
性
相
対
説
に
よ
る
理
解

の
試
み
―
―
」
成
蹊
法
学
六
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
九
四
頁
、

稲
葉
馨
「
国
家
賠
償
法
上
の
違
法
性
に
つ
い
て
」
法
学
七
三
巻
六

号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
九
頁
、
西
埜
章
「
国
家
賠
償
法
に
お
け
る

違
法
性
の
総
合
的
研
究
」
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
四
九

巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
二
一
頁
、
神
橋
・
註
（
９
）
一
頁
、

同
「
行
政
救
済
法
に
お
け
る
違
法
性
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝

芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）

二
三
七
頁
以
下
、山
本
隆
司
『
判
例
か
ら
探
究
す
る
行
政
法
』（
有

斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
五
〇
六
頁
以
下
、
中
川
丈
久
「
国
家
賠
償

法
一
条
に
お
け
る
違
法
と
過
失
に
つ
い
て
―
―
民
法
七
〇
九
条
と

統
一
的
に
理
解
で
き
る
か
」法
学
教
室
三
八
五
号（
二
〇
一
二
年
）

七
二
頁
。

（
46
）
と
り
わ
け
近
年
公
表
さ
れ
た
論
文
と
し
て
、
北
村
和
生
「
行
政
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権
限
不
行
使
に
対
す
る
司
法
救
済
」ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
〇
号（
二

〇
〇
六
年
）
三
五
頁
、
宇
賀
克
也
「
行
政
介
入
請
求
権
と
危
険
管

理
責
任
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新

構
想
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）
二
五
七
頁
以
下
、
武
田
真

一
郎「
行
政
の
不
作
為
と
国
家
賠
償
に
つ
い
て
―
―
相
関
関
係
説
、

不
作
為
過
失
論
に
よ
る
理
解
の
試
み
―
―
」成
蹊
法
学
七
二
号（
二

〇
一
〇
年
）
三
三
八
頁
、
西
埜
章
「
行
政
の
不
作
為
責
任
―
―
規

制
権
限
不
行
使
の
違
法
性
を
中
心
に
―
―
」
明
治
大
学
法
科
大
学

院
論
集
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
七
頁
、
中
原
茂
樹
「
規
制
権
限

の
不
行
使
と
国
家
賠
償
責
任
」
法
学
教
室
三
八
三
号
（
二
〇
一
二

年
）
二
四
頁
。

（
47
）
例
え
ば
、
最
一
小
判
平
成
五
年
三
月
一
一
日
・
民
集
四
七
巻
四

号
二
八
六
三
頁
は
、「
税
務
署
長
の
す
る
所
得
税
の
更
正
は
、
所

得
金
額
を
過
大
に
認
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直

ち
に
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
い
う
違
法
が
あ
っ
た
と
の
評
価
を

受
け
る
も
の
で
は
な
く
、
税
務
署
長
が
資
料
を
収
集
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
課
税
要
件
事
実
を
認
定
、
判
断
す
る
上
に
お
い
て
、
職
務

上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
更
正

を
し
た
と
認
め
得
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
右
の
評

価
を
受
け
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い

る
。

（
48
）
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
も
、
係
争
行
為

が
越
権
訴
訟
に
お
い
て
違
法
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

裁
判
役
務
の
よ
う
に
特
別
な
困
難
性
を
伴
う
公
役
務
が
問
題
と
な

る
場
合
に
は
、係
争
行
為
が
単
に
違
法
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、

そ
れ
に
加
え
て
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

た
だ
し
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
か

か
る
要
件
の
加
重
が
正
当
化
さ
れ
る
範
囲
は
非
常
に
限
定
さ
れ
て

い
る
（
第
二
章
第
一
節
参
照
）。
こ
の
点
、
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
概

念
と
職
務
行
為
基
準
説
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
し

て
、
久
保
茂
樹
「
裁
判
判
決
と
国
家
責
任
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研

究
会
編
『
現
代
行
政
の
統
制
―
―
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
―
―
』

（
成
文
堂
・
一
九
九
〇
年
）
二
一
四
頁
参
照
。

（
49
）
西
埜
・
註
（
27
）
一
七
三－

一
七
五
頁
参
照
。

（
50
）
な
お
、
こ
の
よ
う
な
日
仏
両
国
の
法
状
況
に
つ
い
て
、
橋
本
博

之
教
授
は
、「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
越
権
訴
訟
の
違
法
と
国
家
責
任

の
違
法
は
、
厳
密
な
理
論
上
は
相
違
す
る
が
、
現
実
の
判
断
と
し

て
一
致
す
る
、と
い
う
見
方
か
ら
出
発
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
日
本
の
判
例
実
務
に
よ
る
職
務
行
為
基
準
説
は
違
法
性

を
限
定
す
る
方
向
に
の
み
機
能
し
て
お
り
、
現
状
で
フ
ラ
ン
ス
型

理
論
モ
デ
ル
は
日
本
の
判
例
実
務
・
行
政
法
学
説
の
双
方
と
距
離

が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
橋
本
博
之
「
判
例
実
務
と
行
政

法
学
説
―
―
方
法
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
―
」
小
早
川
光
郎
＝
宇

賀
克
也
編
『
行
政
法
の
発
展
と
変
革
：
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念

（
上
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
一
年
）
三
八
三
頁
）。

（
51
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
村
上
順
教
授
が
、
い
く
つ
も
の
優
れ
た
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先
行
研
究
を
残
さ
れ
て
い
る
（
村
上
順
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行

政
の
不
作
為
責
任
」
神
奈
川
法
学
二
二
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
）

一
七
七
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
身
事
故
と
行
政
の
不
作

為
責
任
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
『
現
代
行
政
の
統
制
―
―

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
―
―
』（
成
文
堂
・
一
九
九
〇
年
）
一
七

七
頁
以
下
、
同
「
越
権
訴
訟
に
よ
る
警
察
規
制
不
作
為
の
統
制
―

―
ド
ゥ
ー
ブ
レ
（D

oublet

）
判
決
を
中
心
に
し
て
―
―
」
神
奈

川
法
学
三
〇
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
五
三
頁
）。
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旅
客
運
賃
認
可
処
分
取
消
訴
訟
等
の
原
告
適
格

　

東
京
高
判
平
成
二
六
年
二
月
一
九
日
（
平
成
二
五
年
（
行
コ
）
第
一
八

七
号
：
鉄
道
運
賃
変
更
命
令
等
、
追
加
的
併
合
申
立
控
訴
事
件
）
判
例
集

未
登
載
（LEX

/D
B

文
献
番
号
二
五
五
〇
三
二
三
七
）

【
事
実
の
概
要
】

　

北
総
鉄
道
株
式
会
社
（
訴
外
Ａ
）（
以
下
、「
北
総
鉄
道
」
と
い
う
こ
と

が
あ
る
）
は
、
平
成
一
〇
年
九
月
四
日
付
け
で
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第

一
項
（
平
成
一
一
年
法
律
第
四
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
に
基
づ
く

判
例
研
究

　
　
　

公
　
法
　
判
　
例
　
研
　
究

児　

玉　
　
　

弘



判 例 研 究

北法65（5・392）1518

旅
客
運
賃
変
更
認
可
処
分
（
以
下
、「
Ａ
旅
客
運
賃
変
更
認
可
処
分
」
と

い
う
）を
受
け
て
、北
総
線（
京
成
高
砂
駅
と
印
旛
日
本
医
大
駅
間
の
三
二
・

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
路
線
）
に
お
け
る
旅
客
の
運
送
を
行
っ
て
い（

１
）る

。
ま

た
、
京
成
電
鉄
株
式
会
社
（
訴
外
Ｂ
）（
以
下
、「
京
成
電
鉄
」
と
い
う
こ

と
が
あ
る
）
は
、
北
総
電
鉄
が
所
有
す
る
鉄
道
線
路
（
京
成
高
砂
駅
と
小

室
駅
の
間
）
お
よ
び
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
株
式
会
社
（
訴
外
Ｃ
）（
以

下
、「
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
が
所
有
す
る

鉄
道
線
路
（
小
室
駅
と
印
旛
日
本
医
大
駅
間
）
等
を
使
用
し
て
、
成
田
空

港
線
（
京
成
高
砂
駅
と
成
田
空
港
駅
間
の
五
一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
路

線
）
に
お
け
る
旅
客
の
運
送
を
行
っ
て
い

（
２
）（
３
）

る
。

　

Ａ
お
よ
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｂ
と
の
間
で
、
平
成
二
一
年
一
二
月
一
六

日
付
け
で
、
線
路
使
用
料
や
旅
客
運
賃
収
入
の
配
分
方
法
等
を
定
め
た
上

記
鉄
道
線
路
の
使
用
に
関
し
て
設
定
し
た
使
用
条
件
を
内
容
と
す
る
基
本

協
定
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
Ａ
基
本
協
定
」、「
Ｃ
基
本
協
定
」
と
い
い
、

両
者
を
あ
わ
せ
て「
本
件
協
定
」と
い
う
）を
締
結
し
、国
土
交
通
大
臣
は
、

平
成
二
二
年
二
月
一
九
日
付
け
で
、
鉄
道
事
業
法
第
一
五
条
第
一
項
に
基

づ
き
、
本
件
協
定
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
認
可
す
る
旨
の
処
分
（
以
下
、
そ

れ
ぞ
れ
、「
Ａ
使
用
条
件
認
可
処
分
」、「
Ｃ
使
用
条
件
認
可
処
分
」と
い
い
、

両
者
を
あ
わ
せ
て
「
本
件
各
使
用
条
件
認
可
処
分
」
と
い
う
）
を
行
う
と

と
も
に
、
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
京
成
電
鉄
の
申
請

に
か
か
る
成
田
空
港
線
の
旅
客
運
賃
上
限
の
設
定
を
認
可
す
る
旨
の
処
分

（
以
下
、「
Ｂ
旅
客
運
賃
上
限
認
可
処
分
」
と
い
う
）
を
行
っ
た
。

　

北
総
線
の
沿
線
住
民
で
あ
る
原
告
五
名
（
X1
～
X5
）
は
、
定
期
券
を
購

入
す
る
ま
た
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
日
常
的
に
北
総
線
を
利
用
し
て

い
る（

４
）が

、
本
件
協
定
は
北
総
電
鉄
の
み
に
不
利
益
な
も
の
で
あ
っ
て
、
北

総
鉄
道
お
よ
び
そ
の
利
用
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
、
北
総
線
の
運
賃
が
異
常
に
高（

５
）い

な
ど
と
し
て
、
平
成
二
二
年
八

月
一
七
日
、
国
（
Ｙ
）
を
被
告
と
し
て
、
以
下
の
請
求
を
す
る
訴
え
を
提

起
し
た
。

　

請
求
①
：
国
土
交
通
大
臣
が
北
総
鉄
道
に
対
し
て
し
た
北
総
鉄
道
と
京

成
電
鉄
と
の
間
の
鉄
道
線
路
使
用
条
件
の
設
定
を
認
可
す
る
旨
の
処
分

（
Ａ
使
用
条
件
認
可
処
分
）
の
取
消
し

　

請
求
②
：
国
土
交
通
大
臣
が
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
に
対
し
て
し
た

千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
と
京
成
電
鉄
と
の
間
の
鉄
道
線
路
使
用
条
件
の

設
定
を
認
可
す
る
旨
の
処
分
（
Ｃ
使
用
条
件
認
可
処
分
）
の
取
消
し

　

請
求
③
：
国
土
交
通
大
臣
が
、
鉄
道
事
業
法
第
二
三
条
第
一
項
第
四
号

に
基
づ
き
、
北
総
鉄
道
お
よ
び
京
成
電
鉄
に
対
し
て
、
Ａ
協
定
の
内
容
を

適
切
な
使
用
条
件
に
変
更
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
の
義
務
付
け

　

請
求
④
：
当
時
の
運
輸
大
臣
が
北
総
電
鉄
に
対
し
て
し
た
Ａ
旅
客
運
賃

変
更
認
可
処
分
の
無
効
確
認
（
主
位
的
請
求
）
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請
求
⑤
：
当
時
の
運
輸
大
臣
が
北
総
電
鉄
に
対
し
て
し
た
Ａ
旅
客
運
賃

変
更
認
可
処
分
の
取
消
し
（
予
備
的
請
求
）

　

請
求
⑥
：
国
土
交
通
大
臣
が
、鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
五
項
第
一
号
・

第
二
三
条
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
き
、
北
総
鉄
道
に
対
し
て
、
適
正
な
運

賃
に
変
更
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
の
義
務
付
け

　

請
求
⑦
：
国
土
交
通
大
臣
が
京
成
電
鉄
に
対
し
て
し
た
成
田
空
港
線
に

か
か
る
旅
客
運
賃
上
限
設
定
認
可
処
分
（
Ｂ
旅
客
運
賃
上
限
認
可
処
分
）

の
取
消
し

　

請
求
⑧
：
国
土
交
通
大
臣
が
、鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
五
項
第
一
号
・

第
二
三
条
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
き
、
京
成
電
鉄
に
対
し
て
、
適
正
な
運

賃
に
変
更
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
の
義
務
付
け

　

第
一
審
・
東
京
地
判
平
成
二
五
年
三
月
二
六
日
判
時
二
二
〇
九
号
七
九

頁
）（
以
下
、「
原
判
決
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
は
、
原
告
適
格
の
判
断

枠
組
み
に
つ
い
て
、
小
田
急
高
架
訴
訟
（
最
大
判
平
成
一
七
年
一
二
月
七

日
民
集
五
九
巻
一
〇
号
二
六
四
五
頁
）
を
引
用
し
つ
つ
、
各
請
求
に
か
か

る
原
告
適
格
に
つ
い
て
大
要
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
請
求
④
・
⑤
に

つ
い
て
は
、「
少
な
く
と
も
居
住
地
か
ら
職
場
や
学
校
等
へ
の
日
々
の
通

勤
や
通
学
等
の
手
段
と
し
て
反
復
継
続
し
て
日
常
的
に
鉄
道
を
利
用
し
て

い
る
者
は
、
…
…
旅
客
運
賃
認
可
処
分
に
よ
り
『
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利

益
』
を
侵
害
さ
れ
又
は
無
効
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
原
告
適
格
を
有
す

る
」
と
し
て
、
原
告
ら
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
（
も
っ
と
も
、
請
求
⑤

に
か
か
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
出
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
と
し
て
却
下

し
た
）。
請
求
⑦
に
つ
い
て
は
、
原
告
ら
は
「
京
成
電
鉄
に
旅
客
運
賃
を

支
払
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
…
…
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
の

取
消
し
を
求
め
る
に
つ
き『
法
律
上
の
利
益
』を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
さ
れ
た
。
請
求
⑥
・
⑧
は
、
い
ず
れ
も
旅
客
運
賃
（
上
限
）
の
変
更
命

令
を
求
め
る
い
わ
ゆ
る
非
申
請
型
義
務
付
け
訴
訟
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第

三
条
第
六
項
第
一
号
）で
あ
る
が
、そ
れ
を
求
め
る「
法
律
上
の
利
益
」（
行

政
事
件
訴
訟
法
第
三
七
条
の
二
第
三
項
）
も
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
と
同

様
に
判
断
さ
れ
る
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
三
七
条
の
二
第
四
項
）
か
ら
、

請
求
⑥
に
つ
い
て
の
原
告
適
格
は
肯
定
さ
れ
た
が
（
さ
ら
に
、「
重
大
な

損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
の
要
件
お
よ
び
補
充
性
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第

三
七
条
の
二
第
一
項
）
の
要
件
も
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
た
）、
請
求
⑧

に
つ
い
て
の
原
告
適
格
は
否
定
さ
れ
た
。請
求
①
・
②
・
③
に
つ
い
て
は
、

「
鉄
道
線
路
使
用
条
件
は
、
旅
客
運
賃
や
鉄
道
施
設
の
変
更
等
の
よ
う
に

鉄
道
利
用
者
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
鉄
道

事
業
者
相
互
間
の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
鉄
道
線
路
使

用
条
件
設
定
認
可
処
分
に
よ
っ
て
、
鉄
道
利
用
者
が
「
法
律
上
保
護
さ
れ

た
利
益
」
を
侵
害
さ
れ
ま
た
は
必
然
的
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
原
告
ら
の
原
告
適
格
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
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本
案
の
争
点
の
審
理
が
行
わ
れ
た
、
請
求
④
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
一
年

法
律
第
四
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
二
項
一
号
ま
た

は
二
号
の
規
定
す
る
認
可
要
件
に
違
反
す
る
違
法
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ

な
い
と
し
、
ま
た
、
請
求
⑥
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
五

項
第
一
号
お
よ
び
同
法
第
二
三
条
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
旅
客
運
賃
上

限
等
の
変
更
命
令
を
し
な
い
こ
と
が
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
ま
た
は
そ
の

濫
用
と
な
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
審
判
決
を
不
服
と
す
る
X1
～
X5
は
、
東
京
高
等

裁
判
所
に
控
訴
し
た
。

【
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
二
六
年
二
月
一
九
日
判
例
集
未
登
載

（LEX
/D

B

文
献
番
号
二
五
五
〇
三
二
三
七
））（
以
下
、「
本
判
決
」
と

い
う
こ
と
が
あ
る
）
の
要（

６
）旨

】

　

控
訴
棄
却
（
請
求
①
・
②
・
③
に
つ
い
て
の
訴
え
は
却
下
（
原
告
適
格

否
定
）、
請
求
④
・
⑥
・
⑦
・
⑧
に
つ
い
て
の
請
求
は
棄
却
、
請
求
⑤
に

つ
い
て
の
訴
え
は
却
下
（
出
訴
期
間
徒
過
））。

　

判
決
「
理
由
は
、
次
の
と
お
り
補
正
す
る
ほ
か
は
、
原
判
決
の
事
実
及

び
理
由
の
第
三
《
判
時
二
二
〇
九
号
九
一
頁
二
段
四
行
目
以
下
》
に
記
載

の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
引
用
す
る
。

　

⑴　

原
判
決
四
二
頁
三
行
目《
同
九
三
頁
四
段
三
行
目
》の『
そ
し
て
、』

を
削
除
し
、
六
行
目
《
同
九
行
目
》
の
末
尾
の
次
に
『
そ
し
て
、
旅
客
運

賃
認
可
処
分
は
、
こ
の
よ
う
な
個
々
の
鉄
道
利
用
者
が
支
払
う
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
運
賃
額
に
つ
い
て
直
接
に
規
定
す
る
処
分
で
あ
る
。』
を

加
え
る
。

　

⑵　

原
判
決
四
六
頁
一
三
行
目
《
同
九
五
頁
一
段
二
六
行
目
》
か
ら
四

七
頁
一
行
目
《
同
二
段
一
七
行
目
》
ま
で
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
『　

こ
の
よ
う
に
、
控
訴
人
ら
は
、
日
常
的
に
北
総
線
区
間
内
に
お
い

て
列
車
を
利
用
す
る
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
は
京
成
電
鉄
に
対
し
て
旅
客

運
賃
を
支
払
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う

に
成
田
空
港
線
の
北
総
線
区
間
を
利
用
す
る
旅
客
は
北
総
鉄
道
が
販
売
す

る
乗
車
券
を
購
入
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
京
成
運
賃
上
限

認
可
処
分
に
係
る
旅
客
運
賃
上
限
の
額
が
北
総
運
賃
変
更
認
可
処
分
に
係

る
旅
客
運
賃
の
額
と
同
じ
で
あ
り
、
京
成
電
鉄
が
上
記
区
間
の
旅
客
運
賃

の
額
を
こ
の
額
（
た
だ
し
、
一
部
区
間
に
つ
い
て
は
値
下
げ
さ
れ
た
北
総

線
の
旅
客
運
賃
と
同
額
）と
す
る
届
出
を
し
た
こ
と
…
…
を
前
提
と
し
て
、

事
務
処
理
の
便
宜
か
ら
、
上
記
区
間
の
乗
車
券
の
販
売
を
北
総
鉄
道
が
一

元
的
に
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
区
間

の
旅
客
運
賃
は
北
総
運
賃
変
更
認
可
処
分
と
と
も
に
京
成
運
賃
上
限
認
可

処
分
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
、
日
常
的
に
同
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区
間
の
鉄
道
を
利
用
し
て
い
る
控
訴
人
ら
は
、
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
（
本
件
請
求
⑦
）
に
つ
い
て
も
、
原
告
適
格
を
有
す
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。』

　

⑶　

原
判
決
四
八
頁
三
行
目
《
同
九
五
頁
三
段
二
九
行
目
》
の
次
に
、

行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
る
。

　
『　

こ
れ
に
対
し
、
被
控
訴
人
は
、
鉄
道
事
業
法
一
六
条
五
項
の
趣
旨

は
公
益
を
保
護
す
る
こ
と
の
反
射
的
利
益
と
し
て
鉄
道
利
用
者
の
利
益
を

保
護
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
と
主
張
す
る
が
、
同
項
一
号
が
〈
特
定
の
旅

客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
〉
に
旅
客
運

賃
等
の
変
更
命
令
を
発
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
こ
と
に
照

ら
す
と
、
こ
う
し
た
差
別
的
取
扱
い
を
受
け
る
鉄
道
利
用
者
の
利
益
を
直

接
に
保
護
し
て
い
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
被
控
訴
人
の
上

記
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。』

　

⑷　

原
判
決
四
八
頁
九
行
目
《
同
九
五
頁
四
段
四
行
目
》
の
『
北
総
鉄

道
に
対
す
る
』
か
ら
一
一
行
目
《
同
八
行
目
》
の
『（
本
件
請
求
⑥
）』
ま

で
を
『
北
総
鉄
道
及
び
京
成
電
鉄
に
対
す
る
鉄
道
事
業
法
一
六
条
五
項
一

号
及
び
同
法
二
三
条
一
項
一
号
に
基
づ
く
各
旅
客
運
賃
の
変
更
命
令
及
び

旅
客
運
賃
上
限
の
変
更
命
令
の
義
務
づ
け
の
訴
え
（
本
件
請
求
⑥
及
び

⑧
）』に
改
め
、一
三
行
目《
同
一
〇
行
目
》か
ら
一
六
行
目《
同
一
五
行
目
》

ま
で
を
削
除
す
る
。

　

⑸　

原
判
決
五
〇
頁
二
一
行
目《
同
九
六
頁
三
段
一
〇
行
目
》の
次
に
、

行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
る
。

　
『　

こ
れ
に
対
し
、
控
訴
人
ら
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
北
総
鉄
道
と

京
成
電
鉄
と
の
間
の
鉄
道
線
路
使
用
条
件
が
控
訴
人
ら
が
求
め
る
よ
う
な

内
容
の
も
の
に
な
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
り
北
総
鉄
道
の
収
入
が
増
加
し

て
、
北
総
線
の
旅
客
運
賃
上
限
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
と

主
張
す
る
。
し
か
し
、
一
般
に
鉄
道
線
路
使
用
条
件
が
旅
客
運
賃
に
必
然

的
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
し
、
仮
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
同
様
に
影
響
を
与
え
る
様
々
な
要
素
の
中
の
一

つ
と
し
て
働
く
に
す
ぎ
ず
、そ
の
影
響
は
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

控
訴
人
ら
の
上
記
主
張
も
直
ち
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。』

　

⑹　

原
判
決
五
一
頁
二
五
行
目
《
同
九
六
頁
四
段
二
三
行
目
》
の
『
及

び
』
を
『
、』
に
改
め
、二
六
行
目
《
同
二
五
行
目
》
の
『（
本
件
請
求
⑥
）』

の
次
に
『
、京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
（
本
件
請
求
⑦
）

及
び
京
成
電
鉄
に
対
す
る
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
命
令
の
義
務
づ
け
の

訴
え（
本
件
請
求
⑧
）』を
加
え
、五
二
頁
二
行
目《
同
二
八
行
目
》の『
、』

を
『
及
び
』
に
改
め
、
三
行
目
《
同
三
〇
行
目
》
の
『
、
京
成
運
賃
上
限

認
可
処
分
の
』
か
ら
五
行
目
《
同
三
三
行
目
》
の
『
求
⑧
）』
ま
で
を
削

除
す
る
。

　

⑺　

原
判
決
五
三
頁
一
二
行
目《
同
九
七
頁
二
段
二
四
行
目
》の
次
に
、
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行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
る
。

　
『　

こ
れ
に
対
し
、
被
控
訴
人
は
、
違
法
に
高
額
な
旅
客
運
賃
が
設
定

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
鉄
道
利
用
者
に
発
生
す
る
損
害
は
金
銭

的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
し
、
お
よ
そ
一
般
の
利
用
者
が
利
用
で
き
な
く
な

る
よ
う
な
高
額
の
旅
客
運
賃
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
現
実
に
は
考
え
ら
れ

ず
、
ま
た
、
本
件
で
の
北
総
線
の
運
賃
設
定
に
よ
っ
て
鉄
道
利
用
者
に
生

活
の
基
盤
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
重
大
な
損
害
が
発
生
す
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
し
、
仮
に
そ
う
し
た
損
害
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
事
業
者
に
対

す
る
損
害
賠
償
請
求
な
い
し
人
格
権
に
基
づ
く
運
賃
値
上
げ
差
し
止
め
訴

訟
等
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
、
な
ど
と
主
張

す
る
。
し
か
し
、
極
め
て
高
額
な
旅
客
運
賃
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

得
な
い
と
は
い
え
ず
、
そ
う
な
れ
ば
鉄
道
利
用
者
に
上
記
の
よ
う
な
生
活

基
盤
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
損
害
が
発
生
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い

し
、
そ
の
損
害
を
事
後
的
に
賠
償
請
求
に
よ
り
回
復
す
る
こ
と
は
実
際
に

は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
、
回
復
し
き
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、

違
法
な
運
賃
に
よ
る
こ
う
し
た
損
害
は
、
多
数
の
沿
線
利
用
者
に
あ
る
程

度
定
型
的
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
事
前
救
済
の
必

要
性
が
大
き
く
、
か
つ
そ
れ
に
よ
り
問
題
が
合
理
的
か
つ
抜
本
的
に
解
決

さ
れ
る
も
の
と
い
え
る
。』

　

⑻　

原
判
決
五
四
頁
一
五
行
目
《
同
九
七
頁
四
段
八
行
目
》
の
『
違
法

と
な
っ
た
』
の
次
に
『
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
処
分
後
も
効
力
が
継
続
す

る
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
処
分
に
必
要
な
要
件
を
後
発
的
に
欠
く
よ
う
に

な
っ
た
場
合
に
は
そ
の
時
点
か
ら
取
消
し
得
る
状
態
と
な
る
』を
加
え
る
。

　

⑼　

原
判
決
五
五
頁
八
行
目
《
同
九
八
頁
一
段
八
行
目
》
の
『
及
び
』

を『
、』に
改
め
、九
行
目《
同
九
行
目
～
一
〇
行
目
》の『（
本
件
請
求
⑥
）』

の
次
に
『
、京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
（
本
件
請
求
⑦
）

及
び
京
成
電
鉄
に
対
す
る
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
命
令
の
義
務
付
け
の

訴
え（
本
件
請
求
⑧
）」を
加
え
、一
〇
行
目《
同
一
一
行
目
～
一
二
行
目
》

の
『（
本
件
請
求
①
、②
、③
、⑤
、⑦
及
び
⑧
）』
を
『（
本
件
請
求
①
、②
、

③
及
び
⑤
）』
に
改
め
、一
三
行
目
《
同
一
五
行
目
～
一
六
行
目
》
の
『
、

争
点
⑸
』
を
『
及
び
争
点
⑸
』
に
改
め
、
一
三
行
目
《
同
一
七
行
目
》
の

『
、
争
点
⑻
』
か
ら
一
五
行
目
《
同
一
九
行
目
》
の
『
更
命
令
の
可
否
）』

ま
で
を
削
除
す
る
。

　

⑽　

原
判
決
五
五
頁
二
〇
行
目
《
同
九
八
頁
一
段
二
九
行
目
》
の
『
違

法
と
な
っ
た
』
の
次
に
『
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
処
分
後
も
効
力
が
継
続

す
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
処
分
に
必
要
な
要
件
を
後
発
的
に
欠
く
よ
う

に
な
っ
た
場
合
に
は
そ
の
時
点
か
ら
違
法
な
状
態
と
な
る
』
を
加
え
る
。

　

⑾　

原
判
決
六
〇
頁
三
行
目
《
同
九
九
頁
三
段
一
六
行
目
》
の
次
に
、

行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
、四
行
目
《
同
一
七
行
目
》
行
頭
の
『
ｄ
』

を
『
ｅ
』
に
改
め
る
。
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『　

ｄ　

さ
ら
に
、
控
訴
人
ら
は
、
平
成
八
年
算
定
要
領
は
、
配
当
所

要
額
（
適
正
利
潤
）
と
し
て
、
払
込
資
本
金
に
対
し
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
配

当
に
必
要
な
額
の
鉄
軌
道
事
業
分
担
額
を
定
め
て
お
り
、
事
業
規
模
か
ら

み
て
資
本
金
額
の
大
き
い
中
小
民
間
鉄
道
会
社
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ

り
不
相
当
に
総
括
原
価
の
額
が
高
額
と
な
り
、
旅
客
運
賃
の
上
限
も
高
額

と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
北
総
運
賃
変
更
認

可
処
分
に
際
し
て
同
算
定
要
領
に
基
づ
い
て
平
成
九
年
度
の
実
績
値
の
み

を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
た
将
来
推
計
は
、
北
総
鉄
道
の
そ
の
後
の
実
際
の

業
務
実
績
と
大
き
く
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
平
成

八
年
算
定
要
領
の
内
容
は
極
め
て
不
合
理
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
た
北
総
運
賃
変
更
認
可
処
分
は
違
法
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。

　

し
か
し
、
鉄
道
事
業
者
が
払
込
資
本
金
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
額

を
利
潤
と
し
て
確
保
し
、
配
当
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
一
般
的
に
鉄

道
事
業
法
の
趣
旨
に
反
す
る
と
解
す
べ
き
理
由
は
見
出
せ
な
い
し
、
北
総

鉄
道
の
実
際
の
業
務
実
績
が
平
成
八
年
算
定
要
領
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ

た
将
来
推
計
と
乖
離
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
直
ち
に
算
定
の
基
礎

と
な
っ
た
平
成
八
年
算
定
要
領
の
内
容
が
不
合
理
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
た

北
総
運
賃
変
更
認
可
処
分
に
重
大
か
つ
明
白
な
違
法
が
あ
る
と
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
控
訴
人
ら
の
上
記
主
張
も
採
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。』

　

⑿　

原
判
決
六
二
頁
二
〇
行
目
《
同
一
〇
〇
頁
三
段
一
行
目
》
か
ら
二

一
行
目
《
同
二
行
目
》
に
か
け
て
の
『
京
成
電
鉄
か
ら
北
総
鉄
道
に
対
し

て
』
を
『
京
成
電
鉄
か
ら
北
総
鉄
道
及
び
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
に
対

し
て
』
に
改
め
る
。

　

⒀　

原
判
決
六
四
頁
一
七
行
目
《
同
一
〇
一
頁
一
段
一
四
行
目
》
か
ら

一
八
行
目
《
同
一
五
行
目
》
に
か
け
て
の
『
も
な
け
れ
ば
、
線
路
使
用
料

収
入
に
よ
る
増
収
が
生
じ
る
こ
と
も
』
を
『
が
』
に
改
め
る
。

　

⒁　

原
判
決
六
四
頁
二
三
行
目
《
同
一
〇
一
頁
一
段
二
三
行
目
》
か
ら

六
五
頁
一
五
行
目
《
同
二
段
一
九
行
目
》
ま
で
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
『　

⒞　

こ
れ
に
対
し
て
控
訴
人
ら
は
、
京
成
電
鉄
が
北
総
鉄
道
と
千

葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
の
鉄
道
施
設
を
使
用
し
、
ま
た
、
北
総
鉄
道
も
千

葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
の
鉄
道
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と

し
て
首
都
圏
と
成
田
空
港
を
結
ぶ
路
線
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
本
件
各
線
路
使
用
条
件
に
よ
る
と
、
京
成
電
鉄
と
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
鉄
道
は
そ
れ
に
よ
り
増
加
し
た
収
益
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に

対
し
、
北
総
鉄
道
は
、
収
益
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
増
加

し
た
収
益
の
配
分
を
ほ
と
ん
ど
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
北

総
線
の
旅
客
運
賃
が
国
内
の
他
の
鉄
道
路
線
と
比
較
し
て
も
か
な
り
高
い

状
態
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
京
成
電
鉄
が
北
総
鉄
道
の
実
質
的

な
親
会
社
で
あ
り
、
北
総
鉄
道
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
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こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
使
用
条
件
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と

主
張
す
る
。

　

し
か
し
、
上
記
…
…
の
と
お
り
、
鉄
道
線
路
使
用
条
件
設
定
の
認
可
要

件
で
あ
る〈
鉄
道
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
〉

が
な
い
か
否
か
は
、
鉄
道
線
路
使
用
条
件
の
設
定
に
関
す
る
鉄
道
事
業
者

相
互
の
経
営
判
断
を
尊
重
し
つ
つ
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

当
事
者
間
に
親
子
会
社
の
関
係
が
あ
る
な
ど
の
事
情
に
よ
り
一
方
当
事
者

が
他
方
に
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、

鉄
道
線
路
使
用
条
件
の
設
定
に
お
い
て
、
双
方
の
当
事
者
に
必
ず
増
収
が

生
じ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
鉄
道
事
業
法
が
求
め
て
い
る
と
は
解
せ
な
い

し
、
北
総
運
賃
変
更
認
可
処
分
に
係
る
北
総
線
の
運
賃
水
準
を
同
法
が
許

容
し
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
根
拠
も
見
出
せ
な
い
。

　

そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
控
訴
人
ら
の
上
記
主
張
の
よ
う
な
事
実

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
、
本
件
各
線
路
使
用
条

件
の
内
容
が
鉄
道
線
路
の
適
切
な
維
持
管
理
や
鉄
道
利
用
者
へ
の
良
好
か

つ
安
定
的
な
鉄
道
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
な
か
っ
た
国
土
交
通
大
臣
の
判
断
に
重
大
か
つ
明
白
な
違
法
が

あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。』

　

⒂　

原
判
決
六
五
頁
二
一
行
目
《
同
一
〇
一
頁
二
段
二
九
行
目
》
の
次

に
、
行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
る
。

　
『　

⒟　

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
各
線
路
使
用
条
件
認
可
処
分
が
重
大

か
つ
明
白
な
違
法
が
あ
り
無
効
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
鉄
道
事
業
法
二
三
条
一
項
一

号
に
基
づ
き
北
総
鉄
道
に
対
し
て
旅
客
運
賃
の
上
限
の
変
更
を
命
ず
る
べ

き
理
由
も
な
い
。』

　

⒃　

原
判
決
六
六
頁
一
六
行
目
《
同
一
〇
一
頁
三
段
三
〇
行
目
》
の
次

に
、
行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
る
。

　
『　

エ　

ま
た
、
控
訴
人
ら
は
、
北
総
鉄
道
に
つ
い
て
、
現
在
の
債

務
償
還
条
件
等
を
前
提
に
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
と
こ
ろ
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
は
余
力
が
あ
り
、
現
状
の
公
費
負
担
に
よ
る
値
下

げ
運
賃
ま
で
値
下
げ
し
た
上
、
通
学
定
期
に
つ
い
て
他
の
私
鉄
並
み
の
運

賃
水
準
ま
で
値
下
げ
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
鉄
道
事
業
法
二
三
条
一
項
一
号
に

基
づ
き
、
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
を
命
ず
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
主

張
す
る
。

　

し
か
し
、
前
記
…
…
の
と
お
り
、
現
状
に
お
い
て
北
総
鉄
道
の
旅
客
運

賃
等
の
収
入
が
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超
え
て
い

る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
控
訴
人
ら
が
提
出
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
結

果
…
…
も
、こ
の
点
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、同
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
、〈
前
提
と
な
る
情
報
の
正
確
性
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
確
認
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作
業
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
結
論
の
正
確
性
を
保
証
す
る
も
の
で

は
な
い
。〉
と
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
正
確
性
に
留
保
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
上
、
そ
こ
で
は
将
来
の
条
件
の
変
動
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
こ
の
点
に
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
結
論

は
妥
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
国
土
交
通
大
臣
が
鉄
道
事
業

法
二
三
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
を
命
じ
な
い
こ

と
が
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
又
は
そ
の
濫
用
と
な
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ

な
い
。』

　

⒄　

原
判
決
六
六
頁
二
一
行
目《
同
一
〇
一
頁
四
段
五
行
目
》の
次
に
、

行
を
改
め
て
次
の
と
お
り
加
え
る
。

　
『　

⑶　

争
点
⑻
（
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
の
適
法
性
）
に
つ
い
て

　

控
訴
人
ら
は
、
京
成
電
鉄
成
田
空
港
線
の
旅
客
運
賃
は
、
鉄
道
利
用
者

に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
北
総
線
の
旅
客
運
賃
と
同
額

に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
近
距
離
の
旅
客
運
賃
が
異
常
に
高
い
〈
メ
タ
ボ
運

賃
〉
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
に
つ
い
て
も
、
北

総
運
賃
変
更
認
可
処
分
と
同
様
に
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
近
距
離
の
利
用
者
に
遠
距
離
の
利
用
者
に
比
べ
て
割
高
の
旅

客
運
賃
を
負
担
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
運
賃
設
定
が
違
法
と
な
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
他
、
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
に
違
法
と
な
る
原
因
が

あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、
北
総
運
賃
変
更
認
可
処
分
に
関
し
て
前
記

…
…
に
説
示
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
控
訴
人

ら
の
請
求
（
本
件
請
求
⑦
）
は
理
由
が
な
い
。

　

⑷　

争
点
⑼
（
京
成
電
鉄
に
対
す
る
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
命
令
の

可
否
）

　

控
訴
人
ら
は
、
京
成
電
鉄
成
田
空
港
線
の
旅
客
運
賃
は
、
北
総
線
の
旅

客
運
賃
と
同
額
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
北
総
鉄
道
に
対
す
る
旅
客
運

賃
上
限
等
の
変
更
命
令
と
同
様
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
鉄
道
事
業
法
一
六

条
五
項
一
号
及
び
同
法
二
三
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
、
京
成
電
鉄
に
対
し

て
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
を
命
じ
な
い
こ
と
は
、
裁
量
権
の
範
囲
を
逸

脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

し
か
し
、
京
成
電
鉄
に
対
し
て
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
を
命
じ
な
い

こ
と
が
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
は
、
北
総
鉄
道
に
対
し
て
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
を
命
じ
る
こ
と
が

裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ

い
て
前
記
…
…
の
と
お
り
述
べ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
で
あ

り
、
京
成
電
鉄
に
対
し
て
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
を
命
じ
な
い
こ
と
が

裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
理

由
と
な
る
他
の
事
情
も
見
当
た
ら
な
い
。
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以
上
に
よ
れ
ば
、
京
成
電
鉄
に
対
し
て
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
を
命

じ
る
こ
と
の
義
務
付
け
を
求
め
る
控
訴
人
ら
の
請
求
（
本
件
請
求
⑧
）
は

理
由
が
な
い
。』

　

⒅　

原
判
決
六
六
頁
二
二
行
目
《
同
一
〇
一
頁
四
段
五
行
目
》
行
頭
の

『
⑶
』
を
『
⑸
』
に
改
め
、二
三
行
目
《
同
八
行
目
》
か
ら
二
四
行
目
《
同

八
行
目
》
に
か
け
て
の
『
及
び
』
を
『
、』
に
改
め
、
二
五
行
目
《
同
一

〇
行
目
》
の
『
⑥
）』
の
次
に
『
、
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
（
本
件
請
求
⑦
）
及
び
京
成
電
鉄
に
対
す
る
旅
客
運
賃
上
限
等
の

変
更
命
令
の
義
務
付
け
の
訴
え
（
本
件
請
求
⑧
）』
を
加
え（

７
）る

」。

【
検
討
】

一　

は
じ
め
に
―
―
本
判
決
の
意
義

　

鉄
道
運
賃
認
可
に
関
す
る
従
前
の
訴
訟
と
し
て
は
、
著
名
な
近
鉄
特
急

料
金
訴
訟（
最
判
平
成
元
年
四
月
一
三
日
判
時
一
三
一
三
号
一
二
一
頁
）、

鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
一
項
に
か
か
る
唯
一
の
訴
訟
で
あ
る
と
さ
れ
て

き（
８
）た

小
田
急
運
賃
認
可
取
消
訴
訟
（
東
京
高
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
一

日
判
例
集
不
登
載
（LEX

/D
B

文
献
番
号
二
五
四
一
〇
一
三
八
））
が
あ

る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
利
用
者
の
原
告
適
格
は
否
定
さ
れ
て

い（
９
）た

。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
原
判
決
に
引
き
続
き
、
北
総
鉄

道
に
対
す
る
旅
客
運
賃
認
可
処
分
の
取
消
し
・
無
効
確
認
、
お
よ
び
、
旅

客
運
賃
（
上
限
）
変
更
命
令
の
義
務
付
け
を
求
め
る
鉄
道
利
用
者
の
原
告

適
格
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
、
原
判
決
が
認
め
な
か
っ
た
京
成
電
鉄
に
対
す

る
旅
客
運
賃
認
可
処
分
の
取
消
し
、
お
よ
び
、
旅
客
運
賃
上
限
等
変
更
命

令
の
義
務
付
け
を
求
め
る
北
総
鉄
道
利
用
者
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
。

こ
の
点
で
、
原
判
決
お
よ
び
本
判
決
が
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
「
画
期
性

は
、
恐
ら
く
言
を
俟
た
な

）
11
（

い
」。

　

そ
こ
で
、
本
判
決
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟

最
高
裁
判
決
の
射
程
が
本
件
に
及
び
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
に
よ

り
新
設
さ
れ
た
原
告
適
格
に
関
す
る
解
釈
指
針
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九

条
第
二
項
）
の
意
義
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま

た
、
小
田
急
運
賃
認
可
取
消
訴
訟
と
本
判
決
と
の
関
係
を
議
論
す
る
際
に

は
、
一
連
の
規
制
緩
和
を
受
け
て
平
成
一
一
年
に
改
正
さ
れ
た
鉄
道
事
業

法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
四
九
号
）
の
検
討
も
必
要
と
な
る
（
小
田
急
運

賃
認
可
取
消
訴
訟
で
は
平
成
一
一
年
改
正
前
鉄
道
事
業
法
が
妥
当
し
て
い

た
が
、本
件
で
は
平
成
一
一
年
改
正
後
鉄
道
事
業
法
が
妥
当
し
て
い
る
）。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
で
は
、
本
判
決
の
意
義
と
射
程
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
（
と
り
わ
け
第
三
者
の
原
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告
適
格
）
に
関
す
る
従
前
の
議
論
を
整
理
し
た
う
え
で
（
二
）、
以
下
の

検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
鉄
道
利
用
者
が
旅
客
運

賃
お
よ
び
料
金
の
認
可
の
取
消
し
等
を
求
め
る
際
の
原
告
適
格
（
主
に
請

求
④
・
⑤
・
⑥
）
に
つ
い
て
、
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
を
ふ

ま
え
つ
つ
、
従
前
の
裁
判
例
（
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
お
よ
び
小
田
急
運
賃

認
可
取
消
訴
訟
）
と
本
判
決
と
の
比
較
を
行
い
（
三
）、
次
に
、
原
判
決

が
認
定
し
た
原
告
適
格
の
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
て
本
判
決
が
原
告
適
格
を

肯
定
し
た
理
由
な
い
し
根
拠
を
探
る（
主
に
請
求
⑦
・
⑧
に
つ
い
て
）（
四
）。

ま
た
、
消
費
者
行
政
訴
訟
と
し
て
、
本
件
を
再
定
位
す
る
こ
と
も
試
み
る

（
た
と
え
ば
、
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
（
最
判
昭
和
五
三
年
三
月
一
四
日

民
集
三
二
巻
二
号
二
一
一
頁
）
と
本
件
と
の
比
較
）（
五
）。
最
後
に
、
本

判
決
が
、
請
求
④
・
⑥
・
⑦
・
⑧
に
つ
い
て
は
、
本
案
の
問
題
と
し
て
扱

い
つ
つ
も
、
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
、
若
干
扱
う

こ
と
と
す
る
（
六
）。

二�　

取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
（
と
り
わ
け
第
三
者
の
原
告
適
格
）
に
関
す

る
従
前
の
議
論
の
整
理

（
一
）
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
以
前
の
判
例
・
学
説
の
整
理

　

取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
法
律
上
の
利
益
」

（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
一
項
）
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
「
法
律

上
の
利
益
」
の
解

）
11
（

釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
学
説
が
あ
る
と
整
理

さ
れ
て
き

）
11
（

た
。

　

権
利
を
も
っ
て
「
法
律
上
の
利
益
」
と
解
す
る
権
利
享
受
回
復
説
、
法

律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
も
っ
て
「
法
律
上
の
利
益
」
と
解
す
る
法
律
上

保
護
さ
れ
た
利
益
説
、
法
的
な
保
護
（
裁
判
上
の
保
護
）
に
値
す
る
利
益

を
も
っ
て「
法
律
上
の
利
益
」と
解
す
る
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
説
、

適
法
性
を
回
復
す
る
こ
と
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る
者
に
原
告
適
格
を
認

め
よ
う
と
す
る
―
―
す
な
わ
ち
、
誰
に
原
告
適
格
を
認
め
る
こ
と
が
適
当

か
と
い
う
見
地
か
ら
判
断
す

）
11
（

る
―
―
適
法
性
保
障
説
、
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
権
利
説
は
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
あ
ま
り
に

狭
く
な
り
不
当
で
あ
る
。
ま
た
、
適
法
性
保
障
説
を
お
し
進
め
る
と
、
取

消
訴
訟
を
客
観
訴
訟
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
現
在
の
行
政
事
件
訴
訟
法
の
解
釈
論
と
し
て
適
法
性
保
障
説
を
採
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
保
護
さ
れ

た
利
益
説
と
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
説
の
対
立
が
長
く
続
い
て
き
た

の
で
あ

）
15
（

る
。

　

判
例
は
、法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
に
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。リ
ー

デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
（
最
判
昭
和
五
三
年
三

月
一
四
日
民
集
三
二
巻
二
号
二
一
一
頁
）
は
、
行
政
上
の
不
服
申
立
を
す
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る
利
益
が
あ
る
者
に
つ
い
て
、「
当
該
処
分
に
よ
り
自
己
の
権
利
若
し
く

は
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
さ
れ
又
は
必
然
的
に
侵
害
さ
れ
る
お

そ
れ
の
あ
る
者
を
い
う
」
と
し
た
う
え
で
、「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益

と
は
、
行
政
法
規
が
私
人
等
権
利
主
体
の
個
人
的
利
益
を
保
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
行
政
権
の
行
使
に
制
約
を
課
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
保
障

さ
れ
て
い
る
利
益
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
行
政
法
規
が
他
の
目
的
、
特
に

公
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
行
政
権
の
行
使
に
制
約
を
課
し
て
い
る
結
果

た
ま
た
ま
一
定
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
反
射
的
利
益
と
は
区
別
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
原
告
の
利

益
が
当
該
根
拠
法
令
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と（
保
護
範
囲
要
件
）

に
加
え
て
、
当
該
法
令
に
よ
る
保
護
が
公
益
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
個
別
か
つ
直
接
に
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
個
別

保
護
要
件
）
を
要
す
る
も
の
と
い
え

）
11
（

る
。
つ
ま
り
、
当
該
利
益
を
公
益
と

私
益
に
峻
別
し
、
公
益
の
一
環
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場

合
は
、反
射
的
利
益
と
さ
れ
、原
告
適
格
を
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
学
説
は
、
必
ず
し
も
立
法
者
が
公
益
と
私
益
を
意
識
し

て
条
文
を
作
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
根
拠
規
定
の
趣
旨
・
目
的
を

唯
一
の
基
準
と
す
る
と
、
実
定
法
が
国
民
の
権
利
利
益
を
保
護
し
よ
う
と

し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
原
告
適
格
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
列
記
主
義

と
同
じ
結
果
に
な
る
か
ら
、
国
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
反
す
る
な

ど
と
批
判

）
11
（

し
、
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て

き
）
11
（

た
。

　

判
例
は
、
近
年
、
表
面
上
は
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
を
維
持
し
つ

つ
も
、
原
告
適
格
を
柔
軟
に
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

長
沼
ナ
イ
キ
基
地
訴
訟
（
最
判
昭
和
五
七
年
九
月
九
日
民
集
三
六
巻
九

号
一
六
七
九
頁
）
で
は
、
厳
格
な
公
益
と
私
益
の
峻
別
が
否
定
さ
れ
、「
公

益
と
並
ん
で
保
護
す
べ
き
個
人
の
個
別
的
利
益
」
が
存
す
る
場
合
の
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ

）
11
（

た
。

　

伊
達
火
力
発
電
所
訴
訟
（
最
判
昭
和
六
〇
年
一
二
月
一
七
日
判
時
一
一

七
九
号
五
六
頁
）
は
、
個
人
を
保
護
す
る
規
定
は
、「
明
文
の
規
定
に
よ

る
制
約
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
直
接
明
文
の
規
定
は
な
く
と
も
、

法
律
の
合
理
的
解
釈
に
よ
り
当
然
に
導
か
れ
る
制
約
を
含
む
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
た
。

　

新
潟
空
港
訴
訟
（
最
判
平
成
元
年
二
月
一
七
日
民
集
四
三
巻
二
号
五
六

頁
）
は
、
処
分
関
係
規
定
は
、「
当
該
行
政
法
規
及
び
そ
れ
と
目
的
を
共

通
す
る
関
連
法
規
の
関
係
規
定
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
法
体
系
」
を
も
考

慮
す
る
こ
と
を
認
め

）
11
（

た
。

　

も
ん
じ
ゅ
原
発
訴
訟
（
最
判
平
成
四
年
九
月
二
二
日
民
集
四
六
巻
六
号

五
七
一
頁
）
は
、
当
該
行
政
法
規
の
趣
旨
・
目
的
の
ほ
か
、「
当
該
行
政

法
規
が
当
該
処
分
を
通
し
て
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
の
内
容
・
性
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質
等
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述

）
11
（

べ
、被
侵
害
利
益
の
内
容
・

性
質
・
程
度
も
原
告
適
格
の
判
断
要
素
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
判
例
の
変

）
11
（

化
に
よ
り
、
判
例
理
論
と
さ
れ
て
い
る
法
律

上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
が
、
学
説
の
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
説
に
接

近
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

（
二
）
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
と
判
例
・
学
説
へ
の
影
響

　

平
成
一
六
年
の
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
判
例
の

到
達
点
が
解
釈
指
針
と
し
て
第
九
条
第
二
項
に
新
し
く
規
定
さ
れ
た
。

　

行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
は
、「
裁
判
所
は
、
処
分
又
は
裁
決

の
相
手
方
以
外
の
者
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
法
律
上
の
利
益
の
有
無

を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
処
分
又
は
裁
決
の
根
拠
と
な
る
法
令

の
規
定
の
文
言
の
み
に
よ
る
こ
と
な
く
、（
①
）
当
該
法
令
の
趣
旨
及
び

目
的
並
び
に
（
②
）
当
該
処
分
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
内
容

及
び
性
質
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、（
③
）
当

該
法
令
の
趣
旨
及
び
目
的
を
考
慮
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
法
令
と
目

的
を
共
通
に
す
る
関
係
法
令
が
あ
る
と
き
は
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
を
も
参

酌
す
る
も
の
と
し
、（
④
）
当
該
利
益
の
内
容
及
び
性
質
を
考
慮
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
当
該
処
分
又
は
裁
決
が
そ
の
根
拠
と
な
る
法
令
に
違
反
し

て
さ
れ
た
場
合
に
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
内
容
及
び
性
質
並
び
に

こ
れ
が
害
さ
れ
る
態
様
及
び
程
度
を
も
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
規

定
す
る
（
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
）。

　

こ
の
う
ち
、
①
・
②
・
④
部
分
は
前
記
も
ん
じ
ゅ
原
発
訴

）
11
（

訟
、
③
部
分

は
前
記
新
潟
空
港
訴
訟
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め

）
15
（

に
、
判

例
の
後
追
い
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
も
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ

）
11
（

る
。
し
か

し
、
単
に
判
例
の
後
追
い
で
あ
る
な
ら
ば
第
九
条
第
二
項
新
設
の
意
味
が

な
い
こ
と
、
平
成
一
六
年
行
訴
法
改
正
が
、「
救
済
範
囲
の
拡
大
」
と
し

て
原
告
適
格
の
拡
大
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ

）
11
（

た
こ
と
か
ら
、
原
告
適

格
の
判
断
は
従
来
よ
り
も
緩
や
か
に
な
す
べ
き
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

原
告
適
格
の
判
断
に
つ
い
て
、
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
施
行
後
に
出
さ

れ
た
最
高
裁
判
決
が
小
田
急
高
架
訴
訟
（
最
大
判
平
成
一
七
年
一
二
月
七

日
民
集
五
九
巻
一
〇
号
二
六
四
五
頁
）
で
あ
る
。

　

本
判
決
に
お
い
て
も
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
一
項
の
解
釈
に
つ

い
て
は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

本
判
決
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
を
引
用
し
つ
つ
、
都
市
計

画
法
の
趣
旨
・
目
的
を
考
慮
す
る
に
あ
た
り
、
公
害
対
策
基
本
法
・
東
京

都
環
境
影
響
評
価
条
例
の
趣
旨
及
び
目
的
を
も
参
酌

）
11
（

し
、
さ
ら
に
、
周
辺

地
域
に
居
住
す
る
住
民
が
、
当
該
地
域
に
居
住
し
続
け
る
と
、
そ
の
被
害

は
健
康
や
生
活
環
境
に
係
る
著
し
い
被
害
に
も
至
り
か
ね
な

）
11
（

い
と
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、本
判
決
は
、当
該
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
騒
音
、
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振
動
等
に
よ
る
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
著
し
い
被
害
を
直
接
的
に
受

け
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
、
環
状
六
号
線
訴
訟
判
決

（
最
判
平
成
一
一
年
一
一
月
二
五
日
判
時
一
六
九
八
号
六
六
頁
）
を
変
更

し
た
。
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
が
、
判
例
変
更
の
原
因
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

）
11
（

る
。

　

従
来
の
判
例
が
、「
保
護
範
囲
要
件
」
に
加
え
て
、「
個
別
保
護
要
件
」

を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、「
保
護
範
囲
要
件
」
に
つ
い
て
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条

第
二
項
新
設
後
も
、
取
消
訴
訟
が
主
観
訴
訟
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
維
持

す
る
か
ぎ
り
、
要
求
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、「
個
別
保
護
要
件
」

に
つ
い
て
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
新
設
後
も
要
求
さ
れ
る

の
か
否
か
が
問
題
と
な

）
11
（

る
。
と
い
う
の
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第

二
項
の
解
釈
と
し
て
、「
個
別
保
護
要
件
」
が
不
要
で
あ
る
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
、
伊
場

遺
跡
訴
訟
（
最
判
平
成
元
年
六
月
二
〇
日
判
時
一
三
三
四
号
二
〇
一
頁
）

の
よ
う
な
原
告
適
格
が
否
定
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
も
、
原
告
適
格
が
認

め
ら
れ
る
余
地
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　

平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
後
の
学
説
に
お
け
る
「
個
別
保
護

要
件
」の
扱
い
に
つ
い
て
は
、後
述
五
で
ふ
れ
ら
れ
る
が
、最
高
裁
判
所
は
、

小
田
急
高
架
訴
訟
に
お
い
て
も
従
来
通
り
、「
枕
詞
」
と
し
て
、「
当
該
処

分
を
定
め
た
行
政
法
規
が
、
不
特
定
多
数
者
の
具
体
的
利
益
を
専
ら
一
般

的
公
益
の
中
に
吸
収
解
消
さ
せ
る
に
と
ど
め
ず
、
そ
れ
が
帰
属
す
る
個
々

人
の
個
別
的
利
益
と
し
て
も
こ
れ
を
保
護
す
べ
き
も
の
と
す
る
趣
旨
を
含

む
と
解
さ
れ
る
場
合
」
に
原
告
適
格
を
認
め
る
と
判
示
し
て
い
る
か
ら
、

な
お
「
個
別
保
護
要
件
」
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ

）
11
（

る
。

三�　

従
前
の
裁
判
例
（
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
お
よ
び
小
田
急
運
賃
認
可
取

消
訴
訟
）
と
本
判
決
と
の
比
較

　

原
判
決
お
よ
び
本
判
決
（
本
判
決
は
、
大
部
分
の
判
決
理
由
に
つ
い
て

原
判
決
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
、
と
く
に
明
記
し
な
い
か
ぎ

り
、「
本
判
決
お
よ
び
本
判
決
が
引
用
す
る
原
判
決
」
と
い
う
意
味
で
「
本

判
決
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
）
が
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最

高
裁
判
決
を
引
用
し
て
、
鉄
道
利
用
者
の
原
告
適
格
を
否
定
し
な
か
っ
た

理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
鉄
道
事
業
法
の
目
的
規
定
（
第
一
条
）
の
存
在

　

ま
ず
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
鉄
道
運
賃
（
上
限
）
認
可
処
分
の
根
拠

法
で
あ
る
鉄
道
事
業
法
の
趣
旨
・
目
的
が
言
及
さ
れ
る
。
近
鉄
特
急
料
金

訴
訟
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
た
地
方
鉄
道
法
は
、
国
鉄
の
分
割
民
営
化
に
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と
も
な
い
、
昭
和
六
一
年
に
廃
止
さ
れ
（
鉄
道
事
業
法
附
則
第
二
条
）、

新
た
に
鉄
道
事
業
法
が
制
定
さ
れ
た
（
昭
和
六
一
年
法
律
第
九
二
号
）。

鉄
道
事
業
法
は
、
そ
の
第
一
条
に
目
的
規

）
11
（

定
を
置
き
、「
こ
の
法
律
は
、

鉄
道
事
業
の
運
営
を
適
正
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鉄

道
等
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
鉄
道
事
業
等
の
健
全
な

発
達
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」

（
平
成
一
八
年
法
律
第
一
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
事
業
法
第
一
条
）

と
規
定
し
た
こ
と
を
本
判
決
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
に
お
い

て
は
、
鉄
道
事
業
法
は
、
地
方
鉄
道
法
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
目
的
規
定

を
置
き
、
そ
の
な
か
で
、「
鉄
道
等
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
」
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
原
告
適
格
肯
定
の
ひ
と
つ
の
根
拠
と
さ
れ

て
い

）
15
）（
11
（

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
鉄
道
「
利
用
者
の
利
益
」
が
処
分
根
拠
法
規
の
目
的

と
し
て
定
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
即
座
に
原
告
適
格
を
肯
定

す
る
判
断
を
導
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
実
際
に
、
小
田
急
運
賃
訴
訟
に

お
い
て
は
、「
鉄
道
等
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
」
こ
と
を
目
的
の

ひ
と
つ
と
定
め
る
鉄
道
事
業
法
第
一
条
を
引
用
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
「
一

般
公
衆
の
利
益
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る
」
と
し
て
、
原
告
適
格
が
否
定

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
個
別
保
護
要
件
が

一
貫
し
て
要
求
さ
れ
て
き
て
お
り
、
個
別
保
護
要
件
を
放
棄
し
な
か
っ
た

小
田
急
高
架
訴
訟
を
引
用
す
る
本
判
決
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本

判
決
は
、
さ
ら
に
以
下
の
点
を
も
あ
わ
せ
て
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

原
告
適
格
を
基
礎
づ
け

）
11
（

る
。

（
二
）
運
賃
（
上
限
）
の
設
定
が
認
可
制
で
あ
る
こ
と

　

第
一
に
、
運
賃
（
ま
た
は
そ
の
上
限
）
が
認
可
制
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

（
処
分
根
拠
法
規
の
趣
旨
）。
平
成
一
一
年
法
律
第
四
九
号
に
よ
る
改
正
前

の
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
一
項
（
Ａ
運
賃
変
更
認
可
処
分
の
根
拠
法

規
）
は
、
旅
客
の
運
賃
の
設
定
に
つ
い
て
は
運
輸
大
臣
の
認
可
を
要
す
る

こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
、「
旅
客

又
は
貨
物
の
運
賃
及
び
料
金
を
負
担
す
る
能
力
に
か
ん
が
み
、
旅
客
又
は

荷
主
が
当
該
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
」
を
認
可
の
要
件
と
し
て
明
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
趣
旨
は
、
鉄
道
事
業
法
第
一
条
の
「
利
用
者
の
利
益
の
保
護
」
を
旅

客
運
賃
等
に
関
し
て
具
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
一
連
の
規
制
緩
和
を
受
け
て
平
成
一
一
年
に
改
正
さ
れ
た

鉄
道
事
業
法
は
、
そ
の
第
一
六
条
第
一
項
（
Ｂ
運
賃
認
可
処
分
の
根
拠
法

規
）
で
、
旅
客
の
運

）
11
（

賃
の
上
限
を
認
可
の
対
象
と
し
、
平
成
一
一
年
改
正

前
第
一
六
条
第
二
項
第
三
号
は
削
除
さ
れ
た
も
の
の
、「
利
用
者
の
利
益

の
保
護
」
を
確
保
し
て
認
可
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
と
さ
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れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
旅
客
の
運
賃
の
上
限
に
つ
い
て
認
可
を
得
た

鉄
道
事
業
者
は
、
い
わ
ば
い
つ
で
も
自
由
に
そ
の
上
限
ま
で
旅
客
運
賃
を

上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
取
得
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
こ
れ

を
争
う
鉄
道
利
用
者
に
と
っ
て
は
上
限
ま
で
旅
客
運
賃
が
上
げ
ら
れ
た
場

合
と
何
ら
異
な
る
こ
と
が
な
い
と
述
べ
て
、
認
可
の
対
象
が
旅
客
運
賃
の

上
限
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
適
格
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は

な
い
と
し

）
11
（

た
。

　

し
か
し
、
運
賃
な
い
し
料
金
（
の
上
限
）
が
認
可
制
で
あ
る
こ
と
が
原

告
適
格
を
肯
定
す
る
事
情
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
に

お
い
て
も
原
告
適
格
が
肯
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
に
妥
当
し
て
い
た
地
方
鉄
道
法
第
二
一
条
第
一

項
も
運
賃
お
よ
び
料
金
に
つ
い
て
は
監
督
官
庁
の
認
可
を
要
す
る
と
規
定

し
て
い
た
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。

　

実
際
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
当
時
と
し
て
も
不
適

切
な
判
例
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。「
そ
も
そ
も
運
賃

等
認
可
制
度
は
、
独
占
企
業
の
一
方
的
な
運
賃
・
料
金
設
定
に
対
し
て
利

用
者
を
保
護
す
る
制
度
で
、
…
…
い
ち
い
ち
明
示
の
規
定
は
な
く
と
も
制

度
の
趣
旨
か
ら
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
制
度
で
あ

）
11
（

る
」
と
の
指
摘

や
、「
法
律
が
料
金
の
決
定
を
企
業
の
自
由
に
ま
か
せ
ず
行
政
庁
の
認
可

に
留
保
す
る
以
上
、
そ
こ
に
利
用
者
保
護
の
契
機
が
存
在
す
る
こ
と
は
否

定
し
難

）
11
（

い
」
と
い
う
指
摘
は
、
ま
さ
に
認
可
制
そ
れ
じ
た
い
の
趣
旨
か
ら

利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
第
一
審
判
決
（
古
崎
慶
長
裁
判
長
）（
大

阪
地
判
昭
和
五
七
年
二
月
一
九
日
行
集
三
三
巻
一
＝
二
号
一
一
八
頁
・
判

時
一
〇
三
五
号
二
九
頁
）
も
、「
地
方
鉄
道
業
者
は
、
主
務
大
臣
の
免
許

を
得
て
一
定
の
地
域
に
お
け
る
鉄
道
輸
送
を
独
占
的
に
営
む
地
位
が
保
障

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
右
運
賃
等
を
鉄
道
業
者
限
り
で
決
定
で
き
る

こ
と
と
す
れ
ば
、
右
独
占
的
地
位
を
背
景
と
し
て
こ
れ
が
恣
意
的
に
定
め

ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
恣
意
を
許
す
と
、
わ
が
国
の
交

通
秩
序
、
経
済
秩
序
が
破
壊
さ
れ
、
利
用
者
に
経
済
的
打
撃
を
与
え
る
こ

と
は
、
必
至
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
項
［
特
急
料
金
の
認
可
制
を
定
め
る

地
方
鉄
道
法
二
一
条
一
項
―
―
引
用
者
註
］
は
、
運
賃
や
料
金
の
認
可
と

い
う
行
政
処
分
を
通
し
て
、
監
督
官
庁
に
介
入
さ
せ
、
運
賃
、
料
金
が
、

運
輸
政
策
や
物
価
政
策
的
見
地
か
ら
適
正
額
に
き
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
認
可
に
よ
つ
て
受
け
る
利
益
は
、
わ
が

国
の
経
済
秩
序
の
維
持
、
物
価
抑
制
と
い
つ
た
公
益
的
利
益
に
と
ど
ま
ら

ず
、
鉄
道
利
用
者
の
利
益
も
併
存
し
て
い
る
と
い
え
る
。
／
こ
の
よ
う

に
、
同
項
が
運
賃
等
の
定
め
に
つ
い
て
認
可
を
必
要
と
す
る
趣
旨
が
、
右

の
よ
う
に
鉄
道
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ

に
い
う
鉄
道
利
用
者
の
利
益
と
は
、
鉄
道
利
用
者
の
個
別
的
具
体
的
な
利
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益
を
含
む
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
⑴
運
賃
等
の

改
訂
の
認
可
は
、
運
賃
等
の
改
訂
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
鉄

道
を
利
用
し
な
い
限
り
運
賃
等
の
支
払
義
務
が
生
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
鉄

道
運
送
事
業
の
独
占
的
地
位
の
た
め
に
当
該
鉄
道
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
や
、
認
可
は
、
自
動
的
に
運
賃
等
の
具
体
的
改
訂
に
結
び
つ
く
こ

と
か
ら
み
て
、
運
賃
等
の
認
可
処
分
は
、
個
々
の
鉄
道
利
用
者
の
利
益
に

直
接
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
⑵
不
特
定
多
数

の
一
般
利
用
者
が
持
つ
共
通
の
利
益
は
、
結
局
、
個
々
の
利
用
者
の
具
体

的
利
益
の
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
利
用
者
の
具
体
的

利
益
に
基
礎
が
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
個
々
の
利
用
者
の
具
体
的
利
益
に

還
元
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
電
気
、
ガ
ス
供
給
事
業
の
料

金
等
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
認
可
制
度
を
採
用
し
て
い
る
の
と
同
断
で
あ

る
…
…
。
／
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
鉄
道
法
二
一
条
一
項
は
、
個
々

の
利
用
者
の
具
体
的
利
益
も
保
護
す
る
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
利
益
は
、
被
告
陸
運
局
長
が
主
張
す
る
よ
う
な

い
わ
ゆ
る
反
射
的
利
益
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

判
示
し
て
、認
可
制
そ
の
も
の
の
趣
旨
か
ら
原
告
適
格
を
導
出
し
て
い
た
。

（
三
）
鉄
道
事
業
法
の
関
係
法
令
の
定
め

　

さ
て
、
本
判
決
が
、
原
告
適
格
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
の
第
二
は
、
鉄
道

事
業
法
の
関
係
法
令
の
定
め
で
あ
る
。
国
土
交
通
大
臣
が
運
賃
の
上
限
の

認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
鉄
道
事
業
法
第
六
四
条
の
二
第
一
号
）、
運
輸

審
議
会
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
公
聴
会
を
開
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
国
土
交
通
省
設
置
法
第
一
五
条
第

一
項
・
第
二
三
条
）。
そ
し
て
、
運
輸
審
議
会
一
般
規
則
第
五
条
第
六
号

は
、
利
害
関
係
人
と
し
て
、「
運
輸
審
議
会
が
当
該
事
案
に
関
し
特
に
重

大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
と
認
め
る
者
」
と
規
定
し
、
利
用
者
の
参
加
を

認
め
る
文
言
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
地
方
運
輸
局
長
が
運
賃
上
限
認
可
処

分
を
行
う
場
合
に
意
見
聴
取
の
対
象
と
な
る
「
利
害
関
係
人
」（
鉄
道
事

業
法
第
六
五
条
第
一
項
）
の
対
象
を
定
め
る
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
七

三
条
第
三
号
が
、「
利
用
者
そ
の
他
の
者
の
う
ち
地
方
運
輸
局
長
が
当
該

事
案
に
関
し
特
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
と
認
め
る
者
」
と
規
定
し

て
、「
利
用
者
」
を
特
に
明
示
し
て
い
る
こ
と
を
援
用
し
て
、
本
判
決
は
、

一
定
の
鉄
道
利
用
者
に
手
続
関
与
の
機
会
を
付
与
し
て
い
る
と
い
え
る
と

判
示
し
て
い

）
11
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
原
告
適
格
判
断
の
枠
組
み
は
、
保
安
林
の
指
定
解
除
に
つ

い
て
周
辺
住
民
に
意
見
表
明
を
認
め
る
規
定
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
の
ひ
と

つ
と
し
て
保
安
林
指
定
解
除
処
分
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
長

沼
ナ
イ
キ
基
地
訴
訟
に
系
譜
を
も
つ
。
ま
た
、「
当
該
法
令
と
目
的
を
共
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通
に
す
る
関
係
法
令
が
あ
る
と
き
は
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
を
も
参
酌
す

る
」
こ
と
を
求
め
る
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
に
も
適
合
的
な
判

断
で
あ

）
11
（

る
。

　

一
方
で
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
お
よ
び
小
田
急
運
賃
訴
訟

控
訴
審
判
決
に
お
い
て
は
、
運
輸
審
議
会
に
お
い
て
公
聴
会
を
開
く
こ
と

を
請
求
し
う
る
利
害
関
係
人
の
中
に
利
用
者
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
、
原
告
適
格
が
肯
定
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

判
断
手
法
は
、
か
ね
て
よ
り
批
判
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
実
定
法
の
文
言
に
拘
る
よ
う
な
原
告
適
格
判
断
は
、「
実
体

法
上
の
列
記
主

）
11
（

義
」、「
訴
訟
法
の
留

）
15
（

保
」
に
陥
り
、
実
体
法
の
規
定
の
仕

方
次
第
で
、
原
告
適
格
の
有
無
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
批
判
、
地
方
鉄
道
法
な
い
し
鉄
道
事
業
法
と
行
政
事
件
訴
訟
法
の
解

釈
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
下
位
法
で
あ
る
運
輸
審
議
会
一
般
規

則
の
規
定
の
仕
方
次
第
で
原
告
適
格
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
の
は
「
下
剋

上
の
解

）
11
（

釈
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

（
四
）
被
侵
害
利
益
の
内
容
、
性
質
、
態
様
、
程
度

　

本
判
決
が
、
原
告
適
格
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
の
第
三
は
、
運
賃
（
上

限
）
認
可
処
分
が
違
法
に
な
さ
れ
た
場
合
に
侵
害
さ
れ
る
不
利
益
の
内

容
、
性
質
、
態
様
、
程
度
の
考
慮
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
通
勤
や
通
学
等

の
た
め
に
反
復
継
続
し
て
日
常
的
に
鉄
道
を
利
用
し
て
い
る
住
民
に
と
っ

て
は
、
高
額
な
旅
客
運
賃
を
支
払
っ
て
引
き
続
き
鉄
道
を
利
用
す
る
か
、

そ
の
経
済
的
負
担
能
力
に
よ
っ
て
は
、
通
勤
や
通
学
等
自
体
が
不
可
能
に

な
っ
た
り
、
転
居
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
「
日
常
生
活

の
基
盤
を
揺
る
が
す
よ
う
な
重
大
な
損
害
」
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
を
指

摘
す

）
11
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
原
告
適
格
判
断
の
枠
組
み
は
、
被
侵
害
利
益
の
内
容
・
性

質
・
程
度
も
原
告
適
格
の
判
断
要
素
に
取
り
込
ん
だ
も
ん
じ
ゅ
訴
訟
に
系

譜
を
も
つ
。
ま
た
、「
当
該
利
益
の
内
容
及
び
性
質
を
考
慮
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
処
分
又
は
裁
決
が
そ
の
根
拠
と
な
る
法
令
に
違
反
し
て
さ
れ

た
場
合
に
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
内
容
及
び
性
質
並
び
に
こ
れ
が

害
さ
れ
る
態
様
及
び
程
度
を
も
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
行
政

事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
に
も
適
合
的
な
判
断
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
従
来
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
て
き
た
利
益
は
、
お

も
に
生
命
、
身
体
、
健
康
な
ど
で
あ

）
11
（

り
、
本
判
決
で
は
、
生
命
、
身
体
、

健
康
な
ど
に
比
べ
れ
ば
よ
り
軽
微
な
不
利
益
に
つ
い
て
原
告
適
格
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ

）
11
（

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
運

賃
認
可
が
「
利
用
者
の
契
約
上
の
地
位
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は

な
い
」、
と
さ
れ
て
、
原
告
適
格
が
否
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
部
分
の
判
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示
は
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
担
当
調
査
官
に
よ
れ
ば
、
鉄

道
事
業
者
と
利
用
者
と
の
間
に
は
、
形
式
上
は
、
継
続
的
な
運
送
提
供
契

約
が
な
く
、
運
送
契
約
は
毎
回
の
乗
車
時
に
個
別
に
結
ば
れ
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
利
用
者
に
は
、
従
前
の
料
金
で
特
急
を
利
用
す
る
契
約
上
の
権

利
は
な
い
と
指
摘
す
る
趣
旨
で
あ
る
（
さ
ら
に
、
定
期
特
別
急
行
券
の
よ

う
な
も
の
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
所
持
者
は
、
そ
の
通
用
期
間

中
は
差
額
を
追
加
払
い
す
る
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
や
は

り
、
特
急
料
金
認
可
処
分
は
利
用
者
ら
の
権
利
利
益
を
侵
害
し
な
い
、
と

す
）
51
（

る
。
本
判
決
は
、「
日
常
的
」に
鉄
道
を
利
用
す
る
と
い
う「
反
復
継
続
」

性
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
と
と
も
に
（
し
か
も
、
定
期
券
利
用
者
の
み
な

ら
ず
、
パ
ス
モ
利
用
者
に
つ
い
て
も
原
告
適
格
を
認
め
て
い
る
）、
経
済

的
負
担
能
力
に
よ
っ
て
は
、
通
勤
や
通
学
が
不
可
能
と
な
っ
た
り
転
居
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
、
被
侵
害
利
益
の
重
大
性

を
導
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
諸
要
素
が
複
合
的
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
件
請
求

④
・
⑤
に
つ
い
て
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
た
の
だ
と
解
さ
れ

）
51
（

る
。

　

な
お
、
本
件
で
は
、
旅
客
運
賃
上
限
等
の
変
更
命
令
（
鉄
道
事
業
法
第

一
六
条
第
五
項
第
一
号
・
第
二
三
条
第
一
項
第
一
号
）
の
非
申
請
型
義
務

付
け
訴
訟
も
提
起
さ
れ
て
い
た
（
請
求
⑥
）。
非
申
請
型
義
務
付
け
訴
訟

の
提
起
に
あ
た
っ
て
は
、「
重
大
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
お
よ
び
補

充
性
の
要
件
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
三
七
条
の
二
第
一
項
）
の
充
足
が
必

要
と
な
る
が
、前
者
に
つ
い
て
は
、上
記
の
被
侵
害
利
益
の
内
容
、性
質
、

態
様
、
程
度
か
ら
認
め
ら

）
51
（

れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
原
告
ら
が
北
総
鉄

道
に
支
払
う
旅
客
運
賃
に
つ
い
て
争
う
方
法
と
し
て
他
に
適
当
な
方
法
が

あ
る
と
は
解
さ
れ
な

）
51
（

い
」、
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
旅
客
運
賃
（
上
限
）
認
可
処
分
を
め
ぐ
る
原
告
適
格

に
つ
い
て
の
本
判
決
の
判
断
は
、
従
前
の
学
説
・
判
例
を
ふ
ま
え
た
も
の

で
あ
り
、
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
本
判
決

は
、
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
に
と
も
な
っ
て
新
設
さ
れ
た
第

九
条
第
二
項
が
求
め
る
考
慮
要
素
も
扱
っ
て
お
り
、
本
判
決
の
評
価
を
よ

り
た
し
か
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四�　

原
判
決
が
認
定
し
た
原
告
適
格
の
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
て
本
判
決
が

原
告
適
格
を
肯
定
し
た
理
由
な
い
し
根
拠
（
原
判
決
と
本
判
決
と
の
比

較
）

　

本
判
決
は
、
原
判
決
が
認
め
な
か
っ
た
京
成
電
鉄
に
対
す
る
旅
客
運
賃

認
可
処
分
の
取
消
し
、
お
よ
び
、
旅
客
運
賃
上
限
等
変
更
命
令
の
義
務
付

け
を
求
め
る
北
総
鉄
道
利
用
者
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
。
つ
ま
り
、
本

判
決
は
、原
判
決
が
認
定
し
た
よ
り
も
広
く
原
告
適
格
を
肯
定
し
て
い
る
。
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原
判
決
が
、
京
成
電
鉄
に
対
す
る
取
消
し
な
い
し
義
務
付
け
の
訴
え
の

原
告
適
格
を
否
定
し
た
理
由
は
、
原
告
ら
は
「
京
成
電
鉄
に
旅
客
運
賃
を

支
払
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

）
51
（

た
。
こ
れ
に

対
し
て
本
判
決
は
、「
直
接
的
に
は
京
成
電
鉄
に
対
し
て
旅
客
運
賃
を
支

払
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、
北
総
線
区
間
内
を
運
行
す

る
列
車
の
運
賃
額
は
北
総
鉄
道
と
京
成
電
鉄
と
で
同
額
で
あ
り
、こ
れ
は
、

事
務
処
理
の
便
宜
か
ら
北
総
線
区
間
内
を
運
行
す
る
北
総
鉄
道
も
京
成
電

鉄
も
運
賃
上
限
額
を
同
一
に
し
、
同
区
間
の
乗
車
券
の
販
売
を
北
総
鉄
道

が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
原
告
適
格
を
肯
定
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
あ
く
ま
で
事
務
処
理
の
便
宜
か
ら
北
総
線
区
間
内
を
運
行
す
る
鉄
道

の
運
賃
は
北
総
鉄
道
も
京
成
電
鉄
も
同
一
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
当
該
運
賃
は
、
北
総
鉄
道
の
運
賃
に
よ
っ
て
も
、
京
成
電
鉄
の
運

賃
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
北
総
電
鉄
と

京
成
電
鉄
の
両
者
が
話
し
合
っ
て
北
総
線
区
間
内
の
運
賃
を
実
質
的
に
決

定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
京
成
電
鉄
に
対
す
る
運
賃
上
限

認
可
を
争
う
原
告
適
格
を
肯
定
す
る
こ
と
に
支
障
は
存
在
し
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
た
し
か
に
、
Ｘ
ら
は
、
日
常
的
に
は
北
総
線
区
間
内

で
の
み
鉄
道
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
該
区
間
内
を
運
行
す
る

北
総
鉄
道
に
も
京
成
電
鉄
に
も
乗
車
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
京
成
電

鉄
に
対
す
る
運
賃
上
限
認
可
を
争
う
原
告
適
格
は
な
お
さ
ら
肯
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

）
55
（

る
。

五�　

消
費
者
行
政
訴
訟
と
い
う
視
角
か
ら
の
本
件
の
再
定
位（
た
と
え
ば
、

主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
と
本
判
決
と
の
比
較
）

（
一
）
は
じ
め
に

　

鉄
道
利
用
者
が
運
賃
（
上
限
）
認
可
処
分
の
取
消
し
等
を
求
め
た
本
件

は
い
わ
ば
消
費
者
行
政
訴
訟
で
あ
り
、
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
や
近
鉄
特

急
料
金
訴
訟
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
前
の
行
政
法
学
説
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
訴
訟
を
消
費
者
訴
訟
と
位
置
づ
け
て
議
論
し
て
き
た

こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
既
存
の
行
政
法
体
系
な
い
し
理
論
の
中
に
位
置

づ
け
て
議
論
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
従
前
の
判
例
は
、
こ
う
し
た
訴
訟
に
お
け
る
消
費
者
の
原

告
適
格
を
認
め
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
被
侵
害
利
益

が
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
関
係
者
が
一
般
公
衆
で
あ
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
て
い

）
51
（

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
で
は
、
鉄
道
運
賃
（
上
限
）

認
可
処
分
の
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
、
日
常
的
な
利
用
者
の
原
告
適
格
が

認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
消
費
者
行
政
訴
訟
の
特
徴
を
ふ
ま

え
て
、
本
件
を
再
定
位
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
件
を
消

費
者
訴
訟
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
の
特
徴
を
根
拠
に
原
告
適
格
を
肯
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定
す
る
理
論
を
い
く
つ
か
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
一
口
に
消
費
者
行
政
訴
訟
と
い
っ
て
も
、
消
費
者
保
護
規

制
に
は
い
く
つ
か
の
態
様
が
あ
る
以
上
、
そ
の
規
制
の
あ
り
よ
う
を
め
ぐ

る
消
費
者
行
政
訴
訟
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
う

）
51
（

る
。
本
稿
が
す
で

に
論
じ
て
き
た
こ
と
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
の
よ

う
に
、お
よ
そ
す
べ
て
の
国
民
な
い
し
住
民
が
原
告
と
な
り
う
る
場
合
と
、

本
件
の
よ
う
に
と
り
あ
え
ず
は
日
常
的
な
鉄
道
利
用
者
（
な
い
し
定
期
券

購
入
者
）
と
い
う
形
で
原
告
が
特
定
さ
れ
て
い
る
場
合
と
で
は
、
原
告
適

格
の
検
討
に
あ
た
っ
て
や
は
り
結
論
を
異
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
消
費
者
保
護
規
制
な
い
し
消
費
者
行
政
訴
訟
ご
と
の
場
合
に
分
け
た

検
討
を
行
う
に
先
立
っ
て
、
古
城
誠
教
授
の
消
費
者
保
護
規
制
と
そ
れ
を

め
ぐ
る
消
費
者
行
政
訴
訟
の
分
類
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
う
え

で
、
古
城
教
授
の
分
類
に
沿
っ
て
、
消
費
者
行
政
訴
訟
と
い
う
視
角
か
ら

本
判
決
を
再
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
二�

）
古
城
誠
教
授
に
よ
る
消
費
者
保
護
規
制
の
態
様
と
消
費
者
訴
訟
の

形
態
の
分
類

　

古
城
誠
教
授
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
保
護
を
目
的
と
す
る
行
政
規
制
の
形

態
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
第
一
は
、
取
引

の
対
象
と
な
る
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
性
や
品
質
を
直
接
規
制
す
る
行

政
規
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
警
察
規
制
の
一
種
で
あ
り
、
基
本

的
に
は
、
安
全
性
を
欠
い
た
り
、
粗
悪
な
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
取
引
か
ら

排
除
す
る
た
め
の
規
制
で
あ
る
。
伝
統
的
な
営
業
許
可
お
よ
び
最
近
の
消

費
者
保
護
の
た
め
の
品
質
規
制
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
／
第
二
は
、
取
引

の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
誤
認
な
ど
に
も
と
づ
き

消
費
者
が
不
利
な
取
引
や
間
違
っ
た
取
引
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

の
規
制
で
あ
る
。
表
示
規
制
や
規
格
規
制
な
ど
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
／

第
三
は
、公
益
事
業
規
制
で
あ
り
、必
需
財
を
独
占
的
に
供
給
す
る
電
気
、

ガ
ス
、
鉄
道
な
ど
の
事
業
に
つ
い
て
、
参
入
退
出
、
供
給
義
務
、
料
金
な

ど
を
規
制
す
る
も
の
で
あ

）
51
（

る
」。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
消
費
者
保
護
規
制

の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
消
費
者
行
政
訴
訟
が
提
起
さ

れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
古
城
教
授
は
、
上
記
第
一
お
よ
び
第
二
の
タ
イ
プ
の
行

政
処
分
を
争
う
消
費
者
行
政
訴
訟
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
提
起
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
は
、
規
制
が
不
十
分
だ
と
認
識
す
る
消
費

者
は
、
そ
う
し
た
商
品
を
市
場
で
購
入
し
な
い
と
い
う
選
択
を
と
る
こ
と

が
で
き
、
他
方
で
、
規
制
が
不
十
分
な
た
め
損
害
を
被
る
お
そ
れ
の
あ
る

消
費
者
は
、
規
制
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
に
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ

）
51
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
の
タ
イ
プ
の

規
制
を
消
費
者
が
争
う
訴
訟
は
見
当
た
ら
ず
、
第
二
の
タ
イ
プ
の
規
制
を
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消
費
者
が
争
う
訴
訟
は
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
の
一
件
だ
け
で
あ

）
11
（

る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
第
三
の
タ
イ
プ
の
公
益
事
業
規
制
を
め
ぐ
っ
て
は
、
料
金

値
上
げ
認
可
を
は
じ
め
と
す
る
訴
訟
と
し
て
、
消
費
者
行
政
訴
訟
の
主
要

な
地
位
を
占
め
て
き

）
11
（

た
。

　

以
上
の
古
城
教
授
の
分
類
を
ふ
ま
え
て
、
判
例
研
究
と
い
う
形
を
と
る

本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
に
検
討
の
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、本
稿
が
直
接
の
検
討
の
対
象
と
す
る
鉄
道
利
用
者
に
よ
る
運
賃（
上

限
）
認
可
の
取
消
訴
訟
は
、
ま
さ
に
上
記
の
第
三
類
型
に
あ
て
は
ま
る
か

ら
検
討
の
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
と
し
、
上
記
の
第
一
類
型
に
つ
い
て
は
、

分
析
の
対
象
と
す
る
適
当
な
裁
判
例
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
検
討
の
対

象
か
ら
外
し
、
第
二
類
型
に
つ
い
て
は
、
唯
一
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
主

婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
を
本
判
決
の
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と

す
る
。

（
三�

）
公
益
事
業
規
制
を
め
ぐ
る
消
費
者
行
政
訴
訟
（
上
記
第
三
類
型
）

の
原
告
適
格

①　

近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
以
前
の
学
説
・
裁
判
例
の
状

）
11
（

況

　

周
知
の
通
り
、
近
鉄
特
急
料
金
事
件
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
、
こ
う
し

た
類
型
に
お
け
る
原
告
適
格
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た
わ
け

で
あ
る
が
（
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
類
型
に
お
け
る
原
告
適
格
を
肯
定
し
た

本
判
決
に
は
意
義
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
）、
そ
れ
以
前
の
裁

判
例
に
お
い
て
は
、
公
益
事
業
の
料
金
、
運
賃
の
認
可
処
分
を
争
う
原
告

適
格
は
、
若
干
の
否
定
例
が
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
む
し
ろ
肯
定

的
に
解
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ

）
11
）（
11
（

い
。

　

原
告
適
格
否
定
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
東
京
地
判
昭
和
五
二
年

一
〇
月
五
日
行
集
二
八
巻
一
〇
号
一
〇
三
七
頁
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方

鉄
道
法
に
よ
る
旅
客
運
賃
変
更
認
可
処
分
に
つ
い
て
、
当
該
認
可
処
分
に

お
い
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
不
特
定
多
数
の
一
般
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す

る
と
い
う
公
益
で
あ
る
と
し
て
、
定
期
乗
車
券
に
よ
る
通
勤
通
学
者
は
行

政
上
の
不
服
申
立
人
適
格
を
有
し
な
い
と
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
適
格
の
肯
定
例
と
し
て
、
以
下
の
諸
裁
判
例
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
七
月
一
一
日
行
集
一
九

巻
七
号
一
一
七
六
頁
は
、
ガ
ス
事
業
法
に
よ
る
ガ
ス
の
事
業
者
に
対
し
与

え
ら
れ
た
ガ
ス
の
特
別
供
給
条
件
（
一
定
の
ガ
ス
管
の
敷
設
工
事
費
を
利

用
者
が
負
担
す
る
と
定
め
る
も
の
）
の
認
可
に
つ
い
て
、
ガ
ス
事
業
の
地

域
的
、
独
占
的
性
格
な
ど
を
指
摘
し
て
、
ガ
ス
の
使
用
希
望
者
は
そ
の
取

消
し
を
求
め
る
原
告
適
格
を
有
す
る
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
広
島
地
判

昭
和
四
八
年
一
月
一
七
日
行
集
二
四
巻
一
＝
二
号
一
頁
・
判
時
六
九
二
号

三
〇
頁
は
、道
路
運
送
法
に
よ
る
バ
ス
の
運
賃
変
更
認
可
処
分
に
つ
い
て
、

バ
ス
事
業
の
有
す
る
市
民
の
日
常
生
活
に
対
す
る
重
要
性
、
バ
ス
事
業
の
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地
域
独
占
的
性
格
な
ど
を
指
摘
し
て
、
そ
の
路
線
沿
線
の
居
住
者
で
こ
れ

を
利
用
す
る
者
は
そ
の
無
効
確
認
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
札
幌
簡
判
昭
和
五
三
年
一
月
一
九
日
判
時
九
〇
二

号
一
〇
〇
頁
は
、
認
可
を
受
け
た
新
電
気
料
金
に
基
づ
く
支
払
い
を
拒
否

し
て
い
た
者
ら
に
対
し
て
、
電
力
会
社
が
電
気
料
金
の
支
払
い
を
求
め
た

訴
訟
で
あ
る
が
、
傍
論
な
が
ら
、
公
共
料
金
の
設
定
の
当
否
を
争
う
の
で

あ
れ
ば
そ
れ
は
料
金
の
認
可
の
取
消
し
、
無
効
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
訴
え
は
行
政
事
件
訴
訟
に
よ
り
こ
れ
を
争
う
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
行
政
の
適
法
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
一

般
消
費
者
・
利
用
者
の
原
告
適
格
を
広
く
認
め
る
と
い
う
見
解
が
有
力
で

あ
っ

）
15
（

た
。

②　

近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
と
そ
の
後
の
学
説
の
状
況

　

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
前
述
の
通
り
、
第
一
審
判
決
は
原
告
適
格
を
認
め
た
も
の
の
、
控

訴
審
判
決
お
よ
び
最
高
裁
判
決
は
、
原
告
適
格
を
認
め
な
か
っ
た
。
第
一

審
判
決
お
よ
び
最
高
裁
判
決
の
内
容
お
よ
び
そ
の
検
討
は
、
本
判
決
の
分

析
を
加
え
る
な
か
で
す
で
に
行
っ
た
の
で
、
以
下
で
は
、
少
な
く
と
も
現

時
点
に
お
い
て
は
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
有
す
る
射
程
が
以

下
の
理
由
か
ら
極
め
て
狭
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
そ

の
際
、
消
費
者
行
政
訴
訟
と
い
う
観
点
か
ら
公
益
事
業
の
料
金
、
運
賃
の

認
可
処
分
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
再
定
位
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。

（
ａ
）　

解
釈
に
よ
る
個
別
保
護
要
件
の
相
対
化

　

近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
対
し
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、
あ

く
ま
で
も
個
別
保
護
要
件
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、「
定
期
券
利
用
者
は

一
般
利
用
者
と
は
異
な
る
と
い
う
整
理
の
仕
方
も
可
能
で
あ

）
11
（

る
」、「
通
勤

定
期
券
を
購
入
し
た
者
に
つ
い
て
原
告
適
格
を
認
め
て
も
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ

）
11
（

る
、
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き

）
11
（

た
。
こ
れ
は
、
長
沼
ナ
イ
キ
基
地

訴
訟
に
お
い
て
、
厳
格
な
公
益
と
私
益
の
峻
別
が
否
定
さ
れ
、「
公
益
と

並
ん
で
保
護
す
べ
き
個
人
の
個
別
的
利
益
」
が
存
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
の
主
張
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、「
定
期
券
利
用
者
」
を
一
般
利
用
者
か
ら
分
離
し
て
想
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
雑
多
の
一
般
利
用
者
に
吸
収
解
消
さ
れ
な
い
定
期
券
利
用
者

と
い
う
存
在
を
あ
ぶ
り
出
そ
う
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
を

さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
、
別
の
切
り
口
で
個
人
的
利
益
の
存
在

を
観
念
し
よ
う
と
す
る
考
え
を
後
押
し
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し

て
、
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
に
よ
り
、
第
九
条
第
二
項
が
新

設
さ
れ
、
原
告
適
格
の
拡
大
が
志
向
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
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る
。
同
改
正
に
よ
っ
て
、
個
別
保
護
要
件
が
緩
や
か
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
行
政
事
件
訴
訟
法
下
で
は
近
鉄

特
急
料
金
訴
訟
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
原
告
適
格
が
肯
定
さ
れ
う
る

と
い
う
見
解
が
存
在
す

）
11
（

る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
利
益
を
め
ぐ
る
行
政
訴

訟
に
お
い
て
ハ
ー
ド
ル
と
な
る
の
は
、
個
別
保
護
要
件
で
あ

）
11
（

り
、
前
述
の

と
お
り
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
は
、
個
別
保
護
要
件
を
な
お
放
棄
し
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
後
の
第

九
条
の
解
釈
と
し
て
個
別
保
護
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
個
別
保
護
要
件
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
原
告
適
格
が
否
定
さ
れ
て

い
た
よ
う
な
事
案
に
も
今
後
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
出
て
く

る
と
い
う
考
え
方
で
あ

）
11
（

る
。

　

本
件
に
お
い
て
本
判
決
は
、
原
告
適
格
判
断
に
あ
た
っ
て
個
別
保
護
要

件
を
要
す
る
と
す
る
小
田
急
高
架
訴
訟
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
あ
く
ま

で
も
個
別
保
護
要
件
を
放
棄
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
検
討
し
た

よ
う
に
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
が
規
定
す
る
諸
考
慮
要
素
を

丹
念
に
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
少
な
く
と
も
…
…
反
復
継
続
し
て

日
常
的
に
鉄
道
を
利
用
し
て
い
る
者
」
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
。
こ
の

点
か
ら
、
本
判
決
は
、
少
な
く
と
も
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
が
想
定
し
て
い

た
よ
う
な
個
別
保
護
要
件
を
採
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
判
決
が
個
別
保
護
要
件
を
充
足
さ
せ
る
た
め

に
用
い
た
論
理
が
、「
反
復
継
続
し
て
日
常
的
に
鉄
道
を
利
用
し
て
い
る

者
」
の
有
す
る
利
益
を
公
益
に
吸
収
解
消
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
批
判
す
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
定
期
券
購
入
者
を
一
般
利
用
者
と
区
別
す
る
べ
き

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。い
み
じ
く
も
本
判
決
が
認
め
た
よ
う
に
、

鉄
道
を
日
常
的
に
利
用
す
る
が
、
業
務
の
関
係
で
行
き
先
が
違
う
と
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
る
か
ら
（
た
と
え
ば
、
営
業
の
仕
事
）、
定
期
券
利
用

者
と
い
う
形
で
利
益
を
切
り
出
す
よ
り
も
、
本
判
決
の
よ
う
に
、
日
常
的

な
利
用
者
と
い
う
形
で
利
益
を
切
り
出
し
た
ほ
う
が
論
理
構
成
と
し
て
よ

り
本
質
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
の
よ
う
な
場
合
、
個
別
保
護

要
件
を
緩
や
か
に
解
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
も
な
お
原
告
適
格
を

肯
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
形
式
的
に
は
全
国
民

な
い
し
全
住
民
が
原
告
と
な
り
う
る
か
ら
、
緩
や
か
に
解
さ
れ
た
個
別
保

護
要
件
で
あ
っ
て
も
充
足
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
個
別
保
護

要
件
が
放
棄
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴

訟
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
原
告
適
格
を
肯
定
す
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
な
お
、（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
が
い
う
よ
う

に
）被
侵
害
利
益
の
性
質
お
よ
び
程
度
が
考
慮
さ
れ
る
以
上
、取
引
に
と
っ

て
重
要
な
情
報
を
消
費
者
が
適
切
に
受
け
ら
れ
る
権
利
な
い
し
利
益
の
侵
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害
と
い
う
程

）
11
（

度
で
は
原
告
適
格
を
肯
定
す
る
に
は
な
お
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
被
侵
害
利
益
の
性
質
と
し
て
、
生
命
、
身

体
、
健
康
を
主
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
最
高
裁

判
所
判
例
に
と
っ
て
は
、
な
お
い
っ
そ
う
こ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
（
註

（
48
）
参
照
））。

（
ｂ�

）　

一
般
公
益
と
個
別
的
利
益
の
間
に
位
置
す
る
中
間
的
利
益
論
の

観
念

　

む
し
ろ
、
近
時
の
行
政
法
学
説
に
お
い
て
は
、
公
益
と
個
人
的
利
益
の

間
に
中
間
的
利
益
を
観
念
し
、
公
益
と
私
益
の
区
分
論
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
行
政
法
学
界
で
ル
ネ
サ
ン
ス
を
迎
え

て
い
る
中
間
的
利
益
論
で
あ

）
11
（

る
。
中
間
的
利
益
論
は
、
お
そ
ら
く
は
個
別

保
護
要
件
を
維
持
し
つ
つ
、「
利
益
の
受
け
皿
と
し
て
個
人
と
並
ん
で
団

体
を
想
定
し
、
…
…
個
別
行
政
実
体
法
の
解
釈
・
立
法
論
を
展
開
し
て
、

そ
の
団
体
に
特
別
な
法
的
地
位
を
認
め
た
う
え
で
一
般
国
民
か
ら
切
り
出

す
方
法
で
あ

）
11
（

る
」（
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
）（
上
記
の
解
釈
に
よ
る
個

別
保
護
要
件
の
相
対
化
の
試
み
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
そ
の
も
の

の
解
釈
論
を
展
開
す
る
点
で
こ
の
見
解
と
は
一
応
区
別
さ
れ
う
る
）。
こ

う
し
た
見
解
を
お
そ
ら
く
最
初
に
唱
え
始
め
、
現
在
に
至
る
ま
で
精
力
的

に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
亘
理
格
教
授
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
亘

理
教
授
が
主
張
さ
れ
る
「
共
同
利
益
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
確

認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
原
告
適
格
論
に
い
か
な
る
作
用
を
も
た
ら
す
も

の
な
の
か
を
確
認
し
よ
う
。

　

亘
理
教
授
に
よ
れ
ば
、
共
同
利
益
と
は
、「
環
境
保
護
と
い
う
分
野
で

あ
れ
ば
景
観
・
緑
・
歴
史
遺
産
を
享
受
す
る
利
益
や
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
分

野
で
あ
れ
ば
公
共
交
通
や
道
路
・
公
園
等
の
公
共
施
設
の
利
用
に
か
か
る

利
益
を
、
共
通
に
自
己
の
利
益
と
し
て
享
受
し
て
い
る
者
が
、
一
定
の
広

が
り
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
社
会
実
態
に
着
目
し
た
概
念
で

あ
）
15
（

る
」。
共
同
利
益
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
生
命
・
身
体

に
直
接
及
ば
な
い
程
度
の
生
活
利
益
、
危
険
な
迷
惑
施
設
か
ら
の
安
全
の

確
保
や
、
鉄
道
・
公
道
等
の
施
設
利
用
者
と
し
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
享
受

す
る
利
益
、
良
好
な
住
環
境
や
自
然
環
境
を
享
受
す
る
利
益

）
11
（

等
」（
傍
線

部
は
引
用
者
に
よ
る
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
同
利
益
は
、
一
般
公
益
へ

の
吸
収
は
な
さ
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
個
々
人
の
個
別
的
利
益
で
も
な
い
、

両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
第
三
の
利
益
類
型
で
あ

）
11
（

り
、
こ
う
し
た
「
第
三

の
利
益
類
型
が
存
在
し
得
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
公
益
か

個
別
的
権
利
利
益
か
と
い
う
二
者
択
一
的
観
念
を
払
拭
す

）
11
（

る
」
こ
と
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
共
同
利
益
は
、「
個
別
的
保
護
利
益

性
を
肯
定
す
る
理
由
と
し
て
説
得
力
を
有
す
る
と
考

）
11
（

え
」
ら
れ
、「
個
別

的
保
護
利
益
性
の
解
釈
論
と
し
て
、
…
…
共
同
利
益
も
状
況
次
第
で
は
個
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別
的
保
護
利
益
性
を
認
め
得
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

）
11
（

る
」。

　

上
記
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
鉄
道
利
用
者
と
し
て
サ
ー

ビ
ス
を
享
受
す
る
利
益
も
共
同
利
益
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
状
況
次
第
で
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
抗
告
訴
訟
の
個
別
保
護
要
件
が
肯
定

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
共
同
利
益
は
「
社
会
学
的

な
利
益
概
念
で
あ

）
11
（

る
」
こ
と
が
亘
理
教
授
自
身
に
よ
っ
て
自
認
さ
れ
、
そ

こ
か
ら
個
別
保
護
要
件
の
成
否
と
い
う
規
範
的
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ

と
に
は
批
判
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。
さ
ら
に
、
本
稿
に
と
っ
て
よ
り

重
要
な
の
は
、「
共
同
利
益
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
［
個
々
人
が
有
す
る

利
益
が
希
薄
で
利
害
関
係
者
が
不
特
定
多
数
で
あ
る
こ
と
―
―
引
用
者

註
］
を
克
服
す
る
た
め
の
論
理
が
示
さ
れ
て
い
な
い
う
え
、
共
同
性
な
い

し
集
団
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
公
益
へ
の
推
定
を
強
め

）
11
（

る
」
と
い

う
批
判
で
あ
り
、
こ
の
批
判
も
「
共
同
利
益
論
だ
け
で
原
告
適
格
判
断
の

基
準
を
提
供
す
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

）
11
（

い
」
と
述
べ
る
亘
理
教
授
自
身

に
よ
っ
て
あ
る
程
度
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
共
同
利
益
論
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
景
観
利
益

に
つ
い
て
は
一
定
の
条
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
に
共
同
利
益
の
権
利
性
が

導
出
さ
れ
る
こ
と
が
例
証
さ
れ
て
い
る
も
の

）
15
（

の
、
全
体
と
し
て
は
参
加
制

度
や
団
体
訴
訟
の
制
度
化
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
い
え

）
11
（

る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
共
同
利
益
論
か
ら
、
公
益
事
業
規
制
を
め
ぐ
る
消
費
者
訴
訟
の

原
告
適
格
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
示
唆
は
、現
在
の
と
こ
ろ
、運
賃
（
上
限
）

認
可
を
争
う
鉄
道
利
用
者
の
利
益
は
、
公
益
で
も
私
益
で
も
な
い
両
者
の

中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
利
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
よ
う
に

思
わ
れ

）
11
（

る
。

　

以
上
の
よ
う
な
共
同
利
益
論
に
対
し
て
、仲
野
武
志
教
授
に
よ
っ
て「
凝

集
利
益
」
な
る
も
の
が
提
示
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。
凝
集
利
益
と
は
、「『
一
定
範

囲
』
内
に
あ
る
者
が
非
排
他
的
［
仮
に
各
享
受
者
が
司
法
的
保
護
を
求
め

得
る
と
す
れ
ば
、
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
と
な
る
べ
き
実
体
法
上
の
法
律

関
係
に
あ
る
こ
と
―
―
引
用
者
註
］
に
享
受
す
る
利

）
11
（

益
」
で
あ
り
、
主
観

的
利
益
（
私
権
＋
許
認
可
等
に
よ
り
生
ず
べ
き
地
位
）
と
一
般
国
民
の
利

益
と
の
間
に
位
置
す
る
中
間
的
利
益
で
あ

）
11
（

る
。
こ
の
凝
集
利
益
論
が
意
図

す
る
と
こ
ろ
は
、
難
し
い
が
、
個
別
行
政
実
体
法
で
行
政
手
続
に
参
画
す

る
外
延
が
明
確
な
団
体
が
観
念
で
き
る
場
合
に
そ
の
構
成
員
に
原
告
適
格

を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
団
体
訴
権
の
付
与
な
し
に
取
消
訴
訟
の
枠
内
で

の
処
理
を
志
向
す
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

（
ｃ
）　
「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
」
の
質
的
拡
充

　

最
高
裁
判
所
が
依
然
と
し
て
個
別
保
護
要
件
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う

現
実
を
前
提
に
す
る
と
、「
伝
統
的
な
『
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
』
と

い
う
理
論
的
な
枠
…
…
を
引
き
摺
り
な
が
ら
も
、
社
会
経
済
の
実
態
に
照
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ら
し
、
各
法
分
野
毎
に
、
新
た
に
『
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
』
と
し
て

解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
利
益
を
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
て
行

）
11
（

く
」
方

）
11
（

法
が
、
現

在
の
と
こ
ろ
原
告
適
格
の
拡
大
手
法
と
し
て
最
も
実
現
可
能
性
が
高
い
も

の
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
こ
の
方
法
は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
を

あ
く
ま
で
も
前
提
と
し
た
う
え
で
、「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
」
に
あ

た
る
も
の
を
明
確
に
し
て
そ
こ
に
充
填
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
本
件
（
公
共
料
金
の
認
可
を
め
ぐ
る
訴
訟
）
を
前
提
に
す

る
と
、「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
」
と
し
て
理
論
上
考
え
ら
れ
う
る
も

の
は
以
下
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
運
賃
（
上
限
）
認
可
制
度
そ
の
も
の
の
趣
旨
か
ら
保
護
さ
れ

る
利
用
者
の
利
益
を
「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
」
に
位
置
づ
け
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
さ
き
に
本
判
決
に
お
け
る
運
賃
（
上
限
）
認
可
を
め
ぐ

る
原
告
適
格
の
判
示
部
分
の
検
討
で
述
べ
た
よ
う
に
、
運
賃
（
認
可
）
制

度
そ
の
も
の
の
趣
旨
か
ら
利
用
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指

摘
さ
れ
う
る
。
実
際
に
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
第
一
審
判
決
は
、
こ
の
理

を
明
確
に
述
べ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
本
判
決
は
、
こ
の
こ
と
の
み

か
ら
原
告
適
格
を
肯
定
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ

た
。
し
か
し
、自
由
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、消
費
者
に
は
、

代
替
的
取
引
先
が
な
い
か
ら
、
自
己
の
注
意
や
工
夫
に
よ
っ
て
自
己
の
利

益
を
確
保
す
る
あ
る
い
は
損
害
を
回
避
す
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
し
、

そ
も
そ
も
消
費
者
に
代
替
的
取
引
先
が
な
い
の
は
、
国
が
事
業
者
に
法
的

独
占
を
保
障
し
た
結
果
で
あ

）
11
（

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
公
益
事
業
規

制
（
料
金
許
可
制
等
―
―
引
用
者
註
）
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
利
益
の

内
容
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
利
益
を
保
護
す
る
基
準
も
明

確
で
あ
る
。
…
…
公
益
事
業
規
制
に
お
い
て
は
、
適
正
料
金
と
差
別
的
取

り
扱
い
の
禁
止
と
い
う
基
本
原
則
に
よ
り
、
消
費
者
の
利
益
は
保
護
さ
れ

て
い
る
。
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
解
釈
、
原
則
の
具
体
的
ケ
ー
ス

へ
の
適
用
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
公
益
事
業
規
制
の

場
合
に
は
、
消
費
者
が
提
起
す
る
争
点
は
司
法
審
査
に
適
合
す

）
15
（

る
」、
と

い
う
記
述
は
よ
り
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
鉄
道
が
一
般
住
民
・
一
般
利
用
者
の
通
勤
・
通
学
の
「
足
」
と

な
っ
て
い
る
場
合
、
鉄
道
を
利
用
す
る
た
め
に
は
必
ず
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
「
運
賃
」
と
い
う
も
の
の
性
質
を
考
慮
す
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
（
註
（
51
）
参
照
）。
つ
ま
り
、本
件
で
問
題
と
な
っ
た
「
運

賃
」
は
、
鉄
道
利
用
者
に
と
っ
て
は
日
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
鉄
道
事
業

法
も
「
料
金
」
よ
り
も
厳
密
な
統
制
を
行
っ
て
い
る
点
か
ら
原
告
適
格
を

導
く
こ
と
の
ひ
と
つ
の
論
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
の
場
合
は
、
消
費
者
に
は
財

や
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
代
替
的
取
引
先
が
な
い
と
い
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う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
な
公
共
料
金
の
認
可

を
争
う
場
合
と
は
原
告
適
格
判
断
の
結
論
を
異
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
端
的
に
消
費
者
の
利

）
11
（

益
（「
消
費
者
権
」）
と
い
う
も
の
を
観

念
し
、
こ
れ
を
「
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
法
は
、「
運
動
論
と
し
て
は
有
益

だ
が
、法
律
論
と
し
て
は
現
実
的
な
方
策
と
は
い
え
な

）
11
（

い
」。
も
っ
と
も
、

消
費
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
具
体
的
な
日
々
の
利
益
の
保
護
の
積
み
重
ね
が

結
局
は
公
益
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
利
益
を
公
益
に
吸
収
解
消
さ

せ
る
と
い
う
の
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
指

）
11
（

摘
は
説
得
力
を
有
す
る
。
ま

た
、
公
共
料
金
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
消
費
者
の
生
活
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
お
り
、
そ
の
多
く
が
独
占
的
な
地
位
を
設
定
さ
れ
て
い
る
企
業
の
料

金
で
あ
る

）
11
（

が
、
こ
れ
が
違
法
に
高
額
な
も
の
に
設
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
、

消
費
者
の
生
活
は
途
端
に
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
と
く
に
公
共

料
金
の
認
可
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
生
存
権
・
生
活
権
の
保
障
に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見

）
（11
（

解
も
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　

第
三
に
、
伊
藤
眞
教
授
の
説
か
れ
る
紛
争
管
理

）
（1（
（

権
を
「
法
律
上
保
護
さ

れ
た
利
益
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
う
る
。
紛
争
管
理
権

と
は
、多
数
当
事
者
紛
争
の
う
ち
、「
紛
争
原
因
が
共
通
で
あ
る
と
と
も
に
、

利
益
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
部
の
者
の
利
益
の
み
が

個
別
に
回
復
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

）
（10
（

い
」
よ
う
な
紛
争
に
つ
い

て
は
、
具
体
的
か
つ
持
続
的
に
紛
争
原
因
除
去
を
目
的
と
し
た
「
紛
争
解

決
行
動
」
を
行
っ
た
者
（
団
体
に
）
紛
争
管
理
権
を
認
め
、
こ
れ
を
も
っ

て
原
告
適
格
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

）
（10
（

る
。
適
法
性
保
障
説
と

類
似
し
た
見
解
に
み
え
る
が
、
少
な
く
と
も
紛
争
管
理
「
権
」
と
い
う
権

利
を
構
成
し
て
い
る
点
で
適
法
性
保
障
説
と
は
異
な
る
し
、「
紛
争
管
理

権
論
は
、
未
だ
実
体
権
が
確
立
し
て
い
な
い
領
域
（
い
わ
ゆ
る
生
成
中
の

実
体
権
）
に
お
い
て
は
、
と
く
に
重
要
で
あ

）
（10
（

る
」
と
い
わ
れ
る
。
本
件
に

つ
い
て
い
え
ば
、
北
総
線
の
運
賃
を
め
ぐ
っ
て
は
住
民
運
動
が
長
く
行
わ

れ
、「
北
総
線
値
下
げ
裁
判
の
会
」
や
「
北
総
線
の
運
賃
値
下
げ
を
実
現

す
る
会
」
が
組
織
さ
れ
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
紛

争
管
理
権
を
原
告
ら
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。ま
た
、

主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
主
婦
連
と
い
う
団
体
の
地
位
の
み

で
は
適
格
を
取
得
で
き
な
い
が
、
訴
訟
提
起
前
に
行
政
庁
に
対
し
て
交
渉

す
る
な
ど
の
行
動
を
と
れ
ば
、
紛
争
管
理
権
を
取
得
し
原
告
適
格
が
認
め

ら
れ
う
る
こ
と
に
な

）
（10
（

る
。

六�　

本
案
の
判
断
（
旅
客
運
賃
（
上
限
）
認
可
処
分
の
違
法
性
、
旅
客
運

賃
（
上
限
）
変
更
命
令
の
可
否
）
に
つ
い
て
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（
一
）
は
じ
め
に

　

原
判
決
は
、請
求
④
・
⑥
に
つ
い
て
、本
判
決
は
、請
求
④
・
⑥
・
⑦
・

⑧
に
つ
い
て
、
本
案
の
争
点
の
審
理
に
入
っ
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、

近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
以
前
は
、
公
共
料
金
の
認
可
を
め
ぐ
る

利
用
者
の
原
告
適
格
が
肯
定
さ
れ
る
例
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
も
の
の
、
そ

れ
以
後
は
、
少
な
く
と
も
鉄
道
の
運
賃
な
い
し
料
金
の
（
上
限
）
認
可
を

め
ぐ
る
利
用
者
の
原
告
適
格
は
否
定
さ
れ
て
き
た
の
で
、
原
判
決
お
よ
び

本
判
決
が
鉄
道
の
運
賃
（
上
限
）
認
可
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
本
案
の
問
題
を

扱
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
し

か
も
、
鉄
道
事
業
法
の
も
と
で
運
賃
な
い
し
料
金
の
（
上
限
）
認
可
が
争

わ
れ
た
事
案
で
裁
判
所
が
本
案
の
判
断
を
し
た
の
は
、
本
件
が
初
め
て
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
原
告
ら
の
主
張
に
そ
っ
て
、
原
判
決
な

い
し
本
判
決
の
判
示
に
若
干
の
検
討
を
く
わ
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
運
賃
（
上
限
）
認
可
処
分
の
違
法
性

　

原
告
ら
は
、
北
総
鉄
道
お
よ
び
京
成
電
鉄
が
北
総
線
区
間
内
に
お
い
て

運
行
す
る
鉄
道
の
運
賃
が
、
初
乗
り
か
ら
中
間
距
離
ま
で
の
旅
客
運
賃
が

異
常
に
高
い
「
メ
タ
ボ
運
賃
」
と
な
っ
て
お
り
、
近
距
離
の
利
用
者
が
遠

距
離
の
利
用
者
に
比
べ
て
不
当
に
割
高
の
旅
客
運
賃
を
負
担
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
か
ら
、「
特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す

る
も
の
」（
改
正
前
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
二
項
第
二
号
、
現
行
鉄
道

事
業
法
第
一
六
条
第
五
項
第
一
号
）
に
該
当
し
、
ま
た
は
、
北
総
線
の
運

賃
が
「
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適

正
な
利
潤
を
含
む
も
の
」（
改
正
前
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
二
項
第
一

号
）
に
該
当
し
な
い
と
し
て
、
北
総
運
賃
変
更
認
可
処
分
に
は
重
大
か
つ

明
白
な
違
法
が
あ
る
の
で
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

原
判
決
は
、京
成
電
鉄
に
対
す
る
訴
え
の
原
告
適
格
を
否
定
し
た
か
ら
、

北
総
鉄
道
に
対
す
る
運
賃
変
更
認
可
処
分
の
違
法
性
に
つ
い
て
判
断
し
、

本
判
決
は
、
京
成
電
鉄
に
対
す
る
訴
え
の
原
告
適
格
も
肯
定
し
た
か
ら
、

両
者
に
対
す
る
運
賃
（
上
限
）
認
可
処
分
の
違
法
性
に
つ
い
て
判
断
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
原
判
決
も
本
判
決
も
、
同
様
の
理
由
で
こ
れ
（
ら
）

に
対
す
る
訴
え
は
理
由
が
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一

に
、「
特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
」
と
は
、

た
と
え
ば
、
特
定
の
信
条
や
宗
教
等
に
よ
っ
て
異
な
る
旅
客
運
賃
を
適
用

す
る
場
合
を
指
す
の
で
あ
り
、
同
一
区
間
を
乗
車
す
れ
ば
同
一
運
賃
で
あ

る
本
件
の
事
案
に
は
あ
た
ら
な
い
、
第
二
に
、
北
総
電
鉄
か
ら
提
出
さ
れ

た
収
入
原
価
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
に
よ
る
か
ぎ
り
、
北
総
線
の
運
賃
が

「
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な

利
潤
を
含
む
も
の
」
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
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こ
の
判
示
部
分
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、「
特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当

な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
」
と
い
う
法
律
の
文
言
を
め
ぐ
っ
て
異
論

が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
差
別
的
取
扱
い
を
禁
ず
る
趣
旨
は
、
鉄
道
事

業
が
公
益
性
の
高
い
事
業
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
運
賃
及
び
料
金
が

さ
ま
ざ
ま
な
利
用
者
に
対
し
、
あ
ま
ね
く
公
平
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
た
め
の
基

）
（10
（

準
、
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
ほ
か

の
類
似
の
文
言
を
有
す
る
事
業
法
と
の
比
較
に
お
い
て
は
（
た
と
え
ば
、

電
気
事
業
法
第
一
九
条
第
二
項
第
四
号
）、「
む
し
ろ
利
用
者
に
と
っ
て
の

『
遠
距
離
逓
減
制
』
に
基
づ
く
運
賃
自
体
の
公
正
性
を
問
題
視
す
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
点
に
つ
き
明
示
的
に
触
れ
な
い
判
断
姿
勢
に
は
…
…
疑
問
を

感
じ

）
（10
（

る
」、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

　

ま
た
、筆
者
は
、「
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、

か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
も
の
」
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
す
る
判
示
部
分
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
Ｘ
ら
は
、
控
訴
審
に
お

い
て
、
北
総
鉄
道
の
財
務
状
況
に
つ
い
て
、
債
務
償
還
条
件
等
を
前
提
に

し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
北
総
鉄

道
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
は
余
力
が
あ
る
と
の
結
論
が
出
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、「
北
総
鉄
道
の
旅
客
運
賃
等
の

収
入
が
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
越
え
て
い
る
と
は

認
め
ら
れ
」
な
い
と
判
示
す
る
だ
け
で
あ
る
。「
能
率
的
な
経
営
の
下
に

お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
」
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
現
金
収
支
を
把
握
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の

分
析
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
分
析
が
丹
念

に
行
わ
れ
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
し
、
さ
ら
に
北
総
鉄
道
に
経
常
損
益

の
プ
ラ
ス
が
大
幅
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
（
実
際
、
Ｘ
ら
は

平
成
二
一
年
度
に
お
け
る
北
総
鉄
道
は
約
三
四
・
二
三
億
円
の
経
常
損
益

の
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
指
摘
す
る
）、「
適
正
な
利
潤
」
を
超
え
て
い
る
と
判

断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

北
総
鉄
道
な
い
し
京
成
電
鉄
が
申
請
し
た
旅
客
運
賃
（
上
限
）
の
額
の
認

可
に
あ
た
っ
て
行
政
庁
が
判
断
す
る
際
に
は
、
近
傍
他
社
の
運
賃
額
と
比

較
し
て
そ
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ

）
（10
（

る
（
北
総
線
の
運
賃
額
が
近
傍
他
社
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に

高
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註
（
５
）
を
参
照
）。

（
三
）
旅
客
運
賃
（
上
限
）
変
更
命
令
の
可
否

　

原
告
ら
は
、
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
五
項
第
一
号
・
第
二
三
条
第
一

項
第
一
号
に
基
づ
き
北
総
鉄
道
な
い
し
京
成
電
鉄
に
対
す
る
旅
客
運
賃
上

限
等
の
変
更
命
令
の
義
務
付
け
も
求
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
鉄
道
事
業
法

第
一
六
条
第
五
項
第
一
号
は
、
旅
客
運
賃
が
「
特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当

な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
」
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
旅
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客
運
賃
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
、
同
法
第
二
三
条
第
一

項
第
一
号
は
、
鉄
道
事
業
者
の
事
業
に
つ
い
て
「
利
用
者
の
利
便
そ
の
他

公
共
の
利
益
を
阻
害
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
に
、
国
土

交
通
大
臣
が
旅
客
運
賃
上
限
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら

れ
て
お
り
、
原
告
ら
は
そ
の
職
権
の
行
使
の
義
務
付
け
を
求
め
た
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、本
判
決
は
、そ
の
よ
う
な
職
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、

鉄
道
事
業
の
性
質
や
内
容
等
を
ふ
ま
え
た
専
門
技
術
的
か
つ
公
益
的
な
観

点
か
ら
の
判
断
が
不
可
欠
で
あ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
と
し
た
う
え

）
（10
（

で
、
北
総
線
の
旅
客
運
賃
が
「
特
定
の
旅
客
に
対
し

不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
」に
は
あ
た
ら
な
い
し
、

京
成
電
鉄
と
北
総
鉄
道
お
よ
び
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
と
の
線
路
使
用

料
や
旅
客
運
賃
収
入
の
配
分
方
法
等
を
定
め
た
基
本
協
定
（
本
件
協
定
）

に
よ
れ
ば
、「
北
総
鉄
道
に
減
収
が
生
じ
る
こ
と
」
は
な
い
か
ら
、
も
と

よ
り
違
法
で
な
い
と
判
断
し
た
。

　

し
か
し
、
本
判
決
に
よ
っ
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
原
判
決
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
本
件
協
定
に
よ
れ
ば
、「
北
総
鉄
道
に
減
収
が
生
じ
る
こ
と

も
な
け
れ
ば
、
線
路
使
用
料
収
入
に
よ
る
増
収
が
生
じ
る
こ
と
も
な
い
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
」（
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
）。
京
成
電
鉄
は
北
総
鉄

道
・
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
の
線
路
を
利
用
し
て
成
田
空
港
へ
向
け
て

「
ス
カ
イ
ラ
イ
ナ
ー
」（
平
成
二
二
年
七
月
一
七
日
開
通
）
を
は
じ
め
、
ア

ク
セ
ス
特
急
を
含
む
一
〇
五
本
／
日
の
電
車
を
運
行
さ
せ
る
の
で
、
沿
線

住
民
は
、
そ
の
線
路
使
用
料
あ
る
い
は
運
賃
・
特
急
料
金
が
北
総
鉄
道
の

収
入
と
な
り
、
北
総
線
の
運
賃
を
引
き
下
げ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る

）
（（1
（

が
、
本
件
協
定
に
よ
る
と
、
北
総
鉄
道
に
「
線
路
使
用
料
収
入

に
よ
る
増
収
が
生
じ
る
こ
と
も
な
い
」の
で
あ

）
（（（
（

る
。
こ
の
よ
う
な
協
定
は
、

北
総
鉄
道
が
京
成
電
鉄
の
子
会
社
で
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
（
註
（
３
）
参
照
）、本
件
協
定
に
つ
い
て
、北
総
電
鉄
へ
の
「
負

担
が
過
剰
に
な
る
意
味
で
の
当
事
者
間
の
不
公
平
が
著
し
い
と
い
っ
た
評

価
は
不
可
能
で
は
な

）
（（0
（

い
」。
本
件
協
定
が
当
事
者
間
の
公
平
に
配
慮
し
て

締
結
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
原
因
で
北
総
線
の
運
賃
が
高
額
で
あ
る
な

ら
ば
、
鉄
道
事
業
法
第
二
三
条
第
一
項
第
一
号
の
「
利
用
者
の
利
便
そ
の

他
公
共
の
利
益
を
阻
害
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
」
ら
れ
る
と
き
に

該
当
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
旅
客
運
賃
上
限
の
変
更
を
命
ず
る
可
能
性
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
北
総
線
区
間
の
う
ち
、
京
成
高
砂
駅
と
小
室
駅
間
の
一
九
・
八

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
は
、
北
総
鉄
道
自
身
が
鉄
道
線
路
を
保

有
し
、か
つ
、運
行
を
行
っ
て
い
る
第
一
種
鉄
道
事
業
者
で
あ
り
、
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（
３
）
ち
な
み
に
、北
総
鉄
道
は
、京
成
電
鉄
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
新

京
成
電
鉄
株
式
会
社
を
含
む
京
成
グ
ル
ー
プ
全
体
で
は
五
一
パ
ー

セ
ン
ト
）を
出
資
す
る
京
成
電
鉄
の
子
会
社
で
あ
り
、千
葉
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
鉄
道
は
、
京
成
電
鉄
の
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
子
会
社
で
あ

る
。

（
４
）
本
件
訴
え
は
、
北
総
線
の
利
用
状
況
が
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
原

告
一
七
名
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
が
、
原
告
適
格
に
関
す
る
審
理
が

い
た
ず
ら
に
複
雑
か
つ
長
期
化
す
る
の
を
避
け
た
い
と
い
う
原
審

裁
判
所
の
意
向
が
踏
ま
え
ら
れ
、
原
告
は
五
名
に
絞
ら
れ
た
と
い

う
経
緯
が
あ
る
。
な
お
、
原
告
五
名
の
北
総
線
の
利
用
状
況
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

X1
は
、
北
総
線
を
利
用
し
て
通
勤
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
六

か
月
通
勤
定
期
券
を
購
入
し
て
い
る
。
そ
の
購
入
額
は
、
北
総
線

区
間
分
が
一
七
〇
四
八
〇
円
（
全
区
間
分
で
二
四
三
四
四
〇
円
）

で
あ
る
。
ま
た
、
X1
の
息
子
お
よ
び
娘
も
北
総
線
を
利
用
し
て
通

学
し
て
お
り
、そ
の
た
め
に
X1
が
通
学
定
期
券
を
購
入
し
て
い
る
。

そ
の
購
入
額
は
、息
子
お
よ
び
娘
の
二
人
あ
わ
せ
て
三
か
月
分
で
、

北
総
線
区
間
分
が
八
〇
三
三
〇
円
（
全
区
間
分
で
一
一
四
六
九
〇

円
）
で
あ
る
。

　
　
　

X1
は
、
一
か
月
に
二
回
か
ら
五
回
程
度
の
出
社
や
顧
客
調
査
の

た
め
に
、
パ
ス
モ
を
利
用
し
て
北
総
線
に
乗
車
し
て
い
る
。
X2
が

勤
務
先
に
出
社
す
る
際
に
支
払
う
運
賃
は
、
北
総
線
区
間
分
が
往

復
一
四
四
〇
円
（
全
区
間
分
で
二
二
六
〇
円
）
で
あ
る
。
ま
た
、

小
室
駅
と
印
旛
日
本
医
大
駅
間
の
一
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お

い
て
は
、
北
総
鉄
道
は
鉄
道
線
路
を
保
有
す
る
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
鉄
道
（
第
三
種
鉄
道
事
業
者
）
か
ら
当
該
鉄
道
線
路
を
借
り
受

け
て
鉄
道
を
運
行
し
て
い
る
第
二
種
鉄
道
事
業
者
で
あ
る
（
鉄
道

事
業
法
第
二
条
第
二
項
・
第
三
項
・
第
四
項
参
照
）。

（
２
）
成
田
空
港
線
区
間
の
う
ち
、
京
成
電
鉄
は
、
京
成
高
砂
駅
と
小

室
駅
間
の
一
九
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
は
、
当
該
区
間
の

鉄
道
線
路
を
保
有
す
る
北
総
電
鉄
か
ら
、
小
室
駅
と
印
旛
日
本
医

大
駅
間
の
一
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
は
、
当
該
区
間
の

鉄
道
線
路
を
保
有
す
る
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
か
ら
、
印
旛
日

本
医
大
駅
と
成
田
空
港
高
速
鉄
道
線
接
続
点
（
成
田
市
土
屋
）
間

の
一
〇
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
は
、
当
該
区
間
の
鉄
道
線

路
を
保
有
す
る
成
田
高
速
鉄
道
ア
ク
セ
ス
株
式
会
社
（
第
三
種
鉄

道
事
業
者
）
か
ら
、
成
田
空
港
高
速
鉄
道
線
接
続
点
（
成
田
市
土

屋
）
と
成
田
空
港
駅
間
の
八
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
は
、

当
該
区
間
の
鉄
道
線
路
を
保
有
す
る
成
田
空
港
高
速
鉄
道
株
式
会

社
（
第
三
種
鉄
道
事
業
者
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
鉄
道
線
路
を
借
り

受
け
て
鉄
道
を
運
行
し
て
い
る
第
二
種
鉄
道
事
業
者
で
あ
る
（
鉄

道
事
業
法
第
二
条
第
三
項
・
第
四
項
参
照
）。
な
お
、
本
件
に
関

す
る
線
路
の
状
況
を
分
か
り
や
す
く
図
示
し
た
も
の
と
し
て
、
阿

部
泰
隆
「
鉄
道
運
賃
値
下
げ
命
令
義
務
付
け
訴
訟
に
お
け
る
鉄
道

利
用
者
の
原
告
適
格
（
一
）」
自
治
研
究
八
七
巻
六
号
（
二
〇
一

一
年
）
六
頁
が
あ
る
。
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X1
の
息
子
お
よ
び
娘
も
北
総
線
を
利
用
し
て
通
学
し
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
X1
が
一
か
月
通
学
定
期
券
を
購
入
し
て
い
る
。
そ
の
購

入
額
は
、
北
総
線
区
間
分
が
二
四
〇
三
〇
円
（
全
区
間
分
で
三
一

八
一
〇
円
）
で
あ
る
。

　
　
　

X1
は
、
北
総
線
を
利
用
し
て
通
勤
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
六

か
月
通
勤
定
期
券
を
購
入
し
て
い
る
。
そ
の
購
入
額
は
、
北
総
線

区
間
分
が
一
二
七
八
八
〇
円
（
全
区
間
分
で
一
六
九
〇
三
〇
円
）

で
あ
る
。

　
　
　

X1
は
、
経
営
し
て
い
る
会
社
の
営
業
の
た
め
や
個
人
的
な
勉
強

会
の
た
め
に
北
総
線
を
一
か
月
に
平
均
一
六
往
復
利
用
し
て
い

る
。
X1
は
、
訪
問
先
が
様
々
な
場
所
に
所
在
す
る
た
め
、
定
期
券

を
購
入
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
ス
モ
を
利
用
し
て
い
る
。

　
　
　

X5
は
、
X1
の
妻
で
あ
る
が
、
北
総
線
を
利
用
し
て
通
勤
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
一
か
月
通
勤
定
期
券
を
購
入
し
て
い
る
。
そ
の

購
入
額
は
、
北
総
線
区
間
分
が
二
六
一
七
〇
円
（
全
区
間
分
で
三

九
六
二
〇
円
）
で
あ
る
。

（
５
）
た
と
え
ば
、多
摩
セ
ン
タ
ー
駅
か
ら
新
宿
駅
ま
で
は
京
王
線（
二

九
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
三
四
〇
円
、
小
田
急
線
（
三
〇
・
六

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
三
七
〇
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
北
総
鉄
道

の
西
白
井
駅
か
ら
都
営
地
下
鉄
・
東
京
メ
ト
ロ
の
東
銀
座
駅
ま
で

（
二
九
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
は
九
九
〇
円
、
北
総
鉄
道
・
京
成

電
鉄
の
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中
央
駅
か
ら
都
営
地
下
鉄
・
東
京
メ

ト
ロ
・
東
武
鉄
道
の
浅
草
駅
（
三
二
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
ま
で

は
一
〇
七
〇
円
が
か
か
る
（
阿
部
・
前
掲
註
（
２
）
四
頁
を
参
考

に
し
て
、
運
賃
を
現
在
の
も
の
に
改
め
た
）。

（
６
）
判
決
文
の
な
か
で
原
判
決
を
引
用
す
る
箇
所
を
示
す
部
分
に
つ

い
て
は
、
筆
者
註
と
し
て
、
判
例
時
報
二
二
〇
九
号
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
原
判
決
の
該
当
箇
所
を
《　

》
内
に
記
載
す
る
。
な
お
、

本
判
決
が
引
用
す
る
原
判
決
の
該
当
箇
所
を
確
認
す
る
た
め
に

は
、
原
判
決
の
正
本
の
写
し
が
必
要
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、「
北
総
線
値
下
げ
裁
判
の
会
」
の
武
藤
弘
氏
よ
り
提
供
を

受
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

　
　
　

本
判
決
が
収
録
さ
れ
て
い
るLEX

/D
B

に
お
い
て
は
、
本
判

決
が
引
用
す
る
原
判
決
の
該
当
箇
所
は
明
確
で
は
な
く
、
現
段
階

に
お
い
て
は
、
原
判
決
の
正
本
の
写
し
を
確
認
す
る
以
外
に
、
そ

れ
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
判

決
の
引
用
に
は
少
な
く
と
も
資
料
的
な
価
値
が
あ
る
と
考
え
、
詳

細
に
判
決
文
を
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
７
）
な
お
、
X1
～
X5
は
、
控
訴
審
判
決
を
不
服
と
し
て
、
上
告
お
よ

び
上
告
受
理
申
立
て
を
し
、さ
ら
に
、平
成
二
六
年
五
月
一
五
日
、

最
高
裁
判
所
に
上
告
理
由
書
お
よ
び
上
告
受
理
申
立
理
由
書
を
提

出
し
た
。

（
８
）
友
岡
史
仁
「
北
総
線
運
賃
に
係
る
行
政
訴
訟
（
第
一
審
）」（
本

件
原
判
決
評
釈
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
一

〇
〇
頁
。

（
９
）
た
だ
し
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
第
一
審
判
決
（
大
阪
地
判
昭
和
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五
七
年
二
月
一
九
日
行
集
三
三
巻
一
＝
二
号
一
一
八
頁
）
は
、
原

告
適
格
を
肯
定
し
て
い
た
。
そ
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
後

述
三
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
10
）
友
岡
・
前
掲
註
（
８
）
一
〇
〇
頁
。

（
11
）
一
九
六
二
年
に
制
定
さ
れ
た
行
政
事
件
訴
訟
法
の
立
法
担
当
者

は
、行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
一
項
に
い
う「
法
律
上
の
利
益
」

の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、「
学
説
判
例
の
発
展

に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
（
杉
本
良
吉
『
行
政

事
件
訴
訟
法
の
解
説
』（
法
曹
会
・
一
九
六
三
年
）
三
七
頁
）。

（
12
）
以
下
の
学
説
の
分
類
に
関
し
て
は
、原
田
尚
彦『
訴
え
の
利
益
』

（
弘
文
堂
・
一
九
七
三
年
）（
初
出
：
一
九
六
五
年
）
四
頁
以
下
、

芝
池
義
一
『
行
政
救
済
法
講
義
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇

六
年
）
四
〇
頁
以
下
に
よ
っ
て
い
る
。

（
13
）
こ
の
要
素
を
原
告
適
格
の
判
断
に
取
り
込
む
も
の
と
し
て
、
芝

池
義
一
「
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
判
断
の
理
論
的
枠
組
み
」
京
都

大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
京
都
大

学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
二
巻
』（
有
斐
閣
・
一

九
九
九
年
）
九
九
頁
。

（
14
）
権
利
説
お
よ
び
適
法
性
保
障
説
は
、
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て

の
基
準
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
例
も
こ
れ
ら
の
説

に
よ
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
、
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
塩
野

宏
『
行
政
法
Ⅱ
―
―
行
政
救
済
法
〔
第
五
版
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
・

二
〇
一
三
年
）
一
四
〇
頁
註
一
。

（
15
）
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
は
、
取
消
訴
訟
が
主
観
訴
訟
で
あ

る
こ
と
を
重
視
し
、
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
説
は
、
取
消
訴

訟
の
も
つ
適
法
性
維
持
機
能
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
も
、
両
説
の
対
立
は
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
い
え
る
。

（
16
）
小
早
川
光
郎
「
抗
告
訴
訟
と
法
律
上
の
利
益
・
覚
え
書
き
」
西

谷
剛
＝
藤
田
宙
靖
＝
磯
部
力
＝
碓
井
光
明
＝
来
生
新
編
『
成
田
頼

明
先
生
古
稀
記
念
・
政
策
実
現
と
行
政
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
九

八
年
）
四
七
頁
。

（
17
）
阿
部
泰
隆「
原
告
適
格
判
例
理
論
の
再
検
討
と
緩
和
さ
れ
た『
法

律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
』
の
提
唱
―
―
第
三
者
保
護
規
範
の
新

解
釈
」『
行
政
訴
訟
要
件
論
―
―
包
括
的
・
実
効
的
行
政
救
済
の

た
め
の
解
釈
論
―
―
』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
三
年
）八
六
頁（
初
出
：

二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
18
）
も
っ
と
も
、
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
説
に
対
し
て
も
種
々

の
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
①
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
説

は
、
原
告
の
利
益
が
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
も
の
に
限
定
さ

れ
ず
、
事
実
上
の
利
益
で
も
足
り
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
解
釈
は
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
の
文
言
に
合
致
し
な

い
、
②
法
的
な
保
護
に
値
す
る
利
益
に
あ
た
る
か
ど
う
か
の
判
断

基
準
が
不
明
確
で
あ
り
、裁
判
官
の
裁
量
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
、

③
取
消
訴
訟
に
、
法
律
の
規
定
を
待
っ
て
初
め
て
許
さ
れ
る
べ
き

は
ず
の
客
観
訴
訟
の
要
素
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

④
濫
訴
の
弊
を
招
く
、な
ど
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
（
泉
徳
治
「
取
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消
訴
訟
の
原
告
適
格
・
訴
え
の
利
益
」
鈴
木
忠
一
＝
三
ケ
月
章
編

『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
九
巻
・
行
政
訴
訟
Ⅰ
』（
日
本
評
論

社
・
一
九
八
三
年
）
五
九
頁
な
ど
。

（
19
）
長
沼
ナ
イ
キ
基
地
訴
訟
の
こ
の
判
示
部
分
は
、
後
の
判
例
に
お

い
て
、
し
ば
し
ば
「
枕
詞
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
芝
池
・
前
掲
註
（
13
）
八
八
頁
は
、（
広
義
の
）
法
律
上
保
護

さ
れ
た
利
益
説
を
、
法
令
の
明
示
の
規
定
の
み
に
原
告
適
格
の
根

拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
狭
義
の
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
と
、

よ
り
柔
軟
に
し
か
し
法
の
枠
内
で
原
告
適
格
を
判
断
し
よ
う
と
す

る
法
的
保
護
利
益
説
と
に
分
類
し
、
新
潟
空
港
訴
訟
判
決
は
、
実

質
的
に
は
法
的
保
護
利
益
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
い

る
。

（
21
）
も
ん
じ
ゅ
原
発
訴
訟
の
こ
の
引
用
部
分
も
、
後
の
判
例
で
し
ば

し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
た
と
え
ば
、
最
判
平
成
九
年
一
月
二
八
日
民
集
五
一
巻
一
号
二

五
〇
頁
は
、
開
発
行
為
の
許
可
に
つ
い
て
定
め
た
都
市
計
画
法
第

三
三
条
第
一
項
第
七
号
は
、「
が
け
崩
れ
等
に
よ
る
被
害
が
直
接

的
に
及
ぶ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
開
発
区
域
内
外
の
一
定
範
囲
の
地

域
の
住
民
の
生
命
、
身
体
の
安
全
等
を
、
個
々
人
の
個
別
的
利
益

と
し
て
も
保
護
す
べ
き
も
の
と
す
る
趣
旨
を
含
む
」
と
述
べ
、
が

け
崩
れ
等
の
被
害
が
直
接
に
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
付
近
住
民
の
原

告
適
格
を
認
め
た
。
ま
た
、
最
判
平
成
一
三
年
三
月
一
三
日
民
集

五
五
巻
二
号
二
八
三
頁
も
、
森
林
法
の
林
地
開
発
許
可
に
つ
い
て

定
め
た
森
林
法
第
一
〇
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
つ
い
て
、
前
記

平
成
九
年
最
判
と
同
様
の
判
断
を
示
し
た
。
ま
た
、
最
判
平
成
一

四
年
一
月
二
二
日
民
集
五
六
巻
一
号
四
六
頁
は
、
総
合
設
計
許
可

に
つ
い
て
定
め
た
建
築
基
準
法
（
平
成
四
年
法
律
第
八
二
号
に
よ

る
改
正
前
の
も
の
）
第
五
九
条
の
二
第
一
項
を
解
釈
し
、「
建
築

物
の
倒
壊
、
炎
上
等
に
よ
り
直
接
的
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
範
囲
の
地
域
に
存
す
る
建
築
物
に
居
住
し
又
は
こ
れ
を

所
有
す
る
者
」
の
原
告
適
格
を
認
め
た
。
さ
ら
に
、
最
判
平
成
一

四
年
三
月
二
八
日
民
集
五
六
巻
三
号
六
一
三
頁
は
、
同
様
の
事
案

に
お
い
て
、「
建
築
物
に
よ
り
日
照
を
阻
害
さ
れ
る
周
辺
の
他
の

建
築
物
の
居
住
者
」
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
。

（
23
）
小
早
川
・
前
掲
註
（
16
）
四
九
～
五
〇
頁
、
芝
池
・
前
掲
註

（
13
）
九
五
頁
以
下
、
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
〔
全
訂
第
七
版

補
訂
二
版
〕』（
学
陽
書
房
・
二
〇
一
二
年
）
三
九
四
頁
、
藤
田
宙

靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
・
二
〇
一
三
年
）
四
二
九
～
四

三
一
頁
な
ど
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
、
両
説
の
接
近
を
指
摘

す
る
論
者
に
あ
っ
て
も
、
最
高
裁
判
所
は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た

利
益
説
に
立
ち
続
け
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
・
二
〇
一
三
年
）
四
三

一
頁
は
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
お
よ

び
伊
場
遺
跡
訴
訟
（
最
判
平
成
元
年
六
月
二
〇
日
判
時
一
三
三
四

号
二
〇
一
頁
）
を
例
と
し
て
あ
げ
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
一
般
的

公
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
反
射
的
利
益
と
法
的
に
保
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護
さ
れ
る
個
人
の
利
益
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
適
格
を

否
定
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
阿
部
・
前
掲
註

（
17
）
一
〇
二
頁
は
、「
た
し
か
に
、生
命
に
か
か
わ
る
原
発
訴
訟
、

開
発
許
可
訴
訟
を
見
れ
ば
そ
う
（
両
説
が
接
近
し
て
い
る
こ
と
―

―
引
用
者
註
）
も
言
え
る
が
、
し
か
し
、
風
営
法
、
墓
地
法
、
都

市
計
画
法
な
ど
の
判
例
を
見
れ
ば
、
お
よ
そ
接
近
せ
ず
、
水
と
油

で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
両
説
の
乖
離
は
依
然
と
し
て
大
き
い
こ
と

を
強
調
す
る
。
人
見
剛
「
原
告
適
格
の
考
え
方
と
条
文
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
二
三
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
五
頁
も
、「
環
境
上
の
利

益
や
消
費
者
の
利
益
な
ど
の
集
合
的
利
益
の
取
扱
い
」
が
両
説
の

分
水
嶺
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
24
）
④
部
分
が
従
前
の
判
例
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
要
素
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
評
価
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
前

記
も
ん
じ
ゅ
訴
訟
に
お
い
て
す
で
に
「
被
害
の
性
質
等
」
は
考
慮

さ
れ
て
い
た
か
ら
、
全
く
新
し
い
要
素
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が

一
般
的
で
あ
る
が
（
藤
山
雅
行
「
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
持
続
を
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
二
頁
、
小
早
川
光

郎
＝
高
橋
滋
編
『
詳
解
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
』（
商
事
法
務
・

二
〇
〇
四
年
）三
四
頁［
高
橋
滋
執
筆
担
当
部
分
］、大
貫
裕
之「
原

告
適
格
論
」
法
律
時
報
七
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五
二
頁
、

本
多
滝
夫
「
行
政
救
済
法
に
お
け
る
権
利
・
利
益
」
磯
部
力
＝
小

早
川
光
郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅲ
―
―
行
政
救
済

法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）
二
二
〇
頁
）、
新
し
い
要
素
で
あ

る
と
位
置
づ
け
る
も
の
も
あ
る
（
大
久
保
規
子
「
行
政
訴
訟
の
原

告
適
格
の
範
囲
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四

八
頁
以
下
、
村
上
裕
章
「
改
正
行
訴
法
に
関
す
る
解
釈
論
上
の
諸

問
題
」
同
『
行
政
訴
訟
の
基
礎
理
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）

三
〇
二
頁
（
初
出
：
二
〇
〇
五
年
）。
ま
た
、
橋
本
博
之
『
解
説

行
政
事
件
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
四
年
）
四
九
頁
は
、
④

部
分
に
つ
い
て
、「
従
前
の
判
例
法
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
全
く

新
し
い
も
の
の
導
入
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
里
道
供
用
廃
止
事
件

（
最
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
二
四
日
判
時
一
二
八
四
号
五
六
頁
）

に
お
け
る
最
高
裁
の
判
断
枠
組
み
は
、
こ
の
解
釈
手
法
に
従
っ
た

も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」、
と
す
る
（
同
旨
、
橋
本
博

之
「
原
告
適
格
論
の
課
題
」
同
『
行
政
判
例
と
仕
組
み
解
釈
』（
弘

文
堂
・
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
五
頁
（
初
出
：
二
〇
〇
四
年
））。

（
25
）
ま
た
、
前
記
伊
達
火
力
発
電
所
訴
訟
は
、
行
政
法
規
の
明
文
の

規
定
の
み
で
な
く
法
律
の
合
理
的
解
釈
か
ら
原
告
適
格
を
導
く
こ

と
を
指
摘
し
て
お
り
、
①
・
②
・
③
部
分
に
強
く
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
橋
本
・
前
掲
註
（
24
）『
解
説

行
政
事
件
訴
訟
法
』
四
六
頁
）。

（
26
）
藤
山
・
前
掲
註
（
24
）
四
二
頁
。

（
27
）
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
行
政
訴
訟
検
討
会
「
行
政
訴
訟
制
度

の
見
直
し
の
た
め
の
考
え
方
」（
二
〇
〇
四
年
一
月
六
日
）。

（
28
）
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
の
前
記
③
部
分
に
当
た
る
と

思
わ
れ
る
。
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（
29
）
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
の
前
記
②
・
④
部
分
に
当
た

る
と
思
わ
れ
る
。

（
30
）
宇
賀
克
也
『
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
〔
補
訂
版
〕』（
青
林
書
院
・

二
〇
〇
六
年
）
五
二
頁
、
桑
原
勇
進
「
原
告
適
格
に
関
す
る
最
高

裁
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
〇
号
一
〇
頁
。

（
31
）
橋
本
・
前
掲
註
（
24
）「
原
告
適
格
論
の
課
題
」
一
一
一
～
一

一
二
頁
。

（
32
）
こ
う
し
た
判
示
は
、
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
を
判
断
す
る
そ
の

後
の
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

サ
テ
ラ
イ
ト
大
阪
事
件
（
最
判
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
五
日
民
集

六
三
巻
八
号
一
七
一
一
頁
）
な
ど
。

（
33
）
目
的
規
定
に
つ
い
て
、
参
照
、
塩
野
宏
「
制
定
法
に
お
け
る
目

的
規
定
に
関
す
る
一
考
察
」
同
『
法
治
主
義
の
諸
相
』（
有
斐
閣
・

二
〇
〇
一
年
）
四
四
頁
（
初
出
：
一
九
九
八
年
）。
同
論
文
に
お

い
て
は
、
目
的
規
定
が
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
法
的
判

断
基
準
と
し
て
機
能
し
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
六
三

頁
）。

（
34
）
現
行
の
鉄
道
事
業
法
第
一
条
は
、「
こ
の
法
律
は
、
鉄
道
事
業

等
の
運
営
を
適
正
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸

送
の
安
全
を
確
保
し
、
鉄
道
等
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
と

と
も
に
、
鉄
道
事
業
等
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
も
つ
て
公
共
の

福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
（
傍

線
部
が
平
成
一
八
年
法
律
第
一
九
号
に
よ
る
改
正
部
分
）
が
、「
利

用
者
の
利
益
の
保
護
」
に
加
え
て
「
輸
送
の
安
全
の
確
保
」
を
も

鉄
道
事
業
法
の
目
的
と
し
て
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

改
正
は
運
賃
（
上
限
）
認
可
を
争
う
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
判
断

に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
35
）
な
お
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
担
当
調
査
官
は
、

地
方
鉄
道
法
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
鉄
道
事
業
法
が
制
定
さ
れ
た

こ
と
に
ふ
れ
、
鉄
道
事
業
法
の
規
定
は
、「
地
方
鉄
道
法
よ
り
も
、

鉄
道
の
利
用
者
の
保
護
に
厚
い
よ
う
で
あ
る
が
、
同
法
の
も
と
に

お
い
て
も
、
鉄
道
の
利
用
者
に
本
件
の
よ
う
な
訴
訟
の
原
告
適
格

が
認
め
ら
れ
る
か
は
な
お
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」、
と
指
摘

し
て
い
た
（
増
井
和
男
「
時
の
判
例
」（
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最

高
裁
判
決
解
説
）『
最
高
裁
時
の
判
例（
平
成
元
年
～
平
成
一
四
年
）

Ⅰ
―
―
公
法
編
（
憲
法
・
行
政
法
ほ
か
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三

年
）
二
五
五
頁
（
初
出
：
一
九
八
九
年
））。

（
36
）「
鉄
道
等
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
」
こ
と
を
目
的
の
ひ

と
つ
と
定
め
る
鉄
道
事
業
法
第
一
条
の
規
定
が
、
旅
客
運
賃
（
上

限
）
認
可
処
分
の
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
を
認
め
る
た
め
の
「
決

定
打
」
と
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
判
決
が
請
求
①
・
②
・
③
に
つ

い
て
の
原
告
適
格
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
看
取
さ
れ
う

る
。
請
求
①
・
②
・
③
は
、
鉄
道
線
路
使
用
条
件
の
設
定
の
認
可

処
分
（
鉄
道
事
業
法
第
一
五
条
第
一
項
）
の
取
消
訴
訟
お
よ
び
そ

れ
を
適
切
な
使
用
条
件
に
変
更
す
る
（
鉄
道
事
業
法
第
二
三
条
第

一
項
第
四
号
）
よ
う
命
ず
る
義
務
付
け
訴
訟
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
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が
鉄
道
事
業
法
の
中
に
規
律
さ
れ
て
い
る
以
上
、
同
法
第
一
条
の

目
的
規
定
は
当
然
そ
こ
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
、
請
求
①
・
②
・
③
に
つ

い
て
の
原
告
適
格
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
告
適
格

判
断
に
当
た
っ
て
目
的
規
定
の
み
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
37
）
鉄
道
事
業
法
第
一
六
条
第
一
項
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
に

か
か
ら
し
め
る
対
象
と
し
て
、「
旅
客
の
運
賃
及
び
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
旅
客
の
料
金
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、後
者
の
「
料
金
」

と
は
、「
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
そ
の
他
の
運
送
の
速
達
性

を
役
務
の
基
本
と
す
る
料
金
（
…
…
）
で
あ
つ
て
、
新
幹
線
鉄
道

に
係
る
も
の
と
す
る
」（
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
三
二
条
第
一

項
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
単
に
「
運
賃
」
と

表
記
す
る
こ
と
と
す
る
（
平
成
一
一
年
改
正
前
の
鉄
道
事
業
法
に

つ
い
て
も
同
様
）。

（
38
）
こ
の
判
示
部
分
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、

湊
二
郎
「
旅
客
運
賃
認
可
処
分
取
消
訴
訟
に
お
け
る
鉄
道
利
用
者

の
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
た
例
」（
本
件
原
判
決
評
釈
）
新
・
判

例
解
説W
atch

一
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
二
頁
。
ま
た
、
平

成
一
一
年
鉄
道
事
業
法
改
正
に
よ
る
認
可
の
対
象
の
変
更
が
原
告

適
格
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
市
村
陽
典
＝
越
智
敏
裕
＝

福
井
秀
夫
＝
深
山
卓
也
＝
阿
部
泰
隆
「
座
談
会　

新
行
政
事
件
訴

訟
法
の
解
釈
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
四
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二

二
頁
［
深
山
卓
也
発
言
］
は
、「
鉄
道
事
業
法
の
目
的
規
定
や
他

の
利
害
関
係
人
の
手
続
的
関
与
の
規
定
等
を
考
慮
す
る
と
、
私
自

身
は
、
結
論
的
に
、
改
正
後
の
行
訴
法
の
下
で
定
期
券
利
用
者
に

原
告
適
格
を
肯
定
す
る
余
地
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
」
と
述
べ
、
同
二
二
頁
［
福
井
秀
夫
発
言
］
も
、
こ
れ
を
受
け

て
「
私
も
全
く
同
感
で
す
」
と
述
べ
る
。

（
39
）
な
お
、
現
行
の
鉄
道
事
業
法
に
お
い
て
は
、
特
急
車
両
料
金
そ

の
他
の
客
車
の
特
別
な
設
備
の
利
用
に
つ
い
て
の
料
金
等
は
、
国

土
交
通
大
臣
へ
の
届
出
制
と
な
っ
て
い
る
（
鉄
道
事
業
法
第
一
六

条
第
四
項
）
か
ら
、
以
下
の
記
述
は
そ
の
ま
ま
現
在
に
妥
当
す
る

と
は
言
い
切
れ
な
い
。

（
40
）
阿
部
・
前
掲
註
（
２
）
一
三
頁
。

（
41
）
安
念
潤
司
「
行
政
判
例
研
究
―
―
地
方
鉄
道
の
特
急
料
金
改
定

の
認
可
処
分
を
利
用
者
は
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
」（
近
鉄
特
急

料
金
訴
訟
控
訴
審
判
決
評
釈
）
自
治
研
究
六
二
巻
一
一
号
（
一
九

八
六
年
）
一
二
一
頁
。

（
42
）
野
田
崇
「
旅
客
運
賃
変
更
認
可
処
分
と
鉄
道
利
用
者
の
原
告
適

格
」（
本
件
原
判
決
評
釈
）
平
成
二
五
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
四
六
六
号
）（
二
〇
一
四
年
）
四
六
頁
は
、
本
件
に
お

け
る
「
利
用
者
」
の
手
続
参
加
可
能
性
は
、
理
論
的
に
は
無
限
定

の
鉄
道
利
用
者
の
中
か
ら
一
定
範
囲
の
者
を
切
り
出
し
、
そ
の
利

益
を
個
別
的
に
も
配
慮
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
、

個
別
保
護
性
を
認
め
る
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
友
岡
・
前
掲
註
（
８
）
一
〇
〇
頁
は
、
こ
う

し
た
解
釈
は
、「
文
言
を
厳
密
に
読
む
解
釈
か
ら
は
や
や
難
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
地
方
運
輸
局
長
に
よ
る
意
見
聴
取
は
『
利
用
者
』

が
対
象
と
な
る
の
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
諮
問
す
る
運
輸
審
議
会

に
お
い
て
『
利
用
者
』
の
意
見
を
反
映
で
き
な
い
こ
と
は
矛
盾
で

あ
る
と
の
思
考
も
働
い
た
と
思
わ
れ
、
む
し
ろ
、
本
判
決
の
判
断

過
程
と
し
て
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」と
、積
極
的
に
評
価
す
る
。

（
43
）
同
旨
、
友
岡
史
仁
「
鉄
道
運
賃
変
更
認
可
処
分
無
効
確
認
等
を

求
め
る
鉄
道
利
用
者
の
法
律
上
の
利
益
」（
本
件
原
判
決
評
釈
）

法
学
教
室
四
〇
二
号
別
冊
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
三
［
Ⅱ
］（
二

〇
一
四
年
）
九
頁
。

（
44
）
原
田
尚
彦
「
抗
告
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
―
―
処
分
性
の
拡
大

要
因
と
縮
小
要
因
」同『
訴
え
の
利
益
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
三
年
）

一
三
六
頁
（
初
出
：
一
九
七
一
年
）。
原
田
尚
彦
「
行
政
行
為
の

取
消
訴
訟
制
度
と
原
告
適
格
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
の
動
向

を
中
心
に
し
て
―
―
」
同
『
訴
え
の
利
益
』（
弘
文
堂
・
一
九
七

三
年
）
三
四
二
頁
（
初
出
：
一
九
六
三
年
）
を
も
参
照
。

（
45
）
棟
居
快
行「『
基
本
権
訴
訟
』の
可
否
」同『
人
権
論
の
再
構
成〔
新

装
版
〕』（
信
山
社
・
二
〇
〇
八
年
）
二
八
八
頁
（
初
出
：
一
九
八

五
年
）。

（
46
）
阿
部
・
前
掲
註
（
２
）
一
四
頁
。
阿
部
泰
隆
「
鉄
道
運
賃
値

下
げ
命
令
義
務
付
け
訴
訟
に
お
け
る
鉄
道
利
用
者
の
原
告
適
格

（
二
）」自
治
研
究
八
七
巻
七
号（
二
〇
一
一
年
）一
八
頁
を
も
参
照
。

（
47
）
野
田
・
前
掲
註
（
42
）
四
六
頁
は
、
こ
の
判
断
要
素
が
原
判
決

で
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
た
主
た
る
要
因
で
あ
る
と
す
る
。

（
48
）
た
と
え
ば
、
も
ん
じ
ゅ
訴
訟
、
前
掲
註
（
22
）
に
あ
げ
た
諸
判

決
（
最
判
平
成
九
年
一
月
二
八
日
、
最
判
平
成
一
三
年
三
月
一
三

日
、
最
判
平
成
一
四
年
一
月
二
二
日
民
集
五
六
巻
一
号
四
六
頁
）

な
ど
。

（
49
）
野
田
・
前
掲
註
（
42
）
四
六
頁
。

（
50
）
増
井
・
前
掲
註
（
35
）
二
五
四
頁
。

（
51
）
な
お
、
本
判
決
が
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
引
用
し

な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
判
決
文
か
ら
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
は

難
し
い
が
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
の
が

「
料
金
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た

の
が
「
運
賃
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。「
運
賃
」と
は
、「
人
又
は
物
品
の
運
送
に
対
す
る
対
価
」

で
あ
り
、「
料
金
」
と
は
、「
運
送
以
外
の
設
備
の
利
用
や
付
加

サ
ー
ビ
ス
、
役
務
の
提
供
に
対
す
る
対
価
」
で
あ
る
（
国
土
交
通

省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トhttp://w

w
w
.m

lit.go.jp/tetudo/tetudo_
fr6_000015.htm

l

）。
実
際
に
、
原
告
も
、
近
鉄
特
急
料
金
訴
訟

の
事
案
は
、
特
別
急
行
を
利
用
す
る
者
だ
け
が
負
担
す
る
特
別
急

行
料
金
部
分
の
み
が
争
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
と

は
事
案
を
異
に
し
、
本
件
に
は
射
程
が
及
ば
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

　
　
　

そ
こ
で
、
若
干
検
討
を
し
て
み
る
と
、「
運
賃
」
は
鉄
道
を
利



判 例 研 究

北法65（5・430）1556

用
す
る
た
め
に
は
必
ず
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

り
、本
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、鉄
道
が
通
勤
や
通
学
の
「
足
」

と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
仕
事
や
学
業
を
継
続
す
る
た

め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
移
動
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
運
賃
認
可
処
分
が
違
法
か
つ
高
額
に
な
さ
れ
た
場
合
に
利

用
者
が
被
る
損
害
は
、
料
金
認
可
処
分
が
違
法
か
つ
高
額
に
な
さ

れ
た
場
合
と
比
べ
る
と
、
よ
り
深
刻
な
も
の
に
な
り
う
る
（
細
か

な
事
情
を
捨
象
し
て
い
え
ば
、
料
金
が
仮
に
高
額
で
そ
れ
を
支
払

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
運
賃
を
支
払
う
こ
と
さ
え
で

き
れ
ば
、
通
勤
や
通
学
は
と
り
あ
え
ず
可
能
で
あ
る
）。
ま
た
、

近
鉄
特
急
料
金
訴
訟
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
判
昭
和
五
九
年
一
〇

月
三
〇
日
行
集
三
五
巻
一
〇
号
一
七
七
二
頁
・
判
時
一
一
四
五
号

三
三
頁
）
に
お
い
て
は
、「
本
件
特
急
料
金
は
特
急
を
利
用
す
る

こ
と
を
選
択
し
た
乗
客
が
支
払
う
特
別
料
金
で
あ
っ
て
、
そ
の
料

金
自
体
は
一
般
住
民
・
一
般
利
用
者
の
鉄
道
利
用
に
お
い
て
日
常

的
必
然
性
、
関
連
性
の
少
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
…
…

第
一
審
原
告
ら
の
近
鉄
特
急
利
用
は
比
較
的
短
時
間
の
通
勤
時
間

に
お
け
る
通
勤
車
両
の
混
雑
を
さ
け
、
座
席
に
座
る
た
め
と
い
う

に
あ
り
、
本
件
認
可
処
分
に
よ
り
第
一
審
原
告
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
被

る
損
害
も
一
か
月
一
〇
〇
〇
円
程
度
と
い
う
に
あ
る
か
ら
、
…
…

本
件
認
可
処
分
に
よ
っ
て
第
一
審
原
告
が
被
る
不
利
益
が
た
だ
ち

に
重
大
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」、と
判
示
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　

ま
た
、
現
行
鉄
道
事
業
法
で
は
、
運
賃
の
上
限
の
設
定
は
認
可

制
で
あ
り
（
同
法
第
一
六
条
第
一
項
）、
料
金
の
設
定
は
届
出
制

で
あ
る
（
同
法
第
一
六
条
第
四
項
）（
な
お
、
前
掲
註
（
37
）
を

も
参
照
）。
認
可
制
の
場
合
、
届
出
制
と
は
異
な
り
、
認
可
を
す

る
に
あ
た
っ
て
行
政
判
断
が
当
然
に
介
在
す
る
の
で
、
届
出
制
の

料
金
よ
り
も
認
可
制
の
運
賃
の
ほ
う
が
利
用
者
の
利
益
（
同
法
第

一
条
）
が
考
慮
さ
れ
や
す
い
と
い
え
る
。

　
　
　

も
っ
と
も
、
従
前
の
公
益
と
私
益
の
区
分
論
か
ら
す
れ
ば
、「
運

賃
」
は
鉄
道
利
用
者
に
あ
ま
ね
く
関
係
す
る
か
ら
そ
れ
を
め
ぐ
る

規
制
は
公
益
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、「
料
金
」
は
付

加
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
で
運
賃
に
上
乗
せ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
そ
れ
を
め
ぐ
る
規
制
は
個
別
的
な
利
益
で
あ
る
、
と
解
さ
れ

る
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
運
賃
」
こ
そ
が
鉄

道
利
用
者
に
と
っ
て
は
日
常
的
な
も
の
で
あ
り
、上
記
の
よ
う
に
、

鉄
道
事
業
法
も
「
料
金
」
よ
り
も
厳
密
な
統
制
を
行
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、や
は
り
「
運
賃
」
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
ほ
う
が
「
料

金
」
を
め
ぐ
る
訴
訟
よ
り
も
利
用
者
の
原
告
適
格
を
基
礎
づ
け
や

す
い
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
、
鉄
道
を
利
用
す
る
た
め
に
は
最
低
限
必
要
と
な

る
「
運
賃
」
と
あ
く
ま
で
運
賃
へ
の
付
加
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
内
容

と
す
る
「
料
金
」
と
で
は
、
や
は
り
そ
の
性
格
が
異
な
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
が
原
告
適
格
の
判
断
に
ど
の
程
度
の
影

響
を
与
え
る
の
か
は
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
も
あ
ま
り
明
確
に

な
っ
て
い
な
い
。
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（
52
）
Ｙ
は
、
仮
に
違
法
に
高
額
な
旅
客
運
賃
が
設
定
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
に
よ
り
鉄
道
利
用
者
に
発
生
す
る
損
害
は
金
銭
的
な
も

の
に
と
ど
ま
る
か
ら
事
後
の
金
銭
賠
償
に
よ
っ
て
回
復
可
能
な
性

質
の
損
害
で
あ
る
か
ら
、「
重
大
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
」
の

要
件
を
充
足
し
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、本
判
決
は
、

違
法
に
高
額
な
旅
客
運
賃
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
鉄
道
を
日

常
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
通
勤
や
通
学
自
体
が
不

可
能
と
な
っ
た
り
、
引
っ
越
し
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
り
す
る

可
能
性
を
指
摘
し
、
そ
の
際
に
は
「
日
常
生
活
の
基
盤
を
揺
る
が

す
よ
う
な
損
害
が
生
じ
か
ね
な
い
」、こ
と
を
強
調
す
る
。こ
れ
は
、

ま
さ
に
事
後
的
な
金
銭
賠
償
請
求
に
よ
っ
て
は
、
回
復
す
る
こ
と

が
困
難
な
性
質
で
あ
る
か
ら
、
本
判
決
の
説
示
は
極
め
て
正
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
53
）
補
充
性
の
要
件
は
、
行
政
過
程
で
特
別
の
救
済
ル
ー
ト
を
定
め

て
い
る
場
合
（
た
と
え
ば
、
更
正
の
請
求
の
制
度
（
国
税
通
則
法

第
二
三
条
））
に
は
、
そ
れ
に
よ
る
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
と

解
さ
れ
て
い
る
（
塩
野
・
前
掲
註
（
14
）
二
三
九
～
二
四
〇
頁
、

小
林
久
起
『
行
政
事
件
訴
訟
法
』（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
四
年
）

一
六
二
頁
以
下
、
福
井
秀
夫
＝
村
田
斉
志
＝
越
智
敏
裕
『
新
行
政

事
件
訴
訟
法
―
―
逐
条
解
説
と
Ｑ
＆
Ａ
―
―
』（
新
日
本
法
規
・

二
〇
〇
四
年
）
一
四
〇
頁
［
村
田
斉
志
執
筆
担
当
部
分
］、
小
早

川
光
郎
＝
高
橋
滋
編『
詳
解
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
』（
第
一
法
規
・

二
〇
〇
四
年
）
四
九
頁
［
橋
本
博
之
執
筆
担
当
部
分
］）。

（
54
）
も
っ
と
も
、
原
判
決
は
、「
な
お
、
仮
に
、
京
成
運
賃
上
限
認

可
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
原
告
ら
が
原
告
適
格
を
有
す

る
と
し
て
も
、
…
…
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」、
と
し

て
い
る
。

（
55
）
湊
・
前
掲
註
（
38
）
五
二
頁
は
、
す
で
に
原
判
決
の
評
釈
に
お

い
て
、「
北
総
線
の
利
用
者
は
成
田
空
港
線
の
利
用
者
と
も
い
え

る
か
ら
、
Ｘ
ら
に
京
成
運
賃
上
限
認
可
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
け

る
原
告
適
格
を
肯
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
。

（
56
）
塩
野
・
前
掲
註
（
14
）
一
三
一
～
一
三
二
頁
。

（
57
）
古
城
誠
「
消
費
者
訴
訟
の
原
告
適
格
」
北
大
法
学
論
集
四
〇
巻

五
＝
六
号
上
巻
（
一
九
九
〇
年
）
一
四
一
五
～
一
四
一
七
頁
。

（
58
）
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
四
一
五
頁
。

（
59
）
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
四
一
六
頁
。

（
60
）
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
四
一
六
頁
。

（
61
）
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
四
一
七
頁
。

（
62
）
原
野
翹
「
公
共
料
金
の
決
定
と
消
費
者
の
権
利
」
法
律
時
報
四

八
巻
三
号
（
一
九
七
六
年
）
三
九
～
四
〇
頁
、
宝
金
敏
明
「
一
般

消
費
者
・
利
用
者
の
提
起
す
る
取
消
訴
訟
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ

二
号
（
一
九
七
六
年
）
一
四
二
～
一
四
三
頁
、
渡
部
吉
隆
＝
園
部

逸
夫
編
『
行
政
事
件
訴
訟
法
体
系
』（
西
神
田
編
集
室
・
一
九
八

五
年
）
一
七
八
～
一
七
九
頁
［
川
上
泉
執
筆
担
当
部
分
］、
安
念
・

前
掲
註
（
41
）
一
一
六
～
一
一
七
頁
、
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
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四
二
九
～
一
四
三
三
頁
。

（
63
）
公
益
事
業
の
料
金
、
運
賃
の
認
可
処
分
を
争
っ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
公
益
事
業
規
制
を
争
っ
た
事
例
と
し
て
、
東
急
駒
沢
駅
設

置
要
求
事
件
（
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
四
月
二
七
日
行
集
二
二
巻

四
号
五
八
六
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
鉄
道
法
に
基
づ
く
地

方
鉄
道
新
線
路
事
業
免
許
後
の
線
路
等
の
変
更
認
可
処
分
に
つ
い

て
、
従
前
の
線
路
等
を
利
用
し
て
い
た
付
近
住
民
が
提
起
し
た
抗

告
訴
訟
（
主
位
的
に
は
無
効
確
認
訴
訟
、
予
備
的
に
取
消
訴
訟
）

で
あ
る
が
、
ど
こ
に
停
留
所
を
設
置
す
る
の
か
は
鉄
道
事
業
者
の

判
断
に
任
さ
れ
て
お
り
、
利
用
者
が
停
留
所
設
置
に
つ
い
て
自
己

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
利
益
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
地

元
住
民
に
は
当
該
認
可
に
対
し
て
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
法
律
上

の
利
益
が
な
い
と
さ
れ
た
。

（
64
）
も
っ
と
も
、
以
下
に
紹
介
す
る
下
級
審
裁
判
例
お
よ
び
学
説

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
近
鉄
特
急
料
金
訴

訟
第
一
審
判
決
に
つ
い
て
、「
最
近
の
判
例
の
傾
向
に
照
ら
せ

ば
、
…
…
か
な
り
突
出
し
た
印
象
を
与
え
た
」（
安
念
・
前
掲
註

（
41
）
一
一
七
頁
）、「
そ
の
内
容
が
た
だ
ち
に
今
後
の
判
例
・
学

説
に
一
般
的
に
受
容
さ
れ
る
も
の
と
な
る
か
否
か
は
別
」（
中
西

又
三
「
大
東
亜
戦
争
遂
行
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
令
の
失
効
が

認
め
ら
れ
た
例
等
―
―
近
鉄
特
急
料
金
事
件
」（
近
鉄
特
急
料
金

訴
訟
第
一
審
評
釈
）
判
例
時
報
一
〇
七
〇
号
（
判
例
評
論
二
九
一

号
）（
一
九
八
三
年
）
一
八
四
頁
）
と
評
す
る
見
方
も
存
在
し
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
お
そ
ら
く
、
当
時
す
で
に
下
さ
れ
て

い
た
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
意
識
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
前
記
の
古
城
教
授
の
分
類
や
本
稿
が
こ
れ
か
ら

述
べ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
の
よ
う
な

消
費
者
行
政
訴
訟
と
公
益
事
業
の
料
金
、
運
賃
の
認
可
処
分
を
争

う
消
費
者
行
政
訴
訟
は
別
の
類
型
で
あ
り
、
原
告
適
格
の
判
断
を

同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
65
）
た
と
え
ば
、
原
田
尚
彦
「
行
政
事
件
訴
訟
へ
の
期
待
―
―
行
政

過
程
の
審
理
方
式
を
中
心
に
し
て
―
―
」
同
『
訴
え
の
利
益
』（
弘

文
堂
・
一
九
七
三
年
）
二
一
八
頁
以
下
（
初
出
：
一
九
七
三
年
）、

兼
子
仁
『
行
政
争
訟
法
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
七
三
年
）
三
一
一

～
三
一
二
頁
、
田
中
館
照
橘
「
運
輸
大
臣
の
乗
合
バ
ス
運
賃
変
更

認
可
処
分
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
、
右
バ
ス
路
線
の
近
隣

利
用
者
に
訴
え
の
利
益
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」（
広
島
地
判
昭
和

四
八
年
一
月
一
七
日
行
集
二
四
巻
一
＝
二
号
一
頁
・
判
時
六
九
二

号
三
〇
頁
の
評
釈
）判
例
時
報
七
一
五
号（
判
例
評
論
一
七
七
号
）

（
一
九
七
三
年
）
一
三
三
～
一
三
四
頁
、
北
川
善
太
郎
『
消
費
者

法
の
シ
ス
テ
ム
』（
岩
波
書
店
・
一
九
八
〇
年
）
五
〇
頁
、
新
堂

幸
司
「
民
事
訴
訟
の
目
的
論
か
ら
な
に
を
学
ぶ
か
」
同
『
民
事
訴

訟
制
度
の
役
割
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
）
二
一
三
頁
（
初
出
：

一
九
八
一
年
）、
田
中
英
夫
＝
竹
内
昭
夫
「〔
対
談
〕
法
の
実
現
に

お
け
る
私
人
の
役
割
」
同
『
法
の
実
現
に
お
け
る
私
人
の
役
割
』

（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
七
年
）二
〇
八
頁［
竹
内
発
言
部
分
］、
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竹
内
昭
夫
「
消
費
者
保
護
」
竹
内
昭
夫
＝
道
田
信
一
郎
＝
前
田
庸

＝
龍
田
節
＝
手
島
孝
『
現
代
の
経
済
構
造
と
法
』（
筑
摩
書
房
・

一
九
七
五
年
）
七
二
頁
な
ど
。

（
66
）
塩
野
・
前
掲
註
（
14
）
一
三
二
頁
。
塩
野
宏
「
改
正
行
政
事
件

訴
訟
法
の
課
題
と
展
望
」
同
『
行
政
法
概
念
の
諸
相
』（
有
斐
閣
・

二
〇
一
一
年
）
二
九
八
頁
（
初
出
：
二
〇
〇
五
年
）
を
も
参
照
。

（
67
）
宇
賀
克
也『
行
政
法
概
説
Ⅱ
―
―
行
政
救
済
法〔
第
四
版
〕』（
有

斐
閣
・
二
〇
一
三
年
）
一
九
八
頁
。

（
68
）
同
様
の
見
解
を
説
く
も
の
と
し
て
、
高
木
光
「
救
済
拡
充
論
の

今
後
の
課
題
」ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
七
号（
二
〇
〇
四
年
）一
六
頁
。

（
69
）
市
村
ほ
か
・
前
掲
註
（
38
）
二
二
頁
［
深
山
卓
也
発
言
］、
福

井
ほ
か
・
前
掲
註（
53
）三
〇
七
頁［
越
智
敏
裕
執
筆
担
当
部
分
］、

横
田
光
平
「
特
急
料
金
認
可
と
第
三
者
の
原
告
適
格
」（
近
鉄
特

急
料
金
訴
訟
最
高
裁
判
決
評
釈
）
宇
賀
克
也
＝
交
告
尚
史
＝
山
本

隆
司
編
『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
〔
第
六
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二

年
）
三
五
七
頁
。
ま
た
、
中
川
丈
久
「
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
に

つ
い
て
（
二
）」
法
学
教
室
三
八
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
四

頁
以
下
は
、
個
別
保
護
要
件
の
判
定
は
、「
被
害
者
の
絞
り
込
み
」

の
た
め
の
線
引
き
を
す
る
こ
と
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
。

（
70
）
原
田
大
樹
「
集
団
的
消
費
者
利
益
の
実
現
と
行
政
法
の
役
割
―

―
不
法
行
為
法
と
の
役
割
分
担
を
中
心
と
し
て
」
千
葉
恵
美
子
＝

長
谷
部
由
起
子
＝
鈴
木
將
文
編
『
集
団
的
消
費
者
利
益
の
実
現
と

法
の
役
割
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
四
年
）
五
六
頁
。

（
71
）
な
お
、
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
後
の
第
九
条
の
解

釈
と
し
て
、
個
別
保
護
要
件
が
放
棄
さ
れ
た
と
解
す
る
見
解
も
少

な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
村
上
・
前
掲
註
（
24
）
三
〇
二
頁
、
小

早
川
光
郎
『
行
政
法
講
義
（
下
Ⅲ
）』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
七
年
）

二
六
一
頁
、
市
村
ほ
か
・
前
掲
註
（
38
）
一
八
～
一
九
頁
［
越
智

敏
裕
発
言
］、
日
本
弁
護
士
連
合
会
行
政
訴
訟
セ
ン
タ
ー
編
『
実

務
解
説
行
政
事
件
訴
訟
法
―
―
改
正
行
訴
法
を
使
い
こ
な
す
―

―
』（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
五
年
）
二
三
頁
以
下
［
越
智
敏
裕
執

筆
担
当
部
分
］。
な
お
、
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
以

前
か
ら
個
別
保
護
要
件
不
要
説
を
唱
え
る
代
表
的
見
解
と
し
て
、

阿
部
・
前
掲
註
（
17
）
一
〇
六
～
一
〇
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、

平
成
一
六
年
改
正
後
行
政
事
件
訴
訟
法（
第
九
条
第
二
項
）に
よ
っ

て
は
、
個
別
保
護
要
件
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
見
解
を
示

す
も
の
と
し
て
、
橋
本
・
前
掲
註
（
24
）「
原
告
適
格
論
の
課
題
」

一
二
〇
頁
註
二
七
、
亘
理
格
「
行
政
訴
訟
の
理
論
―
―
学
説
的
遺

産
の
再
評
価
と
い
う
視
点
か
ら
」
公
法
研
究
七
一
号
（
二
〇
〇
九

年
）
七
〇
頁
。
ま
た
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
、
な
お
個
別
的
保

護
要
件
を
維
持
す
る
と
い
う
見
解
が
多
い
（
最
高
裁
判
所
事
務
総

局
行
政
局
監
修
『
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
執
務
資
料
』（
法
曹
会
・

二
〇
〇
五
年
）
一
七
頁
）。

（
72
）
上
記
の
古
城
教
授
の
分
類
に
よ
る
第
二
の
タ
イ
プ
の
規
制
は
、

一
般
的
に
は
そ
れ
が
不
十
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
損

害
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。と
い
う
の
は
、
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基
本
的
な
安
全
性
は
、
第
一
の
タ
イ
プ
の
規
制
で
確
保
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
薬
品
の
使
用
方
法

や
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
表
示
な
ど
は
、
生
命
や
健
康
に
直
接
影

響
し
う
る
（
以
上
、
参
照
、
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
四
一
七
頁

註
三
）。

（
73
）
仲
野
武
志
「
不
可
分
利
益
の
保
護
に
関
す
る
行
政
法
・
民
事
法

の
比
較
分
析
」
民
商
法
雑
誌
一
四
八
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
五

五
一
頁
。

（
74
）
原
田
・
前
掲
註
（
70
）
五
七
～
五
八
頁
。

（
75
）
亘
理
格
「
行
使
機
能
分
担
の
変
容
と
行
政
法
理
論
」
公
法
研
究

六
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
八
九
～
一
九
〇
頁
。

（
76
）
亘
理
・
前
掲
註
（
71
）
六
九
頁
。
同
「
行
政
訴
訟
の
理
念
と
目

的
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
頁
に
も
ほ

ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
77
）
亘
理
・
前
掲
註
（
75
）
一
八
九
頁
。

（
78
）
亘
理
格
「
共
同
利
益
論
と
『
権
利
』
認
定
の
方
法
」
民
商
法
雑

誌
一
四
八
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
二
一
頁
。

（
79
）
亘
理
・
前
掲
註
（
71
）
八
五
頁
註
八
。

（
80
）
亘
理
・
前
掲
註
（
78
）
五
二
一
頁
。

（
81
）
亘
理
・
前
掲
註
（
78
）
五
一
九
頁
。

（
82
）
仲
野
武
志
『
公
権
力
行
使
概
念
の
研
究
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇

七
年
）
二
八
九
頁
、
三
二
六
頁
註
八
二
、
三
二
七
頁
註
八
五
～
註

八
八
。
ま
た
、
仲
野
武
志
「
発
言
」
公
法
研
究
六
五
号
（
二
〇
〇

三
年
）
二
四
〇
頁
も
参
照
。

（
83
）
野
呂
充
「
原
告
適
格
論
の
再
考
―
―
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
下

で
の
原
告
適
格
及
び
自
己
の
法
律
上
の
利
益
に
関
係
の
な
い
違
法

の
主
張
制
限
に
つ
い
て
」法
律
時
報
八
二
巻
八
号（
二
〇
一
〇
年
）

一
七
頁
。

（
84
）
亘
理
・
前
掲
註
（
78
）
五
二
〇
頁
。

（
85
）
亘
理
・
前
掲
註
（
78
）
五
二
四
～
五
三
五
頁
。

（
86
）
亘
理
・
前
掲
註
（
78
）
五
三
六
～
五
四
九
頁
。
原
田
・
前
掲
註

（
70
）
五
八
頁
註
二
一
を
も
参
照
。

（
87
）
な
お
、
共
同
利
益
論
と
お
そ
ら
く
同
様
の
問
題
関
心
を
有
す
る

も
の
と
し
て
、
山
本
隆
司
教
授
の
「
集
合
利
益
」
が
あ
る
（
山
本

隆
司
「
原
告
適
格
（
一
）
―
―
判
断
枠
組
」
同
『
判
例
か
ら
探
究

す
る
行
政
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
四
五
七
～
四
五
九
頁

（
初
出
：
二
〇
〇
八
年
））。
集
合
利
益
と
は
、「
個
人
に
帰
属
さ
せ

る
の
が
困
難
な
不
可
分
の
利
益
や
、分
散
・
拡
散
し
て
い
る
利
益
」

（
同
書
四
五
七
頁
）
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
、
そ
れ
は
「
個
人
に
帰

属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
私
益
と
公
益
と
の
い
わ
ば
中
間
に
位
置

す
る
」（
同
書
四
五
七
頁
）。
そ
の
う
え
で
、
集
合
利
益
の
主
張
を

認
め
る
べ
き
存
在
な
い
し
可
能
性
と
し
て
、
相
対
的
に
強
い
利
害

関
係
を
持
つ
個
人
、団
体
訴
訟
の
二
つ
が
示
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
は
、「
団
体
訴
訟
を
明
示
に
認
め
る
立
法
が
進
捗
し
な
い
場

合
に
今
後
検
討
す
べ
き
事
項
と
し
て
」（
同
書
四
五
九
頁
）
の
問

題
提
起
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。
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（
88
）
仲
野
・
前
掲
註
（
82
）『
公
権
力
行
使
概
念
の
研
究
』（
有
斐
閣
・

二
〇
〇
七
年
）
二
八
四
頁
以
下
、
同
・
前
掲
註
（
73
）
五
五
二
～

五
六
一
頁
。

（
89
）
仲
野
・
前
掲
註
（
73
）
五
五
三
頁
。

（
90
）
仲
野
・
前
掲
註
（
73
）
五
五
四
頁
。

（
91
）
原
田
・
前
掲
註（
70
）五
八
頁
註
二
一
。
な
お
、凝
集
利
益
論
が
、

個
別
行
政
実
体
法
に
お
け
る
行
政
手
続
へ
の
参
画
を
重
視
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
拡
散
的
、集
合
的
利
益
（
地
位
配
分
型
）」

に
つ
い
て
、
上
記
行
政
事
件
訴
訟
法
第
九
条
第
二
項
の
考
慮
要
素

①
お
よ
び
③
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
指
摘
す
る
、大
貫
裕
之「
取

消
訴
訟
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
の
備
忘
録
」
稲
葉
馨
＝
亘
理
格
編

『
藤
田
宙
靖
博
士
東
北
大
学
退
職
記
念
―
―
行
政
法
の
思
考
様
式
』

（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
三
頁
以
下
と
同
様
の
方
向
性

を
有
す
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
92
）
藤
田
・
前
掲
註
（
23
）
四
二
八
頁
。
雄
川
一
郎
「
訴
の
利
益
と

民
衆
訴
訟
の
問
題
」
同
『
行
政
争
訟
の
理
論
』（
有
斐
閣
・
一
九

八
六
年
）
二
八
七
頁
以
下
（
初
出
：
一
九
七
六
年
）
を
も
参
照
。

（
93
）「
原
告
適
格
を
有
す
る
者
の
範
囲
を
広
く
す
る
た
め
に
は
、

…
…
今
回
の
改
正
法
［
平
成
一
六
年
改
正
後
の
行
政
事
件
訴
訟
法

―
―
引
用
者
註
］
と
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
行
政
実
体
法
を
個

別
的
に
見
直
す
と
い
う
地
道
な
作
業
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
る

藤
山
・
前
掲
註
（
26
）
四
二
頁
も
同
旨
か
。

（
94
）
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
四
三
八
頁
。

（
95
）
古
城
・
前
掲
註
（
57
）
一
四
三
九
頁
。

（
96
）
た
と
え
ば
、
中
川
丈
久
「
消
費
者
―
―
消
費
者
法
は
行
政
法
理

論
の
参
照
領
域
た
り
う
る
か
」公
法
研
究
七
五
号（
二
〇
一
三
年
）

一
九
二
頁
は
、
①
商
品
社
役
務
が
消
費
者
の
人
身
に
対
し
て
有
す

べ
き
「
安
全
」（
消
費
者
安
全
）
を
享
受
す
る
権
利
、
②
商
品
や

役
務
に
消
費
者
向
け
の
適
正
な
「
表
示
」（
消
費
者
表
示
）
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
な
情
報
を
得
て
選
択
す
る
と
い
う
利

益
、
③
商
品
や
役
務
を
消
費
者
と
し
て
事
業
者
か
ら
購
入
し
、
ま

た
は
事
業
者
の
求
め
に
応
じ
て
売
却
す
る
と
い
う
「
取
引
」（
消

費
者
取
引
）
に
あ
た
り
、勧
誘
方
法
、契
約
条
件
（
価
格
を
含
む
）、

履
行
状
況
す
べ
て
に
お
い
て
公
正
な
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
利

益
を
あ
げ
て
い
る
。

（
97
）
大
村
敦
志
『
消
費
者
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
一
年
）

三
七
四
～
三
七
五
頁
。

（
98
）
中
川
・
前
掲
註
（
96
）
一
九
八
～
一
九
九
頁
。

（
99
）
原
野
・
前
掲
註
（
62
）
四
〇
頁
。

（
100
）
原
野
・
前
掲
註
（
62
）
三
三
頁
。

（
101
）
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
の
当
事
者
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
八
年
）

八
九
頁
以
下
。

（
102
）
伊
藤
・
前
掲
註
（
101
）
一
〇
三
頁
。

（
103
）
も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
豊
前
火
力
発
電
所
操
業
差
止
訴
訟
最
高

裁
判
決
（
最
判
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
〇
日
判
時
一
一
八
一
号
七

七
頁
）
が
紛
争
管
理
権
論
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
旨
の
判
示
を
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行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
伊
藤
教
授
は
、
民
事
（
差
止
）
訴
訟

に
つ
い
て
は
、
紛
争
管
理
権
者
を
任
意
的
訴
訟
担
当
資
格
を
取
得

し
た
者
と
捉
え
る
見
解
に
転
じ
た
が
、
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
は
従

来
の
紛
争
管
理
権
論
を
基
本
的
に
維
持
し
て
い
る
（
伊
藤
眞
「
紛

争
管
理
権
論
再
論
―
―
環
境
訴
訟
へ
の
受
容
を
目
指
し
て
―
―
」

新
堂
幸
司
編『
紛
争
処
理
と
正
義
―
―
竜
嵜
喜
助
先
生
還
暦
記
念
』

（
有
斐
閣
出
版
サ
ー
ビ
ス
・
一
九
八
八
年
）
二
〇
三
頁
以
下
）。

（
104
）
福
永
有
利
「
新
訴
訟
類
型
と
し
て
の
『
集
団
利
益
訴
訟
』
の
法

理
―
―
環
境
保
護
訴
訟
・
消
費
者
保
護
訴
訟
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
―
」
同
『
民
事
訴
訟
当
事
者
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
年
）

二
二
三
頁
（
初
出
：
一
九
九
四
年
）。

（
105
）
伊
藤
・
前
掲
註
（
101
）
一
三
四
頁
。

（
106
）
鉄
道
事
業
法
研
究
会
編『
逐
条
解
説
鉄
道
事
業
法
』（
第
一
法
規
・

一
九
八
八
年
）
一
三
八
頁
。

（
107
）
友
岡
・
前
掲
註
（
８
）
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
。

（
108
）
参
照
、
友
岡
・
前
掲
註
（
８
）
一
〇
一
頁
。

（
109
）
タ
ク
シ
ー
運
賃
認
可
処
分
（「
適
正
な
原
価
」「
適
正
な
利
潤
」

「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」「
不
当
な
競
争
」
と
い
う
認
可
要
件
が

法
定
さ
れ
て
い
る
（
道
路
運
送
法
第
九
条
の
三
第
二
項
））
が
裁

量
処
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
参
照
、
山
下
竜
一
「
公
共
料
金

―
―
タ
ク
シ
ー
運
賃
値
下
げ
事
件
」
市
川
正
人
＝
曽
和
俊
文
＝
池

田
直
樹
編
『
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
公
法
〔
第
三
版
〕』（
日
本
評
論
社
・

二
〇
一
二
年
）
三
三
九
～
三
四
〇
頁
。

（
110
）
阿
部
・
前
掲
註
（
２
）
四
頁
。

（
111
）
原
告
側
が
、
本
件
を
「
京
成
た
だ
乗
り
訴
訟
」
と
名
づ
け
た
ゆ

え
ん
で
あ
る
（
阿
部
・
前
掲
註
（
２
）
五
頁
）。

（
112
）
友
岡
・
前
掲
註
（
８
）
一
〇
二
頁
。
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株
式
買
取
請
求
・
買
取
価
格
決
定
手
続
に
要
求
さ
れ
る
個
別
株
主
通
知
の

時
期
お
よ
び
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
の
影
響

　

最
決
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
民
集
六
六
巻
五
号
二
三
四
四
頁
、
判
時

二
一
五
七
号
一
〇
四
頁
、
判
タ
一
三
七
六
号
一
四
〇
頁
、
金
判
一
三
九
八

号
二
七
頁

〔
参
照
条
文
〕
会
社
法
一
一
六
条
一
項
二
号
、
一
七
二
条
二
項
、
社
債
等

振
替
法
一
五
四
条
二
項

判
例
研
究

　
　
　

民
　
事
　
判
　
例
　
研
　
究

高　

橋　

周　

史
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〔
事
実
〕

　

Ｙ
社
は
住
居
、
生
活
関
連
用
品
の
小
売
販
売
や
リ
フ
ォ
ー
ム
等
を
行
う

ほ
か
、
生
鮮
食
料
品
の
小
売
販
売
を
行
う
株
式
会
社
で
あ
り
、
平
成
二
〇

年
一
〇
月
以
前
か
ら
大
阪
証
券
取
引
所
の
市
場
第
二
部
に
普
通
株
式
を
上

場
し
て
い
た
。
Ｙ
社
の
普
通
株
式
は
、
平
成
二
一
年
一
月
五
日
に
社
債
、

株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
社
債
等
振
替
法
」
と
い
う
）

に
従
い
同
法
一
二
八
条
一
項
所
定
の
振
替
株
式
と
な
っ
た
。
Ｙ
社
は
厳
し

い
経
営
環
境
の
中
で
業
績
を
悪
化
さ
せ
て
お
り
、
経
営
再
建
の
た
め
に
医

薬
品
等
の
販
売
事
業
を
営
む
Ａ
社
と
の
間
で
資
本
業
務
提
携
を
行
う
こ
と

を
検
討
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
Ｙ
社
を
Ａ
社
の
完
全
子
会
社
と
す
る

た
め
に
、
平
成
二
一
年
二
月
一
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
七
日
ま
で
を
買
付

期
間
と
し
て
Ａ
社
が
Ｙ
社
株
式
の
公
開
買
付
を
行
い
、
そ
の
後
Ｙ
社
普
通

株
式
を
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に
変
更
し
た
う
え
で
Ｙ
社
が
そ
の
全

て
を
取
得
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

平
成
二
一
年
二
月
一
六
日
、
Ａ
社
は
Ｙ
社
普
通
株
式
を
公
開
買
付
に
よ

り
取
得
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
同
日
に
Ｙ
社
は
こ
れ
に
賛
同
し
た
。
公
開

買
付
の
結
果
、
Ａ
社
は
Ｙ
社
普
通
株
式
の
八
六
・
一
六
％
を
取
得
し
た
。

　

Ｙ
社
は
、
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
同
年
六
月
二

九
日
に
株
主
総
会
を
開
催
し
、
以
下
の
①
な
い
し
③
の
決
議
を
行
う
と
と

も
に
、
同
日
に
開
催
さ
れ
た
普
通
株
式
の
株
主
に
よ
る
種
類
株
主
総
会
に

お
い
て
、
②
の
決
議
を
行
っ
た
（
以
下
、
①
な
い
し
③
の
決
議
を
行
っ
た

株
主
総
会
お
よ
び
②
の
決
議
を
行
っ
た
種
類
株
主
総
会
を
「
本
件
総
会
」

と
い
う
）。

①
残
余
財
産
分
配
に
つ
い
て
の
優
先
株
式
で
あ
る
Ａ
種
種
類
株
式
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
款
を
変
更
す
る
こ
と
。

②
Ｙ
社
普
通
株
式
を
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
し
て
、
そ
の
取
得

対
価
と
し
て
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
一
株
に
つ
き
Ａ
種
種
類
株

式
を
〇
．
〇
〇
〇
〇
〇
〇
五
八
八
株
の
割
合
を
も
っ
て
交
付
す
る
旨

の
定
款
変
更
を
行
い
、
こ
の
定
款
変
更
の
効
力
発
生
日
を
同
年
八
月

四
日
と
す
る
こ
と
。

③
Ｙ
社
に
よ
る
取
得
日
を
同
年
八
月
四
日
と
定
め
て
、
上
記
取
得
対
価

に
よ
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
全
部
の
取
得
を
行
う
こ
と
。

　

Ｘ
１
は
、
本
件
総
会
に
先
立
ち
、
上
記
の
議
案
に
反
対
す
る
旨
を
Ｙ
社

に
通
知
し
、
か
つ
本
件
総
会
に
お
い
て
同
議
案
に
反
対
す
る
旨
の
議
決
権

を
行
使
し
た
。
Ｘ
２
は
本
件
基
準
日
に
お
い
て
保
有
す
る
普
通
株
式
を
第

三
者
に
貸
付
け
て
お
り
、
本
件
総
会
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
し
な
か
っ

た
。
Ｘ
１
、
Ｘ
２
（
以
下
「
Ｘ
ら
」
と
す
る
）
は
、
平
成
二
一
年
七
月
一

一
日
、
会
社
法
一
七
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
保
有
す
る
Ｙ
社
株
式
（
Ｘ
１：

七
万
三
〇
〇
〇
株
、
Ｘ
２：

二
九
万
五
〇
〇
〇
株
）
に
つ
き
、
全
部
取
得

条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行
っ
た
（
以
下
、「
本
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件
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
」
と
い
う
）。

　

Ｘ
ら
は
さ
ら
に
、
平
成
二
一
年
七
月
三
〇
日
、
Ｙ
社
に
対
し
て
会
社
法

一
一
六
条
一
項
に
基
づ
き
、
保
有
す
る
Ｙ
社
株
式
を
公
正
な
価
格
で
買
い

取
る
こ
と
を
請
求
し
た
（
以
下
、「
本
件
株
式
買
取
請
求
」
と
い
う
）。

　

平
成
二
一
年
七
月
二
九
日
、
Ｙ
社
株
式
は
上
場
廃
止
と
な
り
、
同
年
八

月
四
日
に
は
振
替
機
関
に
よ
る
取
り
扱
い
が
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
Ｘ

ら
は
同
日
ま
で
に
社
債
等
振
替
法
一
五
四
条
三
項
所
定
の
個
別
株
主
通
知

の
申
出
を
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
Ｘ
ら
の
株
式
買
取
請
求
に
つ
い
て
、

個
別
株
主
通
知
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
日
、
本
件
総
会
の
決
議

で
定
め
ら
れ
た
通
り
、
定
款
変
更
の
効
力
が
発
生
し
、
Ｙ
社
は
全
部
取
得

条
項
付
種
類
株
式
の
全
部
を
取
得
し
た
。
な
お
、
Ｘ
ら
の
保
有
す
る
そ
れ

ぞ
れ
一
株
に
満
た
な
い
Ａ
種
種
類
株
式
の
端
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
一

年
九
月
三
日
、
裁
判
所
の
売
却
許
可
に
よ
り
Ａ
社
に
対
し
て
一
億
一
四
六

万
四
九
四
八
円
で
売
却
さ
れ
た
（
会
社
二
三
四
条
二
項
）。

　

平
成
二
一
年
九
月
三
〇
日
、
Ｘ
ら
は
、
会
社
法
一
一
七
条
二
項
に
基
づ

き
、本
件
株
式
買
取
請
求
に
係
る
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行
っ
た（
以

下
、「
本
件
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
」
と
い
う
）。
Ｙ
社
は
、
本
件
買
取

価
格
決
定
の
申
立
て
の
審
理
に
お
い
て
、
平
成
二
一
年
一
一
月
一
八
日
に

提
出
し
た
書
面
に
よ
り
、
Ｘ
ら
に
つ
い
て
個
別
株
主
通
知
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
に
、
本
件
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る

こ
と
を
主
張
し
て
争
っ
た
。

　

原
々
審
決
定
（
徳
島
地
決
平
成
二
二
年
三
月
二
九
日
金
判
一
三
九
二
号

三
四
頁
）
は
、
①
本
件
株
式
買
取
請
求
の
効
力
発
生
日
で
あ
る
代
金
支
払

時
（
会
社
一
一
七
条
五
項
）
よ
り
前
の
平
成
二
一
年
八
月
四
日
に
、
Ｘ
ら

の
普
通
株
式
は
全
部
取
得
条
項
が
付
さ
れ
て
全
部
取
得
さ
れ
、
そ
の
対
価

と
し
て
Ｘ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
一
株
に
満
た
な
い
Ａ
種
種
類
株
式
の
端
数
を
交

付
さ
れ
た
こ
と
、
②
Ｘ
ら
の
保
有
す
る
Ａ
種
種
類
株
式
の
端
数
を
含
む
Ａ

種
種
類
株
式
一
株
は
、
平
成
二
一
年
九
月
三
日
に
Ａ
社
に
対
し
て
売
却
さ

れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ｘ
ら
は
株
式
買
取
請
求
の
対
象
と
な
る
Ｙ
社
の
普

通
株
式
を
保
有
し
て
い
な
い
と
し
て
、
本
件
申
立
て
を
不
適
法
と
し
て
却

下
し
た
。

　

原
審
決
定
（
高
松
高
決
平
成
二
二
年
一
二
月
八
日
金
判
一
三
九
二
号
三

四
頁
）
は
、
①
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
な
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し

て
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
を
し
た
株
主
が
、
全
部
取
得
条

項
を
付
す
る
定
款
変
更
決
議
に
対
す
る
反
対
株
主
と
し
て
株
式
買
取
請
求

を
行
う
こ
と
は
相
矛
盾
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
、
②
取
得
価
格
決
定
の
申

立
て
だ
け
で
も
反
対
株
主
の
保
護
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
会
社
法
一
七
二
条
一
項
に
基
づ
く
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取

得
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行
っ
た
Ｘ
ら
が
、
さ
ら
に
会
社
法
一
一
六
条
一

項
に
基
づ
く
株
式
買
取
請
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
て
、
Ｘ
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ら
の
抗
告
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
が
許
可
抗
告
の
申
立
て
を
行
っ

た
の
が
本
件
で
あ
る
。

〔
決
定
要
旨
〕
抗
告
棄
却

（
職
権
に
よ
る
検
討
）

　
「
会
社
法
一
一
六
条
一
項
所
定
の
株
式
買
取
請
求
権
は
、
そ
の
申
立
期

間
内
に
各
株
主
の
個
別
的
な
権
利
行
使
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
専
ら
一
定
の
日
（
基
準
日
）
に
株
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て

い
る
株
主
を
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
定
め
、
こ
れ
ら

の
者
に
よ
る
一
斉
の
権
利
行
使
を
予
定
す
る
同
法
一
二
四
条
一
項
に
規
定

す
る
権
利
と
は
著
し
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
株
式
買
取
請
求

権
が
社
債
等
振
替
法
一
五
四
条
一
項
、
一
四
七
条
四
項
所
定
の
「
少
数
株

主
権
等
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
会
社
法
一
一

六
条
一
項
に
基
づ
く
株
式
買
取
請
求（
以
下「
株
式
買
取
請
求
」と
い
う
。）

に
係
る
株
式
の
価
格
は
、
同
請
求
を
し
た
株
主
と
株
式
会
社
と
の
協
議
が

調
わ
な
け
れ
ば
、
株
主
又
は
株
式
会
社
に
よ
る
同
法
一
一
七
条
二
項
に
基

づ
く
価
格
の
決
定
の
申
立
て
（
以
下
「
買
取
価
格
の
決
定
の
申
立
て
」
と

い
う
。）
を
受
け
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
振
替
株
式
に
つ
い
て
株
式
買

取
請
求
を
受
け
た
株
式
会
社
が
、
買
取
価
格
の
決
定
の
申
立
て
に
係
る
事

件
の
審
理
に
お
い
て
、
同
請
求
を
し
た
者
が
株
主
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
審
理
終
結
ま
で
の
間
に
個
別
株
主
通
知
が
さ
れ
る
こ
と

を
要
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
平
成
二
二
年
（
許
）
第
九
号
同
年

一
二
月
七
日
第
三
小
法
廷
決
定
・
民
集
六
四
巻
八
号
二
〇
〇
三
頁
参
照
）。

上
記
の
理
は
、
振
替
株
式
に
つ
い
て
株
式
買
取
請
求
を
受
け
た
株
式
会
社

が
同
請
求
を
し
た
者
が
株
主
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
た
時
点
で
既
に
当
該

株
式
に
つ
い
て
振
替
機
関
の
取
扱
い
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
異
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
上
記
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
株
式

会
社
に
お
い
て
個
別
株
主
通
知
以
外
の
方
法
に
よ
り
同
請
求
の
権
利
行
使

要
件
の
充
足
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
一
方
、
こ
の

よ
う
に
解
し
て
も
、
株
式
買
取
請
求
を
す
る
株
主
は
、
当
該
株
式
が
上
場

廃
止
と
な
っ
て
振
替
機
関
の
取
扱
い
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
予
測
す
る
こ

と
が
で
き
、
速
や
か
に
個
別
株
主
通
知
の
申
出
を
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
な

ど
か
ら
す
れ
ば
、
同
株
主
に
過
度
の
負
担
を
課
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。」

　
「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
本
件
買
取
請
求
を
受
け
た
Ｙ
社
に

お
い
て
Ｘ
ら
が
株
主
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本

件
買
取
価
格
の
決
定
の
申
立
て
の
審
理
終
結
ま
で
の
間
に
個
別
株
主
通
知

が
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
ら
は
自
己
が
株
主
で
あ

る
こ
と
を
Ｙ
社
に
対
抗
す
る
た
め
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
本
件
買

取
請
求
は
不
適
法
と
な
る
。
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そ
う
す
る
と
、
本
件
買
取
価
格
の
決
定
の
申
立
て
は
、
適
法
な
株
式
買

取
請
求
を
し
た
者
で
は
な
い
者
に
よ
る
申
立
て
と
し
て
不
適
法
で
あ
る
。」

（
抗
告
人
ら
の
抗
告
理
由
に
つ
い
て
）

　
「
会
社
法
一
七
二
条
一
項
が
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
反

対
す
る
株
主
に
価
格
の
決
定
の
申
立
て
（
以
下
「
取
得
価
格
決
定
の
申
立

て
」
と
い
う
。）
を
認
め
た
趣
旨
は
、
そ
の
取
得
対
価
に
不
服
が
あ
る
株

主
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
、
他
方
、
同
法
一
一
六
条
一
項

が
反
対
株
主
に
株
式
買
取
請
求
を
認
め
た
趣
旨
は
、
当
該
株
主
に
当
該
株

式
会
社
か
ら
退
出
す
る
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
当
該
株
主

が
取
得
対
価
に
不
服
を
申
し
立
て
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
当
該
株
式

会
社
か
ら
退
出
す
る
利
益
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
当
該
株
主
が
上
記
利
益
を
放
棄
し
た
と
み
る
べ
き
理
由
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
株
主
が
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
し
た
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
直
ち
に
、
当
該
株
式
に
つ
い
て
の
株
式
買
取
請
求
が
不
適
法
に
な

る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
株
式
買
取
請
求
に
係
る
株
式
の
買
取
り
の
効
力
は
、

同
請
求
に
係
る
株
式
の
代
金
の
支
払
の
時
に
生
ず
る
と
さ
れ
（
同
法
一
一

七
条
五
項
）、
株
式
買
取
請
求
が
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
株
式
を

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
す
る
旨
の
定
款
変
更
の
効
果
や
同
株
式
の

取
得
の
効
果
が
妨
げ
ら
れ
る
と
解
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
、
株
式
買
取
請

求
が
さ
れ
た
が
、
そ
の
代
金
支
払
ま
で
の
間
に
、
同
請
求
に
係
る
株
式
を

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
す
る
旨
の
定
款
変
更
が
さ
れ
、
同
株
式
の

取
得
日
が
到
来
す
れ
ば
、
同
株
式
に
つ
い
て
取
得
の
効
果
が
生
じ
（
同
法

一
七
三
条
一
項
）、
株
主
は
、
同
株
式
を
失
う
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

株
式
買
取
請
求
及
び
買
取
価
格
の
決
定
の
申
立
て
は
、
株
主
が
こ
れ
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
同
法
一
一
六
条
一
項
、
一
一
七
条
二
項
）、
株

主
は
、
株
式
買
取
請
求
に
係
る
株
式
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
買
取
価

格
の
決
定
の
申
立
て
の
適
格
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
、
株
式
買
取

請
求
を
し
た
株
主
が
同
請
求
に
係
る
株
式
を
失
っ
た
場
合
は
、
当
該
株
主

は
同
申
立
て
の
適
格
を
欠
く
に
至
り
、
同
申
立
て
は
不
適
法
に
な
る
と
い

う
ほ
か
は
な
い
。」

　
「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
Ｘ
ら
の
有
す
る
本
件
買
取
請
求
に

係
る
普
通
株
式
は
、
平
成
二
一
年
八
月
四
日
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株

式
と
な
り
、
Ｙ
社
が
こ
れ
を
全
部
取
得
し
、
Ｘ
ら
は
、
同
日
、
同
株
式
を

失
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
ら
は
、
同
株
式
の
価
格
の
決
定
の
申
立
て
適

格
を
欠
く
に
至
り
、
同
申
立
て
は
不
適
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

〔
評
釈
〕

一　

本
決
定
の
意
義

　

本
決
定
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
を
利
用
し
た
上
場
株
式
会
社
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の
組
織
再
編
に
お
い
て
、
①
定
款
変
更
に
反
対
す
る
株
主
に
よ
る
株
式
買

取
請
求
権
（
会
社
一
一
六
条
一
項
）
が
、
社
債
等
振
替
法
一
五
四
条
二
項

に
よ
り
個
別
株
主
通
知
を
要
求
さ
れ
る
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当
す
る

こ
と
、
②
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
審
理
に
お
い
て
、
同

請
求
を
行
っ
た
者
が
株
主
で
あ
る
こ
と
を
争
っ
た
場
合
に
は
、
個
別
株
主

通
知
は
、
株
式
買
取
請
求
に
続
く
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
（
会
社
一
一

七
条
二
項
）
の
結
審
時
ま
で
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、

③
会
社
に
よ
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
よ
り
株
式
買
取
請

求
の
対
象
と
な
る
株
式
を
失
っ
た
株
主
は
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行

う
適
格
を
欠
く
こ
と
を
、
最
高
裁
と
し
て
は
じ
め
て
判
断
し（

１
）た

。

　

ま
ず
、
①
お
よ
び
②
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株

式
の
取
得
価
格
決
定
申
立
て
（
会
社
一
七
二
条
一
項
）
に
対
す
る
最
決
平

成
二
二
年
一
二
月
七
日
民
集
六
四
巻
八
号
二
〇
〇
三
頁
〔
メ
デ
ィ
ア
エ
ク

ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
決
定
〕
に
よ
っ
て
、
本
決
定
に
類
似
す
る
判
断
が
下
さ

れ
て
い
た
。
本
件
の
よ
う
に
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
を
利
用
し
て
少

数
株
主
を
締
め
出
す
い
わ
ゆ
る
締
出
し
（
ス
ク
イ
ー
ズ
ア
ウ
ト
）
の
事
案

で
は
、（
一
）
被
買
収
会
社
の
普
通
株
式
の
公
開
買
付
、（
二
）
被
買
収
会

社
の
普
通
株
式
を
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に
す
る
定
款
変
更
決
議
、

（
三
）
そ
の
種
類
株
式
の
全
部
取
得
を
行
う
た
め
の
株
主
総
会
決
議
（
会

社
一
七
一
条
一
項
）
を
通
し
て
少
数
株
主
を
締
め
出
す
こ
と
が
一
般
的
で

あ
る
。
締
め
出
し
に
反
対
す
る
少
数
株
主
の
救
済
と
し
て
は
、（
二
）
の

決
議
に
反
対
し
て
株
式
買
取
請
求
権
を
行
使
し
、
会
社
と
の
協
議
が
調
わ

な
い
場
合
は
株
式
の
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行
う
場
合
と
、（
三
）

の
決
議
に
つ
い
て
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
買
取
価
格
決
定
の
申
立

て
を
行
う
場
合
と
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ

事
件
の
最
高
裁
決
定
は
、
後
者
の
場
合
に
該
当
し
、
そ
こ
で
は
全
部
取
得

条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
は
社
債
等
振
替
法
の
「
少

数
株
主
権
等
」
に
該
当
す
る
こ
と
、
お
よ
び
個
別
株
主
通
知
は
取
得
価
格

決
定
申
立
て
の
結
審
時
ま
で
に
済
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
判
断
さ
れ

た
。
本
決
定
の
①
②
の
判
断
は
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、

メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
の
決
定
要
旨
を
引
用
し
つ
つ
、
株
式
買

取
請
求
権
が
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当
す
る
こ
と
と
、株
式
買
取
請
求
・

買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
に
つ
い
て
個
別
株
主
通
知
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
判

断
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
③
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
本
件
の
よ
う
な
締
出
し
事
案
で
は
、

発
行
株
式
に
全
部
取
得
条
項
を
付
す
る
定
款
変
更
を
目
的
と
す
る
株
主
総

会
か
ら
一
か
月
後
に
定
款
変
更
の
効
力
と
全
部
取
得
の
効
力
が
同
時
に
生

じ
る
と
い
う
日
程
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
少
数
株
主
の
利
益
保
護
の
方

策
と
し
て
株
式
買
取
請
求
は
利
用
し
に
く
く
、
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て

を
利
用
す
る
方
が
良
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
実
務
上
重
要
で
あ
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る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
決
定
は
、
株
式
買
取
請
求
権
に
つ
い
て
個
別
株
主

通
知
の
要
否
と
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
判
断
し
た
点
（
①
②
）、
お
よ
び

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
よ
り
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
が

受
け
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
点
（
③
）
に
意
義
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

本
決
定
が
抗
告
理
由
に
対
す
る
判
断
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
は
③
の
判

断
で
あ
り
、
①
②
の
判
断
は
「
職
権
に
よ
る
検
討
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
決
定
の
結
論
を
直
接
導
い
た
判
断
は
③
の
判
断
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
①
か
ら
③
の
判
断
は
い
ず
れ
も
最
高
裁

と
し
て
は
じ
め
て
下
さ
れ
た
重
要
な
判
断
で
あ
る
た
め
、
本
評
釈
で
は
、

以
上
の
各
点
に
つ
い
て
順
番
に
検
討
し
て
い
く
。

二　

社
債
等
振
替
法
と
株
式
買
取
請
求
権

　

平
成
二
一
年
一
月
五
日
か
ら
上
場
会
社
の
株
券
は
す
べ
て
、
証
券
会
社

等
の
振
替
口
座
簿
で
電
子
的
に
管
理
さ
れ
る
振
替
株
式
と
な
っ
た
（
株
券

の
電
子
化
）。
振
替
株
式
の
株
主
に
よ
る
会
社
に
対
す
る
権
利
行
使
に
つ

い
て
は
、
社
債
等
振
替
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
振
替
制
度
の
下
で
は
、

株
主
名
簿
の
名
義
書
換
に
つ
い
て
は
会
社
法
一
三
〇
条
一
項
の
規
律
が
排

除
さ
れ
、
原
則
と
し
て
一
年
に
二
回
、
あ
る
時
点
（
基
準
日
）
に
お
け
る

振
替
機
関
お
よ
び
そ
の
下
位
の
口
座
管
理
機
関
の
振
替
口
座
簿
に
記
録
さ

れ
て
い
る
上
場
会
社
の
株
主
の
情
報
を
当
該
上
場
会
社
に
通
知
す
る
総
株

主
通
知
（
振
替
一
五
一
条
）
に
よ
る
名
義
書
換
が
行
わ
れ
る
。
基
準
日
に

お
け
る
株
主
の
株
式
保
有
状
況
を
通
知
す
る
総
株
主
通
知
に
対
し
て
、
基

準
日
と
は
関
係
の
な
い
あ
る
時
点
に
お
い
て
株
式
を
保
有
し
て
い
る
こ
と

が
権
利
行
使
要
件
と
な
る
株
主
権
に
対
応
す
る
た
め
、
社
債
等
振
替
法
は

各
株
主
の
申
出
に
基
づ
い
て
行
う
個
別
株
主
通
知
（
振
替
一
五
四
条
）
を

規
定
し
て
い
る
。
社
債
等
振
替
法
は
、
個
別
株
主
通
知
が
必
要
と
な
る
株

主
権
を
「
少
数
株
主
権
等
」
と
定
義
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
基
準
日
を

定
め
て
行
使
す
る
株
主
権
（
会
社
一
二
四
条
一
項
）
を
除
く
権
利
と
さ
れ

て
い
る（
振
替
一
四
七
条
四
項
参
照
）。基
準
日
に
係
る
権
利
に
つ
い
て
は
、

総
株
主
通
知
に
よ
り
権
利
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
た
め
、
各
株
主
が
個
別

に
通
知
の
申
出
を
す
る
必
要
は
な
い
が
、「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当
し

個
別
株
主
通
知
が
必
要
と
な
る
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
各
株
主
の

申
出
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
株
式
買
取
請
求
権
は
、
株
主
に
よ
る
個
別

株
主
通
知
な
く
行
使
さ
れ
て
い
る
た
め
、
株
式
買
取
請
求
権
が
個
別
株
主

通
知
の
必
要
な
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、
こ

の
点
の
最
高
裁
の
判
断
が
注
目
さ
れ
た
。

二－

一　

株
式
買
取
請
求
権
の
少
数
株
主
権
等
へ
の
該
当
性
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本
決
定
は
、
会
社
法
一
一
六
条
一
項
に
基
づ
く
株
式
買
取
請
求
権
を
、

社
債
等
振
替
法
の
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
本
決
定
は
、
株
式
買
取
請
求
権
は

基
準
日
に
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
株
主
が
一
斉
に
権
利
を
行
使
す

る
も
の
と
は
異
な
り
、
所
定
の
申
立
期
間
内
に
各
株
主
の
個
別
的
な
権
利

行
使
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
最
高
裁
の

挙
げ
る
理
由
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立

て
の
事
案
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た

理
由
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
に
お
い

て
、
最
高
裁
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立

を
す
る
権
利
を
「
申
立
期
間
内
で
あ
る
限
り
、
各
株
主
ご
と
の
個
別
的
な

権
利
行
使
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
一
定
の
日
（
基
準

日
）
に
株
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
株
主
を
そ
の
権
利
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
定
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
一
斉
の
権
利
行

使
を
予
定
す
る
同
法
一
二
四
条
一
項
に
規
定
す
る
権
利
と
は
著
し
く
異
な

る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、「（
取
得
）
価
格
決
定
申
立
権
が
社
債
等
振
替

法
一
五
四
条
一
項
、
一
四
七
条
四
項
所
定
の
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当

す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
い
た
。
本
決
定
の
判
断
対
象

は
会
社
法
一
一
六
条
一
項
の
株
式
買
取
請
求
権
で
あ
る
も
の
の
、
株
主
ご

と
の
個
別
的
な
権
利
行
使
を
予
定
す
る
点
で
は
会
社
法
一
七
二
条
一
項
の

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
申
立
て
の
場
合
と
異
な
ら

な
い
た
め
、
同
様
の
判
断
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
決
定
の
当
該
部
分
の
主
語
は
「
会
社
法
一
一
六
条
一
項
所
定

の
株
式
買
取
請
求
権
」
で
あ
る
た
め
、
会
社
法
一
一
七
条
二
項
に
基
づ
く

買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
も
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当
す
る
か
、
本
決

定
の
文
言
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
買
取
価
格
決
定
の
申
立

て
は
株
式
買
取
請
求
を
行
っ
た
株
主
と
会
社
の
間
で
買
取
価
格
の
協
議
が

不
調
の
場
合
に
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
株
式
買
取
請
求
を

株
主
ご
と
の
個
別
の
権
利
行
使
で
あ
る
と
判
断
す
る
本
決
定
が
、
株
式
買

取
請
求
に
続
く
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
一
斉
の
権
利
行
使

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
、
本
決
定
は
、
株
式

買
取
請
求
と
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
を
当
然

と
し
て
い
る
た
め
、
買
取
価
格
決
定
申
立
て
が
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該

当
す
る
こ
と
を
述
べ
な
く
て
も
、株
式
買
取
請
求
権
が「
少
数
株
主
権
等
」

に
該
当
す
る
こ
と
を
示
せ
ば
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二－

二　

個
別
株
主
通
知
の
法
的
性
質
と
タ
イ
ミ
ン
グ

二－
二－

一　

個
別
株
主
通
知
の
法
的
性
質

　

本
決
定
は
、
株
式
買
取
請
求
権
が
「
少
数
株
主
権
等
」
に
該
当
す
る
こ

と
を
判
断
し
た
の
ち
に
、
株
式
買
取
請
求
を
受
け
た
会
社
が
買
取
価
格
決
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定
の
申
立
審
に
お
い
て
株
主
の
地
位
を
争
っ
た
場
合
に
は
、
審
理
終
結
ま

で
の
間
に
個
別
株
主
通
知
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
判
断
し
た
。
本
決
定
の

参
照
す
る
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
決
定
で
は
、
全
部
取
得
条
項

付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
審
理
に
お
い
て
、「
会
社
が
裁
判
所
に

お
け
る
株
式
価
格
決
定
申
立
て
事
件
の
審
理
に
お
い
て
申
立
人
が
株
主
で

あ
る
こ
と
を
争
っ
た
場
合
、
そ
の
審
理
終
結
ま
で
の
間
に
個
別
株
主
通
知

が
さ
れ
る
こ
と
を
要
」
す
る
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
理
由
は
、
個
別
株
主
通

知
の
法
的
性
質
が
、
少
数
株
主
権
等
の
行
使
の
場
面
に
お
い
て
、
株
主
名

簿
に
代
わ
っ
て
会
社
に
対
す
る
対
抗
要
件
で
あ
る
こ
と
（
振
替
一
五
四
条

一
項
）
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
学
説
・
実
務
も
、
社
債
等
振
替
法
一
五
四

条
一
項
が
、
会
社
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
規
定
す
る
会
社
法
一
三
〇
条
一

項
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
個
別
株
主
通
知
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
個
別
株
主
通
知
の
法
的
性
質
を
会
社
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
考
え
て

い（
２
）る

。
本
決
定
は
、
会
社
が
株
主
の
地
位
を
争
っ
た
場
合
に
個
別
株
主
通

知
が
結
審
時
ま
で
に
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
理
由
を
明
示
し
て
い
な
い

が
、
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
決
定
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
個
別
株
主
通
知
が
会
社
に
対
す
る
対
抗
要
件
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二－

二－

二　

個
別
株
主
通
知
の
タ
イ
ミ
ン
グ

　

本
件
は
株
主
に
よ
る
個
別
株
主
通
知
な
く
株
式
買
取
請
求
権
が
行
使
さ

れ
た
事
案
で
あ
り
、
本
決
定
は
、
買
取
価
格
決
定
の
申
立
審
に
お
い
て
会

社
が
株
主
の
地
位
を
争
っ
た
場
合
に
は
、
株
主
は
株
式
買
取
請
求
権
を
行

使
す
る
際
に
個
別
株
主
通
知
を
行
っ
て
い
な
く
て
も
、
買
取
価
格
決
定
申

立
審
の
審
理
終
結
時
ま
で
に
個
別
株
主
通
知
を
行
え
ば
よ
い
と
い
う
判
断

を
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
本
件
の
評
釈
に
は
、
本
決
定
の
判
断
内
容
に
つ
い
て
、
会

社
が
株
主
の
地
位
を
争
っ
た
時
期
を
問
わ
ず
、
株
主
は
株
式
買
取
請
求
・

買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
通
し
て
買
取
価
格
決
定
申
立
審
の
審
理
終
結

時
ま
で
に
一
回
の
個
別
株
主
通
知
を
行
え
ば
よ
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
も
の
と
捉
え
て
い
る
も
の
も
あ（

３
）る

。
本
決
定
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る

理
由
と
し
て
は
、「
少
数
株
主
権
等
」
の
該
当
性
に
お
い
て
示
さ
れ
た
株

式
買
取
請
求
と
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
連
続
し
て
把
握
す
る
本
決
定

の
判
断
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
決
定
の
内
容
を

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
仮
に
会
社
が
株
式
買
取
請
求
の
時
点
で
株
主

の
地
位
を
争
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
株
主
は
買
取
価
格
決
定
申
立
て
の

結
審
時
ま
で
に
個
別
株
主
通
知
を
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た

理
解
の
背
景
に
は
、個
別
株
主
通
知
を
行
う
株
主
側
の
負
担
を
考
慮
し
て
、

株
式
買
取
請
求
と
買
取
価
格
決
定
申
立
て
の
両
者
を
通
じ
て
合
計
一
回
の

通
知
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
有
力
な
見（

４
）解

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
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る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

他
方
で
、
株
式
買
取
請
求
と
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
と
個
別
株
主
通

知
の
回
数
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
決
定
に
お
い
て
も
、
通
知
が
一
回
で

よ
い
か
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
合
計
二
回
の
通
知
が
必
要
か
は
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
と
す
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
い（

５
）る

。
学
説
に
お
い
て
も
、
株
式

買
取
請
求
と
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
株
主
は

一
回
ず
つ
合
計
二
回
の
通
知
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
す
る
見（

６
）解

が
存
在
し

て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
株
式
買
取
請
求
権
（
会
社
一
一
六
条
）
は
、
株

主
の
会
社
に
対
す
る
権
利
行
使
で
あ
る
の
に
対
し
、
買
取
価
格
決
定
の
申

立
て
（
会
社
一
一
七
条
）
は
、
実
体
法
上
、
会
社
に
対
す
る
権
利
行
使
と

構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
裁
判
に
よ
っ
て
し
か
行
使
す
る
方
法

の
な
い
権
利
で
あ
る
と
し
て
、
両
請
求
を
受
け
る
者
が
異
な
る
こ
と
に
注

目
す
る
。
そ
し
て
、
株
式
買
取
請
求
は
会
社
に
対
す
る
権
利
行
使
で
あ
る

た
め
、
会
社
は
権
利
行
使
を
受
け
て
株
式
の
価
格
に
つ
い
て
協
議
等
の
検

討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
会
社
が
株
主
の
地
位
を
争
う
場
合
、

株
主
は
会
社
法
所
定
の
権
利
行
使
期
間
内
（
効
力
発
生
日
の
二
〇
日
前
か

ら
前
日
ま
で
。
会
社
法
一
一
六
条
五
項
）
に
個
別
株
主
通
知
を
行
う
必
要

が
あ
る
と
す（

７
）る

。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、「
…
少
数
株
主
権
等
は
、
次
項

の
通
知
が
さ
れ
た
後
政
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
で
な

け
れ
ば
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
個
別
株
主
通
知
を
前
提

と
し
た
少
数
株
主
権
の
行
使
を
規
定
し
て
い
る
社
債
等
振
替
法
一
五
四
条

二
項
の
文
言
と
整
合
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
株
式
買
取
請
求
後
、
買
取
価

格
決
定
申
立
て
ま
で
の
間
に
株
主
が
株
式
を
売
却
す
る
可
能
性
が
あ
る

た（
８
）め

、
会
社
は
買
取
価
格
決
定
申
立
て
を
行
っ
た
者
が
株
式
取
得
に
反
対

し
た
反
対
株
主
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
に
、
買
取
価
格
決

定
申
立
て
の
段
階
で
改
め
て
個
別
株
主
通
知
を
要
求
し
、
当
該
株
主
が
株

式
買
取
請
求
を
行
っ
た
株
主
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
い
う

会
社
の
要
求
に
対
応
す
る
も
の
で
あ（

９
）る

。

　

本
決
定
、
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
決
定
と
も
に
、
裁
判
所
に

お
け
る
価
格
決
定
申
立
事
件
の
審
理
終
結
ま
で
の
間
に
対
抗
要
件
と
し
て

の
個
別
株
主
通
知
を
要
す
る
旨
の
判
断
を
し
て
い
る
た
め
、
最
高
裁
が
こ

う
し
た
見
解
を
採
用
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
も
っ
と
も
、
本
件
で
は

争
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
上
記
の
二
回
の
通
知
を
必
要
と
す
る
学
説
が

考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
株
式
買
取
請
求
を
し
た
者
と
買
取
価
格
決
定
申
立

て
を
し
た
者
が
異
な
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
、
会
社
が

買
取
価
格
決
定
申
立
て
を
し
た
者
と
株
式
買
取
請
求
を
し
た
者
の
同
一
性

を
争
っ
た
場

）
（1
（

合
、
裁
判
所
が
株
式
買
取
請
求
に
係
る
個
別
株
主
通
知
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
仮
に
、
株
主
の
同
一
性
の

判
断
要
素
と
し
て
株
式
買
取
請
求
に
係
る
権
利
行
使
期
間
内
の
個
別
株
主

通
知
と
買
取
価
格
決
定
申
立
て
に
係
る
個
別
株
主
通
知
が
同
一
の
者
に
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よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
対
抗
要
件
と
は
異
な

る
一
種
の
権
利
行
使
要
件
と
し
て
二
回
の
個
別
株
主
通
知
が
要
求
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
に
は
二
回
の
個
別
株
主
通
知
を
要
求
す
る
見
解

に
近
づ
く
と
い
う
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
会
社
が
買
取
価
格
決
定
申
立
て
を
し
た
者
と
株
式
買

取
請
求
を
し
た
者
の
同
一
性
を
争
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
、本
決
定
か
ら
は
、

そ
の
よ
う
な
場
合
を
含
め
て
、
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
の
結
審
時
ま
で

に
一
回
の
個
別
株
主
通
知
が
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二－

二－

三　

振
替
機
関
に
よ
る
取
扱
い
廃
止

　

本
決
定
は
、
買
取
価
格
決
定
申
立
審
理
の
中
で
、
株
式
買
取
請
求
を
し

た
者
が
株
主
で
あ
る
こ
と
を
会
社
が
争
っ
た
時
点
で
、
既
に
当
該
株
式
に

つ
い
て
振
替
機
関
の
取
扱
い
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
審

理
終
結
時
ま
で
に
個
別
株
主
通
知
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
本

件
株
主
は
、
振
替
機
関
の
取
り
扱
い
が
廃
止
さ
れ
た
時
点
で
あ
る
平
成
二

一
年
八
月
四
日
ま
で
に
個
別
株
主
通
知
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
た
め
、
会
社
が
株
主
の
地
位
を
争
っ
た
時
点
で
は
す
で
に
株
主
は

個
別
株
主
通
知
を
具
備
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
判
断
は
株
主
に
と
っ
て
酷
に
思
わ
れ
る
が
、
本
決
定
は
、
①
会
社
が
個

別
株
主
通
知
以
外
の
方
法
に
よ
り
株
式
買
取
請
求
の
権
利
行
使
要
件
の
充

足
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
②
株
式
買
取
請
求
を
す
る

株
主
は
、
当
該
株
式
が
上
場
廃
止
と
な
っ
て
振
替
機
関
の
取
扱
い
が
廃
止

さ
れ
る
こ
と
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
、
速
や
か
に
個
別
株
主
通
知
の
申

出
を
す
れ
ば
足
り
、
株
主
に
と
っ
て
過
度
の
負
担
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を

挙
げ
て
、
判
断
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。

　

理
由
①
に
つ
い
て
は
、
会
社
は
「
個
別
株
主
通
知
以
外
の
方
法
」
と
し

て
、
振
替
機
関
に
対
し
て
株
主
の
口
座
の
有
無
等
に
つ
い
て
情
報
の
提
供

を
請
求
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
（
振
替
二
七
七
条
）。
も
っ
と
も
、
株

式
買
取
請
求
権
の
よ
う
に
、
行
使
す
る
株
主
の
数
が
多
数
に
及
ぶ
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
会
社
が
個
別
の
株
主
ご
と
に
振
替
機
関
に
対
し
て

情
報
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

）
（（
（

る
。

ま
た
、
理
由
②
に
つ
い
て
は
、
実
務
家
の
立
場
か
ら
、
振
替
機
関
の
廃
止

に
は
一
定
の
予
告
期
間
が
設
け
ら
れ
る
慣
行
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

）
（1
（

て
、

株
主
は
取
扱
い
の
廃
止
を
予
測
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
た
め
、
取
扱
い

の
廃
止
ま
で
に
個
別
株
主
通
を
要
求
し
て
も
酷
と
は
言
え
な
い
と
す
る
評

釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
決
定
の
以
上
の
理
由
づ
け

は
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三　

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
全
部
取
得
後
の
株
式
買
取
請
求
権
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本
決
定
は
、
株
式
買
取
請
求
の
効
力
発
生
日
で
あ
る
代
金
支
払
ま
で
の

間
に
、
同
請
求
に
係
る
株
式
を
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
す
る
旨
の

定
款
変
更
が
さ
れ
て
当
該
株
式
の
取
得
日
が
到
来
す
れ
ば
株
式
取
得
の
効

果
が
生
じ
、
株
式
買
取
請
求
に
係
る
株
式
を
失
っ
た
株
主
は
、
買
取
価
格

決
定
申
立
て
の
適
格
を
欠
く
た
め
、
申
立
て
は
不
適
法
に
な
る
こ
と
を
最

高
裁
と
し
て
初
め
て
判
断
し
た
。

三－

一　

本
件
下
級
審
決
定
と
の
関
係

　

本
決
定
は
、
以
上
の
結
論
を
導
く
前
に
、
会
社
法
一
七
二
条
一
項
の
取

得
価
格
決
定
申
立
て
の
趣
旨
と
会
社
法
一
一
六
条
一
項
の
反
対
株
主
の
株

式
買
取
請
求
の
趣
旨
を
検
討
し
、
前
者
の
申
立
て
に
よ
っ
て
後
者
の
請
求

の
利
益
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
判
断

は
、
原
審
決
定
を
否
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
件
の
原
々
審
決
定
は
、
会
社
に
よ
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の

取
得
、
お
よ
び
Ｘ
ら
に
対
す
る
一
株
に
満
た
な
い
端
株
の
交
付
と
Ａ
社
へ

の
任
意
売
却
の
処
理
に
よ
っ
て
、
Ｘ
ら
は
株
式
買
取
請
求
の
対
象
と
な
る

Ｙ
社
の
普
通
株
式
を
失
っ
た
こ
と
を
理
由
に
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を

不
適
法
と
し
て
却
下
し
た
。
し
か
し
、
本
件
の
原
審
決
定
は
、
株
主
が
全

部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
と
、
株
式
買
取
請

求
・
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
は
相
矛
盾
す
る
行
為
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
、
前
者
を
行
っ
た
株
主
は
、
後
者
の
行
為
を
行
え
な
い
と

し
て
、
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
。

原
審
決
定
が
原
々
審
決
定
と
は
異
な
る
理
由
に
よ
っ
て
同
じ
結
論
を
導
い

た
理
由
に
つ
い
て
は
、
原
々
審
決
定
の
よ
う
に
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株

式
の
取
得
に
よ
り
株
式
を
失
っ
た
者
に
よ
る
株
式
買
取
請
求
を
認
め
な
い

と
す
る
と
、
株
式
買
取
請
求
を
利
用
で
き
る
場
面
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
い

適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
）
（1
（

る
。

　

ま
た
、
本
件
に
先
立
つ
下
級
審
決
定
と
し
て
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類

株
式
の
全
部
取
得
の
効
果
発
生
後
の
株
式
買
取
請
求
権
の
帰
趨
に
つ
い
て

判
断
し
た
大
阪
高
決
平
成
二
四
年
一
月
三
一
日
金
判
一
三
九
〇
号
三
二
頁

は
、「
株
式
買
取
請
求
を
し
た
株
主
は
、
当
該
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株

式
の
取
得
の
効
果
が
生
じ
た
後
に
お
い
て
も
、
当
該
株
式
買
取
請
求
に
係

る
買
取
り
の
代
金
の
支
払
い
を
受
け
る
ま
で
は
、
当
該
株
式
会
社
の
株
主

と
し
て
の
地
位
…
を
失
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
株
式
買
取
請
求
も
そ

の
効
力
を
失
わ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
。

　

本
決
定
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
係
る
価
格
決
定
申

立
て
を
認
め
た
趣
旨
は
、
取
得
対
価
に
不
服
が
あ
る
株
主
の
保
護
を
図
る

こ
と
で
あ
り
、
反
対
株
主
に
株
式
買
取
請
求
を
認
め
た
趣
旨
は
、
株
主
に

当
該
株
式
会
社
か
ら
退
出
す
る
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
う
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え
で
、前
者
の
請
求
に
よ
っ
て
後
者
の
利
益
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

ま
た
株
主
が
後
者
の
利
益
を
放
棄
し
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

原
審
決
定
の
挙
げ
る
理
由
を
否
定
し
た
。
本
決
定
に
よ
り
、
株
主
の
取
得

対
価
決
定
の
申
立
て
を
行
う
利
益
と
、
株
式
買
取
請
求
に
よ
り
株
式
会
社

か
ら
退
出
す
る
利
益
は
両
立
し
う
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

三－

二�　

株
式
買
取
請
求
に
対
し
て
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得

が
与
え
る
影
響

　

本
決
定
は
、
株
式
買
取
請
求
の
効
力
発
生
日
（
代
金
支
払
時
）
ま
で
に

株
式
を
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
す
る
定
款
変
更
の
効
力
が
生
じ
、

会
社
が
株
式
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
株
主
は
株
式
買
取
請
求
に
係
る
株

式
を
失
う
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
株
式
買
取
請
求
に
よ
っ
て
、
株

式
を
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
す
る
定
款
変
更
の
効
力
や
会
社
に
よ

る
取
得
の
効
果
を
妨
げ
る
理
由
が
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
株
式
買
取
請
求
を
行
っ
た
株
主
は
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株

式
の
取
得
に
よ
っ
て
も
、
当
該
請
求
に
係
る
買
い
取
り
代
金
の
支
払
い
を

受
け
る
ま
で
は
株
主
と
し
て
の
地
位
を
失
わ
な
い
と
い
う
大
阪
高
決
平
成

二
四
年
一
月
三
一
日
の
判
断
は
明
確
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な

）
（1
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
本
決
定
の
挙
げ
る
理
由
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
評
価
が
分

か
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
会
社
法
上
、
株
式
買
取
請
求
に
よ
っ
て
全
部

取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
の
効
果
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
規

定
は
な
い
た
め
、
本
決
定
の
理
由
は
妥
当
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ

）
（1
（

る
。

他
方
で
、
株
式
買
取
請
求
に
お
け
る
公
正
な
価
格
の
算
定
基
準
時
に
つ
い

て
、
最
近
の
最
高
裁
決
定
は
、
株
式
買
取
請
求
を
し
た
時
点
で
株
主
と
会

社
は
売
買
契
約
が
成
立
し
た
の
と
同
じ
法
律
関
係
に
立
つ
こ
と
な
ど
を

理
由
に
算
定
基
準
時
を
買
取
請
求
時
と
す
る
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と

か
）
（1
（

ら
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
が
売
買
契
約
と
同
様
の
法
律

関
係
を
消
滅
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
の
会
社
法
上
の
根
拠
が
な
い
と

い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い

）
（1
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
決
定
の
挙
げ
る
理
由
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
決
定
は
、
株
主
が
株
式
買
取
請
求
・

買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
と
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決

定
申
立
て
の
両
者
を
行
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
た
め
、
大
阪
高
決
平

成
二
四
年
一
月
三
一
日
の
よ
う
に
、
会
社
に
よ
る
株
式
取
得
後
も
株
式
買

取
請
求
権
を
行
使
し
た
者
が
株
主
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
を
認
め
る
と
す

る
と
、
株
主
は
取
得
対
価
を
受
け
取
っ
て
お
き
な
が
ら
反
対
株
主
と
し
て

株
式
買
取
請
求
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、

買
取
価
格
と
取
得
価
格
が
異
な
る
場
合
に
株
主
に
対
し
て
ど
ち
ら
の
対
価

を
支
払
う
か
、
す
で
に
取
得
対
価
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
買
取
価
格
に
よ

る
支
払
い
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
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こ
と
に
な

）
（1
（

る
。
ま
た
、本
件
原
審
の
判
断
理
由
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

会
社
に
よ
る
全
部
取
得
後
の
株
主
は
、
株
式
買
取
請
求
権
を
否
定
さ
れ
た

と
し
て
も
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
申
立
て
を
す

る
こ
と
に
よ
り
、
取
得
対
価
を
受
け
取
る
方
策
は
残
さ
れ
て
い

）
（1
（

る
。
な
お

株
式
買
取
請
求
に
お
け
る
買
取
価
格
の
内
容
と
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株

式
の
取
得
価
格
の
内
容
が
異
な
る
場
合
に
は
、
株
主
保
護
の
内
容
に
差
異

が
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
株
式
移
転
に
反
対
す
る
株
主
の

株
式
買
取
請
求
に
お
け
る
「
公
正
な
価
格
」
の
内
容
を
判
断
し
た
最
決
平

成
二
四
年
二
月
二
九
日
民
集
六
六
巻
三
号
一
七
八
九
頁
に
よ
る
と
、
株
式

買
取
請
求
に
か
か
る
「
公
正
な
価
格
」
の
内
容
は
、
当
該
組
織
再
編
行
為

に
よ
り
企
業
価
値
が
増
加
し
な
い
場
合
は
「
ナ
カ
リ
セ
バ
価
格
」、
そ
れ

以
外
の
場
合
は
「
比
率
が
公
正
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
…
そ
の
株
式
が

有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
価
格
」
と
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
企
業
価
値

の
増
加
分
を
考
慮
し
た
「
シ
ナ
ジ
ー
反
映
価
格
」
と
考
え
ら
れ
る
。
反
対

株
主
が
い
ず
れ
の
価
格
に
よ
る
買
取
を
請
求
し
て
い
る
か
不
明
確
な
場
合

は
、い
ず
れ
か
の
高
い
方
の
価
格
が
「
公
正
な
価
格
」
と
な

）
11
（

る
。
他
方
で
、

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
に
か
か
る
取
得

価
格
に
つ
い
て
は
、
最
決
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
金
判
一
三
二
六
号
三

五
頁
（
レ
ッ
ク
ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
事
件
）
の
補
足
意
見
に
お
い
て
、

①
当
該
組
織
再
編
行
為
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
株
主
が
得
た
で
あ
ろ

う
株
式
の
価
格
と
、
②
当
該
組
織
再
編
行
為
に
よ
っ
て
実
現
が
期
待
さ
れ

る
企
業
価
値
の
増
加
分
を
公
正
に
分
配
し
た
価
格
と
を
合
算
し
た
価
格
で

あ
る
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
期
待
さ
れ
る
企
業
価
値
の
増
加
分

が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
は
、
当
該
組
織
再
編
行
為
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
な

ら
ば
株
主
が
得
た
で
あ
ろ
う
株
式
の
価
格
が
保
障
さ
れ
る
た
め
、
補
足
意

見
に
従
う
と
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て

の
場
合
に
も
、
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
の
場
合
と
実
質
的
に
は
同
等

の
「
公
正
な
価
格
」
が
保
障
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
株

式
買
取
請
求
を
否
定
し
た
本
決
定
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

残
さ
れ
た
課
題　

―　

会
社
法
改
正
の
影
響

　

本
決
定
に
よ
り
、
株
式
買
取
請
求
制
度
に
は
、
振
替
制
度
の
個
別
株
主

通
知
と
の
関
係
で
は
通
知
回
数
の
問
題
が
あ
り
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類

株
式
の
取
得
の
影
響
と
の
関
係
で
は
、
株
主
保
護
の
機
能
を
果
た
せ
て
い

な
い
と
い
う
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
会

社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
（
以
下
、「
要
綱
」
と
す
る
）」（
平
成

二
四
年
九
月
七
日
）
第
二
部
第
三
の
一
に
お
い
て
、
定
款
変
更
や
組
織
再

編
の
際
に
は
会
社
に
買
取
口
座
の
開
設
を
義
務
付
け
、
反
対
株
主
が
株
式

買
取
請
求
を
す
る
に
は
当
該
買
取
口
座
に
株
式
を
振
替
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
制
度
が
新
設
さ
れ
た
（
新
振
替
一
五
五
条
一

）
1（
（

項
）。
こ
う
し
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た
制
度
に
よ
り
、
会
社
は
株
主
が
本
当
に
株
式
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
個
別
株
主
通
知
を
要
求
す
る
必
要
が
な

く
な
り
、
前
者
の
問
題
は
改
善
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、

後
者
の
問
題
に
つ
い
て
も
、「
要
綱
」
は
株
式
買
取
請
求
権
に
お
け
る
買

取
の
効
力
発
生
日
を
定
款
変
更
の
効
力
発
生
日
と
す
る
改
正
を
行
う
こ
と

が
検
討
さ
れ 

（
第
二
部
第
三
の
二
）、
改
正
法
に
反
映
し
て
い
る
（
新
会

社
一
一
七
条
六
項
）。
改
正
の
背
景
に
は
、
組
織
再
編
に
反
対
す
る
株
主

の
株
式
買
取
請
求
に
か
か
る
買
取
の
効
力
が
合
併
等
の
効
力
発
生
日
に
生

じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
会
社
七
八
六
条
五
項
）、
買
取
代
金
支
払
い

前
に
株
主
の
元
か
ら
株
式
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
一
方
、
定
款
変
更
の

場
合
は
、
本
件
の
よ
う
に
買
取
代
金
支
払
い
前
に
株
主
の
元
か
ら
株
式
が

失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
（
会
社
一
一
七
条
五
項
）、
定
款
変
更
の
場
合

の
株
式
買
取
請
求
の
使
い
に
く
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
事
情
が
あ

）
11
（

る
。
こ

の
改
正
に
よ
り
、
定
款
変
更
の
効
力
が
発
生
し
会
社
が
株
式
を
取
得
し
た

時
点
で
買
取
の
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
本
決
定
の
判
断
の

下
で
あ
っ
て
も
株
主
は
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
株
主
は
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
と
株
式
買
取
請
求
・
買
取
価
格

決
定
申
立
て
の
ど
ち
ら
の
方
法
で
争
う
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
改
正
の
結
果
、
取
得
価
格
と
買
取
価
格
が
異
な
る
場
合
の
処
理

な
ど
本
評
釈
三－

二
で
検
討
し
た
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が

現
実
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）
本
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
参
照
し
た
。
髙
橋
美

加
・
判
批
・
ジ
ュ
リ
臨
増
一
四
五
三
号
九
九
頁
、
髙
橋
真
弓
・
判
批
・

判
時
二
一
七
五
号
一
三
七
頁
、
吉
本
健
一
・
判
批
・
金
判
一
四
〇

七
号
二
頁
、
日
下
部
真
治
・
判
批
・
金
判
一
四
〇
三
号
八
頁
、
木

俣
由
美
・
判
批
・
法
教
別
冊
三
九
〇
号
一
四
頁
、
鳥
山
恭
一
・
判

批
・
法
セ
六
八
九
号
一
二
七
頁
、
仁
科
秀
隆
・
判
批
・
ジ
ュ
リ
増

「
実
務
に
効
く
Ｍ
＆
Ａ
・
組
織
再
編
判
例
精
選
」
一
一
二
頁
。

（
２
）
実
務
で
は
、株
主
に
よ
る
定
款
の
閲
覧
謄
写
請
求
権
の
行
使
は
、

基
準
日
に
関
係
し
な
い
個
別
的
な
権
利
行
使
に
該
当
す
る
が
、
実

務
上
、
会
社
側
は
個
別
株
主
通
知
を
要
求
し
な
い
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
対
抗
要
件
と
し
て
の
理
解
を
前
提
と
し

た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
仁
科
・
前
掲
注
（
１
）
一
一
七
頁
。

（
３
）
鳥
山
・
前
掲
注
（
１
）
一
二
七
頁
、
日
下
部
・
前
掲
注
（
１
）

一
一－

一
二
頁
。

（
４
）
浜
口
厚
子
「
少
数
株
主
検
討
の
行
使
に
関
す
る
振
替
法
上
の
諸

問
題
」
商
事
一
八
九
七
号
（
二
〇
一
〇
）
三
六－

三
七
頁
参
照
。

（
５
）
高
橋
美
加
・
前
掲
注
（
１
）
一
〇
〇
頁
。

（
６
）
葉
玉
匡
美=

仁
科
秀
隆
監
修
『
株
券
電
子
化
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

〔
実
務
編
〕』
三
三
八
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
）
参
照
。

（
７
）
仁
科
秀
隆
「
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
株
式
価
格
決
定
申
立



判 例 研 究

北法65（5・452）1578

事
件
最
高
裁
決
定
の
検
討
」
商
事
一
九
二
九
号
（
二
〇
一
一
）
一

三
頁
参
照
。

（
８
）
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
決
定
は
、「
社
債
等
振
替
法

一
五
四
条
二
項
が
、
個
別
株
主
通
知
が
さ
れ
た
後
の
少
数
株
主
権

等
を
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
間
の
定
め
を
政
令
に
委
ね
る
こ

と
と
し
た
の
は
、
個
別
株
主
通
知
が
さ
れ
た
後
に
当
該
株
主
が
そ

の
振
替
株
式
を
他
に
譲
渡
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
…
」と
し
て
、

個
別
株
主
通
知
後
の
振
替
株
式
の
短
期
的
な
譲
渡
の
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
。

（
９
）
株
式
買
取
請
求
権
行
使
後
に
株
式
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
の
譲

受
人
は
、
株
主
総
会
の
基
準
日
後
に
株
式
を
取
得
し
た
株
主
で
あ

り
当
該
総
会
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
で
き
な
い
た
め
、「
反
対

株
主
」
と
し
て
株
式
買
取
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と

考
え
る
立
場
が
一
般
的
で
あ
る
。
江
頭
憲
治
郎
（
編
）『
株
式
会

社
法
体
系
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
）
川
島
い
づ
み
「
反
対
株
主

の
株
式
買
取
請
求
権
」
二
〇
九
頁
参
照
。

（
10
）
株
式
買
取
請
求
権
行
使
後
に
株
式
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
の
譲

受
人
は
「
反
対
株
主
」
と
し
て
株
式
買
取
請
求
権
を
行
使
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
買
取
価
格
決
定
申
立
て
を
行
っ
た
株
主

は
株
式
買
取
請
求
を
行
っ
た
株
主
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
前
掲
注
（
９
）
参
照
。

（
11
）
日
下
部
・
前
掲
注
（
１
）
一
一
頁
参
照
。

（
12
）
日
下
部
・
前
掲
注
（
１
）
一
一
頁
参
照
。

（
13
）
大
阪
高
決
平
成
二
四
年
一
月
三
一
日
は
、
株
式
を
全
部
取
得
条

項
付
種
類
株
式
と
す
る
定
款
変
更
に
反
対
し
た
株
主
が
株
式
買
取

請
求
・
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
、
会
社

が
取
得
日
の
株
式
取
得
を
理
由
に
申
立
て
の
不
適
法
を
主
張
し
た

事
案
で
あ
る
。
株
式
買
取
請
求
を
行
っ
た
株
主
は
、
全
部
取
得
条

項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
よ
っ
て
も
、
当
該
請
求
に
係
る
買
い
取

り
代
金
の
支
払
い
を
受
け
る
ま
で
は
株
主
と
し
て
の
地
位
を
失
わ

な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
本
件
原
審
決
定
も
こ
れ
に
従
っ
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
下
部
・
前
掲
注（
１
）

一
二
頁
参
照
。

（
14
）
江
頭
憲
治
郎
（
編
）『
株
式
会
社
法
体
系
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一

三
）
神
田
秀
樹
「
株
式
振
替
制
度
」
一
七
九
頁
の
脚
注
二
九
）
参

照
。
本
決
定
に
よ
り
、
大
阪
高
決
平
成
二
四
年
一
月
三
一
日
の
株

式
買
取
請
求
・
買
取
価
格
決
定
申
立
て
の
適
法
性
に
つ
い
て
の
判

断
の
先
例
的
価
値
は
失
わ
れ
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。

（
15
）
日
下
部
・
前
掲
注
（
１
）
一
三
頁
参
照
。

（
16
）
株
式
移
転
に
反
対
す
る
株
主
の
株
式
買
取
請
求
権
に
つ
い
て

「
公
正
な
価
格
」
の
算
定
時
期
を
判
断
し
た
も
の
と
し
て
、
最
決

平
成
二
三
年
四
月
一
九
日
民
集
六
五
巻
三
号
一
三
一
一
頁
が
あ

る
。
ま
た
、
最
近
の
最
高
裁
の
動
向
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、

江
頭
（
編
）・
前
掲
注
（
９
）
川
島
二
一
一
頁
を
参
照
。

（
17
）
吉
本
・
前
掲
注
（
１
）
五
頁
を
参
照
。

（
18
）
仁
科
秀
隆
「
株
式
の
価
格
決
定
と
個
別
株
主
通
知
」
商
事
一
九
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七
六
号
三
二
頁
（
二
〇
一
二
）
参
照
。

（
19
）
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
の
算
定
基
準
時
と
株

式
買
取
請
求
に
係
る
買
取
価
格
決
定
の
申
立
て
の
買
取
価
格
の
算

定
基
準
時
が
異
な
る
た
め
、
算
定
基
準
時
次
第
で
算
定
さ
れ
る
株

価
に
差
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
両
者
は
同
一
の
救
済
手
段
で

は
な
い
と
し
て
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
に
よ
り
株

式
買
取
請
求
権
に
よ
る
救
済
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
吉
本
・
前
掲
注
（
１
）
六
頁
参
照
。

（
20
）
大
阪
地
決
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
三
日
金
判
一
三
三
九
号
五
六

頁
。

（
21
）
仁
科
・
前
掲
注
（
１
）
一
一
九
頁
参
照
。
な
お
、「
要
綱
」
を

反
映
し
た
「
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
は
平
成
二
六

年
六
月
二
七
日
に
公
布
さ
れ
た
。

（
22
）
高
橋
美
加
・
前
掲
注
（
１
）
一
〇
〇
頁
参
照
。
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Königsgerichtsbarkeit und öffentliche Notare im 
deutschen Spätmittelalter

Masaki Taguchi＊

Der vorliegende Aufsatz behandelt die Verhältnisse zwischen der deutschen 

Königsgerichtsbarkeit und der öffentlichen Notare vom Ende des 13. 

Jahrhunderts bis 1400. Nachdem die Grundzüge der Entwicklung des 

öffentlichen Notariats im deutschen Spätmittelalter dargestellt werden, sind 

die einschlägigen Quellen vorgestellt und analysiert. Sie stammen meistens 

aus der Zeit Karls IV. und neigen sich unter seinem Sohn Wenzel geringer. 

Es war nicht der Herrscherhof selber, sondern die Parteien, die die 

öffentlichen Notare Instrumente schreiben ließen. Unter den Benutzern der 

Notare waren die Geistlichen überwiegend, aber die Städte und Bürger 

waren ebenfalls öfter zu finden, während der Adel eher selten auftauchte. 

Viele Quellenbelege kamen aus den Westgrenzen und dem Westen des 

Reiches, aber die Zeugnisse verbreiteten sich vor allem unter Karl IV. 

langsam nach Osten des Rheins. Es ist auffallend, dass die Notare oft in 

besonderer Situation eingesetzt wurden. Man wollte z. B. spezielle Vorbehalte 

schriftlich feststellen. Die Notare wurden aber vor allem dann herbeigerufen, 

wenn man die vorangehenden Urkunden oder Maßnahmen verändern, 

begrenzen oder außer Kraft setzen wollte. In diesem Sinne wurde die 
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Wirkung der Notariatsinstrumente erwartet und gesucht. 
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論　　　説

選択的連結に対する
反致の適用に関する若干の考察

嶋　　　拓　哉

１．はじめに－検討のきっかけ

　わが国では、幾つかの抵触規定において選択的連結が採用されている。
これら抵触規定のうち、特に親子関係の成立を扱う法の適用に関する通
則法（以下、「通則法」という）28条乃至30条を巡って、反致を規定する
通則法41条本文の適用の有無が取り上げられることがある。いわゆる「選
択的連結と反致」という論点であるが、実は主要な概説書等を参照して
も、各見解の根拠および理由付けが詳細に記述されているものは意外に
少ない。果たしてわが国では反致の存在意義一般について定まった見解
もなくその理論的正当化がいまだに果たされていない1ことが、かかる
論点への深入りを躊躇させる一因になっているとも考えられるが、兎も
角も、通則法において明文で反致が規定され、かつ選択的連結を採用し
た個別抵触規定が存在する以上は、両者の関係について考え方を整理し
ておく必要はあるだろう。
　また、「選択的連結と反致」を検証するに当たっては、単に研究面で
の動機に止まらず、教育面での動機付けも働いている。平成24年司法試
験の論文式試験問題ではこれに関連する出題がなされているが、そこに

1 道垣内正人『ポイント国際私法総論〔第２版〕』（有斐閣、2007年）208頁以下、
櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法〔第２巻〕』（有斐閣、2011年）310-313
頁［北澤安紀執筆］等。
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は「学説では論じ尽くされていない論点」2が含まれていた。法科大学院
制度が発足し、学生に対する充実した教育サービスの提供が求められる
中で、自身の理解が表層的なものに止まっている領域および論点につい
て検証を行い、自説を確認していく作業は不可欠なものになってきてい
るように思われる。
　本稿では、上記のような動機を背景として、選択的連結に対する反致
の適用について、ドイツおよびスイスの学説状況を踏まえ、比較法的視
点をも織込み、検討を行うものである。

２．日本

（１）反致制度の特徴
　通則法41条は、平成元年改正法例32条の規定内容をほぼそのまま引き
継いでいるが、その特徴は以下のとおりである3。
　第一に、単純反致（「狭義の反致」ともいう）のみを規定しており、転
致等のその他反致類型を認めないとする解釈論が大勢である4。もっと
も、反対の見解に立つ学説も存在しており5、特に二重反致については、

2 法学セミナー編集部編『司法試験の問題と解説2012』（日本評論社、2012年）
378頁［長田真里執筆］
3 詳細については、櫻田＝道垣内編・前掲（注１）321頁以下［北澤執筆］を参照。
4 国際法学会編『国際私法講座〔第１巻〕』（有斐閣、1953年）213頁［折茂豊執筆］、
久保岩太郎『国際私法』（有信堂、1954年）82-86頁、江川英文『国際私法〔改訂
増補〕』（有斐閣、1970年）71-72頁、山田鐐一＝澤木敬郎編『国際私法講義』（青
林書院、1970年）41頁［松岡博執筆］、川上太郎『新版判例国際私法』（千倉書房、
1970年）36-37頁、木棚照一＝松岡博編『別冊法学セミナー・基本法コンメンター
ル国際私法』（日本評論社、1994年）161頁［多喜寛執筆］、櫻田嘉章『国際私法〔第
６版〕』（有斐閣、2012年）118頁、澤木敬郎＝道垣内正人『国際私法入門〔第７
版〕』（有斐閣、2012年）47頁、神前禎ほか『国際私法〔第３版〕』（有斐閣、2012
年）68-69頁［元永和彦執筆］、横山潤『国際私法』（三省堂、2012年）72頁、中西
康ほか『Legal Quest 国際私法』（有斐閣、2014年）90頁等。
5 例えば、本国国際私法が反致の一類型として転致を許容し、かつ転致の結果
として日本法が準拠法に指定される場合に限り転致を認めるとする見解（池原
季雄『国際私法〔総論〕』（有斐閣、1973年）221頁脚注15、山田鐐一『国際私法〔第
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これを認めたとされる裁判例も存在する6。
　第二に、反致の適用は、通則法が本国法として外国法を指定した場合
に限定される。この点に関連して、従前より各国国際私法の間では、属
人法を巡り本国法主義と住所地法主義の対立があったが、反致は特にか
かる対立を緩和し国際的な調和を図ることを目的としている、との説明
がなされることがある7。通則法の前身である法例の起草者もこうした意
図を持っていたと考えられる8。しかしながら、少なくとも通則法41条本
文では、本国の国際私法が日本法を指定する際の連結点を住所地に限定
する旨の文言は存在しておらず、同条の解釈論として、こうした説明を
持ち込むことには無理があると思われる9。
　第三に、通則法25条（同条を準用する26条１項、27条を含む）および
32条に関しては、本国法としての資格で外国法が指定される場合であっ
ても、反致の適用はない（通則法41条但書）10。また、親族関係に基づく
扶養義務および遺言の方式についても、反致の適用が排除される（通則
法43条）。外国法が本国法の資格で指定されるそれ以外の場合について、
反致の適用を排除する明文規定は存在しない。

（２）選択的連結の具体例
　通則法において選択的連結が採用されているものとしては、法律行為

３版〕』（有斐閣、2004年）71頁、溜池良夫『国際私法講義〔第３版〕』（有斐閣、
2005年）164頁、櫻田＝道垣内編・前掲（注１）328頁［北澤執筆］等）がある。
6 東京高判昭和54年７月３日高民集32巻２号126頁。なお、わが国の国際私法
において二重反致を許容する学説としては、池原・前掲（注５）216-217頁、山田・
前掲（注５）71-72頁、櫻田＝道垣内編・前掲（注１）329頁［北澤執筆］等がある。
7 山田＝澤木編・前掲（注４）40頁［松岡執筆］。
8 『法典調査会法例議事速記録』［法務大臣官房司法法制調査部監修『日本近代
立法資料叢書26』（商事法務、1986年）所収］181頁、山田三良『国際私法』（有斐閣、
1940年）425-427頁。
9 山田・前掲（注５）70頁、溜池・前掲（注５）165頁。
10 もっとも、通則法25条および32条に限り反致の適用を排除する理由について
は、学説上議論の対立がある。この点については、櫻田＝道垣内編・前掲（注１）
322-323頁［北澤執筆］を参照。



選択的連結に対する反致の適用に関する若干の考察

［4］北法65（5・515）1641

の方式に関する10条１、２項、婚姻の方式に関する24条２、３項、嫡出
親子関係の成立に関する28条１項、認知に関する29条２項、準正の成立
に関する30条１項、親族関係についての法律行為の方式に関する34条１、
２項がある。このうち、反致の適用が問題となり得るのは、本国法を準
拠法として採用している24条３項本文、28条１項、29条２項、30条１項
である。
　例えば、通則法29条２項は認知に関する抵触規定であるが、その前段
では、認知による父子関係の成立は、①子の出生時の父の本国法、②認
知時の父の本国法、③認知時の子の本国法のいずれかにより、認知によ
る母子関係の成立は、①子の出生時の母の本国法、②認知時の母の本国
法、③認知時の子の本国法のいずれかによる、と定められている。

（３）選択的連結に対する反致の適用に関する見解
　まず、選択的連結についても反致の全面的な適用を認めるのが立法担
当者の見解（㋑）であり11、戸籍実務もこれに従う12。学説においても、こ
の見解を支持するものが通説的地位を占める13。その根拠は、選択的連
結を採用する抵触規定が通則法41条但書に列挙されていない以上、これ
ら抵触規定につき反致の適用を否定するのは解釈論上困難である、とい
う点に求められる14。

11 平成元年改正法例32条に関しては、澤木敬郎＝南敏文編著『新しい国際私法
－改正法例と基本通達』（日本加除出版、1990年）58頁［南執筆］を、通則法41
条に関しては、小出邦夫編著『逐条解説・法の適用に関する通則法』（商事法務、
2009年）372頁［大間知麗子執筆］を、それぞれ参照。
12 渉外戸籍実務研究会『改訂設題解説・渉外戸籍実務の処理Ⅱ〔婚姻編〕』（日
本加除出版、2014年）45-46頁、同『設題解説・渉外戸籍実務の処理Ⅳ〔出生・
認知編〕』（日本加除出版、2007年）27-28頁、65頁、257-258頁。
13 山田鐐一＝早田芳郎編『演習国際私法〔新版〕』（有斐閣、1992年）41頁［佐野
寛執筆］、出口耕自『基本論点国際私法〔第２版〕』（法学書院、2001年）204頁、
山田・前掲（注５）74頁、476頁、485頁、496頁、廣江健司『国際民事関係法』（成
文堂、2008年）185頁、櫻田・前掲（注４）119頁、澤木＝道垣内・前掲（注４）46頁、
櫻田＝道垣内編・前掲（注１）98-99頁［佐野寛執筆。通則法29条に関する見解］、
大塚正之『判例先例渉外親族法』（日本加除出版、2014年）459頁、465頁等。
14 山田・前掲（注５）74-75頁、476頁、485頁、496頁、道垣内・前掲（注１）
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　第二に、原則として選択的連結についても反致の適用を肯定したうえ
で、通則法の選択的連結により指定された外国法によれば、期待された
法的事象（例えば、親子関係の成立）が実現するにも拘わらず、当該外
国法について反致が成立することにより日本法が適用される結果とし
て、かかる法的事象が実現しない場合には、例外的に反致の適用を否定
する見解（㋺）がある15。この見解は第一の見解との対比において、子の
利益保護を重視するものとして位置付けられる16。
　第三に、原則として選択的連結について反致の適用を否定したうえで、
通則法の選択的連結により指定された外国法のいずれによっても期待さ
れた法的事象が実現しない場合には、例外的に反致の適用を肯定する見
解（㋩）がある17。とりわけ、この見解に立つ学説の中には、通則法では
親子関係の成立について子の常居所地という連結点が欠けていることを
規定上の不備として指摘したうえで、例外的な反致の適用を通じて、日
本法を子の常居所地法として適用することにより、こうした不備を補う
ことを企図するものがある18。
　第四に、選択的連結に関して一律に反致の適用を否定する見解（㋥）
も示されている19。

227-228頁、櫻田＝道垣内編・前掲（注１）324頁［北澤執筆］。
15 木棚照一＝松岡博＝渡辺惺之『国際私法概論〔第５版〕』（有斐閣、2007年）
59-60頁［松岡執筆］（松岡博『現代国際私法講義』（法律文化社、2008年）66頁も
同旨）。また、笠原俊宏『国際家族法新論〔補訂版〕』（文眞堂、2010年）121-126
頁もこの見解に立脚していると思われる。
16 松岡博『国際家族法の理論』（大阪大学出版会、2002年）55頁。
17 横山・前掲（注４）76頁（同「渉外認知事件の裁判管轄権とその準拠法」岡垣
学＝野田愛子編『講座・実務家事審判法〔第５巻（渉外事件関係）〕』（日本評論社、
1990年）243-244頁も同旨）。
18 横山・前掲（注４）76頁。
19 「座談会・法例改正をめぐる諸問題と今後の課題」ジュリスト943号36頁［秌
場準一発言］（1989年）。
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３．ドイツ

（１）反致制度の特徴
　ドイツにおける反致は、必ずしも日本と同じ枠組みで規定されている
わけではない。やや教科書的な説明になるが、日本との相違点に着目し
つつ、本稿の目的に必要な範囲において、その特徴を記述する。
　第一に、ドイツ国際私法における指定（Verweisung）には、総括指定

（Gesamtverweisung）20と実質法指定（Sachnormverweisung）という２
つの類型が存在するということである。ドイツ国際私法に該当する民法
施行法（以下、条項番号前においては「EGBGB」といい、その他の場合
には「ドイツ国際私法」という。）４条１項第１文では、指定の意義に反
しない限り、他国の法に送致される場合には当該他国の国際私法も適用
されるべき旨が定められている。この規定振りからは、ドイツ国際私法
における指定は実質法のみならず国際私法も含めた外国の法体系全体の
指定（こうした指定を「総括指定」という）を原則とし、他方で、ドイツ
国際私法における指定が特定の意義を有しており、総括指定がその意義
に反する場合には例外的に、外国法のうち実質法のみが指定されるに止
まる（こうした指定を実質法指定という）という枠組みを採用している
ことが窺われる21。従って、総括指定がなされる場合にのみ反致の適用
が問題となり、実質法指定の場合には、そもそも外国の国際私法が指定
範囲に含まれない以上、反致の適用は問題にならない22。
　第二に、一般に、反致には、外国の国際私法がドイツ法の適用を指示
した場合に生じる単純反致と、外国の国際私法が（自国およびドイツ以外
の）第三国の法の適用を指示した場合に生じる転致（Weiterverweisung

［「再致」ともいう］）があるとされる23。なお、EGBGB ４条１項第２文で

20 “Kollisionsnormverweisung”、あるいは“IPR-Verweisung”と呼称する場合
もある。
21 T. Rauscher, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. (C. F. Müller, 2012), Rdn. 
343ff.
22 B. von Hoffmann/K. Thorn, Internationales Privatrecht, 9. Aufl. (C. H. Beck, 
2007), §6 Rdn. 75ff.
23 もっとも、ドイツの国際私法が総括指定に基づき外国（仮に A 国とす
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は、外国の国際私法がドイツ法を指定する場合には、ドイツの実質法規
定が適用されるべき旨が定められている。これは、指定の循環

（Verweisungskette）を断ち切ることを目的とする規定であり、外国の
国際私法がドイツ法を指定した場合においては、それが実質法指定で
あった場合は勿論、仮令それが総括指定であったとしても、結果として、
法廷地法たるドイツ実質法を適用することで決着が図られることにな
る24。その限りで、二重反致は否定されると考えるのが大勢である25。
　第三に、反致を適用するに当たって、ドイツ国際私法が外国法を指定
するときの連結点に特段の制約は存在しない。わが国通則法41条本文が
反致の適用を当事者の本国法によるべき場合に限定しているのとは異
なっており、およそ EGBGB ４条１項第１文の総括指定に該当する限り
は、外国法指定に当たっての連結点の如何に拘らず反致の適用があると
される。従って、ドイツにおいて反致が適用される局面が実際にどの程
度生じるかは、EGBGB ４条１項第１文の「指定の意義に反しない限り」
という、総括指定に付された留保をどの程度広く（あるいは狭く）解す
るかに関わる問題であると言えよう26。

る）を指定し、かつ A 国の国際私法が自国およびドイツ以外の第三国（仮
に B 国とする）の法を総括指定に基づき指定した場合において、B 国の国
際私法が更なる転致を指示しているときの処理を巡っては学説上争いがあ
る。A 国国際私法による B 国法の指定が総括指定であったとしても、これを
実質法指定と同じく扱い、それ以降の転致の成立に否定的な見解がある（J. 
Kropholler, Internationales Privatrecht, 6. Aufl. (Mohr Siebeck, 2006), 175）一
方で、B 国国際私法による転致の成立を肯定する見解も示されている（J. von 
Staudingers BGB, EGBGB Art. 3-6 (de Gruyter, 2013), EGBGB Art. 4 Rdn. 56 [R. 
Hausmann]）。後者の見解が優勢とされる。
24 Hoffmann/Thorn, a.a.O. (Fn. 22), §6 Rdn. 94ff; Staudingers BGB, a.a.O. (Fn. 
23), EGBGB Art. 4 Rdn. 51 [Hausmann];  Rauscher, a.a.O. (Fn. 21), Rdn. 348.
25 Münchener Kommentar zum BGB, Band 10 [Internationales Privatrecht], 5. 
Aufl. (C. H. Beck, 2010), EGBGB Art. 4 Rdn. 35 [H. Sonnenberger]; G. Kegel/
K. Schurig, Internationales Privatrecht, 9. Aufl. (C. H. Beck, 2004), 408f.; 
Staudingers BGB, a.a.O. (Fn. 23), EGBGB Art. 4 Rdn. 19 [Hausmann].
26 石黒一憲『国際私法〔第２版〕』（新世社、2007年）235頁。
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（２）選択的連結の具体例
　ドイツ国際私法で選択的連結を採用しているのは、法律行為の方式に
関する11条１項、親子関係の成立に関する19条１項、親子関係の否認に
関する20条、不法行為に関する40条１項等である。このうち、反致の適
用との関係で引合いに出されることが特に多いのが EGBGB19条１項の
規定である。同条項では、親子関係の準拠法について、①子の常居所地
法（同項第１文）、②父子関係、母子関係それぞれにつき各親の本国法（同
項第２文）、③母親が婚姻している場合には、EGBGB14条１項により定
まる婚姻効力準拠法（同項第３文）の三つを掲げ、その選択的適用を規
定している。すなわち、同条項では実現が望まれる特定の実質法的価値
として「親子関係の成立」を念頭に置き、その実現を促進するために、
複数の選択肢の中から親子関係の成立を肯定するものが一つでもあれ
ば、それを選び出し準拠法として適用することを許容するものと捉える
ことができる27。

（３）選択的連結に対する反致の適用に関する見解
　第一に、選択的連結であっても、原則として反致の適用を認めつつ、
一定の事情の下で例外的に反致の適用を否定する見解（㋭）がある28。こ
の見解は、例えば EGBGB19条１項により指定された外国の国際私法が、
期待される法的結果（この場合には、親子関係の成立）を達成できない
実質法を準拠法として指定する場合に限り、例外的に反致の適用を否定
する。元来、選択的連結といえども総括指定としての性格を有し、国際
私法を含めた外国の法体系全体を指定することになるため、原則として
反致の適用はあるが、上記の場合には例外的に、選択的連結における指
定を総括指定ではなく実質法指定と解して反致の適用を回避する、とい
う考えに立脚する。
　第二に、選択的連結については、原則として反致の適用を検討する必

27 Rauscher, a.a.O. (Fn. 21), Rdn. 977. 
28 Münchener Kommentar zum BGB, a.a.O. (Fn. 25), EGBGB Art. 4 Rdn. 27 
[Sonnenberger]; C. von Bar, Internationales Privatrecht, Band 2 (C. H. Beck, 
1991), §2 Rdn. 307; Kegel/Schurig, a.a.O. (Fn. 25), 405.
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要がないとしつつ、一定の事情の下で例外的に反致の適用を認める見解
（㋬）がある29。この見解は、選択的連結による指定は実質法指定として
の性格を有するとしつつも、これにより指定される実質法いずれによっ
ても、期待された法的結果が達成できない場合に限り、例外的に選択的
連結について反致の適用を行い、かかる法的結果の達成を図るとの立場
を採る。
　第三に、選択的連結における指定は総括指定であり、原則として反致
の適用が想定されているとの前提を採用した上で、仮に反致の適用に
よって選択肢の数が減少する場合には、例外的に反致の適用を否定する
との見解（㋣）がある30。第一（㋭）と第二の見解（㋬）は、選択的連結に
ついて反致の適用を原則とするか、反致の不適用を原則とするかにおい
て相違があるものの、選択的連結により実現を望む実質法上の目的の達
成に、抵触法上の反致適用に関する判断を係らしめるという点で共通点
を有する31が、第三の見解は、こうした第一および第二の見解に対して、
抵触法的価値と実質法的価値を混淆するものであるとの批判を浴びせ

29 Kropholler, a.a.O. (Fn. 23), 171f; Hoffmann/Thorn, a.a.O. (Fn. 22), §6 Rdn. 
113; Palandt BGB, 72. Aufl. (C. H. Beck, 2013), EGBGB Art. 4 Rdn. 6 [K. Thorn], 
Erman BGB, 12. Aufl. (Dr. Otto Schmidt, 2008), EGBGB Art. 4 Rdn. 19 [G. 
Hohloch]; H. G. Bamberger/H. Roth (Hrsg.), Kommentar zum BGB, Band 3, 3. 
Aufl. (C. H. Beck, 2012), EGBGB Art. 4 Rdn. 8 [S. Lorenz]; Staudingers BGB, 
a.a.O. (Fn.23), EGBGB Art. 4 Rdn. 95ff. [Hausmann]; U. Kartzke, Renvoi und 
Sinn der Verweisung, IPRax 1988, 8, 9.
30 J. von Staudingers BGB, EGBGB Art. 19-24, ErwSÜ (De Gruyter, 2014), 
EGBGB Art. 19 Rdn. 25 [D. Henrich]; Münchener Kommentar zum BGB, a.a.O. 
(Fn. 25), EGBGB Art. 19 Rdn. 23 [H. Klinkhardt]; M. Andrae, Internationales 
Familienrecht, 3. Aufl. (Nomos, 2014), §5 Rdn. 38. この立場に拠ると思われる
裁判例を強いて挙げれば、OLG Stuttgart, FamRZ 2001, 246である。これに
対して、選択的連結による指定は実質法指定であるとし、原則として反致の
適用を否定するものの、例外的に準拠法の選択肢数が増加することを条件に
反致の適用を認める見解もある（C. von Bar/P. Mankowski, Internationales 
Privatrecht, Band 1, 2. Aufl. (C. H. Beck, 2003), §7 Rdn. 228 [Mankowski]; 
Rauscher, a.a.O. (Fn. 21), Rdn. 359）。
31 J. von Staudingers BGB, a.a.O. (Fn. 23), EGBGB Art. 4 Rdn. 94 [Hausmann].
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る。そのうえで、この見解によれば、抵触法の使命は空間的な牽連性の
強い国を探求し準拠法所属国として指定することであって、実質法上の
特定の目的を達成するために抵触法がなし得ることは、準拠法の選択肢
数を維持しその目的達成の機会を縮減させないことに止まるとするので
ある32。
　第四に、選択的連結における指定を実質法指定として捉え、反致の適
用を全面的に否定する見解（㋠）がある33。この見解によれば、選択的連
結を採用した抵触規定は、立法者が当事者の国籍や常居所地等の客観的
な連結点を複数用意して、特定の法律関係の実現を促すものであるが、
そこで正当化され得るのは、自国国際私法の選択的連結規定により指定
された複数の準拠法選択肢のうち少なくとも一つがかかる法律関係の実
現を予定している場合には、他の準拠法選択肢の適用結果に拘わらず、
当該法律関係の実現を認めることに限られる。加えて、反致は様々な抵
触法上の目的を有するが、実質法上の特定の目的を実現させるための道
具として用いられるべきではなく、立法者が選択的連結を採用し準拠法
の選択肢に一定の枠を課した以上は、これを総括指定と位置付け反致を
適用することによりその選択肢の拡張を図るのは適切ではない、との主
張を展開するのである34。

32 D. Henrich, Internationales Familienrecht, 2. Aufl . (Verlag für 
Standesamtswesen, 2000), 224f.
33 H. Baum, Alternativanknüpfungen (J. C. B. Mohr, 1985), 58; C. Schröder, Das 
Günstigkeitsprinzip im internationalen Privatrecht (Peter Lang, 1996), 148f; G. 
Kühne, Der Anwendungsbereich des Renvoi im Lichte der Entwicklung des 
IPR, A. Heldrich/H. Sonnenberger (Hrsg.), Festschrift für Murad Ferid zum 
80. Geburtstag am 11. April 1988 (Verlag für Standesamtswesen, 1988), 257f; T. 
Rauscher, Sachenormverweisungen aus dem Sinn der Verweisung, NJW 1988, 
2151, 2153f. この立場に拠ると思われる裁判例を強いて挙げれば、OLG Hamm, 
FamRZ 2009, 126である。
34 但し、T. Rauscher 教授は、法律行為の方式を規定した EGBGB11条につ
いては、総括指定と実質法指定双方から成る「指定の二重的性格（doppelte 
Natur）」を肯定して、㋬説を支持する（ders, a.a.O. (Fn. 33), 2153）。
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４．スイス

（１）反致制度の特徴
　スイスにおける反致は、スイス国際私法（以下、条項番号前において
は「IPRG」という。）14条に規定される。その特徴は以下のとおりである。
　第一に、スイス国際私法による準拠法指定は実質法指定が原則であり、
総括指定は例外をなすものと理解されている35。一般に、これを捉えて、
スイス国際私法は実質法指定を原則に据えることで、同国独自の抵触法
上の価値観を判決の国際的調和よりも優先させていると評される36。
IPRG14条は、例外として総括指定に該当する場合、すなわち反致の適
用が想定される場合として、①指定した外国法が反致または転致を規定
し、かつスイス国際私法がこれを個別に許容しているとき（同条１項）、
および②人事または家族の身分が問題となるとき（同条２項）の二つの
みを規定する37。
　第二に、IPRG14条が明文で規定するとおり、上記①の場合には、ス
イス法への単純反致のみならず、第三国への転致38の成立を認めるが、

35 H. Honsell/N. P. Vogt/A. Schnyder/S. Berti (Hrsg.), Basler Kommentar 
Internationales Privatrecht, 3. Aufl. (Helbing Lichtenhahn, 2013), Art. 14 Rdn. 
1ff [M. Mächler-Erne/S. Wolf-Mettier]. 
36 A. Furrer, et. al., Internationales Privatrecht, 3. Aufl. (Schulthess, 2011), 
Kapitel 4 Rdn. 87.
37 このうち、①に該当するのは、氏名の準拠法を規定する IPRG37条１項、被
相続人の最後の住所が外国にある場合における相続準拠法を規定する同91条１
項、契約の方式に関する同119条３項および124条３項であるとされる（Furrer, 
et. al., a.a.O. (Fn. 36), Kapitel 4 Rdn. 90）。もっとも、IPRG の立法の経緯を踏ま
えて、反致の適用範囲を制限しようとする学説からは、飽く迄 IPRG14条１項
の適用範囲を、立法試案の段階で反致の適用が認められていた IPRG37条１項
と同91条１項に限るべきとの見解が示されている（A. K. Schnyder, Das neue 
IPR-Gesetz, 2. Aufl. (Schulthess, 1990), 30 [Fn. 9]）。こうした議論の詳細につい
ては、奥田安弘「スイス国際私法典における若干の基本的諸問題（２・完）」北
大法学論集40巻３号140-145頁（1990年）を参照。
38 なお、スイスでも脚注23のような事案において、更なる転致を認めるか否
かについては争いがある。この点に関しては、A. K. Schnyder/N. Liatowitsch, 
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上記②の場合には、単純反致の成立のみを認めるに止まる39。二重反致
については肯定、否定両説が提唱されているが、このうち否定説は、ド
イツ同様に、外国の国際私法が総括指定としてスイス法を指示したとし
ても、これを実質法指定と見做して抵触法上の処理を行うとする見解を
採る40。いずれにしても、二重反致の問題は未だ決着がついていない41。
　第三に、IPRG14条２項の適用範囲は「人事または家族の身分が問題
となるとき」に限られるが、こうした限定は単純反致の適用局面を画す
るものとして位置付けられる。現行のスイス国際私法が制定された1987
年以前には、反致の適用局面を限定する規定が存在しなかった42ことか
ら、現行法が制定されて以降、IPRG14条２項の具体的な解釈を巡って
様々な議論が展開されることとなった。現在では、これを「身分行為お
よび身分関係の成立および終了」として狭く解する立場が大勢を占め
る43。もっとも、例えば、IPRG35条が規定する自然人の行為能力につい
ては、IPRG14条２項の適用範囲に含めないとする見解44が優勢であるも
のの、同条項の適用範囲に含まれるとして反致の適用を認める見解45も
示されるなど、個別具体的な問題を巡って必ずしも完全に見解が一致し

Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl. (Schulthess, 2006), §7 
Rdn. 186f.
39 Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 35), Art. 14 Rdn. 9 [Mächler-
Erne/Wolf-Mettier].
40 Schnyder/Liatowitsch, a.a.O. (Fn. 38), §7 Rdn. 185.
41 P. Truniger (Hrsg.), Internationales Privatrecht (Helbing Lichtenhahn, 2011), 
Rdn. 155 [M. Pellascio].
42 Lausanner Kolloquium über den deutschen und den schweizerischen 
Gesetzesentwurf zur Neuregelung des internationalen Privatrechts (Schulthess, 
1984), 37 (Fn. 6) [R. von Oberbeck].
43 Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 35), Art. 14 Rdn. 15 
[Mächler-Erne/Wolf-Mettier]; D. Girsberger et. al. (Hrsg), Zürcher Kommentar 
zum IPRG, 2. Aufl. (Schulthess, 2004), Art. 14 Rdn. 24 [A. Heini]; Furrer, et. al., 
a.a.O. (Fn. 36), Kapitel 4 Rdn. 92.
44 Truniger (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 41), Rdn. 162 (Fn. 283) [Pellascio]; Girsberger et. 
al. (Hrsg), a.a.O. (Fn. 43), Art. 14 Rdn. 23 [Heini].
45 Girsberger et. al. (Hrsg), a.a.O. (Fn. 43), Art. 35 Rdn. 15 [F. Vischer].
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ているとは言い難いのが実情である46。
　第四に、反致を適用するに当たって、スイス国際私法が外国法を指定
するときの連結点に特段の制約は存在しない。この点は、ドイツと同じ
である。

（２）選択的連結の具体例
　IPRG14条２項の適用範囲にあって選択的連結を採用している抵触規
定として、代表的には、外国人間の婚姻の実質的成立要件に関する44条
２項、および認知に関する72条１項が挙げられる47。IPRG44条２項では、

46 Furrer, et. al., a.a.O. (Fn. 36), Kapitel 4 Rdn. 92.
47 IPRG14条２項の適用範囲に含まれる単位法律関係であって、かつ段階的連
結を採用している抵触規定に関しても、反致を適用するか否かを巡り議論があ
る。例えば、親子関係成立の準拠法を規定した IPRG68条は、同条１項で子の
常居所地法を準拠法としつつも、同条２項で、父母のいずれもが子の常居所地
に住所を有していないが父母および子が共通の国籍を有する場合には、同条１
項の規定に拘わらず共通本国法を適用する旨を規定している。同条２項につい
て反致の適用を肯定する見解が通説的地位を占める（Honsell/Vogt/Schnyder/
Berti (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 35), Art. 68 Rdn. 17 [I. Schwander] が、他方において、
かかる通説的見解自体が IPRG68条２項に対する厳格な反致の適用に懐疑的で
あり、反致の適用が抵触規定全体の目的に照らして矛盾を生ぜしめる場合には、
一般例外条項である IPRG15条を活用して準拠法指定の修正を図るべき旨が提
唱されている（I. Schwander, Das Internationale Familienrecht der Schweiz, 
Band 1 (Dike, 1985), 372ff）。また離婚および別居（本脚注に限り「離婚等」とい
う）の抵触規定たる IPRG61条は、同条１項で法廷地法たるスイス法を準拠法
として規定しつつも、同条２項では、夫婦が共通の外国籍を有しかつ一方がス
イスに住所を有する場合には、同条１項の規定に拘わらず、夫婦の共通本国
法を準拠法とする旨規定している。このうち２項に規定する夫婦の共通本国
法につき反致の適用を認めるか否かについては議論がある。IPRG15条の一般
例外条項に基づく修正を適宜行うとの留保を課すものの反致を認める見解が大
勢を占める（Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 35), Art. 61 Rdn. 
19 [L. Bopp]）が、反致の適用に否定的な見解も示されている。後者の見解から
は、同条３項では、共通本国法によれば離婚等が全く許容されていないか、著
しく困難である場合には、夫婦の一方がスイス国籍者か２年以上スイスに居住
しているときに限り、スイス法の適用を認める旨の規定が置かれているが、同
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外国人間の婚姻が同条１項に掲げるスイス法の実質的成立要件を満たさ
ない場合であっても、一方当事者の本国法の実質的成立要件を満たす場
合には、その成立を認める旨を規定している。また、IPRG72条１項では、
認知準拠法として、認知時を基準時として、①子の常居所地法、②子の
本国法、③父の住所地法、④父の本国法、⑤母の住所地法、⑥母の本国
法を選択的に適用することを認めている。
　このうち、IPRG44条２項は、問題とされる外国人間の婚姻がスイス
法の実質的成立要件を満たさないことを前提条件として初めて適用が予
定されるものであり、同条項で選択的連結の対象となっている各当事者
の本国法につきスイス法への単純反致の成立を認めたのでは、常に婚姻
成立が否定される結果に帰着してしまうであろう48。従って、IPRG44条
２項に対する反致の適用可能性を検討するに当たっては、単に同条項が
選択的連結を採用していることに止まらず、その適用がスイス法上の実
質的成立要件の不充足を前提にしているという同条項固有の事情をも追
加的に考慮しなければならない。その意味では、本稿の主題との関係に
おいて参考とすべきは、こうした固有の事情を有しない IPRG72条１項
に対する反致の適用問題ということになるであろう。

（３）IPRG72条１項に対する反致の適用に関する見解
　第一に、IPRG72条１項の指定は同14条２項の総括指定に該当し、通
常であれば、スイス法への単純反致が成立し得ると考えられるため、一
律に反致の適用を否定するわけにはいかないとしたうえで、IPRG72条
１項により指定される外国法上は認知が成立するものの、スイス法上こ
れが成立しない場合に限り、反致の適用を否定するとの見解（㋷）が示
されている49。

条３項でこのような厳格な要件を課してスイス法の適用を制限しているにも拘
らず、同条２項につき反致を認めるとすると、そもそも同条３項を設けた意
義が大幅に減殺されてしまうとの主張がなされている（Lausanner Kolloquium, 
a.a.O. (Fn. 42), 41 [R. von Oberbeck] und 168 [R. Siehr]）。
48 Furrer, et. al., a.a.O (Fn. 36), Kapitel 5 Rdn. 6.
49 Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 35), Art. 72 Rdn. 13 
[Schwander]; Furrer, et. al., a.a.O (Fn. 36), Kapitel 4 Rdn. 35 und 102; Truniger 
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　第二に、IPRG72条１項の選択的連結について反致の適用を一律否定
する見解（㋦）も主張されている50。この見解によれば、IPRG72条１項は
認知の成立という目的達成を促すために選択的連結を採用した経緯があ
り、仮にかかる選択的連結に単純反致の適用を許容した場合には、同条
項が掲げる目的の達成を阻害する惧れがあるとする。従って、IPRG72
条１項について反致の適用を全面的に否定すべきとの立場を採用するの
である。
　第三に、反致により、IPRG72条１項により指定された選択肢の数が
減少してしまう場合に限り、反致の適用を否定する見解（㋸）がある51。
　第四に、IPRG72条１項の選択的連結について反致の全面的な適用を
肯定する見解（㋾）もある52。この見解は、仮令選択的連結であっても、
IPRG14条２項の適用範囲に含まれる限りは、反致の適用を免れないと
の考えに立脚するものである。

５．私見

（１）学説の分類
　これまで、日本、ドイツ、スイスにおける学説の状況を概観してきた
が、各国で反致制度に相違点はあるものの、これら諸国において選択的
連結に対する反致の適用に関して提唱されている学説は、概ね次のとお
りに分類できる。

(Hrsg.), a.a.O. (Fn. 41), Rdn. 164 (Fn. 285) [Pellascio] ; J. K. Kostkiewicz, 
Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrechts (Stämpfli, 2012), 
Rdn. 1303.
50 H. Honsell/N. P. Vogt/A. Schnyder (Hrsg.), Internationales Privatrecht 
(Helbing & Lichtenhahn, 1996), Art. 14 Rdn. 16 [M. Mächler-Erne]（但し、本書
の第３版 [Honsell/Vogt/Schnyder/Berti (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 35), Art. 14 Rdn. 16a 
[Mächler-Erne/Wolf-Mettier]] では、記述が改まり、㋷または㋦のいずれの見
解に立脚するかが明確に示されていない）; Schnyder/Liatowitsch, a.a.O. (Fn. 
38), §7 Rdn. 195.
51 Girsberger et. al. (Hrsg), a.a.O. (Fn. 43), Art. 72 Rdn. 12 [K. Siehr].
52 Truniger (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 41), Rdn. 305 [M. Kindler].
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　Ａ説：反致全面適用説（㋑［日本］、㋾［スイス］）
　Ｂ説：反致全面不適用説（㋥［日本］、㋠［ドイツ］、㋦［スイス］）
　Ｃ説： 「原則＝反致適用、例外＝反致不適用」説（㋺［日本］、㋭［ドイ

ツ］、㋷［スイス］）
　Ｄ説： 「原則＝反致不適用、例外＝反致適用」説（㋩［日本］、㋬［ドイ

ツ］）
　Ｅ説： 選択肢数減少の場合に限り反致不適用とする説（㋣［ドイツ］、

㋸［スイス］）

（２）各説の検討
①　C および D 説の検討
　D 説はドイツでは多数説として位置付けられている53。他方、C 説はス
イスにおいて有力に主張されているほか、ドイツでも提唱者は少なくな
い。これらの見解は、反致の適用に関する判断を実質法上の特定の目的
実現に係らしめる点において共通性を有するが、既に述べたとおり、ド
イツにおいても近時、これら両説に対して疑問が提起されるに至ってい
る。D. Henrich 教授は、これら学説に対して、抵触法レベルにおける
法適用関係の決定と実質法レベルにおける特定目的の実現を混同するも
のとの批判を加えており、C または D 説に立脚する研究者すらも、抵
触法の基本が空間的な最密接関係地を探求することにあるという点にお
いて、かかる Henrich 教授の批判の中に一定の正当性を認めているこ
とは事実である54。
　選択的連結に基づき準拠法を選定し、その適用結果を確認したうえで、
再度準拠法の選定過程に戻り反致の成立を認める、あるいは反致を適用
し準拠法を選定したものの、その適用結果を確認したうえで、再度準拠
法の選定過程に戻り反致の適用を否定するといった手法は、二つの意味
において、わが国で伝統的に支持されてきた国際私法総論に関する基本
的な枠組みとは相容れないものである。第一に、準拠法の選定段階と準
拠法の適用段階との間の往来を許容することが、果たして準拠法決定に

53 Staudingers BGB, a.a.O. (Fn. 23), EGBGB Art. 4 Rdn. 93 [Hausmann].
54 Staudingers BGB, a.a.O. (Fn. 23), EGBGB Art. 4 Rdn. 95 [Hausmann].
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かかる総論的枠組みの中で合理的に説明し得るかは疑問である。近代に
おいて、国際私法も含めた手続法の目的は静的な実体法秩序の実現に求
められる55が、最密接関係地法の探求結果として準拠法を一旦選定し適
用したにも拘わらず、それ以外の法体系を準拠法として選定し直すこと
を、準拠法決定のプロセス全体の中で如何に整合的に説明し得るのか疑
問が呈されるのも無理からぬところではないかと思われる56。また第二
に、やはり実質法的価値と抵触法的価値の混淆という問題を指摘せねば
ならないであろう。C および D 説は実質法上の目的を実現させるため
に抵触法上の操作を行うものであるが、かかる運用が妥当と評価される
かは疑問である。例えば、通則法11条は、実質法上特定の価値を有する
目的の実現を促すために、特別の抵触規定を置いた具体的事例の一つで
ある。同条は、国際的な消費者契約に関して、特定国の実質法体系の適
用を可能にするものではあるが、必ずしも実質法上の特定の目的実現を
保証するものではないとされる57。また、消費者契約の抵触法上の取扱
いを巡り欧州で採用されている優遇比較原則は、わが国通則法の制定過
程において、実質法上の価値と抵触法上の価値を混淆するものであると
して否定的に捉えられ、優遇比較原則の採用を回避すべく通則法11条の
規定内容が慎重に検討されてきた経緯もある58。このように、通則法は
11条を例示として考えるに、契約関係における実質的な弱者保護という
要請が実質法および抵触法の双方において共通の現代的価値を有するこ
とを認めつつも、他方において、法適用における各法領域相互の役割分
担の徹底、すなわち実質法と抵触法の機能的峻別の厳格化に十分な問題
関心を払って制定されたと評価し得る。しかしながら、C および D 説
はこうした点を踏み越えた形で準拠法決定プロセスの運用を図ってお
り、通則法の解釈論として採用することには問題があるように思われ

55 道垣内・前掲（注１）231頁以下、250頁、神前ほか・前掲（注４）280頁［早
川吉尚執筆］。
56 こうした問題意識は既に、外国法不明の場合における補充的連結説に対す
る批判において示されている（道垣内・前掲（注１）250頁）。
57 小出編著・前掲（注11）134-135頁［湯川毅執筆］。
58 小出編著・前掲（注11）136-137頁［湯川執筆］。
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る59。

②　A、B および E 説の検討
　結論から言えば、B 説（反致全面不適用説）でよいと考える。選択的
連結は、事案と準拠法所属国との間の牽連性が十分でないにしても、兎
に角複数の連結点（延いては準拠法選択肢）を並列的に用意して特定の
実質法的価値の実現を促すものであるが、他方において、それは判決の
国際的調和という抵触法上の価値を後退させるものと評価することも可
能である60。すなわち、選択的連結を導入した趣旨は、判決の国際的調
和を犠牲にしてでも実現すべき実質法上の特定の価値・目的が存在して
おり、その実現を促すために抵触法上なし得る連結政策を採用したとい
うことに他ならない。にもかかわらず、不完全ながらも判決の国際的調
和を存在意義の一つとして掲げる反致61をこれに適用したのでは、選択

59 横山潤先生がご指摘されるとおり、通則法では、親子関係の成立に関して
子の常居所地への連結が規定されていない（横山・前掲注（４）76頁）。この点
を規定上の不備と捉えるにしても、実質法上の目的実現を確認したうえで反致
の適用を判断するような手法によって克服するのは妥当ではない。一義的には、
改正等の立法的手当が検討されるべきであるが、解釈論による場合であっても、
飽くまで抵触法の領域において取り得る手段（例えば、本国法の認定における
実効的国籍論の導入）によって個別事案の柔軟かつ妥当な処理を図るべきであ
ろう。
60 Kropholler, a.a.O. (Fn. 23), 171f; Staudingers BGB, a.a.O. (Fn. 23), EGBGB 
Art. 4 Rdn. 95 [Hausmann]; Münchener Kommentar zum BGB, a.a.O. (Fn. 25), 
EGBGB Art. 4 Rdn. 27 [Sonnenberger].
61 従前より内外を問わず、不完全であることを認識しつつも、反致の存在意
義の一つを判決の国際的調和に求める見解は多く見受けられる（ドイツでは、
A. Lüderitz, Internationales Privatrecht, 2. Aufl. (Alfred Metzner, 1992), Rdn. 
156, Kegel/Schurig, a.a.O. (Fn. 25), 396f, 403; Staudingers BGB, a.a.O. (Fn. 23), 
EGBGB Art. 4 Rdn. 17 [Hausmann]; Rauscher, a.a.O. (Fn. 21), Rdn. 349等。わ
が国では、木棚＝松岡編・前掲（注４）159頁［多喜執筆］、櫻田・前掲（注４）
116-117頁、木棚＝松岡＝渡辺・前掲（注15）55-56頁［松岡執筆］、横山・前掲（注
４）71頁、中西ほか・前掲（注４）86-88頁等）。もっとも、ここで判決の国際的
調和と言っても、それは飽くまで法廷地国たるわが国と通則法が準拠法として
指定した法所属国との間における限定的なものに止まることに留意しておかね
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的連結の効果が減殺され、その所期の価値・目的を達し得なくなる62。
各抵触規定は単位法律関係毎に適した形で具体的な連結政策を提示する
が、反致規定がこうした連結政策との間で齟齬を生ぜしめる場合には、
より個別的な事項を規定する前者（＝各抵触規定）を優先させたとして
も、解釈論の一般原則に照らして然程不自然なことではないと思われる。
特に、わが国通則法はその41条本文の解釈論として単純反致を許容する
のみであり、転致を許容するドイツ国際私法と比較して、飽くまで一般
論ではあるが、選択的連結に対する減殺効果は大きいと考えられる。個
別抵触規定において選択的連結を採用した以上は、この連結政策の目的
を優先し、反致の適用を回避する要請は相対的に大きいと言えるのでは
ないであろうか。A 説（反致全面適用説）は、その立論の根拠として、
通則法41条但書に選択的連結を採用した諸規定が列挙されていないこと
を掲げるが、この但書の規定については、通則法の準拠法指定の趣旨に
照らして反致の適用を排除すべき場合を飽く迄例示したものと捉えて、
柔軟に運用する余地もあるように思われる63。
　また、反致規定を、立法または解釈により抵触規定の個別化・柔軟化
が達成されるまでの間、当面の事態に対処すべく、例外救済を行うため
の一般条項として位置付ける64にしても、例えば、通則法28条１項およ
び29条２項を挙げて考えてみれば、親子関係の成立を容易化し子の保護

ばなるまい。
62 ドイツでは、程度の差こそあるが、ほぼすべての学説において、選択的連
結に反致を適用した場合には、選択的連結の所期の目的を減殺する惧れがあ
るとの認識が共有されている。加えて、同国の裁判実務でもかかる認識に言
及したうえで、EGBGB19条１項または同20条１項が規定する選択的連結に対
する反致の適用を否定した事案が存在する（OLG Stuttgart, FamRZ 2001, 246, 
248; OLG Nürnberg, FamRZ 2005, 1697, 1698; OLG Hamm, FamRZ 2009, 126, 
127）。
63 秌場準一「養子縁組・離縁の準拠法及び国際的管轄」岡垣学＝野田愛子編『講
座・実務家事審判法〔第５巻（渉外事件関係）〕』（日本評論社、1990年）257頁。
64 石黒一憲『国際私法の解釈論的構造』（東京大学出版会、1980年）234頁、同「反
致主義の根拠」澤木敬郎＝秌場準一編『国際私法の争点〔新版〕』（有斐閣、1996
年）83頁。
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を図るための手段として、多様な選択肢を提供するという極めて柔軟な
連結政策を採用しているのであるから、そうである以上は、もはやその
限りで不完全な一般条項としての反致規定65はその存在意義を欠き、こ
うした場合にまで同規定を積極的に適用する理由に乏しいと思われる。
そもそも反致規定を一般条項として位置付ける見解からは、本来的には、
抵触法上の価値に基づき複数の連結点を序列化しつつも、これら連結点
に基づき選定される具体的な準拠法選択肢の採否について柔軟な要件を
設けるのが本筋であるが、そうした規定振りは煩瑣であり、また実際的
でもないことから、やむなく反致規定の外形を纏いながら一般条項が登
場するに至った、といった説明がなされる66。すなわち、こうした見解は、
事案の最密接関係地を探求するために、連結点のタテの序列化を図る代
わりに、反致規定の一般条項化（一般条項としての解釈論の導入）を目
指したものとして捉えることができるだろう。これに対して、選択的連
結を採用した抵触規定は、実質法上の特定の法律関係の実現を促すため
に、あえて事案との空間的密接牽連性を犠牲にしてまでも、関連する複
数の連結点をヨコに並列化したものと捉えられなくもない。少なくとも、
選択的連結を採用した抵触規定に関しては、それが取扱う単位法律関係
について個別的で柔軟な連結政策を立法的に手当し導入し終えたわけで
あるから、その単位法律関係に関する限りは、反致規定なる一般条項を
活用してさらなる対処を図る余地はない（ましてや反致を適用すること
によって、選択的連結導入の動機付けとなった特定の価値・目的の達成
を阻害する余地はない）と言うべきである67 68。

65 石黒先生は、反致規定の目的を自国抵触規定の硬直緩和に求め、その目的
を実現するために、外国抵触規定による日本法の指定という手段を法律構成と
して導入したが、その目的と手段の間には越えがたいギャップが存在しており、
これが反致規定の「不完全性」に繋がっている、との議論を展開しておられる（石
黒一憲『国際家族法入門』（有斐閣、1981年）65-66頁、同・前掲（注64）『国際私
法の解釈論的構造』41頁以下）。
66 石黒・前掲（注65）『国際家族法入門』63-66頁。
67 H. Baum 教授は、本来的には、実現が目指される具体的な成果についての
評価は実質法の段階において初めてなされるが、選択的連結の場合には、こう
した評価作業が抵触法の段階において前倒しでなされているとし、実質法上
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　なお、わが国では提唱者はいないが、E 説について付言しておく。こ
の見解は C および D 説とは異なり、抵触法の範囲内において実質法上
の目的達成のためになし得ることとして、「選択肢数の維持（可能であ
れば、さらには拡張）」を目的に掲げる。しかしながら、この見解は、
ドイツに代表されるように、㋑自国国際私法において単純反致のみなら
ず転致の成立を許容していること、かつ㋺自国国際私法により指定され
た実質法所属国の抵触規定が選択的連結を採用しており、それにより複
数の第三国が指定される場合には、これら第三国すべてへの転致が認め
られること、を前提として初めて成り立つもののように思われる69。し
かしながら、わが国では単純反致しか認められていないため、E 説に基
づき反致の適用が認められるのは、通則法の選択的連結点いずれについ

の価値判断が一定程度抵触法上のプロセスに入り込んでいるとする。こうし
た現象を「結果に関する優遇措置（Ergebnisvorgabe）」として捉えたうえで、

「こうした優遇措置は、さらなる特性として、当事者による法選択の場合と同
様に、選択的連結により外国実質規範を指定することを予定する。成果達成
を志向する決定－それは単に法律関係を突きとめるに止まらないものである
－の結果として、外国の抵触規定への指定は不必要なものとなってしまう」と
か、「選択的連結による指定は当事者による法選択の場合と同様に、単なる
実質法指定であると解すべきである。さもなければ、判断にとって決定的な

（entscheidungsbestimmende）、結果に関する優遇措置が意味のないものになっ
てしまうからである」といった議論を展開している（ders, a.a.O. (Fn. 33), 56-58, 
257）。こうした H. Baum 教授の主張は、本稿における私見ともほぼ同旨であ
ると思われる。
68 石黒先生は、選択的連結そのものに対しては、例えば親子関係の成立を容
易にすることが一律に子の保護に資するとは限らないとし、実質法的な利害対
立の一部のみを切り出して、本来の抵触法的価値とすり替えるものであると評
価するなど、総じて批判的である（石黒・前掲（注26）97頁）。立法論としては、
こうした批判があり得ることは認めるが、他方で、現在の通則法の規定が親子
関係の成立を中心に選択的連結を採用している以上、解釈論としては、その連
結政策が依拠する目的自体は尊重されるべきであろうと考えられる。
69 例示すれば、ドイツが自国国際私法に基づき甲、乙、丙国法を指定し、か
つ甲国国際私法によれば、選択的連結により、丁、戊、己国法が指定される場
合には、結論として、乙、丙、丁、戊、己国の法が選択的に適用されるとの帰
結に至るということである。
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ても日本ではなく外国が指定され、かつそのうちの一カ国についてのみ
反致が成立するという極めて稀な場合に限られる70。わが国通則法の解
釈論として、一見普遍的な見解として E 説を導入したとしても、その
実は限定的な場合にのみ反致の適用を肯定するという結果を惹起するに
過ぎず、実態において B 説を採用するのと然程変わらないことになろ
う。準拠法選択肢の数だけを問題にするのであれば、上記の場合には反
致を適用するか否かに拘らず選択肢の数に変動は生じないが、他方にお
いて、このような稀な場合に限って反致の適用を認める理由について、
説得的な解答を用意するのは相当に困難なことであろうと思われる。ま
た、例えば通則法28条に従って、嫡出親子関係の成立に関する準拠法と
して A 国法および B 国法が指定された場合において、B 国について反
致が成立せずかつ B 国実質法によれば嫡出親子関係が成立しない一方、
A 国実質法によれば嫡出親子関係が成立するにも拘らず A 国について
反致が成立する事案を想定してみたい。この事案では、A 国について
反致の成立を肯定しても、準拠法は当初の A 国法と B 国法の二つから
日本法と B 国法の二つになるだけで、その選択肢が減少するわけでは
ない。しかしながら、仮に日本法によれば嫡出親子関係が成立しない場
合であっても、E 説によれば、A 国について反致の成立を肯定するので
あろうか71。ドイツにおいても、仮令 E 説を採用し選択肢数の維持とい
う形式的でクリアーカットな基準に反致適用に関する判断を委ねる立場
に拠ったとしても、上記のような事案においては結局のところ、実質法
上の目的達成を基準に反致の適用を決せざるを得ないのではないかとし

70 例示すれば、通則法に基づき甲、乙、丙国法が指定される場合であって、
甲国法についてのみ単純反致が成立するときには、日本、乙、丙国の各法が選
択的に適用されることになる。この場合には、適用が予定される準拠法の選択
肢数は、反致の適用の有無に拘らず、三つで変わらない。
71 C または D 説を支持する学説からも E 説に対して、通則法により甲、乙、
丙国法が指定され、甲国法についてのみ単純反致が成立する事案を想定したう
えで、甲国法によれば所期の実質法上の目的（例えば親子関係の成立）を達成
できるが、日本法によればその目的を達成できない場合には、E 説によれば、
結果として当該実質法上の目的を達成できなくなる憾みがある、との批判が寄
せられる（横山・前掲（注４）75頁）。
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て、E 説を念頭に置いて批判的な議論が展開されている72。

③　セーフガード条項に対する反致の適用
　選択的連結を採用している通則法の諸規定のうち、認知に関する29条
２項には、いわゆるセーフガード条項が存在している73。同項前段は、
認知の成立及び効力について、父子関係、母子関係それぞれに３つの連
結点を提示し選択的連結を採用する（２．（２）参照）が、その後段にお
いて、認知の準拠法が認知者の本国法とされる場合には、認知時におけ
る子の本国法によれば子または第三者の承諾または同意が認知の要件で
あるときは、その要件も併せて具備することが要求されている。
　かかるセーフガード条項に規定する認知時の子の本国法について反致
を適用するか否かを巡っては、立法担当者は、㋑セーフガード条項の文
言上反致の適用を想定していないこと、㋺反致の適用を認めることによ
り、子の本国法上の同意・承諾要件を適用することで子の保護を図ろう
としたセーフガード条項の趣旨が没却される惧れがあること、㋩セーフ
ガード条項は他の規定と発想を異にしており、他の規定との整合性に配
慮する必要に乏しいこと等を根拠として、反致の適用に否定的な見解を
示している74。学説上は、セーフガード条項についても反致の適用を肯
定する見解もある75が、否定説が優勢であり76、戸籍実務も否定説に従

72 D. Solomon, Die Renaissance des Renvoi im Europäischen Internationalen 
Privatrecht, in R. Michaels/D. Solomon (Hrsg.), Liber Amicorum Klaus Schurig 
zum 70. Geburtstag (Sellier European Law Publishers, 2012), 237, 261-262.
73 非嫡出親子関係の成立に関する通則法29条１項、および養子縁組に関する
同31条１項はいずれも、選択的連結を採用していないが、通則法29条２項と同
様にセーフガード条項を有する。例えば、通則法31条１項前段では、養子縁組
は養親となるべき者の本国法によると規定するが、その後段において、養子と
なるべき者の本国法によれば、養子となるべき者・第三者の承諾・同意、また
は公的機関の許可等が養子縁組の成立要件である場合には、それら要件も併せ
て具備することを要求している。
74 澤木＝南編著・前掲（注11）57-58頁［南執筆］、南敏文『改正法例の解説』（法
曹会、1992年）208頁。
75 山田・前掲（注５）73頁、485-486頁、504頁、出口・前掲（注13）204頁。
76 秌場準一「法例の新規定における反致政策についての小論」川井健ほか編『講
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う77。
　反致の適用除外を規定する通則法41条但書では、選択的連結を採用し
た抵触規定と同様に、セーフガード条項も列挙されていない。セーフガー
ド条項は、本人の同意・承諾等一定の事項に関して子の本国法の強行的
適用を求める趣旨であり、同条項への反致の適用を否定することで問題
ないように思うが、そうであれば、選択的連結に対する反致の適用を全
面的に肯定する学説（A 説）が、その根拠を、選択的連結を採用する抵
触規定が通則法41条但書に列挙されていないことに求めるのは、説得力
に欠け薄弱というほかないであろう。選択的連結を採用する抵触規定に
ついても、セーフガード条項と同様に、通則法41条但書の規定振りとい
う形式的な理由によるのではなく、それら抵触規定の趣旨および実質的
な存在意義等を踏まえて、反致適用の適否が判断されるべきではないか
と思われる。

④　その他若干の問題
　既述のとおり、私見は選択的連結に対して反致の適用を一律否定する
見解（B 説）によるが、仮に通則法の解釈として選択的連結に反致の適
用を認めるとの見解に立ったとすると、本国たる外国の抵触規定も同じ
く選択的連結を採用する場合であって、その連結点の一つによれば反致
が成立するが、その他の連結点によれば反致が成立しないときの取扱い

座現代家族法〔第１巻（総論）〕』（日本評論社、1991年）105頁（秌場・前掲（注
63）257頁も同旨）、櫻田・前掲（注４）119頁［同書第５版では反致肯定説に立
脚していたが、これを改説］、澤木＝道垣内・前掲（注４）46頁、横山・前掲（注
４）73頁（同『国際家族法の研究』（有斐閣、1997年）204頁脚注66、および横山・
前掲（注17）「渉外認知事件の裁判管轄権とその準拠法」244頁も同旨）、神前ほか・
前掲（注４）67-68頁［元永執筆］、櫻田＝道垣内編・前掲（注１）99頁［佐野執筆。
通則法29条に関する見解］、325-326頁［北澤執筆］等。
77 渉外戸籍実務研究会・前掲（注12）『設題解説・渉外戸籍実務の処理Ⅳ〔出生・
認知編〕』65頁、258-259頁、同『設題解説・渉外戸籍実務の処理Ⅴ〔養子縁組編〕』

（日本加除出版、2008年）26-27頁。なお、平成元年10月２日法務省民二第3900
号「法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍実務の取扱いについて」（民事
局長通達）第４の１（２）を参照。
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が問題となる。
　この点については、立法担当者の理解では、通則法41条にいう「その
本国法に従えば日本法によるべきとき」とは、本国たる外国の抵触規定
が掲げるすべての連結点が日本を指示しているときであると解釈し、こ
の場合における反致の成立を否定する78。これに対して、少なくとも本
国抵触規定が掲げる連結点の一つが日本を指定する場合であって、当該
本国法によれば実質法上の目的が達成されないが、日本法によればその
目的が達成され得るときに限り、反致の成立を肯定する見解も提唱され
ている79。
　私見は選択的連結に対する反致の適用を全面的に否定する立場に拠る
が、本国の抵触規定が選択的連結を採用し、当該規定によりわが国への
単純反致の成否が問題となり得るのは、何も通則法が選択的連結を採用
している単位法律関係に限られない。通則法が選択的連結を採用してい
ない単位法律関係について本国の抵触規定が選択的連結を採用している
場合も想定され得るので、この点についても態度表明をしておく必要が
あろう。上記の学説のうち、わが国抵触規定が念頭に置く実質法上の目
的が達成されるか否かにより反致の成否を判断するが如き後者の見解
は、反致という抵触法上の処理に関する判断を特定の実質法的価値の実
現に係らしめており、C および D 説に対して行った批判的検討（５．（２）
①）の内容がそのまま妥当すると思われる。
　私見では、本国抵触規定が選択的連結を採用している場合において、

78 澤木＝南編著・前掲（注11）58頁［南執筆］。なお、この見解を支持するもの
として、溜池・前掲（注５）166頁、松岡博編『国際関係私法入門〔第３版〕』（有
斐閣、2012年）53頁［多田望執筆］。また、戸籍実務もこの見解に従う（渉外戸
籍実務研究会・前掲（注12）『改訂設題解説・渉外戸籍実務の処理Ⅱ〔婚姻編〕）
46頁、同・前掲（注12）『設題解説・渉外戸籍実務の処理Ⅳ〔出生・認知編〕』
28-29頁）。
79 山田・前掲（注５）407頁脚注４、法学セミナー編集部編・前掲（注２）375頁

［長田執筆］。もっとも、長田真里先生については、司法試験の解答例の中で、
教育的配慮から、立法担当者とは異なる理解をする余地があることを示すため
に本見解を記述された可能性があり、これが同先生自身のご見解と一致するか
否かは不明であることを付言しておく。
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そのすべての連結点が日本を指示するのでない限りは、反致の成立を否
定すべきと考える。通則法41条本文では、反致成立の要件として「その
国の法に従えば日本法によるべき

0 0

」（傍点は執筆者による）ことを掲げて
いるが、本国抵触規定が掲げる連結点の一つでも日本以外の国を指示し
ている場合には、かかる要件を満たさないと解するのが自然であろう80。
またこのように解釈することによって、通則法および本国国際私法がと
もに選択的連結を採用している単位法律関係について反致が成立する局
面はかなりの程度限定されることから、仮令選択的連結について何らか
の形で反致の適用を認める見解に立脚するにしても、事実上の話ではあ
るが、こうした単位法律関係に限っては、選択的連結について反致の適
用を全面的に否定する見解（B 説）を採用するのとほぼ同等の結果が得
られる可能性が高いと思われる。結論において、立法担当者の見解に沿
うのが適当であると考えられる。

６．むすび－一応の結論

　反致は明治31年の旧法例制定時から明文の規定を以て認められてきた
が、既述のとおり、その制度の存在意義については統一的な見解もなく、
それどころか、学説では立法論としての反致否定論が大勢を占めていた。
にもかかわらず、主として実務上の要請から、平成元年法例改正および
平成18年の通則法制定に際しても、反致の規定自体は引続き存置される
こととなり、現在に至っている。従って、反致という制度の存在意義を
抵触法体系の総論から説明したうえで、個別抵触規定との適用関係を理

80 なお立法担当者は、この解釈論に関連して、本国の抵触規定が選択的連結
を採用している場合であって、そのうちの一つの連結点のみが日本を指し示し
ているときにおいて、仮に反致を認めるとすると、①日本法のみが適用される
ことになるか、あるいは②本国法および日本法の双方が適用されることになる
か、いずれかの帰結しかないが、①の帰結を採用したとすると本国の抵触規定
を一部無視することになるし、②の帰結を採用したとするとわが国の反致規定
の文言（通則法41条の「日本法による」は、反致成立時には専ら日本法が準拠
法になるという趣旨である）との間で齟齬が生じる、との説明を行っている（澤
木＝南編著・前掲（注11）58-59頁［南執筆］）。
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論的に整理していくというアプローチを踏むことは困難であるし、執筆
者の能力をはるかに超える作業である。
　本稿では、選択的連結に対する反致の適用問題を取り上げたが、精々
が、この論点に関するドイツおよびスイスの学説状況を参照しつつ、実
際的な要請を考慮して自身が妥当と考える結論を導き出すに止まった。
その限りで、小手先の議論に過ぎないとの批判を免れ得るとは思えない。
加えて、反致に関する各国の法制度は多様であり、また要件も一様では
ない81ため、比較法的な検証を通じて、わが国通則法の解釈論を適切に
導出できるとは限らないという点も、本論点に関する検討を困難足らし
めている要因の一つである。
　ドイツでは、選択的連結が目指す実質法上の目的を達成できるか否か
に応じて、反致の適用・不適用を決するとの見解（C または D 説）が支
配的である。わが国でもこうした見解を提唱する学説が存在する。しか
しながら、ドイツでは反致の形態として単純反致に止まらず転致もが認
められているのに対して、わが国では単純反致のみを許容するに止まっ
ていること等を踏まえると、一般論ではあるが、わが国で選択的連結に
反致の適用を認めたとしても、それにより実質法上の目的が達成され得
る機会はドイツほどには拡張されないはずである82。そして何よりも、
こうしたドイツにおける支配的な見解は、実質法上の目的を実現させる
ことを念頭に反致の適用・不適用（延いては、総括指定か実質法指定か
という、抵触法上の指定そのものの意義の別）を事案毎に判断していく
ことを目指しているが、わが国では、そもそも準拠法指定について、ド

81 櫻田＝道垣内編・前掲（注１）313-321頁［北澤執筆］。
82 通則法が規定する選択的連結における連結点のうち一つでもわが国を準拠
法所属国として指定している場合には、他の連結点が指定する外国法について
反致の適用を認めたとしても、実質法上の目的達成には貢献しないはずである。
反致の適用が実質法上の目的達成に資するとすれば、それは、通則法が規定す
る選択的連結のいずれの連結点によってもわが国が指定されないケースに限ら
れる。しかしながら、わが国で紛争が係属する身分関連事案においては、理論
的には兎も角、実際的には、関係するいずれかの当事者の本国法が日本法であ
ることが多く、反致の適用によって初めて実質法上の目的が達成され得るよう
な事案を想定する実際的な意義は殆ど認められないように思われる。
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イツおよびスイスとは異なり、総括指定と実質法指定から成る二重構造
を認めていない。加えて、仮にこうした二重構造を認める見解に即して、
実質法上の特定の価値実現を図るべく準拠法決定プロセスを操作すると
すれば、「抵触法上の価値と実質法上の価値の混淆」という批判を免れ
得ないであろう。既に論じたとおり（５．（２）①）、通則法は実質法上
の価値との混淆が生じないように注意を払って制定された経緯がある。
抵触法上の手法を駆使して実質法上の特定の価値実現を促進することは
あっても、それはかかる価値の実現を保証することを意味しない。選択
的連結という連結政策は実質法上の特定の価値実現を促すための抵触法
上の手法の一つとして位置付けることができる。しかしながら、反致の
適用・不適用の判断を実質法上の特定の目的実現に係らしめるとすれば、
それは通則法が細心の注意を払い守ってきた一線を越えて、実質法上の
価値実現を保証すべく準拠法決定プロセスを操作することに他ならず、
実質法上の価値実現への関与という点において、選択的連結の採用自体
とはその意義を異にするものとして否定的に捉えられるべきものであろ
う。
　抵触法と実質法が特定の法的要請に共通の現代的価値を見出し得るに
しても、その価値実現のために各領域が果たし得る機能は峻別されるべ
きであり、そうした観点に立てば許容されるべきは、選択的連結に全面
的に反致を適用する見解（A 説）か、全面的に反致を不適用とする見解（B
説）のいずれかになる（なお、E 説もこうした観点から許容されるべき
見解ではあるが、わが国反致制度を前提とすれば、同説が幾つかの理論
的な難点を惹起すること等から採用し得ない。この点は５．（２）②に
おいて既述のとおり）。わが国の通説は、反致の適用除外を規定する通
則法41条但書に、選択的連結を採用した個別の抵触規定が列挙されてい
ないとの一事を以て、反致全面適用説（A 説）を採用するが、こうした
わが国の通説的理解が、提唱者によって喧伝されるほどに確固たる説得
力を有するものではないと思われる。通説は通則法41条但書の書振りと
いう形式的な理由を自説の正当化のために前面に掲げるが、このこと自
体がむしろ、通説が議論として薄弱であることの顕われと言えるのでは
ないであろうか。個別の抵触規定が判決の国際的調和等を犠牲にしてま
でも、実質法上の特定目的の実現を企図すべく、複数の連結点を設け各
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連結点に対応する準拠法選択肢を並列的に適用することを許容するので
あれば、不完全ながらも判決の国際的調和を存在意義の一つとして掲げ
る反致をこれに適用し、当該個別の抵触規定が目指す所期目的の実現可
能性を減殺するのは適当でないように思われる83。選択的連結は実質法
上の特定の価値実現を保証するものではないが、その価値実現を促進す
べく採用された抵触法上の手法である。ある単位法律関係について実質
法上の特定の価値実現を促進するという方針が立法により定立された以
上は、当該単位法律関係に関する限り、かかる方針に即して反致の適用・
不適用を判断することは、抵触法の領域において、むしろ整合性の取れ
た解釈論として肯定される余地があるように思われる。ドイツおよびス
イスにおいては、少数説ながらも反致全面不適用説（B 説）が脈々と提
唱されているが、かかる見解には、①実質法と抵触法の役割分担・機能
的峻別の徹底、②各単位法律関係における連結政策の一貫性の確保とい
う二つの視点が十分に反映されていると捉えることが可能である。
　また、わが国の通説的見解は、通則法29条２項後段等に存在するセー
フガード条項に関しては、通則法41条但書に列挙されてはいないものの、
幾つかの理由を付して反致の適用を否定する。この結論自体には異論は
ないが、法文上は、セーフガード条項も、選択的連結を採用する個別抵
触規定も、通則法41条但書に列挙されていないという点では同じであり、
後者についてのみ、通則法41条但書の書振りを根拠として直ちに反致の
適用を肯定するというのは、解釈論としてバランスを失しており、やは
り説得力に欠けるのではないであろうか。セーフガード条項について、
通則法41条但書において言及がないにも拘らず、子の本国法の強行的適

83 脚注62で記述した内容の繰返しになるが、こうした一般的な認識は、ドイ
ツにおいてはすべての学説により共有されているし、また下級審裁判例でも繰
返し表明されている。ドイツ裁判実務においては、反致が選択的連結に対する
減殺効果を有することを根拠に、選択的連結について反致の適用を否定した事
案がある（OLG Stuttgart, FamRZ 2001, 246, 248; OLG Nürnberg, FamRZ 2005, 
1697, 1698; OLG Hamm, FamRZ 2009, 126, 127）。もっとも、これら裁判例がい
かなる学説と同じ見解に立脚するものかは判然とはしない。強いて言えば、
OLG Stuttgart, FamRZ 2001, 246は E 説、OLG Hamm, FamRZ 2009, 126は B
説に近い立場を採っているように思われる。
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用を求める同条項の趣旨等を根拠として持ち出すことにより反致の適用
を否定するのであれば、選択的連結を規定する個別抵触規定についても
同様に、当該規定の連結政策に関する実質的な検証過程を経て反致適用
の適否を決すべきであると思われる。

（以　　　上）

（追記）
　本稿は、JSPS 科研費（25380056、24330024）、および野村財団2012年
度社会科学助成の成果の一部である。
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論　　　説

アメリカにおける歴史的
環境保全の法的研究（１）

小　幡　宣　和

目　　次　　　
序　章　歴史的環境とは何か─多面的かつ発展途上の概念─
第１章　日本における歴史的環境保全の歩み
第２章　アメリカにおける歴史的環境保全
　　　　─1969年国家歴史保全法の立法史を中心に─

序章　歴史的環境とは何か─多面的かつ発展途上の概念─

　本稿は、歴史的環境保全の日米比較を行なうものである。歴史的環境
保全をめぐっては、わが国では、特定地域の歴史的環境の保存のため、
古都保存法1や文化財保護法が制定され、そして、全国レヴェルでは近
年制定された景観法や歴史まちづくり法が歴史的環境保全について定め
ている。また、各地の条例でも独自の歴史的環境の保護の取り組みの後
押しをしている。
　一方、アメリカでも、連邦はもとより、各地の条例・各州の法律など
によって、独自の規制が設けられ、さらに、ゾーニングによる歴史的地
区の指定なども行なわれている。判例法の分野でも、アメリカは、一見、

1 京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗
子市、大津市が同法に基づく「古都」に指定されている。
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財産権の保護に手厚い傾向があると見られがちであるが、後に詳しく検
討する連邦最高裁判所のペン・セントラル判決以降、建造物等の所有者
の「経済的利用」を妨げるかどうかということを主な判断基準として財
産権に一定の制限を加える傾向にある。
　アメリカにおける歴史的環境保全に関するわが国の先行研究2として
は、歴史的環境保全に関する歴史・法律・制度について扱うものがみら
れるが、断片的であるか、概要にとどまっているのが現状である。また、
法的論点・裁判例について扱う論文の数も、ごく限られている。
　本稿では、第一に、法制度の発達史を見ることで、アメリカの歴史的
環境保全の特徴を示すとともに、第二に、アメリカの歴史的環境保全の
ための様々な手法を研究することにより、アメリカで使われている手法

2 日本における先行業績は次のようなものがある。歴史的な面から検討するも
のとして、岡崎篤行『アメリカアーバンデザインと歴史的環境保全』（学芸出版
社、2000年）、西村幸夫「アメリカにおける歴史的環境保全の歩み」環境と公害
23巻１号27頁、同「アメリカにおける1960年代前半までの歴史的環境保全制度
の展開」日本建築学会計画系論文報告集444-102頁（1993年）、同「1966年国家歴
史保全法および税制上の優遇措置を中心にみた1960年代後半～1980年代前半ア
メリカの歴史的環境保全制度」日本建築学会系論文報告集第452号165頁（1993
年）、同「アメリカにおける1960年代前半までの歴史的環境保全制度の展開」日
本建築学会計画系論文報告集第444号105頁（1993年）。David Callies= 小高剛訳

「アメリカ合衆国における歴史的文化的環境保全の法制」名城法学52巻１号81
頁。一般向けに書かれた概説書として、西村『アメリカの歴史的環境保全』（実
教出版、1997年）。建築学者の手によるもので、法的論点と裁判例を紹介する
ものとして、西村「アメリカ合衆国におけるヒストリック・ディストリクト制
度の現状の法的論点に対する考察」日本建築学会計画系論文集539号203頁（2001
年）。アイオワ州をモデルに、歴史的環境保全がどのような経済的効果をもた
らしたか定量的に考察したものとして、西村＝梅津章子「米国における歴史的
環境保全とその社会的経済的価値についての研究」日本建築学会計画系論文集
第537号227頁（2000年）、アメリカの制度概要について触れた上で、大災害と
歴史的建造物の保全について扱ったものとして、足立祐司「アメリカにおける
歴史的建造物の保存と対策」月刊文化財390号22頁、史跡登録の法制度につい
て扱ったものについて、越智敏裕「公有歴史的建造物保存のための指定・登録
申請制度の提案」『行政と国民の権利：水野武夫先生古希記念論文集』（法律文
化社、2011年）249頁。
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の中で、日本にも応用可能な手法がないかを検討する。第三に、判例分
析を通じ、歴史的環境保全が判例法の中で認められていった過程などを
扱う。
　本稿が対象とする、「歴史的環境」の意味を明らかにするためには、
いくつかの視点から見る必要がある。そして、さしあたり一つ目として、
世界的に「歴史的環境」がどのようにとらえられてきたのかという視点
があり、二つ目として、わが国で「歴史的環境」がどのようにして守ら
れてきたか、という視点がある。

0-1　世界の流れ
　例えば、稲垣栄三は、次のように述べる。歴史的環境という概念が定
着するのは戦後のことであるとし、概念定着のためには、「歴史的記念
物の保存から出発する文化財保護の歴史（いわゆる「点から面の保護」）」
と、生活環境保護（例えば、「アメニティ」）の歴史から検討していく必
要があるとする3。前者については、1964年に採択された、単一の建築の
みならず、「歴史的に重要な事件の証跡が見出される都市及び田園の周
辺環境の保護・保全・修復4」をうたった、「記念建造物及び遺跡の保全
と修復のための国際憲章（ヴェニス憲章）」と、それを受けて1965年に設
立された「国際記念物遺跡会議（イコモス ;ICOMOS）」が近年の出発点
であるとする5。
　また、1975年の「アムステルダム宣言」で、EC 加盟諸国は、伝統的

3 稲垣栄三「歴史的環境保全の系譜と展望」公害研究12巻２号２頁以下（1982年）。
4 「保存」と「保全」の違いについて、西村幸夫は、「『保存』とは建造物や都市
構造の文化財的価値を評価し、これを現状のままに、あるいは必要な場合には
現状と同様の素材を用いた最低限の構造補強等をおこなって、対象の有する特
性を凍結的に維持していくこと」と定義する。一方、「『保全』とは、建造物や
都市構造の歴史的な価値を尊重し、その機能を保持しつつ、必要な場合には適
切な介入をおこなうことによって現代に適合するように再生・強化・改善する
ことも含めた行為」と定義する。そして、「保全」は「保存」ばかりでなく、増強・
修理・復元などの、歴史的環境の固有性を維持し増進するためのより広い概念
としてとらえ、通常「保全」の中に「保存」は包摂されていると述べる。
5 前掲稲垣２・３頁。
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環境を形成する建築遺産や遺跡が多数消滅しているという事態に危機感
を持ち、「卓越した質を備えた個々の建築とその周辺環境をいうだけで
なく、歴史的または文化的価値を有する都市や村落のすべての地区を含
む（下線部は筆者による）」として、歴史的環境という「面」的な保全を
明確に打ち出している。
　一方で、アメニティの面からは、稲垣は以下のように論ずる。「アメ
ニティ」という概念自体は極めてあいまいとしたものであり、とらえど
ころのないものである。しかし、イギリスにおいて、ヴィクトリア朝か
ら続く、郊外の憂鬱さ、河川や大気汚染などに続き、19世紀になり、ナ
ショナルトラスト運動やウィリアム・モリスの古建築保護協会に代表さ
れる保護運動がアメニティを媒介として両者が媒介となり、結びついて
いく6。稲垣は、歴史的環境保全という概念を、多国間憲章とアメニティ
概念の発展から見るものである。
　同じく、西村幸夫は次のように述べる。世界各国の歴史的環境保全を
比較する前提として、「歴史的環境」、とりわけ、都市の歴史的環境を、

「都市の文化的営為の成果として生成した都市の物的環境（その多くは
歴史地区という形で存在している）であると同時に、そのもととなる文
化的営為そのものを容れる器としてある存在である」と定義付ける7。西
村は、都市の歴史的環境について、分割してその構成要素を列記するこ
とはその総合的特質にそむくが、以下の構成要素からなるとする。
　　１ ）歴史的な集落や町並み、都市のなかの歴史的都心部および記念的建造物

とその周辺の歴史的文化的に価値を有する物的環境

　　２ ）歴史的街路パターン、地割り・町割り・街区割り、土地利用や主要施設

配置などの土地区画の歴史的な構成

　　３ ）建物配置やその他建造物の群としての構成

　　４ ）その結果としてもたらされる街路の景観や都市の風景、眺望上の特色や

遠望される都市のシルエット等

　　５ ）水系、周辺農地や自然地形と都市の立地との関係、オープン・スペース

6 前掲稲垣２・４頁。
7 西村幸夫＝大西隆＝大垣眞一郎＝岸井隆幸＝小出和雄編『都市工学講座　都
市を保全する』（鹿島出版会、2003年）２頁［西村執筆］。
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の構成など、広域の空間的特質

　　６ ）新旧市街地の構成や産業遺産など都市の発展をあとづけるもの、また、

それ自体が歴史的意義を有している都市計画の成果

　　７ ）地域の社会構造や住民組織、祭祀の構造、地名など、そのほか、宗教的、

神話的、精神的、民俗的、民間伝承的、共同体的、あるいは地域経済的な

空間構成など無形の文化遺産で、歴史的環境の形成に寄与してきたもの

　　８ ）上記の諸要素およびその相関関係の都市内外での変容プロセスなど8

　西村は、歴史的環境とは「地域における文化的営為の成果として生成
された地域の物的環境の総体であ」9り、政策立案のためには、部局横断
的な総合的施策の立案と実施を訴えている。

0-2　わが国における「歴史的環境」概念の発展
　他方、わが国における「歴史的環境概念の発展について、窪田亜矢は、
次のように述べる。歴史的環境は、その中核に文化財を含んでおり、保
護される文化財は、歴史的環境のうち、行政が保護の対象とするもので
あるとした上で、文化財の対象が拡張されてきていることを指摘する10。
その拡張の仕方は２種類あるとし、一つは、従来は文化財とされていな
かったものに対して価値が見出され、文化財としてふさわしいと決めら
れるとする方法であり、もう一方は、既存の文化財カテゴリーで対応せ
ず、新しいカテゴリーを創設するという方法であるとする。
　前者については、行政による歴史的環境の保護の出発点は、寺社建築
などに代表される宗教施設が中心であったが、戦後、重要文化財として
の保護対象が民家に広がったり、「近代化遺産」の名のもとに、重要文
化財指定物件が登場したりした。さらに、1980年代以降は、住民・市民
を中心とする「まちづくり」の動きが盛り上がりを見せ、専門家らによっ
てこれまで価値を見出されてこなかったものについても価値を見いだそ
うという動きが見られたが、この文化財概念を拡張していくことにより

8 同上。
9 同上３頁。
10 窪田亜矢「歴史的環境を発見し継承する」自治体学研究95号８頁（2007年）。
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保護していくのには限界があった、と述べる11。
　後者については、1975年の文化財保護法改正による「伝統的建造物群
保存地区制度」、1996年の「登録有形文化財制度」と2005年の文化財保護
法による「文化的景観」の各制度や定義の創設が代表例としてあげられ
ている。
　文化財保護法２条に規定される伝統的建造物群保存地区制度は、建築
基準法上の制限緩和がなされ、点から面への突破口が開かれたと評価す
る。登録有形文化財制度については、取り壊しを防ぐ法的拘束力がない
ことが問題点として指摘されているが、一方で登録の同意の取りやすさ
も特徴としてあげられるとする。窪田は次のステップに進むための突破
口として評価する。文化的景観についても、生業と自然が一体化した光
景に価値を見出し、かつそれが消失しつつあることが現実としてあるこ
とから設けられたのだとする。窪田の整理によれば、法制度によって保
護されるべき歴史的環境は、個々の文化財という点から建造物群である
地区というように、面へと拡張されている。

0-3　多面的かつ発展途上概念としての「歴史的環境」
　以上の検討から明らかなように、歴史的環境は様々な視点からとらえ
ることが可能であり、今後も拡大していく可能性のある、多面的で発展
途上の概念と見ることができる。これから検討するアメリカの法制度が
前提とする歴史的環境の広がりも考慮して、本稿で扱う歴史的環境は、
相当広くとらえ、個々の建造物や天然記念物などという、いわば「点」
としての史跡だけでなく、歴史的地区という「面」も含むことにする。
また、現在、日本の法制度において保護されている史跡、記念物、寺社、
住宅に加え、主たる検討対象であるアメリカの国家歴史保全法（NHPA）
で保護されている、橋、タワー、灯台、展望台といった工作物、船や機
械といった可動物、史跡についても、文化的遺産や産業遺産として歴史
的環境に含めることとする。

0-4　歴史的環境保全と法に関するこれまでの議論

11 同上８－９頁。
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　日本の法律学が、歴史的環境保全についてどのように議論されてきた
のか、概観する。
　歴史的環境保全については、これまで、文化財保護行政の枠内で論じ
られていた12。南川諦弘は、文化財保護法や古都保存法による歴史的環
境の保護について、市町村が法的強制力を伴った規制的保護規定を含む
条例の制定を認める必要があると論じている13。
　一方、1990年代に入り、環境概念が公害の防止とともに、快適な環境
の維持確保に論点が拡大し、歴史的環境保全も都市環境の快適さの維持

（アメニティ）という文脈の中でも論じられ始めた14。畠山武道15は、環境
問題とアメニティ両方の政策を同時並行的に進めるべきであり、アメニ
ティの回復が緊急の課題であると指摘する。その中で、歴史は、地域住
民の一体感を蘇生させる重要な要素と述べる。それを踏まえて、法的問
題の整理として、歴史保全のためには、地域環境計画と都市計画の統合
を行い、その中にアメニティ向上の施策を包摂することや、計画アセス
メント、住民参加について提案されている。
　亘理格は、歴史的環境の保護について、歴史まちづくり法制定以前の
論文であるが、文化財保護法や関連法制が依拠してきた重点保護主義・
選別保護主義の影響の下に、その対象を狭く限定しようとする厳選主義
的傾向という問題点を指摘している16。その上で、地域住民が共有する

12 内田新「文化財保護法概説・各論（二四─三五）」自治研究62巻５号32頁（1986
年）─64巻５号68頁（1988年）。椎名慎太郎『詳説　文化財保護法』（新日本法
規出版、1977年）を参照。
13 南川諦弘「居住環境の保全と文化財─歴史的環境の保護のあり方」自治研究
55巻８号35頁（1984年）。
14 大塚直『環境法〈第３版〉』（有斐閣、2010年）624-635頁。なお、アメニティ
という用語は用いられていないが、1980年代序盤で、歴史的環境や水辺、緑の
維持など、一部自治体ではそれらが意識され始めていたようである。坂田期雄

「ひろがる文化行政（上）（下）─その現段階と今後の課題」自治研究59巻４号、
８号（1983年）。
15 畠山武道「新しい環境概念と法」ジュリスト1015号106頁（1993年）。
16 亘理格「都市計画と景観保全法制─歴史的街並み景観の保存を中心に─」山
下健次編『都市の環境管理と財産権』（法律文化社、1993年）36頁。
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地域像・街並み像というだけでは、法的保護には値せず、一級の価値の
景観のみ法的保護を受けるものだと批判する17。その上で、フランス都
市計画法を参照しながら、景観を地域の共有資産ととらえ、法的価値を
見出そうとする。また、「都市計画の重点を基幹道路等の公共施設整備
と郊外部の土地区画整理事業に置き、明確な地域像・市街地像に裏付け
られた詳細ゾーニング制度の整備を怠ってきたこと」18について批判し、
地域独自で、自らの地域像や街並み像を明確化することが重要であると
指摘する。

0-5　課題
　わが国の立法は、景観法や、いわゆる歴史まちづくり法の制定により、
大きな発展を見せたが、これまでの議論を踏まえて再度整理すると、課
題として次のことが指摘できる。
　①歴史まちづくり法の重点区域の指定を受けるには、当該地域内に、
国の選定による重要伝統的建造物群保存地区や有形文化財などの指定物
件がなければならない。一方、次章で詳細に検討するアメリカの国家歴
史保全法（NHPA）は、史跡の登録には、そのような要件は存在せず、
柔軟な指定が可能となっている。
　②アメリカの多くの州や地方政府は、政府からの補助金を財源として、
歴史的建造物をはじめとする歴史的遺産の修復、保存を行った場合、税
金の優遇措置がとられるが、わが国では、経済的インセンティヴを伴っ
た保全制度が未発達である。
　③アメリカでは、NHPA により、連邦公共事業が、登録された歴史
的環境に影響を与えるかどうかの調査が義務付けられている。わが国で
もこのような歴史的環境アセスメント制度の必要性や、その基礎となる
歴史的物件の登録制度が必要となってくるだろう。

0-6　検討の順序

17 亘理格「景観保護の法と課題─アメニティ保障の観点から」ジュリスト増刊
「環境問題の行方」（有斐閣、1999年）214頁以下。

18 同上。
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　以上の問題点を踏まえて、第１章では、わが国における歴史的環境保
全法制と保全に関する歴史を明らかにする。第２章では、アメリカの歴
史的環境保全の中心的法律である、国家歴史保全法（NHPA）の立法史
を検討する。NHPA には、連邦が行う、もしくは連邦が資金提供を行
う公共事業に関して、事前に周囲の歴史的環境にどの程度の影響を与え
るか調査する条項が盛り込まれているが、この条項を盛り込むか否かに
ついて政府や歴史的環境保全団体がそれぞれ法案を出し合い、連邦議会
で議論を重ねながら成立させていった過程を明らかにする。第３章では、
アメリカにおける歴史的環境保全の法制度を連邦・州・地方政府という
３重のシステムの中で、多方面から歴史的保全を行っていること、また、
３者が互いに法制度や資金の面から連携・協力しながら保全活動を進め
ていることを見てみることにする。第４章では、これらの法制度を支え
るために、アメリカの裁判所は、どのように歴史的環境保全を支持する
ような判断をしてきたのか、また、アメリカの景観問題と司法判断の歴
史、さらにその中で如何にして歴史的環境保全問題が分化して行ったか
についても検討を行う。そして、終章では、まとめとわが国の法制度へ
もたらしうる可能性について考えてみたい。

第１章　日本における歴史的環境保全

第１節　歴史

　わが国における歴史的環境保全の歴史は、古くは、明治時代（1868年）
に布告された、いわゆる神仏分離令による廃仏毀釈で寺社などが毀損さ
れ、また、社寺領を国有化する社寺領上知令などによって、宗教施設の
環境が変容するなどしたために、1897年、日本初の文化財保護のための
法律である古社寺保存法19が制定されたのである。

19 古社寺保存法の制定について詳しくは、鈴木嘉吉＝濱田隆＝平野邦雄＝鈴
木規夫＝村上訊一＝三輪嘉六「座談会─文化財指定をめぐって」月刊文化財411
号11頁以下（1997年、以下同じ）、佐藤道信「フェロノサの古社寺調査と古美術
保護」月刊文化財411号24頁以下、岡田健「国法指定と日本美術史─岡倉天心の
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　以下では、古社寺保存法後、歴史的環境がどのように保護されてきた
かを、いくつかの時代に分け、概観する。

1-1-1　戦前
　古社寺保存法成立の後、史蹟保存に関して、1919年に史蹟名勝天然紀
念物保存法が成立した20。同法では、史蹟・名勝・紀念物21の指定につい
ては内務大臣が行うとし（１条）、現状の変更や影響を及ぼす行為につ
いては地方長官の許可を受けなければならない（３条）という規定や、
内務大臣により指定された周辺地域の一定行為の禁止が盛り込まれた

（４条）。さらに、これらの行為の違反に対する罰則規定も設けられた（６
条）。第５条では、費用負担の規定が盛り込まれ、「内務大臣ハ地方公共
団体ヲ指定シテ史蹟名勝天然紀念物ノ管理ヲ為サシムルコトヲ得」とし
ているが、その費用は当該地方公共団体の負担としており（５条２項）、
ただし、その費用の一部を国庫により補助することができるとしていた

（５条３項）。この法律により指定された史蹟・名勝・天然紀念物は1590
件にのぼった22。
　また、ほぼ同時期に、都市の美観や風致を保存する目的で広告物取締
法が1911年に制定され、さらに、都市計画法、市街地建築物法（いずれ
も1919年）が制定された。これらの法律は主に、歴史的環境保全という
よりむしろ、統一的景観を構築するための、景観規制の色合い23が強かっ

時代」月刊文化財411号29頁以下、稲葉信子「伊藤忠太と古社寺保存─明治中期
の建築界と伝統保存─」月刊文化財411号34頁、西村幸夫「古社寺保存法第１条
～第４条の成立過程に関する研究」明治大学工学部研究報告48号183頁（1985年）。
20 史蹟名勝天然紀念物保存法につき詳しくは、西村幸夫「「史蹟」保存の理念
的枠組みの成立　「歴史的環境」概念の成立史その４」日本建築学会計画系論文
報告集第452号177頁以下（1993年）。
21 西村・『都市保全計画歴史・文化・自然を活かしたまちづくり』（東京大学出
版会、2004年）によれば、それぞれ自然物と人工物である「史蹟」、「名勝」、「記
念物」の３つのカテゴリが並列されて保護対象となるのは他国と比較して類が
ないとのことである。
22 西村・注21・74頁。
23 広告物取締法では、美観又は風致を保存するために広告物の設置に制限を
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たといえる24。

1-1-2　戦中から戦後へ
　戦時中は、多くの文化財や美術品が、戦時中の混乱などで破壊されて
いった。しかしながら、ライシャワーらの日本研究家などが、京都など
への空襲をやめるよう合衆国政府に要請したことは、非常に大きな出来
事としてあげられる25。
　戦後になり、国宝保存法と史蹟名勝天然紀念物保存法を廃止し１つに
まとめた文化財保護法が1950年に成立した。文化財保護法の特徴は、従
来の史蹟・名勝・天然紀念物の３つのカテゴリを「文化財」と１つのカ
テゴリに統一したこと、さらに、文化財の中に「無形文化財」という新
しい概念を登場させたこと、保護対象を限定させたことがあげられよう。

1-1-3　1960年代から70年代
（１）法制度
　高度経済成長期である1960年代に入ると、宅地造成や開発が進んだた
め、各地で歴史的景観の保存運動が起こるようになった。特に鎌倉・京
都・奈良といった古都で運動が起こった。このような運動が契機となり、
京都市を中心とした地方公共団体が、古都保存連絡協議協議会を立ち上
げ、立法を求める活動を行い、そして超党派の国会議員を中心とした議
員立法である「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（古
都保存法）」が制定された26（法内容の詳細は次節に譲る）。古都保存法は、
対象地域が奈良県明日香村全域を対象地域としたため、村民の生活の軋

設けることができるとする１条、都市計画法では、風致地区制度を定める10条
２項、市街地建築物法では、美観地区について定める15条が例としてあげられる。
24 ただし、都市計画法の風致地区の制度は、歴史的環境保全に一定の役割を
与えているとする見方もある。
25 西村・注21・101頁。
26 古都保存法について詳しくは、越澤明「古都保存法制定40周年と美しい国づ
くり、都市再生」都市問題研究59巻１号56頁（2007年）、川名俊次「古都保存法
制定の背景と実際」都市計画176号28頁（1992年）、同「歴史的風土保存の今日
の課題─古都保存法から明日香村立法まで」新都市34巻４号11頁（1980年）。
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轢が生じる。そして、周辺住宅街が宅地開発によって発展しているにも
かかわらず、明日香村の開発が規制され、周辺地域との格差が広がるこ
ととなった。そこで、1980年５月、「明日香村における歴史的風土の保
存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（明日香村特別措置法）」が
制定された27。これにより、明日香村は、古都保存法による歴史的風土
特別保存地区とされ、さらにこれを、現状変更を厳しく抑制する第一種
歴史的風土保存地区と、著しい現状の変更を抑制するが、一定の現状変
更を認める第二種歴史的風土保存地区の２地区に分けて、周辺地域との
格差を縮減しようとした。これらの土地利用規制に加え、３期にわたる
明日香村整備計画期間28が設けられ、道路や下水道などの生活インフラ
の整備が行われた。加えて、明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金
により、観光活性化事業や、特産品の開発支援に当てられるなど、経済
の活性化が図られている29。
（２）判例
　この時期は、京都タワーの建設問題に代表されるように、都市景観に
関しても各地で問題が生じた。特に著名なものとしては、国道の拡幅な
どの事業認定取消を求めた日光太郎杉事件地裁判決が1969年に出さ
れ30、同東京高裁判決も1973年に出された31。続いて、景観を損ねるとし
て歩道橋の設置等に関わる処分の取消を求めた国立歩道橋事件も1974年
に東京高裁判決が出され32、この60-70年代を境に景観訴訟は増加して

27 山口周三「明日香村の歴史的風土の保存と住民生活との調和のための特別立
法　明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備に関する特別措置
法」時の法令1081号12頁（1980年）。
28 第１次明日香村整備計画期間（昭和55年度－平成元年度）、第２次明日香村
整備計画期間（平成２年度－平成11年度）、第３次整備計画期間（平成12年度－
平成21年度）。
29 明日香村法の施行状況や、その他の取組などについて詳しくは、社会資本
整備審議会平成21年７月16日答申「明日香村における歴史的風土の保存及び生
活環境の整備等を今後一層進めるための方策はいかにあるべきか」を参照。
30 宇都宮地判昭和44・4・9、行集20巻４号373頁。
31 東京高判昭和48・7・13、判時710号23頁。
32 東京高判昭和49・4・30、判時743号31頁。
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いった。
（３）運動
　歴史的街並み保存に関する運動もこの時期に増加した。その理由とし
て、高度経済成長が進むにつれ、歴史的景観が一つの財産であるとの価
値が醸成されてきたことなどがあげられよう。わが国における最初の街
並み保存運動は、1966年に結成された、岐阜県高山市上三之町保存会で
ある。1970年代に入ると、街並み保存運動は本格化し、1970年には、鎌
倉・京都・奈良の市民団体が中心となり、「全国歴史的風土同盟」が結
成され、さらに、1974年には長野県南木曾町妻籠、奈良県橿原市今井町
の運動家らにより町並み保存同盟」が結成され、その後毎年全国町並み
ゼミを開き、現在でも続く運動となっている33。
　このような運動の中で、歴史的環境の面的保存を求める声が強くなっ
ていった。そして、1975年７月、文化財保護法が改正され、「伝統的建
造物群」のカテゴリーが加えられ（142条から146条）、文化財として面的
な保護がされることとなった。なお、1989年には、地方税法の改正によ
り、重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的記念物については、固定資
産税及びこれに伴う都市計画税が非課税となった（348条２項８号の２）。

1-1-4　1980-90年代
（１）法制度
　1992年の都市計画法改正により、市町村は都市マスタープランを定め
ることが規定された（18条の２）。都市マスタープランは、地域の特性
に合わせて様々な要素が盛り込まれることとなった。このことにより、
歴史的環境保全に関する項目が都市計画の中で重要な地位を占めること
となった。
　また、都市計画政策から見ると、歴史的なみちすじの整備のために、
歴史的地区への誘導路の整備や、電線の地中化などを行うものである、
歴史的地区環境整備街路事業が1982年に開始された。行政の取り組みも
増加し、景観形成事業として、都市景観形成モデル事業（1983年）、都

33 辻清明監修・木原啓吉責任編集『事例・地方自治　第７巻　歴史的環境』木
原「歴史的環境の保存と再生」（ぽるぷ出版、1983年）19頁。
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市景観形成モデル都市（1987年）があり、そのほかには、自治省と文化
庁による、地域文化財保全事業（1992年）、農水省による歴史的港湾環
境創造事業（1989年）、港湾景観形成モデル事業（1991年）、国土庁によ
る地域個性形成事業（1989年）などがある34。
（２）判例
　1980年代から90年代の景観訴訟としては、次のようなものがある。歴
史的景観地区内にマンションが建設されることに対して周辺住民が歴史
的環境権、日照権、プライバシー権などを主張して工事差止を求めた伏
見桃山コープ事件（京都地決昭和58年10月11日、判時1100号126頁）、総
合設計制度を利用し、高さ60m の京都ホテルの建設計画に反対した、
京都仏教会が工事差止を求めた京都仏教会事件（京都地決平成４年８月
６日、判時1432号125頁）、和歌山県の、和歌の浦における都市計画道路
建設が、歴史的環境権を侵害しているとして建設費などの損害賠償を求
めた住民訴訟である和歌の浦事件（和歌山地判平成６年11月30日、判例
自治145号36頁）などがある。しかし、いずれも住民たちの主張は容れ
られなかった。

1-1-5　2000年代
（１）法制度
　2000年代の政策として、４つの立法や法律改正、そして中心的政策が
ある。第一に、2003年７月、国土交通省は、美しい国づくりに向けた基
本的な政策の方針である「美しい国づくり政策大綱」を発表した35。同大
綱では、従来の画一的な行政ではなく、地域ごとの状況に応じた取り込
みを重視し、美しさを内部目的化することや、良好な景観を守るための
先行的・明示的な措置をとることなどを盛り込んでいる。また、国土交
通省は、美しい国づくりのための具体的施策を発表している。そこでは、
事業における景観形成の原則化、公共事業における景観アセスメントシ
ステムの確立、分野ごとの景観形成ガイドラインの策定、地域景観の点

34 モデル事業についてくわしくは、西村・注21・188頁以下を参照。
35 国土交通省のウェブサイト（http://www.mlit.go.jp/keikan/taiko_text/taikou.
html）で閲覧可能である。
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検促進などがあげられている。
　第二に、2004年には、景観法が制定されたほか、屋外広告物法の規定
の強化、都市緑地法の改正などがおこなわれた。
　第三に、同年文化財保護法が改正され、文化財として文化的景観も加
えられた。
　文部科学大臣は、景観計画区域または景観地区内に設定された文化的
景観保存地区のうち、特に重要なものを重要文化的景観保存地区として
選定できることとなった。また、同地区内での現状変更行為は届出制で
あり、文化庁長官は、届出に対して必要な指導、助言又は勧告をするこ
とができるとされている（139条３項）。
　第四に、2009年には、地域における歴史的風致の維持及び向上に関す
る法律（いわゆる「歴史まちづくり法」）が成立した。これは、建造物と
いう点、市街地という面、そして伝統文化のソフトという３つの面から
保護を行うものである。詳しくは次節で検討する。
（２）判例
　2000年代に入ってからの歴史的景観に関する重要な判例としては、い
わゆる「鞆の浦訴訟」36がある。これは、広島県福山市の鞆の浦を埋立て、
架橋する工事について、公有水面埋立免許処分の差止訴訟である。広島
地裁は、原告のうち、鞆町内に居住する者に原告適格を認め、埋立免許
についても、裁量権の逸脱があるとして、原告らの請求を認容した。

第２節　主要な法制度37

1-2-1　文化財保護法

36 広島地裁平成21・10・1判時2060号３頁。
37 小高剛「都市景観の創造と条例・要綱の役割」ジュリスト839号28頁、荒秀「景
観保護の法制度」法令解説資料総覧74号75頁、畠山武道「新しい環境概念と法」
ジュリスト1015号106頁、五十嵐敬喜『都市法』（ぎょうせい、1987年）、安本典
夫『都市法概説』（法律文化社、2008年）、大塚直『環境法［第２版］』（有斐閣、
2006年）、成田頼明「魅力ある都市づくりへの法制度」『土地政策と法』（弘文堂、
1989年）219頁、亘理格『都市計画と景観保全法制─歴史的街並み景観の保存を
中心に』山下健次編『都市の環境管理と財産権』（法律文化社、1993年）。
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　日本における歴史的環境保全の法制度としてまずあげられるのは、
1950年に制定された文化財保護法である。同法はたびたび改正されてい
るが、現行法によると、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、も
つて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献するも
のとする」を目的とする。また、同法でいう「文化財」には、「地域にお
ける人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で
我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」（２条
５号）、「周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な
建造物群で価値の高いもの」（同６号）が含まれ、景勝地や建造物も保護
の対象としている。さらに、市町村は、伝統的建造物群及びこれと一体
をなしてその価値を形成している環境を保存するための伝統的建造物群
保存地区を定めることができる（142条）。具体的には、市町村は、都市
計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群
保存地区を定めることができ（143条）、この場合、市町村は、条例で当
該地区の保存のため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制に
ついて定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとすると規
定している（同条）。その他、国による伝統的建造物群に対する経済的
援助として、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内に
おける建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に
必要と認められる物件の管理・修理・修景又は復旧について市町村が行
う措置に対する国の補助制度がある。

1-2-2　古都保存法
　昭和41年に制定された古都における歴史的風土の保存に関する特別措
置法（以下、古都保存法という。）は、「わが国固有の文化的資産として
国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都に
おける歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を
定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に
寄与することを目的とする」（１条）として制定された法律であるが、古
都保存法にも歴史的環境保護のための制度が設けられている。古都保存
法において保存される歴史的環境は、「歴史的風土」であり、それは、「わ
が国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体を
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なして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地の状況
をいう」（２条２項）。さらに、国土交通大臣は、古都における歴史的風
土を保存するため必要な土地の区域を「歴史的風土保存区域」として指
定することができ（４条１項）、さらに、国土交通大臣は、当該歴史的
風土保存区域について、歴史的風土の保存に関する計画を決定しなけれ
ばならない（第５条）。歴史的風土の保存に関する計画においては、歴
史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に
関する事項などを定め（５条２項１号）、歴史的風土保存区域内におい
ては、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、その他歴史的風土
の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものについての
行為を行なうものは、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければな
らない（７条およびその各号）。なお、古都保存法は、京都市、奈良市、
鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明
日香村、逗子市及び大津市に適用される（２条、古都における歴史的風
土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令）。

1-2-3　景観法38

　2004年に制定された景観法は、「わが国の都市、農山漁村等における
良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合
的に講ずることにより、美しく品格のある国土の形成、潤いのある豊か
な生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって
国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与するこ
と」（１条）を目的として制定された、景観に関する総合的規定が盛り込
まれた法律である。
　景観計画の策定や景観計画に伴う措置等景観法全般の行政を担う景観
行政団体（第７条）が、良好な景観のための行為の制限となる事項など
を定めた「景観計画」（第８条、第９条）を定める。また、景観計画は、「地

38 景観法について詳しくは、景観法制研究会編『概説景観法』（ぎょうせい、
2004年）、ジュリスト1314号の特集「景観法とまちづくり」収録の各論文、社団
法人日本建築学会編『景観法と景観まちづくり』（学芸出版社、2005年）、景観
まちづくり研究会編著『景観法を生かす』（学芸出版社、2004年）を参照。
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域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観
を形成する必要があると認められる土地の区域」について定められる。
さらに、景観法では、景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観
重要建造物の指定の方針に即し、景観計画内の良好な景観の形成に重要
な建造物で国土交通省令で定める基準に該当するものを景観重要建造物
として指定することができる（第19条）。景観重要建造物の所有者は、
景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、
移転もしくは除却、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えま
たは色彩の変更をしてはならないこととなる。（ただし、軽微なものを
除く。）（第22条）。これに違反した場合は、原状回復命令が景観行政団
体の長から出される（第23条）。なお、現状の変更、補修の許可を受け
ることができないために損失を受けた景観重要建造物の所有者には通常
生ずべき損失が補償される（第24条）。

1-2-4�　地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（「歴史ま
ちづくり法」）

　2009年に制定されたこの法律では、新たに「歴史的風致」という概念
が登場する。「歴史的風致」とは、「地域におけるその固有の歴史及び伝
統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物
及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地他の
環境」（第１条）であり、面的保護要素の強いものとなっている。つまり、
寺社などに代表される歴史的建造物やそれが存在する市街地（ハード）
と、そこで行われる祭事や伝統芸能などの伝統文化（ソフト）を一体化
させた概念である39。また、歴史的風致維持政策推進のために、本法の

39 本法について詳しくは、国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課景観・
歴史文化環境整備室「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴
史まちづくり法）について」区画整理2009年12月号13頁、同「歴史まちづくり
法の施行状況について」公園緑地71巻２号６頁、赤坂信「公園緑地と歴史まち
づくり法」同20頁、越澤明「歴史まちづくり法の制定と歴史的・文化的遺産を
生かしたまちづくり」区画整理2009年２月号６頁、同「歴史まちづくり法制定
の意義、背景および今後の政策課題」都市計画277号５頁、同法の近年の動向
については国土交通省都市局公園緑地・景観課景観文化環境整備室「歴史まち
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主務大臣は文部科学大臣・農林水産省・国土交通大臣の３者となってお
り、省庁横断的な法制度であるところも注目すべき点である。
　さらに、歴史的風致維持向上支援法人の制度が設けられた。これは、
市町村長が、歴史的風致の維持及び向上について専門的な知識や技能を
有する NPO や公益法人を指定する制度である。歴史的風致維持向上支
援法人に指定されると、歴史的風致維持向上委員会への参画や、歴史的
風致形成建造物の指定の提案、歴史的風致維持向上施設である建物の管
理が可能である。
　この法律では、歴史的まちづくり推進のため、以下で示すよう、国に
よる様々な推進策が用意されている40。
（ａ）歴史的風致向上基本方針（４条）
　主務大臣は、歴史的風致向上基本方針を定めることとなっている（４
条）。2009年11月に主務大臣により公表された歴史的風致維持向上基本
方針では、市町村の定める歴史的風致維持向上計画の認定基準や認定の
手続、認定と連携した支援措置などが定められた「歴史的風致維持向上
計画」が定められている。これに基づき市町村は、基本方針や、重要文
化財建造物などの周辺を中心とする重点区域の位置や区域、文化財の保
存又は活用に関する事項、歴史的風致維持向上施設の整備または管理に
関する事項、歴史的風致形成建造物の指定の方針などを定めることとな
る。
　歴史的風致維持向上施設とは、歴史的風致の維持向上に寄与する道路、
公園、水路などといった公共施設などのことである。また、重点区域は、
文化財保護法により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記
念物として指定された建造物の用に供される土地及び重要伝統建造物群
保存地区内の土地に該当する土地及びその周辺で、歴史的風致の維持及

づくりの最近の動きについて～歴史まちづくり法施行後３年、30の歴史都市の
認定を迎え～」新都市66巻３号17頁（2012年）ほかを参照。なお、歴史まちづ
くり法５年経過の指施行状況については、国土交通省のウェブサイトを参照の
こと。
40 さまざまな推進策についての詳細は、歴史まちづくり法研究会編集『歴史ま
ちづくり法ハンドブック』（ぎょうせい、2009年）参照。
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び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要
である土地の区域である。
（ｂ）重点区域内での歴史的風致形成建造物の指定（12条）
　市町村長は、所有者や教育委員会の意見を聴くなどして指定するもの
である。要件は、重点地区における歴史的風致を形成し、かつその保全
を図る必要のある一定の要件を満たした地域の歴史的な建造物と定めら
れている（同条）。所有者は、指定されると、当該建造物を適切に管理
する義務が生じ、増築、改築、移転及び除却の際には30日前までに市町
村長に届出を行わなければならず、届出があった場合で、必要のある場
合には、市町村長は設計の変更等必要な措置を講ずべきことを勧告する
ことができる。
（ｃ ）歴史的風土維持向上計画における歴史的風致維持向上施設等の特

例制度
　本来の事務の権限主体である都道府県や市に代わり、歴史的風土維持
向上計画を受けた自治体が権限行使を行う特例制度が設けられている。
　①農用地区区域内における開発行為の許可の特例
　②文化財保護の事務特例
　③都市公園の管理の特例
　④歴史的風致形成建造物等の管理の特例
　⑤市街化調整区域内における開発行為の許可の特例
　⑥都市緑地法の事務特例
　⑦電線共同溝を整備すべき道路の指定の特例
　⑧屋外広告物法の事務特例
（ｄ）主体面─歴史的風致維持向上支援法人・協議会
　市町村長は、歴史的風致維持向上施設の整備に関する専門的知識など
を有する公益法人または NPO 法人について、申請に基づき、歴史的風
致向上支援法人として指定できる。指定されると、歴史的風致維持向上
協議会の構成員となり、市町村長に対して所有者の同意を得て認定重点
区域内の建造物を、歴史的風致形成建造物として指定することを提案で
きる。
（ｅ）歴史的風致維持向上地区計画
　歴史的風致維持向上計画は、重点的に保護する区域の位置・区域、文
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化財の保存または活用に関する事項、歴史的風致維持向上施設の整備ま
たは管理に関する事項のうち必要なのを記載するものとし、計画の策定
に当たっては、公聴会の開催などによる住民の意見反映や歴史的風致維
持向上施設の管理者同意を得ることが義務付けられている。

1-2-5　条例
　これまで、法律によるわが国の歴史的環境保全を見てきたが、条例は、
法律よりも柔軟に歴史的環境保存への取り組みを行なってきたといえ
る41。前述のように、1960年代から、「開発か保存か」がテーマとなり、
歴史的環境保全への取組みが地方公共団体で見られるようになってき
た。1970年代後半に入り、盛岡市、岸和田市、金沢市、倉敷市をはじめ
とする各地で歴史的環境保全のための条例が制定された。中でも、「京
都市市街地景観整備条例」（1972年制定）、神奈川県真鶴町「真鶴町まち
づくり条例」（1993年制定）などがよく知られている。
　わが国の歴史的環境保全の法制度は、景観法など法律レヴェルでの歴
史的環境保全のほかに、条例によるさらに進んだ保護のための制度、例
えば、景観保全地区の指定、統一的景観保全のために建築の際の届出制
度、市民団体の認定、景観審議会の設置などがその手法としてあげられ
よう42。ただし、歴史的環境に幅を絞ってみると、その保護手法は、歴
史的建造物の指定など、点的規制が中心的である。

第２章�　アメリカにおける歴史的環境保全─1969年国家歴史
保全法の立法史を中心に─

第１節　歴史的環境保全の概要

　アメリカでの歴史的環境保全の取り組みは、19世紀中ごろから始まっ

41 この点について詳しくは、小林重敬編著『地方分権時代のまちづくり条例』
（学芸出版社、1999）73頁以下。

42 同上。
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た。当時は、ジョン・D・ロックフェラー氏などの裕福な個人や一部の
環境保護団体が、歴史の舞台となった建物や歴史上の偉人がかつて住ん
だとされる建物の買取りを行うにとどまっていた43。連邦政府の取り組
みは鈍く、戦跡の保護にとどまっていた44。一方、地方政府レヴェルで
の取り組みは早く、1931年にはサウスカロライナ州チャールストンで歴
史的環境の保護条例が、1936年には、ニューオーリンズで同様の条例が
制定された。さらに、1965年には、アメリカで初めて、歴史的建造物保
護を盛り込んだ、ニューヨーク市旧跡保護法（New York City Landmark 
Preservation Law）が制定された。そして、1960年代から1970年代にか
けて、アメリカで高度に発展する工業化の中で、公害が社会問題化し、
連邦議会においても、1969年に全国環境政策法（National Environmental 
Policy Act of 1969）、1970年に清浄大気法（Clean Air Act of 1970）、
1972年に清浄水法（Clean Water Act of 1972）、同年の連邦沿岸地域管
理法（Federal Costal Zone Management Act of 1972）などの全国的な
環境・資源保護立法がなされた。
　このような各種立法の中で、歴史的環境保全への取り組みも行われた。
1964年には、後述する自然美保存タスクフォース（The Task Force of 
Preservation of Natural Beauty）が、大統領に、歴史的環境保存のため
の取り組みを連邦機関に行なうよう提言書を提出した。また、合衆国全
国市長会（United States Conference of Mayors）も、連邦レヴェルでの
歴史的環境保存立法を求めた。
　本章では、連邦における歴史的環境保全の中心的な法律である、国家
歴史保全法の成立過程を検討する。この過程では、歴史的環境保護推進
派と保護に関する規制を最小限に抑えようとする行政機関との間での攻
防が繰り広げられた。

43 Carol M. Rose, Preservation and community: New Directions in the Law of 
Historic Preservation, 33 Stan. L. Rev. 473 (1980).
44 United States v. Gettysburg Electric Railway Corp., 160 U.S. 668, 682. (1896). 
ゲティスバーグの戦いの跡に鉄道路線を敷設しようとしたゲディスバーク電気
鉄道株式会社が、その鉄道の敷設が認められなかったことは収用に当たるとし
て補償を求めた事件で、連邦最高裁判所は、戦跡保護は政府の権力の１つであ
り、当該不許可は収用には当たらない、と判断を下した。
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第２節　1950年代から国家歴史保全法成立までの歴史

2-1　はじめに
　国家歴史保全法（National Historic Preservation Act; NHPA）の成立
にいたるまでの経緯を本節では見ていくことにする。NHPA は、連邦
政府の資金によって行われる事業の中で、歴史的環境に影響を及ぼす可
能性のある事業や、連邦政府の許可を必要とする事業のコントロール、
そして全国史跡登録に関する規定などを置いた、アメリカにおける連邦
レヴェルでの歴史的環境保全に関する中心的法律である。
　1960年代の、人々による環境保全運動の高まりの中で、ようやく連邦
議会も法案成立に向けて動き出したのであるが、各主体間での保全に対
する思惑の不一致により、法案がばらばらに提出されるなど、成立への
道は平たんなものではなかった。

2-2　1950年代─公共事業と再開発で脅かされた歴史的環境
　1950年代の歴史的環境保全をめぐる状況は、連邦政府の州間高速道路
システム（interstate highway system）の成立や、連邦の資金提供の下
で行われる都市再開発事業およびそれを補助する立法により、急速に歴
史的建造物などが失われていった。
　1956年に制定された高速道路連邦補助法（Federal-Aid Highway Act 
of 1956）45は、高速道路網の整備に対して連邦政府が90% の補助を行い、
残りの10% は州が負担するというものであった。この法律の成立直後
から多くの連邦資金が投入され、1960年から1967年までの間、各年度約
22億ドルが拠出されていた。この事業により、多くの史跡が失われるこ
とについての危惧する声が地方の活動家からあがった。
　再開発政策に関しては、すでに1949年の住宅法（The Housing Act of 
1949）46により、荒廃化した地区の再開発プログラムに対する連邦政府
による補助制度が設けられたが、実施件数が少なかったため、1954年の
住宅法（The Housing Act of 1954）により制度が拡充された。住宅金融

45 Pub. L. No. 84-627.
46 Pub. L. No. 81-171.
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庁（Housing and Home Finance Agency; HHFA）は、「スラムの一掃と
都市再開発」という名目の下、再開発の費用の３分の２を連邦資金によ
り拠出するプログラムを創設し、1961年には住宅金融庁の予算規模は、
３億4000万ドルにまで増加した。さらに、連邦政府（一般調達局、
General Services Association; GSA）は、余剰財産の整理の名目で、老
朽化した連邦機関の庁舎の建て替えや売却も行った。この時代、開発が
重視され、相次いで歴史的建造物が失われていったのである。
　歴史的環境保全は、1950年代までは、連邦よりも地方レヴェルで主に
取り組まれた。数はまだそう多くないものの、各地で歴史保全条例が生
まれ始めた。ルイジアナ州では州憲法の中で歴史保全条項が盛り込まれ

（1936年）、サウスカロライナ州チャールストンにおいて、最初の効果的
な歴史保全条例が誕生した（1939年）。第２次世界大戦中は、アメリカ
計画担当官協会（現在のアメリカ計画協会 ; American Planning Agency）
の調査によれば、ヴァージニア州アレクサンドリア（1946年）、同・ウィ
リアムスバーグ（1947年）、ノース・カロライナ州ウィンストン - セーラ
ム（1948年）、ワシントン D.C. 内のジョージタウン（1950年）、ミシシッ
ピ州ナチェーズ（1951年）、メリーランド州アナポリス（1951年）、マサ
チューセッツ州ボストンのベーコン・ヒル、ナントゥケット（1955年）、
同・セーラム（1956年）で条例が制定されている。しかし、歴史的環境
保全による規制を認める判例はわずかで、条例の数は増加しなかった。
この時代、後述するが、判例の状況は転換期にあり、1950年代前半まで
は、景観保護のみを目的とする条例を認める判例は存在したが、多数を
占めるまでには至らなかった。しかし、1954年に Berman v. Perker47判
決が出され、景観に対する理解が判例法分野でも広がっていった。

2-3　法案の提出
　連邦政府や自治体による歴史的環境の破壊が進む中で、それを食い止
めるべくいくつかの法案が連邦議会に提出された。
　（１）1957年、テキサス州選出のヤーボロウ上院議員が、高速道路連
邦補助法の修正という形で法案提出を行った（S.2887）。土地の買収等が

47 348 U.S. 26 (1954).
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当該土地の歴史的環境への悪影響がない旨の意見書を、内務大臣が、州
知事に対して発行しない限り、連邦資金によって高速道路建設工事を
行ってはならないとの法案であった。NPS（国立公園局）は、膨大な数
の史跡の影響調査が必要であり、現実的に不可能だとして、法案に反対
する報告書を提出した48。
　（２）1959年に、ペンシルバニア州選出の下院議院であるカーティン
が提出した法案（H. R. 3459）には、連邦資金による高速道路建設の際、
史跡に影響のある場合は公聴会を開催すること、影響を受けるおそれの
ある住民から反対意見が出された場合、内務大臣が調査をすることなど
が盛り込まれていた49。
　（３）同年４月、ウィスコンシン州の下院議院のロイスらは、史跡法
を改正する法案を提出した。この法案は、史跡法上の保護対象を地域・
地方にまで広げ、また、高速道路建設ばかりではなく、連邦資金による
全ての公共事業において、史跡に悪影響を与える可能性のある場合に調
査をしなければならないとした。
　（４）1961年に下院議院のマクドーウェルらによって提出された法案
の内容は、その後の立法に大きな影響を与えた。法案の主な内容として、
第一に、一定以上の人口の自治体は、その自治体の歴史に関係する建造
物や史跡を調査し、そのリストを内務大臣に提出することが義務付けら
れた。そして、内務大臣は提出されたリストの中から、国家的に重要な
ものや、私的団体が保存する価値のあるものの目録の発行義務を負うこ
とが規定されていた。これは、地方自治体に歴史的建造物等のリストを
作成されることによって、内務省の負担を軽減する意図があった。また、
目録の発行は、建設事業による影響調査の資料となるものである。第二
に、連邦資金による建設事業の「適切な段階」で、事業によって、目録
に登載された史跡に影響が出る旨の意見表明を、希望する者からの聴聞
を行うことが盛り込まれた。第三に、事業の実施に当たって連邦資金を

48 もっとも、NPS は、連邦所有ではない国家的に重要な史跡保護のための法
律の制定は必要であると述べている。
49 James A. Glass, “The National Historic Preservation Program, 1957 to 1969” 
(Ph.D. diss, Cornall University, 1987), pp. 29-44.
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拠出する前に各連邦機関に、事業による影響を「考慮する」ことが要求
されたが、この点については、後に成立する国家歴史保全法と同様の表
現である。
　NPS は、それまでの歴史保全に関する法案については否定的見解を
表していたが、このマクドーウェルらの法案については、法案に盛り込
まれた目的は賛成するものの、法案の修正が必要であるとの意見を表明
した。NPS は、代替となる法案を起草した。しかしそれは、史跡法の
内容を追加するものにとどまっており、NPS により行われている史跡
の調査基準を用いることや、それを州も用いるという点が中心的内容で
あった。加えて、州の史跡調査に対する NPS の補助制度も盛り込まれ、
25,000ドルが補助されるというものであった。内務省もマクドーウェル
らの法案に肯定的な意見書を提出するとともに代替法案を起草した。法
案には、リストに載せるべき史跡を検討する「州助言委員会」の設置が
入っていたことが注目される。
　このように、NPS や内務省は法案に好意的であったが、時のケネ
ディー政権の下での議会では法案が注目されることはなかった。マク
ドーウェルの法案は1962年の議会期に廃案となり、その他の法案も1961
年の議会期には廃案となってしまった。しかし、マクドーウェルや代替
法案には、連邦機関の事前の考慮や、州助言委員会の設置など、全国史
跡保全法の基礎となるしくみも入っていたことは注目に値する。

2-4�　スラム一掃型都市再開発への疑問、そして歴史的環境保全運動の
盛り上がりへ

　1960年代はアメリカでは環境の年代と言われ、多くの自然環境に対す
る保護運動が起きたが、都市環境の整備、つまり、連邦の都市再開発プ
ログラムに対する疑問もこの時代に提起されるようになった。多くの連
邦都市再開発プログラムは、住環境整備の名目の下、スラム化した旧市
街地の建築物を一掃し、高度建築物や新たな住宅群の整備を進めた。こ
のような政策について疑問を呈するいくつかの著作が1960年代前半に発
表され、人々の間に衝撃を与えた。ジェーン・ジェイコブス（Jane 
Jacobs）により1962年に発表された ”Death and Life of Great American 
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Cities”（邦題『アメリカ大都市の死と生』50）では、古い建築物の都市コ
ミュニティでの有用性が説かれた。また、1964年のマーチン・アンダー
ソン（Martin Anderson）による ”The Federal Bulldozer”（邦題『都市
再開発政策：その批判的分析』51）では、低所得者の住居環境改善という
名目で多くの旧市街地の建築物が破壊され、新たな住居が建設されてい
るが、実際のところ、低所得者層は新たな住居に入るための十分な金銭
的余裕がなく、他地域の老朽化した住居に転居しているとの結果が得ら
れたと発表し、論争を巻き起こした。同年のピーター・ブレイク（Peter 
Blake）に よ る、”God’s Own Junkyard: The planned Deterioration of 
America’s Landskape” は、公共部門・私的部門双方の建築物について
景観的配慮が欠けている旨指摘した。このような論調と共に、諸外国の
保全状況の研究および国内での保全政策の研究シンポジウム52が開か
れ、都市再開発政策への疑問、歴史的建造物の有効活用、国家政策とし
ての方向性が話し合われるなど、少しずつ国内での保全に向けての論調
が高まりを見せていくことになった。
　1963年にジョンソンが大統領に就任すると、歴史的環境保全政策に
とっては追い風となった。
　ジョンソン政権は、自然環境の保護を重要政策の一つに掲げており、
1964年秋には「自然美（natural beauty）」の保全に関するタスク・フォー
スを結成し、その中で都市環境保護について検討される部門も設けられ
た。前述のジェイコブスなど開発一辺倒の風潮に対して批判的な都市計
画家もタスク・フォースのメンバーに加えられた。1965年にまとめられ
たタスク・フォースによる報告書では、各都市の特徴を示すような数々
の歴史あるものが消え、どの都市も似たような景観が生まれていること
に警鐘を鳴らした。そして、歴史保全については連邦政府が主導的に行っ
ていくべきであると述べた。具体的には、NPS が歴史的建造物や地区

50 ジェーン・ジェイコブス『アメリカ大都市の死と生』（鹿島出版会、2010年）。
51 マーチン・アンダーソン『都市再開発政策：その批判的分析』（鹿島出版会、
1971年）。
52 1963年に Williamsburg で開かれた、Seminar on Preservation and Restration
で、行政担当者、専門家、地域の保全活動家ら200人が集まった。
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の目録を、州や関係する民間団体とともに５年以内に作成すること、何
を保全すべきかの基準を明確にすることを要求した。また、歴史的環境
の破壊を防止する法的仕組みについても提言が及び、歴史保全に関する
政府委員会が公共事業にあたっての政府資金の拠出についての拒否権を
持たせるべきであると述べた。
　続けて1965年２月にジョンソン大統領は、連邦議会に「自然美に対す
る声明」を送付し、その中で、歴史的環境保全に対する政策を進めるこ
とを明言した。大統領は、全国的にも重要な意義を持つ地方の取り組み
を支援すること、ナショナル・トラストの活動を支援するために地方自
治体の保全活動に対して金銭的援助を行うための立法の手当てを行うこ
とを宣言した53。
　地方の取り組みの支援を具体化するような政策の立案のため、同年５
月24・25日、自然美に関するホワイトハウス会議が開かれた。その中で、
歴史的環境破壊を行うような政府支出に対しての拒否権、州・地方の取
り組みのために連邦政府が補助金やマッチング・グラントをおこなうこ
となどが提案された。
　さて、NPS では、ハーツオーグ（George B. Hartzog, Jr.）が1964年１
月に局長に就任すると、国立公園システムの改革に乗り出したが、その
中で歴史的環境保全も重要な管理政策の柱として扱われた54。また、近
年の NPS の政策の中で扱いが弱かった部分での影響力を回復しようと
の試みがなされていたが、その分野の一つとして、歴史保全があった。
回復のための方策の一つが民間団体の活用である。その背景としては次
のようなことがあげられる。第一に、この時期、民間団体による歴史的
環境の保全活動も活発化してきたことである。第二に、NPS 自体も組
織改革により、歴史保全分野においては、研究が主体となり、国民に対
して歴史保全を訴える体制が弱くなっていたこと、そして歴史保全の専

53 なお、大統領の宣言に呼応して、内務長官 Udall は NPS と野外レクリエー
ション局に法案を起草するよう命じた。Glass, supla note, 49 at 63.
54 Hartzog の国立公園システムの改革、特に自然保護の分野に関しては、久末
弥生『アメリカの国立公園法─協働と紛争の一世紀』（北海道大学出版会、2011
年）67頁以下を参照。
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門家の人手が組織内で不足していることがあげられる。そのため、NPS
がこの分野で一定の影響力を保持したいのであれば、基準、仕組み、技
術、そして民間団体への資金補助を整備しなければならなかったのであ
る。NPS の senior authority およびナショナル・トラストの理事である
ロナルド・F・リー（Ronald F. Lee）は、今後国内で高まるであろう歴
史保全の波の中で、NPS は他の行政機関から保全について多くの助言
などを受けるであろうことや、保全の専門家たちの退職年齢が迫ってい
ることから、保全部門の担当職員を増員させる必要があると考えた。そ
こで1964年から65年にかけては NPS の組織改革に向けての数々の提言
がなされた。
　一方で、この時期、全米市長会などは、フォード財団からの支援を受
け、前下院住宅小委員会委員長であるアルバート・レインズを団長とす
る、いわゆるレインズ委員会を結成し、ヨーロッパ諸国の視察や有名な
ベストセラーとなった報告書 ”With Heritage So Rich” 55を1966年に発行
した。その中で、連邦政府が歴史保全に積極的役割を担うことや、全国
登録制度の創設、歴史的財産取得のための補助金の拡充や税金の優遇等
が提案された。

2-5　立法化へ
　1966年の議会で国家歴史保全法が成立した。立法化に当たり、法案が
当時の大統領であったジョンソン政権、全国的な保全政策の提言を行っ
た Rains 委員会、また住宅都市局によって起草された法案の３種類が存
在した。
　（１）最も早く提出されたのは、ジョンソン政権によって起草された
法案である。ジョンソン政権はその重点政策の一つとして、自然美の保
全、その中のひとつとして歴史的環境保全をあげており、政権は主に州
などに対する補助金を柱とした保全政策を打ち出した。補助金は、史跡
の調査事業に用途が指定され、州規模の調査を行わせることにより、保
全事業を進めようとしていた。提出された法案は、具体的には、州は補
助金の交付を申請する前に「包括的保全計画」を提出することを求めて

55 Albert Rains et al, With Heritage So Rich, Random House, (1966).
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おり、内務大臣は包括的保全計画を審査することにより補助金交付の有
無を判断する。さらに、史跡の全国登録制度が創設される。その際には、
現存する調査プログラムを再編し、より具体的には、国家的に重要な史
跡の調査事業、国家的、地方や州にとって歴史的意義のある財産を記録
するアメリカ歴史的建造物調査（Historic American Buildings Survey; 
HABS）の継続、さらに州や地方にとって重要な財産の目録制度の創設
が含まれている。
　（２）一方、全国的な保全政策の提言を行ったレインズ委員会のメン
バーも立法化に向けて動き出した。1966年３月17日、レインズ委員会の
メンバーであったエドワード・ムスキー上院議員と、ウィリアム・B・ウィ
ドノール下院議員が法案を提出した（S. 3098- H. R. 13792）。両者は、内
務省に対して With Heritage So Rich の提言を立法化するように依頼
し、それがこの法案となった。
　この法案で最も重要なポイントは、州によって提案された事業が全国
登録に登載された史跡・建造物などに影響があるかどうかの判断を、各
連邦行政機関の長が、事業の資金提供前に行う点である。
　この S. 3098- H. R. 13792法案にも政権提出法案と同様、歴史的建造物
保全のための補助金やナショナルトラストが利用可能なマッチング・グ
ラント制度（政府等が支給するその他の補助金と組み合わせて利用する
補助金制度）の創設などが盛り込まれた。また、全国登録制度の導入も
規定されたが、州の調査によって認定された地方の重要な史跡も全国登
録制度に盛り込むという制度であった。
　さらにムスキー上院議員とウィドノール下院議員は、同日、住宅都市
局によって提出依頼された法案も委員会に付託した（S. 3097-H. R. 
13790）。こちらも多くは内務省によって起草されたものである。
　この法案の第二章では「歴史保全全国委員会」について規定されてお
り、後の歴史保全助言委員会のモデルとなっていることが特筆すべき点
である。法案では、「歴史保全全国委員会」の役割として、①大統領お
よび連邦議会に対し歴史保全について助言をすること、②地方自治体が
保全のための法律・条例等を制定する際に同委員会が助言をすること、
③連邦行政機関の保全に関する活動の調整、④強力な保全政策の立案の
支援、⑤連邦機関の保全活動の支援や歴史保全に影響のある事業に関す
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る紛争の審査や解決に関する研究などが列挙されている。また、職務の
遂行に当たって委員会は連邦行政機関に召喚状を発行し、情報を収集す
ることが認められている。助言委員会の長は大統領により指名され、上
院が承認するとしている。
　（４）以上の３種類の法案が提出されたが、ジョンソン政権が提出し
た法案（S. 3035- H.R. 13491）や内務省が独自で起草した法案（S. 3098- H. 
R. 13791）については、下院議会の内務委員会での聴聞への動きはみら
れなかった。下院内務委員会の委員長は、歴史保全に興味が薄く、他の
問題を優先的に審議していたためである。一方、住宅都市局によって提
出依頼された法案（S. 3097-H. R. 13790）は、上・下院で公聴会が開かれ
た。他の法案についても、ナショナル・トラストのゴードン・グレイ委
員長が親しい上院議員にロビー活動を行い、上院内務委員会にて公聴会
が開かれることとなった。公聴会でナショナル・トラストのゴードン・
グレイ委員長は、政府による歴史的財産の保護システムを創設し、条文
中に盛り込むことが必要であると述べた。彼は、S. 3097- H. R. 13790中
の「歴史保全全国助言委員会」の必要性を主張し、特に連邦行政機関の
間で調整役を担う機関について提案した。この提案は、上院内務委員会
のジャクソン委員長の賛同を得ることとなった56。
　この公聴会では、NPS からも証人の出席が求められた。NPS は全国
登録制度を充実させることによって、歴史保全の推進を図ろうとしてい
た。公聴会の中で NPS は、政権提出法案を推薦し、政権提出法案が可
決された場合には、全国登録制度の拡充と、史跡法の下での登録制度と
の合併や、登録のための基準策定についても提案した。さらに、州の役
割についても言及し、州が新たなプログラムに参加したい場合は、責任
をもつ担当部署を設立することとし、NPS は組織・資金・州域調査の
実施面においての支援、州の登録制度の運用や設立支援を行うとの計画
を述べた57。
　公聴会での意見を踏まえ、上院内務委員会のジャクソン委員長は、連
邦機関の歴史的環境に影響を及ぼすプロジェクトに対する考慮を求める

56 William J. Murtagh, Keeping Time, 47 (2006), Glass, supla note, 49 at 65.
57 Id. at 50.
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条項の採用については賛同したが、法案中に影響調査の実効性を担保す
る条項が欠けていることに懸念を示した。そこで、ジャクソン委員長は、
NPS と委員会のスタッフに、政権提出法案の修正を指示し、その中に
考慮条項を盛り込み、さらに実効性を担保させる条項を盛り込むよう命
じた。
　（５）1966年６月に、政権提出法案の修正法案が提出された。この修
正法案は、現在の国家歴史保全法の原型となった。その中での大きな柱
は、歴史的環境に影響を与えるような連邦の事業に対して、その考慮を
求めるというセクション106である。これは、S.3098のセクション202を
改変したものであった。
　修正法案の中で、考慮の対象は、全国登録に登載されているすべての
財産に対して適用され、そしてプロジェクトに資金提供する連邦機関の
長に、全国歴史保全助言委員会に対して、プロジェクトが登録された財
産に影響があるかどうかの報告書を提出させることとした。そして、助
言委員会にたいして審査の時間を与えるため、報告書が作成されてから
60日間の連邦資金の支出の待機期間を設けた。また、修正法案第２章に
は、歴史保全全国委員会の創設が盛り込まれた。
　また、補助金については、委員会の審議中に、ベトナム戦争などで国
家財政の危機が叫ばれている時代に、州の歴史的財産の調査や歴史保全
計画の作成事業に対して全額を負担することへの懸念が一部議員から出
された結果、州の調査や計画に対する補助を100% から50% に削減し、
1967年以降の３年度で連邦の支出上限を10,000,000ドルに限定し、調査
を３年間に限定した58。
　この修正案、特に助言委員会のあり方と60日間の資金提供の凍結条項
について、政権側から反対する声が上がった。連邦予算局（Bureau of 
the Budget）の副局長のウィルフレッド・ロメルは、ジャクソン委員長に、
助言委員会の設立と60日間の資金凍結期間に反対する書簡を送った。第
一にロメルは、プロジェクトの60日間の遅れは、「重要な連邦プログラ
ムの執行に重大な干渉を引き起こす」と反対し、その代わりとして、連

58 Id. at 51., NPS, Legislative History of the Historic Preservation act of 1966 
(1967) at 72.
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邦プログラムの管理者に、助言委員会に対して影響を及ぼしうる歴史的
財産についての助言を求めることを要求した。そして、ロメルは、セク
ション106を、「各連邦機関の長は、助言委員会にかかるプロジェクトに
ついてコメントする合理的な機会を与えなければならない」という文言
に変更するよう提案した。第二に、ロメルは、助言委員会については、
内務大臣の、国立公園、史跡、歴史的建造物及び遺跡に関する助言委員
会（Advisory Board on National Parks, Historic Sites, Buildings, and 
Monuments）との役割の重複について懸念を示した。
　また、ロメルは、助言委員会はあくまで助言的組織であり、執行機関
ではないということを明示するように法案を改訂すべきであると主張し
た59。
　（６）７月から、下院本会議で議論が始まった。本会議では、セクショ
ン106の適用範囲をめぐって議論が盛んに行われた。ここでも、連邦行
政機関とナショナル・トラストの間での歴史保全に対する考えの相違が
浮き彫りとなった。
　この問題について、内務省の証人として下院国立公園およびレクリエー
ション小委員会（House Subcommittee on National Parks and Recreation）
で証言した George Hartzog は、軍事施設の建設のような、連邦議会に
よって直接承認された事業はセクション106の適用範囲に入るのかとい
う質問に対し、連邦議会の考慮は助言委員会の考慮よりも優れた考慮で
あって、法の適用範囲内には入らないと答弁した。一方で、ナショナル・
トラストの証人として証言したゴードン・グレイは、セクション106に
ついて Hartzog がとった見解とは異なった見解を示した。その見解と
は次のようなものである。連邦が直接行う事業につき、連邦議会は選択
したすべての事柄について決定する権限を持つが、時として連邦議会は、
知らされない情報もある。たとえば、連邦予算局が新しい郵便局を建設
しようとした場合、保存されるべき建築物が破壊されうる場合、連邦議
会は、それが保存されるべき建築物であることを知らされない場合があ
り、助言委員会は連邦議会の委員会に適切な注意を促すことができる60。

59 Glass, supla note at 70.
60 NPS, supla note at 102.
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　以上の議論を踏まえ、修正法案の再修正では、60日間の資金凍結条項
が取り除かれ、連邦資金提供前に連邦機関に対し、助言委員会が助言を
すること、連邦議会に対しても助言を与えるという修正が加えられた。
また、助言委員会の10人の公務員から選ばれるメンバーの人選の裁量を、
大統領に広く与え、助言委員会に誓約書と召喚状を発行したうえでの公
聴会を行うという条項を略し、そして名称を ”Advisory Council on 
Historic Preservation”（歴史保全に関する助言委員会）に変更すること
とした。
　９月に下院本会議で審議が行われ、一部議員から、地方の歴史保全に
連邦が関与すべきではない、地方の問題に対して連邦が関与すべきでは
ないという意見も出された。また、審議の妨害などもあり、採決が遅れ
ることとなったが、10月初旬に、下院で全会一致で通過し、上院も可決
した。そして、1966年10月15日、ジョンソン大統領は Public Law 89-
665に署名し、国家歴史保全法として誕生した。

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文（2013年12月25日
授与）「アメリカにおける歴史的環境保全」に、補筆したものである。
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